
- 169 - 

59．警戒宣言時のＪＲの運転中止区間図（本文448頁） 
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60．災害対策基本法（抄）（本文６頁） 
 

昭和36年11月15日 

法 律 第 2 2 3号 

 

（市町村地域防災計画） 

第42条 市町村防災会議（市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の市町村

長。以下この条において同じ。）は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村

地域防災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるとき

は、これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村地域防災計画は、防災業

務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであって

はならない。 

２ 市町村地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 当該市町村の地域に係る防災に関し、当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的団体そ

の他防災上重要な施設の管理者（第４項において「当該市町村等」という。）の処理すべき

事務又は業務の大綱 

二 当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練

その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、

消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画 

三 当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、

資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画 

四 前各号に掲げるもののほか、当該市町村の地域に係る防災に関し市町村防災会議が必要と

認める事項 

３ 市町村地域防災計画は、前項各号に掲げるもののほか、市町村内の一定の地区内の居住者及

び当該地区に事業所を有する事業者（以下この項及び次条において「地区居住者等」という。）

が共同して行う防災訓練、地区居住者等による防災活動に必要な物資及び資材の備蓄、災害が

発生した場合における地区居住者等の相互の支援その他の当該地区における防災活動に関す

る計画（同条においては「地区防災計画」という。）について定めることができる。 

４ 市町村防災会議は、市町村地域防災計画を定めるに当たつては、災害が発生した場合におい

て当該市町村等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮す

るものとする。 

５ 市町村防災会議は、第１項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正したときは、

速やかにこれを都道府県知事に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 

６ 都道府県知事は、前項の規定により市町村地域防災計画について報告を受けたときは、都道

府県防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該市町村防災会議に対し、

必要な助言又は勧告をすることができる。 

７ 第21条の規定は、市町村長が第１項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正す

る場合について準用する。 

第42条の２ 地区居住者等は、共同して、市町村防災会議に対し、市町村地域防災計画に地区防

災計画を定めることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る地区防災

計画の素案を添えなければならない。 

２ 前項の規程による提案（以下この条において「計画提案」という。）は、当該計画提案に係

る地区防災計画の素案の内容が、市町村地域防災計画に抵触するものでない場合に、内閣府令

で定めるところにより行うものとする。 

３ 市町村防災会議は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえて市町村

地域防災計画に地区防災計画を定める必要があるかどうかを判断し、その必要があると認めら

れるときは、市町村地域防災計画に地区防災計画を定めなければならない。 

４ 市町村防災会議は、前項の規程により同項の判断をした結果、計画提案を踏まえて市町村地

域防災計画に地区防災計画を定める必要がないと決定したときは、遅滞なく、その旨及びその

理由を、当該計画提案をした地区居住者等に通知しなければならない。 
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５ 市町村地域防災計画に地区防災計画が定められた場合においては、当該地区防災計画に係る

地区居住者等は、当該地区防災計画にᚑい、防災活動をᐇ施するようにດめなければならない。 

 

 （関係行ᨻᶵ関等に対する༠ຊ要ồ） 

第21条 都道府県防災会議及び市町村防災会議（地᪉防災会議の༠議会をྵむ。以下次条におい

て「地᪉防災会議等」という。）は、その所ᤸ事務を㐙行するため必要があると認めるときは、

関係行ᨻᶵ関の長及び関係地᪉行ᨻᶵ関の長、地᪉公共団体の長その他のᇳ行ᶵ関、ᣦ定公共

ᶵ関及びᣦ定地᪉公共ᶵ関並びにその他の関係者に対し、資ᩱ又は情報の提౪、意見の㛤㝞そ

の他必要な༠ຊをồめることができる。 
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61．ᮾி㒔㟈災対策条（本文㸲頁） 
ᖹ成12年12月22日 

条  第 2 0 2号 

 

ᮾி都㟈災予防条（昭和46年ᮾி都条第121号）の㒊を改正する。 

┠次 

前ᩥ 

第１❶ ⥲๎ 

第１⠇ ┠的（第１条） 

第２⠇ 知事の㈐務（第２条㸫第７条） 

第３⠇ 都Ẹの㈐務（第㸶条） 

第４⠇ 事業者の㈐務（第㸷条㸫第11条） 

第２❶ 予防対策 

第１⠇ 㟈災に関する研究、公表等（第12条） 

第２⠇ 防災都市づくりの᥎㐍（第13条） 

第３⠇ 都市施設及びᘓ⠏物等のᏳの☜ಖ（第14条㸫第23条） 

第４⠇ 火災の防Ṇ等（第24条㸫第31条） 

第５⠇ 防災ᗈ報及び防災教育（第32条࣭第33条） 

第６⠇ 防災⤌⧊（第34条㸫第37条） 

第７⠇ 地域における相互支援ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿづくり（第38条） 

第㸶⠇ ࢸࣥࣛ࣎の支援（第39条） 

第㸷⠇ 要援ㆤ者に対する施策（第40条） 

第10⠇ 防災訓練（第41条࣭第42条） 

第11⠇ 都Ẹ等の意見（第43条） 

第３❶ 応急対策 

第１⠇ 応急体ไ等の整備（第44条㸫第46条） 

第２⠇ 避難（第47条㸫第51条） 

第３⠇ 救ฟ及び救助の活動ᣐⅬ等の☜ಖ（第52条） 

第４⠇ ᖐᏯᅔ難者対策（第53条࣭第54条） 

第４❶ 復⯆対策 

第１⠇ 㟈災復⯆の᥎㐍（第55条㸫第56条） 

第２⠇ 地域༠ാ復⯆（第57条㸫第58条） 

第５❶ ጤ௵（第59条） 

 㝃๎ 

 地㟈を予知することがᮍࡔᅔ難な⌧ᅾ、㜰⚄࣭ῐ㊰大㟈災をはじめとする都市ᆺ地㟈の⤒㦂は、

改めて地㟈発生┤ᚋの༴㝤ᛶと断の༴ᶵ管理の重要ᛶを、行ᨻはもとよりከくのேࠎに知らし

めたところである。 

 地㟈による災害から一ேでもከくの生及び㈗重な㈈⏘をᏲるためには、まࡎ第一に「⮬らの

生は⮬らがᏲる」という⮬ᕫ㈐௵ཎ๎による⮬助の⪃え᪉、第二に他ேを助けることのできる

都Ẹの地域における助け合いによって「⮬分たࡕのまࡕは⮬分たࡕでᏲる」という共助の⪃え᪉、

この二つの理ᛕに❧つ都Ẹと公助のᙺを果たす行ᨻとが、それࡒれの㈐務とᙺを᫂らかにし

た上で、㐃ᦠをᅗっていくことがḞかࡏない。 

 ᮾி都は、ᅜにඛ㥑けてᮾி都㟈災予防条をไ定し、予防対策重どのどⅬから地㟈にᙉい

まࡕづくりを㐍め、行ᨻᑟの下で㟈災をᮍ↛に防Ṇし、᭱ ᑠ㝈にとどめることを┠ᣦしてきた。 

 ᚋは、このྲྀ⤌を一ᒙ㐍めるとともに、༴ᶵ管理に重Ⅼを置いた応急対策及び復⯆対策をも

ど㔝にධれた⥲合的㟈災対策の体⣔をᵓ⠏し、㟈災対策のᐇ及びᙉにດめていくことがᴟめ

て重要である。 

 ᮾிは、ከくの都Ẹの生活の場であるとともに、日本の㤳都としてᨻ、⤒῭、ᩥ等の୰ᯡ

ᶵ⬟が集୰しているୡ⏺でも有ᩘの大都市である。地㟈による⿕害のᙳ㡪はᅜ内にとどまらࡎ、
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５ 市町村地域防災計画に地区防災計画が定められた場合においては、当該地区防災計画に係る

地区居住者等は、当該地区防災計画にᚑい、防災活動をᐇ施するようにດめなければならない。 

 

 （関係行ᨻᶵ関等に対する༠ຊ要ồ） 

第21条 都道府県防災会議及び市町村防災会議（地᪉防災会議の༠議会をྵむ。以下次条におい

て「地᪉防災会議等」という。）は、その所ᤸ事務を㐙行するため必要があると認めるときは、

関係行ᨻᶵ関の長及び関係地᪉行ᨻᶵ関の長、地᪉公共団体の長その他のᇳ行ᶵ関、ᣦ定公共

ᶵ関及びᣦ定地᪉公共ᶵ関並びにその他の関係者に対し、資ᩱ又は情報の提౪、意見の㛤㝞そ

の他必要な༠ຊをồめることができる。 
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61．ᮾி㒔㟈災対策条（本文㸲頁） 
ᖹ成12年12月22日 

条  第 2 0 2号 

 

ᮾி都㟈災予防条（昭和46年ᮾி都条第121号）の㒊を改正する。 

┠次 

前ᩥ 

第１❶ ⥲๎ 

第１⠇ ┠的（第１条） 

第２⠇ 知事の㈐務（第２条㸫第７条） 

第３⠇ 都Ẹの㈐務（第㸶条） 

第４⠇ 事業者の㈐務（第㸷条㸫第11条） 

第２❶ 予防対策 

第１⠇ 㟈災に関する研究、公表等（第12条） 

第２⠇ 防災都市づくりの᥎㐍（第13条） 

第３⠇ 都市施設及びᘓ⠏物等のᏳの☜ಖ（第14条㸫第23条） 

第４⠇ 火災の防Ṇ等（第24条㸫第31条） 

第５⠇ 防災ᗈ報及び防災教育（第32条࣭第33条） 

第６⠇ 防災⤌⧊（第34条㸫第37条） 

第７⠇ 地域における相互支援ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿづくり（第38条） 

第㸶⠇ ࢸࣥࣛ࣎の支援（第39条） 

第㸷⠇ 要援ㆤ者に対する施策（第40条） 

第10⠇ 防災訓練（第41条࣭第42条） 

第11⠇ 都Ẹ等の意見（第43条） 

第３❶ 応急対策 

第１⠇ 応急体ไ等の整備（第44条㸫第46条） 

第２⠇ 避難（第47条㸫第51条） 

第３⠇ 救ฟ及び救助の活動ᣐⅬ等の☜ಖ（第52条） 

第４⠇ ᖐᏯᅔ難者対策（第53条࣭第54条） 

第４❶ 復⯆対策 

第１⠇ 㟈災復⯆の᥎㐍（第55条㸫第56条） 

第２⠇ 地域༠ാ復⯆（第57条㸫第58条） 

第５❶ ጤ௵（第59条） 

 㝃๎ 

 地㟈を予知することがᮍࡔᅔ難な⌧ᅾ、㜰⚄࣭ῐ㊰大㟈災をはじめとする都市ᆺ地㟈の⤒㦂は、

改めて地㟈発生┤ᚋの༴㝤ᛶと断の༴ᶵ管理の重要ᛶを、行ᨻはもとよりከくのேࠎに知らし

めたところである。 

 地㟈による災害から一ேでもከくの生及び㈗重な㈈⏘をᏲるためには、まࡎ第一に「⮬らの

生は⮬らがᏲる」という⮬ᕫ㈐௵ཎ๎による⮬助の⪃え᪉、第二に他ேを助けることのできる

都Ẹの地域における助け合いによって「⮬分たࡕのまࡕは⮬分たࡕでᏲる」という共助の⪃え᪉、

この二つの理ᛕに❧つ都Ẹと公助のᙺを果たす行ᨻとが、それࡒれの㈐務とᙺを᫂らかにし

た上で、㐃ᦠをᅗっていくことがḞかࡏない。 

 ᮾி都は、ᅜにඛ㥑けてᮾி都㟈災予防条をไ定し、予防対策重どのどⅬから地㟈にᙉい

まࡕづくりを㐍め、行ᨻᑟの下で㟈災をᮍ↛に防Ṇし、᭱ ᑠ㝈にとどめることを┠ᣦしてきた。 

 ᚋは、このྲྀ⤌を一ᒙ㐍めるとともに、༴ᶵ管理に重Ⅼを置いた応急対策及び復⯆対策をも

ど㔝にධれた⥲合的㟈災対策の体⣔をᵓ⠏し、㟈災対策のᐇ及びᙉにດめていくことがᴟめ

て重要である。 

 ᮾிは、ከくの都Ẹの生活の場であるとともに、日本の㤳都としてᨻ、⤒῭、ᩥ等の୰ᯡ

ᶵ⬟が集୰しているୡ⏺でも有ᩘの大都市である。地㟈による⿕害のᙳ㡪はᅜ内にとどまらࡎ、
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ୡ⏺に及ࡪものであり、地㟈による災害からᮾிをᏲることは、行ᨻにㄢࡏられた重大な㈐務

である。 

 㟈災対策の᥎㐍に当たっては、区市町村が基♏的⮬体として第一⩏的㈐௵とᙺを果たすも

のである。その上で、ᗈ域的ᙺをᢸうᮾி都が区市町村及びᅜと一体となって、都Ẹと㐃ᦠし、

都Ẹやᮾிに集うከくのேࠎの生及び㈈⏘をᏲり、㤳都ᮾிのᶵ⬟を⥔ᣢするという決意を表

᫂するとともに、⥲合的㟈災対策の᥎㐍のᣦ㔪を♧すため、この条をไ定する。 

第㸯❶ ⥲๎ 

第㸯⠇ ┠ⓗ 

第㸯条 この条は、地㟈による災害（以下「㟈災」という。）に関する予防、応急及び復⯆に

係る対策（以下「㟈災対策」という。）に関し、都Ẹ、事業者及びᮾி都（以下「都」という。）

の㈐務を᫂らかにし、必要な体ไを☜❧するとともに、予防、応急及び復⯆に関する施策の基

本的な事項を定めることにより、㟈災対策を⥲合的かつ計画的に᥎㐍し、もって⌧ᅾ及びᑗ᮶

の都Ẹの生、㌟体及び㈈⏘を㟈災からಖㆤすることを┠的とする。 

第２⠇ ▱の㈐ົ 

（基本的㈐務） 

第２条 知事は、㟈災対策のあらࡺる施策を通じて、都Ẹの生、㌟体及び㈈⏘を㟈災からಖㆤ

し、そのᏳを☜ಖするとともに、㟈災ᚋの都Ẹ生活のᘓ及びᏳ定並びに都市の復⯆をᅗる

ため、᭱大のດຊをᡶわなければならない。 

２ 前項の┠的を達成するため、知事は、㟈災対策に関する事業（以下「㟈災対策事業」という。）

の計画（以下「㟈災対策事業計画」という。）を策定し、その᥎㐍をᅗらなければならない。 

３ 㟈災対策事業計画の策定に当たっては、都Ẹ、事業者及びࢸࣥࣛ࣎(以下「都Ẹ等」と

いう。)、第34条から第36条までの防災⤌⧊並びに第58条第１項の復⯆市Ẹ⤌⧊の意見を聴く

ようດめなければならない。 

(ᖹ 15条 124࣭一㒊改正 ) 

（都Ẹ及び事業者に対するᣦᑟ等） 

第㸱条 知事は、㟈災対策事業計画の策定及びᐇ施に当たっては、都Ẹ及び事業者の༠ຊをồめ

るとともに、都Ẹ及び事業者が⮬的に行う㟈災対策活動に対し、✚ᴟ的にᣦᑟ、助言、支援

及び༠ຊを行わなければならない。 

 （にする支援ࢸࣥࣛ࣎）

第㸲条 知事は、ࢸࣥࣛ࣎が⮬的に行う㟈災対策活動に対し、✚ᴟ的に支援及び༠ຊを行

わなければならない。 

（都Ẹ等の助成） 

第㸳条 知事は、都Ẹ等が行う㟈災対策活動に対して、必要な助成を行うことができる。 

（区市町村との㐃⤡調整及び助成） 

第６条 知事は、㟈災対策事業の円滑なᐇ施をᅗるため、関係する≉別区及び市町村（以下「区

市町村」という。）との㐃⤡調整並びに区市町村がᐇ施する㟈災対策事業に対する支援及び༠

ຊを行わなければならない。 

２ 知事は、区市町村がᐇ施する㟈災対策事業に対し、必要な助成を行うことができる。 

（༠ຊ要ㄳ） 

第㸵条 知事は、㟈災対策事業計画の策定及びᐇ施に当たり、他の地᪉公共団体その他の公共的

団体等の༠ຊが必要と認められるときは、当該公共的団体等に対して༠ຊを要ㄳし、又は他の

地᪉公共団体等から༠ຊの要ㄳがあったときは、これに応じなければならない。 

第㸱⠇ 㒔Ẹの㈐ົ 

第㸶条 都Ẹは、㟈災を防Ṇするため、⮬ᕫのᏳの☜ಖにດめるとともに、相互に༠ຊし、都

Ẹ体の生、㌟体及び㈈⏘のᏳの☜ಖにດめなければならない。 

２ 都Ẹは、次に掲げる事項について、⮬ら㟈災に備えるᡭẁをㅮࡎるようດめなければならな

い。 

一 ᘓ⠏物その他のᕤ作物の⪏㟈ᛶ及び⪏火ᛶの☜ಖ 

二 ᐙලの㌿ಽ防Ṇ 
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三 ฟ火の防Ṇ 

四 ึᮇ消火に必要な用ලの準備 

 㣧ᩱ水及び㣗⣊の☜ಖ 

භ 避難の⤒㊰、場所及び᪉法についての☜認 

３ 都Ẹは、㟈災ᚋの都Ẹ生活のᘓ及びᏳ定並びに都市の復⯆をᅗるため、地域♫会を支える

一ဨとしての㈐௵を⮬ぬし、第57条の地域༠ാ復⯆に対する理ゎを῝めるとともに、㟈災ᚋに

おいては、相互に༠ຊして⮬らの生活のᘓ及び居住する地域の復⯆にດめなければならない。 

４ 都Ẹは、知事その他の行ᨻᶵ関がᐇ施する㟈災対策事業に༠ຊするとともに、⮬発的に㟈災

対策活動にཧ加する等㟈災対策にᐤするようດめなければならない。 

(ᖹ 15条 124࣭一㒊改正 ) 

第㸲⠇ ᴗ⪅の㈐ົ 

（基本的㈐務） 

第㸷条 事業者は、知事その他の行ᨻᶵ関がᐇ施する㟈災対策事業及び都Ẹが行う第57条の地域

༠ാ復⯆に関する活動に༠ຊするとともに、事業活動に当たっては、その♫会的㈐௵を⮬ぬし、

㟈災の防Ṇ並びに㟈災ᚋの都Ẹ生活のᘓ及びᏳ定並びに都市の復⯆をᅗるため、᭱大のດຊ

をᡶわなければならない。 

２ 事業者は、その事業活動に関して㟈災を防Ṇするため、事業所に᮶所する㢳ᐈ、ᚑ業者等及

び事業所の࿘㎶地域における住Ẹ（以下「࿘㎶住Ẹ」という。）並びにその管理する施設及び

設備について、そのᏳの☜ಖにດめなければならない。 

３ 事業者は、その管理する事業所の࿘㎶地域における㟈災を᭱ᑠ㝈にとどめるため、࿘㎶住Ẹ

に対する㟈災対策活動のᐇ施等、࿘㎶住Ẹ等との㐃ᦠ及び༠ຊにດめなければならない。 

(ᖹ 15条 124࣭一㒊改正 ) 

（事業所防災計画の作成） 

第10条 事業者は、その事業活動に関して㟈災を防Ṇするため、都及び区市町村が作成する地域

防災計画を基準として、事業所༢の防災計画（以下「事業所防災計画」という。）を作成し

なければならない。 

（事業所防災計画のᒆฟ） 

第11条 都市ࢫ࢞、㟁Ẽ、通信その他防災対策上重要な施設として知事がᣦ定する施設を管理す

る事業者は、事業所防災計画を作成したときは、速やかに知事にᒆけฟなければならない。 

第２❶ ண㜵対策 

第㸯⠇ 㟈災㛵ࠊ✲◊ࡿࡍබ⾲➼ 

第12条 知事は、㟈災の発生ཎᅉ及び発生≧ἣ、地域の༴㝤ᗘその他㟈災に関する事項について、

⛉Ꮫ的、⥲合的に調査及び研究を行うとともに、防災⛉Ꮫᢏ⾡の㛤発にດめなければならない。 

２ 都は、⪏㟈ᛶの調査及び研究に資するため、都が設置するᘓ⠏物その他のᕤ作物のうࡕ、≉

に必要と認めるᕤ作物に、ᙉ㟈計を設置しなければならない。 

３ 知事は、第１項の調査、研究及びᢏ⾡の㛤発の成果を、✚ᴟ的に㟈災対策にᫎࡏࡉるとと

もに、都Ẹに公表しなければならない。 

４ 知事は、前項に規定するもののほか、㟈災対策事業計画その他㟈災対策に関する情報を✚ᴟ

的に公表するようດめなければならない。 

第２⠇ 㜵災㒔ᕷ࡙ࡾࡃの᥎㐍 

第13条 知事は、防災都市づくり（㟈災を予防し、㟈災が発生した場合における⿕害のᣑ大を防

ため、ᘓ⠏物及び都市施設（都市計画法（昭和43年法律第100号）第11条第１項各号に掲げࡄ

る施設をいう。以下同じ。）等について⪏㟈ᛶ及び⪏火ᛶを☜ಖする措置その他都市ᵓ㐀の改

ၿに関する措置をいう。以下この条において同じ。）を᥎㐍するため、防災都市づくりに関す

る計画を策定しなければならない。 

２ 前項の計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 防災都市づくりに関する施策のᣦ㔪 

二 地域≉ᛶに応じた整備の᪉㔪及び整備地域のᣦ定 

三 重Ⅼ整備地域（防災都市づくりに資する事業を重ᒙ的かつ集୰的にᐇ施する地域をいう。）
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ୡ⏺に及ࡪものであり、地㟈による災害からᮾிをᏲることは、行ᨻにㄢࡏられた重大な㈐務

である。 

 㟈災対策の᥎㐍に当たっては、区市町村が基♏的⮬体として第一⩏的㈐௵とᙺを果たすも

のである。その上で、ᗈ域的ᙺをᢸうᮾி都が区市町村及びᅜと一体となって、都Ẹと㐃ᦠし、

都Ẹやᮾிに集うከくのேࠎの生及び㈈⏘をᏲり、㤳都ᮾிのᶵ⬟を⥔ᣢするという決意を表

᫂するとともに、⥲合的㟈災対策の᥎㐍のᣦ㔪を♧すため、この条をไ定する。 

第㸯❶ ⥲๎ 

第㸯⠇ ┠ⓗ 

第㸯条 この条は、地㟈による災害（以下「㟈災」という。）に関する予防、応急及び復⯆に

係る対策（以下「㟈災対策」という。）に関し、都Ẹ、事業者及びᮾி都（以下「都」という。）

の㈐務を᫂らかにし、必要な体ไを☜❧するとともに、予防、応急及び復⯆に関する施策の基

本的な事項を定めることにより、㟈災対策を⥲合的かつ計画的に᥎㐍し、もって⌧ᅾ及びᑗ᮶

の都Ẹの生、㌟体及び㈈⏘を㟈災からಖㆤすることを┠的とする。 

第２⠇ ▱の㈐ົ 

（基本的㈐務） 

第２条 知事は、㟈災対策のあらࡺる施策を通じて、都Ẹの生、㌟体及び㈈⏘を㟈災からಖㆤ

し、そのᏳを☜ಖするとともに、㟈災ᚋの都Ẹ生活のᘓ及びᏳ定並びに都市の復⯆をᅗる

ため、᭱大のດຊをᡶわなければならない。 

２ 前項の┠的を達成するため、知事は、㟈災対策に関する事業（以下「㟈災対策事業」という。）

の計画（以下「㟈災対策事業計画」という。）を策定し、その᥎㐍をᅗらなければならない。 

３ 㟈災対策事業計画の策定に当たっては、都Ẹ、事業者及びࢸࣥࣛ࣎(以下「都Ẹ等」と

いう。)、第34条から第36条までの防災⤌⧊並びに第58条第１項の復⯆市Ẹ⤌⧊の意見を聴く

ようດめなければならない。 

(ᖹ 15条 124࣭一㒊改正 ) 

（都Ẹ及び事業者に対するᣦᑟ等） 

第㸱条 知事は、㟈災対策事業計画の策定及びᐇ施に当たっては、都Ẹ及び事業者の༠ຊをồめ

るとともに、都Ẹ及び事業者が⮬的に行う㟈災対策活動に対し、✚ᴟ的にᣦᑟ、助言、支援

及び༠ຊを行わなければならない。 

 （にする支援ࢸࣥࣛ࣎）

第㸲条 知事は、ࢸࣥࣛ࣎が⮬的に行う㟈災対策活動に対し、✚ᴟ的に支援及び༠ຊを行

わなければならない。 

（都Ẹ等の助成） 

第㸳条 知事は、都Ẹ等が行う㟈災対策活動に対して、必要な助成を行うことができる。 

（区市町村との㐃⤡調整及び助成） 

第６条 知事は、㟈災対策事業の円滑なᐇ施をᅗるため、関係する≉別区及び市町村（以下「区

市町村」という。）との㐃⤡調整並びに区市町村がᐇ施する㟈災対策事業に対する支援及び༠

ຊを行わなければならない。 

２ 知事は、区市町村がᐇ施する㟈災対策事業に対し、必要な助成を行うことができる。 

（༠ຊ要ㄳ） 

第㸵条 知事は、㟈災対策事業計画の策定及びᐇ施に当たり、他の地᪉公共団体その他の公共的

団体等の༠ຊが必要と認められるときは、当該公共的団体等に対して༠ຊを要ㄳし、又は他の

地᪉公共団体等から༠ຊの要ㄳがあったときは、これに応じなければならない。 

第㸱⠇ 㒔Ẹの㈐ົ 

第㸶条 都Ẹは、㟈災を防Ṇするため、⮬ᕫのᏳの☜ಖにດめるとともに、相互に༠ຊし、都

Ẹ体の生、㌟体及び㈈⏘のᏳの☜ಖにດめなければならない。 

２ 都Ẹは、次に掲げる事項について、⮬ら㟈災に備えるᡭẁをㅮࡎるようດめなければならな

い。 

一 ᘓ⠏物その他のᕤ作物の⪏㟈ᛶ及び⪏火ᛶの☜ಖ 

二 ᐙලの㌿ಽ防Ṇ 
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三 ฟ火の防Ṇ 

四 ึᮇ消火に必要な用ලの準備 

 㣧ᩱ水及び㣗⣊の☜ಖ 

භ 避難の⤒㊰、場所及び᪉法についての☜認 

３ 都Ẹは、㟈災ᚋの都Ẹ生活のᘓ及びᏳ定並びに都市の復⯆をᅗるため、地域♫会を支える

一ဨとしての㈐௵を⮬ぬし、第57条の地域༠ാ復⯆に対する理ゎを῝めるとともに、㟈災ᚋに

おいては、相互に༠ຊして⮬らの生活のᘓ及び居住する地域の復⯆にດめなければならない。 

４ 都Ẹは、知事その他の行ᨻᶵ関がᐇ施する㟈災対策事業に༠ຊするとともに、⮬発的に㟈災

対策活動にཧ加する等㟈災対策にᐤするようດめなければならない。 

(ᖹ 15条 124࣭一㒊改正 ) 

第㸲⠇ ᴗ⪅の㈐ົ 

（基本的㈐務） 

第㸷条 事業者は、知事その他の行ᨻᶵ関がᐇ施する㟈災対策事業及び都Ẹが行う第57条の地域

༠ാ復⯆に関する活動に༠ຊするとともに、事業活動に当たっては、その♫会的㈐௵を⮬ぬし、

㟈災の防Ṇ並びに㟈災ᚋの都Ẹ生活のᘓ及びᏳ定並びに都市の復⯆をᅗるため、᭱大のດຊ

をᡶわなければならない。 

２ 事業者は、その事業活動に関して㟈災を防Ṇするため、事業所に᮶所する㢳ᐈ、ᚑ業者等及

び事業所の࿘㎶地域における住Ẹ（以下「࿘㎶住Ẹ」という。）並びにその管理する施設及び

設備について、そのᏳの☜ಖにດめなければならない。 

３ 事業者は、その管理する事業所の࿘㎶地域における㟈災を᭱ᑠ㝈にとどめるため、࿘㎶住Ẹ

に対する㟈災対策活動のᐇ施等、࿘㎶住Ẹ等との㐃ᦠ及び༠ຊにດめなければならない。 

(ᖹ 15条 124࣭一㒊改正 ) 

（事業所防災計画の作成） 

第10条 事業者は、その事業活動に関して㟈災を防Ṇするため、都及び区市町村が作成する地域

防災計画を基準として、事業所༢の防災計画（以下「事業所防災計画」という。）を作成し

なければならない。 

（事業所防災計画のᒆฟ） 

第11条 都市ࢫ࢞、㟁Ẽ、通信その他防災対策上重要な施設として知事がᣦ定する施設を管理す

る事業者は、事業所防災計画を作成したときは、速やかに知事にᒆけฟなければならない。 

第２❶ ண㜵対策 

第㸯⠇ 㟈災㛵ࠊ✲◊ࡿࡍබ⾲➼ 

第12条 知事は、㟈災の発生ཎᅉ及び発生≧ἣ、地域の༴㝤ᗘその他㟈災に関する事項について、

⛉Ꮫ的、⥲合的に調査及び研究を行うとともに、防災⛉Ꮫᢏ⾡の㛤発にດめなければならない。 

２ 都は、⪏㟈ᛶの調査及び研究に資するため、都が設置するᘓ⠏物その他のᕤ作物のうࡕ、≉

に必要と認めるᕤ作物に、ᙉ㟈計を設置しなければならない。 

３ 知事は、第１項の調査、研究及びᢏ⾡の㛤発の成果を、✚ᴟ的に㟈災対策にᫎࡏࡉるとと

もに、都Ẹに公表しなければならない。 

４ 知事は、前項に規定するもののほか、㟈災対策事業計画その他㟈災対策に関する情報を✚ᴟ

的に公表するようດめなければならない。 

第２⠇ 㜵災㒔ᕷ࡙ࡾࡃの᥎㐍 

第13条 知事は、防災都市づくり（㟈災を予防し、㟈災が発生した場合における⿕害のᣑ大を防

ため、ᘓ⠏物及び都市施設（都市計画法（昭和43年法律第100号）第11条第１項各号に掲げࡄ

る施設をいう。以下同じ。）等について⪏㟈ᛶ及び⪏火ᛶを☜ಖする措置その他都市ᵓ㐀の改

ၿに関する措置をいう。以下この条において同じ。）を᥎㐍するため、防災都市づくりに関す

る計画を策定しなければならない。 

２ 前項の計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 防災都市づくりに関する施策のᣦ㔪 

二 地域≉ᛶに応じた整備の᪉㔪及び整備地域のᣦ定 

三 重Ⅼ整備地域（防災都市づくりに資する事業を重ᒙ的かつ集୰的にᐇ施する地域をいう。）
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等のᣦ定 

３ 知事は、区市町村と㐃ᦠをᅗりつつ、༠ຊして第１項の計画に基づく事業の᥎㐍にດめなけ

ればならない。 

第㸱⠇ 㒔ᕷタཬࡧᘓ⠏≀➼のᏳの☜ಖ 

（都市施設等の⪏㟈ᛶ等の☜ಖ） 

第14条 知事は、㟈災をᮍ↛に防Ṇし、㟈災が発生した場合における⿕害のᣑ大を防Ṇするため、

都市施設等の⪏㟈ᛶ及び⪏火ᛶの☜ಖにດめなければならない。 

（一⯡ᘓ⠏物の⪏㟈ᛶ等の☜ಖ） 

第15条 知事は、一⯡ᘓ⠏物（次条の≉Ṧᘓ⠏物等以እのᘓ⠏物をいう。）の⪏㟈ᛶ及び⪏火ᛶ

を☜ಖするため、㐺ษなᣦᑟを行うとともに、防災上の相ㄯに応じ、必要と認めるときは、ᢏ

⾡㠃からの支援を行うようດめなければならない。 

（≉Ṧᘓ⠏物等の⪏㟈ᛶ等の☜ಖ） 

第16条 知事は、≉Ṧᘓ⠏物（ᘓ⠏基準法（昭和25年法律第201号）に規定する≉Ṧᘓ⠏物をい

う。以下同じ。）その他知事が必要と認めるᘓ⠏物及び地下⾤（消防法（昭和23年法律第186号）

に規定する地下⾤をいう。）の⪏㟈ᛶ及び⪏火ᛶを☜ಖするため、≉に知事がᣦ定するものに

ついて、定ᮇ的に検査を行い、ⱝしくは当事者をして行わࡏ、又は必要があると認めるときは、

そのものの改ၿについて助言し、ⱝしくは勧告することができる。 

（重要ᘓ⠏物の⪏㟈ᛶ等のᙉ） 

第17条 知事は、次に掲げる防災対策上≉に重要なᘓ⠏物について、⪏㟈ᛶ及び⪏火ᛶのᙉに

ດめ、又は当事者をしてດめࡏࡉなければならない。 

一 㟈災に消火、避難ㄏᑟ及び情報伝達等の防災業務の୰ᚰとなる消防⨫、警ᐹ⨫その他の

ᐁ公ᗇᘓ⠏物 

二 㟈災に⥭急の救ㆤ所又は⿕災者の一受ධ施設となる㝔、Ꮫᰯその他これらに準ࡎる

ᘓ⠏物 

（公共施設等のᏳの☜ಖ） 

第18条 知事は、その管理する道㊰、公ᅬ、㕲道、ᶫりࡻう、 ‴その他の公共施設及びこれら

に㝃ᒓする施設の⪏㟈ᛶ及び⪏火ᛶをᙉするとともに、定ᮇ的に検査を行い、それらのᏳ

の☜ಖにດめなければならない。 

２ 前項の規定は、知事が管理するἙᕝ及びᾏᓊに設置する施設について準用する。 

（都市ࢫ࢞、㟁Ẽ、水道施設等のᏳの☜ಖ） 

第19条 都市ࢫ࢞、㟁Ẽ、上下水道、通信その他防災対策上重要な施設の管理者は、当該施設の

Ᏻの☜ಖにດめなければならない。 

２ 知事は、前項の施設のᏳを☜ಖするため必要があると認めるときは、当該施設を収容する

共同⁁の設置にດめなければならない。この場合において、知事は、≉に⪏㟈ᛶについて配慮

しなければならない。 

（༴㝤物のⴠ下防Ṇ） 

第20条 知事は、地㟈により◚ᦆし、ⴠ下するおそれのある୰㧗ᒙᘓ⠏物の❆ࢫࣛ࢞等ⴠ下༴㝤

物のⴠ下を防Ṇするため、そのᏳᛶについて調査し、研究し、並びに防災上Ᏻな基準を定

めるとともに、Ᏻの☜ಖ及び改修についてᣦᑟを行うようດめなければならない。 

（Ꮿ地㐀成地のᏳの☜ಖ） 

第21条 知事は、Ꮿ地㐀成地の地㟈に対するᏳᛶについて、調査し、研究し、及び防災上Ᏻ

な基準を定めるようດめなければならない。 

（Ꮿ地㐀成地の検査） 

第22条 知事は、地㟈に対して≉に༴㝤なᏯ地㐀成地については、Ꮿ地㐀成等規ไ法（昭和36年

法律第191号）の定めるところにより検査し、必要があると認めるときは、その改ၿについて、

助言し、勧告し、又はࡎることができる。 

（地┙ỿ下の防Ṇ） 

第23条 知事は、地┙ỿ下に㉳ᅉする㟈災を防Ṇするため、都ẸのᗣとᏳを☜ಖする⎔ቃに

関する条（ᖹ成12年ᮾி都条第215号）の定めるところにより、地下用水についてᥭ水の
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ᢚไにດめなければならない。 

第㸲⠇ ⅆ災の㜵Ṇ➼ 

（火災の防Ṇ） 

第24条 知事は、地㟈による火災の発生及びそのᣑ大を防Ṇするため必要な施策を区市町村と㐃

ᦠをᅗりつつ、༠ຊして✚ᴟ的に᥎㐍するようດめなければならない。 

（ึᮇ消火） 

第25条 都Ẹは、火Ẽを用するときは、ฟ火を防Ṇするため、ᖖ┘どするとともに地㟈の

ฟ火に備え、消火ჾ等を配備し、ึᮇ消火にດめなければならない。 

（火Ẽ用ჾලの規ไ） 

第26条 知事は、地㟈にฟ火の༴㝤ᛶの㧗い設備及びჾලのᏳを☜ಖし、ฟ火を防Ṇするた

め、そのᢏ⾡の㛤発及びᬑ及ၨ発にດめるとともに、用及びྲྀᢅいについて、火災予防条

（昭和37年ᮾி都条第65号）の定めるところにより、必要な規ไを行わなければならない。 

（消防水の☜ಖ及び消防ຊのᙉ） 

第27条 知事は、地㟈による火災のᣑ大を防Ṇするため、区市町村と㐃ᦠをᅗりつつ、༠ຊして

消防水の☜ಖ及び消防ຊのᙉにດめなければならない。 

２ 知事は、その管理する公共施設及び≉Ṧᘓ⠏物を整備するときは、防火水ᵴ又はこれに㢮す

る施設の設置にດめなければならない。 

（ᘓ⠏物の⇞） 

第28条 知事は、地㟈によるฟ火を防Ṇするため、住Ꮿその他のᘓ⠏物の⇞のಁ㐍にດめな

ければならない。 

２ 消防法第㸷条の３のᣦ定ྍ⇞物その他ᣦ定ྍ⇞物に㢮する物ရをྲྀりᢅう事業者は、そのྲྀ

りᢅう施設の⇞にດめなければならない。 

（ᘏ↝㐽断ᖏの整備） 

第29条 知事は、地㟈による火災のᣑ大を防Ṇするため、区市町村と㐃ᦠをᅗりつつ、༠ຊして

ᘏ↝㐽断ᖏ（火災のᣑ大を防Ṇする┠的で設けられる道㊰、Ἑᕝ、㕲道、公ᅬ等の都市施設及

びこれらと㏆᥋する⇞ࡉれたᘓ⠏物等によりᵓ成ࡉれる⇞✵㛫をいう。）の整備にດめ

なければならない。 

（༴㝤物ྲྀᢅ施設のᏳの☜ಖ） 

第30条 知事は、消防法第２条第７項の༴㝤物、㧗ᅽࢫ࢞ಖᏳ法（昭和26年法律第204号）第二

条の㧗ᅽࢫ࢞その他これらに㢮する༴㝤物をྲྀりᢅう施設のᏳᛶについて、調査し、研究し、

及び防災上Ᏻな基準を定めるようດめなければならない。 

（有害物ྲྀᢅ施設のᏳの☜ಖ） 

第31条 知事は、ẘ物、物、ཎ体及びẘ素㢮、ᨺᑕᛶ物㉁その他これらに㢮する有害物をྲྀ

りᢅう施設のᏳᛶについて、調査し、研究し、及び防災上Ᏻな基準を定めるようດめなけ

ればならない。 

第㸳⠇ 㜵災ᗈሗཬࡧ㜵災ᩍ⫱ 

（防災ᗈ報） 

第32条 知事は、区市町村と㐃ᦠをᅗりつつ、༠ຊして、防災に関するᗈ報活動を✚ᴟ的にᐇ施

し、都Ẹの防災知㆑のྥ上及び防災意㆑の㧗ᥭにດめなければならない。 

（防災教育） 

第33条 都は、区市町村と㐃ᦠをᅗりつつ、༠ຊして、Ꮫᰯ教育、♫会教育等を通じて防災教育

のᐇにດめ、並びに区市町村が次条から第36条までの防災⤌⧊及び地域の団体等を通じて行

う防災教育に対し、支援及び༠ຊを行うようດめなければならない。 

第６⠇ 㜵災⤌⧊ 

（防災市Ẹ⤌⧊） 

第34条 知事は、区市町村が行う地域の⮬的な防災市Ẹ⤌⧊の育成に対し、支援及び༠ຊを行

い、そのᐇがᅗられるようດめなければならない。 

（施設の防災⤌⧊） 

第35条 事業者は、その管理する施設の防災⤌⧊の育成にດめなければならない。 



- 175 - 

等のᣦ定 

３ 知事は、区市町村と㐃ᦠをᅗりつつ、༠ຊして第１項の計画に基づく事業の᥎㐍にດめなけ

ればならない。 

第㸱⠇ 㒔ᕷタཬࡧᘓ⠏≀➼のᏳの☜ಖ 

（都市施設等の⪏㟈ᛶ等の☜ಖ） 

第14条 知事は、㟈災をᮍ↛に防Ṇし、㟈災が発生した場合における⿕害のᣑ大を防Ṇするため、

都市施設等の⪏㟈ᛶ及び⪏火ᛶの☜ಖにດめなければならない。 

（一⯡ᘓ⠏物の⪏㟈ᛶ等の☜ಖ） 

第15条 知事は、一⯡ᘓ⠏物（次条の≉Ṧᘓ⠏物等以እのᘓ⠏物をいう。）の⪏㟈ᛶ及び⪏火ᛶ

を☜ಖするため、㐺ษなᣦᑟを行うとともに、防災上の相ㄯに応じ、必要と認めるときは、ᢏ

⾡㠃からの支援を行うようດめなければならない。 

（≉Ṧᘓ⠏物等の⪏㟈ᛶ等の☜ಖ） 

第16条 知事は、≉Ṧᘓ⠏物（ᘓ⠏基準法（昭和25年法律第201号）に規定する≉Ṧᘓ⠏物をい

う。以下同じ。）その他知事が必要と認めるᘓ⠏物及び地下⾤（消防法（昭和23年法律第186号）

に規定する地下⾤をいう。）の⪏㟈ᛶ及び⪏火ᛶを☜ಖするため、≉に知事がᣦ定するものに

ついて、定ᮇ的に検査を行い、ⱝしくは当事者をして行わࡏ、又は必要があると認めるときは、

そのものの改ၿについて助言し、ⱝしくは勧告することができる。 

（重要ᘓ⠏物の⪏㟈ᛶ等のᙉ） 

第17条 知事は、次に掲げる防災対策上≉に重要なᘓ⠏物について、⪏㟈ᛶ及び⪏火ᛶのᙉに

ດめ、又は当事者をしてດめࡏࡉなければならない。 

一 㟈災に消火、避難ㄏᑟ及び情報伝達等の防災業務の୰ᚰとなる消防⨫、警ᐹ⨫その他の

ᐁ公ᗇᘓ⠏物 

二 㟈災に⥭急の救ㆤ所又は⿕災者の一受ධ施設となる㝔、Ꮫᰯその他これらに準ࡎる

ᘓ⠏物 

（公共施設等のᏳの☜ಖ） 

第18条 知事は、その管理する道㊰、公ᅬ、㕲道、ᶫりࡻう、 ‴その他の公共施設及びこれら

に㝃ᒓする施設の⪏㟈ᛶ及び⪏火ᛶをᙉするとともに、定ᮇ的に検査を行い、それらのᏳ

の☜ಖにດめなければならない。 

２ 前項の規定は、知事が管理するἙᕝ及びᾏᓊに設置する施設について準用する。 

（都市ࢫ࢞、㟁Ẽ、水道施設等のᏳの☜ಖ） 

第19条 都市ࢫ࢞、㟁Ẽ、上下水道、通信その他防災対策上重要な施設の管理者は、当該施設の

Ᏻの☜ಖにດめなければならない。 

２ 知事は、前項の施設のᏳを☜ಖするため必要があると認めるときは、当該施設を収容する

共同⁁の設置にດめなければならない。この場合において、知事は、≉に⪏㟈ᛶについて配慮

しなければならない。 

（༴㝤物のⴠ下防Ṇ） 

第20条 知事は、地㟈により◚ᦆし、ⴠ下するおそれのある୰㧗ᒙᘓ⠏物の❆ࢫࣛ࢞等ⴠ下༴㝤

物のⴠ下を防Ṇするため、そのᏳᛶについて調査し、研究し、並びに防災上Ᏻな基準を定

めるとともに、Ᏻの☜ಖ及び改修についてᣦᑟを行うようດめなければならない。 

（Ꮿ地㐀成地のᏳの☜ಖ） 

第21条 知事は、Ꮿ地㐀成地の地㟈に対するᏳᛶについて、調査し、研究し、及び防災上Ᏻ

な基準を定めるようດめなければならない。 

（Ꮿ地㐀成地の検査） 

第22条 知事は、地㟈に対して≉に༴㝤なᏯ地㐀成地については、Ꮿ地㐀成等規ไ法（昭和36年

法律第191号）の定めるところにより検査し、必要があると認めるときは、その改ၿについて、

助言し、勧告し、又はࡎることができる。 

（地┙ỿ下の防Ṇ） 

第23条 知事は、地┙ỿ下に㉳ᅉする㟈災を防Ṇするため、都ẸのᗣとᏳを☜ಖする⎔ቃに

関する条（ᖹ成12年ᮾி都条第215号）の定めるところにより、地下用水についてᥭ水の
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ᢚไにດめなければならない。 

第㸲⠇ ⅆ災の㜵Ṇ➼ 

（火災の防Ṇ） 

第24条 知事は、地㟈による火災の発生及びそのᣑ大を防Ṇするため必要な施策を区市町村と㐃

ᦠをᅗりつつ、༠ຊして✚ᴟ的に᥎㐍するようດめなければならない。 

（ึᮇ消火） 

第25条 都Ẹは、火Ẽを用するときは、ฟ火を防Ṇするため、ᖖ┘どするとともに地㟈の

ฟ火に備え、消火ჾ等を配備し、ึᮇ消火にດめなければならない。 

（火Ẽ用ჾලの規ไ） 

第26条 知事は、地㟈にฟ火の༴㝤ᛶの㧗い設備及びჾලのᏳを☜ಖし、ฟ火を防Ṇするた

め、そのᢏ⾡の㛤発及びᬑ及ၨ発にດめるとともに、用及びྲྀᢅいについて、火災予防条

（昭和37年ᮾி都条第65号）の定めるところにより、必要な規ไを行わなければならない。 

（消防水の☜ಖ及び消防ຊのᙉ） 

第27条 知事は、地㟈による火災のᣑ大を防Ṇするため、区市町村と㐃ᦠをᅗりつつ、༠ຊして

消防水の☜ಖ及び消防ຊのᙉにດめなければならない。 

２ 知事は、その管理する公共施設及び≉Ṧᘓ⠏物を整備するときは、防火水ᵴ又はこれに㢮す

る施設の設置にດめなければならない。 

（ᘓ⠏物の⇞） 

第28条 知事は、地㟈によるฟ火を防Ṇするため、住Ꮿその他のᘓ⠏物の⇞のಁ㐍にດめな

ければならない。 

２ 消防法第㸷条の３のᣦ定ྍ⇞物その他ᣦ定ྍ⇞物に㢮する物ရをྲྀりᢅう事業者は、そのྲྀ

りᢅう施設の⇞にດめなければならない。 

（ᘏ↝㐽断ᖏの整備） 

第29条 知事は、地㟈による火災のᣑ大を防Ṇするため、区市町村と㐃ᦠをᅗりつつ、༠ຊして

ᘏ↝㐽断ᖏ（火災のᣑ大を防Ṇする┠的で設けられる道㊰、Ἑᕝ、㕲道、公ᅬ等の都市施設及

びこれらと㏆᥋する⇞ࡉれたᘓ⠏物等によりᵓ成ࡉれる⇞✵㛫をいう。）の整備にດめ

なければならない。 

（༴㝤物ྲྀᢅ施設のᏳの☜ಖ） 

第30条 知事は、消防法第２条第７項の༴㝤物、㧗ᅽࢫ࢞ಖᏳ法（昭和26年法律第204号）第二

条の㧗ᅽࢫ࢞その他これらに㢮する༴㝤物をྲྀりᢅう施設のᏳᛶについて、調査し、研究し、

及び防災上Ᏻな基準を定めるようດめなければならない。 

（有害物ྲྀᢅ施設のᏳの☜ಖ） 

第31条 知事は、ẘ物、物、ཎ体及びẘ素㢮、ᨺᑕᛶ物㉁その他これらに㢮する有害物をྲྀ

りᢅう施設のᏳᛶについて、調査し、研究し、及び防災上Ᏻな基準を定めるようດめなけ

ればならない。 

第㸳⠇ 㜵災ᗈሗཬࡧ㜵災ᩍ⫱ 

（防災ᗈ報） 

第32条 知事は、区市町村と㐃ᦠをᅗりつつ、༠ຊして、防災に関するᗈ報活動を✚ᴟ的にᐇ施

し、都Ẹの防災知㆑のྥ上及び防災意㆑の㧗ᥭにດめなければならない。 

（防災教育） 

第33条 都は、区市町村と㐃ᦠをᅗりつつ、༠ຊして、Ꮫᰯ教育、♫会教育等を通じて防災教育

のᐇにດめ、並びに区市町村が次条から第36条までの防災⤌⧊及び地域の団体等を通じて行

う防災教育に対し、支援及び༠ຊを行うようດめなければならない。 

第６⠇ 㜵災⤌⧊ 

（防災市Ẹ⤌⧊） 

第34条 知事は、区市町村が行う地域の⮬的な防災市Ẹ⤌⧊の育成に対し、支援及び༠ຊを行

い、そのᐇがᅗられるようດめなければならない。 

（施設の防災⤌⧊） 

第35条 事業者は、その管理する施設の防災⤌⧊の育成にດめなければならない。 
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（業✀別の防災⤌⧊） 

第36条 ༴㝤物、ẘ物、物、火⸆㢮その他これらに㢮する物をྲྀりᢅう施設又は設備を管理す

る者は、業✀別の防災⤌⧊の⤌⧊にດめなければならない。 

（防災࣮࣮ࣜࢲの育成） 

第37条 知事は、第34条の防災市Ẹ⤌⧊及び第35条の施設の防災⤌⧊の活動のಁ㐍をᅗるため、

区市町村及び事業者と㐃ᦠをᅗりつつ、༠ຊしてこれらの⤌⧊における防災࣮࣮ࣜࢲ（これら

の⤌⧊の行うฟ火防Ṇ、ึᮇ消火、救ฟ及び応急ᡭ当等の㟈災対策活動において、㐺ษなᣦ♧

をえる等୰ᚰ的ᙺをᢸう者をいう。以下この条において同じ。）の育成にດめるとともに、

区市町村が行う防災࣮࣮ࣜࢲの育成に対して、支援及び༠ຊを行うようດめなければならない。 

第㸵⠇ ᆅᇦࡿࡅ࠾┦ᨭࡾࡃ࡙ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ 

第38条 知事は、㟈災に、支援活動を行う団体等がຠ果的な活動を行う⎔ቃを整備するため、

区市町村が行う地域相互支援ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ（当該区市町村の区域で活動する団体等が相互に㐃

ᦠし、⿵し合うことにより、⿕災者に対して必要な支援活動を一体的に、かつ、ຠ果的に行

う⤌ࡳをいう。）の育成のಁ㐍に必要な施策をㅮࡎるようດめなければならない。 

第㸶⠇ ࢸࣥࣛ࣎のᨭ 

第39条 知事は、ࢸࣥࣛ࣎による⿕災者に対する支援活動の円滑なᐇ施を☜ಖするため、区

市町村と㐃ᦠをᅗりつつ、༠ຊして資ჾ材の提౪、活動ᣐⅬの提౪等必要な支援を行うようດ

めなければならない。 

２ 知事は、区市町村と㐃ᦠをᅗりつつ、༠ຊしてࢸࣥࣛ࣎の育成にດめなければならない。 

第㸷⠇ せㆤ⪅対ࡿࡍ策 

第40条 知事は、区市町村が行うᐷたきりの≧ែにある㧗㱋者、㞀害者、እᅜே等㟈災に援ㆤ

を要する者に対する施策のಁ㐍に必要な措置をㅮࡎるようດめなければならない。 

第10⠇ 㜵災カ⦎ 

（防災訓練のᐇ施） 

第41条 知事は、区市町村と㐃ᦠをᅗりつつ、༠ຊして防災訓練を✚ᴟ的に行わなければならな

い。 

２ 前項に規定する防災訓練にཧ加した者が、当該防災訓練によりṚஸし、又はയ害を受けたと

きの⿵ൾについては、ᮾி都規๎（以下「規๎」という。）の定めるところによる。 

（防災⤌⧊の訓練） 

第42条 第34条から第36条までの防災⤌⧊の㈐௵者は、㟈災の発生に備え、防災訓練をᐇ施しな

ければならない。 

２ 前項の防災訓練をᐇ施するときは、ึᮇ消火訓練、避難訓練、救ฟ及び救助訓練並びに応急

救ㆤ訓練について、≉に配慮しなければならない。 

３ 知事は、第１項の防災⤌⧊が行う訓練に、⫋ဨのὴ㐵を行うこと等により༠ຊをするようດ

めなければならない。 

第11⠇ 㒔Ẹ➼のពぢ 

第43条 都Ẹ等及び防災⤌⧊は、地域のᏳᛶについてᖖに┘どし、地㟈に対して༴㝤ᛶのある

ものについて知事に意見を㏙べることができる。 

２ 都Ẹは、第47条の規定による避難場所のᣦ定について、知事に意見を㏙べることができる。 

３ 知事は、前２項の規定により都Ẹ等及び防災⤌⧊の意見を聴いたときは、これを施策にᫎ

するようດめなければならない。 

第㸱❶ ᛂᛴ対策 

第㸯⠇ ᛂᛴయไ➼のᩚഛ 

（災害応急体ไの整備） 

第44条 知事は、㟈災における避難並びに救ฟ及び救助を円滑に行うため必要な体ไの☜❧及

び資ჾ材の整備にດめなければならない。 

２ 知事は、前項に規定するもののほか、救助活動を円滑に行うため必要な⤥水及び備蓄のため

の施設の整備にດめなければならない。 

（情報㐃⤡体ไの整備等） 
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第45条 知事は、㟈災の発生に備え、あらかじめ、㟈災に関する情報の収集及び㐃⤡の体ไを整

備し、並びに㟈災に的☜な情報を都Ẹに࿘知する᪉法をㅮじなければならない。 

（他団体の༠ຊ要ㄳの᪉法） 

第46条 知事は、㟈災の発生に備え、あらかじめ㟈災に関する情報の収集及び伝達に必要な他の

地᪉公共団体その他の公共的団体等の༠ຊ要ㄳの᪉法を☜❧しておかなければならない。 

第２⠇ 㑊㞴 

（避難場所のᣦ定） 

第47条 知事は、㟈災にᣑ大する火災から都ẸをᏳにಖㆤするため、ᗈ域的な避難を☜ಖす

る見地から必要な避難場所をあらかじめᣦ定しなければならない。たࡔし、火災のᣑ大するお

それのない地区については、避難場所をᣦ定しないことができる。 

２ 知事は、公Ⴀ住Ꮿをᘓ設するときは、ᗈ場の☜ಖに␃意し、その防災ᶵ⬟のᐇにດめなけ

ればならない。 

（避難道㊰のᣦ定） 

第48条 知事は、ᗈ域的な避難を☜ಖする見地から㟈災に都Ẹが避難場所にᏳに避難するた

め必要な避難道㊰をあらかじめᣦ定しなければならない。 

（避難場所及び避難道㊰࿘㎶の⇞） 

第49条 知事は、避難場所及び避難道㊰の࿘㎶にᏑするᘓ⠏物その他のᕤ作物の⇞のಁ㐍に

ດめなければならない。 

（避難ㄏᑟ᪉法の☜❧） 

第50条 知事は、区市町村と㐃ᦠをᅗりつつ、༠ຊして㟈災の発生に備え、あらかじめ避難ㄏᑟ

の᪉法を☜❧しておかなければならない。 

（㌴୧による避難の⚗Ṇ） 

第51条 都Ẹは、㟈災に避難するときは、㊰上のΰと༴㝤を防Ṇするため、道㊰通法（昭

和35年法律第105号）第２条第㸶号の㌴୧（以下「㌴୧」という。）を用してはならない。 

２ 㟈災に㉮行୰の㌴୧の㐠㌿者は、当該㟈災に行われる通規ไを㑂Ᏺしなければならな

い。 

第㸱⠇ ᩆฟཬࡧᩆຓのάືᣐⅬ➼の☜ಖ 

第52条 知事は、㟈災において、⿕災者の救ฟ及び救助並びに都Ẹ生活のᘓ及び都市の復⯆

を円滑に行うため、その活動ᣐⅬ等となるᅵ地及びᐙᒇの☜ಖにດめなければならない。 

２ 知事は、前項のᅵ地及びᐙᒇの用について、用計画を作成し、必要があると認めるとき

は、これを修正するものとする。 

３ 前項の用計画の作成及びᐇ施に当たっては、知事は、ᅜ及び区市町村との調整にດめなけ

ればならない。 

４ 知事は、㟈災に、災害救助法（昭和22年法律第118号）第㸷条第１項又は災害対策基本法

（昭和36年法律第223号）第71条第１項の規定によるᅵ地又はᐙᒇの円滑な用を☜ಖするた

め、あらかじめ当該ᅵ地又はᐙᒇを救ฟ及び救助の活動ᣐⅬとしてᣦ定することができる。こ

の場合において、知事は、当該ᅵ地又はᐙᒇを所有し、及び管理する者に対し、災害救助法及

び災害対策基本法の規定その他必要な事項をㄝ᫂し、༠ຊをồめるものとする。 

（ᖹ25条114࣭一㒊改正） 

第㸲⠇ ᖐᏯᅔ㞴⪅対策 

（ᖐᏯᅔ難者の事前準備） 

第53条 事業所、Ꮫᰯ等に通し、通Ꮫし、又は㈙物その他の理由により᮶ᗑし、ⱝしくは᮶所

する者等でᚐṌにより容᫆にᖐᏯすることがᅔ難なもの（以下「ᖐᏯᅔ難者」という。）は、

㟈災におけるᖐᏯに係るᏳを☜ಖするため、あらかじめᚐṌによるᖐᏯ⤒㊰の☜認、ᐙ᪘

との㐃⤡ᡭẁの☜ಖその他必要な準備を行うようດめなければならない。 

（ᖐᏯᅔ難者対策のᐇ施） 

第54条 知事は、㟈災におけるᖐᏯᅔ難者のᖐᏯに係るΰを防Ṇするため、あらかじめ区市

町村並びに都の区域に㏆᥋する県及び市町村と㐃ᦠをᅗりつつ、༠ຊしてᖐᏯᅔ難者の円滑な

ᖐᏯを☜ಖする対策を行うようດめなければならない。 
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（業✀別の防災⤌⧊） 

第36条 ༴㝤物、ẘ物、物、火⸆㢮その他これらに㢮する物をྲྀりᢅう施設又は設備を管理す

る者は、業✀別の防災⤌⧊の⤌⧊にດめなければならない。 

（防災࣮࣮ࣜࢲの育成） 

第37条 知事は、第34条の防災市Ẹ⤌⧊及び第35条の施設の防災⤌⧊の活動のಁ㐍をᅗるため、

区市町村及び事業者と㐃ᦠをᅗりつつ、༠ຊしてこれらの⤌⧊における防災࣮࣮ࣜࢲ（これら

の⤌⧊の行うฟ火防Ṇ、ึᮇ消火、救ฟ及び応急ᡭ当等の㟈災対策活動において、㐺ษなᣦ♧

をえる等୰ᚰ的ᙺをᢸう者をいう。以下この条において同じ。）の育成にດめるとともに、

区市町村が行う防災࣮࣮ࣜࢲの育成に対して、支援及び༠ຊを行うようດめなければならない。 

第㸵⠇ ᆅᇦࡿࡅ࠾┦ᨭࡾࡃ࡙ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ 

第38条 知事は、㟈災に、支援活動を行う団体等がຠ果的な活動を行う⎔ቃを整備するため、

区市町村が行う地域相互支援ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ（当該区市町村の区域で活動する団体等が相互に㐃

ᦠし、⿵し合うことにより、⿕災者に対して必要な支援活動を一体的に、かつ、ຠ果的に行

う⤌ࡳをいう。）の育成のಁ㐍に必要な施策をㅮࡎるようດめなければならない。 

第㸶⠇ ࢸࣥࣛ࣎のᨭ 

第39条 知事は、ࢸࣥࣛ࣎による⿕災者に対する支援活動の円滑なᐇ施を☜ಖするため、区

市町村と㐃ᦠをᅗりつつ、༠ຊして資ჾ材の提౪、活動ᣐⅬの提౪等必要な支援を行うようດ

めなければならない。 

２ 知事は、区市町村と㐃ᦠをᅗりつつ、༠ຊしてࢸࣥࣛ࣎の育成にດめなければならない。 

第㸷⠇ せㆤ⪅対ࡿࡍ策 

第40条 知事は、区市町村が行うᐷたきりの≧ែにある㧗㱋者、㞀害者、እᅜே等㟈災に援ㆤ

を要する者に対する施策のಁ㐍に必要な措置をㅮࡎるようດめなければならない。 

第10⠇ 㜵災カ⦎ 

（防災訓練のᐇ施） 

第41条 知事は、区市町村と㐃ᦠをᅗりつつ、༠ຊして防災訓練を✚ᴟ的に行わなければならな

い。 

２ 前項に規定する防災訓練にཧ加した者が、当該防災訓練によりṚஸし、又はയ害を受けたと

きの⿵ൾについては、ᮾி都規๎（以下「規๎」という。）の定めるところによる。 

（防災⤌⧊の訓練） 

第42条 第34条から第36条までの防災⤌⧊の㈐௵者は、㟈災の発生に備え、防災訓練をᐇ施しな

ければならない。 

２ 前項の防災訓練をᐇ施するときは、ึᮇ消火訓練、避難訓練、救ฟ及び救助訓練並びに応急

救ㆤ訓練について、≉に配慮しなければならない。 

３ 知事は、第１項の防災⤌⧊が行う訓練に、⫋ဨのὴ㐵を行うこと等により༠ຊをするようດ

めなければならない。 

第11⠇ 㒔Ẹ➼のពぢ 

第43条 都Ẹ等及び防災⤌⧊は、地域のᏳᛶについてᖖに┘どし、地㟈に対して༴㝤ᛶのある

ものについて知事に意見を㏙べることができる。 

２ 都Ẹは、第47条の規定による避難場所のᣦ定について、知事に意見を㏙べることができる。 

３ 知事は、前２項の規定により都Ẹ等及び防災⤌⧊の意見を聴いたときは、これを施策にᫎ

するようດめなければならない。 

第㸱❶ ᛂᛴ対策 

第㸯⠇ ᛂᛴయไ➼のᩚഛ 

（災害応急体ไの整備） 

第44条 知事は、㟈災における避難並びに救ฟ及び救助を円滑に行うため必要な体ไの☜❧及

び資ჾ材の整備にດめなければならない。 

２ 知事は、前項に規定するもののほか、救助活動を円滑に行うため必要な⤥水及び備蓄のため

の施設の整備にດめなければならない。 

（情報㐃⤡体ไの整備等） 
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第45条 知事は、㟈災の発生に備え、あらかじめ、㟈災に関する情報の収集及び㐃⤡の体ไを整

備し、並びに㟈災に的☜な情報を都Ẹに࿘知する᪉法をㅮじなければならない。 

（他団体の༠ຊ要ㄳの᪉法） 

第46条 知事は、㟈災の発生に備え、あらかじめ㟈災に関する情報の収集及び伝達に必要な他の

地᪉公共団体その他の公共的団体等の༠ຊ要ㄳの᪉法を☜❧しておかなければならない。 

第２⠇ 㑊㞴 

（避難場所のᣦ定） 

第47条 知事は、㟈災にᣑ大する火災から都ẸをᏳにಖㆤするため、ᗈ域的な避難を☜ಖす

る見地から必要な避難場所をあらかじめᣦ定しなければならない。たࡔし、火災のᣑ大するお

それのない地区については、避難場所をᣦ定しないことができる。 

２ 知事は、公Ⴀ住Ꮿをᘓ設するときは、ᗈ場の☜ಖに␃意し、その防災ᶵ⬟のᐇにດめなけ

ればならない。 

（避難道㊰のᣦ定） 

第48条 知事は、ᗈ域的な避難を☜ಖする見地から㟈災に都Ẹが避難場所にᏳに避難するた

め必要な避難道㊰をあらかじめᣦ定しなければならない。 

（避難場所及び避難道㊰࿘㎶の⇞） 

第49条 知事は、避難場所及び避難道㊰の࿘㎶にᏑするᘓ⠏物その他のᕤ作物の⇞のಁ㐍に

ດめなければならない。 

（避難ㄏᑟ᪉法の☜❧） 

第50条 知事は、区市町村と㐃ᦠをᅗりつつ、༠ຊして㟈災の発生に備え、あらかじめ避難ㄏᑟ

の᪉法を☜❧しておかなければならない。 

（㌴୧による避難の⚗Ṇ） 

第51条 都Ẹは、㟈災に避難するときは、㊰上のΰと༴㝤を防Ṇするため、道㊰通法（昭

和35年法律第105号）第２条第㸶号の㌴୧（以下「㌴୧」という。）を用してはならない。 

２ 㟈災に㉮行୰の㌴୧の㐠㌿者は、当該㟈災に行われる通規ไを㑂Ᏺしなければならな

い。 

第㸱⠇ ᩆฟཬࡧᩆຓのάືᣐⅬ➼の☜ಖ 

第52条 知事は、㟈災において、⿕災者の救ฟ及び救助並びに都Ẹ生活のᘓ及び都市の復⯆

を円滑に行うため、その活動ᣐⅬ等となるᅵ地及びᐙᒇの☜ಖにດめなければならない。 

２ 知事は、前項のᅵ地及びᐙᒇの用について、用計画を作成し、必要があると認めるとき

は、これを修正するものとする。 

３ 前項の用計画の作成及びᐇ施に当たっては、知事は、ᅜ及び区市町村との調整にດめなけ

ればならない。 

４ 知事は、㟈災に、災害救助法（昭和22年法律第118号）第㸷条第１項又は災害対策基本法

（昭和36年法律第223号）第71条第１項の規定によるᅵ地又はᐙᒇの円滑な用を☜ಖするた

め、あらかじめ当該ᅵ地又はᐙᒇを救ฟ及び救助の活動ᣐⅬとしてᣦ定することができる。こ

の場合において、知事は、当該ᅵ地又はᐙᒇを所有し、及び管理する者に対し、災害救助法及

び災害対策基本法の規定その他必要な事項をㄝ᫂し、༠ຊをồめるものとする。 

（ᖹ25条114࣭一㒊改正） 

第㸲⠇ ᖐᏯᅔ㞴⪅対策 

（ᖐᏯᅔ難者の事前準備） 

第53条 事業所、Ꮫᰯ等に通し、通Ꮫし、又は㈙物その他の理由により᮶ᗑし、ⱝしくは᮶所

する者等でᚐṌにより容᫆にᖐᏯすることがᅔ難なもの（以下「ᖐᏯᅔ難者」という。）は、

㟈災におけるᖐᏯに係るᏳを☜ಖするため、あらかじめᚐṌによるᖐᏯ⤒㊰の☜認、ᐙ᪘

との㐃⤡ᡭẁの☜ಖその他必要な準備を行うようດめなければならない。 

（ᖐᏯᅔ難者対策のᐇ施） 

第54条 知事は、㟈災におけるᖐᏯᅔ難者のᖐᏯに係るΰを防Ṇするため、あらかじめ区市

町村並びに都の区域に㏆᥋する県及び市町村と㐃ᦠをᅗりつつ、༠ຊしてᖐᏯᅔ難者の円滑な

ᖐᏯを☜ಖする対策を行うようດめなければならない。 
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第㸲❶ ⯆対策 

第㸯⠇ 㟈災⯆の᥎㐍 

(ᖹ15条124࣭⠇ྡ㏣加) 

（㟈災復⯆体ไの☜❧） 

第55条 知事は、㟈災により重大な⿕害を受けた場合で、速やかに計画的な都市の復⯆等をᅗる

ため必要と認めるときは、ᮾி都㟈災復⯆本㒊の設置に関する条（ᖹ成10年ᮾி都条第77

号）に基づく体ไをとるものとする。 

（㟈災復⯆計画の策定及び㟈災復⯆事業の᥎㐍） 

第56条 知事は、前条に規定する場合は、ᗈ域的な復⯆を᥎㐍する見地から、速やかに㟈災復⯆

計画を策定しなければならない。 

２ 知事は、前項の計画に基づいて㟈災復⯆事業の᥎㐍にດめなければならない。 

３ 知事は、第一項の㟈災復⯆計画の策定及び前項の㟈災復⯆事業のᐇ施を円滑に᥎㐍するため、

あらかじめ㟈災復⯆に関する施策及びᡭ⥆を定めることができる。この場合において、知事は、

当該施策及びᡭ⥆を都Ẹに࿘知しなければならない。 

４ 知事は、㟈災復⯆計画の策定及び㟈災復⯆事業の᥎㐍に当たり、区市町村との調整にດめな

ければならない。 

(ᖹ15条124࣭一㒊改正) 

第２⠇ ᆅᇦ༠ാ⯆ 

(ᖹ15条124࣭⠇ྡ㏣加) 

(地域༠ാ復⯆に対する理ゎのಁ㐍等) 

第57条 知事は、地域༠ാ復⯆(㟈災ᚋにおいて、都Ẹが相互に༠ຊし、事業者、ࢸࣥࣛ࣎

及び知事その他の行ᨻᶵ関との༠ാにより、⮬的に⮬らの生活のᘓ及び居住する地域の復

⯆を㐍めることをいう。以下同じ。)に対する都Ẹ等の理ゎを῝めるようດめるとともに、都

Ẹの⮬発的な意ᛮに配慮して、地域༠ാ復⯆に関する活動をಁ㐍しなければならない。 

(ᖹ15条124࣭㏣加) 

(復⯆市Ẹ⤌⧊) 

第58条 知事は、区市町村が行う復⯆市Ẹ⤌⧊(地域༠ാ復⯆に関する活動を行う市Ẹ⤌⧊をい

う。以下同じ。)の育成に対し、支援及び༠ຊを行い、そのᐇがᅗられるようດめなければ

ならない。 

２ 知事は、地域༠ാ復⯆に関する活動の円滑なᐇ施を☜ಖするため、区市町村と㐃ᦠをᅗりつ

つ、༠ຊして、復⯆市Ẹ⤌⧊に対し、情報の提౪、相ㄯ体ไのᐇ、資ჾ材の提౪等必要な支

援を行うようດめなければならない。 

(ᖹ15条124࣭㏣加) 

第㸳❶ ጤ௵ 

第59条 この条の施行に必要な事項は、規๎で定める。 

㝃๎  

 この条は、ᖹ成13年４月１日から施行する。 

㝃๎(ᖹ15条124号࣭㏣加) 

 この条は、ᖹ成16年４月１日から施行する。 

㝃๎(ᖹ25条114号) 

 この条は、災害対策基本法等の一㒊を改正する法律（ᖹ成二༑年法律第༑四号）第三条

の規定の施行の日又はこの条の公ᕸの日のいࡎれか遅い日から施行する。 

(施行の日㸻ᖹ成25年10月１日） 
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62．ᮾி㒔㟈災対策条⾜つ๎ 
ᖹ成13年３月30日 

規 ๎ 第 5 2 号 

 

ᮾி都㟈災対策条施行規๎を公ᕸする。 

ᮾி都㟈災対策条施行規๎ 

ᮾி都㟈災予防条施行規๎（昭和47ᮾி都規๎第85号）の㒊を改正する。 

（㊃旨） 

第㸯条 この規๎は、ᮾி都㟈災対策条（ᖹ成12年ᮾி都条第202号。以下「条」という。）

の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（事業所防災計画に規定すべき事項） 

第２条 条第10条の規定に基づき事業者が作成する事業所防災計画に規定すべき事項は、㟈災

に備えての事前計画、㟈災の活動計画その他の防災上必要な事項とし、消防⥲┘が別に定め

る。 

（事業所防災計画をᒆけฟなければならない施設） 

第㸱条 条第11条に規定する知事がᣦ定する施設は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）

第２条に規定するᣦ定公共ᶵ関、ᣦ定地᪉公共ᶵ関その他これらに準ࡎるᶵ関が管理する施設

のうࡕから、消防⥲┘が別に定める。 

（事業所防災計画のᒆฟ） 

第㸲条 条第11条の規定によるᒆฟをしようとする事業者は、消防⥲┘が別に定めるᵝᘧによ

るᒆฟ᭩を、所㎄の消防⨫長を⤒由して消防⥲┘に提ฟしなければならない。 

２ 前項のᒆฟ᭩の提ฟ㒊ᩘは、正各一㒊とする。 

３ 前２項に定めるもののほか、ᒆฟに関し必要な事項は、消防⥲┘が定める。 

（地域༴㝤ᗘの 定） 

第㸳条 知事は、条第12条第１項に規定する地㟈に関する地域の༴㝤ᗘの調査及び研究に係る

 定については、おおむね５年ࡈとにᐇ施しなければならない。 

（ᙉ㟈計を設置するᕤ作物） 

第６条 条第12条第２項の規定によりᙉ㟈計を設置するᕤ作物は、次に掲げるものとする。 

一 公❧Ꮫᰯ 

二 公Ⴀ共同住Ꮿ 

三 ᗇ⯋及び公会ᇽ 

四 ᶫ及び㕲道 

 ࣒ࢲ、ሐ防及び水㛛 

භ ᓊቨ及びࢇࡉᶫ 

 その他防災対策上≉に重要なᕤ作物 

２ 前項のᕤ作物にᙉ㟈計を設置するときは、地┙のᛶ㉁、ᕤ作物のᵓ㐀及び用㏵並びにᙉ㟈計

の地域的分ᕸを⪃慮しなければならない。 

（≉Ṧᘓ⠏物等のᣦ定） 

第㸵条 条第16条の規定により知事がᣦ定する≉Ṧᘓ⠏物及び地下⾤は、ᮾி都ᘓ⠏基準法施

行⣽๎（昭和25年ᮾி都規๎第194号）第10条の表の（い）ḍ各項に掲げる用㏵に౪するもの

で、その用㏵に౪する㒊分が、同表の（ろ）ḍの当該各項に掲げる規ᶍ又は㝵のものとする。 

（重要ᘓ⠏物の✀㢮） 

第㸶条 条第17条第１号のその他のᐁ公ᗇᘓ⠏物は、次に掲げるものとする。 

一 消防⨫、警ᐹ⨫、都の本ᗇ⯋、地域防災࣮ࢱࣥࢭ及び防災通信施設 

二 ᘓ設事務所、ᮾி ᘓ設事務所、ᮾி 管理事務所及び✵ 管理事務所 

三 水事務所 

四 都❧ⴿ所 

 ಖ所、ί水場、⤥水所及び下水処理場 

භ 防災備蓄ᗜ及び୰ኸ༺市場 
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第㸲❶ ⯆対策 

第㸯⠇ 㟈災⯆の᥎㐍 

(ᖹ15条124࣭⠇ྡ㏣加) 

（㟈災復⯆体ไの☜❧） 

第55条 知事は、㟈災により重大な⿕害を受けた場合で、速やかに計画的な都市の復⯆等をᅗる

ため必要と認めるときは、ᮾி都㟈災復⯆本㒊の設置に関する条（ᖹ成10年ᮾி都条第77

号）に基づく体ไをとるものとする。 

（㟈災復⯆計画の策定及び㟈災復⯆事業の᥎㐍） 

第56条 知事は、前条に規定する場合は、ᗈ域的な復⯆を᥎㐍する見地から、速やかに㟈災復⯆

計画を策定しなければならない。 

２ 知事は、前項の計画に基づいて㟈災復⯆事業の᥎㐍にດめなければならない。 

３ 知事は、第一項の㟈災復⯆計画の策定及び前項の㟈災復⯆事業のᐇ施を円滑に᥎㐍するため、

あらかじめ㟈災復⯆に関する施策及びᡭ⥆を定めることができる。この場合において、知事は、

当該施策及びᡭ⥆を都Ẹに࿘知しなければならない。 

４ 知事は、㟈災復⯆計画の策定及び㟈災復⯆事業の᥎㐍に当たり、区市町村との調整にດめな

ければならない。 

(ᖹ15条124࣭一㒊改正) 

第２⠇ ᆅᇦ༠ാ⯆ 

(ᖹ15条124࣭⠇ྡ㏣加) 

(地域༠ാ復⯆に対する理ゎのಁ㐍等) 

第57条 知事は、地域༠ാ復⯆(㟈災ᚋにおいて、都Ẹが相互に༠ຊし、事業者、ࢸࣥࣛ࣎

及び知事その他の行ᨻᶵ関との༠ാにより、⮬的に⮬らの生活のᘓ及び居住する地域の復

⯆を㐍めることをいう。以下同じ。)に対する都Ẹ等の理ゎを῝めるようດめるとともに、都

Ẹの⮬発的な意ᛮに配慮して、地域༠ാ復⯆に関する活動をಁ㐍しなければならない。 

(ᖹ15条124࣭㏣加) 

(復⯆市Ẹ⤌⧊) 

第58条 知事は、区市町村が行う復⯆市Ẹ⤌⧊(地域༠ാ復⯆に関する活動を行う市Ẹ⤌⧊をい

う。以下同じ。)の育成に対し、支援及び༠ຊを行い、そのᐇがᅗられるようດめなければ

ならない。 

２ 知事は、地域༠ാ復⯆に関する活動の円滑なᐇ施を☜ಖするため、区市町村と㐃ᦠをᅗりつ

つ、༠ຊして、復⯆市Ẹ⤌⧊に対し、情報の提౪、相ㄯ体ไのᐇ、資ჾ材の提౪等必要な支

援を行うようດめなければならない。 

(ᖹ15条124࣭㏣加) 

第㸳❶ ጤ௵ 

第59条 この条の施行に必要な事項は、規๎で定める。 

㝃๎  

 この条は、ᖹ成13年４月１日から施行する。 

㝃๎(ᖹ15条124号࣭㏣加) 

 この条は、ᖹ成16年４月１日から施行する。 

㝃๎(ᖹ25条114号) 

 この条は、災害対策基本法等の一㒊を改正する法律（ᖹ成二༑年法律第༑四号）第三条

の規定の施行の日又はこの条の公ᕸの日のいࡎれか遅い日から施行する。 

(施行の日㸻ᖹ成25年10月１日） 
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62．ᮾி㒔㟈災対策条⾜つ๎ 
ᖹ成13年３月30日 

規 ๎ 第 5 2 号 

 

ᮾி都㟈災対策条施行規๎を公ᕸする。 

ᮾி都㟈災対策条施行規๎ 

ᮾி都㟈災予防条施行規๎（昭和47ᮾி都規๎第85号）の㒊を改正する。 

（㊃旨） 

第㸯条 この規๎は、ᮾி都㟈災対策条（ᖹ成12年ᮾி都条第202号。以下「条」という。）

の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（事業所防災計画に規定すべき事項） 

第２条 条第10条の規定に基づき事業者が作成する事業所防災計画に規定すべき事項は、㟈災

に備えての事前計画、㟈災の活動計画その他の防災上必要な事項とし、消防⥲┘が別に定め

る。 

（事業所防災計画をᒆけฟなければならない施設） 

第㸱条 条第11条に規定する知事がᣦ定する施設は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）

第２条に規定するᣦ定公共ᶵ関、ᣦ定地᪉公共ᶵ関その他これらに準ࡎるᶵ関が管理する施設

のうࡕから、消防⥲┘が別に定める。 

（事業所防災計画のᒆฟ） 

第㸲条 条第11条の規定によるᒆฟをしようとする事業者は、消防⥲┘が別に定めるᵝᘧによ

るᒆฟ᭩を、所㎄の消防⨫長を⤒由して消防⥲┘に提ฟしなければならない。 

２ 前項のᒆฟ᭩の提ฟ㒊ᩘは、正各一㒊とする。 

３ 前２項に定めるもののほか、ᒆฟに関し必要な事項は、消防⥲┘が定める。 

（地域༴㝤ᗘの 定） 

第㸳条 知事は、条第12条第１項に規定する地㟈に関する地域の༴㝤ᗘの調査及び研究に係る

 定については、おおむね５年ࡈとにᐇ施しなければならない。 

（ᙉ㟈計を設置するᕤ作物） 

第６条 条第12条第２項の規定によりᙉ㟈計を設置するᕤ作物は、次に掲げるものとする。 

一 公❧Ꮫᰯ 

二 公Ⴀ共同住Ꮿ 

三 ᗇ⯋及び公会ᇽ 

四 ᶫ及び㕲道 

 ࣒ࢲ、ሐ防及び水㛛 

භ ᓊቨ及びࢇࡉᶫ 

 その他防災対策上≉に重要なᕤ作物 

２ 前項のᕤ作物にᙉ㟈計を設置するときは、地┙のᛶ㉁、ᕤ作物のᵓ㐀及び用㏵並びにᙉ㟈計

の地域的分ᕸを⪃慮しなければならない。 

（≉Ṧᘓ⠏物等のᣦ定） 

第㸵条 条第16条の規定により知事がᣦ定する≉Ṧᘓ⠏物及び地下⾤は、ᮾி都ᘓ⠏基準法施

行⣽๎（昭和25年ᮾி都規๎第194号）第10条の表の（い）ḍ各項に掲げる用㏵に౪するもの

で、その用㏵に౪する㒊分が、同表の（ろ）ḍの当該各項に掲げる規ᶍ又は㝵のものとする。 

（重要ᘓ⠏物の✀㢮） 

第㸶条 条第17条第１号のその他のᐁ公ᗇᘓ⠏物は、次に掲げるものとする。 

一 消防⨫、警ᐹ⨫、都の本ᗇ⯋、地域防災࣮ࢱࣥࢭ及び防災通信施設 

二 ᘓ設事務所、ᮾி ᘓ設事務所、ᮾி 管理事務所及び✵ 管理事務所 

三 水事務所 

四 都❧ⴿ所 

 ಖ所、ί水場、⤥水所及び下水処理場 

භ 防災備蓄ᗜ及び୰ኸ༺市場 
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 災害対策住Ꮿ及び⫋務住Ꮿ 

２ 条第17条第２号のその他これらに準ࡎるᘓ⠏物は、次に掲げるものとする。 

一 ᮾி都㣴ㆤ⪁ே࣒࣮࣍条（ᖹ成11年ᮾி都条第136号）に規定する㣴ㆤ⪁ே࣒࣮࣍及

びᮾி都❧࣒࣮࣍ࢢࣥࢩ࣮ࢼ条（ᖹ成11年ᮾி都条第135号）に規定する࣍ࢢࣥࢩ࣮ࢼ

 ࣒࣮

二 都❧の㞀害ඣ者施設 

（ᖹ20規๎107࣭一㒊改正） 

（ⴠ下༴㝤物のᏳᛶの基準） 

第㸷条 条第20条に規定するⴠ下༴㝤物のⴠ下を防Ṇするための防災上Ᏻな基準は、ᘓ⠏基

準法施行令（昭和25年ᨻ令第338号）39条の定めによる。 

（Ꮿ地㐀成地のᏳᛶの基準） 

第10条 条第21条に規定するᏯ地㐀成地の地㟈に対する防災上Ᏻな基準は、Ꮿ地㐀成等規ไ

法施行令（昭和37年ᨻ令第16号）第２❶に定めるᕤ事のᢏ⾡的基準とする。 

（有害物ྲྀᢅ施設のᏳᛶの基準） 

第11条 条第31条に規定する有害物をྲྀりᢅう施設の防災上Ᏻな基準は、ᨺᑕᛶ同ඖ素等

によるᨺᑕ⥺㞀害の防Ṇに関する法律（昭和32年法律第167号）第13条に定めるもののほか、

ཌ生労ാ大⮧が定める基準とする。 

（防災訓練の⠊ᅖ） 

第12条 条第41条第１項に規定する防災訓練は、次に掲げるものとする。 

一 ᮾி都がദするもの 

二 警どᗇ又は警ᐹ⨫がദするもの 

三 ᮾி消防ᗇ又はᮾி消防ᗇ所管の消防⨫がദするもの 

（災害⿵ൾのᐇ施） 

第13条 知事は、条第41条第２項の規定に基づき、前条の防災訓練にཧ加した者が、当該防災

訓練上の事ᨾ（以下༢に「事ᨾ」という。）により、Ṛஸし、又は㈇യし、ⱝしくは㞀害の≧

ែとなった場合は、その者に係る災害⿵ൾとして、次条から第17条まで及び第19条から第22条

までに定めるところにより災害⿵ൾを受けるべき者又は㑇᪘に対し、支⤥する。 

（災害⿵ൾの✀㢮） 

第14条 前条の規定により知事が支⤥する災害⿵ൾの✀㢮は、次に掲げるものとする。 

一 ධ㝔⒪㣴⿵ൾ 

二 通㝔⒪㣴⿵ൾ 

三 ఇ業⿵ൾ 

四 ᚋ㑇㞀害一金 

 Ṛஸ一金 

（災害⿵ൾの金㢠） 

第15条 ධ㝔⒪㣴⿵ൾ、通㝔⒪㣴⿵ൾ及びఇ業⿵ൾは、事ᨾにより㈇യした者が、別表第１の上

ḍに掲げる区分に応じて、同表୰ḍに掲げる災害⿵ൾの要௳に該当する場合に、同表下ḍに掲

げる᪉法により計⟬してᚓた金㢠を支⤥する。たࡔし、同一の事ᨾによりධ㝔⒪㣴⿵ൾ及び通

㝔⒪㣴⿵ൾをేࡏて行う場合には、315,000円を㝈ᗘとする。 

（ᚋ㑇㞀害一金） 

第16条 ᚋ㑇㞀害一金は、第12条の防災訓練にཧ加した者が、事ᨾにより㞀害の≧ែになった

場合で、当該㞀害がᅛ定した日から㉳⟬して180日以内で、かつ、事ᨾ発生の日から㉳⟬して

１年６⟠月以内において、別表第２に定めるᚋ㑇㞀害があるときに、当該ᚋ㑇㞀害の程ᗘに対

応する等⣭ࡈとに定める金㢠を支⤥する。たࡔし、当該ᚋ㑇㞀害が同表に定めるᚋ㑇㞀害の二

以上に該当する場合の等⣭は、重いᚋ㑇㞀害に対応する等⣭による。 

２ 事ᨾ発生の日から㉳⟬して１年６⟠月を⤒㐣してもなお⒪を要する場合で、かつ、別表第

２に定めるᚋ㑇㞀害があるため、知事が⿵ൾを行う必要があると認めたときは、同項の規定を

準用する。 

３ 前２項の規定にかかわらࡎ、㞀害のある者が、事ᨾをཎᅉとして同一㒊について㞀害の程
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ᗘを加重することとなった場合には、これらの規定のにより⟬ฟした金㢠からᚑ前の㞀害に

対応するこれらの規定のにより⟬ฟした金㢠をᕪしᘬいた金㢠を支⤥する。 

（Ṛஸ一金） 

第17条 Ṛஸ一金は、第12条の防災訓練にཧ加した者が、事ᨾをཎᅉとして、事ᨾ発生の日か

ら㉳⟬して180日を⤒㐣する日までにṚஸした場合に、その者の㑇᪘（≉別区の消防団ဨ等の

公務災害⿵ൾに関する条（昭和41年ᮾி都条第84号）第11条の規定において、「㑇᪘⿵ൾ

金」を「Ṛஸ一金」と、「消防団ဨ等」を「Ṛஸした者」とㄞ᭰ࡳえて準用する㑇᪘とする。

以下同じ。）に対し支⤥し、その㢠は、700円とする。 

（訓練会場までの 復⤒㊰上の事ᨾに対する災害⿵ൾ） 

第18条 知事は、第12条に規定する防災訓練にཧ加するため防災訓練会場までの 復⤒㊰（合理

的な⤒㊰及び᪉法によるものに㝈る。）上において、Ṛஸし、又は㈇യし、ⱝしくは㞀害の≧

ែとなった場合は、災害⿵ൾを受けるべき者又は㑇᪘に対し、前３条の規定を準用する。たࡔ

し、支⤥する金㢠は、これらの規定にᚑって⟬ฟした金㢠の二分の一を㝈ᗘとして知事が定め

るものとする。 

（災害⿵ൾ金計⟬の≉） 

第19条 正当な理由なくその⒪をᛰったため、㞀害の程ᗘを加重することとなった場合は、そ

のᙳ㡪がなかったものとして、前４条の規定を㐺用する。 

２ 事ᨾ等（事ᨾ及び前条に規定する場合をいう。以下同じ。）の発生に᪤に有していた

又は事ᨾ等ᚋその㞀害のཎᅉとなった事ᨾ等と関係なく生じた㞀害ⱝしくはのᙳ㡪によ

り、当該㞀害の程ᗘを加重することとなったときは、それらのᙳ㡪がなかったものとして、前

４条の規定を㐺用する。 

３ 知事は、災害⿵ൾのཎᅉとなった事ᨾ等の発生について本ேに重大な㐣ኻがあるときは、そ

の㐣ኻの程ᗘに応じてその災害⿵ൾの金㢠をῶ㢠することができる。 

（防災訓練に係る災害⿵ൾの認定） 

第20条 第12条に規定する防災訓練のദ者（以下「ദ者」という。）は、そのദした防災

訓練において事ᨾ等が発生した場合は、事ᨾ等の発生の日から７日以内に知事に報告しなけれ

ばならない。 

２ 知事は、前項の報告を受けた場合は、その内容をᑂ査した結果、災害⿵ൾの対㇟になると決

定したときは、ദ者を⤒由して、その⿵ൾを受けるべき者又は㑇᪘に対し、速やかに災害⿵

ൾの認定の通知をしなければならない。 

（災害⿵ൾのㄳồ及び決定） 

第21条 災害⿵ൾを受けようとする者は、前条第２項の災害⿵ൾの認定の通知を受けたᚋ、次の

各号の区分に応じてそれࡒれ当該各号に定めるときに、知事に速やかに⿵ൾのㄳồを行わなけ

ればならない。 

一 ධ㝔⒪㣴⿵ൾ、通㝔⒪㣴⿵ൾ及びఇ業⿵ൾ 当該⒪㣴又はఇ業が⤊したとき。たࡔし、

その⒪㣴又はఇ業が一月を㉸えるときは、一月ࡈとに、当該月を⤒㐣したとき。 

二 ᚋ㑇㞀害一金 当該ᚋ㑇㞀害がᅛ定したとき。 

三 Ṛஸ一金 災害認定の通知を受けたとき又は、事ᨾ等の発生の日から㉳⟬して180日を

⤒㐣する日までにṚஸした場合の当該Ṛஸしたとき。 

２ 知事は、前項の規定による⿵ൾのㄳồを受けたときは、速やかに災害⿵ൾ金㢠を決定し、そ

の旨をㄳồ者に対して通知しなければならない。 

（災害⿵ൾに係る事項のጤ௵） 

第22条 第13条から前条までに定めるもののほか、防災訓練にཧ加した者に対する災害⿵ൾに関

し必要な事項は、⥲務ᒁ長が別に定める。 

（避難場所のᣦ定基準） 

第23条 条第47条第１項に規定する避難場所は、次に掲げる条௳を‶たしていなければならな

い。 

一 ࿘㎶の市⾤地ᵓ成の≧ἣから大㟈火災のࡩくᑕ⇕に対してᏳな㠃✚を有する場所で

あること。 
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 災害対策住Ꮿ及び⫋務住Ꮿ 

２ 条第17条第２号のその他これらに準ࡎるᘓ⠏物は、次に掲げるものとする。 

一 ᮾி都㣴ㆤ⪁ே࣒࣮࣍条（ᖹ成11年ᮾி都条第136号）に規定する㣴ㆤ⪁ே࣒࣮࣍及

びᮾி都❧࣒࣮࣍ࢢࣥࢩ࣮ࢼ条（ᖹ成11年ᮾி都条第135号）に規定する࣍ࢢࣥࢩ࣮ࢼ

 ࣒࣮

二 都❧の㞀害ඣ者施設 

（ᖹ20規๎107࣭一㒊改正） 

（ⴠ下༴㝤物のᏳᛶの基準） 

第㸷条 条第20条に規定するⴠ下༴㝤物のⴠ下を防Ṇするための防災上Ᏻな基準は、ᘓ⠏基

準法施行令（昭和25年ᨻ令第338号）39条の定めによる。 

（Ꮿ地㐀成地のᏳᛶの基準） 

第10条 条第21条に規定するᏯ地㐀成地の地㟈に対する防災上Ᏻな基準は、Ꮿ地㐀成等規ไ

法施行令（昭和37年ᨻ令第16号）第２❶に定めるᕤ事のᢏ⾡的基準とする。 

（有害物ྲྀᢅ施設のᏳᛶの基準） 

第11条 条第31条に規定する有害物をྲྀりᢅう施設の防災上Ᏻな基準は、ᨺᑕᛶ同ඖ素等

によるᨺᑕ⥺㞀害の防Ṇに関する法律（昭和32年法律第167号）第13条に定めるもののほか、

ཌ生労ാ大⮧が定める基準とする。 

（防災訓練の⠊ᅖ） 

第12条 条第41条第１項に規定する防災訓練は、次に掲げるものとする。 

一 ᮾி都がദするもの 

二 警どᗇ又は警ᐹ⨫がദするもの 

三 ᮾி消防ᗇ又はᮾி消防ᗇ所管の消防⨫がദするもの 

（災害⿵ൾのᐇ施） 

第13条 知事は、条第41条第２項の規定に基づき、前条の防災訓練にཧ加した者が、当該防災

訓練上の事ᨾ（以下༢に「事ᨾ」という。）により、Ṛஸし、又は㈇യし、ⱝしくは㞀害の≧

ែとなった場合は、その者に係る災害⿵ൾとして、次条から第17条まで及び第19条から第22条

までに定めるところにより災害⿵ൾを受けるべき者又は㑇᪘に対し、支⤥する。 

（災害⿵ൾの✀㢮） 

第14条 前条の規定により知事が支⤥する災害⿵ൾの✀㢮は、次に掲げるものとする。 

一 ධ㝔⒪㣴⿵ൾ 

二 通㝔⒪㣴⿵ൾ 

三 ఇ業⿵ൾ 

四 ᚋ㑇㞀害一金 

 Ṛஸ一金 

（災害⿵ൾの金㢠） 

第15条 ධ㝔⒪㣴⿵ൾ、通㝔⒪㣴⿵ൾ及びఇ業⿵ൾは、事ᨾにより㈇യした者が、別表第１の上

ḍに掲げる区分に応じて、同表୰ḍに掲げる災害⿵ൾの要௳に該当する場合に、同表下ḍに掲

げる᪉法により計⟬してᚓた金㢠を支⤥する。たࡔし、同一の事ᨾによりධ㝔⒪㣴⿵ൾ及び通

㝔⒪㣴⿵ൾをేࡏて行う場合には、315,000円を㝈ᗘとする。 

（ᚋ㑇㞀害一金） 

第16条 ᚋ㑇㞀害一金は、第12条の防災訓練にཧ加した者が、事ᨾにより㞀害の≧ែになった

場合で、当該㞀害がᅛ定した日から㉳⟬して180日以内で、かつ、事ᨾ発生の日から㉳⟬して

１年６⟠月以内において、別表第２に定めるᚋ㑇㞀害があるときに、当該ᚋ㑇㞀害の程ᗘに対

応する等⣭ࡈとに定める金㢠を支⤥する。たࡔし、当該ᚋ㑇㞀害が同表に定めるᚋ㑇㞀害の二

以上に該当する場合の等⣭は、重いᚋ㑇㞀害に対応する等⣭による。 

２ 事ᨾ発生の日から㉳⟬して１年６⟠月を⤒㐣してもなお⒪を要する場合で、かつ、別表第

２に定めるᚋ㑇㞀害があるため、知事が⿵ൾを行う必要があると認めたときは、同項の規定を

準用する。 

３ 前２項の規定にかかわらࡎ、㞀害のある者が、事ᨾをཎᅉとして同一㒊について㞀害の程
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ᗘを加重することとなった場合には、これらの規定のにより⟬ฟした金㢠からᚑ前の㞀害に

対応するこれらの規定のにより⟬ฟした金㢠をᕪしᘬいた金㢠を支⤥する。 

（Ṛஸ一金） 

第17条 Ṛஸ一金は、第12条の防災訓練にཧ加した者が、事ᨾをཎᅉとして、事ᨾ発生の日か

ら㉳⟬して180日を⤒㐣する日までにṚஸした場合に、その者の㑇᪘（≉別区の消防団ဨ等の

公務災害⿵ൾに関する条（昭和41年ᮾி都条第84号）第11条の規定において、「㑇᪘⿵ൾ

金」を「Ṛஸ一金」と、「消防団ဨ等」を「Ṛஸした者」とㄞ᭰ࡳえて準用する㑇᪘とする。

以下同じ。）に対し支⤥し、その㢠は、700円とする。 

（訓練会場までの 復⤒㊰上の事ᨾに対する災害⿵ൾ） 

第18条 知事は、第12条に規定する防災訓練にཧ加するため防災訓練会場までの 復⤒㊰（合理

的な⤒㊰及び᪉法によるものに㝈る。）上において、Ṛஸし、又は㈇യし、ⱝしくは㞀害の≧

ែとなった場合は、災害⿵ൾを受けるべき者又は㑇᪘に対し、前３条の規定を準用する。たࡔ

し、支⤥する金㢠は、これらの規定にᚑって⟬ฟした金㢠の二分の一を㝈ᗘとして知事が定め

るものとする。 

（災害⿵ൾ金計⟬の≉） 

第19条 正当な理由なくその⒪をᛰったため、㞀害の程ᗘを加重することとなった場合は、そ

のᙳ㡪がなかったものとして、前４条の規定を㐺用する。 

２ 事ᨾ等（事ᨾ及び前条に規定する場合をいう。以下同じ。）の発生に᪤に有していた

又は事ᨾ等ᚋその㞀害のཎᅉとなった事ᨾ等と関係なく生じた㞀害ⱝしくはのᙳ㡪によ

り、当該㞀害の程ᗘを加重することとなったときは、それらのᙳ㡪がなかったものとして、前

４条の規定を㐺用する。 

３ 知事は、災害⿵ൾのཎᅉとなった事ᨾ等の発生について本ேに重大な㐣ኻがあるときは、そ

の㐣ኻの程ᗘに応じてその災害⿵ൾの金㢠をῶ㢠することができる。 

（防災訓練に係る災害⿵ൾの認定） 

第20条 第12条に規定する防災訓練のദ者（以下「ദ者」という。）は、そのദした防災

訓練において事ᨾ等が発生した場合は、事ᨾ等の発生の日から７日以内に知事に報告しなけれ

ばならない。 

２ 知事は、前項の報告を受けた場合は、その内容をᑂ査した結果、災害⿵ൾの対㇟になると決

定したときは、ദ者を⤒由して、その⿵ൾを受けるべき者又は㑇᪘に対し、速やかに災害⿵

ൾの認定の通知をしなければならない。 

（災害⿵ൾのㄳồ及び決定） 

第21条 災害⿵ൾを受けようとする者は、前条第２項の災害⿵ൾの認定の通知を受けたᚋ、次の

各号の区分に応じてそれࡒれ当該各号に定めるときに、知事に速やかに⿵ൾのㄳồを行わなけ

ればならない。 

一 ධ㝔⒪㣴⿵ൾ、通㝔⒪㣴⿵ൾ及びఇ業⿵ൾ 当該⒪㣴又はఇ業が⤊したとき。たࡔし、

その⒪㣴又はఇ業が一月を㉸えるときは、一月ࡈとに、当該月を⤒㐣したとき。 

二 ᚋ㑇㞀害一金 当該ᚋ㑇㞀害がᅛ定したとき。 

三 Ṛஸ一金 災害認定の通知を受けたとき又は、事ᨾ等の発生の日から㉳⟬して180日を

⤒㐣する日までにṚஸした場合の当該Ṛஸしたとき。 

２ 知事は、前項の規定による⿵ൾのㄳồを受けたときは、速やかに災害⿵ൾ金㢠を決定し、そ

の旨をㄳồ者に対して通知しなければならない。 

（災害⿵ൾに係る事項のጤ௵） 

第22条 第13条から前条までに定めるもののほか、防災訓練にཧ加した者に対する災害⿵ൾに関

し必要な事項は、⥲務ᒁ長が別に定める。 

（避難場所のᣦ定基準） 

第23条 条第47条第１項に規定する避難場所は、次に掲げる条௳を‶たしていなければならな

い。 

一 ࿘㎶の市⾤地ᵓ成の≧ἣから大㟈火災のࡩくᑕ⇕に対してᏳな㠃✚を有する場所で

あること。 
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二 避難場所の内㒊において㟈災に避難者のᏳᛶをⴭしくᦆなうおそれのある施設がᏑ

ᅾしないこと。 

（避難道㊰のᣦ定基準） 

第24条 条第48条に規定する避難道㊰は、避難場所と当該避難場所に避難しなければならない

ேの居住地との㊥㞳が長く、又は火災によるᘏ↝の༴㝤ᛶがⴭしく、⮬由に避難することがᅔ

難な地域についてᣦ定するものとする。 

２ 前項に規定する避難道㊰は、ᖜဨ15࣓࣮ࣝࢺ以上のものとする。 

（避難場所又は道㊰のᣦ定等の告♧） 

第25条 知事は、条第47条の避難場所又は条第48条の避難道㊰をᣦ定し、又はྲྀり消したと

きは、速やかに告♧しなければならない。 

（ᅵ地及びᐙᒇの用計画） 

第26条 条第52条第２項に規定するᅵ地及びᐙᒇの用計画には、次に掲げる事項のための

用᪉法を定めるものとする。 

一 救ฟ及び救助活動 

二 災害における࣮ࢱࣉࢥࣜ࣊⥭急㞳╔㝣 

三 ࢸࣥࣛ࣎の活動 

四 生活物資の集✚及び輸送 

 公Ⴀ住Ꮿ等のᘓ設 

භ ᗇ⯋のᘓ設 

 その他知事が必要と認める事項 

（活動ᣐⅬのᣦ定等の告♧） 

第27条 知事は、条第52条第４項に規定する救ฟ及び救助の活動ᣐⅬをᣦ定し、又はྲྀり消し

たときは、速やかに告♧しなければならない。 

㝃๎ 

１ この規๎は、ᖹ成13年４月１日から施行する。 

２ この規๎の施行の日（以下「施行日」という。）前に知事及び区市町村が行う防災訓練にཧ

加した都Ẹが、当該防災訓練によりṚஸし、又はയ害を受けた場合で、施行日において⌧に⿵

ൾの決定を受けていない都Ẹに対する⿵ൾについては、この規๎による改正ᚋのᮾி都㟈災対

策条施行規๎（以下「改正ᚋの規๎」という。）第13条から第22条までの規定を㐺用する。 

３ この規๎の施行の㝿⌧に≉別区の消防団ဨ等の公務災害⿵ൾに関する条のにより⿵ൾ

を受けている者又は⿵ൾの決定を受けている者に対する⿵ൾについては、改正ᚋの規๎第13条

から第22条までの規定にかかわらࡎ、同条のによる。 

㝃๎(ᖹ成20年規๎第107号) 

この規๎は、公ᕸの日から施行する。 

 

別表第１ 災害⿵ൾの金㢠（第15条関係） 

災害⿵ൾの✀㢮 災害⿵ൾの要௳ 災害⿵ൾの金㢠 

１ ධ㝔⒪㣴⿵ൾ 事ᨾにより㈇യし、⒪を受ける

ため㝔等にධ㝔したとき。 

3,500円にධ㝔日ᩘをじてᚓた金㢠と

する。たࡔし、ධ㝔日ᩘが90日を㉸える

ときは90日とする。 

２ 通㝔⒪㣴⿵ൾ 事ᨾにより㈇യし、⒪を受ける

ため㝔等に一㐌㛫以上通㝔し

たとき。 

2,500円にᐇ通㝔日ᩘをじてᚓた金㢠

とする。たࡔし、当該事ᨾ発生の日から

㉳⟬して90日以内の通㝔に㝈る。 

３ ఇ業⿵ൾ 事ᨾにより㈇യし、ᑵ業できない

とき。 

3,000円にᐇఇ業日ᩘをじてᚓた金㢠

とする。たࡔし、༗ᚋ５を⤒㐣したᚋ

に発生した事ᨾの当日は、ᐇఇ業日ᩘに

ྵめࡎ、ᐇఇ業日ᩘが90日を㉸えるとき

は90日とする。 
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別表第２ 災害⿵ൾᚋ㑇㞀害等⣭表（第16条関係） 

等⣭ 金㢠 ᚋ㑇㞀害の程ᗘ 

第１⣭ 700円 １ ୧║がኻ᫂したもの 

２ 一║がኻ᫂し、他║のどຊが0.02以下になったもの 

３ ୧║のどຊが0.02以下になったもの 

４ ᄮ
そしࡷく

及び言ㄒのᶵ⬟をᗫしたもの 

５ ⚄⤒⣔⤫のᶵ⬟又は⢭⚄にⴭしい㞀害をṧし、ᖖにㆤを要するもの 

６ ⬚⭡㒊⮚ჾのᶵ⬟にⴭしい㞀害をṧし、ᖖにㆤを要するもの 

７ ୧上⫥を⭎関⠇以上でኻったもの 

㸶 ୧上⫥の用をᗫしたもの 

㸷 ୧下⫥を㊊関⠇以上でኻったもの 

10 ୧下⫥の用をᗫしたもの 

第２⣭ 550円 １ 一║がኻ᫂し、他║のどຊが0.06以下になったもの 

２ ୧║のどຊが0.06以下になったもの 

３ ᄮ
そしࡷく

又は言ㄒのᶵ⬟をᗫしたもの 

４ ᄮ
そしࡷく

及び言ㄒのᶵ⬟にⴭしい㞀害をṧすもの 

５ ⚄⤒⣔⤫のᶵ⬟又は⢭⚄にⴭしい㞀害をṧし、⤊㌟労務に᭹すること

ができないもの 

６ ⬚⭡㒊⮚ჾのᶵ⬟にⴭしい㞀害をṧし、⤊㌟労務に᭹することができ

ないもの 

７ ୧⪥の聴ຊをくኻったもの 

㸶 一上⫥をࡦじ関⠇以上でኻったもの 

㸷 一下⫥をࡊࡦ関⠇以上でኻったもの 

10 ୧ᡭのᡭᣦの㒊をኻったもの 

11 ୧ᡭのᡭᣦの㒊の用をᗫしたもの 

12 ୧㊊をࣜࣥࣛࣇࢫ関⠇以上でኻったもの 

第３⣭ 400円 １ 一║がኻ᫂し、他║のどຊが0.1以下になったもの 

２ ୧║のどຊが0.1以下になったもの 

３ ⚄⤒⣔⤫のᶵ⬟又は⢭⚄にⴭしい㞀害をṧし、≉に㍍᫆な労務以እの

労務に᭹することができないもの 

４ ⬚⭡㒊⮚ჾのᶵ⬟にⴭしい㞀害をṧし、≉に㍍᫆な労務以እの労務に

᭹することができないもの 

５ ᄮ
そしࡷく

又は言ㄒのᶵ⬟にⴭしい㞀害をṧすもの 

６ ୧⪥の聴ຊが⪥に᥋しなければ大ኌをゎすることができない程ᗘに

なったもの 

７ 一⪥の聴ຊをくኻい、他⪥の聴ຊが40ࣝࢺ࣮࣓ࢳࣥࢭ以上の㊥㞳で

はᬑ通のヰኌをゎすることができない程ᗘになったもの 

㸶 ⬨
きࡏ

ᰕにⴭしいወᙧ又は㐠動㞀害をṧすもの 

㸷 一上⫥を⭎関⠇以上でኻったもの 

10 一上⫥の用をᗫしたもの 

11 一上⫥の三大関⠇୰の二関⠇の用をᗫしたもの 

12 一下⫥を㊊関⠇以上でኻったもの 

13 一下⫥の用をᗫしたもの 

14 一下⫥の三大関⠇୰の二関⠇の用をᗫしたもの 

15 一ᡭののᡭᣦ又はẕᣦ及び♧ᣦをྵࡳ四のᡭᣦをኻったもの 

16 ୧㊊の㊊ᣦの㒊をኻったもの 

第４⣭ 300円 １ 一║がኻ᫂し、他║のどຊが0.6以下になったもの 

２ 一║がኻ᫂し、又は一║のどຊが0.02以下になったもの 

３ ୧⪥の聴ຊが40ࣝࢺ࣮࣓ࢳࣥࢭ以上の㊥㞳ではᬑ通のヰኌをゎする

ことができない程ᗘになったもの 

４ 一⪥の聴ຊをくኻい、他⪥の聴ຊが１࣓࣮ࣝࢺ以上の㊥㞳ではᬑ通

のヰኌをゎすることができない程ᗘになったもの 

５ ⚄⤒⣔⤫のᶵ⬟又は⢭⚄に㞀害をṧし、㍍᫆な労務以እの労務に᭹す

ることができないもの 
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二 避難場所の内㒊において㟈災に避難者のᏳᛶをⴭしくᦆなうおそれのある施設がᏑ

ᅾしないこと。 

（避難道㊰のᣦ定基準） 

第24条 条第48条に規定する避難道㊰は、避難場所と当該避難場所に避難しなければならない

ேの居住地との㊥㞳が長く、又は火災によるᘏ↝の༴㝤ᛶがⴭしく、⮬由に避難することがᅔ

難な地域についてᣦ定するものとする。 

２ 前項に規定する避難道㊰は、ᖜဨ15࣓࣮ࣝࢺ以上のものとする。 

（避難場所又は道㊰のᣦ定等の告♧） 

第25条 知事は、条第47条の避難場所又は条第48条の避難道㊰をᣦ定し、又はྲྀり消したと

きは、速やかに告♧しなければならない。 

（ᅵ地及びᐙᒇの用計画） 

第26条 条第52条第２項に規定するᅵ地及びᐙᒇの用計画には、次に掲げる事項のための

用᪉法を定めるものとする。 

一 救ฟ及び救助活動 

二 災害における࣮ࢱࣉࢥࣜ࣊⥭急㞳╔㝣 

三 ࢸࣥࣛ࣎の活動 

四 生活物資の集✚及び輸送 

 公Ⴀ住Ꮿ等のᘓ設 

භ ᗇ⯋のᘓ設 

 その他知事が必要と認める事項 

（活動ᣐⅬのᣦ定等の告♧） 

第27条 知事は、条第52条第４項に規定する救ฟ及び救助の活動ᣐⅬをᣦ定し、又はྲྀり消し

たときは、速やかに告♧しなければならない。 

㝃๎ 

１ この規๎は、ᖹ成13年４月１日から施行する。 

２ この規๎の施行の日（以下「施行日」という。）前に知事及び区市町村が行う防災訓練にཧ

加した都Ẹが、当該防災訓練によりṚஸし、又はയ害を受けた場合で、施行日において⌧に⿵

ൾの決定を受けていない都Ẹに対する⿵ൾについては、この規๎による改正ᚋのᮾி都㟈災対

策条施行規๎（以下「改正ᚋの規๎」という。）第13条から第22条までの規定を㐺用する。 

３ この規๎の施行の㝿⌧に≉別区の消防団ဨ等の公務災害⿵ൾに関する条のにより⿵ൾ

を受けている者又は⿵ൾの決定を受けている者に対する⿵ൾについては、改正ᚋの規๎第13条

から第22条までの規定にかかわらࡎ、同条のによる。 

㝃๎(ᖹ成20年規๎第107号) 

この規๎は、公ᕸの日から施行する。 

 

別表第１ 災害⿵ൾの金㢠（第15条関係） 

災害⿵ൾの✀㢮 災害⿵ൾの要௳ 災害⿵ൾの金㢠 

１ ධ㝔⒪㣴⿵ൾ 事ᨾにより㈇യし、⒪を受ける

ため㝔等にධ㝔したとき。 

3,500円にධ㝔日ᩘをじてᚓた金㢠と

する。たࡔし、ධ㝔日ᩘが90日を㉸える

ときは90日とする。 

２ 通㝔⒪㣴⿵ൾ 事ᨾにより㈇യし、⒪を受ける

ため㝔等に一㐌㛫以上通㝔し

たとき。 

2,500円にᐇ通㝔日ᩘをじてᚓた金㢠

とする。たࡔし、当該事ᨾ発生の日から

㉳⟬して90日以内の通㝔に㝈る。 

３ ఇ業⿵ൾ 事ᨾにより㈇യし、ᑵ業できない

とき。 

3,000円にᐇఇ業日ᩘをじてᚓた金㢠

とする。たࡔし、༗ᚋ５を⤒㐣したᚋ

に発生した事ᨾの当日は、ᐇఇ業日ᩘに

ྵめࡎ、ᐇఇ業日ᩘが90日を㉸えるとき

は90日とする。 
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別表第２ 災害⿵ൾᚋ㑇㞀害等⣭表（第16条関係） 

等⣭ 金㢠 ᚋ㑇㞀害の程ᗘ 

第１⣭ 700円 １ ୧║がኻ᫂したもの 

２ 一║がኻ᫂し、他║のどຊが0.02以下になったもの 

３ ୧║のどຊが0.02以下になったもの 

４ ᄮ
そしࡷく

及び言ㄒのᶵ⬟をᗫしたもの 

５ ⚄⤒⣔⤫のᶵ⬟又は⢭⚄にⴭしい㞀害をṧし、ᖖにㆤを要するもの 

６ ⬚⭡㒊⮚ჾのᶵ⬟にⴭしい㞀害をṧし、ᖖにㆤを要するもの 

７ ୧上⫥を⭎関⠇以上でኻったもの 

㸶 ୧上⫥の用をᗫしたもの 

㸷 ୧下⫥を㊊関⠇以上でኻったもの 

10 ୧下⫥の用をᗫしたもの 

第２⣭ 550円 １ 一║がኻ᫂し、他║のどຊが0.06以下になったもの 

２ ୧║のどຊが0.06以下になったもの 

３ ᄮ
そしࡷく

又は言ㄒのᶵ⬟をᗫしたもの 

４ ᄮ
そしࡷく

及び言ㄒのᶵ⬟にⴭしい㞀害をṧすもの 

５ ⚄⤒⣔⤫のᶵ⬟又は⢭⚄にⴭしい㞀害をṧし、⤊㌟労務に᭹すること

ができないもの 

６ ⬚⭡㒊⮚ჾのᶵ⬟にⴭしい㞀害をṧし、⤊㌟労務に᭹することができ

ないもの 

７ ୧⪥の聴ຊをくኻったもの 

㸶 一上⫥をࡦじ関⠇以上でኻったもの 

㸷 一下⫥をࡊࡦ関⠇以上でኻったもの 

10 ୧ᡭのᡭᣦの㒊をኻったもの 

11 ୧ᡭのᡭᣦの㒊の用をᗫしたもの 

12 ୧㊊をࣜࣥࣛࣇࢫ関⠇以上でኻったもの 

第３⣭ 400円 １ 一║がኻ᫂し、他║のどຊが0.1以下になったもの 

２ ୧║のどຊが0.1以下になったもの 

３ ⚄⤒⣔⤫のᶵ⬟又は⢭⚄にⴭしい㞀害をṧし、≉に㍍᫆な労務以እの

労務に᭹することができないもの 

４ ⬚⭡㒊⮚ჾのᶵ⬟にⴭしい㞀害をṧし、≉に㍍᫆な労務以እの労務に

᭹することができないもの 

５ ᄮ
そしࡷく

又は言ㄒのᶵ⬟にⴭしい㞀害をṧすもの 

６ ୧⪥の聴ຊが⪥に᥋しなければ大ኌをゎすることができない程ᗘに

なったもの 

７ 一⪥の聴ຊをくኻい、他⪥の聴ຊが40ࣝࢺ࣮࣓ࢳࣥࢭ以上の㊥㞳で

はᬑ通のヰኌをゎすることができない程ᗘになったもの 

㸶 ⬨
きࡏ

ᰕにⴭしいወᙧ又は㐠動㞀害をṧすもの 

㸷 一上⫥を⭎関⠇以上でኻったもの 

10 一上⫥の用をᗫしたもの 

11 一上⫥の三大関⠇୰の二関⠇の用をᗫしたもの 

12 一下⫥を㊊関⠇以上でኻったもの 

13 一下⫥の用をᗫしたもの 

14 一下⫥の三大関⠇୰の二関⠇の用をᗫしたもの 

15 一ᡭののᡭᣦ又はẕᣦ及び♧ᣦをྵࡳ四のᡭᣦをኻったもの 

16 ୧㊊の㊊ᣦの㒊をኻったもの 

第４⣭ 300円 １ 一║がኻ᫂し、他║のどຊが0.6以下になったもの 

２ 一║がኻ᫂し、又は一║のどຊが0.02以下になったもの 

３ ୧⪥の聴ຊが40ࣝࢺ࣮࣓ࢳࣥࢭ以上の㊥㞳ではᬑ通のヰኌをゎする

ことができない程ᗘになったもの 

４ 一⪥の聴ຊをくኻい、他⪥の聴ຊが１࣓࣮ࣝࢺ以上の㊥㞳ではᬑ通

のヰኌをゎすることができない程ᗘになったもの 

５ ⚄⤒⣔⤫のᶵ⬟又は⢭⚄に㞀害をṧし、㍍᫆な労務以እの労務に᭹す

ることができないもの 
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等⣭ 金㢠 ᚋ㑇㞀害の程ᗘ 

第４⣭ 300円 ６ ⬚⭡㒊⮚ჾのᶵ⬟に㞀害等をṧし、㍍᫆な労務以እの労務に᭹するこ

とができないもの 

７ ⬨
きࡏ

ᰕに㐠動㞀害をṧすもの 

㸶 一ᡭのẕᣦ及び♧ᣦをኻったもの又はẕᣦⱝしくは♧ᣦをྵࡳ三以

上のᡭᣦをኻったもの 

㸷 一ᡭのẕᣦをྵࡳ二のᡭᣦをኻったもの 

10 一ᡭののᡭᣦ又はẕᣦ及び♧ᣦをྵࡳ四のᡭᣦの用をᗫしたもの 

11 一ᡭのẕᣦ及び♧ᣦ又はẕᣦⱝしくは♧ᣦをྵࡳ三以上のᡭᣦの用

をᗫしたもの 

12 ୧㊊の㊊ᣦの㒊の用をᗫしたもの 

13 一㊊をࣜࣥࣛࣇࢫ関⠇以上でኻったもの 

14 一上⫥に௬関⠇をṧすもの 

15 一上⫥に௬関⠇をṧし、ⴭしい㐠動㞀害をṧすもの 

16 一上⫥の三大関⠇୰の一関⠇の用をᗫしたもの 

17 一下⫥を５ࣝࢺ࣮࣓ࢳࣥࢭ以上▷⦰したもの 

18 一下⫥に௬関⠇をṧすもの 

19 一下⫥に௬関⠇をṧし、ⴭしい㐠動㞀害をṧすもの 

20 一下⫥の三大関⠇୰の一関⠇の用をᗫしたもの 

21 一㊊の㊊ᣦの㒊をኻったもの 

22 ዪᏊのእㇺ
うࡰ

にⴭしい㓶≧をṧすもの 

23 ୧ഃの╺
こう

をኻったもの 

24 ⭁
ࡦ

⮚又は一ഃの⭈
じࢇ

⮚をኻったもの 

第５⣭ 200円 １ ୧║のどຊが0.6以下になったもの 

２ ୧║に༙┣、ど㔝⊃✽
くࡉ

又はど㔝ኚ≧をṧすもの 

３ ୧║のまࡪたにⴭしいḞᦆをṧすもの 

４ 一║のどຊが0.1以下になったもの 

５ 㰯をḞᦆし、そのᶵ⬟にⴭしい㞀害をṧすもの 

６ ᄮ
そしࡷく

又は言ㄒのᶵ⬟に㞀害をṧすもの 

７ ୧⪥の聴ຊが１࣓࣮ࣝࢺ以上の㊥㞳ではᬑ通のヰኌをゎすることが

できない程ᗘになったもの 

㸶 一⪥の聴ຊをくኻったもの 

㸷 一⪥の聴ຊが⪥に᥋しなければ大ኌをゎすることができない程ᗘに

なり、他⪥の聴ຊが１࣓࣮ࣝࢺ以上の㊥㞳ではᬑ通のヰኌをゎすること

がᅔ難な程ᗘになったもの 

10 一⪥の聴ຊが⪥に᥋しなければ大ኌをゎすることができない程ᗘに

なったもの 

11 14ṑ以上に対しṑ⛉⿵⥛
てつ

を加えたもの 

12 ⚄⤒⣔⤫のᶵ⬟又は⢭⚄に㞀害をṧし、᭹することができる労務が相

当な程ᗘにไ㝈ࡉれるもの 

13 ⬚⭡㒊⮚ჾのᶵ⬟に㞀害をṧし、᭹することができる労務が相当な程

ᗘにไ㝈ࡉれるもの 

14 一ᡭのẕᣦをኻったもの、♧ᣦをྵࡳ二のᡭᣦをኻったもの又はẕᣦ

及び♧ᣦ以እの三のᡭᣦをኻったもの 

15 一ᡭの♧ᣦをኻったもの又はẕᣦ及び♧ᣦ以እの二のᡭᣦをኻった

もの 

16 一ᡭのẕᣦをྵࡳ二のᡭᣦの用をᗫしたもの 

17 一ᡭのẕᣦの用をᗫしたもの、♧ᣦをྵࡳ二のᡭᣦの用をᗫしたもの

又はẕᣦ及び♧ᣦ以እの三のᡭᣦの用をᗫしたもの 

18 一下⫥を３ࣝࢺ࣮࣓ࢳࣥࢭ以上▷⦰したもの 

19 一下⫥の三大関⠇୰の一関⠇のᶵ⬟にⴭしい㞀害をṧすもの 

20 一上⫥の三大関⠇୰の一関⠇のᶵ⬟にⴭしい㞀害をṧすもの 

21 一㊊の第一の㊊ᣦ又は他の四の㊊ᣦをኻったもの 

22 一㊊の第一の㊊ᣦをྵࡳ二以上の㊊ᣦをኻったもの 

23 一㊊の㊊ᣦの㒊の用をᗫしたもの 

24 生Ṫჾにⴭしい㞀害をṧすもの 
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等⣭ 金㢠 ᚋ㑇㞀害の程ᗘ 

第６⣭ 130円 １ ୧║の║⌫にⴭしい調⠇ᶵ⬟㞀害又は㐠動㞀害をṧすもの 

２ ୧║のまࡪたにⴭしい㐠動㞀害をṧすもの 

３ 一║の║⌫にⴭしい調⠇ᶵ⬟㞀害又は㐠動㞀害をṧすもの 

４ 一║のまࡪたにⴭしいḞᦆをṧすもの 

５ 一║のまࡪたにⴭしい㐠動㞀害をṧすもの 

６ ṑ以上に対しṑ⛉⿵⥛
てつ

を加えたもの 

７ ୧⪥の聴ຊが１࣓࣮ࣝࢺ以上の㊥㞳ではᑠኌをゎすることができな

い程ᗘになったもの 

㸶 一⪥の聴ຊが40ࣝࢺ࣮࣓ࢳࣥࢭ以上の㊥㞳ではᬑ通のヰኌをゎする

ことができない程ᗘになったもの 

㸷 ⪥の⪥Ẇの大㒊分をḞᦆしたもの 

10 ⬚⭡㒊⮚ჾに㞀害をṧすもの 

11 ⬨
きࡏ

ᰕにወᙧをṧすもの 

12 㙐㦵、⬚㦵、ろく㦵、けࢇこう㦵又は㦵┙㦵にⴭしいወᙧをṧすもの 

13 長管㦵にወᙧをṧすもの 

14 一上⫥の三大関⠇୰の一関⠇のᶵ⬟に㞀害をṧすもの 

15 一ᡭの୰ᣦ又は⸆ᣦをኻったもの 

16 一ᡭの♧ᣦの用をᗫしたもの又はẕᣦ及び♧ᣦ以እの二のᡭᣦの用

をᗫしたもの 

17 一ᡭの୰ᣦ又は⸆ᣦの用をᗫしたもの 

18 一下⫥の三大関⠇୰の一関⠇のᶵ⬟に㞀害をṧすもの 

19 一㊊の第二の㊊ᣦをኻったもの、第二の㊊ᣦをྵࡳ二の㊊ᣦをኻった

もの又は第三の㊊ᣦ以下の三の㊊ᣦをኻったもの 

20 一㊊の第一の㊊ᣦをྵࡳ二以上の㊊ᣦの用をᗫしたもの 

21 一㊊の第一の㊊ᣦ又は他の四の㊊ᣦの用をᗫしたもの 

22 ᒁ㒊に㡹ᅛな⚄⤒≧をṧすもの 

23 ⏨Ꮚのእㇺ
うࡰ

にⴭしい㓶≧をṧすもの 

24 ዪᏊのእㇺ
うࡰ

に㓶≧をṧすもの 

第７⣭ 70円 １ 一║のどຊが0.6以下になったもの 

２ 一║に༙┣、ど㔝⊃✽
くࡉ

又はど㔝ኚ≧をṧすもの 

３ ୧║のまࡪたの一㒊にḞᦆをṧし、又はまつげはげをṧすもの 

４ 一║のまࡪたの一㒊にḞᦆをṧし、又はまつげはげをṧすもの 

５ 三ṑ以上に対してṑ⛉⿵⥛
てつ

を加えたもの 

６ 一⪥の聴ຊが１࣓࣮ࣝࢺ以上の㊥㞳ではᑠኌをゎすることができな

い程ᗘになったもの 

７ 上⫥の㟢ฟ㠃にᡭのᖹの大きࡉの㓶いあとをṧすもの 

㸶 一ᡭのᑠᣦをኻったもの 

㸷 一ᡭのẕᣦのᣦ㦵の一㒊をኻったもの 

10 一ᡭの♧ᣦのᣦ㦵の一㒊をኻったもの 

11 一ᡭのẕᣦ及び♧ᣦ以እのᡭᣦのᣦ㦵の一㒊をኻったもの 

12 一ᡭの♧ᣦのᮎ関⠇をᒅఙすることができなくなったもの 

13 一ᡭのẕᣦ及び♧ᣦ以እのᡭᣦのᮎ関⠇をᒅఙすることができなく

なったもの 

14 一ᡭのᑠᣦの用をᗫしたもの 

15 一下⫥を１ࣝࢺ࣮࣓ࢳࣥࢭ以上▷⦰したもの 

16 下⫥の㟢ฟ㠃にᡭのᖹの大きࡉの㓶いあとをṧすもの 

17 一㊊の第三の㊊ᣦ以下の一又は二の㊊ᣦをኻったもの 

18 一㊊の第二の㊊ᣦの用をᗫしたもの又は第二の㊊ᣦをྵࡳ二の㊊ᣦ

の用をᗫしたものⱝしくは第三の㊊ᣦ以下の三の㊊ᣦの用をᗫしたも

の 

19 一㊊の第三㊊ᣦ以下の一又は二㊊ᣦの用をᗫしたもの 

20 ᒁ㒊に⚄⤒≧をṧすもの 

21 ⏨Ꮚのእㇺ
うࡰ

に㓶≧をṧすもの 
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等⣭ 金㢠 ᚋ㑇㞀害の程ᗘ 

第４⣭ 300円 ６ ⬚⭡㒊⮚ჾのᶵ⬟に㞀害等をṧし、㍍᫆な労務以እの労務に᭹するこ

とができないもの 

７ ⬨
きࡏ

ᰕに㐠動㞀害をṧすもの 

㸶 一ᡭのẕᣦ及び♧ᣦをኻったもの又はẕᣦⱝしくは♧ᣦをྵࡳ三以

上のᡭᣦをኻったもの 

㸷 一ᡭのẕᣦをྵࡳ二のᡭᣦをኻったもの 

10 一ᡭののᡭᣦ又はẕᣦ及び♧ᣦをྵࡳ四のᡭᣦの用をᗫしたもの 

11 一ᡭのẕᣦ及び♧ᣦ又はẕᣦⱝしくは♧ᣦをྵࡳ三以上のᡭᣦの用

をᗫしたもの 

12 ୧㊊の㊊ᣦの㒊の用をᗫしたもの 

13 一㊊をࣜࣥࣛࣇࢫ関⠇以上でኻったもの 

14 一上⫥に௬関⠇をṧすもの 

15 一上⫥に௬関⠇をṧし、ⴭしい㐠動㞀害をṧすもの 

16 一上⫥の三大関⠇୰の一関⠇の用をᗫしたもの 

17 一下⫥を５ࣝࢺ࣮࣓ࢳࣥࢭ以上▷⦰したもの 

18 一下⫥に௬関⠇をṧすもの 

19 一下⫥に௬関⠇をṧし、ⴭしい㐠動㞀害をṧすもの 

20 一下⫥の三大関⠇୰の一関⠇の用をᗫしたもの 

21 一㊊の㊊ᣦの㒊をኻったもの 

22 ዪᏊのእㇺ
うࡰ

にⴭしい㓶≧をṧすもの 

23 ୧ഃの╺
こう

をኻったもの 

24 ⭁
ࡦ

⮚又は一ഃの⭈
じࢇ

⮚をኻったもの 

第５⣭ 200円 １ ୧║のどຊが0.6以下になったもの 

２ ୧║に༙┣、ど㔝⊃✽
くࡉ

又はど㔝ኚ≧をṧすもの 

３ ୧║のまࡪたにⴭしいḞᦆをṧすもの 

４ 一║のどຊが0.1以下になったもの 

５ 㰯をḞᦆし、そのᶵ⬟にⴭしい㞀害をṧすもの 

６ ᄮ
そしࡷく

又は言ㄒのᶵ⬟に㞀害をṧすもの 

７ ୧⪥の聴ຊが１࣓࣮ࣝࢺ以上の㊥㞳ではᬑ通のヰኌをゎすることが

できない程ᗘになったもの 

㸶 一⪥の聴ຊをくኻったもの 

㸷 一⪥の聴ຊが⪥に᥋しなければ大ኌをゎすることができない程ᗘに

なり、他⪥の聴ຊが１࣓࣮ࣝࢺ以上の㊥㞳ではᬑ通のヰኌをゎすること

がᅔ難な程ᗘになったもの 

10 一⪥の聴ຊが⪥に᥋しなければ大ኌをゎすることができない程ᗘに

なったもの 

11 14ṑ以上に対しṑ⛉⿵⥛
てつ

を加えたもの 

12 ⚄⤒⣔⤫のᶵ⬟又は⢭⚄に㞀害をṧし、᭹することができる労務が相

当な程ᗘにไ㝈ࡉれるもの 

13 ⬚⭡㒊⮚ჾのᶵ⬟に㞀害をṧし、᭹することができる労務が相当な程

ᗘにไ㝈ࡉれるもの 

14 一ᡭのẕᣦをኻったもの、♧ᣦをྵࡳ二のᡭᣦをኻったもの又はẕᣦ

及び♧ᣦ以እの三のᡭᣦをኻったもの 

15 一ᡭの♧ᣦをኻったもの又はẕᣦ及び♧ᣦ以እの二のᡭᣦをኻった

もの 

16 一ᡭのẕᣦをྵࡳ二のᡭᣦの用をᗫしたもの 

17 一ᡭのẕᣦの用をᗫしたもの、♧ᣦをྵࡳ二のᡭᣦの用をᗫしたもの

又はẕᣦ及び♧ᣦ以እの三のᡭᣦの用をᗫしたもの 

18 一下⫥を３ࣝࢺ࣮࣓ࢳࣥࢭ以上▷⦰したもの 

19 一下⫥の三大関⠇୰の一関⠇のᶵ⬟にⴭしい㞀害をṧすもの 

20 一上⫥の三大関⠇୰の一関⠇のᶵ⬟にⴭしい㞀害をṧすもの 

21 一㊊の第一の㊊ᣦ又は他の四の㊊ᣦをኻったもの 

22 一㊊の第一の㊊ᣦをྵࡳ二以上の㊊ᣦをኻったもの 

23 一㊊の㊊ᣦの㒊の用をᗫしたもの 

24 生Ṫჾにⴭしい㞀害をṧすもの 
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等⣭ 金㢠 ᚋ㑇㞀害の程ᗘ 

第６⣭ 130円 １ ୧║の║⌫にⴭしい調⠇ᶵ⬟㞀害又は㐠動㞀害をṧすもの 

２ ୧║のまࡪたにⴭしい㐠動㞀害をṧすもの 

３ 一║の║⌫にⴭしい調⠇ᶵ⬟㞀害又は㐠動㞀害をṧすもの 

４ 一║のまࡪたにⴭしいḞᦆをṧすもの 

５ 一║のまࡪたにⴭしい㐠動㞀害をṧすもの 

６ ṑ以上に対しṑ⛉⿵⥛
てつ

を加えたもの 

７ ୧⪥の聴ຊが１࣓࣮ࣝࢺ以上の㊥㞳ではᑠኌをゎすることができな

い程ᗘになったもの 

㸶 一⪥の聴ຊが40ࣝࢺ࣮࣓ࢳࣥࢭ以上の㊥㞳ではᬑ通のヰኌをゎする

ことができない程ᗘになったもの 

㸷 ⪥の⪥Ẇの大㒊分をḞᦆしたもの 

10 ⬚⭡㒊⮚ჾに㞀害をṧすもの 

11 ⬨
きࡏ

ᰕにወᙧをṧすもの 

12 㙐㦵、⬚㦵、ろく㦵、けࢇこう㦵又は㦵┙㦵にⴭしいወᙧをṧすもの 

13 長管㦵にወᙧをṧすもの 

14 一上⫥の三大関⠇୰の一関⠇のᶵ⬟に㞀害をṧすもの 

15 一ᡭの୰ᣦ又は⸆ᣦをኻったもの 

16 一ᡭの♧ᣦの用をᗫしたもの又はẕᣦ及び♧ᣦ以እの二のᡭᣦの用

をᗫしたもの 

17 一ᡭの୰ᣦ又は⸆ᣦの用をᗫしたもの 

18 一下⫥の三大関⠇୰の一関⠇のᶵ⬟に㞀害をṧすもの 

19 一㊊の第二の㊊ᣦをኻったもの、第二の㊊ᣦをྵࡳ二の㊊ᣦをኻった

もの又は第三の㊊ᣦ以下の三の㊊ᣦをኻったもの 

20 一㊊の第一の㊊ᣦをྵࡳ二以上の㊊ᣦの用をᗫしたもの 

21 一㊊の第一の㊊ᣦ又は他の四の㊊ᣦの用をᗫしたもの 

22 ᒁ㒊に㡹ᅛな⚄⤒≧をṧすもの 

23 ⏨Ꮚのእㇺ
うࡰ

にⴭしい㓶≧をṧすもの 

24 ዪᏊのእㇺ
うࡰ

に㓶≧をṧすもの 

第７⣭ 70円 １ 一║のどຊが0.6以下になったもの 

２ 一║に༙┣、ど㔝⊃✽
くࡉ

又はど㔝ኚ≧をṧすもの 

３ ୧║のまࡪたの一㒊にḞᦆをṧし、又はまつげはげをṧすもの 

４ 一║のまࡪたの一㒊にḞᦆをṧし、又はまつげはげをṧすもの 

５ 三ṑ以上に対してṑ⛉⿵⥛
てつ

を加えたもの 

６ 一⪥の聴ຊが１࣓࣮ࣝࢺ以上の㊥㞳ではᑠኌをゎすることができな

い程ᗘになったもの 

７ 上⫥の㟢ฟ㠃にᡭのᖹの大きࡉの㓶いあとをṧすもの 

㸶 一ᡭのᑠᣦをኻったもの 

㸷 一ᡭのẕᣦのᣦ㦵の一㒊をኻったもの 

10 一ᡭの♧ᣦのᣦ㦵の一㒊をኻったもの 

11 一ᡭのẕᣦ及び♧ᣦ以እのᡭᣦのᣦ㦵の一㒊をኻったもの 

12 一ᡭの♧ᣦのᮎ関⠇をᒅఙすることができなくなったもの 

13 一ᡭのẕᣦ及び♧ᣦ以እのᡭᣦのᮎ関⠇をᒅఙすることができなく

なったもの 

14 一ᡭのᑠᣦの用をᗫしたもの 

15 一下⫥を１ࣝࢺ࣮࣓ࢳࣥࢭ以上▷⦰したもの 

16 下⫥の㟢ฟ㠃にᡭのᖹの大きࡉの㓶いあとをṧすもの 

17 一㊊の第三の㊊ᣦ以下の一又は二の㊊ᣦをኻったもの 

18 一㊊の第二の㊊ᣦの用をᗫしたもの又は第二の㊊ᣦをྵࡳ二の㊊ᣦ

の用をᗫしたものⱝしくは第三の㊊ᣦ以下の三の㊊ᣦの用をᗫしたも

の 

19 一㊊の第三㊊ᣦ以下の一又は二㊊ᣦの用をᗫしたもの 

20 ᒁ㒊に⚄⤒≧をṧすもの 

21 ⏨Ꮚのእㇺ
うࡰ

に㓶≧をṧすもの 
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63．ᮾி㒔ᖐᏯᅔ㞴⪅対策条（本文㸲頁） 
 

ᖹ成24年３月30日 

ᮾி都条第17号 

 

┠次 

第㸯❶ ⥲๎（第１条̿第６条） 

第２❶ 一ᩧᖐᏯᢚไに係る施策の᥎㐍（第７条̿第㸷条） 

第㸱❶ Ᏻྰ☜認及び情報提౪（第10条࣭第11条） 

第㸲❶ 一滞ᅾ施設の☜ಖ（第12条） 

第㸳❶ ᖐᏯ支援（第13条） 

第６❶ 㞧๎（第14条） 

㝃๎ 

第㸯❶ ⥲๎ 

（┠的） 

第㸯条 この条は、大規ᶍな地㟈その他の災害（以下「大規ᶍ災害」という。）が発生したこ

とにకい、公共通ᶵ関が㐠行をṆし、当分の㛫復旧の見通しがない場合において、ከᩘの

ᖐᏯᅔ難者（事業所、Ꮫᰯ等に通し、通Ꮫし、又は㈙物その他の理由により᮶ᗑし、ⱝしく

は᮶所する者等でᚐṌにより容᫆にᖐᏯすることがᅔ難なものをいう。）が生じることによる

ΰ及び事ᨾの発生等を防Ṇするために、ᮾி都（以下「都」という。）、都Ẹ及び事業者（事

業を行う法ேその他の団体又は事業を行う場合におけるಶேをいう。以下同じ。）の㈐務を᫂

らかにし、ᖐᏯᅔ難者対策の᥎㐍に必要な体ไを☜❧するとともに、施策の基本的事項を定め

ることにより、ᖐᏯᅔ難者対策を⥲合的かつ計画的に᥎㐍し、もって都Ẹの生、㌟体及び㈈

⏘のಖㆤ並びに㤳都ᶵ⬟の㎿速なᅇ復をᅗることを┠的とする。 

（知事の㈐務） 

第２条 知事は、≉別区及び市町村（以下「区市町村」という。）、事業者その他関係ᶵ関と㐃

ᦠし、大規ᶍ災害の発生におけるᖐᏯᅔ難者によるΰ及び事ᨾの発生等を防Ṇするため、

ᖐᏯᅔ難者対策についてᐇ施計画を策定し、⥲合的に᥎㐍しなければならない。 

２ 知事は、大規ᶍ災害の発生により、ከᩘのᖐᏯᅔ難者が生じ、又は生じるおそれがあると認

める場合並びにᖐᏯᅔ難者によるΰ及び事ᨾの発生等の༴㝤ᛶがᅇ避ࡉれᏳにᖐᏯする

ことができると認める場合は、区市町村、事業者その他関係ᶵ関との㐃ᦠ及び༠ຊの下に、必

要な措置をㅮじなければならない。 

３ 知事は、前２項に規定するᖐᏯᅔ難者対策をᐇ施するに当たっては、㧗㱋者、㞀害者、እᅜ

ே等の災害に援ㆤを要する者に対して、≉に配慮しなければならない。 

（都Ẹの㈐務） 

第㸱条 都Ẹは、大規ᶍ災害の発生に備えて、あらかじめ、ᐙ᪘その他の⥭急㐃⤡を要する者と

の㐃⤡ᡭẁの☜ಖ、ᚅᶵし、又は避難する場所の☜認、ᚐṌによるᖐᏯ⤒㊰の☜認その他必要

な準備を行うようດめなければならない。 

２ 都Ẹは、大規ᶍ災害の発生に⮬らのᏳを☜ಖするため、むやࡳに⛣動しないようດめる

とともに、都、区市町村、事業者その他関係ᶵ関が行うᖐᏯᅔ難者対策に༠ຊし、かつ、⮬発

的な防災活動を行うようດめなければならない。 

（事業者の㈐務） 

第㸲条 事業者は、その♫会的㈐௵を認㆑して、ᚑ業者のᏳ並びに管理する施設及び設備のᏳ

ᛶの☜ಖにດめるとともに、大規ᶍ災害の発生において、都、区市町村、他の事業者その

他関係ᶵ関と㐃ᦠし、ᖐᏯᅔ難者対策にྲྀり⤌むようດめなければならない。 

２ 事業者は、あらかじめ、大規ᶍ災害の発生におけるᚑ業者との㐃⤡ᡭẁの☜ಖにດめるとと

もに、ᐙ᪘その他の⥭急㐃⤡を要する者との㐃⤡ᡭẁの☜ಖ、ᚅᶵし、又は避難する場所の☜認、

ᚐṌによるᖐᏯ⤒㊰の☜認その他必要な準備を行うことをᚑ業者࿘知するようດめなければ
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ならない。 

３ 事業者は、管理する施設の࿘㎶においてከᩘのᖐᏯᅔ難者が生じることによるΰ及び事ᨾ

の発生等を防Ṇするため、都、区市町村、他の事業者その他関係ᶵ関及び当該施設の࿘㎶地域

における住Ẹとの㐃ᦠ及び༠ຊにດめなければならない。 

４ 事業者は、あらかじめ、大規ᶍ災害の発生におけるᚑ業者の施設内でのᚅᶵに係る᪉㔪、

ᏳにᖐᏯࡏࡉるための᪉㔪等について、ᮾி都㟈災対策条（ᖹ成12年ᮾி都条第202号）

第10条に規定する事業所防災計画その他の事業者が防災のために作成する計画において᫂ら

かにし、当該計画をᚑ業者࿘知するとともに、定ᮇ的に内容の☜認及び改ၿにດめなければ

ならない。 

（ᖐᏯᅔ難者対策ᐇ施≧ἣの報告） 

第㸳条 知事は、ᖐᏯᅔ難者対策のᐇ施≧ἣを☜認するため、事業者等（前条及び次❶から第５

❶までの規定に係るᖐᏯᅔ難者対策をᐇ施する者をいう。以下同じ。）に報告をồめることが

できる。 

（事業者等に対する支援） 

第６条 知事は、必要があると認めるときは、事業者等に対して支援を行うものとする。 

第２❶ ୍ᩧᖐᏯᢚไಀࡿ策の᥎㐍 

（ᚑ業者の一ᩧᖐᏯᢚไ） 

第㸵条 事業者は、大規ᶍ災害の発生において、管理する事業所その他の施設及び設備のᏳ

ᛶ並びに࿘㎶の≧ἣを☜認の上、ᚑ業者に対する当該施設内でのᚅᶵのᣦ♧その他の必要な措

置をㅮじることにより、ᚑ業者が一ᩧにᖐᏯすることのᢚไにດめなければならない。 

２ 事業者は、前項に規定するᚑ業者の施設内でのᚅᶵを⥔ᣢするために、知事が別に定めると

ころにより、ᚑ業者の３日分の㣧ᩱ水、㣗⣊その他災害における必要な物資を備蓄するよう

ດめなければならない。 

（公共通事業者等による用者のಖㆤ） 

第㸶条 㕲道事業者その他公共通事業者は、公共通ᶵ関の㐠行のṆにより管理する施設内に

おいてከᩘのᖐᏯᅔ難者が生じた場合は、管理する施設及び設備のᏳᛶ並びに࿘㎶の≧ἣを☜

認の上、都、区市町村、他の事業者その他関係ᶵ関と㐃ᦠし、当該施設内でのᚅᶵに係る案内、

Ᏻな場所のㄏᑟその他公共通ᶵ関の用者のಖㆤのために必要な措置をㅮじるようດめ

なければならない。 

２ ⓒ㈌ᗑ、ᒎ♧場、㐟ᢏ場等の集ᐈ施設に係る設置者又は管理者は、設置し、又は管理する施設

内でከᩘのᖐᏯᅔ難者が生じた場合は、設置し、又は管理する施設及び設備のᏳᛶ並びに࿘㎶

の≧ἣを☜認の上、都、区市町村、他の事業者その他関係ᶵ関と㐃ᦠし、当該施設内でのᚅᶵに

係る案内、Ᏻな場所のㄏᑟその他施設用者のಖㆤのために必要な措置をㅮじるようດめな

ければならない。 

３ 前二項に規定する施設以እの施設に係る設置者又は管理者は、前２項の規定に準じて、施設

用者のಖㆤのために必要な措置をㅮじるようດめなければならない。 

（Ꮫᰯ等における生ᚐ等のᏳ☜ಖ） 

第㸷条 Ꮫᰯ（Ꮫᰯ教育法（昭和22年法律第26号。以下この条において「法」という。）第１条

に規定するᏛᰯをいう。）、ᑓ修Ꮫ （ᰯ法第124条に規定するᑓ修Ꮫᰯをいう。）及び各✀Ꮫ （ᰯ法

第134条に規定する各✀Ꮫᰯをいう。）並びにಖ育所その他のᏊ育て支援を行うことを┠的とす

る施設の設置者又は管理者は、大規ᶍ災害の発生に、設置し、又は管理する施設及び設備の

Ᏻᛶ並びに࿘㎶の≧ἣを☜認の上、ᗂඣ、ඣ❺、生ᚐ等に対し、当該施設内でのᚅᶵのᣦ♧

その他Ᏻ☜ಖのために必要な措置をㅮじるようດめなければならない。 

第㸱❶ Ᏻྰ☜ㄆཬࡧሗᥦ౪ 

（Ᏻྰ☜認及び情報提౪のための体ไ整備） 

第10条 知事は、大規ᶍ災害の発生においてᏳྰ情報の☜認及び災害関㐃情報その他の情報

（以下「災害関㐃情報等」という。）の提౪を行うため、区市町村、事業者その他関係ᶵ関と

の㐃ᦠ及び༠ຊの下に、情報通信基┙の整備及び災害関㐃情報等を提౪するために必要な体ไ

を☜❧しなければならない。 
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63．ᮾி㒔ᖐᏯᅔ㞴⪅対策条（本文㸲頁） 
 

ᖹ成24年３月30日 

ᮾி都条第17号 

 

┠次 

第㸯❶ ⥲๎（第１条̿第６条） 

第２❶ 一ᩧᖐᏯᢚไに係る施策の᥎㐍（第７条̿第㸷条） 

第㸱❶ Ᏻྰ☜認及び情報提౪（第10条࣭第11条） 

第㸲❶ 一滞ᅾ施設の☜ಖ（第12条） 

第㸳❶ ᖐᏯ支援（第13条） 

第６❶ 㞧๎（第14条） 

㝃๎ 

第㸯❶ ⥲๎ 

（┠的） 

第㸯条 この条は、大規ᶍな地㟈その他の災害（以下「大規ᶍ災害」という。）が発生したこ

とにకい、公共通ᶵ関が㐠行をṆし、当分の㛫復旧の見通しがない場合において、ከᩘの

ᖐᏯᅔ難者（事業所、Ꮫᰯ等に通し、通Ꮫし、又は㈙物その他の理由により᮶ᗑし、ⱝしく

は᮶所する者等でᚐṌにより容᫆にᖐᏯすることがᅔ難なものをいう。）が生じることによる

ΰ及び事ᨾの発生等を防Ṇするために、ᮾி都（以下「都」という。）、都Ẹ及び事業者（事

業を行う法ேその他の団体又は事業を行う場合におけるಶேをいう。以下同じ。）の㈐務を᫂

らかにし、ᖐᏯᅔ難者対策の᥎㐍に必要な体ไを☜❧するとともに、施策の基本的事項を定め

ることにより、ᖐᏯᅔ難者対策を⥲合的かつ計画的に᥎㐍し、もって都Ẹの生、㌟体及び㈈

⏘のಖㆤ並びに㤳都ᶵ⬟の㎿速なᅇ復をᅗることを┠的とする。 

（知事の㈐務） 

第２条 知事は、≉別区及び市町村（以下「区市町村」という。）、事業者その他関係ᶵ関と㐃

ᦠし、大規ᶍ災害の発生におけるᖐᏯᅔ難者によるΰ及び事ᨾの発生等を防Ṇするため、

ᖐᏯᅔ難者対策についてᐇ施計画を策定し、⥲合的に᥎㐍しなければならない。 

２ 知事は、大規ᶍ災害の発生により、ከᩘのᖐᏯᅔ難者が生じ、又は生じるおそれがあると認

める場合並びにᖐᏯᅔ難者によるΰ及び事ᨾの発生等の༴㝤ᛶがᅇ避ࡉれᏳにᖐᏯする

ことができると認める場合は、区市町村、事業者その他関係ᶵ関との㐃ᦠ及び༠ຊの下に、必

要な措置をㅮじなければならない。 

３ 知事は、前２項に規定するᖐᏯᅔ難者対策をᐇ施するに当たっては、㧗㱋者、㞀害者、እᅜ

ே等の災害に援ㆤを要する者に対して、≉に配慮しなければならない。 

（都Ẹの㈐務） 

第㸱条 都Ẹは、大規ᶍ災害の発生に備えて、あらかじめ、ᐙ᪘その他の⥭急㐃⤡を要する者と

の㐃⤡ᡭẁの☜ಖ、ᚅᶵし、又は避難する場所の☜認、ᚐṌによるᖐᏯ⤒㊰の☜認その他必要

な準備を行うようດめなければならない。 

２ 都Ẹは、大規ᶍ災害の発生に⮬らのᏳを☜ಖするため、むやࡳに⛣動しないようດめる

とともに、都、区市町村、事業者その他関係ᶵ関が行うᖐᏯᅔ難者対策に༠ຊし、かつ、⮬発

的な防災活動を行うようດめなければならない。 

（事業者の㈐務） 

第㸲条 事業者は、その♫会的㈐௵を認㆑して、ᚑ業者のᏳ並びに管理する施設及び設備のᏳ

ᛶの☜ಖにດめるとともに、大規ᶍ災害の発生において、都、区市町村、他の事業者その

他関係ᶵ関と㐃ᦠし、ᖐᏯᅔ難者対策にྲྀり⤌むようດめなければならない。 

２ 事業者は、あらかじめ、大規ᶍ災害の発生におけるᚑ業者との㐃⤡ᡭẁの☜ಖにດめるとと

もに、ᐙ᪘その他の⥭急㐃⤡を要する者との㐃⤡ᡭẁの☜ಖ、ᚅᶵし、又は避難する場所の☜認、

ᚐṌによるᖐᏯ⤒㊰の☜認その他必要な準備を行うことをᚑ業者࿘知するようດめなければ
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ならない。 

３ 事業者は、管理する施設の࿘㎶においてከᩘのᖐᏯᅔ難者が生じることによるΰ及び事ᨾ

の発生等を防Ṇするため、都、区市町村、他の事業者その他関係ᶵ関及び当該施設の࿘㎶地域

における住Ẹとの㐃ᦠ及び༠ຊにດめなければならない。 

４ 事業者は、あらかじめ、大規ᶍ災害の発生におけるᚑ業者の施設内でのᚅᶵに係る᪉㔪、

ᏳにᖐᏯࡏࡉるための᪉㔪等について、ᮾி都㟈災対策条（ᖹ成12年ᮾி都条第202号）

第10条に規定する事業所防災計画その他の事業者が防災のために作成する計画において᫂ら

かにし、当該計画をᚑ業者࿘知するとともに、定ᮇ的に内容の☜認及び改ၿにດめなければ

ならない。 

（ᖐᏯᅔ難者対策ᐇ施≧ἣの報告） 

第㸳条 知事は、ᖐᏯᅔ難者対策のᐇ施≧ἣを☜認するため、事業者等（前条及び次❶から第５

❶までの規定に係るᖐᏯᅔ難者対策をᐇ施する者をいう。以下同じ。）に報告をồめることが

できる。 

（事業者等に対する支援） 

第６条 知事は、必要があると認めるときは、事業者等に対して支援を行うものとする。 

第２❶ ୍ᩧᖐᏯᢚไಀࡿ策の᥎㐍 

（ᚑ業者の一ᩧᖐᏯᢚไ） 

第㸵条 事業者は、大規ᶍ災害の発生において、管理する事業所その他の施設及び設備のᏳ

ᛶ並びに࿘㎶の≧ἣを☜認の上、ᚑ業者に対する当該施設内でのᚅᶵのᣦ♧その他の必要な措

置をㅮじることにより、ᚑ業者が一ᩧにᖐᏯすることのᢚไにດめなければならない。 

２ 事業者は、前項に規定するᚑ業者の施設内でのᚅᶵを⥔ᣢするために、知事が別に定めると

ころにより、ᚑ業者の３日分の㣧ᩱ水、㣗⣊その他災害における必要な物資を備蓄するよう

ດめなければならない。 

（公共通事業者等による用者のಖㆤ） 

第㸶条 㕲道事業者その他公共通事業者は、公共通ᶵ関の㐠行のṆにより管理する施設内に

おいてከᩘのᖐᏯᅔ難者が生じた場合は、管理する施設及び設備のᏳᛶ並びに࿘㎶の≧ἣを☜

認の上、都、区市町村、他の事業者その他関係ᶵ関と㐃ᦠし、当該施設内でのᚅᶵに係る案内、

Ᏻな場所のㄏᑟその他公共通ᶵ関の用者のಖㆤのために必要な措置をㅮじるようດめ

なければならない。 

２ ⓒ㈌ᗑ、ᒎ♧場、㐟ᢏ場等の集ᐈ施設に係る設置者又は管理者は、設置し、又は管理する施設

内でከᩘのᖐᏯᅔ難者が生じた場合は、設置し、又は管理する施設及び設備のᏳᛶ並びに࿘㎶

の≧ἣを☜認の上、都、区市町村、他の事業者その他関係ᶵ関と㐃ᦠし、当該施設内でのᚅᶵに

係る案内、Ᏻな場所のㄏᑟその他施設用者のಖㆤのために必要な措置をㅮじるようດめな

ければならない。 

３ 前二項に規定する施設以እの施設に係る設置者又は管理者は、前２項の規定に準じて、施設

用者のಖㆤのために必要な措置をㅮじるようດめなければならない。 

（Ꮫᰯ等における生ᚐ等のᏳ☜ಖ） 

第㸷条 Ꮫᰯ（Ꮫᰯ教育法（昭和22年法律第26号。以下この条において「法」という。）第１条

に規定するᏛᰯをいう。）、ᑓ修Ꮫ （ᰯ法第124条に規定するᑓ修Ꮫᰯをいう。）及び各✀Ꮫ （ᰯ法

第134条に規定する各✀Ꮫᰯをいう。）並びにಖ育所その他のᏊ育て支援を行うことを┠的とす

る施設の設置者又は管理者は、大規ᶍ災害の発生に、設置し、又は管理する施設及び設備の

Ᏻᛶ並びに࿘㎶の≧ἣを☜認の上、ᗂඣ、ඣ❺、生ᚐ等に対し、当該施設内でのᚅᶵのᣦ♧

その他Ᏻ☜ಖのために必要な措置をㅮじるようດめなければならない。 

第㸱❶ Ᏻྰ☜ㄆཬࡧሗᥦ౪ 

（Ᏻྰ☜認及び情報提౪のための体ไ整備） 

第10条 知事は、大規ᶍ災害の発生においてᏳྰ情報の☜認及び災害関㐃情報その他の情報

（以下「災害関㐃情報等」という。）の提౪を行うため、区市町村、事業者その他関係ᶵ関と

の㐃ᦠ及び༠ຊの下に、情報通信基┙の整備及び災害関㐃情報等を提౪するために必要な体ไ

を☜❧しなければならない。 
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（Ᏻྰ☜認ᡭẁの࿘知等） 

第11条 知事は、大規ᶍ災害の発生において都Ẹ及び事業者等に対してᏳྰ情報の☜認ᡭẁの

࿘知及び災害関㐃情報等の提౪を行わなければならない。 

２ 事業者等は、大規ᶍ災害の発生においてᚑ業者、用者等に対してᏳྰ情報の☜認ᡭẁの

࿘知及び災害関㐃情報等の提౪にດめなければならない。 

第㸲❶ ୍ᅾタの☜ಖ 

（一滞ᅾ施設の☜ಖ等） 

第12条 知事は、都が所有し、又は管理する施設の୰から、大規ᶍ災害の発生にᖐᏯᅔ難者を

一的に受けධれる施設（以下この条において「一滞ᅾ施設」という。）をᣦ定し、都Ẹ及

び事業者等に࿘知しなければならない。 

２ 知事は、一滞ᅾ施設の☜ಖにྥけ、都が所有し、又は管理する施設以እの公共施設又はẸ

㛫施設に関し、ᅜ、区市町村及び事業者に༠ຊをồめ、ᖐᏯᅔ難者を受けධれる体ไを整備し

なければならない。 

３ 知事は、区市町村、事業者その他関係ᶵ関と㐃ᦠし、大規ᶍ災害の発生においてᖐᏯᅔ難

者の一滞ᅾ施設の円滑な受ධれのために必要な措置をㅮじなければならない。 

第㸳❶ ᖐᏯᨭ 

（ᖐᏯ支援） 

第13条 知事は、区市町村、事業者その他関係ᶵ関との㐃ᦠ及び༠ຊの下に、大規ᶍ災害の発生

における公共通ᶵ関の㐠行のṆに係る௦᭰の通ᡭẁ及び輸送ᡭẁ並びに災害ᖐᏯ

支援ࣥࣙࢩ࣮ࢸࢫ（ᚐṌによりᖐᏯする者に㣧ᩱ水、౽所、災害関㐃情報等の提౪等を行うᗑ

⯒等をいう。）を☜ಖするとともに、災害関㐃情報等の提౪その他必要な措置をㅮじることに

より、ᖐᏯする者のᏳかつ円滑なᖐᏯを支援しなければならない。 

第６❶ 㞧๎ 

（ጤ௵） 

第14条 この条の施行について必要な事項は、知事が定める。 

㝃๎  

この条は、ᖹ成25年4月1日から施行する。 
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64．中央区防災会議条例 (本文７頁) 
 

（昭和38年３月20日条例第13号） 

改正 

 昭和38年９月28日条例第26号 

昭和44年７月１日条例第20号 

昭和50年４月１日条例第24号 

昭和62年10月１日条例第27号 

昭和63年４月１日条例第６号 

平成10年３月31日条例第13号 

平成12年３月31日条例第４号 

平成24年12月５日条例第43号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第16条第６項の規定に基づき、

中央区防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。 

（昭50条例24・平12条例４・一部改正）  

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

１ 中央区（以下「区」という。）地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

２ 区長の諮問に応じて区の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

３ 前号に規定する重要事項に関し、区長に意見を述べること。 

４ 前３号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

（一部改正〔昭和50年条例24号・平成24年条例43号〕）  

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。 

２ 会長は、区長をもつて充てる。 

３ 会長は、防災会議を代表し、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。 

１ 区議会の議員のうちから区長が任命する者及び議会局長 

２ 区長がその部内の職員のうちから指名する者 

３ 区教育委員会の教育長及び事務局次長 

４ 東京都知事の部内の職員のうちから区長が任命する者 

５ 警視庁の警察官のうちから区長が任命する者 

６ 東京消防庁の消防吏員のうちから区長が任命する者 

７ 消防団長で区長が任命するもの 

８ 区を警備区域とする陸上自衛隊の隊員のうちから区長が任命する者 

９ 指定地方行政機関の職員のうちから区長が任命する者 

10 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員若しくは職員のうちから区長が任命する者 
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（Ᏻྰ☜認ᡭẁの࿘知等） 

第11条 知事は、大規ᶍ災害の発生において都Ẹ及び事業者等に対してᏳྰ情報の☜認ᡭẁの

࿘知及び災害関㐃情報等の提౪を行わなければならない。 

２ 事業者等は、大規ᶍ災害の発生においてᚑ業者、用者等に対してᏳྰ情報の☜認ᡭẁの

࿘知及び災害関㐃情報等の提౪にດめなければならない。 

第㸲❶ ୍ᅾタの☜ಖ 

（一滞ᅾ施設の☜ಖ等） 

第12条 知事は、都が所有し、又は管理する施設の୰から、大規ᶍ災害の発生にᖐᏯᅔ難者を

一的に受けධれる施設（以下この条において「一滞ᅾ施設」という。）をᣦ定し、都Ẹ及

び事業者等に࿘知しなければならない。 

２ 知事は、一滞ᅾ施設の☜ಖにྥけ、都が所有し、又は管理する施設以እの公共施設又はẸ

㛫施設に関し、ᅜ、区市町村及び事業者に༠ຊをồめ、ᖐᏯᅔ難者を受けධれる体ไを整備し

なければならない。 

３ 知事は、区市町村、事業者その他関係ᶵ関と㐃ᦠし、大規ᶍ災害の発生においてᖐᏯᅔ難

者の一滞ᅾ施設の円滑な受ධれのために必要な措置をㅮじなければならない。 

第㸳❶ ᖐᏯᨭ 

（ᖐᏯ支援） 

第13条 知事は、区市町村、事業者その他関係ᶵ関との㐃ᦠ及び༠ຊの下に、大規ᶍ災害の発生

における公共通ᶵ関の㐠行のṆに係る௦᭰の通ᡭẁ及び輸送ᡭẁ並びに災害ᖐᏯ

支援ࣥࣙࢩ࣮ࢸࢫ（ᚐṌによりᖐᏯする者に㣧ᩱ水、౽所、災害関㐃情報等の提౪等を行うᗑ

⯒等をいう。）を☜ಖするとともに、災害関㐃情報等の提౪その他必要な措置をㅮじることに

より、ᖐᏯする者のᏳかつ円滑なᖐᏯを支援しなければならない。 

第６❶ 㞧๎ 

（ጤ௵） 

第14条 この条の施行について必要な事項は、知事が定める。 

㝃๎  

この条は、ᖹ成25年4月1日から施行する。 
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64．中央区防災会議条例 (本文７頁) 
 

（昭和38年３月20日条例第13号） 

改正 

 昭和38年９月28日条例第26号 

昭和44年７月１日条例第20号 

昭和50年４月１日条例第24号 

昭和62年10月１日条例第27号 

昭和63年４月１日条例第６号 

平成10年３月31日条例第13号 

平成12年３月31日条例第４号 

平成24年12月５日条例第43号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第16条第６項の規定に基づき、

中央区防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。 

（昭50条例24・平12条例４・一部改正）  

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

１ 中央区（以下「区」という。）地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

２ 区長の諮問に応じて区の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

３ 前号に規定する重要事項に関し、区長に意見を述べること。 

４ 前３号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

（一部改正〔昭和50年条例24号・平成24年条例43号〕）  

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。 

２ 会長は、区長をもつて充てる。 

３ 会長は、防災会議を代表し、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。 

１ 区議会の議員のうちから区長が任命する者及び議会局長 

２ 区長がその部内の職員のうちから指名する者 

３ 区教育委員会の教育長及び事務局次長 

４ 東京都知事の部内の職員のうちから区長が任命する者 

５ 警視庁の警察官のうちから区長が任命する者 

６ 東京消防庁の消防吏員のうちから区長が任命する者 

７ 消防団長で区長が任命するもの 

８ 区を警備区域とする陸上自衛隊の隊員のうちから区長が任命する者 

９ 指定地方行政機関の職員のうちから区長が任命する者 

10 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員若しくは職員のうちから区長が任命する者 
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11 自防災組織をᵓ成する者又はᏛ㆑⤒㦂のある者のうちから区長が任命する者 

12 前ྛ号に掲げる者のほか、区長がᚲ要とㄆめる者 

６ 前項の委員の総ᩘは、60ே以内とする。 

（一部改正〔昭和38年条例26号・44年20号・50年24号・62年27号・63年6号・平成10年13号・24

年43号〕）  

（ᑓ㛛委員） 

第㸲条 防災会議に、ᑓ㛛の事項をㄪᰝさࡏるࡓめ、ᑓ㛛委員を⨨くことができる。 

２ ᑓ㛛委員は、関係地方行政機関の職員、東京都の職員、区の職員、関係指定公共機関、関係

指定地方公共機関の役員又は職員及びᏛ㆑⤒㦂のある者のうちから、区長が任命する。 

３ ᑓ㛛委員は、ᙜヱᑓ㛛の事項に関するㄪᰝが⤊しࡓときは、ゎ任されるものとする。 

（一部改正〔昭和50年条例24号〕） 

（ᖿ事） 

第㸳条 防災会議にᖿ事を⨨く。 

２ ᖿ事は、委員の属する機関の職員のうちから、区長が任命する。 

３ ᖿ事は、防災会議の所掌事務について、委員及びᑓ㛛委員を⿵బする。 

４ ᖿ事の総ᩘは、50ே以内とする。 

（一部改正〔昭和38年条例26号・50年24号・63年6号・平成10年13号〕）  

（議事➼） 

第㸴条 前ྛ条に定めるもののほか、防災会議の議事㐠Ⴀに関しᚲ要࡞事項は、会長が防災会議

にはかつて定める。 

๎ 

この条例は、昭和38年４月１日から施行する。 

๎（昭和38年９月28日条例第26号） 

この条例は、公ᕸの日から施行する。 

๎（昭和44年７月１日条例第20号） 

この条例は、公ᕸの日から施行する。 

㝃๎（昭和50年４月１日条例第24号） 

この条例は、公ᕸの日から施行する。 

㝃๎（昭和62年10月１日条例第27号） 

この条例は、公ᕸの日から施行する。 

㝃๎（昭和63年４月１日条例第６号） 

この条例は、公ᕸの日から施行する。 

㝃๎（平成10年３月31日条例第13号） 

この条例は、平成10年４月１日から施行する。 

㝃๎（平成12年３月31日条例第４号）ᢒ 

（施行ᮇ日） 

第１条 この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

㝃๎（平成24年12月５日条例第43号） 

この条例は、公ᕸの日から施行する。 
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65．中央区防災会議㐠Ⴀつ⛬ (本文７頁) 
 

（㊃᪨） 

第１条 この規⛬は、中央区防災会議条例（昭和38年４月東京都中央区条例第13号）第６条の規

定に基づき中央区防災会議（以下「防災会議」という。）の議事そのの㐠Ⴀに関し、ᚲ要࡞

事項を定めるものとする。 

（ᣍ㞟） 

第２条 会議はᚲ要に応じ会長がᣍ㞟する。 

２ 委員は、ᚲ要があるとㄆめるときは、会議に議すべき事項及び理⏤をして、会長に会議

にᣍ㞟をồめることができる。 

３ 会議をᣍ㞟するときは、会議の日、ሙ所及び議㢟を定め、関係の委員に㏻知しࡅ࡞れ࡞ࡤ

ら࡞い。 

４ 前項の㏻知をཷࡓࡅ委員が事故のࡓめฟᖍでき࡞いときは、代理者をฟᖍさࡏることができ

る。 

５ 前項の代理者は、委員を⿵బする職にある者とする。 

（議事ᡭ⥆） 

第３条 会議の議事は、会長がᐓする。 

２ 会議の議事は、ฟᖍ委員の㐣༙ᩘでこれをỴし、ྍྰྠᩘのときは、会長のỴするとこࢁに

よる。 

３ 会長は、ᚲ要があるとㄆめるときは、関係者のฟᖍをồめ、その意見をきくことができる。 

（会議の公㛤） 

第㸲条 会議は公㛤とする。ࡔࡓし、会議のỴ定により㠀公㛤とすることができる。 

（会議のグ㘓） 

第㸳条 会長は、議事㘓を作成して࠾かࡅ࡞れ࡞ࡤら࡞い。 

２ 議事㘓には、次の事項をグ㍕しࡅ࡞れ࡞ࡤら࡞い。 

１ 会議の日及びሙ所 

２ ฟᖍしࡓ委員の職名及びẶ名 

３ 議事の௳名及びᴫ要୪びに議Ỵ事項 

４ そのᚲ要とㄆめる事項 

（委任） 

第㸴条 会議は、その所掌に属する事務の一部を会長に委任することができる。 

２ 会長は委任をཷࡓࡅ事務をฎ理しࡓときは、会議にሗ࿌しࡅ࡞れ࡞ࡤら࡞い。 

（ᑓ㛛委員） 

第７条 ᑓ㛛委員は、ㄪᰝの⤖ᯝをሗ࿌するࡓめ会議にฟᖍすることができる。 

   㝃๎ 

 この規⛬は、昭和38年９月10日から施行する。 

   㝃๎ 

 この規⛬は、平成10年４月１日から㐺⏝する。 

  㝃๎ 

 この規⛬は、平成18年６月12日から㐺⏝する。 
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11 自防災組織をᵓ成する者又はᏛ㆑⤒㦂のある者のうちから区長が任命する者 

12 前ྛ号に掲げる者のほか、区長がᚲ要とㄆめる者 

６ 前項の委員の総ᩘは、60ே以内とする。 

（一部改正〔昭和38年条例26号・44年20号・50年24号・62年27号・63年6号・平成10年13号・24

年43号〕）  

（ᑓ㛛委員） 

第㸲条 防災会議に、ᑓ㛛の事項をㄪᰝさࡏるࡓめ、ᑓ㛛委員を⨨くことができる。 

２ ᑓ㛛委員は、関係地方行政機関の職員、東京都の職員、区の職員、関係指定公共機関、関係

指定地方公共機関の役員又は職員及びᏛ㆑⤒㦂のある者のうちから、区長が任命する。 

３ ᑓ㛛委員は、ᙜヱᑓ㛛の事項に関するㄪᰝが⤊しࡓときは、ゎ任されるものとする。 

（一部改正〔昭和50年条例24号〕） 

（ᖿ事） 

第㸳条 防災会議にᖿ事を⨨く。 

２ ᖿ事は、委員の属する機関の職員のうちから、区長が任命する。 

３ ᖿ事は、防災会議の所掌事務について、委員及びᑓ㛛委員を⿵బする。 

４ ᖿ事の総ᩘは、50ே以内とする。 

（一部改正〔昭和38年条例26号・50年24号・63年6号・平成10年13号〕）  

（議事➼） 

第㸴条 前ྛ条に定めるもののほか、防災会議の議事㐠Ⴀに関しᚲ要࡞事項は、会長が防災会議

にはかつて定める。 

๎ 

この条例は、昭和38年４月１日から施行する。 

๎（昭和38年９月28日条例第26号） 

この条例は、公ᕸの日から施行する。 

๎（昭和44年７月１日条例第20号） 

この条例は、公ᕸの日から施行する。 

㝃๎（昭和50年４月１日条例第24号） 

この条例は、公ᕸの日から施行する。 

㝃๎（昭和62年10月１日条例第27号） 

この条例は、公ᕸの日から施行する。 

㝃๎（昭和63年４月１日条例第６号） 

この条例は、公ᕸの日から施行する。 

㝃๎（平成10年３月31日条例第13号） 

この条例は、平成10年４月１日から施行する。 

㝃๎（平成12年３月31日条例第４号）ᢒ 

（施行ᮇ日） 

第１条 この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

㝃๎（平成24年12月５日条例第43号） 

この条例は、公ᕸの日から施行する。 
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65．中央区防災会議㐠Ⴀつ⛬ (本文７頁) 
 

（㊃᪨） 

第１条 この規⛬は、中央区防災会議条例（昭和38年４月東京都中央区条例第13号）第６条の規

定に基づき中央区防災会議（以下「防災会議」という。）の議事そのの㐠Ⴀに関し、ᚲ要࡞

事項を定めるものとする。 

（ᣍ㞟） 

第２条 会議はᚲ要に応じ会長がᣍ㞟する。 

２ 委員は、ᚲ要があるとㄆめるときは、会議に議すべき事項及び理⏤をして、会長に会議

にᣍ㞟をồめることができる。 

３ 会議をᣍ㞟するときは、会議の日、ሙ所及び議㢟を定め、関係の委員に㏻知しࡅ࡞れ࡞ࡤ

ら࡞い。 

４ 前項の㏻知をཷࡓࡅ委員が事故のࡓめฟᖍでき࡞いときは、代理者をฟᖍさࡏることができ

る。 

５ 前項の代理者は、委員を⿵బする職にある者とする。 

（議事ᡭ⥆） 

第３条 会議の議事は、会長がᐓする。 

２ 会議の議事は、ฟᖍ委員の㐣༙ᩘでこれをỴし、ྍྰྠᩘのときは、会長のỴするとこࢁに

よる。 

３ 会長は、ᚲ要があるとㄆめるときは、関係者のฟᖍをồめ、その意見をきくことができる。 

（会議の公㛤） 

第㸲条 会議は公㛤とする。ࡔࡓし、会議のỴ定により㠀公㛤とすることができる。 

（会議のグ㘓） 

第㸳条 会長は、議事㘓を作成して࠾かࡅ࡞れ࡞ࡤら࡞い。 

２ 議事㘓には、次の事項をグ㍕しࡅ࡞れ࡞ࡤら࡞い。 

１ 会議の日及びሙ所 

２ ฟᖍしࡓ委員の職名及びẶ名 

３ 議事の௳名及びᴫ要୪びに議Ỵ事項 

４ そのᚲ要とㄆめる事項 

（委任） 

第㸴条 会議は、その所掌に属する事務の一部を会長に委任することができる。 

２ 会長は委任をཷࡓࡅ事務をฎ理しࡓときは、会議にሗ࿌しࡅ࡞れ࡞ࡤら࡞い。 

（ᑓ㛛委員） 

第７条 ᑓ㛛委員は、ㄪᰝの⤖ᯝをሗ࿌するࡓめ会議にฟᖍすることができる。 

   㝃๎ 

 この規⛬は、昭和38年９月10日から施行する。 

   㝃๎ 

 この規⛬は、平成10年４月１日から㐺⏝する。 

  㝃๎ 

 この規⛬は、平成18年６月12日から㐺⏝する。 
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66．中央区防災会議ጤဨ➼タ⨨せ⥘ (本文７頁) 
 
                                                                     昭和56年５月26日 

                                                                   56中総総Ⓨ第230号 

 
 （委員） 

第１条 中央区防災会議条例（昭和38年３月中央区条例第13号。以下「条例」という。）第３条

第５項第１号の区議会議員のうちから区長が任命する者は、次に掲げる者とする。 

  一 議長 

   画総務委員会委員長 

  ୕ 防災➼Ᏻ対策≉ู委員会委員長 

２ 条例第３条第５項第２号の区長がその部内の職員のうちから指名する者は、次に掲げる者と

する。 

  一 区長 

   ྛ部長 

 ୕ 総務部防災༴機⟶理ᐊ長 

  ᅄ ⚟♴ಖ部㧗㱋者施策推進ᐊ長 

  中央区ಖ所長 

 භ 都ᕷᩚ備部都ᕷάᛶࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ推進ᐊ長 

３ 条例第３条第５項第４号の東京都知事の部内の職員のうちから区長が任命する者は、次に掲

げる者とする。 

 一 ᘓタ局第一ᘓタ事務所長 

  東京 ᘓタ事務所長 

 ୕ ㏻局㤿႞㥐務⟶区⟶区長 

 ᅄ Ỉ㐨局中央ᨭ所長 

  下Ỉ㐨局中部下Ỉ㐨事務所長 

４ 条例第３条第５項第５号の警視庁の警察官のうちから区長が任命する者は、次に掲げる者と

する。 

 一 警視庁第一方㠃本部長 

  ⟶内警察⨫長及び東京‴ᓊ警察⨫長 

５  条例第３条第５項第６号の東京消防庁の消防吏員のうちから区長が任命する者は、次に掲げ

る者とする。 

  一 東京消防庁第一消防方㠃本部長 

   ⟶内消防⨫長 

６ 条例第３条第５項第８号の中央区（以下「区」という。）を警備区域とする陸上自衛隊の隊

員のうちから区長が任命する者は、第１ᖌ団第１ᬑ㏻⛉㐃隊第１中隊長とする。 

７ 条例第３条第５項第９号の指定地方行政機関の職員のうちから区長が任命する者は、ᾏ上ಖ

Ᏻ庁東京ᾏ上ಖᏳ部次長とする。 

８ 条例第３条第５項第10号の指定公共機関又は指定地方公共機関の役員若しくは職員のうち

から区長が任命する者は、次に掲げる者とする。 

  一 日本㒑౽ᰴᘧ会♫ᬕᾏ㒑౽局長 

   日本㒑౽ᰴᘧ会♫日本ᶫ㒑౽局長 

 ୕ 日本㒑౽ᰴᘧ会♫㖟ᗙ㒑౽局長 

 ᅄ 東日本㟁ಙ㟁ヰᰴᘧ会♫東京事ᴗ部東京༡ᨭᗑ長 

  㤳都㧗㏿㐨㊰ᰴᘧ会♫東京す局局長 

 භ 東日本᪑ᐈ㕲㐨ᰴᘧ会♫㤳都ᅪ本部ᚚⲔࣀỈႠᴗ⤫ᣓ࣮ࢱࣥࢭ所長（⚄⏣㥐長） 

  東京ࢫ࢞ᰴᘧ会♫東京中ᨭᗑᨭᗑ長 

 ඵ 東京㟁ຊࢻࢵࣜࢢ࣮࣡ࣃᰴᘧ会♫㖟ᗙᨭ♫長 

  公┈♫団法ே中央区་ᖌ会長 

༑ 公┈♫団法ே日本ᶫ་ᖌ会長 

 ༑一 一⯡♫団法ே東京都中央区京ᶫṑ⛉་ᖌ会長 
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 ༑ 公┈♫団法ே࠾Ụᡞ日本ᶫṑ⛉་ᖌ会長 

 ༑୕ 一⯡♫団法ே京ᶫ⸆ᖌ会長 

 ༑ᅄ 一⯡♫団法ே日本ᶫ⸆ᖌ会理事 

  ༑ 東京地下㕲ᰴᘧ会♫㖟ᗙ㥐務⟶区長 

９ 条例第３条第５項第11号の自防災組織をᵓ成する者又はᏛ㆑⤒㦂のある者のうちから区

長が任命する者は、次に掲げる者とする。 

 一 京ᶫ地域⏫会㐃ྜ会会長 

    日本ᶫ地域⏫会㐃ྜ会会長 

  ୕ 月ᓥ地域⏫会㐃ྜ会会長 

 ᅄ 京ᶫ防ⅆዪᛶの会会長 

  日本ᶫ防ⅆ防災ዪᛶの会会長 

 භ ⮫ 防ⅆ防災ዪᛶの会会長 

10 条例第３条第５項第12号の区長がᚲ要とㄆめる者は、♫会⚟♴法ே中央区♫会⚟♴༠議会ᖖ

務理事とする。 

 （ᖿ事） 

第２条 条例第５条第２項の規定により、委員の属する機関の職員のうちから、区長が任命する

者は、次に掲げる者とする。 

  一 ྛ部ᗢ務ᢸᙜㄢ長 

   画部ᗈሗㄢ長 

  ୕ 総務部防災༴機⟶理ㄢ長 

  ᅄ 総務部地域防災ᢸᙜㄢ長 

   総務部ཧ事（防災計画➼・≉命ᢸᙜ） 

 භ 総務部ཧ事（⏕άᏳ・≉命ᢸᙜ） 

  ⚟♴ಖ部⏕ά衛⏕ㄢ長 

 ඵ ⎔ቃᅵᮌ部㐨㊰ㄢ長 

  中央Ύᤲ事務所長 

  ༑ 教育委員会事務局ᗢ務ㄢ長 

  ༑一 ᘓタ局第一ᘓタ事務所ᕤ事ㄢ長 

 ༑ 東京 ᘓタ事務所所長ව㧗₻対策࣮ࢱࣥࢭ所長 

  ༑୕ ㏻局㤿႞㥐務⟶区⟶区長 

  ༑ᅄ Ỉ㐨局༓代⏣Ⴀᴗ所長 

 ༑ 下Ỉ㐨局中部下Ỉ㐨事務所࠾ᐈさࢫࣅ࣮ࢧࡲㄢ長 

 ༑භ 警視庁第一方㠃本部警備ᢸᙜ⟶理官 

  ༑ ⟶内警察⨫警備ㄢ長及び東京‴ᓊ警察⨫警備ㄢ長 

  ༑ඵ 東京消防庁第一消防本部指隊長 

  ༑  ⟶内消防⨫警防ㄢ長 

  ༑ 陸上自衛隊第１ᖌ団第１ᬑ㏻⛉㐃隊第１中隊対ᡓ㌴ᑠ隊長 

  ༑一 ᾏ上ಖᏳ庁東京ᾏ上ಖᏳ部警備ᩆ㞴ㄢ長 

  ༑ 日本㒑౽ᰴᘧ会♫ᬕᾏ㒑౽局総務部長 

 ༑୕ 東日本㟁ಙ㟁ヰᰴᘧ会♫東京事ᴗ部東京༡ᨭᗑタ備部長 

  ༑ᅄ 㤳都㧗㏿㐨㊰ᰴᘧ会♫東京す局ಖ⟶理ㄢᢸᙜㄢ長 

  ༑ 東日本᪑ᐈ㕲㐨ᰴᘧ会♫㤳都ᅪ本部ᚚⲔࣀỈႠᴗ⤫ᣓ࣮ࢱࣥࢭ所長（⚄⏣㥐長） 

  ༑භ 東京ࢫ࢞ᰴᘧ会♫東京中ᨭᗑ地域ᗈሗᢸᙜㄢ長 

  ༑ 東京㟁ຊࢻࢵࣜࢢ࣮࣡ࣃᰴᘧ会♫㖟ᗙᨭ♫地域΅እᢸᙜ 

༑ඵ 公┈♫団法ே中央区་ᖌ会会長 

  ༑ 公┈♫団法ே日本ᶫ་ᖌ会会長 

୕༑ 一⯡♫団法ே東京都中央区京ᶫṑ⛉་ᖌ会会長 

  ୕༑一 公┈♫団法ே࠾Ụᡞ日本ᶫṑ⛉་ᖌ会理事 

 ୕༑ 一⯡♫団法ே京ᶫ⸆ᖌ会理事 

  ୕༑୕ 一⯡♫団法ே日本ᶫ⸆ᖌ会会長 

  ୕༑ᅄ 東京地下㕲ᰴᘧ会♫東㖟ᗙ地域㤳ᖍຓ役 

 （Ⓨ令） 
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66．中央区防災会議ጤဨ➼タ⨨せ⥘ (本文７頁) 
 
                                                                     昭和56年５月26日 

                                                                   56中総総Ⓨ第230号 

 
 （委員） 

第１条 中央区防災会議条例（昭和38年３月中央区条例第13号。以下「条例」という。）第３条

第５項第１号の区議会議員のうちから区長が任命する者は、次に掲げる者とする。 

  一 議長 

   画総務委員会委員長 

  ୕ 防災➼Ᏻ対策≉ู委員会委員長 

２ 条例第３条第５項第２号の区長がその部内の職員のうちから指名する者は、次に掲げる者と

する。 

  一 区長 

   ྛ部長 

 ୕ 総務部防災༴機⟶理ᐊ長 

  ᅄ ⚟♴ಖ部㧗㱋者施策推進ᐊ長 

  中央区ಖ所長 

 භ 都ᕷᩚ備部都ᕷάᛶࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ推進ᐊ長 

３ 条例第３条第５項第４号の東京都知事の部内の職員のうちから区長が任命する者は、次に掲

げる者とする。 

 一 ᘓタ局第一ᘓタ事務所長 

  東京 ᘓタ事務所長 

 ୕ ㏻局㤿႞㥐務⟶区⟶区長 

 ᅄ Ỉ㐨局中央ᨭ所長 

  下Ỉ㐨局中部下Ỉ㐨事務所長 

４ 条例第３条第５項第５号の警視庁の警察官のうちから区長が任命する者は、次に掲げる者と

する。 

 一 警視庁第一方㠃本部長 

  ⟶内警察⨫長及び東京‴ᓊ警察⨫長 

５  条例第３条第５項第６号の東京消防庁の消防吏員のうちから区長が任命する者は、次に掲げ

る者とする。 

  一 東京消防庁第一消防方㠃本部長 

   ⟶内消防⨫長 

６ 条例第３条第５項第８号の中央区（以下「区」という。）を警備区域とする陸上自衛隊の隊

員のうちから区長が任命する者は、第１ᖌ団第１ᬑ㏻⛉㐃隊第１中隊長とする。 

７ 条例第３条第５項第９号の指定地方行政機関の職員のうちから区長が任命する者は、ᾏ上ಖ

Ᏻ庁東京ᾏ上ಖᏳ部次長とする。 

８ 条例第３条第５項第10号の指定公共機関又は指定地方公共機関の役員若しくは職員のうち

から区長が任命する者は、次に掲げる者とする。 

  一 日本㒑౽ᰴᘧ会♫ᬕᾏ㒑౽局長 

   日本㒑౽ᰴᘧ会♫日本ᶫ㒑౽局長 

 ୕ 日本㒑౽ᰴᘧ会♫㖟ᗙ㒑౽局長 

 ᅄ 東日本㟁ಙ㟁ヰᰴᘧ会♫東京事ᴗ部東京༡ᨭᗑ長 

  㤳都㧗㏿㐨㊰ᰴᘧ会♫東京す局局長 

 භ 東日本᪑ᐈ㕲㐨ᰴᘧ会♫㤳都ᅪ本部ᚚⲔࣀỈႠᴗ⤫ᣓ࣮ࢱࣥࢭ所長（⚄⏣㥐長） 

  東京ࢫ࢞ᰴᘧ会♫東京中ᨭᗑᨭᗑ長 

 ඵ 東京㟁ຊࢻࢵࣜࢢ࣮࣡ࣃᰴᘧ会♫㖟ᗙᨭ♫長 

  公┈♫団法ே中央区་ᖌ会長 

༑ 公┈♫団法ே日本ᶫ་ᖌ会長 

 ༑一 一⯡♫団法ே東京都中央区京ᶫṑ⛉་ᖌ会長 
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 ༑二 公┈♫団ἲ人࠾江ᡞ᪥本橋ṑ⛉་ᖌ会㛗 

 ༑三 一⯡♫団ἲ人ி橋⸆ᖌ会㛗 

 ༑四 一⯡♫団ἲ人᪥本橋⸆ᖌ会理 

  ༑ 東ி地ୗ㕲ᰴᘧ会♫㖟ᗙ㥐ົ管区㛗 

㸷 ᮲➨３᮲➨５㡯➨11号の自防災組織ࢆᵓᡂࡿࡍ⪅ཪࡣᏛ㆑⤒㦂のࡿ࠶⪅のࡽࡕ࠺区

㛗ࡀ௵ࠊࡣ⪅ࡿࡍ次ᥖࠋࡿࡍ⪅ࡿࡆ 

 一 ி橋地ᇦ町会連合会会㛗 

  二  ᪥本橋地ᇦ町会連合会会㛗 

  三 月島地ᇦ町会連合会会㛗 

 四 ி橋防ⅆዪᛶの会会㛗 

  ᪥本橋防ⅆ防災ዪᛶの会会㛗 

 六 ⮫ 防ⅆ防災ዪᛶの会会㛗 

10 ᮲➨３᮲➨５㡯➨12号の区㛗ࡀᚲせㄆࠊࡣ⪅ࡿࡵ♫会福♴ἲ人中ኸ区♫会福♴協議会ᖖ

ົ理ࠋࡿࡍ 

 㸦ᖿ㸧 

➨２᮲ ᮲➨５᮲➨２㡯のつᐃࠊࡾࡼጤဨのᒓࡿࡍᶵ㛵の⫋ဨのࠊࡽࡕ࠺区㛗ࡀ௵ࡿࡍ

 ࠋࡿࡍ⪅ࡿࡆᥖ次ࠊࡣ⪅

  一 ྛ部ᗢົᢸᙜㄢ㛗 

  二 ⏬部ᗈሗㄢ㛗 

  三 ⥲ົ部防災༴ᶵ管理ㄢ㛗 

  四 ⥲ົ部地ᇦ防災ᢸᙜㄢ㛗 

   ⥲ົ部ཧ㸦防災ィ⏬➼・≉ᢸᙜ㸧 

 六 ⥲ົ部ཧ㸦生ά安・≉ᢸᙜ㸧 

  福♴保部生ά⾨生ㄢ㛗 

 ඵ ⎔ቃᅵ木部道㊰ㄢ㛗 

  中ኸ清ᤲົᡤ㛗 

  ༑ ᩍ⫱ጤဨ会ົᒁᗢົㄢ㛗 

  ༑一 ᘓタᒁ➨一ᘓタົᡤᕤㄢ㛗 

 ༑二 東ி ᘓタົᡤᡤ㛗ව高₻ᑐ⟇ࢭンターᡤ㛗 

  ༑三 ㏻ᒁ㤿႞㥐ົ管区管区㛗 

  ༑四 水道ᒁ༓௦田営ᴗᡤ㛗 

 ༑ ୗ水道ᒁ中部ୗ水道ົᡤ࠾ᐈࢧࡲࡉービスㄢ㛗 

 ༑六 ㆙どᗇ➨一᪉㠃本部㆙ഛᢸᙜ管理ᐁ 

  ༑ 管内㆙ᐹ⨫㆙ഛㄢ㛗ཬࡧ東ி‴ᓊ㆙ᐹ⨫㆙ഛㄢ㛗 

  ༑ඵ 東ிᾘ防ᗇ➨一ᾘ防᪉㠃本部ᣦ㝲㛗 

  ༑  管内ᾘ防⨫㆙防ㄢ㛗 

  二༑ 㝣上自⾨㝲➨１ᖌ団➨１ᬑ㏻⛉連㝲➨１中㝲ᑐᡓ㌴小㝲㛗 

  二༑一 海上保安ᗇ東ி海上保安部㆙ഛᩆ㞴ㄢ㛗 

  二༑二 ᪥本㒑౽ᰴᘧ会♫晴海㒑౽ᒁ⥲ົ部㛗 

 二༑三 東᪥本㟁信㟁ヰᰴᘧ会♫東ிᴗ部東ி༡ᨭᗑタഛ部㛗 

  二༑四 㤳都高㏿道㊰ᰴᘧ会♫東ி西ᒁ保管理ㄢᢸᙜㄢ㛗 

  二༑ 東᪥本᪑ᐈ㕲道ᰴᘧ会♫㤳都ᅪ本部ᚚⲔノ水営ᴗ⤫ᣓࢭンターᡤ㛗㸦⚄田㥐㛗㸧 

  二༑六 東ிガスᰴᘧ会♫東ி中ᨭᗑ地ᇦᗈሗᢸᙜㄢ㛗 

  二༑ 東ி㟁力パワーࢢリࢻࢵᰴᘧ会♫㖟ᗙᨭ♫地ᇦ΅እᢸᙜ 

二༑ඵ 公┈♫団ἲ人中ኸ区་ᖌ会会㛗 

  二༑ 公┈♫団ἲ人᪥本橋་ᖌ会会㛗 

三༑ 一⯡♫団ἲ人東ி都中ኸ区ி橋ṑ⛉་ᖌ会会㛗 

  三༑一 公┈♫団ἲ人࠾江ᡞ᪥本橋ṑ⛉་ᖌ会理 

 三༑二 一⯡♫団ἲ人ி橋⸆ᖌ会理 

  三༑三 一⯡♫団ἲ人᪥本橋⸆ᖌ会理 

  三༑四 東ி地ୗ㕲ᰴᘧ会♫㖟ᗙ㥐ົ管区東㖟ᗙ地ᇦ㤳ᖍຓᙺ 

 㸦Ⓨ௧㸧 
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第３条 Ⓨ令は、条例第３条第５項第１号から第３号ࡲでの規定による委員及び第５条第２項の

ᖿ事のうち、区の職員にあࡗてはูグ第１号ᵝᘧにより、それ以እの者にあࡗてはูグ第２号

ᵝᘧにより行う。 

㝃 ๎（昭和57年７月16日57中総総Ⓨ第275号） 

この要⥘は、昭和57年７月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（昭和58年４月18日58中総自Ⓨ第２号） 

この要⥘は、昭和58年４月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（昭和60年４月６日60中総自Ⓨ第33号） 

この要⥘は、昭和60年４月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（昭和62年７月29日62中総自Ⓨ第90号） 

この要⥘は、昭和62年８月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（昭和63年４月30日63中総自第1065号） 

この要⥘は、昭和63年５月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成ඖ年４月１日ඖ中総防第７号） 

この要⥘は、平成ඖ年４月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成ඖ年７月19日ඖ中総防第292号） 

この要⥘は、平成ඖ年７月24日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成ඖ年12月12日ඖ中総防第408号） 

この要⥘は、平成ඖ年12月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成２年４月９日２中地防第１号） 

この要⥘は、平成２年４月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成２年６月25日２中地防第340号） 

この要⥘は、平成２年６月25日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成２年８月24日２中地防第395号） 

この要⥘は、平成２年９月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成２年12月26日２中地防第526号） 

この要⥘は、平成２年12月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成３年７月10日３中地防第130号） 

この要⥘は、平成３年７月10から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成４年４月９日４中地防第３号） 

この要⥘は、平成４年４月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成４年12月25日４中地防第259号） 

この要⥘は、平成５年１月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成６年４月12日６中地防第７号） 

この要⥘は、平成６年４月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成６年６月30日６中地防第113号） 

この要⥘は、平成６年７月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成６年12月20日６中地防第249号） 

この要⥘は、平成６年12月12日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成７年４月11日７中地防第５号） 

この要⥘は、平成６年７月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成７年５月22日７中地防第62号） 

この要⥘は、平成７年４月２日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成８年３月25日７中地防第465号） 

この要⥘は、平成８年３月15日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成８年４月１日８中地防第３号） 

この要⥘は、平成８年４月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成９年４月１日８中地防第453号） 

この要⥘は、平成９年４月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成９年12月12日９中地防第280号） 

この要⥘は、平成10年１月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成10年４月１日10中地防第１号） 
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この要⥘は、平成10年４月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成10年４月１日10中地防第43号） 

この要⥘は、平成10年４月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成10年６月12日10中地防第84号） 

この要⥘は、平成10年６月12日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成10年10月30日10中地防第195号） 

この要⥘は、平成10年10月30日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成10年12月１日10中地防第210号） 

この要⥘は、平成10年12月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成11年３月29日10中地⟶第585号） 

この要⥘は、平成11年４月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成11年６月１日11中区防第64号） 

この要⥘は、平成11年６月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成11年８月１日11中区防第116号） 

この要⥘は、平成11年８月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成12年４月１日11中総総第1201号「中央区要⥘➼の㢟名➼を⤫一する要⥘」） 

１ この要⥘は、平成12年４月１日から施行する。 

２ この要⥘の施行の㝿、この要⥘による改正前の要⥘➼（以下「改正前の要⥘➼という。」）

の規定によるⓏ㘓ド、⏝ๆ、チྍ᭩そのこれらに㢮するもので、⌧にຠຊ᭷するものは、

この要⥘による改正ᚋの要⥘➼の規定によるものと࡞ࡳす。 

３ この要⥘の施行の㝿、改正前の要⥘➼の規定により作成しࡓᵝᘧで、⌧にṧᏑするものは、

 。⏝することができる、࠾࡞ 

      㝃 ๎（平成12年４月１日12中区防第６号） 

 この要⥘は、平成12年４月１日から施行する。 

      㝃 ๎（平成13年４月１日13中区防第４号） 

 この要⥘は、平成13年４月１日から施行する。 

      㝃 ๎（平成14年６月１日14中区防第45号） 

 この要⥘は、平成14年６月１日から施行する。 

      㝃 ๎（平成15年６月16日15中区防第66号） 

 この要⥘は、平成15年５月20日から施行する。 

      㝃 ๎（平成17年７月６日17中区防第45,46,51号）  

 この要⥘は、平成17年６月１日から施行する。 

      㝃 ๎（平成18年４月１日18中区防第35号）  

 この要⥘は、平成18年４月１日から施行する。 

      㝃 ๎（平成18年５月31日18中区防第48号）  

 この要⥘は、平成18年６月１日から施行する。 

   㝃 ๎（平成19年３月30日18中区防第219号） 

１ この要⥘は、平成19年４月１日から施行する。 

２  この要⥘の施行の㝿⌧にᅾ職するධ役のᅾ職中に限り、この要⥘による改正ᚋの中央区防

災会議委員➼タ⨨要⥘第１の２の規定は㐺⏝ࡎࡏ、この要⥘による改正前の中央区防災会議委

員➼タ⨨要⥘（以下「ᪧ要⥘」という。）第１の２の規定は、࠾࡞、そのຠຊを᭷する。この

ሙྜに࠾いて、ᪧ要⥘第１の２の一中「ຓ役」とあるのは「区長」とする。 

      㝃 ๎（平成19年10月１日19中区防第123号）  

 この要⥘は、平成19年10月１日から施行する。 

      㝃 ๎（平成20年３月31日19中区防第219号）  

 この要⥘は、平成20年４月１日から施行する。 

      㝃 ๎（平成20年７月15日20中区防第131号）  

 この要⥘は、平成20年７月16日から施行する。 

      㝃 ๎（平成21年３月31日20中区防第283号）  

 この要⥘は、平成21年４月１日から施行する。 

      㝃 ๎（平成22年３月22日21中総防第296号）  

 この要⥘は、平成22年３月23日から施行する。 
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第３条 Ⓨ令は、条例第３条第５項第１号から第３号ࡲでの規定による委員及び第５条第２項の

ᖿ事のうち、区の職員にあࡗてはูグ第１号ᵝᘧにより、それ以እの者にあࡗてはูグ第２号

ᵝᘧにより行う。 

㝃 ๎（昭和57年７月16日57中総総Ⓨ第275号） 

この要⥘は、昭和57年７月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（昭和58年４月18日58中総自Ⓨ第２号） 

この要⥘は、昭和58年４月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（昭和60年４月６日60中総自Ⓨ第33号） 

この要⥘は、昭和60年４月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（昭和62年７月29日62中総自Ⓨ第90号） 

この要⥘は、昭和62年８月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（昭和63年４月30日63中総自第1065号） 

この要⥘は、昭和63年５月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成ඖ年４月１日ඖ中総防第７号） 

この要⥘は、平成ඖ年４月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成ඖ年７月19日ඖ中総防第292号） 

この要⥘は、平成ඖ年７月24日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成ඖ年12月12日ඖ中総防第408号） 

この要⥘は、平成ඖ年12月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成２年４月９日２中地防第１号） 

この要⥘は、平成２年４月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成２年６月25日２中地防第340号） 

この要⥘は、平成２年６月25日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成２年８月24日２中地防第395号） 

この要⥘は、平成２年９月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成２年12月26日２中地防第526号） 

この要⥘は、平成２年12月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成３年７月10日３中地防第130号） 

この要⥘は、平成３年７月10から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成４年４月９日４中地防第３号） 

この要⥘は、平成４年４月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成４年12月25日４中地防第259号） 

この要⥘は、平成５年１月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成６年４月12日６中地防第７号） 

この要⥘は、平成６年４月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成６年６月30日６中地防第113号） 

この要⥘は、平成６年７月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成６年12月20日６中地防第249号） 

この要⥘は、平成６年12月12日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成７年４月11日７中地防第５号） 

この要⥘は、平成６年７月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成７年５月22日７中地防第62号） 

この要⥘は、平成７年４月２日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成８年３月25日７中地防第465号） 

この要⥘は、平成８年３月15日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成８年４月１日８中地防第３号） 

この要⥘は、平成８年４月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成９年４月１日８中地防第453号） 

この要⥘は、平成９年４月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成９年12月12日９中地防第280号） 

この要⥘は、平成10年１月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成10年４月１日10中地防第１号） 
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この要⥘は、平成10年４月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成10年４月１日10中地防第43号） 

この要⥘は、平成10年４月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成10年６月12日10中地防第84号） 

この要⥘は、平成10年６月12日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成10年10月30日10中地防第195号） 

この要⥘は、平成10年10月30日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成10年12月１日10中地防第210号） 

この要⥘は、平成10年12月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成11年３月29日10中地⟶第585号） 

この要⥘は、平成11年４月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成11年６月１日11中区防第64号） 

この要⥘は、平成11年６月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成11年８月１日11中区防第116号） 

この要⥘は、平成11年８月１日から㐺⏝する。 

㝃 ๎（平成12年４月１日11中総総第1201号「中央区要⥘➼の㢟名➼を⤫一する要⥘」） 

１ この要⥘は、平成12年４月１日から施行する。 

２ この要⥘の施行の㝿、この要⥘による改正前の要⥘➼（以下「改正前の要⥘➼という。」）

の規定によるⓏ㘓ド、⏝ๆ、チྍ᭩そのこれらに㢮するもので、⌧にຠຊ᭷するものは、

この要⥘による改正ᚋの要⥘➼の規定によるものと࡞ࡳす。 

３ この要⥘の施行の㝿、改正前の要⥘➼の規定により作成しࡓᵝᘧで、⌧にṧᏑするものは、

 。⏝することができる、࠾࡞ 

      㝃 ๎（平成12年４月１日12中区防第６号） 

 この要⥘は、平成12年４月１日から施行する。 

      㝃 ๎（平成13年４月１日13中区防第４号） 

 この要⥘は、平成13年４月１日から施行する。 

      㝃 ๎（平成14年６月１日14中区防第45号） 

 この要⥘は、平成14年６月１日から施行する。 

      㝃 ๎（平成15年６月16日15中区防第66号） 

 この要⥘は、平成15年５月20日から施行する。 

      㝃 ๎（平成17年７月６日17中区防第45,46,51号）  

 この要⥘は、平成17年６月１日から施行する。 

      㝃 ๎（平成18年４月１日18中区防第35号）  

 この要⥘は、平成18年４月１日から施行する。 

      㝃 ๎（平成18年５月31日18中区防第48号）  

 この要⥘は、平成18年６月１日から施行する。 

   㝃 ๎（平成19年３月30日18中区防第219号） 

１ この要⥘は、平成19年４月１日から施行する。 

２  この要⥘の施行の㝿⌧にᅾ職するධ役のᅾ職中に限り、この要⥘による改正ᚋの中央区防

災会議委員➼タ⨨要⥘第１の２の規定は㐺⏝ࡎࡏ、この要⥘による改正前の中央区防災会議委

員➼タ⨨要⥘（以下「ᪧ要⥘」という。）第１の２の規定は、࠾࡞、そのຠຊを᭷する。この

ሙྜに࠾いて、ᪧ要⥘第１の２の一中「ຓ役」とあるのは「区長」とする。 

      㝃 ๎（平成19年10月１日19中区防第123号）  

 この要⥘は、平成19年10月１日から施行する。 

      㝃 ๎（平成20年３月31日19中区防第219号）  

 この要⥘は、平成20年４月１日から施行する。 

      㝃 ๎（平成20年７月15日20中区防第131号）  

 この要⥘は、平成20年７月16日から施行する。 

      㝃 ๎（平成21年３月31日20中区防第283号）  

 この要⥘は、平成21年４月１日から施行する。 

      㝃 ๎（平成22年３月22日21中総防第296号）  

 この要⥘は、平成22年３月23日から施行する。 
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      㝃 ๎（平成22年６月30日22中総防第332号）  

 この要⥘は、平成22年７月１日から施行する。 

      㝃 ๎（平成23年３月28日22中総防第367号）  

 この要⥘は、平成23年４月１日から施行する。 

      㝃 ๎（平成23年７月29日23中総防第175号）  

 この要⥘は、平成23年８月１日から施行する。 

      㝃 ๎（平成24年３月31日23中総防第457号）  

 この要⥘は、平成24年４月１日から施行する。 

      㝃 ๎（平成24年３月31日23中総防第463号）  

 この要⥘は、平成24年４月１日から施行する。 

    㝃 ๎（平成24年４月１日24中総防第177号）  

 この要⥘は、平成24年４月１日から施行する。 

    㝃 ๎（平成24年４月30日24中総防第181号）  

 この要⥘は、平成24年５月１日から施行する。 

      㝃 ๎（平成24年５月31日24中総防第143号）  

 この要⥘は、平成24年６月１日から施行する。 

      㝃 ๎（平成24年６月29日24中総防第175号）  

 この要⥘は、平成24年７月１日から施行する。 

      㝃 ๎（平成24年８月31日24中総防第352号）  

 この要⥘は、平成24年９月１日から施行する。 

     㝃 ๎（平成24年９月28日24中総防第353号）  

 この要⥘は、平成24年10月１日から施行する。 

㝃 ๎（平成24年12月４日24中総防第372号） 

 この要⥘は、平成24年12月５日から施行する。 

㝃 ๎（平成25年４月１日25中総防第84号） 

 この要⥘は、平成25年４月１日から施行する。 

   㝃 ๎（平成26年７月１日26中総༴第77号） 

 この要⥘は、平成26年７月１日から施行する。 

   㝃 ๎（平成26年７月16日26中総༴第189号） 

 この要⥘は、平成26年７月16日から施行する。 

   㝃 ๎（平成27年４月１日27中総༴第９号） 

 この要⥘は、平成27年４月１日から施行する。 

   㝃 ๎（平成28年４月１日28中総༴第25号） 

 この要⥘は、平成28年４月１日から施行する。 

   㝃 ๎（平成29年４月１日29中総༴第60号） 

 この要⥘は、平成29年４月１日から施行する。 

   㝃 ๎（令和２年４月１日２中総༴第24号） 

 この要⥘は、令和２年４月１日から施行する。 

㝃 ๎（令和２年５月29日２中総༴第60号） 

 この要⥘は、令和２年５月29日から施行する。 

㝃 ๎（令和３年２月15日２中総༴第286号） 

 この要⥘は、令和３年２月15日から施行する。 

㝃 ๎（令和３年４月１日３中総༴第32号） 

 この要⥘は、令和３年４月１日から施行する。 

㝃 ๎（令和４年４月１日４中総༴第67号） 

この要⥘は、令和４年４月１日から施行する。 

㝃 ๎（令和４年５月31日４中総༴第68号） 

この要⥘は、令和４年５月31日から施行する。 

㝃 ๎（令和５年３月１日４中総༴第282号） 

この要⥘は、令和５年３月１日から施行する。 

㝃 ๎（令和５年４月１日５中総防第46号） 

この要⥘は、令和５年４月１日から施行する。 
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㝃 ๎（令和５年５月26日５中総防第173号） 

この要⥘は、令和５年５月26日から施行する。 

㝃 ๎（令和５年７月１日５中総防第497号） 

この要⥘は、令和５年７月１日から施行する。 

㝃 ๎（令和５年10月１日５中総防第756号） 

この要⥘は、令和５年10月１日から施行する。 

㝃 ๎（令和６年１月29日５中総防第A65号） 

この要⥘は、令和６年１月29日から施行する。 
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      㝃 ๎（平成22年６月30日22中総防第332号）  

 この要⥘は、平成22年７月１日から施行する。 

      㝃 ๎（平成23年３月28日22中総防第367号）  

 この要⥘は、平成23年４月１日から施行する。 

      㝃 ๎（平成23年７月29日23中総防第175号）  

 この要⥘は、平成23年８月１日から施行する。 

      㝃 ๎（平成24年３月31日23中総防第457号）  

 この要⥘は、平成24年４月１日から施行する。 

      㝃 ๎（平成24年３月31日23中総防第463号）  

 この要⥘は、平成24年４月１日から施行する。 

    㝃 ๎（平成24年４月１日24中総防第177号）  

 この要⥘は、平成24年４月１日から施行する。 

    㝃 ๎（平成24年４月30日24中総防第181号）  

 この要⥘は、平成24年５月１日から施行する。 

      㝃 ๎（平成24年５月31日24中総防第143号）  

 この要⥘は、平成24年６月１日から施行する。 

      㝃 ๎（平成24年６月29日24中総防第175号）  

 この要⥘は、平成24年７月１日から施行する。 

      㝃 ๎（平成24年８月31日24中総防第352号）  

 この要⥘は、平成24年９月１日から施行する。 

     㝃 ๎（平成24年９月28日24中総防第353号）  

 この要⥘は、平成24年10月１日から施行する。 

㝃 ๎（平成24年12月４日24中総防第372号） 

 この要⥘は、平成24年12月５日から施行する。 

㝃 ๎（平成25年４月１日25中総防第84号） 

 この要⥘は、平成25年４月１日から施行する。 

   㝃 ๎（平成26年７月１日26中総༴第77号） 

 この要⥘は、平成26年７月１日から施行する。 

   㝃 ๎（平成26年７月16日26中総༴第189号） 

 この要⥘は、平成26年７月16日から施行する。 

   㝃 ๎（平成27年４月１日27中総༴第９号） 

 この要⥘は、平成27年４月１日から施行する。 

   㝃 ๎（平成28年４月１日28中総༴第25号） 

 この要⥘は、平成28年４月１日から施行する。 

   㝃 ๎（平成29年４月１日29中総༴第60号） 

 この要⥘は、平成29年４月１日から施行する。 

   㝃 ๎（令和２年４月１日２中総༴第24号） 

 この要⥘は、令和２年４月１日から施行する。 

㝃 ๎（令和２年５月29日２中総༴第60号） 

 この要⥘は、令和２年５月29日から施行する。 

㝃 ๎（令和３年２月15日２中総༴第286号） 

 この要⥘は、令和３年２月15日から施行する。 

㝃 ๎（令和３年４月１日３中総༴第32号） 

 この要⥘は、令和３年４月１日から施行する。 

㝃 ๎（令和４年４月１日４中総༴第67号） 

この要⥘は、令和４年４月１日から施行する。 

㝃 ๎（令和４年５月31日４中総༴第68号） 

この要⥘は、令和４年５月31日から施行する。 

㝃 ๎（令和５年３月１日４中総༴第282号） 

この要⥘は、令和５年３月１日から施行する。 

㝃 ๎（令和５年４月１日５中総防第46号） 

この要⥘は、令和５年４月１日から施行する。 
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㝃 則㸦௧和５ᖺ５月26᪥５中⥲防➨173号㸧 

 ࠋࡿࡍ行ࡽ௧和５ᖺ５月26᪥ࠊࡣ⥘のせࡇ

㝃 則㸦௧和５ᖺ㸵月１᪥５中⥲防➨497号㸧 

 ࠋࡿࡍ行ࡽ௧和５ᖺ㸵月１᪥ࠊࡣ⥘のせࡇ

㝃 則㸦௧和５ᖺ10月１᪥５中⥲防➨756号㸧 

 ࠋࡿࡍ行ࡽ௧和５ᖺ10月１᪥ࠊࡣ⥘のせࡇ

㝃 則㸦௧和㸴ᖺ１月29᪥５中⥲防➨$65号㸧 

 ࠋࡿࡍ行ࡽ௧和㸴ᖺ１月29᪥ࠊࡣ⥘のせࡇ

  㝃 則㸦௧和㸴ᖺ４月１᪥㸴中⥲防➨㸷号㸧 

 ࠋࡿࡍ行ࡽ௧和㸴ᖺ４月１᪥ࠊࡣ⥘のせࡇ
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��㸬୰ኸ༊㜵⅏㆟ጤဨྡ⡙（ᮏᩥ㸵㡫） 

 
㸦௧和㸴ᖺ４月１᪥⌧ᅾ㸧 

会    㛗 区㛗 

 

ጤ ဨ の 区 ศ ᙺ   ⫋   名 

議会の議ဨཬࡧ議会ᒁ㛗 区議会議㛗 

⏬⥲ົጤဨ会ጤဨ㛗 

防災➼安ᑐ⟇≉ูጤဨ会ጤဨ㛗 

議会ᒁ㛗 

東ி都▱の部内の⫋ဨ ᘓタᒁ➨一ᘓタົᡤ㛗 

 ‴ᒁ東ி ᘓタົᡤ㛗 

㏻ᒁ㤿႞㥐ົ管区管区㛗 

水道ᒁ中ኸᨭᡤ㛗 

ୗ水道ᒁ中部ୗ水道ົᡤ㛗 

㆙どᗇの㆙ᐹᐁ ➨一᪉㠃本部㛗 

中ኸ㆙ᐹ⨫㛗 

ஂ松㆙ᐹ⨫㛗 

⠏地㆙ᐹ⨫㛗 

月島㆙ᐹ⨫㛗 

東ி‴ᓊ㆙ᐹ⨫㛗 

東ிᾘ防ᗇのᾘ防ྣဨ ➨一ᾘ防᪉㠃本部㛗 

ி橋ᾘ防⨫㛗 

᪥本橋ᾘ防⨫㛗 

⮫ ᾘ防⨫㛗 

ᾘ防団㛗 ி橋ᾘ防団㛗 

᪥本橋ᾘ防団㛗 

⮫ ᾘ防団㛗 

㝣上自⾨㝲の㝲ဨ ➨１ᖌ団➨１ᬑ㏻⛉連㝲➨１中㝲㛗 

ᣦᐃ地᪉行政ᶵ㛵の⫋ဨ 海上保安ᗇ東ி海上保安部次㛗 
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委 員 の 区 分 役   職   名 

指定公共機関又は指定地方 

公共機関の役員若しくは職員 

日本郵便株式会社晴海郵便局長 

日本郵便株式会社日本橋郵便局長 

日本郵便株式会社銀座郵便局長 

東日本電信電話株式会社東京事業部東京南支店長 

首都高速道路株式会社東京西局副局長 

東日本旅客鉄道株式会社首都圏本部御茶ノ水営業統括センター副所長（神田駅長）  

東京地下鉄株式会社銀座駅務管区長 

東京ガス株式会社東京中支店支店長 

東京電力パワーグリッド株式会社銀座支社長 

公益社団法人中央区医師会長 

公益社団法人日本橋医師会長 

一般社団法人東京都中央区京橋歯科医師会長 

公益社団法人お江戸日本橋歯科医師会長 

一般社団法人京橋薬剤師会長 

一般社団法人日本橋薬剤師会理事 

自主防災組織を構成する者 京橋地域町会連合会会長 

日本橋地域町会連合会会長 

月島地域町会連合会会長 

京橋防火女性の会会長 

日本橋防火防災女性の会会長 

臨港防火防災女性の会会長 

社会福祉協議会の理事 中央区社会福祉協議会常務理事 

区長の部内の職員 副区長 

企画部長 

総務部長 

総務部防災危機管理室長 

区民部長 

福祉保健部長 

福祉保健部高齢者施策推進室長 

保健所長 

環境土木部長 

都市整備部長 

都市整備部都市活性プロジェクト推進室長 

区教育委員会の教育長 

及び事務局次長 

教育長 

教育委員会事務局次長 

（敬称略） 
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67．中央区防災会議委員名簿（本文７頁） 

 
（௧㸴ᖺ㸯月㸯日⌧ᅾ） 

会    長 区長 

 

委 員 の 区 分 役   職   名 

議会の議員及び議会局長 区議会議長 

企画総務委員会委員長 

防災➼Ᏻᑐ策≉ู委員会委員長 

議会局長 

東京都▱事の部内の職員 ᘓタ局➨一ᘓタ事務所長 

港‴局東京港ᘓタ事務所長 

㏻局㤿႞駅務管区管区長 

水道局中央支所長 

下水道局中部下水道事務所長 

㆙どᗇの㆙ᐹᐁ ➨一方㠃本部長 

中央㆙ᐹ⨫長 

ஂᯇ㆙ᐹ⨫長 

⠏地㆙ᐹ⨫長 

月島㆙ᐹ⨫長 

東京‴ᓊ㆙ᐹ⨫長 

東京ᾘ防ᗇのᾘ防ྣ員 ➨一ᾘ防方㠃本部長 

京橋ᾘ防⨫長 

日本橋ᾘ防⨫長 

臨港ᾘ防⨫長 

ᾘ防団長 京橋ᾘ防団長 

日本橋ᾘ防団長 

臨港ᾘ防団長 

㝣ୖ自⾨㝲の㝲員 ➨㸯師団➨㸯ᬑ㏻科連㝲➨㸯中㝲長 

指定地方⾜ᨻ機関の職員 海ୖ保Ᏻᗇ東京海ୖ保Ᏻ部次長 
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委 員 の 区 分 役   職   名 

指定公共機関又は指定地方 

公共機関の役員若しくは職員 

日本郵便株式会社晴海郵便局長 

日本郵便株式会社日本橋郵便局長 

日本郵便株式会社銀座郵便局長 

東日本電信電話株式会社東京事業部東京南支店長 

首都高速道路株式会社東京西局副局長 

東日本旅客鉄道株式会社首都圏本部御茶ノ水営業統括センター副所長（神田駅長）  

東京地下鉄株式会社銀座駅務管区長 

東京ガス株式会社東京中支店支店長 

東京電力パワーグリッド株式会社銀座支社長 

公益社団法人中央区医師会長 

公益社団法人日本橋医師会長 

一般社団法人東京都中央区京橋歯科医師会長 

公益社団法人お江戸日本橋歯科医師会長 

一般社団法人京橋薬剤師会長 

一般社団法人日本橋薬剤師会理事 

自主防災組織を構成する者 京橋地域町会連合会会長 

日本橋地域町会連合会会長 

月島地域町会連合会会長 

京橋防火女性の会会長 

日本橋防火防災女性の会会長 

臨港防火防災女性の会会長 

社会福祉協議会の理事 中央区社会福祉協議会常務理事 

区長の部内の職員 副区長 

企画部長 

総務部長 

総務部防災危機管理室長 

区民部長 

福祉保健部長 

福祉保健部高齢者施策推進室長 

保健所長 

環境土木部長 

都市整備部長 

都市整備部都市活性プロジェクト推進室長 

区教育委員会の教育長 

及び事務局次長 

教育長 

教育委員会事務局次長 

（敬称略） 
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68㸬୰ኸ༊㜵⅏༊Ẹ⤌⧊ࡢ⫱ᡂ㛵ࡿࡍせ⥘㸦ᮏᩥ48㡫㸧 

 
63年8᭶１᪥ 

63୰⥲自第1194号 

（目的） 

第㸯条 この要⥘は、୰ኸ区（以下「区」という。）における防災区民組織の結成及び⫱成୪び

にそ活動を助することにより、区の防災ᶵ⬟のᐇをᅗることを目的とする。 

（定⩏） 

第㸰条 この要⥘における防災区民組織とは、災ᐖ対⟇基ᮏἲ（36年ἲᚊ第223号）第５条

第２項及びᮾி㒔㟈災対⟇条（ᖹ成12年ᮾி㒔条第202号）第34条の規定に基࡙き㟈災か

らᆅᇦ♫会をᏲるために⏫会、自会等をẕ体として、次条に掲げる活動を行うものとして区

民が自的に結成したᅋ体をいう。 

（防災区民組織の活動事項） 

第㸱条 防災区民組織は、ᆅ㟈による⿕ᐖを㍍ῶし、又は防Ṇするため、ᖹᖖの予防活動及び

㟈災のᛂ急活動を行うものとする。 

一 ᖹᖖ 

 防災ព㆑のᬑ及及び㧗ᥭ 

ࣟ 出ⅆ防Ṇのᚭᗏ 

 ᮇᾘⅆ、ᛂ急救出救ㆤ、㑊㞴ㄏᑟ等のྛ✀カ⦎のᐇึ ࣁ

 防災資器材のഛ及びಖᏲ管理 ࢽ

ホ その他防災区民組織の目的を達成するために必要な事項 

二 㟈災 

 出ⅆ防Ṇ及びึᮇᾘⅆ活動 

ࣟ ሗ収㞟、ఏ達及びᗈሗ活動 

 ᛂ急救出救ㆤ活動 ࣁ

 㑊㞴活動 ࢽ

ホ ⛛ᗎ⥔ᣢに対する༠ຊ 

 き出しに対する༠ຊ⅕ ࣊

ト 救助≀資の㓄ศ 

（⫱成ᣦᑟᶵ㛵） 

第㸲条 防災区民組織の⫱成及びᣦᑟは、区が㆙ᐹ⨫及びᾘ防⨫の༠ຊをᚓて行う。 

（⫱成ᣦᑟの基ᮏ᪉㔪） 

第㸳条 防災区民組織の⫱成及びᣦᑟに当たっては、ᵓ成員の防災知㆑のྥ上及び防災ព㆑の㧗

ᥭをᅗり、もって防災区民組織のな活動に資することを基ᮏ᪉㔪とする。 

（組織結成のሗ࿌書） 

第㸴条 防災区民組織がこの要⥘の㐺用を受けようとするときは、その代表者は、別記第１号様

式によるሗ࿌書に次に掲げる書類を添えて区長に提出し、その認定を受けるものとする。 

一 防災区民組織役員名簿 

二 組織規⣙ 

三 防災計画 

四 前三号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

２ 防災区民組織の代表者は、当ヱ防災区民組織の代表者、組織規⣙又は防災計画にኚ᭦が⏕じ

た場合は、速やかに別記第２号様式によるሗ࿌書により、区長にሗ࿌するものとする。 

（組織結成のබ表） 

第㸵条 区長は、前条第１項の規定による認定を行ったときはその認定内容を、同条第２項の規

定によるሗ࿌を受けたときはそのሗ࿌内容を、㆙ᐹ⨫及びᾘ防⨫に㐃⤡するとともに、୰ኸ区

ᆅᇦ防災計画に掲㍕しබ表する。 
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（組織への助成） 

第８条 区長は、防災区民組織の活動の目的達成に寄与するため、防災区民組織に対し、次の助

成を行うことができる。 

一 防災資器材の供与 

二 結成費助成金の交付 

三 運営費助成金の交付 

四 自動体外式除細動器購入費助成金（以下「ＡＥＤ購入費助成金」という。）の交付 

２ 防災資器材の供与（医療救急箱及びトランジスタメガホンに係るものに限る。）及び結成費

助成金の交付は、別表に定める基準により第６条第1項の規定による認定後、速やかに行う。 

３ 防災資器材の供与（前項に掲げるものを除く。）は、別表に定める基準により、予算の範囲

内において行う。 

４ 前２項の基準による防災資器材のほか、区長は予算の範囲内において、防災活動に必要な資

器材を供与することができる。 

５ 区長は、認定した防災区民組織の第３条第１項に規定する活動に対し、毎年度予算の範囲内

において運営費助成金を交付する。 

６ 運営費助成金の交付は、別表に定める基準により１会計年度に１回行う。ただし、区長が特

に必要があると認める場合にはこの限りではない。 

７ 区長は、自動体外式除細動器（以下「ＡＥＤ」という。）を購入した防災区民組織に対し、

別表に定める基準により、予算の範囲内においてＡＥＤ購入費助成金を交付する。 

（交付の申請） 

第９条 防災資器材（前条第４項に規定する資器材を含む。以下同じ。）の供与を受けようとす

る防災区民組織の代表者は、別記第３号様式による申請書その他区長が必要と認める書類を区

長に提出しなければならない。 

２ 結成費助成金又は運営費助成金（以下「結成費助成金等」という。）の交付を受けようとす

る防災区民組織の代表者は、別記第４号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて区長に提

出しなければならない。 

一 事業計画書 

二 収支予算書 

三 防災区民組織役員名簿 

四 その他区長が必要と認める書類 

３ ＡＥＤ購入費助成金の交付を受けようとする防災区民組織の代表者は、別記第５号様式によ

る申請書、見積書その他区長が必要と認める書類を区長に提出しなければならない。 

（防災資器材供与の決定等） 

第10条 区長は、前条第１項の規定により防災資器材供与申請書の提出があったときは、内容を

審査の上、供与することとしたときは速やかに防災資器材を供与するものとする。この場合に

おいて、区長は、防災資器材の使用及び管理について必要な条件を付すことができる。 

２ 防災区民組織の代表者は、防災資器材を受領したときは、別記第６号様式による受領書を区

長に提出しなければならない。 

（結成費助成金等の交付決定等） 

第11条 区長は、第９条第２項の規定により別記第４号様式による申請書の提出があったときは、

内容を審査の上、結成費助成金等を交付することとしたときは別記第７号様式による通知書、

交付しないこととしたときは別記第８号様式による通知書により、防災区民組織の代表者に通

知するものとする。 

２ 区長は、第９条第３項の規定により別記第５号様式による申請書の提出があったときは、内

容を審査の上、ＡＥＤ購入費助成金を交付することとしたときは別記第９号様式による通知書、

交付しないこととしたときは別記第10号様式による通知書により、防災区民組織の代表者に通

知するものとする。 

３ 区長は、第１項に規定する交付の決定に当たって、結成費助成金等の交付の条件を付すこと

ができる。 
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63年8᭶１᪥ 

63୰⥲自第1194号 

（目的） 

第㸯条 この要⥘は、୰ኸ区（以下「区」という。）における防災区民組織の結成及び⫱成୪び

にそ活動を助することにより、区の防災ᶵ⬟のᐇをᅗることを目的とする。 

（定⩏） 

第㸰条 この要⥘における防災区民組織とは、災ᐖ対⟇基ᮏἲ（36年ἲᚊ第223号）第５条

第２項及びᮾி㒔㟈災対⟇条（ᖹ成12年ᮾி㒔条第202号）第34条の規定に基࡙き㟈災か

らᆅᇦ♫会をᏲるために⏫会、自会等をẕ体として、次条に掲げる活動を行うものとして区

民が自的に結成したᅋ体をいう。 

（防災区民組織の活動事項） 

第㸱条 防災区民組織は、ᆅ㟈による⿕ᐖを㍍ῶし、又は防Ṇするため、ᖹᖖの予防活動及び

㟈災のᛂ急活動を行うものとする。 

一 ᖹᖖ 

 防災ព㆑のᬑ及及び㧗ᥭ 

ࣟ 出ⅆ防Ṇのᚭᗏ 

 ᮇᾘⅆ、ᛂ急救出救ㆤ、㑊㞴ㄏᑟ等のྛ✀カ⦎のᐇึ ࣁ

 防災資器材のഛ及びಖᏲ管理 ࢽ

ホ その他防災区民組織の目的を達成するために必要な事項 

二 㟈災 

 出ⅆ防Ṇ及びึᮇᾘⅆ活動 

ࣟ ሗ収㞟、ఏ達及びᗈሗ活動 

 ᛂ急救出救ㆤ活動 ࣁ

 㑊㞴活動 ࢽ

ホ ⛛ᗎ⥔ᣢに対する༠ຊ 

 き出しに対する༠ຊ⅕ ࣊

ト 救助≀資の㓄ศ 

（⫱成ᣦᑟᶵ㛵） 

第㸲条 防災区民組織の⫱成及びᣦᑟは、区が㆙ᐹ⨫及びᾘ防⨫の༠ຊをᚓて行う。 

（⫱成ᣦᑟの基ᮏ᪉㔪） 

第㸳条 防災区民組織の⫱成及びᣦᑟに当たっては、ᵓ成員の防災知㆑のྥ上及び防災ព㆑の㧗

ᥭをᅗり、もって防災区民組織のな活動に資することを基ᮏ᪉㔪とする。 

（組織結成のሗ࿌書） 

第㸴条 防災区民組織がこの要⥘の㐺用を受けようとするときは、その代表者は、別記第１号様

式によるሗ࿌書に次に掲げる書類を添えて区長に提出し、その認定を受けるものとする。 

一 防災区民組織役員名簿 

二 組織規⣙ 

三 防災計画 

四 前三号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

２ 防災区民組織の代表者は、当ヱ防災区民組織の代表者、組織規⣙又は防災計画にኚ᭦が⏕じ

た場合は、速やかに別記第２号様式によるሗ࿌書により、区長にሗ࿌するものとする。 

（組織結成のබ表） 

第㸵条 区長は、前条第１項の規定による認定を行ったときはその認定内容を、同条第２項の規

定によるሗ࿌を受けたときはそのሗ࿌内容を、㆙ᐹ⨫及びᾘ防⨫に㐃⤡するとともに、୰ኸ区

ᆅᇦ防災計画に掲㍕しබ表する。 
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（組織への助成） 

第８条 区長は、防災区民組織の活動の目的達成に寄与するため、防災区民組織に対し、次の助

成を行うことができる。 

一 防災資器材の供与 

二 結成費助成金の交付 

三 運営費助成金の交付 

四 自動体外式除細動器購入費助成金（以下「ＡＥＤ購入費助成金」という。）の交付 

２ 防災資器材の供与（医療救急箱及びトランジスタメガホンに係るものに限る。）及び結成費

助成金の交付は、別表に定める基準により第６条第1項の規定による認定後、速やかに行う。 

３ 防災資器材の供与（前項に掲げるものを除く。）は、別表に定める基準により、予算の範囲

内において行う。 

４ 前２項の基準による防災資器材のほか、区長は予算の範囲内において、防災活動に必要な資

器材を供与することができる。 

５ 区長は、認定した防災区民組織の第３条第１項に規定する活動に対し、毎年度予算の範囲内

において運営費助成金を交付する。 

６ 運営費助成金の交付は、別表に定める基準により１会計年度に１回行う。ただし、区長が特

に必要があると認める場合にはこの限りではない。 

７ 区長は、自動体外式除細動器（以下「ＡＥＤ」という。）を購入した防災区民組織に対し、

別表に定める基準により、予算の範囲内においてＡＥＤ購入費助成金を交付する。 

（交付の申請） 

第９条 防災資器材（前条第４項に規定する資器材を含む。以下同じ。）の供与を受けようとす

る防災区民組織の代表者は、別記第３号様式による申請書その他区長が必要と認める書類を区

長に提出しなければならない。 

２ 結成費助成金又は運営費助成金（以下「結成費助成金等」という。）の交付を受けようとす

る防災区民組織の代表者は、別記第４号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて区長に提

出しなければならない。 

一 事業計画書 

二 収支予算書 

三 防災区民組織役員名簿 

四 その他区長が必要と認める書類 

３ ＡＥＤ購入費助成金の交付を受けようとする防災区民組織の代表者は、別記第５号様式によ

る申請書、見積書その他区長が必要と認める書類を区長に提出しなければならない。 

（防災資器材供与の決定等） 

第10条 区長は、前条第１項の規定により防災資器材供与申請書の提出があったときは、内容を

審査の上、供与することとしたときは速やかに防災資器材を供与するものとする。この場合に

おいて、区長は、防災資器材の使用及び管理について必要な条件を付すことができる。 

２ 防災区民組織の代表者は、防災資器材を受領したときは、別記第６号様式による受領書を区

長に提出しなければならない。 

（結成費助成金等の交付決定等） 

第11条 区長は、第９条第２項の規定により別記第４号様式による申請書の提出があったときは、

内容を審査の上、結成費助成金等を交付することとしたときは別記第７号様式による通知書、

交付しないこととしたときは別記第８号様式による通知書により、防災区民組織の代表者に通

知するものとする。 

２ 区長は、第９条第３項の規定により別記第５号様式による申請書の提出があったときは、内

容を審査の上、ＡＥＤ購入費助成金を交付することとしたときは別記第９号様式による通知書、

交付しないこととしたときは別記第10号様式による通知書により、防災区民組織の代表者に通

知するものとする。 

３ 区長は、第１項に規定する交付の決定に当たって、結成費助成金等の交付の条件を付すこと

ができる。 
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（助成金の請ồ及び交付） 

第12条 前条第１項の規定による交付決定の通知を受けた防災区民組織の代表者は、別記第11号

様式による請ồ書を区長に提出し、結成費助成金等の交付を請ồするものとする。 

２ 前条第２項の規定による交付決定の通知を受けた防災区民組織の代表者は、別記第12号様式

による請ồ書、別記第13号様式によるᒆ、領収書その他区長が必要と認める書類を速やか

に区長に提出し、ＡＥＤ購入費助成金等の交付を請ồするものとする。 

３ 区長は、前２項の規定による請ồがあったときは、速やかに当ヱ請ồに係る助成金を交付す

るものとする。 

（ᐇ⦼ሗ࿌） 

第13条 結成費助成金等の交付を受けた防災区民組織の代表者は、助成金事業がしたとき又

は助成金の交付の決定に係る会計年度が⤊したときは、別記第14号様式によるሗ࿌書（以下

「ᐇ⦼ሗ࿌書」という。）を、区長に提出しなければならない。 

（助成金の㢠の☜定） 

第14条 区長は前条のᐇ⦼ሗ࿌書を審査の上、助成㢠を☜定し、防災区民組織の代表者に通知す

るものとする。 

２ 前項の審査に㝿し、区長は、必要と認める場合は、ㄪ査を行うものとする。 

（決定のྲྀᾘし） 

第15条 区長は、結成費助成金、運営費助成金又はＡＥＤ購入費助成金（以下「ྛ✀助成金」と

いう。）の交付決定を受けた防災区民組織が次のྛ号のいࡎれかにヱ当する場合は、ྛ✀助成

金の交付決定の㒊又は一㒊をྲྀりᾘすものとする。 

一 ഇりその他のᡭẁによりྛ✀助成金の交付決定を受けたとき。 

二 ྛ✀助成金を助成対㇟以外の用㏵に使用したとき。 

三 ྛ✀助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他区長の௧に㐪したとき。 

（ྛ✀助成金の㏉㑏） 

第16条 区長は、前条の規定により、ྛ✀助成金の交付決定をྲྀりᾘしたときは、当ヱྲྀᾘしに

係る㒊ศに㛵し、᪤にྛ✀助成金が交付ࡉれているときは、その㏉㑏をじるものとする。 

２ 区長は、第14条第１項の規定により交付すき結成費助成金等の㢠を☜定した場合において、

᪤にその㢠を㉸えて結成費助成金等が交付ࡉれているときには、当ヱ㉸えた㢠について、その

㏉㑏をじるものとする。 

（防災資器材及びＡＥＤの管理） 

第17条 防災資器材の供与及びＡＥＤ購入費助成金の交付を受けた防災区民組織は、ᖹᖖの活

動においても༑ศ防災資器材を活用するとともにⰋዲな管理にດめなければならない。 

   㝃๎ 

１ この要⥘は、63年８᭶１᪥から行する。 

２ この要⥘行の㝿、⌧にᏑする防災区民組織は、第６条第１項の規定に基࡙く組織結成のሗ

࿌がなࡉれ、区長の認定があったものとࡳなす。 

３ 63年度の運営費助成金の交付は、63年４᭶１᪥から64年３᭶31᪥ࡲでの防災区

民組織の活動を対㇟として行う。 

４ ᮾி㒔୰ኸ区防災区民組織結成⿵助金交付要⥘（50年10᭶23᪥付50୰⥲⥲Ⓨ第679号決

）は63年７᭶31᪥をもってᗫṆする。 

   㝃๎ 

この要⥘は、ᖹ成ඖ年８᭶１᪥から行する。 

   㝃๎ 

この要⥘は、ᖹ成３年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎ 

この要⥘は、ᖹ成４年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎ 

この要⥘は、ᖹ成７年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎（ᖹ成12年４᭶１᪥付11୰⥲⥲Ⓨ第1201号。୰ኸ区要⥘等の㢟名等を⤫一する要⥘） 
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この要⥘は、ᖹ成12年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎ 

１ この要⥘は、ᖹ成20年９᭶１᪥から行する。 

２ この要⥘の行の㝿、この要⥘のᨵṇ前の୰ኸ区防災区民組織の⫱成に㛵する要⥘の規定に

よりస成した様式で、⌧にṧᏑするものは、ᡤ要のಟṇをຍえ、当ศの㛫、なお、使用するこ

とができる。 
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（助成金の請ồ及び交付） 

第12条 前条第１項の規定による交付決定の通知を受けた防災区民組織の代表者は、別記第11号

様式による請ồ書を区長に提出し、結成費助成金等の交付を請ồするものとする。 

２ 前条第２項の規定による交付決定の通知を受けた防災区民組織の代表者は、別記第12号様式

による請ồ書、別記第13号様式によるᒆ、領収書その他区長が必要と認める書類を速やか

に区長に提出し、ＡＥＤ購入費助成金等の交付を請ồするものとする。 

３ 区長は、前２項の規定による請ồがあったときは、速やかに当ヱ請ồに係る助成金を交付す

るものとする。 

（ᐇ⦼ሗ࿌） 

第13条 結成費助成金等の交付を受けた防災区民組織の代表者は、助成金事業がしたとき又

は助成金の交付の決定に係る会計年度が⤊したときは、別記第14号様式によるሗ࿌書（以下

「ᐇ⦼ሗ࿌書」という。）を、区長に提出しなければならない。 

（助成金の㢠の☜定） 

第14条 区長は前条のᐇ⦼ሗ࿌書を審査の上、助成㢠を☜定し、防災区民組織の代表者に通知す

るものとする。 

２ 前項の審査に㝿し、区長は、必要と認める場合は、ㄪ査を行うものとする。 

（決定のྲྀᾘし） 

第15条 区長は、結成費助成金、運営費助成金又はＡＥＤ購入費助成金（以下「ྛ✀助成金」と

いう。）の交付決定を受けた防災区民組織が次のྛ号のいࡎれかにヱ当する場合は、ྛ✀助成

金の交付決定の㒊又は一㒊をྲྀりᾘすものとする。 

一 ഇりその他のᡭẁによりྛ✀助成金の交付決定を受けたとき。 

二 ྛ✀助成金を助成対㇟以外の用㏵に使用したとき。 

三 ྛ✀助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他区長の௧に㐪したとき。 

（ྛ✀助成金の㏉㑏） 

第16条 区長は、前条の規定により、ྛ✀助成金の交付決定をྲྀりᾘしたときは、当ヱྲྀᾘしに

係る㒊ศに㛵し、᪤にྛ✀助成金が交付ࡉれているときは、その㏉㑏をじるものとする。 

２ 区長は、第14条第１項の規定により交付すき結成費助成金等の㢠を☜定した場合において、

᪤にその㢠を㉸えて結成費助成金等が交付ࡉれているときには、当ヱ㉸えた㢠について、その

㏉㑏をじるものとする。 

（防災資器材及びＡＥＤの管理） 

第17条 防災資器材の供与及びＡＥＤ購入費助成金の交付を受けた防災区民組織は、ᖹᖖの活

動においても༑ศ防災資器材を活用するとともにⰋዲな管理にດめなければならない。 

   㝃๎ 

１ この要⥘は、63年８᭶１᪥から行する。 

２ この要⥘行の㝿、⌧にᏑする防災区民組織は、第６条第１項の規定に基࡙く組織結成のሗ

࿌がなࡉれ、区長の認定があったものとࡳなす。 

３ 63年度の運営費助成金の交付は、63年４᭶１᪥から64年３᭶31᪥ࡲでの防災区

民組織の活動を対㇟として行う。 

４ ᮾி㒔୰ኸ区防災区民組織結成⿵助金交付要⥘（50年10᭶23᪥付50୰⥲⥲Ⓨ第679号決

）は63年７᭶31᪥をもってᗫṆする。 

   㝃๎ 

この要⥘は、ᖹ成ඖ年８᭶１᪥から行する。 

   㝃๎ 

この要⥘は、ᖹ成３年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎ 

この要⥘は、ᖹ成４年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎ 

この要⥘は、ᖹ成７年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎（ᖹ成12年４᭶１᪥付11୰⥲⥲Ⓨ第1201号。୰ኸ区要⥘等の㢟名等を⤫一する要⥘） 
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この要⥘は、ᖹ成12年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎ 

１ この要⥘は、ᖹ成20年９᭶１᪥から行する。 

２ この要⥘の行の㝿、この要⥘のᨵṇ前の୰ኸ区防災区民組織の⫱成に㛵する要⥘の規定に

よりస成した様式で、⌧にṧᏑするものは、ᡤ要のಟṇをຍえ、当ศの㛫、なお、使用するこ

とができる。 
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別表（第８条㛵係） 
 

助成✀別 基           準 

防 
 

 

災 
 

 

資 
 
 

器 
 

 

材 

１ 医療救急箱 

  組織結成に、１組織に１ࢵࢭト㓄付する。 

２ トランジスタメガホン 

  次の基準により、組織結成に㓄付する。 

    㓄付ಶᩘ㸻ୡᖏᩘ�１㸭100 

  ただし、➃ᩘが⏕じるときは、ᑠᩘⅬ以下第１を四ᤞ入する。 

  なお、100ୡᖏᮍ‶の組織については、１ಶとする。 

３ 防災区民組織用ᾘⅆ器（ᅽ式࣭⢊ᮎ（ABC）ᾘⅆ器４ᆺ） 

  次の基準により、ྛ組織に㓄付する。 

    㓄付ᮏᩘ㸻10ᮏ㸩ୡᖏᩘ�１㸭３ 

  ただし、➃ᩘが⏕じるときは、ᑠᩘⅬ以下第１を四ᤞ入する。 

４ ㍍ྍᦙ࣏ンࣉ一式 

  ಖ管場ᡤを☜ಖし、かつ、３名以上の使用ᢸ当員を㓄ഛできる組織に供与する。 

５ ᆺᾘⅆ器（ᅽ式࣭ᙉᾮ20ࣜࢵトࣝ、㌴㍕ᆺ） 

  ಖ管場ᡤを☜ಖし、かつ、使用ᢸ当員を㓄ഛできる組織に供与する。 

６ 防災資器材ᗜ 

  防災資器材のಖ管場ᡤにᅔ❓し、かつ、ᗜのタ⨨場ᡤを☜ಖできる組織に供与する。 

助
成
金 

結
成
費 

 次の算式によりᚓた㢠を組織結成に助成する。 

    㸾200�ୡᖏᩘ 

 ただし、1,000ᮍ‶の➃ᩘが⏕じたときは、これをษり上げる。 

運 
 

営 
 

費 
 

助 
 

成 
 

金 

１ 基ᮏศ 

 (1) 次の算式によりᚓた㢠を助成する。 

   （30,000�組織をᵓ成する⏫会等のᩘ）͐ ձ㸩㸾200�ୡᖏᩘ 

   （1,000ᮍ‶ษり上げ。） 

 (2) ᖹ成３年４᭶１᪥以㝆に結成した組織で」ᩘ⏫会等によりᵓ成 

 会等以上によりᵓ成⏫４   

結 成 年 度㸻ձ�３㸭３㸩㸾200�ୡᖏᩘ 

２ 年 度 目㸻ձ�２㸭３㸩㸾200�ୡᖏᩘ 

３年度目以㝆㸻ձ�１㸭３㸩㸾200�ୡᖏᩘ 

   （1,000ᮍ‶ษり上げ。）を限度として助成する。 

 会等以下によりᵓ成⏫３   

結 成 年 度㸻ձ�３㸭３㸩㸾200�ୡᖏᩘ 

２ 年 度 目㸻ձ�２㸭３㸩㸾200�ୡᖏᩘ 

３年度目以㝆༢⊂⏫会等による組織と同等の㢠 

   （1,000ᮍ‶ษり上げ。）を限度として助成する。 

 (3) ᖹ成３年４᭶１᪥以前に結成した組織で」ᩘの⏫会等によりᵓ成 

    30,000�組織をᵓ成する⏫会等のᩘ�１㸭３㸩㸾200�ୡᖏᩘ 

    （1,000ᮍ‶ษり上げ。） 

２ 特別ศ（㍍ྍᦙ࣏ンࣉの供与を受けた組織のࡳ） 

  ㍍ྍᦙ࣏ンࣉのಖᏲⅬ᳨等⤒費を助成する。 

助
成
金 

Ａ
Ｅ
Ｄ
購
入
費 

 助成㢠 

ＡＥＤ購入費に２ศの１をじてᚓた㢠（1,000ᮍ‶ษᤞて。）又は20のいࡎれかᑡ

ない㢠。 
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69㸬୰ኸ༊ึᮇᾘⅆカ⦎ᑐࡿࡍຓᡂせ⥘㸦ᮏᩥ48㡫) 
 

（目的） 

第㸯条 この要⥘は、୰ኸ区内にᏑする防災区民組織、⏫会࣭自会等（以下「組織等」という。）

が行うึᮇᾘⅆカ⦎（以下「カ⦎」という。）に対し区が、必要な助を行うことにより、

ᐇしたカ⦎のᐇをᅗることを目的とする。 

（カ⦎） 

第㸰条 この要⥘においてカ⦎とは、組織等がᾘ防⨫のᣦᑟのもとに行うカ⦎をいう。 

（助成内容） 

第㸱条 助成は、次のྛ号に掲げるものとする。 

(1) カ⦎において使用したᾘⅆ器の⸆のワ᭰⤒費 

(2) 前号において使用したᾘⅆ器で、いࡺࢃるኻຠᾘⅆ器としてฎศࡉれるもののฎศ⤒費 

(3) その他区長が必要と認めるもの 

（カ⦎の認定） 

第㸲条 第３条第１項第１号又は第２号による助成をᕼᮃするものは、あらかじめᡤ㎄のᾘ防⨫

を通じて、第１号様式によるカ⦎ᐇ計画書を区に提出し区のᢎ認を受けなければならない。 

（カ⦎に対する災ᐖ⿵ൾ） 

第㸳条 区は、ᢎ認したカ⦎におけるཧຍ者の៖の事ᨾ等に対ᛂするため、必要なᥐ⨨をㅮࡎ

るものとする。 

   㝃๎ 

１ この要⥘は、ᖹ成５年４᭶１᪥から行する。 

２ ึᮇᾘⅆカ⦎ᐇ要⥘（53年５᭶12᪥付53୰⥲⥲Ⓨ第206号決）はᖹ成５年３᭶31

᪥をもってᗫṆする。 
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別表（第８条㛵係） 
 

助成✀別 基           準 

防 
 

 

災 
 

 

資 
 
 

器 
 

 

材 

１ 医療救急箱 

  組織結成に、１組織に１ࢵࢭト㓄付する。 

２ トランジスタメガホン 

  次の基準により、組織結成に㓄付する。 

    㓄付ಶᩘ㸻ୡᖏᩘ�１㸭100 

  ただし、➃ᩘが⏕じるときは、ᑠᩘⅬ以下第１を四ᤞ入する。 

  なお、100ୡᖏᮍ‶の組織については、１ಶとする。 

３ 防災区民組織用ᾘⅆ器（ᅽ式࣭⢊ᮎ（ABC）ᾘⅆ器４ᆺ） 

  次の基準により、ྛ組織に㓄付する。 

    㓄付ᮏᩘ㸻10ᮏ㸩ୡᖏᩘ�１㸭３ 

  ただし、➃ᩘが⏕じるときは、ᑠᩘⅬ以下第１を四ᤞ入する。 

４ ㍍ྍᦙ࣏ンࣉ一式 

  ಖ管場ᡤを☜ಖし、かつ、３名以上の使用ᢸ当員を㓄ഛできる組織に供与する。 

５ ᆺᾘⅆ器（ᅽ式࣭ᙉᾮ20ࣜࢵトࣝ、㌴㍕ᆺ） 

  ಖ管場ᡤを☜ಖし、かつ、使用ᢸ当員を㓄ഛできる組織に供与する。 

６ 防災資器材ᗜ 

  防災資器材のಖ管場ᡤにᅔ❓し、かつ、ᗜのタ⨨場ᡤを☜ಖできる組織に供与する。 

助
成
金 

結
成
費 

 次の算式によりᚓた㢠を組織結成に助成する。 

    㸾200�ୡᖏᩘ 

 ただし、1,000ᮍ‶の➃ᩘが⏕じたときは、これをษり上げる。 

運 
 

営 
 

費 
 

助 
 

成 
 

金 

１ 基ᮏศ 

 (1) 次の算式によりᚓた㢠を助成する。 

   （30,000�組織をᵓ成する⏫会等のᩘ）͐ ձ㸩㸾200�ୡᖏᩘ 

   （1,000ᮍ‶ษり上げ。） 

 (2) ᖹ成３年４᭶１᪥以㝆に結成した組織で」ᩘ⏫会等によりᵓ成 

 会等以上によりᵓ成⏫４   

結 成 年 度㸻ձ�３㸭３㸩㸾200�ୡᖏᩘ 

２ 年 度 目㸻ձ�２㸭３㸩㸾200�ୡᖏᩘ 

３年度目以㝆㸻ձ�１㸭３㸩㸾200�ୡᖏᩘ 

   （1,000ᮍ‶ษり上げ。）を限度として助成する。 

 会等以下によりᵓ成⏫３   

結 成 年 度㸻ձ�３㸭３㸩㸾200�ୡᖏᩘ 

２ 年 度 目㸻ձ�２㸭３㸩㸾200�ୡᖏᩘ 

３年度目以㝆༢⊂⏫会等による組織と同等の㢠 

   （1,000ᮍ‶ษり上げ。）を限度として助成する。 

 (3) ᖹ成３年４᭶１᪥以前に結成した組織で」ᩘの⏫会等によりᵓ成 

    30,000�組織をᵓ成する⏫会等のᩘ�１㸭３㸩㸾200�ୡᖏᩘ 

    （1,000ᮍ‶ษり上げ。） 

２ 特別ศ（㍍ྍᦙ࣏ンࣉの供与を受けた組織のࡳ） 

  ㍍ྍᦙ࣏ンࣉのಖᏲⅬ᳨等⤒費を助成する。 

助
成
金 

Ａ
Ｅ
Ｄ
購
入
費 

 助成㢠 

ＡＥＤ購入費に２ศの１をじてᚓた㢠（1,000ᮍ‶ษᤞて。）又は20のいࡎれかᑡ

ない㢠。 
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69㸬୰ኸ༊ึᮇᾘⅆカ⦎ᑐࡿࡍຓᡂせ⥘㸦ᮏᩥ48㡫) 
 

（目的） 

第㸯条 この要⥘は、୰ኸ区内にᏑする防災区民組織、⏫会࣭自会等（以下「組織等」という。）

が行うึᮇᾘⅆカ⦎（以下「カ⦎」という。）に対し区が、必要な助を行うことにより、

ᐇしたカ⦎のᐇをᅗることを目的とする。 

（カ⦎） 

第㸰条 この要⥘においてカ⦎とは、組織等がᾘ防⨫のᣦᑟのもとに行うカ⦎をいう。 

（助成内容） 

第㸱条 助成は、次のྛ号に掲げるものとする。 

(1) カ⦎において使用したᾘⅆ器の⸆のワ᭰⤒費 

(2) 前号において使用したᾘⅆ器で、いࡺࢃるኻຠᾘⅆ器としてฎศࡉれるもののฎศ⤒費 

(3) その他区長が必要と認めるもの 

（カ⦎の認定） 

第㸲条 第３条第１項第１号又は第２号による助成をᕼᮃするものは、あらかじめᡤ㎄のᾘ防⨫

を通じて、第１号様式によるカ⦎ᐇ計画書を区に提出し区のᢎ認を受けなければならない。 

（カ⦎に対する災ᐖ⿵ൾ） 

第㸳条 区は、ᢎ認したカ⦎におけるཧຍ者の៖の事ᨾ等に対ᛂするため、必要なᥐ⨨をㅮࡎ

るものとする。 

   㝃๎ 

１ この要⥘は、ᖹ成５年４᭶１᪥から行する。 

２ ึᮇᾘⅆカ⦎ᐇ要⥘（53年５᭶12᪥付53୰⥲⥲Ⓨ第206号決）はᖹ成５年３᭶31

᪥をもってᗫṆする。 
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70㸬୰ኸ༊⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊条㸦ᮏᩥ141㡫㸧 
 

（38年３᭶20᪥条第14号） 

ᨵṇ  40年３᭶20᪥条第12号 

ᖹ成８年６᭶28᪥条第20号 

ᖹ成24年12᭶５᪥条第44号 

 

（目的） 

第㸯条 この条は、災ᐖ対⟇基ᮏἲ（36年ἲᚊ第223号）第23条の２第８項の規定に基࡙

き、୰ኸ区災ᐖ対⟇ᮏ㒊（以下「ᮏ㒊」という。）に㛵し必要な事項を定めることを目的とす

る。 

（一㒊ᨵṇࠝᖹ成８年条20号࣭ᖹ成24年条44号 ）ࠞ  

（ᮏ㒊の組織） 

第㸰条 ᮏ㒊にᮏ㒊長ᐊおよび㒊を⨨く。 

２ 㒊に㒊長を⨨く。 

３ ᮏ㒊長ᐊおよび㒊にᒓすきᮏ㒊の⫋員は、区規๎で定める。 

（40条12࣭一㒊ᨵṇ） 

（⫋ົ） 

第㸱条 災ᐖ対⟇ᮏ㒊長（以下「ᮏ㒊長」という。）は、ᮏ㒊の事ົを⥲ᣓし、ᮏ㒊の⫋員をᣦ

┘╩する。 

２ 災ᐖ対⟇ᮏ㒊長は、ᮏ㒊長を⿵బし、ᮏ㒊長に事ᨾがあるときは、その⫋ົを代理する。 

３ 㒊長は、ᮏ㒊長のを受け、㒊の事ົをᤸ理する。 

４ 災ᐖ対⟇ᮏ㒊員は、ᮏ㒊長のを受け、ᮏ㒊長ᐊの事ົにᚑ事する。 

５ その他のᮏ㒊の⫋員は、㒊長のを受け、㒊の事ົにᚑ事する。 

（40条12࣭一㒊ᨵṇ） 

（ጤ௵） 

第㸲条 前２条に定めるもののほか、ᮏ㒊に㛵し必要な事項は、区規๎で定める。 

   付๎ 

 この条は、38年４᭶１᪥から行する。 

   付๎（40年３᭶20᪥条第12号） 

 この条は、40年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎（ᖹ成８年６᭶28᪥条第20号） 

 この条は、බᕸの᪥から行する。 

   㝃๎（ᖹ成24年12᭶５᪥条第44号） 

 この条は、බᕸの᪥から行する。 
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71㸬୰ኸ༊⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊条⾜つ๎㸦ᮏᩥ141㡫㸧 
 

38年５᭶20᪥ 

規๎第13号 

  

ᨵṇ 39年９᭶30᪥規๎第48号 40年６᭶１᪥規๎第44号 

 42年８᭶１᪥規๎第22号 46年６᭶30᪥規๎第20号 

 47年１᭶20᪥規๎第２号 48年９᭶１᪥規๎第27号 

 49年４᭶１᪥規๎第12号 50年８᭶15᪥規๎第56号 

 51年５᭶20᪥規๎第24号 52年５᭶20᪥規๎第27号 

 52年８᭶23᪥規๎第43号 53年８᭶１᪥規๎第41号 

 54年５᭶31᪥規๎第25号 56年４᭶１᪥規๎第12号 

 57年４᭶１᪥規๎第24号 57年12᭶20᪥規๎第51号 

 58年４᭶１᪥規๎第11号 60年４᭶１᪥規๎第13号 

 61年４᭶１᪥規๎第15号 62年９᭶１᪥規๎第39号 

 63年６᭶１᪥規๎第32号 ᖹ成ඖ年７᭶１᪥規๎第27号 

 ᖹ成２年６᭶27᪥規๎第23号 ᖹ成３年６᭶30᪥規๎第36号 

 ᖹ成４年６᭶29᪥規๎第27号 ᖹ成５年４᭶23᪥規๎第25号 

 ᖹ成６年４᭶28᪥規๎第25号 ᖹ成７年５᭶10᪥規๎第25号 

 ᖹ成８年５᭶20᪥規๎第32号 ᖹ成９年５᭶15᪥規๎第28号 

 ᖹ成10年６᭶30᪥規๎第29号 ᖹ成11年３᭶31᪥規๎第11号 

 ᖹ成13年６᭶29᪥規๎第29号 ᖹ成14年11᭶１᪥規๎第37号 

 ᖹ成15年８᭶29᪥規๎第30号 ᖹ成16年９᭶１᪥規๎第41号 

 ᖹ成18年８᭶10᪥規๎第54号 ᖹ成19年12᭶14᪥規๎第76号 

 ᖹ成20年12᭶15᪥規๎第54号 ᖹ成21年４᭶１᪥規๎第12号 

 ᖹ成23年４᭶１᪥規๎第４号 ᖹ成23年８᭶１᪥規๎第18号  

 ᖹ成24年４᭶１᪥規๎第６号 ᖹ成25年３᭶１᪥規๎第２号 

 ᖹ成25年３᭶30᪥規๎第４号 ᖹ成25年９᭶30᪥規๎第42号 

 ᖹ成26年３᭶31᪥規๎第９号 ᖹ成27年３᭶31᪥規๎第20号 

 

୰ኸ区災ᐖ対⟇ᮏ㒊条行規๎ 

（目的） 

第㸯条 この規๎は、୰ኸ区災ᐖ対⟇ᮏ㒊条（38年３᭶୰ኸ区条第14号。以下「条

」という。）第２条及び第４条の規定に基࡙き、୰ኸ区災ᐖ対⟇ᮏ㒊（以下「ᮏ㒊」と

いう。）の組織、組織をᵓ成するᶵ㛵及びそのᡤᤸ事ົ等について必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

一㒊ᨵṇࠝᖹ成２年規๎23号ࠞ 

（ᮏ㒊長ᐊのᡤᤸ事ົ） 

第㸰条 ᮏ㒊長ᐊは、次に掲げる事項についてᮏ㒊の基ᮏ᪉㔪を審㆟し、⟇定する。 

１ ᮏ㒊の㠀ᖖ㓄ഛែໃ及びᗫṆに㛵すること。 

２ 㔜要な災ᐖሗの収㞟及びఏ達に㛵すること。 

３ 㑊㞴の່࿌又はᣦ♧に㛵すること。 

４ 他の区ᕷ⏫ᮧとの┦ᛂに㛵すること。 

５ 㒊長に対する事ົጤ௵に㛵すること。 

６ ᮾி㒔災ᐖ対⟇ᮏ㒊との㐃⤡に㛵すること。 

７ ᮾி㒔知事、ᨻᗓᶵ㛵、බඹᶵ㛵等に対するᛂの要請に㛵すること。 

８ බ用௧書によるබ用㈇ᢸに㛵すること。 

９ 災ᐖ対⟇に要する⤒費のฎ理᪉ἲに㛵すること。 
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70㸬୰ኸ༊⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊条㸦ᮏᩥ141㡫㸧 
 

（38年３᭶20᪥条第14号） 

ᨵṇ  40年３᭶20᪥条第12号 

ᖹ成８年６᭶28᪥条第20号 

ᖹ成24年12᭶５᪥条第44号 

 

（目的） 

第㸯条 この条は、災ᐖ対⟇基ᮏἲ（36年ἲᚊ第223号）第23条の２第８項の規定に基࡙

き、୰ኸ区災ᐖ対⟇ᮏ㒊（以下「ᮏ㒊」という。）に㛵し必要な事項を定めることを目的とす

る。 

（一㒊ᨵṇࠝᖹ成８年条20号࣭ᖹ成24年条44号 ）ࠞ  

（ᮏ㒊の組織） 

第㸰条 ᮏ㒊にᮏ㒊長ᐊおよび㒊を⨨く。 

２ 㒊に㒊長を⨨く。 

３ ᮏ㒊長ᐊおよび㒊にᒓすきᮏ㒊の⫋員は、区規๎で定める。 

（40条12࣭一㒊ᨵṇ） 

（⫋ົ） 

第㸱条 災ᐖ対⟇ᮏ㒊長（以下「ᮏ㒊長」という。）は、ᮏ㒊の事ົを⥲ᣓし、ᮏ㒊の⫋員をᣦ

┘╩する。 

２ 災ᐖ対⟇ᮏ㒊長は、ᮏ㒊長を⿵బし、ᮏ㒊長に事ᨾがあるときは、その⫋ົを代理する。 

３ 㒊長は、ᮏ㒊長のを受け、㒊の事ົをᤸ理する。 

４ 災ᐖ対⟇ᮏ㒊員は、ᮏ㒊長のを受け、ᮏ㒊長ᐊの事ົにᚑ事する。 

５ その他のᮏ㒊の⫋員は、㒊長のを受け、㒊の事ົにᚑ事する。 

（40条12࣭一㒊ᨵṇ） 

（ጤ௵） 

第㸲条 前２条に定めるもののほか、ᮏ㒊に㛵し必要な事項は、区規๎で定める。 

   付๎ 

 この条は、38年４᭶１᪥から行する。 

   付๎（40年３᭶20᪥条第12号） 

 この条は、40年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎（ᖹ成８年６᭶28᪥条第20号） 

 この条は、බᕸの᪥から行する。 

   㝃๎（ᖹ成24年12᭶５᪥条第44号） 

 この条は、බᕸの᪥から行する。 
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71㸬୰ኸ༊⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊条⾜つ๎㸦ᮏᩥ141㡫㸧 
 

38年５᭶20᪥ 

規๎第13号 

  

ᨵṇ 39年９᭶30᪥規๎第48号 40年６᭶１᪥規๎第44号 

 42年８᭶１᪥規๎第22号 46年６᭶30᪥規๎第20号 

 47年１᭶20᪥規๎第２号 48年９᭶１᪥規๎第27号 

 49年４᭶１᪥規๎第12号 50年８᭶15᪥規๎第56号 

 51年５᭶20᪥規๎第24号 52年５᭶20᪥規๎第27号 

 52年８᭶23᪥規๎第43号 53年８᭶１᪥規๎第41号 

 54年５᭶31᪥規๎第25号 56年４᭶１᪥規๎第12号 

 57年４᭶１᪥規๎第24号 57年12᭶20᪥規๎第51号 

 58年４᭶１᪥規๎第11号 60年４᭶１᪥規๎第13号 

 61年４᭶１᪥規๎第15号 62年９᭶１᪥規๎第39号 

 63年６᭶１᪥規๎第32号 ᖹ成ඖ年７᭶１᪥規๎第27号 

 ᖹ成２年６᭶27᪥規๎第23号 ᖹ成３年６᭶30᪥規๎第36号 

 ᖹ成４年６᭶29᪥規๎第27号 ᖹ成５年４᭶23᪥規๎第25号 

 ᖹ成６年４᭶28᪥規๎第25号 ᖹ成７年５᭶10᪥規๎第25号 

 ᖹ成８年５᭶20᪥規๎第32号 ᖹ成９年５᭶15᪥規๎第28号 

 ᖹ成10年６᭶30᪥規๎第29号 ᖹ成11年３᭶31᪥規๎第11号 

 ᖹ成13年６᭶29᪥規๎第29号 ᖹ成14年11᭶１᪥規๎第37号 

 ᖹ成15年８᭶29᪥規๎第30号 ᖹ成16年９᭶１᪥規๎第41号 

 ᖹ成18年８᭶10᪥規๎第54号 ᖹ成19年12᭶14᪥規๎第76号 

 ᖹ成20年12᭶15᪥規๎第54号 ᖹ成21年４᭶１᪥規๎第12号 

 ᖹ成23年４᭶１᪥規๎第４号 ᖹ成23年８᭶１᪥規๎第18号  

 ᖹ成24年４᭶１᪥規๎第６号 ᖹ成25年３᭶１᪥規๎第２号 

 ᖹ成25年３᭶30᪥規๎第４号 ᖹ成25年９᭶30᪥規๎第42号 

 ᖹ成26年３᭶31᪥規๎第９号 ᖹ成27年３᭶31᪥規๎第20号 

 

୰ኸ区災ᐖ対⟇ᮏ㒊条行規๎ 

（目的） 

第㸯条 この規๎は、୰ኸ区災ᐖ対⟇ᮏ㒊条（38年３᭶୰ኸ区条第14号。以下「条

」という。）第２条及び第４条の規定に基࡙き、୰ኸ区災ᐖ対⟇ᮏ㒊（以下「ᮏ㒊」と

いう。）の組織、組織をᵓ成するᶵ㛵及びそのᡤᤸ事ົ等について必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

一㒊ᨵṇࠝᖹ成２年規๎23号ࠞ 

（ᮏ㒊長ᐊのᡤᤸ事ົ） 

第㸰条 ᮏ㒊長ᐊは、次に掲げる事項についてᮏ㒊の基ᮏ᪉㔪を審㆟し、⟇定する。 

１ ᮏ㒊の㠀ᖖ㓄ഛែໃ及びᗫṆに㛵すること。 

２ 㔜要な災ᐖሗの収㞟及びఏ達に㛵すること。 

３ 㑊㞴の່࿌又はᣦ♧に㛵すること。 

４ 他の区ᕷ⏫ᮧとの┦ᛂに㛵すること。 

５ 㒊長に対する事ົጤ௵に㛵すること。 

６ ᮾி㒔災ᐖ対⟇ᮏ㒊との㐃⤡に㛵すること。 

７ ᮾி㒔知事、ᨻᗓᶵ㛵、බඹᶵ㛵等に対するᛂの要請に㛵すること。 

８ බ用௧書によるබ用㈇ᢸに㛵すること。 

９ 災ᐖ対⟇に要する⤒費のฎ理᪉ἲに㛵すること。 
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10 㒊長会㆟のᣍ㞟に㛵すること。 

11 前ྛ号に掲げるもののほか、㔜要な災ᐖ対⟇に㛵すること。 

一㒊ᨵṇࠝ40年規๎44号࣭ᖹ成18年54号࣭23年4号ࠞ 

（ᮏ㒊長ᐊのᵓ成） 

第㸱条 ᮏ㒊長ᐊは、次に掲げる者をもつてᵓ成する。 

１ 災ᐖ対⟇ᮏ㒊長（以下「ᮏ㒊長」という。） 

２ 災ᐖ対⟇ᮏ㒊長（以下「ᮏ㒊長」という。） 

３ 災ᐖ対⟇ᮏ㒊員（以下「ᮏ㒊員」という。） 

（ᮏ㒊長） 

第㸲条 ᮏ㒊長は、区長及びᩍ⫱長をもつててる。 

２ 条第３条第２項の規定によりᮏ㒊長がᮏ㒊長の⫋ົを代理する場合は、区長であ

るᮏ㒊長、ᩍ⫱長であるᮏ㒊長の㡰ᗎによりᮏ㒊長の⫋ົを代理し、区長である

ᮏ㒊長がᮏ㒊長の⫋ົを代理する㡰ᗎは、୰ኸ区長の⫋ົを代理する区長の㡰ᗎを定め

る規๎（ᖹ成17年12᭶୰ኸ区規๎第50号）の定めるとこࢁによる。 

一㒊ᨵṇࠝ40年規๎44号࣭62年39号࣭ᖹ成２年23号࣭13年29号࣭19年76号ࠞ 

（ᮏ㒊員） 

第㸳条 ᮏ㒊員は、次に掲げる⫋にある者をもつててる。 

１ ୰ኸ区組織条（40年３᭶୰ኸ区条第１号）第１条に規定する㒊の長 

２ ⥲ົ㒊⛎書ᢸ当㒊長 

３ ⥲ົ㒊防災༴ᶵ管理ᐊ長 

４ ⚟♴ಖ㒊㧗㱋者⟇᥎㐍ᐊ長 

５ ୰ኸ区ಖᡤ長 

６ 会計管理者 

７ ᩍ⫱ጤ員会事ົᒁ次長 

８ ┘査事ົᒁ長 

９ ㆟会ᒁ長 

２ 前項に掲げる者のほか、ᮏ㒊長は、必要があると認めるときは、୰ኸ区にົする⫋員

のうࡕからᮏ㒊員をᣦ名することができる。 

一㒊ᨵṇࠝ39年規๎48号࣭40年44号࣭47年２号࣭50年56号࣭52年43号࣭62年39

号࣭ᖹ成３年36号࣭18年54号࣭19年76号࣭21年12号࣭24年６号ࠞ 

第㸴条 ๐除 

๐除ࠝ40年規๎44号ࠞ 

（㒊） 

第㸵条 㒊の名⛠及びศᤸ事ົは、次のとおりとする。 

災対ᣦ௧㒊 

１ ᮾி㒔災ᐖ対⟇ᮏ㒊及び㛵係防災ᶵ㛵との㐃⤡に㛵すること。 

２ ᮏ㒊の通ಙሗの⥲ᣓに㛵すること。 

３ ⿕災者の収容計画に㛵すること。 

４ 他の㒊にᒓしないこと。 

５ 前ྛ号に掲げるもののほか、災ᐖ対⟇の㐃⤡ㄪᩚ及び⥲ᣓに㛵すること。 

災対⥲ົ㒊 

１ ᮏ㒊長ᐊ及び㒊長会㆟のᗢົに㛵すること。 

２ ㆟会との㐃⤡その他΅外事ົに㛵すること。 

３ ᮏ㒊⫋員の動員及び⤥与に㛵すること。 

４ 災ᐖ対⟇に必要な≀資、資材、㌴୧等のㄪ達に㛵すること。 

５ 災ᐖに㝿しᛂ急ᥐ⨨の業ົにᚑ事する者に㛵すること。 

６ 災ᐖ対⟇に㛵する⌧金及び≀ရの出⣡及びಖ管に㛵すること。 

７ り災ド᫂の交付に㛵すること。 

８ 他の㒊への༠ຊに㛵すること。 
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災対㈈ᨻᗈሗ㒊 

１ 災ᐖに㛵するᗈሗ及びᗈ⫈に㛵すること。 

２ ⏕活⯆計画に㛵すること。 

３ 災ᐖ対⟇㛵係予算の⥲ᣓに㛵すること。 

４ ሗᶵ器のಖ及びᪧ୪びにሗฎ理ࢩス࣒ࢸの運用☜ಖに㛵すること。 

災対区民㒊 

１ 災ᐖᆅのㄪ査に㛵すること。 

２ ⿕災者の救出、㑊㞴ㄏᑟ及び㑊㞴収容に㛵すること。 

３ 災ᐖᛂ急≀資及び災ᐖᛂ急㣗ᩱのㄪ達、㓄ศ及び㓄㏦に㛵すること。 

災対⚟♴ಖ㒊 

１ ⩏金ရの受領及び㓄ศに㛵すること。 

２ ⿕災者の⏕活ᘓの支に㛵すること。 

３ 一⯡࣎ランࢸ及び医療࣎ランࢸの受入れ等に㛵すること。 

４ 医療㛵係ᶵ㛵との㐃⤡ㄪᩚに㛵すること。 

５ ⚟♴㑊㞴ᡤのタ⨨、管理及び運営に㛵すること。 

６ 前ྛ号に掲げるもののほか、⿕災者のཌ⏕ಖㆤに㛵すること。 

災対ಖᡤ㒊 

１ 医療救ㆤᡤのタ⨨、管理及び運営に㛵すること。 

２ 医療、防及び㣗ရ⾨⏕に㛵すること。 

３ 㑇体収容ᡤ等のタ⨨、管理及び運営に㛵すること。 

災対⎔ቃᅵᮌ㒊 

 １ ᛂ急⤥Ỉに㛵すること。 

２ 災ᐖᆅの⎔ቃᩚഛに㛵すること。 

 。及びしᒀのฎ理に㛵することࡳࡈ ３

４ Ỉ防㛵係ᶵ㛵等との㐃⤡に㛵すること。 

５ Ỉ防その他防災活動に㛵すること。 

６ 㐨㊰、ᶫりよう、Ἑᕝ、ሐ防、බᅬ等のⅬ᳨、ᩚഛ及びᪧに㛵すること。 

７ 㞀ᐖ≀の除ཤに㛵すること。 

８ 災ᐖ対⟇に必要なປົの供⤥に㛵すること。 

９ 㑇体のᦏ⣴、収容、ᦙ㏦及びⅆⴿに㛵すること。 

10 災ᐖᆅのΎᤲに㛵すること。 

11 ᮾி㒔（以下「㒔」という。）が行うがれきฎ理への༠ຊ❆ཱྀに㛵すること。 

災対㒔ᕷᩚഛ㒊 

１ ᘓ≀のり災の⛬度のㄪ査に㛵すること。 

２ ᘓ≀の災ᐖᪧ及びᛂ急ᪧのᢏ⾡的ᣦᑟに㛵すること。 

３ ⿕災ఫᏯのᛂ急ᥐ⨨に㛵すること。 

４ 㒔ᕷ⯆計画に㛵すること。 

５ ᛂ急༴㝤度ุ定࣎ランࢸの受入れに㛵すること。 

６ ᛂ急௬タఫᏯのᘓタに㛵すること。 

７ ᗇ⯋その他のᘓ㐀≀のᛂ急ᩚഛ及びಟ⧋に㛵すること。 

８ 民㛫⿕災ᘓ⠏≀のᛂ急༴㝤度ุ定に㛵すること。 

９ 㒔が行うがれきฎ理への༠ຊ❆ཱྀに㛵すること。 

災対ᩍ⫱タ㒊 

１ ⿕災者の収容に㛵すること。 

２ 㑊㞴ᡤ及び収容タのタ⨨、管理及び運営に㛵すること。 

３ ⿕災ඣ❺及び⏕ᚐのᛂ急ᩍ⫱に㛵すること。 

２ 㒊の⦅成は、別表のとおりとする。 

３ 㒊にᒓすきᮏ㒊の⫋員は、別表に定める者のほか、当ヱ㒊に対ᛂする通ᖖの行ᨻ組織

におけるᶵ㛵にᡤᒓする⫋員のうࡕから㒊長がࡎる。 
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10 㒊長会㆟のᣍ㞟に㛵すること。 

11 前ྛ号に掲げるもののほか、㔜要な災ᐖ対⟇に㛵すること。 

一㒊ᨵṇࠝ40年規๎44号࣭ᖹ成18年54号࣭23年4号ࠞ 

（ᮏ㒊長ᐊのᵓ成） 

第㸱条 ᮏ㒊長ᐊは、次に掲げる者をもつてᵓ成する。 

１ 災ᐖ対⟇ᮏ㒊長（以下「ᮏ㒊長」という。） 

２ 災ᐖ対⟇ᮏ㒊長（以下「ᮏ㒊長」という。） 

３ 災ᐖ対⟇ᮏ㒊員（以下「ᮏ㒊員」という。） 

（ᮏ㒊長） 

第㸲条 ᮏ㒊長は、区長及びᩍ⫱長をもつててる。 

２ 条第３条第２項の規定によりᮏ㒊長がᮏ㒊長の⫋ົを代理する場合は、区長であ

るᮏ㒊長、ᩍ⫱長であるᮏ㒊長の㡰ᗎによりᮏ㒊長の⫋ົを代理し、区長である

ᮏ㒊長がᮏ㒊長の⫋ົを代理する㡰ᗎは、୰ኸ区長の⫋ົを代理する区長の㡰ᗎを定め

る規๎（ᖹ成17年12᭶୰ኸ区規๎第50号）の定めるとこࢁによる。 

一㒊ᨵṇࠝ40年規๎44号࣭62年39号࣭ᖹ成２年23号࣭13年29号࣭19年76号ࠞ 

（ᮏ㒊員） 

第㸳条 ᮏ㒊員は、次に掲げる⫋にある者をもつててる。 

１ ୰ኸ区組織条（40年３᭶୰ኸ区条第１号）第１条に規定する㒊の長 

２ ⥲ົ㒊⛎書ᢸ当㒊長 

３ ⥲ົ㒊防災༴ᶵ管理ᐊ長 

４ ⚟♴ಖ㒊㧗㱋者⟇᥎㐍ᐊ長 

５ ୰ኸ区ಖᡤ長 

６ 会計管理者 

７ ᩍ⫱ጤ員会事ົᒁ次長 

８ ┘査事ົᒁ長 

９ ㆟会ᒁ長 

２ 前項に掲げる者のほか、ᮏ㒊長は、必要があると認めるときは、୰ኸ区にົする⫋員

のうࡕからᮏ㒊員をᣦ名することができる。 

一㒊ᨵṇࠝ39年規๎48号࣭40年44号࣭47年２号࣭50年56号࣭52年43号࣭62年39

号࣭ᖹ成３年36号࣭18年54号࣭19年76号࣭21年12号࣭24年６号ࠞ 

第㸴条 ๐除 

๐除ࠝ40年規๎44号ࠞ 

（㒊） 

第㸵条 㒊の名⛠及びศᤸ事ົは、次のとおりとする。 

災対ᣦ௧㒊 

１ ᮾி㒔災ᐖ対⟇ᮏ㒊及び㛵係防災ᶵ㛵との㐃⤡に㛵すること。 

２ ᮏ㒊の通ಙሗの⥲ᣓに㛵すること。 

３ ⿕災者の収容計画に㛵すること。 

４ 他の㒊にᒓしないこと。 

５ 前ྛ号に掲げるもののほか、災ᐖ対⟇の㐃⤡ㄪᩚ及び⥲ᣓに㛵すること。 

災対⥲ົ㒊 

１ ᮏ㒊長ᐊ及び㒊長会㆟のᗢົに㛵すること。 

２ ㆟会との㐃⤡その他΅外事ົに㛵すること。 

３ ᮏ㒊⫋員の動員及び⤥与に㛵すること。 

４ 災ᐖ対⟇に必要な≀資、資材、㌴୧等のㄪ達に㛵すること。 

５ 災ᐖに㝿しᛂ急ᥐ⨨の業ົにᚑ事する者に㛵すること。 

６ 災ᐖ対⟇に㛵する⌧金及び≀ရの出⣡及びಖ管に㛵すること。 

７ り災ド᫂の交付に㛵すること。 

８ 他の㒊への༠ຊに㛵すること。 
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災対㈈ᨻᗈሗ㒊 

１ 災ᐖに㛵するᗈሗ及びᗈ⫈に㛵すること。 

２ ⏕活⯆計画に㛵すること。 

３ 災ᐖ対⟇㛵係予算の⥲ᣓに㛵すること。 

４ ሗᶵ器のಖ及びᪧ୪びにሗฎ理ࢩス࣒ࢸの運用☜ಖに㛵すること。 

災対区民㒊 

１ 災ᐖᆅのㄪ査に㛵すること。 

２ ⿕災者の救出、㑊㞴ㄏᑟ及び㑊㞴収容に㛵すること。 

３ 災ᐖᛂ急≀資及び災ᐖᛂ急㣗ᩱのㄪ達、㓄ศ及び㓄㏦に㛵すること。 

災対⚟♴ಖ㒊 

１ ⩏金ရの受領及び㓄ศに㛵すること。 

２ ⿕災者の⏕活ᘓの支に㛵すること。 

３ 一⯡࣎ランࢸ及び医療࣎ランࢸの受入れ等に㛵すること。 

４ 医療㛵係ᶵ㛵との㐃⤡ㄪᩚに㛵すること。 

５ ⚟♴㑊㞴ᡤのタ⨨、管理及び運営に㛵すること。 

６ 前ྛ号に掲げるもののほか、⿕災者のཌ⏕ಖㆤに㛵すること。 

災対ಖᡤ㒊 

１ 医療救ㆤᡤのタ⨨、管理及び運営に㛵すること。 

２ 医療、防及び㣗ရ⾨⏕に㛵すること。 

３ 㑇体収容ᡤ等のタ⨨、管理及び運営に㛵すること。 

災対⎔ቃᅵᮌ㒊 

 １ ᛂ急⤥Ỉに㛵すること。 

２ 災ᐖᆅの⎔ቃᩚഛに㛵すること。 

 。及びしᒀのฎ理に㛵することࡳࡈ ３

４ Ỉ防㛵係ᶵ㛵等との㐃⤡に㛵すること。 

５ Ỉ防その他防災活動に㛵すること。 

６ 㐨㊰、ᶫりよう、Ἑᕝ、ሐ防、බᅬ等のⅬ᳨、ᩚഛ及びᪧに㛵すること。 

７ 㞀ᐖ≀の除ཤに㛵すること。 

８ 災ᐖ対⟇に必要なປົの供⤥に㛵すること。 

９ 㑇体のᦏ⣴、収容、ᦙ㏦及びⅆⴿに㛵すること。 

10 災ᐖᆅのΎᤲに㛵すること。 

11 ᮾி㒔（以下「㒔」という。）が行うがれきฎ理への༠ຊ❆ཱྀに㛵すること。 

災対㒔ᕷᩚഛ㒊 

１ ᘓ≀のり災の⛬度のㄪ査に㛵すること。 

２ ᘓ≀の災ᐖᪧ及びᛂ急ᪧのᢏ⾡的ᣦᑟに㛵すること。 

３ ⿕災ఫᏯのᛂ急ᥐ⨨に㛵すること。 

４ 㒔ᕷ⯆計画に㛵すること。 

５ ᛂ急༴㝤度ุ定࣎ランࢸの受入れに㛵すること。 

６ ᛂ急௬タఫᏯのᘓタに㛵すること。 

７ ᗇ⯋その他のᘓ㐀≀のᛂ急ᩚഛ及びಟ⧋に㛵すること。 

８ 民㛫⿕災ᘓ⠏≀のᛂ急༴㝤度ุ定に㛵すること。 

９ 㒔が行うがれきฎ理への༠ຊ❆ཱྀに㛵すること。 

災対ᩍ⫱タ㒊 

１ ⿕災者の収容に㛵すること。 

２ 㑊㞴ᡤ及び収容タのタ⨨、管理及び運営に㛵すること。 

３ ⿕災ඣ❺及び⏕ᚐのᛂ急ᩍ⫱に㛵すること。 

２ 㒊の⦅成は、別表のとおりとする。 

３ 㒊にᒓすきᮏ㒊の⫋員は、別表に定める者のほか、当ヱ㒊に対ᛂする通ᖖの行ᨻ組織

におけるᶵ㛵にᡤᒓする⫋員のうࡕから㒊長がࡎる。 
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４ 前２項に掲げるもののほか、㒊の⦅成に㛵し必要な事項は、ᮏ㒊長が定める。 

一㒊ᨵṇࠝ40年規๎44号࣭47年２号࣭50年56号࣭ᖹ成２年23号࣭8年32号࣭10

年29号࣭11年11号࣭14年37号࣭18年54号࣭19年76号࣭20年54号࣭21年12号࣭23年４

号࣭25年２号ࠞ 

第８条 ๐除 

๐除ࠝ40年規๎44号ࠞ 

（㒊長会㆟） 

第９条 ᮏ㒊長は、災ᐖ対⟇の᥎㐍をᅗるために必要があると認めるときは、㒊長会㆟をᣍ

㞟することができる。 

２ 㒊長会㆟は、次に掲げる者をもつてᵓ成する。 

１ ᮏ㒊長 

２ ᮏ㒊長 

３ 㒊長 

一㒊ᨵṇࠝ40年規๎44号ࠞ 

第10条 ๐除 

๐除ࠝ40年規๎44号ࠞ 

（⫋ົᶒ限） 

第11条 ᮏ㒊の⫋員は、特に定める場合又は特にᣦ♧ࡉれた場合を除き、通ᖖの行ᨻ組織に

おける⫋ົᶒ限に基࡙きᮏ㒊の事ົをฎ理する。 

一㒊ᨵṇࠝᖹ成18年規๎54号ࠞ 

（㞧๎） 

第12条 この規๎の行について必要な事項は、ᮏ㒊長が定める。 

付๎ 

１ この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

２ ᮾி㒔災ᐖ対⟇ᮏ㒊୰ኸ区支㝲規๎（34年４᭶ᮾி㒔୰ኸ区規๎第５号）は、

ᗫṆする。 

付๎（39年９᭶30᪥規๎第48号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

付๎（40年６᭶１᪥規๎第44号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

付๎（42年８᭶１᪥規๎第22号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

付๎（46年６᭶30᪥規๎第20号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

付๎（47年１᭶20᪥規๎第２号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

付๎（48年９᭶１᪥規๎第27号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

付๎（49年４᭶１᪥規๎第12号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（50年８᭶15᪥規๎第56号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（51年５᭶20᪥規๎第24号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（52年５᭶20᪥規๎第27号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（52年８᭶23᪥規๎第43号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（53年８᭶１᪥規๎第41号） 
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この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（54年５᭶31᪥規๎第25号） 

この規๎は、54年６᭶１᪥から行する。 

㝃๎（56年４᭶１᪥規๎第12号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（57年４᭶１᪥規๎第24号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（57年12᭶20᪥規๎第51号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（58年４᭶１᪥規๎第11号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（60年４᭶１᪥規๎第13号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。ただし、別表ཌ⏕㒊の㒊⚟♴ㄢのḰඣ❺係の項のᨵ

ṇ規定は、60年４᭶16᪥から行する。 

㝃๎（61年４᭶１᪥規๎第15号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（62年９᭶１᪥規๎第39号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（63年６᭶１᪥規๎第32号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成ඖ年７᭶１᪥規๎第27号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成２年６᭶27᪥規๎第23号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成３年６᭶30᪥規๎第36号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成４年６᭶29᪥規๎第27号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成５年４᭶23᪥規๎第25号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成６年４᭶28᪥規๎第25号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成７年５᭶10᪥規๎第25号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成８年５᭶20᪥規๎第32号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成９年５᭶15᪥規๎第28号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成10年６᭶30᪥規๎第29号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成11年３᭶31᪥規๎第11号） 

この規๎は、ᖹ成11年４᭶１᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成13年６᭶29᪥規๎第29号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成14年11᭶１᪥規๎第37号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成15年８᭶29᪥規๎第30号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成16年９᭶１᪥規๎第41号） 
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４ 前２項に掲げるもののほか、㒊の⦅成に㛵し必要な事項は、ᮏ㒊長が定める。 

一㒊ᨵṇࠝ40年規๎44号࣭47年２号࣭50年56号࣭ᖹ成２年23号࣭8年32号࣭10

年29号࣭11年11号࣭14年37号࣭18年54号࣭19年76号࣭20年54号࣭21年12号࣭23年４

号࣭25年２号ࠞ 

第８条 ๐除 

๐除ࠝ40年規๎44号ࠞ 

（㒊長会㆟） 

第９条 ᮏ㒊長は、災ᐖ対⟇の᥎㐍をᅗるために必要があると認めるときは、㒊長会㆟をᣍ

㞟することができる。 

２ 㒊長会㆟は、次に掲げる者をもつてᵓ成する。 

１ ᮏ㒊長 

２ ᮏ㒊長 

３ 㒊長 

一㒊ᨵṇࠝ40年規๎44号ࠞ 

第10条 ๐除 

๐除ࠝ40年規๎44号ࠞ 

（⫋ົᶒ限） 

第11条 ᮏ㒊の⫋員は、特に定める場合又は特にᣦ♧ࡉれた場合を除き、通ᖖの行ᨻ組織に

おける⫋ົᶒ限に基࡙きᮏ㒊の事ົをฎ理する。 

一㒊ᨵṇࠝᖹ成18年規๎54号ࠞ 

（㞧๎） 

第12条 この規๎の行について必要な事項は、ᮏ㒊長が定める。 

付๎ 

１ この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

２ ᮾி㒔災ᐖ対⟇ᮏ㒊୰ኸ区支㝲規๎（34年４᭶ᮾி㒔୰ኸ区規๎第５号）は、

ᗫṆする。 

付๎（39年９᭶30᪥規๎第48号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

付๎（40年６᭶１᪥規๎第44号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

付๎（42年８᭶１᪥規๎第22号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

付๎（46年６᭶30᪥規๎第20号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

付๎（47年１᭶20᪥規๎第２号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

付๎（48年９᭶１᪥規๎第27号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

付๎（49年４᭶１᪥規๎第12号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（50年８᭶15᪥規๎第56号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（51年５᭶20᪥規๎第24号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（52年５᭶20᪥規๎第27号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（52年８᭶23᪥規๎第43号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（53年８᭶１᪥規๎第41号） 
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この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（54年５᭶31᪥規๎第25号） 

この規๎は、54年６᭶１᪥から行する。 

㝃๎（56年４᭶１᪥規๎第12号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（57年４᭶１᪥規๎第24号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（57年12᭶20᪥規๎第51号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（58年４᭶１᪥規๎第11号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（60年４᭶１᪥規๎第13号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。ただし、別表ཌ⏕㒊の㒊⚟♴ㄢのḰඣ❺係の項のᨵ

ṇ規定は、60年４᭶16᪥から行する。 

㝃๎（61年４᭶１᪥規๎第15号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（62年９᭶１᪥規๎第39号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（63年６᭶１᪥規๎第32号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成ඖ年７᭶１᪥規๎第27号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成２年６᭶27᪥規๎第23号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成３年６᭶30᪥規๎第36号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成４年６᭶29᪥規๎第27号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成５年４᭶23᪥規๎第25号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成６年４᭶28᪥規๎第25号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成７年５᭶10᪥規๎第25号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成８年５᭶20᪥規๎第32号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成９年５᭶15᪥規๎第28号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成10年６᭶30᪥規๎第29号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成11年３᭶31᪥規๎第11号） 

この規๎は、ᖹ成11年４᭶１᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成13年６᭶29᪥規๎第29号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成14年11᭶１᪥規๎第37号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成15年８᭶29᪥規๎第30号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成16年９᭶１᪥規๎第41号） 
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この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成18年８᭶10᪥規๎第54号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成19年12᭶14᪥規๎第76号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成20年12᭶15᪥規๎第54号） 

 この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成21年４᭶１᪥規๎第12号） 

 この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成23年３᭶31᪥規๎第４号） 

 この規๎は、ᖹ成23年４᭶１᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成23年８᭶１᪥規๎第19号） 

 この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成24年３᭶31᪥規๎第６号） 

 この規๎は、ᖹ成24年４᭶１᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成25年３᭶１᪥規๎第２号） 

 この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成25年３᭶30᪥規๎第４号） 

 この規๎は、ᖹ成25年４᭶１᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成25年９᭶30᪥規๎第42号） 

 この規๎は、ᖹ成25年10᭶１᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成26年３᭶31᪥規๎第９号） 

 この規๎は、ᖹ成26年４᭶１᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成27年３᭶31᪥規๎第20号） 

 この規๎は、ᖹ成27年４᭶１᪥から行する。 

 

別表（第７条㛵係） 

㒊ᨵṇࠝᖹ成２年規๎23号ࠞ、一㒊ᨵṇࠝᖹ成３年規๎36号࣭４年27号࣭５年 

25号࣭６年25号࣭７年25号࣭８年32号࣭９年28号࣭10年29号࣭11年11号࣭13年29 

号࣭14年37号࣭15年30号࣭16年41号࣭18年54号࣭19年76号࣭20年54号࣭21年12号 

࣭23年４号࣭19号࣭24年６号࣭25年２号࣭４号࣭42号࣭26年９号࣭27年20号ࠞ 
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72㸬୰ኸ༊⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊㐠Ⴀせ⥘㸦ᮏᩥ141㡫) 
 

第㸯❶ ⥲๎ 

（この要⥘の目的） 

第㸯 この要⥘は、୰ኸ区災ᐖ対⟇ᮏ㒊条行規๎（38年５᭶ᮾி㒔୰ኸ区規๎第13号。

以下「規๎」という。）第12条に基࡙き୰ኸ区災ᐖ対⟇ᮏ㒊の運営についての基ᮏ的な事項を

定めるものとする。 

（定⩏） 

第㸰 この要⥘において「災ᐖ」とは、災ᐖ対⟇基ᮏἲ（36年ἲᚊ第223号）第２条第１号

に定める災ᐖで災ᐖ救助ἲ行௧（22年ᨻ௧第225号）第１条に定める⛬度のものをいう。 

第㸰❶ ᮏ㒊ࡢタ⨨ཬࡧᗫṆ 

（ᮏ㒊のタ⨨） 

第㸱 区長は、୰ኸ区（以下「区」という。）のᆅᇦについて災ᐖがⓎ⏕し、又はⓎ⏕するおそ

れがある場合で、第３❶の㠀ᖖ㓄ഛែໃをⓎ௧する必要があると認めたときは、ᮏ㒊をタ⨨す

る。 

２ ᮏ㒊の㒊長（以下「㒊長」という。）の⫋にてられている者は、ᮏ㒊をタ⨨する必要があ

ると認められたときは、防災༴ᶵ管理ᐊ長にᮏ㒊のタ⨨を要請することができる。 

３ 防災༴ᶵ管理ᐊ長は、上記２の要請があった場合、又はその他の≧ἣによりᮏ㒊をタ⨨する

必要があると認めたときは、規๎第５条第１項のᮏ㒊員の⫋にてられている者に༠㆟して、

ᮏ㒊のタ⨨を区長に申請しなければならない。 

（ᮏ㒊のタ⨨等の通知等） 

第㸲 防災༴ᶵ管理ᐊ長は、ᮏ㒊がタ⨨ࡉれたときは、┤ࡕに次に掲げる者にᮏ㒊のタ⨨を通知

しなければならない。 

(1) 㒊長 

(2) ୰ኸ区防災会㆟のጤ員 

(3) ᮾி㒔知事 

(4) 前３号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者 

２ 㒊長は、前項の規定による通知を受けたときは、ᡤᒓ⫋員に対し࿘知ᚭᗏࡏࡉなければなら

ない。 

（ᮏ㒊のᗫṆ） 

第㸳 区長は、区の区ᇦについて災ᐖがⓎ⏕するおそれがなくなったと認めたとき、又は災ᐖᛂ

急対⟇がおおむࡡしたと認めたときは、ᮏ㒊をᗫṆする。 

２ ᮏ㒊のᗫṆの通知等は、上記第４に準じてฎ理する。 

第㸱❶ ᮏ㒊ࡢ㠀ᖖ㓄ഛែໃ 

（㠀ᖖ㓄ഛែໃの✀別） 

第㸴 災ᐖにおけるᮏ㒊の活動ែໃの基準は、おおむࡡ次のとおりとする。 

(1) 第１㠀ᖖ㓄ഛែໃ 

 ᮇ 

 おおむ24ࡡ㛫後に災ᐖがⓎ⏕するおそれがあるとき、又はその他の≧ἣによりᮏ㒊長

がこのᣦ௧をⓎしたとき。 

ࣟ ែໃ 

 Ỉ防その他災ᐖのⓎ⏕を防ࡄためのᥐ⨨をᙉし、救助その他災ᐖのᣑを防Ṇするた

めに必要な準ഛを㛤ጞするほか、通ಙሗ活動をとする。 

(2) 第２㠀ᖖ㓄ഛែໃ 

 ᮇ 

 おおむ12ࡡ㛫後に災ᐖがⓎ⏕するおそれがあるとき、ⱝしくはᒁᆅ災ᐖがⓎ⏕したと

き、又はその他の≧ἣにより、ᮏ㒊長がこのᣦ௧をⓎしたとき。 

ࣟ ែໃ 
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この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成18年８᭶10᪥規๎第54号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成19年12᭶14᪥規๎第76号） 

この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成20年12᭶15᪥規๎第54号） 

 この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成21年４᭶１᪥規๎第12号） 

 この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成23年３᭶31᪥規๎第４号） 

 この規๎は、ᖹ成23年４᭶１᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成23年８᭶１᪥規๎第19号） 

 この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成24年３᭶31᪥規๎第６号） 

 この規๎は、ᖹ成24年４᭶１᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成25年３᭶１᪥規๎第２号） 

 この規๎は、බᕸの᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成25年３᭶30᪥規๎第４号） 

 この規๎は、ᖹ成25年４᭶１᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成25年９᭶30᪥規๎第42号） 

 この規๎は、ᖹ成25年10᭶１᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成26年３᭶31᪥規๎第９号） 

 この規๎は、ᖹ成26年４᭶１᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成27年３᭶31᪥規๎第20号） 

 この規๎は、ᖹ成27年４᭶１᪥から行する。 

 

別表（第７条㛵係） 

㒊ᨵṇࠝᖹ成２年規๎23号ࠞ、一㒊ᨵṇࠝᖹ成３年規๎36号࣭４年27号࣭５年 

25号࣭６年25号࣭７年25号࣭８年32号࣭９年28号࣭10年29号࣭11年11号࣭13年29 

号࣭14年37号࣭15年30号࣭16年41号࣭18年54号࣭19年76号࣭20年54号࣭21年12号 

࣭23年４号࣭19号࣭24年６号࣭25年２号࣭４号࣭42号࣭26年９号࣭27年20号ࠞ 
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72㸬୰ኸ༊⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊㐠Ⴀせ⥘㸦ᮏᩥ141㡫) 
 

第㸯❶ ⥲๎ 

（この要⥘の目的） 

第㸯 この要⥘は、୰ኸ区災ᐖ対⟇ᮏ㒊条行規๎（38年５᭶ᮾி㒔୰ኸ区規๎第13号。

以下「規๎」という。）第12条に基࡙き୰ኸ区災ᐖ対⟇ᮏ㒊の運営についての基ᮏ的な事項を

定めるものとする。 

（定⩏） 

第㸰 この要⥘において「災ᐖ」とは、災ᐖ対⟇基ᮏἲ（36年ἲᚊ第223号）第２条第１号

に定める災ᐖで災ᐖ救助ἲ行௧（22年ᨻ௧第225号）第１条に定める⛬度のものをいう。 

第㸰❶ ᮏ㒊ࡢタ⨨ཬࡧᗫṆ 

（ᮏ㒊のタ⨨） 

第㸱 区長は、୰ኸ区（以下「区」という。）のᆅᇦについて災ᐖがⓎ⏕し、又はⓎ⏕するおそ

れがある場合で、第３❶の㠀ᖖ㓄ഛែໃをⓎ௧する必要があると認めたときは、ᮏ㒊をタ⨨す

る。 

２ ᮏ㒊の㒊長（以下「㒊長」という。）の⫋にてられている者は、ᮏ㒊をタ⨨する必要があ

ると認められたときは、防災༴ᶵ管理ᐊ長にᮏ㒊のタ⨨を要請することができる。 

３ 防災༴ᶵ管理ᐊ長は、上記２の要請があった場合、又はその他の≧ἣによりᮏ㒊をタ⨨する

必要があると認めたときは、規๎第５条第１項のᮏ㒊員の⫋にてられている者に༠㆟して、

ᮏ㒊のタ⨨を区長に申請しなければならない。 

（ᮏ㒊のタ⨨等の通知等） 

第㸲 防災༴ᶵ管理ᐊ長は、ᮏ㒊がタ⨨ࡉれたときは、┤ࡕに次に掲げる者にᮏ㒊のタ⨨を通知

しなければならない。 

(1) 㒊長 

(2) ୰ኸ区防災会㆟のጤ員 

(3) ᮾி㒔知事 

(4) 前３号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者 

２ 㒊長は、前項の規定による通知を受けたときは、ᡤᒓ⫋員に対し࿘知ᚭᗏࡏࡉなければなら

ない。 

（ᮏ㒊のᗫṆ） 

第㸳 区長は、区の区ᇦについて災ᐖがⓎ⏕するおそれがなくなったと認めたとき、又は災ᐖᛂ

急対⟇がおおむࡡしたと認めたときは、ᮏ㒊をᗫṆする。 

２ ᮏ㒊のᗫṆの通知等は、上記第４に準じてฎ理する。 

第㸱❶ ᮏ㒊ࡢ㠀ᖖ㓄ഛែໃ 

（㠀ᖖ㓄ഛែໃの✀別） 

第㸴 災ᐖにおけるᮏ㒊の活動ែໃの基準は、おおむࡡ次のとおりとする。 

(1) 第１㠀ᖖ㓄ഛែໃ 

 ᮇ 

 おおむ24ࡡ㛫後に災ᐖがⓎ⏕するおそれがあるとき、又はその他の≧ἣによりᮏ㒊長

がこのᣦ௧をⓎしたとき。 

ࣟ ែໃ 

 Ỉ防その他災ᐖのⓎ⏕を防ࡄためのᥐ⨨をᙉし、救助その他災ᐖのᣑを防Ṇするた

めに必要な準ഛを㛤ጞするほか、通ಙሗ活動をとする。 

(2) 第２㠀ᖖ㓄ഛែໃ 

 ᮇ 

 おおむ12ࡡ㛫後に災ᐖがⓎ⏕するおそれがあるとき、ⱝしくはᒁᆅ災ᐖがⓎ⏕したと

き、又はその他の≧ἣにより、ᮏ㒊長がこのᣦ௧をⓎしたとき。 

ࣟ ែໃ 
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 ᮏ㒊⫋員の⣙３ศの１をもってこれに当たり、第１㠀ᖖ㓄ഛែໃをᙉするとともにᒁ

ᆅ災ᐖに┤ࡕに対ฎできるែໃとする。 

(3) 第３㠀ᖖ㓄ഛែໃ 

 ᮇ 

 事ែがษ㏕し、┦当のᆅᇦについて災ᐖがⓎ⏕すると予ࡉれるとき、ⱝしくはⓎ⏕し

たとき、又はその他の≧ἣにより、ᮏ㒊長がこのᣦ௧をⓎしたとき。 

ࣟ ែໃ 

 ᮏ㒊⫋員の༙ᩘ以上をもってこれに当たり、┦当ᆅᇦの災ᐖに┤ࡕに対ฎできるែໃと

する。 

(4) 第４㠀ᖖ㓄ഛែໃ 

 ᮇ 

 災ᐖがᣑし、第３㠀ᖖ㓄ഛែໃでは対ฎできないとき、又はその他の≧ἣにより、ᮏ

㒊長がこのᣦ௧をⓎしたとき。 

ࣟ ែໃ 

 ᮏ㒊のຊをもって当るែໃとする。 

（⫋員の自動ཧ㞟） 

第㸵 ⫋員はṇ規のົ㛫（୰ኸ区⫋員のົ㛫、ఇ᠁㛫等に㛵する規⛬（ᖹ成10年４᭶

ᮾி㒔୰ኸ区カ௧⏥第４号）第２条の規定によりりられた㛫をいう。）外等に㟈度６ᙅ

以上のᆅ㟈がᮾிにⓎ⏕した場合は、第４㠀ᖖ㓄ഛែໃがᣦ௧ࡉれたものとࡳなし、あらかじ

めᣦ定ࡉれた場ᡤにཧ㞟するものとする。 

（㠀ᖖ㓄ഛែໃの特） 

第８ ᮏ㒊長は、災ᐖの≧ἣその他により必要があると認めたときは、特定の㒊に対してのࡳ㠀

ᖖ㓄ഛែໃのᣦ௧をⓎし、又は特定の㒊に対して✀別の␗なる㠀ᖖ㓄ഛែໃのᣦ௧をⓎするこ

とができる。 

（㠀ᖖ㓄ഛែໃに基࡙くᥐ⨨） 

第９ 㒊長は、あらかじめ㒊が㠀ᖖ㓄ഛែໃの✀別にᛂじてᥐ⨨すき要領を定め、ᡤᒓ⫋員に

対し࿘知ᚭᗏࡏࡉておかなければならない。 

２ 㒊長は、㠀ᖖ㓄ഛែໃのᣦ௧を受けたときは、前項の要領に基࡙き、ᡤᒓ⫋員に必要なᣦ♧

をしなければならない。 

第㸲❶ 㒊ࡢ⦅ᡂཬࡧศᤸົ 

第10 㒊の⦅成及びศᤸ事ົは、規๎の定めるとこࢁによる。 

第㸳❶ ⫋ဨࡢ㓄⨨ཬࡧ᭹ົ 

（⫋員の㓄⨨） 

第11 㒊長は、あらかじめ㒊のศᤸ事ົを㐙行するため、ྛ㠀ᖖ㓄ഛែໃにおいてᮏ㒊の事ົに

㓄⨨すき⫋員を規๎第７条第３項の規定に基࡙くᮏ㒊の⫋員として௵し、必要な名簿をഛ

えておかなければならない。 

２ 㒊長は、あらかじめ別記第１号様式により㠀ᖖ㓄ഛែໃ別の⫋員の動員表をస成し、ᮏ㒊長

にሗ࿌するとともに、ᡤᒓ⫋員に対し࿘知ᚭᗏࡏࡉておかなければならない。 

３ 㒊長は、あらかじめ⫋員の㠀ᖖཧ㞟᪉ἲを定め、ᡤᒓ⫋員に対し࿘知ᚭᗏࡏࡉておかなけれ

ばならない。 

４ 㒊長は、㠀ᖖ㓄ഛែໃのᣦ௧を受けたときは、┤ࡕに災ᐖの≧ἣにᛂࡎる次のᥐ⨨をとらな

ければならない。 

(1) 動員表に基࡙き⫋員をᡤ定の㒊⨫に㓄ഛすること。 

(2) 動員表に準じ⥲ົ㒊長へ動員≧ἣをሗ࿌すること。 

(3) その他㧗次の㠀ᖖ㓄ഛែໃの㓄⨨に⛣行できるᥐ⨨をㅮࡎること。 

（⫋員の᭹ົ） 

第12 ᮏ㒊の⫋員は、ᮏ㒊がタ⨨ࡉれた場合は次の事項をཝᏲしなければならない。 

(1) ᖖに災ᐖに㛵するሗ及びᮏ㒊のᣦ♧にὀពすること。 

(2) 急の行事、会㆟、出ᙇ等を୰Ṇすること。 
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(3) ṇ規のົ㛫が⤊しても、上ྖのᣦ♧があるࡲで㏥ᗇしないこと。 

(4) ົ場ᡤを㞳れている場合においてもᖖにᡤᅾを᫂らかにし、㐍ࢇで上ྖと㐃⤡をとる

こと。 

(5) 㠀ᖖ㓄ഛែໃがⓎ௧ࡉれたときは、動員表にᚑってཧ㞟すること。 

２ すてᮏ㒊の⫋員は、自らのゝ動によって、ఫ民にᏳを与え、ఫ民のㄗゎをᣍき、又はᮏ

㒊の活動に支㞀をきたすことのないよう、ཝしくὀពしなければならない。 

第㸴❶ ᮏ㒊㐃⤡ဨ 

（ᮏ㒊㐃⤡員の⫋ົ等） 

第13 ᮏ㒊長ᐊと㒊の㐃⤡、㒊┦の㐃⤡ㄪᩚを᥎㐍するため㒊ࡈとにᮏ㒊㐃⤡員を⨨く。 

２ 㒊長は、あらかじめ㒊ᡤᒓのㄢ長の⫋にある者のうࡕから」ᩘのᮏ㒊㐃⤡員をᣦ名し、別記

第２号様式によりᮏ㒊長にሗ࿌しなければならない。 

（ᮏ㒊㐃⤡員のᣍ㞟） 

第14 防災༴ᶵ管理ᐊ長は、ᮏ㒊長ᐊが㛤タࡉれたとき又は㒊┦㛫の㐃⤡ㄪᩚをはかるため必

要があると認めたときは、ᮏ㒊㐃⤡員をᣍ㞟することができる。 

第㸵❶ ᮏ㒊㛗ᐊࡢ㛤タཬࡧᮏ㒊㛗ᐊࡢ㆟ 

（ᮏ㒊長ᐊの㛤タ） 

第15 ᮏ㒊長は、ཎ๎として第２㠀ᖖ㓄ഛែໃをⓎ௧したときは、規๎第３条のᮏ㒊長ᐊのᵓ成

員をᣍ㞟するものとする。 

２ ᮏ㒊長は、災ᐖの≧ἣその他により必要があると認めたときは、規๎第５条第２項のᮏ㒊員

をᣦ名するものとする。 

３ ᮏ㒊長は、特に必要があると認めたときは、ᮏ㒊長ᐊに、区防災会㆟のጤ員がᒓするᶵ㛵の

ὴ㐵員、その他ᮏ㒊長ᐊのᵓ成員以外の者の出ᖍをồめることができる。 

（ᮏ㒊長ᐊの㆟事） 

第16 ᮏ㒊長ᐊに付㆟する事項は、規๎第２条に定める審㆟⟇定事項及び୰ኸ区ᆅᇦ防災計画に

定めるሗ࿌事項とする。 

２ 㒊長は付㆟事項について特に必要があると認めたときは、㐺当と認めるㄝ᫂者を出ᖍࡏࡉる

ことをồめることができる。 

第８❶ ᮏ㒊㛗ᐊࡿࡅ࠾Ⓨಙ㡯ཬཷࡧಙ㡯ࡢฎ⌮ 

（Ⓨಙ事項のฎ理） 

第17 災対ᣦ௧㒊ᣦ௧通ಙㄢ長は、ᮏ㒊長のᣦ♧事項及びᮏ㒊長ᐊの付㆟事項のうࡕ必要と認め

た事項について、ⓎಙᩥをⓎ㆟し、防災༴ᶵ管理ᐊ長の☜認をᚓた上、ᮏ㒊㐃⤡員等にఏ達し

なければならない。 

（受ಙ事項のฎ理） 

第18 災対ᣦ௧㒊ᣦ௧通ಙㄢ長は、受ಙした事項をᮏ㒊長ᐊに付㆟するとともにᮏ㒊㐃⤡員等に

㐃⤡しなければならない。 

２ 災対ᣦ௧㒊ᣦ௧通ಙㄢ長は、ᮏ㒊長ᐊにおける受ಙ事項をᩚ理㞟計しておかなければならな

い。 

（通ಙ用⣬） 

第19 ᮏ㒊長ᐊにおけるⓎಙ事項及び受ಙ事項のฎ理は、別記第３号様式の用⣬を使用するもの

とする。 

第９❶ 㒊㛗㆟ 

（会㆟のᣍ㞟） 

第20 㒊長会㆟は、おおむࡡ次の場合にᣍ㞟する。 

(1) ᮏ㒊長ᐊにおいてᣍ㞟を審㆟決定したとき。 

(2) 㒊長からᣍ㞟の要請があったとき。 

(3) その他㔜要な災ᐖ対⟇に㛵して㐃⤡ㄪᩚをᅗる必要があるとき。 

２ 㒊長会㆟のᣍ㞟場ᡤは、その㒔度ᣦ♧する。 

３ 㒊長は、必要な⿵బ員をకって会㆟に出ᖍすることができる。 
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 ᮏ㒊⫋員の⣙３ศの１をもってこれに当たり、第１㠀ᖖ㓄ഛែໃをᙉするとともにᒁ

ᆅ災ᐖに┤ࡕに対ฎできるែໃとする。 

(3) 第３㠀ᖖ㓄ഛែໃ 

 ᮇ 

 事ែがษ㏕し、┦当のᆅᇦについて災ᐖがⓎ⏕すると予ࡉれるとき、ⱝしくはⓎ⏕し

たとき、又はその他の≧ἣにより、ᮏ㒊長がこのᣦ௧をⓎしたとき。 

ࣟ ែໃ 

 ᮏ㒊⫋員の༙ᩘ以上をもってこれに当たり、┦当ᆅᇦの災ᐖに┤ࡕに対ฎできるែໃと

する。 

(4) 第４㠀ᖖ㓄ഛែໃ 

 ᮇ 

 災ᐖがᣑし、第３㠀ᖖ㓄ഛែໃでは対ฎできないとき、又はその他の≧ἣにより、ᮏ

㒊長がこのᣦ௧をⓎしたとき。 

ࣟ ែໃ 

 ᮏ㒊のຊをもって当るែໃとする。 

（⫋員の自動ཧ㞟） 

第㸵 ⫋員はṇ規のົ㛫（୰ኸ区⫋員のົ㛫、ఇ᠁㛫等に㛵する規⛬（ᖹ成10年４᭶

ᮾி㒔୰ኸ区カ௧⏥第４号）第２条の規定によりりられた㛫をいう。）外等に㟈度６ᙅ

以上のᆅ㟈がᮾிにⓎ⏕した場合は、第４㠀ᖖ㓄ഛែໃがᣦ௧ࡉれたものとࡳなし、あらかじ

めᣦ定ࡉれた場ᡤにཧ㞟するものとする。 

（㠀ᖖ㓄ഛែໃの特） 

第８ ᮏ㒊長は、災ᐖの≧ἣその他により必要があると認めたときは、特定の㒊に対してのࡳ㠀

ᖖ㓄ഛែໃのᣦ௧をⓎし、又は特定の㒊に対して✀別の␗なる㠀ᖖ㓄ഛែໃのᣦ௧をⓎするこ

とができる。 

（㠀ᖖ㓄ഛែໃに基࡙くᥐ⨨） 

第９ 㒊長は、あらかじめ㒊が㠀ᖖ㓄ഛែໃの✀別にᛂじてᥐ⨨すき要領を定め、ᡤᒓ⫋員に

対し࿘知ᚭᗏࡏࡉておかなければならない。 

２ 㒊長は、㠀ᖖ㓄ഛែໃのᣦ௧を受けたときは、前項の要領に基࡙き、ᡤᒓ⫋員に必要なᣦ♧

をしなければならない。 

第㸲❶ 㒊ࡢ⦅ᡂཬࡧศᤸົ 

第10 㒊の⦅成及びศᤸ事ົは、規๎の定めるとこࢁによる。 

第㸳❶ ⫋ဨࡢ㓄⨨ཬࡧ᭹ົ 

（⫋員の㓄⨨） 

第11 㒊長は、あらかじめ㒊のศᤸ事ົを㐙行するため、ྛ㠀ᖖ㓄ഛែໃにおいてᮏ㒊の事ົに

㓄⨨すき⫋員を規๎第７条第３項の規定に基࡙くᮏ㒊の⫋員として௵し、必要な名簿をഛ

えておかなければならない。 

２ 㒊長は、あらかじめ別記第１号様式により㠀ᖖ㓄ഛែໃ別の⫋員の動員表をస成し、ᮏ㒊長

にሗ࿌するとともに、ᡤᒓ⫋員に対し࿘知ᚭᗏࡏࡉておかなければならない。 

３ 㒊長は、あらかじめ⫋員の㠀ᖖཧ㞟᪉ἲを定め、ᡤᒓ⫋員に対し࿘知ᚭᗏࡏࡉておかなけれ

ばならない。 

４ 㒊長は、㠀ᖖ㓄ഛែໃのᣦ௧を受けたときは、┤ࡕに災ᐖの≧ἣにᛂࡎる次のᥐ⨨をとらな

ければならない。 

(1) 動員表に基࡙き⫋員をᡤ定の㒊⨫に㓄ഛすること。 

(2) 動員表に準じ⥲ົ㒊長へ動員≧ἣをሗ࿌すること。 

(3) その他㧗次の㠀ᖖ㓄ഛែໃの㓄⨨に⛣行できるᥐ⨨をㅮࡎること。 

（⫋員の᭹ົ） 

第12 ᮏ㒊の⫋員は、ᮏ㒊がタ⨨ࡉれた場合は次の事項をཝᏲしなければならない。 

(1) ᖖに災ᐖに㛵するሗ及びᮏ㒊のᣦ♧にὀពすること。 

(2) 急の行事、会㆟、出ᙇ等を୰Ṇすること。 
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(3) ṇ規のົ㛫が⤊しても、上ྖのᣦ♧があるࡲで㏥ᗇしないこと。 

(4) ົ場ᡤを㞳れている場合においてもᖖにᡤᅾを᫂らかにし、㐍ࢇで上ྖと㐃⤡をとる

こと。 

(5) 㠀ᖖ㓄ഛែໃがⓎ௧ࡉれたときは、動員表にᚑってཧ㞟すること。 

２ すてᮏ㒊の⫋員は、自らのゝ動によって、ఫ民にᏳを与え、ఫ民のㄗゎをᣍき、又はᮏ

㒊の活動に支㞀をきたすことのないよう、ཝしくὀពしなければならない。 

第㸴❶ ᮏ㒊㐃⤡ဨ 

（ᮏ㒊㐃⤡員の⫋ົ等） 

第13 ᮏ㒊長ᐊと㒊の㐃⤡、㒊┦の㐃⤡ㄪᩚを᥎㐍するため㒊ࡈとにᮏ㒊㐃⤡員を⨨く。 

２ 㒊長は、あらかじめ㒊ᡤᒓのㄢ長の⫋にある者のうࡕから」ᩘのᮏ㒊㐃⤡員をᣦ名し、別記

第２号様式によりᮏ㒊長にሗ࿌しなければならない。 

（ᮏ㒊㐃⤡員のᣍ㞟） 

第14 防災༴ᶵ管理ᐊ長は、ᮏ㒊長ᐊが㛤タࡉれたとき又は㒊┦㛫の㐃⤡ㄪᩚをはかるため必

要があると認めたときは、ᮏ㒊㐃⤡員をᣍ㞟することができる。 

第㸵❶ ᮏ㒊㛗ᐊࡢ㛤タཬࡧᮏ㒊㛗ᐊࡢ㆟ 

（ᮏ㒊長ᐊの㛤タ） 

第15 ᮏ㒊長は、ཎ๎として第２㠀ᖖ㓄ഛែໃをⓎ௧したときは、規๎第３条のᮏ㒊長ᐊのᵓ成

員をᣍ㞟するものとする。 

２ ᮏ㒊長は、災ᐖの≧ἣその他により必要があると認めたときは、規๎第５条第２項のᮏ㒊員

をᣦ名するものとする。 

３ ᮏ㒊長は、特に必要があると認めたときは、ᮏ㒊長ᐊに、区防災会㆟のጤ員がᒓするᶵ㛵の

ὴ㐵員、その他ᮏ㒊長ᐊのᵓ成員以外の者の出ᖍをồめることができる。 

（ᮏ㒊長ᐊの㆟事） 

第16 ᮏ㒊長ᐊに付㆟する事項は、規๎第２条に定める審㆟⟇定事項及び୰ኸ区ᆅᇦ防災計画に

定めるሗ࿌事項とする。 

２ 㒊長は付㆟事項について特に必要があると認めたときは、㐺当と認めるㄝ᫂者を出ᖍࡏࡉる

ことをồめることができる。 

第８❶ ᮏ㒊㛗ᐊࡿࡅ࠾Ⓨಙ㡯ཬཷࡧಙ㡯ࡢฎ⌮ 

（Ⓨಙ事項のฎ理） 

第17 災対ᣦ௧㒊ᣦ௧通ಙㄢ長は、ᮏ㒊長のᣦ♧事項及びᮏ㒊長ᐊの付㆟事項のうࡕ必要と認め

た事項について、ⓎಙᩥをⓎ㆟し、防災༴ᶵ管理ᐊ長の☜認をᚓた上、ᮏ㒊㐃⤡員等にఏ達し

なければならない。 

（受ಙ事項のฎ理） 

第18 災対ᣦ௧㒊ᣦ௧通ಙㄢ長は、受ಙした事項をᮏ㒊長ᐊに付㆟するとともにᮏ㒊㐃⤡員等に

㐃⤡しなければならない。 

２ 災対ᣦ௧㒊ᣦ௧通ಙㄢ長は、ᮏ㒊長ᐊにおける受ಙ事項をᩚ理㞟計しておかなければならな

い。 

（通ಙ用⣬） 

第19 ᮏ㒊長ᐊにおけるⓎಙ事項及び受ಙ事項のฎ理は、別記第３号様式の用⣬を使用するもの

とする。 

第９❶ 㒊㛗㆟ 

（会㆟のᣍ㞟） 

第20 㒊長会㆟は、おおむࡡ次の場合にᣍ㞟する。 

(1) ᮏ㒊長ᐊにおいてᣍ㞟を審㆟決定したとき。 

(2) 㒊長からᣍ㞟の要請があったとき。 

(3) その他㔜要な災ᐖ対⟇に㛵して㐃⤡ㄪᩚをᅗる必要があるとき。 

２ 㒊長会㆟のᣍ㞟場ᡤは、その㒔度ᣦ♧する。 

３ 㒊長は、必要な⿵బ員をకって会㆟に出ᖍすることができる。 
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（資ᩱの準ഛ） 

第21 㒊長は、㒊長会㆟に出ᖍするときは、ᡤ管事項についてとったᥐ⨨及びとࢁうとするᥐ⨨

のᴫ要その他ཧ⪃となる資ᩱを準ഛしなければならない。 

第10❶ ᮏ㒊ࡢ㈈ົ 

（ᮏ㒊の㈈ົ） 

第22 ᮏ㒊の㈈ົは、通ᖖの行ᨻ組織における⫋ົᶒ限によりฎ理する。 

第11❶ 災ᐖ対⟇のᐇ 

第23 ᮏ㒊のྛᶵ㛵がᐇする災ᐖ対⟇は、この要⥘に定めるもののほか、୰ኸ区ᆅᇦ防災計画

の定めるとこࢁによる。 

第12❶ ᮏ㒊ࡢ⿕᭹ཬࡧᶆ㆑ 

第24 ᮏ㒊の⿕᭹及びᶆ㆑については、別に定める。 

   㝃๎（ᖹ成２年７᭶５᪥ ２୰ᆅ防第351号） 

 この要⥘は、ᖹ成２年７᭶１᪥から㐺用する。 

   㝃๎（ᖹ成８年10᭶14᪥ ８୰ᆅ防第260号） 

 この要⥘は、ᖹ成８年10᭶１᪥から㐺用する。 

   㝃๎（ᖹ成11年３᭶29᪥ 10୰ᆅ管第585号） 

 この要⥘は、ᖹ成11年４᭶１᪥から㐺用する。 

   㝃๎（ᖹ成20年３᭶31᪥ 20୰区防第313号） 

 この要⥘は、ᖹ成21年４᭶１᪥から㐺用する。 
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第１号様式 

  㠀ᖖ㓄ഛែໃ別動員表 

  㒊 

㒊 ㄢ 
ᡤ  ᒓ 

⫋ 員 ᩘ 

第１㠀ᖖ

㓄ഛែໃ 

第２㠀ᖖ

㓄ഛែໃ 

第３㠀ᖖ

㓄ഛែໃ 

第４㠀ᖖ

㓄ഛែໃ 
ഛ  ⪃ 

 
 

㒊 

 管理⫋       

   ㄢ       

 管理⫋       

   ㄢ       

合    計       

（ὀ）１ ᡤᒓ⫋員ᩘは、ᮏ㒊組織に対する通ᖖの行ᨻ組織にᡤᒓする⥲⫋員ᩘを記入すること。 

２ ዪᏊ⫋員ᩘは、ࢥࢵ࢝内書とする。 

３ 㒊にᡤᒓする管理⫋は、ᗢົᢸ当ㄢの管理⫋ḍに記入すること。 

４ ഛ⪃ḍは、交᭰᪉ἲ等を記入すること。 

 

第２号様式 

  ᮏ㒊㐃⤡員名簿 

  㒊  

通ᖖの行ᨻ組織 

における⫋名 

ᮏ㒊組織に 

おける⫋名 
Ặ   名 㟁 ヰ ఫ   ᡤ 

     

     

     

（ὀ）１ 自Ꮿに㟁ヰがない場合は、必ࡎ出し㟁ヰを記入すること。 

２ ྛேࡈとに自Ꮿ付㏆の内ᅗを添付すること。 

 

第３号様式 

  資ᩱ⦅21㸬⿕ᐖ≧ἣሗ࿌書様式をཧ↷ 
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（資ᩱの準ഛ） 

第21 㒊長は、㒊長会㆟に出ᖍするときは、ᡤ管事項についてとったᥐ⨨及びとࢁうとするᥐ⨨

のᴫ要その他ཧ⪃となる資ᩱを準ഛしなければならない。 

第10❶ ᮏ㒊ࡢ㈈ົ 

（ᮏ㒊の㈈ົ） 

第22 ᮏ㒊の㈈ົは、通ᖖの行ᨻ組織における⫋ົᶒ限によりฎ理する。 

第11❶ 災ᐖ対⟇のᐇ 

第23 ᮏ㒊のྛᶵ㛵がᐇする災ᐖ対⟇は、この要⥘に定めるもののほか、୰ኸ区ᆅᇦ防災計画

の定めるとこࢁによる。 

第12❶ ᮏ㒊ࡢ⿕᭹ཬࡧᶆ㆑ 

第24 ᮏ㒊の⿕᭹及びᶆ㆑については、別に定める。 

   㝃๎（ᖹ成２年７᭶５᪥ ２୰ᆅ防第351号） 

 この要⥘は、ᖹ成２年７᭶１᪥から㐺用する。 

   㝃๎（ᖹ成８年10᭶14᪥ ８୰ᆅ防第260号） 

 この要⥘は、ᖹ成８年10᭶１᪥から㐺用する。 

   㝃๎（ᖹ成11年３᭶29᪥ 10୰ᆅ管第585号） 

 この要⥘は、ᖹ成11年４᭶１᪥から㐺用する。 

   㝃๎（ᖹ成20年３᭶31᪥ 20୰区防第313号） 

 この要⥘は、ᖹ成21年４᭶１᪥から㐺用する。 
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第１号様式 

  㠀ᖖ㓄ഛែໃ別動員表 

  㒊 

㒊 ㄢ 
ᡤ  ᒓ 

⫋ 員 ᩘ 

第１㠀ᖖ

㓄ഛែໃ 

第２㠀ᖖ

㓄ഛែໃ 

第３㠀ᖖ

㓄ഛែໃ 

第４㠀ᖖ

㓄ഛែໃ 
ഛ  ⪃ 

 
 

㒊 

 管理⫋       

   ㄢ       

 管理⫋       

   ㄢ       

合    計       

（ὀ）１ ᡤᒓ⫋員ᩘは、ᮏ㒊組織に対する通ᖖの行ᨻ組織にᡤᒓする⥲⫋員ᩘを記入すること。 

２ ዪᏊ⫋員ᩘは、ࢥࢵ࢝内書とする。 

３ 㒊にᡤᒓする管理⫋は、ᗢົᢸ当ㄢの管理⫋ḍに記入すること。 

４ ഛ⪃ḍは、交᭰᪉ἲ等を記入すること。 

 

第２号様式 

  ᮏ㒊㐃⤡員名簿 

  㒊  

通ᖖの行ᨻ組織 

における⫋名 

ᮏ㒊組織に 

おける⫋名 
Ặ   名 㟁 ヰ ఫ   ᡤ 

     

     

     

（ὀ）１ 自Ꮿに㟁ヰがない場合は、必ࡎ出し㟁ヰを記入すること。 

２ ྛேࡈとに自Ꮿ付㏆の内ᅗを添付すること。 

 

第３号様式

  資ᩱ⦅21㸬⿕ᐖ≧ἣሗ࿌書様式をཧ↷ 
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73㸬୰ኸ༊⫋ဨࡢ㆙ᡄົ㛵ࡿࡍつ⛬㸦ᮏᩥ130㡫㸧 
 

 59年３᭶９᪥ 

カ௧⏥第１号 

ᨵṇ ᖹ成ඖ年４᭶１᪥カ௧⏥第９号 ᖹ成２年４᭶１᪥カ௧⏥第６号 

 ᖹ成４年７᭶１᪥カ௧⏥第10号 ᖹ成７年４᭶28᪥カ௧⏥第５号 

 ᖹ成10年４᭶１᪥カ௧⏥第４号 ᖹ成11年４᭶１᪥カ௧⏥第１号 

 ᖹ成15年４᭶８᪥カ௧⏥第８号 ᖹ成20年５᭶１᪥カ௧⏥第８号 

 ᖹ成21年４᭶１᪥カ௧⏥第４号 ᖹ成26年４᭶１᪥カ௧⏥第３号 

 ᖹ成27年４᭶１᪥カ௧⏥第１号  

୰ኸ区⫋員の㆙ᡄົに㛵する規⛬ 

（㊃᪨） 

第㸯条 この規⛬は、区長がᣦ定する⫋員の㆙ᡄົについて必要な事項を定めるものとする。 

（用ㄒの定⩏） 

第㸰条 この規⛬において「㆙ᡄົ」とは、ṇ規のົ㛫（୰ኸ区⫋員のົ㛫、ఇ᠁

㛫等に㛵する規⛬（ᖹ成 10年４᭶୰ኸ区カ௧⏥第４号）第２条の規定によりりられた

㛫をいう。）外等にⓎ⏕するᆅ㟈災ᐖ等の㠀ᖖ事ែに対ฎするためのᐟ┤ົ及び᪥┤ົを

いう。 

一㒊ᨵṇࠝᖹ成７年カ௧⏥５号࣭10年４号ࠞ 

（㆙ᡄົ⫋員） 

第㸱条 ㆙ᡄົにᚑ事する⫋員として区長がᣦ定する⫋員（以下「㆙ᡄົ⫋員」という。）

は、㒊長、ㄢ長及びこれらに┦当する⫋にある者（医ᖌを除く。）とする。 

一㒊ᨵṇࠝᖹ成７年カ௧⏥５号࣭15年８号࣭26年３号ࠞ 

（⫋ົ） 

第㸲条 ㆙ᡄົ⫋員は、防災༴ᶵ管理ᐊ長のᣦ定する場ᡤにおいて㆙ᡄົするとともに、ᆅ

㟈災ᐖ等がⓎ⏕し、又はⓎ⏕するおそれがあるときは、災ᐖ対⟇基ᮏἲ（ 36年ἲᚊ第 223

号）第 23条の２に基࡙く災ᐖ対⟇ᮏ㒊がタ⨨ࡉれるࡲでの㛫、次に掲げる事ົをつかࡉる。 

１ 災ᐖに㛵するሗの収㞟及び防災༴ᶵ管理ᐊ長等への通ሗに㛵すること。 

２ 災ᐖ対⟇ᮏ㒊のタ⨨準ഛに㛵すること。 

３ ⮫㠀ᖖ㓄ഛែໃの☜❧及びཧ㞟⫋員に対するᣦ┘╩に㛵すること。 

４ 前３号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。 

２ ㆙ᡄົ⫋員は、前項に規⛬する⫋ົを㐙行するに㝿し防災༴ᶵ管理ᐊ長からᣦ♧があつた

ときは、これにᚑうものとする。 

一㒊ᨵṇࠝᖹ成２年カ௧⏥６号࣭11年１号࣭20年８号࣭21年４号࣭26年３号ࠞ 

（㆙ᡄົ㛫） 

第㸳条 ㆙ᡄົ㛫の区ศは、別表のとおりとする。 

２ ㆙ᡄົ⫋員の㆙ᡄົ᪥及び㆙ᡄົ㛫は、防災༴ᶵ管理ᐊ長が定め、あらかじめ当ヱ

⫋員に通知する。 

一㒊ᨵṇࠝᖹ成ඖ年カ௧⏥９号࣭２年６号࣭４年 10号࣭７年５号࣭11年１号࣭20年８号࣭

21年４号ࠞ 

（事ົᘬ⥅ࡂ等） 

第㸴条 ㆙ᡄົ⫋員が㆙ᡄົを⤊したときは、防災༴ᶵ管理ᐊ長又は交᭰者に事ົをᘬき

 。ものとするࡄ⥅

２ ㆙ᡄົ⫋員は、前項の規定により交᭰者に事ົをᘬき⥅ࡄ場合においては、これを⤊し

ない限り、㆙ᡄົ㛫⤒㐣後であつても、なお、そのົを⥆けなければならない。 

一㒊ᨵṇࠝᖹ成２年カ௧⏥６号࣭11年１号࣭20年８号࣭21年４号ࠞ 

（等による㆙ᡄົの交᭰等） 
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第㸵条 ㆙ᡄົ⫋員が、その他やむをᚓない事により第５条第２項の規定により定めら

れた㆙ᡄົにᑵくことができない場合には、速やかに㆙ᡄົ⫋員のうࡕから交᭰者を定め、

防災༴ᶵ管理ᐊ長のᢎ認を受けなければならない。 

２ ㆙ᡄົ⫋員が㆙ᡄົ୰、やむをᚓない事によりそのົを⥆けることができなくなつ

たときは、㆙ᡄົ⫋員のうࡕから交᭰者を定め、その者のⓏᗇをᚅつて㏥ᗇすることができ

る。この場合においては、事後において防災༴ᶵ管理ᐊ長にᒆけ出なければならない。 

一㒊ᨵṇࠝᖹ成２年カ௧⏥６号࣭７年５号࣭11年１号࣭20年８号࣭21年４号࣭26年３号  ࠞ

（事ົのᡤ管） 

第８条 この規⛬のᐇに㛵する事ົは、⥲ົ㒊༴ᶵ管理ㄢにおいて行う。 

一㒊ᨵṇࠝᖹ成２年カ௧⏥ 6号࣭11年１号࣭21年４号࣭27年第１号ࠞ 

（細㒊行） 

第９条 この規⛬の行に㛵し必要な事項は、防災༴ᶵ管理ᐊ長が定める。 

一㒊ᨵṇࠝᖹ成２年カ௧⏥６号࣭11年１号࣭21年４号ࠞ 

㝃๎ 

この規⛬は、 39年４᭶１᪥から行し、同᪥からጞࡲる㆙ᡄົについて㐺用する。 

㝃๎（ᖹ成２年４᭶１᪥カ௧⏥第６号） 

１ このカ௧は、ᖹ成２年４᭶１᪥から行する。 

２ このカ௧の行の㝿、᪤にこのカ௧によるᨵṇ前のᮾி㒔୰ኸ区⫋員の㆙ᡄົに㛵する

規⛬の規定に基࡙き、このカ௧の行の᪥以後の᪥に係る㆙ᡄົ⫋員の㆙ᡄົ᪥及び㆙ᡄ

ົ㛫について⥲ົ㒊長が定め、かつ通知したものにあっては、このカ௧によるᨵṇ後のᮾ

ி㒔୰ኸ区⫋員の㆙ᡄົに㛵する規⛬の規定に基࡙き、ᆅᇦ⯆㒊長が定め、かつ通知した

ものとࡳなす。 

㝃๎（ᖹ成７年４᭶ 28᪥カ௧⏥第５号） 

１ このカ௧は、ᖹ成７年５᭶１᪥から行する。 

２ ᖹ成７年４᭶５᪥からこのカ௧の行の᪥（以下「行᪥」という。）の前᪥ࡲでの㛫に

おいて、行᪥以後の᪥に係る㆙ᡄົ⫋員の㆙ᡄົ᪥及び㆙ᡄົ㛫についてなࡉれた

決定その他の行Ⅽは、このカ௧によるᨵṇ後のᮾி㒔୰ኸ区⫋員の㆙ᡄົに㛵する規⛬の規

定に基࡙きなࡉれたものとࡳなす。 

㝃๎（ᖹ成 11年４᭶１᪥カ௧⏥第１号） 

この規⛬の行の㝿、᪤に第条の規定によるᨵṇ前のᮾி㒔୰ኸ区⫋員の㆙ᡄົに㛵す

る規⛬第５条第３項の規定に基࡙き、ᆅᇦ⯆㒊長が定め、通知したᖹ成 11年４᭶１᪥以後

の㆙ᡄົ᪥及び㆙ᡄົ㛫は、第条の規定によるᨵṇ後のᮾி㒔୰ኸ区⫋員の㆙ᡄົ

に㛵する規⛬第５条第３項の規定に基࡙き、区民㒊長が定め、通知したものとࡳなす。 

㝃๎（ᖹ成 15年４᭶８᪥カ௧⏥第８号） 

このカ௧は、ᖹ成 15年５᭶１᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成 20年５᭶１᪥カ௧⏥第８号） 

 ᖹ成 20年４᭶９᪥からこのカ௧の行の᪥（以下「行᪥」という。）の前᪥ࡲでの㛫に

おいて、行᪥以後の᪥に係る㆙ᡄົ⫋員の㆙ᡄົ᪥及び㆙ᡄົ㛫についてなࡉれた

決定その他の行Ⅽは、このカ௧によるᨵṇ後の୰ኸ区⫋員の㆙ᡄົに㛵する規⛬の規定に基

࡙きなࡉれたものとࡳなす。 

㝃๎（ᖹ成 21年４᭶１᪥カ௧⏥第４号） 

このカ௧の行の㝿、᪤に第４条の規定によるᨵṇ前の୰ኸ区⫋員の㆙ᡄົに㛵する規定

第５条第２項の規定に基࡙き、区民㒊長が定め、及び通知したᖹ成 21年４᭶１᪥以後の㆙ᡄ

ົ᪥及び㆙ᡄົ㛫は、第四条の規定によるᨵṇ後の୰ኸ区⫋員の㆙ᡄົに㛵する規定

第５条第２項の規定に基࡙き、防災༴ᶵ管理ᐊ長が定め、及び通知したものとࡳなす。 

㝃๎（ᖹ成 26年４᭶１᪥カ௧⏥第３号） 

このカ௧によるᨵṇ後の୰ኸ区⫋員の㆙ᡄົに㛵する規⛬第３条の規定は、ᖹ成 26年５

᭶７᪥にጞࡲる㆙ᡄົから㐺用する。 

㝃๎（ᖹ成 27年４᭶１᪥カ௧⏥第１号） 
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73㸬୰ኸ༊⫋ဨࡢ㆙ᡄົ㛵ࡿࡍつ⛬㸦ᮏᩥ130㡫㸧 
 

 59年３᭶９᪥ 

カ௧⏥第１号 

ᨵṇ ᖹ成ඖ年４᭶１᪥カ௧⏥第９号 ᖹ成２年４᭶１᪥カ௧⏥第６号 

 ᖹ成４年７᭶１᪥カ௧⏥第10号 ᖹ成７年４᭶28᪥カ௧⏥第５号 

 ᖹ成10年４᭶１᪥カ௧⏥第４号 ᖹ成11年４᭶１᪥カ௧⏥第１号 

 ᖹ成15年４᭶８᪥カ௧⏥第８号 ᖹ成20年５᭶１᪥カ௧⏥第８号 

 ᖹ成21年４᭶１᪥カ௧⏥第４号 ᖹ成26年４᭶１᪥カ௧⏥第３号 

 ᖹ成27年４᭶１᪥カ௧⏥第１号  

୰ኸ区⫋員の㆙ᡄົに㛵する規⛬ 

（㊃᪨） 

第㸯条 この規⛬は、区長がᣦ定する⫋員の㆙ᡄົについて必要な事項を定めるものとする。 

（用ㄒの定⩏） 

第㸰条 この規⛬において「㆙ᡄົ」とは、ṇ規のົ㛫（୰ኸ区⫋員のົ㛫、ఇ᠁

㛫等に㛵する規⛬（ᖹ成 10年４᭶୰ኸ区カ௧⏥第４号）第２条の規定によりりられた

㛫をいう。）外等にⓎ⏕するᆅ㟈災ᐖ等の㠀ᖖ事ែに対ฎするためのᐟ┤ົ及び᪥┤ົを

いう。 

一㒊ᨵṇࠝᖹ成７年カ௧⏥５号࣭10年４号ࠞ 

（㆙ᡄົ⫋員） 

第㸱条 ㆙ᡄົにᚑ事する⫋員として区長がᣦ定する⫋員（以下「㆙ᡄົ⫋員」という。）

は、㒊長、ㄢ長及びこれらに┦当する⫋にある者（医ᖌを除く。）とする。 

一㒊ᨵṇࠝᖹ成７年カ௧⏥５号࣭15年８号࣭26年３号ࠞ 

（⫋ົ） 

第㸲条 ㆙ᡄົ⫋員は、防災༴ᶵ管理ᐊ長のᣦ定する場ᡤにおいて㆙ᡄົするとともに、ᆅ

㟈災ᐖ等がⓎ⏕し、又はⓎ⏕するおそれがあるときは、災ᐖ対⟇基ᮏἲ（ 36年ἲᚊ第 223

号）第 23条の２に基࡙く災ᐖ対⟇ᮏ㒊がタ⨨ࡉれるࡲでの㛫、次に掲げる事ົをつかࡉる。 

１ 災ᐖに㛵するሗの収㞟及び防災༴ᶵ管理ᐊ長等への通ሗに㛵すること。 

２ 災ᐖ対⟇ᮏ㒊のタ⨨準ഛに㛵すること。 

３ ⮫㠀ᖖ㓄ഛែໃの☜❧及びཧ㞟⫋員に対するᣦ┘╩に㛵すること。 

４ 前３号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。 

２ ㆙ᡄົ⫋員は、前項に規⛬する⫋ົを㐙行するに㝿し防災༴ᶵ管理ᐊ長からᣦ♧があつた

ときは、これにᚑうものとする。 

一㒊ᨵṇࠝᖹ成２年カ௧⏥６号࣭11年１号࣭20年８号࣭21年４号࣭26年３号ࠞ 

（㆙ᡄົ㛫） 

第㸳条 ㆙ᡄົ㛫の区ศは、別表のとおりとする。 

２ ㆙ᡄົ⫋員の㆙ᡄົ᪥及び㆙ᡄົ㛫は、防災༴ᶵ管理ᐊ長が定め、あらかじめ当ヱ

⫋員に通知する。 

一㒊ᨵṇࠝᖹ成ඖ年カ௧⏥９号࣭２年６号࣭４年 10号࣭７年５号࣭11年１号࣭20年８号࣭

21年４号ࠞ 

（事ົᘬ⥅ࡂ等） 

第㸴条 ㆙ᡄົ⫋員が㆙ᡄົを⤊したときは、防災༴ᶵ管理ᐊ長又は交᭰者に事ົをᘬき

 。ものとするࡄ⥅

２ ㆙ᡄົ⫋員は、前項の規定により交᭰者に事ົをᘬき⥅ࡄ場合においては、これを⤊し

ない限り、㆙ᡄົ㛫⤒㐣後であつても、なお、そのົを⥆けなければならない。 

一㒊ᨵṇࠝᖹ成２年カ௧⏥６号࣭11年１号࣭20年８号࣭21年４号ࠞ 

（等による㆙ᡄົの交᭰等） 
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第㸵条 ㆙ᡄົ⫋員が、その他やむをᚓない事により第５条第２項の規定により定めら

れた㆙ᡄົにᑵくことができない場合には、速やかに㆙ᡄົ⫋員のうࡕから交᭰者を定め、

防災༴ᶵ管理ᐊ長のᢎ認を受けなければならない。 

２ ㆙ᡄົ⫋員が㆙ᡄົ୰、やむをᚓない事によりそのົを⥆けることができなくなつ

たときは、㆙ᡄົ⫋員のうࡕから交᭰者を定め、その者のⓏᗇをᚅつて㏥ᗇすることができ

る。この場合においては、事後において防災༴ᶵ管理ᐊ長にᒆけ出なければならない。 

一㒊ᨵṇࠝᖹ成２年カ௧⏥６号࣭７年５号࣭11年１号࣭20年８号࣭21年４号࣭26年３号  ࠞ

（事ົのᡤ管） 

第８条 この規⛬のᐇに㛵する事ົは、⥲ົ㒊༴ᶵ管理ㄢにおいて行う。 

一㒊ᨵṇࠝᖹ成２年カ௧⏥ 6号࣭11年１号࣭21年４号࣭27年第１号ࠞ 

（細㒊行） 

第９条 この規⛬の行に㛵し必要な事項は、防災༴ᶵ管理ᐊ長が定める。 

一㒊ᨵṇࠝᖹ成２年カ௧⏥６号࣭11年１号࣭21年４号ࠞ 

㝃๎ 

この規⛬は、 39年４᭶１᪥から行し、同᪥からጞࡲる㆙ᡄົについて㐺用する。 

㝃๎（ᖹ成２年４᭶１᪥カ௧⏥第６号） 

１ このカ௧は、ᖹ成２年４᭶１᪥から行する。 

２ このカ௧の行の㝿、᪤にこのカ௧によるᨵṇ前のᮾி㒔୰ኸ区⫋員の㆙ᡄົに㛵する

規⛬の規定に基࡙き、このカ௧の行の᪥以後の᪥に係る㆙ᡄົ⫋員の㆙ᡄົ᪥及び㆙ᡄ

ົ㛫について⥲ົ㒊長が定め、かつ通知したものにあっては、このカ௧によるᨵṇ後のᮾ

ி㒔୰ኸ区⫋員の㆙ᡄົに㛵する規⛬の規定に基࡙き、ᆅᇦ⯆㒊長が定め、かつ通知した

ものとࡳなす。 

㝃๎（ᖹ成７年４᭶ 28᪥カ௧⏥第５号） 

１ このカ௧は、ᖹ成７年５᭶１᪥から行する。 

２ ᖹ成７年４᭶５᪥からこのカ௧の行の᪥（以下「行᪥」という。）の前᪥ࡲでの㛫に

おいて、行᪥以後の᪥に係る㆙ᡄົ⫋員の㆙ᡄົ᪥及び㆙ᡄົ㛫についてなࡉれた

決定その他の行Ⅽは、このカ௧によるᨵṇ後のᮾி㒔୰ኸ区⫋員の㆙ᡄົに㛵する規⛬の規

定に基࡙きなࡉれたものとࡳなす。 

㝃๎（ᖹ成 11年４᭶１᪥カ௧⏥第１号） 

この規⛬の行の㝿、᪤に第条の規定によるᨵṇ前のᮾி㒔୰ኸ区⫋員の㆙ᡄົに㛵す

る規⛬第５条第３項の規定に基࡙き、ᆅᇦ⯆㒊長が定め、通知したᖹ成 11年４᭶１᪥以後

の㆙ᡄົ᪥及び㆙ᡄົ㛫は、第条の規定によるᨵṇ後のᮾி㒔୰ኸ区⫋員の㆙ᡄົ

に㛵する規⛬第５条第３項の規定に基࡙き、区民㒊長が定め、通知したものとࡳなす。 

㝃๎（ᖹ成 15年４᭶８᪥カ௧⏥第８号） 

このカ௧は、ᖹ成 15年５᭶１᪥から行する。 

㝃๎（ᖹ成 20年５᭶１᪥カ௧⏥第８号） 

 ᖹ成 20年４᭶９᪥からこのカ௧の行の᪥（以下「行᪥」という。）の前᪥ࡲでの㛫に

おいて、行᪥以後の᪥に係る㆙ᡄົ⫋員の㆙ᡄົ᪥及び㆙ᡄົ㛫についてなࡉれた

決定その他の行Ⅽは、このカ௧によるᨵṇ後の୰ኸ区⫋員の㆙ᡄົに㛵する規⛬の規定に基

࡙きなࡉれたものとࡳなす。 

㝃๎（ᖹ成 21年４᭶１᪥カ௧⏥第４号） 

このカ௧の行の㝿、᪤に第４条の規定によるᨵṇ前の୰ኸ区⫋員の㆙ᡄົに㛵する規定

第５条第２項の規定に基࡙き、区民㒊長が定め、及び通知したᖹ成 21年４᭶１᪥以後の㆙ᡄ

ົ᪥及び㆙ᡄົ㛫は、第四条の規定によるᨵṇ後の୰ኸ区⫋員の㆙ᡄົに㛵する規定

第５条第２項の規定に基࡙き、防災༴ᶵ管理ᐊ長が定め、及び通知したものとࡳなす。 

㝃๎（ᖹ成 26年４᭶１᪥カ௧⏥第３号） 

このカ௧によるᨵṇ後の୰ኸ区⫋員の㆙ᡄົに㛵する規⛬第３条の規定は、ᖹ成 26年５

᭶７᪥にጞࡲる㆙ᡄົから㐺用する。 

㝃๎（ᖹ成 27年４᭶１᪥カ௧⏥第１号） 
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このカ௧は、ᖹ成 27年４᭶１᪥から行する。 

別表（第５条㛵係） 

 

㆙ᡄົ᪥ ✀別 ㆙ᡄົ㛫 

᭶᭙᪥から金᭙᪥ࡲで（ఇ᪥を除く。） ᐟ┤ົ ༗後５15ศから⩣᪥の༗前８30ศࡲで 

᪥᭙᪥及びᅵ᭙᪥୪びにఇ᪥ 
᪥┤ົ ༗前８30ศから༗後５15ศࡲで 

ᐟ┤ົ ༗後５15ศから⩣᪥の༗前８30ศࡲで 

ഛ⪃ ఇ᪥とは、୰ኸ区⫋員のົ㛫、ఇ᪥、ఇᬤ等に㛵する条（ᖹ成 10年３᭶୰ኸ区条第３号）第

10条に規定する᪥をいう。 

㏣ຍࠝᖹ成７年カ௧⏥５号ࠞ、一㒊ᨵṇࠝᖹ成 10年カ௧⏥４号ࠞ 
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74㸬୰ኸ༊⅏ᐖᛂᛴᣦ௧ဨົせ㡿㸦ᮏᩥ130㡫) 
 

ᆅᇦ⯆㒊長決 

四 ୰ ᆅ 防 第 1 2 1号 

ᖹ成４年７᭶１᪥行 

 

第㸯 ┠ⓗ 

  この要領は、୰ኸ区㠀ᖖ⫋員のタ⨨、௵用等に㛵する要⥘に基࡙く災ᐖᛂ急ᣦ௧員の

ົ条件等について定め、もって災ᐖᛂ急ᣦ௧員の⫋ົのな運営に資することを目的とす

る。 

第㸰 ົ௧ 

１ 災ᐖᛂ急ᣦ௧員のົのりは༴ᶵ管理ㄢ長（以下「ㄢ長」という。）が定める。 

２ ົをじられた者が、、事ᨾその他やむをᚓない事によりົに᭹することができ

ないときは、あらかじめㄢ長に申し出なければならない。 

３ 前項の申出があったは、ㄢ長は他の者に交᭰をࡎることができる。 

第㸱 ົ㛫➼ 

１ 災ᐖᛂ急ᣦ௧員のົ㛫は、次に掲げる区ศにより定めることとする。 

(1) ᭶᭙᪥から金᭙᪥ࡲでの㛫にあっては、༗後４45ศから⩣᪥の༗前９30ศࡲでとす

る。 

(2) ᪥᭙᪥及びᅵ᭙᪥にあっては、༗前９から⩣᪥の༗前９30ศࡲでとする。 

２ ⚃᪥及び年ᮎ年ጞ（12᭶29᪥から12᭶31᪥ࡲで及び１᭶２᪥、１᭶３᪥）については、第３

の１の(2)に準じる。 

３ 第３の１の(2)及び第３の２の場合における災ᐖᛂ急ᣦ௧員は、ົ㛫⤒㐣後であっても、

交᭰の災ᐖᛂ急ᣦ௧員に事ົのᘬ⥅ࡂを⤊しない限り、なお᭹ົしなければならない。 

４ 第３の１及び第３の２に定めるົ㛫のりにより㞴い特別の事⏤がⓎ⏕した場合は、

ㄢ長は⮫にこれをኚ᭦することができる。 

５ ົ㛫及びົែ様の細㒊は別表のとおりとする。 

第㸲 ฟ㏥ࡢᘬ⥅ࡂ 

１ 災ᐖᛂ急ᣦ௧員が出したときは、ㄢ長又は前௵の災ᐖᛂ急ᣦ௧員からᡤ定のົ᪥ㄅ等の

ᘬΏしを受けるとともに、事ົのᘬ⥅ࡂを受けるものとする。 

２ 災ᐖᛂ急ᣦ௧員が㏥するときは、ົ᪥ㄅにᡤ定の事項を記㍕し、ㄢ長又は交᭰の災ᐖᛂ

急ᣦ௧員にᘬ⥅ࡂしなければならない。 

   付๎ 

 この要領は、ᖹ成ඖ年７᭶１᪥から行し、行᪥のᒓする㐌のᅵ᭙᪥から㐺用する。 

   㝃๎ 

 この要領はᖹ成27年４᭶１᪥から行する。 
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このカ௧は、ᖹ成 27年４᭶１᪥から行する。 

別表（第５条㛵係） 

 

㆙ᡄົ᪥ ✀別 ㆙ᡄົ㛫 

᭶᭙᪥から金᭙᪥ࡲで（ఇ᪥を除く。） ᐟ┤ົ ༗後５15ศから⩣᪥の༗前８30ศࡲで 

᪥᭙᪥及びᅵ᭙᪥୪びにఇ᪥ 
᪥┤ົ ༗前８30ศから༗後５15ศࡲで 

ᐟ┤ົ ༗後５15ศから⩣᪥の༗前８30ศࡲで 

ഛ⪃ ఇ᪥とは、୰ኸ区⫋員のົ㛫、ఇ᪥、ఇᬤ等に㛵する条（ᖹ成 10年３᭶୰ኸ区条第３号）第

10条に規定する᪥をいう。 

㏣ຍࠝᖹ成７年カ௧⏥５号ࠞ、一㒊ᨵṇࠝᖹ成 10年カ௧⏥４号ࠞ 
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74㸬୰ኸ༊⅏ᐖᛂᛴᣦ௧ဨົせ㡿㸦ᮏᩥ130㡫) 
 

ᆅᇦ⯆㒊長決 

四 ୰ ᆅ 防 第 1 2 1号 

ᖹ成４年７᭶１᪥行 

 

第㸯 ┠ⓗ 

  この要領は、୰ኸ区㠀ᖖ⫋員のタ⨨、௵用等に㛵する要⥘に基࡙く災ᐖᛂ急ᣦ௧員の

ົ条件等について定め、もって災ᐖᛂ急ᣦ௧員の⫋ົのな運営に資することを目的とす

る。 

第㸰 ົ௧ 

１ 災ᐖᛂ急ᣦ௧員のົのりは༴ᶵ管理ㄢ長（以下「ㄢ長」という。）が定める。 

２ ົをじられた者が、、事ᨾその他やむをᚓない事によりົに᭹することができ

ないときは、あらかじめㄢ長に申し出なければならない。 

３ 前項の申出があったは、ㄢ長は他の者に交᭰をࡎることができる。 

第㸱 ົ㛫➼ 

１ 災ᐖᛂ急ᣦ௧員のົ㛫は、次に掲げる区ศにより定めることとする。 

(1) ᭶᭙᪥から金᭙᪥ࡲでの㛫にあっては、༗後４45ศから⩣᪥の༗前９30ศࡲでとす

る。 

(2) ᪥᭙᪥及びᅵ᭙᪥にあっては、༗前９から⩣᪥の༗前９30ศࡲでとする。 

２ ⚃᪥及び年ᮎ年ጞ（12᭶29᪥から12᭶31᪥ࡲで及び１᭶２᪥、１᭶３᪥）については、第３

の１の(2)に準じる。 

３ 第３の１の(2)及び第３の２の場合における災ᐖᛂ急ᣦ௧員は、ົ㛫⤒㐣後であっても、

交᭰の災ᐖᛂ急ᣦ௧員に事ົのᘬ⥅ࡂを⤊しない限り、なお᭹ົしなければならない。 

４ 第３の１及び第３の２に定めるົ㛫のりにより㞴い特別の事⏤がⓎ⏕した場合は、

ㄢ長は⮫にこれをኚ᭦することができる。 

５ ົ㛫及びົែ様の細㒊は別表のとおりとする。 

第㸲 ฟ㏥ࡢᘬ⥅ࡂ 

１ 災ᐖᛂ急ᣦ௧員が出したときは、ㄢ長又は前௵の災ᐖᛂ急ᣦ௧員からᡤ定のົ᪥ㄅ等の

ᘬΏしを受けるとともに、事ົのᘬ⥅ࡂを受けるものとする。 

２ 災ᐖᛂ急ᣦ௧員が㏥するときは、ົ᪥ㄅにᡤ定の事項を記㍕し、ㄢ長又は交᭰の災ᐖᛂ

急ᣦ௧員にᘬ⥅ࡂしなければならない。 

   付๎ 

 この要領は、ᖹ成ඖ年７᭶１᪥から行し、行᪥のᒓする㐌のᅵ᭙᪥から㐺用する。 

   㝃๎ 

 この要領はᖹ成27年４᭶１᪥から行する。 
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75㸬⅏ᐖ㝿ࡋᛂᛴᥐ⨨ࡢᴗົ➼ᚑ⪅ࡓࡋಀࡿᦆᐖ⿵ൾ㛵ࡿࡍ条㸦ᢒ㸧

㸦ᮏᩥ142࣭363㡫㸧 
 

38年３᭶20᪥ 

  条  第 1 5 号 

 

第㸯❶ ⥲๎ 

（目的） 

第㸯条 この条は、災ᐖ対⟇基ᮏἲ（36年ἲᚊ第223号）第84条第１項およびỈ防ἲ（

24年ἲᚊ第193号）第45条の規定に基࡙き、災ᐖ対⟇基ᮏἲ第65条の規定によりᛂ急ᥐ⨨の

業ົにᚑ事した者及びỈ防ἲ第24条の規定によりỈ防にᚑ事した者（以下「ᚑ事者」という。）

に係るᦆᐖ⿵ൾについて定めることを目的とする。 

（42条27࣭ᨵ、ᖹ成17条38࣭一㒊ᨵṇ） 

（通知） 

第㸱条 ᚑ事者がᛂ急ᥐ⨨の業ົ又はỈ防（以下「ᛂ急ᥐ⨨の業ົ等」という。）にᚑ事したこ

とによりṚஸし、㈇യし、ⱝしくはにかかり、又はᛂ急ᥐ⨨の業ົ等にᚑ事したことによ

る㈇യⱝしくはによりṚஸし、ⱝしくは㞀ᐖの≧ែとなったときは、区長は、ᦆᐖ⿵ൾを

受けるき者に対して、その者がこの条によってᦆᐖ⿵ൾを受けるᶒを᭷する᪨を速やか

に通知しなければならない。 

（42条27࣭57条32࣭一㒊ᨵṇ） 

（ᦆᐖ⿵ൾの申請） 

第㸲条 ᦆᐖ⿵ൾを受けようとする者は、区規๎の定めるとこࢁにより区長に申請しなければな

らない。 

（42条27࣭一㒊ᨵṇ） 

第㸰❶ ᦆᐖ⿵ൾ 

（42条27࣭ᨵ⛠） 

（ᦆᐖ⿵ൾの✀類） 

第㸳条 第１条のᦆᐖ⿵ൾの✀類は、次に掲げるものとする。 

１ 療㣴⿵ൾ 

２ ఇ業⿵ൾ 

３ യ⿵ൾ年金 

４ 㞀ᐖ⿵ൾ 

 㞀ᐖ⿵ൾ年金  

 ࣟ 㞀ᐖ⿵ൾ一金 

５ ㆤ⿵ൾ 

６ 㑇᪘⿵ൾ 

 㑇᪘⿵ൾ年金  

 ࣟ 㑇᪘⿵ൾ一金 

７ ⴿ⚍⿵ൾ 

（41条18࣭42条27࣭52条28࣭ᖹ８条21࣭一㒊ᨵṇ） 

ࠝཧ⪃ࠞ 

᰿ᣐἲ௧ 

 災ᐖ対⟇基ᮏἲ 

第84条 ᕷ⏫ᮧ長又は㆙ᐹᐁ、ᾏ上ಖᏳᐁⱝしくは災ᐖὴ㐵をࡐられた㒊㝲等の自⾨ᐁが、第

65条第１項（同条第３項において準用する場合を含む。）の規定又は同条第２項において準用

する第63条第２項の規定により、当ヱᕷ⏫ᮧの区ᇦ内のఫ民又はᛂ急ᥐ⨨をᐇすき⌧場に

ある者をᛂ急ᥐ⨨の業ົにᚑ事ࡏࡉた場合において、当ヱ業ົにᚑ事した者がそのためṚஸし、

㈇യし、ⱝしくはにかかり、又は㞀ᐖの≧ែとなったときは、当ヱᕷ⏫ᮧは、ᨻ௧で定め

る基準にᚑい、条で定めるとこࢁにより、その者又はその者の㑇᪘ⱝしくは⿕ᢇ㣴者がこれ
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らのཎᅉによって受けるᦆᐖを⿵ൾしなければならない。 

ղ 㒔㐨ᗓ┴は、第71条の規定によるᚑ事௧によりᛂ急ᥐ⨨の業ົにᚑ事した者がそのためṚ

ஸし、㈇യし、ⱝしくはにかかり、又は㞀ᐖの≧ែとなったときは、ᨻ௧で定める基準に

ᚑい、条で定めるとこࢁにより、その者又はその者の㑇᪘ⱝしくは⿕ᢇ㣴者がこれらのཎᅉ

によって受けるᦆᐖを⿵ൾしなければならない。 

 Ỉ防ἲ 

第45条 第24条の規定によりỈ防にᚑ事した者がỈ防にᚑ事したことによりṚஸし、㈇യし、

ⱝしくはẼにかかり、又はỈ防にᚑ事したことによる㈇യⱝしくはẼによりṚஸし、

ⱝしくは㞀ᐖの≧ែとなったときは、当ヱỈ防管理ᅋ体は、ᨻ௧で定める基準にᚑい、ᕷ

⏫ᮧ又はỈ防事ົ組合にあっては条で、Ỉᐖ予防組合にあっては組合会の㆟決で定める

とこࢁにより、その者又はその者の㑇᪘がこれらのཎᅉによって受けるᦆᐖを⿵ൾしなけ

ればならない。 

ཧ ↷ 条 ᩥ 

 災ᐖ対⟇基ᮏἲ 

第65条 ᕷ⏫ᮧ長は、当ヱᕷ⏫ᮧのᆅᇦに係る災ᐖがⓎ⏕し、又はࡉࡲにⓎ⏕しようとして

いる場合において、ᛂ急ᥐ⨨をᐇするため⥭急の必要があると認めるときは、当ヱᕷ⏫

ᮧの区ᇦ内のఫ民又は当ヱᛂ急ᥐ⨨をᐇすき⌧場にある者を当ヱᛂ急ᥐ⨨の業ົに

ᚑ事ࡏࡉることができる。 

ղ 第63条第２項の規定は、前項の場合について準用する。 

第63条 

ղ 前項の場合において、ᕷ⏫ᮧ長ⱝしくはそのጤ௵を受けて同項に規定するᕷ⏫ᮧ長の⫋

ᶒを行なうᕷ⏫ᮧの⫋員が⌧場にいないとき、又はこれらの者から要ồがあったときは、

㆙ᐹᐁ又はᾏ上ಖᏳᐁは、同項に規定するᕷ⏫ᮧ長の⫋ᶒを行なうことができる。この場

合において、同項に規定するᕷ⏫ᮧ長の⫋ᶒを行なったときは、㆙ᐹᐁ又はᾏ上ಖᏳᐁは、

 。に、その᪨をᕷ⏫ᮧ長に通知しなければならないࡕ┤

 Ỉ防ἲ 

第24条 Ỉ防管理者、Ỉ防ᅋ長又はᾘ防ᶵ㛵の長は、Ỉ防のためやむをᚓない必要があると

きは、当ヱỈ防管理ᅋ体の区ᇦ内にఫᒃする者、又はỈ防の⌧場にある者をしてỈ防にᚑ

事ࡏࡉることができる。 

 ᗣಖ㝤ἲ 

第76条第２項 

ղ 前項の療㣴の⤥付に要する費用の㢠は、ཌ⏕ປാ⮧が定めるとこࢁにより、算定する

ものとする。 
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75㸬⅏ᐖ㝿ࡋᛂᛴᥐ⨨ࡢᴗົ➼ᚑ⪅ࡓࡋಀࡿᦆᐖ⿵ൾ㛵ࡿࡍ条㸦ᢒ㸧

㸦ᮏᩥ142࣭363㡫㸧 
 

38年３᭶20᪥ 

  条  第 1 5 号 

 

第㸯❶ ⥲๎ 

（目的） 

第㸯条 この条は、災ᐖ対⟇基ᮏἲ（36年ἲᚊ第223号）第84条第１項およびỈ防ἲ（

24年ἲᚊ第193号）第45条の規定に基࡙き、災ᐖ対⟇基ᮏἲ第65条の規定によりᛂ急ᥐ⨨の

業ົにᚑ事した者及びỈ防ἲ第24条の規定によりỈ防にᚑ事した者（以下「ᚑ事者」という。）

に係るᦆᐖ⿵ൾについて定めることを目的とする。 

（42条27࣭ᨵ、ᖹ成17条38࣭一㒊ᨵṇ） 

（通知） 

第㸱条 ᚑ事者がᛂ急ᥐ⨨の業ົ又はỈ防（以下「ᛂ急ᥐ⨨の業ົ等」という。）にᚑ事したこ

とによりṚஸし、㈇യし、ⱝしくはにかかり、又はᛂ急ᥐ⨨の業ົ等にᚑ事したことによ

る㈇യⱝしくはによりṚஸし、ⱝしくは㞀ᐖの≧ែとなったときは、区長は、ᦆᐖ⿵ൾを

受けるき者に対して、その者がこの条によってᦆᐖ⿵ൾを受けるᶒを᭷する᪨を速やか

に通知しなければならない。 

（42条27࣭57条32࣭一㒊ᨵṇ） 

（ᦆᐖ⿵ൾの申請） 

第㸲条 ᦆᐖ⿵ൾを受けようとする者は、区規๎の定めるとこࢁにより区長に申請しなければな

らない。 

（42条27࣭一㒊ᨵṇ） 

第㸰❶ ᦆᐖ⿵ൾ 

（42条27࣭ᨵ⛠） 

（ᦆᐖ⿵ൾの✀類） 

第㸳条 第１条のᦆᐖ⿵ൾの✀類は、次に掲げるものとする。 

１ 療㣴⿵ൾ 

２ ఇ業⿵ൾ 

３ യ⿵ൾ年金 

４ 㞀ᐖ⿵ൾ 

 㞀ᐖ⿵ൾ年金  

 ࣟ 㞀ᐖ⿵ൾ一金 

５ ㆤ⿵ൾ 

６ 㑇᪘⿵ൾ 

 㑇᪘⿵ൾ年金  

 ࣟ 㑇᪘⿵ൾ一金 

７ ⴿ⚍⿵ൾ 

（41条18࣭42条27࣭52条28࣭ᖹ８条21࣭一㒊ᨵṇ） 

ࠝཧ⪃ࠞ 

᰿ᣐἲ௧ 

 災ᐖ対⟇基ᮏἲ 

第84条 ᕷ⏫ᮧ長又は㆙ᐹᐁ、ᾏ上ಖᏳᐁⱝしくは災ᐖὴ㐵をࡐられた㒊㝲等の自⾨ᐁが、第

65条第１項（同条第３項において準用する場合を含む。）の規定又は同条第２項において準用

する第63条第２項の規定により、当ヱᕷ⏫ᮧの区ᇦ内のఫ民又はᛂ急ᥐ⨨をᐇすき⌧場に

ある者をᛂ急ᥐ⨨の業ົにᚑ事ࡏࡉた場合において、当ヱ業ົにᚑ事した者がそのためṚஸし、

㈇യし、ⱝしくはにかかり、又は㞀ᐖの≧ែとなったときは、当ヱᕷ⏫ᮧは、ᨻ௧で定め

る基準にᚑい、条で定めるとこࢁにより、その者又はその者の㑇᪘ⱝしくは⿕ᢇ㣴者がこれ
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らのཎᅉによって受けるᦆᐖを⿵ൾしなければならない。 

ղ 㒔㐨ᗓ┴は、第71条の規定によるᚑ事௧によりᛂ急ᥐ⨨の業ົにᚑ事した者がそのためṚ

ஸし、㈇യし、ⱝしくはにかかり、又は㞀ᐖの≧ែとなったときは、ᨻ௧で定める基準に

ᚑい、条で定めるとこࢁにより、その者又はその者の㑇᪘ⱝしくは⿕ᢇ㣴者がこれらのཎᅉ

によって受けるᦆᐖを⿵ൾしなければならない。 

 Ỉ防ἲ 

第45条 第24条の規定によりỈ防にᚑ事した者がỈ防にᚑ事したことによりṚஸし、㈇യし、

ⱝしくはẼにかかり、又はỈ防にᚑ事したことによる㈇യⱝしくはẼによりṚஸし、

ⱝしくは㞀ᐖの≧ែとなったときは、当ヱỈ防管理ᅋ体は、ᨻ௧で定める基準にᚑい、ᕷ

⏫ᮧ又はỈ防事ົ組合にあっては条で、Ỉᐖ予防組合にあっては組合会の㆟決で定める

とこࢁにより、その者又はその者の㑇᪘がこれらのཎᅉによって受けるᦆᐖを⿵ൾしなけ

ればならない。 

ཧ ↷ 条 ᩥ 

 災ᐖ対⟇基ᮏἲ 

第65条 ᕷ⏫ᮧ長は、当ヱᕷ⏫ᮧのᆅᇦに係る災ᐖがⓎ⏕し、又はࡉࡲにⓎ⏕しようとして

いる場合において、ᛂ急ᥐ⨨をᐇするため⥭急の必要があると認めるときは、当ヱᕷ⏫

ᮧの区ᇦ内のఫ民又は当ヱᛂ急ᥐ⨨をᐇすき⌧場にある者を当ヱᛂ急ᥐ⨨の業ົに

ᚑ事ࡏࡉることができる。 

ղ 第63条第２項の規定は、前項の場合について準用する。 

第63条 

ղ 前項の場合において、ᕷ⏫ᮧ長ⱝしくはそのጤ௵を受けて同項に規定するᕷ⏫ᮧ長の⫋

ᶒを行なうᕷ⏫ᮧの⫋員が⌧場にいないとき、又はこれらの者から要ồがあったときは、

㆙ᐹᐁ又はᾏ上ಖᏳᐁは、同項に規定するᕷ⏫ᮧ長の⫋ᶒを行なうことができる。この場

合において、同項に規定するᕷ⏫ᮧ長の⫋ᶒを行なったときは、㆙ᐹᐁ又はᾏ上ಖᏳᐁは、

 。に、その᪨をᕷ⏫ᮧ長に通知しなければならないࡕ┤

 Ỉ防ἲ 

第24条 Ỉ防管理者、Ỉ防ᅋ長又はᾘ防ᶵ㛵の長は、Ỉ防のためやむをᚓない必要があると

きは、当ヱỈ防管理ᅋ体の区ᇦ内にఫᒃする者、又はỈ防の⌧場にある者をしてỈ防にᚑ

事ࡏࡉることができる。 

 ᗣಖ㝤ἲ 

第76条第２項 

ղ 前項の療㣴の⤥付に要する費用の㢠は、ཌ⏕ປാ⮧が定めるとこࢁにより、算定する

ものとする。 
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76㸬୰ኸ༊⅏ᐖ་⒪㐠Ⴀ㐃⤡タ⨨せ⥘㸦ᮏᩥ206㡫㸧 
 

（目的） 

第㸯 この要⥘は、災ᐖの医療救ㆤ活動のなᐇをᅗるため、52年６᭶１᪥୰ኸ区（以

下「区」という。）と୰ኸ区医ᖌ会及び᪥ᮏᶫ医ᖌ会との㛫に⥾結ࡉれた「災ᐖの医療救ㆤ

活動についての༠定書」第13条、ᖹ成９年６᭶３᪥区とிᶫṑ⛉医ᖌ会及び᪥ᮏᶫṑ⛉医ᖌ会

との㛫に⥾結ࡉれた「災ᐖの医療救ㆤ活動についての༠定書」第12条、୪びにᖹ成９年６᭶

３᪥区とிᶫ⸆ᖌ会及び᪥ᮏᶫ⸆ᖌ会との㛫に⥾結ࡉれた「災ᐖの医療救ㆤ活動につい

ての༠定書」第11条の規定に基࡙き、୰ኸ区災ᐖ医療運営㐃⤡会（以下「㐃⤡会」という。）

のタ⨨及び運営について定めるものとする。 

（ᡤᤸ事ົ） 

第㸰 㐃⤡会は、災ᐖの医療救ㆤ活動のなᐇのため、医療救ㆤ⌜及び⸆ᖌ⌜のὴ㐵等

必要な医療救ㆤに㛵する事項について༠㆟及び㐃⤡ㄪᩚを行う。 

（ᵓ成） 

第㸱 㐃⤡会は、会長及びጤ員19名で組織する。 

（会長） 

第㸲 会長は、୰ኸ区⥲ົ㒊防災༴ᶵ管理ᐊ長をもっててる。 

２ 会長は㐃⤡会を代表し、会ົをᐓする。 

３ 会長に事ᨾあるときは、あらかじめ会長のᣦ名するጤ員がその⫋ົを代理する。 

（ጤ員） 

第㸳 ጤ員は、次に掲げるものをもってᵓ成する。 

(1) 医ᖌ会 

୰ኸ区医ᖌ会代表  １名 

᪥ᮏᶫ医ᖌ会代表  １名 

(2) ṑ⛉医ᖌ会 

ிᶫṑ⛉医ᖌ会代表  １名 

᪥ᮏᶫṑ⛉医ᖌ会代表  １名 

(3) ⸆ᖌ会 

ிᶫ⸆ᖌ会代表  １名 

᪥ᮏᶫ⸆ᖌ会代表  １名 

(4) 区 

୰ኸ区ಖᡤ長 

⥲ົ㒊ᆅᇦ防災ᢸ当ㄢ長 

⚟♴ಖ㒊管理ㄢ長 

⚟♴ಖ㒊⏕活⾨⏕ㄢ長 

⚟♴ಖ㒊ᗣ᥎㐍ㄢ長 

ᩍ⫱ጤ員会事ົᒁᗢົㄢ長 

(5) ㆙ᐹ⨫ 

୰ኸ㆙ᐹ⨫㆙ഛㄢ長 

ஂᯇ㆙ᐹ⨫㆙ഛㄢ長 

⠏ᆅ㆙ᐹ⨫㆙ഛㄢ長 

᭶ᓥ㆙ᐹ⨫㆙ഛㄢ長 

(6) ᾘ防⨫ 

ிᶫᾘ防⨫㆙防ㄢ長 

᪥ᮏᶫᾘ防⨫㆙防ㄢ長 

⮫ ᾘ防⨫㆙防ㄢ長 

（会㆟） 

第㸴 㐃⤡会は会長が必要にᛂじてᣍ㞟する。 

- 226 - 

２ ጤ員が出ᖍできないときは、代理者が出ᖍすることができる。 

３ 会長は必要にᛂじて事に㛵係する者を出ᖍࡏࡉることができる。 

（ᗢົ） 

第㸵 㐃⤡会のᗢົは、୰ኸ区⥲ົ㒊防災༴ᶵ管理ㄢにおいてฎ理する。 

（その他） 

第８ この要⥘に定めるもののほか、必要な事項は会長が㐃⤡会にㅎって定める。 

   㝃๎ 

 この要⥘は、57年12᭶９᪥から行する。 

   㝃๎ 

 この要⥘は、58年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎ 

 この要⥘は、ᖹ成２年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎ 

 この要⥘は、ᖹ成11年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎ 

 この要⥘は、ᖹ成18年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎ 

 この要⥘は、ᖹ成21年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎ 

 この要⥘は、௧５年４᭶１᪥から行する。 
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76㸬୰ኸ༊⅏ᐖ་⒪㐠Ⴀ㐃⤡タ⨨せ⥘㸦ᮏᩥ206㡫㸧 
 

（目的） 

第㸯 この要⥘は、災ᐖの医療救ㆤ活動のなᐇをᅗるため、52年６᭶１᪥୰ኸ区（以

下「区」という。）と୰ኸ区医ᖌ会及び᪥ᮏᶫ医ᖌ会との㛫に⥾結ࡉれた「災ᐖの医療救ㆤ

活動についての༠定書」第13条、ᖹ成９年６᭶３᪥区とிᶫṑ⛉医ᖌ会及び᪥ᮏᶫṑ⛉医ᖌ会

との㛫に⥾結ࡉれた「災ᐖの医療救ㆤ活動についての༠定書」第12条、୪びにᖹ成９年６᭶

３᪥区とிᶫ⸆ᖌ会及び᪥ᮏᶫ⸆ᖌ会との㛫に⥾結ࡉれた「災ᐖの医療救ㆤ活動につい

ての༠定書」第11条の規定に基࡙き、୰ኸ区災ᐖ医療運営㐃⤡会（以下「㐃⤡会」という。）

のタ⨨及び運営について定めるものとする。 

（ᡤᤸ事ົ） 

第㸰 㐃⤡会は、災ᐖの医療救ㆤ活動のなᐇのため、医療救ㆤ⌜及び⸆ᖌ⌜のὴ㐵等

必要な医療救ㆤに㛵する事項について༠㆟及び㐃⤡ㄪᩚを行う。 

（ᵓ成） 

第㸱 㐃⤡会は、会長及びጤ員19名で組織する。 

（会長） 

第㸲 会長は、୰ኸ区⥲ົ㒊防災༴ᶵ管理ᐊ長をもっててる。 

２ 会長は㐃⤡会を代表し、会ົをᐓする。 

３ 会長に事ᨾあるときは、あらかじめ会長のᣦ名するጤ員がその⫋ົを代理する。 

（ጤ員） 

第㸳 ጤ員は、次に掲げるものをもってᵓ成する。 

(1) 医ᖌ会 

୰ኸ区医ᖌ会代表  １名 

᪥ᮏᶫ医ᖌ会代表  １名 

(2) ṑ⛉医ᖌ会 

ிᶫṑ⛉医ᖌ会代表  １名 

᪥ᮏᶫṑ⛉医ᖌ会代表  １名 

(3) ⸆ᖌ会 

ிᶫ⸆ᖌ会代表  １名 

᪥ᮏᶫ⸆ᖌ会代表  １名 

(4) 区 

୰ኸ区ಖᡤ長 

⥲ົ㒊ᆅᇦ防災ᢸ当ㄢ長 

⚟♴ಖ㒊管理ㄢ長 

⚟♴ಖ㒊⏕活⾨⏕ㄢ長 

⚟♴ಖ㒊ᗣ᥎㐍ㄢ長 

ᩍ⫱ጤ員会事ົᒁᗢົㄢ長 

(5) ㆙ᐹ⨫ 

୰ኸ㆙ᐹ⨫㆙ഛㄢ長 

ஂᯇ㆙ᐹ⨫㆙ഛㄢ長 

⠏ᆅ㆙ᐹ⨫㆙ഛㄢ長 

᭶ᓥ㆙ᐹ⨫㆙ഛㄢ長 

(6) ᾘ防⨫ 

ிᶫᾘ防⨫㆙防ㄢ長 

᪥ᮏᶫᾘ防⨫㆙防ㄢ長 

⮫ ᾘ防⨫㆙防ㄢ長 

（会㆟） 

第㸴 㐃⤡会は会長が必要にᛂじてᣍ㞟する。 
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２ ጤ員が出ᖍできないときは、代理者が出ᖍすることができる。 

３ 会長は必要にᛂじて事に㛵係する者を出ᖍࡏࡉることができる。 

（ᗢົ） 

第㸵 㐃⤡会のᗢົは、୰ኸ区⥲ົ㒊防災༴ᶵ管理ㄢにおいてฎ理する。 

（その他） 

第８ この要⥘に定めるもののほか、必要な事項は会長が㐃⤡会にㅎって定める。 

   㝃๎ 

 この要⥘は、57年12᭶９᪥から行する。 

   㝃๎ 

 この要⥘は、58年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎ 

 この要⥘は、ᖹ成２年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎ 

 この要⥘は、ᖹ成11年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎ 

 この要⥘は、ᖹ成18年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎ 

 この要⥘は、ᖹ成21年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎ 

 この要⥘は、௧５年４᭶１᪥から行する。 
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59年３᭶17᪥ 

59୰⥲自Ⓨ第17号 

 

（目的） 

第㸯条 この要⥘は、୰ኸ区の区ᇦ内（以下「区内」という。）においてⓎ⏕したᑠ災ᐖにより

⿕ᐖを受けた者（以下「り災者」という。）又はその㑇᪘に対し、見⯙金又はᘫ៘金（以下「見

⯙金等」という。）を支⤥し、災ᐖ見⯙のពを表すことを目的とする。 

（ᑠ災ᐖ） 

第㸰条 この要⥘におけるᑠ災ᐖとは、災ᐖ救助ἲ（22年ἲᚊ第118号）の㐺用を受けるに

⮳らないⅆ災、㢼Ỉᐖ等で、⌧にり災者がᒃఫしているఫᏯに㉳きた災ᐖをいい、その等⣭及

び✀類は、次のとおりとする。 

 

等 ⣭ ✀  類 り 災 の ⛬ 度 

第１⣭ 
   ↝ 
   ቯ 
 ὶ ኻ 

ఫᏯの70ࢭ࣮ࣃント以上を↝ᦆ、ᦆቯ又はὶኻしたもの 
 
 

第２⣭ 

༙   ↝ 
༙   ቯ 
༙ ὶ ኻ 

ఫᏯの20ࢭ࣮ࣃント以上70ࢭ࣮ࣃントᮍ‶を↝ᦆ、ᦆቯ又は
ὶኻしたもの 
 

ᗋ 上 ᾐ Ỉ ᾐỈが、ఫᏯのᒃᐊのᗋに達した⛬度のもの。 

第３⣭ 

㒊 ศ ↝ 
 

ఫᏯの20ࢭ࣮ࣃントᮍ‶を↝ᦆし、一的にᒃఫすることが
できないもの 

Ỉ   ᦆ 
 

ⅆ災等のᾘⅆ等のため、ఫᏯの内㒊がෙỈし、一的にᒃఫ
することができないもの 

 
（見⯙金の支⤥） 

第㸱条 見⯙金は、区内にఫᡤを᭷する者（以下「区民」という。）が、ᑠ災ᐖにあった場合、

当ヱୡᖏのୡᖏに支⤥する。ただし、⏕計を一にする同ᒃே及び㞠用ேには、支⤥しない。 

２ 区民がᑠ災ᐖにより㔜യを㈇ったときは、見⯙金を支⤥する。 

３ 前２項の規定にかかࢃらࡎ、区長が特別の事があると認めるときは、見⯙金を支⤥するこ

とができる。 

（見⯙金の㢠） 

第㸲条 見⯙金の㢠は、次のྛ号のᑠ災ᐖの等⣭にᛂじ、当ヱྛ号に定める㢠とする。 

一 第１⣭   １ୡᖏ ６（༢㌟ୡᖏ ３） 

二 第２⣭   １ୡᖏ ４（༢㌟ୡᖏ ２） 

三 第３⣭   １ୡᖏ ２（༢㌟ୡᖏ １） 

２ 前条第２項の規定により支⤥する見⯙金の㢠は、３とする。 

３ 前２項の規定にかかࢃらࡎ、区長が特に必要と認めるときは、別に見⯙金の㢠を定めること

ができる。 

（ᘫ៘金の支⤥） 

第㸳条 区民がᑠ災ᐖによりṚஸしたときは、その㑇᪘に、ᘫ៘金を支⤥する。 

２ 前項の規定にかかࢃらࡎ、区長が特別の事があると認めるときは、区民以外の者がṚஸし

た場合であってもᘫ៘金を支⤥することができる。 

（ᘫ៘金の㢠） 

第㸴条 ᘫ៘金の㢠は、Ṛஸ者一ேにつき、６とする。 
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（見⯙金等の支⤥） 

第㸵条 Ⓨ⏕したᑠ災ᐖが、り災者のᨾពによりᘬき㉳こࡉれたときは、当ヱり災者に係る見⯙

金等は、支⤥しない。 

（ᑠ災ᐖの等⣭の決定） 

第８条 区内においてᑠ災ᐖがⓎ⏕した場合、防災༴ᶵ管理ᐊ長は、┤ࡕにり災⌧場をㄪ査の上、

ᑠ災ᐖの等⣭を決定しなければならない。 

２ 前項の決定に当たって⩏を⏕じた場合は、区長のᣦ♧を受けるものとする。 

（見⯙金等の支⤥事ົ） 

第９条 見⯙金等の支⤥事ົは、防災༴ᶵ管理ᐊ長が⤫ᣓし、⥲ົ㒊ᆅᇦ防災ᢸ当ㄢ長（以下「ᆅ

ᇦ防災ᢸ当ㄢ長」という。）がこれを行う。 

２ ᆅᇦ防災ᢸ当ㄢ長は、前条第１項によりᑠ災ᐖの等⣭の決定があったときは、速やかに、見

⯙金等を支⤥しなければならない。 

（細㒊行） 

第10条 この要⥘に定めるもののほか、この要⥘の行に㛵し必要な事項は、防災༴ᶵ管理ᐊ長

が定める。 

   㝃๎ 

 この要⥘は、59年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎（ᖹ成ඖ年３᭶24᪥63୰⥲自第1554号） 

 この要⥘は、ᖹ成ඖ年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎（ᖹ成２年４᭶１᪥２୰ᆅ防第９号） 

 この要⥘は、ᖹ成２年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎（ᖹ成20年３᭶31᪥20୰区防第313号） 

 この要⥘は、ᖹ成21年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎（௧４年３᭶31᪥３୰⥲防第548号） 

 この要⥘は、௧４年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎（௧５年４᭶１᪥５୰⥲防第515号） 

 この要⥘は、௧５年４᭶１᪥から行する。 
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59年３᭶17᪥ 

59୰⥲自Ⓨ第17号 

 

（目的） 

第㸯条 この要⥘は、୰ኸ区の区ᇦ内（以下「区内」という。）においてⓎ⏕したᑠ災ᐖにより

⿕ᐖを受けた者（以下「り災者」という。）又はその㑇᪘に対し、見⯙金又はᘫ៘金（以下「見

⯙金等」という。）を支⤥し、災ᐖ見⯙のពを表すことを目的とする。 

（ᑠ災ᐖ） 

第㸰条 この要⥘におけるᑠ災ᐖとは、災ᐖ救助ἲ（22年ἲᚊ第118号）の㐺用を受けるに

⮳らないⅆ災、㢼Ỉᐖ等で、⌧にり災者がᒃఫしているఫᏯに㉳きた災ᐖをいい、その等⣭及

び✀類は、次のとおりとする。 

 

等 ⣭ ✀  類 り 災 の ⛬ 度 

第１⣭ 
   ↝ 
   ቯ 
 ὶ ኻ 

ఫᏯの70ࢭ࣮ࣃント以上を↝ᦆ、ᦆቯ又はὶኻしたもの 
 
 

第２⣭ 

༙   ↝ 
༙   ቯ 
༙ ὶ ኻ 

ఫᏯの20ࢭ࣮ࣃント以上70ࢭ࣮ࣃントᮍ‶を↝ᦆ、ᦆቯ又は
ὶኻしたもの 
 

ᗋ 上 ᾐ Ỉ ᾐỈが、ఫᏯのᒃᐊのᗋに達した⛬度のもの。 

第３⣭ 

㒊 ศ ↝ 
 

ఫᏯの20ࢭ࣮ࣃントᮍ‶を↝ᦆし、一的にᒃఫすることが
できないもの 

Ỉ   ᦆ 
 

ⅆ災等のᾘⅆ等のため、ఫᏯの内㒊がෙỈし、一的にᒃఫ
することができないもの 

 
（見⯙金の支⤥） 

第㸱条 見⯙金は、区内にఫᡤを᭷する者（以下「区民」という。）が、ᑠ災ᐖにあった場合、

当ヱୡᖏのୡᖏに支⤥する。ただし、⏕計を一にする同ᒃே及び㞠用ேには、支⤥しない。 

２ 区民がᑠ災ᐖにより㔜യを㈇ったときは、見⯙金を支⤥する。 

３ 前２項の規定にかかࢃらࡎ、区長が特別の事があると認めるときは、見⯙金を支⤥するこ

とができる。 

（見⯙金の㢠） 

第㸲条 見⯙金の㢠は、次のྛ号のᑠ災ᐖの等⣭にᛂじ、当ヱྛ号に定める㢠とする。 

一 第１⣭   １ୡᖏ ６（༢㌟ୡᖏ ３） 

二 第２⣭   １ୡᖏ ４（༢㌟ୡᖏ ２） 

三 第３⣭   １ୡᖏ ２（༢㌟ୡᖏ １） 

２ 前条第２項の規定により支⤥する見⯙金の㢠は、３とする。 

３ 前２項の規定にかかࢃらࡎ、区長が特に必要と認めるときは、別に見⯙金の㢠を定めること

ができる。 

（ᘫ៘金の支⤥） 

第㸳条 区民がᑠ災ᐖによりṚஸしたときは、その㑇᪘に、ᘫ៘金を支⤥する。 

２ 前項の規定にかかࢃらࡎ、区長が特別の事があると認めるときは、区民以外の者がṚஸし

た場合であってもᘫ៘金を支⤥することができる。 

（ᘫ៘金の㢠） 

第㸴条 ᘫ៘金の㢠は、Ṛஸ者一ேにつき、６とする。 
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（見⯙金等の支⤥） 

第㸵条 Ⓨ⏕したᑠ災ᐖが、り災者のᨾពによりᘬき㉳こࡉれたときは、当ヱり災者に係る見⯙

金等は、支⤥しない。 

（ᑠ災ᐖの等⣭の決定） 

第８条 区内においてᑠ災ᐖがⓎ⏕した場合、防災༴ᶵ管理ᐊ長は、┤ࡕにり災⌧場をㄪ査の上、

ᑠ災ᐖの等⣭を決定しなければならない。 

２ 前項の決定に当たって⩏を⏕じた場合は、区長のᣦ♧を受けるものとする。 

（見⯙金等の支⤥事ົ） 

第９条 見⯙金等の支⤥事ົは、防災༴ᶵ管理ᐊ長が⤫ᣓし、⥲ົ㒊ᆅᇦ防災ᢸ当ㄢ長（以下「ᆅ

ᇦ防災ᢸ当ㄢ長」という。）がこれを行う。 

２ ᆅᇦ防災ᢸ当ㄢ長は、前条第１項によりᑠ災ᐖの等⣭の決定があったときは、速やかに、見

⯙金等を支⤥しなければならない。 

（細㒊行） 

第10条 この要⥘に定めるもののほか、この要⥘の行に㛵し必要な事項は、防災༴ᶵ管理ᐊ長

が定める。 

   㝃๎ 

 この要⥘は、59年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎（ᖹ成ඖ年３᭶24᪥63୰⥲自第1554号） 

 この要⥘は、ᖹ成ඖ年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎（ᖹ成２年４᭶１᪥２୰ᆅ防第９号） 

 この要⥘は、ᖹ成２年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎（ᖹ成20年３᭶31᪥20୰区防第313号） 

 この要⥘は、ᖹ成21年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎（௧４年３᭶31᪥３୰⥲防第548号） 

 この要⥘は、௧４年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎（௧５年４᭶１᪥５୰⥲防第515号） 

 この要⥘は、௧５年４᭶１᪥から行する。 
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௧２年８᭶３᪥ 

２ ୰ ⚟ 管 第 5 1 8号 

（タ⨨） 

第㸯条 災ᐖ救助ἲ（２２年ἲᚊ第１１８号）が㐺用ࡉれた災ᐖにより、⿕災した区民に対

する⩏金の㓄ศを㐺ṇに行うため、୰ኸ区災ᐖ⩏金㓄ศጤ員会（以下「ጤ員会」という。）

をタ⨨する。 

（用ㄒ） 

第㸰条  この要⥘で使用する用ㄒのព⩏は、災ᐖᘫ៘金の支⤥等に㛵する条（４９年１㸮

᭶୰ኸ区条第２㸮号）で使用する用ㄒのによる。 

（ᡤᤸ事ົ） 

第㸱条 ጤ員会は、⩏金の㓄ศに㛵し次に掲げる事項について審㆟の上、決定する。 

 օ 㓄ศ対㇟者に㛵する事項 

 ֆ 㓄ศ基準に㛵する事項 

 և 㓄ศᮇに㛵する事項 

ֈ 㓄ศ᪉ἲに㛵する事項 

։ 前ྛ号に掲げるもののほか、⩏金の㓄ศに㛵し必要な事項 

(組織) 

第㸲条 ጤ員会は、次に掲げるጤ員をもって組織する。 

 օ 区長（⚟♴ಖ㒊をᡤ管する者） 

ֆ ⚟♴ಖ㒊長 

և ⥲ົ㒊防災༴ᶵ管理ᐊ長 

 ֈ ♫会⚟♴ἲே୰ኸ区♫会⚟♴༠㆟会事ົᒁ長 

 ։ ிᶫ࣭᪥ᮏᶫ࣭᭶ᓥྛᆅᇦの民⏕࣭ඣ❺ጤ員༠㆟会会長 

（௵ᮇ） 

第㸳条 ጤ員の௵ᮇは、⩏金の寄クを受けたときから２年とし、௵をጉげない。ただし、⿵

Ḟのጤ員の௵ᮇは、前௵者のṧ௵ᮇ㛫とする。 

（ጤ員長及びጤ員長） 

第㸴条 ጤ員会にጤ員長及びጤ員長を⨨く。 

２ ጤ員長は、区長をもってて、ጤ員長は、⚟♴ಖ㒊長をもっててる。 

３ ጤ員長は、ጤ員会を代表し、会ົを⥲理する。 

４ ጤ員長は、ጤ員長を⿵బし、ጤ員長に事ᨾがあるとき、又はጤ員長がḞけたときは、その

⫋ົを代理する。 

（会㆟） 

第㸵条 ጤ員会は、ጤ員長がᣍ㞟する。 

２ ጤ員会は、ጤ員の༙ᩘ以上の出ᖍがなければ、会㆟を㛤くことができない。 

３ ጤ員会の㆟事は、出ᖍしたጤ員の㐣༙ᩘをもって決し、ྍྰ同ᩘのときは、ጤ員長の決する

とこࢁによる。 

４ ጤ員長は、必要があると認めるときは、会㆟にጤ員以外の者の出ᖍをồめ、ㄝ᫂又はព見を

⫈くことができる。 

（ᗢົ） 

第８条 ጤ員会のᗢົは、⚟♴ಖ㒊管理ㄢにおいてฎ理する。 

（ጤ௵） 

第９条 この要⥘に定めるもののほか、ጤ員会の運営に㛵し必要な事項は、ጤ員長が定める。 

㝃๎ 

この要⥘は、௧２年８᭶３᪥から行する。 
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79㸬୰ኸ༊⫋ဨࡢ⮫㠀ᖖ㓄ഛ㛵ࡿࡍつ⛬㸦ᮏᩥ139㡫㸧 
 

（59年３᭶９᪥カ௧⏥第２号） 

ᨵṇ  ᖹ成２年４᭶１᪥カ௧⏥第７号 

ᖹ成８年10᭶１᪥カ௧⏥第６号 

ᖹ成10年４᭶１᪥カ௧⏥第１号 

ᖹ成11年４᭶１᪥カ௧⏥第１号 

ᖹ成25年３᭶１᪥カ௧⏥第１号 

௧３年３᭶15᪥カ௧⏥第２号 

 

（㊃᪨） 

第㸯条 この規⛬は、㠀ᖖ事ែ等における⫋員の⮫的な㓄ഛについて必要な事項を定めるもの

とする。 

（⮫㠀ᖖ㓄ഛ） 

第㸰条 ṇ規のົ㛫（୰ኸ区⫋員のົ㛫、ఇ᠁㛫等に㛵する規⛬（ᖹ成10年４᭶୰ኸ

区カ௧⏥第４号）第２条の規定によりりられた㛫をいう。）外等においてᆅ㟈災ᐖ等の

㠀ᖖ事ែがⓎ⏕し、又はⓎ⏕するおそれがあるときは、災ᐖ対⟇ᮏ㒊の㠀ᖖ㓄ഛែໃが☜❧す

るࡲでの㛫、⮫的に⫋員を㓄ഛするものとする。 

（ᖹ８カ௧⏥６࣭ᖹ10カ௧⏥４࣭一㒊ᨵṇ） 

（⮫㠀ᖖ㓄ഛの対㇟となる⫋員） 

第㸱条 前条の規定による㓄ഛ（以下「⮫㠀ᖖ㓄ഛ」という。）の対㇟となる⫋員は、次に掲

げる者とする。 

一 区長、区長、ᩍ⫱ጤ員会のᩍ⫱長 
二 㒊長、ㄢ長及びこれらに┦当する⫋にある者 
三 ⫋ົ上ཧ㞟がồめられる係長及びこれに┦当する⫋にある者 
四 防災༴ᶵ管理ᐊの⫋員である者 
 ༓代⏣区、୰ኸ区、 区、ྎ ᮾ区、ቚ⏣区及びỤᮾ区の区ᇦ内にఫᡤを᭷する⫋員のうࡕ、

あらかじめ区長がᣦ定する者 
（ᖹ８カ௧⏥６࣭ᨵ） 

（௧３カ௧⏥２࣭一㒊ᨵṇ） 

（ཧ㞟のᮇ） 

第㸲条 前条の規定による⮫㠀ᖖ㓄ഛの対㇟となる⫋員（以下「⮫㠀ᖖ㓄ഛ⫋員」という。）

は、次に掲げる事ែがⓎ⏕したとき、又は㆙ᡄົ⫋員（୰ኸ区⫋員の㆙ᡄົに㛵する規⛬

（59年３᭶୰ኸ区カ௧⏥第１号）に基࡙いてົしている⫋員をいう。以下同じ。）から

じられたときは、速やかにあらかじめᣦ定ࡉれた場ᡤにཧ㞟するものとする。 

１ 㟈度５ᙉ以上のᆅ㟈がⓎ⏕したとき。ただし、⮫㠀ᖖ㓄ഛ⫋員のうࡕからあらかじめ区

長が特にᣦ定する⫋員にあつては、㟈度５ᙅ以上のᆅ㟈がⓎ⏕したとき。 

２ その他災ᐖがⓎ⏕し、区長が必要と認めたとき 

（ᖹ８カ௧⏥６࣭ᖹ25カ௧⏥１࣭一㒊ᨵṇ） 

（௧３カ௧⏥２࣭一㒊ᨵṇ） 

（ᣦ） 

第㸳条 前条の規定によりཧ㞟した⫋員（以下「ཧ㞟⫋員」という。）は、㆙ᡄົ⫋員又はཧ

㞟⫋員のう᭱ࡕも上ᖍにある者のᣦにᚑࢃなければならない。 

（௧３カ௧⏥２࣭一㒊ᨵṇ） 

（ཧ㞟⫋員の⫋ົ） 

第㸴条 ཧ㞟⫋員は、次に掲げる⫋ົを行うものとする。 

１ 災ᐖ対⟇ᮏ㒊、㑊㞴ᡤ及び収容タのタ⨨準ഛに当たること。 

２ 防災↓⥺の運用に当たること。 

３ 災ᐖሗの収㞟及び防災㛵係ᶵ㛵との㐃⤡に当たること。 

４ 災ᐖᣑᩓ防Ṇ等のᗈሗを行うこと。 

５ ᗇ⯋タのⅬ᳨を行うこと。 
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௧２年８᭶３᪥ 

２ ୰ ⚟ 管 第 5 1 8号 

（タ⨨） 

第㸯条 災ᐖ救助ἲ（２２年ἲᚊ第１１８号）が㐺用ࡉれた災ᐖにより、⿕災した区民に対

する⩏金の㓄ศを㐺ṇに行うため、୰ኸ区災ᐖ⩏金㓄ศጤ員会（以下「ጤ員会」という。）

をタ⨨する。 

（用ㄒ） 

第㸰条  この要⥘で使用する用ㄒのព⩏は、災ᐖᘫ៘金の支⤥等に㛵する条（４９年１㸮

᭶୰ኸ区条第２㸮号）で使用する用ㄒのによる。 

（ᡤᤸ事ົ） 

第㸱条 ጤ員会は、⩏金の㓄ศに㛵し次に掲げる事項について審㆟の上、決定する。 

 օ 㓄ศ対㇟者に㛵する事項 

 ֆ 㓄ศ基準に㛵する事項 

 և 㓄ศᮇに㛵する事項 

ֈ 㓄ศ᪉ἲに㛵する事項 

։ 前ྛ号に掲げるもののほか、⩏金の㓄ศに㛵し必要な事項 

(組織) 

第㸲条 ጤ員会は、次に掲げるጤ員をもって組織する。 

 օ 区長（⚟♴ಖ㒊をᡤ管する者） 

ֆ ⚟♴ಖ㒊長 

և ⥲ົ㒊防災༴ᶵ管理ᐊ長 

 ֈ ♫会⚟♴ἲே୰ኸ区♫会⚟♴༠㆟会事ົᒁ長 

 ։ ிᶫ࣭᪥ᮏᶫ࣭᭶ᓥྛᆅᇦの民⏕࣭ඣ❺ጤ員༠㆟会会長 

（௵ᮇ） 

第㸳条 ጤ員の௵ᮇは、⩏金の寄クを受けたときから２年とし、௵をጉげない。ただし、⿵

Ḟのጤ員の௵ᮇは、前௵者のṧ௵ᮇ㛫とする。 

（ጤ員長及びጤ員長） 

第㸴条 ጤ員会にጤ員長及びጤ員長を⨨く。 

２ ጤ員長は、区長をもってて、ጤ員長は、⚟♴ಖ㒊長をもっててる。 

３ ጤ員長は、ጤ員会を代表し、会ົを⥲理する。 

４ ጤ員長は、ጤ員長を⿵బし、ጤ員長に事ᨾがあるとき、又はጤ員長がḞけたときは、その

⫋ົを代理する。 

（会㆟） 

第㸵条 ጤ員会は、ጤ員長がᣍ㞟する。 

２ ጤ員会は、ጤ員の༙ᩘ以上の出ᖍがなければ、会㆟を㛤くことができない。 

３ ጤ員会の㆟事は、出ᖍしたጤ員の㐣༙ᩘをもって決し、ྍྰ同ᩘのときは、ጤ員長の決する

とこࢁによる。 

４ ጤ員長は、必要があると認めるときは、会㆟にጤ員以外の者の出ᖍをồめ、ㄝ᫂又はព見を

⫈くことができる。 

（ᗢົ） 

第８条 ጤ員会のᗢົは、⚟♴ಖ㒊管理ㄢにおいてฎ理する。 

（ጤ௵） 

第９条 この要⥘に定めるもののほか、ጤ員会の運営に㛵し必要な事項は、ጤ員長が定める。 

㝃๎ 

この要⥘は、௧２年８᭶３᪥から行する。 
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（59年３᭶９᪥カ௧⏥第２号） 

ᨵṇ  ᖹ成２年４᭶１᪥カ௧⏥第７号 

ᖹ成８年10᭶１᪥カ௧⏥第６号 

ᖹ成10年４᭶１᪥カ௧⏥第１号 

ᖹ成11年４᭶１᪥カ௧⏥第１号 

ᖹ成25年３᭶１᪥カ௧⏥第１号 

௧３年３᭶15᪥カ௧⏥第２号 

 

（㊃᪨） 

第㸯条 この規⛬は、㠀ᖖ事ែ等における⫋員の⮫的な㓄ഛについて必要な事項を定めるもの

とする。 

（⮫㠀ᖖ㓄ഛ） 

第㸰条 ṇ規のົ㛫（୰ኸ区⫋員のົ㛫、ఇ᠁㛫等に㛵する規⛬（ᖹ成10年４᭶୰ኸ

区カ௧⏥第４号）第２条の規定によりりられた㛫をいう。）外等においてᆅ㟈災ᐖ等の

㠀ᖖ事ែがⓎ⏕し、又はⓎ⏕するおそれがあるときは、災ᐖ対⟇ᮏ㒊の㠀ᖖ㓄ഛែໃが☜❧す

るࡲでの㛫、⮫的に⫋員を㓄ഛするものとする。 

（ᖹ８カ௧⏥６࣭ᖹ10カ௧⏥４࣭一㒊ᨵṇ） 

（⮫㠀ᖖ㓄ഛの対㇟となる⫋員） 

第㸱条 前条の規定による㓄ഛ（以下「⮫㠀ᖖ㓄ഛ」という。）の対㇟となる⫋員は、次に掲

げる者とする。 

一 区長、区長、ᩍ⫱ጤ員会のᩍ⫱長 
二 㒊長、ㄢ長及びこれらに┦当する⫋にある者 
三 ⫋ົ上ཧ㞟がồめられる係長及びこれに┦当する⫋にある者 
四 防災༴ᶵ管理ᐊの⫋員である者 
 ༓代⏣区、୰ኸ区、 区、ྎ ᮾ区、ቚ⏣区及びỤᮾ区の区ᇦ内にఫᡤを᭷する⫋員のうࡕ、

あらかじめ区長がᣦ定する者 
（ᖹ８カ௧⏥６࣭ᨵ） 

（௧３カ௧⏥２࣭一㒊ᨵṇ） 

（ཧ㞟のᮇ） 

第㸲条 前条の規定による⮫㠀ᖖ㓄ഛの対㇟となる⫋員（以下「⮫㠀ᖖ㓄ഛ⫋員」という。）

は、次に掲げる事ែがⓎ⏕したとき、又は㆙ᡄົ⫋員（୰ኸ区⫋員の㆙ᡄົに㛵する規⛬

（59年３᭶୰ኸ区カ௧⏥第１号）に基࡙いてົしている⫋員をいう。以下同じ。）から

じられたときは、速やかにあらかじめᣦ定ࡉれた場ᡤにཧ㞟するものとする。 

１ 㟈度５ᙉ以上のᆅ㟈がⓎ⏕したとき。ただし、⮫㠀ᖖ㓄ഛ⫋員のうࡕからあらかじめ区

長が特にᣦ定する⫋員にあつては、㟈度５ᙅ以上のᆅ㟈がⓎ⏕したとき。 

２ その他災ᐖがⓎ⏕し、区長が必要と認めたとき 

（ᖹ８カ௧⏥６࣭ᖹ25カ௧⏥１࣭一㒊ᨵṇ） 

（௧３カ௧⏥２࣭一㒊ᨵṇ） 

（ᣦ） 

第㸳条 前条の規定によりཧ㞟した⫋員（以下「ཧ㞟⫋員」という。）は、㆙ᡄົ⫋員又はཧ

㞟⫋員のう᭱ࡕも上ᖍにある者のᣦにᚑࢃなければならない。 

（௧３カ௧⏥２࣭一㒊ᨵṇ） 

（ཧ㞟⫋員の⫋ົ） 

第㸴条 ཧ㞟⫋員は、次に掲げる⫋ົを行うものとする。 

１ 災ᐖ対⟇ᮏ㒊、㑊㞴ᡤ及び収容タのタ⨨準ഛに当たること。 

２ 防災↓⥺の運用に当たること。 

３ 災ᐖሗの収㞟及び防災㛵係ᶵ㛵との㐃⤡に当たること。 

４ 災ᐖᣑᩓ防Ṇ等のᗈሗを行うこと。 

５ ᗇ⯋タのⅬ᳨を行うこと。 
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６ 前ྛ号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。 

（ᖹ２カ௧⏥７࣭ᖹ８カ௧⏥６࣭一㒊ᨵṇ） 

（⮫㠀ᖖ㓄ഛのゎ除） 

第㸵条 区長は、次のྛ号のいࡎれかに定める≧ែとなったときは、⮫㠀ᖖ㓄ഛをゎ除するも

のとする。 

１ 区長が、災ᐖがⓎ⏕するおそれがなくなったと認めるとき。 

２ 災ᐖ対⟇ᮏ㒊がタ⨨ࡉれ、その活動が㛤ጞࡉれたとき。 

３ 前二号に掲げるもののほか、区長が⮫㠀ᖖ㓄ഛのែໃを⥅⥆する必要がないと認めたと

き。 

（ᖹ25カ௧⏥１࣭一㒊ᨵṇ） 

（細㒊行） 

第８条 この規⛬の行に㛵し必要な事項は、区民㒊長が定める。 

（ᖹ２カ௧⏥７࣭ᖹ11カ௧⏥１࣭一㒊ᨵṇ） 

㝃๎ 

 この規⛬は、59年４᭶１᪥から行する。 
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（目的） 

第㸯条 この要⥘は、ிᶫᾘ防ᅋ、᪥ᮏᶫᾘ防ᅋ及び⮫ ᾘ防ᅋ（以下これらを「ᾘ防ᅋ」とい

う。）の運営及び活動に対する⿵助金の交付୪びにᾘ防ᅋ活動に必要な資器材及びಶேഛရ

（以下「資器材等」という。）の支⤥を行うことによりᾘ防ᅋ活動のな㐙行をᅗることを

目的とする。 

（⿵助金の対㇟となる事業） 

第㸰条 ⿵助金の交付対㇟とする事業は、別表１に定める事業とする。 

（⿵助金の㢠） 

第㸱条 ⿵助金の㢠は、毎年度予算で定める範囲内で、別表２により算出した㢠とする。 

（⿵助金の交付申請） 

第㸲条 ᾘ防ᅋ長は、⿵助金の交付を受けようとするときは、別記第１号様式によるᾘ防ᅋ⿵助

金交付申請書に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。 

 一 事業計画書 

 二 収支予算書 

 三 前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

（⿵助金の交付決定） 

第㸳条 区長は、前条の規定により提出ࡉれた書類を審査の上、⿵助金を交付することに決定し

たときは、別記第２号様式によるᾘ防ᅋ⿵助金交付決定通知書によりᾘ防ᅋ長に通知する。 

２ 区長は、⿵助金を交付しないことに決定したときは、その理⏤を付し別記第３号様式による

ᾘ防ᅋ⿵助金交付決定通知書によりᾘ防ᅋ長に通知する。 

（⿵助金の請ồ） 

第㸴条 ᾘ防ᅋ長は、前条第１項の規定による通知を受けたときは、速やかに別記第４号様式に

よるᾘ防ᅋ⿵助金交付請ồ書を区長に提出しなければならない。 

２ 区長は、前項の請ồ書を受けたときには、速やかに⿵助金を交付しなければならない。 

（⿵助金のᐇ⦼ሗ࿌） 

第㸵条 ᾘ防ᅋ長は、⿵助金に係る事業の会計年度が⤊したときは、速やかに別記第５号様式

によるᾘ防ᅋ⿵助金ᐇ⦼ሗ࿌書に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。 

 一 事業ሗ࿌書 

 二 収支決算書 

三 前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

（⿵助金の㢠の決定） 

第８条 区長は、前条の規定により提出ࡉれた書類を審査の上、当ヱ事業のᇳ行が決定の内容に

㐺合していると認められるときは、⿵助金の㢠を☜定し、別記６号様式によるᾘ防ᅋ⿵助金交

付☜定通知書によりᾘ防ᅋ長に通知する。 

（⿵助金の㏉㑏等） 

第９条 区長は、ᾘ防ᅋ長が次のྛ号のいࡎれかにヱ当すると認めるときは、⿵助金の交付の決

定の㒊又は一㒊をྲྀりᾘし、᪤に⿵助金が交付ࡉれているときは、ᮇ限を定めて、その⿵助

金の㒊又は一㒊の㏉㑏をࡎることができる。 

 一 ഇ又はṇのᡭẁにより⿵助金の交付を受けたとき。 

 二 ⿵助金を他の用㏵に使用したとき。 

三 交付した⿵助金がవしたとき。 

四 ⿵助金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他ἲ௧等に㐪したとき。 

２ 区長は、前項の規定により⿵助金の交付をྲྀりᾘしたときは、その理⏤を付し別記第７号様

式によるᾘ防ᅋ⿵助金交付決定ྲྀᾘ通知書によりᾘ防ᅋ長に通知する。 

（資器材等の助成） 

第10条 区長は、毎年度予算で定める範囲内で、ᾘ防ᅋから申請のあった資器材等を⌧≀で支⤥

する。 

（資器材等の支⤥申請） 

第11条 ᾘ防ᅋ長は、別記第８号様式による資器材等支⤥申請書に支⤥をᕼᮃする≀ရ及びᩘ㔞
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６ 前ྛ号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。 

（ᖹ２カ௧⏥７࣭ᖹ８カ௧⏥６࣭一㒊ᨵṇ） 

（⮫㠀ᖖ㓄ഛのゎ除） 

第㸵条 区長は、次のྛ号のいࡎれかに定める≧ែとなったときは、⮫㠀ᖖ㓄ഛをゎ除するも

のとする。 

１ 区長が、災ᐖがⓎ⏕するおそれがなくなったと認めるとき。 

２ 災ᐖ対⟇ᮏ㒊がタ⨨ࡉれ、その活動が㛤ጞࡉれたとき。 

３ 前二号に掲げるもののほか、区長が⮫㠀ᖖ㓄ഛのែໃを⥅⥆する必要がないと認めたと

き。 

（ᖹ25カ௧⏥１࣭一㒊ᨵṇ） 

（細㒊行） 

第８条 この規⛬の行に㛵し必要な事項は、区民㒊長が定める。 

（ᖹ２カ௧⏥７࣭ᖹ11カ௧⏥１࣭一㒊ᨵṇ） 

㝃๎ 

 この規⛬は、59年４᭶１᪥から行する。 
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（目的） 

第㸯条 この要⥘は、ிᶫᾘ防ᅋ、᪥ᮏᶫᾘ防ᅋ及び⮫ ᾘ防ᅋ（以下これらを「ᾘ防ᅋ」とい

う。）の運営及び活動に対する⿵助金の交付୪びにᾘ防ᅋ活動に必要な資器材及びಶேഛရ

（以下「資器材等」という。）の支⤥を行うことによりᾘ防ᅋ活動のな㐙行をᅗることを

目的とする。 

（⿵助金の対㇟となる事業） 

第㸰条 ⿵助金の交付対㇟とする事業は、別表１に定める事業とする。 

（⿵助金の㢠） 

第㸱条 ⿵助金の㢠は、毎年度予算で定める範囲内で、別表２により算出した㢠とする。 

（⿵助金の交付申請） 

第㸲条 ᾘ防ᅋ長は、⿵助金の交付を受けようとするときは、別記第１号様式によるᾘ防ᅋ⿵助

金交付申請書に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。 

 一 事業計画書 

 二 収支予算書 

 三 前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

（⿵助金の交付決定） 

第㸳条 区長は、前条の規定により提出ࡉれた書類を審査の上、⿵助金を交付することに決定し

たときは、別記第２号様式によるᾘ防ᅋ⿵助金交付決定通知書によりᾘ防ᅋ長に通知する。 

２ 区長は、⿵助金を交付しないことに決定したときは、その理⏤を付し別記第３号様式による

ᾘ防ᅋ⿵助金交付決定通知書によりᾘ防ᅋ長に通知する。 

（⿵助金の請ồ） 

第㸴条 ᾘ防ᅋ長は、前条第１項の規定による通知を受けたときは、速やかに別記第４号様式に

よるᾘ防ᅋ⿵助金交付請ồ書を区長に提出しなければならない。 

２ 区長は、前項の請ồ書を受けたときには、速やかに⿵助金を交付しなければならない。 

（⿵助金のᐇ⦼ሗ࿌） 

第㸵条 ᾘ防ᅋ長は、⿵助金に係る事業の会計年度が⤊したときは、速やかに別記第５号様式

によるᾘ防ᅋ⿵助金ᐇ⦼ሗ࿌書に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。 

 一 事業ሗ࿌書 

 二 収支決算書 

三 前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

（⿵助金の㢠の決定） 

第８条 区長は、前条の規定により提出ࡉれた書類を審査の上、当ヱ事業のᇳ行が決定の内容に

㐺合していると認められるときは、⿵助金の㢠を☜定し、別記６号様式によるᾘ防ᅋ⿵助金交

付☜定通知書によりᾘ防ᅋ長に通知する。 

（⿵助金の㏉㑏等） 

第９条 区長は、ᾘ防ᅋ長が次のྛ号のいࡎれかにヱ当すると認めるときは、⿵助金の交付の決

定の㒊又は一㒊をྲྀりᾘし、᪤に⿵助金が交付ࡉれているときは、ᮇ限を定めて、その⿵助

金の㒊又は一㒊の㏉㑏をࡎることができる。 

 一 ഇ又はṇのᡭẁにより⿵助金の交付を受けたとき。 

 二 ⿵助金を他の用㏵に使用したとき。 

三 交付した⿵助金がవしたとき。 

四 ⿵助金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他ἲ௧等に㐪したとき。 

２ 区長は、前項の規定により⿵助金の交付をྲྀりᾘしたときは、その理⏤を付し別記第７号様

式によるᾘ防ᅋ⿵助金交付決定ྲྀᾘ通知書によりᾘ防ᅋ長に通知する。 

（資器材等の助成） 

第10条 区長は、毎年度予算で定める範囲内で、ᾘ防ᅋから申請のあった資器材等を⌧≀で支⤥

する。 

（資器材等の支⤥申請） 

第11条 ᾘ防ᅋ長は、別記第８号様式による資器材等支⤥申請書に支⤥をᕼᮃする≀ရ及びᩘ㔞
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を記入のうえ、あらかじめ定められたᮇ᪥ࡲでに区長に対し申請を行うものとする。 

（資器材等の支⤥決定） 

第12条 区長は、前条の規定により提出ࡉれた書類を審査の上、資器材等を支⤥することに決定

したときは、別記第９号様式による資器材等支⤥決定通知書によりᾘ防ᅋ長に通知する。 

（資器材等の受領書の提出） 

第13条 ᾘ防ᅋ長は、資器材等の支⤥を受けたときは、ただࡕに別記第10号様式による受領書を

స成の上、区長に提出しなければならない。 

（ᖒ簿等のᩚഛ） 

第14条 ᾘ防ᅋ長は、⿵助金の収支を᫂らかにしたᖒ簿をഛえ、㛵係書類を㝶提出できるよう

ᩚഛし、かつ、当ヱᖒ簿及びドᣐ書類を出⣡の㛢㙐後５年㛫ಖᏑしておかなければならない。 

（᳨査） 

第15条 区長は、必要があると認めたときは、⿵助金の使㏵について、ᾘ防ᅋ長のᖒ簿等を᳨査

することができる。 

（≧ἣሗ࿌） 

第16条 区長は、事業のかつ㐺ṇなᇳ行をᅗるため、⿵助金のᇳ行≧ἣ及び資器材等の用

≧ἣに㛵し必要があるときは、ሗ࿌書を提出ࡏࡉることができる。 

（ጤ௵） 

第17条 この要⥘に定めるもののほか、必要な事項は、防災༴ᶵ管理ᐊ長が定める。 

㝃๎ 

この要⥘は、ᖹ成21年４᭶１᪥から行する。 

㝃๎ 

この要⥘は、௧４年１᭶１᪥から行する。 

㝃๎ 

この要⥘は、௧６年４᭶１᪥から行する。 
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81㸬୰ኸ༊ᾘ㜵ᅋဨ⾲ᙲせ⥘㸦ᮏᩥ160㡫㸧 
 

（㊃᪨） 

第㸯条 この要⥘は、特別区のᾘ防ᅋの組織等に㛵する規๎（26年規๎第149号）第15条の

規定に基࡙き、୰ኸ区ᾘ防ᅋ員（以下「ᅋ員」という。）の表ᙲに㛵し、必要な事項を定める

ものとする。 

（表ᙲの✀別） 

第㸰条 表ᙲは、ຌປ㈹とする。 

（表ᙲの基準等） 

第㸱条 区長は、次のྛ号の一にヱ当するᅋ員に対しこれを表ᙲする。 

一 ⥆５年以上10年ᮍ‶のᅋ員で、ᅋົ成⦼がඃ⚽と認められる者 

二 ⥆10年以上20年ᮍ‶のᅋ員で、ᅋົ成⦼がඃ⚽と認められる者 

三 ⥆20年以上のᅋ員で、ᅋົ成⦼がඃ⚽と認められる者 

２ 前項に定める⿕表ᙲ者のேᩘは、区長が別に定めるものとする。 

（表ᙲの᪉ἲ） 

第㸲条 ຌປ㈹は、表ᙲ≧及びຌປ㈹をᤵ与して行う。 

（表ᙲ≧の様式） 

第㸳条 表ᙲ≧の様式は、様式第１号とする。 

（記❶のไ式） 

第㸴条 ຌປ㈹のไ式は、別表のとおりとする。 

（表ᙲのᮇ᪥） 

第㸵条 表ᙲは、毎年ᮇ᪥を定めて行うものとする。 

（表ᙲೃ⿵者の᥎⸀） 

第８条 ᾘ防ᅋ長は、毎年ᮎ᪥⌧ᅾにおいて第３条にヱ当する者があると認めるときは、様式第

２号を用いて当ヱ年の10᭶ᮎ᪥ࡲでにᡤ㎄ᾘ防⨫長を⤒て区長に᥎⸀するものとする。 

２ ᾘ防⨫長は、前項のᾘ防ᅋ長の᥎⸀にព見を付して区長にሗ࿌するものとする。 

（⿕表ᙲ者の決定） 

第９条 区長は前条の書類を審査し、⿕表ᙲ者を決定する。 

   㝃๎ 

１ この要⥘は、57年12᭶17᪥から行する。 

２ 57年度に限り、表ᙲೃ⿵者の᥎⸀は第８条の規定にかかࢃら12、ࡎ᭶25᪥ࡲでとする。 
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（᳨査） 
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（表ᙲの✀別） 
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二 ⥆10年以上20年ᮍ‶のᅋ員で、ᅋົ成⦼がඃ⚽と認められる者 
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第㸲条 ຌປ㈹は、表ᙲ≧及びຌປ㈹をᤵ与して行う。 
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（記❶のไ式） 

第㸴条 ຌປ㈹のไ式は、別表のとおりとする。 

（表ᙲのᮇ᪥） 

第㸵条 表ᙲは、毎年ᮇ᪥を定めて行うものとする。 

（表ᙲೃ⿵者の᥎⸀） 

第８条 ᾘ防ᅋ長は、毎年ᮎ᪥⌧ᅾにおいて第３条にヱ当する者があると認めるときは、様式第

２号を用いて当ヱ年の10᭶ᮎ᪥ࡲでにᡤ㎄ᾘ防⨫長を⤒て区長に᥎⸀するものとする。 

２ ᾘ防⨫長は、前項のᾘ防ᅋ長の᥎⸀にព見を付して区長にሗ࿌するものとする。 

（⿕表ᙲ者の決定） 

第９条 区長は前条の書類を審査し、⿕表ᙲ者を決定する。 
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１ この要⥘は、57年12᭶17᪥から行する。 

２ 57年度に限り、表ᙲೃ⿵者の᥎⸀は第８条の規定にかかࢃら12、ࡎ᭶25᪥ࡲでとする。 
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82㸬୰ኸ༊ᾘ㜵ᅋဨ⾲ᙲࡢ⿕⾲ᙲ⪅ᩘ㑅ᐃಀࡿᇶ‽ 
 

 ୰ኸ区ᾘ防ᅋ員表ᙲ要⥘（57年12᭶57୰⥲⥲Ⓨ第477号）第３条第２項に規定する⿕表ᙲ

者のேᩘは、次のとおりとする。 

第㸯 第３条第１項第１号については、⥆５年以上10年ᮍ‶のᅋ員員とする。 

第㸰 第３条第１項第２号については、⥆10年以上20年ᮍ‶のᅋ員ᩘのおおむ10ࡡ㸣とする。 

第㸱 第３条第１項第３号については、⥆20年以上のᅋ員ᩘのおおむ10ࡡ㸣とする。 

第㸲 第３の規定にかかࢃらࡎ、୰ኸ区表ᙲ規๎（29年５᭶規๎第６号）に基࡙くᾘ防ᅋ㛵

係者としての表ᙲを受けた者は、要⥘第３条第１項第３号のヱ当者とࡳなし、表ᙲする。ただ

し、᪤に第３の規定による表ᙲを受けた者はこの限りではない。 

   㝃๎ 

 この基準の㐺用にあたり、57年度に限り第２୰「おおむ10ࡡ㸣」とあるは「おおむ20ࡡ㸣」

と、第３୰「おおむ10ࡡ㸣」とあるは「おおむ30ࡡ㸣」とよࡳかえる。 
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83㸬㏥ᅋᾘ㜵ᅋဨᑐࡿࡍㅰព࠸ᢅྲྀࡢ㛵ࡿࡍせ⥘ 
 

62年５᭶30᪥ 

62୰⥲自Ⓨ第71号 

（㊃᪨） 

第㸯条 この要⥘は、特別区のᾘ防ᅋのタ⨨等に㛵する条（38年ᮾி㒔条第53号）第２

条の規定に基࡙き୰ኸ区の区ᇦ内にタ⨨ࡉれているᾘ防ᅋにおいて、ᾘ防ᅋ員（以下「ᅋ員」

という。）としてᆅᇦ防災活動の業⦼ྥ上に寄与した者が㏥ᅋした場合に、そのຌປにㅰពを

表するための必要事項を定めるものとする。 

（対㇟者） 

第㸰条 ㅰពは、ᆅᇦ防災活動の業⦼ྥ上に寄与したᅋ員のうࡕ㏥ᅋの┤前の㝵⣭が次のྛ号に

掲げる者に対して表する。 

ただし、同一ேについては、一回限りとする。 

一 ᅋ長 

二 ᅋ長 

三 ศᅋ長 

２ 前項ྛ号に掲げる者のほか、ᆅᇦ防災活動の業⦼ྥ上に寄与したᅋ員のうࡕ㏥ᅋの

⥆年ᩘが２㸮年以上のᅋ員で、ᅋົ成⦼がඃ⚽と認められる者に対して表する。 

ただし、同一ேについては、一回限りとする。 

（ㅰពを表する者） 

第㸱条 ㅰពは、区長が表する。 

（ㅰពを表する᪉ἲ） 

第㸲条 第２条第１項の規定によるㅰពは、ឤㅰ≧及び記ᛕရを㉗࿊して表する。 

２ 第２条第２項の規定によるㅰពは、ឤㅰ≧を㉗࿊して表する。 

３ ᅋ員がṚஸにより㏥ᅋし、又は㏥ᅋ後ㅰពを表する᪥前にṚஸしたときは、前項のឤㅰ

≧及び記ᛕရは、その者の㑇᪘に㉗࿊する。 

４ ឤㅰ≧のᙧ式は、別記のによるものとする。 

（ㅰពೃ⿵者の᥎⸀） 
第㸳条 ᾘ防ᅋ長は、第２条第２項に規定する要件にヱ当する者があると認めるときは、別記様

式による᥎⸀書を用いてᡤ㎄ᾘ防⨫長を⤒て区長に᥎⸀するものとする。 
２ ᾘ防⨫長は、前項のᾘ防ᅋ長の᥎⸀にព見を付して区長にሗ࿌するものとする。 

（ㅰពのไ限） 

第㸴条 区長は、第１条及び第２条の規定にかかࢃらࡎ、ㅰពを表することが㐺当と認める者

に対して、ㅰពを行ࢃないものとする。 

（ㅰពのᮇ） 

第㸵条 ㅰពは、㝶表するものとする。 

（細目） 

第８条 この要⥘に定めるもののほか、ㅰពのᡭ⥆等の細目は、防災༴ᶵ管理ᐊ長の定めるとこ

 。によるࢁ

   㝃๎ 

 この要⥘は、62年５᭶30᪥から行する。 

   㝃๎ 

 この要⥘は、ᖹ成２年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎ 

 この要⥘は、ᖹ成11年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎ 

 この要⥘は、ᖹ成21年４᭶１᪥から行する。 

㝃๎ 

 この要⥘は、௧２年４᭶１᪥から行する。 
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ただし、同一ேについては、一回限りとする。 

一 ᅋ長 

二 ᅋ長 

三 ศᅋ長 

２ 前項ྛ号に掲げる者のほか、ᆅᇦ防災活動の業⦼ྥ上に寄与したᅋ員のうࡕ㏥ᅋの

⥆年ᩘが２㸮年以上のᅋ員で、ᅋົ成⦼がඃ⚽と認められる者に対して表する。 

ただし、同一ேについては、一回限りとする。 

（ㅰពを表する者） 

第㸱条 ㅰពは、区長が表する。 

（ㅰពを表する᪉ἲ） 

第㸲条 第２条第１項の規定によるㅰពは、ឤㅰ≧及び記ᛕရを㉗࿊して表する。 

２ 第２条第２項の規定によるㅰពは、ឤㅰ≧を㉗࿊して表する。 

３ ᅋ員がṚஸにより㏥ᅋし、又は㏥ᅋ後ㅰពを表する᪥前にṚஸしたときは、前項のឤㅰ

≧及び記ᛕရは、その者の㑇᪘に㉗࿊する。 

４ ឤㅰ≧のᙧ式は、別記のによるものとする。 

（ㅰពೃ⿵者の᥎⸀） 
第㸳条 ᾘ防ᅋ長は、第２条第２項に規定する要件にヱ当する者があると認めるときは、別記様

式による᥎⸀書を用いてᡤ㎄ᾘ防⨫長を⤒て区長に᥎⸀するものとする。 
２ ᾘ防⨫長は、前項のᾘ防ᅋ長の᥎⸀にព見を付して区長にሗ࿌するものとする。 

（ㅰពのไ限） 

第㸴条 区長は、第１条及び第２条の規定にかかࢃらࡎ、ㅰពを表することが㐺当と認める者

に対して、ㅰពを行ࢃないものとする。 

（ㅰពのᮇ） 

第㸵条 ㅰពは、㝶表するものとする。 

（細目） 

第８条 この要⥘に定めるもののほか、ㅰពのᡭ⥆等の細目は、防災༴ᶵ管理ᐊ長の定めるとこ

 。によるࢁ

   㝃๎ 

 この要⥘は、62年５᭶30᪥から行する。 

   㝃๎ 

 この要⥘は、ᖹ成２年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎ 

 この要⥘は、ᖹ成11年４᭶１᪥から行する。 

   㝃๎ 

 この要⥘は、ᖹ成21年４᭶１᪥から行する。 

㝃๎ 

 この要⥘は、௧２年４᭶１᪥から行する。 
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（目的） 

第㸯条 この要⥘は、୰ኸ区の区ᇦ内のᾘ防ᑡ年ᅋに対し、その事業費の一㒊を⿵助することに

より、ᑡ年への防ⅆ防災ᛮ等のᬑ及をᅗることを目的とする。 

（⿵助金の交付対㇟） 

第㸰条 ⿵助金の交付対㇟とする事業は、ிᶫᾘ防ᑡ年ᅋ、᪥ᮏᶫᾘ防ᑡ年ᅋ及び⮫ ᾘ防ᑡ年

ᅋが行う事業のうࡕ、次に掲げるものとする。 

(1)   入ᅋ式及び㏥ᅋ式 

(2)   防ⅆ防災に㛵する知㆑、ᢏ⾡等のྲྀᚓのために必要なカ⦎及びᏛ⩦会（ᐟἩࣕ࢟ンࣉ等

を含む。） 

(3)   ♫会ዊ活動 

(4)   防ⅆ防災ᛮのᬑ及ၨⓎ活動 

(5)   前号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの 

（⿵助金の交付㢠） 

第㸱条 ⿵助金の交付㢠は、年㢠として１㸮とする。 

（⿵助金の交付申請） 

第㸲条 ᾘ防ᑡ年ᅋ長（以下「ᅋ長」という。）は、⿵助金の交付を受けようとするときは、別

記第１号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。 

 (1)  事業計画書 

 (2)  収支予算書 

 (3)  前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

（⿵助金の交付決定） 

第㸳条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当ヱ申請に係る書類を審査し、⿵助金

を交付することに決定したときは、別記第２号様式による決定通知書によりᅋ長に通知する。 

２ 区長は、⿵助金を交付しないことに決定したときは、別記第３号様式による交付決定通知

書によりᅋ長に通知する。 

（⿵助金の請ồ） 

第㸴条 ᅋ長は、前条第１項の規定による通知を受けたときは、速やかに別記第４号様式による

請ồ書を区長に提出しなければならない。 

（≧ἣሗ࿌） 

第㸵条 区長は、事業のかつ㐺ṇなᇳ行をᅗるため、事業のᇳ行≧ἣに㛵し必要があるとき

は、ሗ࿌書を提出ࡏࡉることができる。 

（⿵助金のᐇ⦼ሗ࿌） 

第８条 ᅋ長は、⿵助金に係る事業の会計年度が⤊したときは、速やかに、別記第５号様式に

よるᐇ⦼ሗ࿌書に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。 

 (1)  事業ሗ࿌書 

 (2)  収支決算書 

 (3)  前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

（⿵助金の㢠の決定） 

第９条 区長は、前条の規定により提出ࡉれた書類を審査の上、当ヱ事業のᇳ行が決定の内容に

㐺合していると認められるときは、⿵助金の㢠を☜定し、別記６号様式による☜定通知書によ

りᅋ長に通知する。 

（決定のྲྀᾘし） 

第10条 区長は、ᅋ長が次のྛ号のいࡎれかにヱ当すると認めるときは、⿵助金の交付の決定の

㒊又は一㒊をྲྀりᾘし、᪤に⿵助金が交付ࡉれているときは、ᮇ限を定めてその⿵助金の

㒊又は一㒊の㏉㑏をࡎることができる。 

 (1)  ṇのᡭẁにより⿵助金の交付を受けたとき。 

 (2)  ⿵助金を他の用㏵に使用したとき。 

 (3)  決定内容等又はἲ௧ⱝしくはこの要⥘に㐪したとき。 
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２ 区長は、前項の規定により⿵助金の交付をྲྀりᾘしたときは、別記第７号様式による決定通

知書によりᅋ長に通知する。 

（᳨査） 

第11条 区長は、必要があると認めたときは、⿵助金の使㏵について、ᾘ防ᑡ年ᅋのᖒ簿等の᳨

査をすることができる。 

（ጤ௵） 

第12条 この要⥘に定めるもののほか、⿵助金交付に必要な事項は、防災༴ᶵ管理ᐊ長が定める。 

㝃๎ 

 この要⥘は、ᖹ成20年４᭶１᪥（以下「行᪥」という。）から行し、行᪥以後に交付

する⿵助金に対し㐺用する。 

㝃๎ 

この要⥘は、ᖹ成21年４᭶１᪥から行する。 



- 237 - 

84㸬୰ኸ༊ᾘ㜵ᑡᖺᅋᴗ⿵ຓ㔠せ⥘ 

 

（目的） 

第㸯条 この要⥘は、୰ኸ区の区ᇦ内のᾘ防ᑡ年ᅋに対し、その事業費の一㒊を⿵助することに

より、ᑡ年への防ⅆ防災ᛮ等のᬑ及をᅗることを目的とする。 

（⿵助金の交付対㇟） 

第㸰条 ⿵助金の交付対㇟とする事業は、ிᶫᾘ防ᑡ年ᅋ、᪥ᮏᶫᾘ防ᑡ年ᅋ及び⮫ ᾘ防ᑡ年

ᅋが行う事業のうࡕ、次に掲げるものとする。 

(1)   入ᅋ式及び㏥ᅋ式 

(2)   防ⅆ防災に㛵する知㆑、ᢏ⾡等のྲྀᚓのために必要なカ⦎及びᏛ⩦会（ᐟἩࣕ࢟ンࣉ等

を含む。） 

(3)   ♫会ዊ活動 

(4)   防ⅆ防災ᛮのᬑ及ၨⓎ活動 

(5)   前号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの 

（⿵助金の交付㢠） 

第㸱条 ⿵助金の交付㢠は、年㢠として１㸮とする。 

（⿵助金の交付申請） 

第㸲条 ᾘ防ᑡ年ᅋ長（以下「ᅋ長」という。）は、⿵助金の交付を受けようとするときは、別

記第１号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。 

 (1)  事業計画書 

 (2)  収支予算書 

 (3)  前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

（⿵助金の交付決定） 

第㸳条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当ヱ申請に係る書類を審査し、⿵助金

を交付することに決定したときは、別記第２号様式による決定通知書によりᅋ長に通知する。 

２ 区長は、⿵助金を交付しないことに決定したときは、別記第３号様式による交付決定通知

書によりᅋ長に通知する。 

（⿵助金の請ồ） 

第㸴条 ᅋ長は、前条第１項の規定による通知を受けたときは、速やかに別記第４号様式による

請ồ書を区長に提出しなければならない。 

（≧ἣሗ࿌） 

第㸵条 区長は、事業のかつ㐺ṇなᇳ行をᅗるため、事業のᇳ行≧ἣに㛵し必要があるとき

は、ሗ࿌書を提出ࡏࡉることができる。 

（⿵助金のᐇ⦼ሗ࿌） 

第８条 ᅋ長は、⿵助金に係る事業の会計年度が⤊したときは、速やかに、別記第５号様式に

よるᐇ⦼ሗ࿌書に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。 

 (1)  事業ሗ࿌書 

 (2)  収支決算書 

 (3)  前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

（⿵助金の㢠の決定） 

第９条 区長は、前条の規定により提出ࡉれた書類を審査の上、当ヱ事業のᇳ行が決定の内容に

㐺合していると認められるときは、⿵助金の㢠を☜定し、別記６号様式による☜定通知書によ

りᅋ長に通知する。 

（決定のྲྀᾘし） 

第10条 区長は、ᅋ長が次のྛ号のいࡎれかにヱ当すると認めるときは、⿵助金の交付の決定の

㒊又は一㒊をྲྀりᾘし、᪤に⿵助金が交付ࡉれているときは、ᮇ限を定めてその⿵助金の

㒊又は一㒊の㏉㑏をࡎることができる。 

 (1)  ṇのᡭẁにより⿵助金の交付を受けたとき。 

 (2)  ⿵助金を他の用㏵に使用したとき。 

 (3)  決定内容等又はἲ௧ⱝしくはこの要⥘に㐪したとき。 
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２ 区長は、前項の規定により⿵助金の交付をྲྀりᾘしたときは、別記第７号様式による決定通

知書によりᅋ長に通知する。 

（᳨査） 

第11条 区長は、必要があると認めたときは、⿵助金の使㏵について、ᾘ防ᑡ年ᅋのᖒ簿等の᳨

査をすることができる。 

（ጤ௵） 

第12条 この要⥘に定めるもののほか、⿵助金交付に必要な事項は、防災༴ᶵ管理ᐊ長が定める。 

㝃๎ 

 この要⥘は、ᖹ成20年４᭶１᪥（以下「行᪥」という。）から行し、行᪥以後に交付

する⿵助金に対し㐺用する。 

㝃๎ 

この要⥘は、ᖹ成21年４᭶１᪥から行する。 
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85㸬୰ኸ༊㜵ⅆ㜵⅏ዪᛶࡢᴗ⿵ຓ㔠せ⥘ 
 

（目的） 

第㸯条 この要⥘は、୰ኸ区の区ᇦ内の防ⅆ防災ዪᛶの会に対し、その事業費の一㒊を⿵助する

ことにより、区民への防ⅆ知㆑及び防災ᛮのᬑ及୪びに防災行動ຊのྥ上をᅗることを目的

とする。 

（⿵助金の交付対㇟） 

第㸰条 ⿵助金の交付対㇟とする事業は、ிᶫ防ⅆዪᛶの会、᪥ᮏᶫ防ⅆ防災ዪᛶの会及び⮫ 

防ⅆ防災ዪᛶの会が行う事業のうࡕ、次に掲げるものとする。 

 (1)  防ⅆ防災に㛵する知㆑、ᢏ⾡等のྲྀᚓのために必要なㅮ⩦会及び◊ಟ会の㛤ദ 

 (2)  ♫会ዊ活動 

 (3)  防ⅆ防災ᛮのᬑ及ၨⓎ活動 

 (4)  前３号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの 

（⿵助金の交付㢠） 

第㸱条 ⿵助金の交付㢠は、年㢠１㸮とする。 

（⿵助金の交付申請） 

第㸲条 防ⅆ防災ዪᛶの会会長（以下「会長」という。）は、⿵助金の交付を受けようとすると

きは、別記第１号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。 

 (1)  事業計画書 

 (2)  収支予算書 

 (3)  前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

（⿵助金の交付決定） 

第㸳条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当ヱ申請に係る書類を審査し、⿵助金

を交付することに決定したときは、別記第２号様式による決定通知書により会長に通知する。 

２ 区長は、⿵助金を交付しないことに決定したときは、別記第３号様式による交付決定通知

書により会長に通知する。 

（⿵助金の請ồ） 

第㸴条 会長は、前条第１項の規定による通知を受けたときは、速やかに別記第４号様式による

請ồ書を区長に提出しなければならない。 

（≧ἣሗ࿌） 

第㸵条 区長は、事業のかつ㐺ṇなᇳ行をᅗるため、事業のᇳ行≧ἣに㛵し必要があるとき

は、ሗ࿌書を提出ࡏࡉることができる。 

（⿵助金のᐇ⦼ሗ࿌） 

第８条 会長は、⿵助金に係る事業の会計年度が⤊したときは、速やかに、別記第５号様式に

よるᐇ⦼ሗ࿌書に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。 

 (1)  事業ሗ࿌書 

 (2)  収支決算書 

 (3)  前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

（⿵助金の㢠の決定） 

第９条 区長は、前条の規定により提出ࡉれた書類を審査の上、当ヱ事業のᇳ行が決定の内容に

㐺合していると認められるときは、⿵助金の㢠を☜定し、別記６号様式による☜定通知書によ

り会長に通知する。 

（決定のྲྀᾘし） 

第10条 区長は、会長が次のྛ号のいࡎれかにヱ当すると認めるときは、⿵助金の交付の決定の

㒊又は一㒊をྲྀりᾘし、᪤に⿵助金が交付ࡉれているときは、ᮇ限を定めてその⿵助金の

㒊又は一㒊の㏉㑏をࡎることができる。 

 (1)  ṇのᡭẁにより⿵助金の交付を受けたとき。 

 (2)  ⿵助金を他の用㏵に使用したとき。 

 (3)  決定内容等又はἲ௧ⱝしくはこの要⥘に㐪したとき。 

２ 区長は、前項の規定により⿵助金の交付をྲྀりᾘしたときは、別記第７号様式による決定通

知書により会長に通知する。 
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（᳨査） 

第11条 区長は、必要があると認めたときは、⿵助金の使㏵について、防ⅆ防災ዪᛶの会のᖒ簿

等の᳨査をすることができる。 

（ጤ௵） 

第12条 この要⥘に定めるもののほか、⿵助金交付に必要な事項は、防災༴ᶵ管理ᐊ長が定める。 

㝃๎ 

 この要⥘は、ᖹ成20年４᭶１᪥（以下「行᪥」という。）から行し、行᪥以後に交付

する⿵助金に対し㐺用する。 

㝃๎ 

この要⥘は、ᖹ成21年４᭶１᪥から行する。 
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85㸬୰ኸ༊㜵ⅆ㜵⅏ዪᛶࡢᴗ⿵ຓ㔠せ⥘ 
 

（目的） 

第㸯条 この要⥘は、୰ኸ区の区ᇦ内の防ⅆ防災ዪᛶの会に対し、その事業費の一㒊を⿵助する

ことにより、区民への防ⅆ知㆑及び防災ᛮのᬑ及୪びに防災行動ຊのྥ上をᅗることを目的

とする。 

（⿵助金の交付対㇟） 

第㸰条 ⿵助金の交付対㇟とする事業は、ிᶫ防ⅆዪᛶの会、᪥ᮏᶫ防ⅆ防災ዪᛶの会及び⮫ 

防ⅆ防災ዪᛶの会が行う事業のうࡕ、次に掲げるものとする。 

 (1)  防ⅆ防災に㛵する知㆑、ᢏ⾡等のྲྀᚓのために必要なㅮ⩦会及び◊ಟ会の㛤ദ 

 (2)  ♫会ዊ活動 

 (3)  防ⅆ防災ᛮのᬑ及ၨⓎ活動 

 (4)  前３号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの 

（⿵助金の交付㢠） 

第㸱条 ⿵助金の交付㢠は、年㢠１㸮とする。 

（⿵助金の交付申請） 

第㸲条 防ⅆ防災ዪᛶの会会長（以下「会長」という。）は、⿵助金の交付を受けようとすると

きは、別記第１号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。 

 (1)  事業計画書 

 (2)  収支予算書 

 (3)  前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

（⿵助金の交付決定） 

第㸳条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当ヱ申請に係る書類を審査し、⿵助金

を交付することに決定したときは、別記第２号様式による決定通知書により会長に通知する。 

２ 区長は、⿵助金を交付しないことに決定したときは、別記第３号様式による交付決定通知

書により会長に通知する。 

（⿵助金の請ồ） 

第㸴条 会長は、前条第１項の規定による通知を受けたときは、速やかに別記第４号様式による

請ồ書を区長に提出しなければならない。 

（≧ἣሗ࿌） 

第㸵条 区長は、事業のかつ㐺ṇなᇳ行をᅗるため、事業のᇳ行≧ἣに㛵し必要があるとき

は、ሗ࿌書を提出ࡏࡉることができる。 

（⿵助金のᐇ⦼ሗ࿌） 

第８条 会長は、⿵助金に係る事業の会計年度が⤊したときは、速やかに、別記第５号様式に

よるᐇ⦼ሗ࿌書に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。 

 (1)  事業ሗ࿌書 

 (2)  収支決算書 

 (3)  前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

（⿵助金の㢠の決定） 

第９条 区長は、前条の規定により提出ࡉれた書類を審査の上、当ヱ事業のᇳ行が決定の内容に

㐺合していると認められるときは、⿵助金の㢠を☜定し、別記６号様式による☜定通知書によ

り会長に通知する。 

（決定のྲྀᾘし） 

第10条 区長は、会長が次のྛ号のいࡎれかにヱ当すると認めるときは、⿵助金の交付の決定の

㒊又は一㒊をྲྀりᾘし、᪤に⿵助金が交付ࡉれているときは、ᮇ限を定めてその⿵助金の

㒊又は一㒊の㏉㑏をࡎることができる。 

 (1)  ṇのᡭẁにより⿵助金の交付を受けたとき。 

 (2)  ⿵助金を他の用㏵に使用したとき。 

 (3)  決定内容等又はἲ௧ⱝしくはこの要⥘に㐪したとき。 

２ 区長は、前項の規定により⿵助金の交付をྲྀりᾘしたときは、別記第７号様式による決定通

知書により会長に通知する。 
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（᳨査） 

第11条 区長は、必要があると認めたときは、⿵助金の使㏵について、防ⅆ防災ዪᛶの会のᖒ簿

等の᳨査をすることができる。 

（ጤ௵） 

第12条 この要⥘に定めるもののほか、⿵助金交付に必要な事項は、防災༴ᶵ管理ᐊ長が定める。 

㝃๎ 

 この要⥘は、ᖹ成20年４᭶１᪥（以下「行᪥」という。）から行し、行᪥以後に交付

する⿵助金に対し㐺用する。 

㝃๎ 

この要⥘は、ᖹ成21年４᭶１᪥から行する。 
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ᖹ成27年1᭶21᪥ 

26୰⥲防第358号 

（目的） 

第㸯条 この要⥘は、୰ኸ区の区ᇦ内（以下「区内」という。）の࣐ンࣙࢩンにおいて、防災ຊ

のྥ上に㛵する一定の条件を‶たす࣐ンࣙࢩンを୰ኸ区防災対⟇ඃⰋ࣐ンࣙࢩンとして認定

し、予算の範囲内で防災活動に必要な助成金の交付及び資器材の供与を行うことにより、防災

対⟇の一ᒙの᥎㐍とࢸࢽ࣑ࣗࢥの㔊成をᅗることを目的とする。 

（定⩏） 

第㸰条 この要⥘において、次のྛ号に掲げる用ㄒのព⩏は、当ヱྛ号に定めるとこࢁによる。 

一 ࣐ンࣙࢩン ୰ኸ区ᆅ区計画の区ᇦ内におけるᘓ⠏≀のไ限に㛵する条（ᖹ成５年７᭶

୰ኸ区条第18号）に規定する定ఫᆺఫᏯが10ᡞ以上のඹ同ఫᏯをいう。 

二 防災区民組織 ୰ኸ区防災区民組織の⫱成に㛵する要⥘（63年８᭶１᪥63୰⥲自第

1194号）第２条に規定する防災区民組織をいう。 

三 防災組織 防災区民組織、管理組合（࣐ンࣙࢩンの管理の㐺ṇの᥎㐍に㛵するἲᚊ（ᖹ

成12年ἲᚊ第149号）第２条第３号に規定する管理組合をいう。以下同じ。）、管理組合と㐃

ᦠして࣐ンࣙࢩンの防災ຊのྥ上にྲྀり組ࡳ、当ヱ࣐ンࣙࢩンのᒃఫ者にその活動内容を࿘

知している組織及び管理組合のない࣐ンࣙࢩンにおいて防災ຊのྥ上にྲྀり組ࡳ、当ヱ࣐ン

 。る組織をいうࡎンのᒃఫ者にその活動内容を࿘知している組織その他これらに準ࣙࢩ

四 代表者 防災組織を代表する者（一の࣐ンࣙࢩンに」ᩘの防災組織があるときは、当ヱ」

ᩘの防災組織を代表する防災組織の代表者）をいう。 

 ୰ኸ区防災対⟇ඃⰋ࣐ンࣙࢩン 区内にᏑする࣐ンࣙࢩンのうࡕ、区長が第５条第１項に

規定する認定をしたものをいう。 

භ ᆅᇦの⏫会等 ࣐ンࣙࢩンがᏑする区ᇦの⏫会、⏫会に準ࡎる組織又は防災ᣐⅬ運営ጤ員

会をいう。 

 防災ᣐⅬ運営ጤ員会 ୰ኸ区ᆅᇦ防災計画に掲げる防災ᣐⅬ運営ጤ員会をいう。 

（認定要件） 

第㸱条 ୰ኸ区防災対⟇ඃⰋ࣐ンࣙࢩンは、次に定める要件を‶たすものとする。 

 一 防災組織をタ⨨していること。 

 二 防災ࣝࣗࢽ࣐をస成していること。 

 三 ཎ๎として年１回以上防災カ⦎をᐇしていること。 

 四 ᆅᇦの⏫会等との㐃ᦠがᅗられていること。 

２ 前項の認定要件に㛵する基準は、別表第１に定めるとこࢁによる。 

（認定申請） 

第㸲条 代表者は、当ヱ࣐ンࣙࢩンが୰ኸ区防災対⟇ඃⰋ࣐ンࣙࢩンとしての認定を受けようと

するときは、別記第１号様式による申請書を区長に提出するものとする。 

（認定等） 

第㸳条 区長は、前条に規定する申請があったときは、審査の上、当ヱ申請に係る࣐ンࣙࢩンを

୰ኸ区防災対⟇ඃⰋ࣐ンࣙࢩンとして認定することとしたときは別記第２号様式による認定

通知書（以下「認定通知書」という。）により、認定しないこととしたときは別記第３号様式

による認定通知書により当ヱ申請をした代表者（以下「認定申請者」という。）に通知する

ものとする。 

２ 区長は、୰ኸ区防災対⟇ඃⰋ࣐ンࣙࢩンの認定をしたときは、認定申請者に別記第４号様式

による認定࣮ࣝࢩ及び認定┪を交付するものとする。 

３ 区長は、୰ኸ区防災対⟇ඃⰋ࣐ンࣙࢩンの名⛠及びᡤᅾᆅを区ホ࣮࣮࣒࣌ジによりබ表する

ことができる。 

４ ୰ኸ区防災対⟇ඃⰋ࣐ンࣙࢩンとして認定ࡉれた࣐ンࣙࢩンに係る代表者（以下「認定࣐ン

、にኚ᭦が⏕じたときはࣝࣗࢽ࣐ン防災代表者」という。）は、防災組織の役員又は防災ࣙࢩ

速やかに別記第５号様式による代表者等ኚ᭦ሗ࿌書を区長に提出するものとする。 

（活動の⥅⥆） 
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第㸴条 認定࣐ンࣙࢩン防災代表者は、当ヱ࣐ンࣙࢩンのᒃఫ者と㐃ᦠして、防災活動の⥅⥆に

ດめるものとする。 

２ 認定࣐ンࣙࢩン防災代表者は、年１回、防災活動の≧ἣについて、別記第６号様式による活

動≧ἣሗ࿌書（以下「活動ሗ࿌書」という。）を区長に提出するものとする。 

（認定のྲྀᾘし） 

第㸵条 区長は、次のྛ号のいࡎれかにヱ当すると認められるときは、୰ኸ区防災対⟇ඃⰋ࣐ン

 。ンとしての認定（以下「認定」という。）をྲྀりᾘすことができるࣙࢩ

一 ୰ኸ区防災対⟇ඃⰋ࣐ンࣙࢩンが第３条に規定する認定要件を‶たࡉなくなったとき。 

二 認定࣐ンࣙࢩン防災代表者から認定のྲྀᾘしの申出があったとき。 

三 ୰ኸ区防災対⟇ඃⰋ࣐ンࣙࢩンが⁛ኻしたとき。 

四 ഇその他ṇのᡭẁにより認定を受けたとき。 

 活動ሗ࿌書を提出しないとき。 

භ 前ྛ号に掲げるもののほか、区長が認定をྲྀりᾘす必要があると認めたとき。 

２ 区長は、前項の規定により認定をྲྀりᾘしたときは、別記第７号様式によるྲྀᾘ通知書によ

り認定࣐ンࣙࢩン防災代表者に通知する。 

３ 第１項の規定により認定のྲྀᾘしを受けた認定࣐ンࣙࢩン防災代表者は、第５条第２項の認

定ド及び認定┪を区長に㏉㑏するものとする。 

（防災組織への助成） 

第８条 区長は、୰ኸ区防災対⟇ඃⰋ࣐ンࣙࢩンの᭦なる防災ຊのྥ上に資するため、当ヱ࣐ン

ンࣙࢩン࣐の防災組織（一の（。ンを除く。以下同じࣙࢩン࣐防災区民組織のᏑする）ンࣙࢩ

に」ᩘの防災組織があるときは、認定࣐ンࣙࢩン防災代表者のᒓする防災組織。以下同じ。）

に対し、次の助成を行うことができる。 

一 防災カ⦎⤒費助成金の交付 

二 自動体外式除細動器購入費助成金（以下「ＡＥＤ購入費助成金」という。）の交付 

三 防災資器材の供与 

２ 前項第１号の防災カ⦎⤒費助成金（以下「防災カ⦎⤒費助成金」という。）は、別表第２に

定める費用を対㇟として、年㢠５を上限に、防災カ⦎をᐇした୰ኸ区防災対⟇ඃⰋ࣐ン

 。ンの防災組織に交付するものとするࣙࢩ

３ ＡＥＤ購入費助成金は、別表第３に定める費用を対㇟として、ＡＥＤ購入費に２ศの１を

じてᚓた㢠（1㸪000ᮍ‶の➃ᩘはษりᤞてる。）又は20のいࡎれかᑡない㢠を自動体外

式除細動器（以下「ＡＥＤ」という。）を購入した୰ኸ区防災対⟇ඃⰋ࣐ンࣙࢩンの防災組織

に交付するものとする。 

４ 第１項第３号の防災資器材（以下「防災資器材」という。）は、別表第４に定めるものとし、

୰ኸ区防災対⟇ඃⰋ࣐ンࣙࢩンの防災組織に供与するものとする。 

（防災カ⦎⤒費助成金交付等の申請） 

第９条 認定࣐ンࣙࢩン防災代表者は、防災カ⦎⤒費助成金の交付を受けようとするときは、別

記第８号様式による防災カ⦎⤒費助成金交付申請書を区長に提出するものとする。 

２ 認定࣐ンࣙࢩン防災代表者は、ＡＥＤ購入費助成金の交付を受けようとするときは、別記第

９号様式によるＡＥＤ購入費助成金交付申請書を区長に提出するものとする。 

３ 認定࣐ンࣙࢩン防災代表者は、防災資器材の供与を受けようとするときは、別記第１㸮号様

式による防災資器材供与申請書を区長に提出するものとする。 

（防災カ⦎⤒費助成金の交付決定等） 

第10条 区長は、前条第１項に規定する申請があったときは、審査の上、防災カ⦎⤒費助成金を

交付することとしたときは別記第11号様式による防災カ⦎⤒費助成金交付決定通知書により、

交付しないこととしたときは別記第12号様式による防災カ⦎⤒費助成金交付ᢎ認通知書に

より当ヱ申請をした認定࣐ンࣙࢩン防災代表者に通知するものとする。 

２ 区長は、前条第２項に規定する申請があったときは、審査の上、第８条第１項第２号のＡＥ

Ｄ購入費助成金を交付することとしたときは別記第１３号様式によるＡＥＤ購入費助成金交

付決定通知書により、交付しないこととしたときは別記第１４号様式によるＡＥＤ購入費助成

金交付ᢎ認通知書により当ヱ申請をした認定࣐ンࣙࢩン防災代表者に通知するものとする。 

（防災資器材の供与決定等） 
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ᖹ成27年1᭶21᪥ 

26୰⥲防第358号 

（目的） 

第㸯条 この要⥘は、୰ኸ区の区ᇦ内（以下「区内」という。）の࣐ンࣙࢩンにおいて、防災ຊ

のྥ上に㛵する一定の条件を‶たす࣐ンࣙࢩンを୰ኸ区防災対⟇ඃⰋ࣐ンࣙࢩンとして認定

し、予算の範囲内で防災活動に必要な助成金の交付及び資器材の供与を行うことにより、防災

対⟇の一ᒙの᥎㐍とࢸࢽ࣑ࣗࢥの㔊成をᅗることを目的とする。 

（定⩏） 

第㸰条 この要⥘において、次のྛ号に掲げる用ㄒのព⩏は、当ヱྛ号に定めるとこࢁによる。 

一 ࣐ンࣙࢩン ୰ኸ区ᆅ区計画の区ᇦ内におけるᘓ⠏≀のไ限に㛵する条（ᖹ成５年７᭶

୰ኸ区条第18号）に規定する定ఫᆺఫᏯが10ᡞ以上のඹ同ఫᏯをいう。 

二 防災区民組織 ୰ኸ区防災区民組織の⫱成に㛵する要⥘（63年８᭶１᪥63୰⥲自第

1194号）第２条に規定する防災区民組織をいう。 

三 防災組織 防災区民組織、管理組合（࣐ンࣙࢩンの管理の㐺ṇの᥎㐍に㛵するἲᚊ（ᖹ

成12年ἲᚊ第149号）第２条第３号に規定する管理組合をいう。以下同じ。）、管理組合と㐃

ᦠして࣐ンࣙࢩンの防災ຊのྥ上にྲྀり組ࡳ、当ヱ࣐ンࣙࢩンのᒃఫ者にその活動内容を࿘

知している組織及び管理組合のない࣐ンࣙࢩンにおいて防災ຊのྥ上にྲྀり組ࡳ、当ヱ࣐ン

 。る組織をいうࡎンのᒃఫ者にその活動内容を࿘知している組織その他これらに準ࣙࢩ

四 代表者 防災組織を代表する者（一の࣐ンࣙࢩンに」ᩘの防災組織があるときは、当ヱ」

ᩘの防災組織を代表する防災組織の代表者）をいう。 

 ୰ኸ区防災対⟇ඃⰋ࣐ンࣙࢩン 区内にᏑする࣐ンࣙࢩンのうࡕ、区長が第５条第１項に

規定する認定をしたものをいう。 

භ ᆅᇦの⏫会等 ࣐ンࣙࢩンがᏑする区ᇦの⏫会、⏫会に準ࡎる組織又は防災ᣐⅬ運営ጤ員

会をいう。 

 防災ᣐⅬ運営ጤ員会 ୰ኸ区ᆅᇦ防災計画に掲げる防災ᣐⅬ運営ጤ員会をいう。 

（認定要件） 

第㸱条 ୰ኸ区防災対⟇ඃⰋ࣐ンࣙࢩンは、次に定める要件を‶たすものとする。 

 一 防災組織をタ⨨していること。 

 二 防災ࣝࣗࢽ࣐をస成していること。 

 三 ཎ๎として年１回以上防災カ⦎をᐇしていること。 

 四 ᆅᇦの⏫会等との㐃ᦠがᅗられていること。 

２ 前項の認定要件に㛵する基準は、別表第１に定めるとこࢁによる。 

（認定申請） 

第㸲条 代表者は、当ヱ࣐ンࣙࢩンが୰ኸ区防災対⟇ඃⰋ࣐ンࣙࢩンとしての認定を受けようと

するときは、別記第１号様式による申請書を区長に提出するものとする。 

（認定等） 

第㸳条 区長は、前条に規定する申請があったときは、審査の上、当ヱ申請に係る࣐ンࣙࢩンを

୰ኸ区防災対⟇ඃⰋ࣐ンࣙࢩンとして認定することとしたときは別記第２号様式による認定

通知書（以下「認定通知書」という。）により、認定しないこととしたときは別記第３号様式

による認定通知書により当ヱ申請をした代表者（以下「認定申請者」という。）に通知する

ものとする。 

２ 区長は、୰ኸ区防災対⟇ඃⰋ࣐ンࣙࢩンの認定をしたときは、認定申請者に別記第４号様式

による認定࣮ࣝࢩ及び認定┪を交付するものとする。 

３ 区長は、୰ኸ区防災対⟇ඃⰋ࣐ンࣙࢩンの名⛠及びᡤᅾᆅを区ホ࣮࣮࣒࣌ジによりබ表する

ことができる。 

４ ୰ኸ区防災対⟇ඃⰋ࣐ンࣙࢩンとして認定ࡉれた࣐ンࣙࢩンに係る代表者（以下「認定࣐ン

、にኚ᭦が⏕じたときはࣝࣗࢽ࣐ン防災代表者」という。）は、防災組織の役員又は防災ࣙࢩ

速やかに別記第５号様式による代表者等ኚ᭦ሗ࿌書を区長に提出するものとする。 

（活動の⥅⥆） 
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第㸴条 認定࣐ンࣙࢩン防災代表者は、当ヱ࣐ンࣙࢩンのᒃఫ者と㐃ᦠして、防災活動の⥅⥆に

ດめるものとする。 

２ 認定࣐ンࣙࢩン防災代表者は、年１回、防災活動の≧ἣについて、別記第６号様式による活

動≧ἣሗ࿌書（以下「活動ሗ࿌書」という。）を区長に提出するものとする。 

（認定のྲྀᾘし） 

第㸵条 区長は、次のྛ号のいࡎれかにヱ当すると認められるときは、୰ኸ区防災対⟇ඃⰋ࣐ン

 。ンとしての認定（以下「認定」という。）をྲྀりᾘすことができるࣙࢩ

一 ୰ኸ区防災対⟇ඃⰋ࣐ンࣙࢩンが第３条に規定する認定要件を‶たࡉなくなったとき。 

二 認定࣐ンࣙࢩン防災代表者から認定のྲྀᾘしの申出があったとき。 

三 ୰ኸ区防災対⟇ඃⰋ࣐ンࣙࢩンが⁛ኻしたとき。 

四 ഇその他ṇのᡭẁにより認定を受けたとき。 

 活動ሗ࿌書を提出しないとき。 

භ 前ྛ号に掲げるもののほか、区長が認定をྲྀりᾘす必要があると認めたとき。 

２ 区長は、前項の規定により認定をྲྀりᾘしたときは、別記第７号様式によるྲྀᾘ通知書によ

り認定࣐ンࣙࢩン防災代表者に通知する。 

３ 第１項の規定により認定のྲྀᾘしを受けた認定࣐ンࣙࢩン防災代表者は、第５条第２項の認

定ド及び認定┪を区長に㏉㑏するものとする。 

（防災組織への助成） 

第８条 区長は、୰ኸ区防災対⟇ඃⰋ࣐ンࣙࢩンの᭦なる防災ຊのྥ上に資するため、当ヱ࣐ン

ンࣙࢩン࣐の防災組織（一の（。ンを除く。以下同じࣙࢩン࣐防災区民組織のᏑする）ンࣙࢩ

に」ᩘの防災組織があるときは、認定࣐ンࣙࢩン防災代表者のᒓする防災組織。以下同じ。）

に対し、次の助成を行うことができる。 

一 防災カ⦎⤒費助成金の交付 

二 自動体外式除細動器購入費助成金（以下「ＡＥＤ購入費助成金」という。）の交付 

三 防災資器材の供与 

２ 前項第１号の防災カ⦎⤒費助成金（以下「防災カ⦎⤒費助成金」という。）は、別表第２に

定める費用を対㇟として、年㢠５を上限に、防災カ⦎をᐇした୰ኸ区防災対⟇ඃⰋ࣐ン

 。ンの防災組織に交付するものとするࣙࢩ

３ ＡＥＤ購入費助成金は、別表第３に定める費用を対㇟として、ＡＥＤ購入費に２ศの１を

じてᚓた㢠（1㸪000ᮍ‶の➃ᩘはษりᤞてる。）又は20のいࡎれかᑡない㢠を自動体外

式除細動器（以下「ＡＥＤ」という。）を購入した୰ኸ区防災対⟇ඃⰋ࣐ンࣙࢩンの防災組織

に交付するものとする。 

４ 第１項第３号の防災資器材（以下「防災資器材」という。）は、別表第４に定めるものとし、

୰ኸ区防災対⟇ඃⰋ࣐ンࣙࢩンの防災組織に供与するものとする。 

（防災カ⦎⤒費助成金交付等の申請） 

第９条 認定࣐ンࣙࢩン防災代表者は、防災カ⦎⤒費助成金の交付を受けようとするときは、別

記第８号様式による防災カ⦎⤒費助成金交付申請書を区長に提出するものとする。 

２ 認定࣐ンࣙࢩン防災代表者は、ＡＥＤ購入費助成金の交付を受けようとするときは、別記第

９号様式によるＡＥＤ購入費助成金交付申請書を区長に提出するものとする。 

３ 認定࣐ンࣙࢩン防災代表者は、防災資器材の供与を受けようとするときは、別記第１㸮号様

式による防災資器材供与申請書を区長に提出するものとする。 

（防災カ⦎⤒費助成金の交付決定等） 

第10条 区長は、前条第１項に規定する申請があったときは、審査の上、防災カ⦎⤒費助成金を

交付することとしたときは別記第11号様式による防災カ⦎⤒費助成金交付決定通知書により、

交付しないこととしたときは別記第12号様式による防災カ⦎⤒費助成金交付ᢎ認通知書に

より当ヱ申請をした認定࣐ンࣙࢩン防災代表者に通知するものとする。 

２ 区長は、前条第２項に規定する申請があったときは、審査の上、第８条第１項第２号のＡＥ

Ｄ購入費助成金を交付することとしたときは別記第１３号様式によるＡＥＤ購入費助成金交

付決定通知書により、交付しないこととしたときは別記第１４号様式によるＡＥＤ購入費助成

金交付ᢎ認通知書により当ヱ申請をした認定࣐ンࣙࢩン防災代表者に通知するものとする。 

（防災資器材の供与決定等） 
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第11条 区長は、第９条第３項に規定する申請があったときは、審査の上、防災資器材を供与す

ることとしたときは別記第15号様式による防災資器材供与決定通知書により、供与しないこと

としたときは別記第16号様式による防災資器材供与ᢎ認通知書により、当ヱ申請をした認定

 。ン防災代表者に通知するものとするࣙࢩン࣐

２ 区長は、前項に規定する供与決定をしたときは、速やかに防災資器材を供与するものとする。

この場合において、区長は、防災資器材の使用及び管理について必要な条件を付すことができ

る。 

３ 認定࣐ンࣙࢩン防災代表者は、前項の規定により防災資器材を受領したときは、速やかに別

記第17号様式による防災資器材受領書を区長に提出しなければならない。 

（防災カ⦎⤒費助成金の請ồ及び交付） 

第12条 第10条第１項に規定する交付決定を受けた認定࣐ンࣙࢩン防災代表者は、別記第18号様

式による防災カ⦎⤒費助成金交付請ồ書を区長に提出するものとする。 

２ 区長は、前項に規定する請ồがあったときは、速やかに当ヱ請ồに係る助成金を交付するも

のとする。 

（ＡＥＤ購入費助成金の請ồ等） 

第13条 第10条第２項に規定する交付決定を受けた認定࣐ンࣙࢩン防災代表者は、別記第19号様

式によるＡＥＤ購入費助成金交付請ồ書（以下「ＡＥＤ購入費助成金交付請ồ書」という。）

及び別記第20号様式によるＡＥＤタ⨨ᒆを区長に提出するものとする。 

２ 区長は、前項に規定する請ồがあったときは、速やかに当ヱ請ồに係る助成金を交付するも

のとする。 

（ＡＥＤ購入費助成金のኚ᭦申請等） 

第14条 前条の規定にかかࢃらࡎ、ＡＥＤの購入にᐇ㝿に要した費用と第10条第２項に規定する

交付決定に係る金㢠が␗なる場合には、認定࣐ンࣙࢩン防災代表者は、第21号様式によるＡＥ

Ｄ購入費助成金交付㢠ኚ᭦申請書を提出するものとする。 

２ 区長は、前項に規定する申請があったときは、審査の上、ＡＥＤ購入費助成金交付㢠をኚ᭦

することとしたときは第22号様式によるＡＥＤ購入費助成金交付㢠ኚ᭦決定通知書により、ኚ

᭦しないこととしたときは別記第23号様式によるＡＥＤ購入費助成金交付㢠ኚ᭦ᢎ認通知

書により当ヱ申請をした認定࣐ンࣙࢩン防災代表者に通知するものとする。 

３ 前項に規定する交付㢠ኚ᭦決定を受けた認定࣐ンࣙࢩン防災代表者は、ＡＥＤ購入費助成金

交付請ồ書を区長に提出するものとする。 

４ 区長は、前項に規定する請ồがあったときは、速やかに当ヱ請ồに係る助成金を交付するも

のとする。 

（交付決定等のྲྀᾘし） 

第15条 区長は、次のྛ号のいࡎれかにヱ当する場合は、第10条及び第11条第１項に規定する防

災カ⦎⤒費助成金及びＡＥＤ購入費助成金の交付୪びに防災資器材の供与（以下「ྛ✀助成」

という。）の決定の㒊又は一㒊をྲྀりᾘすものとする。 

一 第７条第１項の規定により認定のྲྀᾘしを受けたとき。 

二 ഇその他ṇのᡭẁによりྛ✀助成の決定を受けたとき。 

三 防災資器材を助成対㇟以外の用㏵に使用したとき。 

四 ྛ✀助成の交付決定に付した条件に㐪したとき。 

 前ྛ号に掲げるもののほか、区長がྛ✀助成の決定をྲྀりᾘす必要があると認めたとき。 

２ 区長は、前項の規定によりྲྀᾘしをしたときは、第24号様式による助成等ྲྀᾘ通知書により、

認定࣐ンࣙࢩン防災代表者に通知するものとする。 

（ྛ✀助成の㏉㑏） 

第16条 前条の規定によりྛ✀助成の決定をྲྀりᾘࡉれたときは、認定࣐ンࣙࢩン防災代表者は、

当ヱྲྀᾘしに係る㒊ศに㛵し、᪤に防災カ⦎⤒費助成金又はＡＥＤ購入費助成金が交付ࡉれて

いるときはその㏉㑏を、防災資器材が供与ࡉれているときは当ヱ防災資器材の㏉㑏をしなけれ

ばならない。 

（ＡＥＤ及び防災資器材の管理） 

第17条 認定࣐ンࣙࢩン防災代表者は、この要⥘による助成を受けてタ⨨したＡＥＤ及び供与を

受けた防災資器材をᖹᖖの活動においても༑ศ活用するとともに、Ⰻዲに管理するようດめ
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なければならない。 

（細㒊行） 

第18条 この要⥘のᐇに㛵し必要な事項は、防災༴ᶵ管理ᐊ長が定める。 

㝃๎ 

１ この要⥘は、ᖹ成27年４᭶１᪥から行する。 

２ ᖹ成27年２᭶１᪥からこの要⥘の行の᪥の前᪥ࡲでの㛫になࡉれた認定に係る申請、決定

及びྲྀᾘしは、この要⥘の┦当規定によってなࡉれたものとࡳなす。 
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第11条 区長は、第９条第３項に規定する申請があったときは、審査の上、防災資器材を供与す

ることとしたときは別記第15号様式による防災資器材供与決定通知書により、供与しないこと

としたときは別記第16号様式による防災資器材供与ᢎ認通知書により、当ヱ申請をした認定

 。ン防災代表者に通知するものとするࣙࢩン࣐

２ 区長は、前項に規定する供与決定をしたときは、速やかに防災資器材を供与するものとする。

この場合において、区長は、防災資器材の使用及び管理について必要な条件を付すことができ

る。 

３ 認定࣐ンࣙࢩン防災代表者は、前項の規定により防災資器材を受領したときは、速やかに別

記第17号様式による防災資器材受領書を区長に提出しなければならない。 

（防災カ⦎⤒費助成金の請ồ及び交付） 

第12条 第10条第１項に規定する交付決定を受けた認定࣐ンࣙࢩン防災代表者は、別記第18号様

式による防災カ⦎⤒費助成金交付請ồ書を区長に提出するものとする。 

２ 区長は、前項に規定する請ồがあったときは、速やかに当ヱ請ồに係る助成金を交付するも

のとする。 

（ＡＥＤ購入費助成金の請ồ等） 

第13条 第10条第２項に規定する交付決定を受けた認定࣐ンࣙࢩン防災代表者は、別記第19号様

式によるＡＥＤ購入費助成金交付請ồ書（以下「ＡＥＤ購入費助成金交付請ồ書」という。）

及び別記第20号様式によるＡＥＤタ⨨ᒆを区長に提出するものとする。 

２ 区長は、前項に規定する請ồがあったときは、速やかに当ヱ請ồに係る助成金を交付するも

のとする。 

（ＡＥＤ購入費助成金のኚ᭦申請等） 

第14条 前条の規定にかかࢃらࡎ、ＡＥＤの購入にᐇ㝿に要した費用と第10条第２項に規定する

交付決定に係る金㢠が␗なる場合には、認定࣐ンࣙࢩン防災代表者は、第21号様式によるＡＥ

Ｄ購入費助成金交付㢠ኚ᭦申請書を提出するものとする。 

２ 区長は、前項に規定する申請があったときは、審査の上、ＡＥＤ購入費助成金交付㢠をኚ᭦

することとしたときは第22号様式によるＡＥＤ購入費助成金交付㢠ኚ᭦決定通知書により、ኚ

᭦しないこととしたときは別記第23号様式によるＡＥＤ購入費助成金交付㢠ኚ᭦ᢎ認通知

書により当ヱ申請をした認定࣐ンࣙࢩン防災代表者に通知するものとする。 

３ 前項に規定する交付㢠ኚ᭦決定を受けた認定࣐ンࣙࢩン防災代表者は、ＡＥＤ購入費助成金

交付請ồ書を区長に提出するものとする。 

４ 区長は、前項に規定する請ồがあったときは、速やかに当ヱ請ồに係る助成金を交付するも

のとする。 

（交付決定等のྲྀᾘし） 

第15条 区長は、次のྛ号のいࡎれかにヱ当する場合は、第10条及び第11条第１項に規定する防

災カ⦎⤒費助成金及びＡＥＤ購入費助成金の交付୪びに防災資器材の供与（以下「ྛ✀助成」

という。）の決定の㒊又は一㒊をྲྀりᾘすものとする。 

一 第７条第１項の規定により認定のྲྀᾘしを受けたとき。 

二 ഇその他ṇのᡭẁによりྛ✀助成の決定を受けたとき。 

三 防災資器材を助成対㇟以外の用㏵に使用したとき。 

四 ྛ✀助成の交付決定に付した条件に㐪したとき。 

 前ྛ号に掲げるもののほか、区長がྛ✀助成の決定をྲྀりᾘす必要があると認めたとき。 

２ 区長は、前項の規定によりྲྀᾘしをしたときは、第24号様式による助成等ྲྀᾘ通知書により、

認定࣐ンࣙࢩン防災代表者に通知するものとする。 

（ྛ✀助成の㏉㑏） 

第16条 前条の規定によりྛ✀助成の決定をྲྀりᾘࡉれたときは、認定࣐ンࣙࢩン防災代表者は、

当ヱྲྀᾘしに係る㒊ศに㛵し、᪤に防災カ⦎⤒費助成金又はＡＥＤ購入費助成金が交付ࡉれて

いるときはその㏉㑏を、防災資器材が供与ࡉれているときは当ヱ防災資器材の㏉㑏をしなけれ

ばならない。 

（ＡＥＤ及び防災資器材の管理） 

第17条 認定࣐ンࣙࢩン防災代表者は、この要⥘による助成を受けてタ⨨したＡＥＤ及び供与を

受けた防災資器材をᖹᖖの活動においても༑ศ活用するとともに、Ⰻዲに管理するようດめ
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なければならない。 

（細㒊行） 

第18条 この要⥘のᐇに㛵し必要な事項は、防災༴ᶵ管理ᐊ長が定める。 

㝃๎ 

１ この要⥘は、ᖹ成27年４᭶１᪥から行する。 

２ ᖹ成27年２᭶１᪥からこの要⥘の行の᪥の前᪥ࡲでの㛫になࡉれた認定に係る申請、決定

及びྲྀᾘしは、この要⥘の┦当規定によってなࡉれたものとࡳなす。 
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別表第１（第３条㛵係） 

認定要件 認定基準 

防災組織をタ⨨してい

ること。 

 防災組織をタ⨨し、防災に㛵する活動内容を当ヱ࣐ンࣙࢩンのᒃఫ

者に࿘知していること。ࡲた、防災に㛵する会㆟を行うとともに、Ỉ、

㣗ᩱ等のഛ、ᐙල類㌿ಽ防Ṇ等のびけを当ヱ࣐ンࣙࢩンのᒃఫ

者に行っていること。 

 同一࣐ンࣙࢩン内において」ᩘの防災組織をタ⨨しているとき、又

は同一の管理組合をẕ体とする」ᩘの防災組織をタ⨨しているとき

は、当ヱ防災組織㛫においてㄪᩚの上、代表する防災組織を定めてい

ること。 

防災ࣝࣗࢽ࣐をస成

していること。 

災ᐖにᒃఫ者が自Ꮿで自❧した⏕活ができるよう、ྛᐙᗞでの防災

対⟇、ᒃఫ者同ኈが༠ຊしてᏳྰ☜認を行う等の活動内容が記㍕ࡉれ

た防災ࣝࣗࢽ࣐を防災組織がస成していること。 

ཎ๎として年１回以上

防災カ⦎をᐇしてい

ること。 

次に掲げるもののう１、ࡕつ以上のカ⦎等をཎ๎として年１回以上ᐇ

していること。 

ձ Ᏻྰ☜認カ⦎ 

ղ ึᮇᾘⅆカ⦎ 

ճ ᛂ急࣭救ㆤカ⦎ 

մ ⅕出し࣭㓄⤥カ⦎ 

յ 防災資器材᧯సカ⦎ 

ն ᅗ上カ⦎ 

շ 防災ㅮ⩦会の㛤ദ 

ո ᘓ≀Ⅼ᳨ㄪ査 

չ 上記に掲げるもののほか、区長が࣐ンࣙࢩンの防災ຊのྥ上に資 

すると認めるカ⦎ 

ᆅᇦの⏫会等との㐃ᦠ

がᅗられていること。 

災ᐖにᆅᇦの⏫会等と㐃ᦠした防災活動が行えるよう、᪥㡭からࢥ

１つ以上の活動にྲྀ、ࡕᙧ成のため、次に掲げるもののうࢸࢽ࣑ࣗ

り組ࢇでいること。 

ձ  る組織へຍ入してࡎンがᏑする区ᇦの⏫会又は⏫会に準ࣙࢩン࣐

いる。（当ヱ࣐ンࣙࢩンのᒃఫ者の༙ᩘ以上がຍ入していること。） 

ղ ᆅᇦの⏫会等と༠ຊして防災カ⦎をᐇしている。 

ճ 㞟会ᐊ等の࣐ンࣙࢩンのඹ᭷ス࣮࣌スをᆅᇦの⏫会等に㛤ᨺして 

いる。 

մ ᆅᇦの⏫会等との㐃⤡ᢸ当者をタけている。 

յ ࣐ンࣙࢩンがᏑする区ᇦの防災ᣐⅬ運営ጤ員会にཧຍしている。 

ն 上記に掲げるもののほか、ᆅᇦの⏫会等との㐃ᦠをᅗっていると 

区長が認める活動にྲྀり組ࢇでいること。 
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別表第２（第８条㛵係） 

助成✀別 認められる⤒費 

防災カ⦎⤒費

助成金 

ձ 防災カ⦎ཧຍ記ᛕရ 

ղ ⅕出カ⦎に係る㣗材費 

ճ 防災カ⦎や防災ㅮ⩦会に係るㅮᖌㅰ♩金 

մ 防災カ⦎に付㝶する⤒費 

յ 上記に掲げるもののほか、区長が防災カ⦎⤒費として必要と認めるもの。 

別表第３（第８条㛵係） 

助成✀別 認められる費用 

ＡＥＤ購入費

助成金 

ձ ᮏ体 

ղ ᮏ体に係る㝃ᒓရ 

ճ ᮏ体を収⣡するための࣮ࢣス 

մ ⣡入に係る㏦ᩱ 

յ ＡＥＤタ⨨に係るྲྀ付ᕤ事費 

ն 購入費支ᡶいに係る㎸ᡭᩘᩱ  

շ 上記に掲げるもののほか、区長がＡＥＤ購入費として必要と認めるもの。 

➃ント２㸮を上限とする（１㸪㸮㸮㸮以上１ᮍ‶の࣏ント１とし、２㸮࣏１ ͤ

ᩘは１࣏ントとする。）。 

ͤ 防災資器材の供与と合ࡏࢃて３年に１回限りとする。 

 

別表第４（第８条㛵係） 

ͤ ＡＥＤ購入費助成金の交付と合ࡏࢃて３年に１回限りとし、１回の上限は３㸮࣏ントとする。 

助成✀別 認められる防災資器材 ࣏ント 

防災資器材 

ձ ᆺ⅕き出し器 

ղ 組❧式௬タトࣞ 

ճ ࣮ࣝࣂンᢞග器 

մ 㠀ᖖ用㝵ẁ㑊㞴㌴ 

յ ガス࣎ン࣋式Ⓨ㟁ᶵ 

ն ࣞスࢵ࣮࢟ࣗ࢟ト（㹀㹍㹖ᆺ） 

շ Ｅ㹔内防災用ࢵࢿࣅࣕ࢟ト 

ո ᕸᢸᯫ 

չ トラン１ྎ࣮ࣂ࣮ࢩ（චチ要） 

պ おࡪࢇᖏ 

ջ トランジスタ࣮メガホン 

ռ ࣝ࣊メࢵト（３ಶ） 

ս 㹊ＥＤランタン（２ಶ） 

վ ࢡࢵࣃẟᕸ（２ᯛ） 

տ 上記に掲げるもののほか、区長が防災活動に必要な資器材 

として認めるもの。 

なお、Ỉ࣭㣗ᩱ࣭⡆᫆トࣞ等のಶேഛは除くとともに、 

ಖ管場ᡤを☜ಖできる組織に供与する。 

３㸮 

３㸮 

２８ 

１９ 

１１ 

９ 

７ 

４ 

２ 

２ 

２ 

１ 

１ 

１ 

区長が定める࣏

 ント
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別表第１（第３条㛵係） 

認定要件 認定基準 

防災組織をタ⨨してい

ること。 

 防災組織をタ⨨し、防災に㛵する活動内容を当ヱ࣐ンࣙࢩンのᒃఫ

者に࿘知していること。ࡲた、防災に㛵する会㆟を行うとともに、Ỉ、

㣗ᩱ等のഛ、ᐙල類㌿ಽ防Ṇ等のびけを当ヱ࣐ンࣙࢩンのᒃఫ

者に行っていること。 

 同一࣐ンࣙࢩン内において」ᩘの防災組織をタ⨨しているとき、又

は同一の管理組合をẕ体とする」ᩘの防災組織をタ⨨しているとき

は、当ヱ防災組織㛫においてㄪᩚの上、代表する防災組織を定めてい

ること。 

防災ࣝࣗࢽ࣐をస成

していること。 

災ᐖにᒃఫ者が自Ꮿで自❧した⏕活ができるよう、ྛᐙᗞでの防災

対⟇、ᒃఫ者同ኈが༠ຊしてᏳྰ☜認を行う等の活動内容が記㍕ࡉれ

た防災ࣝࣗࢽ࣐を防災組織がస成していること。 

ཎ๎として年１回以上

防災カ⦎をᐇしてい

ること。 

次に掲げるもののう１、ࡕつ以上のカ⦎等をཎ๎として年１回以上ᐇ

していること。 

ձ Ᏻྰ☜認カ⦎ 

ղ ึᮇᾘⅆカ⦎ 

ճ ᛂ急࣭救ㆤカ⦎ 

մ ⅕出し࣭㓄⤥カ⦎ 

յ 防災資器材᧯సカ⦎ 

ն ᅗ上カ⦎ 

շ 防災ㅮ⩦会の㛤ദ 

ո ᘓ≀Ⅼ᳨ㄪ査 

չ 上記に掲げるもののほか、区長が࣐ンࣙࢩンの防災ຊのྥ上に資 

すると認めるカ⦎ 

ᆅᇦの⏫会等との㐃ᦠ

がᅗられていること。 

災ᐖにᆅᇦの⏫会等と㐃ᦠした防災活動が行えるよう、᪥㡭からࢥ

１つ以上の活動にྲྀ、ࡕᙧ成のため、次に掲げるもののうࢸࢽ࣑ࣗ

り組ࢇでいること。 

ձ  る組織へຍ入してࡎンがᏑする区ᇦの⏫会又は⏫会に準ࣙࢩン࣐

いる。（当ヱ࣐ンࣙࢩンのᒃఫ者の༙ᩘ以上がຍ入していること。） 

ղ ᆅᇦの⏫会等と༠ຊして防災カ⦎をᐇしている。 

ճ 㞟会ᐊ等の࣐ンࣙࢩンのඹ᭷ス࣮࣌スをᆅᇦの⏫会等に㛤ᨺして 

いる。 

մ ᆅᇦの⏫会等との㐃⤡ᢸ当者をタけている。 

յ ࣐ンࣙࢩンがᏑする区ᇦの防災ᣐⅬ運営ጤ員会にཧຍしている。 

ն 上記に掲げるもののほか、ᆅᇦの⏫会等との㐃ᦠをᅗっていると 

区長が認める活動にྲྀり組ࢇでいること。 
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別表第２（第８条㛵係） 

助成✀別 認められる⤒費 

防災カ⦎⤒費

助成金 

ձ 防災カ⦎ཧຍ記ᛕရ 

ղ ⅕出カ⦎に係る㣗材費 

ճ 防災カ⦎や防災ㅮ⩦会に係るㅮᖌㅰ♩金 

մ 防災カ⦎に付㝶する⤒費 

յ 上記に掲げるもののほか、区長が防災カ⦎⤒費として必要と認めるもの。 

別表第３（第８条㛵係） 

助成✀別 認められる費用 

ＡＥＤ購入費

助成金 

ձ ᮏ体 

ղ ᮏ体に係る㝃ᒓရ 

ճ ᮏ体を収⣡するための࣮ࢣス 

մ ⣡入に係る㏦ᩱ 

յ ＡＥＤタ⨨に係るྲྀ付ᕤ事費 

ն 購入費支ᡶいに係る㎸ᡭᩘᩱ  

շ 上記に掲げるもののほか、区長がＡＥＤ購入費として必要と認めるもの。 

➃ント２㸮を上限とする（１㸪㸮㸮㸮以上１ᮍ‶の࣏ント１とし、２㸮࣏１ ͤ

ᩘは１࣏ントとする。）。 

ͤ 防災資器材の供与と合ࡏࢃて３年に１回限りとする。 

 

別表第４（第８条㛵係） 

ͤ ＡＥＤ購入費助成金の交付と合ࡏࢃて３年に１回限りとし、１回の上限は３㸮࣏ントとする。 

助成✀別 認められる防災資器材 ࣏ント 

防災資器材 

ձ ᆺ⅕き出し器 

ղ 組❧式௬タトࣞ 

ճ ࣮ࣝࣂンᢞග器 

մ 㠀ᖖ用㝵ẁ㑊㞴㌴

յ ガス࣎ン࣋式Ⓨ㟁ᶵ 

ն ࣞスࢵ࣮࢟ࣗ࢟ト（㹀㹍㹖ᆺ） 

շ Ｅ㹔内防災用ࢵࢿࣅࣕ࢟ト 

ո ᕸᢸᯫ 

չ トラン１ྎ࣮ࣂ࣮ࢩ（චチ要） 

պ おࡪࢇᖏ 

ջ トランジスタ࣮メガホン 

ռ ࣝ࣊メࢵト（３ಶ） 

ս 㹊ＥＤランタン（２ಶ） 

վ ࢡࢵࣃẟᕸ（２ᯛ） 

տ 上記に掲げるもののほか、区長が防災活動に必要な資器材 

として認めるもの。 

なお、Ỉ࣭㣗ᩱ࣭⡆᫆トࣞ等のಶேഛは除くとともに、 

ಖ管場ᡤを☜ಖできる組織に供与する。 

３㸮 

３㸮 

２８ 

１９ 

１１ 

９ 

７ 

４ 

２ 

２ 

２ 

１ 

１ 

１ 

区長が定める࣏

 ント
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87㸬⩏㔠ရ⏦㎸᭩㸦ᮏᩥ322㡫㸧 

                         θ        

⩏金ရ申㎸書 
 

୰ኸ区長        様 

 
 

金                        
 

ရ名              
 

 

  ただし、                 として上記の 

 

とおり申し㎸ࡲࡳす。（ 受付❆ཱྀ ࣭ ⌧金書␃ ࣭ ཱྀᗙ㎸ ） 

 

 

 。すࡲジへの掲㍕を ᕼᮃし࣮࣒࣌た、このことについて୰ኸ区ホ࣮ࡲ

 

                           ᕼᮃしࢇࡏࡲ。 

 

 

   年   ᭶   ᪥ 

 

 

ఫ  ᡤ(ᡤᅾᆅ）                                     

 りがなࡩ

Ặ  名(ᅋ体名)                     

 

代表者Ặ名(ᅋ体の場合)                                  

 

㟁   ヰ           （            ）            
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88㸬୰ኸ༊⩏㔠ရཷධྎᖒ 

୰ኸ区⩏金ရ受入ྎᖒ 
受付 
␒号 

申㎸書

␒号 
領収書

␒号 
受領 
᭶᪥ 

Ặ名 ఫᡤ 㟁ヰ 金㢠（） 
ရ名（ᩘ㔞） 

受付者 
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87㸬⩏㔠ရ⏦㎸᭩㸦ᮏᩥ322㡫㸧 

                         θ        

⩏金ရ申㎸書 
 

୰ኸ区長        様 

 
 

金                        
 

ရ名              
 

 

  ただし、                 として上記の 

 

とおり申し㎸ࡲࡳす。（ 受付❆ཱྀ ࣭ ⌧金書␃ ࣭ ཱྀᗙ㎸ ） 

 

 

 。すࡲジへの掲㍕を ᕼᮃし࣮࣒࣌た、このことについて୰ኸ区ホ࣮ࡲ

 

                           ᕼᮃしࢇࡏࡲ。 

 

 

   年   ᭶   ᪥ 

 

 

ఫ  ᡤ(ᡤᅾᆅ）                                     

 りがなࡩ

Ặ  名(ᅋ体名)                     

 

代表者Ặ名(ᅋ体の場合)                                  

 

㟁   ヰ           （            ）            
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88㸬୰ኸ༊⩏㔠ရཷධྎᖒ 

୰ኸ区⩏金ရ受入ྎᖒ 
受付 
␒号 

申㎸書

␒号 
領収書

␒号 
受領 
᭶᪥ 

Ặ名 ఫᡤ 㟁ヰ 金㢠（） 
ရ名（ᩘ㔞） 

受付者 
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89㸬⩏㔠ရཷ㡿᭩ 

 
⩏  金 ရ 受 領 書 

θ       

 

            様 

 

 

金㢠  㻃                  

   ရ名                     

 

ただし、                による災ᐖに対する 

⩏金ရとして、上記のもの☜かに受領しࡲした。 

 

  年  ᭶  ᪥ 

 

 

୰ኸ区長            
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90．中央区防災行政無線局の管理及び運用要綱（本文195頁） 
 

（目的） 

第１条 この要綱は、中央区地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円

滑な通信の確保を図るために設置した中央区防災行政無線局の管理及び運用について、電波法

（昭和25年法律第131号）及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的

とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。 

(1) 無 線 設 備 電波法第２条第４号に規定する無線設備をいう。 

(2) 無 線 局 電波法第２条第５号に規定する無線局をいう。 

(3) 固 定 局 固定系子局を動作させ、住民に情報を伝達する無線局をいう。 

(4) 固定系子局 固定局から発射された電波を受信し、地域住民に情報を伝達する受信装置を 

いう。 

(5) 基 地 局 陸上移動局と通信をする区役所庁舎内に設置する無線局をいう。 

(6) 陸上移動局 車携帯型又は携帯型の無線局をいう。 

(7) 通 信 統 制 災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、情報の円滑かつ効率的

収集及び伝達を図るため、平常時通信を切断し、割込及び通信順位の指定等を行うこと又

はこれらの措置をとり得る状態にすることをいう。 

（構成） 

第３条 無線局の構成は、別表に掲げるとおりとする。 

（無線局の統括） 

第４条 前条に定める無線局の管理及び運用に関する事務を統括するため、統括管理者を置く。 

２ 統括管理者は、電波法及び関係法令に定める無線局の管理及び運用上の諸手続を行うほか、

無線局の職員を指揮監督し、必要に応じて通信統制を行う。 

３ 統括管理者は、防災危機管理室長をもって充てる。 

（無線局の職員） 

第５条 無線局には、管理責任者又は管理者、通信取扱責任者及び無線従事者又は無線従事職員

を置く。 

（管理責任者） 

第６条 管理責任者は、無線局の管理及び運用を行うとともに、管理者、通信取扱責任者及び無

線従事者又は無線従事職員を指揮監督する。 

２ 管理責任者は、総務部地域防災担当課長をもって充てる。 

（管理者） 

第７条 管理者は、本庁以外の事務所及び事業所（以下「事務所等」という。）に配備した陸上

移動局に置き、配備した陸上移動局を管理し、及び運用するとともに配備した施設の通信取扱

責任者及び無線従事者又は無線従事職員を指揮監督する。 

２ 管理者は、陸上移動局を配備した事務所等の長をもって充てる。 

（通信取扱責任者） 
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89㸬⩏㔠ရཷ㡿᭩ 

 
⩏  金 ရ 受 領 書 

θ       

 

            様 

 

 

金㢠  㻃                  

   ရ名                     

 

ただし、                による災ᐖに対する 

⩏金ရとして、上記のもの☜かに受領しࡲした。 

 

  年  ᭶  ᪥ 

 

 

୰ኸ区長            
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90．中央区防災行政無線局の管理及び運用要綱（本文195頁） 
 

（目的） 

第１条 この要綱は、中央区地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円

滑な通信の確保を図るために設置した中央区防災行政無線局の管理及び運用について、電波法

（昭和25年法律第131号）及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的

とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。 

(1) 無 線 設 備 電波法第２条第４号に規定する無線設備をいう。 

(2) 無 線 局 電波法第２条第５号に規定する無線局をいう。 

(3) 固 定 局 固定系子局を動作させ、住民に情報を伝達する無線局をいう。 

(4) 固定系子局 固定局から発射された電波を受信し、地域住民に情報を伝達する受信装置を 

いう。 

(5) 基 地 局 陸上移動局と通信をする区役所庁舎内に設置する無線局をいう。 

(6) 陸上移動局 車携帯型又は携帯型の無線局をいう。 

(7) 通 信 統 制 災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、情報の円滑かつ効率的

収集及び伝達を図るため、平常時通信を切断し、割込及び通信順位の指定等を行うこと又

はこれらの措置をとり得る状態にすることをいう。 

（構成） 

第３条 無線局の構成は、別表に掲げるとおりとする。 

（無線局の統括） 

第４条 前条に定める無線局の管理及び運用に関する事務を統括するため、統括管理者を置く。 

２ 統括管理者は、電波法及び関係法令に定める無線局の管理及び運用上の諸手続を行うほか、

無線局の職員を指揮監督し、必要に応じて通信統制を行う。 

３ 統括管理者は、防災危機管理室長をもって充てる。 

（無線局の職員） 

第５条 無線局には、管理責任者又は管理者、通信取扱責任者及び無線従事者又は無線従事職員

を置く。 

（管理責任者） 

第６条 管理責任者は、無線局の管理及び運用を行うとともに、管理者、通信取扱責任者及び無

線従事者又は無線従事職員を指揮監督する。 

２ 管理責任者は、総務部地域防災担当課長をもって充てる。 

（管理者） 

第７条 管理者は、本庁以外の事務所及び事業所（以下「事務所等」という。）に配備した陸上

移動局に置き、配備した陸上移動局を管理し、及び運用するとともに配備した施設の通信取扱

責任者及び無線従事者又は無線従事職員を指揮監督する。 

２ 管理者は、陸上移動局を配備した事務所等の長をもって充てる。 

（通信取扱責任者） 
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第㸶条 通信取扱責任者は、無線設備（制ᚚჾをྵࡴ。以下ྠじ。）を配備した部局に置き、管

理責任者又は管理者の指♧に従い、無線従事者又は無線従事職員を指揮監督する。 

２ 通信取扱責任者は、統括管理者が指定する。 

（無線従事者） 

第㸷条 固定局及び基地局には無線従事者を置き、陸上移動局には、࡛きる㝈り無線従事者を置

くものとする。 

２ 無線従事者は、通信取扱責任者の指揮監督のもとに、無線設備の通信᧯作及び運用を行う。 

３ 無線従事者は、電波法第41条に定めるචチを᭷する者の中から統括管理者が指定する。 

（無線従事職員） 

第10条 配備した陸上移動局࡛、そこに無線従事者がいないときは、その通信᧯作を担当する無

線従事職員を置く。 

２ 無線従事職員は、通信取扱責任者の指揮監督のもとに、陸上移動局の通信᧯作を行う。 

３ 無線従事職員は、統括管理者が指定する。 

（無線局の運用） 

第11条 無線局の運用は、別に定める運用要㡿によるものとする。 

（無線従事者の㣴成） 

第12条 統括管理者は、無線局の㐺切な運用を図るため、無線従事者の㣴成及びその㐺ṇ配置に

ດめなࡅれࡤならない。 

（通信カ⦎） 

第13条 統括管理者は、通信カ⦎ᐇ施要綱を定めてẖ᭶㸯ᅇ以上定ᮇ的に通信カ⦎をᐇ施するも

のとする。 

２ 管理責任者又は管理者が通信カ⦎をᐇ施しようとするときは、あらかじめそのᐇ施要㡿を作

成し、統括管理者のᢎㄆを得てᐇ施するものとする。 

（備᭩㢮の保管） 

第14条 管理責任者は、次に掲げる᭩㢮等を管理し、及び保管する。 

(1) චチ状 

(2) ⏦ㄳ᭩等の本 

(3) 電波法令集 

(4) 無線᳨ᰝ⡙ 

(5) 無線業務᪥ㄅ 

(6) 無線従事者㑅ゎ任ᒆのし 

（無線業務᪥ㄅ） 

第15条 無線従事者は、通信の㒔ᗘ無線業務᪥ㄅにグ㍕し、ẖ᪥、管理責任者のᰝ㜀を受ࡅなࡅ

れࡤならない。 

２ 管理責任者は、ẖ᭶ᮎ᪥⥾切ᚋ㏿ࡸかに無線業務᪥ㄅを統括管理者にᥦฟし、統括管理者の

ᰝ㜀を受ࡅなࡅれࡤならない。 

（保Ᏺ） 

第16条 統括管理者、管理責任者又は管理者及び通信取扱責任者は、ṇ常な通信を確保するため、

᪥㡭から無線設備のⅬ᳨、ᩚ備をᐇ施しなࡅれࡤならない。 
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   㝃๎ 

 この要綱は、昭和57年４᭶㸯᪥から施行する。 

   㝃๎ 

 この要綱は、平成２年４᭶㸯᪥から施行する。 

㝃๎ 

 この要綱は、令和５年４᭶㸯᪥から施行する。 
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第㸶条 通信取扱責任者は、無線設備（制ᚚჾをྵࡴ。以下ྠじ。）を配備した部局に置き、管

理責任者又は管理者の指♧に従い、無線従事者又は無線従事職員を指揮監督する。 

２ 通信取扱責任者は、統括管理者が指定する。 

（無線従事者） 

第㸷条 固定局及び基地局には無線従事者を置き、陸上移動局には、࡛きる㝈り無線従事者を置

くものとする。 

２ 無線従事者は、通信取扱責任者の指揮監督のもとに、無線設備の通信᧯作及び運用を行う。 

３ 無線従事者は、電波法第41条に定めるචチを᭷する者の中から統括管理者が指定する。 

（無線従事職員） 

第10条 配備した陸上移動局࡛、そこに無線従事者がいないときは、その通信᧯作を担当する無

線従事職員を置く。 

２ 無線従事職員は、通信取扱責任者の指揮監督のもとに、陸上移動局の通信᧯作を行う。 

３ 無線従事職員は、統括管理者が指定する。 

（無線局の運用） 

第11条 無線局の運用は、別に定める運用要㡿によるものとする。 

（無線従事者の㣴成） 

第12条 統括管理者は、無線局の㐺切な運用を図るため、無線従事者の㣴成及びその㐺ṇ配置に

ດめなࡅれࡤならない。 

（通信カ⦎） 

第13条 統括管理者は、通信カ⦎ᐇ施要綱を定めてẖ᭶㸯ᅇ以上定ᮇ的に通信カ⦎をᐇ施するも

のとする。 

２ 管理責任者又は管理者が通信カ⦎をᐇ施しようとするときは、あらかじめそのᐇ施要㡿を作

成し、統括管理者のᢎㄆを得てᐇ施するものとする。 

（備᭩㢮の保管） 

第14条 管理責任者は、次に掲げる᭩㢮等を管理し、及び保管する。 

(1) චチ状 

(2) ⏦ㄳ᭩等の本 

(3) 電波法令集 

(4) 無線᳨ᰝ⡙ 

(5) 無線業務᪥ㄅ 

(6) 無線従事者㑅ゎ任ᒆのし 

（無線業務᪥ㄅ） 

第15条 無線従事者は、通信の㒔ᗘ無線業務᪥ㄅにグ㍕し、ẖ᪥、管理責任者のᰝ㜀を受ࡅなࡅ

れࡤならない。 

２ 管理責任者は、ẖ᭶ᮎ᪥⥾切ᚋ㏿ࡸかに無線業務᪥ㄅを統括管理者にᥦฟし、統括管理者の

ᰝ㜀を受ࡅなࡅれࡤならない。 

（保Ᏺ） 

第16条 統括管理者、管理責任者又は管理者及び通信取扱責任者は、ṇ常な通信を確保するため、

᪥㡭から無線設備のⅬ᳨、ᩚ備をᐇ施しなࡅれࡤならない。 
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   㝃๎ 

 この要綱は、昭和57年４᭶㸯᪥から施行する。 

   㝃๎ 

 この要綱は、平成２年４᭶㸯᪥から施行する。 

㝃๎ 

 この要綱は、令和５年４᭶㸯᪥から施行する。 
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91．中央区ᆅᇦ防災無線༠㆟つ⣙ 
 

（目的） 

第１条 中央区地域防災無線༠㆟は、中央区及びその࿘㎶地域において、中央区の㛤設する地

域防災無線࣒ࢸࢫࢩの㐺切な運用により、災害をᮍ↛に防Ṇし、災害が発生した場合におࡅる

⿕害のᣑを防ࡲ、ࡂた、災害のᪧを図るための地域防災通信を確保することを目的とする。 

（༠㆟の構成） 

第２条 本は、前条の目的を達成するため、中央区及び関係防災機関から㑅ฟする員をもっ

て構成する。 

２ 員は、中央区地域防災無線༠㆟員ྡ⡙にⓏ㘓する。 

第３条 本に、長及び長を置く。 

２ 長は、中央区長を充てる。 

３ 長は、中央区区長を充てる。 

４ 長は、本を௦表し、務を統括する。 

５ 長は、長を⿵బし、長に事ᨾがあるときは、その職務を௦行する。 

（㆟） 

第４条 ㆟は、総とする。 

２ 総は、ẖ年㸯ᅇ㛤ദする。 

３ 前項のほか、必要に応じ⮫時に㛤ദすることが࡛きる。 

第５条 総において、次の事項について༠㆟する。 

(1) 規⣙の制定、ᨵᗫに関する事項 

(2) 地域防災通信の運用計画及びᐇ施に関する事項 

(3) そのの必要な事項 

（地域防災通信のᐇ施） 

第６条 員は、中央区地域防災計画に基づき、長の指揮の下に地域防災通信を行う。 

（無線局の管理࣭運用） 

第７条 員は、別に定めるところにより、無線局を㐺ṇに管理し、ࡲた、運用しなࡅれࡤなら

ない。 

第㸶条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、円滑な地域防災通信のᐇ施が確保࡛

きるよう平⣲からカ⦎を行う。 

（無線局管理者の㑅任） 

第㸷条 員は、それࡒれ無線局管理責任者を定めるものとする。 

２ 員は前項の無線局管理責任者を定めた場合には、長にᒆࡅฟるものとする。ኚ᭦した場

合もྠᵝとする。 

（無線局運用ド᫂᭩） 

第10条 長は、員に別⣬ᵝᘧの無線局運用ド᫂᭩をする。 

２ 員は、無線局を᧯作するときは、必ࡎ無線局運用ド᫂᭩を携帯しなࡅれࡤならない。 

（地域防災計画） 

第11条 本に関する事項は、中央区地域防災計画に規定する。 

２ 本に関する事項についてኚ᭦があった場合もྠᵝとする。 

（事務局） 

第12条 本の事務局は、中央区総務部防災課に置く。 

２ 事務局は、長の指揮を受ࡅ、本の事務をฎ理する。 

（規⣙等のᒆฟ） 

第13条 本の規⣙及び員ྡ⡙は、関ᮾ総合通信局長にᒆࡅฟるものとする。 

２ 規⣙及び員ྡ⡙についてኚ᭦があった場合もྠᵝとする。 

㝃๎ 

 この規⣙は、平成２年㸵᭶16᪥からᐇ施する。 

㝃๎ 

 この規⣙は、平成13年㸯᭶㸴᪥からᐇ施する。 

㝃๎ 

 この規⣙は、平成25年２᭶22᪥からᐇ施する。 
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92．中央区防災行政無線局運用要㡿 
 

第１❶ ⥲๎ 

（目的） 

第１条 この要㡿は、電波法（昭和25年法律第131号）及び関係法令に定めるもののほか、中央

区防災行政無線局の管理及び運用要綱第11条に基づき、中央区防災行政無線局の円滑な運用を

行うため定めるもの࡛ある。 

第２❶ 防災行政無線局の運用 

（ᨺ㏦の✀㢮） 

第２条 ᨺ㏦の✀㢮は、⥭ᛴᨺ㏦と୍⯡ᨺ㏦とする。 

２ ⥭ᛴᨺ㏦とは、地㇟、Ẽ㇟等のண㆙報をྵࡴ⥭ᛴにᨺ㏦を要するもの࡛区長が別に指定する

ものをいい、୍⯡ᨺ㏦とは⥭ᛴᨺ㏦以外のものをいう。 

（ᨺ㏦事項） 

第３条 ᨺ㏦事項は、中央区地域防災計画に定める区防災対策事務及び行政事務に関する事項と

し、おおࡡࡴ次に掲げる事項とする。 

(1) 地㇟、Ẽ㇟、Ỉ㇟のண㆙報に関する事項 

(2) 㠀常事態が発生した場合の指♧、伝達に関する事項 

(3) 区୍⯡行政のᗈ報に関する事項 

(4) ᅜ、㒔、そのබඹ的機関からの౫㢗によるᗈ報に関する事項 

(5) カ⦎に関する事項 

（ᨺ㏦時㛫） 

第４条 ᨺ㏦時㛫はཎ๎として次に掲げる時㛫とする。 

(1) ⥭ᛴᨺ㏦は、それを必要とするときに㝶時ᐇ施する。 

(2) ୍⯡ᨺ㏦は、㸷時から17時の㛫とする。 

(3) 時報は、定時ᨺ㏦とする。 

２ ᨺ㏦は、⥭ᛴᨺ㏦を㝖き３ศ以内に⤊するようດめなࡅれࡤならない。 

（ᨺ㏦の制㝈） 

第５条 統括管理者は、災害の発生その≉に理⏤があるときは、ᨺ㏦を制㝈することが࡛きる。 

（ᨺ㏦の᪉法） 

第６条 ᨺ㏦の᪉法は、ᨺ㏦の受信対㇟者及びᨺ㏦యを᫂らかにしたう࡛࠼ᨺ㏦事項を⡆₩、

᫂░にᨺ㏦するものとする。 

２ ᨺ㏦の㏦信を行ってはならない。 

（ᨺ㏦の⏦込） 

第７条 ୍⯡ᨺ㏦を行う場合には、あらかじめ統括管理者に⏦込ࡳ、統括管理者のỴ定を受ࡅな

 。ならないࡤれࡅ

２ ᨺ㏦の⏦込手続については、統括管理者が別に定める。 

（通信の᪉法） 

第㸶条 通信の᪉法は、無線局運用規๎（昭和25年11᭶30᪥電波管理ጤ員規๎第17号）を㑂Ᏺ

するとともに、別に定める運用の手ᘬにのっとり、通信の円滑なᐇ施にດめなࡅれࡤならない。 

   㝃๎ 

 この要㡿は昭和57年４᭶㸯᪥からᐇ施する。 

   㝃๎ 

 この要㡿は平成25年３᭶㸯᪥からᐇ施する。 
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91．中央区ᆅᇦ防災無線༠㆟つ⣙ 
 

（目的） 

第１条 中央区地域防災無線༠㆟は、中央区及びその࿘㎶地域において、中央区の㛤設する地

域防災無線࣒ࢸࢫࢩの㐺切な運用により、災害をᮍ↛に防Ṇし、災害が発生した場合におࡅる

⿕害のᣑを防ࡲ、ࡂた、災害のᪧを図るための地域防災通信を確保することを目的とする。 

（༠㆟の構成） 

第２条 本は、前条の目的を達成するため、中央区及び関係防災機関から㑅ฟする員をもっ

て構成する。 

２ 員は、中央区地域防災無線༠㆟員ྡ⡙にⓏ㘓する。 

第３条 本に、長及び長を置く。 

２ 長は、中央区長を充てる。 

３ 長は、中央区区長を充てる。 

４ 長は、本を௦表し、務を統括する。 

５ 長は、長を⿵బし、長に事ᨾがあるときは、その職務を௦行する。 

（㆟） 

第４条 ㆟は、総とする。 

２ 総は、ẖ年㸯ᅇ㛤ദする。 

３ 前項のほか、必要に応じ⮫時に㛤ദすることが࡛きる。 

第５条 総において、次の事項について༠㆟する。 

(1) 規⣙の制定、ᨵᗫに関する事項 

(2) 地域防災通信の運用計画及びᐇ施に関する事項 

(3) そのの必要な事項 

（地域防災通信のᐇ施） 

第６条 員は、中央区地域防災計画に基づき、長の指揮の下に地域防災通信を行う。 

（無線局の管理࣭運用） 

第７条 員は、別に定めるところにより、無線局を㐺ṇに管理し、ࡲた、運用しなࡅれࡤなら

ない。 

第㸶条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、円滑な地域防災通信のᐇ施が確保࡛

きるよう平⣲からカ⦎を行う。 

（無線局管理者の㑅任） 

第㸷条 員は、それࡒれ無線局管理責任者を定めるものとする。 

２ 員は前項の無線局管理責任者を定めた場合には、長にᒆࡅฟるものとする。ኚ᭦した場

合もྠᵝとする。 

（無線局運用ド᫂᭩） 

第10条 長は、員に別⣬ᵝᘧの無線局運用ド᫂᭩をする。 

２ 員は、無線局を᧯作するときは、必ࡎ無線局運用ド᫂᭩を携帯しなࡅれࡤならない。 

（地域防災計画） 

第11条 本に関する事項は、中央区地域防災計画に規定する。 

２ 本に関する事項についてኚ᭦があった場合もྠᵝとする。 

（事務局） 

第12条 本の事務局は、中央区総務部防災課に置く。 

２ 事務局は、長の指揮を受ࡅ、本の事務をฎ理する。 

（規⣙等のᒆฟ） 

第13条 本の規⣙及び員ྡ⡙は、関ᮾ総合通信局長にᒆࡅฟるものとする。 

２ 規⣙及び員ྡ⡙についてኚ᭦があった場合もྠᵝとする。 

㝃๎ 

 この規⣙は、平成２年㸵᭶16᪥からᐇ施する。 

㝃๎ 

 この規⣙は、平成13年㸯᭶㸴᪥からᐇ施する。 

㝃๎ 

 この規⣙は、平成25年２᭶22᪥からᐇ施する。 
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92．中央区防災行政無線局運用要㡿 
 

第１❶ ⥲๎ 

（目的） 

第１条 この要㡿は、電波法（昭和25年法律第131号）及び関係法令に定めるもののほか、中央

区防災行政無線局の管理及び運用要綱第11条に基づき、中央区防災行政無線局の円滑な運用を

行うため定めるもの࡛ある。 

第２❶ 防災行政無線局の運用 

（ᨺ㏦の✀㢮） 

第２条 ᨺ㏦の✀㢮は、⥭ᛴᨺ㏦と୍⯡ᨺ㏦とする。 

２ ⥭ᛴᨺ㏦とは、地㇟、Ẽ㇟等のண㆙報をྵࡴ⥭ᛴにᨺ㏦を要するもの࡛区長が別に指定する

ものをいい、୍⯡ᨺ㏦とは⥭ᛴᨺ㏦以外のものをいう。 

（ᨺ㏦事項） 

第３条 ᨺ㏦事項は、中央区地域防災計画に定める区防災対策事務及び行政事務に関する事項と

し、おおࡡࡴ次に掲げる事項とする。 

(1) 地㇟、Ẽ㇟、Ỉ㇟のண㆙報に関する事項 

(2) 㠀常事態が発生した場合の指♧、伝達に関する事項 

(3) 区୍⯡行政のᗈ報に関する事項 

(4) ᅜ、㒔、そのබඹ的機関からの౫㢗によるᗈ報に関する事項 

(5) カ⦎に関する事項 

（ᨺ㏦時㛫） 

第４条 ᨺ㏦時㛫はཎ๎として次に掲げる時㛫とする。 

(1) ⥭ᛴᨺ㏦は、それを必要とするときに㝶時ᐇ施する。 

(2) ୍⯡ᨺ㏦は、㸷時から17時の㛫とする。 

(3) 時報は、定時ᨺ㏦とする。 

２ ᨺ㏦は、⥭ᛴᨺ㏦を㝖き３ศ以内に⤊するようດめなࡅれࡤならない。 

（ᨺ㏦の制㝈） 

第５条 統括管理者は、災害の発生その≉に理⏤があるときは、ᨺ㏦を制㝈することが࡛きる。 

（ᨺ㏦の᪉法） 

第６条 ᨺ㏦の᪉法は、ᨺ㏦の受信対㇟者及びᨺ㏦యを᫂らかにしたう࡛࠼ᨺ㏦事項を⡆₩、

᫂░にᨺ㏦するものとする。 

２ ᨺ㏦の㏦信を行ってはならない。 

（ᨺ㏦の⏦込） 

第７条 ୍⯡ᨺ㏦を行う場合には、あらかじめ統括管理者に⏦込ࡳ、統括管理者のỴ定を受ࡅな

 。ならないࡤれࡅ

２ ᨺ㏦の⏦込手続については、統括管理者が別に定める。 

（通信の᪉法） 

第㸶条 通信の᪉法は、無線局運用規๎（昭和25年11᭶30᪥電波管理ጤ員規๎第17号）を㑂Ᏺ

するとともに、別に定める運用の手ᘬにのっとり、通信の円滑なᐇ施にດめなࡅれࡤならない。 

   㝃๎ 

 この要㡿は昭和57年４᭶㸯᪥からᐇ施する。 

   㝃๎ 

 この要㡿は平成25年３᭶㸯᪥からᐇ施する。 
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93.中央区ᆅᇦ防災無線管理つ⛬ 
 

平成３年２᭶５᪥ 

２中地防第545号 

 

（㊃᪨） 

第１条 この規⛬は、別に定めがあるもののほか、中央区（以下「区」という。）の地域防災の

責務を㐙行するため、地域防災無線の㐺ṇな運用について必要な事項を定める。 

（用語の定義） 

第２条 この規⛬において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする。 

(1) 地域防災無線 地域防災に関するᴟ㉸▷波による無線設備࡛の通信をいう。 

(2) 無 線 局 地域防災無線の無線設備୪びにその᧯作を行うものの総యをいう。 

たࡔし、受信のࡳを目的とするものはྵࡲない。 

(3) 無 線 設 備 電波を㏦り、又は受ࡅるための電Ẽ的設備をいう。 

(4) 基 地 局 陸上移動局との通信及び通信の統制を行う無線局をいう。 

(5) 陸上移動中⥅局 基地局と陸上移動局及び陸上移動局と陸上移動局との中⥅を行う無線局

をいう。 

(6) 陸 上 移 動 局 陸上移動中又はその≉定しない地ⅬにṆ中運用する無線局をいう。 

（統括管理） 

第３条 無線局の統括管理は、総務部防災課が当たるものとする。 

（地域防災無線༠㆟） 

第４条 無線局の円滑な管理࣭運用を図るため、区及び関係防災機関により構成する中央区地域

防災無線༠㆟（以下「༠㆟」という。）を設置し、༠㆟する。 

（無線局の無線管理者） 

第５条 無線局に無線管理者を置く。 

２ 無線管理者は、無線局の運用に関する業務を統括し、通信取扱責任者を指揮する。 

３ 無線管理者は、防災課長の職にある者をもって充てる。 

（通信取扱責任者） 

第６条 無線局に通信取扱責任者を置く。 

２ 通信取扱責任者は、無線管理者のを受ࡅ、通信担当者に無線局の管理࣭運用を行ࢃせるも

のとする。 

３ 通信取扱責任者は、防災課防災係長の職にある者をもって充てる。 

（通信担当者） 

第７条 通信担当者は、電波法に定める無線従事者࡛、区無線設備を᧯作しうる㈨᱁を᭷するも

ののうࡕから、区長が指定したものとする。 

２ 通信担当者は、通信取扱責任者のを受ࡅ、無線設備の᧯作を行うものとし、無線業務᪥ㄅ

のグ㍕を行うものとする。 

３ 通信担当者は、通信の┦手᪉࡛ある陸上移動局の無線設備を᧯作する通信取扱者（以下「通

信者」という。）を指揮監督する。 
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（通信者） 

第㸶条 通信者は、通信担当者の管理のもとに、電波関係法令を㑂Ᏺし、法令に基づいた無線設

備の᧯作を行うものとする。 

（⛎ᐦの保ᣢ） 

第㸷条 通信の業務に従事するものは、その職務上▱り得た⛎ᐦを₃らしてはならない。 

（無線従事者の配置） 

第10条 無線管理者は、基地局の無線設備を᧯作するう࡛࠼ᨭ㞀のないよう、無線従事者の㐺ṇ

配置にດめるものとする。 

（時㛫外務య制） 

第11条 無線管理者は、᪥᭙、ఇ᪥等、その務時㛫外に無線局運用の必要が生じた場合は、

通信担当者及び必要な通信者に時㛫外務をじ、通信の運用に当たらせるものとする。 

（無線局の構成等） 

第12条 無線局の構成は、別図㸯のとおりとする。 

２ 無線局のฟ➢号、配備場所等は、別表㸯のとおりとする。 

（通信のཎ๎） 

第13条 通信は、⡆༢᫂░に行い、無線局㛤局の目的にするものを内ᐜとしてはならない。 

２ 通信は、㠀常通信をඃඛし、ᬑ通通信は、受順に行う。 

（通信の✀㢮） 

第14条 通信の✀㢮は、次のとおりとする。 

(1) 㠀常通信 災害の発生等㠀常の場合の通信をいう。 

(2) ᬑ通通信 平常に行う通信をいう。 

(3) カ⦎通信 カ⦎の通信をいう。 

（通信の統制） 

第15条 無線管理者は、㠀常災害時及びその通信の円滑な運用を確保するう࡛࠼必要とㄆめた

ときは、通信の統制を行うものとする。 

（無線局との関係） 

第16条 無線管理者は、ྠ୍࿘波ᩘを用する無線局及び関係無線局と㐃⤡ㄪᩚを行い、災害

時等におࡅる通信の円滑な運用にをᮇするものとする。 

（通信カ⦎） 

第17条 無線管理者は、無線局の円滑な運用に必要な通信カ⦎をẖ年２ᅇ以上行うものとする。 

（事ᨾ報࿌） 

第18条 通信担当者は、無線設備が事ᨾのため、通信を行うことが࡛きなくなったときは、必要

な措置をㅮࡎるとともに通信取扱責任者に報࿌しなࡅれࡤならない。 

２ 通信取扱責任者は、前項の報࿌を受ࡅた場合、┤ࡕにᑓ㛛業者にಟ理させるとともに無線管

理者に報࿌するものとする。 

（指揮令） 

第19条 㠀常災害時におࡅる無線局運用は、災害対策本部長（災害対策本部が設置されていない

ときは、区長とし、以下ྠᵝとする。）のを受ࡅ、無線管理者が通信担当者を指揮するもの

とする。 
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93.中央区ᆅᇦ防災無線管理つ⛬ 
 

平成３年２᭶５᪥ 

２中地防第545号 

 

（㊃᪨） 

第１条 この規⛬は、別に定めがあるもののほか、中央区（以下「区」という。）の地域防災の

責務を㐙行するため、地域防災無線の㐺ṇな運用について必要な事項を定める。 

（用語の定義） 

第２条 この規⛬において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする。 

(1) 地域防災無線 地域防災に関するᴟ㉸▷波による無線設備࡛の通信をいう。 

(2) 無 線 局 地域防災無線の無線設備୪びにその᧯作を行うものの総యをいう。 

たࡔし、受信のࡳを目的とするものはྵࡲない。 

(3) 無 線 設 備 電波を㏦り、又は受ࡅるための電Ẽ的設備をいう。 

(4) 基 地 局 陸上移動局との通信及び通信の統制を行う無線局をいう。 

(5) 陸上移動中⥅局 基地局と陸上移動局及び陸上移動局と陸上移動局との中⥅を行う無線局

をいう。 

(6) 陸 上 移 動 局 陸上移動中又はその≉定しない地ⅬにṆ中運用する無線局をいう。 

（統括管理） 

第３条 無線局の統括管理は、総務部防災課が当たるものとする。 

（地域防災無線༠㆟） 

第４条 無線局の円滑な管理࣭運用を図るため、区及び関係防災機関により構成する中央区地域

防災無線༠㆟（以下「༠㆟」という。）を設置し、༠㆟する。 

（無線局の無線管理者） 

第５条 無線局に無線管理者を置く。 

２ 無線管理者は、無線局の運用に関する業務を統括し、通信取扱責任者を指揮する。 

３ 無線管理者は、防災課長の職にある者をもって充てる。 

（通信取扱責任者） 

第６条 無線局に通信取扱責任者を置く。 

２ 通信取扱責任者は、無線管理者のを受ࡅ、通信担当者に無線局の管理࣭運用を行ࢃせるも

のとする。 

３ 通信取扱責任者は、防災課防災係長の職にある者をもって充てる。 

（通信担当者） 

第７条 通信担当者は、電波法に定める無線従事者࡛、区無線設備を᧯作しうる㈨᱁を᭷するも

ののうࡕから、区長が指定したものとする。 

２ 通信担当者は、通信取扱責任者のを受ࡅ、無線設備の᧯作を行うものとし、無線業務᪥ㄅ

のグ㍕を行うものとする。 

３ 通信担当者は、通信の┦手᪉࡛ある陸上移動局の無線設備を᧯作する通信取扱者（以下「通

信者」という。）を指揮監督する。 
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（通信者） 

第㸶条 通信者は、通信担当者の管理のもとに、電波関係法令を㑂Ᏺし、法令に基づいた無線設

備の᧯作を行うものとする。 

（⛎ᐦの保ᣢ） 

第㸷条 通信の業務に従事するものは、その職務上▱り得た⛎ᐦを₃らしてはならない。 

（無線従事者の配置） 

第10条 無線管理者は、基地局の無線設備を᧯作するう࡛࠼ᨭ㞀のないよう、無線従事者の㐺ṇ

配置にດめるものとする。 

（時㛫外務య制） 

第11条 無線管理者は、᪥᭙、ఇ᪥等、その務時㛫外に無線局運用の必要が生じた場合は、

通信担当者及び必要な通信者に時㛫外務をじ、通信の運用に当たらせるものとする。 

（無線局の構成等） 

第12条 無線局の構成は、別図㸯のとおりとする。 

２ 無線局のฟ➢号、配備場所等は、別表㸯のとおりとする。 

（通信のཎ๎） 

第13条 通信は、⡆༢᫂░に行い、無線局㛤局の目的にするものを内ᐜとしてはならない。 

２ 通信は、㠀常通信をඃඛし、ᬑ通通信は、受順に行う。 

（通信の✀㢮） 

第14条 通信の✀㢮は、次のとおりとする。 

(1) 㠀常通信 災害の発生等㠀常の場合の通信をいう。 

(2) ᬑ通通信 平常に行う通信をいう。 

(3) カ⦎通信 カ⦎の通信をいう。 

（通信の統制） 

第15条 無線管理者は、㠀常災害時及びその通信の円滑な運用を確保するう࡛࠼必要とㄆめた

ときは、通信の統制を行うものとする。 

（無線局との関係） 

第16条 無線管理者は、ྠ୍࿘波ᩘを用する無線局及び関係無線局と㐃⤡ㄪᩚを行い、災害

時等におࡅる通信の円滑な運用にをᮇするものとする。 

（通信カ⦎） 

第17条 無線管理者は、無線局の円滑な運用に必要な通信カ⦎をẖ年２ᅇ以上行うものとする。 

（事ᨾ報࿌） 

第18条 通信担当者は、無線設備が事ᨾのため、通信を行うことが࡛きなくなったときは、必要

な措置をㅮࡎるとともに通信取扱責任者に報࿌しなࡅれࡤならない。 

２ 通信取扱責任者は、前項の報࿌を受ࡅた場合、┤ࡕにᑓ㛛業者にಟ理させるとともに無線管

理者に報࿌するものとする。 

（指揮令） 

第19条 㠀常災害時におࡅる無線局運用は、災害対策本部長（災害対策本部が設置されていない

ときは、区長とし、以下ྠᵝとする。）のを受ࡅ、無線管理者が通信担当者を指揮するもの

とする。 
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（要員య制） 

第20条 無線管理者は、㠀常災害が発生し、又はそのᜍれがあるとணされるときは┤ࡕに通信

担当者を無線局に務させ、通信確保に必要な措置をとらなࡅれࡤならない。 

２ 通信担当者は、前項のを受ࡅ、又はぬ▱したときは、務時㛫内外をၥࡎࢃに┤ࡕに無線

局に務し、無線管理者の指揮を受ࡅ通信の運用にをᮇする。 

（陸上移動局の配備） 

第21条 無線管理者は、陸上移動局常置場所及びその必要な場所に陸上移動局を配備する。 

（職員等のㅮ⩦受ㅮ） 

第22条 無線管理者は通信者に対して電波法令及び無線局運用に必要な▱㆑࣭ᢏ⬟のಟ得のため、

無線ㅮ⩦にཧຍさせるものとする。 

（無線従事者の␗動報࿌） 

第23条 無線管理者は、通信担当者に␗動があったときは、電波法第51条に定める㑅ゎ任ᒆを関

ᮾ総合通信局長にᥦฟするものとする。 

（備⡙等） 

第24条 無線局に備࠼ࡅる⡙等は、電波法施行規๎第２❶第㸵⠇に定める次の各号に掲げる

ものとし、無線管理者は、これを管理保Ꮡするものとする。 

(1) චチ状 ㏦信装置のあるぢࡸすい場所に掲げ、陸上移動局は、これに௦ࢃるド⚊を無線

機本యにῧする。 

(2) 電波法令等 

(3) 無線局の⏦ㄳ及びᒆฟに係る୍切の᭩㢮 

(4) ṇ確な時計 

(5) 無線業務᪥ㄅ 

(6) 無線᳨ᰝ⡙ 

(7) 無線従事者㑅ゎ任ᒆのし 

(8) 無線管理規⛬ 

（無線設備の保） 

第25条 無線管理者は、無線機保のため、年２ᅇ以上定ᮇⅬ᳨をᐇ施し、機ჾの保にດめる

ものとする。 

２ 定ᮇⅬ᳨は、施ᕤ業者と保Ᏺጤクዎ⣙を⤖び、Ⅼ᳨の᪉法及び項目については、ዎ⣙᭩によ

り取りỴめるものとする。 

３ 通信担当者は、㠀常電※の機⬟ヨ㦂を᭶㸯ᅇ以上行うものとする。 

（ጤ任） 

第26条 この規⛬に定めるもののほか、この規⛬の施行について必要な事項は、別に定める。 

㝃๎ 

 この規⛬は、平成３年２᭶５᪥から施行する。 

㝃๎ 

 この規⛬は、平成13年㸯᭶㸴᪥から施行する。 

㝃๎ 

 この規⛬は、平成25年３᭶㸯᪥から施行する。 
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94．中央区ᆅᇦ防災無線運用要㡿 
 

平成３年２᭶５᪥ 

２中地防第545号 

 

（㊃᪨） 

第１条 この要㡿は、中央区地域防災無線管理規⛬第26条の規定に基づき、必要な事項を定める。 

（目的外用の⚗Ṇ） 

第２条 無線局は、චチ状にグ㍕された目的ࡲたは通信の┦手᪉ⱝしくは通信事項の⠊ᅖを㉸࠼

て運用してはならない。たࡔし、電波法令࡛ㄆめられた目的外通信は、この㝈り࡛ない。 

（චチ状グ㍕事項の㑂Ᏺ） 

第３条 固定した無線局は、චチ状にグ㍕された設置場所以外に移動して運用してはならない。 

２ 移動する無線局は、චチ状にグ㍕された移動⠊ᅖを㉸࠼て移動してはならない。 

３ 無線局は、⮬局に指定されたฟ➢号以外のฟ➢号を用してはならない。 

（無線局の㛤局及び運用） 

第４条 無線局は、ཎ๎として㠀常時ࡲたはカ⦎時において㛤局し、運用するものとする。たࡔ

し、基地局、陸上移動中⥅局及び中央区に所ᒓする機関に配備した陸上移動局については、平

常時においても㛤局し、運用するものとする。 

２ 無線局の㛤局の指♧は、中央区防災行政無線（ᡞ別受信機）の発信又は電ヰ㐃⤡によるもの

とする。たࡔし、㆙ᡄᐉゝの発令時及び✺↛地㟈が発生したとき等⥭ᛴ事態の場合においては、

㛤局の指♧をᚅたࡎ、⮬発的に㛤局し、運用するものとする。 

（電波を発射する前のὀ意Ⅼ） 

第５条 無線局が┦手局をฟそうとするときは、電波を発射する前に受信機を᭱Ⰻのឤᗘにㄪ

ᩚし、の通信にΰ信を࠼ないことを確かめなࡅれࡤならない。 

２ 前項の場合において、の通信にΰ信を࠼るᜍれがあるときは、その通信が⤊したᚋ࡛

なࡅれࡤฟしを行ってはならない。 

（ฟ᪉法） 

第６条 ≉定の無線局をびฟす᪉法は、┦手局のฟ➢号を࣮࢟ࣥࢸによりධຊし、びฟす

ものとする。 

２ ≉定の無線局をࡲとめてびฟす᪉法は、各ࣉ࣮ࣝࢢのࣉ࣮ࣝࢢ␒号を࣮࢟ࣥࢸによりධ

ຊし、びฟすものとする。 

（びฟしの） 

第７条 前条のฟしを行っても┦手局の応⟅がないときは、なるく２ศ㛫以上の㛫㝸を置い

てฟしを行うものとする。この場合において、２ᅇしても応⟅がないときは、15ศ（

の通信にΰ信を࠼るおそれがないとㄆめるときは、３ศ）以上を⤒㐣したᚋ࡛なࡅれࡤび

びฟしを行ってはならない。 

（びฟしの中Ṇ） 

第㸶条 無線局は、⮬局のฟしが᪤に行ࢃれている通信にΰ信を࠼る᪨の通▱を受ࡅたとき

は、┤ࡕにそのฟしを中Ṇしなࡅれࡤならない。この場合において、ΰ信を受ࡅる᪨の通▱

をする無線局は、ศ࡛表すおおよそのᚅつき時㛫を♧めさなࡅれࡤならない。 

（応⟅） 

第㸷条 無線局は、⮬局に対するฟしを受ࡅたときは、┤ࡕに応⟅しなࡅれࡤならない。 

（通報の㏦信） 

第10条 ฟしを行い、応⟅があり、応⟅事項に続いて「うࡒ」の㏦信があったときは、┤ࡕ

に通報の㏦信を行う。 

（㏦受信の⤊） 

第11条 ㏦信の⤊は、通報のᚋ「以上࡛す。」を㏦信する。 

 受信の⤊は、㏦信の⤊ᚋ「ゎ」を㏦信する。 

（㠀常通信） 
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（要員య制） 

第20条 無線管理者は、㠀常災害が発生し、又はそのᜍれがあるとணされるときは┤ࡕに通信

担当者を無線局に務させ、通信確保に必要な措置をとらなࡅれࡤならない。 

２ 通信担当者は、前項のを受ࡅ、又はぬ▱したときは、務時㛫内外をၥࡎࢃに┤ࡕに無線

局に務し、無線管理者の指揮を受ࡅ通信の運用にをᮇする。 

（陸上移動局の配備） 

第21条 無線管理者は、陸上移動局常置場所及びその必要な場所に陸上移動局を配備する。 

（職員等のㅮ⩦受ㅮ） 

第22条 無線管理者は通信者に対して電波法令及び無線局運用に必要な▱㆑࣭ᢏ⬟のಟ得のため、

無線ㅮ⩦にཧຍさせるものとする。 

（無線従事者の␗動報࿌） 

第23条 無線管理者は、通信担当者に␗動があったときは、電波法第51条に定める㑅ゎ任ᒆを関

ᮾ総合通信局長にᥦฟするものとする。 

（備⡙等） 

第24条 無線局に備࠼ࡅる⡙等は、電波法施行規๎第２❶第㸵⠇に定める次の各号に掲げる

ものとし、無線管理者は、これを管理保Ꮡするものとする。 

(1) චチ状 ㏦信装置のあるぢࡸすい場所に掲げ、陸上移動局は、これに௦ࢃるド⚊を無線

機本యにῧする。 

(2) 電波法令等 

(3) 無線局の⏦ㄳ及びᒆฟに係る୍切の᭩㢮 

(4) ṇ確な時計 

(5) 無線業務᪥ㄅ 

(6) 無線᳨ᰝ⡙ 

(7) 無線従事者㑅ゎ任ᒆのし 

(8) 無線管理規⛬ 

（無線設備の保） 

第25条 無線管理者は、無線機保のため、年２ᅇ以上定ᮇⅬ᳨をᐇ施し、機ჾの保にດめる

ものとする。 

２ 定ᮇⅬ᳨は、施ᕤ業者と保Ᏺጤクዎ⣙を⤖び、Ⅼ᳨の᪉法及び項目については、ዎ⣙᭩によ

り取りỴめるものとする。 

３ 通信担当者は、㠀常電※の機⬟ヨ㦂を᭶㸯ᅇ以上行うものとする。 

（ጤ任） 

第26条 この規⛬に定めるもののほか、この規⛬の施行について必要な事項は、別に定める。 

㝃๎ 

 この規⛬は、平成３年２᭶５᪥から施行する。 

㝃๎ 

 この規⛬は、平成13年㸯᭶㸴᪥から施行する。 

㝃๎ 

 この規⛬は、平成25年３᭶㸯᪥から施行する。 
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94．中央区ᆅᇦ防災無線運用要㡿 
 

平成３年２᭶５᪥ 

２中地防第545号 

 

（㊃᪨） 

第１条 この要㡿は、中央区地域防災無線管理規⛬第26条の規定に基づき、必要な事項を定める。 

（目的外用の⚗Ṇ） 

第２条 無線局は、චチ状にグ㍕された目的ࡲたは通信の┦手᪉ⱝしくは通信事項の⠊ᅖを㉸࠼

て運用してはならない。たࡔし、電波法令࡛ㄆめられた目的外通信は、この㝈り࡛ない。 

（චチ状グ㍕事項の㑂Ᏺ） 

第３条 固定した無線局は、චチ状にグ㍕された設置場所以外に移動して運用してはならない。 

２ 移動する無線局は、චチ状にグ㍕された移動⠊ᅖを㉸࠼て移動してはならない。 

３ 無線局は、⮬局に指定されたฟ➢号以外のฟ➢号を用してはならない。 

（無線局の㛤局及び運用） 

第４条 無線局は、ཎ๎として㠀常時ࡲたはカ⦎時において㛤局し、運用するものとする。たࡔ

し、基地局、陸上移動中⥅局及び中央区に所ᒓする機関に配備した陸上移動局については、平

常時においても㛤局し、運用するものとする。 

２ 無線局の㛤局の指♧は、中央区防災行政無線（ᡞ別受信機）の発信又は電ヰ㐃⤡によるもの

とする。たࡔし、㆙ᡄᐉゝの発令時及び✺↛地㟈が発生したとき等⥭ᛴ事態の場合においては、

㛤局の指♧をᚅたࡎ、⮬発的に㛤局し、運用するものとする。 

（電波を発射する前のὀ意Ⅼ） 

第５条 無線局が┦手局をฟそうとするときは、電波を発射する前に受信機を᭱Ⰻのឤᗘにㄪ

ᩚし、の通信にΰ信を࠼ないことを確かめなࡅれࡤならない。 

２ 前項の場合において、の通信にΰ信を࠼るᜍれがあるときは、その通信が⤊したᚋ࡛

なࡅれࡤฟしを行ってはならない。 

（ฟ᪉法） 

第６条 ≉定の無線局をびฟす᪉法は、┦手局のฟ➢号を࣮࢟ࣥࢸによりධຊし、びฟす

ものとする。 

２ ≉定の無線局をࡲとめてびฟす᪉法は、各ࣉ࣮ࣝࢢのࣉ࣮ࣝࢢ␒号を࣮࢟ࣥࢸによりධ

ຊし、びฟすものとする。 

（びฟしの） 

第７条 前条のฟしを行っても┦手局の応⟅がないときは、なるく２ศ㛫以上の㛫㝸を置い

てฟしを行うものとする。この場合において、２ᅇしても応⟅がないときは、15ศ（

の通信にΰ信を࠼るおそれがないとㄆめるときは、３ศ）以上を⤒㐣したᚋ࡛なࡅれࡤび

びฟしを行ってはならない。 

（びฟしの中Ṇ） 

第㸶条 無線局は、⮬局のฟしが᪤に行ࢃれている通信にΰ信を࠼る᪨の通▱を受ࡅたとき

は、┤ࡕにそのฟしを中Ṇしなࡅれࡤならない。この場合において、ΰ信を受ࡅる᪨の通▱

をする無線局は、ศ࡛表すおおよそのᚅつき時㛫を♧めさなࡅれࡤならない。 

（応⟅） 

第㸷条 無線局は、⮬局に対するฟしを受ࡅたときは、┤ࡕに応⟅しなࡅれࡤならない。 

（通報の㏦信） 

第10条 ฟしを行い、応⟅があり、応⟅事項に続いて「うࡒ」の㏦信があったときは、┤ࡕ

に通報の㏦信を行う。 

（㏦受信の⤊） 

第11条 ㏦信の⤊は、通報のᚋ「以上࡛す。」を㏦信する。 

 受信の⤊は、㏦信の⤊ᚋ「ゎ」を㏦信する。 

（㠀常通信） 
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第12条 㠀常時において、基地局に対して⥭ᛴ㐃⤡が必要な時は、⥭ᛴࢳࢵࢫをって行うも

のとする。 

（カ⦎通信） 

第13条 カ⦎時において、通報を㏦信しようとするときは、「カ⦎」を前置きして行うものとす

る。 

（㠀常時の通信統制） 

第14条 無線管理者は、㠀常時において、災害対策本部が設置されたときは、当該本部において、

通信統制を行うものとする。 

（㠀常時の通信య制） 

第15条 㠀常時におࡅる通信య制は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 無線管理者は、本部長の指♧に基づき通信担当者に無線機を動作させるとともにᚅ機さ

せる。 

(2) 無線管理者は、災害対策本部の基地局に通信担当者を、陸上移動局に通信者を配置につ

 。るࡅ

(3) 基地局及び陸上移動中⥅局の㠀常電※は、㠀常用発電設備及び࣮ࣜࢸࢵࣂによるものと

し、そのの無線局は、備࠼ࡅの࣮ࣜࢸࢵࣂによるものとする。 

   㝃๎ 

 この要㡿は、平成３年２᭶５᪥から施行する。 

   㝃๎ 

 この要㡿は、平成25年３᭶㸯᪥から施行する。 
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95．中央区ᆅᇦ防災無線局タ⨨➼㛵ࡿࡍ༠ᐃ᭩（無線༠㆟） 
 

 中央区（以下「⏥」という。）と中央区地域防災無線༠㆟の員࡛ある     （以下「எ」

という。）とは、┦に⥭ᐦな㐃⤡を図るため、中央区地域防災無線局の設置及び管理࣭運用に

関して次のとおり༠定する。 

（無線局の設置） 

第１条 ⏥は、எの施設内に無線局を設置する。 

（無線設備の⤒㈝㈇担） 

第２条 無線設備の設置に要する㈝用は、⏥の㈇担とする。 

（設置場所の無ൾ用） 

第３条 எは、無線設備を設置するために必要な設置場所を⏥に無ൾ࡛用させるものとする。 

（設置場所のኚ᭦） 

第４条 எは、⮬ᕫの㒔合により無線設備の設置場所をኚ᭦しようとするときは、⏥にその理⏤

及び᪂たに設置する場所をᥦ♧のう࠼、༠㆟するものとする。 

２ ⏥が、⮬ᕫの㒔合によりஎの無線設備の設置場所をኚ᭦しようとするときは、எにその理⏤

をᥦ♧し、எと༠㆟のう࠼、᪂たな設置場所を確保するものとする。 

３ 前２項により設置場所をኚ᭦しようとするために必要な㈝用については、⏥の㈇担とする。 

（設置機ჾ） 

第５条 無線局の無線設備は次のとおりとする。 

୍ ༙固定型無線機（260MHz帯 ２㹕） ୍ᘧ 

 ✵中線設備 ୍ᘧ 

 ᘧ୍ ࣑ࣜࢩࢡࣇ ୕

ᅄ 無電電※装置 ୍ᘧ 

（౪⤥電ຊ用ᩱのච㝖） 

第６条 無線設備に要する౪⤥電ຊ用ᩱは、ච㝖とする。 

（無線局管理者） 

第７条 எの施設内に設置された無線局に無線局管理者を置く。 

２ 無線局管理者は、எの   をもって充てる。 

（保Ᏺ管理） 

第㸶条 ⏥は、無線設備を常に確ᐇかつᏳに作動させるために定ᮇⅬ᳨をᐇ施するものとする。 

２ 前項のⅬ᳨に要する㈝用は、⏥の㈇担とする。 

（通信のཎ๎） 

第㸷条 通信は、ཎ๎として中央区地域防災計画に基づく災害対策に係る事務に関するもの࡛な

 。ならないࡤれࡅ

（運用及び保管） 

第10条 எは、⏥の設置した無線設備を常にⰋዲな状態࡛管理࣭運用するようດめるものとする。 

（᭷効ᮇ㛫） 

第11条 本༠定の᭷効ᮇ㛫は、༠定⥾⤖の᪥から令和  年  ᭶  ᪥࡛ࡲとする。 

２ ᮇ㛫‶の᪥の３ࢣ᭶前࡛ࡲに、⏥எいࡎれからもなࢇら⏦ฟがないときは、この༠定は᭦

に㸯年㛫ᘏ長されたものとࡳなし、以ᚋこのによるものとする。 

（義のỴ定等） 

第12条 この༠定᭩に定めのない事項又は各条項について義が生じた場合は、⏥எ༠㆟のう࠼、

定めるものとする。 
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第12条 㠀常時において、基地局に対して⥭ᛴ㐃⤡が必要な時は、⥭ᛴࢳࢵࢫをって行うも

のとする。 

（カ⦎通信） 

第13条 カ⦎時において、通報を㏦信しようとするときは、「カ⦎」を前置きして行うものとす

る。 

（㠀常時の通信統制） 

第14条 無線管理者は、㠀常時において、災害対策本部が設置されたときは、当該本部において、

通信統制を行うものとする。 

（㠀常時の通信య制） 

第15条 㠀常時におࡅる通信య制は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 無線管理者は、本部長の指♧に基づき通信担当者に無線機を動作させるとともにᚅ機さ

せる。 

(2) 無線管理者は、災害対策本部の基地局に通信担当者を、陸上移動局に通信者を配置につ

 。るࡅ

(3) 基地局及び陸上移動中⥅局の㠀常電※は、㠀常用発電設備及び࣮ࣜࢸࢵࣂによるものと

し、そのの無線局は、備࠼ࡅの࣮ࣜࢸࢵࣂによるものとする。 

   㝃๎ 

 この要㡿は、平成３年２᭶５᪥から施行する。 

   㝃๎ 

 この要㡿は、平成25年３᭶㸯᪥から施行する。 
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95．中央区ᆅᇦ防災無線局タ⨨➼㛵ࡿࡍ༠ᐃ᭩（無線༠㆟） 
 

 中央区（以下「⏥」という。）と中央区地域防災無線༠㆟の員࡛ある     （以下「எ」

という。）とは、┦に⥭ᐦな㐃⤡を図るため、中央区地域防災無線局の設置及び管理࣭運用に

関して次のとおり༠定する。 

（無線局の設置） 

第１条 ⏥は、எの施設内に無線局を設置する。 

（無線設備の⤒㈝㈇担） 

第２条 無線設備の設置に要する㈝用は、⏥の㈇担とする。 

（設置場所の無ൾ用） 

第３条 எは、無線設備を設置するために必要な設置場所を⏥に無ൾ࡛用させるものとする。 

（設置場所のኚ᭦） 

第４条 எは、⮬ᕫの㒔合により無線設備の設置場所をኚ᭦しようとするときは、⏥にその理⏤

及び᪂たに設置する場所をᥦ♧のう࠼、༠㆟するものとする。 

２ ⏥が、⮬ᕫの㒔合によりஎの無線設備の設置場所をኚ᭦しようとするときは、எにその理⏤

をᥦ♧し、எと༠㆟のう࠼、᪂たな設置場所を確保するものとする。 

３ 前２項により設置場所をኚ᭦しようとするために必要な㈝用については、⏥の㈇担とする。 

（設置機ჾ）

第５条 無線局の無線設備は次のとおりとする。 

୍ ༙固定型無線機（260MHz帯 ２㹕） ୍ᘧ 

 ✵中線設備 ୍ᘧ 

 ᘧ୍ ࣑ࣜࢩࢡࣇ ୕

ᅄ 無電電※装置 ୍ᘧ 

（౪⤥電ຊ用ᩱのච㝖） 

第６条 無線設備に要する౪⤥電ຊ用ᩱは、ච㝖とする。 

（無線局管理者） 

第７条 எの施設内に設置された無線局に無線局管理者を置く。 

２ 無線局管理者は、எの   をもって充てる。 

（保Ᏺ管理） 

第㸶条 ⏥は、無線設備を常に確ᐇかつᏳに作動させるために定ᮇⅬ᳨をᐇ施するものとする。 

２ 前項のⅬ᳨に要する㈝用は、⏥の㈇担とする。 

（通信のཎ๎） 

第㸷条 通信は、ཎ๎として中央区地域防災計画に基づく災害対策に係る事務に関するもの࡛な

 。ならないࡤれࡅ

（運用及び保管） 

第10条 எは、⏥の設置した無線設備を常にⰋዲな状態࡛管理࣭運用するようດめるものとする。 

（᭷効ᮇ㛫） 

第11条 本༠定の᭷効ᮇ㛫は、༠定⥾⤖の᪥から令和  年  ᭶  ᪥࡛ࡲとする。 

２ ᮇ㛫‶の᪥の３ࢣ᭶前࡛ࡲに、⏥எいࡎれからもなࢇら⏦ฟがないときは、この༠定は᭦

に㸯年㛫ᘏ長されたものとࡳなし、以ᚋこのによるものとする。 

（義のỴ定等） 

第12条 この༠定᭩に定めのない事項又は各条項について義が生じた場合は、⏥எ༠㆟のう࠼、

定めるものとする。 
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 ⏥とஎとは、本᭩を２通作成し、それࡒれグྡᢲ༳のう࠼、その㸯通を保᭷する。 

 

  令和  年  ᭶  ᪥ 

 

 

⏥ ᮾி㒔中央区⠏地୍目㸯␒㸯号 

中央区 

௦表者 中央区長 

 

எ 
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96．中央区ᆅᇦ防災無線中⥅局タഛタ⨨➼㛵ࡿࡍ༠ᐃ᭩（᪥本ᶫࢨࣛࣉ）  
 

 中央区（以下「⏥」という。）と᪥本ᶫࢨࣛࣉᰴᘧ♫（以下「எ」という。）とは、中央区地

域防災無線中⥅局設備の設置等に関して、次のとおり༠定する。 

第１条 எは、中⥅局設備を設置するために必要な設置場所及びᒓ設備そののᕤ作≀を⏥に

用させるものとする。 

第２条 எは、前条にకう⏥の用ᩱをච㝖するものとする。 

第３条 ⏥又はஎが、㒔合により設置場所をኚ᭦又は᧔ཤしようとするときには、┦手にその理

⏤をᥦ♧し、༠㆟のう࠼ኚ᭦又は᧔ཤするものとする。 

２ 設置場所のኚ᭦又は᧔ཤに要する㈝用については、⏥が㈇担するものとする。 

第４条 ⏥は、中⥅局設備のᏳ管理について༑ศな配៖をᡶい、が୍、中⥅局設備に㉳ᅉす

る事ᨾが発生した場合には、⏥の責任においてゎỴするものとし、எに୍切の㏞ᝨを及ࡰさな

いものとする。 

第５条 中⥅局設備は、別表の機ჾ㢮を基‽とし、必要に応じて関㐃する装置をྵࡴものとする。 

第６条 ⏥は、中⥅局設備を常に確ᐇかつᏳに作動させるために定ᮇⅬ᳨を行うものとする。 

２ 前項の定ᮇⅬ᳨又はಟ理等の作業をᐇ施するに㝿して、எはྍ⬟な㝈りの౪を図るものと

する。 

３ 中⥅局設備のᨾ㞀ᪧに要する㈝用は、⏥が㈇担するものとする。 

第７条 எは、中⥅局設備に要する౪⤥電ຊ用ᩱを㈇担するものとする。 

２ ⏥は、中⥅局設備以外に౪⤥電ຊを用してはならない。 

第㸶条 本༠定の᭷効ᮇ㛫は、༠定⥾⤖の᪥から平成３年３᭶31᪥࡛ࡲとする。 

２ ᮇ㛫‶の᪥の３ࢣ᭶前࡛ࡲに、⏥எいࡎれからもなࢇら⏦ฟがないときは、この༠定は᭦

に㸯年㛫ᘏ長されたものとࡳなし、以ᚋこのによるものとする。 

第㸷条 この༠定᭩に定めのない事項又はこの༠定に定める条項について義が生じた場合は、

⏥எ༠㆟のう࠼定めるものとする。 

 

 ⏥とஎとは、本᭩を２通作成し、それࡒれグྡᢲ༳のう࠼、その㸯通を保᭷する。 

 

  平成２年11᭶28᪥ 

 

 

⏥ ᮾி㒔中央区⠏地୍目㸯␒㸯号 

ᮾி㒔中央区 

௦表者 ᮾி㒔中央区長 

 

எ ᮾி㒔中央区᪥本ᶫ目３␒４号 

᪥本ᶫࢨࣛࣉᰴᘧ♫ 

௦表者 ௦表取⥾役 

 

 

 別 表 
 
 
中 ⥅ 局 用 無 線 装 置       㸯ᯫ 

㠀 常 用 発 動 発 電 機       㸯ྎ 

┤ ὶ 電 ※ 装 置       㸯ྎ 

✵ 中 線 ඹ 用 ჾ       㸯ྎ 

✵ 中 線       ４本 

✵ 中 線 ᰕ       㸯本 
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 ⏥とஎとは、本᭩を２通作成し、それࡒれグྡᢲ༳のう࠼、その㸯通を保᭷する。 

 

  令和  年  ᭶  ᪥ 

 

 

⏥ ᮾி㒔中央区⠏地୍目㸯␒㸯号 

中央区 

௦表者 中央区長 

 

எ 

- 262 - 

96．中央区ᆅᇦ防災無線中⥅局タഛタ⨨➼㛵ࡿࡍ༠ᐃ᭩（᪥本ᶫࢨࣛࣉ）  
 

 中央区（以下「⏥」という。）と᪥本ᶫࢨࣛࣉᰴᘧ♫（以下「எ」という。）とは、中央区地

域防災無線中⥅局設備の設置等に関して、次のとおり༠定する。 

第１条 எは、中⥅局設備を設置するために必要な設置場所及びᒓ設備そののᕤ作≀を⏥に

用させるものとする。 

第２条 எは、前条にకう⏥の用ᩱをච㝖するものとする。 

第３条 ⏥又はஎが、㒔合により設置場所をኚ᭦又は᧔ཤしようとするときには、┦手にその理

⏤をᥦ♧し、༠㆟のう࠼ኚ᭦又は᧔ཤするものとする。 

２ 設置場所のኚ᭦又は᧔ཤに要する㈝用については、⏥が㈇担するものとする。 

第４条 ⏥は、中⥅局設備のᏳ管理について༑ศな配៖をᡶい、が୍、中⥅局設備に㉳ᅉす

る事ᨾが発生した場合には、⏥の責任においてゎỴするものとし、எに୍切の㏞ᝨを及ࡰさな

いものとする。 

第５条 中⥅局設備は、別表の機ჾ㢮を基‽とし、必要に応じて関㐃する装置をྵࡴものとする。 

第６条 ⏥は、中⥅局設備を常に確ᐇかつᏳに作動させるために定ᮇⅬ᳨を行うものとする。 

２ 前項の定ᮇⅬ᳨又はಟ理等の作業をᐇ施するに㝿して、எはྍ⬟な㝈りの౪を図るものと

する。 

３ 中⥅局設備のᨾ㞀ᪧに要する㈝用は、⏥が㈇担するものとする。 

第７条 எは、中⥅局設備に要する౪⤥電ຊ用ᩱを㈇担するものとする。 

２ ⏥は、中⥅局設備以外に౪⤥電ຊを用してはならない。 

第㸶条 本༠定の᭷効ᮇ㛫は、༠定⥾⤖の᪥から平成３年３᭶31᪥࡛ࡲとする。 

２ ᮇ㛫‶の᪥の３ࢣ᭶前࡛ࡲに、⏥எいࡎれからもなࢇら⏦ฟがないときは、この༠定は᭦

に㸯年㛫ᘏ長されたものとࡳなし、以ᚋこのによるものとする。 

第㸷条 この༠定᭩に定めのない事項又はこの༠定に定める条項について義が生じた場合は、

⏥எ༠㆟のう࠼定めるものとする。 

 

 ⏥とஎとは、本᭩を２通作成し、それࡒれグྡᢲ༳のう࠼、その㸯通を保᭷する。 

 

  平成２年11᭶28᪥ 

 

 

⏥ ᮾி㒔中央区⠏地୍目㸯␒㸯号 

ᮾி㒔中央区 

௦表者 ᮾி㒔中央区長 

 

எ ᮾி㒔中央区᪥本ᶫ目３␒４号 

᪥本ᶫࢨࣛࣉᰴᘧ♫ 

௦表者 ௦表取⥾役 

 

 

 別 表 
 
 
中 ⥅ 局 用 無 線 装 置       㸯ᯫ 

㠀 常 用 発 動 発 電 機       㸯ྎ 

┤ ὶ 電 ※ 装 置       㸯ྎ 

✵ 中 線 ඹ 用 ჾ       㸯ྎ 

✵ 中 線       ４本 

✵ 中 線 ᰕ       㸯本 
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97．中央区防災行政無線タഛタ⨨➼㛵ࡿࡍ༠ᐃ᭩ 
 

 中央区を「⏥」とし、                を「எ」として、     （中央

区     ）に⏥が設置する中央区防災行政無線（以下「無線設備」という。）に関し、次の

とおり༠定を⥾⤖する。 

第１条 எは無線設備を設置するために必要な設置場所及び㝃ᒓ設備を⏥に用させるものと

する。 

第２条 前条にకう用ᩱは、無ൾとする。 

第３条 無線設備の設置に要する㈝用は、⏥の㈇担とする。 

第４条 無線設備の設置により設置施設及び㝃ᒓ設備に◚ᦆを生じたときは、⏥の㈇担により

ᪧする。 

第５条 ⏥又はஎが、㒔合により設置場所をኚ᭦又は᧔ཤしようとするときは、┦手にその理⏤

をᥦ♧し、༠㆟の上ኚ᭦又は᧔ཤするものとする。 

２ 前項による、設置場所のኚ᭦又は᧔ཤに必要な㈝用については、⏥の㈇担とする。 

第６条 無線設備は、別表の機ჾ㢮を基‽とし、必要に応じて関㐃する装置をྵࡴものとする。 

第７条 ⏥は無線設備を常に確ᐇかつᏳに作動させるため、定ᮇⅬ᳨࣭ಟ理等の作業を行うも

のとする。 

２ 前項の定ᮇⅬ᳨又はಟ理等の作業をᐇ施するに㝿して、எは作業に要する⠊ᅖにおいて౽ᐅ

を౪するものとする。 

３ 無線設備のᨾ㞀ᪧに要する㈝用は、⏥の㈇担とする。 

第㸶条 無線設備に㉳ᅉする事ᨾ及びⱞ情については、⏥の責任においてฎ理するものとする。 

第㸷条 本༠定の᭷効ᮇ㛫は、令和  年  ᭶  ᪥から令和  年  ᭶  ᪥࡛ࡲとする。

なお、ᮇ㛫‶の᪥の３か᭶前࡛ࡲに、⏥とஎとのいࡎれからもなࢇらの⏦しฟがないときは、

この༠定はさらに㸯年㛫ᘏ長されたものとࡳなし、以ᚋこのによるものとする。 

第10条 この༠定の各条項のゎ㔘について義が生じたとき、又はこの༠定に定めのない事項に

ついては、そのつ⏥、எ༠㆟のう࠼定めるものとする。 

 

 ⏥とஎとは、本᭩を２通作成し、それࡒれグྡᢲ༳のう࠼その㸯通を保᭷する。 

 

 令和  年  ᭶  ᪥ 

 

 

⏥ ᮾி㒔中央区⠏地㸯̿㸯̿㸯 

中央区 

中央区長 

 

எ 
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98．ᮾி㒔防災行政無線局タ⨨➼㛵ࡿࡍ༠ᐃ᭩（ᮾி㒔） 
 

 ᮾி㒔（以下「⏥」という。）と中央区（以下「எ」という。）とは、ᮾி㒔地域防災計画に基

づく災害対策にかかる事務及び行政事務に関し┦に⥭ᐦな㐃⤡を図るために、ᮾி㒔防災行政

無線局（以下「無線局」という。）の設置及び管理運用等に関して、次のとおり༠定を⥾⤖する。 

第１❶ ⥲๎ 

（無線局の設置） 

第１条 ⏥は、எの所管する庁舎内に、無線局を設置する。 

（無線設備の⤒㈝㈇担） 

第２条 無線設備の設置に要する㈝用は、⏥の㈇担とする。 

（設置場所等の無ൾ用） 

第３条 எは、無線設備を設置するために必要な設置場所及びその㝃ᒓ設備そののᕤ作≀を⏥

に無ൾ࡛用させるものとする。 

（設置場所のኚ᭦） 

第４条 எは、⮬ᕫの㒔合により、設置場所をኚ᭦しようとするときは、⏥にその理⏤及び᪂た

に設置する場所をᥦ♧のう࠼、༠㆟するものとする。 

２ 前項により、場所をኚ᭦するために必要な㈝用についてはஎの㈇担とする。 

３ ⏥が、⮬ᕫの㒔合により設置場所をኚ᭦しようとするときは、எにその理⏤をᥦ♧し༠㆟す

る。 

４ 前項により、場所をኚ᭦するために必要な㈝用については、⏥の㈇担とする。 

（設置機ჾ㢮の基‽） 

第５条 無線局の無線設備は、別表の機ჾ㢮を基‽とし、必要に応じて、関㐃する装置をྵࡴも

のとする。 

（電ヰ機等の᥋続） 

第６条 ⏥は、無線ᅇ線を、எの所管する電ヰ機に᥋続する。 

２ ⏥は、எと༠㆟のう࠼、எの所管する庁舎内に無線ᑓ用電ヰ機を設置する。 

（無線管理者等） 

第７条 எの庁舎内に設置された無線局に無線管理者及び無線従事者（電波法第２条第㸴号の規

定に基づく。）を置く。 

２ 無線管理者は、எの区長をもって充てる。 

３ 無線従事者は、எの職員࡛当該無線設備に㐺合した㒑政⮧のචチを取得した者の中から、

எの᥎⸀により⏥が㑅任する。 

（無線従事者の◊ಟ） 

第㸶条 ⏥は、無線従事者の確保又はᢏ⾡ྥ上を図るため、ẖ年㸯ᅇ以上◊ಟを行うこととする。 

第２❶ 管理運用 

（定ᮇⅬ᳨等） 

第㸷条 ⏥は、無線設備を常に確ᐇかつᏳに作動させるために、定ᮇⅬ᳨を行うものとする。 

２ 前項の定ᮇⅬ᳨又はಟ理等の作業をᐇ施するに㝿して、எは、作業に要する⠊ᅖにおいて౽

ᐅを౪するものとする。 
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97．中央区防災行政無線タഛタ⨨➼㛵ࡿࡍ༠ᐃ᭩ 
 

 中央区を「⏥」とし、                を「எ」として、     （中央

区     ）に⏥が設置する中央区防災行政無線（以下「無線設備」という。）に関し、次の

とおり༠定を⥾⤖する。 

第１条 எは無線設備を設置するために必要な設置場所及び㝃ᒓ設備を⏥に用させるものと

する。 

第２条 前条にకう用ᩱは、無ൾとする。 

第３条 無線設備の設置に要する㈝用は、⏥の㈇担とする。 

第４条 無線設備の設置により設置施設及び㝃ᒓ設備に◚ᦆを生じたときは、⏥の㈇担により

ᪧする。 

第５条 ⏥又はஎが、㒔合により設置場所をኚ᭦又は᧔ཤしようとするときは、┦手にその理⏤

をᥦ♧し、༠㆟の上ኚ᭦又は᧔ཤするものとする。 

２ 前項による、設置場所のኚ᭦又は᧔ཤに必要な㈝用については、⏥の㈇担とする。 

第６条 無線設備は、別表の機ჾ㢮を基‽とし、必要に応じて関㐃する装置をྵࡴものとする。 

第７条 ⏥は無線設備を常に確ᐇかつᏳに作動させるため、定ᮇⅬ᳨࣭ಟ理等の作業を行うも

のとする。 

２ 前項の定ᮇⅬ᳨又はಟ理等の作業をᐇ施するに㝿して、எは作業に要する⠊ᅖにおいて౽ᐅ

を౪するものとする。 

３ 無線設備のᨾ㞀ᪧに要する㈝用は、⏥の㈇担とする。 

第㸶条 無線設備に㉳ᅉする事ᨾ及びⱞ情については、⏥の責任においてฎ理するものとする。 

第㸷条 本༠定の᭷効ᮇ㛫は、令和  年  ᭶  ᪥から令和  年  ᭶  ᪥࡛ࡲとする。

なお、ᮇ㛫‶の᪥の３か᭶前࡛ࡲに、⏥とஎとのいࡎれからもなࢇらの⏦しฟがないときは、

この༠定はさらに㸯年㛫ᘏ長されたものとࡳなし、以ᚋこのによるものとする。 

第10条 この༠定の各条項のゎ㔘について義が生じたとき、又はこの༠定に定めのない事項に

ついては、そのつ⏥、எ༠㆟のう࠼定めるものとする。 

 

 ⏥とஎとは、本᭩を２通作成し、それࡒれグྡᢲ༳のう࠼その㸯通を保᭷する。 

 

 令和  年  ᭶  ᪥ 

 

 

⏥ ᮾி㒔中央区⠏地㸯̿㸯̿㸯 

中央区 

中央区長 

 

எ 
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98．ᮾி㒔防災行政無線局タ⨨➼㛵ࡿࡍ༠ᐃ᭩（ᮾி㒔） 
 

 ᮾி㒔（以下「⏥」という。）と中央区（以下「எ」という。）とは、ᮾி㒔地域防災計画に基

づく災害対策にかかる事務及び行政事務に関し┦に⥭ᐦな㐃⤡を図るために、ᮾி㒔防災行政

無線局（以下「無線局」という。）の設置及び管理運用等に関して、次のとおり༠定を⥾⤖する。 

第１❶ ⥲๎ 

（無線局の設置） 

第１条 ⏥は、எの所管する庁舎内に、無線局を設置する。 

（無線設備の⤒㈝㈇担） 

第２条 無線設備の設置に要する㈝用は、⏥の㈇担とする。 

（設置場所等の無ൾ用） 

第３条 எは、無線設備を設置するために必要な設置場所及びその㝃ᒓ設備そののᕤ作≀を⏥

に無ൾ࡛用させるものとする。 

（設置場所のኚ᭦） 

第４条 எは、⮬ᕫの㒔合により、設置場所をኚ᭦しようとするときは、⏥にその理⏤及び᪂た

に設置する場所をᥦ♧のう࠼、༠㆟するものとする。 

２ 前項により、場所をኚ᭦するために必要な㈝用についてはஎの㈇担とする。 

３ ⏥が、⮬ᕫの㒔合により設置場所をኚ᭦しようとするときは、எにその理⏤をᥦ♧し༠㆟す

る。 

４ 前項により、場所をኚ᭦するために必要な㈝用については、⏥の㈇担とする。 

（設置機ჾ㢮の基‽） 

第５条 無線局の無線設備は、別表の機ჾ㢮を基‽とし、必要に応じて、関㐃する装置をྵࡴも

のとする。 

（電ヰ機等の᥋続） 

第６条 ⏥は、無線ᅇ線を、எの所管する電ヰ機に᥋続する。 

２ ⏥は、எと༠㆟のう࠼、எの所管する庁舎内に無線ᑓ用電ヰ機を設置する。 

（無線管理者等） 

第７条 எの庁舎内に設置された無線局に無線管理者及び無線従事者（電波法第２条第㸴号の規

定に基づく。）を置く。 

２ 無線管理者は、எの区長をもって充てる。 

３ 無線従事者は、எの職員࡛当該無線設備に㐺合した㒑政⮧のචチを取得した者の中から、

எの᥎⸀により⏥が㑅任する。 

（無線従事者の◊ಟ） 

第㸶条 ⏥は、無線従事者の確保又はᢏ⾡ྥ上を図るため、ẖ年㸯ᅇ以上◊ಟを行うこととする。 

第２❶ 管理運用 

（定ᮇⅬ᳨等） 

第㸷条 ⏥は、無線設備を常に確ᐇかつᏳに作動させるために、定ᮇⅬ᳨を行うものとする。 

２ 前項の定ᮇⅬ᳨又はಟ理等の作業をᐇ施するに㝿して、எは、作業に要する⠊ᅖにおいて౽

ᐅを౪するものとする。 
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３ 無線設備のᨾ㞀ᪧに要する㈝用は、⏥の㈇担とする。 

（法規に定める備࠼つࡅရ） 

第10条 無線局の管理運用に関するもの࡛、電波法及びྠ法施行規๎等࡛規定された備࠼つࡅရ

については、⏥の㈇担において常備する。 

（ග⇕Ỉ㈝等の㈇担） 

第11条 எの庁舎内に設置された無線設備の運用に要する電ຊ及び発動発電機用⇞ᩱそのᾘ

⪖ရ等は、எの㈇担とする。 

（通信のཎ๎） 

第12条 通信は、ᮾி㒔地域防災計画に基づく災害対策にかかる事務及び行政事務に関するもの

࡛なࡅれࡤならない。 

（無線局の管理運用） 

第13条 この༠定᭩に定めるものを㝖くほか、無線局の管理運用に関する事項は、⏥が別に定め

るᮾி㒔防災行政無線局の管理及び運用に関する要綱の規定による。 

第３❶ ࡑの 

（᭷効ᮇ㛫） 

第14条 本༠定の᭷効ᮇ㛫は、昭和53年㸷᭶㸯᪥から昭和54年３᭶31᪥࡛ࡲとする。なお、ᮇ㛫

‶の᪥の３ࢣ᭶前࡛ࡲに、⏥とஎとのいࡎれからもなࢇらの⏦ฟがないときは、この༠定は

さらに㸯年㛫ᘏ長されたものとࡳなし、以ᚋこのによるものとする。 

（義のỴ定等） 

第15条 この༠定の各条項のゎ㔘について義を生じたとき、又はこの༠定に定めのない事項に

ついては、そのつ⏥、எ༠㆟のう࠼定めるものとする。 

 

 ⏥とஎとは、本᭩を２通作成しそれࡒれグྡᢲ༳のう࠼、その㸯通を保᭷する。 

 

  昭和53年㸷᭶㸯᪥ 

 

 

⏥ ᮾி㒔༓௦⏣区の内୕目５␒㸯号 

ᮾி㒔 

௦表者 ᮾி㒔▱事 

 

எ ᮾி㒔中央区⠏地୍目㸯␒㸯号 

ᮾி㒔中央区 

௦表者 ᮾி㒔中央区長 
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 別 表 

 

㸯 無 線 設 備 

(1) ከ 㔜 無 線 電 ヰ 装 置         ୍ᘧ 

(2) 㐲 㝸 ⿕ 監 ど 制 ᚚ 装 置          ࠌ 

(3) 無 線 中 ⥅   機          ࠌ 

(4)  統 制 ྎ         㸯ྎ 

(5) ┤ ὶ 電 ※ 装 置         ୍ᘧ 

(6) ✵ 中 線 設 備          ࠌ 

(7) 無 線 ᑓ 用 電 ヰ 機          ࠌ 

２ 㠀常電※設備 

(1) 発 動 発 電 機         㸯ྎ 

࢜ (2)  ࣝ ࢱ ࣥ  㸯基         ࢡ
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３ 無線設備のᨾ㞀ᪧに要する㈝用は、⏥の㈇担とする。 

（法規に定める備࠼つࡅရ） 

第10条 無線局の管理運用に関するもの࡛、電波法及びྠ法施行規๎等࡛規定された備࠼つࡅရ

については、⏥の㈇担において常備する。 

（ග⇕Ỉ㈝等の㈇担） 

第11条 எの庁舎内に設置された無線設備の運用に要する電ຊ及び発動発電機用⇞ᩱそのᾘ

⪖ရ等は、எの㈇担とする。 

（通信のཎ๎） 

第12条 通信は、ᮾி㒔地域防災計画に基づく災害対策にかかる事務及び行政事務に関するもの

࡛なࡅれࡤならない。 

（無線局の管理運用） 

第13条 この༠定᭩に定めるものを㝖くほか、無線局の管理運用に関する事項は、⏥が別に定め

るᮾி㒔防災行政無線局の管理及び運用に関する要綱の規定による。 

第３❶ ࡑの 

（᭷効ᮇ㛫） 

第14条 本༠定の᭷効ᮇ㛫は、昭和53年㸷᭶㸯᪥から昭和54年３᭶31᪥࡛ࡲとする。なお、ᮇ㛫

‶の᪥の３ࢣ᭶前࡛ࡲに、⏥とஎとのいࡎれからもなࢇらの⏦ฟがないときは、この༠定は

さらに㸯年㛫ᘏ長されたものとࡳなし、以ᚋこのによるものとする。 

（義のỴ定等） 

第15条 この༠定の各条項のゎ㔘について義を生じたとき、又はこの༠定に定めのない事項に

ついては、そのつ⏥、எ༠㆟のう࠼定めるものとする。 

 

 ⏥とஎとは、本᭩を２通作成しそれࡒれグྡᢲ༳のう࠼、その㸯通を保᭷する。 

 

  昭和53年㸷᭶㸯᪥ 

 

 

⏥ ᮾி㒔༓௦⏣区の内୕目５␒㸯号 

ᮾி㒔 

௦表者 ᮾி㒔▱事 

 

எ ᮾி㒔中央区⠏地୍目㸯␒㸯号 

ᮾி㒔中央区 

௦表者 ᮾி㒔中央区長 
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 別 表 

 

㸯 無 線 設 備 

(1) ከ 㔜 無 線 電 ヰ 装 置         ୍ᘧ 

(2) 㐲 㝸 ⿕ 監 ど 制 ᚚ 装 置          ࠌ 

(3) 無 線 中 ⥅   機          ࠌ 

(4)  統 制 ྎ         㸯ྎ 

(5) ┤ ὶ 電 ※ 装 置         ୍ᘧ 

(6) ✵ 中 線 設 備          ࠌ 

(7) 無 線 ᑓ 用 電 ヰ 機          ࠌ 

２ 㠀常電※設備 

(1) 発 動 発 電 機         㸯ྎ 

࢜ (2)  ࣝ ࢱ ࣥ  㸯基         ࢡ
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99．ᮾி㒔防災行政無線➃ᮎᶵჾのタ⨨➼㛵ࡿࡍ༠ᐃ᭩（ᮾி㒔） 
 

 ᮾி㒔（以下「⏥」という。）と中央区（以下「எ」という。）とは、ᮾி㒔地域防災計画に基

づく災害対策にかかる事務に関し┦に⥭ᐦな㐃⤡を図るため、ᮾி㒔防災行政無線に᥋続する

➃ᮎ機ჾ（以下「➃ᮎ機ჾ」という。）の設置及び管理運用等に関して、次のとおり༠定᭩を⥾

⤖する。 

第１❶ ⥲๎ 

（➃ᮎ機ჾの設置） 

第１条 ⏥は、எの所管する庁舎内にᮾி㒔防災行政無線に᥋続する➃ᮎ機ჾを設置する。 

（➃ᮎ機ჾ設備の⤒㈝㈇担） 

第２条 ➃ᮎ機ჾ設備の設置に要する㈝用は、⏥の㈇担とする。 

（設置場所の無ൾ用） 

第３条 எは、➃ᮎ機ჾを設置するために必要な設置場所及びその㝃ᒓ設備そのᕤ作≀を⏥に

無ൾ࡛用させるものとする。 

（設置場所等のኚ᭦） 

第４条 எは、⮬ᕫの㒔合により、設置場所をኚ᭦しようとするときは、⏥にその理⏤及び᪂た

に設置する場所をᥦ♧の上、༠㆟するものとする。 

２ 前項により、場所をኚ᭦するために必要な㈝用については、எの㈇担とする。 

３ ⏥が、⮬ᕫの㒔合により設置場所をኚ᭦しようとするときは、எにその理⏤をᥦ♧し༠㆟す

る。 

４ 前項により場所をኚ᭦するために必要な㈝用については、⏥の㈇担とする。 

（➃ᮎ機ჾの✀㢮等） 

第５条 設置する➃ᮎ機ჾ設備は、次の機ჾ㢮とし、必要に応じて、関㐃する装置をྵࡴものと

する。 

(1) ‽動画➃ᮎ装置୍ᘧ 

 ᮎ装置୍ᘧ➃ࢱ࣮ࢹ (2)

 装置୍ᘧ࣑ࣜࢩࢡࣇ (3)

２ எは、前項の機ჾを⮬ᕫの㈇担によりቑ設しようとするときは、あらかじめ⏥に༠㆟するも

のとする。 

第２❶ 管理 

（管理責任者） 

第６条 ⏥とஎとの㛫࡛⤖ࡤれたᮾி㒔防災行政無線局設置等に関する༠定᭩第㸵条に定める

無線管理者は、⏥がஎの庁舎内に設置した➃ᮎ機ჾを常にⰋዲに機⬟を発揮࡛きるよう責任を

もって管理しなࡅれࡤならない。 

（定ᮇⅬ᳨等） 

第７条 ⏥は、➃ᮎ機ჾを常に確ᐇかつᏳに作動させるために定ᮇⅬ᳨を行うものとする。 

２ 前項の定ᮇⅬ᳨又はಟ理等の作業をᐇ施するに㝿して、எは、作業に要する⠊ᅖにおいて౽

ᐅを౪するものとする。 

３ ➃ᮎ機ჾのᨾ㞀ᪧに要する㈝用は、⏥の㈇担とする。 

（ᾘ⪖ရ） 

第㸶条 ➃ᮎ機ჾの運用に要するᾘ⪖ရについては、எの㈇担において常備する。 

（ග⇕Ỉ㈝） 

第㸷条 எの庁舎内に設置された➃ᮎ機ჾの運用に要する電Ẽᩱ㔠は、எの㈇担とする。 

第３❶ 運用 

（運用のཎ๎） 

第10条 ➃ᮎ機ჾによる情報伝達は、ᮾி㒔地域防災計画に基づく災害対策にかかる事務及び行

政事務に関するもの࡛なࡅれࡤならない。 

 。ᮎ࡛得られる情報は、防災行政以外の目的に用してはならない➃ࢱ࣮ࢹ ２

３ எは、ࢱ࣮ࢹ➃ᮎ機ჾ及びそのࢺࣇࢯにຍᕤಟṇをຍ࠼ようとするときは、⏥に༠㆟するも

のとする。 
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（◊ಟ） 

第11条 ⏥は、எの職員が➃ᮎ機ჾを確ᐇかつ円滑に᧯作࡛きるよう༑ศな◊ಟを行うものとす

る。 

第４❶ ࡑの 

（無線局の管理運用） 

第12条 この༠定᭩に定めるものを㝖くほか、➃ᮎ機ჾの設置及び管理運用等に関する事項は、

⏥とஎとの㛫࡛⤖ࡤれたᮾி㒔防災行政無線局設置等に関する༠定᭩ならびに⏥が別に定め

るᮾி㒔防災行政無線局の管理及び運用に関する要綱の規定による。 

（᭷効ᮇ㛫） 

第13条 本༠定の᭷効ᮇ㛫は、༠定⥾⤖の᪥から平成４年３年31᪥࡛ࡲとする。 

 なお、ᮇ㛫‶の᪥の３ࢣ᭶前࡛ࡲに、⏥とஎとのいࡎれからもなࢇらの⏦ฟがないときは、

この༠定はさらに㸯年㛫ᘏ長されたものとࡳなし、以ᚋこのによるものとする。 

（義のỴ定等） 

第14条 この༠定の各条項のゎ㔘について義を生じたとき、又はこの༠定に定めのない事項に

ついては、その㒔ᗘ⏥、எ༠㆟の上定めるものとする。 

 

 ⏥とஎとは、本᭩を２通作成し、それࡒれグྡᢲ༳の上、各㸯通を保᭷する。 

 

  平成２年12᭶28᪥ 

 

 

⏥ ᮾி㒔 

௦表者 ᮾி㒔▱事 

 

எ ᮾி㒔中央区 

௦表者 ᮾி㒔中央区長 
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99．ᮾி㒔防災行政無線➃ᮎᶵჾのタ⨨➼㛵ࡿࡍ༠ᐃ᭩（ᮾி㒔） 
 

 ᮾி㒔（以下「⏥」という。）と中央区（以下「எ」という。）とは、ᮾி㒔地域防災計画に基

づく災害対策にかかる事務に関し┦に⥭ᐦな㐃⤡を図るため、ᮾி㒔防災行政無線に᥋続する

➃ᮎ機ჾ（以下「➃ᮎ機ჾ」という。）の設置及び管理運用等に関して、次のとおり༠定᭩を⥾

⤖する。 

第１❶ ⥲๎ 

（➃ᮎ機ჾの設置） 

第１条 ⏥は、எの所管する庁舎内にᮾி㒔防災行政無線に᥋続する➃ᮎ機ჾを設置する。 

（➃ᮎ機ჾ設備の⤒㈝㈇担） 

第２条 ➃ᮎ機ჾ設備の設置に要する㈝用は、⏥の㈇担とする。 

（設置場所の無ൾ用） 

第３条 எは、➃ᮎ機ჾを設置するために必要な設置場所及びその㝃ᒓ設備そのᕤ作≀を⏥に

無ൾ࡛用させるものとする。 

（設置場所等のኚ᭦） 

第４条 எは、⮬ᕫの㒔合により、設置場所をኚ᭦しようとするときは、⏥にその理⏤及び᪂た

に設置する場所をᥦ♧の上、༠㆟するものとする。 

２ 前項により、場所をኚ᭦するために必要な㈝用については、எの㈇担とする。 

３ ⏥が、⮬ᕫの㒔合により設置場所をኚ᭦しようとするときは、எにその理⏤をᥦ♧し༠㆟す

る。 

４ 前項により場所をኚ᭦するために必要な㈝用については、⏥の㈇担とする。 

（➃ᮎ機ჾの✀㢮等） 

第５条 設置する➃ᮎ機ჾ設備は、次の機ჾ㢮とし、必要に応じて、関㐃する装置をྵࡴものと

する。 

(1) ‽動画➃ᮎ装置୍ᘧ 

 ᮎ装置୍ᘧ➃ࢱ࣮ࢹ (2)

 装置୍ᘧ࣑ࣜࢩࢡࣇ (3)

２ எは、前項の機ჾを⮬ᕫの㈇担によりቑ設しようとするときは、あらかじめ⏥に༠㆟するも

のとする。 

第２❶ 管理 

（管理責任者） 

第６条 ⏥とஎとの㛫࡛⤖ࡤれたᮾி㒔防災行政無線局設置等に関する༠定᭩第㸵条に定める

無線管理者は、⏥がஎの庁舎内に設置した➃ᮎ機ჾを常にⰋዲに機⬟を発揮࡛きるよう責任を

もって管理しなࡅれࡤならない。 

（定ᮇⅬ᳨等） 

第７条 ⏥は、➃ᮎ機ჾを常に確ᐇかつᏳに作動させるために定ᮇⅬ᳨を行うものとする。 

２ 前項の定ᮇⅬ᳨又はಟ理等の作業をᐇ施するに㝿して、எは、作業に要する⠊ᅖにおいて౽

ᐅを౪するものとする。 

３ ➃ᮎ機ჾのᨾ㞀ᪧに要する㈝用は、⏥の㈇担とする。 

（ᾘ⪖ရ） 

第㸶条 ➃ᮎ機ჾの運用に要するᾘ⪖ရについては、எの㈇担において常備する。 

（ග⇕Ỉ㈝） 

第㸷条 எの庁舎内に設置された➃ᮎ機ჾの運用に要する電Ẽᩱ㔠は、எの㈇担とする。 

第３❶ 運用 

（運用のཎ๎） 

第10条 ➃ᮎ機ჾによる情報伝達は、ᮾி㒔地域防災計画に基づく災害対策にかかる事務及び行

政事務に関するもの࡛なࡅれࡤならない。 

 。ᮎ࡛得られる情報は、防災行政以外の目的に用してはならない➃ࢱ࣮ࢹ ２

３ எは、ࢱ࣮ࢹ➃ᮎ機ჾ及びそのࢺࣇࢯにຍᕤಟṇをຍ࠼ようとするときは、⏥に༠㆟するも

のとする。 
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（◊ಟ） 

第11条 ⏥は、எの職員が➃ᮎ機ჾを確ᐇかつ円滑に᧯作࡛きるよう༑ศな◊ಟを行うものとす

る。 

第４❶ ࡑの 

（無線局の管理運用） 

第12条 この༠定᭩に定めるものを㝖くほか、➃ᮎ機ჾの設置及び管理運用等に関する事項は、

⏥とஎとの㛫࡛⤖ࡤれたᮾி㒔防災行政無線局設置等に関する༠定᭩ならびに⏥が別に定め

るᮾி㒔防災行政無線局の管理及び運用に関する要綱の規定による。 

（᭷効ᮇ㛫） 

第13条 本༠定の᭷効ᮇ㛫は、༠定⥾⤖の᪥から平成４年３年31᪥࡛ࡲとする。 

 なお、ᮇ㛫‶の᪥の３ࢣ᭶前࡛ࡲに、⏥とஎとのいࡎれからもなࢇらの⏦ฟがないときは、

この༠定はさらに㸯年㛫ᘏ長されたものとࡳなし、以ᚋこのによるものとする。 

（義のỴ定等） 

第14条 この༠定の各条項のゎ㔘について義を生じたとき、又はこの༠定に定めのない事項に

ついては、その㒔ᗘ⏥、எ༠㆟の上定めるものとする。 

 

 ⏥とஎとは、本᭩を２通作成し、それࡒれグྡᢲ༳の上、各㸯通を保᭷する。 

 

  平成２年12᭶28᪥ 

 

 

⏥ ᮾி㒔 

௦表者 ᮾி㒔▱事 

 

எ ᮾி㒔中央区 

௦表者 ᮾி㒔中央区長 
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100．災害応急活動における協力に関する基本協定書（都市整備公社）（本文150頁） 
 

 東京都中央区を「甲」とし、財団法人中央区都市整備公社を「乙」とし、甲乙間において次の

とおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、中央区の地域内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、

甲が行う災害応急活動（中央区地域防災計画に基づく活動及びこれに準ずる活動をいう。以下

同じ。）等に対する乙の協力に関し、基本的な事項を定めることを目的とする。 

（協力） 

第２条 乙は、甲の災害応急活動に協力するため、乙の職員（甲から乙に派遣された職員に限る。

以下同じ。）を次の各号に掲げる職務に従事させるものとする。ただし、現に従事する必要が

生じた場合において、乙の業務上特に支障があると認めたときは、甲に通知することにより、

必要な職員を除くことができる。 

一 東京都中央区職員の臨時非常配備に関する規程（昭和59年東京都中央区訓令甲第２号）に

定める臨時非常配備職員の職務 

二 東京都中央区災害対策本部条例施行規則（昭和38年東京都中央区規則第13号）に定める本

部の職員の職務 

２ 乙は、甲が実施する防災訓練に対する協力要請があったときは、業務上支障がない限り、乙

の職員を従事させるものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、乙は、甲からの要請に基づき、甲の災害応急活動について必要

な協力を行うものとする。 

（対象職員） 

第３条 前条第１項各号の対象となる乙の職員は、次の各号に定めるとおりとする。 

一 第１号の職務に従事する職員  同号に掲げる訓令の対象者の例によるものとし、甲から

の通知に基づき乙が指定する。 

二 第２号の職務に従事する職員  同号に掲げる規則に定めるところの例によるものとし、

具体的な職員の範囲、所属等については、甲乙協議のう

え別に定める。 

（通知） 

第４条 甲は、乙の職員を第２条第１項各号に掲げる職務に配置させたときは、直ちに乙に通知

しなければならない。 

（経費の負担） 

第５条 この協定に基づく業務に要する経費は、甲が負担する。 

２ 経費負担の方法、請求手続その他必要な事項は、甲乙協議のうえ別に定める。 

（協議） 

第６条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。 

 

 甲と乙とは、本協定書を２通作成し、双方記名押印のうえ各１通を保有する。 

 

  平成２年12月１日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区長 

 

乙 東京都中央区明石町１番６号 

財団法人 中央区都市整備公社 

理事長 
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101．特別区災害時相互協力及び相互支援に関する協定（本文177頁） 
 

（目的） 

第１条 この協定は、特別区（以下、「区」という。）の区域において大規模な地震等の災害が発

生した場合において、区相互間の協力により応急対策及び復旧対策等の円滑化を図るとともに、

災害を受けた区（以下、「被災区」という。）独自では、十分な対策等が実施できない場合にお

いて、被災を免れた区あるいは被災の軽微な区であって、被災区の支援が可能な区（以下、「支

援区」という。）が、連携して支援体制を構築し、被災区の支援に万全を期すことを目的とす

る。 

（支援対策本部の設置） 

第２条 支援区は、被災区への支援が必要であると認められるときは、前条の目的を達成するた

め、災害発生後直ちに特別区支援対策本部（以下、「本部」という。）を設置する。 

２ 本部は、予め区相互で定める方法に従い、支援区のうち一区に設置する。 

３ 本部に本部長を置き、本部長は、本部設置区の区長とする。 

４ 本部は、被災区の要請に基づき、又は、被災区からの要請を待っていては応急対応に支障が

出ると予想されるときは自らの判断により、支援区に対して支援活動を要請し、又は支援区及

び支援区相互の活動に必要な調整を行う。 

５ 本部長は、支援区その他関係団体に対し、本部従事職員の派遣を要請し、又は本部の活動に

必要な資機材その他の応援を求めることができるものとする。 

６ 本部の設置、運営その他に関し、必要な事項は別に定める。 

（支援各区の体制） 

第３条 支援区は、被災区への支援が必要であると認められるときは、災害発生後直ちに支援体

制を整えるとともに、原則として、本部の要請に従い、支援活動を行うものとする。 

２ 本部と支援区は相互に情報連絡を密にするものとする。 

３ 支援区は、前２項のほか、本部の活動に協力するものとする。 

（支援の要請） 

第４条 この協定に基づき、本部が行った支援活動及び本部の要請に基づき行った支援区の支援

活動は、被災区の支援要請に基づき行われたものとする。 

第４条の２ 隣接区等において、本部の要請等がある前に支援を開始する場合は、支援区の本部

への報告をもって、被災区の支援要請に基づき行われたものとする。 

（相互協力及び相互支援の内容） 

第５条 この協定に基づく相互協力及び相互支援の内容は、次の各号に掲げる事項とする。 

（１）職員の派遣及び被災区における応援職員の受入れ支援に関する次の事項 

イ 被災区への応援職員の派遣 

ロ 支援区又は他の地方公共団体等の応援職員の宿舎、食料等の提供 

ハ その他応援職員に関し、被災区の負担を軽減するために必要な事項 

（２）救援物資の提供及び被災区における救援物資の受入れ支援に関する次の事項 

イ 被災区への救援物資の提供 

ロ 支援区又は他の地方公共団体等からの救援物資の集積場所等の提供 

ハ その他救援物資に関し、被災区の負担を軽減するために必要な事項 
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100．災害応急活動における協力に関する基本協定書（都市整備公社）（本文150頁） 
 

 東京都中央区を「甲」とし、財団法人中央区都市整備公社を「乙」とし、甲乙間において次の

とおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、中央区の地域内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、

甲が行う災害応急活動（中央区地域防災計画に基づく活動及びこれに準ずる活動をいう。以下

同じ。）等に対する乙の協力に関し、基本的な事項を定めることを目的とする。 

（協力） 

第２条 乙は、甲の災害応急活動に協力するため、乙の職員（甲から乙に派遣された職員に限る。

以下同じ。）を次の各号に掲げる職務に従事させるものとする。ただし、現に従事する必要が

生じた場合において、乙の業務上特に支障があると認めたときは、甲に通知することにより、

必要な職員を除くことができる。 

一 東京都中央区職員の臨時非常配備に関する規程（昭和59年東京都中央区訓令甲第２号）に

定める臨時非常配備職員の職務 

二 東京都中央区災害対策本部条例施行規則（昭和38年東京都中央区規則第13号）に定める本

部の職員の職務 

２ 乙は、甲が実施する防災訓練に対する協力要請があったときは、業務上支障がない限り、乙

の職員を従事させるものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、乙は、甲からの要請に基づき、甲の災害応急活動について必要

な協力を行うものとする。 

（対象職員） 

第３条 前条第１項各号の対象となる乙の職員は、次の各号に定めるとおりとする。 

一 第１号の職務に従事する職員  同号に掲げる訓令の対象者の例によるものとし、甲から

の通知に基づき乙が指定する。 

二 第２号の職務に従事する職員  同号に掲げる規則に定めるところの例によるものとし、

具体的な職員の範囲、所属等については、甲乙協議のう

え別に定める。 

（通知） 

第４条 甲は、乙の職員を第２条第１項各号に掲げる職務に配置させたときは、直ちに乙に通知

しなければならない。 

（経費の負担） 

第５条 この協定に基づく業務に要する経費は、甲が負担する。 

２ 経費負担の方法、請求手続その他必要な事項は、甲乙協議のうえ別に定める。 

（協議） 

第６条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。 

 

 甲と乙とは、本協定書を２通作成し、双方記名押印のうえ各１通を保有する。 

 

  平成２年12月１日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区長 

 

乙 東京都中央区明石町１番６号 

財団法人 中央区都市整備公社 

理事長 
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101．特別区災害時相互協力及び相互支援に関する協定（本文177頁） 
 

（目的） 

第１条 この協定は、特別区（以下、「区」という。）の区域において大規模な地震等の災害が発

生した場合において、区相互間の協力により応急対策及び復旧対策等の円滑化を図るとともに、

災害を受けた区（以下、「被災区」という。）独自では、十分な対策等が実施できない場合にお

いて、被災を免れた区あるいは被災の軽微な区であって、被災区の支援が可能な区（以下、「支

援区」という。）が、連携して支援体制を構築し、被災区の支援に万全を期すことを目的とす

る。 

（支援対策本部の設置） 

第２条 支援区は、被災区への支援が必要であると認められるときは、前条の目的を達成するた

め、災害発生後直ちに特別区支援対策本部（以下、「本部」という。）を設置する。 

２ 本部は、予め区相互で定める方法に従い、支援区のうち一区に設置する。 

３ 本部に本部長を置き、本部長は、本部設置区の区長とする。 

４ 本部は、被災区の要請に基づき、又は、被災区からの要請を待っていては応急対応に支障が

出ると予想されるときは自らの判断により、支援区に対して支援活動を要請し、又は支援区及

び支援区相互の活動に必要な調整を行う。 

５ 本部長は、支援区その他関係団体に対し、本部従事職員の派遣を要請し、又は本部の活動に

必要な資機材その他の応援を求めることができるものとする。 

６ 本部の設置、運営その他に関し、必要な事項は別に定める。 

（支援各区の体制） 

第３条 支援区は、被災区への支援が必要であると認められるときは、災害発生後直ちに支援体

制を整えるとともに、原則として、本部の要請に従い、支援活動を行うものとする。 

２ 本部と支援区は相互に情報連絡を密にするものとする。 

３ 支援区は、前２項のほか、本部の活動に協力するものとする。 

（支援の要請） 

第４条 この協定に基づき、本部が行った支援活動及び本部の要請に基づき行った支援区の支援

活動は、被災区の支援要請に基づき行われたものとする。 

第４条の２ 隣接区等において、本部の要請等がある前に支援を開始する場合は、支援区の本部

への報告をもって、被災区の支援要請に基づき行われたものとする。 

（相互協力及び相互支援の内容） 

第５条 この協定に基づく相互協力及び相互支援の内容は、次の各号に掲げる事項とする。 

（１）職員の派遣及び被災区における応援職員の受入れ支援に関する次の事項 

イ 被災区への応援職員の派遣 

ロ 支援区又は他の地方公共団体等の応援職員の宿舎、食料等の提供 

ハ その他応援職員に関し、被災区の負担を軽減するために必要な事項 

（２）救援物資の提供及び被災区における救援物資の受入れ支援に関する次の事項 

イ 被災区への救援物資の提供 

ロ 支援区又は他の地方公共団体等からの救援物資の集積場所等の提供 

ハ その他救援物資に関し、被災区の負担を軽減するために必要な事項 
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（３）㑊㞴場所を共⏝する区間における共ྠの⌧地本部の設置その他㑊㞴場所の運営協力ୖ必要

な事項 

（４）被災区におけるࢸࣥࣛ࣎の受入れ支援に関する次の事項 

イ 被災区へのࢸࣥࣛ࣎の᩷᪕ 

ロ 支援区におけるࢸࣥࣛ࣎への情報提供、ເ集、受、宿舎の提供 

ハ その他ࢸࣥࣛ࣎に関し、被災区の支援に必要な事項 

（５）被災ఫẸの受入れに関し、施設の提供その他被災区の支援に必要な事項 

（６）動物のಖㆤに関し、職員、資機材、物資等の被災区への派遣、提供その他の区間協力、区

間支援に必要な事項 

（㸵）被災区への་⒪救ㆤ⌜の派遣その他་⒪救ㆤ活動に関し、被災区内での支援及び被災区の

負担を軽減するために必要な事項 

（㸶）ࡳࡈ、しᒀ、がれきのฎ⌮に関し、職員、資機材、物資等の被災区への派遣、提供その他

区間協力、区間支援に必要な事項 

（㸷）災害要援ㆤ⪅の救援支援に関する次の事項 

イ 被災区へのᑓ㛛職員等の派遣 

ロ 支援区での次㑊㞴場所の提供等災害要援ㆤ⪅の受入れ 

ハ その他災害要援ㆤ⪅の救援に関し、被災区内での支援及び被災区の負担を軽減するため

に必要な事項 

（10）㑇体のᦙ㏦、ᇙⴿ等に関し、職員、物資等の被災区への派遣、提供その他の区間協力、区

間支援に必要な事項 

（11）㐨㊰の᪩期復旧に関し、職員、資機材等の派遣、提供その他の被災区内での支援及び被災

区の負担を軽減するために必要な事項 

（12）応急༴㝤ᗘ判定、り災ド᫂発行にかかるᘓ物被害認定調ᰝ及びり災ド᫂発行に関し、職員、

資機材等の派遣、提供その他の被災区の支援に必要な事項 

（13）௬設ఫᏯの提供に関する次の事項 

イ 被災区への職員、物資等の派遣、提供 

ロ 支援区での௬設ఫᏯᘓ設⏝地の☜ಖ 

ハ その他௬設ఫᏯの提供に関し、区間協力、区間支援に必要な事項 

（14）ᖐᏯᅔ㞴⪅への対応に関し、情報提供、一ᅾ施設への受入れ、物資提供その他の区間

協力、区間支援に必要な事項 

（15）ඣ❺࣭生ᚐの受入れ、応急ᩍ⫱の実施に関し、必要な事項 

(16）被災区の被災区እでのᴗົ⥅⥆に関し、施設の提供、その他被災区の支援に必要な事項 

（17）前各号に定めるもののほか、被災区から要請があった事項 

（支援⤒㈝の負担） 

第㸴条 支援区の支援に要した⤒㈝は、原則として支援を受けた被災区の負担とする。 

２ 支援を受けた区が、前項に定める⤒㈝を支ᘚするいとࡲがなく、かࡘ、支援を受けた区から

要請があった場合には、支援する区はᙜヱ㈝⏝を一⧞᭰支ᘚするものとする。 

３ 被災区間の⤒㈝のりり又は被災区に㈝⏝負担を求められない特別の事情がある場合の

ᥐ置その他にࡘいては、本部が調整する。 

（連絡担ᙜ部⨫） 
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第㸵条 各区は、㜵災担ᙜㄢをこの協定に基づく相互協力、相互支援に関する連絡担ᙜ部⨫とす

る。 

（ᖹᖖのᥐ置） 

第㸶条 各区は、この協定が災害において᭷ຠに機能するよう、ᖹᖖにおいて、区相互の情

報、㜵災カ⦎の実施、災害における対策に関する調ᰝ◊✲その他にດめるものとする。 

（実施⣽目のస成） 

第㸷条 この協定の円滑な実施を図るため、区間の協㆟により実施⣽目を定めるものとする。 

（協定内容等のぢ直し） 

第10条 各区は、この協定の内容及び前条に定める実施⣽目の内容にࡘいては、ẖᖺᗘぢ直しを

行い、ᖖに実㊶的な内容をᣢたࡏるよう必要なಟṇを行うものとする。 

（その他） 

第11条 この協定の実施に関し必要な事項及び協定に定めのない事項は、区が協㆟して定める。 

㝃則 

１ この協定は、ᖹ成26ᖺ４᭶１᪥から㐺⏝する。 

２ ᖹ成㸶ᖺ２᭶16᪥⥾⤖の特別区災害相互協力及び相互支援に関する協定᭩及び実施⣽目

はᗫṆする。 

３ この協定の⥾⤖をドするため、本協定᭩を２３㏻స成し、各区長はグྡᢲ༳のうえ、各１㏻

をಖ᭷する。 

 

ᖹ成26ᖺ３᭶14᪥ 



- 271 - 

（３）㑊㞴場所を共⏝する区間における共ྠの⌧地本部の設置その他㑊㞴場所の運営協力ୖ必要

な事項 

（４）被災区におけるࢸࣥࣛ࣎の受入れ支援に関する次の事項 

イ 被災区へのࢸࣥࣛ࣎の᩷᪕ 

ロ 支援区におけるࢸࣥࣛ࣎への情報提供、ເ集、受、宿舎の提供 

ハ その他ࢸࣥࣛ࣎に関し、被災区の支援に必要な事項 

（５）被災ఫẸの受入れに関し、施設の提供その他被災区の支援に必要な事項 

（６）動物のಖㆤに関し、職員、資機材、物資等の被災区への派遣、提供その他の区間協力、区

間支援に必要な事項 

（㸵）被災区への་⒪救ㆤ⌜の派遣その他་⒪救ㆤ活動に関し、被災区内での支援及び被災区の

負担を軽減するために必要な事項 

（㸶）ࡳࡈ、しᒀ、がれきのฎ⌮に関し、職員、資機材、物資等の被災区への派遣、提供その他

区間協力、区間支援に必要な事項 

（㸷）災害要援ㆤ⪅の救援支援に関する次の事項 

イ 被災区へのᑓ㛛職員等の派遣 

ロ 支援区での次㑊㞴場所の提供等災害要援ㆤ⪅の受入れ 

ハ その他災害要援ㆤ⪅の救援に関し、被災区内での支援及び被災区の負担を軽減するため

に必要な事項 

（10）㑇体のᦙ㏦、ᇙⴿ等に関し、職員、物資等の被災区への派遣、提供その他の区間協力、区

間支援に必要な事項 

（11）㐨㊰の᪩期復旧に関し、職員、資機材等の派遣、提供その他の被災区内での支援及び被災

区の負担を軽減するために必要な事項 

（12）応急༴㝤ᗘ判定、り災ド᫂発行にかかるᘓ物被害認定調ᰝ及びり災ド᫂発行に関し、職員、

資機材等の派遣、提供その他の被災区の支援に必要な事項 

（13）௬設ఫᏯの提供に関する次の事項 

イ 被災区への職員、物資等の派遣、提供 

ロ 支援区での௬設ఫᏯᘓ設⏝地の☜ಖ 

ハ その他௬設ఫᏯの提供に関し、区間協力、区間支援に必要な事項 

（14）ᖐᏯᅔ㞴⪅への対応に関し、情報提供、一ᅾ施設への受入れ、物資提供その他の区間

協力、区間支援に必要な事項 

（15）ඣ❺࣭生ᚐの受入れ、応急ᩍ⫱の実施に関し、必要な事項 

(16）被災区の被災区እでのᴗົ⥅⥆に関し、施設の提供、その他被災区の支援に必要な事項 

（17）前各号に定めるもののほか、被災区から要請があった事項 

（支援⤒㈝の負担） 

第㸴条 支援区の支援に要した⤒㈝は、原則として支援を受けた被災区の負担とする。 

２ 支援を受けた区が、前項に定める⤒㈝を支ᘚするいとࡲがなく、かࡘ、支援を受けた区から

要請があった場合には、支援する区はᙜヱ㈝⏝を一⧞᭰支ᘚするものとする。 

３ 被災区間の⤒㈝のりり又は被災区に㈝⏝負担を求められない特別の事情がある場合の

ᥐ置その他にࡘいては、本部が調整する。 

（連絡担ᙜ部⨫） 
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第㸵条 各区は、㜵災担ᙜㄢをこの協定に基づく相互協力、相互支援に関する連絡担ᙜ部⨫とす

る。 

（ᖹᖖのᥐ置） 

第㸶条 各区は、この協定が災害において᭷ຠに機能するよう、ᖹᖖにおいて、区相互の情

報、㜵災カ⦎の実施、災害における対策に関する調ᰝ◊✲その他にດめるものとする。 

（実施⣽目のస成） 

第㸷条 この協定の円滑な実施を図るため、区間の協㆟により実施⣽目を定めるものとする。 

（協定内容等のぢ直し） 

第10条 各区は、この協定の内容及び前条に定める実施⣽目の内容にࡘいては、ẖᖺᗘぢ直しを

行い、ᖖに実㊶的な内容をᣢたࡏるよう必要なಟṇを行うものとする。 

（その他） 

第11条 この協定の実施に関し必要な事項及び協定に定めのない事項は、区が協㆟して定める。 

㝃則 

１ この協定は、ᖹ成26ᖺ４᭶１᪥から㐺⏝する。 

２ ᖹ成㸶ᖺ２᭶16᪥⥾⤖の特別区災害相互協力及び相互支援に関する協定᭩及び実施⣽目

はᗫṆする。 

３ この協定の⥾⤖をドするため、本協定᭩を２３㏻స成し、各区長はグྡᢲ༳のうえ、各１㏻

をಖ᭷する。 

 

ᖹ成26ᖺ３᭶14᪥ 
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102．ᮾி㒔୰ኸ区ᒣᙧ┴ᮾ᰿ᕷの災害時相互援ຓ協定᭩（本文178頁)  
 

（㊃᪨） 

第１条 ᮾி㒔୰ኸ区（以下「⏥」という。）とᒣᙧ┴ᮾ᰿ᕷ（以下「எ」という。）とはዲ㒔

ᕷ提携の⢭⚄に基づき、災害における応急対策及び復旧対策に関し、この協定に定めるとこ

 。により相互に援ຓ協力を行うものとするࢁ

（応援要請） 

第２条 ⏥又はஎは、前条の規定により援ຓ協力要請を受けた場合は、要請の内容に従って、応

援するようにດめるものとする。 

（応援の✀㢮） 

第３条 応援の✀㢮は、次のとおりとする。 

１ 食料、㣧料Ỉ及び生活必㟂物資୪びにその供⤥に必要な資ჾ材の提供 

２ 被災⪅の救出、་⒪、㜵及び施設の応急復旧等に必要な資ჾ材の提供 

３ 救ㆤ及び救ຓ活動に必要な㌴୧等の提供 

４ 救ຓ及び応急復旧に必要な་⒪職、ᢏ⾡職、ᢏ能職及び事ົ職職員の派遣 

５ 被災⪅の一容のための施設の提供 

６ 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

（㍺㏦） 

第４条 応急物資の㍺㏦は、供⤥を要請したഃが行うものとする。 

 たࡔし、特別の⌮⏤により要請したഃにおいて㍺㏦がᅔ㞴な≧ἣにある場合は、協㆟によりそ

の㍺㏦を供⤥するഃに౫㢗することができる。 

（⤒㈝） 

第５条 応急物資の供⤥に要する㈝⏝（㍺㏦㈝をྵࡴ。）は、ᙜヱ供⤥を要請したഃが負担する

ものとし、その㢠にࡘいては方で協㆟してỴ定する。 

（協㆟） 

第㸴条 この協定のゎ㔘にࡘいて⩏が生ࡌた場合及びこの協定に定めのない事項にࡘいては、

方協㆟のうえỴ定するものとする。 

 

 以ୖ協定⥾⤖のドとして、本協定᭩２㏻をస成し、⏥、எ⨫ྡのうえ各１㏻をಖ᭷する。 

 

  ᖹ成㸵ᖺ㸵᭶５᪥ 

 

 

⏥  ᮾி㒔୰ኸ区長 

 

எ  ᒣᙧ┴ᮾ᰿ᕷ長 
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103．ᮾி㒔୰ኸ区ᒸᒣ┴⋢㔝ᕷの災害時相互援ຓ協定᭩（本文178頁） 
 

（㊃᪨） 

第１条 この協定は、ᮾி㒔୰ኸ区（以下「⏥」という。）又はᒸᒣ┴⋢㔝ᕷ（以下「எ」とい

う。）の区域内において災害が発生し、被災した⏥又はஎ（以下「被災区ᕷ」という。）が༢独

では十分に被災⪅の救ㆤ等の応急ᥐ置ができない場合に、災害対策基本法（36ᖺ法ᚊ➨223

号）➨67条➨１項の規定に基づく被災区ᕷの応援要求に対して、応援ᥐ置を円滑に㐙行するた

め、必要な事項を定めるものとする。 

（応援の✀㢮） 

第２条 応援の✀㢮は、次のとおりとする。 

一 被災⪅の救出、་⒪、㜵及びこれらを行うための施設の応急復旧等に必要な資ჾ材及び

物資の提供 

 食料、㣧料Ỉ、生活必㟂物資及びその供⤥に必要な資ჾ材の提供 

୕ 救援及び救ຓ活動に必要な㌴୧等の提供 

ᅄ 救ຓ及び応急復旧に必要な་⒪職、ᢏ⾡職、ᢏ能職及び事ົ職職員等の派遣 

 被災⪅の一容のための施設の提供 

භ 前各号に定めるもののほか、特に要求のあった事項 

（応援要求のᡭ⥆） 

第３条 被災区ᕷは、次の事項を᫂らかにして、ᩥ᭩により応援を要求するものとする。 

一 被害の≧ἣ 

 前条➨１号から➨３号に掲げるものの資ჾ材等の✀㢮及びᩘ㔞 

୕ 前条➨４号に掲げるものの職✀別ே員 

ᅄ 応援の場所及び応援の場所への⤒㊰ 

 応援の期間 

භ 前各号に定めるもののほか、必要な事項 

（⥭急応援） 

第４条 応援をしようとする区ᕷ（以下「応援区ᕷ」という。）は、事ែが⥭急を要すると判断

したときは、応援要求の᭷↓にかかわらࡎ、必要な応援ᥐ置を行うものとする。 

（ᣦᶒ） 

第５条 応援区ᕷの職員等は、被災区ᕷの長のᣦ下に入り行動するものとする。 

（応援⤒㈝の負担） 

第㸴条 応援に要した㈝⏝は、法௧その他に特ẁの定めがある場合のほか、応援を要求したഃの

負担とするものとし、その㢠にࡘいては方で協㆟してỴ定する。 

（連絡の❆ཱྀ） 

第㸵条 相互応援に関する連絡担ᙜ部ᒁは、⏥においては地域⯆部㜵災ㄢ、எにおいては⥲ົ

部⥲ົㄢとし、災害が発生したときは、相互に連絡するものとする。 

（資料の） 

第㸶条 ⏥及びஎは、この規定に基づく応援が円滑に行われるよう地域㜵災ィ⏬その他必要な資

料を相互にするものとする。 

（その他） 

第㸷条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、⏥及びஎがその㒔

ᗘ協㆟して定めるものとする。 

第10条 この協定は、ᖹ成㸶ᖺ㸵᭶29᪥からຠ力を発生するものとする。 
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102．ᮾி㒔୰ኸ区ᒣᙧ┴ᮾ᰿ᕷの災害時相互援ຓ協定᭩（本文178頁)  
 

（㊃᪨） 

第１条 ᮾி㒔୰ኸ区（以下「⏥」という。）とᒣᙧ┴ᮾ᰿ᕷ（以下「எ」という。）とはዲ㒔

ᕷ提携の⢭⚄に基づき、災害における応急対策及び復旧対策に関し、この協定に定めるとこ

 。により相互に援ຓ協力を行うものとするࢁ

（応援要請） 

第２条 ⏥又はஎは、前条の規定により援ຓ協力要請を受けた場合は、要請の内容に従って、応

援するようにດめるものとする。 

（応援の✀㢮） 

第３条 応援の✀㢮は、次のとおりとする。 

１ 食料、㣧料Ỉ及び生活必㟂物資୪びにその供⤥に必要な資ჾ材の提供 

２ 被災⪅の救出、་⒪、㜵及び施設の応急復旧等に必要な資ჾ材の提供 

３ 救ㆤ及び救ຓ活動に必要な㌴୧等の提供 

４ 救ຓ及び応急復旧に必要な་⒪職、ᢏ⾡職、ᢏ能職及び事ົ職職員の派遣 

５ 被災⪅の一容のための施設の提供 

６ 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

（㍺㏦） 

第４条 応急物資の㍺㏦は、供⤥を要請したഃが行うものとする。 

 たࡔし、特別の⌮⏤により要請したഃにおいて㍺㏦がᅔ㞴な≧ἣにある場合は、協㆟によりそ

の㍺㏦を供⤥するഃに౫㢗することができる。 

（⤒㈝） 

第５条 応急物資の供⤥に要する㈝⏝（㍺㏦㈝をྵࡴ。）は、ᙜヱ供⤥を要請したഃが負担する

ものとし、その㢠にࡘいては方で協㆟してỴ定する。 

（協㆟） 

第㸴条 この協定のゎ㔘にࡘいて⩏が生ࡌた場合及びこの協定に定めのない事項にࡘいては、

方協㆟のうえỴ定するものとする。 

 

 以ୖ協定⥾⤖のドとして、本協定᭩２㏻をస成し、⏥、எ⨫ྡのうえ各１㏻をಖ᭷する。 

 

  ᖹ成㸵ᖺ㸵᭶５᪥ 

 

 

⏥  ᮾி㒔୰ኸ区長 

 

எ  ᒣᙧ┴ᮾ᰿ᕷ長 
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103．ᮾி㒔୰ኸ区ᒸᒣ┴⋢㔝ᕷの災害時相互援ຓ協定᭩（本文178頁） 
 

（㊃᪨） 

第１条 この協定は、ᮾி㒔୰ኸ区（以下「⏥」という。）又はᒸᒣ┴⋢㔝ᕷ（以下「எ」とい

う。）の区域内において災害が発生し、被災した⏥又はஎ（以下「被災区ᕷ」という。）が༢独

では十分に被災⪅の救ㆤ等の応急ᥐ置ができない場合に、災害対策基本法（36ᖺ法ᚊ➨223

号）➨67条➨１項の規定に基づく被災区ᕷの応援要求に対して、応援ᥐ置を円滑に㐙行するた

め、必要な事項を定めるものとする。 

（応援の✀㢮） 

第２条 応援の✀㢮は、次のとおりとする。 

一 被災⪅の救出、་⒪、㜵及びこれらを行うための施設の応急復旧等に必要な資ჾ材及び

物資の提供 

 食料、㣧料Ỉ、生活必㟂物資及びその供⤥に必要な資ჾ材の提供 

୕ 救援及び救ຓ活動に必要な㌴୧等の提供 

ᅄ 救ຓ及び応急復旧に必要な་⒪職、ᢏ⾡職、ᢏ能職及び事ົ職職員等の派遣 

 被災⪅の一容のための施設の提供 

භ 前各号に定めるもののほか、特に要求のあった事項 

（応援要求のᡭ⥆） 

第３条 被災区ᕷは、次の事項を᫂らかにして、ᩥ᭩により応援を要求するものとする。 

一 被害の≧ἣ 

 前条➨１号から➨３号に掲げるものの資ჾ材等の✀㢮及びᩘ㔞 

୕ 前条➨４号に掲げるものの職✀別ே員 

ᅄ 応援の場所及び応援の場所への⤒㊰ 

 応援の期間 

භ 前各号に定めるもののほか、必要な事項 

（⥭急応援） 

第４条 応援をしようとする区ᕷ（以下「応援区ᕷ」という。）は、事ែが⥭急を要すると判断

したときは、応援要求の᭷↓にかかわらࡎ、必要な応援ᥐ置を行うものとする。 

（ᣦᶒ） 

第５条 応援区ᕷの職員等は、被災区ᕷの長のᣦ下に入り行動するものとする。 

（応援⤒㈝の負担） 

第㸴条 応援に要した㈝⏝は、法௧その他に特ẁの定めがある場合のほか、応援を要求したഃの

負担とするものとし、その㢠にࡘいては方で協㆟してỴ定する。 

（連絡の❆ཱྀ） 

第㸵条 相互応援に関する連絡担ᙜ部ᒁは、⏥においては地域⯆部㜵災ㄢ、எにおいては⥲ົ

部⥲ົㄢとし、災害が発生したときは、相互に連絡するものとする。 

（資料の） 

第㸶条 ⏥及びஎは、この規定に基づく応援が円滑に行われるよう地域㜵災ィ⏬その他必要な資

料を相互にするものとする。 

（その他） 

第㸷条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、⏥及びஎがその㒔

ᗘ協㆟して定めるものとする。 

第10条 この協定は、ᖹ成㸶ᖺ㸵᭶29᪥からຠ力を発生するものとする。 
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 以ୖ協定⥾⤖のドとして、本協定᭩２㏻をస成し、⏥எ⨫ྡのうえ、各自その１㏻をಖ᭷する。 

 

  ᖹ成㸶ᖺ㸵᭶29᪥ 

 

 

⏥  ᮾி㒔୰ኸ区 

௦⾲⪅ ᮾி㒔୰ኸ区長 

 

எ  ᒸᒣ┴⋢㔝ᕷ 

௦⾲⪅ ᒸᒣ┴⋢㔝ᕷ長 
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104．ᮾி㒔୰ኸ区༓ⴥ┴㖯Ꮚᕷの災害時相互援ຓ協定᭩（本文178頁） 
 

（㊃᪨） 

第１条 ᮾி㒔୰ኸ区と༓ⴥ┴㖯Ꮚᕷは、いࡎれかの区域内において災害が発生した場合に災害

対策基本法（36ᖺ法ᚊ➨223号）➨67条➨１項の規定に基づく被災したഃの応援要請に対

して、応急対策及び復旧対策が円滑に㐙行されるよう相互の応援にࡘいて、必要な事項を定め

るものとする。 

（応援の✀㢮） 

第２条 応援の✀㢮は、次のとおりとする。 

(1)  被災⪅の救出、་⒪、㜵୪びにこれらを行うための施設の応急復旧等に必要な資機材

及び物資の提供 

 (2)   食料、㣧料Ỉ、生活必㟂物資及びその供⤥に必要な資機材の提供 

 (3)   救援、救ຓ及び応急復旧活動に必要な㌴୧等の提供 

 (4)   救ຓ及び応急復旧に必要な職員等の派遣 

 (5)   被災⪅の一容のための施設の提供 

 (6)   前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援要請のᡭ⥆） 

第３条 被災したഃは、次の事項を᫂らかにして、ᩥ᭩により応援を要請するものとする。たࡔ

し、⥭急の場合には、㟁ヰ又はその他の方法をもって要請することができ、事後にᩥ᭩を提出

するものとする。 

(1)   被害の≧ἣ 

(2)   前条➨１号から➨３号ࡲでに規定する資機材等の✀㢮及びᩘ㔞 

(3)   前条➨４号に規定する職員等の職✀別ே員 

(4)   応援の場所及びその⤒㊰ 

(5)   応援の期間 

(6)   前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（㍺㏦） 

第４条 応急物資の㍺㏦は、ᙜヱ応急物資の供⤥を要請したഃが行うものとする。たࡔし、特別

の⌮⏤によりᙜヱ応急物資の供⤥を要請したഃにおいて㍺㏦がᅔ㞴な≧ἣにある場合は、協㆟

によりその㍺㏦を供⤥するഃに౫㢗することができる。 

（⥭急応援） 

第５条 応援をするഃは、事ែが⥭急を要すると判断したときは、応援要請の᭷↓にかかわらࡎ、

必要な応急ᥐ置を行うものとする。 

（ᣦᶒ） 

第㸴条 応援をするഃの職員等は、応援を要請したഃの長のᣦ下に入り、行動するものとする。 

（応援⤒㈝の負担） 

第㸵条 応援に要した㈝⏝は、法௧その他に特ẁの定めがある場合のほか、応援を要請したഃの

負担とし、その㢠にࡘいては方で協㆟してỴ定する。 

２ 応援を要請するഃが、⤒㈝を支ᘚするいとࡲがなく、かࡘ要請があった場合は、応援をする

ഃが一❧᭰支ᘚするものとする。 

（連絡㈐௵⪅） 

第㸶条 ➨３条に規定する応援ᡭ⥆が☜実かࡘ円滑に行われるよう、方あらかࡌめ連絡㈐௵⪅

を定めておくものとする。 

（その他） 

第㸷条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、方がその㒔ᗘ協

㆟して定めるものとする。 

第10条 この協定は、ᖹ成19ᖺ１᭶29᪥からᖹ成20ᖺ３᭶31᪥ࡲでとする。たࡔし、期間‶の

᪥の３か᭶前ࡲでに、ᮾி㒔୰ኸ区、༓ⴥ┴㖯Ꮚᕷからなࢇらかの⏦出がないときは、この協

定は、１ᖺ間ᘏ長されたものとࡳなし、以後このによる。 
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 以ୖ協定⥾⤖のドとして、本協定᭩２㏻をస成し、⏥எ⨫ྡのうえ、各自その１㏻をಖ᭷する。 

 

  ᖹ成㸶ᖺ㸵᭶29᪥ 

 

 

⏥  ᮾி㒔୰ኸ区 

௦⾲⪅ ᮾி㒔୰ኸ区長 

 

எ  ᒸᒣ┴⋢㔝ᕷ 

௦⾲⪅ ᒸᒣ┴⋢㔝ᕷ長 
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104．ᮾி㒔୰ኸ区༓ⴥ┴㖯Ꮚᕷの災害時相互援ຓ協定᭩（本文178頁） 
 

（㊃᪨） 

第１条 ᮾி㒔୰ኸ区と༓ⴥ┴㖯Ꮚᕷは、いࡎれかの区域内において災害が発生した場合に災害

対策基本法（36ᖺ法ᚊ➨223号）➨67条➨１項の規定に基づく被災したഃの応援要請に対

して、応急対策及び復旧対策が円滑に㐙行されるよう相互の応援にࡘいて、必要な事項を定め

るものとする。 

（応援の✀㢮） 

第２条 応援の✀㢮は、次のとおりとする。 

(1)  被災⪅の救出、་⒪、㜵୪びにこれらを行うための施設の応急復旧等に必要な資機材

及び物資の提供 

 (2)   食料、㣧料Ỉ、生活必㟂物資及びその供⤥に必要な資機材の提供 

 (3)   救援、救ຓ及び応急復旧活動に必要な㌴୧等の提供 

 (4)   救ຓ及び応急復旧に必要な職員等の派遣 

 (5)   被災⪅の一容のための施設の提供 

 (6)   前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援要請のᡭ⥆） 

第３条 被災したഃは、次の事項を᫂らかにして、ᩥ᭩により応援を要請するものとする。たࡔ

し、⥭急の場合には、㟁ヰ又はその他の方法をもって要請することができ、事後にᩥ᭩を提出

するものとする。 

(1)   被害の≧ἣ 

(2)   前条➨１号から➨３号ࡲでに規定する資機材等の✀㢮及びᩘ㔞 

(3)   前条➨４号に規定する職員等の職✀別ே員 

(4)   応援の場所及びその⤒㊰ 

(5)   応援の期間 

(6)   前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（㍺㏦） 

第４条 応急物資の㍺㏦は、ᙜヱ応急物資の供⤥を要請したഃが行うものとする。たࡔし、特別

の⌮⏤によりᙜヱ応急物資の供⤥を要請したഃにおいて㍺㏦がᅔ㞴な≧ἣにある場合は、協㆟

によりその㍺㏦を供⤥するഃに౫㢗することができる。 

（⥭急応援） 

第５条 応援をするഃは、事ែが⥭急を要すると判断したときは、応援要請の᭷↓にかかわらࡎ、

必要な応急ᥐ置を行うものとする。 

（ᣦᶒ） 

第㸴条 応援をするഃの職員等は、応援を要請したഃの長のᣦ下に入り、行動するものとする。 

（応援⤒㈝の負担） 

第㸵条 応援に要した㈝⏝は、法௧その他に特ẁの定めがある場合のほか、応援を要請したഃの

負担とし、その㢠にࡘいては方で協㆟してỴ定する。 

２ 応援を要請するഃが、⤒㈝を支ᘚするいとࡲがなく、かࡘ要請があった場合は、応援をする

ഃが一❧᭰支ᘚするものとする。 

（連絡㈐௵⪅） 

第㸶条 ➨３条に規定する応援ᡭ⥆が☜実かࡘ円滑に行われるよう、方あらかࡌめ連絡㈐௵⪅

を定めておくものとする。 

（その他） 

第㸷条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、方がその㒔ᗘ協

㆟して定めるものとする。 

第10条 この協定は、ᖹ成19ᖺ１᭶29᪥からᖹ成20ᖺ３᭶31᪥ࡲでとする。たࡔし、期間‶の

᪥の３か᭶前ࡲでに、ᮾி㒔୰ኸ区、༓ⴥ┴㖯Ꮚᕷからなࢇらかの⏦出がないときは、この協

定は、１ᖺ間ᘏ長されたものとࡳなし、以後このによる。 
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 以ୖ協定⥾⤖のドとして、本協定᭩２㏻をస成し、方が⨫ྡのうえ、各自その１㏻をಖ᭷す

る。 

 

  ᖹ成19ᖺ１᭶29᪥ 

 

 

                   ᮾி㒔୰ኸ区築地一目１␒１号 

                   ᮾி㒔୰ኸ区 

                   ᮾி㒔୰ኸ区長 

 

                   ༓ⴥ┴㖯Ꮚᕷⱝᐑ⏫１␒地の１ 

                   ༓ⴥ┴㖯Ꮚᕷ 

                   ༓ⴥ┴㖯Ꮚᕷ長 
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105．ᮾி㒔୰ኸ区ᐑᇛ┴▼ᕳᕷの災害時相互援ຓ協定᭩（本文178頁） 
 

（㊃᪨） 

第１条 ᮾி㒔୰ኸ区とᐑᇛ┴▼ᕳᕷとは、いࡎれかの区域内において災害が発生した場合に災

害対策基本法（36ᖺ法ᚊ➨223号）➨67条➨１項の規定に基づく被災したഃの応援要請に

対して、応急対策及び復旧対策が円滑に㐙行されるよう相互の応援にࡘいて、必要な事項を定

めるものとする。 

（応援の✀㢮） 

第２条 応援の✀㢮は、次のとおりとする。 

（１）被災⪅の救出、་⒪、㜵及びこれらを行うための施設の応急復旧等に必要な資ჾ材及

び物資の提供 

（２）食料、㣧料Ỉ、生活必㟂物資及びこれらの供⤥に必要な資ჾ材の提供 

（３）救援、救ຓ及び応急復旧活動に必要な㌴୧等の提供 

（４）救ຓ及び応急復旧に必要な職員等の派遣 

（５）被災⪅の一容のための施設の提供 

（６）前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援要請のᡭ⥆） 

第３条 被災したഃは、次に掲げる事項を᫂らかにして、ᩥ ᭩により応援を要請するものとする。

たࡔし、⥭急の場合には、㟁ヰ又はその他の方法をもって要請することができ、事後にᩥ᭩を

提出するものとする。 

（１）被害の≧ἣ 

（２）前条➨１号から➨３号ࡲでに規定する資ჾ材等の✀㢮及びᩘ㔞 

（３）前条➨４号に規定する職員等の職✀別ே員 

（４）応援の場所及びその⤒㊰ 

（５）応援の期間 

（６）前各号に掲げるもののほか、被災したഃが必要とする事項 

（㍺㏦） 

第４条 応急物資の㍺㏦は、ᙜヱ応急物資の供⤥を要請したഃが行うものとする。たࡔし、特別

の⌮⏤によりᙜヱ応急物資の供⤥を要請したഃにおいて㍺㏦がᅔ㞴な≧ἣにある場合は、協㆟

によりその㍺㏦を供⤥するഃに౫㢗することができる。 

（⥭急応援） 

第５条 応援をするഃは、事ែが⥭急を要すると判断したときは、➨３条に規定する応援要請の

᭷↓にかかわらࡎ、必要な応援ᥐ置を行うものとする。 

（ᣦᶒ） 

第㸴条 応援をするഃの職員等は、応援を要請したഃの長のᣦ下に入り、行動するものとする。 

（応援⤒㈝の負担） 

第㸵条 応援に要した㈝⏝は、法௧その他に特ẁの定めがある場合のほか、応援を要請したഃの

負担とし、その㢠にࡘいては方で協㆟してỴ定する。 

２ 応援を要請するഃが、⤒㈝を支ᘚするいとࡲがなく、かࡘ、要請があった場合は、応援をす

るഃが一❧᭰支ᘚするものとする。 

（連絡㈐௵⪅） 

第㸶条 ➨３条に規定する応援ᡭ⥆が☜実かࡘ円滑に行われるよう、方あらかࡌめ連絡㈐௵⪅

を定めておくものとする。 

（協㆟） 

第㸷条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、方がその㒔ᗘ協

㆟のୖ、Ỵ定するものとする。 

（᭷ຠ期間） 

第10条 この協定の᭷ຠ期間は、ᖹ成24ᖺ４᭶５᪥からᖹ成25ᖺ３᭶31᪥ࡲでとする。たࡔし、

期間‶の᪥の３か᭶前ࡲでに、ᮾி㒔୰ኸ区、ᐑᇛ┴▼ᕳᕷからなࢇらかの⏦出がないとき

は、この協定は、１ᖺ間ᘏ長されたものとࡳなし、以後このによる。 

 以ୖ協定⥾⤖のドとして、本協定᭩２㏻をస成し、方が⨫ྡのうえ、各自その１㏻をಖ᭷す
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 以ୖ協定⥾⤖のドとして、本協定᭩２㏻をస成し、方が⨫ྡのうえ、各自その１㏻をಖ᭷す

る。 

 

  ᖹ成19ᖺ１᭶29᪥ 

 

 

                   ᮾி㒔୰ኸ区築地一目１␒１号 

                   ᮾி㒔୰ኸ区 

                   ᮾி㒔୰ኸ区長 

 

                   ༓ⴥ┴㖯Ꮚᕷⱝᐑ⏫１␒地の１ 

                   ༓ⴥ┴㖯Ꮚᕷ 

                   ༓ⴥ┴㖯Ꮚᕷ長 
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105．ᮾி㒔୰ኸ区ᐑᇛ┴▼ᕳᕷの災害時相互援ຓ協定᭩（本文178頁） 
 

（㊃᪨） 

第１条 ᮾி㒔୰ኸ区とᐑᇛ┴▼ᕳᕷとは、いࡎれかの区域内において災害が発生した場合に災

害対策基本法（36ᖺ法ᚊ➨223号）➨67条➨１項の規定に基づく被災したഃの応援要請に

対して、応急対策及び復旧対策が円滑に㐙行されるよう相互の応援にࡘいて、必要な事項を定

めるものとする。 

（応援の✀㢮） 

第２条 応援の✀㢮は、次のとおりとする。 

（１）被災⪅の救出、་⒪、㜵及びこれらを行うための施設の応急復旧等に必要な資ჾ材及

び物資の提供 

（２）食料、㣧料Ỉ、生活必㟂物資及びこれらの供⤥に必要な資ჾ材の提供 

（３）救援、救ຓ及び応急復旧活動に必要な㌴୧等の提供 

（４）救ຓ及び応急復旧に必要な職員等の派遣 

（５）被災⪅の一容のための施設の提供 

（６）前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援要請のᡭ⥆） 

第３条 被災したഃは、次に掲げる事項を᫂らかにして、ᩥ ᭩により応援を要請するものとする。

たࡔし、⥭急の場合には、㟁ヰ又はその他の方法をもって要請することができ、事後にᩥ᭩を

提出するものとする。 

（１）被害の≧ἣ 

（２）前条➨１号から➨３号ࡲでに規定する資ჾ材等の✀㢮及びᩘ㔞 

（３）前条➨４号に規定する職員等の職✀別ே員 

（４）応援の場所及びその⤒㊰ 

（５）応援の期間 

（６）前各号に掲げるもののほか、被災したഃが必要とする事項 

（㍺㏦） 

第４条 応急物資の㍺㏦は、ᙜヱ応急物資の供⤥を要請したഃが行うものとする。たࡔし、特別

の⌮⏤によりᙜヱ応急物資の供⤥を要請したഃにおいて㍺㏦がᅔ㞴な≧ἣにある場合は、協㆟

によりその㍺㏦を供⤥するഃに౫㢗することができる。 

（⥭急応援） 

第５条 応援をするഃは、事ែが⥭急を要すると判断したときは、➨３条に規定する応援要請の

᭷↓にかかわらࡎ、必要な応援ᥐ置を行うものとする。 

（ᣦᶒ） 

第㸴条 応援をするഃの職員等は、応援を要請したഃの長のᣦ下に入り、行動するものとする。 

（応援⤒㈝の負担） 

第㸵条 応援に要した㈝⏝は、法௧その他に特ẁの定めがある場合のほか、応援を要請したഃの

負担とし、その㢠にࡘいては方で協㆟してỴ定する。 

２ 応援を要請するഃが、⤒㈝を支ᘚするいとࡲがなく、かࡘ、要請があった場合は、応援をす

るഃが一❧᭰支ᘚするものとする。 

（連絡㈐௵⪅） 

第㸶条 ➨３条に規定する応援ᡭ⥆が☜実かࡘ円滑に行われるよう、方あらかࡌめ連絡㈐௵⪅

を定めておくものとする。 

（協㆟） 

第㸷条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、方がその㒔ᗘ協

㆟のୖ、Ỵ定するものとする。 

（᭷ຠ期間） 

第10条 この協定の᭷ຠ期間は、ᖹ成24ᖺ４᭶５᪥からᖹ成25ᖺ３᭶31᪥ࡲでとする。たࡔし、

期間‶の᪥の３か᭶前ࡲでに、ᮾி㒔୰ኸ区、ᐑᇛ┴▼ᕳᕷからなࢇらかの⏦出がないとき

は、この協定は、１ᖺ間ᘏ長されたものとࡳなし、以後このによる。 

 以ୖ協定⥾⤖のドとして、本協定᭩２㏻をస成し、方が⨫ྡのうえ、各自その１㏻をಖ᭷す
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る。 

 

  ᖹ成２４ᖺ４᭶５᪥ 

 

 

ᮾி㒔୰ኸ区築地一目１␒１号 

ᮾி㒔୰ኸ区 

ᮾி㒔୰ኸ区長 

 

ᐑᇛ┴▼ᕳᕷ✐⏫１４␒１号 

ᐑᇛ┴▼ᕳᕷ 

ᐑᇛ┴▼ᕳᕷ長 
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106．ᮾி㒔୰ኸ区ᒣ┴ᐩኈἙཱྀ†⏫の災害時相互援ຓ協定᭩（本文178頁） 
 

（㊃᪨） 

第１条 ᮾி㒔୰ኸ区（以下「୰ኸ区」という。）とᒣ┴ᐩኈἙཱྀ†⏫（以下「ᐩኈἙཱྀ†⏫」

という。）は、いࡎれかの区域内において災害が発生した場合に災害対策基本法（36ᖺ法

ᚊ➨223号）➨67条➨１項の規定に基づく被災したഃの応援要請に対して、応急対策及び復旧

対策が円滑に㐙行されるよう相互の応援にࡘいて、必要な事項を定めるものとする。 

（応援の✀㢮） 

第２条 応援の✀㢮は、次のとおりとする。 

(1)  被災⪅の救出、་⒪、㜵୪びにこれらを行うための施設の応急復旧等に必要な資機材

及び物資の提供 

(2)  食料、㣧料Ỉ、生活必㟂物資及びその供⤥に必要な資機材の提供 

(3)  救援、救ຓ及び応急復旧活動に必要な㌴୧等の提供 

(4)  救ຓ及び応急復旧に必要な職員等の派遣 

(5)  被災⪅の一容のための施設の提供 

 の௦⌮掲㍕その他災害の情報発ಙ協力ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍  (6)

(7)  前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援要請のᡭ⥆） 

第３条 被災したഃは、次の事項を᫂らかにして、ᩥ᭩により応援を要請するものとする。たࡔ

し、⥭急の場合には、㟁ヰ又はその他の方法をもって要請することができ、事後にᩥ᭩を提出

するものとする。 

(1)  被害の≧ἣ 

(2)  前条➨１号から➨３号ࡲでに規定する資機材等の✀㢮及びᩘ㔞 

(3)  前条➨４号に規定する職員等の職✀別ே員 

(4)  応援の場所及びその⤒㊰ 

(5)  応援の期間 

(6)  前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（㍺㏦） 

第４条 応急物資の㍺㏦は、ᙜヱ応急物資の供⤥を要請したഃが行うものとする。たࡔし、特別

の⌮⏤によりᙜヱ応急物資の供⤥を要請したഃにおいて㍺㏦がᅔ㞴な≧ἣにある場合は、協㆟

によりその㍺㏦を供⤥するഃに౫㢗することができる。 

（⥭急応援） 

第５条 応援をするഃは、事ែが⥭急を要すると判断したときは、応援要請の᭷↓にかかわらࡎ、

必要な応急ᥐ置を行うものとする。 

（ᣦᶒ） 

第㸴条 応援をするഃの職員等は、応援を要請したഃの長のᣦ下に入り、行動するものとする。 

（応援⤒㈝の負担） 

第㸵条 応援に要した㈝⏝は、法௧その他に特ẁの定めがある場合のほか、応援を要請したഃの

負担とし、その㢠にࡘいては方で協㆟してỴ定する。 

２ 応援を要請するഃが⤒㈝を支ᘚするいとࡲがない場合は、応援をするഃが一❧て᭰えて支

ᘚするものとする。 

（連絡㈐௵⪅） 

第㸶条 ➨３条に規定する応援ᡭ⥆が☜実かࡘ円滑に行われるよう、方があらかࡌめ連絡㈐௵

⪅を定めておくものとする。 

（その他） 

第㸷条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、方がその㒔ᗘ協

㆟して定めるものとする。 

第10条 この協定の᭷ຠ期間は、ᖹ成26ᖺ11᭶４᪥からᖹ成27ᖺ３᭶31᪥ࡲでとする。たࡔし、

期間‶の᪥の３か᭶前ࡲでに、୰ኸ区又はᐩኈἙཱྀ†⏫からఱらかの⏦出がないときは、こ

の協定は、１ᖺ間ᘏ長されたものとࡳなし、以後このによる。 
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る。 

 

  ᖹ成２４ᖺ４᭶５᪥ 

 

 

ᮾி㒔୰ኸ区築地一目１␒１号 

ᮾி㒔୰ኸ区 

ᮾி㒔୰ኸ区長 

 

ᐑᇛ┴▼ᕳᕷ✐⏫１４␒１号 

ᐑᇛ┴▼ᕳᕷ 

ᐑᇛ┴▼ᕳᕷ長 
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106．ᮾி㒔୰ኸ区ᒣ┴ᐩኈἙཱྀ†⏫の災害時相互援ຓ協定᭩（本文178頁） 
 

（㊃᪨） 

第１条 ᮾி㒔୰ኸ区（以下「୰ኸ区」という。）とᒣ┴ᐩኈἙཱྀ†⏫（以下「ᐩኈἙཱྀ†⏫」

という。）は、いࡎれかの区域内において災害が発生した場合に災害対策基本法（36ᖺ法

ᚊ➨223号）➨67条➨１項の規定に基づく被災したഃの応援要請に対して、応急対策及び復旧

対策が円滑に㐙行されるよう相互の応援にࡘいて、必要な事項を定めるものとする。 

（応援の✀㢮） 

第２条 応援の✀㢮は、次のとおりとする。 

(1)  被災⪅の救出、་⒪、㜵୪びにこれらを行うための施設の応急復旧等に必要な資機材

及び物資の提供 

(2)  食料、㣧料Ỉ、生活必㟂物資及びその供⤥に必要な資機材の提供 

(3)  救援、救ຓ及び応急復旧活動に必要な㌴୧等の提供 

(4)  救ຓ及び応急復旧に必要な職員等の派遣 

(5)  被災⪅の一容のための施設の提供 

 の௦⌮掲㍕その他災害の情報発ಙ協力ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍  (6)

(7)  前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援要請のᡭ⥆） 

第３条 被災したഃは、次の事項を᫂らかにして、ᩥ᭩により応援を要請するものとする。たࡔ

し、⥭急の場合には、㟁ヰ又はその他の方法をもって要請することができ、事後にᩥ᭩を提出

するものとする。 

(1)  被害の≧ἣ 

(2)  前条➨１号から➨３号ࡲでに規定する資機材等の✀㢮及びᩘ㔞 

(3)  前条➨４号に規定する職員等の職✀別ே員 

(4)  応援の場所及びその⤒㊰ 

(5)  応援の期間 

(6)  前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（㍺㏦） 

第４条 応急物資の㍺㏦は、ᙜヱ応急物資の供⤥を要請したഃが行うものとする。たࡔし、特別

の⌮⏤によりᙜヱ応急物資の供⤥を要請したഃにおいて㍺㏦がᅔ㞴な≧ἣにある場合は、協㆟

によりその㍺㏦を供⤥するഃに౫㢗することができる。 

（⥭急応援） 

第５条 応援をするഃは、事ែが⥭急を要すると判断したときは、応援要請の᭷↓にかかわらࡎ、

必要な応急ᥐ置を行うものとする。 

（ᣦᶒ） 

第㸴条 応援をするഃの職員等は、応援を要請したഃの長のᣦ下に入り、行動するものとする。 

（応援⤒㈝の負担） 

第㸵条 応援に要した㈝⏝は、法௧その他に特ẁの定めがある場合のほか、応援を要請したഃの

負担とし、その㢠にࡘいては方で協㆟してỴ定する。 

２ 応援を要請するഃが⤒㈝を支ᘚするいとࡲがない場合は、応援をするഃが一❧て᭰えて支

ᘚするものとする。 

（連絡㈐௵⪅） 

第㸶条 ➨３条に規定する応援ᡭ⥆が☜実かࡘ円滑に行われるよう、方があらかࡌめ連絡㈐௵

⪅を定めておくものとする。 

（その他） 

第㸷条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、方がその㒔ᗘ協

㆟して定めるものとする。 

第10条 この協定の᭷ຠ期間は、ᖹ成26ᖺ11᭶４᪥からᖹ成27ᖺ３᭶31᪥ࡲでとする。たࡔし、

期間‶の᪥の３か᭶前ࡲでに、୰ኸ区又はᐩኈἙཱྀ†⏫からఱらかの⏦出がないときは、こ

の協定は、１ᖺ間ᘏ長されたものとࡳなし、以後このによる。 
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 以ୖ、協定⥾⤖のドとして、本協定᭩２㏻をస成し、方が⨫ྡのୖ、各自その１㏻をಖ᭷す

る。 

 

  ᖹ成26ᖺ11᭶４᪥ 

 

 

ᮾி㒔୰ኸ区築地一目１␒１号 

୰ኸ区 

୰ኸ区長 

 

ᒣ┴༡㒔␃㒆ᐩኈἙཱྀ†⏫⯪ὠ1700␒地 

ᒣ┴ᐩኈἙཱྀ†⏫ 

ᒣ┴ᐩኈἙཱྀ†⏫長 
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107．災害対策用備蓄物資の有効活用の協力に関する覚書（本文264頁） 
 

中央区（以下「甲」という。）と一般社団法人日本非常食推進機構（以下「乙」という。）は、

甲が保有する賞味期限又は消費期限が迫った災害対策用備蓄物資（以下「備蓄物資」という。）

を有効に活用するため、相互に協力するものとし、その内容について覚書を取り交わす。 

（目的） 

第１条 この覚書は、甲が備蓄物資を乙の行う防災啓発活動、生活支援活動、人道支援活動等の

ために乙に譲渡することにより、地域の防災力、福祉等の向上を図るとともに、備蓄物資を有

効に活用し、廃棄食料の削減に資することを目的とする。 

（備蓄物資の活用） 

第２条 甲は、備蓄物資を譲渡する時期、量等について乙と協議し、双方合意の上、甲が乙に当

該備蓄物資を譲渡する。 

２ 乙は前項の規定により甲から譲渡された備蓄物資（以下「譲渡された備蓄物資」という。）

を第５条に掲げる事業に活用できるものとする。 

３ 乙は、譲渡された備蓄物資の活用に当たっては、有効性及び効率性に配慮するものとする。 

（無償譲渡等） 

第３条 甲は、前条第１項の規定により乙に備蓄物資を譲渡するときは、無償で譲渡するものと

する。 

２ 乙は、譲渡された備蓄物資を転売し、又は金銭その他の有価物と交換してはならず、甲に対

しその旨を誓約するものとする。 

３ 乙は、甲乙間で特別の定めがない限り、譲渡された備蓄物資を甲に返品することはできない

ものとする。 

（備蓄物資の譲渡場所等） 

第４条 備蓄物資の譲渡は、甲の指定する場所で行い、当該譲渡に係る当該場所までの運搬費に

ついては、甲の負担とし、その他の譲渡に係る経費については、乙の負担で行うものとする。 

（対象事業） 

第５条 乙は、譲渡された備蓄物資を次に掲げる事業に活用することができる。 

（１）中央区民や中央区の区域内の在勤、在学者等を対象として実施する防災啓発活動等 

（２）甲が認める乙又は乙が他の団体と協力して行う防災啓発活動等 

（３）被災地又はそれに準ずる場所で行う人道支援活動 

（４）社会福祉法人、ＮＰＯ法人等が実施する生活支援等の非営利活動 

（５）前各号に掲げるもののほか、乙の行う活動のうち甲が必要と認めるもの 

（実施報告） 

第６条 乙は、前条各号に掲げる事業において、譲渡された備蓄物資を活用したときは、速やか

に甲に対してその報告を行うものとする。 

（甲及び乙の責務） 

第７条 甲は、第２条第１項の規定により乙に譲渡する備蓄物資が、適切な保管方法で管理され

ていたことを保証する。 

２ 譲渡後の備蓄物資に食品衛生上の問題等の事故が発生したときは、乙の責任とする。 
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 以ୖ、協定⥾⤖のドとして、本協定᭩２㏻をస成し、方が⨫ྡのୖ、各自その１㏻をಖ᭷す

る。 

 

  ᖹ成26ᖺ11᭶４᪥ 

 

 

ᮾி㒔୰ኸ区築地一目１␒１号 

୰ኸ区 

୰ኸ区長 

 

ᒣ┴༡㒔␃㒆ᐩኈἙཱྀ†⏫⯪ὠ1700␒地 

ᒣ┴ᐩኈἙཱྀ†⏫ 

ᒣ┴ᐩኈἙཱྀ†⏫長 
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107．災害対策用備蓄物資の有効活用の協力に関する覚書（本文264頁） 
 

中央区（以下「甲」という。）と一般社団法人日本非常食推進機構（以下「乙」という。）は、

甲が保有する賞味期限又は消費期限が迫った災害対策用備蓄物資（以下「備蓄物資」という。）

を有効に活用するため、相互に協力するものとし、その内容について覚書を取り交わす。 

（目的） 

第１条 この覚書は、甲が備蓄物資を乙の行う防災啓発活動、生活支援活動、人道支援活動等の

ために乙に譲渡することにより、地域の防災力、福祉等の向上を図るとともに、備蓄物資を有

効に活用し、廃棄食料の削減に資することを目的とする。 

（備蓄物資の活用） 

第２条 甲は、備蓄物資を譲渡する時期、量等について乙と協議し、双方合意の上、甲が乙に当

該備蓄物資を譲渡する。 

２ 乙は前項の規定により甲から譲渡された備蓄物資（以下「譲渡された備蓄物資」という。）

を第５条に掲げる事業に活用できるものとする。 

３ 乙は、譲渡された備蓄物資の活用に当たっては、有効性及び効率性に配慮するものとする。 

（無償譲渡等） 

第３条 甲は、前条第１項の規定により乙に備蓄物資を譲渡するときは、無償で譲渡するものと

する。 

２ 乙は、譲渡された備蓄物資を転売し、又は金銭その他の有価物と交換してはならず、甲に対

しその旨を誓約するものとする。 

３ 乙は、甲乙間で特別の定めがない限り、譲渡された備蓄物資を甲に返品することはできない

ものとする。 

（備蓄物資の譲渡場所等） 

第４条 備蓄物資の譲渡は、甲の指定する場所で行い、当該譲渡に係る当該場所までの運搬費に

ついては、甲の負担とし、その他の譲渡に係る経費については、乙の負担で行うものとする。 

（対象事業） 

第５条 乙は、譲渡された備蓄物資を次に掲げる事業に活用することができる。 

（１）中央区民や中央区の区域内の在勤、在学者等を対象として実施する防災啓発活動等 

（２）甲が認める乙又は乙が他の団体と協力して行う防災啓発活動等 

（３）被災地又はそれに準ずる場所で行う人道支援活動 

（４）社会福祉法人、ＮＰＯ法人等が実施する生活支援等の非営利活動 

（５）前各号に掲げるもののほか、乙の行う活動のうち甲が必要と認めるもの 

（実施報告） 

第６条 乙は、前条各号に掲げる事業において、譲渡された備蓄物資を活用したときは、速やか

に甲に対してその報告を行うものとする。 

（甲及び乙の責務） 

第７条 甲は、第２条第１項の規定により乙に譲渡する備蓄物資が、適切な保管方法で管理され

ていたことを保証する。 

２ 譲渡後の備蓄物資に食品衛生上の問題等の事故が発生したときは、乙の責任とする。 
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３ 甲が第２条第１項の規定により乙に譲渡した備蓄物資を㉳ᅉとして事故が発生したときは、

甲、乙及び㛵係する第୕者によりཎᅉをㄪᰝする。 

４ 甲及び乙は、前項の規定によるㄪᰝの⤖ᯝにᇶ࡙いて、適用される法௧等にᚑい、事後の対

ᛂ、発防Ṇ等について、ㄔ実に協議し、そのゎỴに当たるものとする。 

（報の交換） 

第㸶条 甲及び乙は、この覚書に定める事項をに推進するため、報交換にດめるものとす

る。 

（協議） 

第㸷条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に規定する条項のゎ㔘に⩏が生ࡌたときは、

その㒔ᗘ、甲乙協議の上、定めるものとする。 

（有効期間） 

第10条 この覚書の有効期間は、覚書⥾⤖の日から௧３ᖺ３᭶３１日までとする。たࡔし、有

効期間‶の日から３か᭶前までに甲又は乙のいずれからも書㠃によるこの覚書の⤊の意

ᛮ⾲♧がないときは、᭦に１ᖺ間ᘏ㛗するものとし、以後このによる。 

 

この覚書⥾⤖の証として本書２㏻をసᡂし、甲乙グྡᤫ༳の上、各１ࠎ㏻を保有する。 

 

௧２ᖺ１２᭶㸵日 

 

 

甲 ᮾி㒔中央区⠏地一目１␒１号 

  中央区 

  中央区㛗 

 

乙 ୕㔜┴ᅄ日ᕷᕷᾋᶫ一目４␒３号 

  一般社団法人 日本非常食推進機構 

  ௦⾲理事 
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108．㜵災用ᡞの用に関する覚書（ேᙧ⏫୍┠ⰾே㜵災） 

（本文234頁） 
 

 ᮾி㒔中央区を「甲」とし、日本ᶫ人ᙧ⏫一目ⰾ人防災会を「乙」とし、甲乙間において、

乙の所有する防災用ᡞ（タ⨨場所 ᮾி㒔中央区日本ᶫ人ᙧ⏫一目18␒地ඛ。以下「ᡞ」

という。）の災害時におࡅる用に㛵し、次のとおり覚書を⥾⤖する。 

（目的） 

第１条 この覚書は、㟈災により災害が発生した場合において、ᮾி㒔中央区❧日本ᶫᑠ学ᰯ

「防災ᣐⅬ」に㑊㞴した被災者のためのỈを☜保することによりᛂᛴ⤥Ỉ活動のを図る

ことを目的とする。 

（協力） 

第２条 乙は、前条の目的を㐩ᡂするため甲の要ㄳにᇶ࡙きᡞのỈを甲に౪⤥するとともに、

搬㏦に協力するものとする。 

（⥔ᣢ管理） 

第３条 乙は、常にᡞのタ備をⰋዲに⥔ᣢ管理するものとする。 

（経費の負担） 

第４条 前条に規定する⥔ᣢ管理に要する経費は、乙の負担により行うものとする。たࡔし、

ᡞのỈのỈ㉁᳨ᰝは、甲の負担により行うものとする。 

（協議） 

第５条 この覚書に定めがない事項又はこの覚書に⩏が࠶るときは、甲乙協議のう࠼Ỵ定する

ものとする。 

 

 上グ覚書⥾⤖の証として、本覚書㏻をసᡂし、甲乙グྡᢲ༳のう࠼各一㏻を保有する。 

 

  ᖹᡂ10ᖺ㸷᭶㸵日 

 

 

甲  ᮾி㒔中央区⠏地一目１␒１号 

ᮾி㒔中央区 

௦⾲者 中央区㛗 

 

乙  ᮾி㒔中央区日本ᶫ人ᙧ⏫一目18␒３号 

日本ᶫ人ᙧ⏫一目ⰾ人防災会 

௦⾲者 
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３ 甲が第２条第１項の規定により乙に譲渡した備蓄物資を㉳ᅉとして事故が発生したときは、

甲、乙及び㛵係する第୕者によりཎᅉをㄪᰝする。 

４ 甲及び乙は、前項の規定によるㄪᰝの⤖ᯝにᇶ࡙いて、適用される法௧等にᚑい、事後の対

ᛂ、発防Ṇ等について、ㄔ実に協議し、そのゎỴに当たるものとする。 

（報の交換） 

第㸶条 甲及び乙は、この覚書に定める事項をに推進するため、報交換にດめるものとす

る。 

（協議） 

第㸷条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に規定する条項のゎ㔘に⩏が生ࡌたときは、

その㒔ᗘ、甲乙協議の上、定めるものとする。 

（有効期間） 

第10条 この覚書の有効期間は、覚書⥾⤖の日から௧３ᖺ３᭶３１日までとする。たࡔし、有

効期間‶の日から３か᭶前までに甲又は乙のいずれからも書㠃によるこの覚書の⤊の意

ᛮ⾲♧がないときは、᭦に１ᖺ間ᘏ㛗するものとし、以後このによる。 

 

この覚書⥾⤖の証として本書２㏻をసᡂし、甲乙グྡᤫ༳の上、各１ࠎ㏻を保有する。 

 

௧２ᖺ１２᭶㸵日 

 

 

甲 ᮾி㒔中央区⠏地一目１␒１号 

  中央区 

  中央区㛗 

 

乙 ୕㔜┴ᅄ日ᕷᕷᾋᶫ一目４␒３号 

  一般社団法人 日本非常食推進機構 

  ௦⾲理事 
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108．㜵災用ᡞの用に関する覚書（ேᙧ⏫୍┠ⰾே㜵災） 

（本文234頁） 
 

 ᮾி㒔中央区を「甲」とし、日本ᶫ人ᙧ⏫一目ⰾ人防災会を「乙」とし、甲乙間において、

乙の所有する防災用ᡞ（タ⨨場所 ᮾி㒔中央区日本ᶫ人ᙧ⏫一目18␒地ඛ。以下「ᡞ」

という。）の災害時におࡅる用に㛵し、次のとおり覚書を⥾⤖する。 

（目的） 

第１条 この覚書は、㟈災により災害が発生した場合において、ᮾி㒔中央区❧日本ᶫᑠ学ᰯ

「防災ᣐⅬ」に㑊㞴した被災者のためのỈを☜保することによりᛂᛴ⤥Ỉ活動のを図る

ことを目的とする。 

（協力） 

第２条 乙は、前条の目的を㐩ᡂするため甲の要ㄳにᇶ࡙きᡞのỈを甲に౪⤥するとともに、

搬㏦に協力するものとする。 

（⥔ᣢ管理） 

第３条 乙は、常にᡞのタ備をⰋዲに⥔ᣢ管理するものとする。 

（経費の負担） 

第４条 前条に規定する⥔ᣢ管理に要する経費は、乙の負担により行うものとする。たࡔし、

ᡞのỈのỈ㉁᳨ᰝは、甲の負担により行うものとする。 

（協議） 

第５条 この覚書に定めがない事項又はこの覚書に⩏が࠶るときは、甲乙協議のう࠼Ỵ定する

ものとする。 

 

 上グ覚書⥾⤖の証として、本覚書㏻をసᡂし、甲乙グྡᢲ༳のう࠼各一㏻を保有する。 

 

  ᖹᡂ10ᖺ㸷᭶㸵日 

 

 

甲  ᮾி㒔中央区⠏地一目１␒１号 

ᮾி㒔中央区 

௦⾲者 中央区㛗 

 

乙  ᮾி㒔中央区日本ᶫ人ᙧ⏫一目18␒３号 

日本ᶫ人ᙧ⏫一目ⰾ人防災会 

௦⾲者 
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109．⤥Ỉタの⥔ᣢ⟶⌮ཬࡧ㐠用に関する協ᐃ（ࡁࡘ࠶බᅬ）（本文269頁） 

 
 ᮾி㒔を甲とし、中央区を乙とし、甲乙間において、次の条項により、⤥Ỉ施タの⥔ᣢ管理及

び運用に㛵する協定を⥾⤖する。 

（目的） 

第１条 この協定は、甲がᮾி㒔㟈災ண防条（46ᖺᮾி㒔条121号）にᇶ࡙き中央区❧

かつきබᅬ内にタ⨨した⤥Ỉ施タ（以下「⤥Ỉ施タ」という。）の⥔ᣢ管理及び運用に㛵し࠶

て必要なᇶ本的事項を定めることを目的とする。 

（協力） 

第２条 甲と乙とは、⤥Ỉ施タをタ⨨した㊃旨に㚷ࡳ、当該施タの⥔ᣢ管理及び運用について相

互に協力するものとする。 

（⥔ᣢ管理） 

第３条 甲は、⤥Ỉ施タが常にⰋዲな≧ែで用できるように⤥Ỉ施タの⥔ᣢ管理を行うものと

する。 

２ 前項の⥔ᣢ管理は、ᮾி㒔Ỉ道ᒁ㛗が実施するものとする。 

（ᛂᛴ⤥Ỉ） 

第４条 乙は、ᛂᛴ⤥Ỉを実施するために⤥Ỉ施タを用するものとする。たࡔし、災害カ⦎の

目的で用するときは、事前にᮾி㒔Ỉ道ᒁ㛗のᢎ認をᚓるものとする。 

（費用負担） 

第５条 甲は、第３条に規定する⤥Ỉ施タの⥔ᣢ管理に要する経費を負担するものとする。 

２ 乙は、⤥Ỉ施タからᛂᛴ⤥Ỉを行うために資ჾᮦを用する場合は、甲がタ⨨した資ჾᮦ以

እのものに係る経費を負担するものとする。 

（㛵㐃区） 

第６条 乙は、⤥Ỉ施タを用して行うᛂᛴ⤥Ỉに㛵して必要が࠶る場合は、㛵㐃する他の特別

区と別㏵協議するものとする。 

（実施⣽目） 

第７条 乙とᮾி㒔Ỉ道ᒁ㛗は、この協定の実施に㛵し必要な事項について協議するものとする。 

（適用期日） 

第㸶条 この協定は、59ᖺ㸶᭶15日から適用する。 

 

甲と乙とは、上グ協定⥾⤖の証として、本協定書を２㏻సᡂし、それࡒれグྡᢲ༳のう࠼、そ

の１㏻を保有する。 

 

59ᖺ㸶᭶15日 

 

 

甲  ᮾி㒔 

௦⾲者 ᮾி㒔▱事 

 

乙  中央区 

௦⾲者 中央区㛗 
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110．⤥Ỉタの⥔ᣢ⟶⌮ཬࡧ㐠用に関する協ᐃのᐇ⣽┠（ࡁࡘ࠶බᅬ）

（本文269頁） 
 

 ᮾி㒔Ỉ道ᒁ㛗（以下「甲」という。）と中央区㛗（以下「乙」という。）は、乙とᮾி㒔▱事

との間で59ᖺ㸶᭶15日⥾⤖した「⤥Ỉ施タの⥔ᣢ管理及び運用に㛵する協定」（以下「協定」

という。）第㸵条の規定にᇶ࡙ࡃ協定の実施⣽目を、次のとおり定める。 

（⤥Ỉ施タの用方法） 

第１条 乙は、協定第４条により⤥Ỉ施タを用する場合は、甲の定める「中央区❧࠶かつきබ

ᅬ内㟈災対策用ᛂᛴ⤥Ỉ施タに㛵する取ᢅ要⥘」第㸴項の規定にᚑい用しなࡅれࡤならない。

この場合において、乙は、Ỉ㉁の保୪びに⤥Ỉ施タ及び⤥Ỉ施タ内のჾල等の⥔ᣢ管理に支

㞀を及ࡰさないようにດめなࡅれࡤならない。 

（災害カ⦎に用する場合のᡭ⥆） 

第２条 協定第４条たࡔし書による甲のᢎ認ᡭ⥆等は、次の各号による。 

(1) 別⣬ᵝᘧ１に必要事項をグ㍕し、災害カ⦎実施日の㸵日前までにᮾி㒔Ỉ道ᒁ中央支所 

㛗（以下「支所㛗」という。）にᒆฟて、そのᢎ認をᚓること。 

(2) 災害カ⦎が⤊したときは、┤ちにその旨を支所㛗に㐃⤡すること。 

（責任者の㑅任） 

第３条 ⤥Ỉ施タの適ṇな用を図るため、乙は、⤥Ỉ施タの用に係る責任者を㑅任し、ᵝᘧ

２により支所㛗に㏻▱するものとする。これをኚ᭦する場合もྠᵝとする。 

（資ჾᮦの搬ධ等） 

第４条 乙は、乙の資ჾᮦを⤥Ỉ施タ内に搬ධⱝしࡃは搬ฟしようとするとき、又は搬ධした資

ჾᮦをⅬ᳨しようとするときは、ᵝᘧ３により、支所㛗に࠶らかࡌめᒆฟを行い、そのᢎ認を

ᚓなࡅれࡤならない。 

（非常用備品等の⿵） 

第５条 乙は、災害カ⦎その他により、⤥Ỉ施タ内に常備している非常用備品、ᕤලその他を費

消し、消⪖し又は◚ᦆしたときは、乙の負担において⿵しなࡅれࡤならない。 

（ᦆ害㈺償） 

第６条 乙が、故意又は㐣ኻにより、⤥Ỉ施タその他甲の管理に係る施タ及び機ჾ等にᦆ害を

 。た場合は、乙がその責を負うものとする࠼

（⩏等のゎ㔘） 

第７条 この実施⣽目のゎ㔘に⩏が生ࡌたとき又はこの実施⣽目に定めのない事項は甲乙協

議のう࠼Ỵ定するものとする。 

（適用期日） 

第㸶条 この実施⣽目は59ᖺ㸶᭶15日から適用する。 

 

甲と乙とは、上グ実施⣽目⥾⤖の証として、本書㏻をసᡂし、それࡒれグྡᢲ༳のう࠼、そ

の一㏻を保有する。 

 

59ᖺ㸶᭶15日 

 

 

甲  ᮾி㒔Ỉ道ᒁ㛗 

 

乙  中央区㛗 
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109．⤥Ỉタの⥔ᣢ⟶⌮ཬࡧ㐠用に関する協ᐃ（ࡁࡘ࠶බᅬ）（本文269頁） 

 
 ᮾி㒔を甲とし、中央区を乙とし、甲乙間において、次の条項により、⤥Ỉ施タの⥔ᣢ管理及

び運用に㛵する協定を⥾⤖する。 

（目的） 

第１条 この協定は、甲がᮾி㒔㟈災ண防条（46ᖺᮾி㒔条121号）にᇶ࡙き中央区❧

かつきබᅬ内にタ⨨した⤥Ỉ施タ（以下「⤥Ỉ施タ」という。）の⥔ᣢ管理及び運用に㛵し࠶

て必要なᇶ本的事項を定めることを目的とする。 

（協力） 

第２条 甲と乙とは、⤥Ỉ施タをタ⨨した㊃旨に㚷ࡳ、当該施タの⥔ᣢ管理及び運用について相

互に協力するものとする。 

（⥔ᣢ管理） 

第３条 甲は、⤥Ỉ施タが常にⰋዲな≧ែで用できるように⤥Ỉ施タの⥔ᣢ管理を行うものと

する。 

２ 前項の⥔ᣢ管理は、ᮾி㒔Ỉ道ᒁ㛗が実施するものとする。 

（ᛂᛴ⤥Ỉ） 

第４条 乙は、ᛂᛴ⤥Ỉを実施するために⤥Ỉ施タを用するものとする。たࡔし、災害カ⦎の

目的で用するときは、事前にᮾி㒔Ỉ道ᒁ㛗のᢎ認をᚓるものとする。 

（費用負担） 

第５条 甲は、第３条に規定する⤥Ỉ施タの⥔ᣢ管理に要する経費を負担するものとする。 

２ 乙は、⤥Ỉ施タからᛂᛴ⤥Ỉを行うために資ჾᮦを用する場合は、甲がタ⨨した資ჾᮦ以

እのものに係る経費を負担するものとする。 

（㛵㐃区） 

第６条 乙は、⤥Ỉ施タを用して行うᛂᛴ⤥Ỉに㛵して必要が࠶る場合は、㛵㐃する他の特別

区と別㏵協議するものとする。 

（実施⣽目） 

第７条 乙とᮾி㒔Ỉ道ᒁ㛗は、この協定の実施に㛵し必要な事項について協議するものとする。 

（適用期日） 

第㸶条 この協定は、59ᖺ㸶᭶15日から適用する。 

 

甲と乙とは、上グ協定⥾⤖の証として、本協定書を２㏻సᡂし、それࡒれグྡᢲ༳のう࠼、そ

の１㏻を保有する。 

 

59ᖺ㸶᭶15日 

 

 

甲  ᮾி㒔 

௦⾲者 ᮾி㒔▱事 

 

乙  中央区 

௦⾲者 中央区㛗 
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110．⤥Ỉタの⥔ᣢ⟶⌮ཬࡧ㐠用に関する協ᐃのᐇ⣽┠（ࡁࡘ࠶බᅬ）

（本文269頁） 
 

 ᮾி㒔Ỉ道ᒁ㛗（以下「甲」という。）と中央区㛗（以下「乙」という。）は、乙とᮾி㒔▱事

との間で59ᖺ㸶᭶15日⥾⤖した「⤥Ỉ施タの⥔ᣢ管理及び運用に㛵する協定」（以下「協定」

という。）第㸵条の規定にᇶ࡙ࡃ協定の実施⣽目を、次のとおり定める。 

（⤥Ỉ施タの用方法） 

第１条 乙は、協定第４条により⤥Ỉ施タを用する場合は、甲の定める「中央区❧࠶かつきබ

ᅬ内㟈災対策用ᛂᛴ⤥Ỉ施タに㛵する取ᢅ要⥘」第㸴項の規定にᚑい用しなࡅれࡤならない。

この場合において、乙は、Ỉ㉁の保୪びに⤥Ỉ施タ及び⤥Ỉ施タ内のჾල等の⥔ᣢ管理に支

㞀を及ࡰさないようにດめなࡅれࡤならない。 

（災害カ⦎に用する場合のᡭ⥆） 

第２条 協定第４条たࡔし書による甲のᢎ認ᡭ⥆等は、次の各号による。 

(1) 別⣬ᵝᘧ１に必要事項をグ㍕し、災害カ⦎実施日の㸵日前までにᮾி㒔Ỉ道ᒁ中央支所 

㛗（以下「支所㛗」という。）にᒆฟて、そのᢎ認をᚓること。 

(2) 災害カ⦎が⤊したときは、┤ちにその旨を支所㛗に㐃⤡すること。 

（責任者の㑅任） 

第３条 ⤥Ỉ施タの適ṇな用を図るため、乙は、⤥Ỉ施タの用に係る責任者を㑅任し、ᵝᘧ

２により支所㛗に㏻▱するものとする。これをኚ᭦する場合もྠᵝとする。 

（資ჾᮦの搬ධ等） 

第４条 乙は、乙の資ჾᮦを⤥Ỉ施タ内に搬ධⱝしࡃは搬ฟしようとするとき、又は搬ධした資

ჾᮦをⅬ᳨しようとするときは、ᵝᘧ３により、支所㛗に࠶らかࡌめᒆฟを行い、そのᢎ認を

ᚓなࡅれࡤならない。 

（非常用備品等の⿵） 

第５条 乙は、災害カ⦎その他により、⤥Ỉ施タ内に常備している非常用備品、ᕤලその他を費

消し、消⪖し又は◚ᦆしたときは、乙の負担において⿵しなࡅれࡤならない。 

（ᦆ害㈺償） 

第６条 乙が、故意又は㐣ኻにより、⤥Ỉ施タその他甲の管理に係る施タ及び機ჾ等にᦆ害を

 。た場合は、乙がその責を負うものとする࠼

（⩏等のゎ㔘） 

第７条 この実施⣽目のゎ㔘に⩏が生ࡌたとき又はこの実施⣽目に定めのない事項は甲乙協

議のう࠼Ỵ定するものとする。 

（適用期日） 

第㸶条 この実施⣽目は59ᖺ㸶᭶15日から適用する。 

 

甲と乙とは、上グ実施⣽目⥾⤖の証として、本書㏻をసᡂし、それࡒれグྡᢲ༳のう࠼、そ

の一㏻を保有する。 

 

59ᖺ㸶᭶15日 

 

 

甲  ᮾி㒔Ỉ道ᒁ㛗 

 

乙  中央区㛗 
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111．⤥Ỉタの⥔ᣢ⟶⌮ཬࡧ㐠用に関する協ᐃ書（ᇼ␃ඣ❺බᅬ）（本文269頁） 
 

 ᮾி㒔▱事を甲とし、中央区㛗を乙とし、甲乙間において、次の条項により、⤥Ỉ施タの⥔ᣢ

管理及び運用に㛵する協定を⥾⤖する。 

（目的） 

第１条 この協定は、甲がᮾி㒔㟈災ண防条（46ᖺᮾி㒔条第121号）にᇶ࡙き中央区

❧ᇼ␃ඣ❺බᅬ内にタ⨨した⤥Ỉ施タ（以下「⤥Ỉ施タ」という。）の⥔ᣢ管理及び運用に㛵

して必要なᇶ本的事項を定めることを目的とする。 

（協力） 

第２条 甲と乙とは、⤥Ỉ施タをタ⨨した㊃旨に㚷ࡳ、当該施タの⥔ᣢ管理及び運用について相

互に協力するものとする。 

（⥔ᣢ管理） 

第３条 甲は、⤥Ỉ施タが常にⰋዲな≧ែで用できるように⤥Ỉ施タの⥔ᣢ管理を行うものと

する。 

２ 前項の⥔ᣢ管理は、ᮾி㒔Ỉ道ᒁ㛗が実施するものとする。 

（ᛂᛴ⤥Ỉ） 

第４条 乙は、ᛂᛴ⤥Ỉを実施するために⤥Ỉ施タを用するものとする。たࡔし、災害カ⦎の

目的で用するときは、事前にᮾி㒔Ỉ道ᒁ㛗のᢎ認をᚓるものとする。 

（費用負担） 

第５条 甲は、第３条に規定する⤥Ỉ施タの⥔ᣢ管理に要する費用を負担するものとする。 

２ 乙は、⤥Ỉ施タからᛂᛴ⤥Ỉを行うために資ჾᮦを用する場合は、甲がタ⨨した資ჾᮦ以

እのものに係る費用を負担するものとする。 

（㛵㐃区） 

第６条 乙は、⤥Ỉ施タを用して行うᛂᛴ⤥Ỉに㛵して必要が࠶る場合は、㛵㐃する他の区と

別㏵協議するものとする。 

（実施⣽目） 

第７条 乙とᮾி㒔Ỉ道ᒁ㛗は、この協定の実施に㛵し必要な事項について協議するものとする。 

（適用期日） 

第㸶条 この協定は、ᖹᡂ12ᖺ４᭶１日から適用する。 

 

 甲と乙とは、上グ協定⥾⤖の証として、本協定書を２㏻సᡂし、それࡒれグྡᢲ༳のう࠼、そ

の１㏻を保有する。 

 

  ᖹᡂ12ᖺ３᭶31日 

 

 

甲  ᮾி㒔▱事 

 

乙  中央区㛗 
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112．⤥Ỉタの⥔ᣢ⟶⌮ཬࡧ㐠用に関する協ᐃのᐇ⣽┠（ᇼ␃ඣ❺බᅬ） 

（本文269頁） 
 

 ᮾி㒔Ỉ道ᒁ㛗（以下「甲」という。）と中央区㛗（以下「乙」という。）は、ᮾி㒔▱事と乙

との間でᖹᡂ12ᖺ３᭶31日で⥾⤖した「⤥Ỉ施タの⥔ᣢ管理及び運用に㛵する協定書」（以下

「協定」という。）第㸵条の規定にᇶ࡙ࡃ協定の実施⣽目を、次のとおり定める。 

（⤥Ỉ施タの用方法） 

第１条 乙は、協定第４条により⤥Ỉ施タを用する場合は、甲の定める「中央区❧ᇼ␃ඣ❺බ

ᅬ内㟈災対策ᛂᛴ⤥Ỉ施タに㛵する取ᢅ要⥘」第㸵項の規定にᚑい用しなࡅれࡤならない。

この場合において、乙はỈ㉁の保୪びに⤥Ỉ施タ及び⤥Ỉ施タ内のჾල等の⥔ᣢ管理に支㞀

を及ࡰさないようにດめなࡅれࡤならない。 

（災害カ⦎に用する場合のᡭ⥆） 

第２条 協定第４条たࡔし書による甲のᢎ認ᡭ⥆等は、次の各号による。 

(1) 別⣬ᵝᘧ第１号に必要事項をグ㍕し、災害カ⦎実施日の㸵日前までにᮾி㒔Ỉ道ᒁ中央

支所㛗（以下「支所㛗」という。）にᒆࡅฟてそのᢎ認をᚓること。 

(2)  災害カ⦎が⤊したときは、┤ちにその旨を支所㛗に㐃⤡すること。 

（責任者の㑅任） 

第３条 ⤥Ỉ施タの適ṇな用を図るため、乙は⤥Ỉ施タの用に係る責任者を㑅任し、ᵝᘧ第

２号により支所㛗に㏻▱するものとする。これをኚ᭦する場合もྠᵝとする。 

（資ჾᮦの搬ධ等） 

第４条 乙は、乙の資ჾᮦを⤥Ỉ施タ内に搬ධⱝしࡃは搬ฟしようとするとき、又は搬ධした資

ჾᮦをⅬ᳨しようとするときは、ᵝᘧ第３号により支所㛗に࠶らかࡌめᒆฟを行い、そのᢎ認

をᚓなࡅれࡤならない。 

（非常用備品等の⿵） 

第５条 乙は、災害カ⦎その他により、⤥Ỉ施タ内に常備している非常用備品、ᕤලその他を消

費し、消⪖又は◚ᦆしたときは、乙の負担において⿵しなࡅれࡤならない。 

（ᦆ害㈺償） 

第６条 乙が、故意又は㐣ኻにより、⤥Ỉ施タその他甲の管理に係る施タ及び機ჾ等にᦆ害を

 。た場合は、乙がその責を負うものとする࠼

（⩏等のゎ㔘） 

第７条 この実施⣽目のゎ㔘に⩏が生ࡌたとき、又はこの実施⣽目に定めのない事項は、甲乙

協議の上Ỵ定するものとする。 

（適用日） 

第㸶条 この実施⣽目はᖹᡂ12ᖺ４᭶１日から適用する。 

 

甲と乙とは上グ実施⣽目⥾⤖の証として、本書２㏻をసᡂし、それࡒれグྡᢲ༳の上、その１

㏻を保有する。 

 

  ᖹᡂ12ᖺ３᭶31日 

 

 

甲  ᮾி㒔Ỉ道ᒁ㛗 

 

乙  中央区㛗 
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111．⤥Ỉタの⥔ᣢ⟶⌮ཬࡧ㐠用に関する協ᐃ書（ᇼ␃ඣ❺බᅬ）（本文269頁） 
 

 ᮾி㒔▱事を甲とし、中央区㛗を乙とし、甲乙間において、次の条項により、⤥Ỉ施タの⥔ᣢ

管理及び運用に㛵する協定を⥾⤖する。 

（目的） 

第１条 この協定は、甲がᮾி㒔㟈災ண防条（46ᖺᮾி㒔条第121号）にᇶ࡙き中央区

❧ᇼ␃ඣ❺බᅬ内にタ⨨した⤥Ỉ施タ（以下「⤥Ỉ施タ」という。）の⥔ᣢ管理及び運用に㛵

して必要なᇶ本的事項を定めることを目的とする。 

（協力） 

第２条 甲と乙とは、⤥Ỉ施タをタ⨨した㊃旨に㚷ࡳ、当該施タの⥔ᣢ管理及び運用について相

互に協力するものとする。 

（⥔ᣢ管理） 

第３条 甲は、⤥Ỉ施タが常にⰋዲな≧ែで用できるように⤥Ỉ施タの⥔ᣢ管理を行うものと

する。 

２ 前項の⥔ᣢ管理は、ᮾி㒔Ỉ道ᒁ㛗が実施するものとする。 

（ᛂᛴ⤥Ỉ） 

第４条 乙は、ᛂᛴ⤥Ỉを実施するために⤥Ỉ施タを用するものとする。たࡔし、災害カ⦎の

目的で用するときは、事前にᮾி㒔Ỉ道ᒁ㛗のᢎ認をᚓるものとする。 

（費用負担） 

第５条 甲は、第３条に規定する⤥Ỉ施タの⥔ᣢ管理に要する費用を負担するものとする。 

２ 乙は、⤥Ỉ施タからᛂᛴ⤥Ỉを行うために資ჾᮦを用する場合は、甲がタ⨨した資ჾᮦ以

እのものに係る費用を負担するものとする。 

（㛵㐃区） 

第６条 乙は、⤥Ỉ施タを用して行うᛂᛴ⤥Ỉに㛵して必要が࠶る場合は、㛵㐃する他の区と

別㏵協議するものとする。 

（実施⣽目） 

第７条 乙とᮾி㒔Ỉ道ᒁ㛗は、この協定の実施に㛵し必要な事項について協議するものとする。 

（適用期日） 

第㸶条 この協定は、ᖹᡂ12ᖺ４᭶１日から適用する。 

 

 甲と乙とは、上グ協定⥾⤖の証として、本協定書を２㏻సᡂし、それࡒれグྡᢲ༳のう࠼、そ

の１㏻を保有する。 

 

  ᖹᡂ12ᖺ３᭶31日 

 

 

甲  ᮾி㒔▱事 

 

乙  中央区㛗 
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112．⤥Ỉタの⥔ᣢ⟶⌮ཬࡧ㐠用に関する協ᐃのᐇ⣽┠（ᇼ␃ඣ❺බᅬ） 

（本文269頁） 
 

 ᮾி㒔Ỉ道ᒁ㛗（以下「甲」という。）と中央区㛗（以下「乙」という。）は、ᮾி㒔▱事と乙

との間でᖹᡂ12ᖺ３᭶31日で⥾⤖した「⤥Ỉ施タの⥔ᣢ管理及び運用に㛵する協定書」（以下

「協定」という。）第㸵条の規定にᇶ࡙ࡃ協定の実施⣽目を、次のとおり定める。 

（⤥Ỉ施タの用方法） 

第１条 乙は、協定第４条により⤥Ỉ施タを用する場合は、甲の定める「中央区❧ᇼ␃ඣ❺බ

ᅬ内㟈災対策ᛂᛴ⤥Ỉ施タに㛵する取ᢅ要⥘」第㸵項の規定にᚑい用しなࡅれࡤならない。

この場合において、乙はỈ㉁の保୪びに⤥Ỉ施タ及び⤥Ỉ施タ内のჾල等の⥔ᣢ管理に支㞀

を及ࡰさないようにດめなࡅれࡤならない。 

（災害カ⦎に用する場合のᡭ⥆） 

第２条 協定第４条たࡔし書による甲のᢎ認ᡭ⥆等は、次の各号による。 

(1) 別⣬ᵝᘧ第１号に必要事項をグ㍕し、災害カ⦎実施日の㸵日前までにᮾி㒔Ỉ道ᒁ中央

支所㛗（以下「支所㛗」という。）にᒆࡅฟてそのᢎ認をᚓること。 

(2)  災害カ⦎が⤊したときは、┤ちにその旨を支所㛗に㐃⤡すること。 

（責任者の㑅任） 

第３条 ⤥Ỉ施タの適ṇな用を図るため、乙は⤥Ỉ施タの用に係る責任者を㑅任し、ᵝᘧ第

２号により支所㛗に㏻▱するものとする。これをኚ᭦する場合もྠᵝとする。 

（資ჾᮦの搬ධ等） 

第４条 乙は、乙の資ჾᮦを⤥Ỉ施タ内に搬ධⱝしࡃは搬ฟしようとするとき、又は搬ධした資

ჾᮦをⅬ᳨しようとするときは、ᵝᘧ第３号により支所㛗に࠶らかࡌめᒆฟを行い、そのᢎ認

をᚓなࡅれࡤならない。 

（非常用備品等の⿵） 

第５条 乙は、災害カ⦎その他により、⤥Ỉ施タ内に常備している非常用備品、ᕤලその他を消

費し、消⪖又は◚ᦆしたときは、乙の負担において⿵しなࡅれࡤならない。 

（ᦆ害㈺償） 

第６条 乙が、故意又は㐣ኻにより、⤥Ỉ施タその他甲の管理に係る施タ及び機ჾ等にᦆ害を

 。た場合は、乙がその責を負うものとする࠼

（⩏等のゎ㔘） 

第７条 この実施⣽目のゎ㔘に⩏が生ࡌたとき、又はこの実施⣽目に定めのない事項は、甲乙

協議の上Ỵ定するものとする。 

（適用日） 

第㸶条 この実施⣽目はᖹᡂ12ᖺ４᭶１日から適用する。 

 

甲と乙とは上グ実施⣽目⥾⤖の証として、本書２㏻をసᡂし、それࡒれグྡᢲ༳の上、その１

㏻を保有する。 

 

  ᖹᡂ12ᖺ３᭶31日 

 

 

甲  ᮾி㒔Ỉ道ᒁ㛗 

 

乙  中央区㛗 
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113．㑊㞴ᡤにࡅ࠾るᛂᛴ⤥Ỉᰦのタ⨨ཬࡧ用に関する覚書（ᮾி㒔）

（本文269頁） 
 
ᮾி㒔（以下「甲」という。）と中央区（以下「乙」という。）とは、次の条項により覚書を⥾

⤖する。 

（目的） 

第１条 この覚書は、災害発生時等におࡅる配Ỉ管及び⤥Ỉ管のὙίỈస業୪びに災害発生時

におࡅるᛂᛴ⤥Ỉ活動を実施するためにタ⨨するタ備（以下「ᛂᛴ⤥Ỉᰦ」という。）の取ᢅ

いについて、タ⨨、用その他必要な事項を定めることを目的とする。 

（ᛂᛴ⤥Ỉᰦの構ᡂ及びタ⨨場所） 

第２条 ᛂᛴ⤥Ỉᰦは、⤥Ỉ⨨の一㒊として、配Ỉ管の取ཱྀから量Ỉჾ（Ỉ道࣓࣮ࢱ）まで

の間の⤥Ỉ管からศᒱさࡏた配管、ṆỈᰦ及びỈᰦで構ᡂする。 

２ ᛂᛴ⤥Ỉᰦは、㑊㞴所（次㑊㞴所（福祉㑊㞴所）を㝖ࡃ。以下ྠࡌ。）のᩜ地内にタ⨨す

る。 

（ᛂᛴ⤥Ỉᰦのタ⨨に係る協議） 

第３条 甲乙は、協議の上、ಶ別のᛂᛴ⤥Ỉᰦのタ⨨について、次に掲げる事項を定めるものと

する。 

（１） 乙が㑊㞴所に指定しているもののうちᛂᛴ⤥Ỉᰦをタ⨨する㑊㞴所 

（２） 㑊㞴所のᩜ地内にᛂᛴ⤥Ỉᰦをタ⨨するᕤ事（以下「タ⨨ᕤ事」という。）の施行時 

   期及びその方法 

（３） ᛂᛴ⤥Ỉᰦのタ⨨⨨ 

２ 甲乙は、乙が指定する㑊㞴所にᛂᛴ⤥Ỉᰦがタ⨨されるようにㄔ実に協議する⩏務を負う。

たࡔし、甲乙は、ಶ別のᛂᛴ⤥Ỉᰦのタ⨨に係る合意をᡂ❧さࡏる⩏務は負わない。 

（タ⨨ᕤ事の施行等） 

第４条 甲は、タ⨨ᕤ事を施行し、及びタ⨨ᕤ事に係る費用を㢠負担し、୪びにᛂᛴ⤥Ỉᰦの

タ⨨に必要な事務ᡭ⥆を行う。 

２ 乙は、タ⨨ᕤ事の施行に当たり、甲に当該㑊㞴所のᩜ地用料をồめないものとする。 

３ 乙は、甲がタ⨨ᕤ事をに施行できるようㄔ実に協力するものとする。 

４ 乙は、タ⨨ᕤ事の施行に係る事故࣭ࣝࣈࣛࢺ等の責任に㛵して、᫂らかにその責めが乙にᖐ

する場合を㝖いて、負わないものとする。 

（ᛂᛴ⤥Ỉᰦのᘬ渡し） 

第５条 ᛂᛴ⤥Ỉᰦは、タ⨨ᕤ事の᳨ᰝの合᱁により特定されたものとする。 

２ タ⨨ᕤ事᳨ᰝの合᱁後、甲乙は㐜なࡃ❧ち会い、甲乙❧会いの下でᛂᛴ⤥Ỉᰦを甲か

ら乙無償でᘬき渡す。 

３ 前項の規定によるᘬ渡しをもって、ᛂᛴ⤥Ỉᰦの所有ᶒは乙にᖐᒓする。 

４ 甲は、ᛂᛴ⤥Ỉᰦのかし担保責任を負わない。たࡔし、甲がそのかしを▱りながら乙に告げ

なかったときは、この限りでない。 

５ 前項の規定にかかわらず、乙は、ᛂᛴ⤥Ỉᰦに㞃れたかしを認めたときは、甲に対して、そ

のಟ⿵をồめることができる。たࡔし、甲がタ⨨ᕤ事のㄳ負者に対するかしಟ⿵ㄳồᶒをᣢた

- 290 - 

ないときは、この限りでない。 

㸴 甲は、前項に規定するㄳồをཷࡅたときは、㐜なࡃ当該ᛂᛴ⤥Ỉᰦのタ⨨ᕤ事のㄳ負者に

対して当該かしのಟ⿵をㄳồしなࡅれࡤならない。 

㸵 甲は、ㄳ負ᕤ事の㐜、災害等のྍᢠ力その他のやࡴをᚓない事⏤により、第３条第１項

第２号の時期までにタ⨨ᕤ事が⤊わらないと認められるときは、速やかに乙と協議を行い、᪂

たな期間を定めるものとする。 

（ᛂᛴ⤥Ỉᰦの⥔ᣢ管理） 

第６条 乙は、ᛂᛴ⤥Ỉᰦについて、ၿⰋな管理者のὀ意をもって⥔ᣢ管理を行うものとする。 

２ 乙は、ᛂᛴ⤥Ỉᰦの用に支㞀とならないよう、㔜量物を✚㍕しないな、ᛂᛴ⤥Ỉᰦの࿘

㎶⎔ቃにὀ意をᡶうものとする。 

３ 乙は、⪁ᮙ等の理⏤によりᛂᛴ⤥Ỉᰦの⿵ಟ又は᭦᪂が必要で࠶るとุ᩿したときは、速

やかに甲に㏻▱するとともに、ᛂᛴ⤥Ỉᰦを⿵ಟし、又は᭦᪂するようにດめるものとする。

この場合において、当該ᛂᛴ⤥Ỉᰦの⿵ಟ又は᭦᪂に係る費用は乙が負担するものとする。 

４ 乙は、前項前ẁのᛂᛴ⤥Ỉᰦの⿵ಟ又は᭦᪂をしたときは、甲にその旨を速やかに報告

するものとする。 

（ᛂᛴ⤥Ỉᰦの機⬟⥔ᣢ） 

第７条 乙は、ᛂᛴ⤥Ỉᰦの適ṇな機⬟⥔ᣢのために、ᑡなࡃともᖺ１ᅇはᘚの㛤㛢᧯సによる

機⬟及びฟỈの☜認を行うようດめなࡅれࡤならない。たࡔし、乙は㛵係者（乙の⏦ㄳにᇶ࡙

き、甲が認めたものをいう。以下ྠࡌ。）に௦行さࡏることができる。 

２ 乙は、ᛂᛴ⤥Ỉᰦに␗常を認めたときは、㐜なࡃ甲㏻▱するとともに、⿵ಟ又は᭦᪂を

行うようにດめなࡅれࡤならない。なお、これに係る費用は乙が負担するものとする。 

３ 前条第４項の規定は、前項の場合に準用する。 

（ྍᢠ力にకうㄪᩚ） 

第㸶条 ᘬ渡しの前に災害等のྍᢠ力によりᛂᛴ⤥Ỉᰦが⁛ኻ又はᦆയしたときは、甲乙は、

第３条から第５条までに規定する⩏務をᗘ負うものとする。 

２ 前項に規定する場合において、乙は甲に対してその⁛ኻ又はᦆയに係るᦆ害㈺償をồめるこ

とはできない。 

（㛤ᰦჾ等のᘬ渡し） 

第㸷条 ᛂᛴ⤥Ỉᰦの⥔ᣢ管理に必要なჾල（以下「㛤ᰦჾ等」という。）は、次に掲げるჾල

等とし、タ⨨ᕤ事後、甲乙❧会いの下で、甲から乙無償でᘬき渡す。 

（１） 㛤ᰦჾ 

（２） 㘽 

 ࣉࣃࢻࣥࢱࢫ （３）

 ࣮ࢱࣉࢲཱྀ⺬ （４）

（５） Ỉ用ࢫ࣮࣍ 

（㸴） ࣉࢵ࣮࣮࢝ࣟ࣍ 

（㸵） ṧ␃ሷ⣲ࢺࢵ࢟ 

（㸶） ⣡ࢢࢵࣂ 

２ 前項の規定によるᘬ渡しをもって、㛤ᰦჾ等は乙の㈈⏘とする。 
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113．㑊㞴ᡤにࡅ࠾るᛂᛴ⤥Ỉᰦのタ⨨ཬࡧ用に関する覚書（ᮾி㒔）

（本文269頁） 
 
ᮾி㒔（以下「甲」という。）と中央区（以下「乙」という。）とは、次の条項により覚書を⥾

⤖する。 

（目的） 

第１条 この覚書は、災害発生時等におࡅる配Ỉ管及び⤥Ỉ管のὙίỈస業୪びに災害発生時

におࡅるᛂᛴ⤥Ỉ活動を実施するためにタ⨨するタ備（以下「ᛂᛴ⤥Ỉᰦ」という。）の取ᢅ

いについて、タ⨨、用その他必要な事項を定めることを目的とする。 

（ᛂᛴ⤥Ỉᰦの構ᡂ及びタ⨨場所） 

第２条 ᛂᛴ⤥Ỉᰦは、⤥Ỉ⨨の一㒊として、配Ỉ管の取ཱྀから量Ỉჾ（Ỉ道࣓࣮ࢱ）まで

の間の⤥Ỉ管からศᒱさࡏた配管、ṆỈᰦ及びỈᰦで構ᡂする。 

２ ᛂᛴ⤥Ỉᰦは、㑊㞴所（次㑊㞴所（福祉㑊㞴所）を㝖ࡃ。以下ྠࡌ。）のᩜ地内にタ⨨す

る。 

（ᛂᛴ⤥Ỉᰦのタ⨨に係る協議） 

第３条 甲乙は、協議の上、ಶ別のᛂᛴ⤥Ỉᰦのタ⨨について、次に掲げる事項を定めるものと

する。 

（１） 乙が㑊㞴所に指定しているもののうちᛂᛴ⤥Ỉᰦをタ⨨する㑊㞴所 

（２） 㑊㞴所のᩜ地内にᛂᛴ⤥Ỉᰦをタ⨨するᕤ事（以下「タ⨨ᕤ事」という。）の施行時 

   期及びその方法 

（３） ᛂᛴ⤥Ỉᰦのタ⨨⨨ 

２ 甲乙は、乙が指定する㑊㞴所にᛂᛴ⤥Ỉᰦがタ⨨されるようにㄔ実に協議する⩏務を負う。

たࡔし、甲乙は、ಶ別のᛂᛴ⤥Ỉᰦのタ⨨に係る合意をᡂ❧さࡏる⩏務は負わない。 

（タ⨨ᕤ事の施行等） 

第４条 甲は、タ⨨ᕤ事を施行し、及びタ⨨ᕤ事に係る費用を㢠負担し、୪びにᛂᛴ⤥Ỉᰦの

タ⨨に必要な事務ᡭ⥆を行う。 

２ 乙は、タ⨨ᕤ事の施行に当たり、甲に当該㑊㞴所のᩜ地用料をồめないものとする。 

３ 乙は、甲がタ⨨ᕤ事をに施行できるようㄔ実に協力するものとする。 

４ 乙は、タ⨨ᕤ事の施行に係る事故࣭ࣝࣈࣛࢺ等の責任に㛵して、᫂らかにその責めが乙にᖐ

する場合を㝖いて、負わないものとする。 

（ᛂᛴ⤥Ỉᰦのᘬ渡し） 

第５条 ᛂᛴ⤥Ỉᰦは、タ⨨ᕤ事の᳨ᰝの合᱁により特定されたものとする。 

２ タ⨨ᕤ事᳨ᰝの合᱁後、甲乙は㐜なࡃ❧ち会い、甲乙❧会いの下でᛂᛴ⤥Ỉᰦを甲か

ら乙無償でᘬき渡す。 

３ 前項の規定によるᘬ渡しをもって、ᛂᛴ⤥Ỉᰦの所有ᶒは乙にᖐᒓする。 

４ 甲は、ᛂᛴ⤥Ỉᰦのかし担保責任を負わない。たࡔし、甲がそのかしを▱りながら乙に告げ

なかったときは、この限りでない。 

５ 前項の規定にかかわらず、乙は、ᛂᛴ⤥Ỉᰦに㞃れたかしを認めたときは、甲に対して、そ

のಟ⿵をồめることができる。たࡔし、甲がタ⨨ᕤ事のㄳ負者に対するかしಟ⿵ㄳồᶒをᣢた
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ないときは、この限りでない。 

㸴 甲は、前項に規定するㄳồをཷࡅたときは、㐜なࡃ当該ᛂᛴ⤥Ỉᰦのタ⨨ᕤ事のㄳ負者に

対して当該かしのಟ⿵をㄳồしなࡅれࡤならない。 

㸵 甲は、ㄳ負ᕤ事の㐜、災害等のྍᢠ力その他のやࡴをᚓない事⏤により、第３条第１項

第２号の時期までにタ⨨ᕤ事が⤊わらないと認められるときは、速やかに乙と協議を行い、᪂

たな期間を定めるものとする。 

（ᛂᛴ⤥Ỉᰦの⥔ᣢ管理） 

第６条 乙は、ᛂᛴ⤥Ỉᰦについて、ၿⰋな管理者のὀ意をもって⥔ᣢ管理を行うものとする。 

２ 乙は、ᛂᛴ⤥Ỉᰦの用に支㞀とならないよう、㔜量物を✚㍕しないな、ᛂᛴ⤥Ỉᰦの࿘

㎶⎔ቃにὀ意をᡶうものとする。 

３ 乙は、⪁ᮙ等の理⏤によりᛂᛴ⤥Ỉᰦの⿵ಟ又は᭦᪂が必要で࠶るとุ᩿したときは、速

やかに甲に㏻▱するとともに、ᛂᛴ⤥Ỉᰦを⿵ಟし、又は᭦᪂するようにດめるものとする。

この場合において、当該ᛂᛴ⤥Ỉᰦの⿵ಟ又は᭦᪂に係る費用は乙が負担するものとする。 

４ 乙は、前項前ẁのᛂᛴ⤥Ỉᰦの⿵ಟ又は᭦᪂をしたときは、甲にその旨を速やかに報告

するものとする。 

（ᛂᛴ⤥Ỉᰦの機⬟⥔ᣢ） 

第７条 乙は、ᛂᛴ⤥Ỉᰦの適ṇな機⬟⥔ᣢのために、ᑡなࡃともᖺ１ᅇはᘚの㛤㛢᧯సによる

機⬟及びฟỈの☜認を行うようດめなࡅれࡤならない。たࡔし、乙は㛵係者（乙の⏦ㄳにᇶ࡙

き、甲が認めたものをいう。以下ྠࡌ。）に௦行さࡏることができる。 

２ 乙は、ᛂᛴ⤥Ỉᰦに␗常を認めたときは、㐜なࡃ甲㏻▱するとともに、⿵ಟ又は᭦᪂を

行うようにດめなࡅれࡤならない。なお、これに係る費用は乙が負担するものとする。 

３ 前条第４項の規定は、前項の場合に準用する。 

（ྍᢠ力にకうㄪᩚ） 

第㸶条 ᘬ渡しの前に災害等のྍᢠ力によりᛂᛴ⤥Ỉᰦが⁛ኻ又はᦆയしたときは、甲乙は、

第３条から第５条までに規定する⩏務をᗘ負うものとする。 

２ 前項に規定する場合において、乙は甲に対してその⁛ኻ又はᦆയに係るᦆ害㈺償をồめるこ

とはできない。 

（㛤ᰦჾ等のᘬ渡し） 

第㸷条 ᛂᛴ⤥Ỉᰦの⥔ᣢ管理に必要なჾල（以下「㛤ᰦჾ等」という。）は、次に掲げるჾල

等とし、タ⨨ᕤ事後、甲乙❧会いの下で、甲から乙無償でᘬき渡す。 

（１） 㛤ᰦჾ 

（２） 㘽 

 ࣉࣃࢻࣥࢱࢫ （３）

 ࣮ࢱࣉࢲཱྀ⺬ （４）

（５） Ỉ用ࢫ࣮࣍ 

（㸴） ࣉࢵ࣮࣮࢝ࣟ࣍ 

（㸵） ṧ␃ሷ⣲ࢺࢵ࢟ 

（㸶） ⣡ࢢࢵࣂ 

２ 前項の規定によるᘬ渡しをもって、㛤ᰦჾ等は乙の㈈⏘とする。 
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３ 甲は、㛤ᰦჾ等を乙にᘬき渡した後は、当該㛤ᰦჾ等に㞃れたかしが࠶ったとしても、その

責めを負わないものとする。たࡔし、甲がそのかしを▱りながら乙に告げなかったときは、こ

の限りでない。 

４ 乙は、第１項の規定によるᘬ渡しの後、㛤ᰦჾ等をၿⰋな管理者のὀ意をもって管理するも

のとする。 

（᧯స方法及び機⬟⥔ᣢのㄝ᫂） 

第10条 甲は、前条第１項に規定する㛤ᰦჾ等のᘬ渡し時に、乙に対し、ᛂᛴ⤥Ỉᰦ及び㛤ᰦჾ 

等（以下「ᛂᛴ⤥Ỉᰦ等」という。）の᧯స方法及び機⬟⥔ᣢのㄝ᫂を行うものとする。 

（甲のᛂᛴ⤥Ỉᰦの用） 

第11条 甲は、甲が必要と認めた場合は、配Ỉ管等のὙίỈస業及びᛂᛴ⤥Ỉᰦのㄪᰝを行う 

ために、ᛂᛴ⤥Ỉᰦを用することができるものとする。 

２ 甲は、前項の規定によるᛂᛴ⤥Ỉᰦの用に当たり、無償で乙のᩜ地内に❧ちධることがで

きるものとする。 

３ 甲が乙のᩜ地内に❧ちධるために必要となるᡭ⥆については、別㏵協議して定めるものとす

る。 

（乙のᛂᛴ⤥Ỉᰦの用） 

第12条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ᛂᛴ⤥Ỉᰦを用することができるもの 

とする。 

（１） 災害発生時においてᛂᛴ⤥Ỉ活動を行う場合 

（２） ᛂᛴ⤥Ỉᰦの機⬟⥔ᣢを行う場合 

２ 乙は、前項に規定する場合を㝖ࡃほかは、ᛂᛴ⤥Ỉᰦを用してはならない。 

３ 乙は、第１項の場合、㛵係者にᛂᛴ⤥Ỉᰦを用さࡏることができるものとする。 

４ 乙は、㛵係者が前項の規定によりᛂᛴ⤥Ỉᰦを用するときは、やࡴをᚓないときを㝖き、

これに❧ち会わなࡅれࡤならない。 

５ 乙は、第１項第１号に規定する場合において、ᛂᛴ⤥Ỉᰦを用しようとするときは、࠶ら

かࡌめ配Ỉ管の㏻Ỉ≧ἣ等を甲に☜認しなࡅれࡤならない。 

（㑊㞴所の指定ゎ㝖によるᛂᛴ⤥Ỉᰦの᧔ཤ） 

第13条 乙は、ᛂᛴ⤥Ỉᰦをタ⨨した㑊㞴所について、㑊㞴所の指定をゎ㝖する場合は、㐜な 

ならない。この場合において、᧔ཤに要する費用は、所有者でࡤれࡅᛂᛴ⤥Ỉᰦを᧔ཤしなࡃ

 。る乙が㢠負担する࠶

２ 乙は、㑊㞴所の指定をゎ㝖したときは、甲に㐜なࡃ㏻▱するものとする。 

３ 乙は、第１項に規定する場合を㝖き、ᛂᛴ⤥Ỉᰦの᧔ཤをしてはならない。 

４ 乙は、当該ᛂᛴ⤥Ỉᰦの᧔ཤにより要となる㛤ᰦჾ等について、乙の責任において適ṇに

ฎศするようດめるものとする。 

（乙の理⏤によるᛂᛴ⤥Ỉᰦの⛣タ） 

第14条 乙は、乙の理⏤によりᛂᛴ⤥Ỉᰦを⛣タする場合は、⛣タ時期、⛣タ場所その他の必要 

な事項について、事前に甲に対し協議を行うこととする。この場合において、ᛂᛴ⤥Ỉᰦの⛣

タに要する費用は、乙が㢠負担するものとする。 

２ 乙は、前項の規定による⛣タをしたときは、㐜なࡃ甲に⛣タがしたことを㏻▱す
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るものとする。 

３ 乙が、甲に無᩿で⛣タを行った場合は、甲乙にて協議を行うこととする。たࡔし、協議の⤖

ᯝ、ᗘ⛣タが必要な場合は、乙が⛣タに係る費用を㢠負担するものとする。 

（覚書のゎ㝖） 

第15条 甲乙は、協議の上で、覚書をゎ㝖すること、ᛂᛴ⤥Ỉᰦの᧔ཤをすること、および᧔ཤ 

の費用を負担するものを定めるものとする。 

２ 前項の場合において、要となる㛤ᰦჾ等について、協議の上、甲又は乙の責任において適

ṇにฎศするものとする。 

（有効期間） 

第16条 この覚書は、⥾⤖日から１ᖺ間その効力を有する。 

２ 甲又は乙のいずれかから、前項の期間‶の㸴か᭶前までに、甲又は乙に書㠃による᭦᪂

の意ᛮ⾲♧がない場合には、この覚書はྠ一の条௳で当該期間の‶の日の⩣日から᭦に１ᖺ

間効力を有するものとし、その後もྠᵝとする。 

３ 甲又は乙のいずれかが前項に定める᭦᪂の意ᛮ⾲♧をするには、ఱらの理⏤も要しない。 

４ 甲又は乙から第２項に定める᭦᪂の意ᛮ⾲♧が࠶った場合には、前条の規定を準用する。 

（ゎ㔘に⩏を生ࡌた場合等） 

第17条 この覚書のゎ㔘について、⩏を生ࡌたとき又はこの覚書に定めのない事項について定 

める必要が࠶るときは、甲乙協議の上、定めるものとする。 

（グ㍕事項のኚ᭦） 

第18条 この覚書に定める事項をኚ᭦する必要が生ࡌた場合は、甲乙協議の上、定めるものとす 

る。 

 

この覚書⥾⤖の証として本書２㏻をసᡂし、甲乙グྡᢲ༳の上、各⮬１㏻を保有する。 

 

ᖹᡂ２㸷ᖺ３᭶３１日 

 

 

                       甲    ᮾி㒔᪂ᐟ区す᪂ᐟ目㸶␒１号 

ᮾி㒔 

                           ௦⾲者 ᮾி㒔බ営業管理者 

                               Ỉ道ᒁ㛗 

 

                       乙    ᮾி㒔中央区⠏地一目１␒１号 

中央区 

                             中央区㛗 
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３ 甲は、㛤ᰦჾ等を乙にᘬき渡した後は、当該㛤ᰦჾ等に㞃れたかしが࠶ったとしても、その

責めを負わないものとする。たࡔし、甲がそのかしを▱りながら乙に告げなかったときは、こ

の限りでない。 

４ 乙は、第１項の規定によるᘬ渡しの後、㛤ᰦჾ等をၿⰋな管理者のὀ意をもって管理するも

のとする。 

（᧯స方法及び機⬟⥔ᣢのㄝ᫂） 

第10条 甲は、前条第１項に規定する㛤ᰦჾ等のᘬ渡し時に、乙に対し、ᛂᛴ⤥Ỉᰦ及び㛤ᰦჾ 

等（以下「ᛂᛴ⤥Ỉᰦ等」という。）の᧯స方法及び機⬟⥔ᣢのㄝ᫂を行うものとする。 

（甲のᛂᛴ⤥Ỉᰦの用） 

第11条 甲は、甲が必要と認めた場合は、配Ỉ管等のὙίỈస業及びᛂᛴ⤥Ỉᰦのㄪᰝを行う 

ために、ᛂᛴ⤥Ỉᰦを用することができるものとする。 

２ 甲は、前項の規定によるᛂᛴ⤥Ỉᰦの用に当たり、無償で乙のᩜ地内に❧ちධることがで

きるものとする。 

３ 甲が乙のᩜ地内に❧ちධるために必要となるᡭ⥆については、別㏵協議して定めるものとす

る。 

（乙のᛂᛴ⤥Ỉᰦの用） 

第12条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ᛂᛴ⤥Ỉᰦを用することができるもの 

とする。 

（１） 災害発生時においてᛂᛴ⤥Ỉ活動を行う場合 

（２） ᛂᛴ⤥Ỉᰦの機⬟⥔ᣢを行う場合 

２ 乙は、前項に規定する場合を㝖ࡃほかは、ᛂᛴ⤥Ỉᰦを用してはならない。 

３ 乙は、第１項の場合、㛵係者にᛂᛴ⤥Ỉᰦを用さࡏることができるものとする。 

４ 乙は、㛵係者が前項の規定によりᛂᛴ⤥Ỉᰦを用するときは、やࡴをᚓないときを㝖き、

これに❧ち会わなࡅれࡤならない。 

５ 乙は、第１項第１号に規定する場合において、ᛂᛴ⤥Ỉᰦを用しようとするときは、࠶ら

かࡌめ配Ỉ管の㏻Ỉ≧ἣ等を甲に☜認しなࡅれࡤならない。 

（㑊㞴所の指定ゎ㝖によるᛂᛴ⤥Ỉᰦの᧔ཤ） 

第13条 乙は、ᛂᛴ⤥Ỉᰦをタ⨨した㑊㞴所について、㑊㞴所の指定をゎ㝖する場合は、㐜な 

ならない。この場合において、᧔ཤに要する費用は、所有者でࡤれࡅᛂᛴ⤥Ỉᰦを᧔ཤしなࡃ

 。る乙が㢠負担する࠶

２ 乙は、㑊㞴所の指定をゎ㝖したときは、甲に㐜なࡃ㏻▱するものとする。 

３ 乙は、第１項に規定する場合を㝖き、ᛂᛴ⤥Ỉᰦの᧔ཤをしてはならない。 

４ 乙は、当該ᛂᛴ⤥Ỉᰦの᧔ཤにより要となる㛤ᰦჾ等について、乙の責任において適ṇに

ฎศするようດめるものとする。 

（乙の理⏤によるᛂᛴ⤥Ỉᰦの⛣タ） 

第14条 乙は、乙の理⏤によりᛂᛴ⤥Ỉᰦを⛣タする場合は、⛣タ時期、⛣タ場所その他の必要 

な事項について、事前に甲に対し協議を行うこととする。この場合において、ᛂᛴ⤥Ỉᰦの⛣

タに要する費用は、乙が㢠負担するものとする。 

２ 乙は、前項の規定による⛣タをしたときは、㐜なࡃ甲に⛣タがしたことを㏻▱す
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るものとする。 

３ 乙が、甲に無᩿で⛣タを行った場合は、甲乙にて協議を行うこととする。たࡔし、協議の⤖

ᯝ、ᗘ⛣タが必要な場合は、乙が⛣タに係る費用を㢠負担するものとする。 

（覚書のゎ㝖） 

第15条 甲乙は、協議の上で、覚書をゎ㝖すること、ᛂᛴ⤥Ỉᰦの᧔ཤをすること、および᧔ཤ 

の費用を負担するものを定めるものとする。 

２ 前項の場合において、要となる㛤ᰦჾ等について、協議の上、甲又は乙の責任において適

ṇにฎศするものとする。 

（有効期間） 

第16条 この覚書は、⥾⤖日から１ᖺ間その効力を有する。 

２ 甲又は乙のいずれかから、前項の期間‶の㸴か᭶前までに、甲又は乙に書㠃による᭦᪂

の意ᛮ⾲♧がない場合には、この覚書はྠ一の条௳で当該期間の‶の日の⩣日から᭦に１ᖺ

間効力を有するものとし、その後もྠᵝとする。 

３ 甲又は乙のいずれかが前項に定める᭦᪂の意ᛮ⾲♧をするには、ఱらの理⏤も要しない。 

４ 甲又は乙から第２項に定める᭦᪂の意ᛮ⾲♧が࠶った場合には、前条の規定を準用する。 

（ゎ㔘に⩏を生ࡌた場合等） 

第17条 この覚書のゎ㔘について、⩏を生ࡌたとき又はこの覚書に定めのない事項について定 

める必要が࠶るときは、甲乙協議の上、定めるものとする。 

（グ㍕事項のኚ᭦） 

第18条 この覚書に定める事項をኚ᭦する必要が生ࡌた場合は、甲乙協議の上、定めるものとす 

る。 

 

この覚書⥾⤖の証として本書２㏻をసᡂし、甲乙グྡᢲ༳の上、各⮬１㏻を保有する。 

 

ᖹᡂ２㸷ᖺ３᭶３１日 

 

 

                       甲    ᮾி㒔᪂ᐟ区す᪂ᐟ目㸶␒１号 

ᮾி㒔 

                           ௦⾲者 ᮾி㒔බ営業管理者 

                               Ỉ道ᒁ㛗 

 

                       乙    ᮾி㒔中央区⠏地一目１␒１号 

中央区 

                             中央区㛗 
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114．災害にࡅ࠾る㣧ᩱỈ౪⤥協力に関する協ᐃ書（㜵災༊Ẹ⤌⧊）（本文270頁） 

 

 中央区を「甲」とし、                            を「乙」

とし、                   防災区民⤌⧊を「」として、甲、乙及び

の୕者間において、次のとおり協定を⥾⤖する。 

（目的） 

第１条 この協定は、㟈災により災害が発生した場合において、甲の行うᛂᛴ⤥Ỉ活動に対す

る乙及びの協力に㛵し、必要な事項を定めることにより、災害ᩆຓ活動のを図ること

を目的とする。 

（協力） 

第２条 乙は、前条の目的を㐩ᡂするため、甲の要ㄳにᇶ࡙き及び地域ఫ民に第３項で定める

協定ཷỈᵴのỈ（以下「㣧料Ỉ」という。）を౪⤥するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、災害の≧ἣにより、甲が乙に要ㄳするいとまがないときは、中央

区災害対策本㒊がタ⨨された時Ⅼをもって要ㄳされたものとࡳなす。 

３ 協定ཷỈᵴの所在地࣭ྡ⛠࣭容量は、次のとおりとする。 

(1)所  在  地                                   

 

(2)ྡ    ⛠                                   

 

(3)ཷỈᵴの容量                                   

４ 甲は、乙に対し「中央区災害時㣧料Ỉ౪⤥協力ཷỈᵴ」のᶆ♧ᯈを交するものとする。 

（ᥦ౪） 

第３条 乙は、甲の協力要ㄳをཷࡅたときは、特別の理⏤がない限り、甲又はに対し㣧料Ỉを

ᥦ౪するものとする。 

２ 前項の特別の理⏤とは、次の場合をいう。 

一 災害によって、協定ཷỈᵴが◚ᦆし、㣧料ỈがᯤῬしたとき。 

 災害によって、協定ཷỈᵴ内に有害物㉁がὶධしたྍ⬟性が࠶るとき。 

୕ ⅆ災消ⅆ又はⅆ災消ⅆ協力のため用したとき。 

ᅄ 上グのほか、甲又はにおいて、┿にやࡴをᚓない事が࠶ると認めるとき。 

（費用負担） 

第４条 甲は、この協定にᇶ࡙いてᥦ౪をཷࡅた㣧料Ỉの料金を負担するものとする。 

（ㄳồ） 

第５条 乙は、㣧料Ỉᥦ౪後、甲の☜認をཷࡅて用Ỉ量の料金を甲にㄳồすることができる。

この場合のㄳồ金㢠は、ᮾி㒔Ỉ道ᒁが定めた規定により⟬ฟされた金㢠とする。 

（支ᡶ） 

第６条 甲は、乙から前条のㄳồが࠶ったときは、速やかに乙支ᡶうものとする。 

（౪） 

第７条 甲は、協定ཷỈᵴから㣧料Ỉを取Ỉするために必要な資ჾᮦをண⟬の⠊ᅖ内でに౪

することができる。 

（協議） 

第㸶条 この協定に定めのない事項及びこの協定に⩏を生ࡌたときは、甲、乙及びの୕者に

よる協議のう࠼Ỵ定するものとする。 
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 甲、乙及びの୕者で、本協定書３㏻をసᡂし、それࡒれグྡᢲ༳のう࠼各１㏻を保有するも

のとする。 

 

  ௧  ᖺ  ᭶  日 

 

 

甲  中央区 

௦⾲者 中央区㛗 

 

乙  ఫ所 

Ặྡ 

 

 防災区民⤌⧊    

  ఫ所 

Ặྡ 
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114．災害にࡅ࠾る㣧ᩱỈ౪⤥協力に関する協ᐃ書（㜵災༊Ẹ⤌⧊）（本文270頁） 

 

 中央区を「甲」とし、                            を「乙」

とし、                   防災区民⤌⧊を「」として、甲、乙及び

の୕者間において、次のとおり協定を⥾⤖する。 

（目的） 

第１条 この協定は、㟈災により災害が発生した場合において、甲の行うᛂᛴ⤥Ỉ活動に対す

る乙及びの協力に㛵し、必要な事項を定めることにより、災害ᩆຓ活動のを図ること

を目的とする。 

（協力） 

第２条 乙は、前条の目的を㐩ᡂするため、甲の要ㄳにᇶ࡙き及び地域ఫ民に第３項で定める

協定ཷỈᵴのỈ（以下「㣧料Ỉ」という。）を౪⤥するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、災害の≧ἣにより、甲が乙に要ㄳするいとまがないときは、中央

区災害対策本㒊がタ⨨された時Ⅼをもって要ㄳされたものとࡳなす。 

３ 協定ཷỈᵴの所在地࣭ྡ⛠࣭容量は、次のとおりとする。 

(1)所  在  地                                   

 

(2)ྡ    ⛠                                   

 

(3)ཷỈᵴの容量                                   

４ 甲は、乙に対し「中央区災害時㣧料Ỉ౪⤥協力ཷỈᵴ」のᶆ♧ᯈを交するものとする。 

（ᥦ౪） 

第３条 乙は、甲の協力要ㄳをཷࡅたときは、特別の理⏤がない限り、甲又はに対し㣧料Ỉを

ᥦ౪するものとする。 

２ 前項の特別の理⏤とは、次の場合をいう。 

一 災害によって、協定ཷỈᵴが◚ᦆし、㣧料ỈがᯤῬしたとき。 

 災害によって、協定ཷỈᵴ内に有害物㉁がὶධしたྍ⬟性が࠶るとき。 

୕ ⅆ災消ⅆ又はⅆ災消ⅆ協力のため用したとき。 

ᅄ 上グのほか、甲又はにおいて、┿にやࡴをᚓない事が࠶ると認めるとき。 

（費用負担） 

第４条 甲は、この協定にᇶ࡙いてᥦ౪をཷࡅた㣧料Ỉの料金を負担するものとする。 

（ㄳồ） 

第５条 乙は、㣧料Ỉᥦ౪後、甲の☜認をཷࡅて用Ỉ量の料金を甲にㄳồすることができる。

この場合のㄳồ金㢠は、ᮾி㒔Ỉ道ᒁが定めた規定により⟬ฟされた金㢠とする。 

（支ᡶ） 

第６条 甲は、乙から前条のㄳồが࠶ったときは、速やかに乙支ᡶうものとする。 

（౪） 

第７条 甲は、協定ཷỈᵴから㣧料Ỉを取Ỉするために必要な資ჾᮦをண⟬の⠊ᅖ内でに౪

することができる。 

（協議） 

第㸶条 この協定に定めのない事項及びこの協定に⩏を生ࡌたときは、甲、乙及びの୕者に

よる協議のう࠼Ỵ定するものとする。 
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 甲、乙及びの୕者で、本協定書３㏻をసᡂし、それࡒれグྡᢲ༳のう࠼各１㏻を保有するも

のとする。 

 

  ௧  ᖺ  ᭶  日 

 

 

甲  中央区 

௦⾲者 中央区㛗 

 

乙  ఫ所 

Ặྡ 

 

 防災区民⤌⧊    

  ఫ所 

Ặྡ 
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115．災害にࡅ࠾る⡿✐౪⤥協力に関する協ᐃ書（⡿✐ᑠၟᴗ⤌ྜ）

（本文265頁） 
 

 ᮾி㒔中央区を「甲」とし、ᮾி㒔⡿✐ᑠ売ၟ業⤌合中央支㒊を「乙」とし、甲乙間において

次のとおり協定を⥾⤖する。 

（目的） 

第１条 この協定は、災害が発生した場合、甲の行う食⣊のᛂᛴ⤥食活動に対する乙の協力に㛵

し必要な事項を定めることにより、災害ᩆຓ活動のを図ることを目的とする。 

（協力） 

第２条 乙は、前条の目的を㐩ᡂするため次のとおり協力するものとする。 

(1) 災害時に甲の要ㄳが࠶ったときは、⢭⡿をඃඛ的に౪⤥する。 

(2) 前号の౪⤥を☜保するため、所ᒓ各⤌合ဨ（以下「⤌合ဨ」という。）のᗑ⯒に支㒊体と

して᭱ప162ಥの⢭⡿を常時保有する。 

２ 甲は、この協定にᇶ࡙き⤌合ဨᗑ⯒に対し、「中央区災害時食⣊౪⤥協力ᗑ」の⾲♧ᯈの交

をするものとする。 

（業務） 

第３条 乙は、甲からこの協定による協力の要ㄳをཷࡅた場合指定ᩘ量の⡿✐を指定⣡ධ場所に

⣡ධするものとする。 

２ ⣡ධ業務にᚑ事する⤌合ဨは、区⫋ဨの指♧にᚑって⣡ධするものとする。 

（費用負担） 

第４条 甲は、第２条第１項第２号の経費をண⟬の⠊ᅖ内で負担するものとする。 

２ 甲は、乙が前条により⣡ධした⡿✐の௦金（ᶆ準価᱁又は指ᑟ価᱁による。）及びその所要

経費を負担するものとする。 

（支ᡶ） 

第５条 甲は、前条第１項の経費をẖᖺ５᭶ᮎまでに支ᡶうものとする。 

２ 甲は、乙から第３条の業務⤊後、前条第２項の費用のㄳồが࠶ったときは、その内容を☜

認のう࠼速やかに支ᡶうものとする。 

（協議） 

第６条 この協定に定めのない事項及びこの協定に⩏を生ࡌたときは、甲乙協議のう࠼Ỵ定す

るものとする。 

（有効期間） 

第７条 この協定の有効期間は、55ᖺ２᭶28日から56ᖺ３᭶31日までとする。たࡔし、

期限‶の日の３ࢣ᭶前までに甲乙なࢇらの⏦しฟがないときは、１ᖺ間ᘏ㛗されたものとࡳ

なし、以㝆このによるものとする。 

 

 甲と乙とは、本協定書２㏻をసᡂし、双方⨫ྡᢲ༳のう࠼各１㏻を保有するものとする。 

 

  55ᖺ２᭶28日 

 

 

甲 ᮾி㒔中央区⠏地一目１␒１号 

ᮾி㒔中央区 

௦⾲者 ᮾி㒔中央区㛗 

 

乙 ᮾி㒔中央区日本ᶫᑠ⥙⏫16㸫16 

ᮾ⡿ၟ中央支㒊 

௦⾲者 
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116．災害にࡅ࠾る㯝㢮➼౪⤥協力に関する協ᐃ書（㯝㢮協ྠ⤌ྜ）（本文265頁） 
 

 ᮾி㒔中央区を「甲」とし、ᮾி㒔㯝㢮協ྠ⤌合（ிᶫ、⠏地、日本ᶫ、ஂᯇ、᭶ᓥ）支㒊を

「乙」とし、甲乙間において次のとおり協定を⥾⤖する。 

（目的） 

第１条  この協定は、災害が発生した場合、甲の行う食⣊のᛂᛴ⤥食活動に対する乙の協力 

に㛵し必要な事項を定めることにより、災害ᩆຓ活動のを図ることを目的とする。 

（協力） 

第２条 乙は、前条の目的を㐩ᡂするため、甲の要ㄳにᇶ࡙き㯝㢮等の౪⤥を行うものとする。 

２ 甲は、この協定にᇶ࡙き乙の所ᒓ各⤌合ဨᗑ⯒に対し「中央区災害時食⣊౪⤥協力ᗑ」の⾲ 

♧ᯈの交をするものとする。 

（業務） 

第３条 乙は、甲からこの協定による協力の要ㄳをཷࡅた場合次の業務を実施するものとする。 

 (1) ཎᮦ料のᥦ౪ 

 (2) タ備機ჾ等のᥦ౪ 

 (3) ປ務のᥦ౪ 

２ 甲は、乙に対し当該要ㄳをするときは、要ㄳの理⏤、業務内容、日時、場所、その他必要な

事項を᫂らかにし要ㄳしなࡅれࡤならない。 

（費用負担） 

第４条 甲は、第３条第１項第１号及び第２号の乙の業務に対しその実費を負担するものとする。 

（支ᡶ） 

第５条 甲は、乙から第３条に定める業務⤊後、前条に定める費用のㄳồが࠶ったときは、そ 

の内容を☜認のう࠼速やかに支ᡶうものとする。 

（協議） 

第６条 この協定に定めのない事項及びこの協定に⩏を生ࡌたときは、甲乙協議のう࠼Ỵ定す 

るものとする。 

（有効期間） 

第７条 この協定の有効期間は、55ᖺ2᭶28日から56ᖺ3᭶31日までとする。たࡔし、期 

限‶の日の３ࣨ᭶前までに、甲乙なࢇらの⏦しฟがないときは、１ᖺ間ᘏ㛗されたものとࡳ

なし、以㝆このによるものとする。 
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115．災害にࡅ࠾る⡿✐౪⤥協力に関する協ᐃ書（⡿✐ᑠၟᴗ⤌ྜ）

（本文265頁） 
 

 ᮾி㒔中央区を「甲」とし、ᮾி㒔⡿✐ᑠ売ၟ業⤌合中央支㒊を「乙」とし、甲乙間において

次のとおり協定を⥾⤖する。 

（目的） 

第１条 この協定は、災害が発生した場合、甲の行う食⣊のᛂᛴ⤥食活動に対する乙の協力に㛵

し必要な事項を定めることにより、災害ᩆຓ活動のを図ることを目的とする。 

（協力） 

第２条 乙は、前条の目的を㐩ᡂするため次のとおり協力するものとする。 

(1) 災害時に甲の要ㄳが࠶ったときは、⢭⡿をඃඛ的に౪⤥する。 

(2) 前号の౪⤥を☜保するため、所ᒓ各⤌合ဨ（以下「⤌合ဨ」という。）のᗑ⯒に支㒊体と

して᭱ప162ಥの⢭⡿を常時保有する。 

２ 甲は、この協定にᇶ࡙き⤌合ဨᗑ⯒に対し、「中央区災害時食⣊౪⤥協力ᗑ」の⾲♧ᯈの交

をするものとする。 

（業務） 

第３条 乙は、甲からこの協定による協力の要ㄳをཷࡅた場合指定ᩘ量の⡿✐を指定⣡ධ場所に

⣡ධするものとする。 

２ ⣡ධ業務にᚑ事する⤌合ဨは、区⫋ဨの指♧にᚑって⣡ධするものとする。 

（費用負担） 

第４条 甲は、第２条第１項第２号の経費をண⟬の⠊ᅖ内で負担するものとする。 

２ 甲は、乙が前条により⣡ධした⡿✐の௦金（ᶆ準価᱁又は指ᑟ価᱁による。）及びその所要

経費を負担するものとする。 

（支ᡶ） 

第５条 甲は、前条第１項の経費をẖᖺ５᭶ᮎまでに支ᡶうものとする。 

２ 甲は、乙から第３条の業務⤊後、前条第２項の費用のㄳồが࠶ったときは、その内容を☜

認のう࠼速やかに支ᡶうものとする。 

（協議） 

第６条 この協定に定めのない事項及びこの協定に⩏を生ࡌたときは、甲乙協議のう࠼Ỵ定す

るものとする。 

（有効期間） 

第７条 この協定の有効期間は、55ᖺ２᭶28日から56ᖺ３᭶31日までとする。たࡔし、

期限‶の日の３ࢣ᭶前までに甲乙なࢇらの⏦しฟがないときは、１ᖺ間ᘏ㛗されたものとࡳ

なし、以㝆このによるものとする。 

 

 甲と乙とは、本協定書２㏻をసᡂし、双方⨫ྡᢲ༳のう࠼各１㏻を保有するものとする。 

 

  55ᖺ２᭶28日 

 

 

甲 ᮾி㒔中央区⠏地一目１␒１号 

ᮾி㒔中央区 

௦⾲者 ᮾி㒔中央区㛗 

 

乙 ᮾி㒔中央区日本ᶫᑠ⥙⏫16㸫16 

ᮾ⡿ၟ中央支㒊 

௦⾲者 
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116．災害にࡅ࠾る㯝㢮➼౪⤥協力に関する協ᐃ書（㯝㢮協ྠ⤌ྜ）（本文265頁） 
 

 ᮾி㒔中央区を「甲」とし、ᮾி㒔㯝㢮協ྠ⤌合（ிᶫ、⠏地、日本ᶫ、ஂᯇ、᭶ᓥ）支㒊を

「乙」とし、甲乙間において次のとおり協定を⥾⤖する。 

（目的） 

第１条  この協定は、災害が発生した場合、甲の行う食⣊のᛂᛴ⤥食活動に対する乙の協力 

に㛵し必要な事項を定めることにより、災害ᩆຓ活動のを図ることを目的とする。 

（協力） 

第２条 乙は、前条の目的を㐩ᡂするため、甲の要ㄳにᇶ࡙き㯝㢮等の౪⤥を行うものとする。 

２ 甲は、この協定にᇶ࡙き乙の所ᒓ各⤌合ဨᗑ⯒に対し「中央区災害時食⣊౪⤥協力ᗑ」の⾲ 

♧ᯈの交をするものとする。 

（業務） 

第３条 乙は、甲からこの協定による協力の要ㄳをཷࡅた場合次の業務を実施するものとする。 

 (1) ཎᮦ料のᥦ౪ 

 (2) タ備機ჾ等のᥦ౪ 

 (3) ປ務のᥦ౪ 

２ 甲は、乙に対し当該要ㄳをするときは、要ㄳの理⏤、業務内容、日時、場所、その他必要な
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（費用負担） 
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 甲と乙とは、本協定書２㏻をసᡂし、双方⨫ྡᢲ༳のう࠼各１㏻を保有するものとする。 

 

  55ᖺ２᭶28日 

 

 

甲  ᮾி㒔中央区⠏地一目１␒１号 

ᮾி㒔中央区 

௦⾲者 ᮾி㒔中央区㛗 

 

乙  ᮾி㒔中央区ඵᇼ３㸫14㸫３ 

ᮾி㒔㯝㢮協ྠ⤌合ிᶫ支㒊 

௦⾲者 ிᶫ支㒊㛗 

 

乙  ᮾி㒔中央区㖟ᗙ３㸫㸶㸫１ 

ᮾி㒔㯝㢮協ྠ⤌合⠏地支㒊 

௦⾲者 ⠏地支㒊㛗 

 

乙  ᮾி㒔中央区日本ᶫᇼ␃⏫１㸫４㸫16 

ᮾி㒔㯝㢮協ྠ⤌合日本ᶫ支㒊 

௦⾲者 日本ᶫ支㒊㛗 

 

乙  ᮾி㒔中央区日本ᶫ㤿႞⏫２㸫２㸫14 

ᮾி㒔㯝㢮協ྠ⤌合ஂᯇ支㒊 

௦⾲者 ஂᯇ支㒊㛗 

 

乙  ᮾி㒔中央区᭶ᓥ３㸫㸴㸫５ 

ᮾி㒔㯝㢮協ྠ⤌合᭶ᓥ支㒊 

௦⾲者 ᭶ᓥ支㒊㛗 
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117．災害時における石油類等の供給に関する協定書（石油商業組合）（本文274頁） 
 

 東京都中央区（以下「甲」という。）と東京都石油商業組合京橋支部及び日本橋支部（以下「乙」

という。）とは、中央区の区域内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、応

急対策のための石油類等を確保するため、次のとおり協定を締結する。 

（総則） 

第１条 この協定は、東京都中央区地域防災計画に基づき、甲が行う災害応急対策に対する乙の

協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請手続） 

第２条 甲は、乙に石油類等の供給を要請するときは、数量、納入日時、納入場所その他必要な

事項を指示するものとする。 

（協力の内容） 

第３条 乙は、災害時における甲の応急対策のための石油類等の供給要請に対し、積極的に協力

し、石油類等を優先的に供給するものとする。 

（業務） 

第４条 乙は、甲の要請があったときは、甲が指定する場所へ石油類等を納入し、区職員の確認

を受けるものとする。 

（価格及び請求） 

第５条 甲の要請により供給する石油類等の価格は、原則として災害発生直前における小売価格

を基準として、甲乙協議のうえ決定する。 

２ 乙は、石油類等の納入が完了したときは、甲の負担する経費について、納品書を添えて請求

するものとする。 

（代金の支払） 

第６条 甲は、乙から前条の規定により経費の請求があったときは、その内容を確認のうえ速や

かに支払うものとする。 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ

決定するものとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から３か年とする。ただし、期間満了の日の３か

月前までに甲又は乙から何らの申出がないときは、更に１年間延長されたものとみなし、以後

この例によるものとする。 

 

 この協定を証するため、本証３通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ各１通を保有する。 

 

  平成８年12月11日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区新川二丁目16番10号 

東京都石油商業組合京橋支部 

代表者 支部長 

 

乙  東京都中央区日本橋茅場町三丁目３番６号 

東京都石油商業組合日本橋支部 

代表者 支部長 



- 297 - 

 甲と乙とは、本協定書２㏻をసᡂし、双方⨫ྡᢲ༳のう࠼各１㏻を保有するものとする。 

 

  55ᖺ２᭶28日 

 

 

甲  ᮾி㒔中央区⠏地一目１␒１号 

ᮾி㒔中央区 

௦⾲者 ᮾி㒔中央区㛗 

 

乙  ᮾி㒔中央区ඵᇼ３㸫14㸫３ 

ᮾி㒔㯝㢮協ྠ⤌合ிᶫ支㒊 

௦⾲者 ிᶫ支㒊㛗 

 

乙  ᮾி㒔中央区㖟ᗙ３㸫㸶㸫１ 

ᮾி㒔㯝㢮協ྠ⤌合⠏地支㒊 

௦⾲者 ⠏地支㒊㛗 

 

乙  ᮾி㒔中央区日本ᶫᇼ␃⏫１㸫４㸫16 

ᮾி㒔㯝㢮協ྠ⤌合日本ᶫ支㒊 

௦⾲者 日本ᶫ支㒊㛗 

 

乙  ᮾி㒔中央区日本ᶫ㤿႞⏫２㸫２㸫14 

ᮾி㒔㯝㢮協ྠ⤌合ஂᯇ支㒊 

௦⾲者 ஂᯇ支㒊㛗 

 

乙  ᮾி㒔中央区᭶ᓥ３㸫㸴㸫５ 

ᮾி㒔㯝㢮協ྠ⤌合᭶ᓥ支㒊 

௦⾲者 ᭶ᓥ支㒊㛗 

 

- 298 - 

117．災害時における石油類等の供給に関する協定書（石油商業組合）（本文274頁） 
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２ 乙は、石油類等の納入が完了したときは、甲の負担する経費について、納品書を添えて請求

するものとする。 

（代金の支払） 

第６条 甲は、乙から前条の規定により経費の請求があったときは、その内容を確認のうえ速や

かに支払うものとする。 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ

決定するものとする。 
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東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区新川二丁目16番10号 

東京都石油商業組合京橋支部 

代表者 支部長 

 

乙  東京都中央区日本橋茅場町三丁目３番６号 

東京都石油商業組合日本橋支部 

代表者 支部長 
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118．災害Ⓨ⏕時における災害ᑐᛂᆺ給油ᡤの協ຊに関する協定書（㝮⏣商）

（本文274頁） 
 

 東京都中央区（以下「甲」という。）と災害対応ᆺ給油所の認定を受けた㝮⏣商事ᰴᘧ♫（以

下「乙」という。）とは、中央区の区域内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

いて、応急対策のための石油類等を確保するため、次のとおり協定を締結する。 

（総則） 

第１条 この協定は、東京都中央区地域防災計画に基づき、甲が行う災害応急対策に対する乙の

協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請手続） 

第２条 甲は、乙に石油類等の供給を要請するときは、数量、納入日時、納入場所、その他必要

な事項を指示するものとする。 

（協力の内容） 

第３条 乙は、災害時における甲の応急対策のための協力要請に対し、次にᥖࡆる事項について

積極的に協力するものとする。この場合において、甲は、乙に対し、協力の内容をにᶵ⬟

できるように⿕害≧ἣሗをᥦ供するものとする。 

一 甲が指示する㌴୧へ⇞ᩱ油を優先的に給油すること。ただし、甲が指示する㌴୧の⇞ᩱ給

油地は、東京都中央区日本橋本石町ᅄ丁目３番㸵号の乙が指示する給油所とする。 

二 甲が指示する場所へ石油類を納入すること。 

三 ఫẸへの㠀ᖖ⏝㣗ᩱ、㣧ᩱỈ等の㞟積地として、⏝地及びタഛをᥦ供すること。 

（価格及び請求） 

第４条 甲の要請により供給する石油類等の価格は、原則として災害発生直前における小売価格

を基準として、甲乙協議のୖ決定する。 

２ 乙は、石油類等の納入が完了したときは、甲の負担する経費について、納品書を添えて請求

するものとする。 

（代金の支払） 

第５条 甲は、乙から前条の規定により経費の請求があったときは、その内容を確認のୖ速やか

に支払うものとする。 

（平ᖖ時の㐃ᦠ） 

第６条 甲は、乙に対し、東京都中央区地域防災計画の一⎔として防災カ⦎等へのཧຍを求める

ことができる。 

２ 甲は、災害対応ᆺ給油所のᙺについて区Ẹに࿘▱するものとする。 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議のୖ決

定するものとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から３か年とする。ただし、期間満了の日の３か

月前までに甲又は乙から何らの申出がないときは、更に１年間延長されたものとみなし、以後

この例によるものとする。
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 この協定を証するため、本証２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のୖ各１通を保有する。 

 

 平成㸷年㸲月11日 

 

 

甲   東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙   東京都㇂区⚄ᐑ前ᅄ丁目26番18号 

㝮⏣商事ᰴᘧ♫ 

代表ྲྀ締ᙺ 
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118．災害Ⓨ⏕時における災害ᑐᛂᆺ給油ᡤの協ຊに関する協定書（㝮⏣商）
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 この協定を証するため、本証２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のୖ各１通を保有する。 

 

 平成㸷年㸲月11日 

 

 

甲   東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙   東京都㇂区⚄ᐑ前ᅄ丁目26番18号 

㝮⏣商事ᰴᘧ♫ 

代表ྲྀ締ᙺ 
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119．災害時における救援物資等の輸送用車両の優先提供に関する協定書（トラック協会）（本文273頁） 
 

 ⅏ᐖ時ࡅ࠾る⥭ᛴ㍺㏦業ົ（以ୗࠕ業ົࠖと࠸う。）関し、東京都中央区（以ୗࠕ甲ࠖと

ḟのと、࡚࠸࠾との間（。う࠸乙ࠖとࠕ以ୗ）う。）と社団法人東京都トラック協会中央支部࠸

 。協定を⥾⤖するࡾ࠾

（㊃᪨） 

第１条 ࡇの協定は、中央区ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ᇶ࡙ࡃẸ間協ຊィ⏬の୍⎔とし࡚、⅏ᐖ時ࡅ࠾る

㍺㏦車両の☜保関し、区ෆ㐠㏦業者との協ຊ࡚࠸ࡘᚲせ࡞㡯を定ࡵるࡶのとする。 

（せㄳ） 

第２条 甲は、ᆅ㟈、台㢼そのの⅏ᐖࡀⓎ⏕し、ཪはⓎ⏕するᜍれ࠶ࡀるሙྜࡇ、࡚࠸࠾の

協定ᇶ࡙ࡃ㍺㏦用車両ཬࡧ㐠㌿者（以ୗࠕ車両➼ࠖと࠸う。）ࡀᚲせ࡛࠶るとㄆࡓࡵときは、

乙ᑐし、日時ཬࡧሙᡤをᣦ定し࡚車両➼のඃඛᥦ供をせㄳするࡶのとする。 

（車両➼の供給） 

第３条 乙は、前条のつ定ࡾࡼ甲のせㄳࡓࡗ࠶ࡀときは、≉別の⌮⏤࠸࡞ࡀ㝈ࡾ、甲ᑐし車

両➼をᥦ供し、業ົをᐇしࡅ࡞れ࡞ࡤら࠸࡞。 

（㈝用㈇ᢸ） 

第４条 ࡇの協定ࡾࡼ、乙ࡀᐇする業ົせしࡓḟのྛྕᥖࡆる㈝用は、甲ࡀ㈇ᢸする。 

(1) 乙ࡀ供給しࡓ車両➼の料金 

(2) 業ົのᐇ係る㧗㏿㐨㊰➼有料㐨㊰の通⾜料金ཬࡧ有料㥔車ሙの用料金 

（車両➼の料金） 

第５条 前条第１ྕᥖࡆる料金は、別表のとࡾ࠾とする。 

（㈝用のㄳồ） 

第６条 乙は、業ົࡀ⤊しࡓ後、㏿ࡸか甲ሗ࿌し、業ົせしࡓ㈝用をㄳồするࡶのとす

る。 

２ 甲は、前㡯ࡼる乙のㄳồࡓࡗ࠶ࡀときは、そのෆᐜを☜ㄆのうえ支ᡶうࡶのとする。 

（供給の⥅⥆） 

第７条 乙の供給しࡓ車両➼ࡀᨾ㞀、そのの⌮⏤ࡾࡼ㐠⾜を中᩿しࡓときは、乙は、┤ࡕ

ᙜヱ車両をし、そのᥦ供を⥅⥆しࡅ࡞れ࡞ࡤら࠸࡞。 

（ሗ࿌） 

第８条 乙は、業ົのᐇ中ᨾࡀⓎ⏕しࡓときは、甲ᑐし┤ࡕその≧ἣをሗ࿌しࡅ࡞れ

 。࠸࡞ら࡞ࡤ

（㈺ൾ） 

第９条 甲は、その㈐ࡵᖐすき⏤ࡾࡼ、業ົᚑする車両➼ᦆᐖをえ、ཪは⁛ኻ

しࡓときは、乙ᑐしそのᦆᐖを㈺ൾするࡶのとする。 

２ 乙は、業ົのᐇ中その㈐ࡵᖐすき⏤ࡾࡼ、ྠక者ཪは第୕者ᦆᐖをえࡓと

きは、その㈺ൾの㈐ࡵを㈇うࡶのとする。 

（ᦆᐖ㈺ൾ） 

第10条 ࡇの協定ᇶ࡙ࡃ業ົᚑしࡓ者ࡀ、ᙜヱ業ົࡾࡼṚஸし、㈇യし、ⱝしࡃは

㞀ᐖ࠸ⴭしは、ᚰ㌟ࡃṚஸⱝしࡾࡼはࡃる㈇യⱝしࡼཪは、業ົのᚑ、ࡾかか

を⏕ࡓࡌときは、ࠕ⅏ᐖ㝿しᛂᛴᥐ⨨の業ົ➼ᚑしࡓ者係るᦆᐖ㈺ൾ関する条

（38年中央区条第15ྕ）ࠖ のつ定準࡚ࡌ、甲ࡀ保㞀する。 

（ᥦ供ྍ⬟車両➼のሗ࿌） 

第11条 乙は、ࡇの協定の⥾⤖ᙜࡾࡓ⅏ᐖ時ᥦ供ྍ⬟࡞車両➼を甲ሗ࿌するࡶのとする。 

（協定ᮇ間ཬࡧ᭦᪂） 

第12条 ࡇの協定の有ຠᮇ間は、協定⥾⤖の日から平成㸲年３月31日࡛ࡲとする。ࡔࡓし、ᮇ間

‶の日から１か月前࡛ࡲ甲ཪは乙のࡎ࠸れからࡇࡶの協定ᨵ定のពᛮ表♧࠸࡞ࡀときは、

᭦１年間ᘏ長するࡶのとし、以後ࡇのࡼる。 

（協㆟） 

第13条 ࡇの協定のྛ条㡯のゎ㔘࡚࠸ࡘ⩏ࡓࡌ⏕ࡀとき、ཪはࡇの協定の定ࡵの࠸࡞㡯

 。のとするࡶるࡵは、甲乙協㆟し࡚定࡚࠸ࡘ
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 甲と乙とは、本書を２通作成し、それぞれ記名、押印のうえ、その１通を保有する。 

 

 平成３年10月８日 

 

 

甲 東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙 社団法人 東京都トラック協会中央支部 

代表者 支部長 

 

 

別表（第５条関係） 

 

 供 給 車 両 数量 金   額 

１ ２ｔ 1 0尺幌付き １ 台 
平常時の契約料金を準用する。 

２ 残     業 １時間 

（備 考） 作業時間は、午前８時30分から午後５時を定時間とし、 

      午後５時以降の作業は残業とする。 
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119．災害時における救援物資等の輸送用車両の優先提供に関する協定書（トラック協会）（本文273頁） 
 

 ⅏ᐖ時ࡅ࠾る⥭ᛴ㍺㏦業ົ（以ୗࠕ業ົࠖと࠸う。）関し、東京都中央区（以ୗࠕ甲ࠖと

ḟのと、࡚࠸࠾との間（。う࠸乙ࠖとࠕ以ୗ）う。）と社団法人東京都トラック協会中央支部࠸

 。協定を⥾⤖するࡾ࠾

（㊃᪨） 

第１条 ࡇの協定は、中央区ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ᇶ࡙ࡃẸ間協ຊィ⏬の୍⎔とし࡚、⅏ᐖ時ࡅ࠾る

㍺㏦車両の☜保関し、区ෆ㐠㏦業者との協ຊ࡚࠸ࡘᚲせ࡞㡯を定ࡵるࡶのとする。 

（せㄳ） 

第２条 甲は、ᆅ㟈、台㢼そのの⅏ᐖࡀⓎ⏕し、ཪはⓎ⏕するᜍれ࠶ࡀるሙྜࡇ、࡚࠸࠾の

協定ᇶ࡙ࡃ㍺㏦用車両ཬࡧ㐠㌿者（以ୗࠕ車両➼ࠖと࠸う。）ࡀᚲせ࡛࠶るとㄆࡓࡵときは、

乙ᑐし、日時ཬࡧሙᡤをᣦ定し࡚車両➼のඃඛᥦ供をせㄳするࡶのとする。 

（車両➼の供給） 

第３条 乙は、前条のつ定ࡾࡼ甲のせㄳࡓࡗ࠶ࡀときは、≉別の⌮⏤࠸࡞ࡀ㝈ࡾ、甲ᑐし車

両➼をᥦ供し、業ົをᐇしࡅ࡞れ࡞ࡤら࠸࡞。 

（㈝用㈇ᢸ） 

第４条 ࡇの協定ࡾࡼ、乙ࡀᐇする業ົせしࡓḟのྛྕᥖࡆる㈝用は、甲ࡀ㈇ᢸする。 

(1) 乙ࡀ供給しࡓ車両➼の料金 

(2) 業ົのᐇ係る㧗㏿㐨㊰➼有料㐨㊰の通⾜料金ཬࡧ有料㥔車ሙの用料金 

（車両➼の料金） 

第５条 前条第１ྕᥖࡆる料金は、別表のとࡾ࠾とする。 

（㈝用のㄳồ） 

第６条 乙は、業ົࡀ⤊しࡓ後、㏿ࡸか甲ሗ࿌し、業ົせしࡓ㈝用をㄳồするࡶのとす

る。 

２ 甲は、前㡯ࡼる乙のㄳồࡓࡗ࠶ࡀときは、そのෆᐜを☜ㄆのうえ支ᡶうࡶのとする。 

（供給の⥅⥆） 

第７条 乙の供給しࡓ車両➼ࡀᨾ㞀、そのの⌮⏤ࡾࡼ㐠⾜を中᩿しࡓときは、乙は、┤ࡕ

ᙜヱ車両をし、そのᥦ供を⥅⥆しࡅ࡞れ࡞ࡤら࠸࡞。 

（ሗ࿌） 

第８条 乙は、業ົのᐇ中ᨾࡀⓎ⏕しࡓときは、甲ᑐし┤ࡕその≧ἣをሗ࿌しࡅ࡞れ

 。࠸࡞ら࡞ࡤ

（㈺ൾ） 

第９条 甲は、その㈐ࡵᖐすき⏤ࡾࡼ、業ົᚑする車両➼ᦆᐖをえ、ཪは⁛ኻ

しࡓときは、乙ᑐしそのᦆᐖを㈺ൾするࡶのとする。 

２ 乙は、業ົのᐇ中その㈐ࡵᖐすき⏤ࡾࡼ、ྠక者ཪは第୕者ᦆᐖをえࡓと

きは、その㈺ൾの㈐ࡵを㈇うࡶのとする。 

（ᦆᐖ㈺ൾ） 

第10条 ࡇの協定ᇶ࡙ࡃ業ົᚑしࡓ者ࡀ、ᙜヱ業ົࡾࡼṚஸし、㈇യし、ⱝしࡃは

㞀ᐖ࠸ⴭしは、ᚰ㌟ࡃṚஸⱝしࡾࡼはࡃる㈇യⱝしࡼཪは、業ົのᚑ、ࡾかか

を⏕ࡓࡌときは、ࠕ⅏ᐖ㝿しᛂᛴᥐ⨨の業ົ➼ᚑしࡓ者係るᦆᐖ㈺ൾ関する条

（38年中央区条第15ྕ）ࠖ のつ定準࡚ࡌ、甲ࡀ保㞀する。 

（ᥦ供ྍ⬟車両➼のሗ࿌） 

第11条 乙は、ࡇの協定の⥾⤖ᙜࡾࡓ⅏ᐖ時ᥦ供ྍ⬟࡞車両➼を甲ሗ࿌するࡶのとする。 

（協定ᮇ間ཬࡧ᭦᪂） 

第12条 ࡇの協定の有ຠᮇ間は、協定⥾⤖の日から平成㸲年３月31日࡛ࡲとする。ࡔࡓし、ᮇ間

‶の日から１か月前࡛ࡲ甲ཪは乙のࡎ࠸れからࡇࡶの協定ᨵ定のពᛮ表♧࠸࡞ࡀときは、

᭦１年間ᘏ長するࡶのとし、以後ࡇのࡼる。 

（協㆟） 

第13条 ࡇの協定のྛ条㡯のゎ㔘࡚࠸ࡘ⩏ࡓࡌ⏕ࡀとき、ཪはࡇの協定の定ࡵの࠸࡞㡯

 。のとするࡶるࡵは、甲乙協㆟し࡚定࡚࠸ࡘ
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 甲と乙とは、本書を２通作成し、それぞれ記名、押印のうえ、その１通を保有する。 

 

 平成３年10月８日 

 

 

甲 東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙 社団法人 東京都トラック協会中央支部 

代表者 支部長 

 

 

別表（第５条関係） 

 

 供 給 車 両 数量 金   額 

１ ２ｔ 1 0尺幌付き １ 台 
平常時の契約料金を準用する。 

２ 残     業 １時間 

（備 考） 作業時間は、午前８時30分から午後５時を定時間とし、 

      午後５時以降の作業は残業とする。 
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120．災害時における救援物資の輸送等に関する協定書（の⣲物ὶ）（本文273頁） 
 
 ⅏ᐖ時ࡅ࠾る⥭ᛴ㍺㏦業ົ➼（以ୗࠕ業ົࠖと࠸う。）関し、東京都中央区（以ୗࠕ甲ࠖ 

と࠸う。）との⣲≀ὶᰴᘧ会社（以ୗࠕ乙ࠖと࠸う。）との間࡚࠸࠾、ḟのとࡾ࠾協定を⥾⤖ 

する。 

（┠ⓗ） 

第１条 ࡇの協定は、ᆅ㟈➼ࡼるつᶍ⅏ᐖ（以ୗࠕ⅏ᐖࠖと࠸う。）ࡀⓎ⏕し、ཪはⓎ⏕す

るᜍれ࠶ࡀるሙྜ࡚࠸࠾、甲ࡀ乙ᑐし࡚せㄳする⥭ᛴ㍺㏦➼の支協ຊ関し、そのᡭ⥆

き➼࡚࠸ࡘ定ࡵ、⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇ཬࡧ⅏ᐖᪧᑐ⟇ࡀᐇࡉれるࡇとを┠ⓗとする 。 

乙以እの㐠㏦業者➼とྠᵝの協定を⥾⤖するࡵࡓの協定の┠ⓗ㐩成のࡇࡀ乙は甲、࠾࡞  

 。のとするࡶ࠸࡞ࡆとをጉࡇ

（せㄳ） 

第２条 甲は、乙ᑐし、前条の┠ⓗを㐩成するࡵࡓᚲせ࠶ࡀるときは、ḟᥖࡆる業ົ（以

ୗࠕ本業ົࠖと࠸う。）のᥦ供࡚࠸ࡘ協ຊをせㄳするࡇと࡛ࡀきる。 

(1) 甲ࡀ⟶⌮する備ရ➼の㑊㞴ᡤの㍺㏦ 

(2) 甲ࡀᣦ定する㍺㏦ᣐⅬから㑊㞴ᡤのᩆ≀㈨の㍺㏦ 

(3) 甲ࡀᣦ定する㍺㏦ᣐⅬ࡛の≀㈨のཷࡅධれ、分ࡅཬࡧධฟᗜ⟶⌮➼の作業（以ୗࠕ≀ 

㈨のཷࡅධれ➼ࠖと࠸う。） 

(4) 前ྛྕᥖࡆるࡶののか、甲乙ࡀ前条の┠ⓗ㐩成のࡵࡓ⾜うࡇとを┦ᙜとㄆࡶࡓࡵ 

の 

（業ົのᐇ） 

第３条 乙は、前条のつ定ࡾࡼ甲のせㄳࡓࡗ࠶ࡀときは、乙の本社ࡀቯ⁛ⓗ࡞⿕ᐖをཷࡓࡅ➼

の≉別の⌮⏤࠸࡞ࡀሙྜは、ྍ⬟࡞⠊ᅖෆ࡛甲協ຊするࡼうດࡵるࡶのとする。 

（㈝用㈇ᢸ） 

第４条 乙ࡀ第２条つ定する協ຊෆᐜのᐇせしࡓ㈝用の㈇ᢸ࡚࠸ࡘは、甲の㈇ᢸとし、

⅏ᐖのⓎ⏕ཪは⅏ᐖのⓎ⏕するᜍれの࠶る┤前ࡅ࠾る㐺ṇ࡞౯᱁➼をᇶ準とし࡚甲乙協㆟

のୖ、Ỵ定するࡶのとする。 

２ 乙は、前㡯のつ定ࡾࡼⓎ⏕しࡓ㈝用（甲ࡀᣦ定するሙᡤ࡛ࡲの⛣ື係る⇞料㈝をྵࡴ。）

を⟬ฟし、甲ㄳồするࡶのとする。 

３ 甲は、乙からのㄳồࡓࡗ࠶ࡀときは、㏿ࡸかその㈝用を乙支ᡶうࡶのとする。 

（ሗ࿌） 

第５条 乙は、本業ົのᐇ中ᨾࡀⓎ⏕しࡓときは、甲ᑐし┤ࡕその≧ἣをሗ࿌しࡅ࡞

れ࡞ࡤら࠸࡞。 

（㈺ൾ） 

第６条 甲は、その㈐ࡵᖐすき⏤ࡾࡼ、本業ົᚑする車両ཬࡧᚑしࡓ者ᦆᐖを

え、ཪは⁛ኻしࡓときは、乙ᑐしそのᦆᐖを㈺ൾするࡶのとする。 

２ 乙は、本業ົのᐇ中その㈐ࡵᖐすき⏤ࡾࡼ、ྠక者ཪは第୕者ᦆᐖをえࡓ

ときは、その㈺ൾの㈐ࡵを㈇うࡶのとする。 

（ᦆᐖ㈺ൾ） 

第７条 本業ົᚑしࡓ者ࡀ、ᙜヱ業ົࡾࡼṚஸし、㈇യし、ⱝしࡃはかかࡾ、ཪは、

本業ົのᚑࡼる㈇യⱝしࡃはࡾࡼṚஸⱝしࡃは、ᚰ㌟ⴭし࠸㞀ᐖを⏕ࡓࡌときは、

関する条（38年中央区条係るᦆᐖ㈺ൾ者ࡓᚑし➼㝿しᛂᛴᥐ⨨の業ົ⅏ᐖࠕ

第15ྕ）ࠖ のつ定準࡚ࡌ、甲ࡀ保㞀する。 

（協定ᮇ間ཬࡧ᭦᪂） 

第８条 ࡇの協定の有ຠᮇ間は、協定⥾⤖の日から平成３㸮年３月３１日࡛ࡲとする。ࡔࡓし、

ᮇ間‶の日から１か月前࡛ࡲ甲ཪは乙のࡎ࠸れからࡇࡶの協定ᨵ定のពᛮ表♧࠸࡞ࡀと

きは、᭦１年間ᘏ長するࡶのとし、以後ࡇのࡼる。 

（中㏵ゎ約） 

第９条 甲ཬࡧ乙は、前条定ࡵるࡇの協定の有ຠᮇ間中࡛１、ࡶ࡚ࡗ࠶か月前のண࿌ᮇ間をࡶ

本協定の部ཪは୍部をゎ約す、ࡾࡼとࡇ書㠃࡛通▱し、協㆟するᑐし前ᡭ᪉┦࡚ࡗ
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るࡇと࡛ࡀきる。 

２ 中㏵ゎ約は、前㡯のつ定ࡼる協㆟の⤖ᯝ、甲と乙との間࡛ྜពࡉれるࡇとを条௳とし、ᙜ

ヱྜពࡉ࡞ࡀれࡓときは、ྜព㡯を記㍕しࡓ書㠃をྲྀࡾࢃすࡶのとする。 

（協㆟） 

第10条 ࡇの協定のྛ条㡯のゎ㔘࡚࠸ࡘ⩏ࡓࡌ⏕ࡀとき、ཪはࡇの協定の定ࡵの࠸࡞㡯

 。のとするࡶるࡵは、甲乙協㆟し࡚定࡚࠸ࡘ

 

 甲と乙とは、本書を２通作成し、それぞれ記名、押印のうえ、その１通を保有する。 

 

平成２㸷年３月３１日 

 

 

甲 東京都中央区⠏ᆅ୍┠１␒１ྕ 

中央区 

中央区長 

 

乙 東京都中央区᪂ᕝ୍┠17␒24ྕ 

の⣲≀ὶᰴᘧ会社 

代表ྲྀ⥾ᙺ社長 
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120．災害時における救援物資の輸送等に関する協定書（の⣲物ὶ）（本文273頁） 
 
 ⅏ᐖ時ࡅ࠾る⥭ᛴ㍺㏦業ົ➼（以ୗࠕ業ົࠖと࠸う。）関し、東京都中央区（以ୗࠕ甲ࠖ 

と࠸う。）との⣲≀ὶᰴᘧ会社（以ୗࠕ乙ࠖと࠸う。）との間࡚࠸࠾、ḟのとࡾ࠾協定を⥾⤖ 

する。 

（┠ⓗ） 

第１条 ࡇの協定は、ᆅ㟈➼ࡼるつᶍ⅏ᐖ（以ୗࠕ⅏ᐖࠖと࠸う。）ࡀⓎ⏕し、ཪはⓎ⏕す

るᜍれ࠶ࡀるሙྜ࡚࠸࠾、甲ࡀ乙ᑐし࡚せㄳする⥭ᛴ㍺㏦➼の支協ຊ関し、そのᡭ⥆

き➼࡚࠸ࡘ定ࡵ、⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇ཬࡧ⅏ᐖᪧᑐ⟇ࡀᐇࡉれるࡇとを┠ⓗとする 。 

乙以እの㐠㏦業者➼とྠᵝの協定を⥾⤖するࡵࡓの協定の┠ⓗ㐩成のࡇࡀ乙は甲、࠾࡞  

 。のとするࡶ࠸࡞ࡆとをጉࡇ

（せㄳ） 

第２条 甲は、乙ᑐし、前条の┠ⓗを㐩成するࡵࡓᚲせ࠶ࡀるときは、ḟᥖࡆる業ົ（以

ୗࠕ本業ົࠖと࠸う。）のᥦ供࡚࠸ࡘ協ຊをせㄳするࡇと࡛ࡀきる。 

(1) 甲ࡀ⟶⌮する備ရ➼の㑊㞴ᡤの㍺㏦ 

(2) 甲ࡀᣦ定する㍺㏦ᣐⅬから㑊㞴ᡤのᩆ≀㈨の㍺㏦ 

(3) 甲ࡀᣦ定する㍺㏦ᣐⅬ࡛の≀㈨のཷࡅධれ、分ࡅཬࡧධฟᗜ⟶⌮➼の作業（以ୗࠕ≀ 

㈨のཷࡅධれ➼ࠖと࠸う。） 

(4) 前ྛྕᥖࡆるࡶののか、甲乙ࡀ前条の┠ⓗ㐩成のࡵࡓ⾜うࡇとを┦ᙜとㄆࡶࡓࡵ 

の 

（業ົのᐇ） 

第３条 乙は、前条のつ定ࡾࡼ甲のせㄳࡓࡗ࠶ࡀときは、乙の本社ࡀቯ⁛ⓗ࡞⿕ᐖをཷࡓࡅ➼

の≉別の⌮⏤࠸࡞ࡀሙྜは、ྍ⬟࡞⠊ᅖෆ࡛甲協ຊするࡼうດࡵるࡶのとする。 

（㈝用㈇ᢸ） 

第４条 乙ࡀ第２条つ定する協ຊෆᐜのᐇせしࡓ㈝用の㈇ᢸ࡚࠸ࡘは、甲の㈇ᢸとし、

⅏ᐖのⓎ⏕ཪは⅏ᐖのⓎ⏕するᜍれの࠶る┤前ࡅ࠾る㐺ṇ࡞౯᱁➼をᇶ準とし࡚甲乙協㆟

のୖ、Ỵ定するࡶのとする。 

２ 乙は、前㡯のつ定ࡾࡼⓎ⏕しࡓ㈝用（甲ࡀᣦ定するሙᡤ࡛ࡲの⛣ື係る⇞料㈝をྵࡴ。）

を⟬ฟし、甲ㄳồするࡶのとする。 

３ 甲は、乙からのㄳồࡓࡗ࠶ࡀときは、㏿ࡸかその㈝用を乙支ᡶうࡶのとする。 

（ሗ࿌） 

第５条 乙は、本業ົのᐇ中ᨾࡀⓎ⏕しࡓときは、甲ᑐし┤ࡕその≧ἣをሗ࿌しࡅ࡞

れ࡞ࡤら࠸࡞。 

（㈺ൾ） 

第６条 甲は、その㈐ࡵᖐすき⏤ࡾࡼ、本業ົᚑする車両ཬࡧᚑしࡓ者ᦆᐖを

え、ཪは⁛ኻしࡓときは、乙ᑐしそのᦆᐖを㈺ൾするࡶのとする。 

２ 乙は、本業ົのᐇ中その㈐ࡵᖐすき⏤ࡾࡼ、ྠక者ཪは第୕者ᦆᐖをえࡓ

ときは、その㈺ൾの㈐ࡵを㈇うࡶのとする。 

（ᦆᐖ㈺ൾ） 

第７条 本業ົᚑしࡓ者ࡀ、ᙜヱ業ົࡾࡼṚஸし、㈇യし、ⱝしࡃはかかࡾ、ཪは、

本業ົのᚑࡼる㈇യⱝしࡃはࡾࡼṚஸⱝしࡃは、ᚰ㌟ⴭし࠸㞀ᐖを⏕ࡓࡌときは、

関する条（38年中央区条係るᦆᐖ㈺ൾ者ࡓᚑし➼㝿しᛂᛴᥐ⨨の業ົ⅏ᐖࠕ

第15ྕ）ࠖ のつ定準࡚ࡌ、甲ࡀ保㞀する。 

（協定ᮇ間ཬࡧ᭦᪂） 

第８条 ࡇの協定の有ຠᮇ間は、協定⥾⤖の日から平成３㸮年３月３１日࡛ࡲとする。ࡔࡓし、

ᮇ間‶の日から１か月前࡛ࡲ甲ཪは乙のࡎ࠸れからࡇࡶの協定ᨵ定のពᛮ表♧࠸࡞ࡀと

きは、᭦１年間ᘏ長するࡶのとし、以後ࡇのࡼる。 

（中㏵ゎ約） 

第９条 甲ཬࡧ乙は、前条定ࡵるࡇの協定の有ຠᮇ間中࡛１、ࡶ࡚ࡗ࠶か月前のண࿌ᮇ間をࡶ

本協定の部ཪは୍部をゎ約す、ࡾࡼとࡇ書㠃࡛通▱し、協㆟するᑐし前ᡭ᪉┦࡚ࡗ
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るࡇと࡛ࡀきる。 

２ 中㏵ゎ約は、前㡯のつ定ࡼる協㆟の⤖ᯝ、甲と乙との間࡛ྜពࡉれるࡇとを条௳とし、ᙜ

ヱྜពࡉ࡞ࡀれࡓときは、ྜព㡯を記㍕しࡓ書㠃をྲྀࡾࢃすࡶのとする。 

（協㆟） 

第10条 ࡇの協定のྛ条㡯のゎ㔘࡚࠸ࡘ⩏ࡓࡌ⏕ࡀとき、ཪはࡇの協定の定ࡵの࠸࡞㡯

 。のとするࡶるࡵは、甲乙協㆟し࡚定࡚࠸ࡘ

 

 甲と乙とは、本書を２通作成し、それぞれ記名、押印のうえ、その１通を保有する。 

 

平成２㸷年３月３１日 

 

 

甲 東京都中央区⠏ᆅ୍┠１␒１ྕ 

中央区 

中央区長 

 

乙 東京都中央区᪂ᕝ୍┠17␒24ྕ 

の⣲≀ὶᰴᘧ会社 

代表ྲྀ⥾ᙺ社長 
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121. 災害時における救援物資の輸送等に関する協定書（ࢥ࢚㓄）（本文273頁） 
 
 ⅏ᐖ時ࡅ࠾る⥭ᛴ㍺㏦業ົ➼（以ୗࠕ業ົࠖと࠸う。）関し、東京都中央区（以ୗࠕ甲ࠖ
と࠸う。）とᰴᘧ会社ࢥ࢚㓄（以ୗࠕ乙 とࠖ࠸う。）との間࡚࠸࠾、ḟのとࡾ࠾協定を⥾⤖する。 

（┠ⓗ） 

第１条 ࡇの協定は、ᆅ㟈➼ࡼるつᶍ⅏ᐖ（以ୗࠕ⅏ᐖࠖと࠸う。）ࡀⓎ⏕し、ཪはⓎ⏕す

るᜍれ࠶ࡀるሙྜ࡚࠸࠾、甲ࡀ乙ᑐし࡚せㄳする⥭ᛴ㍺㏦➼の支協ຊ関し、そのᡭ⥆

き➼࡚࠸ࡘ定ࡵ、⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇ཬࡧ⅏ᐖᪧᑐ⟇ࡀᐇࡉれるࡇとを┠ⓗとする 。 

乙以እの㐠㏦業者➼とྠᵝの協定を⥾⤖するࡵࡓの協定の┠ⓗ㐩成のࡇࡀ乙は甲、࠾࡞  

 。のとするࡶ࠸࡞ࡆとをጉࡇ

（せㄳ） 

第２条 甲は、乙ᑐし、前条の┠ⓗを㐩成するࡵࡓᚲせ࠶ࡀるときは、ḟᥖࡆる業ົのᥦ

供࡚࠸ࡘ協ຊをせㄳするࡇと࡛ࡀきる。 

(1) 甲ࡀ⟶⌮する備ရ➼の㑊㞴ᡤの㍺㏦ 

(2) 甲ࡀᣦ定する㍺㏦ᣐⅬから㑊㞴ᡤのᩆ≀㈨の㍺㏦ 

(3) 甲ࡀᣦ定する㍺㏦ᣐⅬ࡛の≀㈨のཷࡅධれ、分ࡅཬࡧධฟᗜ⟶⌮➼の作業（以ୗࠕ≀

㈨のཷࡅධれ➼ࠖと࠸う。） 

(4) 乙ࡀ⟶⌮するタをά用しࡓ≀㈨のཷࡅධれ➼ཬࡧ㑊㞴ᡤの㍺㏦ 

(5) 前ྛྕᥖࡆるࡶののか、甲乙ࡀ前条の┠ⓗ㐩成のࡵࡓ⾜うࡇとを┦ᙜとㄆࡶࡓࡵ  

 の 

（業ົのᐇ） 

第３条 乙は、前条のつ定ࡾࡼ甲のせㄳࡓࡗ࠶ࡀときは、≉別の⌮⏤࠸࡞ࡀሙྜは、ྍ⬟࡞⠊

ᅖෆ࡛甲協ຊするࡼうດࡵるࡶのとする。 

（㈝用㈇ᢸ） 

第４条 乙ࡀ第２条つ定する協ຊෆᐜのᐇせしࡓ㈝用の㈇ᢸ࡚࠸ࡘは、甲の㈇ᢸとし、

⅏ᐖのⓎ⏕ཪは⅏ᐖのⓎ⏕するᜍれの࠶る┤前ࡅ࠾る㐺ṇ࡞౯᱁➼をᇶ準とし࡚甲乙協㆟

のୖ、Ỵ定するࡶのとする。 

２ 乙は、前㡯のつ定ࡾࡼⓎ⏕しࡓ㈝用を⟬ฟし、甲ㄳồするࡶのとする。 

３ 甲は、乙からのㄳồࡓࡗ࠶ࡀときは、㏿ࡸかその㈝用を乙支ᡶうࡶのとする。 

（ሗ࿌） 

第５条 乙は、業ົのᐇ中ᨾࡀⓎ⏕しࡓときは、甲ᑐし┤ࡕその≧ἣをሗ࿌しࡅ࡞れ

 。࠸࡞ら࡞ࡤ

（㈺ൾ） 

第６条 甲は、その㈐ࡵᖐすき⏤ࡾࡼ、業ົᚑする車両ཬࡧᚑしࡓ者ᦆᐖを

え、ཪは⁛ኻしࡓときは、乙ᑐしそのᦆᐖを㈺ൾするࡶのとする。 

２ 乙は、業ົのᐇ中その㈐ࡵᖐすき⏤ࡾࡼ、ྠక者ཪは第୕者ᦆᐖをえࡓと

きは、その㈺ൾの㈐ࡵを㈇うࡶのとする。 

（ᦆᐖ㈺ൾ） 

第７条 ࡇの協定ᇶ࡙ࡃ業ົᚑしࡓ者ࡀ、ᙜヱ業ົࡾࡼṚஸし、㈇യし、ⱝしࡃは

㞀ᐖ࠸ⴭしは、ᚰ㌟ࡃṚஸⱝしࡾࡼはࡃる㈇യⱝしࡼཪは、業ົのᚑ、ࡾかか

を⏕ࡓࡌときは、ࠕ⅏ᐖ㝿しᛂᛴᥐ⨨の業ົ➼ᚑしࡓ者係るᦆᐖ㈺ൾ関する条

（38年中央区条第15ྕ）ࠖ のつ定準࡚ࡌ、甲ࡀ保㞀する。 

（協定ᮇ間ཬࡧ᭦᪂） 

第８条 ࡇの協定の有ຠᮇ間は、協定⥾⤖の日から平成３㸮年３月３１日࡛ࡲとする。ࡔࡓし、

ᮇ間‶の日から１か月前࡛ࡲ甲ཪは乙のࡎ࠸れからࡇࡶの協定ᨵ定のពᛮ表♧࠸࡞ࡀと

きは、᭦１年間ᘏ長するࡶのとし、以後ࡇのࡼる。 

（協㆟） 

第９条 ࡇの協定のྛ条㡯のゎ㔘࡚࠸ࡘ⩏ࡓࡌ⏕ࡀとき、ཪはࡇの協定の定ࡵの࠸࡞㡯

 。のとするࡶるࡵは、甲乙協㆟し࡚定࡚࠸ࡘ
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 甲と乙とは、本書を２通作成し、それぞれ記名、押印のうえ、その１通を保有する。 

 
平成２㸷年３月３１日 

 

 

甲 東京都中央区⠏ᆅ୍┠１␒１ྕ 

中央区 

中央区長 

 

乙 東京都 区す᪂ᶫ┠８␒１２ྕ 

ᰴᘧ会社ࢥ࢚㓄 

代表ྲྀ⥾ᙺ 



- 305 - 

121. 災害時における救援物資の輸送等に関する協定書（ࢥ࢚㓄）（本文273頁） 
 
 ⅏ᐖ時ࡅ࠾る⥭ᛴ㍺㏦業ົ➼（以ୗࠕ業ົࠖと࠸う。）関し、東京都中央区（以ୗࠕ甲ࠖ
と࠸う。）とᰴᘧ会社ࢥ࢚㓄（以ୗࠕ乙 とࠖ࠸う。）との間࡚࠸࠾、ḟのとࡾ࠾協定を⥾⤖する。 

（┠ⓗ） 

第１条 ࡇの協定は、ᆅ㟈➼ࡼるつᶍ⅏ᐖ（以ୗࠕ⅏ᐖࠖと࠸う。）ࡀⓎ⏕し、ཪはⓎ⏕す

るᜍれ࠶ࡀるሙྜ࡚࠸࠾、甲ࡀ乙ᑐし࡚せㄳする⥭ᛴ㍺㏦➼の支協ຊ関し、そのᡭ⥆

き➼࡚࠸ࡘ定ࡵ、⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇ཬࡧ⅏ᐖᪧᑐ⟇ࡀᐇࡉれるࡇとを┠ⓗとする 。 

乙以እの㐠㏦業者➼とྠᵝの協定を⥾⤖するࡵࡓの協定の┠ⓗ㐩成のࡇࡀ乙は甲、࠾࡞  

 。のとするࡶ࠸࡞ࡆとをጉࡇ

（せㄳ） 

第２条 甲は、乙ᑐし、前条の┠ⓗを㐩成するࡵࡓᚲせ࠶ࡀるときは、ḟᥖࡆる業ົのᥦ

供࡚࠸ࡘ協ຊをせㄳするࡇと࡛ࡀきる。 

(1) 甲ࡀ⟶⌮する備ရ➼の㑊㞴ᡤの㍺㏦ 

(2) 甲ࡀᣦ定する㍺㏦ᣐⅬから㑊㞴ᡤのᩆ≀㈨の㍺㏦ 

(3) 甲ࡀᣦ定する㍺㏦ᣐⅬ࡛の≀㈨のཷࡅධれ、分ࡅཬࡧධฟᗜ⟶⌮➼の作業（以ୗࠕ≀

㈨のཷࡅධれ➼ࠖと࠸う。） 

(4) 乙ࡀ⟶⌮するタをά用しࡓ≀㈨のཷࡅධれ➼ཬࡧ㑊㞴ᡤの㍺㏦ 

(5) 前ྛྕᥖࡆるࡶののか、甲乙ࡀ前条の┠ⓗ㐩成のࡵࡓ⾜うࡇとを┦ᙜとㄆࡶࡓࡵ  

 の 

（業ົのᐇ） 

第３条 乙は、前条のつ定ࡾࡼ甲のせㄳࡓࡗ࠶ࡀときは、≉別の⌮⏤࠸࡞ࡀሙྜは、ྍ⬟࡞⠊

ᅖෆ࡛甲協ຊするࡼうດࡵるࡶのとする。 

（㈝用㈇ᢸ） 

第４条 乙ࡀ第２条つ定する協ຊෆᐜのᐇせしࡓ㈝用の㈇ᢸ࡚࠸ࡘは、甲の㈇ᢸとし、

⅏ᐖのⓎ⏕ཪは⅏ᐖのⓎ⏕するᜍれの࠶る┤前ࡅ࠾る㐺ṇ࡞౯᱁➼をᇶ準とし࡚甲乙協㆟

のୖ、Ỵ定するࡶのとする。 

２ 乙は、前㡯のつ定ࡾࡼⓎ⏕しࡓ㈝用を⟬ฟし、甲ㄳồするࡶのとする。 

３ 甲は、乙からのㄳồࡓࡗ࠶ࡀときは、㏿ࡸかその㈝用を乙支ᡶうࡶのとする。 

（ሗ࿌） 

第５条 乙は、業ົのᐇ中ᨾࡀⓎ⏕しࡓときは、甲ᑐし┤ࡕその≧ἣをሗ࿌しࡅ࡞れ

 。࠸࡞ら࡞ࡤ

（㈺ൾ） 

第６条 甲は、その㈐ࡵᖐすき⏤ࡾࡼ、業ົᚑする車両ཬࡧᚑしࡓ者ᦆᐖを

え、ཪは⁛ኻしࡓときは、乙ᑐしそのᦆᐖを㈺ൾするࡶのとする。 

２ 乙は、業ົのᐇ中その㈐ࡵᖐすき⏤ࡾࡼ、ྠక者ཪは第୕者ᦆᐖをえࡓと

きは、その㈺ൾの㈐ࡵを㈇うࡶのとする。 

（ᦆᐖ㈺ൾ） 

第７条 ࡇの協定ᇶ࡙ࡃ業ົᚑしࡓ者ࡀ、ᙜヱ業ົࡾࡼṚஸし、㈇യし、ⱝしࡃは

㞀ᐖ࠸ⴭしは、ᚰ㌟ࡃṚஸⱝしࡾࡼはࡃる㈇യⱝしࡼཪは、業ົのᚑ、ࡾかか

を⏕ࡓࡌときは、ࠕ⅏ᐖ㝿しᛂᛴᥐ⨨の業ົ➼ᚑしࡓ者係るᦆᐖ㈺ൾ関する条

（38年中央区条第15ྕ）ࠖ のつ定準࡚ࡌ、甲ࡀ保㞀する。 

（協定ᮇ間ཬࡧ᭦᪂） 

第８条 ࡇの協定の有ຠᮇ間は、協定⥾⤖の日から平成３㸮年３月３１日࡛ࡲとする。ࡔࡓし、

ᮇ間‶の日から１か月前࡛ࡲ甲ཪは乙のࡎ࠸れからࡇࡶの協定ᨵ定のពᛮ表♧࠸࡞ࡀと

きは、᭦１年間ᘏ長するࡶのとし、以後ࡇのࡼる。 

（協㆟） 

第９条 ࡇの協定のྛ条㡯のゎ㔘࡚࠸ࡘ⩏ࡓࡌ⏕ࡀとき、ཪはࡇの協定の定ࡵの࠸࡞㡯

 。のとするࡶるࡵは、甲乙協㆟し࡚定࡚࠸ࡘ

 

- 306 - 

 甲と乙とは、本書を２通作成し、それぞれ記名、押印のうえ、その１通を保有する。 

 
平成２㸷年３月３１日 

 

 

甲 東京都中央区⠏ᆅ୍┠１␒１ྕ 

中央区 

中央区長 

 

乙 東京都 区す᪂ᶫ┠８␒１２ྕ 

ᰴᘧ会社ࢥ࢚㓄 

代表ྲྀ⥾ᙺ 
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122. 災害時における救援物資の輸送等に関する協定書（బᕝᛴ౽）（本文273頁） 
 
 ⅏ᐖ時ࡅ࠾る⥭ᛴ㍺㏦業ົ➼（以ୗࠕ業ົࠖと࠸う。）関し、東京都中央区（以ୗࠕ甲ࠖ
と࠸う。）とబᕝᛴ౽ᰴᘧ会社（以ୗࠕ乙ࠖと࠸う。）との間࡚࠸࠾、ḟのとࡾ࠾協定を⥾⤖す

る。 

（┠ⓗ） 

第１条 ࡇの協定は、ᆅ㟈➼ࡼるつᶍ⅏ᐖ（以ୗࠕ⅏ᐖࠖと࠸う。）ࡀⓎ⏕し、ཪはⓎ⏕す

るᜍれ࠶ࡀるሙྜ࡚࠸࠾、甲ࡀ乙ᑐし࡚せㄳする⥭ᛴ㍺㏦➼の支協ຊ関し、そのᡭ⥆

き➼࡚࠸ࡘ定ࡵ、⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇ཬࡧ⅏ᐖᪧᑐ⟇ࡀᐇࡉれるࡇとを┠ⓗとする 。 

乙以እの㐠㏦業者➼とྠᵝの協定を⥾⤖するࡵࡓの協定の┠ⓗ㐩成のࡇࡀ乙は甲、࠾࡞  

 。のとするࡶ࠸࡞ࡆとをጉࡇ

（せㄳ） 

第２条 甲は、乙ᑐし、前条の┠ⓗを㐩成するࡵࡓᚲせ࠶ࡀるときは、ḟᥖࡆる業ົのᥦ

供࡚࠸ࡘ協ຊをせㄳするࡇと࡛ࡀきる。 

(1) 甲ࡀ⟶⌮する備ရ➼の㑊㞴ᡤの㍺㏦ 

(2) 甲ࡀᣦ定する㍺㏦ᣐⅬから㑊㞴ᡤのᩆ≀㈨の㍺㏦ 

(3) 甲ࡀᣦ定する㍺㏦ᣐⅬ࡛の≀㈨のཷࡅධれ、分ࡅཬࡧධฟᗜ⟶⌮➼の作業（以ୗࠕ≀ 

㈨のཷࡅධれ➼ࠖと࠸う。） 

(4) 前ྛྕᥖࡆるࡶののか、甲乙ࡀ前条の┠ⓗ㐩成のࡵࡓ⾜うࡇとを┦ᙜとㄆࡶࡓࡵ 

の 

（業ົのᐇ） 

第３条 乙は、前条のつ定ࡾࡼ甲のせㄳࡓࡗ࠶ࡀときは、≉別の⌮⏤࠸࡞ࡀ㝈ࡾ、࡛きる㝈ࡾ

甲協ຊしࡅ࡞れ࡞ࡤら࠸࡞。 

（㈝用㈇ᢸ） 

第４条 乙ࡀ第２条つ定する協ຊෆᐜのᐇせしࡓ㈝用の㈇ᢸ࡚࠸ࡘは、甲の㈇ᢸとし、

⅏ᐖのⓎ⏕ཪは⅏ᐖのⓎ⏕するᜍれの࠶る┤前ࡅ࠾る㐺ṇ࡞౯᱁➼をᇶ準とし࡚甲乙協㆟

のୖ、Ỵ定するࡶのとする。 

２ 乙は、前㡯のつ定ࡾࡼⓎ⏕しࡓ㈝用を⟬ฟし、甲ㄳồするࡶのとする。 

３ 甲は、乙からのㄳồࡓࡗ࠶ࡀときは、㏿ࡸかその㈝用を乙支ᡶうࡶのとする。 

（ሗ࿌） 

第５条 乙は、業ົのᐇ中ᨾࡀⓎ⏕しࡓときは、甲ᑐし┤ࡕその≧ἣをሗ࿌しࡅ࡞れ

 。࠸࡞ら࡞ࡤ

（㈺ൾ） 

第６条 甲は、その㈐ࡵᖐすき⏤ࡾࡼ、業ົᚑする車両ཬࡧᚑしࡓ者ᦆᐖを

え、ཪは⁛ኻしࡓときは、乙ᑐしそのᦆᐖを㈺ൾするࡶのとする。 

２ 乙は、業ົのᐇ中その㈐ࡵᖐすき⏤ࡾࡼ、ྠక者ཪは第୕者ᦆᐖをえࡓと

きは、その㈺ൾの㈐ࡵを㈇うࡶのとする。 

（ᦆᐖ㈺ൾ） 

第７条 ࡇの協定ᇶ࡙ࡃ業ົᚑしࡓ者ࡀ、ᙜヱ業ົࡾࡼṚஸし、㈇യし、ⱝしࡃは

㞀ᐖ࠸ⴭしは、ᚰ㌟ࡃṚஸⱝしࡾࡼはࡃる㈇യⱝしࡼཪは、業ົのᚑ、ࡾかか

を⏕ࡓࡌときは、ࠕ⅏ᐖ㝿しᛂᛴᥐ⨨の業ົ➼ᚑしࡓ者係るᦆᐖ㈺ൾ関する条

（38年中央区条第15ྕ）ࠖ のつ定準࡚ࡌ、甲ࡀ保㞀する。 

（協定ᮇ間ཬࡧ᭦᪂） 

第８条 ࡇの協定の有ຠᮇ間は、協定⥾⤖の日から平成３㸮年３月３１日࡛ࡲとする。ࡔࡓし、

ᮇ間‶の日から１か月前࡛ࡲ甲ཪは乙のࡎ࠸れからࡇࡶの協定ᨵ定のពᛮ表♧࠸࡞ࡀと

きは、᭦１年間ᘏ長するࡶのとし、以後ࡇのࡼる。 

（協㆟） 

第９条 ࡇの協定のྛ条㡯のゎ㔘࡚࠸ࡘ⩏ࡓࡌ⏕ࡀとき、ཪはࡇの協定の定ࡵの࠸࡞㡯

 。のとするࡶるࡵは、甲乙協㆟し࡚定࡚࠸ࡘ
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甲 東京都中央区⠏ᆅ୍┠１␒１ྕ 

中央区 

中央区長 

 

乙 東京都Ụ東区東㞼┠１３␒３２ྕ 

బᕝᛴ౽ᰴᘧ会社 関東支ᗑ 

支ᗑ長 
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122. 災害時における救援物資の輸送等に関する協定書（బᕝᛴ౽）（本文273頁） 
 
 ⅏ᐖ時ࡅ࠾る⥭ᛴ㍺㏦業ົ➼（以ୗࠕ業ົࠖと࠸う。）関し、東京都中央区（以ୗࠕ甲ࠖ
と࠸う。）とబᕝᛴ౽ᰴᘧ会社（以ୗࠕ乙ࠖと࠸う。）との間࡚࠸࠾、ḟのとࡾ࠾協定を⥾⤖す

る。 

（┠ⓗ） 

第１条 ࡇの協定は、ᆅ㟈➼ࡼるつᶍ⅏ᐖ（以ୗࠕ⅏ᐖࠖと࠸う。）ࡀⓎ⏕し、ཪはⓎ⏕す

るᜍれ࠶ࡀるሙྜ࡚࠸࠾、甲ࡀ乙ᑐし࡚せㄳする⥭ᛴ㍺㏦➼の支協ຊ関し、そのᡭ⥆

き➼࡚࠸ࡘ定ࡵ、⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇ཬࡧ⅏ᐖᪧᑐ⟇ࡀᐇࡉれるࡇとを┠ⓗとする 。 

乙以እの㐠㏦業者➼とྠᵝの協定を⥾⤖するࡵࡓの協定の┠ⓗ㐩成のࡇࡀ乙は甲、࠾࡞  

 。のとするࡶ࠸࡞ࡆとをጉࡇ

（せㄳ） 

第２条 甲は、乙ᑐし、前条の┠ⓗを㐩成するࡵࡓᚲせ࠶ࡀるときは、ḟᥖࡆる業ົのᥦ

供࡚࠸ࡘ協ຊをせㄳするࡇと࡛ࡀきる。 

(1) 甲ࡀ⟶⌮する備ရ➼の㑊㞴ᡤの㍺㏦ 

(2) 甲ࡀᣦ定する㍺㏦ᣐⅬから㑊㞴ᡤのᩆ≀㈨の㍺㏦ 

(3) 甲ࡀᣦ定する㍺㏦ᣐⅬ࡛の≀㈨のཷࡅධれ、分ࡅཬࡧධฟᗜ⟶⌮➼の作業（以ୗࠕ≀ 

㈨のཷࡅධれ➼ࠖと࠸う。） 

(4) 前ྛྕᥖࡆるࡶののか、甲乙ࡀ前条の┠ⓗ㐩成のࡵࡓ⾜うࡇとを┦ᙜとㄆࡶࡓࡵ 

の 

（業ົのᐇ） 

第３条 乙は、前条のつ定ࡾࡼ甲のせㄳࡓࡗ࠶ࡀときは、≉別の⌮⏤࠸࡞ࡀ㝈ࡾ、࡛きる㝈ࡾ

甲協ຊしࡅ࡞れ࡞ࡤら࠸࡞。 

（㈝用㈇ᢸ） 

第４条 乙ࡀ第２条つ定する協ຊෆᐜのᐇせしࡓ㈝用の㈇ᢸ࡚࠸ࡘは、甲の㈇ᢸとし、

⅏ᐖのⓎ⏕ཪは⅏ᐖのⓎ⏕するᜍれの࠶る┤前ࡅ࠾る㐺ṇ࡞౯᱁➼をᇶ準とし࡚甲乙協㆟

のୖ、Ỵ定するࡶのとする。 

２ 乙は、前㡯のつ定ࡾࡼⓎ⏕しࡓ㈝用を⟬ฟし、甲ㄳồするࡶのとする。 

３ 甲は、乙からのㄳồࡓࡗ࠶ࡀときは、㏿ࡸかその㈝用を乙支ᡶうࡶのとする。 

（ሗ࿌） 

第５条 乙は、業ົのᐇ中ᨾࡀⓎ⏕しࡓときは、甲ᑐし┤ࡕその≧ἣをሗ࿌しࡅ࡞れ

 。࠸࡞ら࡞ࡤ

（㈺ൾ） 

第６条 甲は、その㈐ࡵᖐすき⏤ࡾࡼ、業ົᚑする車両ཬࡧᚑしࡓ者ᦆᐖを

え、ཪは⁛ኻしࡓときは、乙ᑐしそのᦆᐖを㈺ൾするࡶのとする。 

２ 乙は、業ົのᐇ中その㈐ࡵᖐすき⏤ࡾࡼ、ྠక者ཪは第୕者ᦆᐖをえࡓと

きは、その㈺ൾの㈐ࡵを㈇うࡶのとする。 

（ᦆᐖ㈺ൾ） 

第７条 ࡇの協定ᇶ࡙ࡃ業ົᚑしࡓ者ࡀ、ᙜヱ業ົࡾࡼṚஸし、㈇യし、ⱝしࡃは

㞀ᐖ࠸ⴭしは、ᚰ㌟ࡃṚஸⱝしࡾࡼはࡃる㈇യⱝしࡼཪは、業ົのᚑ、ࡾかか

を⏕ࡓࡌときは、ࠕ⅏ᐖ㝿しᛂᛴᥐ⨨の業ົ➼ᚑしࡓ者係るᦆᐖ㈺ൾ関する条

（38年中央区条第15ྕ）ࠖ のつ定準࡚ࡌ、甲ࡀ保㞀する。 

（協定ᮇ間ཬࡧ᭦᪂） 

第８条 ࡇの協定の有ຠᮇ間は、協定⥾⤖の日から平成３㸮年３月３１日࡛ࡲとする。ࡔࡓし、

ᮇ間‶の日から１か月前࡛ࡲ甲ཪは乙のࡎ࠸れからࡇࡶの協定ᨵ定のពᛮ表♧࠸࡞ࡀと

きは、᭦１年間ᘏ長するࡶのとし、以後ࡇのࡼる。 

（協㆟） 

第９条 ࡇの協定のྛ条㡯のゎ㔘࡚࠸ࡘ⩏ࡓࡌ⏕ࡀとき、ཪはࡇの協定の定ࡵの࠸࡞㡯

 。のとするࡶるࡵは、甲乙協㆟し࡚定࡚࠸ࡘ
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甲 東京都中央区⠏ᆅ୍┠１␒１ྕ 

中央区 

中央区長 

 

乙 東京都Ụ東区東㞼┠１３␒３２ྕ 

బᕝᛴ౽ᰴᘧ会社 関東支ᗑ 

支ᗑ長 
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123. 災害時における救援物資の輸送等に関する協定書（᪥本㏻㐠）（本文273頁） 
 
 ⅏ᐖ時ࡅ࠾る⥭ᛴ㍺㏦業ົ➼（以ୗࠕ業ົࠖと࠸う。）関し、東京都中央区（以ୗࠕ甲ࠖ
と࠸う。）と日本通㐠ᰴᘧ会社㤳都ᅪ支ᗑ（以ୗࠕ乙ࠖと࠸う。）との間࡚࠸࠾、ḟのとࡾ࠾協

定を⥾⤖する。 

（┠ⓗ） 

第１条 ࡇの協定は、ᆅ㟈➼ࡼるつᶍ⅏ᐖ（以ୗࠕ⅏ᐖࠖと࠸う。）ࡀⓎ⏕し、ཪはⓎ⏕す

るᜍれ࠶ࡀるሙྜ࡚࠸࠾、甲ࡀ乙ᑐし࡚せㄳする⥭ᛴ㍺㏦➼の支協ຊ関し、そのᡭ⥆

き➼࡚࠸ࡘ定ࡵ、⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇ཬࡧ⅏ᐖᪧᑐ⟇ࡀᐇࡉれるࡇとを┠ⓗとする 。 

乙以እの㐠㏦業者➼とྠᵝの協定を⥾⤖するࡵࡓの協定の┠ⓗ㐩成のࡇࡀ乙は甲、࠾࡞  

 。のとするࡶ࠸࡞ࡆとをጉࡇ

（せㄳ） 

第２条 甲は、乙ᑐし、前条の┠ⓗを㐩成するࡵࡓᚲせ࠶ࡀるときは、ḟᥖࡆる業ົのᥦ

供࡚࠸ࡘ協ຊをせㄳするࡇと࡛ࡀきる。 

(1) 甲ࡀ⟶⌮する備ရ➼の㑊㞴ᡤの㍺㏦ 

(2) 甲ࡀᣦ定する㍺㏦ᣐⅬから㑊㞴ᡤのᩆ≀㈨の㍺㏦ 

(3) 甲ࡀᣦ定する㍺㏦ᣐⅬ࡛の≀㈨のཷࡅධれ、分ࡅཬࡧධฟᗜ⟶⌮➼の作業（以ୗࠕ≀ 

㈨のཷࡅධれ➼ࠖと࠸う。） 

(4) 前ྛྕᥖࡆるࡶののか、甲乙ࡀ前条の┠ⓗ㐩成のࡵࡓ⾜うࡇとを┦ᙜとㄆࡶࡓࡵ 

の 

（業ົのᐇ） 

第３条 乙は、前条のつ定ࡾࡼ甲のせㄳࡓࡗ࠶ࡀときは、࡛きる㝈ࡾ甲協ຊしࡅ࡞れ࡞ࡤら

 。࠸࡞

（㈝用㈇ᢸ） 

第４条 乙ࡀ第２条つ定する協ຊෆᐜのᐇせしࡓ㈝用の㈇ᢸ࡚࠸ࡘは、甲の㈇ᢸとし、

⅏ᐖのⓎ⏕ཪは⅏ᐖのⓎ⏕するᜍれの࠶る┤前ࡅ࠾る㐺ṇ࡞౯᱁➼をᇶ準とし࡚甲乙協㆟

のୖ、Ỵ定するࡶのとする。 

２ 乙は、前㡯のつ定ࡾࡼⓎ⏕しࡓ㈝用を⟬ฟし、甲ㄳồするࡶのとする。 

３ 甲は、乙からのㄳồࡓࡗ࠶ࡀときは、㏿ࡸかその㈝用を乙支ᡶうࡶのとする。 

（ሗ࿌） 

第５条 乙は、業ົのᐇ中ᨾࡀⓎ⏕しࡓときは、甲ᑐし┤ࡕその≧ἣをሗ࿌しࡅ࡞れ

 。࠸࡞ら࡞ࡤ

（㈺ൾ） 

第６条 甲は、乙の㈐ᖐすき⏤ࡼらࡎ業ົᚑする車両ཬࡧᚑしࡓ者ᦆᐖをえ、

ཪは⁛ኻしࡓときは、乙ᑐしそのᦆᐖを㈺ൾするࡶのとする。 

２ 乙は、業ົのᐇ中その㈐ࡵᖐすき⏤ࡾࡼ、ྠక者ཪは第୕者ᦆᐖをえࡓと

きは、その㈺ൾの㈐ࡵを㈇うࡶのとする。 

（ᦆᐖ㈺ൾ） 

第７条 ࡇの協定ᇶ࡙ࡃ業ົᚑしࡓ者ࡀ、ᙜヱ業ົࡾࡼṚஸし、㈇യし、ⱝしࡃは

㞀ᐖ࠸ⴭしは、ᚰ㌟ࡃṚஸⱝしࡾࡼはࡃる㈇യⱝしࡼཪは、業ົのᚑ、ࡾかか

を⏕ࡓࡌときは、ࠕ⅏ᐖ㝿しᛂᛴᥐ⨨の業ົ➼ᚑしࡓ者係るᦆᐖ㈺ൾ関する条

（38年中央区条第15ྕ）ࠖ のつ定準࡚ࡌ、甲ࡀ保㞀する。 

（協定ᮇ間ཬࡧ᭦᪂） 

第８条 ࡇの協定の有ຠᮇ間は、協定⥾⤖の日から平成３㸮年３月３１日࡛ࡲとする。ࡔࡓし、

ᮇ間‶の日から１か月前࡛ࡲ甲ཪは乙のࡎ࠸れからࡇࡶの協定ᨵ定のពᛮ表♧࠸࡞ࡀと

きは、᭦１年間ᘏ長するࡶのとし、以後ࡇのࡼる。 

（協㆟） 

第９条 ࡇの協定のྛ条㡯のゎ㔘࡚࠸ࡘ⩏ࡓࡌ⏕ࡀとき、ཪはࡇの協定の定ࡵの࠸࡞㡯

 。のとするࡶるࡵは、甲乙協㆟し࡚定࡚࠸ࡘ

 

- 310 - 

 甲と乙とは、本書を２通作成し、それぞれ記名、押印のうえ、その１通を保有する。 

 

平成２㸷年３月３１日 

 

 

甲 東京都中央区⠏ᆅ୍┠１␒１ྕ 
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乙 東京都中央区日本ᶫ人ᙧ⏫┠26␒５ྕ 

日本通㐠ᰴᘧ会社 常ົྲྀ⥾ᙺᇳ⾜ᙺဨ 

㤳都ᅪ支ᗑ長 



- 309 - 

123. 災害時における救援物資の輸送等に関する協定書（᪥本㏻㐠）（本文273頁） 
 
 ⅏ᐖ時ࡅ࠾る⥭ᛴ㍺㏦業ົ➼（以ୗࠕ業ົࠖと࠸う。）関し、東京都中央区（以ୗࠕ甲ࠖ
と࠸う。）と日本通㐠ᰴᘧ会社㤳都ᅪ支ᗑ（以ୗࠕ乙ࠖと࠸う。）との間࡚࠸࠾、ḟのとࡾ࠾協

定を⥾⤖する。 

（┠ⓗ） 

第１条 ࡇの協定は、ᆅ㟈➼ࡼるつᶍ⅏ᐖ（以ୗࠕ⅏ᐖࠖと࠸う。）ࡀⓎ⏕し、ཪはⓎ⏕す

るᜍれ࠶ࡀるሙྜ࡚࠸࠾、甲ࡀ乙ᑐし࡚せㄳする⥭ᛴ㍺㏦➼の支協ຊ関し、そのᡭ⥆

き➼࡚࠸ࡘ定ࡵ、⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇ཬࡧ⅏ᐖᪧᑐ⟇ࡀᐇࡉれるࡇとを┠ⓗとする 。 

乙以እの㐠㏦業者➼とྠᵝの協定を⥾⤖するࡵࡓの協定の┠ⓗ㐩成のࡇࡀ乙は甲、࠾࡞  

 。のとするࡶ࠸࡞ࡆとをጉࡇ

（せㄳ） 

第２条 甲は、乙ᑐし、前条の┠ⓗを㐩成するࡵࡓᚲせ࠶ࡀるときは、ḟᥖࡆる業ົのᥦ

供࡚࠸ࡘ協ຊをせㄳするࡇと࡛ࡀきる。 

(1) 甲ࡀ⟶⌮する備ရ➼の㑊㞴ᡤの㍺㏦ 

(2) 甲ࡀᣦ定する㍺㏦ᣐⅬから㑊㞴ᡤのᩆ≀㈨の㍺㏦ 

(3) 甲ࡀᣦ定する㍺㏦ᣐⅬ࡛の≀㈨のཷࡅධれ、分ࡅཬࡧධฟᗜ⟶⌮➼の作業（以ୗࠕ≀ 

㈨のཷࡅධれ➼ࠖと࠸う。） 

(4) 前ྛྕᥖࡆるࡶののか、甲乙ࡀ前条の┠ⓗ㐩成のࡵࡓ⾜うࡇとを┦ᙜとㄆࡶࡓࡵ 

の 

（業ົのᐇ） 

第３条 乙は、前条のつ定ࡾࡼ甲のせㄳࡓࡗ࠶ࡀときは、࡛きる㝈ࡾ甲協ຊしࡅ࡞れ࡞ࡤら

 。࠸࡞

（㈝用㈇ᢸ） 

第４条 乙ࡀ第２条つ定する協ຊෆᐜのᐇせしࡓ㈝用の㈇ᢸ࡚࠸ࡘは、甲の㈇ᢸとし、

⅏ᐖのⓎ⏕ཪは⅏ᐖのⓎ⏕するᜍれの࠶る┤前ࡅ࠾る㐺ṇ࡞౯᱁➼をᇶ準とし࡚甲乙協㆟

のୖ、Ỵ定するࡶのとする。 

２ 乙は、前㡯のつ定ࡾࡼⓎ⏕しࡓ㈝用を⟬ฟし、甲ㄳồするࡶのとする。 

３ 甲は、乙からのㄳồࡓࡗ࠶ࡀときは、㏿ࡸかその㈝用を乙支ᡶうࡶのとする。 

（ሗ࿌） 

第５条 乙は、業ົのᐇ中ᨾࡀⓎ⏕しࡓときは、甲ᑐし┤ࡕその≧ἣをሗ࿌しࡅ࡞れ

 。࠸࡞ら࡞ࡤ

（㈺ൾ） 

第６条 甲は、乙の㈐ᖐすき⏤ࡼらࡎ業ົᚑする車両ཬࡧᚑしࡓ者ᦆᐖをえ、

ཪは⁛ኻしࡓときは、乙ᑐしそのᦆᐖを㈺ൾするࡶのとする。 

２ 乙は、業ົのᐇ中その㈐ࡵᖐすき⏤ࡾࡼ、ྠక者ཪは第୕者ᦆᐖをえࡓと

きは、その㈺ൾの㈐ࡵを㈇うࡶのとする。 

（ᦆᐖ㈺ൾ） 

第７条 ࡇの協定ᇶ࡙ࡃ業ົᚑしࡓ者ࡀ、ᙜヱ業ົࡾࡼṚஸし、㈇യし、ⱝしࡃは

㞀ᐖ࠸ⴭしは、ᚰ㌟ࡃṚஸⱝしࡾࡼはࡃる㈇യⱝしࡼཪは、業ົのᚑ、ࡾかか

を⏕ࡓࡌときは、ࠕ⅏ᐖ㝿しᛂᛴᥐ⨨の業ົ➼ᚑしࡓ者係るᦆᐖ㈺ൾ関する条

（38年中央区条第15ྕ）ࠖ のつ定準࡚ࡌ、甲ࡀ保㞀する。 

（協定ᮇ間ཬࡧ᭦᪂） 

第８条 ࡇの協定の有ຠᮇ間は、協定⥾⤖の日から平成３㸮年３月３１日࡛ࡲとする。ࡔࡓし、

ᮇ間‶の日から１か月前࡛ࡲ甲ཪは乙のࡎ࠸れからࡇࡶの協定ᨵ定のពᛮ表♧࠸࡞ࡀと

きは、᭦１年間ᘏ長するࡶのとし、以後ࡇのࡼる。 

（協㆟） 

第９条 ࡇの協定のྛ条㡯のゎ㔘࡚࠸ࡘ⩏ࡓࡌ⏕ࡀとき、ཪはࡇの協定の定ࡵの࠸࡞㡯

 。のとするࡶるࡵは、甲乙協㆟し࡚定࡚࠸ࡘ
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 甲と乙とは、本書を２通作成し、それぞれ記名、押印のうえ、その１通を保有する。 

 

平成２㸷年３月３１日 

 

 

甲 東京都中央区⠏ᆅ୍┠１␒１ྕ 

中央区 

中央区長 

 

乙 東京都中央区日本ᶫ人ᙧ⏫┠26␒５ྕ 

日本通㐠ᰴᘧ会社 常ົྲྀ⥾ᙺᇳ⾜ᙺဨ 

㤳都ᅪ支ᗑ長 
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124．災害時における救援物資の輸送等に関する協定書（࣐ࣖト㐠輸）（本文273頁） 
 
 東京都中央区（以ୗࠕ甲ࠖと࠸う。）と࣐ࣖト㐠㍺ᰴᘧ会社（以ୗࠕ乙ࠖと࠸う。）とは、甲乙
間࡚࠸࠾、⅏ᐖ時ࡅ࠾る⥭ᛴ㍺㏦業ົ➼関し、ḟのとࡾ࠾協定を⥾⤖する。 

（┠ⓗ） 

第１条 ࡇの協定は、ᆅ㟈➼ࡼるつᶍ⅏ᐖ（以ୗࠕ⅏ᐖࠖと࠸う。）ࡀⓎ⏕し、ཪはⓎ⏕す

るᜍれ࠶ࡀるሙྜ࡚࠸࠾、甲ࡀ乙ᑐし࡚せㄳする⥭ᛴ㍺㏦➼の支協ຊ関し、そのᡭ⥆

き➼࡚࠸ࡘ定ࡵ、⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇ཬࡧ⅏ᐖᪧᑐ⟇ࡀᐇࡉれるࡇとを┠ⓗとする。 

乙以እの㐠㏦業者➼とྠᵝの協定を⥾⤖するࡵࡓの協定の┠ⓗ㐩成のࡇࡀ乙は甲、࠾࡞  

 。のとするࡶ࠸࡞ࡆとをጉࡇ

（業ົෆᐜ） 

第２条 甲は、乙ᑐし、⅏ᐖ時前条の┠ⓗを㐩成するࡵࡓᚲせ࠶ࡀるときは、ḟᥖࡆる

業ົ（以ୗࠕ本業ົࠖと࠸う。）のᥦ供࡚࠸ࡘ協ຊをせㄳするࡇと࡛ࡀきる。 

(1) 甲ࡀ⟶⌮する備ရ➼の㑊㞴ᡤの㍺㏦業ົ 

(2) 甲ࡀᣦ定する㍺㏦ᣐⅬから㑊㞴ᡤのᩆ≀㈨の㍺㏦業ົ 

(3) 甲ࡀᣦ定する㍺㏦ᣐⅬ࡛の≀㈨のཷࡅධれ、分ࡅཬࡧධฟᗜ⟶⌮➼の業ົ（以ୗࠕ≀ 

㈨のཷࡅධれ➼ࠖと࠸う。） 

(4) 前ྛྕᥖࡆるࡶののか、甲乙ࡀ前条の┠ⓗ㐩成のࡵࡓ┦ᙜとㄆࡓࡵ業ົ 

（業ົのᐇ） 

第３条 乙は、前条のつ定ࡾࡼ甲のせㄳࡓࡗ࠶ࡀときは、≉別の⌮⏤࠸࡞ࡀሙྜは、ྍ⬟࡞⠊

ᅖෆ࡛甲協ຊするࡼうດࡵるࡶのとする。 

（㈝用㈇ᢸ） 

第４条 乙ࡀ第２条つ定する協ຊෆᐜのᐇせしࡓ㈝用の㈇ᢸ࡚࠸ࡘは、甲の㈇ᢸとし、

⅏ᐖのⓎ⏕ཪは⅏ᐖのⓎ⏕するᜍれの⏕ࡌる┤前ࡅ࠾る時౯┦ሙ➼をᇶ準とし࡚甲乙協㆟

のୖ、Ỵ定するࡶのとする。 

２ 乙は、前㡯のつ定ࡾࡼⓎ⏕しࡓ㈝用を⟬ฟし、甲ㄳồするࡶのとする。 

３ 甲は、乙からのㄳồࡓࡗ࠶ࡀときは、㏿ࡸかその㈝用を乙支ᡶうࡶのとする。 

（ሗ࿌） 

第５条 乙は、本業ົのᐇ中ᨾࡀⓎ⏕しࡓときは、甲ᑐし、┤ࡕその≧ἣをሗ࿌する

 。のとするࡶ

（㈺ൾ） 

第６条 甲は、その㈐ᖐすき⏤ࡾࡼ、本業ົᚑする車両ཬࡧᚑしࡓ者ᦆᐖを

え、ཪは⁛ኻしࡓときは、乙ᑐしそのᦆᐖをྜ⌮ⓗ࡞⠊ᅖෆ࡛㈺ൾするࡶのとする。 

２ 乙は、本業ົのᐇ中その㈐ᖐすき⏤ࡾࡼ、甲ཪは第୕者ᦆᐖをえࡓときは、

ྜ⌮ⓗ࡞⠊ᅖෆ࡛㈺ൾを⾜うࡶのとする。 

（ᦆᐖ㈺ൾ） 

第７条 本業ົᚑしࡓ者ࡀ、本業ົࡾࡼṚஸし、㈇യし、ⱝしࡃはかかࡾ、ཪは、

本業ົのᚑࡼる㈇യⱝしࡃはࡾࡼṚஸⱝしࡃは、ᚰ㌟ⴭし࠸㞀ᐖを⏕ࡓࡌときは、

関する条（38年中央区条係るᦆᐖ㈺ൾ者ࡓᚑし➼㝿しᛂᛴᥐ⨨の業ົ⅏ᐖࠕ

第15ྕ）ࠖ のつ定準࡚ࡌ、甲ࡀ保㞀する。 

（協定ᮇ間ཬࡧ᭦᪂） 

第８条 ࡇの協定の有ຠᮇ間は、協定⥾⤖の日から平成３㸮年３月３１日࡛ࡲとする。ࡔࡓし、

ᮇ間‶の日から１か月前࡛ࡲ甲ཪは乙のࡎ࠸れからࡇࡶの協定⤊のពᛮ表♧࠸࡞ࡀと

きは、᭦１年間ᘏ長するࡶのとし、以後ࡇのࡼる。 

（中㏵ゎ約） 

第９条 甲ཬࡧ乙は、前条定ࡵるࡇの協定の有ຠᮇ間中࡛１、ࡶ࡚ࡗ࠶か月前のண࿌ᮇ間をࡶ

本協定の部ཪは୍部をゎ約す、ࡾࡼとࡇ書㠃࡛通▱し、協㆟するᑐし前ᡭ᪉┦࡚ࡗ

るࡇと࡛ࡀきる。 

２ 中㏵ゎ約は、前㡯のつ定ࡼる協㆟の⤖ᯝ、甲と乙との間࡛ྜពࡉれるࡇとを条௳とし、ᙜ

ヱྜពࡉ࡞ࡀれࡓときは、ྜព㡯を記㍕しࡓ書㠃をྲྀࡾࢃすࡶのとする。 
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（協㆟） 

第10条 ࡇの協定のྛ条㡯のゎ㔘࡚࠸ࡘ⩏ࡓࡌ⏕ࡀとき、ཪはࡇの協定の定ࡵの࠸࡞㡯

 。のとするࡶるࡵは、甲乙協㆟し࡚定࡚࠸ࡘ

 

以ୖ、ࡇの協定成❧のドとし࡚本書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、ྛ ⮬１通を保有する。 

 

平成２㸷年３月３１日 

 

 

甲 東京都中央区⠏ᆅ୍┠１␒１ྕ 

中央区 

中央区長 

 

乙 東京都 区ᾏᓊ３┠１５␒１㸲ྕ 

 ト㐠㍺ᰴᘧ会社 東東京⟶支ᗑ࣐ࣖ

⟶支ᗑ長 
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124．災害時における救援物資の輸送等に関する協定書（࣐ࣖト㐠輸）（本文273頁） 
 
 東京都中央区（以ୗࠕ甲ࠖと࠸う。）と࣐ࣖト㐠㍺ᰴᘧ会社（以ୗࠕ乙ࠖと࠸う。）とは、甲乙
間࡚࠸࠾、⅏ᐖ時ࡅ࠾る⥭ᛴ㍺㏦業ົ➼関し、ḟのとࡾ࠾協定を⥾⤖する。 

（┠ⓗ） 

第１条 ࡇの協定は、ᆅ㟈➼ࡼるつᶍ⅏ᐖ（以ୗࠕ⅏ᐖࠖと࠸う。）ࡀⓎ⏕し、ཪはⓎ⏕す

るᜍれ࠶ࡀるሙྜ࡚࠸࠾、甲ࡀ乙ᑐし࡚せㄳする⥭ᛴ㍺㏦➼の支協ຊ関し、そのᡭ⥆

き➼࡚࠸ࡘ定ࡵ、⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇ཬࡧ⅏ᐖᪧᑐ⟇ࡀᐇࡉれるࡇとを┠ⓗとする。 

乙以እの㐠㏦業者➼とྠᵝの協定を⥾⤖するࡵࡓの協定の┠ⓗ㐩成のࡇࡀ乙は甲、࠾࡞  

 。のとするࡶ࠸࡞ࡆとをጉࡇ

（業ົෆᐜ） 

第２条 甲は、乙ᑐし、⅏ᐖ時前条の┠ⓗを㐩成するࡵࡓᚲせ࠶ࡀるときは、ḟᥖࡆる

業ົ（以ୗࠕ本業ົࠖと࠸う。）のᥦ供࡚࠸ࡘ協ຊをせㄳするࡇと࡛ࡀきる。 

(1) 甲ࡀ⟶⌮する備ရ➼の㑊㞴ᡤの㍺㏦業ົ 

(2) 甲ࡀᣦ定する㍺㏦ᣐⅬから㑊㞴ᡤのᩆ≀㈨の㍺㏦業ົ 

(3) 甲ࡀᣦ定する㍺㏦ᣐⅬ࡛の≀㈨のཷࡅධれ、分ࡅཬࡧධฟᗜ⟶⌮➼の業ົ（以ୗࠕ≀ 

㈨のཷࡅධれ➼ࠖと࠸う。） 

(4) 前ྛྕᥖࡆるࡶののか、甲乙ࡀ前条の┠ⓗ㐩成のࡵࡓ┦ᙜとㄆࡓࡵ業ົ 

（業ົのᐇ） 

第３条 乙は、前条のつ定ࡾࡼ甲のせㄳࡓࡗ࠶ࡀときは、≉別の⌮⏤࠸࡞ࡀሙྜは、ྍ⬟࡞⠊

ᅖෆ࡛甲協ຊするࡼうດࡵるࡶのとする。 

（㈝用㈇ᢸ） 

第４条 乙ࡀ第２条つ定する協ຊෆᐜのᐇせしࡓ㈝用の㈇ᢸ࡚࠸ࡘは、甲の㈇ᢸとし、

⅏ᐖのⓎ⏕ཪは⅏ᐖのⓎ⏕するᜍれの⏕ࡌる┤前ࡅ࠾る時౯┦ሙ➼をᇶ準とし࡚甲乙協㆟

のୖ、Ỵ定するࡶのとする。 

２ 乙は、前㡯のつ定ࡾࡼⓎ⏕しࡓ㈝用を⟬ฟし、甲ㄳồするࡶのとする。 

３ 甲は、乙からのㄳồࡓࡗ࠶ࡀときは、㏿ࡸかその㈝用を乙支ᡶうࡶのとする。 

（ሗ࿌） 

第５条 乙は、本業ົのᐇ中ᨾࡀⓎ⏕しࡓときは、甲ᑐし、┤ࡕその≧ἣをሗ࿌する

 。のとするࡶ

（㈺ൾ） 

第６条 甲は、その㈐ᖐすき⏤ࡾࡼ、本業ົᚑする車両ཬࡧᚑしࡓ者ᦆᐖを

え、ཪは⁛ኻしࡓときは、乙ᑐしそのᦆᐖをྜ⌮ⓗ࡞⠊ᅖෆ࡛㈺ൾするࡶのとする。 

２ 乙は、本業ົのᐇ中その㈐ᖐすき⏤ࡾࡼ、甲ཪは第୕者ᦆᐖをえࡓときは、

ྜ⌮ⓗ࡞⠊ᅖෆ࡛㈺ൾを⾜うࡶのとする。 

（ᦆᐖ㈺ൾ） 

第７条 本業ົᚑしࡓ者ࡀ、本業ົࡾࡼṚஸし、㈇യし、ⱝしࡃはかかࡾ、ཪは、

本業ົのᚑࡼる㈇യⱝしࡃはࡾࡼṚஸⱝしࡃは、ᚰ㌟ⴭし࠸㞀ᐖを⏕ࡓࡌときは、

関する条（38年中央区条係るᦆᐖ㈺ൾ者ࡓᚑし➼㝿しᛂᛴᥐ⨨の業ົ⅏ᐖࠕ

第15ྕ）ࠖ のつ定準࡚ࡌ、甲ࡀ保㞀する。 

（協定ᮇ間ཬࡧ᭦᪂） 

第８条 ࡇの協定の有ຠᮇ間は、協定⥾⤖の日から平成３㸮年３月３１日࡛ࡲとする。ࡔࡓし、

ᮇ間‶の日から１か月前࡛ࡲ甲ཪは乙のࡎ࠸れからࡇࡶの協定⤊のពᛮ表♧࠸࡞ࡀと

きは、᭦１年間ᘏ長するࡶのとし、以後ࡇのࡼる。 

（中㏵ゎ約） 

第９条 甲ཬࡧ乙は、前条定ࡵるࡇの協定の有ຠᮇ間中࡛１、ࡶ࡚ࡗ࠶か月前のண࿌ᮇ間をࡶ

本協定の部ཪは୍部をゎ約す、ࡾࡼとࡇ書㠃࡛通▱し、協㆟するᑐし前ᡭ᪉┦࡚ࡗ

るࡇと࡛ࡀきる。 

２ 中㏵ゎ約は、前㡯のつ定ࡼる協㆟の⤖ᯝ、甲と乙との間࡛ྜពࡉれるࡇとを条௳とし、ᙜ

ヱྜពࡉ࡞ࡀれࡓときは、ྜព㡯を記㍕しࡓ書㠃をྲྀࡾࢃすࡶのとする。 
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（協㆟） 

第10条 ࡇの協定のྛ条㡯のゎ㔘࡚࠸ࡘ⩏ࡓࡌ⏕ࡀとき、ཪはࡇの協定の定ࡵの࠸࡞㡯

 。のとするࡶるࡵは、甲乙協㆟し࡚定࡚࠸ࡘ

 

以ୖ、ࡇの協定成❧のドとし࡚本書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、ྛ ⮬１通を保有する。 

 

平成２㸷年３月３１日 

 

 

甲 東京都中央区⠏ᆅ୍┠１␒１ྕ 

中央区 

中央区長 

 

乙 東京都 区ᾏᓊ３┠１５␒１㸲ྕ 

 ト㐠㍺ᰴᘧ会社 東東京⟶支ᗑ࣐ࣖ

⟶支ᗑ長 
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125．災害時におけるࢫࣂ輸送の協ຊに関する協定書（᪥❧⮬ື車㏻）（本文274頁） 

 

 中央区（以ୗࠕ甲ࠖと࠸う。）と日❧⮬ື車通ᰴᘧ会社（以ୗࠕ乙ࠖと࠸う。）は、⅏ᐖ時

 。協定を⥾⤖するࡾ࠾関し、ḟのとる⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇のᐇࡅ࠾

（┠ⓗ） 

第１条 ࡇの協定は、ᆅ㟈➼ࡼるつᶍ⅏ᐖ（以ୗࠕ⅏ᐖࠖと࠸う。）ࡀⓎ⏕し、ཪはⓎ⏕す

るᜍれ࠶ࡀるሙྜ࡚࠸࠾、甲ࡀ乙ᑐし࡚せㄳするࢫࣂ㍺㏦の支協ຊ関し、そのᡭ⥆➼

 。とを┠ⓗとするࡇᐇする⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇を、ࡵ定࡚࠸ࡘ

２ 乙は甲ࡇࡀの協定の┠ⓗ㐩成のࡵࡓ乙以እの㍺㏦業者➼とྠᵝの協定を⥾⤖するࡇと

をጉࡶ࠸࡞ࡆのとする。 

（業ົෆᐜ） 

第２条 甲は、乙ᑐし、⅏ᐖ時前条の┠ⓗを㐩成するࡵࡓᚲせ࠶ࡀるときは、ḟᥖࡆる

業ົ（以ୗࠕ本業ົࠖと࠸う。）のᥦ供࡚࠸ࡘ協ຊをせㄳするࡇと࡛ࡀきる。 

（１） യ者のᦙ㏦関する業ົ 

（２） ⿕⅏者（␃者をྵࡴ。以ୗྠࡌ。）➼の㍺㏦関する業ົ 

（３） ⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇のᐇのࡵࡓᚲせ࡞人ဨཬࡧᦠ⾜する㈨ჾᮦ➼の㍺㏦関する業ົ 

（㸲） ࣎ラࣥࢸの㍺㏦関する業ົ 

（５） 前ྛྕᥖࡆるࡶののか、甲乙協㆟のୖ、前条の┠ⓗ㐩成のࡵࡓ┦ᙜとㄆࡓࡵ業

ົ 

２ 甲は、前㡯のつ定ࡼるせㄳをするᙜࡾࡓ、本業ົᚑする車両ཬࡧᚑする者のᏳ

☜保㓄៖し࡚⾜う。 

（業ົのᐇ） 

第３条 乙は、甲の前条第１㡯のつ定ࡼるせㄳࡓࡗ࠶ࡀときは、≉別の⌮⏤࠸࡞ࡀ㝈ࡾは、ྍ

 。のとするࡶるࡵうດࡼ協ຊする⠊ᅖෆ࡛甲࡞⬟

（㈝用㈇ᢸ） 

第４条 乙ࡀ本業ົのᐇせしࡓ㈝用の㈇ᢸ࡚࠸ࡘは、甲の㈇ᢸとし、支ᡶࢃ⾜ࡀ࠸れるࡲ

࡛の間は、乙の୍時❧᭰とする。 

２ 前㡯の㈝用の額は、⅏ᐖのⓎ⏕ཪは⅏ᐖのⓎ⏕する࠾それの⏕ࡌる┤前ࡅ࠾る時౯┦ሙ➼

をᇶ準とし࡚、本業ົ⤊後、甲乙協㆟のୖ、Ỵ定する。 

３ 乙は、本業ົのᐇせしࡓ㈝用の額ࡀỴ定しࡓときは、㏿ࡸか甲ㄳồする。 

㸲 甲は、乙から前㡯のつ定ࡼるㄳồࡓࡗ࠶ࡀときは、㏿ࡸかᙜヱ㈝用を乙支ᡶう。 

（Ᏻの☜保） 

第５条 乙は、車両の㐠⾜ᙜࡾࡓᙜヱ車両を用する⿕⅏者のᏳの☜保を⾜う。 

２ 乙は、Ᏻの☜保のࡵࡓ、⤒㊰の㑅定ཬࡧ㐠⾜⥅⥆のྍྰをุ᩿するࡇと࡛ࡀきる。ࡇのሙ

 。のとするࡶሗ࿌するかࡸ㏿その᪨を乙は甲、࡚࠸࠾ྜ

（ᨾ➼） 

第６条 乙ࡀ供給しࡓ車両ࡀᨾ㞀そのの⌮⏤ࡾࡼ㐠⾜を中᩿しࡓときは、乙は㏿ࡸか代᭰

車両をᡭ㓄し、ྍ⬟࡞⠊ᅖෆ࡛業ົの⥅⥆ດࡵるࡶのとする。 

２ 乙は、本業ົのᐇ中ᨾࡀⓎ⏕しࡓときは、甲ᑐし、┤ࡕその≧ἣをሗ࿌するࡶの

とする。 

（㈺ൾ） 

第７条 甲は、その㈐ᖐすき⏤ࡾࡼ、本業ົᚑする車両ཬࡧᚑしࡓ者ᦆᐖを

えࡓときは、乙ᑐしそのᦆᐖをྜ⌮ⓗ࡞⠊ᅖෆ࡛㈺ൾするࡶのとする。 

２ 乙は、本業ົのᐇ中その㈐ᖐすき⏤ࡾࡼ、甲ཪは第୕者ᦆᐖをえࡓときは、

ྜ⌮ⓗ࡞⠊ᅖෆ࡛㈺ൾを⾜うࡶのとする。 

（ᦆᐖ㈺ൾ） 

第８条 本業ົᚑしࡓ者ࡀ、本業ົࡾࡼṚஸし、㈇യし、ⱝしࡃはかかࡾ、ཪは本

業ົのᚑࡼる㈇യⱝしࡃはࡾࡼṚஸⱝしࡃは、ᚰ㌟ⴭし࠸㞀ᐖを⏕ࡓࡌときは、

⅏ᐖ㝿しᛂᛴᥐ⨨の業ົ➼ᚑしࡓ者係るᦆᐖ㈺ൾ関する条（３８年中央区条

第１５ྕ）のつ定準࡚ࡌ、甲ࡀ保㞀する。 
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（㐃⤡యไ➼） 

第９条 本業ົのᐇᙜࡾࡓ、甲ཬࡧ乙は、㐃⤡ࡅ࠾る㈐௵者を定ࡵるࡶのとする。 

（㜵⅏カ⦎） 

第10条 乙は、甲からのせㄳࡓࡗ࠶ࡀሙྜは、甲のᐇする㜵⅏カ⦎ཧຍするࡼうດࡵるࡶ

のとする。 

（協定ᮇ間ཬࡧ᭦᪂） 

第11条 ࡇの協定の有ຠᮇ間は、協定⥾⤖の日から௧３年３月３１日࡛ࡲとする。ࡔࡓし、ᮇ

間‶の日から１か月前࡛ࡲ甲ཪは乙のࡎ࠸れからࡇࡶの協定の⤊のពᛮ表♧࠸࡞ࡀと

きは、᭦１年間ᘏ長するࡶのとし、以後ࡇのࡼる。 

（中㏵ゎ約） 

第12条 甲ཬࡧ乙は、前条の有ຠᮇ間中࡛１、ࡶ࡚ࡗ࠶か月前のண࿌ᮇ間を࡚ࡗࡶ┦ᡭ᪉ᑐし

前書㠃࡛通▱し、甲乙協㆟のୖ、ࡇの協定の部ཪは୍部をゎ約するࡇと࡛ࡀきる。 

２ 前㡯つ定する中㏵ゎ約は、ྠ 㡯の協㆟の⤖ᯝ、甲と乙との間࡛ྜពࡉれࡇࡓとを条௳とし、

ᙜヱྜពࡉ࡞ࡀれࡓときは、ྜព㡯を記㍕しࡓ書㠃をྲྀࡾࢃすࡶのとする。 

（⩏のỴ定） 

第13条 ࡇの協定のྛ条㡯のゎ㔘࡚࠸ࡘ⩏ࡓࡌ⏕ࡀとき、ཪはࡇの協定の定ࡵの࠸࡞㡯

 。のとするࡶるࡵは、甲乙協㆟のୖ定࡚࠸ࡘ

 

 以ୖ、ࡇの協定成❧のドとし࡚本書２通を作成し、甲乙記名押印のୖ、ྛ⮬１通を保有する。 

 

௧２年㸷月１日 

 

 

甲 東京都中央区⠏ᆅ୍┠１␒１ྕ 

中央区 

中央区長 

 

乙 東京都㊊❧区⥤℩භ┠11␒12ྕ 

日❧⮬ື車通ᰴᘧ会社 

代表ྲྀ⥾ᙺ 
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125．災害時におけるࢫࣂ輸送の協ຊに関する協定書（᪥❧⮬ື車㏻）（本文274頁） 

 

 中央区（以ୗࠕ甲ࠖと࠸う。）と日❧⮬ື車通ᰴᘧ会社（以ୗࠕ乙ࠖと࠸う。）は、⅏ᐖ時

 。協定を⥾⤖するࡾ࠾関し、ḟのとる⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇のᐇࡅ࠾

（┠ⓗ） 

第１条 ࡇの協定は、ᆅ㟈➼ࡼるつᶍ⅏ᐖ（以ୗࠕ⅏ᐖࠖと࠸う。）ࡀⓎ⏕し、ཪはⓎ⏕す

るᜍれ࠶ࡀるሙྜ࡚࠸࠾、甲ࡀ乙ᑐし࡚せㄳするࢫࣂ㍺㏦の支協ຊ関し、そのᡭ⥆➼

 。とを┠ⓗとするࡇᐇする⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇を、ࡵ定࡚࠸ࡘ

２ 乙は甲ࡇࡀの協定の┠ⓗ㐩成のࡵࡓ乙以እの㍺㏦業者➼とྠᵝの協定を⥾⤖するࡇと

をጉࡶ࠸࡞ࡆのとする。 

（業ົෆᐜ） 

第２条 甲は、乙ᑐし、⅏ᐖ時前条の┠ⓗを㐩成するࡵࡓᚲせ࠶ࡀるときは、ḟᥖࡆる

業ົ（以ୗࠕ本業ົࠖと࠸う。）のᥦ供࡚࠸ࡘ協ຊをせㄳするࡇと࡛ࡀきる。 

（１） യ者のᦙ㏦関する業ົ 

（２） ⿕⅏者（␃者をྵࡴ。以ୗྠࡌ。）➼の㍺㏦関する業ົ 

（３） ⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇のᐇのࡵࡓᚲせ࡞人ဨཬࡧᦠ⾜する㈨ჾᮦ➼の㍺㏦関する業ົ 

（㸲） ࣎ラࣥࢸの㍺㏦関する業ົ 

（５） 前ྛྕᥖࡆるࡶののか、甲乙協㆟のୖ、前条の┠ⓗ㐩成のࡵࡓ┦ᙜとㄆࡓࡵ業

ົ 

２ 甲は、前㡯のつ定ࡼるせㄳをするᙜࡾࡓ、本業ົᚑする車両ཬࡧᚑする者のᏳ

☜保㓄៖し࡚⾜う。 

（業ົのᐇ） 

第３条 乙は、甲の前条第１㡯のつ定ࡼるせㄳࡓࡗ࠶ࡀときは、≉別の⌮⏤࠸࡞ࡀ㝈ࡾは、ྍ

 。のとするࡶるࡵうດࡼ協ຊする⠊ᅖෆ࡛甲࡞⬟

（㈝用㈇ᢸ） 

第４条 乙ࡀ本業ົのᐇせしࡓ㈝用の㈇ᢸ࡚࠸ࡘは、甲の㈇ᢸとし、支ᡶࢃ⾜ࡀ࠸れるࡲ

࡛の間は、乙の୍時❧᭰とする。 

２ 前㡯の㈝用の額は、⅏ᐖのⓎ⏕ཪは⅏ᐖのⓎ⏕する࠾それの⏕ࡌる┤前ࡅ࠾る時౯┦ሙ➼

をᇶ準とし࡚、本業ົ⤊後、甲乙協㆟のୖ、Ỵ定する。 

３ 乙は、本業ົのᐇせしࡓ㈝用の額ࡀỴ定しࡓときは、㏿ࡸか甲ㄳồする。 

㸲 甲は、乙から前㡯のつ定ࡼるㄳồࡓࡗ࠶ࡀときは、㏿ࡸかᙜヱ㈝用を乙支ᡶう。 

（Ᏻの☜保） 

第５条 乙は、車両の㐠⾜ᙜࡾࡓᙜヱ車両を用する⿕⅏者のᏳの☜保を⾜う。 

２ 乙は、Ᏻの☜保のࡵࡓ、⤒㊰の㑅定ཬࡧ㐠⾜⥅⥆のྍྰをุ᩿するࡇと࡛ࡀきる。ࡇのሙ

 。のとするࡶሗ࿌するかࡸ㏿その᪨を乙は甲、࡚࠸࠾ྜ

（ᨾ➼） 

第６条 乙ࡀ供給しࡓ車両ࡀᨾ㞀そのの⌮⏤ࡾࡼ㐠⾜を中᩿しࡓときは、乙は㏿ࡸか代᭰

車両をᡭ㓄し、ྍ⬟࡞⠊ᅖෆ࡛業ົの⥅⥆ດࡵるࡶのとする。 

２ 乙は、本業ົのᐇ中ᨾࡀⓎ⏕しࡓときは、甲ᑐし、┤ࡕその≧ἣをሗ࿌するࡶの

とする。 

（㈺ൾ） 

第７条 甲は、その㈐ᖐすき⏤ࡾࡼ、本業ົᚑする車両ཬࡧᚑしࡓ者ᦆᐖを

えࡓときは、乙ᑐしそのᦆᐖをྜ⌮ⓗ࡞⠊ᅖෆ࡛㈺ൾするࡶのとする。 

２ 乙は、本業ົのᐇ中その㈐ᖐすき⏤ࡾࡼ、甲ཪは第୕者ᦆᐖをえࡓときは、

ྜ⌮ⓗ࡞⠊ᅖෆ࡛㈺ൾを⾜うࡶのとする。 

（ᦆᐖ㈺ൾ） 

第８条 本業ົᚑしࡓ者ࡀ、本業ົࡾࡼṚஸし、㈇യし、ⱝしࡃはかかࡾ、ཪは本

業ົのᚑࡼる㈇യⱝしࡃはࡾࡼṚஸⱝしࡃは、ᚰ㌟ⴭし࠸㞀ᐖを⏕ࡓࡌときは、

⅏ᐖ㝿しᛂᛴᥐ⨨の業ົ➼ᚑしࡓ者係るᦆᐖ㈺ൾ関する条（３８年中央区条

第１５ྕ）のつ定準࡚ࡌ、甲ࡀ保㞀する。 
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（㐃⤡యไ➼） 

第９条 本業ົのᐇᙜࡾࡓ、甲ཬࡧ乙は、㐃⤡ࡅ࠾る㈐௵者を定ࡵるࡶのとする。 

（㜵⅏カ⦎） 

第10条 乙は、甲からのせㄳࡓࡗ࠶ࡀሙྜは、甲のᐇする㜵⅏カ⦎ཧຍするࡼうດࡵるࡶ

のとする。 

（協定ᮇ間ཬࡧ᭦᪂） 

第11条 ࡇの協定の有ຠᮇ間は、協定⥾⤖の日から௧３年３月３１日࡛ࡲとする。ࡔࡓし、ᮇ

間‶の日から１か月前࡛ࡲ甲ཪは乙のࡎ࠸れからࡇࡶの協定の⤊のពᛮ表♧࠸࡞ࡀと

きは、᭦１年間ᘏ長するࡶのとし、以後ࡇのࡼる。 

（中㏵ゎ約） 

第12条 甲ཬࡧ乙は、前条の有ຠᮇ間中࡛１、ࡶ࡚ࡗ࠶か月前のண࿌ᮇ間を࡚ࡗࡶ┦ᡭ᪉ᑐし

前書㠃࡛通▱し、甲乙協㆟のୖ、ࡇの協定の部ཪは୍部をゎ約するࡇと࡛ࡀきる。 

２ 前㡯つ定する中㏵ゎ約は、ྠ 㡯の協㆟の⤖ᯝ、甲と乙との間࡛ྜពࡉれࡇࡓとを条௳とし、

ᙜヱྜពࡉ࡞ࡀれࡓときは、ྜព㡯を記㍕しࡓ書㠃をྲྀࡾࢃすࡶのとする。 

（⩏のỴ定） 

第13条 ࡇの協定のྛ条㡯のゎ㔘࡚࠸ࡘ⩏ࡓࡌ⏕ࡀとき、ཪはࡇの協定の定ࡵの࠸࡞㡯

 。のとするࡶるࡵは、甲乙協㆟のୖ定࡚࠸ࡘ

 

 以ୖ、ࡇの協定成❧のドとし࡚本書２通を作成し、甲乙記名押印のୖ、ྛ⮬１通を保有する。 

 

௧２年㸷月１日 

 

 

甲 東京都中央区⠏ᆅ୍┠１␒１ྕ 

中央区 

中央区長 

 

乙 東京都㊊❧区⥤℩භ┠11␒12ྕ 

日❧⮬ື車通ᰴᘧ会社 

代表ྲྀ⥾ᙺ 
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126．災害時におけるࢫࣂ輸送の協ຊに関する協定書（᪥の⮬ື車⯆ᴗ）（本文274頁） 

 

 中央区（以ୗࠕ甲ࠖと࠸う。）と日の⮬ື車⯆業ᰴᘧ会社（以ୗࠕ乙ࠖと࠸う。）は、⅏ᐖ時

 。協定を⥾⤖するࡾ࠾関し、ḟのとる⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇のᐇࡅ࠾

（┠ⓗ） 

第１条 ࡇの協定は、ᆅ㟈➼ࡼるつᶍ⅏ᐖ（以ୗࠕ⅏ᐖࠖと࠸う。）ࡀⓎ⏕し、ཪはⓎ⏕す

るᜍれ࠶ࡀるሙྜ࡚࠸࠾、甲ࡀ乙ᑐし࡚せㄳするࢫࣂ㍺㏦の支協ຊ関し、そのᡭ⥆➼

 。とを┠ⓗとするࡇᐇする⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇を、ࡵ定࡚࠸ࡘ

２ 乙は甲ࡇࡀの協定の┠ⓗ㐩成のࡵࡓ乙以እの㍺㏦業者➼とྠᵝの協定を⥾⤖するࡇと

をጉࡶ࠸࡞ࡆのとする。 

（業ົෆᐜ） 

第２条 甲は、乙ᑐし、⅏ᐖ時前条の┠ⓗを㐩成するࡵࡓᚲせ࠶ࡀるときは、ḟᥖࡆる

業ົ（以ୗࠕ本業ົࠖと࠸う。）のᥦ供࡚࠸ࡘ協ຊをせㄳするࡇと࡛ࡀきる。 

（１） ⿕⅏者（␃者をྵࡴ。以ୗྠࡌ。）➼の㍺㏦関する業ົ 

（２） ⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇のᐇのࡵࡓᚲせ࡞人ဨཬࡧᦠ⾜する㈨ჾᮦ➼の㍺㏦関する業ົ 

 関する業ົの㍺㏦ࢸラࣥ࣎ （３）

（㸲） 前ྛྕᥖࡆるࡶののか、甲乙協㆟のୖ、前条の┠ⓗ㐩成のࡵࡓ┦ᙜとㄆࡓࡵ業

ົ 

２ 甲は、前㡯のつ定ࡼるせㄳをするᙜࡾࡓ、本業ົᚑする車両ཬࡧᚑする者のᏳ

☜保㓄៖し࡚⾜う。 

（業ົのᐇ） 

第３条 乙は、甲の前条第１㡯のつ定ࡼるせㄳࡓࡗ࠶ࡀときは、≉別の⌮⏤࠸࡞ࡀ㝈ࡾは、ྍ

 。のとするࡶるࡵうດࡼ協ຊする⠊ᅖෆ࡛甲࡞⬟

（㈝用㈇ᢸ） 

第４条 乙ࡀ本業ົのᐇせしࡓ㈝用の㈇ᢸ࡚࠸ࡘは、甲の㈇ᢸとし、支ᡶࢃ⾜ࡀ࠸れるࡲ

࡛の間は、乙の୍時❧᭰とする。 

２ 前㡯の㈝用の額は、⅏ᐖのⓎ⏕ཪは⅏ᐖのⓎ⏕する࠾それの⏕ࡌる┤前ࡅ࠾る時౯┦ሙ➼

をᇶ準とし࡚、本業ົ⤊後、甲乙協㆟のୖ、Ỵ定する。 

３ 乙は、本業ົのᐇせしࡓ㈝用の額ࡀỴ定しࡓときは、㏿ࡸか甲ㄳồする。 

㸲 甲は、乙から前㡯のつ定ࡼるㄳồࡓࡗ࠶ࡀときは、㏿ࡸかᙜヱ㈝用を乙支ᡶう。 

（Ᏻの☜保） 

第５条 乙は、車両の㐠⾜ᙜࡾࡓᙜヱ車両を用する⿕⅏者のᏳの☜保を⾜う。 

２ 乙は、Ᏻの☜保のࡵࡓ、⤒㊰の㑅定ཬࡧ㐠⾜⥅⥆のྍྰをุ᩿するࡇと࡛ࡀきる。ࡇのሙ

 。のとするࡶሗ࿌するかࡸ㏿その᪨を乙は甲、࡚࠸࠾ྜ

（ᨾ➼） 

第６条 乙ࡀ供給しࡓ車両ࡀᨾ㞀そのの⌮⏤ࡾࡼ㐠⾜を中᩿しࡓときは、乙は㏿ࡸか代᭰

車両をᡭ㓄し、ྍ⬟࡞⠊ᅖෆ࡛業ົの⥅⥆ດࡵるࡶのとする。 

２ 乙は、本業ົのᐇ中ᨾࡀⓎ⏕しࡓときは、甲ᑐし、┤ࡕその≧ἣをሗ࿌するࡶの

とする。 

（㈺ൾ） 

第７条 甲は、その㈐ᖐすき⏤ࡾࡼ、本業ົᚑする車両ཬࡧᚑしࡓ者ᦆᐖを

えࡓときは、乙ᑐしそのᦆᐖをྜ⌮ⓗ࡞⠊ᅖෆ࡛㈺ൾするࡶのとする。 

２ 乙は、本業ົのᐇ中その㈐ᖐすき⏤ࡾࡼ、甲ཪは第୕者ᦆᐖをえࡓときは、

ྜ⌮ⓗ࡞⠊ᅖෆ࡛㈺ൾを⾜うࡶのとする。 

（ᦆᐖ㈺ൾ） 

第８条 本業ົᚑしࡓ者ࡀ、本業ົࡾࡼṚஸし、㈇യし、ⱝしࡃはかかࡾ、ཪは本

業ົのᚑࡼる㈇യⱝしࡃはࡾࡼṚஸⱝしࡃはᚰ㌟ⴭし࠸㞀ᐖを⏕ࡓࡌときは、⅏

ᐖ㝿しᛂᛴᥐ⨨の業ົ➼ᚑしࡓ者係るᦆᐖ㈺ൾ関する条（３８年中央区条

第１５ྕ）のつ定準࡚ࡌ、甲ࡀ保㞀する。 

（㐃⤡యไ➼） 
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第９条 本業ົのᐇᙜࡾࡓ、甲ཬࡧ乙は、㐃⤡ࡅ࠾る㈐௵者を定ࡵるࡶのとする。 

（㜵⅏カ⦎） 

第10条 乙は、甲からのせㄳࡓࡗ࠶ࡀሙྜは、甲のᐇする㜵⅏カ⦎ཧຍするࡼうດࡵるࡶ

のとする。 

（協定ᮇ間ཬࡧ᭦᪂） 

第11条 ࡇの協定の有ຠᮇ間は、協定⥾⤖の日から௧３年３月３１日࡛ࡲとする。ࡔࡓし、ᮇ

間‶の日から１か月前࡛ࡲ甲ཪは乙のࡎ࠸れからࡇࡶの協定の⤊のពᛮ表♧࠸࡞ࡀと

きは、᭦１年間ᘏ長するࡶのとし、以後ࡇのࡼる。 

（中㏵ゎ約） 

第12条 甲ཬࡧ乙は、前条の有ຠᮇ間中࡛１、ࡶ࡚ࡗ࠶か月前のண࿌ᮇ間を࡚ࡗࡶ┦ᡭ᪉ᑐし

前書㠃࡛通▱し、甲乙協㆟のୖ、ࡇの協定の部ཪは୍部をゎ約するࡇと࡛ࡀきる。 

２ 前㡯つ定する中㏵ゎ約は、ྠ 㡯の協㆟の⤖ᯝ、甲と乙との間࡛ྜពࡉれࡇࡓとを条௳とし、

ᙜヱྜពࡉ࡞ࡀれࡓときは、ྜព㡯を記㍕しࡓ書㠃をྲྀࡾࢃすࡶのとする。 

（⩏のỴ定） 

第13条 ࡇの協定のྛ条㡯のゎ㔘࡚࠸ࡘ⩏ࡓࡌ⏕ࡀとき、ཪはࡇの協定の定ࡵの࠸࡞㡯

 。のとするࡶるࡵは、甲乙協㆟のୖ定࡚࠸ࡘ

 

 以ୖ、ࡇの協定成❧のドとし࡚本書２通を作成し、甲乙記名押印のୖ、ྛ⮬１通を保有する。 

 

௧２年㸷月１日 

 

 

甲 東京都中央区⠏ᆅ୍┠１␒１ྕ 

中央区 

中央区長 

 

乙 東京都༓代⏣区⚄⏣୕ᓮ⏫୕┠㸷␒３ྕ 

日の⮬ື車⯆業ᰴᘧ会社 

代表ྲྀ⥾ᙺ 
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126．災害時におけるࢫࣂ輸送の協ຊに関する協定書（᪥の⮬ື車⯆ᴗ）（本文274頁） 

 

 中央区（以ୗࠕ甲ࠖと࠸う。）と日の⮬ື車⯆業ᰴᘧ会社（以ୗࠕ乙ࠖと࠸う。）は、⅏ᐖ時

 。協定を⥾⤖するࡾ࠾関し、ḟのとる⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇のᐇࡅ࠾

（┠ⓗ） 

第１条 ࡇの協定は、ᆅ㟈➼ࡼるつᶍ⅏ᐖ（以ୗࠕ⅏ᐖࠖと࠸う。）ࡀⓎ⏕し、ཪはⓎ⏕す

るᜍれ࠶ࡀるሙྜ࡚࠸࠾、甲ࡀ乙ᑐし࡚せㄳするࢫࣂ㍺㏦の支協ຊ関し、そのᡭ⥆➼

 。とを┠ⓗとするࡇᐇする⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇を、ࡵ定࡚࠸ࡘ

２ 乙は甲ࡇࡀの協定の┠ⓗ㐩成のࡵࡓ乙以እの㍺㏦業者➼とྠᵝの協定を⥾⤖するࡇと

をጉࡶ࠸࡞ࡆのとする。 

（業ົෆᐜ） 

第２条 甲は、乙ᑐし、⅏ᐖ時前条の┠ⓗを㐩成するࡵࡓᚲせ࠶ࡀるときは、ḟᥖࡆる

業ົ（以ୗࠕ本業ົࠖと࠸う。）のᥦ供࡚࠸ࡘ協ຊをせㄳするࡇと࡛ࡀきる。 

（１） ⿕⅏者（␃者をྵࡴ。以ୗྠࡌ。）➼の㍺㏦関する業ົ 

（２） ⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇のᐇのࡵࡓᚲせ࡞人ဨཬࡧᦠ⾜する㈨ჾᮦ➼の㍺㏦関する業ົ 

 関する業ົの㍺㏦ࢸラࣥ࣎ （３）

（㸲） 前ྛྕᥖࡆるࡶののか、甲乙協㆟のୖ、前条の┠ⓗ㐩成のࡵࡓ┦ᙜとㄆࡓࡵ業

ົ 

２ 甲は、前㡯のつ定ࡼるせㄳをするᙜࡾࡓ、本業ົᚑする車両ཬࡧᚑする者のᏳ

☜保㓄៖し࡚⾜う。 

（業ົのᐇ） 

第３条 乙は、甲の前条第１㡯のつ定ࡼるせㄳࡓࡗ࠶ࡀときは、≉別の⌮⏤࠸࡞ࡀ㝈ࡾは、ྍ

 。のとするࡶるࡵうດࡼ協ຊする⠊ᅖෆ࡛甲࡞⬟

（㈝用㈇ᢸ） 

第４条 乙ࡀ本業ົのᐇせしࡓ㈝用の㈇ᢸ࡚࠸ࡘは、甲の㈇ᢸとし、支ᡶࢃ⾜ࡀ࠸れるࡲ

࡛の間は、乙の୍時❧᭰とする。 

２ 前㡯の㈝用の額は、⅏ᐖのⓎ⏕ཪは⅏ᐖのⓎ⏕する࠾それの⏕ࡌる┤前ࡅ࠾る時౯┦ሙ➼

をᇶ準とし࡚、本業ົ⤊後、甲乙協㆟のୖ、Ỵ定する。 

３ 乙は、本業ົのᐇせしࡓ㈝用の額ࡀỴ定しࡓときは、㏿ࡸか甲ㄳồする。 

㸲 甲は、乙から前㡯のつ定ࡼるㄳồࡓࡗ࠶ࡀときは、㏿ࡸかᙜヱ㈝用を乙支ᡶう。 

（Ᏻの☜保） 

第５条 乙は、車両の㐠⾜ᙜࡾࡓᙜヱ車両を用する⿕⅏者のᏳの☜保を⾜う。 

２ 乙は、Ᏻの☜保のࡵࡓ、⤒㊰の㑅定ཬࡧ㐠⾜⥅⥆のྍྰをุ᩿するࡇと࡛ࡀきる。ࡇのሙ

 。のとするࡶሗ࿌するかࡸ㏿その᪨を乙は甲、࡚࠸࠾ྜ

（ᨾ➼） 

第６条 乙ࡀ供給しࡓ車両ࡀᨾ㞀そのの⌮⏤ࡾࡼ㐠⾜を中᩿しࡓときは、乙は㏿ࡸか代᭰

車両をᡭ㓄し、ྍ⬟࡞⠊ᅖෆ࡛業ົの⥅⥆ດࡵるࡶのとする。 

２ 乙は、本業ົのᐇ中ᨾࡀⓎ⏕しࡓときは、甲ᑐし、┤ࡕその≧ἣをሗ࿌するࡶの

とする。 

（㈺ൾ） 

第７条 甲は、その㈐ᖐすき⏤ࡾࡼ、本業ົᚑする車両ཬࡧᚑしࡓ者ᦆᐖを

えࡓときは、乙ᑐしそのᦆᐖをྜ⌮ⓗ࡞⠊ᅖෆ࡛㈺ൾするࡶのとする。 

２ 乙は、本業ົのᐇ中その㈐ᖐすき⏤ࡾࡼ、甲ཪは第୕者ᦆᐖをえࡓときは、

ྜ⌮ⓗ࡞⠊ᅖෆ࡛㈺ൾを⾜うࡶのとする。 

（ᦆᐖ㈺ൾ） 

第８条 本業ົᚑしࡓ者ࡀ、本業ົࡾࡼṚஸし、㈇യし、ⱝしࡃはかかࡾ、ཪは本

業ົのᚑࡼる㈇യⱝしࡃはࡾࡼṚஸⱝしࡃはᚰ㌟ⴭし࠸㞀ᐖを⏕ࡓࡌときは、⅏

ᐖ㝿しᛂᛴᥐ⨨の業ົ➼ᚑしࡓ者係るᦆᐖ㈺ൾ関する条（３８年中央区条

第１５ྕ）のつ定準࡚ࡌ、甲ࡀ保㞀する。 

（㐃⤡యไ➼） 
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第９条 本業ົのᐇᙜࡾࡓ、甲ཬࡧ乙は、㐃⤡ࡅ࠾る㈐௵者を定ࡵるࡶのとする。 

（㜵⅏カ⦎） 

第10条 乙は、甲からのせㄳࡓࡗ࠶ࡀሙྜは、甲のᐇする㜵⅏カ⦎ཧຍするࡼうດࡵるࡶ

のとする。 

（協定ᮇ間ཬࡧ᭦᪂） 

第11条 ࡇの協定の有ຠᮇ間は、協定⥾⤖の日から௧３年３月３１日࡛ࡲとする。ࡔࡓし、ᮇ

間‶の日から１か月前࡛ࡲ甲ཪは乙のࡎ࠸れからࡇࡶの協定の⤊のពᛮ表♧࠸࡞ࡀと

きは、᭦１年間ᘏ長するࡶのとし、以後ࡇのࡼる。 

（中㏵ゎ約） 

第12条 甲ཬࡧ乙は、前条の有ຠᮇ間中࡛１、ࡶ࡚ࡗ࠶か月前のண࿌ᮇ間を࡚ࡗࡶ┦ᡭ᪉ᑐし

前書㠃࡛通▱し、甲乙協㆟のୖ、ࡇの協定の部ཪは୍部をゎ約するࡇと࡛ࡀきる。 

２ 前㡯つ定する中㏵ゎ約は、ྠ 㡯の協㆟の⤖ᯝ、甲と乙との間࡛ྜពࡉれࡇࡓとを条௳とし、

ᙜヱྜពࡉ࡞ࡀれࡓときは、ྜព㡯を記㍕しࡓ書㠃をྲྀࡾࢃすࡶのとする。 

（⩏のỴ定） 

第13条 ࡇの協定のྛ条㡯のゎ㔘࡚࠸ࡘ⩏ࡓࡌ⏕ࡀとき、ཪはࡇの協定の定ࡵの࠸࡞㡯

 。のとするࡶるࡵは、甲乙協㆟のୖ定࡚࠸ࡘ

 

 以ୖ、ࡇの協定成❧のドとし࡚本書２通を作成し、甲乙記名押印のୖ、ྛ⮬１通を保有する。 

 

௧２年㸷月１日 

 

 

甲 東京都中央区⠏ᆅ୍┠１␒１ྕ 

中央区 

中央区長 

 

乙 東京都༓代⏣区⚄⏣୕ᓮ⏫୕┠㸷␒３ྕ 

日の⮬ື車⯆業ᰴᘧ会社 

代表ྲྀ⥾ᙺ 
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127㸬⅏ᐖࡢ་⒪ᩆㆤάືࡢ࡚࠸ࡘ༠ᐃ᭩㸦୰ኸ༊་ᖌ㸧㸦ᮏᩥ204㡫㸧 
 

 中央区をࠕ甲ࠖとし、公益社団法人中央区医師会をࠕ乙ࠖとし、甲乙㛫において次のとおり協

定を⥾⤖する。 

（⥲則） 

第㸯条 この協定は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協ຊに関

し、必要な事項を定める。 

（医療救護班の派遣） 

第㸰条 甲は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき医療救護活動を実施する必要が生ࡌた場合は、乙に

対し、医療救護班の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の定めにより、甲から要請を受けた場合は、┤ࡕに乙の災害医療救護活動⤌⧊に

基づき医療救護班を編成し、⌧地の救護所等に派遣するものとする。 

（災害医療救護ィ⏬の⟇定及びᥦฟ） 

第㸱条 乙は、前条の定めによる医療救護活動を実施するため、災害医療救護ィ⏬を⟇定し、こ

 。を甲にᥦฟするものとするࢀ

２ 前条に定める医療救護班の構成人ဨは、次のとおりとする。 

(1) 医     師 

(2) ┳  護  師  ⱝᖸ名 

(3) その⿵助事ົ 

（医療救護班の活動場所） 

第㸲条 乙所ᒓの医療救護班は、甲が避難所又は災害⌧場等に設置する救護所において、医療救

護活動を実施するものとする。 

（医療救護班のᴗົ） 

第㸳条 医療救護班のᴗົは、次のとおりとする。 

(1) 傷病者に対するᛂᛴฎ置 

(2) 後方医療施設の㌿㏦の要ྰ及び㌿㏦㡰の決定 

(3) ㌿㏦ᅔ難な患者及び避難所等における㍍᫆な患者に対する医療 

(4) 死亡の☜認 

（指௧） 

第㸴条 医療救護班に係る指௧及び医療救護活動の連絡ㄪᩚは甲が指定する者が行うもの

とする。 

（医療救護班の㍺㏦） 

第㸵条 乙所ᒓの医療救護班の㍺㏦は、原則として甲が行う。 

（医薬品等のഛ・㍺㏦） 

第㸶条 乙所ᒓの医療救護班は、原則として甲が別に定める場所にഛする医薬品等を使用する

ものとする。 

２ 救護所において必要とする⤥㣗及び⤥Ỉは、甲が行う。 

㸱 ഛ医薬品等の㍺㏦は、原則として甲が行う。 

（後方医療施設における医療救護） 
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第９条 救護所又は避難所等において医療施設での医療を必要とする傷病者があった場合は、甲

は、東京都が指定する後方医療施設に対し、その受入を要請することができる。 

（医療費） 

第10条 救護所における医療費は無料とする。 

２ 後方医療施設における医療費は、原則として患者負担とする。 

（合同訓練） 

第11条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに、当該訓

練の一般参加者中、傷病者が発生した場合の医療救護を併せ担当するものとする。 

（費用弁償等） 

第12条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担

するものとする。 

(1) 医療救護班の編成・派遣を伴うもの 

ア 医療救護班の編成・派遣に要する経費 

イ 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償 

ウ 医療救護班の医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合

の扶助費 

(2) 合同訓練時における医療救護活動の前(1)に係る経費 

２ 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。 

（災害医療運営連絡会の設置） 

第13条 甲は、この協定の円滑な実施を図るため、甲及び乙が必要と認める関係機関をもって構

成する中央区災害医療運営連絡会を設置するものとする。 

（細目） 

第14条 この協定を実施するための必要な事項については別に定める。 

（協議） 

第15条 前各条に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 

 甲と乙とは、本協定書二通を作成し、双方記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

 昭和52年６月１日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区勝どき一丁目６番７号 

公益社団法人 中央区医師会 

会長 
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127㸬⅏ᐖࡢ་⒪ᩆㆤάືࡢ࡚࠸ࡘ༠ᐃ᭩㸦୰ኸ༊་ᖌ㸧㸦ᮏᩥ204㡫㸧 
 

 中央区をࠕ甲ࠖとし、公益社団法人中央区医師会をࠕ乙ࠖとし、甲乙㛫において次のとおり協

定を⥾⤖する。 

（⥲則） 

第㸯条 この協定は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協ຊに関

し、必要な事項を定める。 

（医療救護班の派遣） 

第㸰条 甲は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき医療救護活動を実施する必要が生ࡌた場合は、乙に

対し、医療救護班の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の定めにより、甲から要請を受けた場合は、┤ࡕに乙の災害医療救護活動⤌⧊に

基づき医療救護班を編成し、⌧地の救護所等に派遣するものとする。 

（災害医療救護ィ⏬の⟇定及びᥦฟ） 

第㸱条 乙は、前条の定めによる医療救護活動を実施するため、災害医療救護ィ⏬を⟇定し、こ

 。を甲にᥦฟするものとするࢀ

２ 前条に定める医療救護班の構成人ဨは、次のとおりとする。 

(1) 医     師 

(2) ┳  護  師  ⱝᖸ名 

(3) その⿵助事ົ 

（医療救護班の活動場所） 

第㸲条 乙所ᒓの医療救護班は、甲が避難所又は災害⌧場等に設置する救護所において、医療救

護活動を実施するものとする。 

（医療救護班のᴗົ） 

第㸳条 医療救護班のᴗົは、次のとおりとする。 

(1) 傷病者に対するᛂᛴฎ置 

(2) 後方医療施設の㌿㏦の要ྰ及び㌿㏦㡰の決定 

(3) ㌿㏦ᅔ難な患者及び避難所等における㍍᫆な患者に対する医療 

(4) 死亡の☜認 

（指௧） 

第㸴条 医療救護班に係る指௧及び医療救護活動の連絡ㄪᩚは甲が指定する者が行うもの

とする。 

（医療救護班の㍺㏦） 

第㸵条 乙所ᒓの医療救護班の㍺㏦は、原則として甲が行う。 

（医薬品等のഛ・㍺㏦） 

第㸶条 乙所ᒓの医療救護班は、原則として甲が別に定める場所にഛする医薬品等を使用する

ものとする。 

２ 救護所において必要とする⤥㣗及び⤥Ỉは、甲が行う。 

㸱 ഛ医薬品等の㍺㏦は、原則として甲が行う。 

（後方医療施設における医療救護） 

- 318 - 

第９条 救護所又は避難所等において医療施設での医療を必要とする傷病者があった場合は、甲

は、東京都が指定する後方医療施設に対し、その受入を要請することができる。 

（医療費） 

第10条 救護所における医療費は無料とする。 

２ 後方医療施設における医療費は、原則として患者負担とする。 

（合同訓練） 

第11条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに、当該訓

練の一般参加者中、傷病者が発生した場合の医療救護を併せ担当するものとする。 

（費用弁償等） 

第12条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担

するものとする。 

(1) 医療救護班の編成・派遣を伴うもの 

ア 医療救護班の編成・派遣に要する経費 

イ 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償 

ウ 医療救護班の医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合

の扶助費 

(2) 合同訓練時における医療救護活動の前(1)に係る経費 

２ 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。 

（災害医療運営連絡会の設置） 

第13条 甲は、この協定の円滑な実施を図るため、甲及び乙が必要と認める関係機関をもって構

成する中央区災害医療運営連絡会を設置するものとする。 

（細目） 

第14条 この協定を実施するための必要な事項については別に定める。 

（協議） 

第15条 前各条に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 

 甲と乙とは、本協定書二通を作成し、双方記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

 昭和52年６月１日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区勝どき一丁目６番７号 

公益社団法人 中央区医師会 

会長 
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 昭和52年６月１日⥾⤖したࠕ災害時の医療救護活動についての協定書 （ࠖ௨ୗࠕ協定書ࠖとい

う）➨14条に基づࡃ細目は次のとおりとする。 

（医療救護班の⥭ᛴ活動） 

第㸯条 乙は、災害≧ἣにより⥭ᛴを要するとุ᩿し、協定書➨２条➨１項の定めによる甲から

の要請をࡲたࡎに医療救護活動を実施した場合は、ึ動後┤ࡕに甲にሗ࿌するものとする。 

２ 前項の定めによるሗ࿌があったものについては、医療救護のึ動時において甲の要請があっ

たものとࡳなす。 

（救護所設置の≉） 

第㸰条 甲は、避難所等に設置する救護所のか、必要と認めたときは、東京都地ᇦ㜵災ィ⏬に

基づき、東京都が指定した後方医療施設に救護所を設置する。 

２ 甲は、災害≧ἣにより必要を認めたときは、前項による後方医療施設のか、医療救護活動

がྍ⬟な⿕災地࿘㎶の医療施設に救護所を設置する。 

（費用弁償等） 

第㸱条 前条により、救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生ࡌた施設・設

ഛのᦆ傷については甲が負担する。 

（費用弁償等の請ồ・ሗ࿌） 

第㸲条 協定書➨12条及び前条の定めによる費用弁償等の請ồ・ሗ࿌については、医療救護活動

⤊後㏿ࡸかに乙が一ᣓして、次により甲に請ồ・ሗ࿌するものとする。 

(1) 医療救護班派遣に係る費用弁償は、費用弁償等請ồ書（ᵝᘧ１）に各医療救護班ࡈとの

医療救護班活動ሗ࿌・医療救護班ဨ名⡙（ᵝᘧ１㸫１）及び医療救護班デ療記㘓（ᵝᘧ１㸫

２）をῧえて請ồするものとする。 

(2) 医療救護班が、携行した医薬品・⾨生ᮦ料等を使用した場合の実費弁償は、前(1)による

ᵝᘧ１に薬品・⾨生ᮦ料使用ሗ࿌書（ᵝᘧ２）をῧえて請ồするものとする。 

(3) 医療救護班の医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合

は、事ᨾሗ࿌書（ᵝᘧ㸱）に事ᨾ傷病者ᴫ要（ᵝᘧ㸱㸫１）をῧえてሗ࿌するものとする。 
 (4) 甲が実施する合同訓練に参加する医療救護班に係る費用弁償等については、前(1)から

(3)の定めを‽用する。 

 (5) 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生ࡌた施

設・設ഛのᦆ傷に係る実費弁償は、前(1)によるᵝᘧ１に≀௳ᦆ傷等ሗ࿌書(ᵝᘧ㸲)をῧえ

て請ồするものとする。 

 (6) その医療救護活動のために必要となるᵝᘧ等については、災害救助法施行細則(昭和38

年東京都つ則➨136号)で定めるᵝᘧを‽用するものとする。 

 (費用弁償等のᨭᡶ) 

第㸳条 甲は、前条により請ồ・ሗ࿌ࢀࡉた実費弁償請ồ書等のෆᐜをㄪᰝし㐺当と認めたとき

は、協定書➨12条➨２項による基‽により⟬定した額を㏿ࡸかに乙にᨭᡶうものとする。 
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 中央区をࠕ甲ࠖとし、公益社団法人日本ᶫ医師会をࠕ乙ࠖとし、甲乙㛫において次のとおり協

定を⥾⤖する。 

（⥲則） 

第㸯条 この協定は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協ຊに関

し、必要な事項を定める。 

（医療救護班の派遣） 

第㸰条 甲は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき医療救護活動を実施する必要が生ࡌた場合は、乙に

対し、医療救護班の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の定めにより、甲から要請を受けた場合は、┤ࡕに乙の災害医療救護活動⤌⧊に

基づき医療救護班を編成し、⌧地の救護所等に派遣するものとする。 

（災害医療救護ィ⏬の⟇定及びᥦฟ） 

第㸱条 乙は、前条の定めによる医療救護活動を実施するため、災害医療救護ィ⏬を⟇定し、こ

 。を甲にᥦฟするものとするࢀ

２ 前条に定める医療救護班の構成人ဨは、次のとおりとする。 

(1) 医     師 

(2) ┳  護  師  ⱝᖸ名 

(3) その⿵助事ົ 

（医療救護班の活動場所） 

第㸲条 乙所ᒓの医療救護班は、甲が避難所又は災害⌧場等に設置する救護所において、医療救

護活動を実施するものとする。 

（医療救護班のᴗົ） 

第㸳条 医療救護班のᴗົは、次のとおりとする。 

(1) 傷病者に対するᛂᛴฎ置 

(2) 後方医療施設の㌿㏦の要ྰ及び㌿㏦㡰の決定 

(3) ㌿㏦ᅔ難な患者及び避難所等における㍍᫆な患者に対する医療 

(4) 死亡の☜認 

（指௧） 

第㸴条 医療救護班に係る指௧及び医療救護活動の連絡ㄪᩚは甲が指定する者が行うもの

とする。 

（医療救護班の㍺㏦） 

第㸵条 乙所ᒓの医療救護班の㍺㏦は、原則として甲が行う。 

（医薬品等のഛ・㍺㏦） 

第㸶条 乙所ᒓの医療救護班は、原則として甲が別に定める場所にഛする医薬品等を使用する

ものとする。 

２ 救護所において必要とする⤥㣗及び⤥Ỉは、甲が行う。 

㸱 ഛ医薬品等の㍺㏦は、原則として甲が行う。 

（後方医療施設における医療救護） 
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 昭和52年６月１日⥾⤖したࠕ災害時の医療救護活動についての協定書 （ࠖ௨ୗࠕ協定書ࠖとい

う）➨14条に基づࡃ細目は次のとおりとする。 

（医療救護班の⥭ᛴ活動） 

第㸯条 乙は、災害≧ἣにより⥭ᛴを要するとุ᩿し、協定書➨２条➨１項の定めによる甲から

の要請をࡲたࡎに医療救護活動を実施した場合は、ึ動後┤ࡕに甲にሗ࿌するものとする。 

２ 前項の定めによるሗ࿌があったものについては、医療救護のึ動時において甲の要請があっ

たものとࡳなす。 

（救護所設置の≉） 

第㸰条 甲は、避難所等に設置する救護所のか、必要と認めたときは、東京都地ᇦ㜵災ィ⏬に

基づき、東京都が指定した後方医療施設に救護所を設置する。 

２ 甲は、災害≧ἣにより必要を認めたときは、前項による後方医療施設のか、医療救護活動

がྍ⬟な⿕災地࿘㎶の医療施設に救護所を設置する。 

（費用弁償等） 

第㸱条 前条により、救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生ࡌた施設・設

ഛのᦆ傷については甲が負担する。 

（費用弁償等の請ồ・ሗ࿌） 

第㸲条 協定書➨12条及び前条の定めによる費用弁償等の請ồ・ሗ࿌については、医療救護活動

⤊後㏿ࡸかに乙が一ᣓして、次により甲に請ồ・ሗ࿌するものとする。 

(1) 医療救護班派遣に係る費用弁償は、費用弁償等請ồ書（ᵝᘧ１）に各医療救護班ࡈとの

医療救護班活動ሗ࿌・医療救護班ဨ名⡙（ᵝᘧ１㸫１）及び医療救護班デ療記㘓（ᵝᘧ１㸫

２）をῧえて請ồするものとする。 

(2) 医療救護班が、携行した医薬品・⾨生ᮦ料等を使用した場合の実費弁償は、前(1)による

ᵝᘧ１に薬品・⾨生ᮦ料使用ሗ࿌書（ᵝᘧ２）をῧえて請ồするものとする。 

(3) 医療救護班の医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合

は、事ᨾሗ࿌書（ᵝᘧ㸱）に事ᨾ傷病者ᴫ要（ᵝᘧ㸱㸫１）をῧえてሗ࿌するものとする。 
 (4) 甲が実施する合同訓練に参加する医療救護班に係る費用弁償等については、前(1)から

(3)の定めを‽用する。 

 (5) 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生ࡌた施

設・設ഛのᦆ傷に係る実費弁償は、前(1)によるᵝᘧ１に≀௳ᦆ傷等ሗ࿌書(ᵝᘧ㸲)をῧえ

て請ồするものとする。 

 (6) その医療救護活動のために必要となるᵝᘧ等については、災害救助法施行細則(昭和38

年東京都つ則➨136号)で定めるᵝᘧを‽用するものとする。 

 (費用弁償等のᨭᡶ) 

第㸳条 甲は、前条により請ồ・ሗ࿌ࢀࡉた実費弁償請ồ書等のෆᐜをㄪᰝし㐺当と認めたとき

は、協定書➨12条➨２項による基‽により⟬定した額を㏿ࡸかに乙にᨭᡶうものとする。 
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 中央区をࠕ甲ࠖとし、公益社団法人日本ᶫ医師会をࠕ乙ࠖとし、甲乙㛫において次のとおり協

定を⥾⤖する。 

（⥲則） 

第㸯条 この協定は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協ຊに関

し、必要な事項を定める。 

（医療救護班の派遣） 

第㸰条 甲は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき医療救護活動を実施する必要が生ࡌた場合は、乙に

対し、医療救護班の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の定めにより、甲から要請を受けた場合は、┤ࡕに乙の災害医療救護活動⤌⧊に

基づき医療救護班を編成し、⌧地の救護所等に派遣するものとする。 

（災害医療救護ィ⏬の⟇定及びᥦฟ） 

第㸱条 乙は、前条の定めによる医療救護活動を実施するため、災害医療救護ィ⏬を⟇定し、こ

 。を甲にᥦฟするものとするࢀ

２ 前条に定める医療救護班の構成人ဨは、次のとおりとする。 

(1) 医     師 

(2) ┳  護  師  ⱝᖸ名 

(3) その⿵助事ົ 

（医療救護班の活動場所） 

第㸲条 乙所ᒓの医療救護班は、甲が避難所又は災害⌧場等に設置する救護所において、医療救

護活動を実施するものとする。 

（医療救護班のᴗົ） 

第㸳条 医療救護班のᴗົは、次のとおりとする。 

(1) 傷病者に対するᛂᛴฎ置 

(2) 後方医療施設の㌿㏦の要ྰ及び㌿㏦㡰の決定 

(3) ㌿㏦ᅔ難な患者及び避難所等における㍍᫆な患者に対する医療 

(4) 死亡の☜認 

（指௧） 

第㸴条 医療救護班に係る指௧及び医療救護活動の連絡ㄪᩚは甲が指定する者が行うもの

とする。 

（医療救護班の㍺㏦） 

第㸵条 乙所ᒓの医療救護班の㍺㏦は、原則として甲が行う。 

（医薬品等のഛ・㍺㏦） 

第㸶条 乙所ᒓの医療救護班は、原則として甲が別に定める場所にഛする医薬品等を使用する

ものとする。 

２ 救護所において必要とする⤥㣗及び⤥Ỉは、甲が行う。 

㸱 ഛ医薬品等の㍺㏦は、原則として甲が行う。 

（後方医療施設における医療救護） 
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第９条 救護所又は避難所等において医療施設での医療を必要とする傷病者があった場合は、甲

は、東京都が指定する後方医療施設に対し、その受入を要請することができる。 

（医療費） 

第10条 救護所における医療費は無料とする。 

２ 後方医療施設における医療費は、原則として患者負担とする。 

（合同訓練） 

第11条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに、当該訓

練の一般参加者中、傷病者が発生した場合の医療救護を併せ担当するものとする。 

（費用弁償等） 

第12条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担

するものとする。 

(1) 医療救護班の編成・派遣を伴うもの 

ア 医療救護班の編成・派遣に要する経費 

イ 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償 

ウ 医療救護班の医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合

の扶助費 

(2) 合同訓練時における医療救護活動の前(1)に係る経費 

２ 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。 

（災害医療運営連絡会の設置） 

第13条 甲は、この協定の円滑な実施を図るため、甲及び乙が必要と認める関係機関をもって構

成する中央区災害医療運営連絡会を設置するものとする。 

（細目） 

第14条 この協定を実施するための必要な事項については別に定める。 

（協議） 

第15条 前各条に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 

 甲と乙とは、本協定書二通を作成し、双方記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

 昭和52年６月１日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区日本ᶫஂᯇ⏫１番２号 

公益社団法人 日本ᶫ医師会 

会長 
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130㸬⅏ᐖࡢ་⒪ᩆㆤάືᐇ⣽┠㸦᪥ᮏᶫ་ᖌ㸧㸦ᮏᩥ204㡫㸧 
 

 昭和52年６月１日⥾⤖したࠕ災害時の医療救護活動についての協定書 （ࠖ௨ୗࠕ協定書ࠖとい

う）➨14条に基づࡃ細目は次のとおりとする。 

（医療救護班の⥭ᛴ活動） 

第㸯条 乙は、災害≧ἣにより⥭ᛴを要するとุ᩿し、協定書➨２条➨１項の定めによる甲から

の要請をࡲたࡎに医療救護活動を実施した場合は、ึ動後┤ࡕに甲にሗ࿌するものとする。 

２ 前項の定めによるሗ࿌があったものについては、医療救護のึ動時において甲の要請があっ

たものとࡳなす。 

（救護所設置の≉） 

第㸰条 甲は、避難所等に設置する救護所のか、必要と認めたときは、東京都地ᇦ㜵災ィ⏬に

基づき、東京都が指定した後方医療施設に救護所を設置する。 

２ 甲は、災害≧ἣにより必要を認めたときは、前項による後方医療施設のか、医療救護活動

がྍ⬟な⿕災地࿘㎶の医療施設に救護所を設置する。 

（費用弁償等） 

第㸱条 前条により、救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生ࡌた施設・設

ഛのᦆ傷については甲が負担する。 

（費用弁償等の請ồ・ሗ࿌） 

第㸲条 協定書➨12条及び前条の定めによる費用弁償等の請ồ・ሗ࿌については、医療救護活動

⤊後㏿ࡸかに乙が一ᣓして、次により甲に請ồ・ሗ࿌するものとする。 

(1) 医療救護班派遣に係る費用弁償は、費用弁償等請ồ書（ᵝᘧ１）に各医療救護班ࡈとの 

医療救護班活動ሗ࿌・医療救護班ဨ名⡙（ᵝᘧ１㸫１）及び医療救護班デ療記㘓（ᵝᘧ 

１㸫２）をῧえて請ồするものとする。 

(2) 医療救護班が、携行した医薬品・⾨生ᮦ料等を使用した場合の実費弁償は、前(1)による 

ᵝᘧ１に薬品・⾨生ᮦ料使用ሗ࿌書（ᵝᘧ２）をῧえて請ồするものとする。 

(3) 医療救護班の医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合 

は、事ᨾሗ࿌書（ᵝᘧ㸱）に事ᨾ傷病者ᴫ要（ᵝᘧ㸱㸫１）をῧえてሗ࿌するものとする。 
 (4) 甲が実施する合同訓練に参加する医療救護班に係る費用弁償等については、前(1)から

(3)の定めを‽用する。 

 (5) 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生ࡌた施 

設・設ഛのᦆ傷に係る実費弁償は、前(1)によるᵝᘧ１に≀௳ᦆ傷等ሗ࿌書(ᵝᘧ㸲)をῧえ 

て請ồするものとする。 

 (6) その医療救護活動のために必要となるᵝᘧ等については、災害救助法施行細則(昭和38 

年東京都つ則➨136号)で定めるᵝᘧを‽用するものとする。 

 (費用弁償等のᨭᡶ) 

第㸳条 甲は、前条により請ồ・ሗ࿌ࢀࡉた実費弁償請ồ書等のෆᐜをㄪᰝし㐺当と認めたとき

は、協定書➨12条➨２項による基‽により⟬定した額を㏿ࡸかに乙にᨭᡶうものとする。 
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第９条 救護所又は避難所等において医療施設での医療を必要とする傷病者があった場合は、甲

は、東京都が指定する後方医療施設に対し、その受入を要請することができる。 

（医療費） 

第10条 救護所における医療費は無料とする。 

２ 後方医療施設における医療費は、原則として患者負担とする。 

（合同訓練） 

第11条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに、当該訓

練の一般参加者中、傷病者が発生した場合の医療救護を併せ担当するものとする。 

（費用弁償等） 

第12条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担

するものとする。 

(1) 医療救護班の編成・派遣を伴うもの 

ア 医療救護班の編成・派遣に要する経費 

イ 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償 

ウ 医療救護班の医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合

の扶助費 

(2) 合同訓練時における医療救護活動の前(1)に係る経費 

２ 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。 

（災害医療運営連絡会の設置） 

第13条 甲は、この協定の円滑な実施を図るため、甲及び乙が必要と認める関係機関をもって構

成する中央区災害医療運営連絡会を設置するものとする。 

（細目） 

第14条 この協定を実施するための必要な事項については別に定める。 

（協議） 

第15条 前各条に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 

 甲と乙とは、本協定書二通を作成し、双方記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

 昭和52年６月１日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区日本ᶫஂᯇ⏫１番２号 

公益社団法人 日本ᶫ医師会 

会長 
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130㸬⅏ᐖࡢ་⒪ᩆㆤάືᐇ⣽┠㸦᪥ᮏᶫ་ᖌ㸧㸦ᮏᩥ204㡫㸧 
 

 昭和52年６月１日⥾⤖したࠕ災害時の医療救護活動についての協定書 （ࠖ௨ୗࠕ協定書ࠖとい

う）➨14条に基づࡃ細目は次のとおりとする。 

（医療救護班の⥭ᛴ活動） 

第㸯条 乙は、災害≧ἣにより⥭ᛴを要するとุ᩿し、協定書➨２条➨１項の定めによる甲から

の要請をࡲたࡎに医療救護活動を実施した場合は、ึ動後┤ࡕに甲にሗ࿌するものとする。 

２ 前項の定めによるሗ࿌があったものについては、医療救護のึ動時において甲の要請があっ

たものとࡳなす。 

（救護所設置の≉） 

第㸰条 甲は、避難所等に設置する救護所のか、必要と認めたときは、東京都地ᇦ㜵災ィ⏬に

基づき、東京都が指定した後方医療施設に救護所を設置する。 

２ 甲は、災害≧ἣにより必要を認めたときは、前項による後方医療施設のか、医療救護活動

がྍ⬟な⿕災地࿘㎶の医療施設に救護所を設置する。 

（費用弁償等） 

第㸱条 前条により、救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生ࡌた施設・設

ഛのᦆ傷については甲が負担する。 

（費用弁償等の請ồ・ሗ࿌） 

第㸲条 協定書➨12条及び前条の定めによる費用弁償等の請ồ・ሗ࿌については、医療救護活動

⤊後㏿ࡸかに乙が一ᣓして、次により甲に請ồ・ሗ࿌するものとする。 

(1) 医療救護班派遣に係る費用弁償は、費用弁償等請ồ書（ᵝᘧ１）に各医療救護班ࡈとの 

医療救護班活動ሗ࿌・医療救護班ဨ名⡙（ᵝᘧ１㸫１）及び医療救護班デ療記㘓（ᵝᘧ 

１㸫２）をῧえて請ồするものとする。 

(2) 医療救護班が、携行した医薬品・⾨生ᮦ料等を使用した場合の実費弁償は、前(1)による 

ᵝᘧ１に薬品・⾨生ᮦ料使用ሗ࿌書（ᵝᘧ２）をῧえて請ồするものとする。 

(3) 医療救護班の医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合 

は、事ᨾሗ࿌書（ᵝᘧ㸱）に事ᨾ傷病者ᴫ要（ᵝᘧ㸱㸫１）をῧえてሗ࿌するものとする。 
 (4) 甲が実施する合同訓練に参加する医療救護班に係る費用弁償等については、前(1)から

(3)の定めを‽用する。 

 (5) 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生ࡌた施 

設・設ഛのᦆ傷に係る実費弁償は、前(1)によるᵝᘧ１に≀௳ᦆ傷等ሗ࿌書(ᵝᘧ㸲)をῧえ 

て請ồするものとする。 

 (6) その医療救護活動のために必要となるᵝᘧ等については、災害救助法施行細則(昭和38 

年東京都つ則➨136号)で定めるᵝᘧを‽用するものとする。 

 (費用弁償等のᨭᡶ) 

第㸳条 甲は、前条により請ồ・ሗ࿌ࢀࡉた実費弁償請ồ書等のෆᐜをㄪᰝし㐺当と認めたとき

は、協定書➨12条➨２項による基‽により⟬定した額を㏿ࡸかに乙にᨭᡶうものとする。 
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131㸬་⒪ᩆㆤಀࡿ㈝⏝ᘚൾ➼㛵ࡿࡍぬ᭩㸦୰ኸ༊་ᖌ㸧㸦ᮏᩥ204㡫㸧 
 

 中央区をࠕ甲ࠖとし、公益社団法人中央区医師会をࠕ乙ࠖとし、甲乙㛫において、昭和52年６

月１日⥾⤖したࠕ災害時の医療救護活動についての協定書ࠖ及びࠕ災害時の医療救護活動実施細

目ࠖで定める費用弁償に関し、次のようにぬ書をし、┦にこࢀを㑂Ᏺするものとする。 

（医療救護ᚑ事者等の実費弁償） 

第㸯 医療救護活動のᚑ事者及び合同訓練参加者に対する実費弁償の額は、一ᅇのฟにつき、

次のとおりとする。 
 

⫋ ✀ 医療救護活動 合 同 訓 練 

医   師 22,800円 19,100円 

┳ 護 師 8,500円 7,100円 

事 ົ ဨ 4,900円 3,900円 

 
２ 医療救護活動又は合同訓練の時㛫が㸱時㛫を㉸える場合は、次表の１時㛫༢౯に㉸㐣時㛫ᩘ

をࡌた額を加⟬するものとする。 
 

⫋ ✀ 
１ 時 㛫 ༢ ౯ ഛ    ⪃ 

医療救護活動 合 同 訓 練 

 たࡔし、㉸㐣ᚑ事時㛫が༗後㸳時から

༗後10時ࡲで及び༗前㸳時から༗前㸷

時ࡲでの場合は、100ศの125を、༗後10

時から༗前㸳時ࡲでの場合は、100ศの

150をᕥ記༢౯にࡌてᚓた額とする。 

医   師 7,550円 6,340円 

┳ 護 師 2,760円 2,300円 

事 ົ ဨ 1,560円 1,250円 

 
（医薬品等の実費弁償） 

第㸰 医療救護班又は合同訓練参加者が携ᖏした医薬品・⾨生ᮦ料等を使用した場合の費用は、

実費とする。 

２ 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生ࡌた施設及び

設ഛのᦆ傷に係る経費は実費とする。 

（扶助費） 

第㸱 医療救護活動のᚑ事者又は合同訓練参加者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の

扶助㔠については、その者が通ᖖᚓている入の額を基‽として、災害救助法（昭和22年法ᚊ

➨118号）のつ定に基づき⟬ฟした額とする。 

（医事⣮தのฎ⌮） 

第㸲 医療救護班が、㌿㏦した患者のデᐹについて、この患者をデᐹした後方医療施設と患者と

の㛫に、医事⣮தが生ࡌた場合は、乙はたࡕࡔに甲に連絡するものとする。 

２ 甲は、前項の連絡を受けたときは、㏿ࡸかにㄪᰝし、甲乙協議のうえㄔពをもってゎ決のた

め、㐺ษなᥐ置をとるものとする。 

（ᮍ㔠のฎ⌮） 

第㸳 後方医療施設において、災害時の医療救護に係る医療費のᮍが生ࡌたときは、㏿ࡸかに

とりࡲとめ別⣬ᵝᘧにより甲に通▱するものとする。 

２ 甲は、前項の通▱を受けたときは、ㄪᰝのうえᨭᡶ⩏ົ者に対し、当該請ồศのᨭᡶいを╩

ಁするとともに、ᨭᡶ⬟の事がุ᫂した場合は、乙と協議のうえ、後方医療施設の負担と

ならないようᥐ置するものとする。 

（その） 

- 324 - 

第㸴 本ぬ書⥾⤖により、昭和53年㸶月31日からᖹ成６年㸲月１日ࡲでに⥾⤖したぬ書について

は、ຠຊをኻうものとする。 

 

 甲と乙とは、本ぬ書二通を作成し、双方記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

 ᖹ成７年㸲月１日 

 

 

甲   東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

東京都中央区長 

 

乙   東京都中央区勝どき一丁目６番７号 

公益社団法人 中央区医師会 

会長 
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131㸬་⒪ᩆㆤಀࡿ㈝⏝ᘚൾ➼㛵ࡿࡍぬ᭩㸦୰ኸ༊་ᖌ㸧㸦ᮏᩥ204㡫㸧 
 

 中央区をࠕ甲ࠖとし、公益社団法人中央区医師会をࠕ乙ࠖとし、甲乙㛫において、昭和52年６

月１日⥾⤖したࠕ災害時の医療救護活動についての協定書ࠖ及びࠕ災害時の医療救護活動実施細

目ࠖで定める費用弁償に関し、次のようにぬ書をし、┦にこࢀを㑂Ᏺするものとする。 

（医療救護ᚑ事者等の実費弁償） 

第㸯 医療救護活動のᚑ事者及び合同訓練参加者に対する実費弁償の額は、一ᅇのฟにつき、

次のとおりとする。 
 

⫋ ✀ 医療救護活動 合 同 訓 練 

医   師 22,800円 19,100円 

┳ 護 師 8,500円 7,100円 

事 ົ ဨ 4,900円 3,900円 

 
２ 医療救護活動又は合同訓練の時㛫が㸱時㛫を㉸える場合は、次表の１時㛫༢౯に㉸㐣時㛫ᩘ

をࡌた額を加⟬するものとする。 
 

⫋ ✀ 
１ 時 㛫 ༢ ౯ ഛ    ⪃ 

医療救護活動 合 同 訓 練 

 たࡔし、㉸㐣ᚑ事時㛫が༗後㸳時から

༗後10時ࡲで及び༗前㸳時から༗前㸷

時ࡲでの場合は、100ศの125を、༗後10

時から༗前㸳時ࡲでの場合は、100ศの

150をᕥ記༢౯にࡌてᚓた額とする。 

医   師 7,550円 6,340円 

┳ 護 師 2,760円 2,300円 

事 ົ ဨ 1,560円 1,250円 

 
（医薬品等の実費弁償） 

第㸰 医療救護班又は合同訓練参加者が携ᖏした医薬品・⾨生ᮦ料等を使用した場合の費用は、

実費とする。 

２ 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生ࡌた施設及び

設ഛのᦆ傷に係る経費は実費とする。 

（扶助費） 

第㸱 医療救護活動のᚑ事者又は合同訓練参加者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の

扶助㔠については、その者が通ᖖᚓている入の額を基‽として、災害救助法（昭和22年法ᚊ

➨118号）のつ定に基づき⟬ฟした額とする。 

（医事⣮தのฎ⌮） 

第㸲 医療救護班が、㌿㏦した患者のデᐹについて、この患者をデᐹした後方医療施設と患者と

の㛫に、医事⣮தが生ࡌた場合は、乙はたࡕࡔに甲に連絡するものとする。 

２ 甲は、前項の連絡を受けたときは、㏿ࡸかにㄪᰝし、甲乙協議のうえㄔពをもってゎ決のた

め、㐺ษなᥐ置をとるものとする。 

（ᮍ㔠のฎ⌮） 

第㸳 後方医療施設において、災害時の医療救護に係る医療費のᮍが生ࡌたときは、㏿ࡸかに

とりࡲとめ別⣬ᵝᘧにより甲に通▱するものとする。 

２ 甲は、前項の通▱を受けたときは、ㄪᰝのうえᨭᡶ⩏ົ者に対し、当該請ồศのᨭᡶいを╩

ಁするとともに、ᨭᡶ⬟の事がุ᫂した場合は、乙と協議のうえ、後方医療施設の負担と

ならないようᥐ置するものとする。 

（その） 
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第㸴 本ぬ書⥾⤖により、昭和53年㸶月31日からᖹ成６年㸲月１日ࡲでに⥾⤖したぬ書について

は、ຠຊをኻうものとする。 

 

 甲と乙とは、本ぬ書二通を作成し、双方記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

 ᖹ成７年㸲月１日 

 

 

甲   東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

東京都中央区長 

 

乙   東京都中央区勝どき一丁目６番７号 

公益社団法人 中央区医師会 

会長 
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132㸬་⒪ᩆㆤಀࡿ㈝⏝ᘚൾ➼㛵ࡿࡍぬ᭩㸦᪥ᮏᶫ་ᖌ㸧㸦ᮏᩥ204㡫㸧 
 

 中央区をࠕ甲ࠖとし、公益社団法人日本ᶫ医師会をࠕ乙ࠖとし、甲乙㛫において、昭和52年６

月１日⥾⤖したࠕ災害時の医療救護活動についての協定書ࠖ及びࠕ災害時の医療救護活動実施細

目ࠖで定める費用弁償に関し、次のようにぬ書をし、┦にこࢀを㑂Ᏺするものとする。 

（医療救護ᚑ事者等の実費弁償） 

第㸯 医療救護活動のᚑ事者及び合同訓練参加者に対する実費弁償の額は、一ᅇのฟにつき、

次のとおりとする。 
 

⫋ ✀ 医療救護活動 合 同 訓 練 

医   師 22,800円 19,100円 

┳ 護 師 8,500円 7,100円 

事 ົ ဨ 4,900円 3,900円 

 
２ 医療救護活動又は合同訓練の時㛫が㸱時㛫を㉸える場合は、次表の１時㛫༢౯に㉸㐣時㛫ᩘ

をࡌた額を加⟬するものとする。 
 

⫋ ✀ 
１ 時 㛫 ༢ ౯ ഛ    ⪃ 

医療救護活動 合 同 訓 練 

 たࡔし、㉸㐣ᚑ事時㛫が༗後㸳時から

༗後10時ࡲで及び༗前㸳時から༗前㸷

時ࡲでの場合は、100ศの125を、༗後10

時から༗前㸳時ࡲでの場合は、100ศの

150をᕥ記༢౯にࡌてᚓた額とする。 

医   師 7,550円 6,340円 

┳ 護 師 2,760円 2,300円 

事 ົ ဨ 1,560円 1,250円 

 
（医薬品等の実費弁償） 

第㸰 医療救護班又は合同訓練参加者が携ᖏした医薬品・⾨生ᮦ料等を使用した場合の費用は、

実費とする。 

２ 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生ࡌた施設及び

設ഛのᦆ傷に係る経費は実費とする。 

（扶助費） 

第㸱 医療救護活動のᚑ事者又は合同訓練参加者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の

扶助㔠については、その者が通ᖖᚓている入の額を基‽として、災害救助法（昭和22年法ᚊ

➨118号）のつ定に基づき⟬ฟした額とする。 

（医事⣮தのฎ⌮） 

第㸲 医療救護班が、㌿㏦した患者のデᐹについて、この患者をデᐹした後方医療施設と患者と

の㛫に、医事⣮தが生ࡌた場合は、乙はたࡕࡔに甲に連絡するものとする。 

２ 甲は、前項の連絡を受けたときは、㏿ࡸかにㄪᰝし、甲乙協議のうえㄔពをもってゎ決のた

め、㐺ษなᥐ置をとるものとする。 

（ᮍ㔠のฎ⌮） 

第㸳 後方医療施設において、災害時の医療救護に係る医療費のᮍが生ࡌたときは、㏿ࡸかに

とりࡲとめ別⣬ᵝᘧにより甲に通▱するものとする。 

２ 甲は、前項の通▱を受けたときは、ㄪᰝのうえᨭᡶ⩏ົ者に対し、当該請ồศのᨭᡶいを╩

ಁするとともに、ᨭᡶ⬟の事がุ᫂した場合は、乙と協議のうえ、後方医療施設の負担と

ならないようᥐ置するものとする。 

（その） 

- 326 - 

第㸴 本ぬ書⥾⤖により、昭和53年㸶月31日からᖹ成６年㸲月１日ࡲでに⥾⤖したぬ書について

は、ຠຊをኻうものとする。 

 

 甲と乙とは、本ぬ書二通を作成し、双方記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

 ᖹ成７年㸲月１日 

 
 

甲   東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

東京都中央区長 

 

乙   東京都中央区日本ᶫஂᯇ⏫１番２号 

公益社団法人 日本ᶫ医師会 

会長 
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132㸬་⒪ᩆㆤಀࡿ㈝⏝ᘚൾ➼㛵ࡿࡍぬ᭩㸦᪥ᮏᶫ་ᖌ㸧㸦ᮏᩥ204㡫㸧 
 

 中央区をࠕ甲ࠖとし、公益社団法人日本ᶫ医師会をࠕ乙ࠖとし、甲乙㛫において、昭和52年６

月１日⥾⤖したࠕ災害時の医療救護活動についての協定書ࠖ及びࠕ災害時の医療救護活動実施細

目ࠖで定める費用弁償に関し、次のようにぬ書をし、┦にこࢀを㑂Ᏺするものとする。 

（医療救護ᚑ事者等の実費弁償） 

第㸯 医療救護活動のᚑ事者及び合同訓練参加者に対する実費弁償の額は、一ᅇのฟにつき、

次のとおりとする。 
 

⫋ ✀ 医療救護活動 合 同 訓 練 

医   師 22,800円 19,100円 

┳ 護 師 8,500円 7,100円 

事 ົ ဨ 4,900円 3,900円 

 
２ 医療救護活動又は合同訓練の時㛫が㸱時㛫を㉸える場合は、次表の１時㛫༢౯に㉸㐣時㛫ᩘ

をࡌた額を加⟬するものとする。 
 

⫋ ✀ 
１ 時 㛫 ༢ ౯ ഛ    ⪃ 

医療救護活動 合 同 訓 練 

 たࡔし、㉸㐣ᚑ事時㛫が༗後㸳時から

༗後10時ࡲで及び༗前㸳時から༗前㸷

時ࡲでの場合は、100ศの125を、༗後10

時から༗前㸳時ࡲでの場合は、100ศの

150をᕥ記༢౯にࡌてᚓた額とする。 

医   師 7,550円 6,340円 

┳ 護 師 2,760円 2,300円 

事 ົ ဨ 1,560円 1,250円 

 
（医薬品等の実費弁償） 

第㸰 医療救護班又は合同訓練参加者が携ᖏした医薬品・⾨生ᮦ料等を使用した場合の費用は、

実費とする。 

２ 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生ࡌた施設及び

設ഛのᦆ傷に係る経費は実費とする。 

（扶助費） 

第㸱 医療救護活動のᚑ事者又は合同訓練参加者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の

扶助㔠については、その者が通ᖖᚓている入の額を基‽として、災害救助法（昭和22年法ᚊ

➨118号）のつ定に基づき⟬ฟした額とする。 

（医事⣮தのฎ⌮） 

第㸲 医療救護班が、㌿㏦した患者のデᐹについて、この患者をデᐹした後方医療施設と患者と

の㛫に、医事⣮தが生ࡌた場合は、乙はたࡕࡔに甲に連絡するものとする。 

２ 甲は、前項の連絡を受けたときは、㏿ࡸかにㄪᰝし、甲乙協議のうえㄔពをもってゎ決のた

め、㐺ษなᥐ置をとるものとする。 

（ᮍ㔠のฎ⌮） 

第㸳 後方医療施設において、災害時の医療救護に係る医療費のᮍが生ࡌたときは、㏿ࡸかに

とりࡲとめ別⣬ᵝᘧにより甲に通▱するものとする。 

２ 甲は、前項の通▱を受けたときは、ㄪᰝのうえᨭᡶ⩏ົ者に対し、当該請ồศのᨭᡶいを╩

ಁするとともに、ᨭᡶ⬟の事がุ᫂した場合は、乙と協議のうえ、後方医療施設の負担と

ならないようᥐ置するものとする。 

（その） 
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第㸴 本ぬ書⥾⤖により、昭和53年㸶月31日からᖹ成６年㸲月１日ࡲでに⥾⤖したぬ書について

は、ຠຊをኻうものとする。 

 

 甲と乙とは、本ぬ書二通を作成し、双方記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

 ᖹ成７年㸲月１日 

 
 

甲   東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

東京都中央区長 

 

乙   東京都中央区日本ᶫஂᯇ⏫１番２号 

公益社団法人 日本ᶫ医師会 

会長 
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133㸬⅏ᐖࡢ་⒪ᩆㆤάືࡢ࡚࠸ࡘ༠ᐃ᭩㸦ிᶫṑ⛉་ᖌ࣭࠾Ụᡞ᪥ᮏᶫṑ⛉་ᖌ㸧

㸦ᮏᩥ204㡫㸧 
 

 東京都中央区を甲とし、一般社団法人東京都中央区京ᶫṑ⛉医師会及び公益社団法人おỤᡞ日

本ᶫṑ⛉医師会を乙とし、甲乙㛫において、次のとおり協定を⥾⤖する。 

（⥲則） 

第㸯条 この協定は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協ຊに関

し、必要な事項を定める。 

（医療救護班の派遣） 

第㸰条 甲は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき医療救護活動を実施する必要が生ࡌた場合は、乙に

対し、医療救護班の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の定めにより甲から要請を受けた場合は、┤ࡕに乙の災害医療救護活動⤌⧊に基

づき医療救護班を編成し、⌧地の救護所等に派遣するものとする。 

㸱 前項に定める医療救護班の構成人ဨは、次のとおりとする。 

(1) ṑ ⛉ 医 師 

(2) ṑ⛉⾨生ኈ又はṑ⛉ᢏᕤኈ     ⱝᖸ名 

(3) その事ົ⿵助 

（災害医療救護ィ⏬の⟇定及びᥦฟ） 

第㸱条 乙は、前条の定めによる医療救護活動を実施するため、災害時の医療救護活動ィ⏬を⟇

定し、こࢀを甲にᥦฟするものとする。 

（医療救護班の活動場所） 

第㸲条 乙所ᒓの医療救護班は、甲が避難所又は災害⌧場等に設置する救護所において医療救護

活動を実施するものとする。 

（医療救護班のᴗົ） 

第㸳条 医療救護班のᴗົは、次のとおりとする。 

(1) 傷病者に対するᛂᛴฎ置 

(2) 救護所等における㍍᫆な患者に対する療 

２ 前項の医療救護活動を実施するにあたっては、社団法人中央区医師会及び社団法人日本ᶫ医

師会との連携のもとに行うものとする。 

（指௧） 

第㸴条 医療救護班に係る指௧及び医療救護活動の連絡ㄪᩚは、甲が指定する者が行うものと

する。 

（医薬品等のഛ・㍺㏦） 

第㸵条 乙所ᒓの医療救護班は、原則として甲が別に定める場所にഛする医薬品等を使用する

ものとする。 

２ 救護所において必要とする⤥㣗及び⤥Ỉは、甲が行う。 

㸱 ഛ医薬品等の㍺㏦は、原則として甲が行う。 

（後方医療施設における医療救護） 

第㸶条 救護所又は避難所等において医療施設での医療を必要とする傷病者があった場合は、甲
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は、東京都が指定する後方医療施設に対し、その受入を要請することができる。 

（医療費） 

第９条 救護所における医療費は、無料とする。 

２ 後方医療施設における医療費は、原則として患者負担とする。 

（合同訓練） 

第10条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに当該訓練

の一般参加者中のうࡕ、傷病者が発生した場合の医療救護を併せて担当するものとする。 

（費用弁償等） 

第11条 甲の要請に基づき乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担す

るものとする。 

(1) 医療救護班の編成・派遣に伴うもの 

ア 医療救護班の編成・派遣に要する経費 

イ 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償 

ウ 医療救護班のṑ⛉医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した

場合の扶助費 

(2) 合同訓練時における医療救護活動の前号に係る経費 

２ 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議のうえ別に定めるものとする。 

（災害医療運営連絡会の設置） 

第12条 甲は、この協会の円滑な実施を図るため、甲及び乙が必要と認める関係機関をもって構

成する中央区災害医療運営連絡会を設置するものとする。 

（細目） 

第13条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。 

（協議） 

第14条 前各条に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 

 甲と乙とは、本協定書୕通を作成し、そࢀࡒࢀ記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

  ᖹ成㸷年６月㸱日 

 

 

   甲   東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

   乙   東京都中央区㖟ᗙ一丁目25番㸱号 

一般社団法人 東京都中央区京ᶫṑ⛉医師会 

代表者 会長 

 

   乙   東京都中央区日本ᶫஂᯇ⏫１番２号 

公益社団法人 おỤᡞ日本ᶫṑ⛉医師会 

代表者 会長 
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133㸬⅏ᐖࡢ་⒪ᩆㆤάືࡢ࡚࠸ࡘ༠ᐃ᭩㸦ிᶫṑ⛉་ᖌ࣭࠾Ụᡞ᪥ᮏᶫṑ⛉་ᖌ㸧

㸦ᮏᩥ204㡫㸧 
 

 東京都中央区を甲とし、一般社団法人東京都中央区京ᶫṑ⛉医師会及び公益社団法人おỤᡞ日

本ᶫṑ⛉医師会を乙とし、甲乙㛫において、次のとおり協定を⥾⤖する。 

（⥲則） 

第㸯条 この協定は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協ຊに関

し、必要な事項を定める。 

（医療救護班の派遣） 

第㸰条 甲は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき医療救護活動を実施する必要が生ࡌた場合は、乙に

対し、医療救護班の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の定めにより甲から要請を受けた場合は、┤ࡕに乙の災害医療救護活動⤌⧊に基

づき医療救護班を編成し、⌧地の救護所等に派遣するものとする。 

㸱 前項に定める医療救護班の構成人ဨは、次のとおりとする。 

(1) ṑ ⛉ 医 師 

(2) ṑ⛉⾨生ኈ又はṑ⛉ᢏᕤኈ     ⱝᖸ名 

(3) その事ົ⿵助 

（災害医療救護ィ⏬の⟇定及びᥦฟ） 

第㸱条 乙は、前条の定めによる医療救護活動を実施するため、災害時の医療救護活動ィ⏬を⟇

定し、こࢀを甲にᥦฟするものとする。 

（医療救護班の活動場所） 

第㸲条 乙所ᒓの医療救護班は、甲が避難所又は災害⌧場等に設置する救護所において医療救護

活動を実施するものとする。 

（医療救護班のᴗົ） 

第㸳条 医療救護班のᴗົは、次のとおりとする。 

(1) 傷病者に対するᛂᛴฎ置 

(2) 救護所等における㍍᫆な患者に対する療 

２ 前項の医療救護活動を実施するにあたっては、社団法人中央区医師会及び社団法人日本ᶫ医

師会との連携のもとに行うものとする。 

（指௧） 

第㸴条 医療救護班に係る指௧及び医療救護活動の連絡ㄪᩚは、甲が指定する者が行うものと

する。 

（医薬品等のഛ・㍺㏦） 

第㸵条 乙所ᒓの医療救護班は、原則として甲が別に定める場所にഛする医薬品等を使用する

ものとする。 

２ 救護所において必要とする⤥㣗及び⤥Ỉは、甲が行う。 

㸱 ഛ医薬品等の㍺㏦は、原則として甲が行う。 

（後方医療施設における医療救護） 

第㸶条 救護所又は避難所等において医療施設での医療を必要とする傷病者があった場合は、甲
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は、東京都が指定する後方医療施設に対し、その受入を要請することができる。 

（医療費） 

第９条 救護所における医療費は、無料とする。 

２ 後方医療施設における医療費は、原則として患者負担とする。 

（合同訓練） 

第10条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに当該訓練

の一般参加者中のうࡕ、傷病者が発生した場合の医療救護を併せて担当するものとする。 

（費用弁償等） 

第11条 甲の要請に基づき乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担す

るものとする。 

(1) 医療救護班の編成・派遣に伴うもの 

ア 医療救護班の編成・派遣に要する経費 

イ 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償 

ウ 医療救護班のṑ⛉医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した

場合の扶助費 

(2) 合同訓練時における医療救護活動の前号に係る経費 

２ 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議のうえ別に定めるものとする。 

（災害医療運営連絡会の設置） 

第12条 甲は、この協会の円滑な実施を図るため、甲及び乙が必要と認める関係機関をもって構

成する中央区災害医療運営連絡会を設置するものとする。 

（細目） 

第13条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。 

（協議） 

第14条 前各条に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 

 甲と乙とは、本協定書୕通を作成し、そࢀࡒࢀ記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

  ᖹ成㸷年６月㸱日 

 

 

   甲   東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

   乙   東京都中央区㖟ᗙ一丁目25番㸱号 

一般社団法人 東京都中央区京ᶫṑ⛉医師会 

代表者 会長 

 

   乙   東京都中央区日本ᶫஂᯇ⏫１番２号 

公益社団法人 おỤᡞ日本ᶫṑ⛉医師会 

代表者 会長 
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134㸬⅏ᐖࡢ་⒪ᩆㆤάືᐇ⣽┠㸦ிᶫṑ⛉་ᖌ࣭࠾Ụᡞ᪥ᮏᶫṑ⛉་ᖌ㸧 

㸦ᮏᩥ204㡫㸧 
 

 ᖹ成㸷年６月㸱日けをもって⥾⤖したࠕ災害時の医療救護活動についての協定書 （ࠖ௨ୗࠕ協

定書ࠖという。）➨13条に基づࡃ細目は次のとおりとする。 

（医療救護班の⥭ᛴ活動） 

第㸯条 乙は、災害≧ἣにより⥭ᛴを要するとุ᩿し、協定書➨２条➨１項の定めによる甲から

の要請をࡲたࡎに医療救護活動を実施した場合は、ึ動後┤ࡕに甲にሗ࿌するものとする。 

２ 前項の定めによるሗ࿌があったものについては、医療救護のึ動時において甲の要請があっ

たものとࡳなす。 

（連絡ㄪᩚ等） 

第㸰条 協定書➨２条➨１項に定める医療救護班の派遣要請୪びに協定書➨６条に定める医療

救護班に係る指௧及び医療救護活動の連絡ㄪᩚは、⎔ቃ⾨生㒊長が行うものとする。 

（救護所設置の≉） 

第㸱条 甲は、避難所等に設置する救護所のか必要と認めるときは、東京都地ᇦ㜵災ィ⏬に基

づき東京都が指定した後方医療施設に救護所を設置する。 

２ 甲は、災害≧ἣにより必要と認めるときは、前項による後方医療施設のか医療救護活動が

ྍ⬟な⿕災地࿘㎶の医療施設に救護所を設置する。 

（費用弁償等） 

第㸲条 前条により救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生ࡌた施設・設ഛ

のᦆ傷については、甲が負担する。 

（費用弁償等の請ồ・ሗ࿌） 

第㸳条 乙は、協定書➨11条及び前条につ定する費用弁償等について、医療救護活動⤊後㏿ࡸ

かに、次に定めるとこࢁにより甲に一ᣓして請ồし、及びሗ࿌するものとする。 

(1) 医療救護班派遣に係る費用弁償は、費用弁償等請ồ書（１号ᵝᘧ）に、各医療救護班ࡈと

の医療救護班活動ሗ࿌・医療救護班ဨ名⡙（２号ᵝᘧ）及び医療救護班デᐹ記㘓（㸱号ᵝᘧ）

をῧえて請ồするものとする。 

(2) 医療救護班が携行した医薬品・⾨生ᮦ料等を使用した場合の実費弁償は、前号に定める１

号ᵝᘧに薬品・⾨生ᮦ料使用ሗ࿌書（㸲号ᵝᘧ）をῧえて請ồするものとする。 

(3) 医療救護班のṑ⛉医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場

合は、事ᨾሗ࿌書（㸳号ᵝᘧ）に、事ᨾ傷病者ᴫ要（６号ᵝᘧ）をῧえてሗ࿌するものとす

る。 

(4) 甲が実施する合同訓練に参加する医療救護班に係る費用弁償等については、➨１号から前

号ࡲでのつ定を‽用する。 

(5) 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生ࡌた施設・

設ഛのᦆ傷に係る実費弁償は、➨１号に定める１号ᵝᘧに、≀௳ᦆ傷等ሗ࿌書（７号ᵝᘧ）

をῧえて請ồするものとする。 

（費用弁償等のᨭᡶ） 

第㸴条 甲は、前条につ定により請ồࢀࡉ、及びሗ࿌ࢀࡉた実費弁償請ồ書等のෆᐜをㄪᰝし㐺

当と認めるときは、協定書➨11条➨２項による基‽により⟬定した額を㏿ࡸかに乙にᨭᡶうも

のとする。 
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 甲と乙とは、本実施細目୕通を作成し、そࢀࡒࢀ記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

 ᖹ成㸷年６月㸱日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区ඵ丁ᇼᅄ丁目10番２号 

一般社団法人 京ᶫṑ⛉医師会 

代表者 会長 

 

乙  東京都中央区日本ᶫஂᯇ⏫１番２号 

公益社団法人 おỤᡞ日本ᶫṑ⛉医師会 

代表者 会長 
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134㸬⅏ᐖࡢ་⒪ᩆㆤάືᐇ⣽┠㸦ிᶫṑ⛉་ᖌ࣭࠾Ụᡞ᪥ᮏᶫṑ⛉་ᖌ㸧 

㸦ᮏᩥ204㡫㸧 
 

 ᖹ成㸷年６月㸱日けをもって⥾⤖したࠕ災害時の医療救護活動についての協定書 （ࠖ௨ୗࠕ協

定書ࠖという。）➨13条に基づࡃ細目は次のとおりとする。 

（医療救護班の⥭ᛴ活動） 

第㸯条 乙は、災害≧ἣにより⥭ᛴを要するとุ᩿し、協定書➨２条➨１項の定めによる甲から

の要請をࡲたࡎに医療救護活動を実施した場合は、ึ動後┤ࡕに甲にሗ࿌するものとする。 

２ 前項の定めによるሗ࿌があったものについては、医療救護のึ動時において甲の要請があっ

たものとࡳなす。 

（連絡ㄪᩚ等） 

第㸰条 協定書➨２条➨１項に定める医療救護班の派遣要請୪びに協定書➨６条に定める医療

救護班に係る指௧及び医療救護活動の連絡ㄪᩚは、⎔ቃ⾨生㒊長が行うものとする。 

（救護所設置の≉） 

第㸱条 甲は、避難所等に設置する救護所のか必要と認めるときは、東京都地ᇦ㜵災ィ⏬に基

づき東京都が指定した後方医療施設に救護所を設置する。 

２ 甲は、災害≧ἣにより必要と認めるときは、前項による後方医療施設のか医療救護活動が

ྍ⬟な⿕災地࿘㎶の医療施設に救護所を設置する。 

（費用弁償等） 

第㸲条 前条により救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生ࡌた施設・設ഛ

のᦆ傷については、甲が負担する。 

（費用弁償等の請ồ・ሗ࿌） 

第㸳条 乙は、協定書➨11条及び前条につ定する費用弁償等について、医療救護活動⤊後㏿ࡸ

かに、次に定めるとこࢁにより甲に一ᣓして請ồし、及びሗ࿌するものとする。 

(1) 医療救護班派遣に係る費用弁償は、費用弁償等請ồ書（１号ᵝᘧ）に、各医療救護班ࡈと

の医療救護班活動ሗ࿌・医療救護班ဨ名⡙（２号ᵝᘧ）及び医療救護班デᐹ記㘓（㸱号ᵝᘧ）

をῧえて請ồするものとする。 

(2) 医療救護班が携行した医薬品・⾨生ᮦ料等を使用した場合の実費弁償は、前号に定める１

号ᵝᘧに薬品・⾨生ᮦ料使用ሗ࿌書（㸲号ᵝᘧ）をῧえて請ồするものとする。 

(3) 医療救護班のṑ⛉医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場

合は、事ᨾሗ࿌書（㸳号ᵝᘧ）に、事ᨾ傷病者ᴫ要（６号ᵝᘧ）をῧえてሗ࿌するものとす

る。 

(4) 甲が実施する合同訓練に参加する医療救護班に係る費用弁償等については、➨１号から前

号ࡲでのつ定を‽用する。 

(5) 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生ࡌた施設・

設ഛのᦆ傷に係る実費弁償は、➨１号に定める１号ᵝᘧに、≀௳ᦆ傷等ሗ࿌書（７号ᵝᘧ）

をῧえて請ồするものとする。 

（費用弁償等のᨭᡶ） 

第㸴条 甲は、前条につ定により請ồࢀࡉ、及びሗ࿌ࢀࡉた実費弁償請ồ書等のෆᐜをㄪᰝし㐺

当と認めるときは、協定書➨11条➨２項による基‽により⟬定した額を㏿ࡸかに乙にᨭᡶうも

のとする。 
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 甲と乙とは、本実施細目୕通を作成し、そࢀࡒࢀ記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

 ᖹ成㸷年６月㸱日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区ඵ丁ᇼᅄ丁目10番２号 

一般社団法人 京ᶫṑ⛉医師会 

代表者 会長 

 

乙  東京都中央区日本ᶫஂᯇ⏫１番２号 

公益社団法人 おỤᡞ日本ᶫṑ⛉医師会 

代表者 会長 
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135㸬་⒪ᩆㆤάືಀࡿ㈝⏝ᘚൾ➼㛵ࡿࡍぬ᭩㸦ிᶫṑ⛉་ᖌ㸧 

㸦ᮏᩥ204㡫㸧 
 

 中央区をࠕ甲ࠖとし、一般社団法人東京都中央区京ᶫṑ⛉医師会をࠕ乙ࠖとし、甲乙㛫におい

て、ᖹ成㸷年６月㸱日けをもって⥾⤖したࠕ災害時の医療救護活動についての協定書 及ࠖびࠕ災

害時の医療救護活動実施細目ࠖで定める費用弁償に関し次のようにぬ書をし、┦にこࢀを

㑂Ᏺするものとする。 

（医療救護ᚑ事者等の実費弁償） 

第㸯 医療救護活動のᚑ事者及び合同訓練参加者に対する実費弁償の額は、一ᅇのฟ動につき、

次のとおりとする。 
 

⫋  ✀ 医療救護活動 合 同 訓 練 

ṑ ⛉ 医 師 22,800円 19,100円 

ṑ⛉⾨生ኈ又は 
ṑ⛉ᢏᕤኈ 

8,500円 7,100円 

事  ົ  ဨ

  

4,900円 3,900円 

 
２ 医療救護活動又は合同訓練の時㛫が㸱時㛫を㉸える場合は、次表の１時㛫༢౯に㉸㐣時㛫ᩘ

をࡌた額を加⟬するものとする。 
 

⫋  ✀ 
１ 時 㛫 ༢ ౯ 

ഛ    ⪃ 
医療救護活動 合 同 訓 練 

ṑ ⛉ 医 師 7,550円 6,340円 
 
 ㉸㐣ᚑ事時㛫が༗後㸳時から༗後10時
での場ࡲで及び༗前㸳時から༗前㸷時ࡲ
合は100ศの125を、༗後10時から༗前㸳時
での場合は、100ศの150をᕥ記༢౯にࡲ
 。てᚓた額とするࡌ
 

ṑ⛉⾨生ኈ又は 
ṑ⛉ᢏᕤኈ 

2,760円 2,300円 

事  ົ  ဨ 1,560円 1,250円 

 
（医薬品等の実費弁償） 

第㸰 医療救護班又は合同訓練参加者が携ᖏした医薬品・⾨生ᮦ料等を使用した場合の費用は、

実費とする。 

２ 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生ࡌた施設及び

設ഛのᦆ傷に係る経費は実費とする。 

（扶助費） 

第㸱 医療救護活動のᚑ事者又は合同訓練参加者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の

扶助㔠については、その者が通ᖖᚓている入の額を基‽として、災害救助法（昭和22年法ᚊ

➨118号）のつ定に基づき⟬ฟした額とする。 

（医事⣮தのฎ⌮） 

第㸲 医療救護班の医療救護活動において、患者との㛫に医事⣮தが生ࡌた場合は、乙は┤ࡕに

甲に連絡するものとする。 

２ 甲は、前項の連絡を受けたときは、㏿ࡸかにㄪᰝし、甲乙協議のうえㄔពをもってゎ決のた

め、㐺ษなᥐ置をとるものとする。 

（ᮍ㔠のฎ⌮） 

第㸳 後方医療施設において、災害時の医療救護に係る医療費のᮍが生ࡌたときは、㏿ࡸかに

とりࡲとめ甲に通▱するものとする。 

２ 甲は、前項の通▱を受けたときは、ㄪᰝのうえᨭᡶ⩏ົ者に対し、当該請ồศのᨭᡶいを╩

ಁするとともに、ᨭᡶ⬟の事がุ᫂した場合は、乙と協議のうえ、後方医療施設の負担と
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ならないようᥐ置するものとする。 

 

 甲と乙とは、本ぬ書二通を作成し、そࢀࡒࢀ記名押印のうえ、各一通を保有する。 

 

  ᖹ成㸷年６月㸱日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区㖟ᗙ一丁目25番㸱号 

一般社団法人東京都中央区京ᶫṑ⛉医師会 

代表者 会長 
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135㸬་⒪ᩆㆤάືಀࡿ㈝⏝ᘚൾ➼㛵ࡿࡍぬ᭩㸦ிᶫṑ⛉་ᖌ㸧 

㸦ᮏᩥ204㡫㸧 
 

 中央区をࠕ甲ࠖとし、一般社団法人東京都中央区京ᶫṑ⛉医師会をࠕ乙ࠖとし、甲乙㛫におい

て、ᖹ成㸷年６月㸱日けをもって⥾⤖したࠕ災害時の医療救護活動についての協定書 及ࠖびࠕ災

害時の医療救護活動実施細目ࠖで定める費用弁償に関し次のようにぬ書をし、┦にこࢀを

㑂Ᏺするものとする。 

（医療救護ᚑ事者等の実費弁償） 

第㸯 医療救護活動のᚑ事者及び合同訓練参加者に対する実費弁償の額は、一ᅇのฟ動につき、

次のとおりとする。 
 

⫋  ✀ 医療救護活動 合 同 訓 練 

ṑ ⛉ 医 師 22,800円 19,100円 

ṑ⛉⾨生ኈ又は 
ṑ⛉ᢏᕤኈ 

8,500円 7,100円 

事  ົ  ဨ

  

4,900円 3,900円 

 
２ 医療救護活動又は合同訓練の時㛫が㸱時㛫を㉸える場合は、次表の１時㛫༢౯に㉸㐣時㛫ᩘ

をࡌた額を加⟬するものとする。 
 

⫋  ✀ 
１ 時 㛫 ༢ ౯ 

ഛ    ⪃ 
医療救護活動 合 同 訓 練 

ṑ ⛉ 医 師 7,550円 6,340円 
 
 ㉸㐣ᚑ事時㛫が༗後㸳時から༗後10時
での場ࡲで及び༗前㸳時から༗前㸷時ࡲ
合は100ศの125を、༗後10時から༗前㸳時
での場合は、100ศの150をᕥ記༢౯にࡲ
 。てᚓた額とするࡌ
 

ṑ⛉⾨生ኈ又は 
ṑ⛉ᢏᕤኈ 

2,760円 2,300円 

事  ົ  ဨ 1,560円 1,250円 

 
（医薬品等の実費弁償） 

第㸰 医療救護班又は合同訓練参加者が携ᖏした医薬品・⾨生ᮦ料等を使用した場合の費用は、

実費とする。 

２ 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生ࡌた施設及び

設ഛのᦆ傷に係る経費は実費とする。 

（扶助費） 

第㸱 医療救護活動のᚑ事者又は合同訓練参加者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の

扶助㔠については、その者が通ᖖᚓている入の額を基‽として、災害救助法（昭和22年法ᚊ

➨118号）のつ定に基づき⟬ฟした額とする。 

（医事⣮தのฎ⌮） 

第㸲 医療救護班の医療救護活動において、患者との㛫に医事⣮தが生ࡌた場合は、乙は┤ࡕに

甲に連絡するものとする。 

２ 甲は、前項の連絡を受けたときは、㏿ࡸかにㄪᰝし、甲乙協議のうえㄔពをもってゎ決のた

め、㐺ษなᥐ置をとるものとする。 

（ᮍ㔠のฎ⌮） 

第㸳 後方医療施設において、災害時の医療救護に係る医療費のᮍが生ࡌたときは、㏿ࡸかに

とりࡲとめ甲に通▱するものとする。 

２ 甲は、前項の通▱を受けたときは、ㄪᰝのうえᨭᡶ⩏ົ者に対し、当該請ồศのᨭᡶいを╩

ಁするとともに、ᨭᡶ⬟の事がุ᫂した場合は、乙と協議のうえ、後方医療施設の負担と
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ならないようᥐ置するものとする。 

 

 甲と乙とは、本ぬ書二通を作成し、そࢀࡒࢀ記名押印のうえ、各一通を保有する。 

 

  ᖹ成㸷年６月㸱日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区㖟ᗙ一丁目25番㸱号 

一般社団法人東京都中央区京ᶫṑ⛉医師会 

代表者 会長 
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136㸬་⒪ᩆㆤάືಀࡿ㈝⏝ᘚൾ➼㛵ࡿࡍぬ᭩㸦࠾Ụᡞ᪥ᮏᶫṑ⛉་ᖌ㸧

㸦ᮏᩥ204㡫㸧 
 

 中央区をࠕ甲ࠖとし、公益社団法人おỤᡞ日本ᶫṑ⛉医師会をࠕ乙ࠖとし、甲乙㛫において、

ᖹ成㸷年６月㸱日けをもって⥾⤖したࠕ災害時の医療救護活動についての協定書ࠖ及びࠕ災害

時の医療救護活動実施細目ࠖで定める費用弁償に関し次のようにぬ書をし、┦にこࢀを㑂

Ᏺするものとする。 

（医療救護ᚑ事者等の実費弁償） 

第㸯 医療救護活動のᚑ事者及び合同訓練参加者に対する実費弁償の額は、一ᅇのฟ動につき、

次のとおりとする。 
 

⫋  ✀ 医療救護活動 合 同 訓 練 

ṑ ⛉ 医 師 22,800円 19,100円 

ṑ⛉⾨生ኈ又は 
ṑ⛉ᢏᕤኈ 

8,500円 7,100円 

事  ົ  ဨ

  

4,900円 3,900円 

 
２ 医療救護活動又は合同訓練の時㛫が㸱時㛫を㉸える場合は、次表の１時㛫༢౯に㉸㐣時㛫ᩘ

をࡌた額を加⟬するものとする。 
 

⫋  ✀ 
１ 時 㛫 ༢ ౯ 

ഛ    ⪃ 
医療救護活動 合 同 訓 練 

ṑ ⛉ 医 師 7,550円 6,340円 
 
 ㉸㐣ᚑ事時㛫が༗後㸳時から༗後
10時ࡲで及び༗前㸳時から༗前㸷時
での場合は100ศの125を、༗後10ࡲ
時から༗前㸳時ࡲでの場合は、100ศ
の150をᕥ記༢౯にࡌてᚓた額と
する。 
 

ṑ⛉⾨生ኈ又は 
ṑ⛉ᢏᕤኈ 

2,760円 2,300円 

事  ົ  ဨ 1,560円 1,250円 

 
（医薬品等の実費弁償） 

第㸰 医療救護班又は合同訓練参加者が携ᖏした医薬品・⾨生ᮦ料等を使用した場合の費用は、

実費とする。 

２ 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生ࡌた施設及び

設ഛのᦆ傷に係る経費は実費とする。 

（扶助費） 

第㸱 医療救護活動のᚑ事者又は合同訓練参加者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の

扶助㔠については、その者が通ᖖᚓている入の額を基‽として、災害救助法（昭和22年法ᚊ

➨118号）のつ定に基づき⟬ฟした額とする。 

（医事⣮தのฎ⌮） 

第㸲 医療救護班の医療救護活動において、患者との㛫に医事⣮தが生ࡌた場合は、乙は┤ࡕに

甲に連絡するものとする。 

２ 甲は、前項の連絡を受けたときは、㏿ࡸかにㄪᰝし、甲乙協議のうえㄔពをもってゎ決のた

め、㐺ษなᥐ置をとるものとする。 

（ᮍ㔠のฎ⌮） 

第㸳 後方医療施設において、災害時の医療救護に係る医療費のᮍが生ࡌたときは、㏿ࡸかに

とりࡲとめ甲に通▱するものとする。 

２ 甲は、前項の通▱を受けたときは、ㄪᰝのうえᨭᡶ⩏ົ者に対し、当該請ồศのᨭᡶいを╩
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ಁするとともに、ᨭᡶ⬟の事がุ᫂した場合は、乙と協議のうえ、後方医療施設の負担と

ならないようᥐ置するものとする。 

 

 甲と乙とは、本ぬ書二通を作成し、そࢀࡒࢀ記名押印のうえ、各一通を保有する。 

 

 ᖹ成㸷年６月㸱日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区日本ᶫஂᯇ⏫１番２号 

   公益社団法人おỤᡞ日本ᶫṑ⛉医師会 

   代表者 会長 
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136㸬་⒪ᩆㆤάືಀࡿ㈝⏝ᘚൾ➼㛵ࡿࡍぬ᭩㸦࠾Ụᡞ᪥ᮏᶫṑ⛉་ᖌ㸧

㸦ᮏᩥ204㡫㸧 
 

 中央区をࠕ甲ࠖとし、公益社団法人おỤᡞ日本ᶫṑ⛉医師会をࠕ乙ࠖとし、甲乙㛫において、

ᖹ成㸷年６月㸱日けをもって⥾⤖したࠕ災害時の医療救護活動についての協定書ࠖ及びࠕ災害

時の医療救護活動実施細目ࠖで定める費用弁償に関し次のようにぬ書をし、┦にこࢀを㑂

Ᏺするものとする。 

（医療救護ᚑ事者等の実費弁償） 

第㸯 医療救護活動のᚑ事者及び合同訓練参加者に対する実費弁償の額は、一ᅇのฟ動につき、

次のとおりとする。 
 

⫋  ✀ 医療救護活動 合 同 訓 練 

ṑ ⛉ 医 師 22,800円 19,100円 

ṑ⛉⾨生ኈ又は 
ṑ⛉ᢏᕤኈ 

8,500円 7,100円 

事  ົ  ဨ

  

4,900円 3,900円 

 
２ 医療救護活動又は合同訓練の時㛫が㸱時㛫を㉸える場合は、次表の１時㛫༢౯に㉸㐣時㛫ᩘ

をࡌた額を加⟬するものとする。 
 

⫋  ✀ 
１ 時 㛫 ༢ ౯ 

ഛ    ⪃ 
医療救護活動 合 同 訓 練 

ṑ ⛉ 医 師 7,550円 6,340円 
 
 ㉸㐣ᚑ事時㛫が༗後㸳時から༗後
10時ࡲで及び༗前㸳時から༗前㸷時
での場合は100ศの125を、༗後10ࡲ
時から༗前㸳時ࡲでの場合は、100ศ
の150をᕥ記༢౯にࡌてᚓた額と
する。 
 

ṑ⛉⾨生ኈ又は 
ṑ⛉ᢏᕤኈ 

2,760円 2,300円 

事  ົ  ဨ 1,560円 1,250円 

 
（医薬品等の実費弁償） 

第㸰 医療救護班又は合同訓練参加者が携ᖏした医薬品・⾨生ᮦ料等を使用した場合の費用は、

実費とする。 

２ 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生ࡌた施設及び

設ഛのᦆ傷に係る経費は実費とする。 

（扶助費） 

第㸱 医療救護活動のᚑ事者又は合同訓練参加者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の

扶助㔠については、その者が通ᖖᚓている入の額を基‽として、災害救助法（昭和22年法ᚊ

➨118号）のつ定に基づき⟬ฟした額とする。 

（医事⣮தのฎ⌮） 

第㸲 医療救護班の医療救護活動において、患者との㛫に医事⣮தが生ࡌた場合は、乙は┤ࡕに

甲に連絡するものとする。 

２ 甲は、前項の連絡を受けたときは、㏿ࡸかにㄪᰝし、甲乙協議のうえㄔពをもってゎ決のた

め、㐺ษなᥐ置をとるものとする。 

（ᮍ㔠のฎ⌮） 

第㸳 後方医療施設において、災害時の医療救護に係る医療費のᮍが生ࡌたときは、㏿ࡸかに

とりࡲとめ甲に通▱するものとする。 

２ 甲は、前項の通▱を受けたときは、ㄪᰝのうえᨭᡶ⩏ົ者に対し、当該請ồศのᨭᡶいを╩
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ಁするとともに、ᨭᡶ⬟の事がุ᫂した場合は、乙と協議のうえ、後方医療施設の負担と

ならないようᥐ置するものとする。 

 

 甲と乙とは、本ぬ書二通を作成し、そࢀࡒࢀ記名押印のうえ、各一通を保有する。 

 

 ᖹ成㸷年６月㸱日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区日本ᶫஂᯇ⏫１番２号 

   公益社団法人おỤᡞ日本ᶫṑ⛉医師会 

   代表者 会長 
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137㸬⅏ᐖࡢ་⒪ᩆㆤάືࡢ࡚࠸ࡘ༠ᐃ᭩㸦ிᶫ⸆ᖌ࣭᪥ᮏᶫ⸆ᖌ㸧

㸦ᮏᩥ204㡫㸧 
 

 東京都中央区を甲とし、一般社団法人京ᶫ薬師会及び一般社団法人日本ᶫ薬師会を乙とし、

甲乙㛫において次のとおり協定を⥾⤖する。 

（⥲則） 

第㸯条 この協定は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協ຊに関

し、必要な事項を定める。 

（薬師班の派遣） 

第㸰条 甲は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき医療救護活動を実施する必要が生ࡌた場合は、乙に

対し、薬師班の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の定めにより甲から要請を受けた場合は、┤ࡕに乙の災害医療救護活動⤌⧊に基

づき薬師班を編成し、⌧地の救護所等に派遣するものとする。 

（災害医療救護ィ⏬の⟇定及びᥦฟ） 

第㸱条 乙は、前条の定めによる医療救護活動を実施するため、災害時の医療救護活動ィ⏬を⟇

定し、こࢀを甲にᥦฟするものとする。 

（薬師班の活動場所） 

第㸲条 乙所ᒓの薬師班は、災害薬事࣮ࢱࣥࢭ、甲が避難所又は災害⌧場等に設置する救護所

及び医薬品の㞟✚場所において医療救護活動を実施するものとする。 

（薬師班のᴗົ） 

第㸳条 薬師班のᴗົは、次のとおりとする。 

１ 救護所等における傷病者等に対するㄪ、᭹薬指ᑟ 

２ 救護所及び医薬品の㞟✚場所等における医薬品のศけ、⟶⌮ 

㸱 一般用医薬品を活用した⿕災者のᗣ⟶⌮ᨭ 

㸲 避難所の⾨生⟶⌮・㜵対⟇の協ຊ 

（指௧） 

第㸴条 薬師班に係る指௧及び医療救護活動の連絡ㄪᩚは、災害薬事࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥが

行うものとする。 

（医薬品等のഛ・㍺㏦） 

第㸵条 乙所ᒓの医療救護班は、原則として甲が別に定める場所にഛする医薬品等を使用する

ものとする。 

２ 救護所において必要とする⤥㣗及び⤥Ỉは、甲が行う。 

㸱 ഛ医薬品等の㍺㏦は、原則として甲が行う。 

（ㄪ費） 

第㸶条 救護所におけるㄪ費は、無料とする。 

（合同訓練） 

第９条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに当該訓練

の一般参加者中のうࡕ、傷病者が発生した場合のㄪ、᭹薬指ᑟを併せて担当するものとする。 

（費用弁償等） 
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第10条 甲の要請に基づき乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担す

るものとする。 

(1) 薬師班の編成・派遣に伴うもの 

ア 薬師班の編成・派遣に要する経費 

イ 薬師班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償 

ウ 薬師班の薬師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合

の扶助費 

(2) 合同訓練時における医療救護活動の前号に係る経費 

２ 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議のうえ別に定めるものとする。 

（災害医療運営連絡会の設置） 

第11条 甲は、この協定の円滑な実施を図るため、甲及び乙が必要と認める関係機関をもって構

成する中央区災害医療運営連絡会を設置するものとする。 

（細目） 

第12条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。 

（協議） 

第13条 前各条に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 

 甲と乙とは、本協定書୕通を作成し、そࢀࡒࢀ記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

  ᖹ成㸷年６月㸱日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区㖟ᗙ一丁目25番㸱号 

一般社団法人 京ᶫ薬師会 

代表者 会長 

 

乙  東京都中央区日本ᶫஂᯇ⏫１番２号 

一般社団法人 日本ᶫ薬師会 

代表者 会長 
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137㸬⅏ᐖࡢ་⒪ᩆㆤάືࡢ࡚࠸ࡘ༠ᐃ᭩㸦ிᶫ⸆ᖌ࣭᪥ᮏᶫ⸆ᖌ㸧

㸦ᮏᩥ204㡫㸧 
 

 東京都中央区を甲とし、一般社団法人京ᶫ薬師会及び一般社団法人日本ᶫ薬師会を乙とし、

甲乙㛫において次のとおり協定を⥾⤖する。 

（⥲則） 

第㸯条 この協定は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協ຊに関

し、必要な事項を定める。 

（薬師班の派遣） 

第㸰条 甲は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき医療救護活動を実施する必要が生ࡌた場合は、乙に

対し、薬師班の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の定めにより甲から要請を受けた場合は、┤ࡕに乙の災害医療救護活動⤌⧊に基

づき薬師班を編成し、⌧地の救護所等に派遣するものとする。 

（災害医療救護ィ⏬の⟇定及びᥦฟ） 

第㸱条 乙は、前条の定めによる医療救護活動を実施するため、災害時の医療救護活動ィ⏬を⟇

定し、こࢀを甲にᥦฟするものとする。 

（薬師班の活動場所） 

第㸲条 乙所ᒓの薬師班は、災害薬事࣮ࢱࣥࢭ、甲が避難所又は災害⌧場等に設置する救護所

及び医薬品の㞟✚場所において医療救護活動を実施するものとする。 

（薬師班のᴗົ） 

第㸳条 薬師班のᴗົは、次のとおりとする。 

１ 救護所等における傷病者等に対するㄪ、᭹薬指ᑟ 

２ 救護所及び医薬品の㞟✚場所等における医薬品のศけ、⟶⌮ 

㸱 一般用医薬品を活用した⿕災者のᗣ⟶⌮ᨭ 

㸲 避難所の⾨生⟶⌮・㜵対⟇の協ຊ 

（指௧） 

第㸴条 薬師班に係る指௧及び医療救護活動の連絡ㄪᩚは、災害薬事࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥが

行うものとする。 

（医薬品等のഛ・㍺㏦） 

第㸵条 乙所ᒓの医療救護班は、原則として甲が別に定める場所にഛする医薬品等を使用する

ものとする。 

２ 救護所において必要とする⤥㣗及び⤥Ỉは、甲が行う。 

㸱 ഛ医薬品等の㍺㏦は、原則として甲が行う。 

（ㄪ費） 

第㸶条 救護所におけるㄪ費は、無料とする。 

（合同訓練） 

第９条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに当該訓練

の一般参加者中のうࡕ、傷病者が発生した場合のㄪ、᭹薬指ᑟを併せて担当するものとする。 

（費用弁償等） 
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第10条 甲の要請に基づき乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担す

るものとする。 

(1) 薬師班の編成・派遣に伴うもの 

ア 薬師班の編成・派遣に要する経費 

イ 薬師班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償 

ウ 薬師班の薬師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合

の扶助費 

(2) 合同訓練時における医療救護活動の前号に係る経費 

２ 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議のうえ別に定めるものとする。 

（災害医療運営連絡会の設置） 

第11条 甲は、この協定の円滑な実施を図るため、甲及び乙が必要と認める関係機関をもって構

成する中央区災害医療運営連絡会を設置するものとする。 

（細目） 

第12条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。 

（協議） 

第13条 前各条に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 

 甲と乙とは、本協定書୕通を作成し、そࢀࡒࢀ記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

  ᖹ成㸷年６月㸱日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区㖟ᗙ一丁目25番㸱号 

一般社団法人 京ᶫ薬師会 

代表者 会長 

 

乙  東京都中央区日本ᶫஂᯇ⏫１番２号 

一般社団法人 日本ᶫ薬師会 

代表者 会長 
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138㸬⅏ᐖࡢ་⒪ᩆㆤάືᐇ⣽┠㸦ிᶫ⸆ᖌ࣭᪥ᮏᶫ⸆ᖌ㸧 

㸦ᮏᩥ204㡫㸧 
 

 ᖹ成㸷年６月㸱日けをもって⥾⤖したࠕ災害時の医療救護活動についての協定書 （ࠖ௨ୗࠕ協

定書ࠖという。）➨12条に基づࡃ細目は次のとおりとする。 

（薬師班の⥭ᛴ活動） 

第㸯条 乙は、災害≧ἣにより⥭ᛴを要するとุ᩿し、協定書➨２条➨１項の定めによる甲から

の要請をࡲたࡎに医療救護活動を実施した場合は、ึ動後┤ࡕに甲にሗ࿌するものとする。 

２ 前項の定めによるሗ࿌があったものについては、医療救護のึ動時において甲の要請があっ

たものとࡳなす。 

（連絡ㄪᩚ等） 

第㸰条 協定書➨２条➨１項に定める薬師班の派遣要請は甲が行い、協定書➨６条に定める薬

師班に係る指௧及び医療救護活動の連絡ㄪᩚは、災害薬事࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥが行うもの

とする。 

（救護所設置の≉） 

第㸱条 甲は、避難所等に設置する救護所のか必要と認めるときは、東京都地ᇦ㜵災ィ⏬に基

づき東京都が指定した災害ᣐⅬ病㝔等に救護所を設置する。 

２ 甲は、災害≧ἣにより必要と認めるときは、前項による災害ᣐⅬ病㝔等のか医療救護活動

がྍ⬟な⿕災地࿘㎶の医療施設に救護所を設置する。 

（費用弁償等） 

第㸲条 前条により救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生ࡌた施設・設ഛ

のᦆ傷については、甲が負担する。 

（費用弁償等の請ồ・ሗ࿌） 

第㸳条 協定書➨10条及び前条の定めによる費用弁償等の請ồ・ሗ࿌については、医療救護活動

⤊後㏿ࡸかに、乙が一ᣓして次により甲に請ồ・ሗ࿌するものとする。 

(1) 薬師班派遣に係る費用弁償は、費用弁償等請ồ書（１号ᵝᘧ）に、各薬師班ࡈとの薬

師班活動ሗ࿌・薬師班ဨ名⡙（２号ᵝᘧ）により請ồするものとする。 

(2) 薬師班が携行した医薬品・⾨生ᮦ料等を使用した場合の実費弁償は、前号に定める１号

ᵝᘧに薬品・⾨生ᮦ料使用ሗ࿌書（㸱号ᵝᘧ）をῧえて請ồするものとする。 

(3) 薬師班の薬師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、

事ᨾሗ࿌書（㸲号ᵝᘧ）に、事ᨾ傷病者ᴫ要（㸳号ᵝᘧ）をῧえてሗ࿌するものとする。 

(4) 甲が実施する合同訓練に参加する薬師班に係る費用弁償等については、➨１号から前号

 。でのつ定を‽用するࡲ

(5) 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生ࡌた施設・

設ഛのᦆ傷に係る実費弁償は、➨１号に定める１号ᵝᘧに、≀௳ᦆ傷等ሗ࿌書（６号ᵝᘧ）

をῧえて請ồするものとする。 

（費用弁償等のᨭᡶ） 

第㸴条 甲は、前条のつ定により請ồࢀࡉ、及びሗ࿌ࢀࡉた実費弁償請ồ書等のෆᐜをㄪᰝし㐺

当と認めるときは、協定書➨10条➨２項による基‽により⟬定した額を㏿ࡸかに、乙にᨭᡶう

ものとする。 
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 甲と乙とは、本実施細目୕通を作成し、そࢀࡒࢀ記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

  ᖹ成㸷年６月㸱日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区㖟ᗙ一丁目25番㸱号 

一般社団法人 京ᶫ薬師会 

代表者 会長 

 

乙  東京都中央区日本ᶫஂᯇ⏫１番２号 

一般社団法人 日本ᶫ薬師会 

代表者 会長 
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138㸬⅏ᐖࡢ་⒪ᩆㆤάືᐇ⣽┠㸦ிᶫ⸆ᖌ࣭᪥ᮏᶫ⸆ᖌ㸧 

㸦ᮏᩥ204㡫㸧 
 

 ᖹ成㸷年６月㸱日けをもって⥾⤖したࠕ災害時の医療救護活動についての協定書 （ࠖ௨ୗࠕ協

定書ࠖという。）➨12条に基づࡃ細目は次のとおりとする。 

（薬師班の⥭ᛴ活動） 

第㸯条 乙は、災害≧ἣにより⥭ᛴを要するとุ᩿し、協定書➨２条➨１項の定めによる甲から

の要請をࡲたࡎに医療救護活動を実施した場合は、ึ動後┤ࡕに甲にሗ࿌するものとする。 

２ 前項の定めによるሗ࿌があったものについては、医療救護のึ動時において甲の要請があっ

たものとࡳなす。 

（連絡ㄪᩚ等） 

第㸰条 協定書➨２条➨１項に定める薬師班の派遣要請は甲が行い、協定書➨６条に定める薬

師班に係る指௧及び医療救護活動の連絡ㄪᩚは、災害薬事࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥが行うもの

とする。 

（救護所設置の≉） 

第㸱条 甲は、避難所等に設置する救護所のか必要と認めるときは、東京都地ᇦ㜵災ィ⏬に基

づき東京都が指定した災害ᣐⅬ病㝔等に救護所を設置する。 

２ 甲は、災害≧ἣにより必要と認めるときは、前項による災害ᣐⅬ病㝔等のか医療救護活動

がྍ⬟な⿕災地࿘㎶の医療施設に救護所を設置する。 

（費用弁償等） 

第㸲条 前条により救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生ࡌた施設・設ഛ

のᦆ傷については、甲が負担する。 

（費用弁償等の請ồ・ሗ࿌） 

第㸳条 協定書➨10条及び前条の定めによる費用弁償等の請ồ・ሗ࿌については、医療救護活動

⤊後㏿ࡸかに、乙が一ᣓして次により甲に請ồ・ሗ࿌するものとする。 

(1) 薬師班派遣に係る費用弁償は、費用弁償等請ồ書（１号ᵝᘧ）に、各薬師班ࡈとの薬

師班活動ሗ࿌・薬師班ဨ名⡙（２号ᵝᘧ）により請ồするものとする。 

(2) 薬師班が携行した医薬品・⾨生ᮦ料等を使用した場合の実費弁償は、前号に定める１号

ᵝᘧに薬品・⾨生ᮦ料使用ሗ࿌書（㸱号ᵝᘧ）をῧえて請ồするものとする。 

(3) 薬師班の薬師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、

事ᨾሗ࿌書（㸲号ᵝᘧ）に、事ᨾ傷病者ᴫ要（㸳号ᵝᘧ）をῧえてሗ࿌するものとする。 

(4) 甲が実施する合同訓練に参加する薬師班に係る費用弁償等については、➨１号から前号

 。でのつ定を‽用するࡲ

(5) 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生ࡌた施設・

設ഛのᦆ傷に係る実費弁償は、➨１号に定める１号ᵝᘧに、≀௳ᦆ傷等ሗ࿌書（６号ᵝᘧ）

をῧえて請ồするものとする。 

（費用弁償等のᨭᡶ） 

第㸴条 甲は、前条のつ定により請ồࢀࡉ、及びሗ࿌ࢀࡉた実費弁償請ồ書等のෆᐜをㄪᰝし㐺

当と認めるときは、協定書➨10条➨２項による基‽により⟬定した額を㏿ࡸかに、乙にᨭᡶう

ものとする。 

- 338 - 

 甲と乙とは、本実施細目୕通を作成し、そࢀࡒࢀ記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

  ᖹ成㸷年６月㸱日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区㖟ᗙ一丁目25番㸱号 

一般社団法人 京ᶫ薬師会 

代表者 会長 

 

乙  東京都中央区日本ᶫஂᯇ⏫１番２号 

一般社団法人 日本ᶫ薬師会 

代表者 会長 
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139㸬་⒪ᩆㆤάືಀࡿ㈝⏝ᘚൾ➼㛵ࡿࡍぬ᭩㸦ிᶫ⸆ᖌ㸧 

㸦ᮏᩥ204㡫㸧 
 

 中央区をࠕ甲ࠖとし、一般社団法人京ᶫ薬師会をࠕ乙ࠖとし、甲乙㛫において、ᖹ成㸷年６

月㸱日⥾⤖したࠕ災害時の医療救護活動についての協定書ࠖ及びࠕ災害時の医療救護活動実施細

目ࠖで定める費用弁償に関し、次のようにぬ書をし┦にこࢀを㑂Ᏺするものとする。 

（医療救護ᚑ事者等の実費弁償） 

第㸯 医療救護活動のᚑ事者及び合同訓練参加者に対する実費弁償の額は、一ᅇのฟ動につき、

次のとおりとする。 
 

⫋ ✀ 医療救護活動 合 同 訓 練 

薬  師 16,500円 13,900円 

事 ົ ဨ 4,800円 3,900円 

 
２ 医療救護活動又は合同訓練の時㛫が㸱時㛫を㉸える場合は、次表の１時㛫༢౯に㉸㐣時㛫ᩘ

をࡌた額を加⟬するものとする。 
 

⫋ ✀ 
１ 時 㛫 ༢ ౯ 

ഛ    ⪃ 
医療救護活動 合 同 訓 練 

薬  師 5,430円 4,590円 

 
 ㉸㐣ᚑ事時㛫が༗後㸳時から༗後10
時ࡲで、及び༗前㸳時から༗前㸷時ࡲで
の場合は、100ศの125を、༗後10時から
༗前㸳時ࡲでの場合は100ศの150をᕥ
記༢౯にࡌてᚓた額とする。 
 

事 ົ ဨ 1,530円 1,250円 

 
（医薬品等の実費弁償） 

第㸰 薬師班又は合同訓練参加者が携ᖏした医薬品・⾨生ᮦ料等を使用した場合の費用は、実

費とする。 

２ 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生ࡌた施設及び

設ഛのᦆ傷に係る経費は実費とする。 

（扶助費） 

第㸱 医療救護活動のᚑ事者又は合同訓練参加者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の

扶助㔠については、その者が通ᖖᚓている入の額を基‽として、災害救助法（昭和22年法ᚊ

➨118号）のつ定に基づき⟬ฟした額とする。 

（医事⣮தのฎ⌮） 

第㸲 薬師班の医療救護活動において、患者との㛫に医事⣮தが生ࡌた場合は、乙は┤ࡕに甲

に連絡するものとする。 

２ 甲は、前項の連絡を受けたときは、㏿ࡸかにㄪᰝし、甲乙協議のうえㄔពをもってゎ決のた

め、㐺ษなᥐ置をとるものとする。 

（ᮍ㔠のฎ⌮） 

第㸳 後方医療施設において、災害時の医療救護に係る医療費のᮍが生ࡌたときは、㏿ࡸかに

とりࡲとめ甲に通▱するものとする。 

２ 甲は、前項の通▱を受けたときは、ㄪᰝのうえᨭᡶ⩏ົ者に対し、当該請ồศのᨭᡶいを╩

ಁするとともに、ᨭᡶ⬟の事がุ᫂した場合は、乙と協議のうえ、後方医療施設の負担と

ならないようᥐ置するものとする。 
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 甲と乙とは、本ぬ書二通を作成し、そࢀࡒࢀ記名押印のうえ、各一通を保有する。 

 

  ᖹ成㸷年６月㸱日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

 東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区㖟ᗙ一丁目25番3号 

 一般社団法人京ᶫ薬師会 

代表者 会長 
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139㸬་⒪ᩆㆤάືಀࡿ㈝⏝ᘚൾ➼㛵ࡿࡍぬ᭩㸦ிᶫ⸆ᖌ㸧 

㸦ᮏᩥ204㡫㸧 
 

 中央区をࠕ甲ࠖとし、一般社団法人京ᶫ薬師会をࠕ乙ࠖとし、甲乙㛫において、ᖹ成㸷年６

月㸱日⥾⤖したࠕ災害時の医療救護活動についての協定書ࠖ及びࠕ災害時の医療救護活動実施細

目ࠖで定める費用弁償に関し、次のようにぬ書をし┦にこࢀを㑂Ᏺするものとする。 

（医療救護ᚑ事者等の実費弁償） 

第㸯 医療救護活動のᚑ事者及び合同訓練参加者に対する実費弁償の額は、一ᅇのฟ動につき、

次のとおりとする。 
 

⫋ ✀ 医療救護活動 合 同 訓 練 

薬  師 16,500円 13,900円 

事 ົ ဨ 4,800円 3,900円 

 
２ 医療救護活動又は合同訓練の時㛫が㸱時㛫を㉸える場合は、次表の１時㛫༢౯に㉸㐣時㛫ᩘ

をࡌた額を加⟬するものとする。 
 

⫋ ✀ 
１ 時 㛫 ༢ ౯ 

ഛ    ⪃ 
医療救護活動 合 同 訓 練 

薬  師 5,430円 4,590円 

 
 ㉸㐣ᚑ事時㛫が༗後㸳時から༗後10
時ࡲで、及び༗前㸳時から༗前㸷時ࡲで
の場合は、100ศの125を、༗後10時から
༗前㸳時ࡲでの場合は100ศの150をᕥ
記༢౯にࡌてᚓた額とする。 
 

事 ົ ဨ 1,530円 1,250円 

 
（医薬品等の実費弁償） 

第㸰 薬師班又は合同訓練参加者が携ᖏした医薬品・⾨生ᮦ料等を使用した場合の費用は、実

費とする。 

２ 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生ࡌた施設及び

設ഛのᦆ傷に係る経費は実費とする。 

（扶助費） 

第㸱 医療救護活動のᚑ事者又は合同訓練参加者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の

扶助㔠については、その者が通ᖖᚓている入の額を基‽として、災害救助法（昭和22年法ᚊ

➨118号）のつ定に基づき⟬ฟした額とする。 

（医事⣮தのฎ⌮） 

第㸲 薬師班の医療救護活動において、患者との㛫に医事⣮தが生ࡌた場合は、乙は┤ࡕに甲

に連絡するものとする。 

２ 甲は、前項の連絡を受けたときは、㏿ࡸかにㄪᰝし、甲乙協議のうえㄔពをもってゎ決のた

め、㐺ษなᥐ置をとるものとする。 

（ᮍ㔠のฎ⌮） 

第㸳 後方医療施設において、災害時の医療救護に係る医療費のᮍが生ࡌたときは、㏿ࡸかに

とりࡲとめ甲に通▱するものとする。 

２ 甲は、前項の通▱を受けたときは、ㄪᰝのうえᨭᡶ⩏ົ者に対し、当該請ồศのᨭᡶいを╩

ಁするとともに、ᨭᡶ⬟の事がุ᫂した場合は、乙と協議のうえ、後方医療施設の負担と

ならないようᥐ置するものとする。 
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 甲と乙とは、本ぬ書二通を作成し、そࢀࡒࢀ記名押印のうえ、各一通を保有する。 

 

  ᖹ成㸷年６月㸱日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

 東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区㖟ᗙ一丁目25番3号 

 一般社団法人京ᶫ薬師会 

代表者 会長 
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 中央区をࠕ甲ࠖとし、一般社団法人日本ᶫ薬師会をࠕ乙ࠖとし、甲乙㛫において、ᖹ成㸷年

６月㸱日⥾⤖したࠕ災害時の医療救護活動についての協定書ࠖ及びࠕ災害時の医療救護活動実施

細目ࠖで定める費用弁償に関し、次のようにぬ書をし┦にこࢀを㑂Ᏺするものとする。 

（医療救護ᚑ事者等の実費弁償） 

第㸯 医療救護活動のᚑ事者及び合同訓練参加者に対する実費弁償の額は、一ᅇのฟ動につき、

次のとおりとする。 
 

⫋ ✀ 医療救護活動 合 同 訓 練 

薬  師 16,500円 13,900円 

事 ົ ဨ 4,800円 3,900円 

 
２ 医療救護活動又は合同訓練の時㛫が㸱時㛫を㉸える場合は、次表の１時㛫༢౯に㉸㐣時㛫ᩘ

をࡌた額を加⟬するものとする。 
 

⫋ ✀ 
１ 時 㛫 ༢ ౯ 

ഛ    ⪃ 
医療救護活動 合 同 訓 練 

薬  師 5,430円 4,590円 

 
 ㉸㐣ᚑ事時㛫が༗後㸳時から༗後10
時ࡲで、及び༗前㸳時から༗前㸷時ࡲで
の場合は、100ศの125を、༗後10時から
༗前㸳時ࡲでの場合は100ศの150をᕥ
記༢౯にࡌてᚓた額とする。 
 

事 ົ ဨ 1,530円 1,250円 

 
（医薬品等の実費弁償） 

第㸰 薬師班又は合同訓練参加者が携ᖏした医薬品・⾨生ᮦ料等を使用した場合の費用は、実

費とする。 

２ 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生ࡌた施設及び

設ഛのᦆ傷に係る経費は実費とする。 

（扶助費） 

第㸱 医療救護活動のᚑ事者又は合同訓練参加者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の

扶助㔠については、その者が通ᖖᚓている入の額を基‽として、災害救助法（昭和22年法ᚊ

➨118号）のつ定に基づき⟬ฟした額とする。 

（医事⣮தのฎ⌮） 

第㸲 薬師班の医療救護活動において、患者との㛫に医事⣮தが生ࡌた場合は、乙は┤ࡕに甲

に連絡するものとする。 

２ 甲は、前項の連絡を受けたときは、㏿ࡸかにㄪᰝし、甲乙協議のうえㄔពをもってゎ決のた

め、㐺ษなᥐ置をとるものとする。 

（ᮍ㔠のฎ⌮） 

第㸳 後方医療施設において、災害時の医療救護に係る医療費のᮍが生ࡌたときは、㏿ࡸかに

とりࡲとめ甲に通▱するものとする。 

２ 甲は、前項の通▱を受けたときは、ㄪᰝのうえᨭᡶ⩏ົ者に対し、当該請ồศのᨭᡶいを╩

ಁするとともに、ᨭᡶ⬟の事がุ᫂した場合は、乙と協議のうえ、後方医療施設の負担と

ならないようᥐ置するものとする。 
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 甲と乙とは、本ぬ書二通を作成し、そࢀࡒࢀ記名押印のうえ、各一通を保有する。 

 

  ᖹ成㸷年６月㸱日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

 東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区日本ᶫஂᯇ⏫１番２号 

 一般社団法人 日本ᶫ薬師会 

代表者 会長 
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㸦ᮏᩥ204㡫㸧 
 

 中央区をࠕ甲ࠖとし、一般社団法人日本ᶫ薬師会をࠕ乙ࠖとし、甲乙㛫において、ᖹ成㸷年

６月㸱日⥾⤖したࠕ災害時の医療救護活動についての協定書ࠖ及びࠕ災害時の医療救護活動実施

細目ࠖで定める費用弁償に関し、次のようにぬ書をし┦にこࢀを㑂Ᏺするものとする。 

（医療救護ᚑ事者等の実費弁償） 

第㸯 医療救護活動のᚑ事者及び合同訓練参加者に対する実費弁償の額は、一ᅇのฟ動につき、

次のとおりとする。 
 

⫋ ✀ 医療救護活動 合 同 訓 練 

薬  師 16,500円 13,900円 

事 ົ ဨ 4,800円 3,900円 

 
２ 医療救護活動又は合同訓練の時㛫が㸱時㛫を㉸える場合は、次表の１時㛫༢౯に㉸㐣時㛫ᩘ

をࡌた額を加⟬するものとする。 
 

⫋ ✀ 
１ 時 㛫 ༢ ౯ 

ഛ    ⪃ 
医療救護活動 合 同 訓 練 

薬  師 5,430円 4,590円 

 
 ㉸㐣ᚑ事時㛫が༗後㸳時から༗後10
時ࡲで、及び༗前㸳時から༗前㸷時ࡲで
の場合は、100ศの125を、༗後10時から
༗前㸳時ࡲでの場合は100ศの150をᕥ
記༢౯にࡌてᚓた額とする。 
 

事 ົ ဨ 1,530円 1,250円 

 
（医薬品等の実費弁償） 

第㸰 薬師班又は合同訓練参加者が携ᖏした医薬品・⾨生ᮦ料等を使用した場合の費用は、実

費とする。 

２ 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生ࡌた施設及び

設ഛのᦆ傷に係る経費は実費とする。 

（扶助費） 

第㸱 医療救護活動のᚑ事者又は合同訓練参加者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の

扶助㔠については、その者が通ᖖᚓている入の額を基‽として、災害救助法（昭和22年法ᚊ

➨118号）のつ定に基づき⟬ฟした額とする。 

（医事⣮தのฎ⌮） 

第㸲 薬師班の医療救護活動において、患者との㛫に医事⣮தが生ࡌた場合は、乙は┤ࡕに甲

に連絡するものとする。 

２ 甲は、前項の連絡を受けたときは、㏿ࡸかにㄪᰝし、甲乙協議のうえㄔពをもってゎ決のた

め、㐺ษなᥐ置をとるものとする。 

（ᮍ㔠のฎ⌮） 

第㸳 後方医療施設において、災害時の医療救護に係る医療費のᮍが生ࡌたときは、㏿ࡸかに

とりࡲとめ甲に通▱するものとする。 

２ 甲は、前項の通▱を受けたときは、ㄪᰝのうえᨭᡶ⩏ົ者に対し、当該請ồศのᨭᡶいを╩

ಁするとともに、ᨭᡶ⬟の事がุ᫂した場合は、乙と協議のうえ、後方医療施設の負担と

ならないようᥐ置するものとする。 

 

- 342 - 

 甲と乙とは、本ぬ書二通を作成し、そࢀࡒࢀ記名押印のうえ、各一通を保有する。 

 

  ᖹ成㸷年６月㸱日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

 東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区日本ᶫஂᯇ⏫１番２号 

 一般社団法人 日本ᶫ薬師会 

代表者 会長 
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㸦ᮏᩥ212㡫㸧 
 

中央区をࠕ甲ࠖとし、一般社団法人京ᶫ薬師会をࠕ乙ࠖとし、甲乙㛫において次のとおり協

定を⥾⤖する。 

（⥲則） 

第㸯条 この協定は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協ຊに

関し、必要な事項を定める。 

（ᛂᛴ医薬品等の౪⤥等） 

第㸰条 甲がᛂᛴ医薬品等をㄪ㐩する必要が生ࡌた場合は、甲の要請に基づき、乙は甲にᛂᛴ医

薬品等を౪⤥するものとする。 

２ 前項のᛂᛴ医薬品等とは、乙及び乙の会ဨᗑ⯒等にあるもので、次にᥖࡆるものをいう。 

１ 医薬品 

２ ⾨生用品 

㸱 その生活㞧㈌など 

（要請） 

第㸱条 乙に対する甲の要請は、中央区災害対⟇本㒊条施行つ則（昭和38年㸳月中央区つ則➨

13号）に定める医療救護所の運営を行う㒊の長が行う。 

２ 甲は、あらかࡌめ乙が指定した者に要請するものとする。たࡔし、⥭ᛴの場合は、乙が指定

した者௨እの乙の会ဨに要請することもできるものとする。 

（協ຊ） 

第㸲条 乙は、甲から要請があったときは、乙の会ဨᗑ⯒等から甲が指♧するᩘ㔞を、甲の指定

する場所に⣡入し、甲の☜認を受けるものとする。 

（౯᱁及び請ồ） 

第㸳条 甲の要請に基づき、乙が甲に⣡入したᛂᛴ医薬品等の౯᱁は、災害発生┤前における㈍

౯᱁とする。 

２ 乙が、甲に⣡入するために要した㍺㏦経費は、原則として乙の負担とする。 

㸱 乙は、甲の要請によりᛂᛴ医薬品等を⣡入したときは、➨１項の㈍౯᱁によるᛂᛴ医薬品

等の代㔠を請ồするものとする。 

（ᨭᡶ） 

第㸴条 甲は、乙からᛂᛴ医薬品等の⣡品後、前条の費用の請ồがあったときは、そのෆᐜを☜

認のୖ、㏿ࡸかにᨭᡶうものとする。 

（ᚑ事者のᦆ害⿵償） 

第㸵条 甲は、乙が甲の要請に基づࡃᛂᛴ医薬品等を㍺㏦中に、死亡し、負傷し、ⱝしࡃは疾病

にかかり、又は㞀害の≧ែとなったときは、医療救護活動に係る費用弁償等に関するぬ書➨㸱

につ定する額を⿵償するものとする。 

（細目） 

第㸶条 この協定を実施するための必要な事項については別に定める。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に⩏が生ࡌたときは、甲乙協議のୖ決定する

ものとする。 

（有ຠᮇ㛫） 

第10条 この協定の有ຠᮇ㛫は、協定⥾⤖の日からᖹ成17年㸱月31日ࡲでとする。たࡔし、ᮇ㝈

‶の日の㸱か月前ࡲでに甲又は乙からなࢇらの⏦ฟがないときは、᭦に１年㛫ᘏ長するもの

とし、௨後このによる。 
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甲と乙とは、本協定書二通を作成し、双方記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

ᖹ成15年㸶月１日 

 

 

                  甲   中央区築地一丁目１番１号 

                                          中央区 

                                          中央区長 

 

                  乙   中央区㖟ᗙ一丁目25番㸱号  

                                          一般社団法人 京ᶫ薬師会 

                                          会長 
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㸦ᮏᩥ212㡫㸧 
 

中央区をࠕ甲ࠖとし、一般社団法人京ᶫ薬師会をࠕ乙ࠖとし、甲乙㛫において次のとおり協

定を⥾⤖する。 

（⥲則） 

第㸯条 この協定は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協ຊに

関し、必要な事項を定める。 

（ᛂᛴ医薬品等の౪⤥等） 

第㸰条 甲がᛂᛴ医薬品等をㄪ㐩する必要が生ࡌた場合は、甲の要請に基づき、乙は甲にᛂᛴ医

薬品等を౪⤥するものとする。 

２ 前項のᛂᛴ医薬品等とは、乙及び乙の会ဨᗑ⯒等にあるもので、次にᥖࡆるものをいう。 

１ 医薬品 

２ ⾨生用品 

㸱 その生活㞧㈌など 

（要請） 

第㸱条 乙に対する甲の要請は、中央区災害対⟇本㒊条施行つ則（昭和38年㸳月中央区つ則➨

13号）に定める医療救護所の運営を行う㒊の長が行う。 

２ 甲は、あらかࡌめ乙が指定した者に要請するものとする。たࡔし、⥭ᛴの場合は、乙が指定

した者௨እの乙の会ဨに要請することもできるものとする。 

（協ຊ） 

第㸲条 乙は、甲から要請があったときは、乙の会ဨᗑ⯒等から甲が指♧するᩘ㔞を、甲の指定

する場所に⣡入し、甲の☜認を受けるものとする。 

（౯᱁及び請ồ） 

第㸳条 甲の要請に基づき、乙が甲に⣡入したᛂᛴ医薬品等の౯᱁は、災害発生┤前における㈍

౯᱁とする。 

２ 乙が、甲に⣡入するために要した㍺㏦経費は、原則として乙の負担とする。 

㸱 乙は、甲の要請によりᛂᛴ医薬品等を⣡入したときは、➨１項の㈍౯᱁によるᛂᛴ医薬品

等の代㔠を請ồするものとする。 

（ᨭᡶ） 

第㸴条 甲は、乙からᛂᛴ医薬品等の⣡品後、前条の費用の請ồがあったときは、そのෆᐜを☜

認のୖ、㏿ࡸかにᨭᡶうものとする。 

（ᚑ事者のᦆ害⿵償） 

第㸵条 甲は、乙が甲の要請に基づࡃᛂᛴ医薬品等を㍺㏦中に、死亡し、負傷し、ⱝしࡃは疾病

にかかり、又は㞀害の≧ែとなったときは、医療救護活動に係る費用弁償等に関するぬ書➨㸱

につ定する額を⿵償するものとする。 

（細目） 

第㸶条 この協定を実施するための必要な事項については別に定める。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に⩏が生ࡌたときは、甲乙協議のୖ決定する

ものとする。 

（有ຠᮇ㛫） 

第10条 この協定の有ຠᮇ㛫は、協定⥾⤖の日からᖹ成17年㸱月31日ࡲでとする。たࡔし、ᮇ㝈

‶の日の㸱か月前ࡲでに甲又は乙からなࢇらの⏦ฟがないときは、᭦に１年㛫ᘏ長するもの

とし、௨後このによる。 

- 344 - 

甲と乙とは、本協定書二通を作成し、双方記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

ᖹ成15年㸶月１日 

 

 

                  甲   中央区築地一丁目１番１号 

                                          中央区 

                                          中央区長 

 

                  乙   中央区㖟ᗙ一丁目25番㸱号  

                                          一般社団法人 京ᶫ薬師会 

                                          会長 
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中央区（௨ୗࠕ甲ࠖという。）と一般社団法人京ᶫ薬師会（௨ୗࠕ乙ࠖという。）とは、ᖹ成

15年㸶月１日けをもって⥾⤖した災害時におけるᛂᛴ医薬品等౪⤥協ຊに関する協定書（௨ୗ

協定書ࠖという。）➨㸶条のつ定により災害時のᛂᛴ医薬品等౪⤥協ຊ実施細目について、次ࠕ

のとおり協定する。 

（要請のᡭ⥆き） 

第㸯条 協定書➨㸲条に定める甲の要請は、ᛂᛴ医薬品等౪⤥要請書（別記➨１号ᵝᘧ）により

乙に対して行うものとする。たࡔし、ᩥ書をもって要請するいとࡲがないときは、ཱྀ㢌で要請

し、後日ᩥ書をもってฎ⌮することができる。 

（⣡入場所の指定） 

第㸰条 甲が⣡入場所を指定するときは、甲乙協議のうえ指定するものとする。 

（請ồ及びሗ࿌） 

第㸱条 乙は、協定書➨㸳条につ定するᛂᛴ医薬品等の代㔠の請ồ及び協定書➨７条につ定する

ᚑ事者のᦆ害⿵償について、ᛂᛴ医薬品等の౪⤥後㏿ࡸかに、次に定めるとこࢁにより甲に請

ồ及びሗ࿌するものとする。 

一 協定書➨㸳条に定める請ồは、ᛂᛴ医薬品等౪⤥に係る請ồ書（別記➨２号ᵝᘧ）に受ྲྀ

☜認印のあるᛂᛴ医薬品等౪⤥要請書（別記➨１号ᵝᘧ）をῧえて請ồするものとする。 

二 甲の要請に基づࡃᛂᛴ医薬品等を㍺㏦中に、死亡し、負傷し、ⱝしࡃは疾病にかかり又は

㞀害の≧ែとなったときは、事ᨾሗ࿌書（別記➨㸱号ᵝᘧ）に、事ᨾ傷病者ᴫ要（別記➨

㸲号ᵝᘧ）をῧえてሗ࿌するものとする。 

 

この細目協定をドするため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印のୖ、各⮬その１通を保有

するものとする。 

 

ᖹ成15年㸶月１日 

 

 

                  甲  中央区築地一丁目１番１号 

                                         中央区 

                                         中央区長 

 

                  乙  中央区㖟ᗙ一丁目25番㸱号 

                                         一般社団法人 京ᶫ薬師会 

                                         会長 
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中央区をࠕ甲ࠖとし、一般社団法人日本ᶫ薬師会をࠕ乙ࠖとし、甲乙㛫において次のとおり

協定を⥾⤖する。 

（⥲則） 

第㸯条 この協定は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協ຊに

関し、必要な事項を定める。 

（ᛂᛴ医薬品等の౪⤥等） 

第㸰条 甲がᛂᛴ医薬品等をㄪ㐩する必要が生ࡌた場合は、甲の要請に基づき、乙は甲にᛂᛴ医

薬品等を౪⤥するものとする。 

２ 前項のᛂᛴ医薬品等とは、乙及び乙の会ဨᗑ⯒等にあるもので、次にᥖࡆるものをいう。 

１ 医薬品 

２ ⾨生用品 

㸱 その生活㞧㈌など 

（要請） 

第㸱条 乙に対する甲の要請は、中央区災害対⟇本㒊条施行つ則（昭和38年㸳月中央区つ則➨

13号）に定める医療救護所の運営を行う㒊の長が行う。 

２ 甲は、あらかࡌめ乙が指定した者に要請するものとする。たࡔし、⥭ᛴの場合は、乙が指定

した者௨እの乙の会ဨに要請することもできるものとする。 

（協ຊ） 

第㸲条 乙は、甲から要請があったときは、乙の会ဨᗑ⯒等から甲が指♧するᩘ㔞を、甲の指定

する場所に⣡入し、甲の☜認を受けるものとする。 

（౯᱁及び請ồ） 

第㸳条 甲の要請に基づき、乙が甲に⣡入したᛂᛴ医薬品等の౯᱁は、災害発生┤前における㈍

౯᱁とする。 

２ 乙が、甲に⣡入するために要した㍺㏦経費は、原則として乙の負担とする。 

㸱 乙は、甲の要請によりᛂᛴ医薬品等を⣡入したときは、➨１項の㈍౯᱁によるᛂᛴ医薬品

等の代㔠を請ồするものとする。 

（ᨭᡶ） 

第㸴条 甲は、乙からᛂᛴ医薬品等の⣡品後、前条の費用の請ồがあったときは、そのෆᐜを☜

認のୖ、㏿ࡸかにᨭᡶうものとする。 

（ᚑ事者のᦆ害⿵償） 

第㸵条 甲は、乙が甲の要請に基づࡃᛂᛴ医薬品等を㍺㏦中に、死亡し、負傷し、ⱝしࡃは疾病

にかかり、又は㞀害の≧ែとなったときは、医療救護活動に係る費用弁償等に関するぬ書➨㸱

につ定する額を⿵償するものとする。 

（細目） 

第㸶条 この協定を実施するための必要な事項については別に定める。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に⩏が生ࡌたときは、甲乙協議のୖ決定する

ものとする。 

（有ຠᮇ㛫） 

第10条 この協定の有ຠᮇ㛫は、協定⥾⤖の日からᖹ成17年㸱月31日ࡲでとする。たࡔし、ᮇ㝈

‶の日の㸱か月前ࡲでに甲又は乙からなࢇらの⏦ฟがないときは、᭦に１年㛫ᘏ長するもの

とし、௨後このによる。 
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中央区（௨ୗࠕ甲ࠖという。）と一般社団法人京ᶫ薬師会（௨ୗࠕ乙ࠖという。）とは、ᖹ成

15年㸶月１日けをもって⥾⤖した災害時におけるᛂᛴ医薬品等౪⤥協ຊに関する協定書（௨ୗ

協定書ࠖという。）➨㸶条のつ定により災害時のᛂᛴ医薬品等౪⤥協ຊ実施細目について、次ࠕ

のとおり協定する。 

（要請のᡭ⥆き） 

第㸯条 協定書➨㸲条に定める甲の要請は、ᛂᛴ医薬品等౪⤥要請書（別記➨１号ᵝᘧ）により

乙に対して行うものとする。たࡔし、ᩥ書をもって要請するいとࡲがないときは、ཱྀ㢌で要請

し、後日ᩥ書をもってฎ⌮することができる。 

（⣡入場所の指定） 

第㸰条 甲が⣡入場所を指定するときは、甲乙協議のうえ指定するものとする。 

（請ồ及びሗ࿌） 

第㸱条 乙は、協定書➨㸳条につ定するᛂᛴ医薬品等の代㔠の請ồ及び協定書➨７条につ定する

ᚑ事者のᦆ害⿵償について、ᛂᛴ医薬品等の౪⤥後㏿ࡸかに、次に定めるとこࢁにより甲に請

ồ及びሗ࿌するものとする。 

一 協定書➨㸳条に定める請ồは、ᛂᛴ医薬品等౪⤥に係る請ồ書（別記➨２号ᵝᘧ）に受ྲྀ

☜認印のあるᛂᛴ医薬品等౪⤥要請書（別記➨１号ᵝᘧ）をῧえて請ồするものとする。 

二 甲の要請に基づࡃᛂᛴ医薬品等を㍺㏦中に、死亡し、負傷し、ⱝしࡃは疾病にかかり又は

㞀害の≧ែとなったときは、事ᨾሗ࿌書（別記➨㸱号ᵝᘧ）に、事ᨾ傷病者ᴫ要（別記➨

㸲号ᵝᘧ）をῧえてሗ࿌するものとする。 

 

この細目協定をドするため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印のୖ、各⮬その１通を保有

するものとする。 

 

ᖹ成15年㸶月１日 

 

 

                  甲  中央区築地一丁目１番１号 

                                         中央区 

                                         中央区長 

 

                  乙  中央区㖟ᗙ一丁目25番㸱号 

                                         一般社団法人 京ᶫ薬師会 

                                         会長 
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中央区をࠕ甲ࠖとし、一般社団法人日本ᶫ薬師会をࠕ乙ࠖとし、甲乙㛫において次のとおり

協定を⥾⤖する。 

（⥲則） 

第㸯条 この協定は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協ຊに

関し、必要な事項を定める。 

（ᛂᛴ医薬品等の౪⤥等） 

第㸰条 甲がᛂᛴ医薬品等をㄪ㐩する必要が生ࡌた場合は、甲の要請に基づき、乙は甲にᛂᛴ医

薬品等を౪⤥するものとする。 

２ 前項のᛂᛴ医薬品等とは、乙及び乙の会ဨᗑ⯒等にあるもので、次にᥖࡆるものをいう。 

１ 医薬品 

２ ⾨生用品 

㸱 その生活㞧㈌など 

（要請） 

第㸱条 乙に対する甲の要請は、中央区災害対⟇本㒊条施行つ則（昭和38年㸳月中央区つ則➨

13号）に定める医療救護所の運営を行う㒊の長が行う。 

２ 甲は、あらかࡌめ乙が指定した者に要請するものとする。たࡔし、⥭ᛴの場合は、乙が指定

した者௨እの乙の会ဨに要請することもできるものとする。 

（協ຊ） 

第㸲条 乙は、甲から要請があったときは、乙の会ဨᗑ⯒等から甲が指♧するᩘ㔞を、甲の指定

する場所に⣡入し、甲の☜認を受けるものとする。 

（౯᱁及び請ồ） 

第㸳条 甲の要請に基づき、乙が甲に⣡入したᛂᛴ医薬品等の౯᱁は、災害発生┤前における㈍

౯᱁とする。 

２ 乙が、甲に⣡入するために要した㍺㏦経費は、原則として乙の負担とする。 

㸱 乙は、甲の要請によりᛂᛴ医薬品等を⣡入したときは、➨１項の㈍౯᱁によるᛂᛴ医薬品

等の代㔠を請ồするものとする。 

（ᨭᡶ） 

第㸴条 甲は、乙からᛂᛴ医薬品等の⣡品後、前条の費用の請ồがあったときは、そのෆᐜを☜

認のୖ、㏿ࡸかにᨭᡶうものとする。 

（ᚑ事者のᦆ害⿵償） 

第㸵条 甲は、乙が甲の要請に基づࡃᛂᛴ医薬品等を㍺㏦中に、死亡し、負傷し、ⱝしࡃは疾病

にかかり、又は㞀害の≧ែとなったときは、医療救護活動に係る費用弁償等に関するぬ書➨㸱

につ定する額を⿵償するものとする。 

（細目） 

第㸶条 この協定を実施するための必要な事項については別に定める。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に⩏が生ࡌたときは、甲乙協議のୖ決定する

ものとする。 

（有ຠᮇ㛫） 

第10条 この協定の有ຠᮇ㛫は、協定⥾⤖の日からᖹ成17年㸱月31日ࡲでとする。たࡔし、ᮇ㝈

‶の日の㸱か月前ࡲでに甲又は乙からなࢇらの⏦ฟがないときは、᭦に１年㛫ᘏ長するもの

とし、௨後このによる。 
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甲と乙とは、本協定書二通を作成し、双方記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

ᖹ成15年㸶月１日 

 

 

                  甲   中央区築地一丁目１番１号 

                                          中央区 

                                          中央区長 

 

乙   中央区日本ᶫஂᯇ⏫１番２号 

 一般社団法人 日本ᶫ薬師会 

会長 
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中央区（௨ୗࠕ甲ࠖという。）と一般社団法人日本ᶫ薬師会（௨ୗࠕ乙ࠖという。）とは、ᖹ

成15年㸶月１日けをもって⥾⤖した災害時におけるᛂᛴ医薬品等౪⤥協ຊに関する協定書（௨

ୗࠕ協定書ࠖという。）➨㸶条のつ定により災害時のᛂᛴ医薬品等౪⤥協ຊ実施細目について、

次のとおり協定する。 

（要請のᡭ⥆き） 

第㸯条 協定書➨㸲条に定める甲の要請は、ᛂᛴ医薬品等౪⤥要請書（別記➨１号ᵝᘧ）により

乙に対して行うものとする。たࡔし、ᩥ書をもって要請するいとࡲがないときは、ཱྀ㢌で要請

し、後日ᩥ書をもってฎ⌮することができる。 

（⣡入場所の指定） 

第㸰条 甲が⣡入場所を指定するときは、甲乙協議のうえ指定するものとする。 

（請ồ及びሗ࿌） 

第㸱条 乙は、協定書➨㸳条につ定するᛂᛴ医薬品等の代㔠の請ồ及び協定書➨７条につ定する

ᚑ事者のᦆ害⿵償について、ᛂᛴ医薬品等の౪⤥後㏿ࡸかに、次に定めるとこࢁにより甲に請

ồ及びሗ࿌するものとする。 

一 協定書➨㸳条に定める請ồは、ᛂᛴ医薬品等౪⤥に係る請ồ書（別記➨２号ᵝᘧ）に受ྲྀ

☜認印のあるᛂᛴ医薬品等౪⤥要請書（別記➨１号ᵝᘧ）をῧえて請ồするものとする。 

二 甲の要請に基づࡃᛂᛴ医薬品等を㍺㏦中に、死亡し、負傷し、ⱝしࡃは疾病にかかり又は

㞀害の≧ែとなったときは、事ᨾሗ࿌書（別記➨㸱号ᵝᘧ）に、事ᨾ傷病者ᴫ要（別記➨

㸲号ᵝᘧ）をῧえてሗ࿌するものとする。 

 

この細目協定をドするため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印のୖ、各⮬その１通を保有

するものとする。 

 

ᖹ成15年㸶月１日 

 

 

                  甲  中央区築地一丁目１番１号 

                                         中央区 

                                         中央区長 

 

乙  中央区日本ᶫஂᯇ⏫１番２号 

一般社団法人 日本ᶫ薬師会 

会長 
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甲と乙とは、本協定書二通を作成し、双方記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

ᖹ成15年㸶月１日 

 

 

                  甲   中央区築地一丁目１番１号 

                                          中央区 

                                          中央区長 

 

乙   中央区日本ᶫஂᯇ⏫１番２号 

 一般社団法人 日本ᶫ薬師会 

会長 

 

 

- 348 - 

144㸬⅏ᐖࡢᛂᛴ་⸆ရ➼౪⤥༠ຊᐇ⣽┠༠ᐃ㸦᪥ᮏᶫ⸆ᖌ㸧 

㸦ᮏᩥ212㡫㸧 
 

中央区（௨ୗࠕ甲ࠖという。）と一般社団法人日本ᶫ薬師会（௨ୗࠕ乙ࠖという。）とは、ᖹ

成15年㸶月１日けをもって⥾⤖した災害時におけるᛂᛴ医薬品等౪⤥協ຊに関する協定書（௨

ୗࠕ協定書ࠖという。）➨㸶条のつ定により災害時のᛂᛴ医薬品等౪⤥協ຊ実施細目について、

次のとおり協定する。 

（要請のᡭ⥆き） 

第㸯条 協定書➨㸲条に定める甲の要請は、ᛂᛴ医薬品等౪⤥要請書（別記➨１号ᵝᘧ）により

乙に対して行うものとする。たࡔし、ᩥ書をもって要請するいとࡲがないときは、ཱྀ㢌で要請

し、後日ᩥ書をもってฎ⌮することができる。 

（⣡入場所の指定） 

第㸰条 甲が⣡入場所を指定するときは、甲乙協議のうえ指定するものとする。 

（請ồ及びሗ࿌） 

第㸱条 乙は、協定書➨㸳条につ定するᛂᛴ医薬品等の代㔠の請ồ及び協定書➨７条につ定する

ᚑ事者のᦆ害⿵償について、ᛂᛴ医薬品等の౪⤥後㏿ࡸかに、次に定めるとこࢁにより甲に請

ồ及びሗ࿌するものとする。 

一 協定書➨㸳条に定める請ồは、ᛂᛴ医薬品等౪⤥に係る請ồ書（別記➨２号ᵝᘧ）に受ྲྀ

☜認印のあるᛂᛴ医薬品等౪⤥要請書（別記➨１号ᵝᘧ）をῧえて請ồするものとする。 

二 甲の要請に基づࡃᛂᛴ医薬品等を㍺㏦中に、死亡し、負傷し、ⱝしࡃは疾病にかかり又は

㞀害の≧ែとなったときは、事ᨾሗ࿌書（別記➨㸱号ᵝᘧ）に、事ᨾ傷病者ᴫ要（別記➨

㸲号ᵝᘧ）をῧえてሗ࿌するものとする。 

 

この細目協定をドするため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印のୖ、各⮬その１通を保有

するものとする。 

 

ᖹ成15年㸶月１日 

 

 

                  甲  中央区築地一丁目１番１号 

                                         中央区 

                                         中央区長 

 

乙  中央区日本ᶫஂᯇ⏫１番２号 

一般社団法人 日本ᶫ薬師会 

会長 
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中央区をࠕ甲ࠖとし、公益社団法人東京都ᰂ㐨ᩚ師会༓代⏣・中央ᨭ㒊をࠕ乙ࠖとし、甲乙

㛫において次のとおり協定を⥾⤖する。 

（⥲則） 

第㸯条 この協定は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協ຊに関

し、必要な事項を定める。 

（要請） 

第㸰条 甲は、災害が発生し、ᛂᛴ救護活動を実施する必要が生ࡌた場合は、乙に対して、ᛂᛴ

救護活動を要請するものとする。 

２ 甲は、乙に協ຊを要請するときは、ᛂᛴ救護活動を実施する日時及び場所等の必要な事項を

指♧するものとする。 

（協ຊ） 

第㸱条 乙の行う協ຊは、甲が避難所又は災害⌧場等に設置する救護所（௨ୗࠕ救護所 とࠖいう。）

において、ᰂ㐨ᩚ師法（昭和45年法ᚊ➨19号）につ定するᴗົの⠊ᅖෆでのᛂᛴ救護活動と

する。 

２ 乙が救護所において行うᛂᛴ救護活動は、甲、社団法人中央区医師会及び社団法人日本ᶫ医

師会が編成する医療救護班にᒓすることとし、当該班の医師の指♧のもとに行うものとする。 

（療㣴費） 

第㸲条 救護所における療㣴費は、無料とする。 

（費用弁償） 

第㸳条 甲は、乙が携ᖏした⾨生ᮦ料等を使用した場合は、その実費を弁償するものとする。 

（ሗ࿌） 

第㸴条 乙は、ᛂᛴ救護活動がしたときは、┤ࡕに甲にሗ࿌するものとする。 

（災害⿵償） 

第㸵条 甲は、乙が甲の要請に基づࡃᛂᛴ救護活動にᚑ事したことにより死亡し、負傷し、ⱝし

は疾病にかかり、又は㞀害の≧ែとなったときは、災害に㝿しᛂᛴᥐ置のᴗົ等にᚑ事したࡃ

者に係るᦆ害⿵償に関する条（昭和38年㸱月中央区条➨15号）に基づき、こࢀを⿵償する

ものとする。 

（㜵災訓練の参加） 

第㸶条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する㜵災訓練に協ຊするものとする。 

（ᛂᛴ救護ィ⏬の⟇定） 

第９条 乙は、本協定で定めるᛂᛴ救護活動を実施するため、災害ᛂᛴ救護ィ⏬を⟇定し、こࢀ

を甲にᥦฟするものとする。 

（細目） 

第10条  この協定を実施するための必要な事項については別に定める。 

（協議） 

第11条 この協定の定めのない事項及びこの協定に⩏が生ࡌたときは、甲乙協議のୖ決定する

ものとする。 

- 350 - 

（有ຠᮇ㛫） 

第12条 この協定の有ຠᮇ㛫は、協定⥾⤖日からᖹ成17年㸱月31日ࡲでとする。たࡔし、ᮇ㝈‶

の日の㸱か月前ࡲでに甲又は乙からなࢇらの⏦ฟがないときは、᭦に１年㛫ᘏ長するものと

し、௨後このによる。 

 

甲と乙とは、本協定書二通を作成し、双方記名押印のうえ各一通を保有するものとする。 

 

ᖹ成15年㸶月１日 

 

 

                  甲  中央区築地一丁目１番１号 

                                         中央区 

                                         中央区長 

 

                  乙  中央区日本ᶫᶓᒣ⏫㸳番㸶号 

                                         公益社団法人東京都ᰂ㐨ᩚ師会 

                                         ༓代⏣・中央ᨭ㒊 

   ᨭ㒊長 
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中央区をࠕ甲ࠖとし、公益社団法人東京都ᰂ㐨ᩚ師会༓代⏣・中央ᨭ㒊をࠕ乙ࠖとし、甲乙

㛫において次のとおり協定を⥾⤖する。 

（⥲則） 

第㸯条 この協定は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協ຊに関

し、必要な事項を定める。 

（要請） 

第㸰条 甲は、災害が発生し、ᛂᛴ救護活動を実施する必要が生ࡌた場合は、乙に対して、ᛂᛴ

救護活動を要請するものとする。 

２ 甲は、乙に協ຊを要請するときは、ᛂᛴ救護活動を実施する日時及び場所等の必要な事項を

指♧するものとする。 

（協ຊ） 

第㸱条 乙の行う協ຊは、甲が避難所又は災害⌧場等に設置する救護所（௨ୗࠕ救護所 とࠖいう。）

において、ᰂ㐨ᩚ師法（昭和45年法ᚊ➨19号）につ定するᴗົの⠊ᅖෆでのᛂᛴ救護活動と

する。 

２ 乙が救護所において行うᛂᛴ救護活動は、甲、社団法人中央区医師会及び社団法人日本ᶫ医

師会が編成する医療救護班にᒓすることとし、当該班の医師の指♧のもとに行うものとする。 

（療㣴費） 

第㸲条 救護所における療㣴費は、無料とする。 

（費用弁償） 

第㸳条 甲は、乙が携ᖏした⾨生ᮦ料等を使用した場合は、その実費を弁償するものとする。 

（ሗ࿌） 

第㸴条 乙は、ᛂᛴ救護活動がしたときは、┤ࡕに甲にሗ࿌するものとする。 

（災害⿵償） 

第㸵条 甲は、乙が甲の要請に基づࡃᛂᛴ救護活動にᚑ事したことにより死亡し、負傷し、ⱝし

は疾病にかかり、又は㞀害の≧ែとなったときは、災害に㝿しᛂᛴᥐ置のᴗົ等にᚑ事したࡃ

者に係るᦆ害⿵償に関する条（昭和38年㸱月中央区条➨15号）に基づき、こࢀを⿵償する

ものとする。 

（㜵災訓練の参加） 

第㸶条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する㜵災訓練に協ຊするものとする。 

（ᛂᛴ救護ィ⏬の⟇定） 

第９条 乙は、本協定で定めるᛂᛴ救護活動を実施するため、災害ᛂᛴ救護ィ⏬を⟇定し、こࢀ

を甲にᥦฟするものとする。 

（細目） 

第10条  この協定を実施するための必要な事項については別に定める。 

（協議） 

第11条 この協定の定めのない事項及びこの協定に⩏が生ࡌたときは、甲乙協議のୖ決定する

ものとする。 
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（有ຠᮇ㛫） 

第12条 この協定の有ຠᮇ㛫は、協定⥾⤖日からᖹ成17年㸱月31日ࡲでとする。たࡔし、ᮇ㝈‶

の日の㸱か月前ࡲでに甲又は乙からなࢇらの⏦ฟがないときは、᭦に１年㛫ᘏ長するものと

し、௨後このによる。 

 

甲と乙とは、本協定書二通を作成し、双方記名押印のうえ各一通を保有するものとする。 

 

ᖹ成15年㸶月１日 

 

 

                  甲  中央区築地一丁目１番１号 

                                         中央区 

                                         中央区長 

 

                  乙  中央区日本ᶫᶓᒣ⏫㸳番㸶号 

                                         公益社団法人東京都ᰂ㐨ᩚ師会 

                                         ༓代⏣・中央ᨭ㒊 

   ᨭ㒊長 
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中央区（௨ୗࠕ甲 とࠖいう。）と公益社団法人東京都ᰂ㐨ᩚ師会༓代⏣・中央ᨭ㒊（௨ୗࠕ乙ࠖ

という。）とは、ᖹ成15年㸶月１日けで⥾⤖した災害時におけるᛂᛴ救護活動に関する協定書

（௨ୗࠕ協定書ࠖという。）➨10条のつ定により災害時のᛂᛴ救護活動実施細目について、次の

とおり協定する。 

（要請のᡭ⥆き） 

第㸯条 協定書➨２条に定める甲の要請は、ᛂᛴ救護活動要請書（別記➨１号ᵝᘧ）により乙に

対して行うものとする。たࡔし、ᩥ書をもって要請するいとࡲがないときは、ཱྀ㢌で要請し、

後日ᩥ書をもってฎ⌮することができる。 

（ሗ࿌） 

第㸰条 協定書➨６条に定めるሗ࿌は、ᛂᛴ救護活動ሗ࿌・ᚑ事者名⡙（別記➨２号ᵝᘧ）によ

り行うものとする。 

（費用弁償等の請ồ・ሗ࿌） 

第㸱条 乙は、協定書➨㸳条につ定する費用弁償及び協定書➨７条につ定する災害⿵償について、

ᛂᛴ救護活動⤊後㏿ࡸかに、次に定めるとこࢁにより甲に請ồ及びሗ࿌するものとする。 

一 乙が携ᖏした⾨生ᮦ料等を使用した場合の実費弁償は、費用弁償等請ồ書（別記➨㸱号ᵝ

ᘧ）により請ồするものとする。 

二 甲の要請に基づࡃᛂᛴ救護活動にᚑ事した者が死亡し、負傷し、ⱝしࡃは疾病にかかり又

は㞀害の≧ែとなったときは、事ᨾሗ࿌書（別記➨㸲号ᵝᘧ）に、事ᨾ傷病者ᴫ要（別記

➨㸳号ᵝᘧ）をῧえてሗ࿌するものとする。 

 

この細目協定をドするため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印のୖ、各⮬その１通を保有

するものとする。 

 

ᖹ成15年㸶月１日 

 

 

                  甲  中央区築地一丁目１番１号 

                                         中央区 

                                         中央区長 

 

                  乙  中央区日本ᶫᶓᒣ⏫㸳番㸶号 

                                         公益社団法人東京都ᰂ㐨ᩚ師会 

                                         ༓代⏣・中央ᨭ㒊 

   ᨭ㒊長 
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 中央区をࠕ甲ࠖとし、ᅜ❧◊✲㛤発法人 ᅜ❧が࣮ࢱࣥࢭ✲◊ࢇ中央病㝔をࠕ乙ࠖとし、甲乙

㛫において次のとおり協定を⥾⤖する。 
（⥲則） 
第㸯条 この協定は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協ຊに関

し、必要な事項を定めるものとする。 
２ 乙は、がࢇ医療のᑓ㛛医療機関として災害発生時には中央区の地ᇦに␃ࡲらࡎᗈᇦⓗなᙺ

を担っていることに㚷ࡳ、当該ᙺにᨭ㞀のない⠊ᅖෆで甲が行う医療救護活動に協ຊするも

のとする。 
（救護所の設置） 
第㸰条 甲は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき医療救護活動を実施する必要が生ࡌた場合には、乙

に対し、乙のᩜ地ෆに救護所の設置を要請することができるものとする。 
２ 乙は、前項のつ定による要請を受けた場合は、┤ࡕに救護所を設置し、乙所ᒓの医師、┳護

師、その⿵助事ົဨ等の医療ᚑ事者（௨ୗࠕ医療ᚑ事者ࠖという。）を医療救護活動にᚑ事

 。せ、救護所を運営するものとするࡉ
㸱 乙は、災害≧ἣにより⥭ᛴを要するとุ᩿し、➨１項のつ定による甲からの要請をᚅたࡎに

救護所を設置した場合には、┤ࡕに甲にሗ࿌するものとする。この場合においては、➨１項に

つ定する甲の要請があったものとࡳなす。 
㸲 乙は、医療救護活動において乙所ᒓの医療ᚑ事者が㊊する場合は、甲に対し㊊する医療

ᚑ事者の派遣を要請することができる。 
（医療救護所におけるᴗົ） 
第㸱条 救護所において医療ᚑ事者がᚑ事する医療救護活動のᴗົは、次のとおりとする。 
 (1) 傷病者に対するᛂᛴฎ置 

 (2) 後方医療施設の㌿㏦の要ྰ及び㌿㏦㡰の決定 

 (3) ㌿㏦ᅔ難な患者及び避難所等における㍍᫆な患者に対する医療 

 (4) 死亡の☜認 
（救護所のഛ医薬品等） 
第㸲条 乙は、乙が設置する救護所で使用するഛ医薬品等（௨ୗࠕഛ医薬品等ࠖという。）

をᐜするࢫ࣮࣌ࢫを、乙のᩜ地ෆに☜保する。 
２ ഛ医薬品等の品目及びᩘ㔞は甲乙協議のୖで決定するものとし、ഛ医薬品等のㄪ㐩及び

᭦᪂は原則として甲が行う。 
㸱 乙は、医療救護活動中にഛ医薬品等が㊊する場合には、甲に対し㊊する医薬品等の౪

⤥を要請することができる。 
㸲 乙が設置する救護所において必要とする⤥㣗及び⤥Ỉは、原則として甲が行う。 
（乙が設置する救護所௨እでの医療救護活動） 
第㸳条 乙は、乙所ᒓの医療ᚑ事者において乙が設置する救護所での医療救護活動のᚑ事者ᩘに

వ⿱がある場合は、┤ࡕに甲に連絡するものとする。 
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中央区（௨ୗࠕ甲 とࠖいう。）と公益社団法人東京都ᰂ㐨ᩚ師会༓代⏣・中央ᨭ㒊（௨ୗࠕ乙ࠖ

という。）とは、ᖹ成15年㸶月１日けで⥾⤖した災害時におけるᛂᛴ救護活動に関する協定書

（௨ୗࠕ協定書ࠖという。）➨10条のつ定により災害時のᛂᛴ救護活動実施細目について、次の

とおり協定する。 

（要請のᡭ⥆き） 

第㸯条 協定書➨２条に定める甲の要請は、ᛂᛴ救護活動要請書（別記➨１号ᵝᘧ）により乙に

対して行うものとする。たࡔし、ᩥ書をもって要請するいとࡲがないときは、ཱྀ㢌で要請し、

後日ᩥ書をもってฎ⌮することができる。 

（ሗ࿌） 

第㸰条 協定書➨６条に定めるሗ࿌は、ᛂᛴ救護活動ሗ࿌・ᚑ事者名⡙（別記➨２号ᵝᘧ）によ

り行うものとする。 

（費用弁償等の請ồ・ሗ࿌） 

第㸱条 乙は、協定書➨㸳条につ定する費用弁償及び協定書➨７条につ定する災害⿵償について、

ᛂᛴ救護活動⤊後㏿ࡸかに、次に定めるとこࢁにより甲に請ồ及びሗ࿌するものとする。 

一 乙が携ᖏした⾨生ᮦ料等を使用した場合の実費弁償は、費用弁償等請ồ書（別記➨㸱号ᵝ

ᘧ）により請ồするものとする。 

二 甲の要請に基づࡃᛂᛴ救護活動にᚑ事した者が死亡し、負傷し、ⱝしࡃは疾病にかかり又

は㞀害の≧ែとなったときは、事ᨾሗ࿌書（別記➨㸲号ᵝᘧ）に、事ᨾ傷病者ᴫ要（別記

➨㸳号ᵝᘧ）をῧえてሗ࿌するものとする。 

 

この細目協定をドするため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印のୖ、各⮬その１通を保有

するものとする。 

 

ᖹ成15年㸶月１日 

 

 

                  甲  中央区築地一丁目１番１号 

                                         中央区 

                                         中央区長 

 

                  乙  中央区日本ᶫᶓᒣ⏫㸳番㸶号 

                                         公益社団法人東京都ᰂ㐨ᩚ師会 

                                         ༓代⏣・中央ᨭ㒊 

   ᨭ㒊長 
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㸦ᮏᩥ204㡫㸧 
 
 中央区をࠕ甲ࠖとし、ᅜ❧◊✲㛤発法人 ᅜ❧が࣮ࢱࣥࢭ✲◊ࢇ中央病㝔をࠕ乙ࠖとし、甲乙

㛫において次のとおり協定を⥾⤖する。 
（⥲則） 

第㸯条 この協定は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協ຊに関

し、必要な事項を定めるものとする。 
２ 乙は、がࢇ医療のᑓ㛛医療機関として災害発生時には中央区の地ᇦに␃ࡲらࡎᗈᇦⓗなᙺ

を担っていることに㚷ࡳ、当該ᙺにᨭ㞀のない⠊ᅖෆで甲が行う医療救護活動に協ຊするも

のとする。 
（救護所の設置） 
第㸰条 甲は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき医療救護活動を実施する必要が生ࡌた場合には、乙

に対し、乙のᩜ地ෆに救護所の設置を要請することができるものとする。 
２ 乙は、前項のつ定による要請を受けた場合は、┤ࡕに救護所を設置し、乙所ᒓの医師、┳護

師、その⿵助事ົဨ等の医療ᚑ事者（௨ୗࠕ医療ᚑ事者ࠖという。）を医療救護活動にᚑ事

 。せ、救護所を運営するものとするࡉ
㸱 乙は、災害≧ἣにより⥭ᛴを要するとุ᩿し、➨１項のつ定による甲からの要請をᚅたࡎに

救護所を設置した場合には、┤ࡕに甲にሗ࿌するものとする。この場合においては、➨１項に

つ定する甲の要請があったものとࡳなす。 
㸲 乙は、医療救護活動において乙所ᒓの医療ᚑ事者が㊊する場合は、甲に対し㊊する医療

ᚑ事者の派遣を要請することができる。 
（医療救護所におけるᴗົ） 

第㸱条 救護所において医療ᚑ事者がᚑ事する医療救護活動のᴗົは、次のとおりとする。 
 (1) 傷病者に対するᛂᛴฎ置 

 (2) 後方医療施設の㌿㏦の要ྰ及び㌿㏦㡰の決定 

 (3) ㌿㏦ᅔ難な患者及び避難所等における㍍᫆な患者に対する医療 

 (4) 死亡の☜認 
（救護所のഛ医薬品等） 
第㸲条 乙は、乙が設置する救護所で使用するഛ医薬品等（௨ୗࠕഛ医薬品等ࠖという。）

をᐜするࢫ࣮࣌ࢫを、乙のᩜ地ෆに☜保する。 
２ ഛ医薬品等の品目及びᩘ㔞は甲乙協議のୖで決定するものとし、ഛ医薬品等のㄪ㐩及び

᭦᪂は原則として甲が行う。 
㸱 乙は、医療救護活動中にഛ医薬品等が㊊する場合には、甲に対し㊊する医薬品等の౪

⤥を要請することができる。 
㸲 乙が設置する救護所において必要とする⤥㣗及び⤥Ỉは、原則として甲が行う。 
（乙が設置する救護所௨እでの医療救護活動） 
第㸳条 乙は、乙所ᒓの医療ᚑ事者において乙が設置する救護所での医療救護活動のᚑ事者ᩘに

వ⿱がある場合は、┤ࡕに甲に連絡するものとする。 
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２ 甲は、乙から前項のつ定による連絡を受けた場合は、乙所ᒓの医療ᚑ事者を甲が避難所又は

後方医療施設等に設置する救護所に派遣するよう要請することができる。 
㸱 前項のつ定による要請にᛂࡌて派遣ࢀࡉた乙所ᒓの医療ᚑ事者は、甲が指定する者の指

௧ୗにおいて医療救護活動にᚑ事する。 
（医療費） 
第㸴条 乙が設置する救護所における傷病者の医療費は無料とする。 
（合同訓練） 
第㸵条 乙は、甲から要請があった場合は、乙所ᒓの医療ᚑ事者を甲が実施する合同訓練に参加

 。せるようດめるものとするࡉ
（費用弁償等） 
第㸶条 甲の要請に基づき、乙所ᒓの医療ᚑ事者が医療救護活動等にᚑ事した場合に要する次の

経費は、甲が負担するものとする。 
 (1) 乙が設置する救護所の設置及び運営に要する経費 

 (2) 乙所ᒓの医療ᚑ事者の派遣に要する経費 

 (3) 乙が設置する救護所において、乙が所有する医薬品等を使用した場合の経費 

 (4) 乙所ᒓの医療ᚑ事者が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の

扶助費 
 (5) 合同訓練時における医療救護活動に係る前各号の経費 
２ 前項につ定する経費の額については、甲乙協議のୖ、別に定めるものとする。 
㸱 救護所における医療救護活動により生ࡌた施設及び設ഛのᦆ傷については、甲が負担する。 
（細目） 

第９条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。 
（協議） 

第 10条 前各条に定めのない事項については、甲乙協議のୖ、決定する。 
 
 この協定の⥾⤖のドとして、本書二通を作成し、甲乙記名押印のୖ、各⮬一通を保有する。 
 
  ᖹ成 27年 10月１日 
 
 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 
                       中央区 
                       代表者 中央区長 

 
                     乙 東京都中央区築地丁目１番１号 
                       ᅜ❧◊✲㛤発法人 ᅜ❧が࣮ࢱࣥࢭ✲◊ࢇ中央病㝔 
                       代表者 中央病㝔長 
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中央区（௨ୗࠕ甲ࠖという。）及びᏛᰯ法人⪷㊰加ᅜ㝿Ꮫ（௨ୗࠕ乙ࠖという。）は、災害時

における⥭ᛴ医療救護所の設置等に関し、次のとおり協定（௨ୗࠕ本協定ࠖという。）を⥾⤖す

る。 
（目ⓗ） 
第㸯条 本協定は、乙が東京都災害ᣐⅬ病㝔設置運営要⥘（昭和６１年１月１７日６㸮⾨医対➨

㸶１㸳号）に基づࡃ災害ᣐⅬ病㝔として医療救護活動を実施する㝿、甲及び乙が⟶⌮する施設

及び用地（௨ୗࠕ施設等ࠖという。）を用して、甲による⥭ᛴ医療救護所の設置及び運営を

☜保することを目ⓗとする。 
（⥭ᛴ医療救護所） 
第㸰条 本協定においてࠕ⥭ᛴ医療救護所ࠖとは、災害時における乙の災害ᣐⅬ病㝔としての機

⬟を⥔ᣢするため、傷病者に対するࣜࢺア࣮ࢪ、㍍者に対する療等を実施する場所をいう。 
（対㇟施設等） 
第㸱条 本協定における施設等は、次のとおりとする。 
（１）甲が⟶⌮する施設等  

  名 ⛠ 中央区保所 
  所ᅾ地 東京都中央区᫂▼⏫１２㸫１ 

（２）乙が⟶⌮する施設等 
  名 ⛠ ⪷㊰加ᅜ㝿病㝔 
  所ᅾ地 東京都中央区᫂▼⏫㸷㸫１ 

（⥭ᛴ医療救護所の設置） 
第㸲条 甲は、災害時において、必要があると認めるときは、⥭ᛴ医療救護所を設置するものと

する。 
２ 甲は、乙に対し、前条➨２号につ定する施設等の使用について、協ຊの要請をすることがで

きる。 
㸱 乙は、⥭ᛴに対ᛂすることが必要であると認めるときは、⮬ら⥭ᛴ医療救護所を設置するこ

とができる。この場合において、乙は㏿ࡸかにその᪨を甲にሗ࿌するものとする。 
（運営యไ及び連絡యไ� 
第㸳条 甲は、乙と協議のୖ、あらかࡌめ⥭ᛴ医療救護所における運営方法を定め、協ຊయไを

᫂らかにするものとする。 
２ 甲及び乙は、⥭ᛴ医療救護所の㛤設及び運営を㐺ṇかつ円滑に実施するため、┦の⥭ᛴ時

の連絡ඛを定めるか、ᖹ時から⥭ᛴ医療救護所の運営等に関するሗを行うものとする。 
㸱 甲及び乙は、前２項のつ定により定めた運営方法又は⥭ᛴ時の連絡ඛにኚ᭦が生ࡌたときは、

 。かにその᪨をሗ࿌し、協議するものとするࡸ㏿
（災害発生時の対ᛂ） 
第㸴条 乙は、➨㸲条➨２項の要請に基づき、㏿ࡸかに⥭ᛴ医療救護所としての 
機⬟をᯝたせるよう施設等の㛤㘄等の必要なᥐ置をㅮࡌたୖ、甲に対し施設等 
をᥦ౪し、医師等を派遣するものとする。 
（㛤設ᮇ㛫） 
第㸵条 ⥭ᛴ医療救護所の㛤設ᮇ㛫は、災害発生後７２時㛫ࡲでとする。たࡔし、甲乙の協議の

ୖ、必要にᛂࡌてそのᮇ㛫をኚ᭦することができる。 
（医療用㈨ჾᮦ等） 
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２ 甲は、乙から前項のつ定による連絡を受けた場合は、乙所ᒓの医療ᚑ事者を甲が避難所又は

後方医療施設等に設置する救護所に派遣するよう要請することができる。 
㸱 前項のつ定による要請にᛂࡌて派遣ࢀࡉた乙所ᒓの医療ᚑ事者は、甲が指定する者の指

௧ୗにおいて医療救護活動にᚑ事する。 
（医療費） 
第㸴条 乙が設置する救護所における傷病者の医療費は無料とする。 
（合同訓練） 
第㸵条 乙は、甲から要請があった場合は、乙所ᒓの医療ᚑ事者を甲が実施する合同訓練に参加

 。せるようດめるものとするࡉ
（費用弁償等） 
第㸶条 甲の要請に基づき、乙所ᒓの医療ᚑ事者が医療救護活動等にᚑ事した場合に要する次の

経費は、甲が負担するものとする。 
 (1) 乙が設置する救護所の設置及び運営に要する経費 

 (2) 乙所ᒓの医療ᚑ事者の派遣に要する経費 

 (3) 乙が設置する救護所において、乙が所有する医薬品等を使用した場合の経費 

 (4) 乙所ᒓの医療ᚑ事者が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の

扶助費 
 (5) 合同訓練時における医療救護活動に係る前各号の経費 
２ 前項につ定する経費の額については、甲乙協議のୖ、別に定めるものとする。 
㸱 救護所における医療救護活動により生ࡌた施設及び設ഛのᦆ傷については、甲が負担する。 
（細目） 
第９条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。 
（協議） 
第 10条 前各条に定めのない事項については、甲乙協議のୖ、決定する。 
 
 この協定の⥾⤖のドとして、本書二通を作成し、甲乙記名押印のୖ、各⮬一通を保有する。 
 
  ᖹ成 27年 10月１日 
 
 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 
                       中央区 
                       代表者 中央区長 

 
                     乙 東京都中央区築地丁目１番１号 
                       ᅜ❧◊✲㛤発法人 ᅜ❧が࣮ࢱࣥࢭ✲◊ࢇ中央病㝔 
                       代表者 中央病㝔長 
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中央区（௨ୗࠕ甲ࠖという。）及びᏛᰯ法人⪷㊰加ᅜ㝿Ꮫ（௨ୗࠕ乙ࠖという。）は、災害時

における⥭ᛴ医療救護所の設置等に関し、次のとおり協定（௨ୗࠕ本協定ࠖという。）を⥾⤖す

る。 
（目ⓗ） 
第㸯条 本協定は、乙が東京都災害ᣐⅬ病㝔設置運営要⥘（昭和６１年１月１７日６㸮⾨医対➨

㸶１㸳号）に基づࡃ災害ᣐⅬ病㝔として医療救護活動を実施する㝿、甲及び乙が⟶⌮する施設

及び用地（௨ୗࠕ施設等ࠖという。）を用して、甲による⥭ᛴ医療救護所の設置及び運営を

☜保することを目ⓗとする。 
（⥭ᛴ医療救護所） 
第㸰条 本協定においてࠕ⥭ᛴ医療救護所ࠖとは、災害時における乙の災害ᣐⅬ病㝔としての機

⬟を⥔ᣢするため、傷病者に対するࣜࢺア࣮ࢪ、㍍者に対する療等を実施する場所をいう。 
（対㇟施設等） 
第㸱条 本協定における施設等は、次のとおりとする。 
（１）甲が⟶⌮する施設等  

  名 ⛠ 中央区保所 
  所ᅾ地 東京都中央区᫂▼⏫１２㸫１ 

（２）乙が⟶⌮する施設等 
  名 ⛠ ⪷㊰加ᅜ㝿病㝔 
  所ᅾ地 東京都中央区᫂▼⏫㸷㸫１ 

（⥭ᛴ医療救護所の設置） 
第㸲条 甲は、災害時において、必要があると認めるときは、⥭ᛴ医療救護所を設置するものと

する。 
２ 甲は、乙に対し、前条➨２号につ定する施設等の使用について、協ຊの要請をすることがで

きる。 
㸱 乙は、⥭ᛴに対ᛂすることが必要であると認めるときは、⮬ら⥭ᛴ医療救護所を設置するこ

とができる。この場合において、乙は㏿ࡸかにその᪨を甲にሗ࿌するものとする。 
（運営యไ及び連絡యไ� 
第㸳条 甲は、乙と協議のୖ、あらかࡌめ⥭ᛴ医療救護所における運営方法を定め、協ຊయไを

᫂らかにするものとする。 
２ 甲及び乙は、⥭ᛴ医療救護所の㛤設及び運営を㐺ṇかつ円滑に実施するため、┦の⥭ᛴ時

の連絡ඛを定めるか、ᖹ時から⥭ᛴ医療救護所の運営等に関するሗを行うものとする。 
㸱 甲及び乙は、前２項のつ定により定めた運営方法又は⥭ᛴ時の連絡ඛにኚ᭦が生ࡌたときは、

 。かにその᪨をሗ࿌し、協議するものとするࡸ㏿
（災害発生時の対ᛂ） 
第㸴条 乙は、➨㸲条➨２項の要請に基づき、㏿ࡸかに⥭ᛴ医療救護所としての 
機⬟をᯝたせるよう施設等の㛤㘄等の必要なᥐ置をㅮࡌたୖ、甲に対し施設等 
をᥦ౪し、医師等を派遣するものとする。 

（㛤設ᮇ㛫） 
第㸵条 ⥭ᛴ医療救護所の㛤設ᮇ㛫は、災害発生後７２時㛫ࡲでとする。たࡔし、甲乙の協議の

ୖ、必要にᛂࡌてそのᮇ㛫をኚ᭦することができる。 
（医療用㈨ჾᮦ等） 



- 355 - 

第㸶条 乙は甲からのጤクを受け、ᖹ時から⥭ᛴ医療救護所で使用する医療用㈨ჾᮦをㄪ㐩し、

ഛᗜ等により㐺ษに保⟶及び⟶⌮を行うものとする。 
２ 甲は、⥭ᛴ医療救護所の設置及び運営に必要な医療用㈨ჾᮦ及び医薬品（௨ୗࠕ医療用㈨ჾ

ᮦ等ࠖという。）について、⥭ᛴかつṆࡴをᚓない場合は、必要な⠊ᅖෆで乙が所有する医療

用㈨ჾᮦ等を使用することができる。 
（合同訓練） 
第９条 甲は⥭ᛴ医療救護所の設置及び運営に係る訓練を実施するものとし、乙はこࢀに協ຊす

るものとする。 
（費用弁償等） 
第10条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実施した場合における次にᥖࡆる経費は、甲 

が負担する。 

（１） 医師等の派遣に要する経費 
（２） 医療用㈨ჾᮦのㄪ㐩、保⟶及び⟶⌮に要する経費 
（㸱） 医療用㈨ჾᮦ等の使用に要する経費 
（㸲） 医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費 

 （㸳） 合同訓練時における医療救護活動の前各号に係る経費 
２ 前項につ定する費用弁償等の額については、甲乙の協議のୖ、別に定めるものとする。 
（協議） 
第11条 本協定の各条項について⩏が生ࡌたとき、又は本協定に定めのない事項については、 

甲乙協議のୖ、こࢀを定めるものとする。 

（有ຠᮇ㛫） 
第12条 本協定の有ຠᮇ㛫は、本協定の⥾⤖の日から௧和㸱年㸱月31日ࡲでとする。たࡔし、 

ᮇ㛫‶の日から㸱か月前ࡲでに甲又は乙のいࢀࡎからも本協定の⤊のពᛮ表♧がないと

きは、ᮇ㛫‶の日の⩣日から１年㛫ᘏ長するものとし、௨後このによるものとする。 
 
本協定の⥾⤖のドとして、本協定書２通を作成し、甲乙の記名押印のୖ、各１通を保有するも

のとする。 
 
௧和２年 12月 15日 

 
 

甲   東京都中央区築地一丁目１番１号 
中央区 
中央区長 

 
乙   東京都中央区᫂▼⏫ 10番１号 

Ꮫᰯ法人⪷㊰加ᅜ㝿Ꮫ 
⌮事長 
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中央区（௨ୗࠕ甲ࠖという。）とᰴᘧ会社ࣥࢣࢬࢫ（௨ୗࠕ乙ࠖという。）との㛫において、次

のとおり協定を⥾⤖する。 

（㊃᪨） 

第㸯条 この協定は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき、甲が行う災害時における医薬品等のㄪ㐩ᴗ

ົに対する乙の協ຊに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請） 

第㸰条 甲は、災害時における医薬品等の☜保を図るため、医薬品等をㄪ㐩する必要が生ࡌたと

きは、乙に対し、協ຊを要請するものとする。 

２ 前項のつ定による要請は、㟁ヰ等によることができるものとする。 

（要請事項のᥐ置等） 

第㸱条 乙は、前条➨１項のつ定により甲から要請を受けたときは、要請事項について㏿ࡸかに

ᥐ置するとともに、そのᥐ置≧ἣを甲に連絡するものとする。 

（医薬品等の⠊ᅖ） 

第㸲条 甲が౪⤥を要請する医薬品等の⠊ᅖは次のとおりとし、乙は、当該⠊ᅖෆにおいて౪⤥

ྍ⬟な品目及びᩘ㔞を౪⤥するものとする。 

（１）医薬品 

（２）⾨生ᮦ料 

（㸱）医療ჾල 

（㸲）前各号のか、甲が指定するもの 

（医薬品等のᦙ㏦等） 

第㸳条 医薬品等のᦙ㏦については、乙が行うものとする。たࡔし、必要にᛂࡌて、乙は、甲に

対してᦙ㏦の協ຊをồめることができる。 

２ 前項のつ定による医薬品等をᦙ㏦する場所（௨ୗࠕᦙ㏦場所ࠖという。）は、甲が指定する。 

㸱 ➨１項のつ定により乙が医薬品等をᦙ㏦場所にᦙ㏦したときは、甲は、医薬品等の品目及び

ᩘ㔞を☜認のୖ、こࢀを受㡿するものとする。 

（費用負担） 

第㸴条 この協定により乙が౪⤥した医薬品等の代㔠及びᦙ㏦等に係る費用は、甲が負担するも

のし、甲は請ồ書受⌮後、㐜なࡃそのᨭᡶいをするものとする。 

（医薬品等の౯᱁） 

第㸵条 前条のつ定により甲が負担する医薬品等の౯᱁は、災害発生時の┤前における㐺ṇな౯

᱁とする。 

（ጤ௵） 

第㸶条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定めるものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定のゎ㔘に⩏が生ࡌた場合については、甲乙協

議のୖ、決定するものとする。 

（有ຠᮇ㝈） 

第10条 この協定は、本協定の⥾⤖の日からそのຠຊを生ࡎるものとし、甲乙のいࢀࡎかのゎ⣙

の⏦ฟがない㝈り、そのຠຊは⥅⥆するものとする。 
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第㸶条 乙は甲からのጤクを受け、ᖹ時から⥭ᛴ医療救護所で使用する医療用㈨ჾᮦをㄪ㐩し、

ഛᗜ等により㐺ษに保⟶及び⟶⌮を行うものとする。 
２ 甲は、⥭ᛴ医療救護所の設置及び運営に必要な医療用㈨ჾᮦ及び医薬品（௨ୗࠕ医療用㈨ჾ

ᮦ等ࠖという。）について、⥭ᛴかつṆࡴをᚓない場合は、必要な⠊ᅖෆで乙が所有する医療

用㈨ჾᮦ等を使用することができる。 
（合同訓練） 
第９条 甲は⥭ᛴ医療救護所の設置及び運営に係る訓練を実施するものとし、乙はこࢀに協ຊす

るものとする。 
（費用弁償等） 
第10条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実施した場合における次にᥖࡆる経費は、甲 

が負担する。 

（１） 医師等の派遣に要する経費 
（２） 医療用㈨ჾᮦのㄪ㐩、保⟶及び⟶⌮に要する経費 
（㸱） 医療用㈨ჾᮦ等の使用に要する経費 
（㸲） 医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費 

 （㸳） 合同訓練時における医療救護活動の前各号に係る経費 
２ 前項につ定する費用弁償等の額については、甲乙の協議のୖ、別に定めるものとする。 
（協議） 
第11条 本協定の各条項について⩏が生ࡌたとき、又は本協定に定めのない事項については、 

甲乙協議のୖ、こࢀを定めるものとする。 

（有ຠᮇ㛫） 
第12条 本協定の有ຠᮇ㛫は、本協定の⥾⤖の日から௧和㸱年㸱月31日ࡲでとする。たࡔし、 

ᮇ㛫‶の日から㸱か月前ࡲでに甲又は乙のいࢀࡎからも本協定の⤊のពᛮ表♧がないと

きは、ᮇ㛫‶の日の⩣日から１年㛫ᘏ長するものとし、௨後このによるものとする。 
 
本協定の⥾⤖のドとして、本協定書２通を作成し、甲乙の記名押印のୖ、各１通を保有するも

のとする。 
 
௧和２年 12月 15日 

 
 

甲   東京都中央区築地一丁目１番１号 
中央区 
中央区長 

 
乙   東京都中央区᫂▼⏫ 10番１号 

Ꮫᰯ法人⪷㊰加ᅜ㝿Ꮫ 
⌮事長 
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中央区（௨ୗࠕ甲ࠖという。）とᰴᘧ会社ࣥࢣࢬࢫ（௨ୗࠕ乙ࠖという。）との㛫において、次

のとおり協定を⥾⤖する。 

（㊃᪨） 

第㸯条 この協定は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき、甲が行う災害時における医薬品等のㄪ㐩ᴗ

ົに対する乙の協ຊに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請） 

第㸰条 甲は、災害時における医薬品等の☜保を図るため、医薬品等をㄪ㐩する必要が生ࡌたと

きは、乙に対し、協ຊを要請するものとする。 

２ 前項のつ定による要請は、㟁ヰ等によることができるものとする。 

（要請事項のᥐ置等） 

第㸱条 乙は、前条➨１項のつ定により甲から要請を受けたときは、要請事項について㏿ࡸかに

ᥐ置するとともに、そのᥐ置≧ἣを甲に連絡するものとする。 

（医薬品等の⠊ᅖ） 

第㸲条 甲が౪⤥を要請する医薬品等の⠊ᅖは次のとおりとし、乙は、当該⠊ᅖෆにおいて౪⤥

ྍ⬟な品目及びᩘ㔞を౪⤥するものとする。 

（１）医薬品 

（２）⾨生ᮦ料 

（㸱）医療ჾල 

（㸲）前各号のか、甲が指定するもの 

（医薬品等のᦙ㏦等） 

第㸳条 医薬品等のᦙ㏦については、乙が行うものとする。たࡔし、必要にᛂࡌて、乙は、甲に

対してᦙ㏦の協ຊをồめることができる。 

２ 前項のつ定による医薬品等をᦙ㏦する場所（௨ୗࠕᦙ㏦場所ࠖという。）は、甲が指定する。 

㸱 ➨１項のつ定により乙が医薬品等をᦙ㏦場所にᦙ㏦したときは、甲は、医薬品等の品目及び

ᩘ㔞を☜認のୖ、こࢀを受㡿するものとする。 

（費用負担） 

第㸴条 この協定により乙が౪⤥した医薬品等の代㔠及びᦙ㏦等に係る費用は、甲が負担するも

のし、甲は請ồ書受⌮後、㐜なࡃそのᨭᡶいをするものとする。 

（医薬品等の౯᱁） 

第㸵条 前条のつ定により甲が負担する医薬品等の౯᱁は、災害発生時の┤前における㐺ṇな౯

᱁とする。 

（ጤ௵） 

第㸶条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定めるものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定のゎ㔘に⩏が生ࡌた場合については、甲乙協

議のୖ、決定するものとする。 

（有ຠᮇ㝈） 

第10条 この協定は、本協定の⥾⤖の日からそのຠຊを生ࡎるものとし、甲乙のいࢀࡎかのゎ⣙

の⏦ฟがない㝈り、そのຠຊは⥅⥆するものとする。 
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 この協定の⥾⤖をドするため本書２通を作成し、甲乙記名押印のୖ、各⮬１通を保有する。 

 

ᖹ成27年㸱月25日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

  中央区長 

 

乙  東京都༓代⏣区⚄⏣బஂ㛫Ἑᓊ59号地 

                 ᰴᘧ会社ࣥࢣࢬࢫ 中央ᨭᗑ 

                 ᨭᗑ長 
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中央区（௨ୗࠕ甲ࠖという。）とアࣝࢧࢵࣞࣇᰴᘧ会社（௨ୗࠕ乙ࠖという。）との㛫において、

次のとおり協定を⥾⤖する。 

（㊃᪨） 

第㸯条 この協定は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき、甲が行う災害時における医薬品等のㄪ㐩ᴗ

ົに対する乙の協ຊに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請） 

第㸰条 甲は、災害時における医薬品等の☜保を図るため、医薬品等をㄪ㐩する必要が生ࡌたと

きは、乙に対し、協ຊを要請するものとする。 

２ 前項のつ定による要請は、㟁ヰ等によることができるものとする。 

（要請事項のᥐ置等） 

第㸱条 乙は、前条➨１項のつ定により甲から要請を受けたときは、要請事項について㏿ࡸかに

ᥐ置するとともに、そのᥐ置≧ἣを甲に連絡するものとする。 

（医薬品等の⠊ᅖ） 

第㸲条 甲が౪⤥を要請する医薬品等の⠊ᅖは次のとおりとし、乙は、当該⠊ᅖෆにおいて౪⤥

ྍ⬟な品目及びᩘ㔞を౪⤥するものとする。 

（１）医薬品 

（２）⾨生ᮦ料 

（㸱）医療ჾල 

（㸲）前各号のか、甲が指定するもの 

（医薬品等のᦙ㏦等） 

第㸳条 医薬品等のᦙ㏦については、乙が行うものとする。たࡔし、必要にᛂࡌて、乙は、甲に

対してᦙ㏦の協ຊをồめることができる。 

２ 前項のつ定による医薬品等をᦙ㏦する場所（௨ୗࠕᦙ㏦場所ࠖという。）は、甲が指定する。 

㸱 ➨１項のつ定により乙が医薬品等をᦙ㏦場所にᦙ㏦したときは、甲は、医薬品等の品目及び

ᩘ㔞を☜認のୖ、こࢀを受㡿するものとする。 

（費用負担） 

第㸴条 この協定により乙が౪⤥した医薬品等の代㔠及びᦙ㏦等に係る費用は、甲が負担するも

のし、甲は請ồ書受⌮後、㐜なࡃそのᨭᡶいをするものとする。 

（医薬品等の౯᱁） 

第㸵条 前条のつ定により甲が負担する医薬品等の౯᱁は、災害発生時の┤前における㐺ṇな౯

᱁とする。 

（ጤ௵） 

第㸶条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定めるものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定のゎ㔘に⩏が生ࡌた場合については、甲乙協

議のୖ、決定するものとする。 

（有ຠᮇ㝈） 

第10条 この協定は、本協定の⥾⤖の日からそのຠຊを生ࡎるものとし、甲乙のいࢀࡎかのゎ⣙

の⏦ฟがない㝈り、そのຠຊは⥅⥆するものとする。 
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 この協定の⥾⤖をドするため本書２通を作成し、甲乙記名押印のୖ、各⮬１通を保有する。 

 

ᖹ成27年㸱月25日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

  中央区長 

 

乙  東京都༓代⏣区⚄⏣బஂ㛫Ἑᓊ59号地 

                 ᰴᘧ会社ࣥࢣࢬࢫ 中央ᨭᗑ 

                 ᨭᗑ長 
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中央区（௨ୗࠕ甲ࠖという。）とアࣝࢧࢵࣞࣇᰴᘧ会社（௨ୗࠕ乙ࠖという。）との㛫において、

次のとおり協定を⥾⤖する。 

（㊃᪨） 

第㸯条 この協定は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき、甲が行う災害時における医薬品等のㄪ㐩ᴗ

ົに対する乙の協ຊに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請） 

第㸰条 甲は、災害時における医薬品等の☜保を図るため、医薬品等をㄪ㐩する必要が生ࡌたと

きは、乙に対し、協ຊを要請するものとする。 

２ 前項のつ定による要請は、㟁ヰ等によることができるものとする。 

（要請事項のᥐ置等） 

第㸱条 乙は、前条➨１項のつ定により甲から要請を受けたときは、要請事項について㏿ࡸかに

ᥐ置するとともに、そのᥐ置≧ἣを甲に連絡するものとする。 

（医薬品等の⠊ᅖ） 

第㸲条 甲が౪⤥を要請する医薬品等の⠊ᅖは次のとおりとし、乙は、当該⠊ᅖෆにおいて౪⤥

ྍ⬟な品目及びᩘ㔞を౪⤥するものとする。 

（１）医薬品 

（２）⾨生ᮦ料 

（㸱）医療ჾල 

（㸲）前各号のか、甲が指定するもの 

（医薬品等のᦙ㏦等） 

第㸳条 医薬品等のᦙ㏦については、乙が行うものとする。たࡔし、必要にᛂࡌて、乙は、甲に

対してᦙ㏦の協ຊをồめることができる。 

２ 前項のつ定による医薬品等をᦙ㏦する場所（௨ୗࠕᦙ㏦場所ࠖという。）は、甲が指定する。 

㸱 ➨１項のつ定により乙が医薬品等をᦙ㏦場所にᦙ㏦したときは、甲は、医薬品等の品目及び

ᩘ㔞を☜認のୖ、こࢀを受㡿するものとする。 

（費用負担） 

第㸴条 この協定により乙が౪⤥した医薬品等の代㔠及びᦙ㏦等に係る費用は、甲が負担するも

のし、甲は請ồ書受⌮後、㐜なࡃそのᨭᡶいをするものとする。 

（医薬品等の౯᱁） 

第㸵条 前条のつ定により甲が負担する医薬品等の౯᱁は、災害発生時の┤前における㐺ṇな౯

᱁とする。 

（ጤ௵） 

第㸶条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定めるものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定のゎ㔘に⩏が生ࡌた場合については、甲乙協

議のୖ、決定するものとする。 

（有ຠᮇ㝈） 

第10条 この協定は、本協定の⥾⤖の日からそのຠຊを生ࡎるものとし、甲乙のいࢀࡎかのゎ⣙

の⏦ฟがない㝈り、そのຠຊは⥅⥆するものとする。 
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 この協定の⥾⤖をドするため本書２通を作成し、甲乙記名押印のୖ、各⮬１通を保有する。 

 

ᖹ成27年㸱月30日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

  中央区長 

 

乙  東京都༓代⏣区⚄⏣⨾ᅵ代⏫７番地 

                 アࣝࢧࢵࣞࣇᰴᘧ会社 

                 代表ྲྀ⥾ᙺ 
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中央区（௨ୗࠕ甲ࠖという。）と東㑥薬品ᰴᘧ会社（௨ୗࠕ乙ࠖという。）との㛫において、次

のとおり協定を⥾⤖する。 

（㊃᪨） 

第㸯条 この協定は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき、甲が行う災害時における医薬品等のㄪ㐩ᴗ

ົに対する乙の協ຊに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請） 

第㸰条 甲は、災害時における医薬品等の☜保を図るため、医薬品等をㄪ㐩する必要が生ࡌたと

きは、乙に対し、協ຊを要請するものとする。 

２ 前項のつ定による要請は、㟁ヰ等によることができるものとする。 

（要請事項のᥐ置等） 

第㸱条 乙は、前条➨１項のつ定により甲から要請を受けたときは、要請事項について㏿ࡸかに

ᥐ置するとともに、そのᥐ置≧ἣを甲に連絡するものとする。 

（医薬品等の⠊ᅖ） 

第㸲条 甲が౪⤥を要請する医薬品等の⠊ᅖは次のとおりとし、乙は、当該⠊ᅖෆにおいて౪⤥

ྍ⬟な品目及びᩘ㔞を౪⤥するものとする。 

（１）医薬品 

（２）⾨生ᮦ料 

（㸱）医療ჾල 

（㸲）前各号のか、甲が指定するもの 

（医薬品等のᦙ㏦等） 

第㸳条 医薬品等のᦙ㏦については、乙が行うものとする。たࡔし、必要にᛂࡌて、乙は、甲に

対してᦙ㏦の協ຊをồめることができる。 

２ 前項のつ定による医薬品等をᦙ㏦する場所（௨ୗࠕᦙ㏦場所ࠖという。）は、甲が指定する。 

㸱 ➨１項のつ定により乙が医薬品等をᦙ㏦場所にᦙ㏦したときは、甲は、医薬品等の品目及び

ᩘ㔞を☜認のୖ、こࢀを受㡿するものとする。 

（費用負担） 

第㸴条 この協定により乙が౪⤥した医薬品等の代㔠及びᦙ㏦等に係る費用は、甲が負担するも

のし、甲は請ồ書受⌮後、㐜なࡃそのᨭᡶいをするものとする。 

（医薬品等の౯᱁） 

第㸵条 前条のつ定により甲が負担する医薬品等の౯᱁は、災害発生時の┤前における㐺ṇな౯

᱁とする。 

（ጤ௵） 

第㸶条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定めるものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定のゎ㔘に⩏が生ࡌた場合については、甲乙協

議のୖ、決定するものとする。 

（有ຠᮇ㝈） 

第10条 この協定は、本協定の⥾⤖の日からそのຠຊを生ࡎるものとし、甲乙のいࢀࡎかのゎ⣙

の⏦ฟがない㝈り、そのຠຊは⥅⥆するものとする。 
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 この協定の⥾⤖をドするため本書２通を作成し、甲乙記名押印のୖ、各⮬１通を保有する。 

 

ᖹ成27年㸱月30日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

  中央区長 

 

乙  東京都༓代⏣区⚄⏣⨾ᅵ代⏫７番地 

                 アࣝࢧࢵࣞࣇᰴᘧ会社 

                 代表ྲྀ⥾ᙺ 
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中央区（௨ୗࠕ甲ࠖという。）と東㑥薬品ᰴᘧ会社（௨ୗࠕ乙ࠖという。）との㛫において、次

のとおり協定を⥾⤖する。 

（㊃᪨） 

第㸯条 この協定は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき、甲が行う災害時における医薬品等のㄪ㐩ᴗ

ົに対する乙の協ຊに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請） 

第㸰条 甲は、災害時における医薬品等の☜保を図るため、医薬品等をㄪ㐩する必要が生ࡌたと

きは、乙に対し、協ຊを要請するものとする。 

２ 前項のつ定による要請は、㟁ヰ等によることができるものとする。 

（要請事項のᥐ置等） 

第㸱条 乙は、前条➨１項のつ定により甲から要請を受けたときは、要請事項について㏿ࡸかに

ᥐ置するとともに、そのᥐ置≧ἣを甲に連絡するものとする。 

（医薬品等の⠊ᅖ） 

第㸲条 甲が౪⤥を要請する医薬品等の⠊ᅖは次のとおりとし、乙は、当該⠊ᅖෆにおいて౪⤥

ྍ⬟な品目及びᩘ㔞を౪⤥するものとする。 

（１）医薬品 

（２）⾨生ᮦ料 

（㸱）医療ჾල 

（㸲）前各号のか、甲が指定するもの 

（医薬品等のᦙ㏦等） 

第㸳条 医薬品等のᦙ㏦については、乙が行うものとする。たࡔし、必要にᛂࡌて、乙は、甲に

対してᦙ㏦の協ຊをồめることができる。 

２ 前項のつ定による医薬品等をᦙ㏦する場所（௨ୗࠕᦙ㏦場所ࠖという。）は、甲が指定する。 

㸱 ➨１項のつ定により乙が医薬品等をᦙ㏦場所にᦙ㏦したときは、甲は、医薬品等の品目及び

ᩘ㔞を☜認のୖ、こࢀを受㡿するものとする。 

（費用負担） 

第㸴条 この協定により乙が౪⤥した医薬品等の代㔠及びᦙ㏦等に係る費用は、甲が負担するも

のし、甲は請ồ書受⌮後、㐜なࡃそのᨭᡶいをするものとする。 

（医薬品等の౯᱁） 

第㸵条 前条のつ定により甲が負担する医薬品等の౯᱁は、災害発生時の┤前における㐺ṇな౯

᱁とする。 

（ጤ௵） 

第㸶条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定めるものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定のゎ㔘に⩏が生ࡌた場合については、甲乙協

議のୖ、決定するものとする。 

（有ຠᮇ㝈） 

第10条 この協定は、本協定の⥾⤖の日からそのຠຊを生ࡎるものとし、甲乙のいࢀࡎかのゎ⣙

の⏦ฟがない㝈り、そのຠຊは⥅⥆するものとする。 
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 この協定の⥾⤖をドするため本書２通を作成し、甲乙記名押印のୖ、各⮬１通を保有する。 

 

ᖹ成27年㸱月30日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

  中央区長 

 

乙  東京都品ᕝ区勝ᓥ一丁目㸳番21号 

   東㑥薬品ᰴᘧ会社 東京営ᴗ㒊 

    ・中央営ᴗ所長 
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中央区（௨ୗࠕ甲ࠖという。）とᰴᘧ会社࣓࢜ࢭࢹ（௨ୗࠕ乙ࠖという。）との㛫において、

次のとおり協定を⥾⤖する。 

（㊃᪨） 

第㸯条 この協定は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき、甲が行う災害時における医薬品等のㄪ㐩ᴗ

ົに対する乙の協ຊに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請） 

第㸰条 甲は、災害時における医薬品等の☜保を図るため、医薬品等をㄪ㐩する必要が生ࡌたと

きは、乙に対し、協ຊを要請するものとする。 

２ 前項のつ定による要請は、㟁ヰ等によることができるものとする。 

（要請事項のᥐ置等） 

第㸱条 乙は、前条➨１項のつ定により甲から要請を受けたときは、要請事項について㏿ࡸかに

ᥐ置するとともに、そのᥐ置≧ἣを甲に連絡するものとする。 

（医薬品等の⠊ᅖ） 

第㸲条 甲が౪⤥を要請する医薬品等の⠊ᅖは次のとおりとし、乙は、当該⠊ᅖෆにおいて౪⤥

ྍ⬟な品目及びᩘ㔞を౪⤥するものとする。 

（１）医薬品 

（２）⾨生ᮦ料 

（㸱）医療ჾල 

（㸲）前各号のか、甲が指定するもの 

（医薬品等のᦙ㏦等） 

第㸳条 医薬品等のᦙ㏦については、乙が行うものとする。たࡔし、必要にᛂࡌて、乙は、甲に

対してᦙ㏦の協ຊをồめることができる。 

２ 前項のつ定による医薬品等をᦙ㏦する場所（௨ୗࠕᦙ㏦場所ࠖという。）は、甲が指定する。 

㸱 ➨１項のつ定により乙が医薬品等をᦙ㏦場所にᦙ㏦したときは、甲は、医薬品等の品目及び

ᩘ㔞を☜認のୖ、こࢀを受㡿するものとする。 

（費用負担） 

第㸴条 この協定により乙が౪⤥した医薬品等の代㔠及びᦙ㏦等に係る費用は、甲が負担するも

のし、甲は請ồ書受⌮後、㐜なࡃそのᨭᡶいをするものとする。 

（医薬品等の౯᱁） 

第㸵条 前条のつ定により甲が負担する医薬品等の౯᱁は、災害発生時の┤前における㐺ṇな౯

᱁とする。 

（ጤ௵） 

第㸶条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定めるものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定のゎ㔘に⩏が生ࡌた場合については、甲乙協

議のୖ、決定するものとする。 

（有ຠᮇ㝈） 

第10条 この協定は、本協定の⥾⤖の日からそのຠຊを生ࡎるものとし、甲乙のいࢀࡎかのゎ⣙

の⏦ฟがない㝈り、そのຠຊは⥅⥆するものとする。
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 この協定の⥾⤖をドするため本書２通を作成し、甲乙記名押印のୖ、各⮬１通を保有する。 

 

ᖹ成27年㸱月30日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

  中央区長 

 

乙  東京都品ᕝ区勝ᓥ一丁目㸳番21号 

   東㑥薬品ᰴᘧ会社 東京営ᴗ㒊 

    ・中央営ᴗ所長 
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中央区（௨ୗࠕ甲ࠖという。）とᰴᘧ会社࣓࢜ࢭࢹ（௨ୗࠕ乙ࠖという。）との㛫において、

次のとおり協定を⥾⤖する。 

（㊃᪨） 

第㸯条 この協定は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき、甲が行う災害時における医薬品等のㄪ㐩ᴗ

ົに対する乙の協ຊに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請） 

第㸰条 甲は、災害時における医薬品等の☜保を図るため、医薬品等をㄪ㐩する必要が生ࡌたと

きは、乙に対し、協ຊを要請するものとする。 

２ 前項のつ定による要請は、㟁ヰ等によることができるものとする。 

（要請事項のᥐ置等） 

第㸱条 乙は、前条➨１項のつ定により甲から要請を受けたときは、要請事項について㏿ࡸかに

ᥐ置するとともに、そのᥐ置≧ἣを甲に連絡するものとする。 

（医薬品等の⠊ᅖ） 

第㸲条 甲が౪⤥を要請する医薬品等の⠊ᅖは次のとおりとし、乙は、当該⠊ᅖෆにおいて౪⤥

ྍ⬟な品目及びᩘ㔞を౪⤥するものとする。 

（１）医薬品 

（２）⾨生ᮦ料 

（㸱）医療ჾල 

（㸲）前各号のか、甲が指定するもの 

（医薬品等のᦙ㏦等） 

第㸳条 医薬品等のᦙ㏦については、乙が行うものとする。たࡔし、必要にᛂࡌて、乙は、甲に

対してᦙ㏦の協ຊをồめることができる。 

２ 前項のつ定による医薬品等をᦙ㏦する場所（௨ୗࠕᦙ㏦場所ࠖという。）は、甲が指定する。 

㸱 ➨１項のつ定により乙が医薬品等をᦙ㏦場所にᦙ㏦したときは、甲は、医薬品等の品目及び

ᩘ㔞を☜認のୖ、こࢀを受㡿するものとする。 

（費用負担） 

第㸴条 この協定により乙が౪⤥した医薬品等の代㔠及びᦙ㏦等に係る費用は、甲が負担するも

のし、甲は請ồ書受⌮後、㐜なࡃそのᨭᡶいをするものとする。 

（医薬品等の౯᱁） 

第㸵条 前条のつ定により甲が負担する医薬品等の౯᱁は、災害発生時の┤前における㐺ṇな౯

᱁とする。 

（ጤ௵） 

第㸶条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定めるものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定のゎ㔘に⩏が生ࡌた場合については、甲乙協

議のୖ、決定するものとする。 

（有ຠᮇ㝈） 

第10条 この協定は、本協定の⥾⤖の日からそのຠຊを生ࡎるものとし、甲乙のいࢀࡎかのゎ⣙

の⏦ฟがない㝈り、そのຠຊは⥅⥆するものとする。
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 この協定の⥾⤖をドするため本書２通を作成し、甲乙記名押印のୖ、各⮬１通を保有する。 

 

ᖹ成27年㸱月30日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

   中央区長 

 

乙  東京都中央区ඵ㔜Ὢ二丁目７番15号 

   ᰴᘧ会社࣓࢜ࢭࢹ 
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中央区をࠕ甲ࠖとし、公益社団法人東京都⋇医師会をࠕ乙ࠖとし、甲乙㛫において次のとおり

協定を⥾⤖する。 

（㊃᪨） 

第㸯条 この協定は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき、甲が行う動≀救護活動に対する乙の協ຊに

関し、必要な事項を定めるものとする。 

（協ຊの要請） 

第㸰条 甲は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき動≀救護活動を実施する必要が生ࡌた場合は、乙に

対し協ຊを要請するものとする。 

（動≀救護の活動場所） 

第㸱条 乙は、甲があらかࡌめ指定する動≀救護所等において、動≀救護活動を実施するものと

する。 

（動≀救護活動のᴗົ） 

第㸲条 乙の行う動≀救護活動のෆᐜは、次のとおりとする。 

一  負傷した動≀のᛂᛴᡭ当に関すること。 

二  ⿕災した動≀の保護及び⟶⌮に関すること。 

୕  ⿕災した動≀に関するሗの㞟及びᥦ౪に関すること。 

ᅄ  動≀の死亡の☜認に関すること。 

（負担） 

第㸳条 甲は、乙に対し、このᴗົのために必要とする用地、施設、設ഛ、≀㈨等をྍ⬟な㝈り

ᥦ౪するものとする。 

（費用弁償） 

第㸴条 乙は、ᴗົが⤊した後、㏿ࡸかに甲にሗ࿌し、ᴗົに要した費用を請ồする。 

２ 前項のつ定により甲が負担する経費の⠊ᅖについては、甲乙協議のୖ、別に定めるものとす

る。 

（ᦆ害㈺償） 

第㸵条 この協定に基づࡃᴗົにᚑ事した者が、そのᴗົにより死亡し、負傷し、又は疾病にか

かったときは、災害に㝿しᛂᛴᥐ置のᴗົ等にᚑ事した者に係るᦆ害⿵償に関する条（昭和

38年3月中央区条➨15号）のつ定に基づき、甲が⿵償するものとする。 

（連絡会） 

第㸶条 甲及び乙は、この協定の円滑な実施を図るため、必要な都ᗘ、連絡会を㛤ദするものと

する。 

（動≀救護連絡協議会の設置） 

第９条 甲は、この協定の円滑な実施を図るため、甲及び乙が必要と認める関係機関と動≀救護

連絡協議会を設置するものとする。 

（連絡ㄪᩚ） 

第10条 この協定に関する事項の連絡ㄪᩚを図るため、甲及び乙に連絡㈐௵者を置ࡃ。 

２ 前項の連絡㈐௵者は、甲及び乙がそࢀࡒࢀ指定する者とする。 

（細目） 

第11条 この協定に関する細目は、別㏵定めるものとする。 

（協議） 

第12条 この協定に定めのない事項及び協定のゎ㔘について⩏が生ࡌたときは、甲乙協議のୖ

決定するものとする。 
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 この協定の⥾⤖をドするため本書２通を作成し、甲乙記名押印のୖ、各⮬１通を保有する。 

 

ᖹ成27年㸱月30日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

   中央区長 

 

乙  東京都中央区ඵ㔜Ὢ二丁目７番15号 

   ᰴᘧ会社࣓࢜ࢭࢹ 
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中央区をࠕ甲ࠖとし、公益社団法人東京都⋇医師会をࠕ乙ࠖとし、甲乙㛫において次のとおり

協定を⥾⤖する。 

（㊃᪨） 

第㸯条 この協定は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき、甲が行う動≀救護活動に対する乙の協ຊに

関し、必要な事項を定めるものとする。 

（協ຊの要請） 

第㸰条 甲は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬に基づき動≀救護活動を実施する必要が生ࡌた場合は、乙に

対し協ຊを要請するものとする。 

（動≀救護の活動場所） 

第㸱条 乙は、甲があらかࡌめ指定する動≀救護所等において、動≀救護活動を実施するものと

する。 

（動≀救護活動のᴗົ） 

第㸲条 乙の行う動≀救護活動のෆᐜは、次のとおりとする。 

一  負傷した動≀のᛂᛴᡭ当に関すること。 

二  ⿕災した動≀の保護及び⟶⌮に関すること。 

୕  ⿕災した動≀に関するሗの㞟及びᥦ౪に関すること。 

ᅄ  動≀の死亡の☜認に関すること。 

（負担） 

第㸳条 甲は、乙に対し、このᴗົのために必要とする用地、施設、設ഛ、≀㈨等をྍ⬟な㝈り

ᥦ౪するものとする。 

（費用弁償） 

第㸴条 乙は、ᴗົが⤊した後、㏿ࡸかに甲にሗ࿌し、ᴗົに要した費用を請ồする。 

２ 前項のつ定により甲が負担する経費の⠊ᅖについては、甲乙協議のୖ、別に定めるものとす

る。 

（ᦆ害㈺償） 

第㸵条 この協定に基づࡃᴗົにᚑ事した者が、そのᴗົにより死亡し、負傷し、又は疾病にか

かったときは、災害に㝿しᛂᛴᥐ置のᴗົ等にᚑ事した者に係るᦆ害⿵償に関する条（昭和

38年3月中央区条➨15号）のつ定に基づき、甲が⿵償するものとする。 

（連絡会） 

第㸶条 甲及び乙は、この協定の円滑な実施を図るため、必要な都ᗘ、連絡会を㛤ദするものと

する。 

（動≀救護連絡協議会の設置） 

第９条 甲は、この協定の円滑な実施を図るため、甲及び乙が必要と認める関係機関と動≀救護

連絡協議会を設置するものとする。 

（連絡ㄪᩚ） 

第10条 この協定に関する事項の連絡ㄪᩚを図るため、甲及び乙に連絡㈐௵者を置ࡃ。 

２ 前項の連絡㈐௵者は、甲及び乙がそࢀࡒࢀ指定する者とする。 

（細目） 

第11条 この協定に関する細目は、別㏵定めるものとする。 

（協議） 

第12条 この協定に定めのない事項及び協定のゎ㔘について⩏が生ࡌたときは、甲乙協議のୖ

決定するものとする。 
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甲及び乙は、この協定のドとして本協定書２通を作成し、そࢀࡒࢀに記名押印のୖ、各１通を

保有する。 

 

ᖹ成25年２月１日 

 

 

              甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

                 中央区 

中央区長 

 

 乙  東京都 区༡㟷ᒣ一丁目１番１号᪂㟷ᒣࣝࣅす㤋23㝵 

公益社団法人東京都⋇医師会 

会長 
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154．災害時における災害廃棄物の収集及び運搬に関する協定（東京廃棄物事業協同組合） 

（本文296頁） 
 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田

区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛

飾区及び江戸川区（以下「甲」と総称する。）と東京廃棄物事業協同組合（以下「乙」という。）

は、災害時において東京２３区内から発生する災害廃棄物の収集及び運搬に関して、次のとおり

協定を締結する。 
（目的） 
第１条 この協定は、東京２３区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した

場合（以下「災害時」という。）、甲が乙に要請する災害廃棄物の収集及び運搬の協力に関し、

必要な事項を定めることを目的とする。 
（定義） 
第２条 この協定において対象となる災害廃棄物とは、災害時に発生したがれき、生活ごみその

他災害に起因する廃棄物をいう。 
（協力の要請） 
第３条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について

乙に対し協力を要請することができる。 
（１）災害廃棄物の収集及び運搬 
（２）前号に伴い必要となる事項 
２ 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力（以下「協力」という。）を要請する場合は、文書

により行う。ただし、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うこ

とができる。 
（協力の実施） 
第４条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾

の前後にかかわらず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。 
２ 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第７条に規定する甲への報告をもって、

甲の要請に基づき行われたものとする。 
（情報の提供等） 
第５条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京２３区内の被害状況、復旧状況その他必要な

情報を乙に提供する。 
２ 乙は、災害時において乙に加盟する事業者等の被害状況、災害廃棄物の収集及び運搬状況等

を甲に報告する。 
（協力の期間） 
第６条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。 
（報告） 
第７条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。 
（費用の負担） 
第８条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。 
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甲及び乙は、この協定のドとして本協定書２通を作成し、そࢀࡒࢀに記名押印のୖ、各１通を

保有する。 

 

ᖹ成25年２月１日 

 

 

              甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

                 中央区 

中央区長 

 

 乙  東京都 区༡㟷ᒣ一丁目１番１号᪂㟷ᒣࣝࣅす㤋23㝵 

公益社団法人東京都⋇医師会 

会長 
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154．災害時における災害廃棄物の収集及び運搬に関する協定（東京廃棄物事業協同組合） 

（本文296頁） 
 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田

区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛

飾区及び江戸川区（以下「甲」と総称する。）と東京廃棄物事業協同組合（以下「乙」という。）

は、災害時において東京２３区内から発生する災害廃棄物の収集及び運搬に関して、次のとおり

協定を締結する。 
（目的） 
第１条 この協定は、東京２３区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した

場合（以下「災害時」という。）、甲が乙に要請する災害廃棄物の収集及び運搬の協力に関し、

必要な事項を定めることを目的とする。 
（定義） 
第２条 この協定において対象となる災害廃棄物とは、災害時に発生したがれき、生活ごみその

他災害に起因する廃棄物をいう。 
（協力の要請） 
第３条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について

乙に対し協力を要請することができる。 
（１）災害廃棄物の収集及び運搬 
（２）前号に伴い必要となる事項 
２ 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力（以下「協力」という。）を要請する場合は、文書

により行う。ただし、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うこ

とができる。 
（協力の実施） 
第４条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾

の前後にかかわらず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。 
２ 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第７条に規定する甲への報告をもって、

甲の要請に基づき行われたものとする。 
（情報の提供等） 
第５条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京２３区内の被害状況、復旧状況その他必要な

情報を乙に提供する。 
２ 乙は、災害時において乙に加盟する事業者等の被害状況、災害廃棄物の収集及び運搬状況等

を甲に報告する。 
（協力の期間） 
第６条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。 
（報告） 
第７条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。 
（費用の負担） 
第８条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。 
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２ 甲が負担する費用の㢠は、甲乙協議の上、決定する。 
（Ᏺ⛎義ົ） 
第㸷条 甲は、協力の実施中に第㸳条第２項の規定により▱り得た情報について、甲のそれࡒれ

の条に基づき㐺ษにྲྀりᢅうものとする。 
２ 乙は、協力の実施中に第㸳条第１項の規定により▱り得た情報について、甲のᢎ諾を得ずに、

ᮏ協定の目的以እに用してはならない。 
（ᦆ害㈺ൾ） 
第10条 甲ཪは乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、┦ᡭ᪉ཪは第୕者にᦆ害を࠼ 

たときは、それࡒれの㈐めにᖐすき事⏤にᛂࡌて、その㈺ൾの㈐௵を負うものとする。ただ

し、やࡴを得ない事情によりᦆ害が生ࡌた場合は、甲乙協議の上、ฎ⌮するものとする。 

（㐃⤡❆口） 

第11条 この協定に基づࡃ協力に係る㐃⤡❆口は、甲においては災害発生後にタ⨨する≉ู区 

災害廃棄物ฎ⌮ึືᮏ㒊ཪは≉ู区災害廃棄物ฎ⌮対⟇ᮏ㒊とし、乙においては東京廃棄物事

業協同組合事ົᒁとする。 

（協定の᭷ຠ期間等） 

第12条 この協定の᭷ຠ期間は、この協定の締結の᪥から１ᖺ間とする。ただし、この協定の 

᭷ຠ期間‶の᪥の３᭶前ࡲでに甲ཪは乙からఱら⏦出がないときは、この協定の᭷ຠ期間は

⩣᪥から同୍の内ᐜをもって᭦に１ᖺ間ᘏ㛗ࡉれるものとし、以後も同ᵝとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定をゎ㝖することができる。 

（実施⣽目のసᡂ） 

第13条 この協定の円滑な実施をᅗるため、甲乙協議の上、実施⣽目を定める。 

２ 甲ཪは乙は、前項の実施⣽目を㐺ᐅᨵ定し、災害時の実ົにᨭ㞀をきたすことのないように 

ດめる。 

（その他） 

第14条 この協定のゎ㔘に義が生ࡌたとき、ཪはこの協定に定めのない事項については、甲 

乙協議の上、決定する。 

 
この協定の締結をドするため、ᮏ書２㸲㏻をసᡂし、甲乙グྡᢲ༳の上、各⮬１㏻をಖ᭷する。 

 
௧２ᖺ㸲᭶１᪥ 
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155．災害時における災害廃棄物の収集及び運搬に関する協定（東京⎔ቃಖ協）

（本文296頁） 
 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田

区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛

飾区及び江戸川区（以下「甲」と総称する。）と୍⯡♫ᅋἲே 東京⎔ቃಖ協（以下「乙」

という。）は、災害時において東京２３区内から発生する災害廃棄物の収集及び運搬に関して、

次のとおり協定を締結する。 
（目的） 
第１条 この協定は、東京２３区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した

場合（以下「災害時」という。）、甲が乙に要請する災害廃棄物の収集及び運搬の協力に関し、

必要な事項を定めることを目的とする。 
（定義） 
第２条 この協定において対象となる災害廃棄物とは、災害時に発生したがれき、生活ごみその

他災害に起因する廃棄物をいう。 
（協力の要請） 
第３条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について

乙に対し協力を要請することができる。 
（１）災害廃棄物の収集及び運搬 
（２）前号に伴い必要となる事項 
２ 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力（以下「協力」という。）を要請する場合は、文書

により行う。ただし、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うこ

とができる。 
（協力の実施） 
第４条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾

の前後にかかわらず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。 
２ 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第７条に規定する甲への報告をもって、

甲の要請に基づき行われたものとする。 
（情報の提供等） 
第５条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京２３区内の被害状況、復旧状況その他必要な

情報を乙に提供する。 
２ 乙は、災害時において乙に加盟する事業者等の被害状況、災害廃棄物の収集及び運搬状況等

を甲に報告する。 
（協力の期間） 
第６条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。 
（報告） 
第７条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。 
（費用の負担） 
第８条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。 
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２ 甲が負担する費用の㢠は、甲乙協議の上、決定する。 
（Ᏺ⛎義ົ） 
第㸷条 甲は、協力の実施中に第㸳条第２項の規定により▱り得た情報について、甲のそれࡒれ

の条に基づき㐺ษにྲྀりᢅうものとする。 
２ 乙は、協力の実施中に第㸳条第１項の規定により▱り得た情報について、甲のᢎ諾を得ずに、

ᮏ協定の目的以እに用してはならない。 
（ᦆ害㈺ൾ） 
第10条 甲ཪは乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、┦ᡭ᪉ཪは第୕者にᦆ害を࠼ 

たときは、それࡒれの㈐めにᖐすき事⏤にᛂࡌて、その㈺ൾの㈐௵を負うものとする。ただ

し、やࡴを得ない事情によりᦆ害が生ࡌた場合は、甲乙協議の上、ฎ⌮するものとする。 

（㐃⤡❆口） 

第11条 この協定に基づࡃ協力に係る㐃⤡❆口は、甲においては災害発生後にタ⨨する≉ู区 

災害廃棄物ฎ⌮ึືᮏ㒊ཪは≉ู区災害廃棄物ฎ⌮対⟇ᮏ㒊とし、乙においては東京廃棄物事

業協同組合事ົᒁとする。 

（協定の᭷ຠ期間等） 

第12条 この協定の᭷ຠ期間は、この協定の締結の᪥から１ᖺ間とする。ただし、この協定の 

᭷ຠ期間‶の᪥の３᭶前ࡲでに甲ཪは乙からఱら⏦出がないときは、この協定の᭷ຠ期間は

⩣᪥から同୍の内ᐜをもって᭦に１ᖺ間ᘏ㛗ࡉれるものとし、以後も同ᵝとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定をゎ㝖することができる。 

（実施⣽目のసᡂ） 

第13条 この協定の円滑な実施をᅗるため、甲乙協議の上、実施⣽目を定める。 

２ 甲ཪは乙は、前項の実施⣽目を㐺ᐅᨵ定し、災害時の実ົにᨭ㞀をきたすことのないように 

ດめる。 

（その他） 

第14条 この協定のゎ㔘に義が生ࡌたとき、ཪはこの協定に定めのない事項については、甲 

乙協議の上、決定する。 

 
この協定の締結をドするため、ᮏ書２㸲㏻をసᡂし、甲乙グྡᢲ༳の上、各⮬１㏻をಖ᭷する。 

 
௧２ᖺ㸲᭶１᪥ 
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155．災害時における災害廃棄物の収集及び運搬に関する協定（東京⎔ቃಖ協）

（本文296頁） 
 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田

区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛

飾区及び江戸川区（以下「甲」と総称する。）と୍⯡♫ᅋἲே 東京⎔ቃಖ協（以下「乙」

という。）は、災害時において東京２３区内から発生する災害廃棄物の収集及び運搬に関して、

次のとおり協定を締結する。 
（目的） 
第１条 この協定は、東京２３区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した

場合（以下「災害時」という。）、甲が乙に要請する災害廃棄物の収集及び運搬の協力に関し、

必要な事項を定めることを目的とする。 
（定義） 
第２条 この協定において対象となる災害廃棄物とは、災害時に発生したがれき、生活ごみその

他災害に起因する廃棄物をいう。 
（協力の要請） 
第３条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について

乙に対し協力を要請することができる。 
（１）災害廃棄物の収集及び運搬 
（２）前号に伴い必要となる事項 
２ 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力（以下「協力」という。）を要請する場合は、文書

により行う。ただし、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うこ

とができる。 
（協力の実施） 
第４条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾

の前後にかかわらず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。 
２ 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第７条に規定する甲への報告をもって、

甲の要請に基づき行われたものとする。 
（情報の提供等） 
第５条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京２３区内の被害状況、復旧状況その他必要な

情報を乙に提供する。 
２ 乙は、災害時において乙に加盟する事業者等の被害状況、災害廃棄物の収集及び運搬状況等

を甲に報告する。 
（協力の期間） 
第６条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。 
（報告） 
第７条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。 
（費用の負担） 
第８条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。 
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２ 甲が負担する費用の㢠は、甲乙協議の上、決定する。 
（Ᏺ⛎義ົ） 
第㸷条 甲は、協力の実施中に第㸳条第２項の規定により▱り得た情報について、甲のそれࡒれ

の条に基づき㐺ษにྲྀりᢅうものとする。 
２ 乙は、協力の実施中に第㸳条第１項の規定により▱り得た情報について、甲のᢎ諾を得ずに、

ᮏ協定の目的以እに用してはならない。 
（ᦆ害㈺ൾ） 
第10条 甲ཪは乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、┦ᡭ᪉ཪは第୕者にᦆ害を࠼ 

たときは、それࡒれの㈐めにᖐすき事⏤にᛂࡌて、その㈺ൾの㈐௵を負うものとする。ただ

し、やࡴを得ない事情によりᦆ害が生ࡌた場合は、甲乙協議の上、ฎ⌮するものとする。 

（㐃⤡❆口） 

第11条 この協定に基づࡃ協力に係る㐃⤡❆口は、甲においては災害発生後にタ⨨する≉ู区 

災害廃棄物ฎ⌮ึືᮏ㒊ཪは≉ู区災害廃棄物ฎ⌮対⟇ᮏ㒊とし、乙においては୍⯡♫ᅋἲே 

東京⎔ቃಖ協事ົᒁとする。 

（協定の᭷ຠ期間等） 

第12条 この協定の᭷ຠ期間は、この協定の締結の᪥から１ᖺ間とする。ただし、この協定の 

᭷ຠ期間‶の᪥の３᭶前ࡲでに甲ཪは乙からఱら⏦出がないときは、この協定の᭷ຠ期間は

⩣᪥から同୍の内ᐜをもって᭦に１ᖺ間ᘏ㛗ࡉれるものとし、以後も同ᵝとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定をゎ㝖することができる。 

（実施⣽目のసᡂ） 

第13条 この協定の円滑な実施をᅗるため、甲乙協議の上、実施⣽目を定める。 

２ 甲ཪは乙は、前項の実施⣽目を㐺ᐅᨵ定し、災害時の実ົにᨭ㞀をきたすことのないように 

ດめる。 

（その他） 

第14条 この協定のゎ㔘に義が生ࡌたとき、ཪはこの協定に定めのない事項については、甲 

乙協議の上、決定する。 

 

この協定の締結をドするため、ᮏ書２㸲㏻をసᡂし、甲乙グྡᢲ༳の上、各⮬１㏻をಖ᭷する。 
 
௧２ᖺ㸲᭶１᪥ 
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156．災害時における災害廃棄物のฎ⌮ࠊฎศ➼に関する協定（東京㒔୰ᑠᘓタ業協） 

（本文296頁） 
 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、

世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、

江戸川区及び東京༑୕区Ύᤲ୍㒊事ົ組合（以下「甲」と総称する。）と୍⯡♫ᅋἲே 東京㒔中

ᑠᘓタ業協（以下「乙」という。）は、災害時において東京２３区内から発生する災害廃棄物のฎ

⌮、ฎศ等に関して、次のとおり協定を締結する。 
（目的） 
第１条 この協定は、東京２３区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した場

合（以下「災害時」という。）、甲が乙に要請する災害廃棄物のฎ⌮、ฎศ等の協力に関し、必要

な事項を定めることを目的とする。 
（定義） 
第２条 この協定におࡅる次の各号に掲げる用ㄒの定義は、それࡒれᙜヱ各号に定めるとこࢁによ

る。 
（１）災害廃棄物 災害時に発生したがれき、生活ごみその他災害に起因する廃棄物 
（２）௬⨨場 各区がタ⨨する୍次௬⨨場の災害廃棄物を集✚し、ᗘศูした後、◚○、↝༷等

のฎ⌮をするࡲでの間、ಖ⟶するため、ཎ๎として東京２３区がඹ同してタ⨨する「次௬

⨨場」 
（協力の要請） 
第３条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について乙

に対し協力を要請することができる。 
（１）災害廃棄物の᧔ཤ 
（２）災害廃棄物の収集及び運搬 
（３）災害廃棄物のฎ⌮及びฎศ 
（㸲）災害廃棄物の௬⨨場の㐀ᡂ及び┘⌮ 
（㸳）前各号に伴い必要となる事項 
２ 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力（以下「協力」という。）を要請する場合は、文書によ

り行う。ただし、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うことがで

きる。 
（協力の実施） 
第４条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾の

前後にかかわらず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。 
２ 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第７条に規定する甲への報告をもって、甲

の要請に基づき行われたものとする。 
（情報の提供等） 
第５条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京２３区内の被害状況、復旧状況その他必要な情

報を乙に提供する。 
２ 乙は、災害時において乙に加盟する事業者等の被害状況、災害廃棄物のฎ⌮状況等を甲に報告
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２ 甲が負担する費用の㢠は、甲乙協議の上、決定する。 
（Ᏺ⛎義ົ） 
第㸷条 甲は、協力の実施中に第㸳条第２項の規定により▱り得た情報について、甲のそれࡒれ

の条に基づき㐺ษにྲྀりᢅうものとする。 
２ 乙は、協力の実施中に第㸳条第１項の規定により▱り得た情報について、甲のᢎ諾を得ずに、

ᮏ協定の目的以እに用してはならない。 
（ᦆ害㈺ൾ） 
第10条 甲ཪは乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、┦ᡭ᪉ཪは第୕者にᦆ害を࠼ 

たときは、それࡒれの㈐めにᖐすき事⏤にᛂࡌて、その㈺ൾの㈐௵を負うものとする。ただ

し、やࡴを得ない事情によりᦆ害が生ࡌた場合は、甲乙協議の上、ฎ⌮するものとする。 

（㐃⤡❆口） 

第11条 この協定に基づࡃ協力に係る㐃⤡❆口は、甲においては災害発生後にタ⨨する≉ู区 

災害廃棄物ฎ⌮ึືᮏ㒊ཪは≉ู区災害廃棄物ฎ⌮対⟇ᮏ㒊とし、乙においては୍⯡♫ᅋἲே 

東京⎔ቃಖ協事ົᒁとする。 

（協定の᭷ຠ期間等） 

第12条 この協定の᭷ຠ期間は、この協定の締結の᪥から１ᖺ間とする。ただし、この協定の 

᭷ຠ期間‶の᪥の３᭶前ࡲでに甲ཪは乙からఱら⏦出がないときは、この協定の᭷ຠ期間は

⩣᪥から同୍の内ᐜをもって᭦に１ᖺ間ᘏ㛗ࡉれるものとし、以後も同ᵝとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定をゎ㝖することができる。 

（実施⣽目のసᡂ） 

第13条 この協定の円滑な実施をᅗるため、甲乙協議の上、実施⣽目を定める。 

２ 甲ཪは乙は、前項の実施⣽目を㐺ᐅᨵ定し、災害時の実ົにᨭ㞀をきたすことのないように 

ດめる。 

（その他） 

第14条 この協定のゎ㔘に義が生ࡌたとき、ཪはこの協定に定めのない事項については、甲 

乙協議の上、決定する。 

 

この協定の締結をドするため、ᮏ書２㸲㏻をసᡂし、甲乙グྡᢲ༳の上、各⮬１㏻をಖ᭷する。 
 
௧２ᖺ㸲᭶１᪥ 
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156．災害時における災害廃棄物のฎ⌮ࠊฎศ➼に関する協定（東京㒔୰ᑠᘓタ業協） 

（本文296頁） 
 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、

世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、

江戸川区及び東京༑୕区Ύᤲ୍㒊事ົ組合（以下「甲」と総称する。）と୍⯡♫ᅋἲே 東京㒔中

ᑠᘓタ業協（以下「乙」という。）は、災害時において東京２３区内から発生する災害廃棄物のฎ

⌮、ฎศ等に関して、次のとおり協定を締結する。 
（目的） 
第１条 この協定は、東京２３区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した場

合（以下「災害時」という。）、甲が乙に要請する災害廃棄物のฎ⌮、ฎศ等の協力に関し、必要

な事項を定めることを目的とする。 
（定義） 
第２条 この協定におࡅる次の各号に掲げる用ㄒの定義は、それࡒれᙜヱ各号に定めるとこࢁによ

る。 
（１）災害廃棄物 災害時に発生したがれき、生活ごみその他災害に起因する廃棄物 
（２）௬⨨場 各区がタ⨨する୍次௬⨨場の災害廃棄物を集✚し、ᗘศูした後、◚○、↝༷等

のฎ⌮をするࡲでの間、ಖ⟶するため、ཎ๎として東京２３区がඹ同してタ⨨する「次௬

⨨場」 
（協力の要請） 
第３条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について乙

に対し協力を要請することができる。 
（１）災害廃棄物の᧔ཤ 
（２）災害廃棄物の収集及び運搬 
（３）災害廃棄物のฎ⌮及びฎศ 
（㸲）災害廃棄物の௬⨨場の㐀ᡂ及び┘⌮ 
（㸳）前各号に伴い必要となる事項 
２ 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力（以下「協力」という。）を要請する場合は、文書によ

り行う。ただし、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うことがで

きる。 
（協力の実施） 
第４条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾の

前後にかかわらず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。 
２ 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第７条に規定する甲への報告をもって、甲

の要請に基づき行われたものとする。 
（情報の提供等） 
第５条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京２３区内の被害状況、復旧状況その他必要な情

報を乙に提供する。 
２ 乙は、災害時において乙に加盟する事業者等の被害状況、災害廃棄物のฎ⌮状況等を甲に報告
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する。 
（協力の期間） 
第６条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。 
（報告） 
第７条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。 
（費用の負担） 
第８条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。 
２ 甲が負担する費用の㢠は、甲乙協議の上、決定する。 
（Ᏺ⛎義ົ） 
第㸷条 甲は、協力の実施中に第㸳条第２項の規定により▱り得た情報について、甲のそれࡒれの

条に基づき㐺ษにྲྀりᢅうものとする。 
２ 乙は、協力の実施中に第㸳条第１項の規定により▱り得た情報について、甲のᢎ諾を得ずに、

ᮏ協定の目的以እに用してはならない。 
（ᦆ害㈺ൾ） 
第10条 甲ཪは乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、┦ᡭ᪉ཪは第୕者にᦆ害を࠼ 

たときは、それࡒれの㈐めにᖐすき事⏤にᛂࡌて、その㈺ൾの㈐௵を負うものとする。ただし、

やࡴを得ない事情によりᦆ害が生ࡌた場合は、甲乙協議の上、ฎ⌮するものとする。 

（㐃⤡❆口） 

第11条 この協定に基づࡃ協力に係る㐃⤡❆口は、甲においては災害発生後にタ⨨する≉ู区災 

害廃棄物ฎ⌮ึືᮏ㒊ཪは≉ู区災害廃棄物ฎ⌮対⟇ᮏ㒊とし、乙においては୍⯡♫ᅋἲே 東

京㒔中ᑠᘓタ業協事ົᒁとする。 

（協定の᭷ຠ期間等） 

第12条 この協定の᭷ຠ期間は、この協定の締結の᪥から１ᖺ間とする。ただし、この協定の᭷ 

ຠ期間‶の᪥の３᭶前ࡲでに甲ཪは乙からఱら⏦出がないときは、この協定の᭷ຠ期間は⩣᪥

から同୍の内ᐜをもって᭦に１ᖺ間ᘏ㛗ࡉれるものとし、以後も同ᵝとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定をゎ㝖することができる。 

（実施⣽目のసᡂ） 

第13条 この協定の円滑な実施をᅗるため、甲乙協議の上、実施⣽目を定める。 

２ 甲ཪは乙は、前項の実施⣽目を㐺ᐅᨵ定し、災害時の実ົにᨭ㞀をきたすことのないようにດ 

める。 

（その他） 

第14条 この協定のゎ㔘に義が生ࡌたとき、ཪはこの協定に定めのない事項については、甲乙 

協議の上、決定する。 

 

 この協定の締結をドするため、ᮏ書２㸳㏻をసᡂし、甲乙グྡᢲ༳の上、各⮬１㏻をಖ᭷する。 
 
௧２ᖺ㸲᭶１᪥ 
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157．災害時における災害廃棄物のฎ⌮ࠊฎศ➼に関する協定（東京㒔⏘業㈨※ᚠ⎔協）

（本文297頁） 
 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田

区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛

飾区、江戸川区及び東京༑୕区Ύᤲ୍㒊事ົ組合（以下「甲」と総称する。）と୍⯡♫ᅋἲே 

東京㒔⏘業㈨※ᚠ⎔協（以下「乙」という。）は、災害時において東京２３区内から発生する

災害廃棄物のฎ⌮、ฎศ等に関して、次のとおり協定を締結する。 
（目的） 
第１条 この協定は、東京２３区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した

場合（以下「災害時」という。）、甲が乙に要請する災害廃棄物のฎ⌮、ฎศ等の協力に関し、

必要な事項を定めることを目的とする。 
（定義） 
第２条 この協定におࡅる次の各号に掲げる用ㄒの定義は、それࡒれᙜヱ各号に定めるとこࢁに

よる。 
（１）災害廃棄物 災害時に発生したがれき、生活ごみその他災害に起因する廃棄物 
（２）௬⨨場 各区がタ⨨する୍次௬⨨場の災害廃棄物を集✚し、ᗘศูした後、◚○、↝༷

等のฎ⌮をするࡲでの間、ಖ⟶するため、ཎ๎として東京２３区がඹ同してタ⨨する「

次௬⨨場」 

（協力の要請） 
第３条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について

乙に対し協力を要請することができる。 
（１）災害廃棄物の᧔ཤ 
（２）災害廃棄物の収集及び運搬 
（３）災害廃棄物のฎ⌮及びฎศ 
（㸲）災害廃棄物の௬⨨場の㐀ᡂ及び┘⌮ 
（㸳）前各号に伴い必要となる事項 
２ 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力（以下「協力」という。）を要請する場合は、文書

により行う。ただし、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うこ

とができる。 
（協力の実施） 
第４条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾

の前後にかかわらず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。 
２ 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第７条に規定する甲への報告をもって、

甲の要請に基づき行われたものとする。 
（情報の提供等） 
第５条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京２３区内の被害状況、復旧状況その他必要な

情報を乙に提供する。 
２ 乙は、災害時において乙に加盟する事業者等の被害状況、災害廃棄物のฎ⌮状況等を甲に報

告する。 
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する。 
（協力の期間） 
第６条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。 
（報告） 
第７条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。 
（費用の負担） 
第８条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。 
２ 甲が負担する費用の㢠は、甲乙協議の上、決定する。 
（Ᏺ⛎義ົ） 
第㸷条 甲は、協力の実施中に第㸳条第２項の規定により▱り得た情報について、甲のそれࡒれの

条に基づき㐺ษにྲྀりᢅうものとする。 
２ 乙は、協力の実施中に第㸳条第１項の規定により▱り得た情報について、甲のᢎ諾を得ずに、

ᮏ協定の目的以እに用してはならない。 
（ᦆ害㈺ൾ） 
第10条 甲ཪは乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、┦ᡭ᪉ཪは第୕者にᦆ害を࠼ 

たときは、それࡒれの㈐めにᖐすき事⏤にᛂࡌて、その㈺ൾの㈐௵を負うものとする。ただし、

やࡴを得ない事情によりᦆ害が生ࡌた場合は、甲乙協議の上、ฎ⌮するものとする。 

（㐃⤡❆口） 

第11条 この協定に基づࡃ協力に係る㐃⤡❆口は、甲においては災害発生後にタ⨨する≉ู区災 

害廃棄物ฎ⌮ึືᮏ㒊ཪは≉ู区災害廃棄物ฎ⌮対⟇ᮏ㒊とし、乙においては୍⯡♫ᅋἲே 東

京㒔中ᑠᘓタ業協事ົᒁとする。 

（協定の᭷ຠ期間等） 

第12条 この協定の᭷ຠ期間は、この協定の締結の᪥から１ᖺ間とする。ただし、この協定の᭷ 

ຠ期間‶の᪥の３᭶前ࡲでに甲ཪは乙からఱら⏦出がないときは、この協定の᭷ຠ期間は⩣᪥

から同୍の内ᐜをもって᭦に１ᖺ間ᘏ㛗ࡉれるものとし、以後も同ᵝとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定をゎ㝖することができる。 

（実施⣽目のసᡂ） 

第13条 この協定の円滑な実施をᅗるため、甲乙協議の上、実施⣽目を定める。 

２ 甲ཪは乙は、前項の実施⣽目を㐺ᐅᨵ定し、災害時の実ົにᨭ㞀をきたすことのないようにດ 

める。 

（その他） 

第14条 この協定のゎ㔘に義が生ࡌたとき、ཪはこの協定に定めのない事項については、甲乙 

協議の上、決定する。 

 

 この協定の締結をドするため、ᮏ書２㸳㏻をసᡂし、甲乙グྡᢲ༳の上、各⮬１㏻をಖ᭷する。 
 
௧２ᖺ㸲᭶１᪥ 
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157．災害時における災害廃棄物のฎ⌮ࠊฎศ➼に関する協定（東京㒔⏘業㈨※ᚠ⎔協）

（本文297頁） 
 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田

区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛

飾区、江戸川区及び東京༑୕区Ύᤲ୍㒊事ົ組合（以下「甲」と総称する。）と୍⯡♫ᅋἲே 

東京㒔⏘業㈨※ᚠ⎔協（以下「乙」という。）は、災害時において東京２３区内から発生する

災害廃棄物のฎ⌮、ฎศ等に関して、次のとおり協定を締結する。 
（目的） 
第１条 この協定は、東京２３区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した

場合（以下「災害時」という。）、甲が乙に要請する災害廃棄物のฎ⌮、ฎศ等の協力に関し、

必要な事項を定めることを目的とする。 
（定義） 
第２条 この協定におࡅる次の各号に掲げる用ㄒの定義は、それࡒれᙜヱ各号に定めるとこࢁに

よる。 
（１）災害廃棄物 災害時に発生したがれき、生活ごみその他災害に起因する廃棄物 
（２）௬⨨場 各区がタ⨨する୍次௬⨨場の災害廃棄物を集✚し、ᗘศูした後、◚○、↝༷

等のฎ⌮をするࡲでの間、ಖ⟶するため、ཎ๎として東京２３区がඹ同してタ⨨する「

次௬⨨場」 

（協力の要請） 
第３条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について

乙に対し協力を要請することができる。 
（１）災害廃棄物の᧔ཤ 
（２）災害廃棄物の収集及び運搬 
（３）災害廃棄物のฎ⌮及びฎศ 
（㸲）災害廃棄物の௬⨨場の㐀ᡂ及び┘⌮ 
（㸳）前各号に伴い必要となる事項 
２ 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力（以下「協力」という。）を要請する場合は、文書

により行う。ただし、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うこ

とができる。 
（協力の実施） 
第４条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾

の前後にかかわらず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。 
２ 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第７条に規定する甲への報告をもって、

甲の要請に基づき行われたものとする。 
（情報の提供等） 
第５条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京２３区内の被害状況、復旧状況その他必要な

情報を乙に提供する。 
２ 乙は、災害時において乙に加盟する事業者等の被害状況、災害廃棄物のฎ⌮状況等を甲に報

告する。 
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（協力の期間） 
第６条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。 
（報告） 
第７条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。 
（費用の負担） 
第８条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。 
２ 甲が負担する費用の㢠は、甲乙協議の上、決定する。 
（Ᏺ⛎義ົ） 
第㸷条 甲は、協力の実施中に第㸳条第２項の規定により▱り得た情報について、甲のそれࡒれ

の条に基づき㐺ษにྲྀりᢅうものとする。 
２ 乙は、協力の実施中に第㸳条第１項の規定により▱り得た情報について、甲のᢎ諾を得ずに、

ᮏ協定の目的以እに用してはならない。 
（ᦆ害㈺ൾ） 
第10条 甲ཪは乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、┦ᡭ᪉ཪは第୕者にᦆ害を 

て、その㈺ൾの㈐௵を負うものとする。ただࡌき事⏤にᛂれの㈐めにᖐすࡒたときは、それ࠼

し、やࡴを得ない事情によりᦆ害が生ࡌた場合は、甲乙協議の上、ฎ⌮するものとする。 

（㐃⤡❆口） 

第11条 この協定に基づࡃ協力に係る㐃⤡❆口は、甲においては災害発生後にタ⨨する≉ู区 

災害廃棄物ฎ⌮ึືᮏ㒊ཪは≉ู区災害廃棄物ฎ⌮対⟇ᮏ㒊とし、乙においては୍⯡♫ᅋἲே 

東京㒔⏘業㈨※ᚠ⎔協事ົᒁとする。 

（協定の᭷ຠ期間等） 

第12条 この協定の᭷ຠ期間は、この協定の締結の᪥から１ᖺ間とする。ただし、この協定の 

᭷ຠ期間‶の᪥の３᭶前ࡲでに甲ཪは乙からఱら⏦出がないときは、この協定の᭷ຠ期間は⩣

᪥から同୍の内ᐜをもって᭦に１ᖺ間ᘏ㛗ࡉれるものとし、以後も同ᵝとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定をゎ㝖することができる。 

（実施⣽目のసᡂ） 

第13条 この協定の円滑な実施をᅗるため、甲乙協議の上、実施⣽目を定める。 

２ 甲ཪは乙は、前項の実施⣽目を㐺ᐅᨵ定し、災害時の実ົにᨭ㞀をきたすことのないように 

ດめる。 

（その他） 

第14条 この協定のゎ㔘に義が生ࡌたとき、ཪはこの協定に定めのない事項については、甲 

乙協議の上、決定する。 

 

 この協定の締結をドするため、ᮏ書２㸳㏻をసᡂし、甲乙グྡᢲ༳の上、各⮬１㏻をಖ᭷する。 
 
௧２ᖺ㸲᭶１᪥ 
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158．災害廃棄物のඹ同ฎ⌮➼に関する協定（本文297頁） 
 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田

区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛

飾区、江戸川区及び東京༑୕区Ύᤲ୍㒊事ົ組合（以下「各区等」という。）は、災害時にお

いて東京２３区内で発生する災害廃棄物のඹ同ฎ⌮等に関して、次のとおり協定を締結する。 
（目的） 
第１条 この協定は、東京２３区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した

場合（以下「災害時」という。）に、各区等でඹ同ฎ⌮యไをᵓ⠏し、災害廃棄物の円滑かつ

㎿速なฎ⌮を行うために必要な事項を定めることを目的とする。 
（定義） 
第２条 この協定におࡅる次の各号に掲げる用ㄒの定義は、それࡒれᙜヱ各号に定めるとこࢁに

よる。 
（１）災害廃棄物 災害時に発生したがれき、生活ごみ、しᒀその他災害に起因する廃棄物 
（２）次௬⨨場 各区がタ⨨する୍次௬⨨場の災害廃棄物を集✚し、ᗘศูした後、◚○、

↝༷等のฎ⌮をするࡲでの間、ಖ⟶するための施タ 
（３）௬タฎ⌮施タ 災害廃棄物をᛂ急ฎ⌮するためにタ⨨する௬タの↝༷⅔及び◚○㑅ู施タ。

ཎ๎として次௬⨨場にేタしてタ⨨する。 

（㸲）ᗈᇦฎ⌮ 東京２３区内でฎ⌮しきれない災害廃棄物を、東京２３区እの廃棄物ฎ⌮施タ

でฎ⌮すること 

（ึືᮏ㒊のタ⨨） 

第３条 各区等は、発災後ᩘ᪥間（以下「ึື期」という。）におࡅる各区等の情報収集等を㎿

速に行うため、≉ู区災害廃棄物ฎ⌮ึືᮏ㒊（以下「ึືᮏ㒊」という。）をタ⨨する。 
２ ึືᮏ㒊にᮏ㒊㛗を⨨き、ᮏ㒊㛗は、≉ู区Ύᤲࣜࣝࢡࢧ⟶ㄢ㛗㛗をもっててる。 
３ ึືᮏ㒊は、次に掲げる事項にヱᙜする場合、発災後１㐌間を目㏵にᮏ㒊㛗のᣍ集によりタ

⨨する。 
（１）東京２３区内の１かᡤ以上で震ᗘ㸴ᙅ以上がほ ࡉれた場合 
（２）ᮏ㒊㛗が、≉に必要があると認め、≉ู区Ύᤲ⟶㒊㛗㛗と協議し、ึືᮏ㒊タ⨨が

㐺ᙜと判断した場合 
㸲 各区等は、≉ẁの事情がある場合を㝖き、ึືᮏ㒊がタ⨨ࡉれた場合、速やかにᚑ事⫋ဨを

㑅定する。 
㸳 ึືᮏ㒊は、東京区ᨻ㤋にタ⨨する。ただし、東京区ᨻ㤋が用できない場合は、各区

等で協議の上、決定する。 
㸴 ึືᮏ㒊のゎᩓについては、各区等で協議の上、決定する。 
（ึືᮏ㒊のᙺ） 
第４条 ึືᮏ㒊のᙺは、次に掲げる事項とする。 
（１）各区等の被害情報の集⣙及びඹ᭷に関すること。 
（２）次条に定める≉ู区災害廃棄物ฎ⌮対⟇ᮏ㒊のタ⨨‽ഛに関すること。 



 

- 373 - 

（協力の期間） 
第６条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。 
（報告） 
第７条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。 
（費用の負担） 
第８条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。 
２ 甲が負担する費用の㢠は、甲乙協議の上、決定する。 
（Ᏺ⛎義ົ） 
第㸷条 甲は、協力の実施中に第㸳条第２項の規定により▱り得た情報について、甲のそれࡒれ

の条に基づき㐺ษにྲྀりᢅうものとする。 
２ 乙は、協力の実施中に第㸳条第１項の規定により▱り得た情報について、甲のᢎ諾を得ずに、

ᮏ協定の目的以እに用してはならない。 
（ᦆ害㈺ൾ） 
第10条 甲ཪは乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、┦ᡭ᪉ཪは第୕者にᦆ害を 

て、その㈺ൾの㈐௵を負うものとする。ただࡌき事⏤にᛂれの㈐めにᖐすࡒたときは、それ࠼

し、やࡴを得ない事情によりᦆ害が生ࡌた場合は、甲乙協議の上、ฎ⌮するものとする。 

（㐃⤡❆口） 

第11条 この協定に基づࡃ協力に係る㐃⤡❆口は、甲においては災害発生後にタ⨨する≉ู区 

災害廃棄物ฎ⌮ึືᮏ㒊ཪは≉ู区災害廃棄物ฎ⌮対⟇ᮏ㒊とし、乙においては୍⯡♫ᅋἲே 

東京㒔⏘業㈨※ᚠ⎔協事ົᒁとする。 

（協定の᭷ຠ期間等） 

第12条 この協定の᭷ຠ期間は、この協定の締結の᪥から１ᖺ間とする。ただし、この協定の 

᭷ຠ期間‶の᪥の３᭶前ࡲでに甲ཪは乙からఱら⏦出がないときは、この協定の᭷ຠ期間は⩣

᪥から同୍の内ᐜをもって᭦に１ᖺ間ᘏ㛗ࡉれるものとし、以後も同ᵝとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定をゎ㝖することができる。 

（実施⣽目のసᡂ） 

第13条 この協定の円滑な実施をᅗるため、甲乙協議の上、実施⣽目を定める。 

２ 甲ཪは乙は、前項の実施⣽目を㐺ᐅᨵ定し、災害時の実ົにᨭ㞀をきたすことのないように 

ດめる。 

（その他） 

第14条 この協定のゎ㔘に義が生ࡌたとき、ཪはこの協定に定めのない事項については、甲 

乙協議の上、決定する。 

 

 この協定の締結をドするため、ᮏ書２㸳㏻をసᡂし、甲乙グྡᢲ༳の上、各⮬１㏻をಖ᭷する。 
 
௧２ᖺ㸲᭶１᪥ 
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158．災害廃棄物のඹ同ฎ⌮➼に関する協定（本文297頁） 
 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田

区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛

飾区、江戸川区及び東京༑୕区Ύᤲ୍㒊事ົ組合（以下「各区等」という。）は、災害時にお

いて東京２３区内で発生する災害廃棄物のඹ同ฎ⌮等に関して、次のとおり協定を締結する。 
（目的） 
第１条 この協定は、東京２３区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した

場合（以下「災害時」という。）に、各区等でඹ同ฎ⌮యไをᵓ⠏し、災害廃棄物の円滑かつ

㎿速なฎ⌮を行うために必要な事項を定めることを目的とする。 
（定義） 
第２条 この協定におࡅる次の各号に掲げる用ㄒの定義は、それࡒれᙜヱ各号に定めるとこࢁに

よる。 
（１）災害廃棄物 災害時に発生したがれき、生活ごみ、しᒀその他災害に起因する廃棄物 
（２）次௬⨨場 各区がタ⨨する୍次௬⨨場の災害廃棄物を集✚し、ᗘศูした後、◚○、

↝༷等のฎ⌮をするࡲでの間、ಖ⟶するための施タ 
（３）௬タฎ⌮施タ 災害廃棄物をᛂ急ฎ⌮するためにタ⨨する௬タの↝༷⅔及び◚○㑅ู施タ。

ཎ๎として次௬⨨場にేタしてタ⨨する。 

（㸲）ᗈᇦฎ⌮ 東京２３区内でฎ⌮しきれない災害廃棄物を、東京２３区እの廃棄物ฎ⌮施タ

でฎ⌮すること 

（ึືᮏ㒊のタ⨨） 

第３条 各区等は、発災後ᩘ᪥間（以下「ึື期」という。）におࡅる各区等の情報収集等を㎿

速に行うため、≉ู区災害廃棄物ฎ⌮ึືᮏ㒊（以下「ึືᮏ㒊」という。）をタ⨨する。 
２ ึືᮏ㒊にᮏ㒊㛗を⨨き、ᮏ㒊㛗は、≉ู区Ύᤲࣜࣝࢡࢧ⟶ㄢ㛗㛗をもっててる。 
３ ึືᮏ㒊は、次に掲げる事項にヱᙜする場合、発災後１㐌間を目㏵にᮏ㒊㛗のᣍ集によりタ

⨨する。 
（１）東京２３区内の１かᡤ以上で震ᗘ㸴ᙅ以上がほ ࡉれた場合 
（２）ᮏ㒊㛗が、≉に必要があると認め、≉ู区Ύᤲ⟶㒊㛗㛗と協議し、ึືᮏ㒊タ⨨が

㐺ᙜと判断した場合 
㸲 各区等は、≉ẁの事情がある場合を㝖き、ึືᮏ㒊がタ⨨ࡉれた場合、速やかにᚑ事⫋ဨを

㑅定する。 
㸳 ึືᮏ㒊は、東京区ᨻ㤋にタ⨨する。ただし、東京区ᨻ㤋が用できない場合は、各区

等で協議の上、決定する。 
㸴 ึືᮏ㒊のゎᩓについては、各区等で協議の上、決定する。 
（ึືᮏ㒊のᙺ） 
第４条 ึືᮏ㒊のᙺは、次に掲げる事項とする。 
（１）各区等の被害情報の集⣙及びඹ᭷に関すること。 
（２）次条に定める≉ู区災害廃棄物ฎ⌮対⟇ᮏ㒊のタ⨨‽ഛに関すること。 
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（対⟇ᮏ㒊のタ⨨） 
第５条 災害廃棄物のඹ同ฎ⌮を円滑に行うため、≉ู区災害廃棄物ฎ⌮対⟇ᮏ㒊（以下「対⟇

ᮏ㒊」という。）をタ⨨する。 
２ 対⟇ᮏ㒊にᮏ㒊㛗を⨨き、ᮏ㒊㛗は、≉ู区Ύᤲ⟶㒊㛗㛗をもっててる。 
３ 対⟇ᮏ㒊は、ᮏ㒊㛗のᣍ集によりタ⨨する。 
㸲 各区等は、≉ẁの事情がある場合を㝖き、対⟇ᮏ㒊がタ⨨ࡉれた場合、速やかにᚑ事⫋ဨを

㑅定する。 
㸳 対⟇ᮏ㒊は、東京区ᨻ㤋にタ⨨する。ただし、東京区ᨻ㤋が用できない場合は、各区

等で協議の上、決定する。 
㸴 対⟇ᮏ㒊のゎᩓについては、各区等で協議の上、決定する。 
（対⟇ᮏ㒊のᙺ） 
第６条 対⟇ᮏ㒊のᙺは、次に掲げる事項とする。 
（１）災害廃棄物のඹ同ฎ⌮におࡅる基ᮏ᪉㔪及び基ᮏ施⟇の⟇定に関すること。 
（２）関係者間の情報の収集、ᩚ⌮及びඹ᭷に関すること。 
（３）㌴୧の㓄㌴（東京༑୕区Ύᤲ協議が担௵する事ົを㝖ࡃ。）並びに次௬⨨場及び௬

タฎ⌮施タ等への搬ධのㄪᩚに関すること。 
（㸲）次௬⨨場及び௬タฎ⌮施タのタ⨨及び運Ⴀのㄪᩚに関すること。 
（㸳）Ẹ間施タでのฎ⌮及びᗈᇦฎ⌮のㄪᩚに関すること。 
（㸴）ඹ同ฎ⌮に係るᅜᗜ⿵ຓのㄪᩚに関すること。 
（７）前各号のか、災害廃棄物のඹ同ฎ⌮のㄪᩚに関すること。 
（費用の負担） 
第７条 ึືᮏ㒊及び対⟇ᮏ㒊の事ົの⟶⌮及びᇳ行に要した費用の負担については、各区等で

協議の上、決定する。 
（ᚑ事⫋ဨの㌟ศのྲྀᢅい） 
第８条 ึືᮏ㒊及び対⟇ᮏ㒊にᚑ事する⫋ဨの㌟ศのྲྀᢅいについては、各区等で協議の上、

決定する。 
（ᖹᖖ時のᥐ⨨） 
第㸷条 各区等は、この協定が災害時に᭷ຠにᶵ⬟するため、ᖹᖖ時に┦の情報、ึື期

のカ練及び災害廃棄物対⟇に関するㄪᰝ、◊✲等にດめる。 
（実施⣽目のసᡂ） 
第10条 この協定の円滑な実施をᅗるため、各区等の協議により実施⣽目を定める。 

２ 各区等は、前項の実施⣽目を㐺ᐅᨵ定し、災害時の実ົにᨭ㞀をきたすことがないようにດ 

める。 

（その他） 
第11条 この協定に義が生ࡌた場合ཪはこの協定に定めのない事項が生ࡌた場合は、各区等で 

協議の上、決定する。 

 
この協定の締結をドするため、ᮏ書２㸲㏻をసᡂし、グྡᢲ༳の上、各⮬１㏻をಖ᭷する。 
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159．災害時におけるし尿の収集及び運搬に関する協定（東京環境保全協会）

（本文293頁） 
 
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田

区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛

飾区及び江戸川区（以下「甲」と総称する。）と一般社団法人 東京環境保全協会（以下「乙」

という。）は、災害時において東京２３区内から発生するし尿の収集及び運搬に関して、次のと

おり協定を締結する。 
（目的） 
第１条 この協定は、東京２３区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した

場合（以下「災害時」という。）、甲が乙に要請するし尿の収集及び運搬の協力に関し、必要な

事項を定めることを目的とする。 
（協力の要請） 
第２条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について

乙に対し協力を要請することができる。 
（１）し尿の収集及び運搬 
（２）前号に伴い必要となる事項 
２ 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力（以下「協力」という。）を要請する場合は、文書

により行う。ただし、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うこ

とができる。 
（協力の実施） 
第３条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾

の前後にかかわらず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。 
２ 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第６条に規定する甲への報告をもって、

甲の要請に基づき行われたものとする。 
（情報の提供等） 
第４条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京２３区内の被害状況、復旧状況その他必要な

情報を乙に提供する。 
２ 乙は、災害時において乙に加盟する事業者等の被害状況、し尿の収集及び運搬状況等を甲に

報告する。 
（協力の期間） 
第５条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。 
（報告） 
第６条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。 
（費用の負担） 
第７条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。 
２ 甲が負担する費用の額は、甲乙協議の上、決定する。 
（守秘義務） 
第８条 甲は、協力の実施中に第４条第２項の規定により知り得た情報について、甲のそれぞれ

の条例に基づき適切に取り扱うものとする。 

２ 乙は、協力の実施中に第４条第１項の規定により知り得た情報について、甲の承諾を得ずに、

本協定の目的以外に使用してはならない。 

（損害賠償） 
第９条 甲又は乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、相手方又は第三者に損害を与え

たときは、それぞれの責めに帰すべき事由に応じて、その賠償の責任を負うものとする。ただ

し、やむを得ない事情により損害が生じた場合は、甲乙協議の上、処理するものとする。 
（連絡窓口） 
第10条 この協定に基づく協力に係る連絡窓口は、甲においては災害発生後に設置する特別区災 
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（対⟇ᮏ㒊のタ⨨） 
第５条 災害廃棄物のඹ同ฎ⌮を円滑に行うため、≉ู区災害廃棄物ฎ⌮対⟇ᮏ㒊（以下「対⟇

ᮏ㒊」という。）をタ⨨する。 
２ 対⟇ᮏ㒊にᮏ㒊㛗を⨨き、ᮏ㒊㛗は、≉ู区Ύᤲ⟶㒊㛗㛗をもっててる。 
３ 対⟇ᮏ㒊は、ᮏ㒊㛗のᣍ集によりタ⨨する。 
㸲 各区等は、≉ẁの事情がある場合を㝖き、対⟇ᮏ㒊がタ⨨ࡉれた場合、速やかにᚑ事⫋ဨを

㑅定する。 
㸳 対⟇ᮏ㒊は、東京区ᨻ㤋にタ⨨する。ただし、東京区ᨻ㤋が用できない場合は、各区

等で協議の上、決定する。 
㸴 対⟇ᮏ㒊のゎᩓについては、各区等で協議の上、決定する。 
（対⟇ᮏ㒊のᙺ） 
第６条 対⟇ᮏ㒊のᙺは、次に掲げる事項とする。 
（１）災害廃棄物のඹ同ฎ⌮におࡅる基ᮏ᪉㔪及び基ᮏ施⟇の⟇定に関すること。 
（２）関係者間の情報の収集、ᩚ⌮及びඹ᭷に関すること。 
（３）㌴୧の㓄㌴（東京༑୕区Ύᤲ協議が担௵する事ົを㝖ࡃ。）並びに次௬⨨場及び௬

タฎ⌮施タ等への搬ධのㄪᩚに関すること。 
（㸲）次௬⨨場及び௬タฎ⌮施タのタ⨨及び運Ⴀのㄪᩚに関すること。 
（㸳）Ẹ間施タでのฎ⌮及びᗈᇦฎ⌮のㄪᩚに関すること。 
（㸴）ඹ同ฎ⌮に係るᅜᗜ⿵ຓのㄪᩚに関すること。 
（７）前各号のか、災害廃棄物のඹ同ฎ⌮のㄪᩚに関すること。 
（費用の負担） 
第７条 ึືᮏ㒊及び対⟇ᮏ㒊の事ົの⟶⌮及びᇳ行に要した費用の負担については、各区等で

協議の上、決定する。 
（ᚑ事⫋ဨの㌟ศのྲྀᢅい） 
第８条 ึືᮏ㒊及び対⟇ᮏ㒊にᚑ事する⫋ဨの㌟ศのྲྀᢅいについては、各区等で協議の上、

決定する。 
（ᖹᖖ時のᥐ⨨） 
第㸷条 各区等は、この協定が災害時に᭷ຠにᶵ⬟するため、ᖹᖖ時に┦の情報、ึື期

のカ練及び災害廃棄物対⟇に関するㄪᰝ、◊✲等にດめる。 
（実施⣽目のసᡂ） 
第10条 この協定の円滑な実施をᅗるため、各区等の協議により実施⣽目を定める。 

２ 各区等は、前項の実施⣽目を㐺ᐅᨵ定し、災害時の実ົにᨭ㞀をきたすことがないようにດ 

める。 

（その他） 
第11条 この協定に義が生ࡌた場合ཪはこの協定に定めのない事項が生ࡌた場合は、各区等で 

協議の上、決定する。 

 
この協定の締結をドするため、ᮏ書２㸲㏻をసᡂし、グྡᢲ༳の上、各⮬１㏻をಖ᭷する。 
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159．災害時におけるし尿の収集及び運搬に関する協定（東京環境保全協会）

（本文293頁） 
 
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田

区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛

飾区及び江戸川区（以下「甲」と総称する。）と一般社団法人 東京環境保全協会（以下「乙」

という。）は、災害時において東京２３区内から発生するし尿の収集及び運搬に関して、次のと

おり協定を締結する。 
（目的） 
第１条 この協定は、東京２３区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した

場合（以下「災害時」という。）、甲が乙に要請するし尿の収集及び運搬の協力に関し、必要な

事項を定めることを目的とする。 
（協力の要請） 
第２条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について

乙に対し協力を要請することができる。 
（１）し尿の収集及び運搬 
（２）前号に伴い必要となる事項 
２ 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力（以下「協力」という。）を要請する場合は、文書

により行う。ただし、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うこ

とができる。 
（協力の実施） 
第３条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾

の前後にかかわらず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。 
２ 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第６条に規定する甲への報告をもって、

甲の要請に基づき行われたものとする。 
（情報の提供等） 
第４条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京２３区内の被害状況、復旧状況その他必要な

情報を乙に提供する。 
２ 乙は、災害時において乙に加盟する事業者等の被害状況、し尿の収集及び運搬状況等を甲に

報告する。 
（協力の期間） 
第５条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。 
（報告） 
第６条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。 
（費用の負担） 
第７条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。 
２ 甲が負担する費用の額は、甲乙協議の上、決定する。 
（守秘義務） 
第８条 甲は、協力の実施中に第４条第２項の規定により知り得た情報について、甲のそれぞれ

の条例に基づき適切に取り扱うものとする。 

２ 乙は、協力の実施中に第４条第１項の規定により知り得た情報について、甲の承諾を得ずに、

本協定の目的以外に使用してはならない。 

（損害賠償） 
第９条 甲又は乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、相手方又は第三者に損害を与え

たときは、それぞれの責めに帰すべき事由に応じて、その賠償の責任を負うものとする。ただ

し、やむを得ない事情により損害が生じた場合は、甲乙協議の上、処理するものとする。 
（連絡窓口） 
第10条 この協定に基づく協力に係る連絡窓口は、甲においては災害発生後に設置する特別区災 
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害ᗫᲠ≀処理ึື本㒊又は特別区災害ᗫᲠ≀処理対⟇本㒊とし、乙においては一般社団法人 

東京環境保全協会事務ᒁとする。 

（協定の᭷ຠ期間等） 
第11条 この協定の᭷ຠ期間は、この協定の締結の᪥から１ᖺ間とする。ただし、この協定の᭷ 

ຠ期間‶の᪥の３᭶前ࡲでに甲又は乙からఱら⏦出がないときは、この協定の᭷ຠ期間は⩣

᪥からྠ一の内ᐜをもって᭦に１ᖺ間ᘏ㛗ࡉれるものとし、以後もྠᵝとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定をゎ㝖することができる。 

（実施⣽目のసᡂ） 

第12条 この協定の円滑な実施をᅗるため、甲乙協議の上、実施⣽目を定める。 

２ 甲又は乙は、前項の実施⣽目を適ᐅᨵ定し、災害時の実務にᨭ㞀をきたすことのないように 

ດめる。 

（その他） 

第13条 この協定のゎ㔘に義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙 

協議の上、決定する。 

 

この協定の締結をドするため、本書２４㏻をసᡂし、甲乙グྡᢲ༳の上、各⮬１㏻を保᭷する。 
 
௧２ᖺ４᭶１᪥ 
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160．災害時におけるし尿の収集及び運搬に関する協定（東京ᗫᲠ≀ᴗ協ྠ⤌ྜ） 

（本文293頁） 
 
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田

区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛

飾区及び江戸川区（以下「甲」と総称する。）と東京ᗫᲠ≀事業協ྠ⤌合（以下「乙」という。）

は、災害時において東京２３区内から発生するし尿の収集及び運搬に関して、次のとおり協定を

締結する。 
（目的） 
第１条 この協定は、東京２３区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した

場合（以下「災害時」という。）、甲が乙に要請するし尿の収集及び運搬の協力に関し、必要な

事項を定めることを目的とする。 
（協力の要請） 
第２条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について

乙に対し協力を要請することができる。  
（１）し尿の収集及び運搬 
（２）前号に伴い必要となる事項 
２ 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力（以下「協力」という。）を要請する場合は、文書

により行う。ただし、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うこ

とができる。 
（協力の実施） 
第３条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾

の前後にかかわらず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。 
２ 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第６条に規定する甲への報告をもって、

甲の要請に基づき行われたものとする。 
（情報の提供等） 
第４条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京２３区内の被害状況、復旧状況その他必要な

情報を乙に提供する。 
２ 乙は、災害時において乙に加盟する事業者等の被害状況、し尿の収集及び運搬状況等を甲に

報告する。 
（協力の期間） 
第５条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。 
（報告） 
第６条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。 
（費用の負担） 
第７条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。 
２ 甲が負担する費用の額は、甲乙協議の上、決定する。 
（守秘義務） 
第８条 甲は、協力の実施中に第４条第２項の規定により知り得た情報について、甲のそれぞれ

の条例に基づき適切に取り扱うものとする。 

２ 乙は、協力の実施中に第４条第１項の規定により知り得た情報について、甲の承諾を得ずに、

本協定の目的以外に使用してはならない。 

（損害賠償） 
第９条 甲又は乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、相手方又は第三者に損害を与え

たときは、それぞれの責めに帰すべき事由に応じて、その賠償の責任を負うものとする。ただ

し、やむを得ない事情により損害が生じた場合は、甲乙協議の上、処理するものとする。 
（連絡窓口） 
第10条 この協定に基づく協力に係る連絡窓口は、甲においては災害発生後に設置する特別区災 
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害ᗫᲠ≀処理ึື本㒊又は特別区災害ᗫᲠ≀処理対⟇本㒊とし、乙においては一般社団法人 

東京環境保全協会事務ᒁとする。 

（協定の᭷ຠ期間等） 
第11条 この協定の᭷ຠ期間は、この協定の締結の᪥から１ᖺ間とする。ただし、この協定の᭷ 

ຠ期間‶の᪥の３᭶前ࡲでに甲又は乙からఱら⏦出がないときは、この協定の᭷ຠ期間は⩣

᪥からྠ一の内ᐜをもって᭦に１ᖺ間ᘏ㛗ࡉれるものとし、以後もྠᵝとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定をゎ㝖することができる。 

（実施⣽目のసᡂ） 

第12条 この協定の円滑な実施をᅗるため、甲乙協議の上、実施⣽目を定める。 

２ 甲又は乙は、前項の実施⣽目を適ᐅᨵ定し、災害時の実務にᨭ㞀をきたすことのないように 

ດめる。 

（その他） 

第13条 この協定のゎ㔘に義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙 

協議の上、決定する。 

 

この協定の締結をドするため、本書２４㏻をసᡂし、甲乙グྡᢲ༳の上、各⮬１㏻を保᭷する。 
 
௧２ᖺ４᭶１᪥ 
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160．災害時におけるし尿の収集及び運搬に関する協定（東京ᗫᲠ≀ᴗ協ྠ⤌ྜ） 

（本文293頁） 
 
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田

区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛

飾区及び江戸川区（以下「甲」と総称する。）と東京ᗫᲠ≀事業協ྠ⤌合（以下「乙」という。）

は、災害時において東京２３区内から発生するし尿の収集及び運搬に関して、次のとおり協定を

締結する。 
（目的） 
第１条 この協定は、東京２３区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した

場合（以下「災害時」という。）、甲が乙に要請するし尿の収集及び運搬の協力に関し、必要な

事項を定めることを目的とする。 
（協力の要請） 
第２条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について

乙に対し協力を要請することができる。  
（１）し尿の収集及び運搬 
（２）前号に伴い必要となる事項 
２ 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力（以下「協力」という。）を要請する場合は、文書

により行う。ただし、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うこ

とができる。 
（協力の実施） 
第３条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾

の前後にかかわらず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。 
２ 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第６条に規定する甲への報告をもって、

甲の要請に基づき行われたものとする。 
（情報の提供等） 
第４条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京２３区内の被害状況、復旧状況その他必要な

情報を乙に提供する。 
２ 乙は、災害時において乙に加盟する事業者等の被害状況、し尿の収集及び運搬状況等を甲に

報告する。 
（協力の期間） 
第５条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。 
（報告） 
第６条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。 
（費用の負担） 
第７条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。 
２ 甲が負担する費用の額は、甲乙協議の上、決定する。 
（守秘義務） 
第８条 甲は、協力の実施中に第４条第２項の規定により知り得た情報について、甲のそれぞれ

の条例に基づき適切に取り扱うものとする。 

２ 乙は、協力の実施中に第４条第１項の規定により知り得た情報について、甲の承諾を得ずに、

本協定の目的以外に使用してはならない。 

（損害賠償） 
第９条 甲又は乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、相手方又は第三者に損害を与え

たときは、それぞれの責めに帰すべき事由に応じて、その賠償の責任を負うものとする。ただ

し、やむを得ない事情により損害が生じた場合は、甲乙協議の上、処理するものとする。 
（連絡窓口） 
第10条 この協定に基づく協力に係る連絡窓口は、甲においては災害発生後に設置する特別区災 
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害ᗫᲠ≀処理ึື本㒊又は特別区災害ᗫᲠ≀処理対⟇本㒊とし、乙においては東京ᗫᲠ≀事業

協ྠ⤌合事務ᒁとする。 

（協定の᭷ຠ期間等） 

第11条 この協定の᭷ຠ期間は、この協定の締結の᪥から１ᖺ間とする。ただし、この協定の᭷ 

ຠ期間‶の᪥の３᭶前ࡲでに甲又は乙からఱら⏦出がないときは、この協定の᭷ຠ期間は⩣

᪥からྠ一の内ᐜをもって᭦に１ᖺ間ᘏ㛗ࡉれるものとし、以後もྠᵝとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定をゎ㝖することができる。 

（実施⣽目のసᡂ） 

第12条 この協定の円滑な実施をᅗるため、甲乙協議の上、実施⣽目を定める。 

２ 甲又は乙は、前項の実施⣽目を適ᐅᨵ定し、災害時の実務にᨭ㞀をきたすことのないように 

ດめる。 

（その他） 

第13条 この協定のゎ㔘に義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙 

協議の上、決定する。 

 

この協定の締結をドするため、本書２４㏻をసᡂし、甲乙グྡᢲ༳の上、各⮬１㏻を保᭷する。 
 
௧２ᖺ４᭶１᪥ 
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161．災害時におけるし尿のฎ⌮ࠊฎศ➼に関する協定（京ⴥ⯆ᴗ） 

（本文293頁） 
 
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田

区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛

飾区、江戸川区及び東京༑三区Ύᤲ一㒊事務⤌合（以下「甲」と総称する。）とᰴᘧ会社 京

ⴥ⯆業（以下「乙」という。）は、災害時において東京２３区内から発生するし尿の処理、処ศ

等に関して、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、東京２３区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した

場合（以下「災害時」という。）、甲が乙に要請するし尿の処理、処ศ等の協力に関し、必要な

事項を定めることを目的とする。 

（協力の要請） 

第２条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について

乙に対し協力を要請することができる。 

（１）し尿の受ධれ並びに処理及び処ศ 

（２）前号に伴い必要となる事項 

２ 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力（以下「協力」という。）を要請する場合は、文書

により行う。ただし、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うこ

とができる。 
（協力の実施） 
第３条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾

の前後にかかわらず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。 
２ 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第６条に規定する甲への報告をもって、

甲の要請に基づき行われたものとする。 
（情報の提供等） 
第４条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京２３区内の被害状況、復旧状況その他必要な

情報を乙に提供する。 
２ 乙は、災害時において乙の⟶理する施設の被害状況、し尿の処理状況等を甲に報告する。 
（協力の期間） 
第５条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。 
（報告） 
第６条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。 
（費用の負担） 
第７条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。 
２ 甲が負担する費用の額は、甲乙協議の上、決定する。 
（守秘義務） 
第８条 甲は、協力の実施中に第４条第２項の規定により知り得た情報について、甲のそれぞれ

の条例に基づき適切に取り扱うものとする。 
２ 乙は、協力の実施中に第４条第１項の規定により知り得た情報について、甲の承諾を得ずに、

本協定の目的以外に使用してはならない。 
（損害賠償） 
第９条 甲又は乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、相手方又は第三者に損害を与え

たときは、それぞれの責めに帰すべき事由に応じて、その賠償の責任を負うものとする。ただ

し、やむを得ない事情により損害が生じた場合は、甲乙協議の上、処理するものとする。 
（連絡窓口） 
第10条 この協定に基づく協力に係る連絡窓口は、甲においては災害発生後に設置する特別区災 

害ᗫᲠ≀処理ึື本㒊又は特別区災害ᗫᲠ≀処理対⟇本㒊とし、乙においてはᰴᘧ会社 京ⴥ
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害ᗫᲠ≀処理ึື本㒊又は特別区災害ᗫᲠ≀処理対⟇本㒊とし、乙においては東京ᗫᲠ≀事業

協ྠ⤌合事務ᒁとする。 

（協定の᭷ຠ期間等） 

第11条 この協定の᭷ຠ期間は、この協定の締結の᪥から１ᖺ間とする。ただし、この協定の᭷ 

ຠ期間‶の᪥の３᭶前ࡲでに甲又は乙からఱら⏦出がないときは、この協定の᭷ຠ期間は⩣

᪥からྠ一の内ᐜをもって᭦に１ᖺ間ᘏ㛗ࡉれるものとし、以後もྠᵝとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定をゎ㝖することができる。 

（実施⣽目のసᡂ） 

第12条 この協定の円滑な実施をᅗるため、甲乙協議の上、実施⣽目を定める。 

２ 甲又は乙は、前項の実施⣽目を適ᐅᨵ定し、災害時の実務にᨭ㞀をきたすことのないように 

ດめる。 

（その他） 

第13条 この協定のゎ㔘に義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙 

協議の上、決定する。 

 

この協定の締結をドするため、本書２４㏻をసᡂし、甲乙グྡᢲ༳の上、各⮬１㏻を保᭷する。 
 
௧２ᖺ４᭶１᪥ 
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161．災害時におけるし尿のฎ⌮ࠊฎศ➼に関する協定（京ⴥ⯆ᴗ） 

（本文293頁） 
 
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田

区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛

飾区、江戸川区及び東京༑三区Ύᤲ一㒊事務⤌合（以下「甲」と総称する。）とᰴᘧ会社 京

ⴥ⯆業（以下「乙」という。）は、災害時において東京２３区内から発生するし尿の処理、処ศ

等に関して、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、東京２３区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した

場合（以下「災害時」という。）、甲が乙に要請するし尿の処理、処ศ等の協力に関し、必要な

事項を定めることを目的とする。 

（協力の要請） 

第２条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について

乙に対し協力を要請することができる。 

（１）し尿の受ධれ並びに処理及び処ศ 

（２）前号に伴い必要となる事項 

２ 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力（以下「協力」という。）を要請する場合は、文書

により行う。ただし、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うこ

とができる。 
（協力の実施） 
第３条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾

の前後にかかわらず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。 
２ 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第６条に規定する甲への報告をもって、

甲の要請に基づき行われたものとする。 
（情報の提供等） 
第４条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京２３区内の被害状況、復旧状況その他必要な

情報を乙に提供する。 
２ 乙は、災害時において乙の⟶理する施設の被害状況、し尿の処理状況等を甲に報告する。 
（協力の期間） 
第５条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。 
（報告） 
第６条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。 
（費用の負担） 
第７条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。 
２ 甲が負担する費用の額は、甲乙協議の上、決定する。 
（守秘義務） 
第８条 甲は、協力の実施中に第４条第２項の規定により知り得た情報について、甲のそれぞれ

の条例に基づき適切に取り扱うものとする。 
２ 乙は、協力の実施中に第４条第１項の規定により知り得た情報について、甲の承諾を得ずに、

本協定の目的以外に使用してはならない。 
（損害賠償） 
第９条 甲又は乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、相手方又は第三者に損害を与え

たときは、それぞれの責めに帰すべき事由に応じて、その賠償の責任を負うものとする。ただ

し、やむを得ない事情により損害が生じた場合は、甲乙協議の上、処理するものとする。 
（連絡窓口） 
第10条 この協定に基づく協力に係る連絡窓口は、甲においては災害発生後に設置する特別区災 

害ᗫᲠ≀処理ึື本㒊又は特別区災害ᗫᲠ≀処理対⟇本㒊とし、乙においてはᰴᘧ会社 京ⴥ
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⯆業とする。 

（協定の᭷ຠ期間等） 

第11条 この協定の᭷ຠ期間は、この協定の締結の᪥から１ᖺ間とする。ただし、この協定の᭷ 

ຠ期間‶の᪥の３᭶前ࡲでに甲又は乙からఱら⏦出がないときは、この協定の᭷ຠ期間は⩣

᪥からྠ一の内ᐜをもって᭦に１ᖺ間ᘏ㛗ࡉれるものとし、以後もྠᵝとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定をゎ㝖することができる。 

（実施⣽目のసᡂ） 

第12条 この協定の円滑な実施をᅗるため、甲乙協議の上、実施⣽目を定める。 

２ 甲又は乙は、前項の実施⣽目を適ᐅᨵ定し、災害時の実務にᨭ㞀をきたすことのないように 

ດめる。 

（その他） 

第13条 この協定のゎ㔘に義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙 

協議の上、決定する。 

 
この協定の締結をドするため、本書２㸳㏻をసᡂし、甲乙グྡᢲ༳の上、各⮬１㏻を保᭷する。 

 
௧２ᖺ４᭶１᪥ 
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162．災害時におけるし尿のฎ⌮ࠊฎศ➼に関する協定（ኴ㝧Ἔ） 

（本文293頁） 
 
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田

区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛

飾区、江戸川区及び東京༑三区Ύᤲ一㒊事務⤌合（以下「甲」と総称する。）とᰴᘧ会社 ኴ

㝧Ἔ（以下「乙」という。）は、災害時において東京２３区内から発生するし尿の処理、処ศ

等に関して、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、東京２３区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した

場合（以下「災害時」という。）、甲が乙に要請するし尿の処理、処ศ等の協力に関し、必要な

事項を定めることを目的とする。 

（協力の要請） 

第２条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について

乙に対し協力を要請することができる。 

（１）し尿の受ධれ並びに処理及び処ศ 

（２）前号に伴い必要となる事項 

２ 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力（以下「協力」という。）を要請する場合は、文書

により行う。ただし、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うこ

とができる。 
（協力の実施） 
第３条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾

の前後にかかわらず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。 
２ 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第６条に規定する甲への報告をもって、

甲の要請に基づき行われたものとする。 
（情報の提供等） 
第４条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京２３区内の被害状況、復旧状況その他必要な

情報を乙に提供する。 
２ 乙は、災害時において乙の⟶理する施設の被害状況、し尿の処理状況等を甲に報告する。 
（協力の期間） 
第５条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。 
（報告） 
第６条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。 
（費用の負担） 
第７条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。 
２ 甲が負担する費用の額は、甲乙協議の上、決定する。 
（守秘義務） 
第８条 甲は、協力の実施中に第４条第２項の規定により知り得た情報について、甲のそれぞれ

の条例に基づき適切に取り扱うものとする。 
２ 乙は、協力の実施中に第４条第１項の規定により知り得た情報について、甲の承諾を得ずに、

本協定の目的以外に使用してはならない。 
（損害賠償） 
第９条 甲又は乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、相手方又は第三者に損害を与え

たときは、それぞれの責めに帰すべき事由に応じて、その賠償の責任を負うものとする。ただ

し、やむを得ない事情により損害が生じた場合は、甲乙協議の上、処理するものとする。 
（連絡窓口） 
第10条 この協定に基づく協力に係る連絡窓口は、甲においては災害発生後に設置する特別区災 

害ᗫᲠ≀処理ึື本㒊又は特別区災害ᗫᲠ≀処理対⟇本㒊とし、乙においてはᰴᘧ会社 ኴ㝧
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⯆業とする。 

（協定の᭷ຠ期間等） 

第11条 この協定の᭷ຠ期間は、この協定の締結の᪥から１ᖺ間とする。ただし、この協定の᭷ 

ຠ期間‶の᪥の３᭶前ࡲでに甲又は乙からఱら⏦出がないときは、この協定の᭷ຠ期間は⩣

᪥からྠ一の内ᐜをもって᭦に１ᖺ間ᘏ㛗ࡉれるものとし、以後もྠᵝとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定をゎ㝖することができる。 

（実施⣽目のసᡂ） 

第12条 この協定の円滑な実施をᅗるため、甲乙協議の上、実施⣽目を定める。 

２ 甲又は乙は、前項の実施⣽目を適ᐅᨵ定し、災害時の実務にᨭ㞀をきたすことのないように 

ດめる。 

（その他） 

第13条 この協定のゎ㔘に義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙 

協議の上、決定する。 

 
この協定の締結をドするため、本書２㸳㏻をసᡂし、甲乙グྡᢲ༳の上、各⮬１㏻を保᭷する。 

 
௧２ᖺ４᭶１᪥ 
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162．災害時におけるし尿のฎ⌮ࠊฎศ➼に関する協定（ኴ㝧Ἔ） 

（本文293頁） 
 
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田

区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛

飾区、江戸川区及び東京༑三区Ύᤲ一㒊事務⤌合（以下「甲」と総称する。）とᰴᘧ会社 ኴ

㝧Ἔ（以下「乙」という。）は、災害時において東京２３区内から発生するし尿の処理、処ศ

等に関して、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、東京２３区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した

場合（以下「災害時」という。）、甲が乙に要請するし尿の処理、処ศ等の協力に関し、必要な

事項を定めることを目的とする。 

（協力の要請） 

第２条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について

乙に対し協力を要請することができる。 

（１）し尿の受ධれ並びに処理及び処ศ 

（２）前号に伴い必要となる事項 

２ 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力（以下「協力」という。）を要請する場合は、文書

により行う。ただし、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うこ

とができる。 
（協力の実施） 
第３条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾

の前後にかかわらず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。 
２ 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第６条に規定する甲への報告をもって、

甲の要請に基づき行われたものとする。 
（情報の提供等） 
第４条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京２３区内の被害状況、復旧状況その他必要な

情報を乙に提供する。 
２ 乙は、災害時において乙の⟶理する施設の被害状況、し尿の処理状況等を甲に報告する。 
（協力の期間） 
第５条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。 
（報告） 
第６条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。 
（費用の負担） 
第７条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。 
２ 甲が負担する費用の額は、甲乙協議の上、決定する。 
（守秘義務） 
第８条 甲は、協力の実施中に第４条第２項の規定により知り得た情報について、甲のそれぞれ

の条例に基づき適切に取り扱うものとする。 
２ 乙は、協力の実施中に第４条第１項の規定により知り得た情報について、甲の承諾を得ずに、

本協定の目的以外に使用してはならない。 
（損害賠償） 
第９条 甲又は乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、相手方又は第三者に損害を与え

たときは、それぞれの責めに帰すべき事由に応じて、その賠償の責任を負うものとする。ただ

し、やむを得ない事情により損害が生じた場合は、甲乙協議の上、処理するものとする。 
（連絡窓口） 
第10条 この協定に基づく協力に係る連絡窓口は、甲においては災害発生後に設置する特別区災 

害ᗫᲠ≀処理ึື本㒊又は特別区災害ᗫᲠ≀処理対⟇本㒊とし、乙においてはᰴᘧ会社 ኴ㝧



- 383 - 

Ἔとする。 

（協定の᭷ຠ期間等） 

第11条 この協定の᭷ຠ期間は、この協定の締結の᪥から１ᖺ間とする。ただし、この協定の᭷ 

ຠ期間‶の᪥の３᭶前ࡲでに甲又は乙からఱら⏦出がないときは、この協定の᭷ຠ期間は⩣

᪥からྠ一の内ᐜをもって᭦に１ᖺ間ᘏ㛗ࡉれるものとし、以後もྠᵝとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定をゎ㝖することができる。 

（実施⣽目のసᡂ） 

第12条 この協定の円滑な実施をᅗるため、甲乙協議の上、実施⣽目を定める。 

２ 甲又は乙は、前項の実施⣽目を適ᐅᨵ定し、災害時の実務にᨭ㞀をきたすことのないように 

ດめる。 

（その他） 

第13条 この協定のゎ㔘に義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙 

協議の上、決定する。 

 

この協定の締結をドするため、本書２㸳㏻をసᡂし、甲乙グྡᢲ༳の上、各⮬１㏻を保᭷する。 
 
௧２ᖺ４᭶１᪥ 
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 のタ⨨に関するぬ᭩（本文294頁）ࣞࢺ௬タ⏝࣮࣐ࣝ࣍ࣥ．163
 

１ ぬ書の᪨ 

  本ぬ書は、東京㒔下水㐨ᒁ（以下「甲」という。）が⥔ᣢ⟶理する人Ꮝを震災時なの緊急

時及び㜵災カ練時に中央区（以下「乙」という。）が࣮࣐ࣝ࣍ࣥ用௬設ࣞࢺ（以下「௬設ࢺ

 。という。）を設置࣭使用することに関し、次のとおり、ぬ書をする「ࣞ

２ 連絡యไ 

 (1) 乙が甲の人Ꮝを௬設ࣞࢺ用に使用する場合は、事前に甲に連絡するものとする。 

   ただし、震災時なの緊急を要するため事前連絡をすることができない場合は、事後によ

り速やかに連絡をするものとする。 

 (2) 乙は、㜵災カ練で甲の人Ꮝを௬設ࣞࢺに使用する場合は、実施１㐌間前ࡲでに甲に連絡

するものとする。 

３ 人Ꮝ㛤㛢及びᏳ全⟶理 

 (1) 乙は、第２項の規定により、௬設ࣞࢺの設置࣭᧔ཤに伴う甲の人Ꮝ㛤㛢స業を乙༢⊂

で行うことができるものとする。 

 (2) 乙は、人Ꮝ㛤㛢時及び௬設ࣞࢺ使用時のᏳ全⟶理にດめるものとする。 

 (3) 乙は、乙が㑅定した௬設ࣞࢺ設置⟠ᡤの人Ꮝを使用する場合、人Ꮝ⮬యを取り外すこ

となく設置できるᵝの௬設ࣞࢺを㑅定することを基本とする。 

４ 㐨㊰使用チྍ等の⏦請 

 (1) 震災時なの緊急時に௬設ࣞࢺを設置する場合、乙は、㐨㊰使用チྍ書の⏦請について、

ᡤ㎄㆙ᐹ⨫に連絡し、そのᣦ♧にᚑうものとする。 

 (2) 㜵災カ練により௬設ࣞࢺを設置する場合、乙は、ᡤ㎄㆙ᐹ⨫へ㐨㊰使用チྍ書の⏦請を

行うものとする。 

 (3) 前２項に‽じ、乙は、㐨㊰⟶理者へ㐨㊰༨用チྍ書の⏦請を行うものとする。 

㸳 人Ꮝ㛤㛢ᕤල 

 (1) 乙は、人Ꮝ㛤㛢ᕤලについて必要ᩘを乙の負担によりഛするものとする。 

 (2) 乙は、人Ꮝ㛤㛢ᕤලについて適ṇな保⟶⟶理を行わなࡅれࡤならない。 

６ ⟶㊰施設のᨾ㞀処理స業及び費用負担 

௬設ࣞࢺの使用に㉳ᅉして、⟶㊰施設の人Ꮝ内Ύᤲస業なを必要とする場合は、甲࣭乙

協議して定めるものとする。 

ただし、ᨾ㞀処理స業に伴う費用は乙負担とする。 

㸵 Ύᤲస業及び☜認行Ⅽ 

 (1) Ύᤲస業 

   乙は、௬設ࣞࢺを使用した場合、設置⟠ᡤ㏆及び人Ꮝ内のΎᤲస業を行わなࡅれࡤな

らない。 

 (2) ☜認行Ⅽ 

   乙は、௬設ࣞࢺの᧔ཤ時におࡅるᏳ全⟶理並びに設置⟠ᡤ㏆及び人Ꮝ内のΎᤲస業状

況について、甲に立会いをồめ、甲࣭乙とで☜認する。 

㸶 連絡ඛ 

  ௬設ࣞࢺを設置するための連絡ඛについては次のとおりとする。 

   甲㸹東京㒔下水㐨ᒁ中㒊⟶理事務ᡤ 

     ⟶㊰施設ㄢ 中央出ᙇᡤ  㟁ヰ３６６㸶㸫㸶６６１ 

   乙㸹中央区区Ẹ㒊㜵災ㄢ    㟁ヰ３㸳４６㸫㸳２㸶㸵 

㸷 義の決定等 

  このぬ書に定めのない事項又は義を生じた場合は、甲࣭ 乙協議のうえ、定めるものとする。 
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Ἔとする。 

（協定の᭷ຠ期間等） 

第11条 この協定の᭷ຠ期間は、この協定の締結の᪥から１ᖺ間とする。ただし、この協定の᭷ 

ຠ期間‶の᪥の３᭶前ࡲでに甲又は乙からఱら⏦出がないときは、この協定の᭷ຠ期間は⩣

᪥からྠ一の内ᐜをもって᭦に１ᖺ間ᘏ㛗ࡉれるものとし、以後もྠᵝとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定をゎ㝖することができる。 

（実施⣽目のసᡂ） 

第12条 この協定の円滑な実施をᅗるため、甲乙協議の上、実施⣽目を定める。 

２ 甲又は乙は、前項の実施⣽目を適ᐅᨵ定し、災害時の実務にᨭ㞀をきたすことのないように 

ດめる。 

（その他） 

第13条 この協定のゎ㔘に義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙 

協議の上、決定する。 

 

この協定の締結をドするため、本書２㸳㏻をసᡂし、甲乙グྡᢲ༳の上、各⮬１㏻を保᭷する。 
 
௧２ᖺ４᭶１᪥ 
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 のタ⨨に関するぬ᭩（本文294頁）ࣞࢺ௬タ⏝࣮࣐ࣝ࣍ࣥ．163
 

１ ぬ書の᪨ 

  本ぬ書は、東京㒔下水㐨ᒁ（以下「甲」という。）が⥔ᣢ⟶理する人Ꮝを震災時なの緊急

時及び㜵災カ練時に中央区（以下「乙」という。）が࣮࣐ࣝ࣍ࣥ用௬設ࣞࢺ（以下「௬設ࢺ

 。という。）を設置࣭使用することに関し、次のとおり、ぬ書をする「ࣞ

２ 連絡యไ 

 (1) 乙が甲の人Ꮝを௬設ࣞࢺ用に使用する場合は、事前に甲に連絡するものとする。 

   ただし、震災時なの緊急を要するため事前連絡をすることができない場合は、事後によ

り速やかに連絡をするものとする。 

 (2) 乙は、㜵災カ練で甲の人Ꮝを௬設ࣞࢺに使用する場合は、実施１㐌間前ࡲでに甲に連絡

するものとする。 

３ 人Ꮝ㛤㛢及びᏳ全⟶理 

 (1) 乙は、第２項の規定により、௬設ࣞࢺの設置࣭᧔ཤに伴う甲の人Ꮝ㛤㛢స業を乙༢⊂

で行うことができるものとする。 

 (2) 乙は、人Ꮝ㛤㛢時及び௬設ࣞࢺ使用時のᏳ全⟶理にດめるものとする。 

 (3) 乙は、乙が㑅定した௬設ࣞࢺ設置⟠ᡤの人Ꮝを使用する場合、人Ꮝ⮬యを取り外すこ

となく設置できるᵝの௬設ࣞࢺを㑅定することを基本とする。 

４ 㐨㊰使用チྍ等の⏦請 

 (1) 震災時なの緊急時に௬設ࣞࢺを設置する場合、乙は、㐨㊰使用チྍ書の⏦請について、

ᡤ㎄㆙ᐹ⨫に連絡し、そのᣦ♧にᚑうものとする。 

 (2) 㜵災カ練により௬設ࣞࢺを設置する場合、乙は、ᡤ㎄㆙ᐹ⨫へ㐨㊰使用チྍ書の⏦請を

行うものとする。 

 (3) 前２項に‽じ、乙は、㐨㊰⟶理者へ㐨㊰༨用チྍ書の⏦請を行うものとする。 

㸳 人Ꮝ㛤㛢ᕤල 

 (1) 乙は、人Ꮝ㛤㛢ᕤලについて必要ᩘを乙の負担によりഛするものとする。 

 (2) 乙は、人Ꮝ㛤㛢ᕤලについて適ṇな保⟶⟶理を行わなࡅれࡤならない。 

６ ⟶㊰施設のᨾ㞀処理స業及び費用負担 

௬設ࣞࢺの使用に㉳ᅉして、⟶㊰施設の人Ꮝ内Ύᤲస業なを必要とする場合は、甲࣭乙

協議して定めるものとする。 

ただし、ᨾ㞀処理స業に伴う費用は乙負担とする。 

㸵 Ύᤲస業及び☜認行Ⅽ 

 (1) Ύᤲస業 

   乙は、௬設ࣞࢺを使用した場合、設置⟠ᡤ㏆及び人Ꮝ内のΎᤲస業を行わなࡅれࡤな

らない。 

 (2) ☜認行Ⅽ 

   乙は、௬設ࣞࢺの᧔ཤ時におࡅるᏳ全⟶理並びに設置⟠ᡤ㏆及び人Ꮝ内のΎᤲస業状

況について、甲に立会いをồめ、甲࣭乙とで☜認する。 

㸶 連絡ඛ 

  ௬設ࣞࢺを設置するための連絡ඛについては次のとおりとする。 

   甲㸹東京㒔下水㐨ᒁ中㒊⟶理事務ᡤ 

     ⟶㊰施設ㄢ 中央出ᙇᡤ  㟁ヰ３６６㸶㸫㸶６６１ 

   乙㸹中央区区Ẹ㒊㜵災ㄢ    㟁ヰ３㸳４６㸫㸳２㸶㸵 

㸷 義の決定等 

  このぬ書に定めのない事項又は義を生じた場合は、甲࣭ 乙協議のうえ、定めるものとする。 
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 以上、ぬ書のドとして、本書２㏻をసᡂし、甲࣭乙グྡᢲ༳のうえ、各⮬その１㏻を保᭷する。 

 

  ᖹᡂ18ᖺ㸷᭶26᪥ 

 

 

甲  東京㒔下水㐨ᒁ中㒊⟶理事務ᡤ 

                                       ⟶㊰施設ㄢ㛗 

 

乙  中央区区Ẹ㒊㜵災ㄢ㛗 
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164．災害時におけるୗỈ㐨タのし尿搬ධ及びཷධࢀに関するぬ᭩  

（本文295頁） 
 

 中央区（以下「甲」という。）と東京㒔下水㐨ᒁ（以下「乙」という。）とは、「東京㒔地ᇦ㜵

災ィ⏬」及び「東京㒔ᅜẸ保ㆤィ⏬」に基づき、災害時に㑊難ᡤ等から発生するし尿の下水㐨施

設（水生࣮ࢱࣥࢭ及び⟶㊰）への搬ධ及び受ධれに関し、次のとおりぬ書を締結する。 

（目的） 

第１条 本ぬ書は、災害時に㑊難ᡤ等から発生するし尿を甲が下水㐨施設へ搬ධし、乙が受ࡅධ

れるにあたり必要な事項を定めることにより、㑊難ᡤ等の⾨生環境を☜保することを目的とす

る。 

（ᖺᗘ協議） 

第２条 甲は、ẖᖺᗘ、㑊難ᡤの一ぴ⾲を乙に提出する。 

２ 乙は、前項の一ぴ⾲に基づき、甲にし尿を搬ධする水生࣮ࢱࣥࢭ及び⟶㊰の受ࡅධれ人Ꮝ

を提♧し、甲乙協議のうえこれを決定する。 

（ᙺศ担） 

第３条 ᖹᖖ時におࡅるᙺศ担は、次の各号のとおりとする。 

 (1)  乙は、甲が実施する下水㐨施設へのし尿搬ධカ練において、人Ꮝ㛤㛢の実地カ練をᣦ

ᑟする。 

 (2)  甲は、前号の実地カ練の実施に必要となる㐨㊰使用チྍ等の⏦請及びᏳ全⟶理を行う。 

 (3)  甲は、⊂⮬にし尿の搬ධカ練を実施する場合は事前に乙にᒆ出のうえ、承認を得る。 

２ 災害時におࡅるᙺศ担は、次の各号のとおりとする。 

  (1)  甲は、水生࣮ࢱࣥࢭへし尿を搬ධする場合、事前に乙に連絡するものとする。 

  (2)  甲は、⟶㊰の受ࡅධれ人Ꮝへし尿を搬ධする場合、事前に乙に連絡するものとする。た

だし、事前連絡が困難な場合は、事後、速やかに連絡するものとする。 

  (3)  甲は、⟶㊰の受ࡅධれ人Ꮝへし尿を搬ධする場合、その人Ꮝの㛤㛢を行うとともに༑

ศなᏳ全⟶理を行う。 

  (4)  甲は、し尿受ࡅධれ人Ꮝの⟶㊰が㛢ሰ等により使用⬟となった場合、┤ࡕに使用を中

Ṇし、速やかに乙に連絡する。 

(5)  乙は、甲から前号による連絡を受ࡅた場合は、その⟶㊰のㄪᰝ及び復旧を行う。 

（費用負担） 

第４条 甲は、人Ꮝの㛤㛢に必要な≀品を☜保する費用を負担する。 

（Ύᤲ及び☜認） 

第５条 甲は、受ࡅධれ人Ꮝにし尿を搬ධした場合、その㒔ᗘ、࿘㎶及び人Ꮝ内のΎᤲを行う。 

２ 乙は、受ࡅධれ人Ꮝへのし尿搬ධ⤊後に、前項のΎᤲ状況等について、甲の立会いのもと

☜認する。ただし、立会いが困難な場合は、書㠃をもって報告するものとする。 

（その他） 

第６条 本ぬ書に定めのない事項及び各条項に義が生じたときは、方の協議により定める。 

 

本ぬ書締結のドとして、本書を２㏻సᡂし、甲乙グྡᢲ༳の上、各ࠎその一㏻を保᭷する。 

 

  ᖹᡂ18ᖺ12᭶15᪥ 

 

 

甲 中央区 

区Ẹ㒊㛗 

 

乙 東京㒔下水㐨ᒁ 

                    中㒊⟶理事務ᡤ㛗 
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 以上、ぬ書のドとして、本書２㏻をసᡂし、甲࣭乙グྡᢲ༳のうえ、各⮬その１㏻を保᭷する。 

 

  ᖹᡂ18ᖺ㸷᭶26᪥ 

 

 

甲  東京㒔下水㐨ᒁ中㒊⟶理事務ᡤ 

                                       ⟶㊰施設ㄢ㛗 

 

乙  中央区区Ẹ㒊㜵災ㄢ㛗 
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164．災害時におけるୗỈ㐨タのし尿搬ධ及びཷධࢀに関するぬ᭩  

（本文295頁） 
 

 中央区（以下「甲」という。）と東京㒔下水㐨ᒁ（以下「乙」という。）とは、「東京㒔地ᇦ㜵

災ィ⏬」及び「東京㒔ᅜẸ保ㆤィ⏬」に基づき、災害時に㑊難ᡤ等から発生するし尿の下水㐨施

設（水生࣮ࢱࣥࢭ及び⟶㊰）への搬ධ及び受ධれに関し、次のとおりぬ書を締結する。 

（目的） 

第１条 本ぬ書は、災害時に㑊難ᡤ等から発生するし尿を甲が下水㐨施設へ搬ධし、乙が受ࡅධ

れるにあたり必要な事項を定めることにより、㑊難ᡤ等の⾨生環境を☜保することを目的とす

る。 

（ᖺᗘ協議） 

第２条 甲は、ẖᖺᗘ、㑊難ᡤの一ぴ⾲を乙に提出する。 

２ 乙は、前項の一ぴ⾲に基づき、甲にし尿を搬ධする水生࣮ࢱࣥࢭ及び⟶㊰の受ࡅධれ人Ꮝ

を提♧し、甲乙協議のうえこれを決定する。 

（ᙺศ担） 

第３条 ᖹᖖ時におࡅるᙺศ担は、次の各号のとおりとする。 

 (1)  乙は、甲が実施する下水㐨施設へのし尿搬ධカ練において、人Ꮝ㛤㛢の実地カ練をᣦ

ᑟする。 

 (2)  甲は、前号の実地カ練の実施に必要となる㐨㊰使用チྍ等の⏦請及びᏳ全⟶理を行う。 

 (3)  甲は、⊂⮬にし尿の搬ධカ練を実施する場合は事前に乙にᒆ出のうえ、承認を得る。 

２ 災害時におࡅるᙺศ担は、次の各号のとおりとする。 

  (1)  甲は、水生࣮ࢱࣥࢭへし尿を搬ධする場合、事前に乙に連絡するものとする。 

  (2)  甲は、⟶㊰の受ࡅධれ人Ꮝへし尿を搬ධする場合、事前に乙に連絡するものとする。た

だし、事前連絡が困難な場合は、事後、速やかに連絡するものとする。 

  (3)  甲は、⟶㊰の受ࡅධれ人Ꮝへし尿を搬ධする場合、その人Ꮝの㛤㛢を行うとともに༑

ศなᏳ全⟶理を行う。 

  (4)  甲は、し尿受ࡅධれ人Ꮝの⟶㊰が㛢ሰ等により使用⬟となった場合、┤ࡕに使用を中

Ṇし、速やかに乙に連絡する。 

(5)  乙は、甲から前号による連絡を受ࡅた場合は、その⟶㊰のㄪᰝ及び復旧を行う。 

（費用負担） 

第４条 甲は、人Ꮝの㛤㛢に必要な≀品を☜保する費用を負担する。 

（Ύᤲ及び☜認） 

第５条 甲は、受ࡅධれ人Ꮝにし尿を搬ධした場合、その㒔ᗘ、࿘㎶及び人Ꮝ内のΎᤲを行う。 

２ 乙は、受ࡅධれ人Ꮝへのし尿搬ධ⤊後に、前項のΎᤲ状況等について、甲の立会いのもと

☜認する。ただし、立会いが困難な場合は、書㠃をもって報告するものとする。 

（その他） 

第６条 本ぬ書に定めのない事項及び各条項に義が生じたときは、方の協議により定める。 

 

本ぬ書締結のドとして、本書を２㏻సᡂし、甲乙グྡᢲ༳の上、各ࠎその一㏻を保᭷する。 

 

  ᖹᡂ18ᖺ12᭶15᪥ 

 

 

甲 中央区 

区Ẹ㒊㛗 

 

乙 東京㒔下水㐨ᒁ 

                    中㒊⟶理事務ᡤ㛗 
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165．災害時におけるし尿収集ᴗົの協ຊに関する協定᭩（東京㒔環境保全協ྠ⤌ྜ） 

（本文295頁） 

 

中央区を「甲」とし、東京㒔環境保全協ྠ⤌合を「乙」とし、災害時におࡅるし尿収集業務に

関し、甲乙間において、次のとおり協定を締結する。 

（㊃᪨） 

第１条 この協定は、災害が区内に発生し、又は発生するおそれがある場合において、中央区地

ᇦ㜵災ィ⏬に定めるし尿処理ィ⏬に対する乙の協力に関し、必要な事項を定める。 

（協力要請） 

第２条 甲は、甲が⟶理する施設においてし尿収集の必要があるときは、乙に対し、し尿収集業

務を行うために必要な㌴୧、స業ဨ及び㈨ჾᮦの供⤥を要請するものとする。 

２ 甲は、前項の規定により要請するときは、᪥時、場ᡤ、処理方法その他必要な事項を᫂らか

にした文書を乙に㏦するものとする。ただし、緊急時においては、口頭により要請し、事後

において文書を㏦することができる。 

（協力） 

第３条 乙は、前条の規定により甲から要請があったときは、特別な事情がない限り協力するも

のとする。 

（業務） 

第４条 乙は、甲の要請により次の業務を行うものとする。 

一 し尿の収集に関すること。 

 し尿の運搬に関すること。 

三 し尿の下水㐨ᢞධ施設へのᢞධに関すること。 

ᅄ その他し尿処理に関し甲が必要と認める業務に関すること。 

（業務報告） 

第５条 乙は、甲の要請に基づくし尿収集業務をしたときは、業務内ᐜ及び収集のために使

用した㌴୧の台ᩘ、収集㔞、స業ဨᩘその他必要な事項を甲に報告するものとする。 

（費用負担） 

第６条 甲は、第４条の業務に要した費用を負担するものとする。 

２ 乙は、業務を⤊し、甲の☜認を受ࡅた後、前項の費用を請ồするものとする。 

３ 前項の費用は、ᙜヱ災害時┤前の౯᱁に基づき⟬定するものとする。 

（ᚑ事者の損害⿵償） 

第７条 甲の要請に基づき、乙のᚑ事者が業務にᚑ事したことによりṚஸし、負യし、ⱝしくは

にかかり、又は㞀害の状ែとなったときは、災害に㝿し応急ᥐ置の業務等にᚑ事した者に

係る損害⿵償に関する条例（３㸶ᖺ３᭶中央区条例第１㸳号）に基づき、これを⿵償する

ものとする。 

（連絡） 

第８条 乙は、甲の要請に対応できる㌴୧台ᩘ、連絡యไ等について、ẖᖺ４᭶に区㛗に連絡す

るものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に義が生じたときは、甲乙協議の上、決定す

るものとする。 

（᭷ຠ期間） 

第10条 この協定の᭷ຠ期間は、協定締結の᪥からᖹᡂ21ᖺ３᭶31᪥ࡲでとする。ただし、᭷ຠ

期間‶の᪥の３か᭶前ࡲでに、甲又は乙からఱら⏦出がないときは、ࡉらに１ᖺ間ᘏ㛗し、

その後もࡲたྠᵝとする。 
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 上グ協定締結のドとして、本協定書２㏻をసᡂし、甲乙グྡᢲ༳の上、各１㏻を保᭷する。 

 

  ᖹᡂ20ᖺ３᭶25᪥ 

 

 

甲  東京㒔中央区⠏地一目１␒１号 

中央区 

代⾲者 中央区㛗 

 

乙  東京㒔中央区㖟ᗙ一目27␒㸶号 

東京㒔環境保全協ྠ⤌合 

代⾲者 理事㛗 
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165．災害時におけるし尿収集ᴗົの協ຊに関する協定᭩（東京㒔環境保全協ྠ⤌ྜ） 

（本文295頁） 

 

中央区を「甲」とし、東京㒔環境保全協ྠ⤌合を「乙」とし、災害時におࡅるし尿収集業務に

関し、甲乙間において、次のとおり協定を締結する。 

（㊃᪨） 

第１条 この協定は、災害が区内に発生し、又は発生するおそれがある場合において、中央区地

ᇦ㜵災ィ⏬に定めるし尿処理ィ⏬に対する乙の協力に関し、必要な事項を定める。 

（協力要請） 

第２条 甲は、甲が⟶理する施設においてし尿収集の必要があるときは、乙に対し、し尿収集業

務を行うために必要な㌴୧、స業ဨ及び㈨ჾᮦの供⤥を要請するものとする。 

２ 甲は、前項の規定により要請するときは、᪥時、場ᡤ、処理方法その他必要な事項を᫂らか

にした文書を乙に㏦するものとする。ただし、緊急時においては、口頭により要請し、事後

において文書を㏦することができる。 

（協力） 

第３条 乙は、前条の規定により甲から要請があったときは、特別な事情がない限り協力するも

のとする。 

（業務） 

第４条 乙は、甲の要請により次の業務を行うものとする。 

一 し尿の収集に関すること。 

 し尿の運搬に関すること。 

三 し尿の下水㐨ᢞධ施設へのᢞධに関すること。 

ᅄ その他し尿処理に関し甲が必要と認める業務に関すること。 

（業務報告） 

第５条 乙は、甲の要請に基づくし尿収集業務をしたときは、業務内ᐜ及び収集のために使

用した㌴୧の台ᩘ、収集㔞、స業ဨᩘその他必要な事項を甲に報告するものとする。 

（費用負担） 

第６条 甲は、第４条の業務に要した費用を負担するものとする。 

２ 乙は、業務を⤊し、甲の☜認を受ࡅた後、前項の費用を請ồするものとする。 

３ 前項の費用は、ᙜヱ災害時┤前の౯᱁に基づき⟬定するものとする。 

（ᚑ事者の損害⿵償） 

第７条 甲の要請に基づき、乙のᚑ事者が業務にᚑ事したことによりṚஸし、負യし、ⱝしくは

にかかり、又は㞀害の状ែとなったときは、災害に㝿し応急ᥐ置の業務等にᚑ事した者に

係る損害⿵償に関する条例（３㸶ᖺ３᭶中央区条例第１㸳号）に基づき、これを⿵償する

ものとする。 

（連絡） 

第８条 乙は、甲の要請に対応できる㌴୧台ᩘ、連絡యไ等について、ẖᖺ４᭶に区㛗に連絡す

るものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に義が生じたときは、甲乙協議の上、決定す

るものとする。 

（᭷ຠ期間） 

第10条 この協定の᭷ຠ期間は、協定締結の᪥からᖹᡂ21ᖺ３᭶31᪥ࡲでとする。ただし、᭷ຠ

期間‶の᪥の３か᭶前ࡲでに、甲又は乙からఱら⏦出がないときは、ࡉらに１ᖺ間ᘏ㛗し、

その後もࡲたྠᵝとする。 
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 上グ協定締結のドとして、本協定書２㏻をసᡂし、甲乙グྡᢲ༳の上、各１㏻を保᭷する。 

 

  ᖹᡂ20ᖺ３᭶25᪥ 

 

 

甲  東京㒔中央区⠏地一目１␒１号 

中央区 

代⾲者 中央区㛗 

 

乙  東京㒔中央区㖟ᗙ一目27␒㸶号 

東京㒔環境保全協ྠ⤌合 

代⾲者 理事㛗 
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166㸬⅏ᐖࡿࡅ࠾㐨㊰㞀ᐖ≀㝖ཤ➼ᛂᛴᑐ⟇ᴗົ㛵ࡿࡍ༠ᐃ㸦㜵⅏༠ຊ㸧

㸦ᮏᩥ98㡫㸧 
 

 中央区の区ᇦෆ（௨ୗࠕ区ෆࠖという。）に࠾いて、災ᐖにࡅ࠾る㐨㊰㞀ᐖ≀㝖ཤ➼ᛂᛴᑐ

⟇ᴗົに㛵し、中央区（௨ୗࠕ甲ࠖという。）と中央防災協力会（௨ୗࠕ乙ࠖという。）との㛫に

 。協定を締結するࡾ࠾いて、ḟのと࠾

（㊃᪨） 

第㸯条 この協定は、災ᐖが区ෆに発生したሙྜに、甲が中央区地ᇦ防災ィ⏬に基づき、㐨㊰㞀

ᐖ≀㝖ཤ➼の災ᐖᛂᛴᑐ⟇を実施するにᙜたࡾ、乙の✚ᴟⓗな協力をᚓるため、必要な事項を

定める。 

（協力要請） 

第㸰条 甲は、災ᐖが区ෆに発生したሙྜに、㐨㊰㞀ᐖ≀の㝖ཤ➼ᛂᛴᑐ⟇を実施するため、乙

のฟື及び必要な㈨ᶵᮦの౪⤥を要請するものとする。 

（㈨ᶵᮦの౪⤥） 

第㸱条 乙は、๓᮲の要請をཷࡅたは、甲がᣦ定したሙᡤに┤ࡕにฟືするとともに、≉別の

⌮⏤がない㝈ࡾ㈨ᶵᮦを౪⤥するものとする。 

㸰 甲はฟືした乙をᣦするものとする。 

㸱 乙は、災ᐖの≧ἣにࡾࡼ⥭ᛴを要するとุ᩿したሙྜは、๓᮲につ定する甲の要請をཷࡅる

๓に、ฟືすることが࡛きる。 

（άືᴗົ） 

第㸲条 甲の要請にࡾࡼฟືした乙は、ḟのᴗົを⾜う。 

(1) ⴠୗ≀、ಽቯᘓ≀➼の㊰上㞀ᐖ≀の㝖ཤに㛵すること。 

(2) 㐨㊰及び橋ᱱのட、㝗ἐ➼のᛂᛴ⿵ಟに㛵すること。 

(3) ᛂᛴ⤥Ỉに㛵すること。 

(4) Ṛయの㐠ᦙ及びᐜに㛵すること。 

 。の甲が必要とㄆめるᴗົに㛵することࡑ (5)

（災ᐖᛂᛴᑐ⟇άືィ⏬書の⟇定及びᥦฟ） 

第㸳条 乙は、ᴗົを実施するため、災ᐖᛂᛴᑐ⟇άືィ⏬書を⟇定し、甲にᥦฟするものとす

る。 

（㈝⏝㈇ᢸ） 

第㸴条 甲は、乙が➨㸰᮲につ定する㈨ᶵᮦの౪⤥（௨ୗࠕ㈨ᶵᮦの౪⤥ࠖという。）及び➨㸲

᮲につ定するᴗົ（௨ୗࠕᴗົࠖという。）を実施したሙྜに࠾いて、㈝⏝を㈇ᢸするものと

する。 

（請ồ） 

第㸵条 乙は、㈨ᶵᮦの౪⤥及びᴗົを⤊し甲の☜ㄆをཷࡅたᚋ、๓᮲にࡼる㈝⏝を甲に請ồ

するものとする。 

（㈝⏝のᨭᡶ） 

第㸶条 甲は、乙から๓᮲のつ定にࡾࡼ請ồがあったときは、㏿ࡸかにࡑの㈝⏝をᨭᡶࢃなࢀࡅ

 。ならないࡤ

（ᦆᐖ㈺ൾ） 

第㸷条 乙は、ᴗົの実施について、乙の㈐めにᖐする⌮⏤にࡾࡼ➨三者にᦆᐖをえたときは、

 。の㈺ൾの㈐めを㈇うものとするࡑ

㸰 甲は、➨㸱᮲のつ定に基づき乙から౪⤥をཷࡅた㈨ᶵᮦの⏝について、甲の㈐めにᖐする

⌮⏤にࡾࡼ㈨ᶵᮦをᦆയし、ཪは⁛ኻしたときは、ࡑのᦆᐖを㈺ൾするものとする。 

（ᚑ事者のᦆᐖ⿵ൾ） 

第10条 甲の要請に基づき、乙がᴗົにᚑ事したことにࡾࡼṚஸし、㈇യし、ⱝしくはにか

かࡾ、ཪは㞀ᐖの≧ែとなったときは、災ᐖに㝿しᛂᛴᥐ⨨のᴗົ➼にᚑ事した者にಀるᦆᐖ

⿵ൾに㛵する᮲（38年㸱月東京都中央区᮲➨15号）に基づき、こࢀを⿵ൾするものと

する。
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（防災訓練） 

第11条 乙は、甲から要請があったときは、甲の実施する防災訓練に参加し協力するものとする。 

（細目） 

第12条 この協定を実施するために必要な細目は、別に定める。 

（協議） 

第13条 この協定及びこの協定に基づく細目に定めのない事項並びにこの協定の解釈について

疑義が生じたときは、甲、乙が協議のうえ決定するものとする。 

（効力の発生） 

第14条 この協定は、平成７年12月６日から効力を発生するものとする。 

 

 上記協定締結の証として、本協定書二通を作成し、甲乙記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

  平成７年12月６日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区京橋三丁目13番１号 

中央防災協力会 

代表者 会長 
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166㸬⅏ᐖࡿࡅ࠾㐨㊰㞀ᐖ≀㝖ཤ➼ᛂᛴᑐ⟇ᴗົ㛵ࡿࡍ༠ᐃ㸦㜵⅏༠ຊ㸧

㸦ᮏᩥ98㡫㸧 
 

 中央区の区ᇦෆ（௨ୗࠕ区ෆࠖという。）に࠾いて、災ᐖにࡅ࠾る㐨㊰㞀ᐖ≀㝖ཤ➼ᛂᛴᑐ

⟇ᴗົに㛵し、中央区（௨ୗࠕ甲ࠖという。）と中央防災協力会（௨ୗࠕ乙ࠖという。）との㛫に

 。協定を締結するࡾ࠾いて、ḟのと࠾

（㊃᪨） 

第㸯条 この協定は、災ᐖが区ෆに発生したሙྜに、甲が中央区地ᇦ防災ィ⏬に基づき、㐨㊰㞀

ᐖ≀㝖ཤ➼の災ᐖᛂᛴᑐ⟇を実施するにᙜたࡾ、乙の✚ᴟⓗな協力をᚓるため、必要な事項を

定める。 

（協力要請） 

第㸰条 甲は、災ᐖが区ෆに発生したሙྜに、㐨㊰㞀ᐖ≀の㝖ཤ➼ᛂᛴᑐ⟇を実施するため、乙

のฟື及び必要な㈨ᶵᮦの౪⤥を要請するものとする。 

（㈨ᶵᮦの౪⤥） 

第㸱条 乙は、๓᮲の要請をཷࡅたは、甲がᣦ定したሙᡤに┤ࡕにฟືするとともに、≉別の

⌮⏤がない㝈ࡾ㈨ᶵᮦを౪⤥するものとする。 

㸰 甲はฟືした乙をᣦするものとする。 

㸱 乙は、災ᐖの≧ἣにࡾࡼ⥭ᛴを要するとุ᩿したሙྜは、๓᮲につ定する甲の要請をཷࡅる

๓に、ฟືすることが࡛きる。 

（άືᴗົ） 

第㸲条 甲の要請にࡾࡼฟືした乙は、ḟのᴗົを⾜う。 

(1) ⴠୗ≀、ಽቯᘓ≀➼の㊰上㞀ᐖ≀の㝖ཤに㛵すること。 

(2) 㐨㊰及び橋ᱱのட、㝗ἐ➼のᛂᛴ⿵ಟに㛵すること。 

(3) ᛂᛴ⤥Ỉに㛵すること。 

(4) Ṛయの㐠ᦙ及びᐜに㛵すること。 

 。の甲が必要とㄆめるᴗົに㛵することࡑ (5)

（災ᐖᛂᛴᑐ⟇άືィ⏬書の⟇定及びᥦฟ） 

第㸳条 乙は、ᴗົを実施するため、災ᐖᛂᛴᑐ⟇άືィ⏬書を⟇定し、甲にᥦฟするものとす

る。 

（㈝⏝㈇ᢸ） 

第㸴条 甲は、乙が➨㸰᮲につ定する㈨ᶵᮦの౪⤥（௨ୗࠕ㈨ᶵᮦの౪⤥ࠖという。）及び➨㸲

᮲につ定するᴗົ（௨ୗࠕᴗົࠖという。）を実施したሙྜに࠾いて、㈝⏝を㈇ᢸするものと

する。 

（請ồ） 

第㸵条 乙は、㈨ᶵᮦの౪⤥及びᴗົを⤊し甲の☜ㄆをཷࡅたᚋ、๓᮲にࡼる㈝⏝を甲に請ồ

するものとする。 

（㈝⏝のᨭᡶ） 

第㸶条 甲は、乙から๓᮲のつ定にࡾࡼ請ồがあったときは、㏿ࡸかにࡑの㈝⏝をᨭᡶࢃなࢀࡅ

 。ならないࡤ

（ᦆᐖ㈺ൾ） 

第㸷条 乙は、ᴗົの実施について、乙の㈐めにᖐする⌮⏤にࡾࡼ➨三者にᦆᐖをえたときは、

 。の㈺ൾの㈐めを㈇うものとするࡑ

㸰 甲は、➨㸱᮲のつ定に基づき乙から౪⤥をཷࡅた㈨ᶵᮦの⏝について、甲の㈐めにᖐする

⌮⏤にࡾࡼ㈨ᶵᮦをᦆയし、ཪは⁛ኻしたときは、ࡑのᦆᐖを㈺ൾするものとする。 

（ᚑ事者のᦆᐖ⿵ൾ） 

第10条 甲の要請に基づき、乙がᴗົにᚑ事したことにࡾࡼṚஸし、㈇യし、ⱝしくはにか

かࡾ、ཪは㞀ᐖの≧ែとなったときは、災ᐖに㝿しᛂᛴᥐ⨨のᴗົ➼にᚑ事した者にಀるᦆᐖ

⿵ൾに㛵する᮲（38年㸱月東京都中央区᮲➨15号）に基づき、こࢀを⿵ൾするものと

する。
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（防災訓練） 

第11条 乙は、甲から要請があったときは、甲の実施する防災訓練に参加し協力するものとする。 

（細目） 

第12条 この協定を実施するために必要な細目は、別に定める。 

（協議） 

第13条 この協定及びこの協定に基づく細目に定めのない事項並びにこの協定の解釈について

疑義が生じたときは、甲、乙が協議のうえ決定するものとする。 

（効力の発生） 

第14条 この協定は、平成７年12月６日から効力を発生するものとする。 

 

 上記協定締結の証として、本協定書二通を作成し、甲乙記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

  平成７年12月６日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区京橋三丁目13番１号 

中央防災協力会 

代表者 会長 
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167㸬⅏ᐖࡿࡅ࠾㐨㊰㞀ᐖ≀㝖ཤ➼ᛂᛴᑐ⟇ᴗົ㛵ࡿࡍ༠ᐃ⣽┠㸦ᮏᩥ98㡫㸧 
 

 災ᐖにࡅ࠾る㐨㊰㞀ᐖ≀㝖ཤ➼ᛂᛴᑐ⟇ᴗົに㛵する協定（௨ୗࠕ協定ࠖという。）➨12᮲

に基づく細目は、ḟのとࡾ࠾とする。 

（要請ᡭ⥆き➼） 

第㸯条 協定➨㸰᮲に定める甲の要請は、ᛂᛴᑐ⟇➼要請書（別記➨１ᵝᘧ）にࡾࡼ、乙にᑐし

て⾜うものとする。たࡔし、ᩥ書をもって要請する㛫がないときは、こࢀらにࡼらないこと

が࡛きる。 

㸰 甲は、๓項のつ定に基づきࡑの会ဨに要請したሙྜは、ᚋ日ᩥ書をもって乙にሗ࿌するもの

とする。 

（㈨ᶵᮦの౪⤥） 

第㸰条 協定➨㸱᮲に定める㈨ᶵᮦには、ᛂᛴᑐ⟇ᴗົに必要なࢨ࣮ࢻࣝࣈ➼の㔜ᶵᲔをྵࡴも

のとする。 

（ᴗົの実施） 

第㸱条 乙は、協定➨㸲᮲に定めるᴗົを実施するためにฟືしたときは、㏿ࡸかに災ᐖの≧ἣ

並びに協力㝲のつᶍ、⌧ሙ㈐௵者、ฟື้➼を中央区災ᐖᑐ⟇本㒊にฟືሗ࿌書（別記➨㸰

ᵝᘧ）にࡾࡼሗ࿌しなࡤࢀࡅならない。 

（ᴗົ⤊ሗ࿌書） 

第㸲条 乙は、๓᮲のᴗົを⤊したときは、㏿ࡸかに中央区災ᐖᑐ⟇本㒊にᛂᛴᑐ⟇ᴗົ⤊

ሗ࿌書（別記➨㸱ᵝᘧ）にࡾࡼሗ࿌しなࡤࢀࡅならない。 

（請ồᡭ⥆） 

第㸳条 協定➨７᮲に定める請ồは、ᛂᛴᑐ⟇➼にಀる請ồ書（別記➨㸲ᵝᘧ）にࡾࡼ請ồする

ものとする。 

（協議） 

第㸴条 この細目の解釈について疑義が生じたときは、甲、乙が協議のうえ決定するものとする。 

 

 上記協定締結の証として、本細目書二通を作成し、甲乙記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

  平成７年12月６日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区京橋三丁目13番１号 

中央防災協力会 

代表者 会長 
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168㸬⅏ᐖࡿࡅ࠾㌴୧➼㞀ᐖ≀㝖ཤᛂᛴᑐ⟇ᴗົ㛵ࡿࡍ༠ᐃ᭩㸦⮬ື㌴ᩚഛ⯆㸧 

㸦ᮏᩥ98㡫㸧 
 

 東京都中央区（௨ୗࠕ甲ࠖという。）と、♫ᅋἲே東京都⮬ື㌴ᩚഛ⯆会中央ᨭ㒊（௨ୗࠕ乙ࠖ

という。）との㛫に࠾いて、災ᐖにࡅ࠾る㌴୧➼㞀ᐖ≀㝖ཤᛂᛴᑐ⟇ᴗົ（௨ୗࠕᴗົࠖとい

う。）に㛵し、ḟのとࡾ࠾協定を締結する。 

（目ⓗ） 

第㸯条 この協定は、中央区の区ᇦෆに災ᐖが発生し、ཪは発生するࢀࡑ࠾があるሙྜに࠾いて、

乙の✚ᴟⓗな協力をᚓることにࡾࡼ㐨㊰➼にࡅ࠾る㌴୧➼㞀ᐖ≀を㝖ཤし、災ᐖの㐨㊰ၨ㛤

に㈨することを目ⓗとする。 

（協力要請） 

第㸰条 甲は、乙にᑐし、災ᐖの≧ἣにᛂじて、ᴗົෆᐜ、日及びሙᡤをᣦ定してᴗົの協

力を要請するものとする。たࡔし、乙は、災ᐖの≧ἣにࡾࡼᴗົが⥭ᛴを要するとุ᩿したሙ

ྜは、甲とᐦ᥋な㐃⤡をとࡾながら┤ࡕにฟືし、ࡑのᴗົにᚑ事することが࡛きる。 

（㈨ᶵᮦの౪⤥➼） 

第㸱条 乙は、๓᮲のつ定にࡼる要請をཷࡅたは、甲がᣦ定したሙᡤに┤ࡕにฟືし、ᴗົを

⾜うとともに、必要な㈨ᶵᮦを౪⤥するものとする。 

（ሗ࿌） 

第㸲条 乙は、ᴗົෆᐜ及び౪⤥した㈨ᶵᮦのᩘ㔞について、甲にሗ࿌をするものとする。 

（㈝⏝㈇ᢸ） 

第㸳条 甲は、๓᮲のሗ࿌に基づき乙がᴗົを⾜うために要した㈝⏝及び౪⤥した㈨ᶵᮦの㈝⏝

をㄆ定し、㈇ᢸするものとする。 

（㈝⏝の請ồ） 

第㸴条 乙は、ᴗົ⤊ᚋ、๓᮲のつ定にࡾࡼ甲のㄆ定をཷࡅた㈝⏝を甲にᑐし請ồするものと

する。 

（㈝⏝のᨭᡶ） 

第㸵条 甲は、乙から๓᮲のつ定にࡼる請ồがあったときは、㏿ࡸかにࡑの㈝⏝をᨭᡶうものと

する。 

（災ᐖ⿵ൾ） 

第㸶条 甲の要請に基づき、乙がᴗົにᚑ事したことにࡾࡼṚஸし、㈇യし、ⱝしくはにか

かࡾ、ཪは㞀ᐖの≧ែとなったときは、災ᐖに㝿しᛂᛴᥐ⨨のᴗົ➼にᚑ事した者にಀるᦆᐖ

⿵ൾに㛵する᮲（38年㸱月東京都中央区᮲➨15号）に基づき、こࢀを⿵ൾするものと

する。 

（協議） 

第㸷条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について疑義が生じたときは、甲、乙が

協議のうえ決定するものとする。 

 

上記協定の証として、本協定書二通を作成し、甲乙記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

  平成㸶年12月20日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区東日本橋三丁目㸳番７号 

♫ᅋἲே 東京都⮬ື㌴ᩚഛ⯆会中央ᨭ㒊 

代表者 ᨭ㒊長 
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167㸬⅏ᐖࡿࡅ࠾㐨㊰㞀ᐖ≀㝖ཤ➼ᛂᛴᑐ⟇ᴗົ㛵ࡿࡍ༠ᐃ⣽┠㸦ᮏᩥ98㡫㸧 
 

 災ᐖにࡅ࠾る㐨㊰㞀ᐖ≀㝖ཤ➼ᛂᛴᑐ⟇ᴗົに㛵する協定（௨ୗࠕ協定ࠖという。）➨12᮲

に基づく細目は、ḟのとࡾ࠾とする。 

（要請ᡭ⥆き➼） 

第㸯条 協定➨㸰᮲に定める甲の要請は、ᛂᛴᑐ⟇➼要請書（別記➨１ᵝᘧ）にࡾࡼ、乙にᑐし

て⾜うものとする。たࡔし、ᩥ書をもって要請する㛫がないときは、こࢀらにࡼらないこと

が࡛きる。 

㸰 甲は、๓項のつ定に基づきࡑの会ဨに要請したሙྜは、ᚋ日ᩥ書をもって乙にሗ࿌するもの

とする。 

（㈨ᶵᮦの౪⤥） 

第㸰条 協定➨㸱᮲に定める㈨ᶵᮦには、ᛂᛴᑐ⟇ᴗົに必要なࢨ࣮ࢻࣝࣈ➼の㔜ᶵᲔをྵࡴも

のとする。 

（ᴗົの実施） 

第㸱条 乙は、協定➨㸲᮲に定めるᴗົを実施するためにฟືしたときは、㏿ࡸかに災ᐖの≧ἣ

並びに協力㝲のつᶍ、⌧ሙ㈐௵者、ฟື้➼を中央区災ᐖᑐ⟇本㒊にฟືሗ࿌書（別記➨㸰

ᵝᘧ）にࡾࡼሗ࿌しなࡤࢀࡅならない。 

（ᴗົ⤊ሗ࿌書） 

第㸲条 乙は、๓᮲のᴗົを⤊したときは、㏿ࡸかに中央区災ᐖᑐ⟇本㒊にᛂᛴᑐ⟇ᴗົ⤊

ሗ࿌書（別記➨㸱ᵝᘧ）にࡾࡼሗ࿌しなࡤࢀࡅならない。 

（請ồᡭ⥆） 

第㸳条 協定➨７᮲に定める請ồは、ᛂᛴᑐ⟇➼にಀる請ồ書（別記➨㸲ᵝᘧ）にࡾࡼ請ồする

ものとする。 

（協議） 

第㸴条 この細目の解釈について疑義が生じたときは、甲、乙が協議のうえ決定するものとする。 

 

 上記協定締結の証として、本細目書二通を作成し、甲乙記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

  平成７年12月６日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区京橋三丁目13番１号 

中央防災協力会 

代表者 会長 
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168㸬⅏ᐖࡿࡅ࠾㌴୧➼㞀ᐖ≀㝖ཤᛂᛴᑐ⟇ᴗົ㛵ࡿࡍ༠ᐃ᭩㸦⮬ື㌴ᩚഛ⯆㸧 

㸦ᮏᩥ98㡫㸧 
 

 東京都中央区（௨ୗࠕ甲ࠖという。）と、♫ᅋἲே東京都⮬ື㌴ᩚഛ⯆会中央ᨭ㒊（௨ୗࠕ乙ࠖ

という。）との㛫に࠾いて、災ᐖにࡅ࠾る㌴୧➼㞀ᐖ≀㝖ཤᛂᛴᑐ⟇ᴗົ（௨ୗࠕᴗົࠖとい

う。）に㛵し、ḟのとࡾ࠾協定を締結する。 

（目ⓗ） 

第㸯条 この協定は、中央区の区ᇦෆに災ᐖが発生し、ཪは発生するࢀࡑ࠾があるሙྜに࠾いて、

乙の✚ᴟⓗな協力をᚓることにࡾࡼ㐨㊰➼にࡅ࠾る㌴୧➼㞀ᐖ≀を㝖ཤし、災ᐖの㐨㊰ၨ㛤

に㈨することを目ⓗとする。 

（協力要請） 

第㸰条 甲は、乙にᑐし、災ᐖの≧ἣにᛂじて、ᴗົෆᐜ、日及びሙᡤをᣦ定してᴗົの協

力を要請するものとする。たࡔし、乙は、災ᐖの≧ἣにࡾࡼᴗົが⥭ᛴを要するとุ᩿したሙ

ྜは、甲とᐦ᥋な㐃⤡をとࡾながら┤ࡕにฟືし、ࡑのᴗົにᚑ事することが࡛きる。 

（㈨ᶵᮦの౪⤥➼） 

第㸱条 乙は、๓᮲のつ定にࡼる要請をཷࡅたは、甲がᣦ定したሙᡤに┤ࡕにฟືし、ᴗົを

⾜うとともに、必要な㈨ᶵᮦを౪⤥するものとする。 

（ሗ࿌） 

第㸲条 乙は、ᴗົෆᐜ及び౪⤥した㈨ᶵᮦのᩘ㔞について、甲にሗ࿌をするものとする。 

（㈝⏝㈇ᢸ） 

第㸳条 甲は、๓᮲のሗ࿌に基づき乙がᴗົを⾜うために要した㈝⏝及び౪⤥した㈨ᶵᮦの㈝⏝

をㄆ定し、㈇ᢸするものとする。 

（㈝⏝の請ồ） 

第㸴条 乙は、ᴗົ⤊ᚋ、๓᮲のつ定にࡾࡼ甲のㄆ定をཷࡅた㈝⏝を甲にᑐし請ồするものと

する。 

（㈝⏝のᨭᡶ） 

第㸵条 甲は、乙から๓᮲のつ定にࡼる請ồがあったときは、㏿ࡸかにࡑの㈝⏝をᨭᡶうものと

する。 

（災ᐖ⿵ൾ） 

第㸶条 甲の要請に基づき、乙がᴗົにᚑ事したことにࡾࡼṚஸし、㈇യし、ⱝしくはにか

かࡾ、ཪは㞀ᐖの≧ែとなったときは、災ᐖに㝿しᛂᛴᥐ⨨のᴗົ➼にᚑ事した者にಀるᦆᐖ

⿵ൾに㛵する᮲（38年㸱月東京都中央区᮲➨15号）に基づき、こࢀを⿵ൾするものと

する。 

（協議） 

第㸷条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について疑義が生じたときは、甲、乙が

協議のうえ決定するものとする。 

 

上記協定の証として、本協定書二通を作成し、甲乙記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

  平成㸶年12月20日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区東日本橋三丁目㸳番７号 

♫ᅋἲே 東京都⮬ື㌴ᩚഛ⯆会中央ᨭ㒊 

代表者 ᨭ㒊長 
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169㸬⅏ᐖࡿࡅ࠾ᛂᛴᑐ⟇άືᨭ㛵ࡿࡍ༠ᐃ᭩㸦༳ๅᕤᴗ⤌ྜ㸧

㸦ᮏᩥ98࣭273㡫㸧 

 
 東京都中央区（௨ୗࠕ甲 とࠖいう。）と東京都印ๅᕤᴗ⤌ྜ京橋ᨭ㒊及び日本橋ᨭ㒊（௨ୗࠕ乙ࠖ
という。）は、中央区の区ᇦෆに災ᐖが発生し、ཪは発生するࢀࡑ࠾があるሙྜに࠾いて、ᛂᛴ
ᑐ⟇άືのためのᑠᆺ≉Ṧᵝᆺ（ࢺ࣮ࣞࣉ࣮ࣂࣥࢼ）ࢺࣇࣜࢡ࣮࢛ࣇ➼作ᴗ㈨ᶵᮦ、᧯作ဨ
➼（௨ୗࠕ作ᴗ⏝㈨ᶵᮦ➼ࠖという。）を☜保するため、ḟのとࡾ࠾協定を締結する。 
（⥲๎） 
第㸯条 この協定は、東京都中央区地ᇦ防災ィ⏬に基づき、甲が⾜う災ᐖᛂᛴᑐ⟇άືにᑐする
乙の協力に㛵し、必要な事項を定めるものとする。 
（要請ᡭ⥆） 
第㸰条 甲は、乙に作ᴗ⏝㈨ᶵᮦ➼のᥦ౪を要請するときは、日、ሙᡤ➼の必要な事項をᣦ♧
するものとする。 

（協力ෆᐜ） 
第㸱条 乙の⾜う協力は、災ᐖにࡅ࠾るᘓ築≀ࡑののᕤ作≀のᔂቯ➼にకう⥭ᛴேᩆຓά
ືのための㞀ᐖ≀の㝖ཤ作ᴗ並びにᩆ≀㈨、ㄪ㐩≀㈨➼の㐠ᦙ作ᴗ（௨ୗࠕᴗົࠖという。）
とする。 

（ᴗົ） 
第㸲条 乙は、甲のฟື要請があったときは、作ᴗ⏝㈨ᶵᮦ➼をᣦ定ࢀࡉたሙᡤᥦ౪し、区⫋
ဨのᣦ♧にࡾࡼ、ᴗົを⾜うものとする。 
（ᴗົሗ࿌） 
第㸳条 乙は、ᴗົがしたときは、┤ࡕに甲にሗ࿌するものとする。 
（実㈝の請ồ及びᨭᡶ） 
第㸴条 乙は、甲のฟື要請にࡾࡼ要したᴗົ実㈝を甲に請ồし、甲は、請ồෆᐜを⢭ᰝして、
 。の㈝⏝をᨭᡶうものとするࡑかにࡸ㏿
（災ᐖ⿵ൾ） 
第㸵条 甲は、乙が甲の要請に基づくᴗົにᚑ事したことにࡾࡼṚஸし、㈇യし、ⱝしくは
にかかࡾ、ཪは㞀ᐖの≧ែとなったときは、災ᐖに㝿しᛂᛴᥐ⨨のᴗົ➼にᚑ事した者にಀる
ᦆᐖ⿵ൾに㛵する᮲（38年㸱月東京都中央区᮲➨15号）に基づき、こࢀを⿵ൾするも
のとする。 
（ᥦ౪ྍ⬟な作ᴗ⏝㈨ᶵᮦ➼のሗ࿌） 
第㸶条 乙は、この協定の締結にᙜたࡾ、災ᐖにᥦ౪ྍ⬟な作ᴗ⏝㈨ᶵᮦ➼を年１ᅇ甲にሗ࿌
するものとする。 

（協議） 
第㸷条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について疑義が生じたときは、甲乙が協
議の上決定するものとする。 

 
 上記協定の証として、本協定書三通を作成し、甲乙記名押印の上各一通を保有する。 
 
  平成㸷年㸳月16日 
 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 
東京都中央区 
代表者 東京都中央区長 

 
乙  東京都中央区᪂ᐩ一丁目16番㸶号 

東京都印ๅᕤᴗ⤌ྜ京橋ᨭ㒊 
代表者 ᨭ㒊長 

 
乙  東京都中央区日本橋ⱴሙ⏫二丁目14番㸳号 

東京都印ๅᕤᴗ⤌ྜ日本橋ᨭ㒊 
代表者 ᨭ㒊長 
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170㸬⅏ᐖࡿࡅ࠾ᛂᛴᑐ⟇άືᨭ㛵ࡿࡍ༠ᐃ᭩㸦〇ᮏᕤᴗ⤌ྜ㸧

㸦ᮏᩥ98࣭273㡫㸧 

 
 東京都中央区（௨ୗࠕ甲 とࠖいう。）と東京都〇本ᕤᴗ⤌ྜ京橋ᨭ㒊及び日本橋ᨭ㒊（௨ୗࠕ乙ࠖ
という。）は、中央区の区ᇦෆに災ᐖが発生し、ཪは発生するࢀࡑ࠾があるሙྜに࠾いて、ᛂᛴ
ᑐ⟇άືのためのᑠᆺ≉Ṧᵝᆺ（ࢺ࣮ࣞࣉ࣮ࣂࣥࢼ）ࢺࣇࣜࢡ࣮࢛ࣇ➼作ᴗ㈨ᶵᮦ、᧯作ဨ
➼（௨ୗࠕ作ᴗ⏝㈨ᶵᮦ➼ࠖという。）を☜保するため、ḟのとࡾ࠾協定を締結する。 
（⥲๎） 
第㸯条 この協定は、東京都中央区地ᇦ防災ィ⏬に基づき、甲が⾜う災ᐖᛂᛴᑐ⟇άືにᑐする
乙の協力に㛵し、必要な事項を定めるものとする。 
（要請ᡭ⥆） 
第㸰条 甲は、乙に作ᴗ⏝㈨ᶵᮦ➼のᥦ౪を要請するときは、日、ሙᡤ➼の必要な事項をᣦ♧
するものとする。 
（協力ෆᐜ） 
第㸱条 乙の⾜う協力は、災ᐖにࡅ࠾るᘓ築≀ࡑののᕤ作≀のᔂቯ➼にకう⥭ᛴேᩆຓά
ືのための㞀ᐖ≀の㝖ཤ作ᴗ並びにᩆ≀㈨、ㄪ㐩≀㈨➼の㐠ᦙ作ᴗ（௨ୗࠕᴗົࠖという。）
とする。 
（ᴗົ） 
第㸲条 乙は、甲のฟື要請があったときは、作ᴗ⏝㈨ᶵᮦ➼をᣦ定ࢀࡉたሙᡤᥦ౪し、区⫋
ဨのᣦ♧にࡾࡼ、ᴗົを⾜うものとする。 
（ᴗົሗ࿌） 
第㸳条 乙は、ᴗົがしたときは、┤ࡕに甲にሗ࿌するものとする。 
（実㈝の請ồ及びᨭᡶ） 
第㸴条 乙は、甲のฟື要請にࡾࡼ要したᴗົ実㈝を甲に請ồし、甲は、請ồෆᐜを⢭ᰝして、
 。の㈝⏝をᨭᡶうものとするࡑかにࡸ㏿
（災ᐖ⿵ൾ） 
第㸵条 甲は、乙が甲の要請に基づくᴗົにᚑ事したことにࡾࡼṚஸし、㈇യし、ⱝしくは
にかかࡾ、ཪは㞀ᐖの≧ែとなったときは、災ᐖに㝿しᛂᛴᥐ⨨のᴗົ➼にᚑ事した者にಀる
ᦆᐖ⿵ൾに㛵する᮲（38年㸱月東京都中央区᮲➨15号）に基づき、こࢀを⿵ൾするも
のとする。 
（ᥦ౪ྍ⬟な作ᴗ⏝㈨ᶵᮦ➼のሗ࿌） 
第㸶条 乙は、この協定の締結にᙜたࡾ、災ᐖにᥦ౪ྍ⬟な作ᴗ⏝㈨ᶵᮦ➼を年１ᅇ甲にሗ࿌
するものとする。 
（協議） 
第㸷条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について疑義が生じたときは、甲乙が協
議の上決定するものとする。 

 
 上記協定の証として、本協定書三通を作成し、甲乙記名押印の上各一通を保有する。 
 
  平成㸷年㸳月16日 
 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 
東京都中央区 
代表者 東京都中央区長 

 
乙  東京都中央区‖三丁目13番㸶号 

東京都〇本ᕤᴗ⤌ྜ京橋ᨭ㒊 
代表者 ᨭ㒊長 

 
乙  東京都中央区日本橋ேᙧ⏫二丁目34番６号 

東京都〇本ᕤᴗ⤌ྜ日本橋ᨭ㒊 
代表者 ᨭ㒊長 
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169㸬⅏ᐖࡿࡅ࠾ᛂᛴᑐ⟇άືᨭ㛵ࡿࡍ༠ᐃ᭩㸦༳ๅᕤᴗ⤌ྜ㸧

㸦ᮏᩥ98࣭273㡫㸧 

 
 東京都中央区（௨ୗࠕ甲 とࠖいう。）と東京都印ๅᕤᴗ⤌ྜ京橋ᨭ㒊及び日本橋ᨭ㒊（௨ୗࠕ乙ࠖ
という。）は、中央区の区ᇦෆに災ᐖが発生し、ཪは発生するࢀࡑ࠾があるሙྜに࠾いて、ᛂᛴ
ᑐ⟇άືのためのᑠᆺ≉Ṧᵝᆺ（ࢺ࣮ࣞࣉ࣮ࣂࣥࢼ）ࢺࣇࣜࢡ࣮࢛ࣇ➼作ᴗ㈨ᶵᮦ、᧯作ဨ
➼（௨ୗࠕ作ᴗ⏝㈨ᶵᮦ➼ࠖという。）を☜保するため、ḟのとࡾ࠾協定を締結する。 
（⥲๎） 
第㸯条 この協定は、東京都中央区地ᇦ防災ィ⏬に基づき、甲が⾜う災ᐖᛂᛴᑐ⟇άືにᑐする
乙の協力に㛵し、必要な事項を定めるものとする。 
（要請ᡭ⥆） 
第㸰条 甲は、乙に作ᴗ⏝㈨ᶵᮦ➼のᥦ౪を要請するときは、日、ሙᡤ➼の必要な事項をᣦ♧
するものとする。 
（協力ෆᐜ） 
第㸱条 乙の⾜う協力は、災ᐖにࡅ࠾るᘓ築≀ࡑののᕤ作≀のᔂቯ➼にకう⥭ᛴேᩆຓά
ືのための㞀ᐖ≀の㝖ཤ作ᴗ並びにᩆ≀㈨、ㄪ㐩≀㈨➼の㐠ᦙ作ᴗ（௨ୗࠕᴗົࠖという。）
とする。 
（ᴗົ） 
第㸲条 乙は、甲のฟື要請があったときは、作ᴗ⏝㈨ᶵᮦ➼をᣦ定ࢀࡉたሙᡤᥦ౪し、区⫋
ဨのᣦ♧にࡾࡼ、ᴗົを⾜うものとする。 
（ᴗົሗ࿌） 
第㸳条 乙は、ᴗົがしたときは、┤ࡕに甲にሗ࿌するものとする。 
（実㈝の請ồ及びᨭᡶ） 
第㸴条 乙は、甲のฟື要請にࡾࡼ要したᴗົ実㈝を甲に請ồし、甲は、請ồෆᐜを⢭ᰝして、
 。の㈝⏝をᨭᡶうものとするࡑかにࡸ㏿
（災ᐖ⿵ൾ） 
第㸵条 甲は、乙が甲の要請に基づくᴗົにᚑ事したことにࡾࡼṚஸし、㈇യし、ⱝしくは
にかかࡾ、ཪは㞀ᐖの≧ែとなったときは、災ᐖに㝿しᛂᛴᥐ⨨のᴗົ➼にᚑ事した者にಀる
ᦆᐖ⿵ൾに㛵する᮲（38年㸱月東京都中央区᮲➨15号）に基づき、こࢀを⿵ൾするも
のとする。 
（ᥦ౪ྍ⬟な作ᴗ⏝㈨ᶵᮦ➼のሗ࿌） 
第㸶条 乙は、この協定の締結にᙜたࡾ、災ᐖにᥦ౪ྍ⬟な作ᴗ⏝㈨ᶵᮦ➼を年１ᅇ甲にሗ࿌
するものとする。 
（協議） 
第㸷条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について疑義が生じたときは、甲乙が協
議の上決定するものとする。 

 
 上記協定の証として、本協定書三通を作成し、甲乙記名押印の上各一通を保有する。 
 
  平成㸷年㸳月16日 
 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 
東京都中央区 
代表者 東京都中央区長 

 
乙  東京都中央区᪂ᐩ一丁目16番㸶号 

東京都印ๅᕤᴗ⤌ྜ京橋ᨭ㒊 
代表者 ᨭ㒊長 

 
乙  東京都中央区日本橋ⱴሙ⏫二丁目14番㸳号 

東京都印ๅᕤᴗ⤌ྜ日本橋ᨭ㒊 
代表者 ᨭ㒊長 
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170㸬⅏ᐖࡿࡅ࠾ᛂᛴᑐ⟇άືᨭ㛵ࡿࡍ༠ᐃ᭩㸦〇ᮏᕤᴗ⤌ྜ㸧

㸦ᮏᩥ98࣭273㡫㸧 

 
 東京都中央区（௨ୗࠕ甲 とࠖいう。）と東京都〇本ᕤᴗ⤌ྜ京橋ᨭ㒊及び日本橋ᨭ㒊（௨ୗࠕ乙ࠖ
という。）は、中央区の区ᇦෆに災ᐖが発生し、ཪは発生するࢀࡑ࠾があるሙྜに࠾いて、ᛂᛴ
ᑐ⟇άືのためのᑠᆺ≉Ṧᵝᆺ（ࢺ࣮ࣞࣉ࣮ࣂࣥࢼ）ࢺࣇࣜࢡ࣮࢛ࣇ➼作ᴗ㈨ᶵᮦ、᧯作ဨ
➼（௨ୗࠕ作ᴗ⏝㈨ᶵᮦ➼ࠖという。）を☜保するため、ḟのとࡾ࠾協定を締結する。 
（⥲๎） 
第㸯条 この協定は、東京都中央区地ᇦ防災ィ⏬に基づき、甲が⾜う災ᐖᛂᛴᑐ⟇άືにᑐする
乙の協力に㛵し、必要な事項を定めるものとする。 
（要請ᡭ⥆） 
第㸰条 甲は、乙に作ᴗ⏝㈨ᶵᮦ➼のᥦ౪を要請するときは、日、ሙᡤ➼の必要な事項をᣦ♧
するものとする。 

（協力ෆᐜ） 
第㸱条 乙の⾜う協力は、災ᐖにࡅ࠾るᘓ築≀ࡑののᕤ作≀のᔂቯ➼にకう⥭ᛴேᩆຓά
ືのための㞀ᐖ≀の㝖ཤ作ᴗ並びにᩆ≀㈨、ㄪ㐩≀㈨➼の㐠ᦙ作ᴗ（௨ୗࠕᴗົࠖという。）
とする。 

（ᴗົ） 
第㸲条 乙は、甲のฟື要請があったときは、作ᴗ⏝㈨ᶵᮦ➼をᣦ定ࢀࡉたሙᡤᥦ౪し、区⫋
ဨのᣦ♧にࡾࡼ、ᴗົを⾜うものとする。 
（ᴗົሗ࿌） 
第㸳条 乙は、ᴗົがしたときは、┤ࡕに甲にሗ࿌するものとする。 
（実㈝の請ồ及びᨭᡶ） 
第㸴条 乙は、甲のฟື要請にࡾࡼ要したᴗົ実㈝を甲に請ồし、甲は、請ồෆᐜを⢭ᰝして、
 。の㈝⏝をᨭᡶうものとするࡑかにࡸ㏿
（災ᐖ⿵ൾ） 
第㸵条 甲は、乙が甲の要請に基づくᴗົにᚑ事したことにࡾࡼṚஸし、㈇യし、ⱝしくは
にかかࡾ、ཪは㞀ᐖの≧ែとなったときは、災ᐖに㝿しᛂᛴᥐ⨨のᴗົ➼にᚑ事した者にಀる
ᦆᐖ⿵ൾに㛵する᮲（38年㸱月東京都中央区᮲➨15号）に基づき、こࢀを⿵ൾするも
のとする。 
（ᥦ౪ྍ⬟な作ᴗ⏝㈨ᶵᮦ➼のሗ࿌） 
第㸶条 乙は、この協定の締結にᙜたࡾ、災ᐖにᥦ౪ྍ⬟な作ᴗ⏝㈨ᶵᮦ➼を年１ᅇ甲にሗ࿌
するものとする。 

（協議） 
第㸷条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について疑義が生じたときは、甲乙が協
議の上決定するものとする。 

 
 上記協定の証として、本協定書三通を作成し、甲乙記名押印の上各一通を保有する。 
 
  平成㸷年㸳月16日 
 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 
東京都中央区 
代表者 東京都中央区長 

 
乙  東京都中央区‖三丁目13番㸶号 

東京都〇本ᕤᴗ⤌ྜ京橋ᨭ㒊 
代表者 ᨭ㒊長 

 
乙  東京都中央区日本橋ேᙧ⏫二丁目34番６号 

東京都〇本ᕤᴗ⤌ྜ日本橋ᨭ㒊 
代表者 ᨭ㒊長 
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171．災害時における応急対策業務に関する協力協定書（建築協力会） 

（本文86・289・291頁） 
 

 災害ࡅ࠾るᛂᛴ対策ᴗົ㛵し、中央区㸦௨ୗࠕ甲ࠖと࠸う。㸧と中央区災害対策建築協

力会㸦௨ୗࠕ乙ࠖと࠸う。㸧との㛫࠸࠾て、ḟのとࡾ࠾協定を締結する。 

㸦㊃᪨㸧 

第１条 ࡇの協定ࡣ、災害ࡀ区ෆⓎ⏕し、ཪࡣⓎ⏕するࢀࡑ࠾の࠶るሙྜ、中央区地ᇦ㜵災

ィ⏬ᇶ࡙ࡁ、ᐜタの⿵ಟཬࡧᛂᛴ௬タఫᏯの☜保➼タの⥔ᣢᙜࡾࡓ区ෆ建タᴗ者の

✚ᴟⓗ࡞協力をᚓるࡵࡓᚲせ࡞㡯を定ࡵる。 

㸦協力せㄳ㸧 

第２条 甲ࡣ、災害ࡀ区ෆⓎ⏕しࡓሙྜཪࡣⓎ⏕するࢀࡑ࠾の࠶るሙྜ、乙対しᚲせ࡞ே

ဨ・㈨ᶵᮦ㸦௨ୗࠕ㈨ᶵᮦ➼ࠖと࠸う。㸧の౪⤥をせㄳするࡶのとする。 

㸦せㄳᡭ⥆㸧 

第３条 甲ࡣ、乙対して、乙の㐃⤡యไࡾࡼ、ᩥ書ཪࡣ㟁ヰ➼の᪉ἲ࡛㈨ᶵᮦ➼の౪⤥をせ

ㄳするࡶのとする。 

㸰 甲ࡣ、ฟືしࡓ乙をᣦするࡶのとする。 

㸱 甲１➨、ࡣ㡯ᇶ࡙ࡁ乙せㄳしࡓሙྜࡣ、ᚋ日ᩥ書を乙㏦するࡶのとする。 

㸦㈨ᶵᮦ➼の౪⤥㸧 

第４条 乙ࡣ、甲のせㄳࡓࡗ࠶ࡀとࡣࡁ、≉ูの⌮⏤の࠸࡞㝈ࡾ、甲対し㈨ᶵᮦ➼をᥦ౪する。 

㸦άືᴗົ㸧 

第５条 甲のせㄳࡾࡼฟືしࡓ乙のせဨࡣ、ḟのάືᴗົを⾜う。 

(1) ᐜタཬࡑࡧのの区有タのᛂᛴ⿵ಟ㛵するࡇと。 

(2) ᛂᛴ௬タఫᏯの建タ㛵するࡇと。 

 。とࡇ㛵するるᴗົࡵᚲせとㄆࡀの甲ࡑ (3)

㸦άືᴗົのሗ࿌㸧 

第６条 乙ࡣ、甲のせㄳᇶ࡙ࡁ㈨ᶵᮦ➼のᥦ౪୪ࡧάືᴗົෆᐜ➼࠸ࡘて、ᴗົᚋ㏿

 。のとするࡶ対してሗ࿌する甲ࡸ

㸦㈝⏝㈇ᢸ㸧 

第７条 甲ࡣ、乙ࡀᛂᛴ対策ᴗົをᐇしࡓሙྜ࠸࠾て、άືせしࡓ㈝⏝、㈨ᶵᮦ➼の౪⤥

 。のとするࡶを㈇ᢸする⏝㈝ࡓせし

㸦ㄳồ㸧 

第８条 乙ࡣ、➨㸳᮲つ定するᴗົ⤊ᚋ甲の☜ㄆをཷࡓࡅᚋ、作ᴗせしࡓ㈨ᶵᮦ➼のᡤせ

⤒㈝を甲ㄳồするࡶのとする。 

㸦㈝⏝のᨭᡶ㸧 

第９条 甲ࡣ、乙ࡽ๓᮲のつ定ࡾࡼㄳồࡓࡗ࠶ࡀとࡑࡸ㏿、ࡣࡁの㈝⏝をᨭᡶࢀࡅ࡞ࢃ

 。࠸࡞ࡽ࡞ࡤ

㸦ᚑ者のᦆ害⿵ൾ㸧 

第10条 甲のせㄳᇶ࡙ࡁ、乙ࡀᴗົᚑしࡇࡓとࡾࡼṚஸし、㈇യし、ⱝしࡣࡃ

るᦆࢃಀ者ࡓᚑし➼㝿しᛂᛴᥐ⨨のᴗົ災害、ࡣࡁとࡓࡗ࡞㞀害の≧ែとࡣཪ、ࡾ

害⿵ൾ㛵する᮲㸦38年㸱月東京都中央区᮲15号㸧ᇶ࡙ࢀࡇ、ࡁを⿵ൾするࡶのと

する。 

㸦㐃⤡㸧 

第11条 乙ࡣ、甲のせㄳ対ᛂ࡛ࡁる㐃⤡యไ➼࠸ࡘて、ẖ年㸲月区長㐃⤡するࡶのとす

る。 

㸦協㆟㸧 

第12条 ࡇの協定のᐇ㛵してᚲせ࡞㡯ཬࡧ協定௨እのᡭ⥆࠸ࡘてࡑ、ࡣの都ᗘ甲、乙୧

者ࡀ協㆟のうえỴ定するࡶのとする。 

㸦ຠ力のⓎ⏕㸧 

第13条 ࡇの協定ࡣ、平成７年12月６日ࡽຠ力をⓎ⏕するࡶのとする。 
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 上記協定締結の証として、本協定書二通を作成し、甲・乙記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

  平成７年12月６日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区銀座八丁目21番１号 

中央区災害対策建築協力会 

代表者 会長 
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171．災害時における応急対策業務に関する協力協定書（建築協力会） 

（本文86・289・291頁） 
 

 災害ࡅ࠾るᛂᛴ対策ᴗົ㛵し、中央区㸦௨ୗࠕ甲ࠖと࠸う。㸧と中央区災害対策建築協

力会㸦௨ୗࠕ乙ࠖと࠸う。㸧との㛫࠸࠾て、ḟのとࡾ࠾協定を締結する。 

㸦㊃᪨㸧 

第１条 ࡇの協定ࡣ、災害ࡀ区ෆⓎ⏕し、ཪࡣⓎ⏕するࢀࡑ࠾の࠶るሙྜ、中央区地ᇦ㜵災

ィ⏬ᇶ࡙ࡁ、ᐜタの⿵ಟཬࡧᛂᛴ௬タఫᏯの☜保➼タの⥔ᣢᙜࡾࡓ区ෆ建タᴗ者の

✚ᴟⓗ࡞協力をᚓるࡵࡓᚲせ࡞㡯を定ࡵる。 

㸦協力せㄳ㸧 

第２条 甲ࡣ、災害ࡀ区ෆⓎ⏕しࡓሙྜཪࡣⓎ⏕するࢀࡑ࠾の࠶るሙྜ、乙対しᚲせ࡞ே

ဨ・㈨ᶵᮦ㸦௨ୗࠕ㈨ᶵᮦ➼ࠖと࠸う。㸧の౪⤥をせㄳするࡶのとする。 

㸦せㄳᡭ⥆㸧 

第３条 甲ࡣ、乙対して、乙の㐃⤡యไࡾࡼ、ᩥ書ཪࡣ㟁ヰ➼の᪉ἲ࡛㈨ᶵᮦ➼の౪⤥をせ

ㄳするࡶのとする。 

㸰 甲ࡣ、ฟືしࡓ乙をᣦするࡶのとする。 

㸱 甲１➨、ࡣ㡯ᇶ࡙ࡁ乙せㄳしࡓሙྜࡣ、ᚋ日ᩥ書を乙㏦するࡶのとする。 

㸦㈨ᶵᮦ➼の౪⤥㸧 

第４条 乙ࡣ、甲のせㄳࡓࡗ࠶ࡀとࡣࡁ、≉ูの⌮⏤の࠸࡞㝈ࡾ、甲対し㈨ᶵᮦ➼をᥦ౪する。 

㸦άືᴗົ㸧 

第５条 甲のせㄳࡾࡼฟືしࡓ乙のせဨࡣ、ḟのάືᴗົを⾜う。 

(1) ᐜタཬࡑࡧのの区有タのᛂᛴ⿵ಟ㛵するࡇと。 

(2) ᛂᛴ௬タఫᏯの建タ㛵するࡇと。 

 。とࡇ㛵するるᴗົࡵᚲせとㄆࡀの甲ࡑ (3)

㸦άືᴗົのሗ࿌㸧 

第６条 乙ࡣ、甲のせㄳᇶ࡙ࡁ㈨ᶵᮦ➼のᥦ౪୪ࡧάືᴗົෆᐜ➼࠸ࡘて、ᴗົᚋ㏿

 。のとするࡶ対してሗ࿌する甲ࡸ

㸦㈝⏝㈇ᢸ㸧 

第７条 甲ࡣ、乙ࡀᛂᛴ対策ᴗົをᐇしࡓሙྜ࠸࠾て、άືせしࡓ㈝⏝、㈨ᶵᮦ➼の౪⤥

 。のとするࡶを㈇ᢸする⏝㈝ࡓせし

㸦ㄳồ㸧 

第８条 乙ࡣ、➨㸳᮲つ定するᴗົ⤊ᚋ甲の☜ㄆをཷࡓࡅᚋ、作ᴗせしࡓ㈨ᶵᮦ➼のᡤせ

⤒㈝を甲ㄳồするࡶのとする。 

㸦㈝⏝のᨭᡶ㸧 

第９条 甲ࡣ、乙ࡽ๓᮲のつ定ࡾࡼㄳồࡓࡗ࠶ࡀとࡑࡸ㏿、ࡣࡁの㈝⏝をᨭᡶࢀࡅ࡞ࢃ

 。࠸࡞ࡽ࡞ࡤ

㸦ᚑ者のᦆ害⿵ൾ㸧 

第10条 甲のせㄳᇶ࡙ࡁ、乙ࡀᴗົᚑしࡇࡓとࡾࡼṚஸし、㈇യし、ⱝしࡣࡃ

るᦆࢃಀ者ࡓᚑし➼㝿しᛂᛴᥐ⨨のᴗົ災害、ࡣࡁとࡓࡗ࡞㞀害の≧ែとࡣཪ、ࡾ

害⿵ൾ㛵する᮲㸦38年㸱月東京都中央区᮲15号㸧ᇶ࡙ࢀࡇ、ࡁを⿵ൾするࡶのと

する。 

㸦㐃⤡㸧 

第11条 乙ࡣ、甲のせㄳ対ᛂ࡛ࡁる㐃⤡యไ➼࠸ࡘて、ẖ年㸲月区長㐃⤡するࡶのとす

る。 

㸦協㆟㸧 

第12条 ࡇの協定のᐇ㛵してᚲせ࡞㡯ཬࡧ協定௨እのᡭ⥆࠸ࡘてࡑ、ࡣの都ᗘ甲、乙୧

者ࡀ協㆟のうえỴ定するࡶのとする。 

㸦ຠ力のⓎ⏕㸧 

第13条 ࡇの協定ࡣ、平成７年12月６日ࡽຠ力をⓎ⏕するࡶのとする。 
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 上記協定締結の証として、本協定書二通を作成し、甲・乙記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

  平成７年12月６日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区銀座八丁目21番１号 

中央区災害対策建築協力会 

代表者 会長 
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 東京都中央区長をࠕ甲 とࠖし、東京都立晴海総合高等学校長をࠕ乙 とࠖし、甲乙の㛫に࠾いて、

ḟの通り⅏ᐖに࠾ける避難所としての施設用に関する協定を⥾⤖する。 

（目ⓗ） 

第㸯条 ࡇの協定書は、甲が、乙の管理する施設の一㒊を避難所として用するࡇとについての

ᚲせな事項を定めるࡇとを目ⓗとする。 

（避難所のᣦ定） 

第㸰条 乙は、甲にᑐし、地ᇦఫẸཬࡧ本校生ᚐの生ᑛ㔜を᭱ඃඛに、避難所としてᚲせな施

設を提౪する。 

２ 乙は、用ྍ⬟な施設について、事๓に甲にᑐして通▱する。 

（避難所への受ධࢀ） 

第㸱条 甲は、避難所に地ᇦఫẸཬࡧ本校生ᚐを受けධࢀる。ణし、甲のุ᩿により๓㏙のᑐ㇟

者௨እを受けධࢀる場合が࠶る。 

２ 甲は、๓項のᑐ㇟者にᑐし避難所での生活に関わるすての経費を負担する。ణし、東京都

教育ጤဨより生ᚐに関わる経費の負担が࠶る場合はࡇの㝈りではない。 

（避難所として用する施設のไ㝈） 

第㸲条 乙は、本校の教育活動の⥔ᣢཬࡧ確保のため、避難所としての施設の使用をไ㝈する場

合が࠶る。 

２ 乙は、本校の施設࣭設ഛの管理㐠Ⴀのため、避難所としての施設の使用をไ㝈する場合が࠶

る。 

（避難所として用できる施設の࿘▱） 

第㸳条 甲は、乙の管理する施設のうࡕ避難所として用できる施設の⠊ᅖを地ᇦఫẸに࿘▱す

るようᚲせなฎ⨨をㅮࡎる。 

（避難所の開設） 

第㸴条 甲は、⅏ᐖⓎ生ཬࡉࡲࡧに⅏ᐖがⓎ生しようとする際に、当該施設を避難所として開

設するᚲせが生じた場合、乙のᣦ定した場所を避難所として開設するࡇとができる。 

２ ᣦ定した場所௨እの施設を避難所として開設するᚲせが生じた場合、甲は乙と協議の上、使

用施設について決定する。ణし、第㸲条については᭱㝈ᑛ㔜する。 

（開設の通▱） 

第㸵条 甲は、第㸴条の第１項に基づき避難所を開設する際、事๓に乙にᑐしࡑの᪨を文書ࡲた

はཱྀ㢌で通▱する。 

２ 甲は、⥭ᛴをせし通▱するいとࡲがないときには、๓項のつ定にわࡎࡽ、乙のᢎ認した

施設を避難所として開設できる。ࡇの場合できるࡔけ早い期に、乙にᑐして開設した᪨を通

▱する。 

（避難所の管理㐠Ⴀ） 

第㸶条 避難所の管理㐠Ⴀは、甲の㈐௵に࠾いて⾜う。 

２ 乙は、避難所の管理㐠Ⴀに関して、甲に協力する。 

（費用負担） 

第㸷条 甲は、避難所の管理㐠Ⴀに関わる経費ཬࡧ避難所の開設終了後の原状回復に関わる経費

を負担するものとする。 

２ 甲は、避難所使用によって生じた施設࣭設ഛの都合が、後日Ⓨ生した場合は、原状回復に

関わる経費を負担するものとする。ణし、ᅉᯝ関ಀが᫂確なものは甲と乙で協議の上、経費

の負担について決定する。 

（開設期㛫） 

第10条 避難所の開設期㛫は、原๎として開設ࢀࡉた日をྵめ㸵日㛫とする。 

２ 状ἣにより期㛫をᘏ長するᚲせが࠶る場合は、甲は乙と協議の上ࡑの期㛫をᘏ長するࡇとが

できる。ࡇの場合、甲は東京都教育ጤဨ教育長に使用チྍᘏ長の⏦ㄳをᚲせとする。 
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（避難所解消への努力） 

第11条 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期解消

に努める。 

（避難所の終了） 

第12条 甲は、乙の管理する施設を避難所として終了する際は、乙に避難所使用終了届けを提出

するとともに施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡す。 

２ 甲は、第９条に基づき、原状回復に関わる経費を負担する。 

（協議） 

第13条 本協定書に定めのない事項に疑義が生じた場合は、甲と乙で協議の上決定する。 

２ 決定事項については、文書をもってとり交わす。 

 

 上記協定の証として、本協定書を二通作成し甲乙記名押印の上各一通を保有する。 

 

  平成10年５月19日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区晴海一丁目２番１号 

東京都立晴海総合高等学校 

代表者 校長 
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 東京都中央区長をࠕ甲 とࠖし、東京都立晴海総合高等学校長をࠕ乙 とࠖし、甲乙の㛫に࠾いて、

ḟの通り⅏ᐖに࠾ける避難所としての施設用に関する協定を⥾⤖する。 

（目ⓗ） 

第㸯条 ࡇの協定書は、甲が、乙の管理する施設の一㒊を避難所として用するࡇとについての

ᚲせな事項を定めるࡇとを目ⓗとする。 

（避難所のᣦ定） 

第㸰条 乙は、甲にᑐし、地ᇦఫẸཬࡧ本校生ᚐの生ᑛ㔜を᭱ඃඛに、避難所としてᚲせな施

設を提౪する。 

２ 乙は、用ྍ⬟な施設について、事๓に甲にᑐして通▱する。 

（避難所への受ධࢀ） 

第㸱条 甲は、避難所に地ᇦఫẸཬࡧ本校生ᚐを受けධࢀる。ణし、甲のุ᩿により๓㏙のᑐ㇟

者௨እを受けධࢀる場合が࠶る。 

２ 甲は、๓項のᑐ㇟者にᑐし避難所での生活に関わるすての経費を負担する。ణし、東京都

教育ጤဨより生ᚐに関わる経費の負担が࠶る場合はࡇの㝈りではない。 

（避難所として用する施設のไ㝈） 

第㸲条 乙は、本校の教育活動の⥔ᣢཬࡧ確保のため、避難所としての施設の使用をไ㝈する場

合が࠶る。 

２ 乙は、本校の施設࣭設ഛの管理㐠Ⴀのため、避難所としての施設の使用をไ㝈する場合が࠶

る。 

（避難所として用できる施設の࿘▱） 

第㸳条 甲は、乙の管理する施設のうࡕ避難所として用できる施設の⠊ᅖを地ᇦఫẸに࿘▱す

るようᚲせなฎ⨨をㅮࡎる。 

（避難所の開設） 

第㸴条 甲は、⅏ᐖⓎ生ཬࡉࡲࡧに⅏ᐖがⓎ生しようとする際に、当該施設を避難所として開

設するᚲせが生じた場合、乙のᣦ定した場所を避難所として開設するࡇとができる。 

２ ᣦ定した場所௨እの施設を避難所として開設するᚲせが生じた場合、甲は乙と協議の上、使

用施設について決定する。ణし、第㸲条については᭱㝈ᑛ㔜する。 

（開設の通▱） 

第㸵条 甲は、第㸴条の第１項に基づき避難所を開設する際、事๓に乙にᑐしࡑの᪨を文書ࡲた

はཱྀ㢌で通▱する。 

２ 甲は、⥭ᛴをせし通▱するいとࡲがないときには、๓項のつ定にわࡎࡽ、乙のᢎ認した

施設を避難所として開設できる。ࡇの場合できるࡔけ早い期に、乙にᑐして開設した᪨を通

▱する。 

（避難所の管理㐠Ⴀ） 

第㸶条 避難所の管理㐠Ⴀは、甲の㈐௵に࠾いて⾜う。 

２ 乙は、避難所の管理㐠Ⴀに関して、甲に協力する。 

（費用負担） 

第㸷条 甲は、避難所の管理㐠Ⴀに関わる経費ཬࡧ避難所の開設終了後の原状回復に関わる経費

を負担するものとする。 

２ 甲は、避難所使用によって生じた施設࣭設ഛの都合が、後日Ⓨ生した場合は、原状回復に

関わる経費を負担するものとする。ణし、ᅉᯝ関ಀが᫂確なものは甲と乙で協議の上、経費

の負担について決定する。 

（開設期㛫） 

第10条 避難所の開設期㛫は、原๎として開設ࢀࡉた日をྵめ㸵日㛫とする。 

２ 状ἣにより期㛫をᘏ長するᚲせが࠶る場合は、甲は乙と協議の上ࡑの期㛫をᘏ長するࡇとが

できる。ࡇの場合、甲は東京都教育ጤဨ教育長に使用チྍᘏ長の⏦ㄳをᚲせとする。 
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（避難所解消への努力） 

第11条 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期解消

に努める。 

（避難所の終了） 

第12条 甲は、乙の管理する施設を避難所として終了する際は、乙に避難所使用終了届けを提出

するとともに施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡す。 

２ 甲は、第９条に基づき、原状回復に関わる経費を負担する。 

（協議） 

第13条 本協定書に定めのない事項に疑義が生じた場合は、甲と乙で協議の上決定する。 

２ 決定事項については、文書をもってとり交わす。 

 

 上記協定の証として、本協定書を二通作成し甲乙記名押印の上各一通を保有する。 

 

  平成10年５月19日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区晴海一丁目２番１号 

東京都立晴海総合高等学校 

代表者 校長 
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㸦ᮏᩥ239㡫㸧 

 

 中央区をࠕ甲ࠖとし、東京二༑୕区Ύᤲ一㒊事ົ⤌合をࠕ乙ࠖとし、甲乙の㛫に࠾いて、ḟの

と࠾り⅏ᐖに࠾ける避難所としての施設用に関する協定を⥾⤖する。 

（目ⓗ） 

第㸯条 ࡇの協定書は、甲が乙の管理する施設の一㒊を避難所として用するࡇとについて、ᚲ

せな事項を定めるࡇとを目ⓗとする。 

（避難所のᣦ定） 

第㸰条 乙の管理する施設のうࡕ甲が避難所として用する施設は、中央Ύᤲᕤ場ぢ学者施設の

ㄝ᫂ᐊཬࡧᒎ♧࣮ࣝ࣍(௨ୗࠕㄝ᫂ᐊ等ࠖという。)とする。 

（避難所への受ධࢀ） 

第㸱条 甲は、ㄝ᫂ᐊ等に地ᇦఫẸを受けධࢀる。たࡔし、甲のุ᩿により地ᇦఫẸ௨እのேを

受けධࢀるࡇとができる。 

（避難所として用するㄝ᫂ᐊ等の࿘▱） 

第㸲条 甲は、避難所として用するㄝ᫂ᐊ等を地ᇦఫẸに࿘▱するものとする。 

（避難所の開設） 

第㸳条 甲は、⅏ᐖⓎ生ཪは⅏ᐖがⓎ生するࢀࡑ࠾が࠶る場合に、ㄝ᫂ᐊ等を避難所として開

設する。 

（開設の通▱） 

第㸴条 甲は、๓条のつ定により避難所を開設する場合は、事๓に乙にᑐしࡑの᪨を文書ཪはཱྀ

㢌で通▱しなけࡤࢀなࡽない。 

２ ๓項のつ定にわࡎࡽ、甲は、⥭ᛴをせするときは、ㄝ᫂ᐊ等を避難所として開設するࡇ

とができる。たࡔし、事後に࠾いて、乙にᑐして開設した᪨を㏿ࡸに文書で通▱しなけࡤࢀ

なࡽない。 

（避難所の管理㐠Ⴀ） 

第㸵条 避難所の管理㐠Ⴀは、甲の㈐௵に࠾いて⾜う。 

２ 乙は、避難所の管理㐠Ⴀに関して、施設管理者として甲に協力するものとする。 

（開設期㛫） 

第㸶条 避難所の開設期㛫は、原๎として開設ࢀࡉた日をྵめ㸵日㛫とする。 

２ ๓項のつ定にわࡎࡽ、甲は、開設期㛫をᘏ長するᚲせが࠶ると認める場合は、乙と協議

の上、当該期㛫をᘏ長するࡇとができる。 

（避難所用の終了） 

第㸷条 甲は、ㄝ᫂ᐊ等の避難所用を終了する場合は、乙にᑐしてࡑの᪨を文書で通▱すると

ともに、施設を原状に復し、乙の確認後、乙に引き渡す。 

（費用負担） 

第10条 甲は、避難所の管理㐠Ⴀཬࡧ避難所の開設期㛫終了後の原状回復にಀる経費を負担する

ものとする。 

（協議） 

第11条 本協定書の解㔘について疑義を生じたときཪはࡇの協定に定めのない事項については、

甲乙協議の上、決定するものとする。 
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 上記協定⥾⤖の証として、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

  平成20年㸱月25日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 中央区長 

 

乙  東京都༓代⏣区㣤⏣ᶫ୕丁目５番１号 

東京二༑୕区Ύᤲ一㒊事ົ⤌合 

代表者 管理者 
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 中央区をࠕ甲ࠖとし、東京二༑୕区Ύᤲ一㒊事ົ⤌合をࠕ乙ࠖとし、甲乙の㛫に࠾いて、ḟの

と࠾り⅏ᐖに࠾ける避難所としての施設用に関する協定を⥾⤖する。 

（目ⓗ） 

第㸯条 ࡇの協定書は、甲が乙の管理する施設の一㒊を避難所として用するࡇとについて、ᚲ

せな事項を定めるࡇとを目ⓗとする。 

（避難所のᣦ定） 

第㸰条 乙の管理する施設のうࡕ甲が避難所として用する施設は、中央Ύᤲᕤ場ぢ学者施設の

ㄝ᫂ᐊཬࡧᒎ♧࣮ࣝ࣍(௨ୗࠕㄝ᫂ᐊ等ࠖという。)とする。 

（避難所への受ධࢀ） 

第㸱条 甲は、ㄝ᫂ᐊ等に地ᇦఫẸを受けධࢀる。たࡔし、甲のุ᩿により地ᇦఫẸ௨እのேを

受けධࢀるࡇとができる。 

（避難所として用するㄝ᫂ᐊ等の࿘▱） 

第㸲条 甲は、避難所として用するㄝ᫂ᐊ等を地ᇦఫẸに࿘▱するものとする。 

（避難所の開設） 

第㸳条 甲は、⅏ᐖⓎ生ཪは⅏ᐖがⓎ生するࢀࡑ࠾が࠶る場合に、ㄝ᫂ᐊ等を避難所として開

設する。 

（開設の通▱） 

第㸴条 甲は、๓条のつ定により避難所を開設する場合は、事๓に乙にᑐしࡑの᪨を文書ཪはཱྀ

㢌で通▱しなけࡤࢀなࡽない。 

２ ๓項のつ定にわࡎࡽ、甲は、⥭ᛴをせするときは、ㄝ᫂ᐊ等を避難所として開設するࡇ

とができる。たࡔし、事後に࠾いて、乙にᑐして開設した᪨を㏿ࡸに文書で通▱しなけࡤࢀ

なࡽない。 

（避難所の管理㐠Ⴀ） 

第㸵条 避難所の管理㐠Ⴀは、甲の㈐௵に࠾いて⾜う。 

２ 乙は、避難所の管理㐠Ⴀに関して、施設管理者として甲に協力するものとする。 

（開設期㛫） 

第㸶条 避難所の開設期㛫は、原๎として開設ࢀࡉた日をྵめ㸵日㛫とする。 

２ ๓項のつ定にわࡎࡽ、甲は、開設期㛫をᘏ長するᚲせが࠶ると認める場合は、乙と協議

の上、当該期㛫をᘏ長するࡇとができる。 

（避難所用の終了） 

第㸷条 甲は、ㄝ᫂ᐊ等の避難所用を終了する場合は、乙にᑐしてࡑの᪨を文書で通▱すると

ともに、施設を原状に復し、乙の確認後、乙に引き渡す。 

（費用負担） 

第10条 甲は、避難所の管理㐠Ⴀཬࡧ避難所の開設期㛫終了後の原状回復にಀる経費を負担する

ものとする。 

（協議） 

第11条 本協定書の解㔘について疑義を生じたときཪはࡇの協定に定めのない事項については、

甲乙協議の上、決定するものとする。 
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 上記協定⥾⤖の証として、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

  平成20年㸱月25日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

代表者 中央区長 

 

乙  東京都༓代⏣区㣤⏣ᶫ୕丁目５番１号 

東京二༑୕区Ύᤲ一㒊事ົ⤌合 

代表者 管理者 
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 中央区（௨ୗࠕ甲ࠖという。）と            （௨ୗࠕ乙ࠖという。）とは、⅏ᐖ

に࠾ける⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇活動に関し、ḟのと࠾り協定を⥾⤖する。 

（目ⓗ） 

第㸯条 ࡇの協定は、地㟈等によるつᶍ⅏ᐖ（௨ୗࠕ⅏ᐖࠖという。）がⓎ生した場合に࠾い

て、甲が乙にᑐしてせㄳする㍺㏦ᴗົへの協力に関し、ᚲせな事項を定め、⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇活動

をにᐇ施するࡇとを目ⓗとする。 

（ᴗົෆᐜ） 

第㸰条 甲は、乙にᑐし、⅏ᐖに๓条の目ⓗを㐩成するためにᚲせが࠶ると認めるときは、ḟ

にᥖࡆるᴗົ（௨ୗࠕ本ᴗົࠖという。）の提౪について協力をせㄳするࡇとができる。 

(1) 中央区地ᇦ㜵⅏ィ⏬に基づき甲が開設する⚟♴避難所への⛣㏦を中ᚰとする、⿕⅏者（

␃者をྵࡴ。௨ୗྠじ。）の㍺㏦に関するᴗົ 

(2) ⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇活動のᐇ施のためにᚲせなேဨཬࡧᦠ⾜する㈨ჾᮦ等の㍺㏦に関するᴗົ 

(3) ๓２号にᥖࡆるものの、甲乙協議の上、๓条の目ⓗを㐩成するためにᚲせが࠶ると

認めたᴗົ 

２ ๓項のつ定によるせㄳは、ู記第１号ᵝᘧによる㍺㏦ᴗົᐇ施せㄳ書により⾜うものとする。

たࡔし、ࢀࡇにより難い場合は、ཱྀ㢌でせㄳし、事後㏿ࡸに文書をもってฎ理するものとす

る。 

㸱 甲は、第１項のつ定によるせㄳをするに当たり、本ᴗົにᚑ事する㌴୧ཬࡧᚑ事する者のᏳ

確保に配慮して⾜う。 

（ᴗົのᐇ施） 

第㸱条 乙は、๓条第１項のつ定によるせㄳが࠶ったときは、≉ูの理⏤がない㝈り、ྍ⬟な⠊

ᅖෆで甲に協力するよう努めるものとする。 

（ሗ࿌） 

第㸲条 乙は、第２条第１項のつ定によるせㄳに基づき本ᴗົに協力したときは、ࡑのෆᐜをู

記第２号ᵝᘧによる㍺㏦ᴗົᐇ施ሗ࿌書により甲にሗ࿌するものとする。 

（費用負担） 

第㸳条 乙が本ᴗົのᐇ施にせした費用の負担については、甲の負担とし、ᨭᡶいが⾜わࢀるࡲ

での㛫は、乙の一立᭰とする。 

２ ๓項の費用の㢠は、⅏ᐖのⓎ生する┤๓に࠾ける౯┦場等を基‽として、本ᴗົ終了後、

甲乙協議の上、決定する。 

㸱 乙は、本ᴗົのᐇ施にせした費用の㢠が決定したときは、㏿ࡸに甲にㄳồする。 

㸲 甲は、乙ࡽ๓項のつ定によるㄳồが࠶ったときは、㏿ࡸに乙にᨭᡶう。 

（Ᏻの確保） 

第㸴条 乙は、㌴୧の㐠⾜に当たり当該㌴୧を用する⿕⅏者のᏳの確保を⾜う。 

２ 乙は、Ᏻの確保のため、経㊰の㑅定ཬࡧ㐠⾜⥅⥆のྍྰをุ᩿するࡇとができる。ࡇの場

合に࠾いて、乙は甲にࡑの᪨を㏿ࡸにሗ࿌するものとする。 

（事ᨾ等） 

第㸵条 乙が౪⤥した㌴୧がᨾ㞀ࡑのの理⏤により㐠⾜を中᩿したときは、乙は㏿ࡸに代᭰

㌴୧をᡭ配し、ᴗົの⥅⥆に努めなけࡤࢀなࡽない。 

２ 乙は、本ᴗົのᐇ施中に事ᨾがⓎ生したときは、甲にᑐし、┤ࡕにࡑの状ἣをሗ࿌するもの

とする。 

（㈺ൾ） 

第㸶条 甲は、ࡑの㈐にᖐすき事⏤により、本ᴗົにᚑ事する㌴୧ཬࡧᚑ事した者にᦆᐖを

 。のᦆᐖを合理ⓗな⠊ᅖෆで㈺ൾするものとするࡑたときは、乙にᑐし࠼

２ 乙は、本ᴗົのᐇ施中にࡑの㈐にᖐすき事⏤により、甲ཪは第୕者にᦆᐖを࠼たときは、
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合理ⓗな⠊ᅖෆで㈺ൾを⾜うものとする。 

（ᦆᐖ㈺ൾ） 

第㸷条 本ᴗົにᚑ事した者が、本ᴗົによりṚஸし、負യし、ⱝしࡃはにり、ཪは本

ᴗົのᚑ事による負യⱝしࡃはによりṚஸし、ⱝしࡃはᚰ㌟にⴭしい㞀ᐖを生じたときは、

⅏ᐖに際しᛂᛴᥐ⨨のᴗົ等にᚑ事した者にಀるᦆᐖ㈺ൾに関する条（38年㸱月中央ࠕ

区条第15号）ࠖ のつ定に‽じて、甲が保㞀する。 

（㐃⤡యไ等） 

第10条 本ᴗົのᐇ施に当たり、甲ཬࡧ乙は、㐃⤡㈐௵者を定めるものとする。 

２ 甲ཬࡧ乙は、本協定に関する協議のため、⅏ᐖの㐃⤡యไをᩚഛする。ࡲた、⅏ᐖに࠾

いてな協力をᅗるため、ẖ年ᗘ定期ⓗに┦の㐃⤡యไを確認するものとする。 

（協定期㛫ཬࡧ᭦᪂） 

第11条 ࡇの協定の有ຠ期㛫は、協定⥾⤖の日ࡽ௧㸱年㸱月㸱１日ࡲでとする。たࡔし、期

㛫‶了の日の１月๓ࡲでに甲ཪは乙のいࡽࢀࡎもࡇの協定の終了のពᛮ表♧がないとき

は、᭦に１年㛫ᘏ長するものとし、௨後ࡇのによる。 

（疑義の決定） 

第12条 ࡇの協定の各条項の解㔘について疑義が生じたとき、ཪはࡇの協定の定めのない事項に

ついては、甲乙協議の上定めるものとする。 

（管㎄するุ所） 

第13条 ࡇの協定に関し、ッ࠼を提㉳する場合のุ所は、東京地᪉ุ所とする。 

 

 ௨上、ࡇの協定成立の証として本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各⮬１通を保有する。 

 

௧２年㸲月１日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長 

 

乙 
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 中央区（௨ୗࠕ甲ࠖという。）と            （௨ୗࠕ乙ࠖという。）とは、⅏ᐖ

に࠾ける⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇活動に関し、ḟのと࠾り協定を⥾⤖する。 

（目ⓗ） 

第㸯条 ࡇの協定は、地㟈等によるつᶍ⅏ᐖ（௨ୗࠕ⅏ᐖࠖという。）がⓎ生した場合に࠾い

て、甲が乙にᑐしてせㄳする㍺㏦ᴗົへの協力に関し、ᚲせな事項を定め、⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇活動

をにᐇ施するࡇとを目ⓗとする。 

（ᴗົෆᐜ） 

第㸰条 甲は、乙にᑐし、⅏ᐖに๓条の目ⓗを㐩成するためにᚲせが࠶ると認めるときは、ḟ

にᥖࡆるᴗົ（௨ୗࠕ本ᴗົࠖという。）の提౪について協力をせㄳするࡇとができる。 

(1) 中央区地ᇦ㜵⅏ィ⏬に基づき甲が開設する⚟♴避難所への⛣㏦を中ᚰとする、⿕⅏者（

␃者をྵࡴ。௨ୗྠじ。）の㍺㏦に関するᴗົ 

(2) ⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇活動のᐇ施のためにᚲせなேဨཬࡧᦠ⾜する㈨ჾᮦ等の㍺㏦に関するᴗົ 

(3) ๓２号にᥖࡆるものの、甲乙協議の上、๓条の目ⓗを㐩成するためにᚲせが࠶ると

認めたᴗົ 

２ ๓項のつ定によるせㄳは、ู記第１号ᵝᘧによる㍺㏦ᴗົᐇ施せㄳ書により⾜うものとする。

たࡔし、ࢀࡇにより難い場合は、ཱྀ㢌でせㄳし、事後㏿ࡸに文書をもってฎ理するものとす

る。 

㸱 甲は、第１項のつ定によるせㄳをするに当たり、本ᴗົにᚑ事する㌴୧ཬࡧᚑ事する者のᏳ

確保に配慮して⾜う。 

（ᴗົのᐇ施） 

第㸱条 乙は、๓条第１項のつ定によるせㄳが࠶ったときは、≉ูの理⏤がない㝈り、ྍ⬟な⠊

ᅖෆで甲に協力するよう努めるものとする。 

（ሗ࿌） 

第㸲条 乙は、第２条第１項のつ定によるせㄳに基づき本ᴗົに協力したときは、ࡑのෆᐜをู

記第２号ᵝᘧによる㍺㏦ᴗົᐇ施ሗ࿌書により甲にሗ࿌するものとする。 

（費用負担） 

第㸳条 乙が本ᴗົのᐇ施にせした費用の負担については、甲の負担とし、ᨭᡶいが⾜わࢀるࡲ

での㛫は、乙の一立᭰とする。 

２ ๓項の費用の㢠は、⅏ᐖのⓎ生する┤๓に࠾ける౯┦場等を基‽として、本ᴗົ終了後、

甲乙協議の上、決定する。 

㸱 乙は、本ᴗົのᐇ施にせした費用の㢠が決定したときは、㏿ࡸに甲にㄳồする。 

㸲 甲は、乙ࡽ๓項のつ定によるㄳồが࠶ったときは、㏿ࡸに乙にᨭᡶう。 

（Ᏻの確保） 

第㸴条 乙は、㌴୧の㐠⾜に当たり当該㌴୧を用する⿕⅏者のᏳの確保を⾜う。 

２ 乙は、Ᏻの確保のため、経㊰の㑅定ཬࡧ㐠⾜⥅⥆のྍྰをุ᩿するࡇとができる。ࡇの場

合に࠾いて、乙は甲にࡑの᪨を㏿ࡸにሗ࿌するものとする。 

（事ᨾ等） 

第㸵条 乙が౪⤥した㌴୧がᨾ㞀ࡑのの理⏤により㐠⾜を中᩿したときは、乙は㏿ࡸに代᭰

㌴୧をᡭ配し、ᴗົの⥅⥆に努めなけࡤࢀなࡽない。 

２ 乙は、本ᴗົのᐇ施中に事ᨾがⓎ生したときは、甲にᑐし、┤ࡕにࡑの状ἣをሗ࿌するもの

とする。 

（㈺ൾ） 

第㸶条 甲は、ࡑの㈐にᖐすき事⏤により、本ᴗົにᚑ事する㌴୧ཬࡧᚑ事した者にᦆᐖを

 。のᦆᐖを合理ⓗな⠊ᅖෆで㈺ൾするものとするࡑたときは、乙にᑐし࠼

２ 乙は、本ᴗົのᐇ施中にࡑの㈐にᖐすき事⏤により、甲ཪは第୕者にᦆᐖを࠼たときは、
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合理ⓗな⠊ᅖෆで㈺ൾを⾜うものとする。 

（ᦆᐖ㈺ൾ） 

第㸷条 本ᴗົにᚑ事した者が、本ᴗົによりṚஸし、負യし、ⱝしࡃはにり、ཪは本

ᴗົのᚑ事による負യⱝしࡃはによりṚஸし、ⱝしࡃはᚰ㌟にⴭしい㞀ᐖを生じたときは、

⅏ᐖに際しᛂᛴᥐ⨨のᴗົ等にᚑ事した者にಀるᦆᐖ㈺ൾに関する条（38年㸱月中央ࠕ

区条第15号）ࠖ のつ定に‽じて、甲が保㞀する。 

（㐃⤡యไ等） 

第10条 本ᴗົのᐇ施に当たり、甲ཬࡧ乙は、㐃⤡㈐௵者を定めるものとする。 

２ 甲ཬࡧ乙は、本協定に関する協議のため、⅏ᐖの㐃⤡యไをᩚഛする。ࡲた、⅏ᐖに࠾

いてな協力をᅗるため、ẖ年ᗘ定期ⓗに┦の㐃⤡యไを確認するものとする。 

（協定期㛫ཬࡧ᭦᪂） 

第11条 ࡇの協定の有ຠ期㛫は、協定⥾⤖の日ࡽ௧㸱年㸱月㸱１日ࡲでとする。たࡔし、期

㛫‶了の日の１月๓ࡲでに甲ཪは乙のいࡽࢀࡎもࡇの協定の終了のពᛮ表♧がないとき

は、᭦に１年㛫ᘏ長するものとし、௨後ࡇのによる。 

（疑義の決定） 

第12条 ࡇの協定の各条項の解㔘について疑義が生じたとき、ཪはࡇの協定の定めのない事項に

ついては、甲乙協議の上定めるものとする。 

（管㎄するุ所） 

第13条 ࡇの協定に関し、ッ࠼を提㉳する場合のุ所は、東京地᪉ุ所とする。 

 

 ௨上、ࡇの協定成立の証として本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各⮬１通を保有する。 

 

௧２年㸲月１日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長 

 

乙 
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 中央区（௨ୗࠕ甲ࠖという。）と              （௨ୗࠕ乙ࠖという。）は、⅏

ᐖⓎ生に࠾ける⚟♴避難所ཬࡧ⥭ᛴධ所施設（௨ୗࠕ⚟♴避難所等ࠖという。）の開設㐠Ⴀに

関し、ḟのと࠾り協定を⥾⤖する。 

（㊃᪨） 

第㸯条 ࡇの協定は、⅏ᐖⓎ生に࠾いて、通ᖖの避難所に࠾いて生活するࡇとがᅔ難な者（௨

ୗࠕ避難者ࠖという。）を受けධࢀる⚟♴避難所等の開設㐠Ⴀに関し、ᚲせな事項を定めるも

のとする。 

（開設） 

第㸰条 甲は、⅏ᐖⓎ生に࠾いて⚟♴避難所等を開設するᚲせが࠶ると認めたときは、乙にᑐ

して            を⚟♴避難所等として開設するࡇとをせㄳするものとする。 

２ 乙は、๓項のつ定によるせㄳを受けたときは、ྍ⬟な㝈り⚟♴避難所等の開設にᛂじるもの

とする。 

（避難協力） 

第㸱条 避難者が⚟♴避難所等へ避難するに際し、甲と乙はྍ⬟な⠊ᅖでࢀࡇに協力するものと

する。 

（開設期㛫） 

第㸲条 ⚟♴避難所等の開設期㛫は、⅏ᐖⓎ生の日ࡽ㉳⟬して㸵日௨ෆとする。たࡔし、状ἣ

により開設期㛫をᘏ長するᚲせが࠶る場合は、甲は乙と協議の上、ࡑの期㛫をᘏ長するࡇとが

できる。 

（㐠Ⴀ） 

第㸳条 乙は、ࡑの⫋ဨ等により、避難者にᑐして生活にᚲせなຓを⾜うものとする。 

２ 甲は、๓項につ定するຓを⾜うࢸࣥࣛ࣎の確保に努める。 

（経費負担） 

第㸴条 甲は、⚟♴避難所等の開設㐠Ⴀにಀる経費（甲乙協議の上、甲が負担するࡇとが㐺当で

ない経費を㝖ࡃ。）を負担するものとする。 

（ಶேሗの保ㆤ） 

第㸵条 乙は、⚟♴避難所等の開設㐠Ⴀに当たり▱りᚓた避難者のሗを₃ࡽしてはなࡽない。 

（ᶒ義ົのㆡ渡等のไ㝈） 

第㸶条 乙は、ࡇの協定により生ࡎるᶒཪは義ົを第୕者にㆡ渡し、ⱝしࡃは⥅ᢎࡏࡉ、ཪは

 。ないࡽのᶒを担保に౪してはなࡑ

（関ಀ書㢮のᩚഛ） 

第㸷条 乙は、ࡇの協定に関する書㢮等をᩚഛする、⚟♴避難所等の㛢㙐後５年㛫はࡽࢀࡇ

を保管しなけࡤࢀなࡽない。 

（有ຠ期㛫） 

第10条 ࡇの協定の有ຠ期㛫は協定⥾⤖後１年㛫とし、甲乙いࢀࡎにより␗議の⏦立てがない

㝈り、ẖ年⮬動᭦᪂ࢀࡉるものとする。 

（協議） 

第11条 ࡇの協定の解㔘に疑義が生じた場合ཬࡇࡧの協定に定めのない事項については、甲乙協

議の上、決定するものとする。 
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 上記協定⥾⤖の証として、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

  平成29年㸲月１日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

    中央区 

   中央区長 

 

                        乙 
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 中央区（௨ୗࠕ甲ࠖという。）と              （௨ୗࠕ乙ࠖという。）は、⅏

ᐖⓎ生に࠾ける⚟♴避難所ཬࡧ⥭ᛴධ所施設（௨ୗࠕ⚟♴避難所等ࠖという。）の開設㐠Ⴀに

関し、ḟのと࠾り協定を⥾⤖する。 

（㊃᪨） 

第㸯条 ࡇの協定は、⅏ᐖⓎ生に࠾いて、通ᖖの避難所に࠾いて生活するࡇとがᅔ難な者（௨

ୗࠕ避難者ࠖという。）を受けධࢀる⚟♴避難所等の開設㐠Ⴀに関し、ᚲせな事項を定めるも

のとする。 

（開設） 

第㸰条 甲は、⅏ᐖⓎ生に࠾いて⚟♴避難所等を開設するᚲせが࠶ると認めたときは、乙にᑐ

して            を⚟♴避難所等として開設するࡇとをせㄳするものとする。 

２ 乙は、๓項のつ定によるせㄳを受けたときは、ྍ⬟な㝈り⚟♴避難所等の開設にᛂじるもの

とする。 

（避難協力） 

第㸱条 避難者が⚟♴避難所等へ避難するに際し、甲と乙はྍ⬟な⠊ᅖでࢀࡇに協力するものと

する。 

（開設期㛫） 

第㸲条 ⚟♴避難所等の開設期㛫は、⅏ᐖⓎ生の日ࡽ㉳⟬して㸵日௨ෆとする。たࡔし、状ἣ

により開設期㛫をᘏ長するᚲせが࠶る場合は、甲は乙と協議の上、ࡑの期㛫をᘏ長するࡇとが

できる。 

（㐠Ⴀ） 

第㸳条 乙は、ࡑの⫋ဨ等により、避難者にᑐして生活にᚲせなຓを⾜うものとする。 

２ 甲は、๓項につ定するຓを⾜うࢸࣥࣛ࣎の確保に努める。 

（経費負担） 

第㸴条 甲は、⚟♴避難所等の開設㐠Ⴀにಀる経費（甲乙協議の上、甲が負担するࡇとが㐺当で

ない経費を㝖ࡃ。）を負担するものとする。 

（ಶேሗの保ㆤ） 

第㸵条 乙は、⚟♴避難所等の開設㐠Ⴀに当たり▱りᚓた避難者のሗを₃ࡽしてはなࡽない。 

（ᶒ義ົのㆡ渡等のไ㝈） 

第㸶条 乙は、ࡇの協定により生ࡎるᶒཪは義ົを第୕者にㆡ渡し、ⱝしࡃは⥅ᢎࡏࡉ、ཪは

 。ないࡽのᶒを担保に౪してはなࡑ

（関ಀ書㢮のᩚഛ） 

第㸷条 乙は、ࡇの協定に関する書㢮等をᩚഛする、⚟♴避難所等の㛢㙐後５年㛫はࡽࢀࡇ

を保管しなけࡤࢀなࡽない。 

（有ຠ期㛫） 

第10条 ࡇの協定の有ຠ期㛫は協定⥾⤖後１年㛫とし、甲乙いࢀࡎにより␗議の⏦立てがない

㝈り、ẖ年⮬動᭦᪂ࢀࡉるものとする。 

（協議） 

第11条 ࡇの協定の解㔘に疑義が生じた場合ཬࡇࡧの協定に定めのない事項については、甲乙協

議の上、決定するものとする。 
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 上記協定⥾⤖の証として、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

  平成29年㸲月１日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

    中央区 

   中央区長 

 

                        乙 
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 中央区（௨ୗࠕ甲ࠖという。）と        （௨ୗࠕ乙ࠖという。）との㛫に࠾いて平成

２９年㸲月１日に⥾⤖したࠕ⅏ᐖⓎ生に࠾ける⚟♴避難所等の開設㐠Ⴀに関する協定 （ࠖ௨ୗ

 。りኚ᭦する࠾原協定ࠖという。）をḟのとࠕ
 ๓文中࠾ࠕけるࠖを࠾ࠕいて中央区地ᇦ㜵⅏ィ⏬に基づき甲が開設するࠖにᨵめる。 
 第㸱条をḟのようにᨵめる。 
（避難協力） 
第㸱条 甲は、乙にᑐし、避難者が⚟♴避難所等へ避難ࡸධ所を⾜う場合にഛ࠼、⚟♴避難所へ

の⛣㏦を中ᚰとする、避難者の㍺㏦に関するᴗົ（௨ୗࠕ㍺㏦ᴗົࠖという。）の提౪につい

て協力をせㄳするࡇとができる。 
２ ๓項のつ定によるせㄳは、ู記第１号ᵝᘧによる㍺㏦ᴗົᐇ施せㄳ書により⾜うものとする。

たࡔし、ࢀࡇにより難い場合は、ཱྀ㢌でせㄳし、事後㏿ࡸに文書をもってฎ理するものとす

る。 
㸱 甲は、第１項のつ定によるせㄳをするに当たり、㍺㏦ᴗົにᚑ事する㌴୧ཬࡧᚑ事する者の

Ᏻ確保に配慮して⾜う。 
 第㸱条のḟにḟの２条をຍ࠼る。 
（ሗ࿌） 
第㸱条ࡢ㸰 乙は、๓条第１項のつ定によるせㄳに基づき㍺㏦ᴗົに協力したときは、ࡑのෆᐜ

をู記第２号ᵝᘧによる㍺㏦ᴗົᐇ施ሗ࿌書により甲にሗ࿌するものとする。 
（Ᏻの確保） 
第㸱条ࡢ㸱 乙は、㍺㏦ᴗົを⾜うための㌴୧の㐠⾜に当たり当該㌴୧を用する避難者のᏳ

の確保を⾜う。 
２ 乙は、Ᏻの確保のため、経㊰の㑅定ཬࡧ㐠⯟⥅⥆のྍྰをุ᩿するࡇとができる。ࡇの場

合に࠾いて、乙は、甲にࡑの᪨を㏿ࡸにሗ࿌するものとする。 
第㸴条中ࠕ開設㐠Ⴀࠖのḟにࠕཬࡧ㍺㏦ᴗົࠖをຍ࠼、ྠ条のḟにḟの１条をຍ࠼る。 

（ᦆᐖ㈺ൾ） 
第㸴条ࡢ㸰 乙のᚑ事者が、⚟♴避難所等の開設㐠Ⴀཬࡧ㍺㏦ᴗົにᚑ事したࡇとによりṚஸし、

負യし、ⱝしࡃはにり、ཪはࢀࡑによる負യⱝしࡃはによりṚஸし、ⱝしࡃはᚰ

㌟にⴭしい㞀ᐖを生じたときは、ࠕ⅏ᐖに際しᛂᛴᥐ⨨のᴗົ等にᚑ事した者にಀるᦆᐖ㈺ൾ

に関する条（㸱㸶年㸱月中央区条第１５号）ࠖ のつ定に‽じて、甲が保㞀する。 
 第㸵条中ࠕ開設㐠Ⴀࠖのḟにࠕཬࡧ㍺㏦ᴗົのᐇ施ࠖを、ࡽ₃ࠕしてはなࡽない。ࠖ のḟにࡲࠕ

た、第 10条につ定する有ຠ期㛫が終了した後に࠾いても、ྠᵝとする。ࠖ をຍ࠼る。 

 第９条中ࠕ㛢㙐後ࠖをࠕ㛢㙐ཬࡧ㍺㏦ᴗົのᐇ施後ࠖにᨵめ、ྠ条のḟにḟの１条をຍ࠼る。 
（㐃⤡యไのᩚഛ） 
第㸷条ࡢ㸰 甲ཬࡧ乙は、ࡇの協定に関する協議のため、⅏ᐖⓎ生の㐃⤡యไをᩚഛする。 
２ 甲ཬࡧ乙は、⅏ᐖⓎ生に࠾いてな協力をᅗるため、ẖ年ᗘ定期ⓗに┦の㐃⤡యไを

確認するものとする。 
 第 11条のḟにḟの１条をຍ࠼る。 

（管㎄するุ所） 
第 12条 ࡇの協定に関し、ッ࠼を提㉳する場合のุ所は、東京地᪉ุ所とする。 
 原協定にḟの２ᵝᘧをຍ࠼る。 
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 上記協定⥾⤖の証として、本協定２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 
 
  ௧２年㸲月１日 
 
 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 
   中央区 
   中央区長 

 
乙 



- 405 - 

176㸬⅏ᐖⓎ⏕ࡿࡅ࠾⚟♴㑊㞴ᡤ➼ࡢ㛤タ㐠Ⴀ㛵ࡿࡍ༠ᐃ୍ࡢ㒊ࢆኚ᭦ࡿࡍ༠ᐃ

㸦ᮏᩥ247㡫㸧 

 

 中央区（௨ୗࠕ甲ࠖという。）と        （௨ୗࠕ乙ࠖという。）との㛫に࠾いて平成

２９年㸲月１日に⥾⤖したࠕ⅏ᐖⓎ生に࠾ける⚟♴避難所等の開設㐠Ⴀに関する協定 （ࠖ௨ୗ

 。りኚ᭦する࠾原協定ࠖという。）をḟのとࠕ
 ๓文中࠾ࠕけるࠖを࠾ࠕいて中央区地ᇦ㜵⅏ィ⏬に基づき甲が開設するࠖにᨵめる。 
 第㸱条をḟのようにᨵめる。 
（避難協力） 
第㸱条 甲は、乙にᑐし、避難者が⚟♴避難所等へ避難ࡸධ所を⾜う場合にഛ࠼、⚟♴避難所へ

の⛣㏦を中ᚰとする、避難者の㍺㏦に関するᴗົ（௨ୗࠕ㍺㏦ᴗົࠖという。）の提౪につい

て協力をせㄳするࡇとができる。 
２ ๓項のつ定によるせㄳは、ู記第１号ᵝᘧによる㍺㏦ᴗົᐇ施せㄳ書により⾜うものとする。

たࡔし、ࢀࡇにより難い場合は、ཱྀ㢌でせㄳし、事後㏿ࡸに文書をもってฎ理するものとす

る。 
㸱 甲は、第１項のつ定によるせㄳをするに当たり、㍺㏦ᴗົにᚑ事する㌴୧ཬࡧᚑ事する者の

Ᏻ確保に配慮して⾜う。 
 第㸱条のḟにḟの２条をຍ࠼る。 
（ሗ࿌） 
第㸱条ࡢ㸰 乙は、๓条第１項のつ定によるせㄳに基づき㍺㏦ᴗົに協力したときは、ࡑのෆᐜ

をู記第２号ᵝᘧによる㍺㏦ᴗົᐇ施ሗ࿌書により甲にሗ࿌するものとする。 
（Ᏻの確保） 
第㸱条ࡢ㸱 乙は、㍺㏦ᴗົを⾜うための㌴୧の㐠⾜に当たり当該㌴୧を用する避難者のᏳ

の確保を⾜う。 
２ 乙は、Ᏻの確保のため、経㊰の㑅定ཬࡧ㐠⯟⥅⥆のྍྰをุ᩿するࡇとができる。ࡇの場

合に࠾いて、乙は、甲にࡑの᪨を㏿ࡸにሗ࿌するものとする。 
第㸴条中ࠕ開設㐠Ⴀࠖのḟにࠕཬࡧ㍺㏦ᴗົࠖをຍ࠼、ྠ条のḟにḟの１条をຍ࠼る。 
（ᦆᐖ㈺ൾ） 
第㸴条ࡢ㸰 乙のᚑ事者が、⚟♴避難所等の開設㐠Ⴀཬࡧ㍺㏦ᴗົにᚑ事したࡇとによりṚஸし、

負യし、ⱝしࡃはにり、ཪはࢀࡑによる負യⱝしࡃはによりṚஸし、ⱝしࡃはᚰ

㌟にⴭしい㞀ᐖを生じたときは、ࠕ⅏ᐖに際しᛂᛴᥐ⨨のᴗົ等にᚑ事した者にಀるᦆᐖ㈺ൾ

に関する条（㸱㸶年㸱月中央区条第１５号）ࠖ のつ定に‽じて、甲が保㞀する。 
 第㸵条中ࠕ開設㐠Ⴀࠖのḟにࠕཬࡧ㍺㏦ᴗົのᐇ施ࠖを、ࡽ₃ࠕしてはなࡽない。ࠖ のḟにࡲࠕ

た、第 10条につ定する有ຠ期㛫が終了した後に࠾いても、ྠᵝとする。ࠖ をຍ࠼る。 

 第９条中ࠕ㛢㙐後ࠖをࠕ㛢㙐ཬࡧ㍺㏦ᴗົのᐇ施後ࠖにᨵめ、ྠ条のḟにḟの１条をຍ࠼る。 
（㐃⤡యไのᩚഛ） 
第㸷条ࡢ㸰 甲ཬࡧ乙は、ࡇの協定に関する協議のため、⅏ᐖⓎ生の㐃⤡యไをᩚഛする。 
２ 甲ཬࡧ乙は、⅏ᐖⓎ生に࠾いてな協力をᅗるため、ẖ年ᗘ定期ⓗに┦の㐃⤡యไを

確認するものとする。 
 第 11条のḟにḟの１条をຍ࠼る。 

（管㎄するุ所） 
第 12条 ࡇの協定に関し、ッ࠼を提㉳する場合のุ所は、東京地᪉ุ所とする。 
 原協定にḟの２ᵝᘧをຍ࠼る。 
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 上記協定⥾⤖の証として、本協定２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 
 
  ௧２年㸲月１日 
 
 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 
   中央区 
   中央区長 

 
乙 
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 中央区（௨ୗࠕ甲ࠖという。）と学校ἲே⪷㊰ຍᅜ際学（௨ୗࠕ乙ࠖという。）とは、⅏ᐖ

に࠾いて中央区地ᇦ㜵⅏ィ⏬に基づき甲が開設する⚟♴避難所への生活┦ㄯဨのὴ㐵に関し、ḟ

のと࠾り協定を⥾⤖する。 

（目ⓗ） 

第㸯条 ࡇの協定は、⅏ᐖに甲が⚟♴避難所を開設する場合に࠾いて、乙が乙の教ဨ等でᵓ成

する避難者へのᨭのための࣒࣮ࢳ（௨ୗࠕᨭ࣒࣮ࠖࢳという。）を⚟♴避難所へὴ㐵し、

甲とともに生活┦ㄯဨとして避難者にᑐしてᚰのࡸࢣ┦ㄯ等の活動（௨ୗࠕ活動ࠖという。）

を⾜うࡇとに関し、ᚲせな事項を定めるࡇとを目ⓗとする。 

（せㄳ） 

第㸰条 甲は、ᨭ࣒࣮ࢳによる活動がᚲせと認めたときは、乙にᑐしてᨭ࣒࣮ࢳのὴ㐵をせ

ㄳするものとする。 

２ 乙は、๓項のつ定によるせㄳを受けたときは、ࢀࡇにᛂじるよう努めるものとする。 

㸱 甲は、第１項のつ定により乙にせㄳを⾜った場合は、ὴ㐵をせㄳするᨭ࣒࣮ࢳのつᶍ、活

動のᐇ施をせㄳする期㛫、場所等を決定し、乙に᫂♧する。 

（活動） 

第㸱条 乙は、๓条のつ定によるせㄳが࠶ったときは、యのࢺ࣮ࢿࢹ࣮ࢥᴗົを⾜うࢹ࣮ࢥ

 。る活動を担うものとするࡆを配⨨し、ḟの各号にᥖ࣮ࢱ࣮ࢿ

 （１） ᨭ࣒࣮ࢳにಀるḟにᥖࡆるもの 

 ♧ᣦࡧ活動యไの管理、ㄪᩚཬࡧ活動ィ⏬⟇定ཬ    

 ♧ᣦࡧ活動᪉ἲの管理、ㄪᩚཬࡧ活動ෆᐜཬ    

 のಁ㐍ࢣࣇࣝࢭࡧᵓ成する教ဨ等のᗣ状ែのᢕᥱཬ ࢘   

 （２） 避難者との┦ㄯ等のࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥによる、ᗣ状ែ、生活⎔ቃのࢺ࣓ࣥࢫࢭ

ཬࡧሗ提౪୪ࡧにࡑのᨵၿのための甲へのຓゝཬࡧᨭ 

 （㸱） ᨭ࣒࣮ࢳによる活動終了後にྥけた活動ෆᐜ等の引⥅ࡂ 

 （㸲） ๓㸱号にᥖࡆるものの、避難者にᑐして活動を⾜うためにᚲせなᨭ 

（活動ෆᐜのඹ有） 

第㸲条 甲は、ᨭ࣒࣮ࢳが活動を⾜うに当たり、活動ᐇ施の᪉ἲཬࡧィ⏬について㝶乙ཬࡧ

ᨭ࣒࣮ࢳと協議する。 

２ 甲、乙ཬࡧᨭ࣒࣮ࢳは、㝶ࢢࣥࢸ࣮࣑を⾜い、活動ෆᐜཬࡧ避難者へのᨭ᪉㔪等を

ඹ有する。 

㸱 乙は、第２条のつ定によるせㄳに基づきᨭ࣒࣮ࢳによる活動を⾜ったときは、ࡑのෆᐜを

ูに定めるᨭ記㘓ཬࡧ活動記㘓により、㝶甲へሗ࿌する。 

㸲 甲は、第２項のࢢࣥࢸ࣮࣑の⤖ᯝ୪ࡧに๓項のᨭ記㘓ཬࡧ活動記㘓のෆᐜにἢって、避

難者にᑐしてᚲせなᨭが⾜わࢀるようࢺ࣮ࢿࢹ࣮ࢥᴗົを⾜う。 

（経費負担） 

第㸳条 第２条のつ定によるせㄳに基づき乙がᐇ施した活動にせする経費（甲乙協議の上、甲が

負担するࡇとが㐺当でないとุ᩿した経費を㝖ࡃ。）は、甲が負担する。 

２ ๓項のつ定により甲が負担する経費は、⅏ᐖ┤๓に࠾ける㐺ṇな౯᱁を基‽とする。 

㸱 ๓２項のつ定にわࡎࡽ、⅏ᐖᩆຓἲ（２２年ἲᚊ第１１㸶号）が㐺用ࢀࡉた場合は、

 。の定めによるものとするࡑ

（㈺ൾ） 

第㸴条 第２条のつ定によるせㄳに基づき乙がᐇ施した活動によりⓎ生した⿵ൾཪは㈺ൾの᪉

ἲཬࡧ費用については、甲ཬࡧ乙がㄔពをᣢって協議し決定する。 

２ ๓項のつ定にわࡎࡽ、⅏ᐖᩆຓἲが㐺用ࢀࡉた場合は、ࡑの定めによるものとする。 
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（ᦆᐖ㈺ൾ） 

第㸵条 第２条のつ定によるせㄳに基づき乙がᐇ施した活動により、乙のᚑ事者がṚஸし、負യ

し、ⱝしࡃはにり、ཪはࢀࡑによる負യⱝしࡃはによりṚஸし、ⱝしࡃはᚰ㌟に

ⴭしい㞀ᐖを生じたときは、ࠕ⅏ᐖに際しᛂᛴᥐ⨨のᴗົ等にᚑ事した者にಀるᦆᐖ㈺ൾに関

する条（㸱㸶年㸱月中央区条第１５号）ࠖ のつ定に‽じて、甲が保㞀する。 

（ಶேሗの保ㆤ） 

第㸶条 乙は、活動を⾜うに当たり▱りᚓた避難者のሗを₃ࡽしてはなࡽない。第11条につ定

する有ຠ期㛫が終了した後に࠾いても、ྠᵝとする。 

（関ಀ書㢮のᩚഛ） 

第㸷条 乙は、ࡇの協定に関する書㢮等をᩚഛする、ᨭ࣒࣮ࢳをὴ㐵した場合は、当該ᨭ

࣒࣮ࢳをὴ㐵した⚟♴避難所の㛢㙐後５年㛫は関ಀする書㢮等を保管しなけࡤࢀなࡽない。 

（㐃⤡యไのᩚഛ） 

第10条 甲ཬࡧ乙は、ࡇの協定に関する協議のため、⅏ᐖの㐃⤡యไをᩚഛする。 

２ 甲ཬࡧ乙は、⅏ᐖに࠾いてな協力をᅗるため、ẖ年ᗘ定期ⓗに┦の㐃⤡యไを確認

するものとする。 

（有ຠ期㛫） 

第11条 ࡇの協定の有ຠ期㛫は協定⥾⤖後１年㛫とし、甲乙いࢀࡎにより␗議の⏦立てがない

㝈り、ẖ年⮬動᭦᪂ࢀࡉるものとする。 

（協議） 

第12条 ࡇの協定の解㔘に疑義が生じた場合ཬࡇࡧの協定に定めのない事項については、甲乙協

議の上、決定するものとする。 

（管㎄するุ所） 

第13条 ࡇの協定に関し、第一ᑂのッ࠼を提㉳する場合のᑓᒓⓗ合ព管㎄ุ所は、東京地᪉

ุ所とする。 

 

上記協定⥾⤖の証として、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

  ௧２年㸲月１日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長 

 

乙 東京都中央区᫂▼⏫10番１号 

学校ἲே⪷㊰ຍᅜ際学 

理事長 
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 中央区（௨ୗࠕ甲ࠖという。）と学校ἲே⪷㊰ຍᅜ際学（௨ୗࠕ乙ࠖという。）とは、⅏ᐖ

に࠾いて中央区地ᇦ㜵⅏ィ⏬に基づき甲が開設する⚟♴避難所への生活┦ㄯဨのὴ㐵に関し、ḟ

のと࠾り協定を⥾⤖する。 

（目ⓗ） 

第㸯条 ࡇの協定は、⅏ᐖに甲が⚟♴避難所を開設する場合に࠾いて、乙が乙の教ဨ等でᵓ成

する避難者へのᨭのための࣒࣮ࢳ（௨ୗࠕᨭ࣒࣮ࠖࢳという。）を⚟♴避難所へὴ㐵し、

甲とともに生活┦ㄯဨとして避難者にᑐしてᚰのࡸࢣ┦ㄯ等の活動（௨ୗࠕ活動ࠖという。）

を⾜うࡇとに関し、ᚲせな事項を定めるࡇとを目ⓗとする。 

（せㄳ） 

第㸰条 甲は、ᨭ࣒࣮ࢳによる活動がᚲせと認めたときは、乙にᑐしてᨭ࣒࣮ࢳのὴ㐵をせ

ㄳするものとする。 

２ 乙は、๓項のつ定によるせㄳを受けたときは、ࢀࡇにᛂじるよう努めるものとする。 

㸱 甲は、第１項のつ定により乙にせㄳを⾜った場合は、ὴ㐵をせㄳするᨭ࣒࣮ࢳのつᶍ、活

動のᐇ施をせㄳする期㛫、場所等を決定し、乙に᫂♧する。 

（活動） 

第㸱条 乙は、๓条のつ定によるせㄳが࠶ったときは、యのࢺ࣮ࢿࢹ࣮ࢥᴗົを⾜うࢹ࣮ࢥ

 。る活動を担うものとするࡆを配⨨し、ḟの各号にᥖ࣮ࢱ࣮ࢿ

 （１） ᨭ࣒࣮ࢳにಀるḟにᥖࡆるもの 

 ♧ᣦࡧ活動యไの管理、ㄪᩚཬࡧ活動ィ⏬⟇定ཬ    

 ♧ᣦࡧ活動᪉ἲの管理、ㄪᩚཬࡧ活動ෆᐜཬ    

 のಁ㐍ࢣࣇࣝࢭࡧᵓ成する教ဨ等のᗣ状ែのᢕᥱཬ ࢘   

 （２） 避難者との┦ㄯ等のࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥによる、ᗣ状ែ、生活⎔ቃのࢺ࣓ࣥࢫࢭ

ཬࡧሗ提౪୪ࡧにࡑのᨵၿのための甲へのຓゝཬࡧᨭ 

 （㸱） ᨭ࣒࣮ࢳによる活動終了後にྥけた活動ෆᐜ等の引⥅ࡂ 

 （㸲） ๓㸱号にᥖࡆるものの、避難者にᑐして活動を⾜うためにᚲせなᨭ 

（活動ෆᐜのඹ有） 

第㸲条 甲は、ᨭ࣒࣮ࢳが活動を⾜うに当たり、活動ᐇ施の᪉ἲཬࡧィ⏬について㝶乙ཬࡧ

ᨭ࣒࣮ࢳと協議する。 

２ 甲、乙ཬࡧᨭ࣒࣮ࢳは、㝶ࢢࣥࢸ࣮࣑を⾜い、活動ෆᐜཬࡧ避難者へのᨭ᪉㔪等を

ඹ有する。 

㸱 乙は、第２条のつ定によるせㄳに基づきᨭ࣒࣮ࢳによる活動を⾜ったときは、ࡑのෆᐜを

ูに定めるᨭ記㘓ཬࡧ活動記㘓により、㝶甲へሗ࿌する。 

㸲 甲は、第２項のࢢࣥࢸ࣮࣑の⤖ᯝ୪ࡧに๓項のᨭ記㘓ཬࡧ活動記㘓のෆᐜにἢって、避

難者にᑐしてᚲせなᨭが⾜わࢀるようࢺ࣮ࢿࢹ࣮ࢥᴗົを⾜う。 

（経費負担） 

第㸳条 第２条のつ定によるせㄳに基づき乙がᐇ施した活動にせする経費（甲乙協議の上、甲が

負担するࡇとが㐺当でないとุ᩿した経費を㝖ࡃ。）は、甲が負担する。 

２ ๓項のつ定により甲が負担する経費は、⅏ᐖ┤๓に࠾ける㐺ṇな౯᱁を基‽とする。 

㸱 ๓２項のつ定にわࡎࡽ、⅏ᐖᩆຓἲ（２２年ἲᚊ第１１㸶号）が㐺用ࢀࡉた場合は、

 。の定めによるものとするࡑ

（㈺ൾ） 

第㸴条 第２条のつ定によるせㄳに基づき乙がᐇ施した活動によりⓎ生した⿵ൾཪは㈺ൾの᪉

ἲཬࡧ費用については、甲ཬࡧ乙がㄔពをᣢって協議し決定する。 

２ ๓項のつ定にわࡎࡽ、⅏ᐖᩆຓἲが㐺用ࢀࡉた場合は、ࡑの定めによるものとする。 
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（ᦆᐖ㈺ൾ） 

第㸵条 第２条のつ定によるせㄳに基づき乙がᐇ施した活動により、乙のᚑ事者がṚஸし、負യ

し、ⱝしࡃはにり、ཪはࢀࡑによる負യⱝしࡃはによりṚஸし、ⱝしࡃはᚰ㌟に

ⴭしい㞀ᐖを生じたときは、ࠕ⅏ᐖに際しᛂᛴᥐ⨨のᴗົ等にᚑ事した者にಀるᦆᐖ㈺ൾに関

する条（㸱㸶年㸱月中央区条第１５号）ࠖ のつ定に‽じて、甲が保㞀する。 

（ಶேሗの保ㆤ） 

第㸶条 乙は、活動を⾜うに当たり▱りᚓた避難者のሗを₃ࡽしてはなࡽない。第11条につ定

する有ຠ期㛫が終了した後に࠾いても、ྠᵝとする。 

（関ಀ書㢮のᩚഛ） 

第㸷条 乙は、ࡇの協定に関する書㢮等をᩚഛする、ᨭ࣒࣮ࢳをὴ㐵した場合は、当該ᨭ

࣒࣮ࢳをὴ㐵した⚟♴避難所の㛢㙐後５年㛫は関ಀする書㢮等を保管しなけࡤࢀなࡽない。 

（㐃⤡యไのᩚഛ） 

第10条 甲ཬࡧ乙は、ࡇの協定に関する協議のため、⅏ᐖの㐃⤡యไをᩚഛする。 

２ 甲ཬࡧ乙は、⅏ᐖに࠾いてな協力をᅗるため、ẖ年ᗘ定期ⓗに┦の㐃⤡యไを確認

するものとする。 

（有ຠ期㛫） 

第11条 ࡇの協定の有ຠ期㛫は協定⥾⤖後１年㛫とし、甲乙いࢀࡎにより␗議の⏦立てがない

㝈り、ẖ年⮬動᭦᪂ࢀࡉるものとする。 

（協議） 

第12条 ࡇの協定の解㔘に疑義が生じた場合ཬࡇࡧの協定に定めのない事項については、甲乙協

議の上、決定するものとする。 

（管㎄するุ所） 

第13条 ࡇの協定に関し、第一ᑂのッ࠼を提㉳する場合のᑓᒓⓗ合ព管㎄ุ所は、東京地᪉

ุ所とする。 

 

上記協定⥾⤖の証として、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

  ௧２年㸲月１日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長 

 

乙 東京都中央区᫂▼⏫10番１号 

学校ἲே⪷㊰ຍᅜ際学 

理事長 
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 中央区（௨ୗࠕ甲ࠖという。）と              （௨ୗࠕ乙ࠖという。）は、⅏

ᐖⓎ生に࠾いて中央区地ᇦ㜵⅏ィ⏬に基づき甲が開設する⚟♴避難所の開設㐠Ⴀに関し、ḟの

と࠾り協定を⥾⤖する。 

（目ⓗ） 

第㸯条 ࡇの協定は、⅏ᐖⓎ生に࠾いて、通ᖖの避難所に࠾いて生活するࡇとがᅔ難な者（௨

ୗࠕ避難者ࠖという。）を受けධࢀる⚟♴避難所の開設㐠Ⴀに関し、ᚲせな事項を定めるもの

とする。 

（開設） 

第㸰条 甲は、⅏ᐖⓎ生に࠾いて⚟♴避難所を開設するᚲせが࠶ると認めたときは、乙にᑐし

て            （௨ୗࠕ施設ࠖという。）を⚟♴避難所として開設するࡇとをせ

ㄳするものとする。 

２ 乙は、๓項のつ定によるせㄳを受けたときは、⚟♴避難所の開設にᛂじるものとする。 

（施設の開㘄） 

第㸱条 甲は、施設の開㤋㛫௨እの㛫に⚟♴避難所の開設のための‽ഛཬࡧ⚟♴避難所の開

設を⾜う場合に࠾いて、施設の開㘄ཬࡧ㛢㘄を⾜うものとする。 

（開設期㛫） 

第㸲条 ⚟♴避難所の開設期㛫は、⅏ᐖⓎ生の日ࡽ㉳⟬して㸵日௨ෆとする。たࡔし、状ἣに

より開設期㛫をᘏ長するᚲせが࠶る場合は、甲は乙と協議の上、ࡑの期㛫をᘏ長するࡇとがで

きる。 

２ 乙は、甲が、関ಀ条に基づき⚟♴避難所を開設する㛫の施設の一⯡用をไ㝈する場合は、

甲に協力して一⯡用者への࿘▱を⾜うものとする。 

（㐠Ⴀへの協力） 

第㸳条 乙は、甲が⚟♴避難所を開設する場合、施設の管理ᴗົの⠊ᅖにຍ࠼、⚟♴避難所の㐠

Ⴀにᚲせとなる本᮶の管理ᴗົ௨እのᴗົについても甲のせㄳにᛂじてᚑ事するものとする。 

２ 甲ཬࡧ乙は、⚟♴避難所の㐠Ⴀに࠶たり、ࡑの活動ෆᐜを㝶ඹ有するものとする。 

㸱 甲ཬࡧ乙は、甲が⚟♴避難所を開設する場合のேဨయไについて、ࡽ࠶じめ᳨ウしてࡃ࠾

ものとする。 

（経費負担） 

第㸴条 甲は、⚟♴避難所を開設する場合、本᮶の管理ᴗົ௨እの⚟♴避難所の㐠Ⴀに関するᴗ

ົにᚑ事するࡇとにಀる経費をྵめ、⚟♴避難所の開設㐠Ⴀにಀる乙の経費（甲乙協議の上、

甲が負担するࡇとが㐺当でない経費を㝖ࡃ。）を負担するものとする。 

（≀ရの使用等） 

第㸵条 甲は、⚟♴避難所の㐠Ⴀにᚲせな場合、乙に所有ᶒがᖐᒓする≀ရもྵめて、施設の≀

ရを使用するࡇとができる。 

２ ๓項のつ定により≀ရを使用し、≀ရにởᦆ、ᦆയ等が生じた場合の復ᪧ等にಀる費用につ

いては、負担㢠について甲乙協議の上、甲が負担する。 

（ᦆᐖ㈺ൾ） 

第㸶条 乙のᚑ事者が、⚟♴避難所の開設㐠Ⴀにᚑ事したࡇとによりṚஸし、負യし、ⱝしࡃは

にり、ཪはࢀࡑによる負യⱝしࡃはによりṚஸし、ⱝしࡃはᚰ㌟にⴭしい㞀ᐖを

生じたときは、ࠕ⅏ᐖに際しᛂᛴᥐ⨨のᴗົ等にᚑ事した者にಀるᦆᐖ㈺ൾに関する条（

㸱㸶年㸱月中央区条第１５号）ࠖ のつ定に‽じて、甲が保㞀する。 

（ಶேሗの保ㆤ） 

第㸷条 乙は、⚟♴避難所の開設㐠Ⴀに当たり▱りᚓた避難者のሗを₃ࡽしてはなࡽない。ࡲ

た、第13条につ定する有ຠ期㛫が終了した後に࠾いても、ྠᵝとする。 

（ᶒ義ົのㆡ渡等のไ㝈） 

第10条 乙は、ࡇの協定により生ࡎるᶒཪは義ົを第୕者にㆡ渡し、ⱝしࡃは⥅ᢎࡏࡉ、ཪは
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 。ないࡽのᶒを担保に౪してはなࡑ

（関ಀ書㢮のᩚഛ） 

第11条 乙は、ࡇの協定に関する書㢮等をᩚഛする、⚟♴避難所の㛢㙐後５年㛫はࡽࢀࡇを

保管しなけࡤࢀなࡽない。 

（㐃⤡యไのᩚഛ） 

第12条 甲ཬࡧ乙は、ࡇの協定に関する協議のため、⅏ᐖⓎ生の㐃⤡యไをᩚഛする。 

２ 甲ཬࡧ乙は、⅏ᐖⓎ生に࠾いてな協力をᅗるため、ẖ年ᗘ定期ⓗに┦の㐃⤡యไを

確認するものとする。 

（有ຠ期㛫） 

第13条 ࡇの協定の有ຠ期㛫は協定⥾⤖後１年㛫とし、甲乙いࢀࡎにより␗議の⏦立てがない

㝈り、ẖ年⮬動᭦᪂ࢀࡉるものとする。 

（協議） 

第14条 ࡇの協定の解㔘に疑義が生じた場合ཬࡇࡧの協定に定めのない事項については、甲乙協

議の上、決定するものとする。 

（管㎄するุ所） 

第15条 ࡇの協定に関し、ッ࠼を提㉳する場合のุ所は、東京地᪉ุ所とする。 

 

 上記協定⥾⤖の証として、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

  ௧２年㸲月１日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

                        中央区 

                        中央区長 

 

                      乙 
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 中央区（௨ୗࠕ甲ࠖという。）と              （௨ୗࠕ乙ࠖという。）は、⅏

ᐖⓎ生に࠾いて中央区地ᇦ㜵⅏ィ⏬に基づき甲が開設する⚟♴避難所の開設㐠Ⴀに関し、ḟの

と࠾り協定を⥾⤖する。 

（目ⓗ） 

第㸯条 ࡇの協定は、⅏ᐖⓎ生に࠾いて、通ᖖの避難所に࠾いて生活するࡇとがᅔ難な者（௨

ୗࠕ避難者ࠖという。）を受けධࢀる⚟♴避難所の開設㐠Ⴀに関し、ᚲせな事項を定めるもの

とする。 

（開設） 

第㸰条 甲は、⅏ᐖⓎ生に࠾いて⚟♴避難所を開設するᚲせが࠶ると認めたときは、乙にᑐし

て            （௨ୗࠕ施設ࠖという。）を⚟♴避難所として開設するࡇとをせ

ㄳするものとする。 

２ 乙は、๓項のつ定によるせㄳを受けたときは、⚟♴避難所の開設にᛂじるものとする。 

（施設の開㘄） 

第㸱条 甲は、施設の開㤋㛫௨እの㛫に⚟♴避難所の開設のための‽ഛཬࡧ⚟♴避難所の開

設を⾜う場合に࠾いて、施設の開㘄ཬࡧ㛢㘄を⾜うものとする。 

（開設期㛫） 

第㸲条 ⚟♴避難所の開設期㛫は、⅏ᐖⓎ生の日ࡽ㉳⟬して㸵日௨ෆとする。たࡔし、状ἣに

より開設期㛫をᘏ長するᚲせが࠶る場合は、甲は乙と協議の上、ࡑの期㛫をᘏ長するࡇとがで

きる。 

２ 乙は、甲が、関ಀ条に基づき⚟♴避難所を開設する㛫の施設の一⯡用をไ㝈する場合は、

甲に協力して一⯡用者への࿘▱を⾜うものとする。 

（㐠Ⴀへの協力） 

第㸳条 乙は、甲が⚟♴避難所を開設する場合、施設の管理ᴗົの⠊ᅖにຍ࠼、⚟♴避難所の㐠

Ⴀにᚲせとなる本᮶の管理ᴗົ௨እのᴗົについても甲のせㄳにᛂじてᚑ事するものとする。 

２ 甲ཬࡧ乙は、⚟♴避難所の㐠Ⴀに࠶たり、ࡑの活動ෆᐜを㝶ඹ有するものとする。 

㸱 甲ཬࡧ乙は、甲が⚟♴避難所を開設する場合のேဨయไについて、ࡽ࠶じめ᳨ウしてࡃ࠾

ものとする。 

（経費負担） 

第㸴条 甲は、⚟♴避難所を開設する場合、本᮶の管理ᴗົ௨እの⚟♴避難所の㐠Ⴀに関するᴗ

ົにᚑ事するࡇとにಀる経費をྵめ、⚟♴避難所の開設㐠Ⴀにಀる乙の経費（甲乙協議の上、

甲が負担するࡇとが㐺当でない経費を㝖ࡃ。）を負担するものとする。 

（≀ရの使用等） 

第㸵条 甲は、⚟♴避難所の㐠Ⴀにᚲせな場合、乙に所有ᶒがᖐᒓする≀ရもྵめて、施設の≀

ရを使用するࡇとができる。 

２ ๓項のつ定により≀ရを使用し、≀ရにởᦆ、ᦆയ等が生じた場合の復ᪧ等にಀる費用につ

いては、負担㢠について甲乙協議の上、甲が負担する。 

（ᦆᐖ㈺ൾ） 

第㸶条 乙のᚑ事者が、⚟♴避難所の開設㐠Ⴀにᚑ事したࡇとによりṚஸし、負യし、ⱝしࡃは

にり、ཪはࢀࡑによる負യⱝしࡃはによりṚஸし、ⱝしࡃはᚰ㌟にⴭしい㞀ᐖを

生じたときは、ࠕ⅏ᐖに際しᛂᛴᥐ⨨のᴗົ等にᚑ事した者にಀるᦆᐖ㈺ൾに関する条（

㸱㸶年㸱月中央区条第１５号）ࠖ のつ定に‽じて、甲が保㞀する。 

（ಶேሗの保ㆤ） 

第㸷条 乙は、⚟♴避難所の開設㐠Ⴀに当たり▱りᚓた避難者のሗを₃ࡽしてはなࡽない。ࡲ

た、第13条につ定する有ຠ期㛫が終了した後に࠾いても、ྠᵝとする。 

（ᶒ義ົのㆡ渡等のไ㝈） 

第10条 乙は、ࡇの協定により生ࡎるᶒཪは義ົを第୕者にㆡ渡し、ⱝしࡃは⥅ᢎࡏࡉ、ཪは
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 。ないࡽのᶒを担保に౪してはなࡑ

（関ಀ書㢮のᩚഛ） 

第11条 乙は、ࡇの協定に関する書㢮等をᩚഛする、⚟♴避難所の㛢㙐後５年㛫はࡽࢀࡇを

保管しなけࡤࢀなࡽない。 

（㐃⤡యไのᩚഛ） 

第12条 甲ཬࡧ乙は、ࡇの協定に関する協議のため、⅏ᐖⓎ生の㐃⤡యไをᩚഛする。 

２ 甲ཬࡧ乙は、⅏ᐖⓎ生に࠾いてな協力をᅗるため、ẖ年ᗘ定期ⓗに┦の㐃⤡యไを

確認するものとする。 

（有ຠ期㛫） 

第13条 ࡇの協定の有ຠ期㛫は協定⥾⤖後１年㛫とし、甲乙いࢀࡎにより␗議の⏦立てがない

㝈り、ẖ年⮬動᭦᪂ࢀࡉるものとする。 

（協議） 

第14条 ࡇの協定の解㔘に疑義が生じた場合ཬࡇࡧの協定に定めのない事項については、甲乙協

議の上、決定するものとする。 

（管㎄するุ所） 

第15条 ࡇの協定に関し、ッ࠼を提㉳する場合のุ所は、東京地᪉ุ所とする。 

 

 上記協定⥾⤖の証として、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

  ௧２年㸲月１日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

                        中央区 

                        中央区長 

 

                      乙 

 



- 411 - 

179㸬⅏ᐖࡿࡅ࠾ᛂᛴᑐ⟇άືࡢ༠ຊ㛵ࡿࡍ༠ᐃ㸦୍⯡࡞ࡦᆺ㸧㸦ᮏᩥ133㡫㸧 
 

中央区（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）及びᰴᘧ♫         （以ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）は、地

㟈➼がⓎ生した㝿に甲がᐇするᛂᛴᑐ⟇άືにᑐする乙の協力に関し、ḟのとࡾ࠾協定を締結

する。 

（ᑐ㇟） 

第㸯条 この協定のᑐ㇟となる地㟈➼は、乙のᴗົ間ෆにⓎ生し、中央区の区ᇦෆに⿕ᐖを及

 。ならないものとするࡤれࡅす地㟈➼で、甲が⅏ᐖᑐ⟇本㒊をタ⨨し、ᑐฎしなࡰ

（協力せㄳ➼） 

第㸰条 甲は、地㟈➼がⓎ生し、⅏ᐖᑐ⟇本㒊をタ⨨したときに、ḟにᥖࡆるᛂᛴᑐ⟇άືにࡘ

いて乙に協力をせㄳすることができる。このሙྜに࠾いて、甲は、⅏ᐖᑐ⟇本㒊のタ⨨後、㏿

 。かに乙に協力をせㄳするものとするࡸ

（１）乙のᡤᅾ地࿘㎶にᒃఫする⪅にᑐするᩆຓάື 

（２）甲がᣦ定するỈ、㣗ᩱ➼のᖐᏯᅔ㞴⪅（地㟈➼のⓎ生によࡾ⮬Ꮿᖐることがᅔ㞴な⪅を

い（。࠺のᥦ౪又はᙜヱάືを⾜࠺ሙᡤのᥦ౪ 

（３）前２号にᥖࡆるもののか、甲のせㄳによࡾ乙がᛂじられるάື 

２ 乙は、前項のつ定によるせㄳをཷࡅたときは、᭱㝈にྍ⬟な⠊ᅖでこれに協力するものと

する。このሙྜに࠾いて、乙は、甲のᣦ♧にᚑいᛂᛴᑐ⟇άືにᚑ事するものとする。 

３ ➨１項につ定するせㄳは、せㄳの⌮⏤、άືෆᐜ、άືሙᡤ、άື期間ࡑのの乙のάືに

ᚲせなሗを記㍕した書㠃によ࠺⾜ࡾものとする。 

㸲 前項のつ定にかかࢃらࡎ、甲は、書㠃によるせㄳがᅔ㞴とㄆめるときは、㟁ヰ➼によࡾせㄳ

することができる。このሙྜに࠾いて、甲は、ᛂᛴᑐ⟇άືの⤊了後、㏿ࡸかに前項の書㠃を

乙にするものとする。 

（協力期間） 

第㸱条 前᮲➨２項のつ定によࡾ乙が協力する期間は、甲が⅏ᐖᑐ⟇本㒊をタ⨨した日から㉳⟬

して３日以ෆとする。ただし、乙がㄆめるときは、この㝈ࡾでない。 

（ሗ࿌） 

第㸲条 乙は、➨２᮲➨１項のつ定によるせㄳに協力したときは、ࡑのάືෆᐜ、άືሙᡤ、ά

ື期間ࡑのの乙のάືᐇ⦼にಀるሗを記㍕した書㠃によࡾ甲にሗ࿌するものとする。 

（㈝⏝の㈇ᢸ） 

第㸳条 甲は、➨２᮲➨１項のつ定によるせㄳにಀるάື㈝⏝（⅏ᐖᩆຓἲ（和２２年ἲᚊ➨

１１㸶号）ࡑののἲ令の㐺⏝が࠶る㈝⏝を㝖ࡃ。）が乙に生じたときは、ᙜヱ㈝⏝を㈇ᢸす

るものとする。 

（ᦆᐖ⿵ൾ） 

第㸴条 甲は、➨２᮲➨１項のつ定によるせㄳにಀる乙のάືにᚑ事する⪅にᦆᐖが生じたとき

は、⅏ᐖに㝿しᛂᛴᥐ⨨のᴗົ➼にᚑ事した⪅にಀるᦆᐖ⿵ൾに関する᮲例（和３㸶年３月

中央区᮲例➨１㸳号）の㐺⏝が࠶るときに㝈ࡾ、ྠ᮲例のつ定によࡑࡾのᦆᐖを⿵ൾするもの

とする。 

（乙の㈐ົ） 

第㸵条 乙は、地㟈➼のⓎ生にഛ࠼、な協力が⾜࠼るయไのᩚഛにດめるものとする。 

（甲の㈐ົ） 

第㸶条 甲は、乙に地㟈➼に関するሗをᥦ౪するとともに、前᮲につ定するయไのᩚഛにࡘい

てᚲせなຓゝを⾜࠺ものとする。 

（⛎ᐦ保ᣢ義ົ） 

第㸷条 甲及び乙は、この協定のᒚ⾜によࡾ┤᥋又は間᥋に▱ࡾᚓたಶேሗを➨୕⪅に₃らし

てはならない。➨11᮲につ定する有効期間が⤊了した後も、また、ྠᵝとする。 
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（協議） 

第10条 甲及び乙は、この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関して疑義が生じ

たときは、甲乙協議の上、決定するものとする。 

（効力） 

第11条 この協定の有効期間は、令和  年   月   日から令和  年   月  日までとす

る。ただし、期間満了の日の３か月前までに甲又は乙から何ら申出がないときは、さらに１年

間延長されたものとみなし、以後この例による。 

 

上記協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和  年  月  日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長 

 

乙 
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中央区（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）及びᰴᘧ♫         （以ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）は、地

㟈➼がⓎ生した㝿に甲がᐇするᛂᛴᑐ⟇άືにᑐする乙の協力に関し、ḟのとࡾ࠾協定を締結

する。 

（ᑐ㇟） 

第㸯条 この協定のᑐ㇟となる地㟈➼は、乙のᴗົ間ෆにⓎ生し、中央区の区ᇦෆに⿕ᐖを及

 。ならないものとするࡤれࡅす地㟈➼で、甲が⅏ᐖᑐ⟇本㒊をタ⨨し、ᑐฎしなࡰ

（協力せㄳ➼） 

第㸰条 甲は、地㟈➼がⓎ生し、⅏ᐖᑐ⟇本㒊をタ⨨したときに、ḟにᥖࡆるᛂᛴᑐ⟇άືにࡘ

いて乙に協力をせㄳすることができる。このሙྜに࠾いて、甲は、⅏ᐖᑐ⟇本㒊のタ⨨後、㏿

 。かに乙に協力をせㄳするものとするࡸ

（１）乙のᡤᅾ地࿘㎶にᒃఫする⪅にᑐするᩆຓάື 

（２）甲がᣦ定するỈ、㣗ᩱ➼のᖐᏯᅔ㞴⪅（地㟈➼のⓎ生によࡾ⮬Ꮿᖐることがᅔ㞴な⪅を

い（。࠺のᥦ౪又はᙜヱάືを⾜࠺ሙᡤのᥦ౪ 

（３）前２号にᥖࡆるもののか、甲のせㄳによࡾ乙がᛂじられるάື 

２ 乙は、前項のつ定によるせㄳをཷࡅたときは、᭱㝈にྍ⬟な⠊ᅖでこれに協力するものと

する。このሙྜに࠾いて、乙は、甲のᣦ♧にᚑいᛂᛴᑐ⟇άືにᚑ事するものとする。 

３ ➨１項につ定するせㄳは、せㄳの⌮⏤、άືෆᐜ、άືሙᡤ、άື期間ࡑのの乙のάືに

ᚲせなሗを記㍕した書㠃によ࠺⾜ࡾものとする。 

㸲 前項のつ定にかかࢃらࡎ、甲は、書㠃によるせㄳがᅔ㞴とㄆめるときは、㟁ヰ➼によࡾせㄳ

することができる。このሙྜに࠾いて、甲は、ᛂᛴᑐ⟇άືの⤊了後、㏿ࡸかに前項の書㠃を

乙にするものとする。 

（協力期間） 

第㸱条 前᮲➨２項のつ定によࡾ乙が協力する期間は、甲が⅏ᐖᑐ⟇本㒊をタ⨨した日から㉳⟬

して３日以ෆとする。ただし、乙がㄆめるときは、この㝈ࡾでない。 

（ሗ࿌） 

第㸲条 乙は、➨２᮲➨１項のつ定によるせㄳに協力したときは、ࡑのάືෆᐜ、άືሙᡤ、ά

ື期間ࡑのの乙のάືᐇ⦼にಀるሗを記㍕した書㠃によࡾ甲にሗ࿌するものとする。 

（㈝⏝の㈇ᢸ） 

第㸳条 甲は、➨２᮲➨１項のつ定によるせㄳにಀるάື㈝⏝（⅏ᐖᩆຓἲ（和２２年ἲᚊ➨

１１㸶号）ࡑののἲ令の㐺⏝が࠶る㈝⏝を㝖ࡃ。）が乙に生じたときは、ᙜヱ㈝⏝を㈇ᢸす

るものとする。 

（ᦆᐖ⿵ൾ） 

第㸴条 甲は、➨２᮲➨１項のつ定によるせㄳにಀる乙のάືにᚑ事する⪅にᦆᐖが生じたとき

は、⅏ᐖに㝿しᛂᛴᥐ⨨のᴗົ➼にᚑ事した⪅にಀるᦆᐖ⿵ൾに関する᮲例（和３㸶年３月

中央区᮲例➨１㸳号）の㐺⏝が࠶るときに㝈ࡾ、ྠ᮲例のつ定によࡑࡾのᦆᐖを⿵ൾするもの

とする。 

（乙の㈐ົ） 

第㸵条 乙は、地㟈➼のⓎ生にഛ࠼、な協力が⾜࠼るయไのᩚഛにດめるものとする。 

（甲の㈐ົ） 

第㸶条 甲は、乙に地㟈➼に関するሗをᥦ౪するとともに、前᮲につ定するయไのᩚഛにࡘい

てᚲせなຓゝを⾜࠺ものとする。 

（⛎ᐦ保ᣢ義ົ） 

第㸷条 甲及び乙は、この協定のᒚ⾜によࡾ┤᥋又は間᥋に▱ࡾᚓたಶேሗを➨୕⪅に₃らし

てはならない。➨11᮲につ定する有効期間が⤊了した後も、また、ྠᵝとする。 
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（協議） 

第10条 甲及び乙は、この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関して疑義が生じ

たときは、甲乙協議の上、決定するものとする。 

（効力） 

第11条 この協定の有効期間は、令和  年   月   日から令和  年   月  日までとす

る。ただし、期間満了の日の３か月前までに甲又は乙から何ら申出がないときは、さらに１年

間延長されたものとみなし、以後この例による。 

 

上記協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和  年  月  日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長 

 

乙 
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中央区（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）と≉定㠀Ⴀάືἲே地ᇦの㜵⅏と⏫࡙ࡾࡃを◊✲する（以

ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）との間に࠾いて、㜵⅏協力に関し、ḟのとࡾ࠾協定を締結する。 

（㊃᪨） 

第㸯条 この協定は、区ෆの地ᇦ㜵⅏力のྥ上、⅏ᐖにࡅ࠾る地ᇦの㎿㏿なᅇにಀる 

άືᨭに関する協力➼をに⾜࠺にᙜたࡾ、乙との㜵⅏協力をᚓるためにᚲせな事 

項を定める。 

（ဨ┦間にࡅ࠾る⥭ᛴ㐃⤡యไ） 

第㸰条 乙は、⅏ᐖに㏿ࡸかなάືែໃをᩚ࠼ることができるよ࠺ဨ┦間にࡅ࠾る 

⥭ᛴ㐃⤡యไをᵓ築するものとする。 

（協力せㄳ） 

第㸱条 甲は、乙にᑐしḟ᮲につ定する事項に࠾いて協力をせㄳすることができるものと 

する。 

２ 甲は、乙に協力をせㄳするときは、せㄳの㊃᪨を記㍕したᩥ書によࡾ通▱するものと 

する。ただし、⥭ᛴをせするሙྜでࡾ࠶、かࡘ、乙に通▱することができないሙྜは、後日㏿

 。かに通▱するものとするࡸ

（協力事項） 

第㸲条 甲のせㄳによࡾ乙が協力する事項は、ḟのとࡾ࠾とする。 

一 区の㜵⅏ᣐⅬ及びࡑのの区有タにᑐする、⅏ᐖⓎ生にࡅ࠾るΎᤲ୪びに௬ᪧάື

に関すること。 

 ဨのᡤᅾ地࿘㎶にᒃఫする⿕⅏⪅にᑐするᛂᛴᩆㆤάືに関すること。 

୕ 前号にᥖࡆるもののか、甲がᚲせとㄆめる㜵⅏ᴗົに関すること。 

（協力άືのሗ࿌） 

第㸳条 乙は、甲のせㄳによࡾ、協力άືを⾜ࡗたሙྜには、ࡑのάືෆᐜにࡘいて、ά 

ື⤊了後㏿ࡸかに甲にᑐしሗ࿌するものとする。 

（㈝⏝㈇ᢸ） 

第㸴条 甲は、甲のせㄳによࡾ乙が⅏ᐖに࠾いて➨㸲᮲各号にᥖࡆるάື（以ୗࠕᛂᛴ 

ᑐ⟇άືࠖとい࠺。）を⾜ࡗたሙྜ、ࡑのάືにせした㈝⏝を㈇ᢸするものとする。 

（ㄳồ） 

第㸵条 乙は、ᛂᛴᑐ⟇άືを⤊࠼たときは、甲の☜ㄆをཷࡅ、άືにせした㈝⏝➼のᡤ 

せ⤒㈝をㄳồするものとする。 

（㈝⏝のᨭᡶ） 

第㸶条 甲は、前᮲のつ定によࡾ乙からㄳồがࡗ࠶たときは、㏿ࡸかにࡑの㈝⏝をᨭᡶ࠺ 

ものとする。 

（ᚑ事⪅のᦆᐖ⿵ൾ） 

第㸷条 甲は、乙が➨㸲᮲につ定するᛂᛴᑐ⟇άືにᚑ事したことによࡾṚஸし、㈇യし 

ⱝしࡃはにかかࡾ、又は㞀ᐖの≧ែになࡗたときは、⅏ᐖに㝿しᛂᛴᥐ⨨のᴗົ➼ 

にᚑ事した⪅にಀるᦆᐖ⿵ൾに関する᮲例（和38年３月中央区᮲例➨１㸳号）にᇶ࡙ 

き、これを⿵ൾするものとする。 

（協力యไのᙉ） 

第10条 甲及び乙は、⅏ᐖにࡅ࠾る協力యไをᙉするため、ᚲせにᛂじ㜵⅏ሗࡸ協 

力事項➼にࡘいて、ሗ及びពぢのを⾜࠺ものとする。 

（ሗ࿌） 

第11条 乙は、ẖ年㸲月ᮎ日までに区長に⤌⧊及びဨࡑのの㐠Ⴀ≧ἣにࡘいてሗ࿌ 

するものとする。 
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（協議） 

第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたሙྜには、甲乙協 

議の上、決定するものとする。 

（有効期間） 

第13条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間満了の日 

の３か月前までに、甲又は乙から何ら申出がないときは、さらに１年間延長されたもの 

とみなし、以後この例による。 

 

上記協定締結の証として、本協定書通を作成し、甲乙記名押印の上、各一通を保有する。 

 

ᖹ成23年３月31日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長 

 

乙 東京都中央区日本ᶫ⺰Ẇ⏫一丁目17番２号 

 日本ᶫ802号ࣥࣙࢩ࣐ࣥࢬࣥ࢜ࣛ

≉定㠀Ⴀάືἲே地ᇦの㜵⅏と⏫࡙ࡾࡃを◊✲する  

⌮事長 
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180㸬≉ᐃ㠀Ⴀάືἲேᆅᇦࡢ㜵⅏ࡿࡍ✲◊ࢆࡾࡃ࡙⏫ࡢ㜵⅏༠ຊ༠ᐃ᭩
㸦ᮏᩥ133㡫㸧 

 

中央区（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）と≉定㠀Ⴀάືἲே地ᇦの㜵⅏と⏫࡙ࡾࡃを◊✲する（以

ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）との間に࠾いて、㜵⅏協力に関し、ḟのとࡾ࠾協定を締結する。 

（㊃᪨） 

第㸯条 この協定は、区ෆの地ᇦ㜵⅏力のྥ上、⅏ᐖにࡅ࠾る地ᇦの㎿㏿なᅇにಀる 

άືᨭに関する協力➼をに⾜࠺にᙜたࡾ、乙との㜵⅏協力をᚓるためにᚲせな事 

項を定める。 

（ဨ┦間にࡅ࠾る⥭ᛴ㐃⤡యไ） 

第㸰条 乙は、⅏ᐖに㏿ࡸかなάືែໃをᩚ࠼ることができるよ࠺ဨ┦間にࡅ࠾る 

⥭ᛴ㐃⤡యไをᵓ築するものとする。 

（協力せㄳ） 

第㸱条 甲は、乙にᑐしḟ᮲につ定する事項に࠾いて協力をせㄳすることができるものと 

する。 

２ 甲は、乙に協力をせㄳするときは、せㄳの㊃᪨を記㍕したᩥ書によࡾ通▱するものと 

する。ただし、⥭ᛴをせするሙྜでࡾ࠶、かࡘ、乙に通▱することができないሙྜは、後日㏿

 。かに通▱するものとするࡸ

（協力事項） 

第㸲条 甲のせㄳによࡾ乙が協力する事項は、ḟのとࡾ࠾とする。 

一 区の㜵⅏ᣐⅬ及びࡑのの区有タにᑐする、⅏ᐖⓎ生にࡅ࠾るΎᤲ୪びに௬ᪧάື

に関すること。 

 ဨのᡤᅾ地࿘㎶にᒃఫする⿕⅏⪅にᑐするᛂᛴᩆㆤάືに関すること。 

୕ 前号にᥖࡆるもののか、甲がᚲせとㄆめる㜵⅏ᴗົに関すること。 

（協力άືのሗ࿌） 

第㸳条 乙は、甲のせㄳによࡾ、協力άືを⾜ࡗたሙྜには、ࡑのάືෆᐜにࡘいて、ά 

ື⤊了後㏿ࡸかに甲にᑐしሗ࿌するものとする。 

（㈝⏝㈇ᢸ） 

第㸴条 甲は、甲のせㄳによࡾ乙が⅏ᐖに࠾いて➨㸲᮲各号にᥖࡆるάື（以ୗࠕᛂᛴ 

ᑐ⟇άືࠖとい࠺。）を⾜ࡗたሙྜ、ࡑのάືにせした㈝⏝を㈇ᢸするものとする。 

（ㄳồ） 

第㸵条 乙は、ᛂᛴᑐ⟇άືを⤊࠼たときは、甲の☜ㄆをཷࡅ、άືにせした㈝⏝➼のᡤ 

せ⤒㈝をㄳồするものとする。 

（㈝⏝のᨭᡶ） 

第㸶条 甲は、前᮲のつ定によࡾ乙からㄳồがࡗ࠶たときは、㏿ࡸかにࡑの㈝⏝をᨭᡶ࠺ 

ものとする。 

（ᚑ事⪅のᦆᐖ⿵ൾ） 

第㸷条 甲は、乙が➨㸲᮲につ定するᛂᛴᑐ⟇άືにᚑ事したことによࡾṚஸし、㈇യし 

ⱝしࡃはにかかࡾ、又は㞀ᐖの≧ែになࡗたときは、⅏ᐖに㝿しᛂᛴᥐ⨨のᴗົ➼ 

にᚑ事した⪅にಀるᦆᐖ⿵ൾに関する᮲例（和38年３月中央区᮲例➨１㸳号）にᇶ࡙ 

き、これを⿵ൾするものとする。 

（協力యไのᙉ） 

第10条 甲及び乙は、⅏ᐖにࡅ࠾る協力యไをᙉするため、ᚲせにᛂじ㜵⅏ሗࡸ協 

力事項➼にࡘいて、ሗ及びពぢのを⾜࠺ものとする。 

（ሗ࿌） 

第11条 乙は、ẖ年㸲月ᮎ日までに区長に⤌⧊及びဨࡑのの㐠Ⴀ≧ἣにࡘいてሗ࿌ 

するものとする。 
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（協議） 

第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたሙྜには、甲乙協 

議の上、決定するものとする。 

（有効期間） 

第13条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間満了の日 

の３か月前までに、甲又は乙から何ら申出がないときは、さらに１年間延長されたもの 

とみなし、以後この例による。 

 

上記協定締結の証として、本協定書通を作成し、甲乙記名押印の上、各一通を保有する。 

 

ᖹ成23年３月31日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長 

 

乙 東京都中央区日本ᶫ⺰Ẇ⏫一丁目17番２号 

 日本ᶫ802号ࣥࣙࢩ࣐ࣥࢬࣥ࢜ࣛ

≉定㠀Ⴀάືἲே地ᇦの㜵⅏と⏫࡙ࡾࡃを◊✲する  

⌮事長 
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181㸬⅏ᐖ➼ࢸࣥࣛ࣎ࡿࡅ࠾άືࡢᨭ➼㛵ࡿࡍ༠ᐃ᭩㸦୰ኸ༊♫⚟♴༠㆟㸧 

㸦ᮏᩥ67㡫㸧 
 

 中央区をࠕ甲ࠖとし、♫⚟♴ἲே中央区♫⚟♴協議をࠕ乙ࠖとし、甲乙間に࠾いてḟの

とࡾ࠾協定を締結する。な࠾、ᖹ成㸶年11月25日に締結したࠕ⅏ᐖᛂᛴάືにࡅ࠾る協力に関す

るᇶ本協定書ࠖは、ᖹ成19年３月30日をもࡗてᗫṆする。 

（目ⓗ） 

第㸯条 この協定は、⅏ᐖがⓎ生し、又はⓎ生するࡑ࠾れが࠶るሙྜに࠾いて、甲及び乙が協力

して⾜ࢸࣥࣛ࣎࠺άືのᨭ➼に関し、ᚲせな事項を定める。 

（⅏ᐖ࣮ࢱࣥࢭࢸࣥࣛ࣎のタ⨨） 

第㸰条 乙は、⅏ᐖ➼の効ᯝⓗなࢸࣥࣛ࣎άືを᥎㐍するため、ḟの各号のいࡎれかにヱ

ᙜするときは、中央区⅏ᐖ࣮ࢱࣥࢭࢸࣥࣛ࣎（以ୗ࣮ࠖࢱࣥࢭࠕとい࠺。）をタ⨨する。 

一 甲が࣮ࢱࣥࢭのタ⨨をᚲせとㄆめ、乙にタ⨨をせㄳしたとき。 

 前号にᥖࡆるもののか、乙が࣮ࢱࣥࢭのタ⨨をᚲせとㄆめるとき。 

２ 乙は、前項のつ定によ࣮ࢱࣥࢭࡾをタ⨨したときは、ᩥ書によࡾ甲にሗ࿌する。ただし、⥭

ᛴに࠾いては、ཱྀ㢌によࡾሗ࿌した上、事後に࠾いてᩥ書によるሗ࿌をすることができる。 

 （のタ⨨ሙᡤ࣮ࢱࣥࢭ）

第㸱条 ࣮ࢱࣥࢭのタ⨨ሙᡤは、乙のᡤᅾ地とする。ただし、乙のᡤᅾ地が⿕⅏する➼タ⨨ሙᡤ

とすることがᅔ㞴なሙྜは、甲が☜保するሙᡤにタ⨨するものとする。 

２ 甲は、乙がⴭしい⿕ᐖをཷࡅた地ᇦに࣮ࢱࣥࢭのศᐊⓗなᶵ⬟をᣢࡘ⌧地࣮ࢱࣥࢭのᚲせᛶ

をㄆめたときは、乙のせㄳによࡾᣐⅬを☜保することにດめるものとする。 

（せㄳ） 

第㸲条 ➨２᮲➨１項➨１号のつ定による甲が乙にᑐする࣮ࢱࣥࢭのタ⨨のせㄳは、日、ሙᡤ

及び協力ෆᐜを᫂記したᩥ書によ࠺⾜ࡾ。ただし、⥭ᛴに࠾いては、ཱྀ 㢌によࡾ౫㢗した上、

事後に࠾いてᩥ書による౫㢗をすることができる。 

（せㄳෆᐜ） 

第㸳条 甲は、乙にᑐし、ḟにᥖࡆる事項を協力せㄳするものとする。 

一 ⅏ᐖࢸࣥࣛ࣎のཷධれ及びὴ㐵に関すること。 

 ࡑの⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇άືに関するᨭ 

（乙のᨭ） 

第㸴条 乙は、࣮ࢱࣥࢭに࠾いてࢸࣥࣛ࣎のཷධれ、ὴ㐵➼を⾜࠺。ただし、中央区地ᇦ㜵

⅏ィ⏬に定めるᑓ㛛ࢸࣥࣛ࣎及び⅏ᐖのලయⓗάືがணめ定められているᅋయ➼を㝖

 。ࡃ

（甲のᨭ） 

第㸵条 甲は、乙が࣮ࢱࣥࢭをタ⨨したときは、ࢸࣥࣛ࣎がにάືできるよ࠺中央区❧

中央㤋ࡑののάືᣐⅬをタ⨨し、中央区地ᇦ㜵⅏ィ⏬に定めるᨭを⾜࠺。 

（関ಀᅋయ➼の協力యไ） 

第㸶条 乙は、のࢸࣥࣛ࣎άືをᨭする⤌⧊、関ಀᶵ関➼と㐃ᦠをᙉし、⅏ᐖ➼に

 。る協力యไのᩚഛにດめるものとするࡅ࠾

（㈨ჾᮦ➼の☜保） 

第㸷条 甲は、乙がなᨭを⾜࠼るよ࠺⅏ᐖにᚲせな㈨ჾᮦ➼を乙と協議の上、‽ഛする

ものとする。 

（⤒㈝の㈇ᢸ） 

第10条 甲のせㄳにᇶ࡙き乙がᐇしたᴗົにせする⤒㈝は、甲が㈇ᢸする。 

２ ⤒㈝㈇ᢸの᪉ἲ、ㄳồᡭ⥆ࡑのᚲせな事項は、甲乙協議の上ูに定める。 

（ᦆᐖ⿵ൾ） 

第11条 甲は、乙がཷࡅධれるࢸࣥࣛ࣎が⿕ࡗたᦆᐖにᑐし、ࢸࣥࣛ࣎保㝤によࡗて⿵
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ൾするものとする。 

２ 前項のࢸࣥࣛ࣎保㝤にಀるຍධ㔠は、甲の㈇ᢸとする。 

（ሗ࿌） 

第12条 乙は、甲にᑐし➨㸲᮲につ定するせㄳにᑐするᴗົにࡘいてሗ࿌しなࡅれࡤならない。 

（乙の㈐ົ） 

第13条 乙は、ᖹᖖよࡾ⅏ᐖ➼にഛ࠼た࣮ࢱࣥࢭㄪᩚᶵ⬟をᩚഛする。 

２ 乙は、甲のᐇする⅏ᐖᑐ⟇カ⦎➼に✚ᴟⓗにཧຍするとともに、乙の⫋ဨの㜵⅏ព㆑のྥ

上にດめることとする。 

（協議） 

第14条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が࠶るときは、甲乙協議の上、決定する。 

（有効期間） 

第15条 この協定の有効期間は、協定締結の日からᖹ成20年３月31日までとする。ただし、有効

期㝈満了の日の３か月前までに、甲乙のいࡎれかから何らの申出のないときは、さらに１年間

延長されるものとし、ࡑの後もまたྠᵝとする。 

 

 甲と乙とは、本協定書を２通作成し、᪉記名押印の上、１通を保有する。 

 

  ᖹ成19年３月30日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

௦⾲⪅ 中央区長 

 

乙 東京都中央区ඵ丁ᇼᅄ丁目１番㸳号 

♫⚟♴ἲே 中央区♫⚟♴協議 

௦⾲⪅ 長 



- 415 - 

181㸬⅏ᐖ➼ࢸࣥࣛ࣎ࡿࡅ࠾άືࡢᨭ➼㛵ࡿࡍ༠ᐃ᭩㸦୰ኸ༊♫⚟♴༠㆟㸧 

㸦ᮏᩥ67㡫㸧 
 

 中央区をࠕ甲ࠖとし、♫⚟♴ἲே中央区♫⚟♴協議をࠕ乙ࠖとし、甲乙間に࠾いてḟの

とࡾ࠾協定を締結する。な࠾、ᖹ成㸶年11月25日に締結したࠕ⅏ᐖᛂᛴάືにࡅ࠾る協力に関す

るᇶ本協定書ࠖは、ᖹ成19年３月30日をもࡗてᗫṆする。 

（目ⓗ） 

第㸯条 この協定は、⅏ᐖがⓎ生し、又はⓎ生するࡑ࠾れが࠶るሙྜに࠾いて、甲及び乙が協力

して⾜ࢸࣥࣛ࣎࠺άືのᨭ➼に関し、ᚲせな事項を定める。 

（⅏ᐖ࣮ࢱࣥࢭࢸࣥࣛ࣎のタ⨨） 

第㸰条 乙は、⅏ᐖ➼の効ᯝⓗなࢸࣥࣛ࣎άືを᥎㐍するため、ḟの各号のいࡎれかにヱ

ᙜするときは、中央区⅏ᐖ࣮ࢱࣥࢭࢸࣥࣛ࣎（以ୗ࣮ࠖࢱࣥࢭࠕとい࠺。）をタ⨨する。 

一 甲が࣮ࢱࣥࢭのタ⨨をᚲせとㄆめ、乙にタ⨨をせㄳしたとき。 

 前号にᥖࡆるもののか、乙が࣮ࢱࣥࢭのタ⨨をᚲせとㄆめるとき。 

２ 乙は、前項のつ定によ࣮ࢱࣥࢭࡾをタ⨨したときは、ᩥ書によࡾ甲にሗ࿌する。ただし、⥭

ᛴに࠾いては、ཱྀ㢌によࡾሗ࿌した上、事後に࠾いてᩥ書によるሗ࿌をすることができる。 

 （のタ⨨ሙᡤ࣮ࢱࣥࢭ）

第㸱条 ࣮ࢱࣥࢭのタ⨨ሙᡤは、乙のᡤᅾ地とする。ただし、乙のᡤᅾ地が⿕⅏する➼タ⨨ሙᡤ

とすることがᅔ㞴なሙྜは、甲が☜保するሙᡤにタ⨨するものとする。 

２ 甲は、乙がⴭしい⿕ᐖをཷࡅた地ᇦに࣮ࢱࣥࢭのศᐊⓗなᶵ⬟をᣢࡘ⌧地࣮ࢱࣥࢭのᚲせᛶ

をㄆめたときは、乙のせㄳによࡾᣐⅬを☜保することにດめるものとする。 

（せㄳ） 

第㸲条 ➨２᮲➨１項➨１号のつ定による甲が乙にᑐする࣮ࢱࣥࢭのタ⨨のせㄳは、日、ሙᡤ

及び協力ෆᐜを᫂記したᩥ書によ࠺⾜ࡾ。ただし、⥭ᛴに࠾いては、ཱྀ 㢌によࡾ౫㢗した上、

事後に࠾いてᩥ書による౫㢗をすることができる。 

（せㄳෆᐜ） 

第㸳条 甲は、乙にᑐし、ḟにᥖࡆる事項を協力せㄳするものとする。 

一 ⅏ᐖࢸࣥࣛ࣎のཷධれ及びὴ㐵に関すること。 

 ࡑの⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇άືに関するᨭ 

（乙のᨭ） 

第㸴条 乙は、࣮ࢱࣥࢭに࠾いてࢸࣥࣛ࣎のཷධれ、ὴ㐵➼を⾜࠺。ただし、中央区地ᇦ㜵

⅏ィ⏬に定めるᑓ㛛ࢸࣥࣛ࣎及び⅏ᐖのලయⓗάືがணめ定められているᅋయ➼を㝖

 。ࡃ

（甲のᨭ） 

第㸵条 甲は、乙が࣮ࢱࣥࢭをタ⨨したときは、ࢸࣥࣛ࣎がにάືできるよ࠺中央区❧

中央㤋ࡑののάືᣐⅬをタ⨨し、中央区地ᇦ㜵⅏ィ⏬に定めるᨭを⾜࠺。 

（関ಀᅋయ➼の協力యไ） 

第㸶条 乙は、のࢸࣥࣛ࣎άືをᨭする⤌⧊、関ಀᶵ関➼と㐃ᦠをᙉし、⅏ᐖ➼に

 。る協力యไのᩚഛにດめるものとするࡅ࠾

（㈨ჾᮦ➼の☜保） 

第㸷条 甲は、乙がなᨭを⾜࠼るよ࠺⅏ᐖにᚲせな㈨ჾᮦ➼を乙と協議の上、‽ഛする

ものとする。 

（⤒㈝の㈇ᢸ） 

第10条 甲のせㄳにᇶ࡙き乙がᐇしたᴗົにせする⤒㈝は、甲が㈇ᢸする。 

２ ⤒㈝㈇ᢸの᪉ἲ、ㄳồᡭ⥆ࡑのᚲせな事項は、甲乙協議の上ูに定める。 

（ᦆᐖ⿵ൾ） 

第11条 甲は、乙がཷࡅධれるࢸࣥࣛ࣎が⿕ࡗたᦆᐖにᑐし、ࢸࣥࣛ࣎保㝤によࡗて⿵
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ൾするものとする。 

２ 前項のࢸࣥࣛ࣎保㝤にಀるຍධ㔠は、甲の㈇ᢸとする。 

（ሗ࿌） 

第12条 乙は、甲にᑐし➨㸲᮲につ定するせㄳにᑐするᴗົにࡘいてሗ࿌しなࡅれࡤならない。 

（乙の㈐ົ） 

第13条 乙は、ᖹᖖよࡾ⅏ᐖ➼にഛ࠼た࣮ࢱࣥࢭㄪᩚᶵ⬟をᩚഛする。 

２ 乙は、甲のᐇする⅏ᐖᑐ⟇カ⦎➼に✚ᴟⓗにཧຍするとともに、乙の⫋ဨの㜵⅏ព㆑のྥ

上にດめることとする。 

（協議） 

第14条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が࠶るときは、甲乙協議の上、決定する。 

（有効期間） 

第15条 この協定の有効期間は、協定締結の日からᖹ成20年３月31日までとする。ただし、有効

期㝈満了の日の３か月前までに、甲乙のいࡎれかから何らの申出のないときは、さらに１年間

延長されるものとし、ࡑの後もまたྠᵝとする。 

 

 甲と乙とは、本協定書を２通作成し、᪉記名押印の上、１通を保有する。 

 

  ᖹ成19年３月30日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

௦⾲⪅ 中央区長 

 

乙 東京都中央区ඵ丁ᇼᅄ丁目１番㸳号 

♫⚟♴ἲே 中央区♫⚟♴協議 

௦⾲⪅ 長 



- 417 - 

182㸬㠀ᖖ㏻ಙࡢ㐠⏝㛵ࡿࡍ༠ᐃ᭩㸦ிᶫᾘ㜵⨫㸧㸦ᮏᩥ194㡫㸧 

 
 中央区（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）及び東京ᾘ㜵ᗇ京ᶫᾘ㜵⨫（以ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）は、東京都地

ᇦ㜵⅏ィ⏬に定める㠀ᖖ↓⥺通ಙの⏝（㟁Ἴἲ➨㸳２᮲➨㸲号に定める㠀ᖖ通ಙ）にᇶ࡙ࡃ通

ಙ及びࡑの㠀ᖖに࠾いて⏝いられるᚲせな通ಙ（以ୗ、ࠕ㠀ᖖ通ಙࠖとい࠺。）のな㐠⏝

をᅗるため、ḟのとࡾ࠾協定を締結する。 

（目ⓗ） 

第㸯条 この協定書は、甲が㠀ᖖ通ಙを⾜࠺ሙྜに࠾いて、乙に協力をせㄳするときにᚲせな事

項にࡘいて定める。 

（㠀ᖖ通ಙのᢅい） 

第㸰条 甲は、甲の有するタෆに࠾いて東京都㜵⅏⾜ᨻ↓⥺が⏝⬟となࡗたሙྜ、乙に協

力をせㄳすることによࡾ㠀ᖖ通ಙを⾜࠺ことができる。 

２ 前項のつ定によࡾ甲が乙に協力をせㄳしたときは、乙は⮬らのᑓᚑ⫋ົにᨭ㞀のない⠊ᅖで

甲が⾜࠺㠀ᖖ通ಙに協力する。 

（ఏ㐩のᡭẁ） 

第㸱条 㠀ᖖ通ಙは、乙の有するᾘ㜵㟁ヰ⏝通ಙタഛのࡕ࠺㟁ヰ又は࣑ࣜࢩࢡࣇによるものと

する。 

（ఏ㐩の᪉ἲ） 

第㸲条 㠀ᖖ通ಙは、甲が⮬らの㠀ᖖ通ಙᩥを乙が通ಙタഛを有するとこࢁにᣢཧし、乙の有す

る通ಙタഛを⏝して㠀ᖖ通ಙᩥを㏦ಙするものとする。 

２ 前項のつ定によࡾ甲が乙のタഛを⏝して⾜࠺㠀ᖖ通ಙにᑐして、乙は出᮶る㝈ࡾ協力する。 

３ 乙の有する通ಙタഛに࠾いて甲をཷྲྀࡾᡭとする㠀ᖖ通ಙᩥをཷಙしたሙྜには、ཎ๎とし

て甲が⮬らཷ㡿しᣢࡕᖐるものとする。 

（㠀ᖖ通ಙのཷ） 

第㸳条 甲と乙とは、甲が㠀ᖖ通ಙの協力をせㄳする乙のཷを࠶らかじめ☜ㄆしてࡃ࠾。 

（㌟ศの☜ㄆ） 

第㸴条 甲は、㠀ᖖ通ಙのために乙のタࡕ❧ධるときは、㌟ศが☜ㄆできるものをᣢཧし、

乙の⫋ဨからᥦ♧をồめられたときには㏿ࡸかにᥦ♧する。 

（㈝⏝㈇ᢸ） 

第㸵条 甲が乙の通ಙタഛを⏝して⾜࠺㠀ᖖ通ಙにಀる㈝⏝は↓ൾとする。 

（カ⦎） 

第㸶条 甲が㠀ᖖ通ಙカ⦎をᐇするときは、乙はࡑれに協力する。 

（疑義の決定᪉ἲ） 

第㸷条 この協定書の各᮲項にࡘいて疑義が生じたとき及びこの協定書に定めのない事項にࡘ

いては、ࡑの都ᗘ甲乙で協議する。 

（有効期間） 

第10条 この協定書の有効期間は、締結の日からᖹ成21年３月31日までとする。な࠾、期間満了

の日の３か月前までに甲乙いࡎれからもなࢇら申出がないときは、この協定書は᭦に１年間延

長されたものとみなし、以後この例による。 
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甲乙は、本書を２通作成し、ࡑれࡒれ記名ᤫ印の上、各１通を保⟶する。 

 

  ᖹ成20年㸲月１日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

௦⾲⪅ 中央区長 

 

乙 東京都中央区ඵ丁ᇼᅄ丁目１番㸳号 

東京ᾘ㜵ᗇ京ᶫᾘ㜵⨫ 

௦⾲⪅ 京ᶫᾘ㜵⨫長 
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 中央区（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）及び東京ᾘ㜵ᗇ京ᶫᾘ㜵⨫（以ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）は、東京都地

ᇦ㜵⅏ィ⏬に定める㠀ᖖ↓⥺通ಙの⏝（㟁Ἴἲ➨㸳２᮲➨㸲号に定める㠀ᖖ通ಙ）にᇶ࡙ࡃ通

ಙ及びࡑの㠀ᖖに࠾いて⏝いられるᚲせな通ಙ（以ୗ、ࠕ㠀ᖖ通ಙࠖとい࠺。）のな㐠⏝

をᅗるため、ḟのとࡾ࠾協定を締結する。 

（目ⓗ） 

第㸯条 この協定書は、甲が㠀ᖖ通ಙを⾜࠺ሙྜに࠾いて、乙に協力をせㄳするときにᚲせな事

項にࡘいて定める。 

（㠀ᖖ通ಙのᢅい） 

第㸰条 甲は、甲の有するタෆに࠾いて東京都㜵⅏⾜ᨻ↓⥺が⏝⬟となࡗたሙྜ、乙に協

力をせㄳすることによࡾ㠀ᖖ通ಙを⾜࠺ことができる。 

２ 前項のつ定によࡾ甲が乙に協力をせㄳしたときは、乙は⮬らのᑓᚑ⫋ົにᨭ㞀のない⠊ᅖで

甲が⾜࠺㠀ᖖ通ಙに協力する。 

（ఏ㐩のᡭẁ） 

第㸱条 㠀ᖖ通ಙは、乙の有するᾘ㜵㟁ヰ⏝通ಙタഛのࡕ࠺㟁ヰ又は࣑ࣜࢩࢡࣇによるものと

する。 

（ఏ㐩の᪉ἲ） 

第㸲条 㠀ᖖ通ಙは、甲が⮬らの㠀ᖖ通ಙᩥを乙が通ಙタഛを有するとこࢁにᣢཧし、乙の有す

る通ಙタഛを⏝して㠀ᖖ通ಙᩥを㏦ಙするものとする。 

２ 前項のつ定によࡾ甲が乙のタഛを⏝して⾜࠺㠀ᖖ通ಙにᑐして、乙は出᮶る㝈ࡾ協力する。 

３ 乙の有する通ಙタഛに࠾いて甲をཷྲྀࡾᡭとする㠀ᖖ通ಙᩥをཷಙしたሙྜには、ཎ๎とし

て甲が⮬らཷ㡿しᣢࡕᖐるものとする。 

（㠀ᖖ通ಙのཷ） 

第㸳条 甲と乙とは、甲が㠀ᖖ通ಙの協力をせㄳする乙のཷを࠶らかじめ☜ㄆしてࡃ࠾。 

（㌟ศの☜ㄆ） 

第㸴条 甲は、㠀ᖖ通ಙのために乙のタࡕ❧ධるときは、㌟ศが☜ㄆできるものをᣢཧし、

乙の⫋ဨからᥦ♧をồめられたときには㏿ࡸかにᥦ♧する。 

（㈝⏝㈇ᢸ） 

第㸵条 甲が乙の通ಙタഛを⏝して⾜࠺㠀ᖖ通ಙにಀる㈝⏝は↓ൾとする。 

（カ⦎） 

第㸶条 甲が㠀ᖖ通ಙカ⦎をᐇするときは、乙はࡑれに協力する。 

（疑義の決定᪉ἲ） 

第㸷条 この協定書の各᮲項にࡘいて疑義が生じたとき及びこの協定書に定めのない事項にࡘ

いては、ࡑの都ᗘ甲乙で協議する。 

（有効期間） 

第10条 この協定書の有効期間は、締結の日からᖹ成21年３月31日までとする。な࠾、期間満了

の日の３か月前までに甲乙いࡎれからもなࢇら申出がないときは、この協定書は᭦に１年間延

長されたものとみなし、以後この例による。 
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甲乙は、本書を２通作成し、ࡑれࡒれ記名ᤫ印の上、各１通を保⟶する。 

 

  ᖹ成20年㸲月１日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

௦⾲⪅ 中央区長 

 

乙 東京都中央区ඵ丁ᇼᅄ丁目１番㸳号 

東京ᾘ㜵ᗇ京ᶫᾘ㜵⨫ 

௦⾲⪅ 京ᶫᾘ㜵⨫長 
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中央区（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）とᰴᘧ♫ࣥࣜࣥࢮ（以ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）とは、⅏ᐖに࠾

 。を締結する（。࠺本協定ࠖといࠕ以ୗ）協定ࡾ࠾いて、ḟのとࡘる地ᅗ〇ရ➼౪⤥にࡅ

（目ⓗ） 

第㸯条 本協定は、甲の区ᇦෆ（以ୗࠕ区ෆࠖとい࠺。）で⅏ᐖᑐ⟇ᇶ本ἲ（和３㸴年ἲᚊ➨

２２３号）➨２᮲➨１号につ定する⅏ᐖがⓎ生し、又はࡑのࡑ࠾れが࠶るሙྜに࠾いて、甲が

ྠἲ➨２３᮲の２につ定する⅏ᐖᑐ⟇本㒊（以ୗࠕ⅏ᐖᑐ⟇本㒊ࠖとい࠺。）をタ⨨したとき

の、乙の地ᅗ〇ရ➼の౪⤥及び⏝➼に関しᚲせな事項を定めるとともに、甲乙間のᖹᖖか

らの㜵⅏に関するሗを通じ、甲及び乙が㐃ᦠして、㜵⅏及びῶ⅏にᐤする地ᅗの作成

を᳨ウし、及び᥎㐍することによࡾ、区Ẹ生άにࡅ࠾る㜵⅏力のྥ上にດめることを目ⓗとす

る。 

（定義） 

第㸰条 本協定に࠾いて、ḟの各号にᥖࡆる⏝ㄒのព義は、ᙜヱ各号に定めるとこࢁによる。 

(1) ఫᏯ地ᅗ 区ෆᇦを㘓した乙のఫᏯ地ᅗᖒをい࠺。 

(2) ᗈᇦᅗ 区ෆᇦを㘓した乙のᗈᇦ地ᅗをい࠺。 

(3) ZNET TOWN 乙のఫᏯ地ᅗࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ㓄ಙࠕࢫࣅ࣮ࢧZNET TOWNࠖをい࠺。 

(4) ID➼ ZNET TOWNを⏝するためのㄆ証 ID及びࢻ࣮࣡ࢫࣃをい࠺。 

(5) 地ᅗ〇ရ➼ ఫᏯ地ᅗ、ᗈᇦᅗ及び ZNET TOWNの⥲⛠をい࠺。 

（地ᅗ〇ရ➼の౪⤥のせㄳ➼） 

第㸱条 乙は、甲が⅏ᐖᑐ⟇本㒊をタ⨨したときは、甲からのせㄳにᇶ࡙き、ྍ⬟な⠊ᅖで地ᅗ

〇ရ➼を౪⤥するものとする。 

２ 甲は、地ᅗ〇ရ➼の౪⤥をồめるときは、≀㈨౪⤥せㄳ書（ู記➨１号ᵝᘧ。以ୗࠕせㄳ書ࠖ

とい࠺。）を乙にᥦ出するものとする。ただし、⥭ᛴをせするሙྜは、甲は、㟁ヰ➼によࡾ乙

にᑐしてせㄳできるものとし、事後、㏿ࡸかにせㄳ書をᥦ出するものとする。 

３ 乙は、地ᅗ〇ရ➼を౪⤥するときは、甲に、≀㈨౪⤥ሗ࿌書（ู記➨２号ᵝᘧ）をᥦ出する

ものとする。 

㸲 ➨１項のつ定による౪⤥にಀる௦㔠及び㈝⏝は、ḟのとࡾ࠾とする。 

(1) 乙が౪⤥した地ᅗ〇ရ➼の௦㔠は、ู㏵甲乙がྜពしたሙྜを㝖き有ൾとする。な࠾、

ᙜヱ地ᅗ〇ရ➼の௦㔠は、⅏ᐖᑐ⟇本㒊タ⨨Ⅼにࡅ࠾る乙の一⯡ⓗな㈍౯᱁（ఫᏯ地ᅗ

にࡘいては、ఫᏯ地ᅗに記㍕の౯᱁）をᇶ‽として、甲乙協議して決定する。 

(2) 地ᅗ〇ရ➼のᦙ㏦にಀる㈝⏝は、乙が㈇ᢸするものとする。 

(3) 甲は、地ᅗ〇ရ➼のཷ㡿後、乙のㄳồにᇶ࡙き㏿ࡸかにࡑの௦㔠を乙にᨭᡶ࠺ものとす

る。 

（地ᅗ〇ရ➼の㈚及び保⟶） 

第㸲条 乙は、➨３᮲➨１項のつ定による地ᅗ〇ရ➼の౪⤥とはู㏵、本協定締結後、甲乙ู㏵

定める期、᪉ἲによࡾ乙がู㏵定めるᩘ㔞のఫᏯ地ᅗ、ᗈᇦᅗ及び ID ➼を甲に㈚するも

のとする。な࠾、ᙜヱ㈚にಀる㈝⏝にࡘいては↓ൾとする。 

２ 甲は、前項のつ定によࡾ乙が㈚したఫᏯ地ᅗ、ᗈᇦᅗ及び ID➼を甲の事ົᡤෆに࠾いて、

ၿⰋなる⟶⌮⪅のὀព義ົをもࡗて保⟶し、及び⟶⌮するものとする。 
３ 乙は、ఫᏯ地ᅗ及びᗈᇦᅗの᭦᪂∧をⓎ⾜したときは、甲が保⟶しているᪧ∧のఫᏯ地ᅗ及

びᗈᇦᅗをᘬきྲྀࡾ、かࡘ、᭦᪂∧とᕪし᭰࠼ることができるものとする。 
㸲 乙は、ᚲせにᛂじ、甲にᑐして事前に通▱した上で、甲による地ᅗ〇ရ➼の保⟶及び⟶⌮の

≧ἣ➼を☜ㄆすることができるものとする。 
（地ᅗ〇ရ➼の⏝➼） 

第㸳条 甲は、⅏ᐖᑐ⟇本㒊をタ⨨したときは、⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇୪びに⅏ᐖからのᪧ及び⯆に

ಀる㈨ᩱとして、乙から౪⤥し、又は㈚された地ᅗ〇ရ➼にࡘいて、ḟの⏝㏵に⏝するこ
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とができるものとする。 

(1) ⅏ᐖᑐ⟇本㒊タ⨨期間中の㜀ぴ 

(2) ⅏ᐖᑐ⟇本㒊タ⨨期間中、甲乙間でู㏵協議の上定める期間及び᮲௳の⠊ᅖෆでの」〇 

２ 甲は、前項のつ定によࡾఫᏯ地ᅗの⏝を㛤ጞしたときは、㏿ࡸかに乙にሗ࿌するものとす

る。 

３ 甲は、ᙜヱఫᏯ地ᅗの⏝を⤊了したときは、㏿ࡸかにᚑ前の保⟶ሙᡤにて保⟶し、及び⟶

⌮するものとする。 

㸲 甲は、➨１項のつ定にかかࢃらࡎ、⅏ᐖ以እのᖹᖖに࠾いて、㜵⅏ᴗົを目ⓗとして、

甲のᙜヱ㜵⅏ᴗົを⤫ᣓする㒊⨫ෆに࠾いて、甲は、ᗈᇦᅗ及び ZNET TOWNを⏝することが

できるものとする。このሙྜに࠾いて、甲はᗈᇦᅗを」〇⏝するときはู㏵乙のチㅙをᚓる

ものとし、ZNET TOWN を⏝するときはู⣬ࠕZNET TOWN ⏝⣙Ḱࠖに記㍕の᮲௳にᚑ࠺もの

とする。 
（ሗ） 

第㸴条 甲及び乙は、ᖹᖖから㜵⅏に関するሗを⾜࠺とともに、┦の㐃ᦠయไをᩚഛ

し、⅏ᐖにഛ࠼るものとする。 

（⣽目） 

第㸵条 この協定をᐇするためのᚲせな事項にࡘいてはูに定める。 

（有効期間） 

第㸶条 本協定の有効期間は、協定締結の日からᖹ成３２年３月３１日までとする。ただし、有

効期間満了の日から３ࣨ月前までに甲又は乙のいࡎれからも書㠃によるこの協定⤊了のពᛮ

⾲♧がないときは、᭦に１年間延長するものとし、以後この例による。 

（協議） 

第㸷条 甲乙間で本協定のゎ㔘➼にࡘき疑義ⱝしࡃは⣮தが生じたሙྜ又はこの協定の定めの

ない事項にࡘいては、甲乙ㄔពをもࡗて協議しゎ決にດめるものとする。 
 

 

以上、本協定の成❧を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

 

 

 

甲）東京都中央区築地 1-1-1 

中央区 

中央区長 

乙）東京都༓௦⏣区す⚄⏣ 1-1-1 

ᰴᘧ♫ࣥࣜࣥࢮ 東京➨一ᨭ♫ 

ᨭ♫長 
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中央区（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）とᰴᘧ♫ࣥࣜࣥࢮ（以ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）とは、⅏ᐖに࠾

 。を締結する（。࠺本協定ࠖといࠕ以ୗ）協定ࡾ࠾いて、ḟのとࡘる地ᅗ〇ရ➼౪⤥にࡅ

（目ⓗ） 

第㸯条 本協定は、甲の区ᇦෆ（以ୗࠕ区ෆࠖとい࠺。）で⅏ᐖᑐ⟇ᇶ本ἲ（和３㸴年ἲᚊ➨

２２３号）➨２᮲➨１号につ定する⅏ᐖがⓎ生し、又はࡑのࡑ࠾れが࠶るሙྜに࠾いて、甲が

ྠἲ➨２３᮲の２につ定する⅏ᐖᑐ⟇本㒊（以ୗࠕ⅏ᐖᑐ⟇本㒊ࠖとい࠺。）をタ⨨したとき

の、乙の地ᅗ〇ရ➼の౪⤥及び⏝➼に関しᚲせな事項を定めるとともに、甲乙間のᖹᖖか

らの㜵⅏に関するሗを通じ、甲及び乙が㐃ᦠして、㜵⅏及びῶ⅏にᐤする地ᅗの作成

を᳨ウし、及び᥎㐍することによࡾ、区Ẹ生άにࡅ࠾る㜵⅏力のྥ上にດめることを目ⓗとす

る。 

（定義） 

第㸰条 本協定に࠾いて、ḟの各号にᥖࡆる⏝ㄒのព義は、ᙜヱ各号に定めるとこࢁによる。 

(1) ఫᏯ地ᅗ 区ෆᇦを㘓した乙のఫᏯ地ᅗᖒをい࠺。 

(2) ᗈᇦᅗ 区ෆᇦを㘓した乙のᗈᇦ地ᅗをい࠺。 

(3) ZNET TOWN 乙のఫᏯ地ᅗࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ㓄ಙࠕࢫࣅ࣮ࢧZNET TOWNࠖをい࠺。 

(4) ID➼ ZNET TOWNを⏝するためのㄆ証 ID及びࢻ࣮࣡ࢫࣃをい࠺。 

(5) 地ᅗ〇ရ➼ ఫᏯ地ᅗ、ᗈᇦᅗ及び ZNET TOWNの⥲⛠をい࠺。 

（地ᅗ〇ရ➼の౪⤥のせㄳ➼） 

第㸱条 乙は、甲が⅏ᐖᑐ⟇本㒊をタ⨨したときは、甲からのせㄳにᇶ࡙き、ྍ⬟な⠊ᅖで地ᅗ

〇ရ➼を౪⤥するものとする。 

２ 甲は、地ᅗ〇ရ➼の౪⤥をồめるときは、≀㈨౪⤥せㄳ書（ู記➨１号ᵝᘧ。以ୗࠕせㄳ書ࠖ

とい࠺。）を乙にᥦ出するものとする。ただし、⥭ᛴをせするሙྜは、甲は、㟁ヰ➼によࡾ乙

にᑐしてせㄳできるものとし、事後、㏿ࡸかにせㄳ書をᥦ出するものとする。 

３ 乙は、地ᅗ〇ရ➼を౪⤥するときは、甲に、≀㈨౪⤥ሗ࿌書（ู記➨２号ᵝᘧ）をᥦ出する

ものとする。 

㸲 ➨１項のつ定による౪⤥にಀる௦㔠及び㈝⏝は、ḟのとࡾ࠾とする。 

(1) 乙が౪⤥した地ᅗ〇ရ➼の௦㔠は、ู㏵甲乙がྜពしたሙྜを㝖き有ൾとする。な࠾、

ᙜヱ地ᅗ〇ရ➼の௦㔠は、⅏ᐖᑐ⟇本㒊タ⨨Ⅼにࡅ࠾る乙の一⯡ⓗな㈍౯᱁（ఫᏯ地ᅗ

にࡘいては、ఫᏯ地ᅗに記㍕の౯᱁）をᇶ‽として、甲乙協議して決定する。 

(2) 地ᅗ〇ရ➼のᦙ㏦にಀる㈝⏝は、乙が㈇ᢸするものとする。 

(3) 甲は、地ᅗ〇ရ➼のཷ㡿後、乙のㄳồにᇶ࡙き㏿ࡸかにࡑの௦㔠を乙にᨭᡶ࠺ものとす

る。 

（地ᅗ〇ရ➼の㈚及び保⟶） 

第㸲条 乙は、➨３᮲➨１項のつ定による地ᅗ〇ရ➼の౪⤥とはู㏵、本協定締結後、甲乙ู㏵

定める期、᪉ἲによࡾ乙がู㏵定めるᩘ㔞のఫᏯ地ᅗ、ᗈᇦᅗ及び ID ➼を甲に㈚するも

のとする。な࠾、ᙜヱ㈚にಀる㈝⏝にࡘいては↓ൾとする。 

２ 甲は、前項のつ定によࡾ乙が㈚したఫᏯ地ᅗ、ᗈᇦᅗ及び ID➼を甲の事ົᡤෆに࠾いて、

ၿⰋなる⟶⌮⪅のὀព義ົをもࡗて保⟶し、及び⟶⌮するものとする。 
３ 乙は、ఫᏯ地ᅗ及びᗈᇦᅗの᭦᪂∧をⓎ⾜したときは、甲が保⟶しているᪧ∧のఫᏯ地ᅗ及

びᗈᇦᅗをᘬきྲྀࡾ、かࡘ、᭦᪂∧とᕪし᭰࠼ることができるものとする。 
㸲 乙は、ᚲせにᛂじ、甲にᑐして事前に通▱した上で、甲による地ᅗ〇ရ➼の保⟶及び⟶⌮の

≧ἣ➼を☜ㄆすることができるものとする。 
（地ᅗ〇ရ➼の⏝➼） 

第㸳条 甲は、⅏ᐖᑐ⟇本㒊をタ⨨したときは、⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇୪びに⅏ᐖからのᪧ及び⯆に

ಀる㈨ᩱとして、乙から౪⤥し、又は㈚された地ᅗ〇ရ➼にࡘいて、ḟの⏝㏵に⏝するこ
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とができるものとする。 

(1) ⅏ᐖᑐ⟇本㒊タ⨨期間中の㜀ぴ 

(2) ⅏ᐖᑐ⟇本㒊タ⨨期間中、甲乙間でู㏵協議の上定める期間及び᮲௳の⠊ᅖෆでの」〇 

２ 甲は、前項のつ定によࡾఫᏯ地ᅗの⏝を㛤ጞしたときは、㏿ࡸかに乙にሗ࿌するものとす

る。 

３ 甲は、ᙜヱఫᏯ地ᅗの⏝を⤊了したときは、㏿ࡸかにᚑ前の保⟶ሙᡤにて保⟶し、及び⟶

⌮するものとする。 

㸲 甲は、➨１項のつ定にかかࢃらࡎ、⅏ᐖ以እのᖹᖖに࠾いて、㜵⅏ᴗົを目ⓗとして、

甲のᙜヱ㜵⅏ᴗົを⤫ᣓする㒊⨫ෆに࠾いて、甲は、ᗈᇦᅗ及び ZNET TOWNを⏝することが

できるものとする。このሙྜに࠾いて、甲はᗈᇦᅗを」〇⏝するときはู㏵乙のチㅙをᚓる

ものとし、ZNET TOWN を⏝するときはู⣬ࠕZNET TOWN ⏝⣙Ḱࠖに記㍕の᮲௳にᚑ࠺もの

とする。 
（ሗ） 

第㸴条 甲及び乙は、ᖹᖖから㜵⅏に関するሗを⾜࠺とともに、┦の㐃ᦠయไをᩚഛ

し、⅏ᐖにഛ࠼るものとする。 

（⣽目） 

第㸵条 この協定をᐇするためのᚲせな事項にࡘいてはูに定める。 

（有効期間） 

第㸶条 本協定の有効期間は、協定締結の日からᖹ成３２年３月３１日までとする。ただし、有

効期間満了の日から３ࣨ月前までに甲又は乙のいࡎれからも書㠃によるこの協定⤊了のពᛮ

⾲♧がないときは、᭦に１年間延長するものとし、以後この例による。 

（協議） 

第㸷条 甲乙間で本協定のゎ㔘➼にࡘき疑義ⱝしࡃは⣮தが生じたሙྜ又はこの協定の定めの

ない事項にࡘいては、甲乙ㄔពをもࡗて協議しゎ決にດめるものとする。 
 

 

以上、本協定の成❧を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

 

 

 

甲）東京都中央区築地 1-1-1 

中央区 

中央区長 

乙）東京都༓௦⏣区す⚄⏣ 1-1-1 

ᰴᘧ♫ࣥࣜࣥࢮ 東京➨一ᨭ♫ 

ᨭ♫長 
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中央区（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）とᰴᘧ♫ࣥࣜࣥࢮ（以ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）は、⅏ᐖにࡅ࠾

る地ᅗ〇ရ➼の౪⤥➼に関する協定書（以ୗࠕ協定ࠖとい࠺。）➨㸵᮲のつ定にᇶ࡙き、ḟのと

 。ᐇ⣽目を定めるࡾ࠾

（㈚する地ᅗ〇ရ➼のヲ⣽） 
第㸯条 協定➨㸲᮲につ定する、地ᅗ〇ရのヲ⣽は、以ୗのとࡾ࠾とする。 

地ᅗ〇ရの名⛠ ヲ⣽ ᩘ㔞 

ఫᏯ地ᅗ 東京都中央区 B4ุఫᏯ地ᅗ 㸳 

ᗈᇦᅗ 東京都中央区をໟᣓするᗈᇦᅗ  㸳㒊 

ZNET TOWN 中央区 ⥲ົ㒊 㜵⅏ㄢ ⏝ 㜀ぴ地区㸸中央区 １ID 

（甲及び乙の㐃⤡ඛ） 
第㸰条 甲乙間の㐃⤡はཎ๎として、以ୗに記㍕の㐃⤡ඛを❆ཱྀとして⾜ࢃれるものとする。 

甲 㐃⤡ඛ ⥲ົ㒊㜵⅏ㄢ ఫᡤ㸸 

㟁ヰ㸸 

FAX㸸 

乙 㐃⤡ඛ１ ⥲ྜ㈍本㒊 東京➨一ᨭ♫ 
 

ఫᡤ㸸 

㟁ヰ㸸 

FAX㸸 

㐃⤡ඛ２ ⥲ྜ㈍本㒊 東京➨一ᨭ♫ 
東京Ⴀᴗ㒊 
 

ఫᡤ㸸 

㟁ヰ㸸 

FAX㸸 

 

- 422 - 

185㸬⅏ᐖಀࡿሗⓎಙ㛵ࡿࡍ༠ᐃ㸦࣮ࣖࣇ㸧㸦ᮏᩥ196㡫㸧 
 

中央区（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）と࣮ࣖࣇᰴᘧ♫（以ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）は、⅏ᐖにಀるሗⓎ

ಙに関し、ḟのとࡾ࠾協定（以ୗࠕ本協定ࠖとい࠺。）を締結する。 

（目ⓗ） 

➨１᮲ 本協定は、中央区の区ᇦෆ（以ୗࠕ区ෆࠖとい࠺。）の地㟈、ὠἼ、ྎ㢼、㞵、ὥỈ、

ᭀ㢼ࡑのの⅏ᐖにഛ࠼、甲が中央区Ẹにᑐしてᚲせなሗを㎿㏿にᥦ౪し、かࡘ、甲の⾜ᨻ

ᶵ⬟のపୗを㍍ῶさࡏるため、甲と乙がいに協力してᵝࠎなྲྀ⤌みを⾜࠺ことを目ⓗとする。 

（本協定にࡅ࠾るྲྀ⤌み） 

➨２᮲ 本協定にᇶ࡙き、ḟにᥖࡆるྲྀ⤌のࡕ࠺、甲及び乙の୧⪅の協議によࡾලయⓗなෆᐜ及

び᪉ἲにࡘいてྜពがᚓられたものをᐇするものとする。 

(1) 乙が、甲の㐠Ⴀするࢪ࣮࣒࣮࣌࣍の⅏ᐖのࢫࢭࢡ㈇Ⲵの㍍ῶを目ⓗとして、甲の㐠Ⴀ

するࢪ࣮࣒࣮࣌࣍のࢺࢧࣗࢩࢵࣕ࢟をࣖࢫࣅ࣮ࢧ࣮ࣇ上にᥖ㍕し、一⯡の㜀ぴに౪するこ

と。 

(2) 甲が、区ෆの㑊㞴ᡤ➼の㜵⅏ሗを乙にᥦ౪し、乙が、これらのሗをᖹᖖから࣮ࣖࣇ

 。࿘▱することࡃして、一⯡にᗈ上にᥖ㍕するなࢫࣅ࣮ࢧ

(3) 甲が、区ෆの㑊㞴່࿌、㑊㞴ᣦ♧➼の⥭ᛴሗを乙にᥦ౪し、乙が、これらのሗをࣖࣇ

 。࿘▱することࡃして、一⯡にᗈ上にᥖ㍕するなࢫࣅ࣮ࢧ࣮

(4) 甲が、⅏ᐖⓎ生の区ෆの⿕ᐖ≧ἣ、ࣛࣥࣛࣇに関するሗ及び㑊㞴ᡤにࡅ࠾るࣛ࣎

上にᥖ㍕するなࢫࣅ࣮ࢧ࣮ࣇのཷධれሗを乙にᥦ౪し、乙が、これらのሗをࣖࢸࣥ

 。࿘▱することࡃして、一⯡にᗈ

(5) 甲が、区ෆの㑊㞴ᡤ➼にࡅ࠾るᚲせᩆ≀㈨に関するሗを乙にᥦ౪し、乙が、このᚲせ

ᩆ≀㈨に関するሗをࣖࢫࣅ࣮ࢧ࣮ࣇ上にᥖ㍕するなして、一⯡にᗈࡃ࿘▱すること。 

２ 甲及び乙は、前項各号の事項がになされるよ࠾、࠺いの❆ཱྀとなる㐃⤡ඛ及びࡑのᢸ

ᙜ⪅名を┦ᡭ᪉に㐃⤡するものとし、これにኚ᭦がࡗ࠶たሙྜ、㏿ࡸかに┦ᡭ᪉に㐃⤡するも

のとする。 

３ ➨1項各号に関する事項及びྠ項に記㍕のない事項にࡘいても、甲及び乙は、୧⪅で㐺ᐅ協

議を⾜い、決定したྲྀ⤌を㝶ᐇするものとする。 

（㈝⏝） 

➨３᮲ 前᮲のつ定にᇶ࡙ࡃ甲及び乙のᑐᛂはูẁのྜពがない㝈ࡾ↓ൾで⾜ࢃれるものとし、

 。の一ษの⤒㈝は、各⮬が㈇ᢸするものとするࡑ㈝れのᑐᛂにかかる᪑㈝、通ಙࡒれࡑ

（ሗの࿘▱） 

➨㸲᮲ 乙は、甲からᥦ౪をཷࡅるሗにࡘいて、甲が≉ẁの␃保をさない㝈ࡾ、本協定の目

ⓗを㐩成するため、乙が㐺ษとุ᩿する᪉ἲ（ᥦᦠඛのᥦ౪、ࣖࢫࣅ࣮ࢧ࣮ࣇ以እのࣅ࣮ࢧ

࿘▱することができる。ただし、乙は、本協定ࡃ一⯡にᗈ、ࡾによ（。ࡴ上でのᥖ㍕➼をྵࢫ

の目ⓗ以እのためにḟ⏝をしてはならないものとする。 

（本協定のබ⾲） 

➨㸳᮲ 本協定締結の事ᐇ及び本協定のෆᐜをබ⾲するሙྜ、甲及び乙は、ࡑの期、᪉ἲ及び

ෆᐜにࡘいて、୧⪅でู㏵協議の上、決定するものとする。 

（本協定の期間） 

➨㸴᮲ 本協定の有効期間は、本協定の締結日から1年間とし、期間満了前までにいࡎれかのᙜ

事⪅からのᙜ事⪅にᑐし期間満了によࡗて本協定を⤊了する᪨の書㠃による通▱がなされ

ない㝈ࡾ、本協定はさらに1年間⮬ືⓗに᭦᪂されるものとし、以後もྠᵝとする。 

（協議） 

➨㸵᮲ 本協定に定めのない事項及び本協定に関して疑義が生じた事項にࡘいては、甲及び乙は、

ㄔᐇに協議してゎ決をᅗる。 
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中央区（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）とᰴᘧ♫ࣥࣜࣥࢮ（以ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）は、⅏ᐖにࡅ࠾

る地ᅗ〇ရ➼の౪⤥➼に関する協定書（以ୗࠕ協定ࠖとい࠺。）➨㸵᮲のつ定にᇶ࡙き、ḟのと

 。ᐇ⣽目を定めるࡾ࠾

（㈚する地ᅗ〇ရ➼のヲ⣽） 
第㸯条 協定➨㸲᮲につ定する、地ᅗ〇ရのヲ⣽は、以ୗのとࡾ࠾とする。 

地ᅗ〇ရの名⛠ ヲ⣽ ᩘ㔞 

ఫᏯ地ᅗ 東京都中央区 B4ุఫᏯ地ᅗ 㸳 

ᗈᇦᅗ 東京都中央区をໟᣓするᗈᇦᅗ  㸳㒊 

ZNET TOWN 中央区 ⥲ົ㒊 㜵⅏ㄢ ⏝ 㜀ぴ地区㸸中央区 １ID 

（甲及び乙の㐃⤡ඛ） 
第㸰条 甲乙間の㐃⤡はཎ๎として、以ୗに記㍕の㐃⤡ඛを❆ཱྀとして⾜ࢃれるものとする。 

甲 㐃⤡ඛ ⥲ົ㒊㜵⅏ㄢ ఫᡤ㸸 

㟁ヰ㸸 

FAX㸸 

乙 㐃⤡ඛ１ ⥲ྜ㈍本㒊 東京➨一ᨭ♫ 
 

ఫᡤ㸸 

㟁ヰ㸸 

FAX㸸 

㐃⤡ඛ２ ⥲ྜ㈍本㒊 東京➨一ᨭ♫ 
東京Ⴀᴗ㒊 
 

ఫᡤ㸸 

㟁ヰ㸸 

FAX㸸 
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185㸬⅏ᐖಀࡿሗⓎಙ㛵ࡿࡍ༠ᐃ㸦࣮ࣖࣇ㸧㸦ᮏᩥ196㡫㸧 
 

中央区（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）と࣮ࣖࣇᰴᘧ♫（以ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）は、⅏ᐖにಀるሗⓎ

ಙに関し、ḟのとࡾ࠾協定（以ୗࠕ本協定ࠖとい࠺。）を締結する。 

（目ⓗ） 

➨１᮲ 本協定は、中央区の区ᇦෆ（以ୗࠕ区ෆࠖとい࠺。）の地㟈、ὠἼ、ྎ㢼、㞵、ὥỈ、

ᭀ㢼ࡑのの⅏ᐖにഛ࠼、甲が中央区Ẹにᑐしてᚲせなሗを㎿㏿にᥦ౪し、かࡘ、甲の⾜ᨻ

ᶵ⬟のపୗを㍍ῶさࡏるため、甲と乙がいに協力してᵝࠎなྲྀ⤌みを⾜࠺ことを目ⓗとする。 

（本協定にࡅ࠾るྲྀ⤌み） 

➨２᮲ 本協定にᇶ࡙き、ḟにᥖࡆるྲྀ⤌のࡕ࠺、甲及び乙の୧⪅の協議によࡾලయⓗなෆᐜ及

び᪉ἲにࡘいてྜពがᚓられたものをᐇするものとする。 

(1) 乙が、甲の㐠Ⴀするࢪ࣮࣒࣮࣌࣍の⅏ᐖのࢫࢭࢡ㈇Ⲵの㍍ῶを目ⓗとして、甲の㐠Ⴀ

するࢪ࣮࣒࣮࣌࣍のࢺࢧࣗࢩࢵࣕ࢟をࣖࢫࣅ࣮ࢧ࣮ࣇ上にᥖ㍕し、一⯡の㜀ぴに౪するこ

と。 

(2) 甲が、区ෆの㑊㞴ᡤ➼の㜵⅏ሗを乙にᥦ౪し、乙が、これらのሗをᖹᖖから࣮ࣖࣇ

 。࿘▱することࡃして、一⯡にᗈ上にᥖ㍕するなࢫࣅ࣮ࢧ

(3) 甲が、区ෆの㑊㞴່࿌、㑊㞴ᣦ♧➼の⥭ᛴሗを乙にᥦ౪し、乙が、これらのሗをࣖࣇ

 。࿘▱することࡃして、一⯡にᗈ上にᥖ㍕するなࢫࣅ࣮ࢧ࣮

(4) 甲が、⅏ᐖⓎ生の区ෆの⿕ᐖ≧ἣ、ࣛࣥࣛࣇに関するሗ及び㑊㞴ᡤにࡅ࠾るࣛ࣎

上にᥖ㍕するなࢫࣅ࣮ࢧ࣮ࣇのཷධれሗを乙にᥦ౪し、乙が、これらのሗをࣖࢸࣥ

 。࿘▱することࡃして、一⯡にᗈ

(5) 甲が、区ෆの㑊㞴ᡤ➼にࡅ࠾るᚲせᩆ≀㈨に関するሗを乙にᥦ౪し、乙が、このᚲせ

ᩆ≀㈨に関するሗをࣖࢫࣅ࣮ࢧ࣮ࣇ上にᥖ㍕するなして、一⯡にᗈࡃ࿘▱すること。 

２ 甲及び乙は、前項各号の事項がになされるよ࠾、࠺いの❆ཱྀとなる㐃⤡ඛ及びࡑのᢸ

ᙜ⪅名を┦ᡭ᪉に㐃⤡するものとし、これにኚ᭦がࡗ࠶たሙྜ、㏿ࡸかに┦ᡭ᪉に㐃⤡するも

のとする。 

３ ➨1項各号に関する事項及びྠ項に記㍕のない事項にࡘいても、甲及び乙は、୧⪅で㐺ᐅ協

議を⾜い、決定したྲྀ⤌を㝶ᐇするものとする。 

（㈝⏝） 

➨３᮲ 前᮲のつ定にᇶ࡙ࡃ甲及び乙のᑐᛂはูẁのྜពがない㝈ࡾ↓ൾで⾜ࢃれるものとし、

 。の一ษの⤒㈝は、各⮬が㈇ᢸするものとするࡑ㈝れのᑐᛂにかかる᪑㈝、通ಙࡒれࡑ

（ሗの࿘▱） 

➨㸲᮲ 乙は、甲からᥦ౪をཷࡅるሗにࡘいて、甲が≉ẁの␃保をさない㝈ࡾ、本協定の目

ⓗを㐩成するため、乙が㐺ษとุ᩿する᪉ἲ（ᥦᦠඛのᥦ౪、ࣖࢫࣅ࣮ࢧ࣮ࣇ以እのࣅ࣮ࢧ

࿘▱することができる。ただし、乙は、本協定ࡃ一⯡にᗈ、ࡾによ（。ࡴ上でのᥖ㍕➼をྵࢫ

の目ⓗ以እのためにḟ⏝をしてはならないものとする。 

（本協定のබ⾲） 

➨㸳᮲ 本協定締結の事ᐇ及び本協定のෆᐜをබ⾲するሙྜ、甲及び乙は、ࡑの期、᪉ἲ及び

ෆᐜにࡘいて、୧⪅でู㏵協議の上、決定するものとする。 

（本協定の期間） 

➨㸴᮲ 本協定の有効期間は、本協定の締結日から1年間とし、期間満了前までにいࡎれかのᙜ

事⪅からのᙜ事⪅にᑐし期間満了によࡗて本協定を⤊了する᪨の書㠃による通▱がなされ

ない㝈ࡾ、本協定はさらに1年間⮬ືⓗに᭦᪂されるものとし、以後もྠᵝとする。 

（協議） 

➨㸵᮲ 本協定に定めのない事項及び本協定に関して疑義が生じた事項にࡘいては、甲及び乙は、

ㄔᐇに協議してゎ決をᅗる。 
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（⟶㎄するุᡤ） 

➨㸶᮲ 本協定に関し、ッ࠼をᥦ㉳するሙྜのุᡤは、東京地᪉ุᡤとする。 

 

以上、本協定締結の証として本書２通を作成し、甲乙୧⪅記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和３年３月２２日 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

  中 央 区 

中央区長  

     

     

乙 東京都༓௦⏣区⣖ᑿ⏫１番３号 

 ♫ᰴᘧ࣮ࣇࣖ

௦⾲ྲྀ締ᙺ  
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186㸬⅏ᐖ࣭㜵⅏ሗ➼ࡢᨺ㏦㛵ࡿࡍ༠ᐃ㸦୰ኸ࣒࢚ࣇ࢚㸧㸦ᮏᩥ199㡫㸧 
 

 東京都中央区（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）と、中央࣒࢚ࣇ࢚ᰴᘧ♫（以ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）は、⅏

ᐖ࣭㜵⅏ሗ➼（以ୗࠕ⅏ᐖሗࠖとい࠺。）のᥦ౪及びᨺ㏦に関し、ḟのとࡾ࠾協定を締結す

る。 

（目ⓗ） 

第㸯条 この協定は、東京都中央区の区ᇦෆに࠾いて、⅏ᐖがⓎ生し、又はⓎ生するࡑ࠾れが࠶

るሙྜに、㹄㹋ᨺ㏦を⏝して⅏ᐖሗを区Ẹ➼にᗈࡃ࿘▱することによࡾ、㑊㞴➼のΰを

㜵Ṇすることを目ⓗとする。 

（⏝ㄒの定義） 

第㸰条 この協定に࠾いてࠕ⅏ᐖࠖとは、⅏ᐖᑐ⟇ᇶ本ἲ（和36年ἲᚊ➨223号）➨２᮲➨１

号に࠾いて定める⿕ᐖをい࠺。 

（⅏ᐖሗのᥦ౪） 

第㸱条 甲は、⅏ᐖがⓎ生し、又はⓎ生するࡑ࠾れが࠶るሙྜは、乙にᑐして、㏿ࡸかに⅏ᐖ

ሗをᥦ౪し、乙の番⤌⦅成ᶒをᐖしない⠊ᅖで、ᨺ㏦をせㄳすることができる。 

２ 乙は、⅏ᐖがⓎ生し、又はⓎ生するࡑ࠾れが࠶るሙྜは、甲にᑐして、⅏ᐖሗのᥦ౪をồ

めることができる。 

（⅏ᐖሗのᨺ㏦） 

第㸲条 乙は、前᮲➨１項のせㄳをཷࡅたときは、通ᖖᨺ㏦番⤌にඃඛして⅏ᐖሗをᨺ㏦する

ものとする。 

（⤒㈝の㈇ᢸ） 

第㸳条 前᮲につ定する⅏ᐖሗのᨺ㏦にせする⤒㈝は、↓ᩱとする。ただし、⅏ᐖが長期にࢃ

たるሙྜは、甲乙協議してูに定めるものとする。 

（協力యไのᩚഛ） 

第㸴条 ⅏ᐖにࡅ࠾る協力యไをᩚഛするため、甲乙┦の㜵⅏ィ⏬の≧ἣ、協力せㄳ事項➼

にࡘいてᚲせにᛂじてሗのを⾜࠺。 

（協議） 

第㸵条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたሙྜは、甲乙協議の上決定

する。 

（有効期間） 

第㸶条 この協定の有効期間は、ᖹ成10年㸳月31日からᖹ成11年３月31日までとする。ただし、

期間満了の日の３࢝月前までに、甲、乙なࢇらかの申出がないときは、この協定は、１年間延

長されたものとみなし、以後この例による。 

 

 上記協定の証として、本書通を作成し、甲乙記名押印の上各一通を保有する。 

 

  ᖹ成10年㸳月27日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

௦⾲⪅ 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区日本ᶫⱴሙ⏫丁目17番13号 

中央࣒࢚ࣇ࢚ᰴᘧ♫ 

௦⾲⪅ ௦⾲ྲྀ締ᙺ 
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（⟶㎄するุᡤ） 

➨㸶᮲ 本協定に関し、ッ࠼をᥦ㉳するሙྜのุᡤは、東京地᪉ุᡤとする。 

 

以上、本協定締結の証として本書２通を作成し、甲乙୧⪅記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和３年３月２２日 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

  中 央 区 

中央区長  

     

     

乙 東京都༓௦⏣区⣖ᑿ⏫１番３号 

 ♫ᰴᘧ࣮ࣇࣖ

௦⾲ྲྀ締ᙺ  
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186㸬⅏ᐖ࣭㜵⅏ሗ➼ࡢᨺ㏦㛵ࡿࡍ༠ᐃ㸦୰ኸ࣒࢚ࣇ࢚㸧㸦ᮏᩥ199㡫㸧 
 

 東京都中央区（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）と、中央࣒࢚ࣇ࢚ᰴᘧ♫（以ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）は、⅏

ᐖ࣭㜵⅏ሗ➼（以ୗࠕ⅏ᐖሗࠖとい࠺。）のᥦ౪及びᨺ㏦に関し、ḟのとࡾ࠾協定を締結す

る。 

（目ⓗ） 

第㸯条 この協定は、東京都中央区の区ᇦෆに࠾いて、⅏ᐖがⓎ生し、又はⓎ生するࡑ࠾れが࠶

るሙྜに、㹄㹋ᨺ㏦を⏝して⅏ᐖሗを区Ẹ➼にᗈࡃ࿘▱することによࡾ、㑊㞴➼のΰを

㜵Ṇすることを目ⓗとする。 

（⏝ㄒの定義） 

第㸰条 この協定に࠾いてࠕ⅏ᐖࠖとは、⅏ᐖᑐ⟇ᇶ本ἲ（和36年ἲᚊ➨223号）➨２᮲➨１

号に࠾いて定める⿕ᐖをい࠺。 

（⅏ᐖሗのᥦ౪） 

第㸱条 甲は、⅏ᐖがⓎ生し、又はⓎ生するࡑ࠾れが࠶るሙྜは、乙にᑐして、㏿ࡸかに⅏ᐖ

ሗをᥦ౪し、乙の番⤌⦅成ᶒをᐖしない⠊ᅖで、ᨺ㏦をせㄳすることができる。 

２ 乙は、⅏ᐖがⓎ生し、又はⓎ生するࡑ࠾れが࠶るሙྜは、甲にᑐして、⅏ᐖሗのᥦ౪をồ

めることができる。 

（⅏ᐖሗのᨺ㏦） 

第㸲条 乙は、前᮲➨１項のせㄳをཷࡅたときは、通ᖖᨺ㏦番⤌にඃඛして⅏ᐖሗをᨺ㏦する

ものとする。 

（⤒㈝の㈇ᢸ） 

第㸳条 前᮲につ定する⅏ᐖሗのᨺ㏦にせする⤒㈝は、↓ᩱとする。ただし、⅏ᐖが長期にࢃ

たるሙྜは、甲乙協議してูに定めるものとする。 

（協力యไのᩚഛ） 

第㸴条 ⅏ᐖにࡅ࠾る協力యไをᩚഛするため、甲乙┦の㜵⅏ィ⏬の≧ἣ、協力せㄳ事項➼

にࡘいてᚲせにᛂじてሗのを⾜࠺。 

（協議） 

第㸵条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたሙྜは、甲乙協議の上決定

する。 

（有効期間） 

第㸶条 この協定の有効期間は、ᖹ成10年㸳月31日からᖹ成11年３月31日までとする。ただし、

期間満了の日の３࢝月前までに、甲、乙なࢇらかの申出がないときは、この協定は、１年間延

長されたものとみなし、以後この例による。 

 

 上記協定の証として、本書通を作成し、甲乙記名押印の上各一通を保有する。 

 

  ᖹ成10年㸳月27日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

௦⾲⪅ 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区日本ᶫⱴሙ⏫丁目17番13号 

中央࣒࢚ࣇ࢚ᰴᘧ♫ 

௦⾲⪅ ௦⾲ྲྀ締ᙺ 
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187㸬⅏ᐖ࣭㜵⅏ሗ➼ࡢᨺ㏦㛵ࡿࡍ༠ᐃ㸦ᮾிࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࣋㸧㸦ᮏᩥ199㡫㸧 
 

 中央区（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）と、東京ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࣋ᰴᘧ♫（以ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）とは、

⅏ᐖ࣭㜵⅏ሗ➼（以ୗࠕ⅏ᐖሗࠖとい࠺。）のᥦ౪及びᨺ㏦に関し、ḟのとࡾ࠾協定を締結

する。 

（目ⓗ） 

第㸯条 この協定は、中央区の区ᇦෆに࠾いて、⅏ᐖがⓎ生し、又はⓎ生するࡑ࠾れが࠶るሙྜ

に、ࣅࣞࢸࣝࣈ࣮ࢣを⏝して⅏ᐖሗを区Ẹ➼にᗈࡃ࿘▱することによࡾ、㑊㞴➼のΰを

㜵Ṇすることを目ⓗとする。 

（定義） 

第㸰条 この協定に࠾いてࠕ⅏ᐖࠖとは、⅏ᐖᑐ⟇ᇶ本ἲ（和36年ἲᚊ➨223号）➨２᮲➨１

号に࠾いて定める⿕ᐖをい࠺。 

（⅏ᐖሗのᥦ౪） 

第㸱条 甲は、⅏ᐖがⓎ生し、又はⓎ生するࡑ࠾れが࠶るሙྜは、乙にᑐして、㏿ࡸかに⅏ᐖ

ሗをᥦ౪し、乙の番⤌⦅成ᶒをᐖしない⠊ᅖで、ᨺ㏦をせㄳすることができる。 

２ 乙は、⅏ᐖがⓎ生し、又はⓎ生するࡑ࠾れが࠶るሙྜは、甲にᑐして、⅏ᐖሗのᥦ౪をồ

めることができる。 

（⅏ᐖሗのᨺ㏦） 

第㸲条 乙は、前᮲➨１項のつ定によるせㄳをཷࡅたときは、通ᖖᨺ㏦番⤌にඃඛして⅏ᐖሗ

をᨺ㏦するものとする。 

（⤒㈝の㈇ᢸ） 

第㸳条 前᮲につ定する⅏ᐖሗのᨺ㏦にせする⤒㈝は、乙の㈇ᢸとする。ただし、⅏ᐖが長期

にΏるሙྜは、甲乙協議の上、ูに定めるものとする。 

（協力యไのᩚഛ） 

第㸴条 甲及び乙は、⅏ᐖにࡅ࠾る協力యไをᩚഛするため、甲乙┦の㜵⅏ィ⏬の≧ἣ、協

力せㄳ事項➼にࡘいてᚲせにᛂじてሗのを⾜࠺。 

（協議） 

第㸵条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたሙྜは、甲乙協議の上、決

定する。 

（有効期間） 

第㸶条 この協定の有効期間は、ᖹ成23年㸳月31日からᖹ成24年３月31日までとする。ただし、

期間満了の日の３࢝月前までに、甲、乙なࢇらかの申出がないときは、この協定は、１年間延

長されたものとみなし、以後この例による。 

 

 上記協定の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

  ᖹ成23年㸵月１日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

௦⾲⪅ 東京都中央区長 

 

乙  東京都Ụ東区東㝧ᅄ丁目10番㸲号 

東㝧⏫SH２ࣝࣅ㝵 

東京ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࣋ᰴᘧ♫ 

௦⾲⪅ ௦⾲ྲྀ締ᙺ 
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188㸬⅏ᐖⓎ⏕ࡿࡅ࠾≉ูἲᚊ┦ㄯ㛵ࡿࡍ༠ᐃ㸦ᮏᩥ199㡫㸧 
 

 中央区（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）と中央区ἲ᭪（以ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）と東京ᘚㆤኈ、➨一東

京ᘚㆤኈ、➨東京ᘚㆤኈ（以ୗこれら୕ᘚㆤኈをࠕࠖとい࠺。）とは、中央区の区ᇦ

ෆにきな⅏ᐖがⓎ生したሙྜ（以ୗࠕ⅏ᐖⓎ生ࠖとい࠺。）に、区ẸのᏳをᡶᣔし、区Ẹ

の保ㆤと♫⛛ᗎの⥔ᣢ、⚟♴のቑ㐍をᅗるために、ḟのとࡾ࠾協定を締結する。 

（目ⓗ） 

第㸯条 この協定は、⅏ᐖⓎ生に、中央区地ᇦ㜵⅏ィ⏬にᇶ࡙き甲が⾜࠺≉ูἲᚊ┦ㄯ（以ୗ

ࠖ。࠺ᢸᙜᘚㆤኈといࠕにಀる乙又はのὴ㐵するᘚㆤኈ（以ୗ（。࠺ㄯࠖとい┦ࠕ の┦ㄯᴗົ

にࡘいて、ᚲせな事項を定め、なᛂᛴ及び⯆άືに㈨することを目ⓗとする。 

（ὴ㐵のせㄳ） 

第㸰条 甲は、┦ㄯをᐇするᚲせが生じたときは、にᑐして、┦ㄯの日、ሙᡤをᣦ定し、

ᢸᙜᘚㆤኈのὴ㐵をせㄳするものとする。 

２ 甲は、前項でண定されたὴ㐵せㄳでは┦ㄯ⪅の┦ㄯにᛂじきれないとุ᩿したሙྜには、

にᑐしてᢸᙜᘚㆤኈのቑဨ、ᴗົయไのኚ᭦➼を౫㢗するものとし、ࡑの᪉ἲ➼にࡘいては࠶

らかじめ甲、乙及びが協議して定める。 

３ 甲はとの㐃⤡がᅔ㞴なሙྜには、乙にᑐしてᢸᙜᘚㆤኈのὴ㐵をせㄳすることができる。

このሙྜに࠾いて、乙は後日、にᢸᙜᘚㆤኈのẶ名➼をሗ࿌するものとする。 

（ὴ㐵ィ⏬のᥦ出➼） 

第㸱条 は、前᮲➨１項のὴ㐵のせㄳがࡗ࠶たときは、乙と協力して㏿ࡸかにὴ㐵ィ⏬を⟇定

し、甲にᥦ出するものとする。 

２ 前᮲➨３項によࡾ、乙にᑐしてὴ㐵のせㄳがࡗ࠶たときは、乙は、㏿ࡸかにὴ㐵ィ⏬を⟇定

し、甲にᥦ出するものとする。 

３ 前２項のὴ㐵ィ⏬に記㍕されている事項にኚ᭦が生じたときは、乙又はは㏿ࡸかに甲にሗ

࿌することとする。 

（┦ㄯෆᐜ➼） 

第㸲条 ᢸᙜᘚㆤኈが⾜࠺┦ㄯෆᐜは、⅏ᐖ➼に㉳ᅉするᅵ地、ᐙᒇ、┦⥆、㔠㖹ᾘ㈝㈚、保

㝤㔠ㄳồ及び፧ጻ➼ἲᚊၥ㢟⯡にࡘいてのᣦᑟ及びຓゝをཎ๎とする。 

２ ┦ㄯ⪅一ே࠶たࡾの┦ㄯ間は、30ศ以ෆとし、ྠ 一ෆᐜでの┦ㄯはཷࡅないものとする。 

３ ᢸᙜᘚㆤኈは、┦ㄯࢻ࣮࢝にᚲせ事項を記ධし、甲にᥦ出するものとする。 

㸲 ᢸᙜᘚㆤኈは、甲がᐇする┦ㄯの┦ㄯ⪅から┦ㄯにಀる事௳にࡘいてのッゴࡑののἲᚊ

事ົを┤᥋ཷ௵してはならない。 

㸳 ᢸᙜᘚㆤኈは、ᴗົ上▱ࡾᚓた⛎ᐦを➨୕⪅に㑇₃しないよ࠺にすることとし、はᢸᙜᘚ

ㆤኈをᣦᑟし、┘╩するものとする。 

㸴 ┦ㄯのᩱ㔠は、↓ᩱとする。 

（ᘚㆤኈのㅰ♩➼） 

第㸳条 甲が乙又はのὴ㐵したᢸᙜᘚㆤኈにᨭᡶ࠺きㅰ♩は、ᖹᖖにࡅ࠾るἲᚊ┦ㄯの㢠

をᇶ‽として、甲と乙及びがู㏵協議の࠼࠺定める。 

２ 前項のㅰ♩のᨭᡶ期、ᨭᡶ᪉ἲ➼にࡘいては、甲と乙及びがู㏵協議の࠼࠺定める。 

（㐃⤡ㄪᩚ） 

第㸴条 ┦ㄯにಀる㐃⤡ㄪᩚは、甲、乙、が࠶らかじめ定めた⪅がこれを⾜࠺ものとする。 

（ᦆᐖ⿵ൾ） 

第㸵条 この協定にᇶ࡙ࡃᴗົにᚑ事した⪅が、ᙜヱᴗົによࡾṚஸし、㈇യし、ⱝしࡃは

にかかࡾ、又はᴗົのᚑ事による㈇യⱝしࡃはによࡾṚஸⱝしࡃはᚰ㌟にⴭしい㞀ᐖを生

じたときは、⅏ᐖに㝿しᛂᛴᥐ⨨のᴗົ➼にᚑ事した⪅にಀるᦆᐖ⿵ൾに関する᮲例（和38

年３月中央区᮲例➨15号）のつ定に‽じて甲が⿵ൾする。 
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 中央区（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）と、東京ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࣋ᰴᘧ♫（以ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）とは、

⅏ᐖ࣭㜵⅏ሗ➼（以ୗࠕ⅏ᐖሗࠖとい࠺。）のᥦ౪及びᨺ㏦に関し、ḟのとࡾ࠾協定を締結

する。 

（目ⓗ） 

第㸯条 この協定は、中央区の区ᇦෆに࠾いて、⅏ᐖがⓎ生し、又はⓎ生するࡑ࠾れが࠶るሙྜ

に、ࣅࣞࢸࣝࣈ࣮ࢣを⏝して⅏ᐖሗを区Ẹ➼にᗈࡃ࿘▱することによࡾ、㑊㞴➼のΰを

㜵Ṇすることを目ⓗとする。 

（定義） 

第㸰条 この協定に࠾いてࠕ⅏ᐖࠖとは、⅏ᐖᑐ⟇ᇶ本ἲ（和36年ἲᚊ➨223号）➨２᮲➨１

号に࠾いて定める⿕ᐖをい࠺。 

（⅏ᐖሗのᥦ౪） 

第㸱条 甲は、⅏ᐖがⓎ生し、又はⓎ生するࡑ࠾れが࠶るሙྜは、乙にᑐして、㏿ࡸかに⅏ᐖ

ሗをᥦ౪し、乙の番⤌⦅成ᶒをᐖしない⠊ᅖで、ᨺ㏦をせㄳすることができる。 

２ 乙は、⅏ᐖがⓎ生し、又はⓎ生するࡑ࠾れが࠶るሙྜは、甲にᑐして、⅏ᐖሗのᥦ౪をồ

めることができる。 

（⅏ᐖሗのᨺ㏦） 

第㸲条 乙は、前᮲➨１項のつ定によるせㄳをཷࡅたときは、通ᖖᨺ㏦番⤌にඃඛして⅏ᐖሗ

をᨺ㏦するものとする。 

（⤒㈝の㈇ᢸ） 

第㸳条 前᮲につ定する⅏ᐖሗのᨺ㏦にせする⤒㈝は、乙の㈇ᢸとする。ただし、⅏ᐖが長期

にΏるሙྜは、甲乙協議の上、ูに定めるものとする。 

（協力యไのᩚഛ） 

第㸴条 甲及び乙は、⅏ᐖにࡅ࠾る協力యไをᩚഛするため、甲乙┦の㜵⅏ィ⏬の≧ἣ、協

力せㄳ事項➼にࡘいてᚲせにᛂじてሗのを⾜࠺。 

（協議） 

第㸵条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたሙྜは、甲乙協議の上、決

定する。 

（有効期間） 

第㸶条 この協定の有効期間は、ᖹ成23年㸳月31日からᖹ成24年３月31日までとする。ただし、

期間満了の日の３࢝月前までに、甲、乙なࢇらかの申出がないときは、この協定は、１年間延

長されたものとみなし、以後この例による。 

 

 上記協定の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

  ᖹ成23年㸵月１日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

௦⾲⪅ 東京都中央区長 

 

乙  東京都Ụ東区東㝧ᅄ丁目10番㸲号 

東㝧⏫SH２ࣝࣅ㝵 

東京ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࣋ᰴᘧ♫ 

௦⾲⪅ ௦⾲ྲྀ締ᙺ 
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 中央区（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）と中央区ἲ᭪（以ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）と東京ᘚㆤኈ、➨一東

京ᘚㆤኈ、➨東京ᘚㆤኈ（以ୗこれら୕ᘚㆤኈをࠕࠖとい࠺。）とは、中央区の区ᇦ

ෆにきな⅏ᐖがⓎ生したሙྜ（以ୗࠕ⅏ᐖⓎ生ࠖとい࠺。）に、区ẸのᏳをᡶᣔし、区Ẹ

の保ㆤと♫⛛ᗎの⥔ᣢ、⚟♴のቑ㐍をᅗるために、ḟのとࡾ࠾協定を締結する。 

（目ⓗ） 

第㸯条 この協定は、⅏ᐖⓎ生に、中央区地ᇦ㜵⅏ィ⏬にᇶ࡙き甲が⾜࠺≉ูἲᚊ┦ㄯ（以ୗ

ࠖ。࠺ᢸᙜᘚㆤኈといࠕにಀる乙又はのὴ㐵するᘚㆤኈ（以ୗ（。࠺ㄯࠖとい┦ࠕ の┦ㄯᴗົ

にࡘいて、ᚲせな事項を定め、なᛂᛴ及び⯆άືに㈨することを目ⓗとする。 

（ὴ㐵のせㄳ） 

第㸰条 甲は、┦ㄯをᐇするᚲせが生じたときは、にᑐして、┦ㄯの日、ሙᡤをᣦ定し、

ᢸᙜᘚㆤኈのὴ㐵をせㄳするものとする。 

２ 甲は、前項でண定されたὴ㐵せㄳでは┦ㄯ⪅の┦ㄯにᛂじきれないとุ᩿したሙྜには、

にᑐしてᢸᙜᘚㆤኈのቑဨ、ᴗົయไのኚ᭦➼を౫㢗するものとし、ࡑの᪉ἲ➼にࡘいては࠶

らかじめ甲、乙及びが協議して定める。 

３ 甲はとの㐃⤡がᅔ㞴なሙྜには、乙にᑐしてᢸᙜᘚㆤኈのὴ㐵をせㄳすることができる。

このሙྜに࠾いて、乙は後日、にᢸᙜᘚㆤኈのẶ名➼をሗ࿌するものとする。 

（ὴ㐵ィ⏬のᥦ出➼） 

第㸱条 は、前᮲➨１項のὴ㐵のせㄳがࡗ࠶たときは、乙と協力して㏿ࡸかにὴ㐵ィ⏬を⟇定

し、甲にᥦ出するものとする。 

２ 前᮲➨３項によࡾ、乙にᑐしてὴ㐵のせㄳがࡗ࠶たときは、乙は、㏿ࡸかにὴ㐵ィ⏬を⟇定

し、甲にᥦ出するものとする。 

３ 前２項のὴ㐵ィ⏬に記㍕されている事項にኚ᭦が生じたときは、乙又はは㏿ࡸかに甲にሗ

࿌することとする。 

（┦ㄯෆᐜ➼） 

第㸲条 ᢸᙜᘚㆤኈが⾜࠺┦ㄯෆᐜは、⅏ᐖ➼に㉳ᅉするᅵ地、ᐙᒇ、┦⥆、㔠㖹ᾘ㈝㈚、保

㝤㔠ㄳồ及び፧ጻ➼ἲᚊၥ㢟⯡にࡘいてのᣦᑟ及びຓゝをཎ๎とする。 

２ ┦ㄯ⪅一ே࠶たࡾの┦ㄯ間は、30ศ以ෆとし、ྠ 一ෆᐜでの┦ㄯはཷࡅないものとする。 

３ ᢸᙜᘚㆤኈは、┦ㄯࢻ࣮࢝にᚲせ事項を記ධし、甲にᥦ出するものとする。 

㸲 ᢸᙜᘚㆤኈは、甲がᐇする┦ㄯの┦ㄯ⪅から┦ㄯにಀる事௳にࡘいてのッゴࡑののἲᚊ

事ົを┤᥋ཷ௵してはならない。 

㸳 ᢸᙜᘚㆤኈは、ᴗົ上▱ࡾᚓた⛎ᐦを➨୕⪅に㑇₃しないよ࠺にすることとし、はᢸᙜᘚ

ㆤኈをᣦᑟし、┘╩するものとする。 

㸴 ┦ㄯのᩱ㔠は、↓ᩱとする。 

（ᘚㆤኈのㅰ♩➼） 

第㸳条 甲が乙又はのὴ㐵したᢸᙜᘚㆤኈにᨭᡶ࠺きㅰ♩は、ᖹᖖにࡅ࠾るἲᚊ┦ㄯの㢠

をᇶ‽として、甲と乙及びがู㏵協議の࠼࠺定める。 

２ 前項のㅰ♩のᨭᡶ期、ᨭᡶ᪉ἲ➼にࡘいては、甲と乙及びがู㏵協議の࠼࠺定める。 

（㐃⤡ㄪᩚ） 

第㸴条 ┦ㄯにಀる㐃⤡ㄪᩚは、甲、乙、が࠶らかじめ定めた⪅がこれを⾜࠺ものとする。 

（ᦆᐖ⿵ൾ） 

第㸵条 この協定にᇶ࡙ࡃᴗົにᚑ事した⪅が、ᙜヱᴗົによࡾṚஸし、㈇യし、ⱝしࡃは

にかかࡾ、又はᴗົのᚑ事による㈇യⱝしࡃはによࡾṚஸⱝしࡃはᚰ㌟にⴭしい㞀ᐖを生

じたときは、⅏ᐖに㝿しᛂᛴᥐ⨨のᴗົ➼にᚑ事した⪅にಀるᦆᐖ⿵ൾに関する᮲例（和38

年３月中央区᮲例➨15号）のつ定に‽じて甲が⿵ൾする。 
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（のᘚㆤኈにᑐする協力せㄳ➼） 

第㸶条 は、のᘚㆤኈに、この協定にᇶ࡙ࡃ┦ㄯの協力せㄳを⾜࠺ことができる。 

２ 前項にᇶ࡙きのᘚㆤኈにᡤᒓするᘚㆤኈが┦ㄯᢸᙜᘚㆤኈとしてὴ㐵されたሙྜ、ࡑの

ᘚㆤኈにᑐしては、にᡤᒓする┦ㄯᢸᙜᘚㆤኈとみなしてこの協定を㐺⏝する。 

（有効期間） 

第㸷条 この協定書の有効期間は、ᖹ成13年３月15日からᖹ成14年３月31日までとする。ただし、

期間満了の日の２࢝月までに甲乙のいࡎれかから何らの申し出のないときは、さらに１年間

延長されるものとし、ࡑの後もまたྠᵝとする。 

（協議᮲項） 

第10条 この協定に記㍕のない事項及びこの協定に関し疑義の࠶るときは、甲乙協議の࠼࠺定

めるものとする。 

 

 この協定を証するため、本書㸳通を作成し、甲乙記名押印の࠼࠺甲乙が各１通を、が３通

を保⟶するものとする。 

 

  ᖹ成13年３月15日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区日本ᶫ⺰Ẇ⏫丁目㸳番２号 日ୗࣝࣅ 

中央区ἲ᭪長 

 

  東京都༓௦⏣区㟘が関一丁目１番３号 

東京ᘚㆤኈ長 

東京都༓௦⏣区㟘が関一丁目１番３号 

➨一東京ᘚㆤኈ長 

東京都༓௦⏣区㟘が関一丁目１番３号 

➨東京ᘚㆤኈ長 
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⅏ᐖにࡅ࠾るᡭヰ通ヂάືに関し、中央区（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）と中央区Ⓩ㘓ᡭヰ通ヂ⪅

の（以ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）との間に࠾いて、ḟのとࡾ࠾協定を締結する。 

（㊃᪨） 

第㸯条 この協定は、⅏ᐖが区ෆにⓎ生し、又はⓎ生するࡑ࠾れの࠶るሙྜに、中央区地ᇦ㜵⅏

ィ⏬にᇶ࡙き、㑊㞴ᡤでのᡭヰ通ヂᚲせ⪅の㐺ษなᑐᛂに✚ᴟⓗな協力をᚓるためにᚲせな

事項を定める。 

（協力せㄳ） 

第㸰条 甲は、⅏ᐖが区ෆにⓎ生したሙྜ又はⓎ生するࡑ࠾れの࠶るሙྜに、乙にᑐしᚲせなே

ဨの౪⤥をせㄳするものとする。 

（せㄳᡭ⥆） 

第㸱条 甲は、乙にᑐして、乙の㐃⤡యไによࡾ、㟁ヰ➼の᪉ἲでேဨの౪⤥をせㄳするものと

する。 

２ 甲は、出ືした乙をᣦするものとする。 

３ 甲は、➨１項のつ定によࡾ乙にせㄳしたሙྜは、せㄳの⌮⏤、ᡭヰ通ヂのෆᐜ、日、ሙᡤ、

 。のᚲせな事項を᫂らかにしたᩥ書を、後日乙に㏦するものとするࡑ

（ேဨの౪⤥） 

第㸲条 乙は、甲のせㄳがࡗ࠶たときは、≉ูな⌮⏤のない㝈ࡾ、甲にᑐしேဨを౪⤥する。 

（άືᴗົ） 

第㸳条 甲のせㄳによࡾ出ືした乙のせဨは、ḟのάືᴗົを⾜࠺。 

 (1)㑊㞴ᡤにࡅ࠾るᡭヰ通ヂに関すること。 

 。の甲がᚲせとㄆめるᴗົに関することࡑ(2)

（άືᴗົのሗ࿌） 

第㸴条 乙は、甲のせㄳにᇶ࡙きேဨのᥦ౪、άືᴗົෆᐜ➼にࡘいて、ᴗົ了後㏿ࡸかに甲

にᑐしてሗ࿌するものとする。 

（㈝⏝㈇ᢸ） 

第㸵条 甲は、乙がᛂᛴᑐ⟇ᴗົをᐇしたሙྜに࠾いて、άືにせした㈝⏝を㈇ᢸするものと

する。 

（ㄳồ） 

第㸶条 乙は、➨㸳᮲につ定するᴗົ⤊了後甲の☜ㄆをཷࡅた後、作ᴗにせしたᡤせ⤒㈝を甲に

ㄳồするものとする。 

（㈝⏝のᨭᡶ） 

第㸷条 甲は、乙から前᮲のつ定によࡾㄳồがࡗ࠶たときは、㏿ࡸかにࡑの㈝⏝をᨭᡶࢃなࡅれ

 。ならいࡤ

（ᚑ事⪅のᦆᐖ⿵ൾ） 

第10条 甲のせㄳにᇶ࡙き、乙がᴗົにᚑ事したことによࡾṚஸし、㈇യし、ⱝしࡃはにか

かࡾ、又は㞀ᐖの≧ែとなࡗたときは、⅏ᐖに㝿しᛂᛴᥐ⨨のᴗົ➼にᚑ事した⪅にಀるᦆᐖ

⿵ൾに関する᮲例（和38年３月中央区᮲例15号）にᇶ࡙き、これを⿵ൾするものとする。 

（㐃⤡） 

第11条 乙は、甲のせㄳにᑐᛂできる㐃⤡యไ➼にࡘいて、ẖ年㸲月に区長に㐃⤡するものとす

る。 

（協議） 

第12条 この協定のᐇに関してᚲせな事項及び協定以እのᡭ⥆にࡘいては、ࡑの都ᗘ甲、乙୧

⪅が協議の࠼࠺決定するものとする。 
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（のᘚㆤኈにᑐする協力せㄳ➼） 

第㸶条 は、のᘚㆤኈに、この協定にᇶ࡙ࡃ┦ㄯの協力せㄳを⾜࠺ことができる。 

２ 前項にᇶ࡙きのᘚㆤኈにᡤᒓするᘚㆤኈが┦ㄯᢸᙜᘚㆤኈとしてὴ㐵されたሙྜ、ࡑの

ᘚㆤኈにᑐしては、にᡤᒓする┦ㄯᢸᙜᘚㆤኈとみなしてこの協定を㐺⏝する。 

（有効期間） 

第㸷条 この協定書の有効期間は、ᖹ成13年３月15日からᖹ成14年３月31日までとする。ただし、

期間満了の日の２࢝月までに甲乙のいࡎれかから何らの申し出のないときは、さらに１年間

延長されるものとし、ࡑの後もまたྠᵝとする。 

（協議᮲項） 

第10条 この協定に記㍕のない事項及びこの協定に関し疑義の࠶るときは、甲乙協議の࠼࠺定

めるものとする。 

 

 この協定を証するため、本書㸳通を作成し、甲乙記名押印の࠼࠺甲乙が各１通を、が３通

を保⟶するものとする。 

 

  ᖹ成13年３月15日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区日本ᶫ⺰Ẇ⏫丁目㸳番２号 日ୗࣝࣅ 

中央区ἲ᭪長 

 

  東京都༓௦⏣区㟘が関一丁目１番３号 

東京ᘚㆤኈ長 

東京都༓௦⏣区㟘が関一丁目１番３号 

➨一東京ᘚㆤኈ長 

東京都༓௦⏣区㟘が関一丁目１番３号 

➨東京ᘚㆤኈ長 

- 428 - 

189㸬⅏ᐖࡿࡅ࠾ᡭヰ㏻ヂάື㛵ࡿࡍ༠ຊ༠ᐃ᭩㸦ᡭヰ㏻ヂ⪅ࡢ㸧㸦ᮏᩥ241㡫㸧 
 

⅏ᐖにࡅ࠾るᡭヰ通ヂάືに関し、中央区（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）と中央区Ⓩ㘓ᡭヰ通ヂ⪅

の（以ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）との間に࠾いて、ḟのとࡾ࠾協定を締結する。 

（㊃᪨） 

第㸯条 この協定は、⅏ᐖが区ෆにⓎ生し、又はⓎ生するࡑ࠾れの࠶るሙྜに、中央区地ᇦ㜵⅏

ィ⏬にᇶ࡙き、㑊㞴ᡤでのᡭヰ通ヂᚲせ⪅の㐺ษなᑐᛂに✚ᴟⓗな協力をᚓるためにᚲせな

事項を定める。 

（協力せㄳ） 

第㸰条 甲は、⅏ᐖが区ෆにⓎ生したሙྜ又はⓎ生するࡑ࠾れの࠶るሙྜに、乙にᑐしᚲせなே

ဨの౪⤥をせㄳするものとする。 

（せㄳᡭ⥆） 

第㸱条 甲は、乙にᑐして、乙の㐃⤡యไによࡾ、㟁ヰ➼の᪉ἲでேဨの౪⤥をせㄳするものと

する。 

２ 甲は、出ືした乙をᣦするものとする。 

３ 甲は、➨１項のつ定によࡾ乙にせㄳしたሙྜは、せㄳの⌮⏤、ᡭヰ通ヂのෆᐜ、日、ሙᡤ、

 。のᚲせな事項を᫂らかにしたᩥ書を、後日乙に㏦するものとするࡑ

（ேဨの౪⤥） 

第㸲条 乙は、甲のせㄳがࡗ࠶たときは、≉ูな⌮⏤のない㝈ࡾ、甲にᑐしேဨを౪⤥する。 

（άືᴗົ） 

第㸳条 甲のせㄳによࡾ出ືした乙のせဨは、ḟのάືᴗົを⾜࠺。 

 (1)㑊㞴ᡤにࡅ࠾るᡭヰ通ヂに関すること。 

 。の甲がᚲせとㄆめるᴗົに関することࡑ(2)

（άືᴗົのሗ࿌） 

第㸴条 乙は、甲のせㄳにᇶ࡙きேဨのᥦ౪、άືᴗົෆᐜ➼にࡘいて、ᴗົ了後㏿ࡸかに甲

にᑐしてሗ࿌するものとする。 

（㈝⏝㈇ᢸ） 

第㸵条 甲は、乙がᛂᛴᑐ⟇ᴗົをᐇしたሙྜに࠾いて、άືにせした㈝⏝を㈇ᢸするものと

する。 

（ㄳồ） 

第㸶条 乙は、➨㸳᮲につ定するᴗົ⤊了後甲の☜ㄆをཷࡅた後、作ᴗにせしたᡤせ⤒㈝を甲に

ㄳồするものとする。 

（㈝⏝のᨭᡶ） 

第㸷条 甲は、乙から前᮲のつ定によࡾㄳồがࡗ࠶たときは、㏿ࡸかにࡑの㈝⏝をᨭᡶࢃなࡅれ

 。ならいࡤ

（ᚑ事⪅のᦆᐖ⿵ൾ） 

第10条 甲のせㄳにᇶ࡙き、乙がᴗົにᚑ事したことによࡾṚஸし、㈇യし、ⱝしࡃはにか

かࡾ、又は㞀ᐖの≧ែとなࡗたときは、⅏ᐖに㝿しᛂᛴᥐ⨨のᴗົ➼にᚑ事した⪅にಀるᦆᐖ

⿵ൾに関する᮲例（和38年３月中央区᮲例15号）にᇶ࡙き、これを⿵ൾするものとする。 

（㐃⤡） 

第11条 乙は、甲のせㄳにᑐᛂできる㐃⤡యไ➼にࡘいて、ẖ年㸲月に区長に㐃⤡するものとす

る。 

（協議） 

第12条 この協定のᐇに関してᚲせな事項及び協定以እのᡭ⥆にࡘいては、ࡑの都ᗘ甲、乙୧

⪅が協議の࠼࠺決定するものとする。 
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(効力のⓎ生) 

第13条 この協定は、ᖹ成18年10月17日から効力をⓎ生するものとする。 

 
上記協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲࣭乙記名押印の࠼࠺各１通を保有する。 

 

ᖹ成18年10月17日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

௦⾲⪅ 中央区長 

 

乙 東京都中央区ᬕᾏ一丁目㸵番1-702号 

中央区Ⓩ㘓ᡭヰ通ヂ⪅の 

௦⾲⪅ 長 
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 中央区（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）とࣥࢺ࣮࢝ࢶࢵࢭᰴᘧ♫（以ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）とは、⅏ᐖ

にࡅ࠾るᛂᛴ≀㈨の౪⤥に関し、ḟのとࡾ࠾協定を締結する。 

（㊃᪨） 

第㸯条 この協定は、中央区の区ᇦෆで⅏ᐖがⓎ生し、又はⓎ生するࡑ࠾れが࠶るሙ （ྜ以ୗࠕ⅏

ᐖࠖとい࠺。）にࡅ࠾るᛂᛴ≀㈨の౪⤥に関し、ᚲせな事項を定めるものとする。 

（せㄳ） 

第㸰条 甲は、⅏ᐖに⥭ᛴに≀㈨を☜保するᚲせが࠶るときは、乙にᑐし、≀㈨の౪⤥（㐠ᦙ

をྵࡴ。以ୗྠじ。）をせㄳすることができる。 

２ 前項のつ定によるせㄳは、ู 記➨１号ᵝᘧによるᛂᛴ≀㈨౪⤥せㄳ書によ࠺⾜ࡾものとする。

ただし、これによࡾ㞴いሙྜは、ཱྀ㢌でせㄳし、事後㏿ࡸかにᩥ書をもࡗてฎ⌮するものとす

る。 

（協力ෆᐜ） 

第㸱条 乙は、前᮲のつ定によࡾ甲のせㄳをཷࡅたときは、ྍ⬟な⠊ᅖで≀㈨の౪⤥に協力する

ものとする。 

（ᛂᛴ≀㈨の⠊ᅖ） 

第㸲条 甲が乙に౪⤥をせㄳするᛂᛴ≀㈨の⠊ᅖは、ḟにᥖࡆる≀㈨のࡕ࠺、乙がㄪ㐩ྍ⬟なも

のとする。 

 一 ẁ࣮ࣝ࣎〇⡆᫆ࢻࢵ࣋ 

  ẁ࣮ࣝ࣎〇ရ（ẁࢺ࣮ࢩ࣮ࣝ࣎、ẁࢫ࣮ࢣ࣮ࣝ࣎及びẁ࣮ࣝ࣎の間ษࡾ➼） 

 ୕ 前２号にᥖࡆるもののか、乙がྲྀ࠺ᢅࡾ〇ရ 

（ᛂᛴ≀㈨のᘬΏし） 

第㸳条 ᛂᛴ≀㈨の౪⤥ሙᡤは、甲がᣦ定するものとする。 

２ 前項につ定する౪⤥ሙᡤまでの㐠ᦙは、ཎ๎として乙が⾜࠺ものとする。ただし、乙による

㐠ᦙがᅔ㞴なሙྜは、甲が定める㍺㏦ᡭẁによࡾ㐠ᦙするものとする。 

３ 甲は、前項のᛂᛴ≀㈨の౪⤥ሙᡤに࠾いて、ရ目、ᩘ 㔞➼を☜ㄆの上、ྲཱྀ  。るものとするྲྀࡅ

（ሗ࿌） 

第㸴条 乙は、甲のせㄳにᇶ࡙きᛂᛴ≀㈨の౪⤥に協力したときは、ࡑのෆᐜをู記➨２号ᵝᘧ

によるᛂᛴ≀㈨౪⤥ሗ࿌書によࡾ甲にሗ࿌するものとする。 

（㈝⏝㈇ᢸ） 

第㸵条 甲は、乙のᛂᛴ≀㈨の౪⤥にせした㈝⏝を㈇ᢸするものとする。 

２ 前項の㈝⏝の㢠は、ḟの各号にᥖࡆる区ศにᛂじ、ᙜヱ各号に定める㢠とする。 

一 ᛂᛴ≀㈨の㉎ධにせする㈝⏝ ᙜヱ⅏ᐖ┤前の౯㢠 

 ᛂᛴ≀㈨の㐠ᦙにせする㈝⏝ ᐇ㝿にせした㢠（乙のᚑᴗဨのே௳㈝を㝖ࡃ。） 

（ㄳồ及びᨭᡶ） 

第㸶条 甲は、乙から前᮲に定める㈝⏝のㄳồがࡗ࠶たときは、ࡑのෆᐜを☜ㄆの上、㏿ࡸかに

ᨭᡶ࠺ものとする。 

（カ⦎➼） 

第㸷条 乙は、甲のᐇする㜵⅏カ⦎➼にྍ⬟な⠊ᅖでཧຍするものとする。 

（協定期間及び᭦᪂） 

第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日からᖹ成２㸶年３月３１日までとする。ただし期

間満了の日の３か月前までに、甲又は乙のいࡎれからもこの協定をゎ㝖又はኚ᭦するពᛮ⾲♧

がないときは、᭦に１年間有効期間を延長するものとし、以後ྠᵝとする。 

（協議） 

第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定のゎ㔘にࡘいて疑義が生じたときは、甲乙協議

の上、決定する。 
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(効力のⓎ生) 

第13条 この協定は、ᖹ成18年10月17日から効力をⓎ生するものとする。 

 
上記協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲࣭乙記名押印の࠼࠺各１通を保有する。 

 

ᖹ成18年10月17日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

௦⾲⪅ 中央区長 

 

乙 東京都中央区ᬕᾏ一丁目㸵番1-702号 

中央区Ⓩ㘓ᡭヰ通ヂ⪅の 

௦⾲⪅ 長 
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 中央区（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）とࣥࢺ࣮࢝ࢶࢵࢭᰴᘧ♫（以ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）とは、⅏ᐖ

にࡅ࠾るᛂᛴ≀㈨の౪⤥に関し、ḟのとࡾ࠾協定を締結する。 

（㊃᪨） 

第㸯条 この協定は、中央区の区ᇦෆで⅏ᐖがⓎ生し、又はⓎ生するࡑ࠾れが࠶るሙ （ྜ以ୗࠕ⅏

ᐖࠖとい࠺。）にࡅ࠾るᛂᛴ≀㈨の౪⤥に関し、ᚲせな事項を定めるものとする。 

（せㄳ） 

第㸰条 甲は、⅏ᐖに⥭ᛴに≀㈨を☜保するᚲせが࠶るときは、乙にᑐし、≀㈨の౪⤥（㐠ᦙ

をྵࡴ。以ୗྠじ。）をせㄳすることができる。 

２ 前項のつ定によるせㄳは、ู 記➨１号ᵝᘧによるᛂᛴ≀㈨౪⤥せㄳ書によ࠺⾜ࡾものとする。

ただし、これによࡾ㞴いሙྜは、ཱྀ㢌でせㄳし、事後㏿ࡸかにᩥ書をもࡗてฎ⌮するものとす

る。 

（協力ෆᐜ） 

第㸱条 乙は、前᮲のつ定によࡾ甲のせㄳをཷࡅたときは、ྍ⬟な⠊ᅖで≀㈨の౪⤥に協力する

ものとする。 

（ᛂᛴ≀㈨の⠊ᅖ） 

第㸲条 甲が乙に౪⤥をせㄳするᛂᛴ≀㈨の⠊ᅖは、ḟにᥖࡆる≀㈨のࡕ࠺、乙がㄪ㐩ྍ⬟なも

のとする。 

 一 ẁ࣮ࣝ࣎〇⡆᫆ࢻࢵ࣋ 

  ẁ࣮ࣝ࣎〇ရ（ẁࢺ࣮ࢩ࣮ࣝ࣎、ẁࢫ࣮ࢣ࣮ࣝ࣎及びẁ࣮ࣝ࣎の間ษࡾ➼） 

 ୕ 前２号にᥖࡆるもののか、乙がྲྀ࠺ᢅࡾ〇ရ 

（ᛂᛴ≀㈨のᘬΏし） 

第㸳条 ᛂᛴ≀㈨の౪⤥ሙᡤは、甲がᣦ定するものとする。 

２ 前項につ定する౪⤥ሙᡤまでの㐠ᦙは、ཎ๎として乙が⾜࠺ものとする。ただし、乙による

㐠ᦙがᅔ㞴なሙྜは、甲が定める㍺㏦ᡭẁによࡾ㐠ᦙするものとする。 

３ 甲は、前項のᛂᛴ≀㈨の౪⤥ሙᡤに࠾いて、ရ目、ᩘ 㔞➼を☜ㄆの上、ྲཱྀ  。るものとするྲྀࡅ

（ሗ࿌） 

第㸴条 乙は、甲のせㄳにᇶ࡙きᛂᛴ≀㈨の౪⤥に協力したときは、ࡑのෆᐜをู記➨２号ᵝᘧ

によるᛂᛴ≀㈨౪⤥ሗ࿌書によࡾ甲にሗ࿌するものとする。 

（㈝⏝㈇ᢸ） 

第㸵条 甲は、乙のᛂᛴ≀㈨の౪⤥にせした㈝⏝を㈇ᢸするものとする。 

２ 前項の㈝⏝の㢠は、ḟの各号にᥖࡆる区ศにᛂじ、ᙜヱ各号に定める㢠とする。 

一 ᛂᛴ≀㈨の㉎ධにせする㈝⏝ ᙜヱ⅏ᐖ┤前の౯㢠 

 ᛂᛴ≀㈨の㐠ᦙにせする㈝⏝ ᐇ㝿にせした㢠（乙のᚑᴗဨのே௳㈝を㝖ࡃ。） 

（ㄳồ及びᨭᡶ） 

第㸶条 甲は、乙から前᮲に定める㈝⏝のㄳồがࡗ࠶たときは、ࡑのෆᐜを☜ㄆの上、㏿ࡸかに

ᨭᡶ࠺ものとする。 

（カ⦎➼） 

第㸷条 乙は、甲のᐇする㜵⅏カ⦎➼にྍ⬟な⠊ᅖでཧຍするものとする。 

（協定期間及び᭦᪂） 

第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日からᖹ成２㸶年３月３１日までとする。ただし期

間満了の日の３か月前までに、甲又は乙のいࡎれからもこの協定をゎ㝖又はኚ᭦するពᛮ⾲♧

がないときは、᭦に１年間有効期間を延長するものとし、以後ྠᵝとする。 

（協議） 

第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定のゎ㔘にࡘいて疑義が生じたときは、甲乙協議

の上、決定する。 
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 甲と乙は、本協定書を２通作成し、ࡑれࡒれ記名押印の上、各⮬ࡑの１通を保有する。 

 

ᖹ成27年㸲月１日 

 

 

                甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

                  中央区 

                  中央区長 

 

                乙 රᗜ┴ఀᕷ東有ᒸ㸳丁目33番地 

 ♫ᰴᘧࣥࢺ࣮࢝ࢶࢵࢭ                  

                  ௦⾲ྲྀ締ᙺ♫長 
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191㸬⅏ᐖࡿࡅ࠾ᛂᛴ༠ຊ㛵ࡿࡍぬ᭩㸦㒑౽ᒁ㸧㸦ᮏᩥ125㡫㸧 
 

 東京都中央区長（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）と、日本ᶫ㒑౽ᒁ長、京ᶫ㒑౽ᒁ長及び㖟ᗙ㒑౽ᒁ長

（以ୗ⥲⛠してࠕ乙ࠖとい࠺。）は、甲乙の間に࠾いて、⅏ᐖにࡅ࠾るሗ㞟ࡑの協力事

項に関し、ḟのとࡾ࠾ぬ書をྲྀࡾࢃすものとする。 

（⥲๎） 

第㸯条 このぬ書は、中央区地ᇦ㜵⅏ィ⏬にᇶ࡙き⅏ᐖに甲が⾜࠺άືにᑐする乙の協力ෆᐜ

に関しᚲせな事項を定める。 

（⏝ㄒの定義） 

第㸰条 このぬ書に࠾いてࠕ⅏ᐖࠖとは、⅏ᐖᑐ⟇ᇶ本ἲ（和36年ἲᚊ➨223号）➨２᮲➨１

号に࠾いて定める⿕ᐖをい࠺。 

（協力） 

第㸱条 乙は、中央区ෆに⅏ᐖがⓎ生し、甲のせㄳがࡗ࠶たときは、以ୗの事項にࡘいて協力す

るものとする。 

(1) 乙が㞟した⿕⅏区Ẹ➼の㑊㞴ඛ及び⿕⅏≧ἣのሗᥦ౪ 

(2) 乙がᡤ有するタの㑊㞴ᡤ、≀㈨㞟✚ሙᡤ➼としての⏝ 

(3) 㑊㞴ᡤ➼にࡅ࠾る⮫㒑౽ᕪ出⟽のタ⨨ 

 乙が協力できる事項ࡾの甲のせㄳによࡑ (4)

（せㄳ） 

第㸲条 甲は、⅏ᐖがⓎ生し前᮲のつ定による協力のᚲせが生じたときは、乙にᑐし協力せㄳを

するものとする。 

（協力のᐇ） 

第㸳条 乙は、甲のせㄳにᑐし、ྍ⬟な⠊ᅖෆに࠾いて協力するものとする。 

（⤒㈝の㈇ᢸ） 

第㸴条 甲は、➨３᮲につ定する協力にせする⤒㈝にࡘいて、ࡑのᐇ㈝を㈇ᢸするものとする。 

２ 前項の㈇ᢸにࡘいて疑義が生じたときは、甲及び乙が協議し、㈇ᢸすき㢠を決定する。 

（協力యไのᩚഛ） 

第㸵条 ⅏ᐖにࡅ࠾る協力యไをᩚഛするため、甲乙୧⪅に࠾いて┦の㜵⅏ィ⏬の≧ἣ、協

力せㄳ事項➼にࡘいてᚲせにᛂじてሗのを⾜࠺。 

（㐃⤡㈐௵⪅） 

第㸶条 このぬ書に関する㐃⤡㈐௵⪅は、甲に࠾いては中央区地ᇦ⯆㒊㜵⅏ㄢ長、乙に࠾いて

は京ᶫ㒑౽ᒁ⥲ົㄢ長とする。 

（協議） 

第㸷条 このぬ書に定めのない事項又はこのぬ書に関し疑義が生じたሙྜは、甲乙協議の上決定

する。 

（有効期間） 

第10条 このぬ書の有効期間は、ᖹ成㸷年11月25日からᖹ成10年３月31日までとする。ただし、

期間満了の日の３࢝月前までに、甲、乙なࢇらかの申出がないときは、このぬ書は、１年間延

長されたものとみなし、以後この例による。 
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 甲と乙は、本協定書を２通作成し、ࡑれࡒれ記名押印の上、各⮬ࡑの１通を保有する。 

 

ᖹ成27年㸲月１日 

 

 

                甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

                  中央区 

                  中央区長 

 

                乙 රᗜ┴ఀᕷ東有ᒸ㸳丁目33番地 

 ♫ᰴᘧࣥࢺ࣮࢝ࢶࢵࢭ                  

                  ௦⾲ྲྀ締ᙺ♫長 
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に関しᚲせな事項を定める。 

（⏝ㄒの定義） 

第㸰条 このぬ書に࠾いてࠕ⅏ᐖࠖとは、⅏ᐖᑐ⟇ᇶ本ἲ（和36年ἲᚊ➨223号）➨２᮲➨１

号に࠾いて定める⿕ᐖをい࠺。 

（協力） 

第㸱条 乙は、中央区ෆに⅏ᐖがⓎ生し、甲のせㄳがࡗ࠶たときは、以ୗの事項にࡘいて協力す

るものとする。 

(1) 乙が㞟した⿕⅏区Ẹ➼の㑊㞴ඛ及び⿕⅏≧ἣのሗᥦ౪ 

(2) 乙がᡤ有するタの㑊㞴ᡤ、≀㈨㞟✚ሙᡤ➼としての⏝ 

(3) 㑊㞴ᡤ➼にࡅ࠾る⮫㒑౽ᕪ出⟽のタ⨨ 

 乙が協力できる事項ࡾの甲のせㄳによࡑ (4)

（せㄳ） 

第㸲条 甲は、⅏ᐖがⓎ生し前᮲のつ定による協力のᚲせが生じたときは、乙にᑐし協力せㄳを

するものとする。 

（協力のᐇ） 

第㸳条 乙は、甲のせㄳにᑐし、ྍ⬟な⠊ᅖෆに࠾いて協力するものとする。 

（⤒㈝の㈇ᢸ） 

第㸴条 甲は、➨３᮲につ定する協力にせする⤒㈝にࡘいて、ࡑのᐇ㈝を㈇ᢸするものとする。 

２ 前項の㈇ᢸにࡘいて疑義が生じたときは、甲及び乙が協議し、㈇ᢸすき㢠を決定する。 

（協力యไのᩚഛ） 

第㸵条 ⅏ᐖにࡅ࠾る協力యไをᩚഛするため、甲乙୧⪅に࠾いて┦の㜵⅏ィ⏬の≧ἣ、協

力せㄳ事項➼にࡘいてᚲせにᛂじてሗのを⾜࠺。 

（㐃⤡㈐௵⪅） 

第㸶条 このぬ書に関する㐃⤡㈐௵⪅は、甲に࠾いては中央区地ᇦ⯆㒊㜵⅏ㄢ長、乙に࠾いて

は京ᶫ㒑౽ᒁ⥲ົㄢ長とする。 

（協議） 

第㸷条 このぬ書に定めのない事項又はこのぬ書に関し疑義が生じたሙྜは、甲乙協議の上決定

する。 

（有効期間） 

第10条 このぬ書の有効期間は、ᖹ成㸷年11月25日からᖹ成10年３月31日までとする。ただし、

期間満了の日の３࢝月前までに、甲、乙なࢇらかの申出がないときは、このぬ書は、１年間延

長されたものとみなし、以後この例による。 
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 上記ぬ書の証として、ぬ書ᅄ通を作成し、甲乙記名押印の上各一通を保有する。 

 

  ᖹ成㸷年11月25日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

௦⾲⪅ 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区日本ᶫ一丁目18番１号 

日本ᶫ㒑౽ᒁ 

௦⾲⪅ 日本ᶫ㒑౽ᒁ長 

 

東京都中央区築地ᅄ丁目２番２号 

京ᶫ㒑౽ᒁ 

௦⾲⪅ 京ᶫ㒑౽ᒁ長 

 

東京都中央区㖟ᗙඵ丁目20番26号 

㖟ᗙ㒑౽ᒁ 

௦⾲⪅ 㖟ᗙ㒑౽ᒁ長 
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192㸬⅏ᐖࡿࡅ࠾⤥㟁㌴୧㈚㛵ࡿࡍ༠ᐃ᭩㸦ࢸࣜࣅࣔࢱࣚࢺᮾி㸧 

㸦ᮏᩥ133࣭407㡫㸧 

 
中央区（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）とࢸࣜࣅࣔࢱࣚࢺ東京ᰴᘧ♫（以ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）とは、

⅏ᐖにࡅ࠾る⤥㟁㌴୧の㈚に関し、ḟのとࡾ࠾協定を締結する。 

（目ⓗ） 

第㸯条 この協定は、甲の区ᇦෆ（以ୗࠕ区ෆࠖとい࠺。）又はࡑの࿘㎶に࠾いて、つᶍな地

㟈⅏ᐖ、㢼Ỉᐖࡑのの⅏ᐖによࡾ、区ෆでつᶍ㟁➼の㟁力が㊊する事ែがⓎ生し、又

はⓎ生するᜍれが࠶るሙྜ、甲が⾜࠺⅏ᐖᑐᛂᴗົにࡅ࠾る㟁力☜保を、乙の✚ᴟⓗな協力を

ᚓることによࡾ、にᐇすることを目ⓗとする。 

（協力せㄳ） 

第㸰条 甲は、前᮲の目ⓗを㐩成するためにᚲせが࠶るときは、乙にᑐして、⤥㟁㌴୧㈚せㄳ

書（➨１号ᵝᘧ）によࡾ⤥㟁㌴୧の㈚をせㄳすることができる。このሙྜに࠾いて、せㄳを

かに甲にࡸ㏿いてࡘた乙は、㈚することがྍ⬟な⤥㟁㌴୧を☜ㄆし、せㄳにಀるᑐᛂにࡅཷ

ᑐして㐃⤡するものとする。 

２ 前項のつ定にかかࢃらࡎ、⥭ᛴをせするሙྜには、甲はཱྀ㢌でせㄳし、事後㏿ࡸ 

かにᙜヱせㄳ書をᥦ出するものとする。 

（協力） 

第㸱条 乙は、前᮲のつ定によるせㄳをཷࡅたときは、ྍ⬟な⠊ᅖに࠾いてᛂࡎるものとする。 

２ 甲がせㄳする⤥㟁㌴୧の㈚にᙜたࡾ、ᙜヱせㄳにᑐして乙がᥦ౪できる㌴୧ྎᩘが㊊す

るሙྜは、ࢱࣚࢺ⮬ື㌴ᰴᘧ♫にᑐして協力をせㄳするなし、甲のせㄳにᛂ࠼るよ࠺ດめ

るものとする。 

（⤥㟁㌴୧） 

第㸲条 ➨２᮲のつ定によるせㄳをཷࡅ、乙が㈚する⤥㟁㌴୧は、㸿㹁１㸮㸮㹔（１㸳㸮㸮㹕）

のࢺࣥࢭࣥࢥ（以ୗࠖࢺࣥࢭࣥࢥࠕとい࠺。）を╔している㌴୧とする。 

２ 乙が㈚するྎᩘは㸳ྎまでとする。ただし、甲がࡑれ以上に⤥㟁㌴୧がᚲせで࠶ると申し

出たሙྜは甲乙協議の上、ྎᩘを決定するものとする。 

３ 甲は、乙から㈚をཷࡅる⤥㟁㌴୧の㌴✀、ࢺࣥࢭࣥࢥのᩘ➼にࡘいて、ᣦ定できないもの

とする。 

（⏝⏝㏵） 

第㸳条 甲は、➨１᮲につ定する㟁力☜保のか、ே、≀㈨➼の⛣㏦ࡑのの⅏ᐖᑐᛂᴗົのた

めに⤥㟁㌴୧を⏝できるものとする。 

（ᘬΏし） 

第㸴条 乙は、➨２᮲のつ定によるせㄳをཷࡅ、⤥㟁㌴୧を㈚するሙྜは、甲のᣦ定するሙᡤ

に㐠ᦙし、甲がᣦ定する⪅の❧いのୗ、㌴✀、ᩘ 㔞➼を☜ㄆの上、甲にᘬきΏすものとする。 

２ 乙は、前項のつ定によࡾ⤥㟁㌴୧のᘬΏしを⾜࠺ሙྜは、甲にᑐして㈚した⤥㟁㌴୧のෆ

ᐜを記㍕した書㠃をᥦ出するものとする。 

３ 乙は、➨１項のつ定によࡾ、⤥㟁㌴୧のᘬΏしを⾜࠺㝿に、➨㸷᮲➨２項につ定する保㝤の

ዎ⣙書のしな保㝤ෆᐜが☜ㄆできるものを甲にᥦ出するものとする。 

（㈚期間） 

第㸵条 ⤥㟁㌴୧の㈚期間（以ୗࠕ㈚期間 とࠖい࠺。）は、つᶍ㟁が᮰するまでとし、

ヲ⣽な期間は甲乙協議の上、決定するものとする。 

（㏉༷） 

第㸶条 ㈚期間が⤊了したሙྜ、甲は、㏿ࡸかに㈚をཷࡅた⤥㟁㌴୧を乙にᑐして㏉༷する

ものとする。 

２ 甲が㏉༷を⾜࠺ሙྜのሙᡤ、日➼は、甲乙協議の上、決定するものとする。 

（㈝⏝㈇ᢸ） 

第㸷条 ⤥㟁㌴୧のᥦ౪にಀる㈝⏝にࡘいては、乙が㈇ᢸするものとする。ただし、㈚期間中

の⤥㟁㌴୧の⏝にಀる⇞ᩱ、㟁ࢻࣥࢱࢫ⏝ᩱ及び㟁Ẽ௦にࡘいては、甲が㈇ᢸするもの

とする。 
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 上記ぬ書の証として、ぬ書ᅄ通を作成し、甲乙記名押印の上各一通を保有する。 

 

  ᖹ成㸷年11月25日 

 

 

甲  東京都中央区築地一丁目１番１号 

東京都中央区 

௦⾲⪅ 東京都中央区長 

 

乙  東京都中央区日本ᶫ一丁目18番１号 

日本ᶫ㒑౽ᒁ 

௦⾲⪅ 日本ᶫ㒑౽ᒁ長 

 

東京都中央区築地ᅄ丁目２番２号 

京ᶫ㒑౽ᒁ 

௦⾲⪅ 京ᶫ㒑౽ᒁ長 

 

東京都中央区㖟ᗙඵ丁目20番26号 

㖟ᗙ㒑౽ᒁ 

௦⾲⪅ 㖟ᗙ㒑౽ᒁ長 
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ᚓることによࡾ、にᐇすることを目ⓗとする。 

（協力せㄳ） 

第㸰条 甲は、前᮲の目ⓗを㐩成するためにᚲせが࠶るときは、乙にᑐして、⤥㟁㌴୧㈚せㄳ

書（➨１号ᵝᘧ）によࡾ⤥㟁㌴୧の㈚をせㄳすることができる。このሙྜに࠾いて、せㄳを

かに甲にࡸ㏿いてࡘた乙は、㈚することがྍ⬟な⤥㟁㌴୧を☜ㄆし、せㄳにಀるᑐᛂにࡅཷ

ᑐして㐃⤡するものとする。 

２ 前項のつ定にかかࢃらࡎ、⥭ᛴをせするሙྜには、甲はཱྀ㢌でせㄳし、事後㏿ࡸ 

かにᙜヱせㄳ書をᥦ出するものとする。 

（協力） 

第㸱条 乙は、前᮲のつ定によるせㄳをཷࡅたときは、ྍ⬟な⠊ᅖに࠾いてᛂࡎるものとする。 

２ 甲がせㄳする⤥㟁㌴୧の㈚にᙜたࡾ、ᙜヱせㄳにᑐして乙がᥦ౪できる㌴୧ྎᩘが㊊す

るሙྜは、ࢱࣚࢺ⮬ື㌴ᰴᘧ♫にᑐして協力をせㄳするなし、甲のせㄳにᛂ࠼るよ࠺ດめ

るものとする。 

（⤥㟁㌴୧） 

第㸲条 ➨２᮲のつ定によるせㄳをཷࡅ、乙が㈚する⤥㟁㌴୧は、㸿㹁１㸮㸮㹔（１㸳㸮㸮㹕）

のࢺࣥࢭࣥࢥ（以ୗࠖࢺࣥࢭࣥࢥࠕとい࠺。）を╔している㌴୧とする。 

２ 乙が㈚するྎᩘは㸳ྎまでとする。ただし、甲がࡑれ以上に⤥㟁㌴୧がᚲせで࠶ると申し

出たሙྜは甲乙協議の上、ྎᩘを決定するものとする。 

３ 甲は、乙から㈚をཷࡅる⤥㟁㌴୧の㌴✀、ࢺࣥࢭࣥࢥのᩘ➼にࡘいて、ᣦ定できないもの

とする。 

（⏝⏝㏵） 

第㸳条 甲は、➨１᮲につ定する㟁力☜保のか、ே、≀㈨➼の⛣㏦ࡑのの⅏ᐖᑐᛂᴗົのた

めに⤥㟁㌴୧を⏝できるものとする。 

（ᘬΏし） 

第㸴条 乙は、➨２᮲のつ定によるせㄳをཷࡅ、⤥㟁㌴୧を㈚するሙྜは、甲のᣦ定するሙᡤ

に㐠ᦙし、甲がᣦ定する⪅の❧いのୗ、㌴✀、ᩘ 㔞➼を☜ㄆの上、甲にᘬきΏすものとする。 

２ 乙は、前項のつ定によࡾ⤥㟁㌴୧のᘬΏしを⾜࠺ሙྜは、甲にᑐして㈚した⤥㟁㌴୧のෆ

ᐜを記㍕した書㠃をᥦ出するものとする。 

３ 乙は、➨１項のつ定によࡾ、⤥㟁㌴୧のᘬΏしを⾜࠺㝿に、➨㸷᮲➨２項につ定する保㝤の

ዎ⣙書のしな保㝤ෆᐜが☜ㄆできるものを甲にᥦ出するものとする。 

（㈚期間） 

第㸵条 ⤥㟁㌴୧の㈚期間（以ୗࠕ㈚期間 とࠖい࠺。）は、つᶍ㟁が᮰するまでとし、

ヲ⣽な期間は甲乙協議の上、決定するものとする。 

（㏉༷） 

第㸶条 ㈚期間が⤊了したሙྜ、甲は、㏿ࡸかに㈚をཷࡅた⤥㟁㌴୧を乙にᑐして㏉༷する

ものとする。 

２ 甲が㏉༷を⾜࠺ሙྜのሙᡤ、日➼は、甲乙協議の上、決定するものとする。 

（㈝⏝㈇ᢸ） 

第㸷条 ⤥㟁㌴୧のᥦ౪にಀる㈝⏝にࡘいては、乙が㈇ᢸするものとする。ただし、㈚期間中

の⤥㟁㌴୧の⏝にಀる⇞ᩱ、㟁ࢻࣥࢱࢫ⏝ᩱ及び㟁Ẽ௦にࡘいては、甲が㈇ᢸするもの

とする。 
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２ 乙は、甲に㈚する⤥㟁㌴୧にᑐし⮬㈺㈐保㝤及び௵ព保㝤（以ୗ、⥲じてࠕ保㝤 とࠖい࠺。）

にຍධし、ࡑの㈝⏝は乙が㈇ᢸする。 

３ 甲の㈐によࡾ保㝤を㐺⏝したሙྜ、保㝤ዎ⣙の定めによࡾ、甲は乙にᑐしてච㈐㔠㢠をᨭᡶ

 。ものとする࠺

㸲 甲は、前項のつ定にᇶ࡙ࡃㄳồがࡗ࠶たときは、甲乙協議の上定めた期日までに乙にᨭᡶ࠺

ものとし、ᨭᡶᡭᩘᩱは甲の㈇ᢸとする。 

（ᨾ㞀ᑐᛂ） 

第10条 ㈚期間中にᥦ౪された⤥㟁㌴୧が㒊ရのᾘ⪖➼によࡾᨾ㞀したሙྜのᑐᛂは、甲の

⏝又は⟶⌮に᫂らかな㐣ኻが࠶るሙྜを㝖き、乙が⾜࠺ものとする。ただし、ᙜヱ㐣ኻが᫂

なሙྜは、甲乙協議の上、ᑐᛂするものとする。 

（㈺ൾ） 

第11条 甲は、甲の㈐にᖐすき事⏤によࡾ、㈚をཷࡅた⤥㟁㌴୧にᦆᐖを࠼、又は⁛ኻし

たとき、ࡑの㈺ൾが、乙がຍධする保㝤の㈺ൾ⠊ᅖを㉸࠼るሙྜ、甲は乙にᦆᐖを㈺ൾする。 

（㐃⤡యไ） 

第12条 甲及び乙は、➨２᮲につ定するᡭ⥆をに⾜࠺ため、㐃⤡㈐௵⪅➼を記㍕した協定事

ົᢸᙜ⪅名⡙（➨２号ᵝᘧ）を作成し、┦に☜ㄆするものとする。ᙜヱ㐃⤡㈐௵⪅➼にኚ᭦

が生じたሙྜも、またྠᵝとする。 

（ᖹᖖのྲྀ⤌） 

第13条 乙は、この協定にᇶ࡙ࡃ協力యไがに⾜ࢃれるよ࠺、ᚲせにᛂじて、甲が⾜࠺㜵⅏

カ⦎➼に協力するよ࠺ດめるものとする。 

２ 前項の㜵⅏カ⦎➼のཧຍにಀる㈝⏝は、乙の㈇ᢸとする。 

３ 甲及び乙は、⅏ᐖにࡅ࠾る⤥㟁㌴୧の有効ᛶにࡘいて、ᖹᖖからᗈሗάືにດめるもの

とする。 

（締結期間及び᭦᪂➼） 

第14条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から令和３年３月３１日までとする。ただ

し、この協定の有効期間満了の日から１か月前までに、甲又は乙のいࡎれかがูẁのពᛮ⾲♧

をしないときは、この協定をさらに１年間延長するものとし、以後もྠᵝとする。 

（協議） 

第15条 この協定に定めのない事項及びこの協定のゎ㔘にࡘいて疑義が生じたときは、甲乙協議

の上、決定するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和２年㸷月１日 

 

 

甲 中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長 

 

乙  区Ⱚᾆᅄ丁目㸶番３号 

 ♫東京ᰴᘧࢸࣜࣅࣔࢱࣚࢺ

௦⾲ྲྀ締ᙺ♫長 
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193㸬⅏ᐖࡿࡅ࠾⤥㟁㌴୧㈚㛵ࡿࡍ༠ᐃ᭩㸦ࢫࣅ࣮ࢧࢸࣜࣅࣔࢱࣚࢺ㸧 

㸦ᮏᩥ133࣭407㡫㸧 

 
中央区（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）とࢫࣅ࣮ࢧࢸࣜࣅࣔࢱࣚࢺᰴᘧ♫（以ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）

とは、⅏ᐖにࡅ࠾る⤥㟁㌴୧の㈚に関し、ḟのとࡾ࠾協定を締結する。 

（目ⓗ） 

第㸯条 この協定は、甲の区ᇦෆ（以ୗࠕ区ෆࠖとい࠺。）又はࡑの࿘㎶に࠾いて、つᶍな地

㟈⅏ᐖ、㢼Ỉᐖࡑのの⅏ᐖによࡾ、区ෆでつᶍ㟁➼の㟁力が㊊する事ែがⓎ生し、又

はⓎ生するᜍれが࠶るሙྜ、甲が⾜࠺⅏ᐖᑐᛂᴗົにࡅ࠾る㟁力☜保を、乙の✚ᴟⓗな協力を

ᚓることによࡾ、にᐇすることを目ⓗとする。 

（協力せㄳ） 

第㸰条 甲は、前᮲の目ⓗを㐩成するためにᚲせが࠶るときは、乙にᑐして、⤥㟁㌴୧㈚せㄳ

書（➨１号ᵝᘧ）によࡾ⤥㟁㌴୧の㈚をせㄳすることができる。このሙྜに࠾いて、せㄳを

かに甲にࡸ㏿いてࡘた乙は、㈚することがྍ⬟な⤥㟁㌴୧を☜ㄆし、せㄳにಀるᑐᛂにࡅཷ

ᑐして㐃⤡するものとする。 

２ 前項のつ定にかかࢃらࡎ、⥭ᛴをせするሙྜには、甲はཱྀ㢌でせㄳし、事後㏿ࡸ 

かにᙜヱせㄳ書をᥦ出するものとする。 

（協力） 

第㸱条 乙は、前᮲のつ定によるせㄳをཷࡅたときは、ྍ⬟な⠊ᅖに࠾いてᛂࡎるものとする。 

（⤥㟁㌴୧） 

第㸲条 ➨２᮲のつ定によるせㄳをཷࡅ、乙が㈚する⤥㟁㌴୧は、乙がᡤ有する࣮ࣞࣥ࢝ࢱ及

び♫⏝㌴୧とし、㸿㹁１㸮㸮㹔（１㸳㸮㸮㹕）のࢺࣥࢭࣥࢥ（以ୗࠖࢺࣥࢭࣥࢥࠕとい࠺。）

を╔している㌴୧とする。 

２ 乙が㈚するྎᩘは㸳ྎまでとする。ただし、甲がࡑれ以上に⤥㟁㌴୧がᚲせで࠶ると申し

出たሙྜは甲乙協議の上、ྎᩘを決定するものとする。 

３ 甲は、乙から㈚をཷࡅる⤥㟁㌴୧の㌴✀、ࢺࣥࢭࣥࢥのᩘ➼にࡘいて、ᣦ定できないもの

とする。 

（ᘬΏし） 

第㸳条 乙は、➨２᮲のつ定によるせㄳをཷࡅ、⤥㟁㌴୧を㈚するሙྜは、甲のᣦ定するሙᡤ

に㐠ᦙし、甲がᣦ定する⪅の❧いのୗ、㌴✀、ᩘ 㔞➼を☜ㄆの上、甲にᘬきΏすものとする。 

２ 乙は、前項のつ定によࡾ⤥㟁㌴୧のᘬΏしを⾜࠺ሙྜは、甲にᑐして㈚した⤥㟁㌴୧のෆ

ᐜを記㍕した書㠃をᥦ出するものとする。 

３ 乙は、➨１項のつ定によࡾ、⤥㟁㌴୧のᘬΏしを⾜࠺㝿に、➨㸶᮲➨２項につ定する保㝤の

ዎ⣙書のしな保㝤ෆᐜが☜ㄆできるものを甲にᥦ出するものとする。 

（㈚期間） 

第㸴条 ⤥㟁㌴୧の㈚期間（以ୗࠕ㈚期間 とࠖい࠺。）は、つᶍ㟁が᮰するまでとし、

ヲ⣽な期間は甲乙協議の上、決定するものとする。 

（㏉༷） 

第㸵条 ㈚期間が⤊了したሙྜ、甲は、㏿ࡸかに㈚をཷࡅた⤥㟁㌴୧を乙にᑐして㏉༷する

ものとする。 

２ 甲が㏉༷を⾜࠺ሙྜのሙᡤ、日➼は、甲乙協議の上、決定するものとする。 

（㈝⏝㈇ᢸ） 

第㸶条 ⤥㟁㌴୧のᥦ౪にಀる㈝⏝にࡘいては、乙が㈇ᢸするものとする。ただし、㈚期間中

の⤥㟁㌴୧の⏝にಀる⇞ᩱにࡘいては、甲が㈇ᢸするものとする。 

２ 乙は、甲に㈚する⤥㟁㌴୧にᑐし⮬㈺㈐保㝤及び௵ព保㝤（以ୗ、⥲じてࠕ保㝤 とࠖい࠺。）

にຍධし、ࡑの㈝⏝は乙が㈇ᢸする。 

３ 甲の㈐によࡾ保㝤を㐺⏝したሙྜ、保㝤ዎ⣙の定めによࡾ、甲は乙にᑐしてච㈐㔠㢠をᨭᡶ
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２ 乙は、甲に㈚する⤥㟁㌴୧にᑐし⮬㈺㈐保㝤及び௵ព保㝤（以ୗ、⥲じてࠕ保㝤 とࠖい࠺。）

にຍධし、ࡑの㈝⏝は乙が㈇ᢸする。 

３ 甲の㈐によࡾ保㝤を㐺⏝したሙྜ、保㝤ዎ⣙の定めによࡾ、甲は乙にᑐしてච㈐㔠㢠をᨭᡶ

 。ものとする࠺

㸲 甲は、前項のつ定にᇶ࡙ࡃㄳồがࡗ࠶たときは、甲乙協議の上定めた期日までに乙にᨭᡶ࠺

ものとし、ᨭᡶᡭᩘᩱは甲の㈇ᢸとする。 

（ᨾ㞀ᑐᛂ） 

第10条 ㈚期間中にᥦ౪された⤥㟁㌴୧が㒊ရのᾘ⪖➼によࡾᨾ㞀したሙྜのᑐᛂは、甲の

⏝又は⟶⌮に᫂らかな㐣ኻが࠶るሙྜを㝖き、乙が⾜࠺ものとする。ただし、ᙜヱ㐣ኻが᫂

なሙྜは、甲乙協議の上、ᑐᛂするものとする。 

（㈺ൾ） 

第11条 甲は、甲の㈐にᖐすき事⏤によࡾ、㈚をཷࡅた⤥㟁㌴୧にᦆᐖを࠼、又は⁛ኻし

たとき、ࡑの㈺ൾが、乙がຍධする保㝤の㈺ൾ⠊ᅖを㉸࠼るሙྜ、甲は乙にᦆᐖを㈺ൾする。 

（㐃⤡యไ） 

第12条 甲及び乙は、➨２᮲につ定するᡭ⥆をに⾜࠺ため、㐃⤡㈐௵⪅➼を記㍕した協定事

ົᢸᙜ⪅名⡙（➨２号ᵝᘧ）を作成し、┦に☜ㄆするものとする。ᙜヱ㐃⤡㈐௵⪅➼にኚ᭦

が生じたሙྜも、またྠᵝとする。 

（ᖹᖖのྲྀ⤌） 

第13条 乙は、この協定にᇶ࡙ࡃ協力యไがに⾜ࢃれるよ࠺、ᚲせにᛂじて、甲が⾜࠺㜵⅏

カ⦎➼に協力するよ࠺ດめるものとする。 

２ 前項の㜵⅏カ⦎➼のཧຍにಀる㈝⏝は、乙の㈇ᢸとする。 

３ 甲及び乙は、⅏ᐖにࡅ࠾る⤥㟁㌴୧の有効ᛶにࡘいて、ᖹᖖからᗈሗάືにດめるもの

とする。 

（締結期間及び᭦᪂➼） 

第14条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から令和３年３月３１日までとする。ただ

し、この協定の有効期間満了の日から１か月前までに、甲又は乙のいࡎれかがูẁのពᛮ⾲♧

をしないときは、この協定をさらに１年間延長するものとし、以後もྠᵝとする。 

（協議） 

第15条 この協定に定めのない事項及びこの協定のゎ㔘にࡘいて疑義が生じたときは、甲乙協議

の上、決定するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和２年㸷月１日 

 

 

甲 中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長 

 

乙  区Ⱚᾆᅄ丁目㸶番３号 

 ♫東京ᰴᘧࢸࣜࣅࣔࢱࣚࢺ

௦⾲ྲྀ締ᙺ♫長 
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193㸬⅏ᐖࡿࡅ࠾⤥㟁㌴୧㈚㛵ࡿࡍ༠ᐃ᭩㸦ࢫࣅ࣮ࢧࢸࣜࣅࣔࢱࣚࢺ㸧 

㸦ᮏᩥ133࣭407㡫㸧 

 
中央区（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）とࢫࣅ࣮ࢧࢸࣜࣅࣔࢱࣚࢺᰴᘧ♫（以ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）

とは、⅏ᐖにࡅ࠾る⤥㟁㌴୧の㈚に関し、ḟのとࡾ࠾協定を締結する。 

（目ⓗ） 

第㸯条 この協定は、甲の区ᇦෆ（以ୗࠕ区ෆࠖとい࠺。）又はࡑの࿘㎶に࠾いて、つᶍな地

㟈⅏ᐖ、㢼Ỉᐖࡑのの⅏ᐖによࡾ、区ෆでつᶍ㟁➼の㟁力が㊊する事ែがⓎ生し、又

はⓎ生するᜍれが࠶るሙྜ、甲が⾜࠺⅏ᐖᑐᛂᴗົにࡅ࠾る㟁力☜保を、乙の✚ᴟⓗな協力を

ᚓることによࡾ、にᐇすることを目ⓗとする。 

（協力せㄳ） 

第㸰条 甲は、前᮲の目ⓗを㐩成するためにᚲせが࠶るときは、乙にᑐして、⤥㟁㌴୧㈚せㄳ

書（➨１号ᵝᘧ）によࡾ⤥㟁㌴୧の㈚をせㄳすることができる。このሙྜに࠾いて、せㄳを

かに甲にࡸ㏿いてࡘた乙は、㈚することがྍ⬟な⤥㟁㌴୧を☜ㄆし、せㄳにಀるᑐᛂにࡅཷ

ᑐして㐃⤡するものとする。 

２ 前項のつ定にかかࢃらࡎ、⥭ᛴをせするሙྜには、甲はཱྀ㢌でせㄳし、事後㏿ࡸ 

かにᙜヱせㄳ書をᥦ出するものとする。 

（協力） 

第㸱条 乙は、前᮲のつ定によるせㄳをཷࡅたときは、ྍ⬟な⠊ᅖに࠾いてᛂࡎるものとする。 

（⤥㟁㌴୧） 

第㸲条 ➨２᮲のつ定によるせㄳをཷࡅ、乙が㈚する⤥㟁㌴୧は、乙がᡤ有する࣮ࣞࣥ࢝ࢱ及

び♫⏝㌴୧とし、㸿㹁１㸮㸮㹔（１㸳㸮㸮㹕）のࢺࣥࢭࣥࢥ（以ୗࠖࢺࣥࢭࣥࢥࠕとい࠺。）

を╔している㌴୧とする。 

２ 乙が㈚するྎᩘは㸳ྎまでとする。ただし、甲がࡑれ以上に⤥㟁㌴୧がᚲせで࠶ると申し

出たሙྜは甲乙協議の上、ྎᩘを決定するものとする。 

３ 甲は、乙から㈚をཷࡅる⤥㟁㌴୧の㌴✀、ࢺࣥࢭࣥࢥのᩘ➼にࡘいて、ᣦ定できないもの

とする。 

（ᘬΏし） 

第㸳条 乙は、➨２᮲のつ定によるせㄳをཷࡅ、⤥㟁㌴୧を㈚するሙྜは、甲のᣦ定するሙᡤ

に㐠ᦙし、甲がᣦ定する⪅の❧いのୗ、㌴✀、ᩘ 㔞➼を☜ㄆの上、甲にᘬきΏすものとする。 

２ 乙は、前項のつ定によࡾ⤥㟁㌴୧のᘬΏしを⾜࠺ሙྜは、甲にᑐして㈚した⤥㟁㌴୧のෆ

ᐜを記㍕した書㠃をᥦ出するものとする。 

３ 乙は、➨１項のつ定によࡾ、⤥㟁㌴୧のᘬΏしを⾜࠺㝿に、➨㸶᮲➨２項につ定する保㝤の

ዎ⣙書のしな保㝤ෆᐜが☜ㄆできるものを甲にᥦ出するものとする。 

（㈚期間） 

第㸴条 ⤥㟁㌴୧の㈚期間（以ୗࠕ㈚期間 とࠖい࠺。）は、つᶍ㟁が᮰するまでとし、

ヲ⣽な期間は甲乙協議の上、決定するものとする。 

（㏉༷） 

第㸵条 ㈚期間が⤊了したሙྜ、甲は、㏿ࡸかに㈚をཷࡅた⤥㟁㌴୧を乙にᑐして㏉༷する

ものとする。 

２ 甲が㏉༷を⾜࠺ሙྜのሙᡤ、日➼は、甲乙協議の上、決定するものとする。 

（㈝⏝㈇ᢸ） 

第㸶条 ⤥㟁㌴୧のᥦ౪にಀる㈝⏝にࡘいては、乙が㈇ᢸするものとする。ただし、㈚期間中

の⤥㟁㌴୧の⏝にಀる⇞ᩱにࡘいては、甲が㈇ᢸするものとする。 

２ 乙は、甲に㈚する⤥㟁㌴୧にᑐし⮬㈺㈐保㝤及び௵ព保㝤（以ୗ、⥲じてࠕ保㝤 とࠖい࠺。）

にຍධし、ࡑの㈝⏝は乙が㈇ᢸする。 

３ 甲の㈐によࡾ保㝤を㐺⏝したሙྜ、保㝤ዎ⣙の定めによࡾ、甲は乙にᑐしてච㈐㔠㢠をᨭᡶ
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（ᨾ㞀ᑐᛂ） 

第㸷条 ㈚期間中にᥦ౪された⤥㟁㌴୧が㒊ရのᾘ⪖➼によࡾᨾ㞀したሙྜのᑐᛂは、甲の

⏝又は⟶⌮に᫂らかな㐣ኻが࠶るሙྜを㝖き、乙が⾜࠺ものとする。ただし、ᙜヱ㐣ኻが᫂

なሙྜは、甲乙協議の上、ᑐᛂするものとする。 

（㈺ൾ） 

第10条 甲は、甲の㈐にᖐすき事⏤によࡾ、㈚をཷࡅた⤥㟁㌴୧にᦆᐖを࠼、又は⁛ኻし

たとき、ࡑの㈺ൾが、乙がຍධする保㝤の㈺ൾ⠊ᅖを㉸࠼るሙྜ、甲は乙にᦆᐖを㈺ൾする。 

（㐃⤡యไ） 

第11条 甲及び乙は、➨２᮲につ定するᡭ⥆をに⾜࠺ため、㐃⤡㈐௵⪅➼を記㍕した協定事

ົᢸᙜ⪅名⡙（➨２号ᵝᘧ）を作成し、┦に☜ㄆするものとする。ᙜヱ㐃⤡㈐௵⪅➼にኚ᭦

が生じたሙྜも、またྠᵝとする。 

（ᖹᖖのྲྀ⤌） 

第12条 乙は、この協定にᇶ࡙ࡃ協力యไがに⾜ࢃれるよ࠺、ᚲせにᛂじて、甲が⾜࠺㜵⅏

カ⦎➼にཧຍするものとする。 

２ 前項の㜵⅏カ⦎➼のཧຍにಀる㈝⏝は、乙の㈇ᢸとする。 

（締結期間及び᭦᪂➼） 

第13条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から令和３年３月３１日までとする。ただ

し、この協定の有効期間満了の日から１か月前までに、甲又は乙のいࡎれかがูẁのពᛮ⾲♧

をしないときは、この協定をさらに１年間延長するものとし、以後もྠᵝとする。 

（協議） 

第14条 この協定に定めのない事項及びこの協定のゎ㔘にࡘいて疑義が生じたときは、甲乙協議

の上、決定するものとする。 

 

 

この協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和２年㸵月１㸳日 

 

 

甲 中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長 

 

乙 中央区日本ᶫ⏫丁目１２番㸲号 

 ♫ᰴᘧࢫࣅ࣮ࢧࢸࣜࣅࣔࢱࣚࢺ

௦⾲ྲྀ締ᙺ♫長 
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東京都中央区（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）と東京ᾘ㜵ᗇ京ᶫᾘ㜵⨫（以ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）、東京ᾘ

㜵ᗇ日本ᶫᾘ㜵⨫（以ୗࠕࠖとい࠺。）及び東京ᾘ㜵ᗇ⮫ ᾘ㜵⨫（以ୗࠕ丁ࠖとい࠺。）は、

甲のᡤ有する㉳㟈㌴の㐠⏝、⟶⌮➼にࡘいて、㐺ษかࡘに㐠⏝するため、ḟのとࡾ࠾協定を

締結する。 

（㊃᪨） 

第㸯条 この協定は、乙、及び丁が、甲のᡤ有する㉳㟈㌴を㐠㌿し、㉳㟈ᶵ⬟の᧯作をし、及

びྲྀᢅ࠺（区Ẹ、ᚑᴗဨ➼のカ⦎ཧຍ⪅（以ୗࠕカ⦎ཧຍ⪅ࠖとい࠺。）にᑐするᩍ⫱、ᣦᑟ

➼をྵࡴ。以ୗࠕ㐠⏝ࠖとい࠺。）ሙྜに࠾いてᚲせな事項を定めるものとする。 

（㐠⏝のཎ๎） 

第㸰条 甲のᡤ有する㉳㟈㌴の㐠⏝にࡘいては、区Ẹ➼の㜵⅏⾜ື力のྥ上をᅗࡾ、地㟈Ⓨ生

の⿕ᐖを㍍ῶするため、甲୪びに乙、及び丁が┦に協力して㐺ṇかࡘに⾜࠺。 

（㐠⏝区ᇦ） 

第㸱条 ㉳㟈㌴の㐠⏝区ᇦは、中央区の区ᇦෆとする。 

２ 前項のつ定にかかࢃらࡎ、中央区の区ᇦእに࠾いて㉳㟈㌴を㐠⏝するሙྜは、甲୪びに乙、

及び丁協議の上、決定するものとする。 

（㐠⏝᮲௳） 

第㸲条 ㉳㟈㌴を㐠⏝するカ⦎は、ḟのとࡾ࠾とする。 

一 東京都㟈⅏ᑐ⟇᮲例（ᖹ成12年東京都᮲例➨202号）➨41᮲につ定する㜵⅏カ⦎ 

 事ᴗᡤ➼が⾜࠺⮬⾨ᾘ㜵カ⦎ 

୕ 中央区⥲ྜ㜵⅏カ⦎ 

ᅄ 㜵⅏区Ẹ⤌⧊、⏫及び⮬が⾜࠺カ⦎ 

 㜵⅏ᣐⅬ㐠Ⴀጤဨが⾜࠺カ⦎ 

භ 前各号にᥖࡆるもののか、甲がᚲせとㄆめるカ⦎ 

（㐠⏝せ㡿） 

第㸳条 この協定のᐇにᚲせな⣽目にࡘいては、中央区㉳㟈㌴㐠⏝➼に関するせ⥘（ᖹ成19年

３月28日18ࡅ中区㜵➨206号）の定めるとこࢁによる。 

（⥔ᣢ⟶⌮） 

第㸴条 甲は、ே௳㈝を㝖き、㉳㟈㌴の⥔ᣢ⟶⌮及び㐠⏝にせする㈝⏝を㈇ᢸする。 

２ 乙、及び丁は、㉳㟈㌴の⏝前及び⏝後にᚲࡎⅬ᳨を⾜ࢃなࡅれࡤならない。 

３ 乙、及び丁は、㉳㟈㌴の⏝中又はⅬ᳨に࠾いて、ᨾ㞀又はᦆയをⓎぢしたときは㏿ࡸ

かに甲に㐃⤡し、甲はᙜヱᦆയ➼のಟ⌮を⾜ࢃなࡅれࡤならない。 

（㌴୧の保⟶） 

第㸵条 ㉳㟈㌴の保⟶は、甲の⟶⌮タෆとする。 

（㈺ൾ㈐௵） 

第㸶条 ㉳㟈㌴を⏝したカ⦎中に⫋ဨが㈇യ又はṚஸ（以ୗࠕ㈇യ➼ࠖとい࠺。）したሙྜに

ࡒれࡑ、ては乙、及び丁がࡗ࠶ては甲が、乙、及び丁の⫋ဨにࡗ࠶いては、甲の⫋ဨに࠾

れのᦆᐖを㈇ᢸするものとする。 

２ 前項のカ⦎中、甲又は乙、及び丁のᨾព又は㐣ኻ（以ୗࠕ㐣ኻ➼ࠖとい࠺。）によࡾカ⦎

ཧຍ⪅が㈇യ➼したሙྜに࠾いては、甲又は乙、及び丁が、ᙜヱ㈇യ➼のཎᅉとなࡗた㐣ኻ

➼の⛬ᗘにᛂじ、ᦆᐖを㈺ൾするものとする。ただし、甲୪びに乙、及び丁の㐣ኻ➼によら

のᦆᐖを㈇ᢸ（ປാ⪅⅏ᐖ⿵ൾ保㝤が㐺⏝されるሙྜを㝖ࡑに㈇യ➼をしたሙྜは、甲がࡎ

 。するものとする（。ࡃ

３ 乙、及び丁が㉳㟈㌴を㐠⾜しているሙྜに࠾いて、通事ᨾを㉳こしたときは、甲がࡑの

ᦆᐖを㈺ൾするものとする。ただし、ᙜヱ事ᨾのཎᅉが乙、及び丁のᨾព又は㔜な㐣ኻに

よるときは、この㝈ࡾでない。 
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（ᨾ㞀ᑐᛂ） 

第㸷条 ㈚期間中にᥦ౪された⤥㟁㌴୧が㒊ရのᾘ⪖➼によࡾᨾ㞀したሙྜのᑐᛂは、甲の

⏝又は⟶⌮に᫂らかな㐣ኻが࠶るሙྜを㝖き、乙が⾜࠺ものとする。ただし、ᙜヱ㐣ኻが᫂

なሙྜは、甲乙協議の上、ᑐᛂするものとする。 

（㈺ൾ） 

第10条 甲は、甲の㈐にᖐすき事⏤によࡾ、㈚をཷࡅた⤥㟁㌴୧にᦆᐖを࠼、又は⁛ኻし

たとき、ࡑの㈺ൾが、乙がຍධする保㝤の㈺ൾ⠊ᅖを㉸࠼るሙྜ、甲は乙にᦆᐖを㈺ൾする。 

（㐃⤡యไ） 

第11条 甲及び乙は、➨２᮲につ定するᡭ⥆をに⾜࠺ため、㐃⤡㈐௵⪅➼を記㍕した協定事

ົᢸᙜ⪅名⡙（➨２号ᵝᘧ）を作成し、┦に☜ㄆするものとする。ᙜヱ㐃⤡㈐௵⪅➼にኚ᭦

が生じたሙྜも、またྠᵝとする。 

（ᖹᖖのྲྀ⤌） 

第12条 乙は、この協定にᇶ࡙ࡃ協力యไがに⾜ࢃれるよ࠺、ᚲせにᛂじて、甲が⾜࠺㜵⅏

カ⦎➼にཧຍするものとする。 

２ 前項の㜵⅏カ⦎➼のཧຍにಀる㈝⏝は、乙の㈇ᢸとする。 

（締結期間及び᭦᪂➼） 

第13条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から令和３年３月３１日までとする。ただ

し、この協定の有効期間満了の日から１か月前までに、甲又は乙のいࡎれかがูẁのពᛮ⾲♧

をしないときは、この協定をさらに１年間延長するものとし、以後もྠᵝとする。 

（協議） 

第14条 この協定に定めのない事項及びこの協定のゎ㔘にࡘいて疑義が生じたときは、甲乙協議

の上、決定するものとする。 

 

 

この協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和２年㸵月１㸳日 

 

 

甲 中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長 

 

乙 中央区日本ᶫ⏫丁目１２番㸲号 

 ♫ᰴᘧࢫࣅ࣮ࢧࢸࣜࣅࣔࢱࣚࢺ

௦⾲ྲྀ締ᙺ♫長 
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東京都中央区（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）と東京ᾘ㜵ᗇ京ᶫᾘ㜵⨫（以ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）、東京ᾘ

㜵ᗇ日本ᶫᾘ㜵⨫（以ୗࠕࠖとい࠺。）及び東京ᾘ㜵ᗇ⮫ ᾘ㜵⨫（以ୗࠕ丁ࠖとい࠺。）は、

甲のᡤ有する㉳㟈㌴の㐠⏝、⟶⌮➼にࡘいて、㐺ษかࡘに㐠⏝するため、ḟのとࡾ࠾協定を

締結する。 

（㊃᪨） 

第㸯条 この協定は、乙、及び丁が、甲のᡤ有する㉳㟈㌴を㐠㌿し、㉳㟈ᶵ⬟の᧯作をし、及

びྲྀᢅ࠺（区Ẹ、ᚑᴗဨ➼のカ⦎ཧຍ⪅（以ୗࠕカ⦎ཧຍ⪅ࠖとい࠺。）にᑐするᩍ⫱、ᣦᑟ

➼をྵࡴ。以ୗࠕ㐠⏝ࠖとい࠺。）ሙྜに࠾いてᚲせな事項を定めるものとする。 

（㐠⏝のཎ๎） 

第㸰条 甲のᡤ有する㉳㟈㌴の㐠⏝にࡘいては、区Ẹ➼の㜵⅏⾜ື力のྥ上をᅗࡾ、地㟈Ⓨ生

の⿕ᐖを㍍ῶするため、甲୪びに乙、及び丁が┦に協力して㐺ṇかࡘに⾜࠺。 

（㐠⏝区ᇦ） 

第㸱条 ㉳㟈㌴の㐠⏝区ᇦは、中央区の区ᇦෆとする。 

２ 前項のつ定にかかࢃらࡎ、中央区の区ᇦእに࠾いて㉳㟈㌴を㐠⏝するሙྜは、甲୪びに乙、

及び丁協議の上、決定するものとする。 

（㐠⏝᮲௳） 

第㸲条 ㉳㟈㌴を㐠⏝するカ⦎は、ḟのとࡾ࠾とする。 

一 東京都㟈⅏ᑐ⟇᮲例（ᖹ成12年東京都᮲例➨202号）➨41᮲につ定する㜵⅏カ⦎ 

 事ᴗᡤ➼が⾜࠺⮬⾨ᾘ㜵カ⦎ 

୕ 中央区⥲ྜ㜵⅏カ⦎ 

ᅄ 㜵⅏区Ẹ⤌⧊、⏫及び⮬が⾜࠺カ⦎ 

 㜵⅏ᣐⅬ㐠Ⴀጤဨが⾜࠺カ⦎ 

භ 前各号にᥖࡆるもののか、甲がᚲせとㄆめるカ⦎ 

（㐠⏝せ㡿） 

第㸳条 この協定のᐇにᚲせな⣽目にࡘいては、中央区㉳㟈㌴㐠⏝➼に関するせ⥘（ᖹ成19年

３月28日18ࡅ中区㜵➨206号）の定めるとこࢁによる。 

（⥔ᣢ⟶⌮） 

第㸴条 甲は、ே௳㈝を㝖き、㉳㟈㌴の⥔ᣢ⟶⌮及び㐠⏝にせする㈝⏝を㈇ᢸする。 

２ 乙、及び丁は、㉳㟈㌴の⏝前及び⏝後にᚲࡎⅬ᳨を⾜ࢃなࡅれࡤならない。 

３ 乙、及び丁は、㉳㟈㌴の⏝中又はⅬ᳨に࠾いて、ᨾ㞀又はᦆയをⓎぢしたときは㏿ࡸ

かに甲に㐃⤡し、甲はᙜヱᦆയ➼のಟ⌮を⾜ࢃなࡅれࡤならない。 

（㌴୧の保⟶） 

第㸵条 ㉳㟈㌴の保⟶は、甲の⟶⌮タෆとする。 

（㈺ൾ㈐௵） 

第㸶条 ㉳㟈㌴を⏝したカ⦎中に⫋ဨが㈇യ又はṚஸ（以ୗࠕ㈇യ➼ࠖとい࠺。）したሙྜに

ࡒれࡑ、ては乙、及び丁がࡗ࠶ては甲が、乙、及び丁の⫋ဨにࡗ࠶いては、甲の⫋ဨに࠾

れのᦆᐖを㈇ᢸするものとする。 

２ 前項のカ⦎中、甲又は乙、及び丁のᨾព又は㐣ኻ（以ୗࠕ㐣ኻ➼ࠖとい࠺。）によࡾカ⦎

ཧຍ⪅が㈇യ➼したሙྜに࠾いては、甲又は乙、及び丁が、ᙜヱ㈇യ➼のཎᅉとなࡗた㐣ኻ

➼の⛬ᗘにᛂじ、ᦆᐖを㈺ൾするものとする。ただし、甲୪びに乙、及び丁の㐣ኻ➼によら

のᦆᐖを㈇ᢸ（ປാ⪅⅏ᐖ⿵ൾ保㝤が㐺⏝されるሙྜを㝖ࡑに㈇യ➼をしたሙྜは、甲がࡎ

 。するものとする（。ࡃ

３ 乙、及び丁が㉳㟈㌴を㐠⾜しているሙྜに࠾いて、通事ᨾを㉳こしたときは、甲がࡑの

ᦆᐖを㈺ൾするものとする。ただし、ᙜヱ事ᨾのཎᅉが乙、及び丁のᨾព又は㔜な㐣ኻに

よるときは、この㝈ࡾでない。 
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（協議） 

第㸷条 この協定の各᮲項のゎ㔘にࡘいて疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項に

 。の都ᗘ、甲୪びに乙、及び丁協議の上、定めるものとするࡑ、いてはࡘ

（᭦᪂） 

第10条 この協定書の有効期㝈は、㉳㟈㌴の㐠⏝㛤ጞの日からᖹ成20年３月31日までとする。た

だし、期間満了の２か月前までに、甲又は乙、及び丁からኚ᭦➼の申出がないሙྜは、ྠ一

ෆᐜでさらに１年間᭦᪂するものとし、以後はྠᵝとする。 

 

甲୪びに乙、及び丁とは、本書を㸲通作成し、ࡑれࡒれ記名押印の上、ࡑの１通を保有する。 

 

  ᖹ成19年３月28日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

௦⾲⪅ 中央区長 

 

乙 東京都中央区ඵ丁ᇼᅄ丁目１番㸳号 

東京ᾘ㜵ᗇ京ᶫᾘ㜵⨫ 

௦⾲⪅ 東京ᾘ㜵ᗇ京ᶫᾘ㜵⨫長 

 

 東京都中央区日本ᶫණ⏫14番12号 

東京ᾘ㜵ᗇ日本ᶫᾘ㜵⨫ 

௦⾲⪅ 東京ᾘ㜵ᗇ日本ᶫᾘ㜵⨫長 

 

丁  東京都中央区き丁目１番23号 

 東京ᾘ㜵ᗇ⮫ ᾘ㜵⨫ 

௦⾲⪅ 東京ᾘ㜵ᗇ⮫ ᾘ㜵⨫長 
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195㸬୰ኸ༊㉳㟈㌴㐠⏝➼㛵ࡿࡍせ⥘ 
 

（目ⓗ） 

➨１᮲ このせ⥘は、東京ᾘ㜵ᗇ京ᶫᾘ㜵⨫、東京ᾘ㜵ᗇ日本ᶫᾘ㜵⨫及び東京ᾘ㜵ᗇ⮫ ᾘ

㜵⨫（以ୗࠕᾘ㜵⨫ࠖとい࠺。）が中央区（以ୗࠕ区ࠖとい࠺。）のᡤ有する㉳㟈㌴を㐠⏝する

に࠶たࡾ、ᚲせな事項を定め、もࡗて㉳㟈㌴のな㐠⏝に㈨することを目ⓗとする。 

（申ㄳᡭ⥆） 

➨２᮲ ㉳㟈㌴を⏝しよ࠺とする⪅は、ู記➨１号ᵝᘧによる㉳㟈㌴⏝申ㄳ書（ึ期ᾘⅆ

カ⦎ᐇィ⏬書及び⮬⾨ᾘ㜵カ⦎通▱書をᥦ出したሙྜは┬␎。）によࡾ区長に申ㄳするもの

とする。 

２ 前項の申ㄳ書は、区又はᾘ㜵⨫でཷࡅࡅるものとする。 

３ 区長は、➨１項の申ㄳがࡗ࠶たときは、ཎ๎、ཷࡅ㡰によࡾ⏝のᢎㄆをするものとす

るが、⏝する日が㔜」するሙྜは、区及びᾘ㜵⨫┦の協議によࡾኚ᭦することができる。 

㸲 ⏝のᢎㄆ後、区は、ู記➨２号ᵝᘧによる㉳㟈㌴⏝ཷ⟶⌮⡙に、申ㄳ⪅（ᅋయ名）、

⏝間及び⏝ሙᡤ➼のᚲせ事項を記ධする。 

（㐠⏝間） 

➨３᮲ ㉳㟈㌴の㐠⏝は、༗前㸷から༗後㸳までとする。ただし、区長がᚲせとㄆめるሙ

ྜは、この㝈ࡾでない。 

（㐠⏝ఇṆ） 

➨㸲᮲ ㉳㟈㌴の㐠⏝ఇṆ日は、ḟのとࡾ࠾とする。 

 一 １月１日からྠ月３日まで 

  12月29日からྠ月31日まで 

２ 区長は、ḟの各号のいࡎれかにヱᙜするሙྜは、⮫に㉳㟈㌴の㐠⏝をఇṆすることがで

きる。 

 一 ᾘ㜵⨫から㐠⏝ఇṆの申出がࡾ࠶、区長がㄆめるሙྜ 

  ㌴᳨➼の定期Ⅼ᳨ᩚഛ及びᨾ㞀➼のಟ⌮によるሙྜ 

 ୕ 前号にᥖࡆるもののか、区長がࡴࡸをᚓないとㄆめるሙྜ 

３ 前項（➨一号を㝖ࡃ。）によるሙྜ、区は、㐠⏝ఇṆ期間、㐠⏝㛤日にࡘいて㐜なࡃ

ᾘ㜵⨫に㐃⤡する。 

（Ⅼ᳨及び⇞ᩱ⿵⤥） 

➨㸳᮲ ᾘ㜵⨫は、㉳㟈㌴の⏝前後にู記➨３号ᵝᘧによる㉳㟈㌴㐠⏝結ᯝሗ࿌書によࡾⅬ

᳨しなࡅれࡤならない。 

２ ᾘ㜵⨫は、ᖖ、㉳㟈㌴の⇞ᩱࢡࣥࢱᐜ㔞の２ศの１以上の⇞ᩱを☜保して࠾かなࡅれࡤ

ならない。 

（保⟶ሙᡤ➼） 

➨㸴᮲ ㉳㟈㌴の保⟶ሙᡤは、ḟのとࡾ࠾とする。 

 中央Ύᤲ事ົᡤᬕᾏ事ᴗᡤ➼」ྜタ 中央Ύᤲ事ົᡤᬕᾏ事ᴗᡤ１㝵ᩚഛᕤሙෆ 

 東京都中央区ᬕᾏ丁目２番３号 

（ሗ࿌） 

➨㸵᮲ ᾘ㜵⨫は、㉳㟈㌴を㐠⏝したときは、㐠⏝をした日から３日以ෆにู記➨３号ᵝᘧに

よる㉳㟈㌴㐠⏝結ᯝሗ࿌書によࡾ区長にሗ࿌しなࡅれࡤならない。 

㝃๎ 

このせ⥘は、ᖹ成19年㸲月１日から⾜する。 

㝃๎ 

このせ⥘は、令和㸳年12月11日から⾜する。 
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（協議） 

第㸷条 この協定の各᮲項のゎ㔘にࡘいて疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項に

 。の都ᗘ、甲୪びに乙、及び丁協議の上、定めるものとするࡑ、いてはࡘ

（᭦᪂） 

第10条 この協定書の有効期㝈は、㉳㟈㌴の㐠⏝㛤ጞの日からᖹ成20年３月31日までとする。た

だし、期間満了の２か月前までに、甲又は乙、及び丁からኚ᭦➼の申出がないሙྜは、ྠ一

ෆᐜでさらに１年間᭦᪂するものとし、以後はྠᵝとする。 

 

甲୪びに乙、及び丁とは、本書を㸲通作成し、ࡑれࡒれ記名押印の上、ࡑの１通を保有する。 

 

  ᖹ成19年３月28日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

௦⾲⪅ 中央区長 

 

乙 東京都中央区ඵ丁ᇼᅄ丁目１番㸳号 

東京ᾘ㜵ᗇ京ᶫᾘ㜵⨫ 

௦⾲⪅ 東京ᾘ㜵ᗇ京ᶫᾘ㜵⨫長 

 

 東京都中央区日本ᶫණ⏫14番12号 

東京ᾘ㜵ᗇ日本ᶫᾘ㜵⨫ 

௦⾲⪅ 東京ᾘ㜵ᗇ日本ᶫᾘ㜵⨫長 

 

丁  東京都中央区き丁目１番23号 

 東京ᾘ㜵ᗇ⮫ ᾘ㜵⨫ 

௦⾲⪅ 東京ᾘ㜵ᗇ⮫ ᾘ㜵⨫長 
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195㸬୰ኸ༊㉳㟈㌴㐠⏝➼㛵ࡿࡍせ⥘ 
 

（目ⓗ） 

➨１᮲ このせ⥘は、東京ᾘ㜵ᗇ京ᶫᾘ㜵⨫、東京ᾘ㜵ᗇ日本ᶫᾘ㜵⨫及び東京ᾘ㜵ᗇ⮫ ᾘ

㜵⨫（以ୗࠕᾘ㜵⨫ࠖとい࠺。）が中央区（以ୗࠕ区ࠖとい࠺。）のᡤ有する㉳㟈㌴を㐠⏝する

に࠶たࡾ、ᚲせな事項を定め、もࡗて㉳㟈㌴のな㐠⏝に㈨することを目ⓗとする。 

（申ㄳᡭ⥆） 

➨２᮲ ㉳㟈㌴を⏝しよ࠺とする⪅は、ู記➨１号ᵝᘧによる㉳㟈㌴⏝申ㄳ書（ึ期ᾘⅆ

カ⦎ᐇィ⏬書及び⮬⾨ᾘ㜵カ⦎通▱書をᥦ出したሙྜは┬␎。）によࡾ区長に申ㄳするもの

とする。 

２ 前項の申ㄳ書は、区又はᾘ㜵⨫でཷࡅࡅるものとする。 

３ 区長は、➨１項の申ㄳがࡗ࠶たときは、ཎ๎、ཷࡅ㡰によࡾ⏝のᢎㄆをするものとす

るが、⏝する日が㔜」するሙྜは、区及びᾘ㜵⨫┦の協議によࡾኚ᭦することができる。 

㸲 ⏝のᢎㄆ後、区は、ู記➨２号ᵝᘧによる㉳㟈㌴⏝ཷ⟶⌮⡙に、申ㄳ⪅（ᅋయ名）、

⏝間及び⏝ሙᡤ➼のᚲせ事項を記ධする。 

（㐠⏝間） 

➨３᮲ ㉳㟈㌴の㐠⏝は、༗前㸷から༗後㸳までとする。ただし、区長がᚲせとㄆめるሙ

ྜは、この㝈ࡾでない。 

（㐠⏝ఇṆ） 

➨㸲᮲ ㉳㟈㌴の㐠⏝ఇṆ日は、ḟのとࡾ࠾とする。 

 一 １月１日からྠ月３日まで 

  12月29日からྠ月31日まで 

２ 区長は、ḟの各号のいࡎれかにヱᙜするሙྜは、⮫に㉳㟈㌴の㐠⏝をఇṆすることがで

きる。 

 一 ᾘ㜵⨫から㐠⏝ఇṆの申出がࡾ࠶、区長がㄆめるሙྜ 

  ㌴᳨➼の定期Ⅼ᳨ᩚഛ及びᨾ㞀➼のಟ⌮によるሙྜ 

 ୕ 前号にᥖࡆるもののか、区長がࡴࡸをᚓないとㄆめるሙྜ 

３ 前項（➨一号を㝖ࡃ。）によるሙྜ、区は、㐠⏝ఇṆ期間、㐠⏝㛤日にࡘいて㐜なࡃ

ᾘ㜵⨫に㐃⤡する。 

（Ⅼ᳨及び⇞ᩱ⿵⤥） 

➨㸳᮲ ᾘ㜵⨫は、㉳㟈㌴の⏝前後にู記➨３号ᵝᘧによる㉳㟈㌴㐠⏝結ᯝሗ࿌書によࡾⅬ

᳨しなࡅれࡤならない。 

２ ᾘ㜵⨫は、ᖖ、㉳㟈㌴の⇞ᩱࢡࣥࢱᐜ㔞の２ศの１以上の⇞ᩱを☜保して࠾かなࡅれࡤ

ならない。 

（保⟶ሙᡤ➼） 

➨㸴᮲ ㉳㟈㌴の保⟶ሙᡤは、ḟのとࡾ࠾とする。 

 中央Ύᤲ事ົᡤᬕᾏ事ᴗᡤ➼」ྜタ 中央Ύᤲ事ົᡤᬕᾏ事ᴗᡤ１㝵ᩚഛᕤሙෆ 

 東京都中央区ᬕᾏ丁目２番３号 

（ሗ࿌） 

➨㸵᮲ ᾘ㜵⨫は、㉳㟈㌴を㐠⏝したときは、㐠⏝をした日から３日以ෆにู記➨３号ᵝᘧに

よる㉳㟈㌴㐠⏝結ᯝሗ࿌書によࡾ区長にሗ࿌しなࡅれࡤならない。 

㝃๎ 

このせ⥘は、ᖹ成19年㸲月１日から⾜する。 

㝃๎ 

このせ⥘は、令和㸳年12月11日から⾜する。 
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196㸬⅏ᐖࡿࡅ࠾୰ኸ༊୰ኸ༊ㆤಖ㝤ࢫࣅ࣮ࢧᴗ⪅㐃⤡༠㆟ࡢ 

せㆤ㧗㱋⪅ࡢᏳྰ☜ㄆ➼㛵ࡿࡍ༠ᐃ᭩㸦ᮏᩥ254㡫㸧 

 

中央区（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）と中央区ㆤ保㝤ࢫࣅ࣮ࢧ事ᴗ⪅㐃⤡協議（以ୗࠕ乙ࠖとい

 。協定を締結するࡾ࠾るせㆤ㧗㱋⪅のᏳྰ☜ㄆ➼に関し、ḟのとࡅ࠾とは、⅏ᐖに（。࠺

 

（目ⓗ） 

➨１᮲ この協定は、中央区の区ᇦෆ（以ୗࠕ区ෆࠖとい࠺。）で⅏ᐖがⓎ生したሙྜに、甲が

乙の協力をᚓて⾜࠺区ෆのᒃᏯㆤࢫࣅ࣮ࢧ⏝⪅のᏳྰの☜ㄆ、ᒃᏯㆤࢫࣅ࣮ࢧのᥦ౪➼

をにᐇするためにᚲせな事項を定めることを目ⓗとする。 

（定義） 

➨２᮲ この協定に࠾いて、ḟの各号にᥖࡆる⏝ㄒのព義は、ࡑれࡒれᙜヱ各号に定めるとこࢁ

による。 

一 ⅏ᐖ 区ෆにࡅ࠾る㟈ᗘ㸳ᙉ以上の地㟈をい࠺。 

 せㆤ㧗㱋⪅ ㆤ保㝤ἲ（ᖹ成㸷年ἲᚊ➨123号）➨19᮲につ定するせㆤㄆ定又はせᨭ

ㄆ定をཷࡅている⪅をい࠺。 

（協力） 

➨３᮲ 乙は、⅏ᐖがⓎ生したときは、本協定の目ⓗに㈶ྠする乙にຍධする各事ᴗ⪅（以ୗࠕ事

ᴗ⪅ࠖとい࠺。）が、ᙜヱ事ᴗ⪅のᴗົにᨭ㞀のない⠊ᅖで区ෆのᒃᏯㆤࢫࣅ࣮ࢧ⏝⪅の

Ᏻྰの☜ㄆ、ᒃᏯㆤࢫࣅ࣮ࢧのᥦ౪➼をᐇするため、甲に協力するものとする。 

（Ᏻྰの☜ㄆ➼） 

➨㸲᮲ 乙は、⅏ᐖがⓎ生したときは、事ᴗ⪅にᙜヱ事ᴗᡤのᒃᏯㆤࢫࣅ࣮ࢧを⏝する区ෆ

にఫᡤを有するせㆤ㧗㱋⪅（以ୗࠕ⏝⪅ࠖとい࠺。）のᏳྰを☜ㄆさࡏるものとする。 

２ 乙は、事ᴗ⪅が前項につ定するᏳྰ☜ㄆをしたときは、ࡑの結ᯝにࡘいて、ᙜヱ事ᴗ⪅をし

て甲にሗ࿌さࡏるものとする。 

３ 前項のつ定によるሗ࿌は、ู記の事項を記㍕した書㢮を甲が区ෆにタ⨨する࠾としよࡾ┦ㄯ

ㆤ保㝤ἲ（ᖹ成㸷年ἲᚊ➨123号）➨１１㸳᮲の㸲㸴➨１項につ定する地ᇦໟᣓ）࣮ࢱࣥࢭ

ᨭ࣮ࢱࣥࢭをい࠺。以ୗྠじ。）にᥦ出（㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ又は࣑ࣜࢩࢡࣇによる㏦ಙをྵࡴ。）

することによ࠺⾜ࡾものとする。 

㸲 乙は、⅏ᐖがⓎ生したときは、事ᴗ⪅に、⏝⪅の㑊㞴ᡤの㑊㞴ㄏᑟ（ᩆ出及びᩆຓをྵ

 。るものとするࡏをさ（。ࡴ

 （ᥦ౪ࢫࣅ࣮ࢧ）

➨㸳᮲ 甲は、前᮲➨２項のつ定によࡾሗ࿌されたෆᐜをྲྀࡾまとめ、事ᴗ⪅にᑐしてᏳྰ☜ㄆ

結ᯝ➼のሗᥦ౪を⾜࠺こととする。 

２ 乙は、前項のつ定によࡾ甲からᥦ౪されたሗをもとに事ᴗ⪅にᒃᏯㆤᨭ、ゼၥㆤ、

ゼၥධᾎㆤ、ゼၥ┳ㆤ、ゼၥࣜࡑࣥࣙࢩ࣮ࢸࣜࣅࣁののᒃᏯㆤࢫࣅ࣮ࢧを㏿ࡸかにᥦ౪

さࡏるものとする。 

３ 乙は、甲からせㄳがࡗ࠶たときは、事ᴗ⪅に、甲が㛤タする⚟♴㑊㞴ᡤにࡅ࠾るᒃᏯㆤࢧ

 。るものとするࡏのᥦ౪に協力さࢫࣅ࣮

（事ᴗ⪅一ぴ） 

➨㸴᮲ 乙は、事ᴗ⪅の一ぴを作成し、甲にᥦ出するものとする。 

２ 乙は、前項の一ぴにኚ᭦が生じたときは、㏿ࡸかに、甲にᒆࡅ出るものとする。 

（㈝⏝㈇ᢸ） 

➨㸵᮲ 甲は、事ᴗ⪅が➨㸳᮲につ定するᒃᏯㆤࢫࣅ࣮ࢧにせした⤒㈝（ㆤ保㝤ἲ➨１㸶᮲

につ定する保㝤⤥のᑐ㇟となるࢫࣅ࣮ࢧを㝖ࡃ。）を㈇ᢸするものとする。 

（ᦆᐖ⿵ൾ） 

➨㸶᮲ 甲は、ᒃᏯㆤࢫࣅ࣮ࢧのᥦ౪にᚑ事した事ᴗ⪅のᚑᴗဨがᙜヱᒃᏯࢫࣅ࣮ࢧのᥦ౪に
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㉳ᅉして㈇യし、ⱝしࡃはにかかࡾ、又はṚஸしたときは、甲が、⅏ᐖに㝿しᛂᛴᥐ⨨の

ᴗົ➼にᚑ事した⪅にಀるᦆᐖ⿵ൾに関する᮲例（和38年３月中央区᮲例➨15号）の⠊ᅖෆ

に࠾いて、ᦆᐖ⿵ൾを⾜࠺ものとする。 

（⅏ᐖሗ㐃⤡యไのᩚഛ） 

➨㸷᮲ 甲及び乙は、⅏ᐖに関するሗの㐃⤡యไを協議の上ᩚഛするため、ᙜヱᩚഛに関する

᪉⟇にࡘいて協議し、ู㏵、定めるものとする。 

（ሗの） 

➨１㸮᮲ 甲及び乙は、┦の㜵⅏ィ⏬の≧ἣ及び協力せㄳ事項に関し、ᚲせにᛂじてሗの

を⾜࠺。 

（Ᏺ⛎義ົ➼） 

➨１１᮲ 乙は、➨㸲᮲につ定するᏳྰ☜ㄆ➼及び➨㸳᮲につ定するࢫࣅ࣮ࢧᥦ౪によࡾ▱ࡾᚓ

たಶேሗを、甲及び事ᴗ⪅以እの⪅に₃らしてはならない。この協定の満了後にࡘいても、

またྠᵝとする。 

２ 乙は、前項につ定するಶேሗを甲のᣦ♧する目ⓗ以እに、⏝し、及び➨୕⪅（事ᴗ⪅を

㝖ࡃ。）にᥦ౪してはならない。 

３ 乙は、事ᴗ⪅にᑐして、前２項のつ定に㡰じたྲྀᢅいをさࡏなࡅれࡤならない。 

（協議） 

➨１２᮲ この協定書に定めのない事項及びこの協定書に関し疑義が生じたときは、甲及び乙が

ㄔពをもࡗて協議し、決定する。 

（期間） 

➨１３᮲ この協定の有効期間は、協定締結の日からᖹ成２㸵年㸴月３㸮日までとする。ただし、

期間満了の３か月前までに、甲又は乙からの書㠃によるゎ⣙の申出がないときは、本協定は᭦

に１年間᭦᪂されるものとし、以後もྠᵝとする。 

 

上記の協定の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、ࡑれࡒれ１通を保有する。 

 

   ᖹ成２㸴年㸵月１日 

  

                甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

                   中央区  

                  中央区長  

 

                乙 東京都中央区築地一丁目１番１号 

                  中央区ㆤ保㝤ࢫࣅ࣮ࢧ事ᴗ⪅㐃⤡協議 

                  長  
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196㸬⅏ᐖࡿࡅ࠾୰ኸ༊୰ኸ༊ㆤಖ㝤ࢫࣅ࣮ࢧᴗ⪅㐃⤡༠㆟ࡢ 

せㆤ㧗㱋⪅ࡢᏳྰ☜ㄆ➼㛵ࡿࡍ༠ᐃ᭩㸦ᮏᩥ254㡫㸧 

 

中央区（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）と中央区ㆤ保㝤ࢫࣅ࣮ࢧ事ᴗ⪅㐃⤡協議（以ୗࠕ乙ࠖとい

 。協定を締結するࡾ࠾るせㆤ㧗㱋⪅のᏳྰ☜ㄆ➼に関し、ḟのとࡅ࠾とは、⅏ᐖに（。࠺

 

（目ⓗ） 

➨１᮲ この協定は、中央区の区ᇦෆ（以ୗࠕ区ෆࠖとい࠺。）で⅏ᐖがⓎ生したሙྜに、甲が

乙の協力をᚓて⾜࠺区ෆのᒃᏯㆤࢫࣅ࣮ࢧ⏝⪅のᏳྰの☜ㄆ、ᒃᏯㆤࢫࣅ࣮ࢧのᥦ౪➼

をにᐇするためにᚲせな事項を定めることを目ⓗとする。 

（定義） 

➨２᮲ この協定に࠾いて、ḟの各号にᥖࡆる⏝ㄒのព義は、ࡑれࡒれᙜヱ各号に定めるとこࢁ

による。 

一 ⅏ᐖ 区ෆにࡅ࠾る㟈ᗘ㸳ᙉ以上の地㟈をい࠺。 

 せㆤ㧗㱋⪅ ㆤ保㝤ἲ（ᖹ成㸷年ἲᚊ➨123号）➨19᮲につ定するせㆤㄆ定又はせᨭ

ㄆ定をཷࡅている⪅をい࠺。 

（協力） 

➨３᮲ 乙は、⅏ᐖがⓎ生したときは、本協定の目ⓗに㈶ྠする乙にຍධする各事ᴗ⪅（以ୗࠕ事

ᴗ⪅ࠖとい࠺。）が、ᙜヱ事ᴗ⪅のᴗົにᨭ㞀のない⠊ᅖで区ෆのᒃᏯㆤࢫࣅ࣮ࢧ⏝⪅の

Ᏻྰの☜ㄆ、ᒃᏯㆤࢫࣅ࣮ࢧのᥦ౪➼をᐇするため、甲に協力するものとする。 

（Ᏻྰの☜ㄆ➼） 

➨㸲᮲ 乙は、⅏ᐖがⓎ生したときは、事ᴗ⪅にᙜヱ事ᴗᡤのᒃᏯㆤࢫࣅ࣮ࢧを⏝する区ෆ

にఫᡤを有するせㆤ㧗㱋⪅（以ୗࠕ⏝⪅ࠖとい࠺。）のᏳྰを☜ㄆさࡏるものとする。 

２ 乙は、事ᴗ⪅が前項につ定するᏳྰ☜ㄆをしたときは、ࡑの結ᯝにࡘいて、ᙜヱ事ᴗ⪅をし

て甲にሗ࿌さࡏるものとする。 

３ 前項のつ定によるሗ࿌は、ู記の事項を記㍕した書㢮を甲が区ෆにタ⨨する࠾としよࡾ┦ㄯ

ㆤ保㝤ἲ（ᖹ成㸷年ἲᚊ➨123号）➨１１㸳᮲の㸲㸴➨１項につ定する地ᇦໟᣓ）࣮ࢱࣥࢭ

ᨭ࣮ࢱࣥࢭをい࠺。以ୗྠじ。）にᥦ出（㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ又は࣑ࣜࢩࢡࣇによる㏦ಙをྵࡴ。）

することによ࠺⾜ࡾものとする。 

㸲 乙は、⅏ᐖがⓎ生したときは、事ᴗ⪅に、⏝⪅の㑊㞴ᡤの㑊㞴ㄏᑟ（ᩆ出及びᩆຓをྵ

 。るものとするࡏをさ（。ࡴ

 （ᥦ౪ࢫࣅ࣮ࢧ）

➨㸳᮲ 甲は、前᮲➨２項のつ定によࡾሗ࿌されたෆᐜをྲྀࡾまとめ、事ᴗ⪅にᑐしてᏳྰ☜ㄆ

結ᯝ➼のሗᥦ౪を⾜࠺こととする。 

２ 乙は、前項のつ定によࡾ甲からᥦ౪されたሗをもとに事ᴗ⪅にᒃᏯㆤᨭ、ゼၥㆤ、

ゼၥධᾎㆤ、ゼၥ┳ㆤ、ゼၥࣜࡑࣥࣙࢩ࣮ࢸࣜࣅࣁののᒃᏯㆤࢫࣅ࣮ࢧを㏿ࡸかにᥦ౪

さࡏるものとする。 

３ 乙は、甲からせㄳがࡗ࠶たときは、事ᴗ⪅に、甲が㛤タする⚟♴㑊㞴ᡤにࡅ࠾るᒃᏯㆤࢧ

 。るものとするࡏのᥦ౪に協力さࢫࣅ࣮

（事ᴗ⪅一ぴ） 

➨㸴᮲ 乙は、事ᴗ⪅の一ぴを作成し、甲にᥦ出するものとする。 

２ 乙は、前項の一ぴにኚ᭦が生じたときは、㏿ࡸかに、甲にᒆࡅ出るものとする。 

（㈝⏝㈇ᢸ） 

➨㸵᮲ 甲は、事ᴗ⪅が➨㸳᮲につ定するᒃᏯㆤࢫࣅ࣮ࢧにせした⤒㈝（ㆤ保㝤ἲ➨１㸶᮲

につ定する保㝤⤥のᑐ㇟となるࢫࣅ࣮ࢧを㝖ࡃ。）を㈇ᢸするものとする。 

（ᦆᐖ⿵ൾ） 

➨㸶᮲ 甲は、ᒃᏯㆤࢫࣅ࣮ࢧのᥦ౪にᚑ事した事ᴗ⪅のᚑᴗဨがᙜヱᒃᏯࢫࣅ࣮ࢧのᥦ౪に
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㉳ᅉして㈇യし、ⱝしࡃはにかかࡾ、又はṚஸしたときは、甲が、⅏ᐖに㝿しᛂᛴᥐ⨨の

ᴗົ➼にᚑ事した⪅にಀるᦆᐖ⿵ൾに関する᮲例（和38年３月中央区᮲例➨15号）の⠊ᅖෆ

に࠾いて、ᦆᐖ⿵ൾを⾜࠺ものとする。 

（⅏ᐖሗ㐃⤡యไのᩚഛ） 

➨㸷᮲ 甲及び乙は、⅏ᐖに関するሗの㐃⤡యไを協議の上ᩚഛするため、ᙜヱᩚഛに関する

᪉⟇にࡘいて協議し、ู㏵、定めるものとする。 

（ሗの） 

➨１㸮᮲ 甲及び乙は、┦の㜵⅏ィ⏬の≧ἣ及び協力せㄳ事項に関し、ᚲせにᛂじてሗの

を⾜࠺。 

（Ᏺ⛎義ົ➼） 

➨１１᮲ 乙は、➨㸲᮲につ定するᏳྰ☜ㄆ➼及び➨㸳᮲につ定するࢫࣅ࣮ࢧᥦ౪によࡾ▱ࡾᚓ

たಶேሗを、甲及び事ᴗ⪅以እの⪅に₃らしてはならない。この協定の満了後にࡘいても、

またྠᵝとする。 

２ 乙は、前項につ定するಶேሗを甲のᣦ♧する目ⓗ以እに、⏝し、及び➨୕⪅（事ᴗ⪅を

㝖ࡃ。）にᥦ౪してはならない。 

３ 乙は、事ᴗ⪅にᑐして、前２項のつ定に㡰じたྲྀᢅいをさࡏなࡅれࡤならない。 

（協議） 

➨１２᮲ この協定書に定めのない事項及びこの協定書に関し疑義が生じたときは、甲及び乙が

ㄔពをもࡗて協議し、決定する。 

（期間） 

➨１３᮲ この協定の有効期間は、協定締結の日からᖹ成２㸵年㸴月３㸮日までとする。ただし、

期間満了の３か月前までに、甲又は乙からの書㠃によるゎ⣙の申出がないときは、本協定は᭦

に１年間᭦᪂されるものとし、以後もྠᵝとする。 

 

上記の協定の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、ࡑれࡒれ１通を保有する。 

 

   ᖹ成２㸴年㸵月１日 

  

                甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

                   中央区  

                  中央区長  

 

                乙 東京都中央区築地一丁目１番１号 

                  中央区ㆤ保㝤ࢫࣅ࣮ࢧ事ᴗ⪅㐃⤡協議 

                  長  
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197㸬⅏ᐖࡿࡅ࠾ᖐᏯᅔ㞴⪅ᑐ⟇άືࡢ༠ຊ㛵ࡿࡍ༠ᐃ㸦ᮏᩥ259㡫㸧 
 

中央区（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）と     （以ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）は、地㟈➼がⓎ生した㝿に

甲がᐇするᖐᏯᅔ㞴⪅ᑐ⟇άືにᑐする乙の協力に関し、ḟのとࡾ࠾協定（以ୗࠕ本協定ࠖと

い࠺。）を締結する。 

（ᑐ㇟） 

第㸯条 本協定のᑐ㇟となる地㟈➼は、中央区の区ᇦෆに⿕ᐖを及ࡰす地㟈➼でࡗ࠶て、甲が⅏

ᐖᑐ⟇本㒊をタ⨨し、ᑐฎしなࡅれࡤならないものとする。 

（ᑐ㇟タ） 

第㸰条 本協定のᑐ㇟タは、ḟのとࡾ࠾とする。 

名  ⛠  

ᡤ  ᅾ 東京都中央区 

つ  ᶍ  

⏝  ㏵  

ᩜ地㠃✚ ੍ࠐࠐ 

（定義） 

第㸱条 本協定に࠾いて、ḟの各号にᥖࡆる⏝ㄒのព義は、ᙜヱ各号に定めるとこࢁによる。 

（１） ᖐᏯᅔ㞴⪅ 地㟈➼のⓎ生によࡾ⮬Ꮿᖐることがᅔ㞴な⪅をい࠺。 

（２） ഛᗜ タᘓ築≀に乙がᩚഛするᖐᏯᅔ㞴⪅⏝㜵⅏ഛᗜをい࠺。 

（ᖐᏯᅔ㞴⪅一ᅾタ➼） 

第㸲条 甲は、ḟ項につ定する⟠ᡤを甲の㜵⅏ィ⏬にᇶ࡙ࡃᖐᏯᅔ㞴⪅一ᅾタ➼として

⏝する。 

２ ᖐᏯᅔ㞴⪅一ᅾタ➼は、タᘓ築≀のࡕ࠺、ḟの⟠ᡤとする。 

（１） ᡤᅾ       

        （ィ ⟠ᡤ、ู⣬ῧᅗのとࡾ࠾） 

（２） 㠃✚ ⣙  ੍ 

（前号につ定する⟠ᡤのᗋ㠃✚のྜィ） 

（ഛᗜ） 

第㸳条 ഛᗜは、タᘓ築≀のࡕ࠺、ḟの⟠ᡤとする。 

（１） ᡤᅾ     （ู⣬ῧᅗのとࡾ࠾） 

（２） 㠃✚ ⣙  ੍（前号につ定する⟠ᡤのᗋ㠃✚のྜィ） 

（ഛ≀㈨） 

第㸴条 ഛᗜにࡅ࠾るഛ≀㈨のရ名及びᩘ㔞は、ู⾲１のとࡾ࠾とする。 

２ ഛ≀㈨のึ期㉎ධ、᭦᪂及び⟶⌮は、乙が⾜࠺ものとする。 

（協力せㄳ➼） 

第㸵条 甲は、地㟈➼がⓎ生し、⅏ᐖᑐ⟇本㒊をタ⨨したときは、ḟにᥖࡆるᖐᏯᅔ㞴⪅ᑐ⟇ά

ືにࡘいて乙に協力をせㄳすることができる。このሙྜに࠾いて、甲は、⅏ᐖᑐ⟇本㒊のタ⨨

後、㏿ࡸかに乙に協力をせㄳするものとする。 

（１） ➨㸲᮲につ定するᖐᏯᅔ㞴⪅一ᅾタ➼のཷධれ及び➨㸴᮲につ定するഛ≀

㈨のᖐᏯᅔ㞴⪅のᥦ౪ 

（２） 前号にᥖࡆるもののか、甲のせㄳによࡾ乙がྍ⬟な⠊ᅖでᛂじられるάື 

２ 乙は、前項のつ定によるせㄳをཷࡅたときは、ྍ⬟な⠊ᅖでこれに協力するものとする。こ

のሙྜに࠾いて、乙は、甲のᣦ♧にᚑいᖐᏯᅔ㞴⪅ᑐ⟇άືにᚑ事するものとする。 

３ 甲及び乙は、本協定締結によࡗて、乙が➨１項各号にᥖࡆるάືの㒊又は一㒊のᒚ⾜義ົ

を㈇࠺ものではないことを☜ㄆする。 

㸲 ➨１項のつ定によるせㄳは、せㄳの⌮⏤、άືෆᐜ、άືሙᡤ、άື期間ࡑのの乙のάື

にᚲせなሗを記㍕した書㠃によ࠺⾜ࡾものとする。 
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㸳 前項のつ定にかかࢃらࡎ、甲は、書㠃によるせㄳがᅔ㞴で࠶るとㄆめるときは、㟁ヰ➼によ

かにࡸ㏿、いて、甲は、ᖐᏯᅔ㞴⪅ᑐ⟇άືの⤊了後࠾せㄳすることができる。このሙྜにࡾ

ྠ項の書㠃を乙にするものとする。 

㸴 乙は、タᘓ築≀のᏳᛶが☜保できない➼、甲からのせㄳにᛂじられない事⏤が࠶るとき

は、ࡑの᪨を甲に㐃⤡するものとする。 

（協力期間） 

第㸶条 前᮲➨１項のつ定によるせㄳにᇶ࡙き乙が協力する期間は、甲が⅏ᐖᑐ⟇本㒊をタ⨨し

た日から㉳⟬して３日以ෆとする。ただし、甲乙協議の上、乙がྜពしたሙྜは、この㝈ࡾで

ない。 

（ሗ࿌） 

第㸷条 乙は、➨㸵᮲➨１項のつ定によるせㄳに協力したときは、ࡑのάືෆᐜ、άືሙᡤ、ά

ື期間ࡑのの乙のάືᐇ⦼にಀるሗを記㍕した書㠃によࡾ甲にሗ࿌するものとする。 

（㈝⏝の㈇ᢸ） 

第10条 ➨㸵᮲➨１項のつ定によるせㄳにಀるάື㈝⏝（⅏ᐖᩆຓἲ（和２２年ἲᚊ➨１１㸶

号）ࡑののἲ令の㐺⏝が࠶る㈝⏝を㝖ࡃ。）が乙に生じたときは、甲はᙜヱάື㈝⏝のて

を㈇ᢸするものとする。 

（ᦆᐖ⿵ൾ） 

第11条 甲は、➨㸵᮲➨１項のつ定によるせㄳにಀる乙のάືにᚑ事する⪅にᦆᐖが生じたとき

は、⅏ᐖに㝿しᛂᛴᥐ⨨のᴗົ➼にᚑ事した⪅にಀるᦆᐖ⿵ൾに関する᮲例（和３㸶年３月

中央区᮲例➨１㸳号）の㐺⏝が࠶るときに㝈ࡾ、ྠ᮲例のつ定によࡑࡾのᦆᐖを⿵ൾするもの

とする。 

２ 乙が協力を⾜࠺㝿に、乙及び➨୕⪅にⓎ生したᦆᐖの㈐௵にಀるᑐᛂ᪉㔪は、甲乙協議の上、

ู㏵定めるものとし、甲と乙との間でྜពした後にྜព事項を記㍕した書㠃をྲྀࡾࢃすもの

とする。 

（協定ෆᐜのබ⾲） 

第12条 甲は、本協定のෆᐜを区Ẹ➼にබ⾲することができる。 

２ 乙は、ഛᗜ㏆のே目にきࡸすいሙᡤに、ู⾲２に定める項目をᥖ 

♧するものとする。 

（⅏ᐖ㐃⤡㈐௵⪅） 

第13条 甲及び乙は、⅏ᐖの㐃⤡యไを☜ᐇなものとするため、⅏ᐖにࡅ࠾る᪉の㐃⤡㈐

௵⪅を書㠃によࡾ通▱する。㐃⤡㈐௵⪅のኚ᭦がࡗ࠶たሙྜに࠾いてもྠᵝとする。 

（乙の㈐ົ） 

第14条 乙は、地㟈➼のⓎ生にഛ࠼、な協力が⾜࠼るయไのᩚഛにດめ 

るものとする。 

（甲の㈐ົ） 

第15条 甲は、乙に地㟈➼に関するሗをᥦ౪するとともに、前᮲につ定するయไのᩚഛにࡘい

てᚲせなຓゝを⾜࠺ものとする。 

（⛎ᐦ保ᣢ義ົ➼） 

第16条 甲及び乙は、本協定のᒚ⾜上▱ࡾᚓたಶேሗを㐺ษに⟶⌮するとともに、⌮⏤なࡃ

に₃らし、又は⮬ᕫⱝしࡃは➨୕⪅の┈をᅗるために⏝してはならない。➨１㸷᮲に定め

る有効期間が⤊了し、又はᖐᏯᅔ㞴⪅ᑐ⟇άືにᚑ事しなࡃなࡗた後に࠾いても、ྠ ᵝとする。 

（協議） 

第17条 甲及び乙は、本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関して疑義が生じたと

きは、甲乙協議の上、決定するものとする。 

（協定のኚ᭦） 

第18条 甲又は乙は、本協定をኚ᭦しよ࠺とするときは、ኚ᭦しよ࠺とする日の３か月前までに、

ᩥ書によࡑࡾの᪨を通▱するものとし、甲及び乙が協議の結ᯝྜពに㐩したሙྜは、ḟ᮲に定
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中央区（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）と     （以ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）は、地㟈➼がⓎ生した㝿に

甲がᐇするᖐᏯᅔ㞴⪅ᑐ⟇άືにᑐする乙の協力に関し、ḟのとࡾ࠾協定（以ୗࠕ本協定ࠖと

い࠺。）を締結する。 

（ᑐ㇟） 

第㸯条 本協定のᑐ㇟となる地㟈➼は、中央区の区ᇦෆに⿕ᐖを及ࡰす地㟈➼でࡗ࠶て、甲が⅏

ᐖᑐ⟇本㒊をタ⨨し、ᑐฎしなࡅれࡤならないものとする。 

（ᑐ㇟タ） 

第㸰条 本協定のᑐ㇟タは、ḟのとࡾ࠾とする。 

名  ⛠  

ᡤ  ᅾ 東京都中央区 

つ  ᶍ  

⏝  ㏵  

ᩜ地㠃✚ ੍ࠐࠐ 

（定義） 

第㸱条 本協定に࠾いて、ḟの各号にᥖࡆる⏝ㄒのព義は、ᙜヱ各号に定めるとこࢁによる。 

（１） ᖐᏯᅔ㞴⪅ 地㟈➼のⓎ生によࡾ⮬Ꮿᖐることがᅔ㞴な⪅をい࠺。 

（２） ഛᗜ タᘓ築≀に乙がᩚഛするᖐᏯᅔ㞴⪅⏝㜵⅏ഛᗜをい࠺。 

（ᖐᏯᅔ㞴⪅一ᅾタ➼） 

第㸲条 甲は、ḟ項につ定する⟠ᡤを甲の㜵⅏ィ⏬にᇶ࡙ࡃᖐᏯᅔ㞴⪅一ᅾタ➼として

⏝する。 

２ ᖐᏯᅔ㞴⪅一ᅾタ➼は、タᘓ築≀のࡕ࠺、ḟの⟠ᡤとする。 

（１） ᡤᅾ       

        （ィ ⟠ᡤ、ู⣬ῧᅗのとࡾ࠾） 

（２） 㠃✚ ⣙  ੍ 

（前号につ定する⟠ᡤのᗋ㠃✚のྜィ） 

（ഛᗜ） 

第㸳条 ഛᗜは、タᘓ築≀のࡕ࠺、ḟの⟠ᡤとする。 

（１） ᡤᅾ     （ู⣬ῧᅗのとࡾ࠾） 

（２） 㠃✚ ⣙  ੍（前号につ定する⟠ᡤのᗋ㠃✚のྜィ） 

（ഛ≀㈨） 

第㸴条 ഛᗜにࡅ࠾るഛ≀㈨のရ名及びᩘ㔞は、ู⾲１のとࡾ࠾とする。 

２ ഛ≀㈨のึ期㉎ධ、᭦᪂及び⟶⌮は、乙が⾜࠺ものとする。 

（協力せㄳ➼） 

第㸵条 甲は、地㟈➼がⓎ生し、⅏ᐖᑐ⟇本㒊をタ⨨したときは、ḟにᥖࡆるᖐᏯᅔ㞴⪅ᑐ⟇ά

ືにࡘいて乙に協力をせㄳすることができる。このሙྜに࠾いて、甲は、⅏ᐖᑐ⟇本㒊のタ⨨

後、㏿ࡸかに乙に協力をせㄳするものとする。 

（１） ➨㸲᮲につ定するᖐᏯᅔ㞴⪅一ᅾタ➼のཷධれ及び➨㸴᮲につ定するഛ≀

㈨のᖐᏯᅔ㞴⪅のᥦ౪ 

（２） 前号にᥖࡆるもののか、甲のせㄳによࡾ乙がྍ⬟な⠊ᅖでᛂじられるάື 

２ 乙は、前項のつ定によるせㄳをཷࡅたときは、ྍ⬟な⠊ᅖでこれに協力するものとする。こ

のሙྜに࠾いて、乙は、甲のᣦ♧にᚑいᖐᏯᅔ㞴⪅ᑐ⟇άືにᚑ事するものとする。 

３ 甲及び乙は、本協定締結によࡗて、乙が➨１項各号にᥖࡆるάືの㒊又は一㒊のᒚ⾜義ົ

を㈇࠺ものではないことを☜ㄆする。 

㸲 ➨１項のつ定によるせㄳは、せㄳの⌮⏤、άືෆᐜ、άືሙᡤ、άື期間ࡑのの乙のάື

にᚲせなሗを記㍕した書㠃によ࠺⾜ࡾものとする。 
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㸳 前項のつ定にかかࢃらࡎ、甲は、書㠃によるせㄳがᅔ㞴で࠶るとㄆめるときは、㟁ヰ➼によ

かにࡸ㏿、いて、甲は、ᖐᏯᅔ㞴⪅ᑐ⟇άືの⤊了後࠾せㄳすることができる。このሙྜにࡾ

ྠ項の書㠃を乙にするものとする。 

㸴 乙は、タᘓ築≀のᏳᛶが☜保できない➼、甲からのせㄳにᛂじられない事⏤が࠶るとき

は、ࡑの᪨を甲に㐃⤡するものとする。 

（協力期間） 

第㸶条 前᮲➨１項のつ定によるせㄳにᇶ࡙き乙が協力する期間は、甲が⅏ᐖᑐ⟇本㒊をタ⨨し

た日から㉳⟬して３日以ෆとする。ただし、甲乙協議の上、乙がྜពしたሙྜは、この㝈ࡾで

ない。 

（ሗ࿌） 

第㸷条 乙は、➨㸵᮲➨１項のつ定によるせㄳに協力したときは、ࡑのάືෆᐜ、άືሙᡤ、ά

ື期間ࡑのの乙のάືᐇ⦼にಀるሗを記㍕した書㠃によࡾ甲にሗ࿌するものとする。 

（㈝⏝の㈇ᢸ） 

第10条 ➨㸵᮲➨１項のつ定によるせㄳにಀるάື㈝⏝（⅏ᐖᩆຓἲ（和２２年ἲᚊ➨１１㸶

号）ࡑののἲ令の㐺⏝が࠶る㈝⏝を㝖ࡃ。）が乙に生じたときは、甲はᙜヱάື㈝⏝のて

を㈇ᢸするものとする。 

（ᦆᐖ⿵ൾ） 

第11条 甲は、➨㸵᮲➨１項のつ定によるせㄳにಀる乙のάືにᚑ事する⪅にᦆᐖが生じたとき

は、⅏ᐖに㝿しᛂᛴᥐ⨨のᴗົ➼にᚑ事した⪅にಀるᦆᐖ⿵ൾに関する᮲例（和３㸶年３月

中央区᮲例➨１㸳号）の㐺⏝が࠶るときに㝈ࡾ、ྠ᮲例のつ定によࡑࡾのᦆᐖを⿵ൾするもの

とする。 

２ 乙が協力を⾜࠺㝿に、乙及び➨୕⪅にⓎ生したᦆᐖの㈐௵にಀるᑐᛂ᪉㔪は、甲乙協議の上、

ู㏵定めるものとし、甲と乙との間でྜពした後にྜព事項を記㍕した書㠃をྲྀࡾࢃすもの

とする。 

（協定ෆᐜのබ⾲） 

第12条 甲は、本協定のෆᐜを区Ẹ➼にබ⾲することができる。 

２ 乙は、ഛᗜ㏆のே目にきࡸすいሙᡤに、ู⾲２に定める項目をᥖ 

♧するものとする。 

（⅏ᐖ㐃⤡㈐௵⪅） 

第13条 甲及び乙は、⅏ᐖの㐃⤡యไを☜ᐇなものとするため、⅏ᐖにࡅ࠾る᪉の㐃⤡㈐

௵⪅を書㠃によࡾ通▱する。㐃⤡㈐௵⪅のኚ᭦がࡗ࠶たሙྜに࠾いてもྠᵝとする。 

（乙の㈐ົ） 

第14条 乙は、地㟈➼のⓎ生にഛ࠼、な協力が⾜࠼るయไのᩚഛにດめ 

るものとする。 

（甲の㈐ົ） 

第15条 甲は、乙に地㟈➼に関するሗをᥦ౪するとともに、前᮲につ定するయไのᩚഛにࡘい

てᚲせなຓゝを⾜࠺ものとする。 

（⛎ᐦ保ᣢ義ົ➼） 

第16条 甲及び乙は、本協定のᒚ⾜上▱ࡾᚓたಶேሗを㐺ษに⟶⌮するとともに、⌮⏤なࡃ

に₃らし、又は⮬ᕫⱝしࡃは➨୕⪅の┈をᅗるために⏝してはならない。➨１㸷᮲に定め

る有効期間が⤊了し、又はᖐᏯᅔ㞴⪅ᑐ⟇άືにᚑ事しなࡃなࡗた後に࠾いても、ྠ ᵝとする。 

（協議） 

第17条 甲及び乙は、本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関して疑義が生じたと

きは、甲乙協議の上、決定するものとする。 

（協定のኚ᭦） 

第18条 甲又は乙は、本協定をኚ᭦しよ࠺とするときは、ኚ᭦しよ࠺とする日の３か月前までに、

ᩥ書によࡑࡾの᪨を通▱するものとし、甲及び乙が協議の結ᯝྜពに㐩したሙྜは、ḟ᮲に定
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める有効期間ෆでࡗ࠶ても本協定をኚ᭦することができる。 

（効力） 

第19条 本協定の有効期間は、本協定の締結の日から１年間とする。 

２ 前項のつ定にかかࢃらࡎ、ྠ項の有効期間が満了する日の１か月前までに甲又は乙から書㠃

によࡾ何らのពᛮ⾲♧をしないときは、本協定はྠ一の᮲௳で᭦に１年間᭦᪂するものとし、

 。の後もྠᵝとするࡑ

以上 

 

上記協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 年  月  日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長 

 

乙 
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ู⾲１（➨㸳᮲関ಀ） 

⅏ᐖにࡅ࠾るᖐᏯᅔ㞴⪅にᥦ౪するഛ≀㈨➼ 

 

ရ目 ᩘ㔞 ༢ 

   

   

   

   

ͤタᘓ築≀にࡅ࠾るᖐᏯᅔ㞴⪅➼の一ཷධேᩘを ேとし、ࡑのேᩘにᑐしᥦ౪する 

日ศの≀㈨➼とする。 

 

 

ู⾲２（➨12᮲関ಀ） 

 ⅏ᐖにࡅ࠾るᖐᏯᅔ㞴⪅にᑐしᥦ౪される᪨のᥖ♧ 

 

項目 ෆᐜ 

ᥖ♧ᯈのタ⨨ሙᡤ タᘓ築≀の１⟠ᡤにタ⨨する。 

ᥖ♧ᯈのつ᱁ ⪏ೃᛶ、⪏ஂᛶにᐩみ、かࡘ、ᐜ᫆に◚ᦆしないᮦ㉁とする。 

ᥖ♧ෆᐜ 本ഛᗜは、⅏ᐖのᖐᏯᅔ㞴⪅➼にᥦ౪する≀㈨➼のഛ

のために中央区との協定に࠾いてタ⨨されています。 
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める有効期間ෆでࡗ࠶ても本協定をኚ᭦することができる。 

（効力） 

第19条 本協定の有効期間は、本協定の締結の日から１年間とする。 

２ 前項のつ定にかかࢃらࡎ、ྠ項の有効期間が満了する日の１か月前までに甲又は乙から書㠃

によࡾ何らのពᛮ⾲♧をしないときは、本協定はྠ一の᮲௳で᭦に１年間᭦᪂するものとし、

 。の後もྠᵝとするࡑ

以上 

 

上記協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 年  月  日 

 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長 

 

乙 
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ู⾲１（➨㸳᮲関ಀ） 

⅏ᐖにࡅ࠾るᖐᏯᅔ㞴⪅にᥦ౪するഛ≀㈨➼ 

 

ရ目 ᩘ㔞 ༢ 

   

   

   

   

ͤタᘓ築≀にࡅ࠾るᖐᏯᅔ㞴⪅➼の一ཷධேᩘを ேとし、ࡑのேᩘにᑐしᥦ౪する 

日ศの≀㈨➼とする。 

 

 

ู⾲２（➨12᮲関ಀ） 

 ⅏ᐖにࡅ࠾るᖐᏯᅔ㞴⪅にᑐしᥦ౪される᪨のᥖ♧ 

 

項目 ෆᐜ 

ᥖ♧ᯈのタ⨨ሙᡤ タᘓ築≀の１⟠ᡤにタ⨨する。 

ᥖ♧ᯈのつ᱁ ⪏ೃᛶ、⪏ஂᛶにᐩみ、かࡘ、ᐜ᫆に◚ᦆしないᮦ㉁とする。 

ᥖ♧ෆᐜ 本ഛᗜは、⅏ᐖのᖐᏯᅔ㞴⪅➼にᥦ౪する≀㈨➼のഛ

のために中央区との協定に࠾いてタ⨨されています。 
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東京都⥲ົᒁ（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）、東京都⛯ᒁ（以ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）及び中央区（以ୗ

㐃ᦠと協力のୗ、⿕⅏⪅の生ά┦、࠼る⅏ᐖ➼のⓎ生にഛࡅ࠾は、都ෆに（。࠺ࠖといࠕ

ᘓをᨭするᴗົ（以ୗࠕ生άᘓᨭᴗົࠖとい࠺。）をに㐙⾜するため、ࡾ⅏証᫂Ⓨ⾜

にಀるሗᥦ౪➼に関し、ḟのとࡾ࠾協定を締結する。 
（定義） 
第㸯条 この協定に࠾いてࠕ⅏ᐖ➼ࠖとは、⅏ᐖᑐ⟇ᇶ本ἲ（和36年ἲᚊ➨223号）➨２᮲➨

１号につ定する⅏ᐖをい࠺。 
２ この協定に࠾いてࠕᐙᒇྎᖒのሗࠖとは、ḟにᥖࡆるものをい࠺。 
（１）ᅛ定㈨⏘ᐙᒇㄢ⛯ྎᖒのࡕ࠺ᐇ⣽目に定める項目 
（２）前号の項目にಀるࢻ࣮ࢥのㄞ᭰࠼⾲ 

（ᐙᒇྎᖒのሗのᥦ౪） 
第㸰条 乙は、がࡾ⅏証᫂のⓎ⾜及び生άᘓᨭᴗົに⏝するため、㟈⅏⯆ࣝࣗࢽ࣐

➨１❶➨２⠇１ࠕ都Ẹ⿕ᐖの≧ἣᢕᥱ 、ࠖᶆ‽２➨❶１➨ࣝࣗࢽ࣐⠇１ࠕᐙᒇ࣭ఫᐙの⿕ᐖ

≧ἣのᢕᥱࠖ及び➨３⠇１ࡾࠕ⅏証᫂Ⓨ⾜の‽ഛࠖにᇶ࡙ࡃからのせㄳによࡾ、ᐙᒇྎᖒの

ሗをᥦ౪する。 

（目ⓗእ⏝の⚗Ṇ） 
第㸱条 は、ᐙᒇྎᖒのሗをࡾ⅏証᫂のⓎ⾜及び生άᘓᨭᴗົ以እの目ⓗで⏝しては

ならない。 
（ᐙᒇྎᖒのሗの⟶⌮➼） 
第㸲条 は、ᐙᒇྎᖒのሗ୪びにᙜヱሗを記㘓した㟁☢ⓗ記㘓፹య（㟁Ꮚⓗ᪉ᘧ、☢Ẽⓗ

᪉ᘧࡑのேの▱ぬによࡗてはㄆ㆑することができない᪉ᘧで作られる記㘓でࡗ࠶て㟁Ꮚィ

⟬ᶵによるሗฎ⌮の⏝に౪されるものにಀる記㘓፹యをい２➨。࠺項及び➨㸶᮲に࠾いてྠ

じ。）及びᙜヱሗを記㍕した書㠃を㐺ษに⟶⌮しなࡅれࡤならない。 
２ は、がᣦ定したものにᐙᒇྎᖒのሗ୪びにᙜヱሗを記㘓した㟁☢ⓗ記㘓፹య及びᙜ

ヱሗを記㍕した書㠃を⟶⌮さࡏるは、前項とྠᵝに㐺ษに⟶⌮さࡏなࡅれࡤならない。 
３ は、又はがᣦ定したものによࡗて、ᐙᒇྎᖒのሗにಀる⣮ኻ、₃࠼い➼の事ᨾ（以

ୗࠕᐙᒇྎᖒのሗにಀる事ᨾࠖとい࠺。）がⓎ生したときは、㏿ࡸかに事ᨾのෆᐜを記㍕し

た書㠃を乙にᥦ出しなࡅれࡤならない。 
㸲 又はがᣦ定したもののᨾព又は㐣ኻによࡾ、ᐙᒇྎᖒのሗにಀる事ᨾがⓎ生したሙྜ

のᦆᐖ㈺ൾࡑのᦆᐖᅇに関する一ษの㈐௵は、が㈇࠺ものとする。 
（⿕⅏⪅ሗのᥦ౪） 
第㸳条 は、東京都が⿕⅏⪅の生άᘓᨭᴗົに⏝するため、ࡾ⅏証᫂をⓎ⾜する㝿に

が作成した⿕⅏⪅に関するሗ（以ୗࠕ⿕⅏⪅ሗࠖとい࠺。）を甲（東京都㟈⅏⯆本㒊の

タ⨨に関する᮲例（ᖹ成10年東京都᮲例➨77号）➨１᮲につ定する⯆本㒊のタ⨨後にࡗ࠶て

は、⯆本㒊。以ୗྠじ。）にᥦ౪する。 
２ は、⿕⅏⪅にࡾ⅏証᫂をⓎ⾜する㝿、⿕⅏⪅ሗを東京都にሗᥦ౪する᪨を࿘▱するも

のとする。 
（目ⓗእ⏝の⚗Ṇ） 
第㸴条 甲は、⿕⅏⪅ሗを生άᘓᨭᴗົ以እの目ⓗで⏝してはならない。 
２ 甲は、ḟ᮲のつ定によࡾ⿕⅏⪅ሗをᥦ౪するሙྜ、ᥦ౪ඛで࠶る東京都関ಀ各ᒁにᑐし、

⿕⅏⪅ሗを生άᘓᨭᴗົ以እの目ⓗで⏝さࡏてはならない。 
（⿕⅏⪅ሗの各ᒁのᥦ౪➼） 
第㸵条 甲は、生άᘓᨭᴗົの㐙⾜のためᚲせが࠶るとㄆめるときは、⿕⅏⪅ሗを東京都

関ಀ各ᒁにᥦ౪することができる。 
２ 甲は、⿕⅏⪅ሗを東京都関ಀ各ᒁにᥦ౪する前に、ᙜヱᒁが⿕⅏⪅ሗを⏝する目ⓗを

にሗ࿌しなࡅれࡤならない。 
（⿕⅏⪅ሗの⟶⌮➼） 
第㸶条 甲は、⿕⅏⪅ሗ୪びにᙜヱሗを記㘓した㟁☢ⓗ記㘓፹య及びᙜヱሗを記㍕した書
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㠃を㐺ษに⟶⌮しなࡅれࡤならない。 
２ 甲は、甲がᣦ定したものに⿕⅏⪅ሗ୪びにᙜヱሗを記㘓した㟁☢ⓗ記㘓፹య及びᙜヱ

ሗを記㍕した書㠃を⟶⌮さࡏるときは、㐺ษに⟶⌮さࡏなࡅれࡤならない。 
３ 甲は、甲又は甲がᣦ定したものによࡗて、⿕⅏⪅ሗにಀる⣮ኻ、₃࠼い➼の事ᨾ（以ୗࠕ⿕

⅏⪅ሗにಀる事ᨾࠖとい࠺。）がⓎ生したときは、㏿ࡸかに事ᨾのෆᐜを記㍕した書㠃を

にᥦ出しなࡅれࡤならない。 
㸲 甲又は甲のᣦ定したもののᨾព又は㐣ኻによࡾ、⿕⅏⪅ሗにಀる事ᨾがⓎ生したሙྜのᦆ

ᐖ㈺ൾࡑのᦆᐖᅇに関する一ษの㈐௵は、甲が㈇࠺ものとする。 
（ሗᥦ౪の㢖ᗘ） 
第㸷条 乙は、にᑐして年１ᅇ、ᐙᒇྎᖒのሗをᥦ౪する。 
第10条 は、⅏ᐖ➼の⿕ᐖ≧ἣ➼にᛂじて東京都との┦㐃ᦠをよࡾに⾜࠺ᚲせが࠶ると

ุ᩿したሙྜは、甲にᑐし、⿕⅏⪅ሗを㝶ᥦ౪する。 
（㈝⏝㈇ᢸ） 
第11条 この協定の締結後、᪂たな㈝⏝㈇ᢸがⓎ生するሙྜは、ู㏵、甲、乙及びで協議して

定める。 
（ಶேሗ保ㆤᡭ⥆の了） 
第12条 甲、乙及びは、協定締結にᙜたࡾ、ಶேሗの目ⓗእᥦ౪及び㞟に関して、ࡑれࡒ

れのಶேሗ保ㆤ᮲例にᇶ࡙き、ಶேሗ保ㆤᑂᰝの了ゎをᚓる➼、ᡤ定のᡭ⥆を了して

 。ならないࡤれࡅかな࠾
（疑義➼のゎ決） 
第13条 この協定のෆᐜに疑義が生じたሙྜ及びこの協定に定めのない事項は、甲、乙及びが

協議して定める。 
（ᐇの⣽目） 
第14条 この協定に定めるもののか、ሗᥦ౪➼のᐇに関しᚲせな事項は、甲、乙及びが

協議して定める。 
   㝃๎ 
 この協定は、ᖹ成25年３月11日から⾜する。 
 
この協定のྜពの証として、甲、乙及びは、ṇ本３通を作成し、ࡑれࡒれ記名押印の上各１

通を保有する。 
 
ᖹ成25年３月11日 

 
 

甲   東京都᪂ᐟ区す᪂ᐟ丁目㸶番１号 
    東京都⥲ົᒁ 

ᒁ長 
 

乙   東京都᪂ᐟ区す᪂ᐟ丁目㸶番１号 
    東京都⛯ᒁ 

ᒁ長 
 

   東京都中央区築地一丁目１番１号 
    中央区 

区長 
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東京都⥲ົᒁ（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）、東京都⛯ᒁ（以ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）及び中央区（以ୗ

㐃ᦠと協力のୗ、⿕⅏⪅の生ά┦、࠼る⅏ᐖ➼のⓎ生にഛࡅ࠾は、都ෆに（。࠺ࠖといࠕ

ᘓをᨭするᴗົ（以ୗࠕ生άᘓᨭᴗົࠖとい࠺。）をに㐙⾜するため、ࡾ⅏証᫂Ⓨ⾜

にಀるሗᥦ౪➼に関し、ḟのとࡾ࠾協定を締結する。 
（定義） 
第㸯条 この協定に࠾いてࠕ⅏ᐖ➼ࠖとは、⅏ᐖᑐ⟇ᇶ本ἲ（和36年ἲᚊ➨223号）➨２᮲➨

１号につ定する⅏ᐖをい࠺。 
２ この協定に࠾いてࠕᐙᒇྎᖒのሗࠖとは、ḟにᥖࡆるものをい࠺。 
（１）ᅛ定㈨⏘ᐙᒇㄢ⛯ྎᖒのࡕ࠺ᐇ⣽目に定める項目 
（２）前号の項目にಀるࢻ࣮ࢥのㄞ᭰࠼⾲ 
（ᐙᒇྎᖒのሗのᥦ౪） 
第㸰条 乙は、がࡾ⅏証᫂のⓎ⾜及び生άᘓᨭᴗົに⏝するため、㟈⅏⯆ࣝࣗࢽ࣐

➨１❶➨２⠇１ࠕ都Ẹ⿕ᐖの≧ἣᢕᥱ 、ࠖᶆ‽２➨❶１➨ࣝࣗࢽ࣐⠇１ࠕᐙᒇ࣭ఫᐙの⿕ᐖ

≧ἣのᢕᥱࠖ及び➨３⠇１ࡾࠕ⅏証᫂Ⓨ⾜の‽ഛࠖにᇶ࡙ࡃからのせㄳによࡾ、ᐙᒇྎᖒの

ሗをᥦ౪する。 

（目ⓗእ⏝の⚗Ṇ） 
第㸱条 は、ᐙᒇྎᖒのሗをࡾ⅏証᫂のⓎ⾜及び生άᘓᨭᴗົ以እの目ⓗで⏝しては

ならない。 
（ᐙᒇྎᖒのሗの⟶⌮➼） 
第㸲条 は、ᐙᒇྎᖒのሗ୪びにᙜヱሗを記㘓した㟁☢ⓗ記㘓፹య（㟁Ꮚⓗ᪉ᘧ、☢Ẽⓗ

᪉ᘧࡑのேの▱ぬによࡗてはㄆ㆑することができない᪉ᘧで作られる記㘓でࡗ࠶て㟁Ꮚィ

⟬ᶵによるሗฎ⌮の⏝に౪されるものにಀる記㘓፹యをい２➨。࠺項及び➨㸶᮲に࠾いてྠ

じ。）及びᙜヱሗを記㍕した書㠃を㐺ษに⟶⌮しなࡅれࡤならない。 
２ は、がᣦ定したものにᐙᒇྎᖒのሗ୪びにᙜヱሗを記㘓した㟁☢ⓗ記㘓፹య及びᙜ

ヱሗを記㍕した書㠃を⟶⌮さࡏるは、前項とྠᵝに㐺ษに⟶⌮さࡏなࡅれࡤならない。 
３ は、又はがᣦ定したものによࡗて、ᐙᒇྎᖒのሗにಀる⣮ኻ、₃࠼い➼の事ᨾ（以

ୗࠕᐙᒇྎᖒのሗにಀる事ᨾࠖとい࠺。）がⓎ生したときは、㏿ࡸかに事ᨾのෆᐜを記㍕し

た書㠃を乙にᥦ出しなࡅれࡤならない。 
㸲 又はがᣦ定したもののᨾព又は㐣ኻによࡾ、ᐙᒇྎᖒのሗにಀる事ᨾがⓎ生したሙྜ

のᦆᐖ㈺ൾࡑのᦆᐖᅇに関する一ษの㈐௵は、が㈇࠺ものとする。 
（⿕⅏⪅ሗのᥦ౪） 
第㸳条 は、東京都が⿕⅏⪅の生άᘓᨭᴗົに⏝するため、ࡾ⅏証᫂をⓎ⾜する㝿に

が作成した⿕⅏⪅に関するሗ（以ୗࠕ⿕⅏⪅ሗࠖとい࠺。）を甲（東京都㟈⅏⯆本㒊の

タ⨨に関する᮲例（ᖹ成10年東京都᮲例➨77号）➨１᮲につ定する⯆本㒊のタ⨨後にࡗ࠶て

は、⯆本㒊。以ୗྠじ。）にᥦ౪する。 
２ は、⿕⅏⪅にࡾ⅏証᫂をⓎ⾜する㝿、⿕⅏⪅ሗを東京都にሗᥦ౪する᪨を࿘▱するも

のとする。 
（目ⓗእ⏝の⚗Ṇ） 
第㸴条 甲は、⿕⅏⪅ሗを生άᘓᨭᴗົ以እの目ⓗで⏝してはならない。 
２ 甲は、ḟ᮲のつ定によࡾ⿕⅏⪅ሗをᥦ౪するሙྜ、ᥦ౪ඛで࠶る東京都関ಀ各ᒁにᑐし、

⿕⅏⪅ሗを生άᘓᨭᴗົ以እの目ⓗで⏝さࡏてはならない。 
（⿕⅏⪅ሗの各ᒁのᥦ౪➼） 
第㸵条 甲は、生άᘓᨭᴗົの㐙⾜のためᚲせが࠶るとㄆめるときは、⿕⅏⪅ሗを東京都

関ಀ各ᒁにᥦ౪することができる。 
２ 甲は、⿕⅏⪅ሗを東京都関ಀ各ᒁにᥦ౪する前に、ᙜヱᒁが⿕⅏⪅ሗを⏝する目ⓗを

にሗ࿌しなࡅれࡤならない。 
（⿕⅏⪅ሗの⟶⌮➼） 
第㸶条 甲は、⿕⅏⪅ሗ୪びにᙜヱሗを記㘓した㟁☢ⓗ記㘓፹య及びᙜヱሗを記㍕した書

- 448 - 

㠃を㐺ษに⟶⌮しなࡅれࡤならない。 
２ 甲は、甲がᣦ定したものに⿕⅏⪅ሗ୪びにᙜヱሗを記㘓した㟁☢ⓗ記㘓፹య及びᙜヱ

ሗを記㍕した書㠃を⟶⌮さࡏるときは、㐺ษに⟶⌮さࡏなࡅれࡤならない。 
３ 甲は、甲又は甲がᣦ定したものによࡗて、⿕⅏⪅ሗにಀる⣮ኻ、₃࠼い➼の事ᨾ（以ୗࠕ⿕

⅏⪅ሗにಀる事ᨾࠖとい࠺。）がⓎ生したときは、㏿ࡸかに事ᨾのෆᐜを記㍕した書㠃を

にᥦ出しなࡅれࡤならない。 
㸲 甲又は甲のᣦ定したもののᨾព又は㐣ኻによࡾ、⿕⅏⪅ሗにಀる事ᨾがⓎ生したሙྜのᦆ

ᐖ㈺ൾࡑのᦆᐖᅇに関する一ษの㈐௵は、甲が㈇࠺ものとする。 
（ሗᥦ౪の㢖ᗘ） 
第㸷条 乙は、にᑐして年１ᅇ、ᐙᒇྎᖒのሗをᥦ౪する。 
第10条 は、⅏ᐖ➼の⿕ᐖ≧ἣ➼にᛂじて東京都との┦㐃ᦠをよࡾに⾜࠺ᚲせが࠶ると

ุ᩿したሙྜは、甲にᑐし、⿕⅏⪅ሗを㝶ᥦ౪する。 
（㈝⏝㈇ᢸ） 
第11条 この協定の締結後、᪂たな㈝⏝㈇ᢸがⓎ生するሙྜは、ู㏵、甲、乙及びで協議して

定める。 
（ಶேሗ保ㆤᡭ⥆の了） 
第12条 甲、乙及びは、協定締結にᙜたࡾ、ಶேሗの目ⓗእᥦ౪及び㞟に関して、ࡑれࡒ

れのಶேሗ保ㆤ᮲例にᇶ࡙き、ಶேሗ保ㆤᑂᰝの了ゎをᚓる➼、ᡤ定のᡭ⥆を了して

 。ならないࡤれࡅかな࠾
（疑義➼のゎ決） 
第13条 この協定のෆᐜに疑義が生じたሙྜ及びこの協定に定めのない事項は、甲、乙及びが

協議して定める。 
（ᐇの⣽目） 
第14条 この協定に定めるもののか、ሗᥦ౪➼のᐇに関しᚲせな事項は、甲、乙及びが

協議して定める。 
   㝃๎ 
 この協定は、ᖹ成25年３月11日から⾜する。 
 
この協定のྜពの証として、甲、乙及びは、ṇ本３通を作成し、ࡑれࡒれ記名押印の上各１

通を保有する。 
 
ᖹ成25年３月11日 

 
 

甲   東京都᪂ᐟ区す᪂ᐟ丁目㸶番１号 
    東京都⥲ົᒁ 

ᒁ長 
 

乙   東京都᪂ᐟ区す᪂ᐟ丁目㸶番１号 
    東京都⛯ᒁ 

ᒁ長 
 

   東京都中央区築地一丁目１番１号 
    中央区 

区長 
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東京都⥲ົᒁ（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）、東京都⛯ᒁ（以ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）及び中央区（以ୗ

（。࠺協定書ࠖといࠕ以ୗ）⅏証᫂Ⓨ⾜にಀるሗᥦ౪➼に関する協定書ࡾ、は（。࠺ࠖといࠕ

➨��᮲のつ定にᇶ࡙き、ḟのとࡾ࠾ᐇ⣽目を定める。 
（ᐙᒇྎᖒのሗのᥦ౪᪉ἲ➼） 
第㸯条 ᐙᒇྎᖒのሗは、一⯡ᐙᒇ、区ศᡤ有ᐙᒇ（௳ศ）、区ศᡤ有ᐙᒇ（Ჷศ）及び

ඹ有⪅の㸲ࡘのࣝࣇにศしてᥦ౪する。 
２ ᅛ定㈨⏘ᐙᒇㄢ⛯ྎᖒのࡕ࠺ᐇ⣽目に定める項目は、前項のࣝࣇの✀㢮にᛂじて、ḟ

のとࡾ࠾とする。 
（１） 一⯡ᐙᒇࣝࣇ、区ศᡤ有ᐙᒇ（௳ศ）ࣝࣇ、区ศᡤ有ᐙᒇ（Ჷศ）ࣇ

ࣝ 
事ົᡤࢻ࣮ࢥ ⏫名 丁目ࢻ࣮ࢥ 
地番ࢻ࣮ࢥ 号ࢻ࣮ࢥ ඛࢻ࣮ࢥ 
一Ჷࢻ࣮ࢥ本Ჷ 一Ჷࢻ࣮ࢥᯞ番 ≀௳番号 
≀௳᫂⣽一Ჷࢻ࣮ࢥ本Ჷ ≀௳᫂⣽一Ჷࢻ࣮ࢥᯞ番 ➢Ჷࢻ࣮ࢥ 
ᡤᅾ番号（⾤区➢号） ᡤᅾ番号（ఫᒃ番号） ᡤᅾ番号（ᯞ番） 
ᘓ≀番号 ᐙᒇ番号 ᡤ有⪅Ặ名 
ᡤ有⪅都㐨ᗓ┴名 ᡤ有⪅区ᕷ㒆名 ᡤ有⪅ఫᡤ 
ᡤ有⪅᪉書 ᡤ有⪅ඹ有⪅ᩘ Ⓩ記✀㢮⏝㏵ࢻ࣮ࢥ 
Ⓩ記ᵓ㐀ࢻ࣮ࢥ Ⓩ記ᒇ᰿ࢻ࣮ࢥ Ⓩ記地上㝵ᘓ 
Ⓩ記地ୗ㝵ᘓ Ⓩ記ᒃఫ㝵（⮬） Ⓩ記ᒃఫ㝵（⮳） 
Ⓩ記ᗋ㠃✚   

（２） ඹ有⪅ࣝࣇ 
事ົᡤࢻ࣮ࢥ ⏫名 丁目ࢻ࣮ࢥ 
地番ࢻ࣮ࢥ 号ࢻ࣮ࢥ ඛࢻ࣮ࢥ 
一Ჷࢻ࣮ࢥ本Ჷ 一Ჷࢻ࣮ࢥᯞ番 ≀௳番号 
ඹ有⪅番号 ඹ有⪅Ặ名 ඹ有⪅都㐨ᗓ┴名 
ඹ有⪅区ᕷ㒆名 ඹ有⪅ఫᡤ ඹ有⪅᪉書 
ඹ有⪅ᣢศศẕ ඹ有⪅ᣢศศᏊ  

 。とする⾲ࢻ࣮ࢥるࡆは、ḟにᥖ⾲࠼のㄞ᭰ࢻ࣮ࢥ ３
（１） Ⓩ記✀㢮⏝㏵ࢻ࣮ࢥ⾲ 
（２） Ⓩ記ᵓ㐀ࢻ࣮ࢥ⾲ 
（３） Ⓩ記ᒇ᰿ࢻ࣮ࢥ⾲ 
（ᐙᒇྎᖒのሗのᥦ౪ᙧែ及びᥦ౪᪉ἲ） 
第㸰条 乙のᥦ౪するᐙᒇྎᖒのሗのᙧែは、ࣝࣇࢺࢫ࢟ࢸ（&69ᙧᘧ）とする。 
２ 乙は、ᬯ号ฎ⌮したᐙᒇྎᖒのሗを、ሗᥦ౪に౪する㟁☢ⓗ記㘓፹య（以ୗࠕሗ記

㘓፹యࠖとい࠺。）に記㘓した上で、にᥦ౪する。このሙྜに࠾いて、ሗ記㘓፹యは、乙

が⏝ពする。 
（ᐙᒇྎᖒのሗを記㘓したሗ記㘓፹యのᤵཷ及びᦙ㏦➼） 
第㸱条 ᐙᒇྎᖒのሗを記㘓したሗ記㘓፹యのᤵཷは、乙がᣦ♧する᪉ἲによࡾ、日及び

ሙᡤをᣦ定して⾜࠺。 
２ ᐙᒇྎᖒのሗを記㘓したሗ記㘓፹యのᦙ㏦は、の㈐௵に࠾いて、の⫋ဨが⾜࠺もの

とする。 
３ は、ᐙᒇྎᖒのሗを記㘓したሗ記㘓፹యのᦙ㏦中にࡅ࠾る┐㞴、⣮ኻ、◚ᦆ（記㘓ෆ

ᐜの◚ᦆをྵࡴ。）及びởᦆの㜵Ṇにດめなࡅれࡤならない。 
（㐣年ᗘሗのᾘཤ➼） 
第㸲条 乙からᐙᒇྎᖒのሗのᥦ౪をཷࡅたは、㐣ཤにᥦ౪をཷࡅたᐙᒇྎᖒのሗ（以ୗ

この᮲に࠾いてࠕ㐣年ᗘሗࠖとい࠺。）が࠶るሙྜ、㐣年ᗘሗ及びࡑの࣮ࣆࢥにࡘいて
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てᾘཤ（㐣年ᗘሗを記㍕した書㠃にࡘいては㐺ษにᗫᲠ）しなࡅれࡤならない。 
２ は、᪂たにᐙᒇྎᖒのሗのᥦ౪をཷࡅた日から14日以ෆに、㐣年ᗘሗを記㘓したሗ

記㘓፹యを◚ቯすることとし、◚ቯした᪨及びᙜヱሗの࣮ࣆࢥをᾘཤした᪨（ᙜヱሗを記

㍕した書㠃にࡘいては㐺ษにᗫᲠした᪨）を記㍕した書㠃を乙にᥦ出しなࡅれࡤならない。 
（ᐙᒇྎᖒのሗのᥦ౪期） 
第㸳条 乙は、にᑐしてᐙᒇྎᖒのሗを年１ᅇ（ᴫࡡẖ年㸵月㡭）ᥦ౪する。ただし、協定

締結ึ年ᗘのᥦ౪期にࡘいては、乙ととがู㏵協議して定める。 
（⿕⅏⪅ሗのᥦ౪ᙧែ及びᥦ౪᪉ἲ） 
第㸴条 が甲（東京都㟈⅏⯆本㒊のタ⨨に関する᮲例（ᖹ成��年東京都᮲例➨77号）➨１᮲

につ定する⯆本㒊のタ⨨後にࡗ࠶ては、⯆本㒊。以ୗྠじ。）にᥦ౪する⿕⅏⪅ሗのᙧ

ែは、ࣝࣇࢺࢫ࢟ࢸ（&69ᙧᘧ）とする。 
２ は、⿕⅏⪅ሗを、ሗ記㘓፹యに記㘓した上で、甲にᥦ౪する。このሙྜに࠾いて、

ሗ記㘓፹యは、が⏝ពする。 
３ 前２項のつ定にかかࢃらࡎ、は、⅏ᐖ➼の≧ἣによࡾሗ記㘓፹యでのᥦ౪がᅔ㞴で࠶る

とㄆめるሙྜは、甲に協議の上、⿕⅏⪅ሗを書㠃でᥦ౪することができる。 
（⿕⅏⪅ሗを記㘓したሗ記㘓፹యのᤵཷ及びᦙ㏦➼） 
第㸵条 ⿕⅏⪅ሗを記㘓したሗ記㘓፹యのᤵཷは、甲ととが協議の上、日、ሙᡤ及び᪉

ἲを定めて⾜࠺。 
２ ⿕⅏⪅ሗを記㘓したሗ記㘓፹య又は⿕⅏⪅ሗを記㍕した書㠃のᦙ㏦は、甲の㈐௵に࠾

いて、甲の⫋ဨが⾜࠺ものとする。 
３ 甲は、⿕⅏⪅ሗを記㘓したሗ記㘓፹య又は⿕⅏⪅ሗを記㍕した書㠃のᦙ㏦中にࡅ࠾る

┐㞴、⣮ኻ、◚ᦆ（記㘓ෆᐜの◚ᦆをྵࡴ。）及びởᦆの㜵Ṇにດめなࡅれࡤならない。 
（⿕⅏⪅ሗのᾘཤ➼） 
第㸶条 甲は、⿕⅏⪅の生άᘓᨭ➼のᴗົが⤊了した後は、㏿ࡸかにからᥦ౪をཷࡅた⿕

⅏⪅ሗ及びࡑの࣮ࣆࢥにࡘいててᾘཤ（⿕⅏⪅ሗを記㍕した書㠃にࡘいては㐺ษにᗫ

Რ）しなࡅれࡤならない。 
２ 甲は、前項につ定するฎ⌮を⾜ࡗた後㏿ࡸかに、⿕⅏⪅ሗをてᾘཤした᪨（ᙜヱሗを

記㍕した書㠃にࡘいては㐺ษにᗫᲠした᪨）を記㍕した書㠃をにᥦ出しなࡅれࡤならない。 
（⿕⅏⪅ሗのᥦ౪期➼） 
第㸷条 は⿕⅏⪅ሗにࡘいて、⿕⅏≧ἣㄪᰝの㐍⾜にྜࡏࢃて㝶甲にᑐしてᥦ౪する。ࡑ

のሙྜ、ྠ一の⅏ᐖ➼で、」ᩘᅇᥦ౪するሙྜも࠶る。 
 
 
 この⣽๎のྜពの証として、甲、乙及びは、ṇ本３通を作成し、ࡑれࡒれ記名押印の上各１

通を保有する。 

 

ᖹ成��年３月��日 
 
 

甲   東京都᪂ᐟ区す᪂ᐟ丁目㸶番１号 
    東京都⥲ົᒁ 

ᒁ長 
 

乙   東京都᪂ᐟ区す᪂ᐟ丁目㸶番１号 
    東京都⛯ᒁ 

ᒁ長 
 

   東京都中央区築地一丁目１番１号 
    中央区 

区長 
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東京都⥲ົᒁ（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）、東京都⛯ᒁ（以ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）及び中央区（以ୗ

（。࠺協定書ࠖといࠕ以ୗ）⅏証᫂Ⓨ⾜にಀるሗᥦ౪➼に関する協定書ࡾ、は（。࠺ࠖといࠕ

➨��᮲のつ定にᇶ࡙き、ḟのとࡾ࠾ᐇ⣽目を定める。 
（ᐙᒇྎᖒのሗのᥦ౪᪉ἲ➼） 
第㸯条 ᐙᒇྎᖒのሗは、一⯡ᐙᒇ、区ศᡤ有ᐙᒇ（௳ศ）、区ศᡤ有ᐙᒇ（Ჷศ）及び

ඹ有⪅の㸲ࡘのࣝࣇにศしてᥦ౪する。 
２ ᅛ定㈨⏘ᐙᒇㄢ⛯ྎᖒのࡕ࠺ᐇ⣽目に定める項目は、前項のࣝࣇの✀㢮にᛂじて、ḟ

のとࡾ࠾とする。 
（１） 一⯡ᐙᒇࣝࣇ、区ศᡤ有ᐙᒇ（௳ศ）ࣝࣇ、区ศᡤ有ᐙᒇ（Ჷศ）ࣇ

ࣝ 
事ົᡤࢻ࣮ࢥ ⏫名 丁目ࢻ࣮ࢥ 
地番ࢻ࣮ࢥ 号ࢻ࣮ࢥ ඛࢻ࣮ࢥ 
一Ჷࢻ࣮ࢥ本Ჷ 一Ჷࢻ࣮ࢥᯞ番 ≀௳番号 
≀௳᫂⣽一Ჷࢻ࣮ࢥ本Ჷ ≀௳᫂⣽一Ჷࢻ࣮ࢥᯞ番 ➢Ჷࢻ࣮ࢥ 
ᡤᅾ番号（⾤区➢号） ᡤᅾ番号（ఫᒃ番号） ᡤᅾ番号（ᯞ番） 
ᘓ≀番号 ᐙᒇ番号 ᡤ有⪅Ặ名 
ᡤ有⪅都㐨ᗓ┴名 ᡤ有⪅区ᕷ㒆名 ᡤ有⪅ఫᡤ 
ᡤ有⪅᪉書 ᡤ有⪅ඹ有⪅ᩘ Ⓩ記✀㢮⏝㏵ࢻ࣮ࢥ 
Ⓩ記ᵓ㐀ࢻ࣮ࢥ Ⓩ記ᒇ᰿ࢻ࣮ࢥ Ⓩ記地上㝵ᘓ 
Ⓩ記地ୗ㝵ᘓ Ⓩ記ᒃఫ㝵（⮬） Ⓩ記ᒃఫ㝵（⮳） 
Ⓩ記ᗋ㠃✚   

（２） ඹ有⪅ࣝࣇ 
事ົᡤࢻ࣮ࢥ ⏫名 丁目ࢻ࣮ࢥ 
地番ࢻ࣮ࢥ 号ࢻ࣮ࢥ ඛࢻ࣮ࢥ 
一Ჷࢻ࣮ࢥ本Ჷ 一Ჷࢻ࣮ࢥᯞ番 ≀௳番号 
ඹ有⪅番号 ඹ有⪅Ặ名 ඹ有⪅都㐨ᗓ┴名 
ඹ有⪅区ᕷ㒆名 ඹ有⪅ఫᡤ ඹ有⪅᪉書 
ඹ有⪅ᣢศศẕ ඹ有⪅ᣢศศᏊ  

 。とする⾲ࢻ࣮ࢥるࡆは、ḟにᥖ⾲࠼のㄞ᭰ࢻ࣮ࢥ ３
（１） Ⓩ記✀㢮⏝㏵ࢻ࣮ࢥ⾲ 
（２） Ⓩ記ᵓ㐀ࢻ࣮ࢥ⾲ 
（３） Ⓩ記ᒇ᰿ࢻ࣮ࢥ⾲ 
（ᐙᒇྎᖒのሗのᥦ౪ᙧែ及びᥦ౪᪉ἲ） 
第㸰条 乙のᥦ౪するᐙᒇྎᖒのሗのᙧែは、ࣝࣇࢺࢫ࢟ࢸ（&69ᙧᘧ）とする。 
２ 乙は、ᬯ号ฎ⌮したᐙᒇྎᖒのሗを、ሗᥦ౪に౪する㟁☢ⓗ記㘓፹య（以ୗࠕሗ記

㘓፹యࠖとい࠺。）に記㘓した上で、にᥦ౪する。このሙྜに࠾いて、ሗ記㘓፹యは、乙

が⏝ពする。 
（ᐙᒇྎᖒのሗを記㘓したሗ記㘓፹యのᤵཷ及びᦙ㏦➼） 
第㸱条 ᐙᒇྎᖒのሗを記㘓したሗ記㘓፹యのᤵཷは、乙がᣦ♧する᪉ἲによࡾ、日及び

ሙᡤをᣦ定して⾜࠺。 
２ ᐙᒇྎᖒのሗを記㘓したሗ記㘓፹యのᦙ㏦は、の㈐௵に࠾いて、の⫋ဨが⾜࠺もの

とする。 
３ は、ᐙᒇྎᖒのሗを記㘓したሗ記㘓፹యのᦙ㏦中にࡅ࠾る┐㞴、⣮ኻ、◚ᦆ（記㘓ෆ

ᐜの◚ᦆをྵࡴ。）及びởᦆの㜵Ṇにດめなࡅれࡤならない。 
（㐣年ᗘሗのᾘཤ➼） 
第㸲条 乙からᐙᒇྎᖒのሗのᥦ౪をཷࡅたは、㐣ཤにᥦ౪をཷࡅたᐙᒇྎᖒのሗ（以ୗ

この᮲に࠾いてࠕ㐣年ᗘሗࠖとい࠺。）が࠶るሙྜ、㐣年ᗘሗ及びࡑの࣮ࣆࢥにࡘいて
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てᾘཤ（㐣年ᗘሗを記㍕した書㠃にࡘいては㐺ษにᗫᲠ）しなࡅれࡤならない。 
２ は、᪂たにᐙᒇྎᖒのሗのᥦ౪をཷࡅた日から14日以ෆに、㐣年ᗘሗを記㘓したሗ

記㘓፹యを◚ቯすることとし、◚ቯした᪨及びᙜヱሗの࣮ࣆࢥをᾘཤした᪨（ᙜヱሗを記

㍕した書㠃にࡘいては㐺ษにᗫᲠした᪨）を記㍕した書㠃を乙にᥦ出しなࡅれࡤならない。 
（ᐙᒇྎᖒのሗのᥦ౪期） 
第㸳条 乙は、にᑐしてᐙᒇྎᖒのሗを年１ᅇ（ᴫࡡẖ年㸵月㡭）ᥦ౪する。ただし、協定

締結ึ年ᗘのᥦ౪期にࡘいては、乙ととがู㏵協議して定める。 
（⿕⅏⪅ሗのᥦ౪ᙧែ及びᥦ౪᪉ἲ） 
第㸴条 が甲（東京都㟈⅏⯆本㒊のタ⨨に関する᮲例（ᖹ成��年東京都᮲例➨77号）➨１᮲

につ定する⯆本㒊のタ⨨後にࡗ࠶ては、⯆本㒊。以ୗྠじ。）にᥦ౪する⿕⅏⪅ሗのᙧ

ែは、ࣝࣇࢺࢫ࢟ࢸ（&69ᙧᘧ）とする。 
２ は、⿕⅏⪅ሗを、ሗ記㘓፹యに記㘓した上で、甲にᥦ౪する。このሙྜに࠾いて、

ሗ記㘓፹యは、が⏝ពする。 
３ 前２項のつ定にかかࢃらࡎ、は、⅏ᐖ➼の≧ἣによࡾሗ記㘓፹యでのᥦ౪がᅔ㞴で࠶る

とㄆめるሙྜは、甲に協議の上、⿕⅏⪅ሗを書㠃でᥦ౪することができる。 
（⿕⅏⪅ሗを記㘓したሗ記㘓፹యのᤵཷ及びᦙ㏦➼） 
第㸵条 ⿕⅏⪅ሗを記㘓したሗ記㘓፹యのᤵཷは、甲ととが協議の上、日、ሙᡤ及び᪉

ἲを定めて⾜࠺。 
２ ⿕⅏⪅ሗを記㘓したሗ記㘓፹య又は⿕⅏⪅ሗを記㍕した書㠃のᦙ㏦は、甲の㈐௵に࠾

いて、甲の⫋ဨが⾜࠺ものとする。 
３ 甲は、⿕⅏⪅ሗを記㘓したሗ記㘓፹య又は⿕⅏⪅ሗを記㍕した書㠃のᦙ㏦中にࡅ࠾る

┐㞴、⣮ኻ、◚ᦆ（記㘓ෆᐜの◚ᦆをྵࡴ。）及びởᦆの㜵Ṇにດめなࡅれࡤならない。 
（⿕⅏⪅ሗのᾘཤ➼） 
第㸶条 甲は、⿕⅏⪅の生άᘓᨭ➼のᴗົが⤊了した後は、㏿ࡸかにからᥦ౪をཷࡅた⿕

⅏⪅ሗ及びࡑの࣮ࣆࢥにࡘいててᾘཤ（⿕⅏⪅ሗを記㍕した書㠃にࡘいては㐺ษにᗫ

Რ）しなࡅれࡤならない。 
２ 甲は、前項につ定するฎ⌮を⾜ࡗた後㏿ࡸかに、⿕⅏⪅ሗをてᾘཤした᪨（ᙜヱሗを

記㍕した書㠃にࡘいては㐺ษにᗫᲠした᪨）を記㍕した書㠃をにᥦ出しなࡅれࡤならない。 
（⿕⅏⪅ሗのᥦ౪期➼） 
第㸷条 は⿕⅏⪅ሗにࡘいて、⿕⅏≧ἣㄪᰝの㐍⾜にྜࡏࢃて㝶甲にᑐしてᥦ౪する。ࡑ

のሙྜ、ྠ一の⅏ᐖ➼で、」ᩘᅇᥦ౪するሙྜも࠶る。 
 
 
 この⣽๎のྜពの証として、甲、乙及びは、ṇ本３通を作成し、ࡑれࡒれ記名押印の上各１

通を保有する。 

 

ᖹ成��年３月��日 
 
 

甲   東京都᪂ᐟ区す᪂ᐟ丁目㸶番１号 
    東京都⥲ົᒁ 

ᒁ長 
 

乙   東京都᪂ᐟ区す᪂ᐟ丁目㸶番１号 
    東京都⛯ᒁ 

ᒁ長 
 

   東京都中央区築地一丁目１番１号 
    中央区 

区長 



- 451 - 

200㸬⅏ᐖࡾࡿࡅ࠾⅏ド᫂᭩Ⓨ⾜㛵ࡿࡍ༠ᐃ᭩㸦ᮾிᾘ㜵ᗇ㸧㸦ᮏᩥ284㡫㸧 
 

中央区（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）と東京ᾘ㜵ᗇ京ᶫᾘ㜵⨫、東京ᾘ㜵ᗇ日本ᶫᾘ㜵⨫及び東京ᾘ

㜵ᗇ⮫ ᾘ㜵⨫（以ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）は、┦協力よࡾ⅏ᐖにࡅ࠾るⅆ⅏⿕ᐖにಀるࡾ⅏証

᫂書のⓎ⾜及びࡑの᰿ᣐとなるⅆ⅏ㄪᰝをに⾜࠺ため、ḟのとࡾ࠾協定を締結する。 

（目ⓗ） 

第㸯条 この協定は、⅏ᐖⓎ生にഛ࠼、⅏ᐖᑐ⟇ᇶ本ἲ（和３㸴年ἲᚊ➨２２３号）にᇶ࡙

き、⿕⅏⪅の生άᘓᨭ➼のᴗົをに㐙⾜するため、⅏ᐖにࡅ࠾るⅆ⅏⿕ᐖにಀる

 。の᰿ᣐとなるⅆ⅏ㄪᰝに関する事項を定めることを目ⓗとするࡑ⅏証᫂書のⓎ⾜及びࡾ

（ㄪᩚ議の㛤ദ） 

第㸰条 甲と乙は、⅏ᐖⓎ生後に協議を⾜い、㐃ᦠしてࡾ⅏証᫂書のⓎ⾜を⾜࠺ことがᚲせと

ㄆめたሙྜは、ㄪᩚ議を㛤ദしてḟにᥖࡆる項目にࡘいて定める。 

(1)  ⿕ᐖ≧ἣㄪᰝの㛤ጞ期に関すること。 

(2)  ⿕ᐖ≧ἣㄪᰝのయไに関すること。 

(3)  。⅏証᫂書のⓎ⾜ሙᡤ、Ⓨ⾜❆ཱྀᴗົ及びⓎ⾜期間に関することࡾ 

(4)  ሗのඹ有に関すること。 

(5)  前各号にᥖࡆるもののか、ࡾ⅏証᫂書のⓎ⾜にᚲせな事項に関すること。 

（⿕⅏⪅生άᘓᨭ࣒ࢸࢫࢩ➼のά⏝） 

第㸱条 甲は、乙がⅆ⅏ㄪᰝにಀるᴗົを⾜࠺ሙྜに࠾いて、⿕⅏⪅生άᘓᨭ࣒ࢸࢫࢩか

ら出力したㄪᰝ⚊を乙にᥦ౪するときは、ࡾ⅏証᫂書のⓎ⾜にᚲせな⠊ᅖෆでᙜヱ࣒ࢸࢫࢩ

をά⏝するものとする。 

（⿕⅏ሗのᥦ౪） 

第㸲条 甲は、乙がⅆ⅏⿕ᐖにᑐする⿕ᐖ≧ἣㄪᰝを⾜࠺ためにᚲせが࠶るとㄆめられるሙྜ

は、乙のồめにᛂじて、⿕⅏⪅のሗ（ఫẸᇶ本ྎᖒ及びᅛ定㈨⏘ᐙᒇㄢ⛯ྎᖒにಀるሗ

をい࠺。）をᥦ౪する。 

２ 乙は、甲がࡾ⅏証᫂書のⓎ⾜及び⿕⅏⪅ྎᖒ（⿕⅏⪅の⿕ᐖሗ又は生άᘓᨭ⟇の

ᐇ≧ἣを⟶⌮するྎᖒをい࠺。以ୗྠじ。）の作成を⾜࠺ためにᚲせが࠶るとㄆめられる

ሙྜは、甲のồめにᛂじてⅆ⅏⿕ᐖにᑐする⿕ᐖ≧ἣㄪᰝにಀるሗをᥦ౪する。 

３ 甲は、作成した⿕⅏⪅ྎᖒのࡕ࠺、乙のᴗົにᚲせとㄆめられるሗを乙にᥦ౪する。 

（Ⓨ⾜❆ཱྀᴗົ） 

第㸳条 乙は、甲が㛤タするࡾ⅏証᫂書のⓎ⾜❆ཱྀに࠾いて、甲のồめにᛂじてⅆ⅏⿕ᐖにಀ

るᚲせなᨭᴗົを⾜࠺ものとする。 

２ 甲は、ࡾ⅏証᫂書のⓎ⾜ᴗົをに⾜࠺ためのカ⦎を定期ⓗにᐇしなࡅれࡤならない。 

３ 乙は、前項のカ⦎にཧຍし、➨１項のᨭᴗົの⩦ᚓにດめなࡅれࡤならない。 

（ሗ⟶⌮） 

第㸴条 甲及び乙は、➨㸲᮲のつ定によࡾᥦ౪をཷࡅたሗを㐺ษに⟶⌮しなࡅれࡤならない。 

２ 甲及び乙は、➨㸲᮲のつ定によࡾᥦ౪をཷࡅたሗにࡘいて⣮ኻ、₃࠼い➼の事ᨾがⓎ生

したときは、┤ࡕにᥦ౪ඖにሗ࿌し、㐺ษなᥐ⨨をㅮじなࡅれࡤならない。 

 （ᥦ౪ሗの目ⓗእ⏝の⚗Ṇ） 

第㸵条 乙は、➨㸲᮲➨１項及び➨３項のつ定によࡾ甲からᥦ౪をཷࡅたሗを、ⅆ⅏⿕ᐖに

ᑐする⿕ᐖ≧ἣㄪᰝ以እの目ⓗに⏝してはならない。 

２ 甲は、➨㸲᮲➨２項のつ定によࡾ乙からᥦ౪をཷࡅたሗを、ࡾ⅏証᫂書のⓎ⾜及び⿕⅏

⪅ྎᖒの作成以እの目ⓗに⏝してはならない。 

 （のࡑ）

第㸶条 この協定のゎ㔘に疑義が生じたሙྜ及びこの協定に定めのない事項にࡘいては、甲乙

協議の上決定する。 
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上記協定の締結を証するため、本協定書を㸲通作成し、甲と乙とが記名及び押印をした上、ࡑ

れࡒれࡑの１通を保有する。 

㝃๎  

１ この協定は、令和２年㸷月３㸮日から効力を生ࡎる。 

２ この協定の締結にకい、ᖹ成２㸳年㸵月１日甲乙間に࠾いて締結した㟈⅏にࡅ࠾るࡾ⅏証

᫂Ⓨ⾜に関する協定書は効力をኻ࠺。 

 

令和２年㸷月３㸮日 

 

 

                  甲 中央区築地一丁目１番１号 

                    中央区 

区長 

 

乙 中央区京ᶫ୕丁目１㸲番１号 

                    東京ᾘ㜵ᗇ京ᶫᾘ㜵⨫ 

ᾘ㜵⨫長 

 

中央区日本ᶫණ⏫１㸲番１２号 

                    東京ᾘ㜵ᗇ日本ᶫᾘ㜵⨫ 

ᾘ㜵⨫長 

 

中央区ᬕᾏ丁目㸶番２㸮号 

                    東京ᾘ㜵ᗇ⮫ ᾘ㜵⨫ 

ᾘ㜵⨫長 
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中央区（以ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）と東京ᾘ㜵ᗇ京ᶫᾘ㜵⨫、東京ᾘ㜵ᗇ日本ᶫᾘ㜵⨫及び東京ᾘ

㜵ᗇ⮫ ᾘ㜵⨫（以ୗࠕ乙ࠖとい࠺。）は、┦協力よࡾ⅏ᐖにࡅ࠾るⅆ⅏⿕ᐖにಀるࡾ⅏証

᫂書のⓎ⾜及びࡑの᰿ᣐとなるⅆ⅏ㄪᰝをに⾜࠺ため、ḟのとࡾ࠾協定を締結する。 

（目ⓗ） 

第㸯条 この協定は、⅏ᐖⓎ生にഛ࠼、⅏ᐖᑐ⟇ᇶ本ἲ（和３㸴年ἲᚊ➨２２３号）にᇶ࡙

き、⿕⅏⪅の生άᘓᨭ➼のᴗົをに㐙⾜するため、⅏ᐖにࡅ࠾るⅆ⅏⿕ᐖにಀる

 。の᰿ᣐとなるⅆ⅏ㄪᰝに関する事項を定めることを目ⓗとするࡑ⅏証᫂書のⓎ⾜及びࡾ

（ㄪᩚ議の㛤ദ） 

第㸰条 甲と乙は、⅏ᐖⓎ生後に協議を⾜い、㐃ᦠしてࡾ⅏証᫂書のⓎ⾜を⾜࠺ことがᚲせと

ㄆめたሙྜは、ㄪᩚ議を㛤ദしてḟにᥖࡆる項目にࡘいて定める。 

(1)  ⿕ᐖ≧ἣㄪᰝの㛤ጞ期に関すること。 

(2)  ⿕ᐖ≧ἣㄪᰝのయไに関すること。 

(3)  。⅏証᫂書のⓎ⾜ሙᡤ、Ⓨ⾜❆ཱྀᴗົ及びⓎ⾜期間に関することࡾ 

(4)  ሗのඹ有に関すること。 

(5)  前各号にᥖࡆるもののか、ࡾ⅏証᫂書のⓎ⾜にᚲせな事項に関すること。 

（⿕⅏⪅生άᘓᨭ࣒ࢸࢫࢩ➼のά⏝） 

第㸱条 甲は、乙がⅆ⅏ㄪᰝにಀるᴗົを⾜࠺ሙྜに࠾いて、⿕⅏⪅生άᘓᨭ࣒ࢸࢫࢩか

ら出力したㄪᰝ⚊を乙にᥦ౪するときは、ࡾ⅏証᫂書のⓎ⾜にᚲせな⠊ᅖෆでᙜヱ࣒ࢸࢫࢩ

をά⏝するものとする。 

（⿕⅏ሗのᥦ౪） 

第㸲条 甲は、乙がⅆ⅏⿕ᐖにᑐする⿕ᐖ≧ἣㄪᰝを⾜࠺ためにᚲせが࠶るとㄆめられるሙྜ

は、乙のồめにᛂじて、⿕⅏⪅のሗ（ఫẸᇶ本ྎᖒ及びᅛ定㈨⏘ᐙᒇㄢ⛯ྎᖒにಀるሗ

をい࠺。）をᥦ౪する。 

２ 乙は、甲がࡾ⅏証᫂書のⓎ⾜及び⿕⅏⪅ྎᖒ（⿕⅏⪅の⿕ᐖሗ又は生άᘓᨭ⟇の

ᐇ≧ἣを⟶⌮するྎᖒをい࠺。以ୗྠじ。）の作成を⾜࠺ためにᚲせが࠶るとㄆめられる

ሙྜは、甲のồめにᛂじてⅆ⅏⿕ᐖにᑐする⿕ᐖ≧ἣㄪᰝにಀるሗをᥦ౪する。 

３ 甲は、作成した⿕⅏⪅ྎᖒのࡕ࠺、乙のᴗົにᚲせとㄆめられるሗを乙にᥦ౪する。 

（Ⓨ⾜❆ཱྀᴗົ） 

第㸳条 乙は、甲が㛤タするࡾ⅏証᫂書のⓎ⾜❆ཱྀに࠾いて、甲のồめにᛂじてⅆ⅏⿕ᐖにಀ

るᚲせなᨭᴗົを⾜࠺ものとする。 

２ 甲は、ࡾ⅏証᫂書のⓎ⾜ᴗົをに⾜࠺ためのカ⦎を定期ⓗにᐇしなࡅれࡤならない。 

３ 乙は、前項のカ⦎にཧຍし、➨１項のᨭᴗົの⩦ᚓにດめなࡅれࡤならない。 

（ሗ⟶⌮） 

第㸴条 甲及び乙は、➨㸲᮲のつ定によࡾᥦ౪をཷࡅたሗを㐺ษに⟶⌮しなࡅれࡤならない。 

２ 甲及び乙は、➨㸲᮲のつ定によࡾᥦ౪をཷࡅたሗにࡘいて⣮ኻ、₃࠼い➼の事ᨾがⓎ生

したときは、┤ࡕにᥦ౪ඖにሗ࿌し、㐺ษなᥐ⨨をㅮじなࡅれࡤならない。 

 （ᥦ౪ሗの目ⓗእ⏝の⚗Ṇ） 

第㸵条 乙は、➨㸲᮲➨１項及び➨３項のつ定によࡾ甲からᥦ౪をཷࡅたሗを、ⅆ⅏⿕ᐖに

ᑐする⿕ᐖ≧ἣㄪᰝ以እの目ⓗに⏝してはならない。 

２ 甲は、➨㸲᮲➨２項のつ定によࡾ乙からᥦ౪をཷࡅたሗを、ࡾ⅏証᫂書のⓎ⾜及び⿕⅏

⪅ྎᖒの作成以እの目ⓗに⏝してはならない。 

 （のࡑ）

第㸶条 この協定のゎ㔘に疑義が生じたሙྜ及びこの協定に定めのない事項にࡘいては、甲乙

協議の上決定する。 

 

- 452 - 

上記協定の締結を証するため、本協定書を㸲通作成し、甲と乙とが記名及び押印をした上、ࡑ

れࡒれࡑの１通を保有する。 

㝃๎  

１ この協定は、令和２年㸷月３㸮日から効力を生ࡎる。 

２ この協定の締結にకい、ᖹ成２㸳年㸵月１日甲乙間に࠾いて締結した㟈⅏にࡅ࠾るࡾ⅏証

᫂Ⓨ⾜に関する協定書は効力をኻ࠺。 

 

令和２年㸷月３㸮日 

 

 

                  甲 中央区築地一丁目１番１号 

                    中央区 

区長 

 

乙 中央区京ᶫ୕丁目１㸲番１号 

                    東京ᾘ㜵ᗇ京ᶫᾘ㜵⨫ 

ᾘ㜵⨫長 

 

中央区日本ᶫණ⏫１㸲番１２号 

                    東京ᾘ㜵ᗇ日本ᶫᾘ㜵⨫ 

ᾘ㜵⨫長 

 

中央区ᬕᾏ丁目㸶番２㸮号 

                    東京ᾘ㜵ᗇ⮫ ᾘ㜵⨫ 

ᾘ㜵⨫長 
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中央区（௨ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）と東京電力パワーグリッド株式会社銀座支社（௨ୗࠕ乙ࠖとい

協ࡾ乙における┦協力に関し、ḟのとおࡧは、自↛災害がⓎ生した場合におい࡚、甲ཬ（。࠺

定（௨ୗࠕ本協定ࠖとい࠺。）を締結する。 
（目ⓗ） 
第㸯条 本協定は、災害ᑐ⟇ᇶ本ἲ（和３㸴年ἲᚊ➨２２３号）ཬྠࡧἲ➨３４᮲➨１項に規

定する㜵災ᇶ本ィ⏬にᇶ࡙ࡁ、甲はఫẸの生࣭㈈⏘の保ㆤཬࡧ生ά支のᙺをᢸ࠺こと、

乙は電力の᪩ᮇ復旧のᙺをᢸ࠺ことを┦に☜ㄆし、災害時における、甲ཬࡧ乙の協力関ಀ

ᵓ築に㈨する事項を定め、地ᇦの᭦なる㜵災力を㧗めることを目ⓗに締結する。 
（㐃⤡యไ） 
第㸰条 甲ཬࡧ乙は、災害時の㐃ᦠをᅗるため、┤通電ヰのタ⨨等、㐃⤡యไを☜❧する。 
２ 甲ཬࡧ乙は、甲乙協議の上、甲又は乙の⫋ဨを甲又は乙にὴ㐵でࡁるものとする。 
（災害時のሗ㐃ᦠ） 
第㸱条 甲ཬࡧ乙は、ḟの各号にᥖࡆるሗを┦にᥦ౪する。 
(1) 災害時に復旧をඃඛすࡁ㔜せタ（ࣛࣥࣛࣇの㎿㏿な復旧がồめࡽれる㝔等）

のリࢺࢫཬྠࡧリࢺࢫの᭦᪂ሗ 

(2) ఫẸが㑊㞴し࡚いる地ᇦཬࡧ㑊㞴ᡤのሗ 

(3) 電のⓎ生≧ἣࡸ復旧ぢ㎸等、電に関㐃するሗ 

(4) 㐨㊰㝗ἐ、Ỉἐ、ᅵ◁ᔂⴠ、ᶞᮌಽቯ等にࡼる㐨㊰ᑍ᩿ཬࡧ復旧のሗ 
（災害時の┦協力） 
第㸲条 甲ཬࡧ乙は、災害時、ḟの各号にᥖࡆる事項にࡘい࡚自࠺⾜ࡽᴗົに支㞀のない⠊ᅖに

おい࡚┦に協力する。 
(1) 甲乙タの⏝ⱝしࡃは電力の復旧に支㞀となる㞀害≀等の㝖ཤ又はᛂᛴᥐ⨨のᐇ 

(2) 甲ཬࡧ乙がᡤ有するタ、㥔㌴場等の⏝ 

(3) ఫẸの電ሗ等の࿘▱のための、甲の㜵災⾜ᨻ↓⥺、Ⓩ㘓ไ࣓ーࣝ、⥭ᛴ࿌▱ࣛࢪ

 ⏝等の࢜
（ᐇ⣽目の締結） 
第㸳条 甲ཬࡧ乙は、本協定に定める甲ཬࡧ乙のᙺ、ලయⓗなᐇ事項、┦⏝するタ等

にࡘい࡚、ูにᐇ⣽目にࡾࡼ定めるものとする。 
（⛎ᐦ保ᣢ） 
第㸴条 甲ཬࡧ乙は、この協定にᇶ࡙ࡃάືを通じ࡚▱ࡾᚓた⛎ᐦሗを他ேに㛤♧し、又は₃

 。ないࡽいし࡚はな࠼
（有ຠᮇ㛫） 
第㸵条 本協定の有ຠᮇ㛫は、締結の日ࡽ令和３年３月３１日ࡲでとする。たࡔし、有ຠᮇ㛫

が‶する１月๓ࡲでに、甲又は乙が各┦ᡭ᪉にᑐし、≉ẁのពᛮ⾲♧をしない場合は、こ

の協定は、ᮇ㛫‶の日の⩣日ࡽ᭦に１年㛫ྠ一の᮲௳をも࡚ࡗ᭦᪂するものとし、௨ᚋも

ྠᵝとする。 
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（協議） 
第８条 本協定に関し、定めのない事項又は疑義が生じた場合は、甲乙協議の上定めるものとす

る。 
（その他） 
第９条 平成２８年３月２８日付けで締結した大規模災害時における電力復旧等に関する覚書

は、廃止する。 
 
この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自１通を保有する。 

 
令和２年７月１５日 

 
 

甲   東京都中央区築地一丁目１番１号 
中央区 
中央区長 

 
乙   東京都港区芝公園二丁目２番４号 

東京電力パワーグリッド株式会社 
銀座支社 
支 社 長 
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中央区（௨ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）と東京電力パワーグリッド株式会社銀座支社（௨ୗࠕ乙ࠖとい

協ࡾ乙における┦協力に関し、ḟのとおࡧは、自↛災害がⓎ生した場合におい࡚、甲ཬ（。࠺

定（௨ୗࠕ本協定ࠖとい࠺。）を締結する。 
（目ⓗ） 
第㸯条 本協定は、災害ᑐ⟇ᇶ本ἲ（和３㸴年ἲᚊ➨２２３号）ཬྠࡧἲ➨３４᮲➨１項に規

定する㜵災ᇶ本ィ⏬にᇶ࡙ࡁ、甲はఫẸの生࣭㈈⏘の保ㆤཬࡧ生ά支のᙺをᢸ࠺こと、

乙は電力の᪩ᮇ復旧のᙺをᢸ࠺ことを┦に☜ㄆし、災害時における、甲ཬࡧ乙の協力関ಀ

ᵓ築に㈨する事項を定め、地ᇦの᭦なる㜵災力を㧗めることを目ⓗに締結する。 
（㐃⤡యไ） 
第㸰条 甲ཬࡧ乙は、災害時の㐃ᦠをᅗるため、┤通電ヰのタ⨨等、㐃⤡యไを☜❧する。 
２ 甲ཬࡧ乙は、甲乙協議の上、甲又は乙の⫋ဨを甲又は乙にὴ㐵でࡁるものとする。 
（災害時のሗ㐃ᦠ） 
第㸱条 甲ཬࡧ乙は、ḟの各号にᥖࡆるሗを┦にᥦ౪する。 
(1) 災害時に復旧をඃඛすࡁ㔜せタ（ࣛࣥࣛࣇの㎿㏿な復旧がồめࡽれる㝔等）

のリࢺࢫཬྠࡧリࢺࢫの᭦᪂ሗ 

(2) ఫẸが㑊㞴し࡚いる地ᇦཬࡧ㑊㞴ᡤのሗ 

(3) 電のⓎ生≧ἣࡸ復旧ぢ㎸等、電に関㐃するሗ 

(4) 㐨㊰㝗ἐ、Ỉἐ、ᅵ◁ᔂⴠ、ᶞᮌಽቯ等にࡼる㐨㊰ᑍ᩿ཬࡧ復旧のሗ 
（災害時の┦協力） 
第㸲条 甲ཬࡧ乙は、災害時、ḟの各号にᥖࡆる事項にࡘい࡚自࠺⾜ࡽᴗົに支㞀のない⠊ᅖに

おい࡚┦に協力する。 
(1) 甲乙タの⏝ⱝしࡃは電力の復旧に支㞀となる㞀害≀等の㝖ཤ又はᛂᛴᥐ⨨のᐇ 

(2) 甲ཬࡧ乙がᡤ有するタ、㥔㌴場等の⏝ 

(3) ఫẸの電ሗ等の࿘▱のための、甲の㜵災⾜ᨻ↓⥺、Ⓩ㘓ไ࣓ーࣝ、⥭ᛴ࿌▱ࣛࢪ

 ⏝等の࢜
（ᐇ⣽目の締結） 
第㸳条 甲ཬࡧ乙は、本協定に定める甲ཬࡧ乙のᙺ、ලయⓗなᐇ事項、┦⏝するタ等

にࡘい࡚、ูにᐇ⣽目にࡾࡼ定めるものとする。 
（⛎ᐦ保ᣢ） 
第㸴条 甲ཬࡧ乙は、この協定にᇶ࡙ࡃάືを通じ࡚▱ࡾᚓた⛎ᐦሗを他ேに㛤♧し、又は₃

 。ないࡽいし࡚はな࠼
（有ຠᮇ㛫） 
第㸵条 本協定の有ຠᮇ㛫は、締結の日ࡽ令和３年３月３１日ࡲでとする。たࡔし、有ຠᮇ㛫

が‶する１月๓ࡲでに、甲又は乙が各┦ᡭ᪉にᑐし、≉ẁのពᛮ⾲♧をしない場合は、こ

の協定は、ᮇ㛫‶の日の⩣日ࡽ᭦に１年㛫ྠ一の᮲௳をも࡚ࡗ᭦᪂するものとし、௨ᚋも

ྠᵝとする。 
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（協議） 
第８条 本協定に関し、定めのない事項又は疑義が生じた場合は、甲乙協議の上定めるものとす

る。 
（その他） 
第９条 平成２８年３月２８日付けで締結した大規模災害時における電力復旧等に関する覚書

は、廃止する。 
 
この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自１通を保有する。 

 
令和２年７月１５日 

 
 

甲   東京都中央区築地一丁目１番１号 
中央区 
中央区長 

 
乙   東京都港区芝公園二丁目２番４号 

東京電力パワーグリッド株式会社 
銀座支社 
支 社 長 
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202㸬つᶍ⅏ᐖ➼ࡿࡅ࠾ሗ㐃⤡ဨࡢὴ㐵㛵ࡿࡍ⣽┠༠ᐃ᭩㸦ᮾி㟁ຊ㸧

㸦ᮏᩥ122㡫㸧 

 
 中央区（௨ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）と東京電力パワーグリッド株式会社銀座支社（௨ୗࠕ乙ࠖとい

大規模災害時における電力復旧等に関する協定ࠖにࠕは、令和２年７月１５日に締結した（。࠺

ᇶ࡙ࡁ、災害時における┦のሗ㐃ᦠをᅗるための⫋ဨ（௨ୗࠕሗ㐃⤡ဨࠖとい࠺。）のὴ

㐵に関し、甲乙㛫におい࡚ḟのとおࡾ⣽目協定書（௨ୗࠕ本協定ࠖとい࠺。）を締結する。 

（目ⓗ） 

➨１᮲ 本協定は、災害ᑐ⟇ᇶ本ἲ（和３㸴年ἲᚊ➨２２３号）➨２᮲➨１号に規定する災害

がⓎ生し、又はⓎ生するおそれの࠶る場合（௨ୗࠕ災害時等ࠖとい࠺。）におい࡚、大規模

電がⓎ生し、又はⓎ生するおそれの࠶る場合は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬等にᇶ࡙ࡁ甲が⾜࠺災害

ᛂᛴᑐ⟇άືཬࡧ災害復旧άືを⾜࠺ことにࡘい࡚、災害時等におけるẸ㛫協力の一⎔とし࡚、

ሗ㐃⤡ဨのὴ㐵に関し࡚ᚲせな事項を定めることを目ⓗとする。 

（協力せㄳ） 

➨２᮲ 甲ཬࡧ乙は、電復旧にせする時㛫が長時㛫にࢃたるとุ᩿したとࡁは、ሗ㐃⤡ဨの

ὴ㐵の協力をせㄳでࡁるものとする。 

２ ๓項の規定にࡼるせㄳは、ู記➨１号ᵝ式にࡼるせㄳ書（௨ୗࠕせㄳ書ࠖとい࠺。）にࡾࡼ

ࡾࡼは、ཱྀ㢌、電ヰ等にࡁし、せㄳするものが⥭ᛴをせするとㄆめるとࡔものとする。た࠺⾜

協力のせㄳをすることがでࡁる。 

３ ๓項たࡔし書の規定にࡾࡼ協力をせㄳした場合は、ᙜヱせㄳの┦ᡭ᪉にᑐし、事ᚋ㏿ࡸに

せㄳ書をᥦฟするものとする。 

（協力ෆᐜ） 

➨３᮲ 甲ཬࡧ乙は、電復旧にせする時㛫が長時㛫にࢃたるとุ᩿したとࡁは、災害時等の㐃

ᦠをᅗるため、甲乙協議の上、甲又は乙の⫋ဨをそれぞれがᣦ定する場ᡤにὴ㐵し、甲ཬࡧ乙

がそれぞれᣢࡘሗのඹ有をᅗるែໃを☜❧する。 

２ ሗ㐃⤡ဨのὴ㐵を⾜࠺場合は、甲ཬࡧ乙は㏿ࡸにሗ㐃⤡ဨをᡭ㓄し、それぞれሗ㐃

⤡ဨのཷධれにᚲせなᇳົ࣌ࢫーࢫ、ఇ᠁場ᡤ等の‽ഛをする。 

３ ሗ㐃⤡ဨのὴ㐵を⾜ࢃない場合は、➨８᮲に定める㐃⤡㈐௵⪅又は㐃⤡㈐௵⪅を通じ࡚、

ሗのඹ有ཬࡧせㄳを⾜࠺。 

４ ሗ㐃⤡ဨのὴ㐵のゎ㝖にࡘい࡚は、甲乙協議の上Ỵ定する。 

（ሗ㐃⤡ဨのᙺ） 

➨４᮲ ሗ㐃⤡ဨは、ᚲせにᛂじ࡚、甲ཬࡧ乙がそれぞれ㛤ദする災害ᑐ⟇本㒊会議等の会議

にฟᖍし、甲乙㛫のሗ㐃ᦠཬࡧせㄳの❆ཱྀとし࡚のᙺをᢸ࠺。 

２ ሗ㐃⤡ဨを通じ甲ཬࡧ乙がඹ有するなሗはḟの各号に定めるとこࢁにࡼる。 

（１）甲が乙にᥦ౪するሗは、ḟにᥖࡆるとおࡾとする。 

れた電の≧ἣに関するࡉᥦ౪ࡽに区Ẹࡧᶞᮌಽቯの≧ἣ୪ࡧᚓた㐨㊰⿕害ཬࡾ▱   

ሗ 

 㔜せタに関するሗࡁ電※㌴の㓄ഛをඃඛすࡧ電力復旧ཬ   

 ᶞᮌ、ᅵ◁等の㝖ཤ≧ἣに関するሗࡧ㐨㊰ၨ㛤ཬ ࢘  

 ఫẸが㑊㞴し࡚いる地ᇦ、㑊㞴場ᡤ等に関するሗ ࢚  

（２）乙が甲にᥦ౪するሗは、ḟにᥖࡆるとおࡾとする。 

にそのぢࡧ電復旧作ᴗの≧ἣ୪ࡧ電Ⓨ生時㛫、電地ᇦ、電㌺ᩘ、電のཎᅉཬ   
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㎸ࡳに関するሗ 

 ᶞᮌಽቯの≧ἣに関するሗࡧᚓた㐨㊰⿕害ཬࡾ▱   

 のෆᐜに関するሗࢫリリーࢫࣞࣉ ࢘  

３ ➨１項に定めるᙺ௨እにࡘい࡚は、甲乙協議の上支㞀になࡽない⠊ᅖでᐇするものとす

る。 

（ᦠ⾜ရ等） 

➨５᮲ ሗ㐃⤡ဨのᙺを㐙⾜するためにᚲせな≀㈨、㣗ᩱ等にࡘい࡚は、ሗ㐃⤡ဨがᣢཧ

するものとするが、ཷධれഃの甲又は乙がᚲせとㄆめる場合は、ཷධれഃの甲又は乙が有する

 。るものとするࡁ等のொჾ、電※等の⏝がでࢫࢡッࣇ、ーᶵࣆࢥ

（㈝⏝の㈇ᢸ） 

➨㸴᮲ 本協定に関ࢃる㈝⏝の㈇ᢸは、᪉におい࡚Ⓨ生しないものとする。たࡔし、甲ཬࡧ乙

が協議の上ᚲせとㄆめた場合は、この㝈ࡾでない。 

（⛎ᐦ保ᣢ） 

➨７᮲ 甲ཬࡧ乙は、本協定にᇶ࡙ࡃάືを通じ࡚▱ࡾᚓた⛎ᐦを他ேに㛤♧し、又は₃࠼いし

࡚はなࡽない。本協定⤊ᚋも、ࡲたྠᵝとする。 

（㐃⤡㈐௵⪅） 

➨８᮲ 甲ཬࡧ乙は、支協力を㏿ࡸに㐙⾜するため、本協定に関する㈐௵⪅（௨ୗࠕ㐃⤡㈐

௵⪅ࠖとい࠺。）ཬࡧ㐃⤡㈐௵⪅を事๓に定め、ู記➨２号ᵝ式にࡼる㐃⤡㈐௵⪅等名⡙の

にࡾࡼ┦にሗ࿌するものとし、㐃⤡㈐௵⪅又は㐃⤡㈐௵⪅にኚ᭦が生じた㝿は、㏿ࡸ

 。ሗ࿌するものとするに┦ᡭ᪉

（協議） 

➨㸷᮲ 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項は、その都ᗘ、甲ཬࡧ乙が協議し࡚定め

るものとする。 

（有ຠᮇ㛫） 

➨１㸮᮲ 本協定の有ຠᮇ㛫は、本協定を締結した日1ࡽ年㛫とする。たࡔし、ᮇ㛫‶の３

は、有ຠᮇ㛫ࡁも本協定のゎ㝖又はኚ᭦の⏦ฟがないとࡽれࡎ乙のいࡧでに、甲ཬࡲ月๓

をࡽࡉに１年㛫ᘏ長するものとし、そのᚋもࡲたྠᵝとする。 

 

本協定締結の証とし࡚、本書２通を作成し、甲ཬࡧ乙が記名押印の上、各1通を保有する。 

 

令和４年１２月２㸮日 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長      

 

乙 東京都港区芝公園二丁目２番４号 

東京電力パワーグリッド株式会社銀座支社 

支社長       
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202㸬つᶍ⅏ᐖ➼ࡿࡅ࠾ሗ㐃⤡ဨࡢὴ㐵㛵ࡿࡍ⣽┠༠ᐃ᭩㸦ᮾி㟁ຊ㸧

㸦ᮏᩥ122㡫㸧 

 
 中央区（௨ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）と東京電力パワーグリッド株式会社銀座支社（௨ୗࠕ乙ࠖとい

大規模災害時における電力復旧等に関する協定ࠖにࠕは、令和２年７月１５日に締結した（。࠺

ᇶ࡙ࡁ、災害時における┦のሗ㐃ᦠをᅗるための⫋ဨ（௨ୗࠕሗ㐃⤡ဨࠖとい࠺。）のὴ

㐵に関し、甲乙㛫におい࡚ḟのとおࡾ⣽目協定書（௨ୗࠕ本協定ࠖとい࠺。）を締結する。 

（目ⓗ） 

➨１᮲ 本協定は、災害ᑐ⟇ᇶ本ἲ（和３㸴年ἲᚊ➨２２３号）➨２᮲➨１号に規定する災害

がⓎ生し、又はⓎ生するおそれの࠶る場合（௨ୗࠕ災害時等ࠖとい࠺。）におい࡚、大規模

電がⓎ生し、又はⓎ生するおそれの࠶る場合は、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬等にᇶ࡙ࡁ甲が⾜࠺災害

ᛂᛴᑐ⟇άືཬࡧ災害復旧άືを⾜࠺ことにࡘい࡚、災害時等におけるẸ㛫協力の一⎔とし࡚、

ሗ㐃⤡ဨのὴ㐵に関し࡚ᚲせな事項を定めることを目ⓗとする。 

（協力せㄳ） 

➨２᮲ 甲ཬࡧ乙は、電復旧にせする時㛫が長時㛫にࢃたるとุ᩿したとࡁは、ሗ㐃⤡ဨの

ὴ㐵の協力をせㄳでࡁるものとする。 

２ ๓項の規定にࡼるせㄳは、ู記➨１号ᵝ式にࡼるせㄳ書（௨ୗࠕせㄳ書ࠖとい࠺。）にࡾࡼ

ࡾࡼは、ཱྀ㢌、電ヰ等にࡁし、せㄳするものが⥭ᛴをせするとㄆめるとࡔものとする。た࠺⾜

協力のせㄳをすることがでࡁる。 

３ ๓項たࡔし書の規定にࡾࡼ協力をせㄳした場合は、ᙜヱせㄳの┦ᡭ᪉にᑐし、事ᚋ㏿ࡸに

せㄳ書をᥦฟするものとする。 

（協力ෆᐜ） 

➨３᮲ 甲ཬࡧ乙は、電復旧にせする時㛫が長時㛫にࢃたるとุ᩿したとࡁは、災害時等の㐃

ᦠをᅗるため、甲乙協議の上、甲又は乙の⫋ဨをそれぞれがᣦ定する場ᡤにὴ㐵し、甲ཬࡧ乙

がそれぞれᣢࡘሗのඹ有をᅗるែໃを☜❧する。 

２ ሗ㐃⤡ဨのὴ㐵を⾜࠺場合は、甲ཬࡧ乙は㏿ࡸにሗ㐃⤡ဨをᡭ㓄し、それぞれሗ㐃

⤡ဨのཷධれにᚲせなᇳົ࣌ࢫーࢫ、ఇ᠁場ᡤ等の‽ഛをする。 

３ ሗ㐃⤡ဨのὴ㐵を⾜ࢃない場合は、➨８᮲に定める㐃⤡㈐௵⪅又は㐃⤡㈐௵⪅を通じ࡚、

ሗのඹ有ཬࡧせㄳを⾜࠺。 

４ ሗ㐃⤡ဨのὴ㐵のゎ㝖にࡘい࡚は、甲乙協議の上Ỵ定する。 

（ሗ㐃⤡ဨのᙺ） 

➨４᮲ ሗ㐃⤡ဨは、ᚲせにᛂじ࡚、甲ཬࡧ乙がそれぞれ㛤ദする災害ᑐ⟇本㒊会議等の会議

にฟᖍし、甲乙㛫のሗ㐃ᦠཬࡧせㄳの❆ཱྀとし࡚のᙺをᢸ࠺。 

２ ሗ㐃⤡ဨを通じ甲ཬࡧ乙がඹ有するなሗはḟの各号に定めるとこࢁにࡼる。 

（１）甲が乙にᥦ౪するሗは、ḟにᥖࡆるとおࡾとする。 

れた電の≧ἣに関するࡉᥦ౪ࡽに区Ẹࡧᶞᮌಽቯの≧ἣ୪ࡧᚓた㐨㊰⿕害ཬࡾ▱   

ሗ 

 㔜せタに関するሗࡁ電※㌴の㓄ഛをඃඛすࡧ電力復旧ཬ   

 ᶞᮌ、ᅵ◁等の㝖ཤ≧ἣに関するሗࡧ㐨㊰ၨ㛤ཬ ࢘  

 ఫẸが㑊㞴し࡚いる地ᇦ、㑊㞴場ᡤ等に関するሗ ࢚  

（２）乙が甲にᥦ౪するሗは、ḟにᥖࡆるとおࡾとする。 

にそのぢࡧ電復旧作ᴗの≧ἣ୪ࡧ電Ⓨ生時㛫、電地ᇦ、電㌺ᩘ、電のཎᅉཬ   
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㎸ࡳに関するሗ 

 ᶞᮌಽቯの≧ἣに関するሗࡧᚓた㐨㊰⿕害ཬࡾ▱   

 のෆᐜに関するሗࢫリリーࢫࣞࣉ ࢘  

３ ➨１項に定めるᙺ௨እにࡘい࡚は、甲乙協議の上支㞀になࡽない⠊ᅖでᐇするものとす

る。 

（ᦠ⾜ရ等） 

➨５᮲ ሗ㐃⤡ဨのᙺを㐙⾜するためにᚲせな≀㈨、㣗ᩱ等にࡘい࡚は、ሗ㐃⤡ဨがᣢཧ

するものとするが、ཷධれഃの甲又は乙がᚲせとㄆめる場合は、ཷධれഃの甲又は乙が有する

 。るものとするࡁ等のொჾ、電※等の⏝がでࢫࢡッࣇ、ーᶵࣆࢥ

（㈝⏝の㈇ᢸ） 

➨㸴᮲ 本協定に関ࢃる㈝⏝の㈇ᢸは、᪉におい࡚Ⓨ生しないものとする。たࡔし、甲ཬࡧ乙

が協議の上ᚲせとㄆめた場合は、この㝈ࡾでない。 

（⛎ᐦ保ᣢ） 

➨７᮲ 甲ཬࡧ乙は、本協定にᇶ࡙ࡃάືを通じ࡚▱ࡾᚓた⛎ᐦを他ேに㛤♧し、又は₃࠼いし

࡚はなࡽない。本協定⤊ᚋも、ࡲたྠᵝとする。 

（㐃⤡㈐௵⪅） 

➨８᮲ 甲ཬࡧ乙は、支協力を㏿ࡸに㐙⾜するため、本協定に関する㈐௵⪅（௨ୗࠕ㐃⤡㈐

௵⪅ࠖとい࠺。）ཬࡧ㐃⤡㈐௵⪅を事๓に定め、ู記➨２号ᵝ式にࡼる㐃⤡㈐௵⪅等名⡙の

にࡾࡼ┦にሗ࿌するものとし、㐃⤡㈐௵⪅又は㐃⤡㈐௵⪅にኚ᭦が生じた㝿は、㏿ࡸ

 。ሗ࿌するものとするに┦ᡭ᪉

（協議） 

➨㸷᮲ 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項は、その都ᗘ、甲ཬࡧ乙が協議し࡚定め

るものとする。 

（有ຠᮇ㛫） 

➨１㸮᮲ 本協定の有ຠᮇ㛫は、本協定を締結した日1ࡽ年㛫とする。たࡔし、ᮇ㛫‶の３

は、有ຠᮇ㛫ࡁも本協定のゎ㝖又はኚ᭦の⏦ฟがないとࡽれࡎ乙のいࡧでに、甲ཬࡲ月๓

をࡽࡉに１年㛫ᘏ長するものとし、そのᚋもࡲたྠᵝとする。 

 

本協定締結の証とし࡚、本書２通を作成し、甲ཬࡧ乙が記名押印の上、各1通を保有する。 

 

令和４年１２月２㸮日 

 

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長      

 

乙 東京都港区芝公園二丁目２番４号 

東京電力パワーグリッド株式会社銀座支社 

支社長       
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203㸬つᶍ⅏ᐖࡿࡅ࠾㟁ᪧཬࡧၨ㛤సᴗࡢ┦༠ຊ㛵ࡿࡍ⣽┠༠ᐃ᭩㸦ᮾி㟁ຊ㸧
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中央区（௨ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）と東京電力パワーグリッド株式会社銀座支社（௨ୗࠕ乙ࠖとい

大規模災害時における電力復旧等に関する協定ࠖにࠕは、令和２年７月１５日に締結した（。࠺

ᇶ࡙ࡁ、災害時における電復旧ཬࡧၨ㛤作ᴗの┦協力に関し、甲乙㛫におい࡚ḟのとおࡾ⣽

目協定書（௨ୗࠕ本協定ࠖとい࠺。）を締結する。 

（目ⓗཬࡧཎ๎） 

➨１᮲ 本協定は、災害ᑐ⟇ᇶ本ἲ（和３㸴年ἲᚊ➨２２３号）➨２᮲➨１号に規定する災害が

Ⓨ生した場合（௨ୗࠕ災害時ࠖとい࠺。）におい࡚、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬等にᇶ࡙ࡁ、災害時の┦

協力の一⎔とし࡚、甲ཬࡧ乙が電復旧作ᴗ୪ࡧに㐨㊰ཬࡧその他区ᇦのၨ㛤作ᴗを᪩ᛴにᐇ

するため、に作ᴗにᙜたることがでࡁる࠺ࡼᚲせな事項を定めることを目ⓗとする。 

２ ┦協力にᙜた࡚ࡗは、㐨㊰ἲ（和２７年ἲᚊ➨１８㸮号）、電Ẽ事ᴗἲ（和３㸷年ἲᚊ➨

１７㸮号）等の各ᡤ⟶ἲ令の定めにᚑ࡚ࡗᑐᛂするものとする。なお、電の長ᮇ、復旧に⥭

ᛴをせする≧ἣ等におい࡚は、災害ᑐ⟇ᇶ本ἲにᇶ࡙ࡁ┦に協力する。 

（ᑐ㇟区ᇦ） 

➨２᮲ 本協定のᑐ㇟となる区ᇦは、甲が⟶⌮する㐨㊰区ᇦとし、ၨ㛤作ᴗにᚲせとุ᩿ࡉれた場

合は、㐨㊰ἲ➨４４᮲の規定にᇶ࡙ࡁᣦ定ࡉれたἢ㐨区ᇦをྵࡴものとする。 

２ ๓項の規定にࡎࡽࢃ、┦の協力がᚲせな区ᇦがⓎ生した場合にࡘい࡚は、甲ཬࡧ乙が協

議の上ᚲせな⠊ᅖにࡘい࡚定めるものとする。 

（ᑐ㇟作ᴗ） 

➨３᮲ ๓᮲に規定する区ᇦにおい࡚⾜࠺本協定のᑐ㇟となる作ᴗは、甲が⾜࠺ၨ㛤作ᴗཬࡧ乙が

㇟電力タഛの㞀害≀の㝖ཤ作ᴗをᑐࡧ電復旧作ᴗの支㞀となるᶞᮌ、ᅵ◁等の㝖ཤ作ᴗཬ࠺⾜

とする。 

（せㄳのᡭ⥆） 

➨４᮲ 甲は、ၨ㛤作ᴗの協力又は電復旧作ᴗのᐇがᚲせなとࡁは、乙にᑐしせㄳするもの

とする。 

２ 乙は、電復旧作ᴗの協力又はၨ㛤作ᴗのᐇがᚲせなとࡁは、甲にᑐしせㄳするものとす

る。 

３ ๓２項の規定にࡼるせㄳは、ู記➨１号ᵝ式にࡼるせㄳ書（௨ୗࠕせㄳ書ࠖとい࠺。）にࡾࡼ⾜

支協力ࡾࡼは、ཱྀ㢌、電ヰ等にࡁし、甲又は乙が⥭ᛴをせするとㄆめるとࡔものとする。た࠺

のせㄳをすることがでࡁるものとする。 

４ ๓項たࡔし書の規定にࡾࡼ協力のせㄳした場合におい࡚、ᙜヱせㄳの┦ᡭ᪉にᑐし、事ᚋ㏿ࡸ

 。にせㄳ書をᥦฟするものとする

（ᢏ⾡ဨのὴ㐵せㄳ） 

➨５᮲ 甲が㐨㊰ၨ㛤作ᴗをᐇする㝿、甲は乙にᑐし、⌧場のᏳ☜ㄆをุ᩿でࡁるᢏ⾡ဨのὴ

㐵をせㄳすることがでࡁる。 

（㈝⏝㈇ᢸ） 

➨㸴᮲ ➨４᮲の規定にᇶ࡙ࡃせㄳにࡾࡼᐇࡉれたၨ㛤作ᴗཬࡧ電復旧作ᴗの㈝⏝㈇ᢸは、ู
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ῧ１ࠕ災害時の電復旧作ᴗ࣭ၨ㛤作ᴗにおける㞀害≀の㝖ཤ等にಀる作ᴗయࠖをᇶに、甲乙

協議の上、都ᗘ定めるものとする。 

２ ㈝⏝は、災害Ⓨ生時┤๓における㐺ṇ౯᱁をᇶ‽とし、甲乙協議の上、Ỵ定するものとする。 

（㈝⏝のㄳồ） 

➨７᮲ 甲ཬࡧ乙は、➨４᮲の規定にᇶ࡙ࡃせㄳにࡾࡼᐇࡉれたၨ㛤作ᴗཬࡧ電復旧作ᴗを⤊

し、┦ᡭ᪉の☜ㄆをཷけたᚋ、๓᮲の㈝⏝をㄳồするものとする。 

（㈝⏝の支ᡶ） 

➨８᮲ 甲ཬࡧ乙は、๓᮲の規定にࡾࡼ┦ᡭ᪉ࡽのㄳồがࡗ࠶たとࡁは、ෆᐜをᑂᰝし㐺ṇとㄆ

める場合は、㏿ࡸにその㈝⏝を支ᡶࢃなけれࡤなࡽない。 

（㐃⤡㈐௵⪅） 

➨㸷᮲ 甲ཬࡧ乙は、支協力を㏿ࡸに㐙⾜するため、本協定に関する㐃⤡㈐௵⪅（௨ୗࠕ㐃⤡

㈐௵⪅ࠖとい࠺。）ཬࡧ㐃⤡㈐௵⪅を事๓に定め、ู記➨２号ᵝ式にࡼる㐃⤡㈐௵⪅等名⡙の

にࡾࡼ┦にሗ࿌するものとし、㐃⤡㈐௵⪅又は㐃⤡㈐௵⪅にኚ᭦が生じた㝿は、㏿ࡸに

┦ᡭ᪉㐃⤡するものとする。 

（ᐇ㈐௵） 

➨１㸮᮲ 関ಀᶵ関の࿘▱、➨୕⪅ࡽのၥ合ࡏ等のᑐᛂは、甲ཬࡧ乙が㐃ᦠし࡚⾜࠺。 

２ 作ᴗにకいⓎ生した事ᨾཬࡧ災害のᑐᛂは、作ᴗをᐇした甲又は乙が㈐௵をᣢ࠺⾜࡚ࡗ。 

（協議） 

➨１１᮲ 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項は、その都ᗘ、甲ཬࡧ乙が協議し࡚定め

るものとする。 

（有ຠᮇ㛫） 

➨１２᮲ 本協定の有ຠᮇ㛫は、本協定を締結した日１ࡽ年㛫とする。たࡔし、ᮇ㛫‶の３ࣨ

月๓ࡲでに、甲ཬࡧ乙のいࡎれࡽも本協定のゎ㝖又はኚ᭦の⏦ฟがないとࡁは、有ຠᮇ㛫をࡉ

 。たྠᵝとするࡲに１年㛫ᘏ長するものとし、そのᚋもࡽ

 

 

本協定締結の証とし࡚、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

令和４年１２月２㸮日 

                    

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長     

                     

乙 東京都港区芝公園二丁目２番４号 

東京電力パワーグリッド株式会社銀座支社 

支社長       
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㸦ᮏᩥ122㡫㸧 

 

中央区（௨ୗࠕ甲ࠖとい࠺。）と東京電力パワーグリッド株式会社銀座支社（௨ୗࠕ乙ࠖとい

大規模災害時における電力復旧等に関する協定ࠖにࠕは、令和２年７月１５日に締結した（。࠺

ᇶ࡙ࡁ、災害時における電復旧ཬࡧၨ㛤作ᴗの┦協力に関し、甲乙㛫におい࡚ḟのとおࡾ⣽

目協定書（௨ୗࠕ本協定ࠖとい࠺。）を締結する。 

（目ⓗཬࡧཎ๎） 

➨１᮲ 本協定は、災害ᑐ⟇ᇶ本ἲ（和３㸴年ἲᚊ➨２２３号）➨２᮲➨１号に規定する災害が

Ⓨ生した場合（௨ୗࠕ災害時ࠖとい࠺。）におい࡚、中央区地ᇦ㜵災ィ⏬等にᇶ࡙ࡁ、災害時の┦

協力の一⎔とし࡚、甲ཬࡧ乙が電復旧作ᴗ୪ࡧに㐨㊰ཬࡧその他区ᇦのၨ㛤作ᴗを᪩ᛴにᐇ

するため、に作ᴗにᙜたることがでࡁる࠺ࡼᚲせな事項を定めることを目ⓗとする。 

２ ┦協力にᙜた࡚ࡗは、㐨㊰ἲ（和２７年ἲᚊ➨１８㸮号）、電Ẽ事ᴗἲ（和３㸷年ἲᚊ➨

１７㸮号）等の各ᡤ⟶ἲ令の定めにᚑ࡚ࡗᑐᛂするものとする。なお、電の長ᮇ、復旧に⥭

ᛴをせする≧ἣ等におい࡚は、災害ᑐ⟇ᇶ本ἲにᇶ࡙ࡁ┦に協力する。 

（ᑐ㇟区ᇦ） 

➨２᮲ 本協定のᑐ㇟となる区ᇦは、甲が⟶⌮する㐨㊰区ᇦとし、ၨ㛤作ᴗにᚲせとุ᩿ࡉれた場

合は、㐨㊰ἲ➨４４᮲の規定にᇶ࡙ࡁᣦ定ࡉれたἢ㐨区ᇦをྵࡴものとする。 

２ ๓項の規定にࡎࡽࢃ、┦の協力がᚲせな区ᇦがⓎ生した場合にࡘい࡚は、甲ཬࡧ乙が協

議の上ᚲせな⠊ᅖにࡘい࡚定めるものとする。 

（ᑐ㇟作ᴗ） 

➨３᮲ ๓᮲に規定する区ᇦにおい࡚⾜࠺本協定のᑐ㇟となる作ᴗは、甲が⾜࠺ၨ㛤作ᴗཬࡧ乙が

㇟電力タഛの㞀害≀の㝖ཤ作ᴗをᑐࡧ電復旧作ᴗの支㞀となるᶞᮌ、ᅵ◁等の㝖ཤ作ᴗཬ࠺⾜

とする。 

（せㄳのᡭ⥆） 

➨４᮲ 甲は、ၨ㛤作ᴗの協力又は電復旧作ᴗのᐇがᚲせなとࡁは、乙にᑐしせㄳするもの

とする。 

２ 乙は、電復旧作ᴗの協力又はၨ㛤作ᴗのᐇがᚲせなとࡁは、甲にᑐしせㄳするものとす

る。 

３ ๓２項の規定にࡼるせㄳは、ู記➨１号ᵝ式にࡼるせㄳ書（௨ୗࠕせㄳ書ࠖとい࠺。）にࡾࡼ⾜

支協力ࡾࡼは、ཱྀ㢌、電ヰ等にࡁし、甲又は乙が⥭ᛴをせするとㄆめるとࡔものとする。た࠺

のせㄳをすることがでࡁるものとする。 

４ ๓項たࡔし書の規定にࡾࡼ協力のせㄳした場合におい࡚、ᙜヱせㄳの┦ᡭ᪉にᑐし、事ᚋ㏿ࡸ

 。にせㄳ書をᥦฟするものとする

（ᢏ⾡ဨのὴ㐵せㄳ） 

➨５᮲ 甲が㐨㊰ၨ㛤作ᴗをᐇする㝿、甲は乙にᑐし、⌧場のᏳ☜ㄆをุ᩿でࡁるᢏ⾡ဨのὴ

㐵をせㄳすることがでࡁる。 

（㈝⏝㈇ᢸ） 

➨㸴᮲ ➨４᮲の規定にᇶ࡙ࡃせㄳにࡾࡼᐇࡉれたၨ㛤作ᴗཬࡧ電復旧作ᴗの㈝⏝㈇ᢸは、ู
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ῧ１ࠕ災害時の電復旧作ᴗ࣭ၨ㛤作ᴗにおける㞀害≀の㝖ཤ等にಀる作ᴗయࠖをᇶに、甲乙

協議の上、都ᗘ定めるものとする。 

２ ㈝⏝は、災害Ⓨ生時┤๓における㐺ṇ౯᱁をᇶ‽とし、甲乙協議の上、Ỵ定するものとする。 

（㈝⏝のㄳồ） 

➨７᮲ 甲ཬࡧ乙は、➨４᮲の規定にᇶ࡙ࡃせㄳにࡾࡼᐇࡉれたၨ㛤作ᴗཬࡧ電復旧作ᴗを⤊

し、┦ᡭ᪉の☜ㄆをཷけたᚋ、๓᮲の㈝⏝をㄳồするものとする。 

（㈝⏝の支ᡶ） 

➨８᮲ 甲ཬࡧ乙は、๓᮲の規定にࡾࡼ┦ᡭ᪉ࡽのㄳồがࡗ࠶たとࡁは、ෆᐜをᑂᰝし㐺ṇとㄆ

める場合は、㏿ࡸにその㈝⏝を支ᡶࢃなけれࡤなࡽない。 

（㐃⤡㈐௵⪅） 

➨㸷᮲ 甲ཬࡧ乙は、支協力を㏿ࡸに㐙⾜するため、本協定に関する㐃⤡㈐௵⪅（௨ୗࠕ㐃⤡

㈐௵⪅ࠖとい࠺。）ཬࡧ㐃⤡㈐௵⪅を事๓に定め、ู記➨２号ᵝ式にࡼる㐃⤡㈐௵⪅等名⡙の

にࡾࡼ┦にሗ࿌するものとし、㐃⤡㈐௵⪅又は㐃⤡㈐௵⪅にኚ᭦が生じた㝿は、㏿ࡸに

┦ᡭ᪉㐃⤡するものとする。 

（ᐇ㈐௵） 

➨１㸮᮲ 関ಀᶵ関の࿘▱、➨୕⪅ࡽのၥ合ࡏ等のᑐᛂは、甲ཬࡧ乙が㐃ᦠし࡚⾜࠺。 

２ 作ᴗにకいⓎ生した事ᨾཬࡧ災害のᑐᛂは、作ᴗをᐇした甲又は乙が㈐௵をᣢ࠺⾜࡚ࡗ。 

（協議） 

➨１１᮲ 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項は、その都ᗘ、甲ཬࡧ乙が協議し࡚定め

るものとする。 

（有ຠᮇ㛫） 

➨１２᮲ 本協定の有ຠᮇ㛫は、本協定を締結した日１ࡽ年㛫とする。たࡔし、ᮇ㛫‶の３ࣨ

月๓ࡲでに、甲ཬࡧ乙のいࡎれࡽも本協定のゎ㝖又はኚ᭦の⏦ฟがないとࡁは、有ຠᮇ㛫をࡉ

 。たྠᵝとするࡲに１年㛫ᘏ長するものとし、そのᚋもࡽ

 

 

本協定締結の証とし࡚、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

令和４年１２月２㸮日 

                    

甲 東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長     

                     

乙 東京都港区芝公園二丁目２番４号 

東京電力パワーグリッド株式会社銀座支社 

支社長       
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���㸬つᶍ⅏ᐖࡿࡅ࠾㏻ಙ㞀ᐖࡢᪧ➼㛵ࡿࡍ༠ᐃ᭩（㹌㹒㹒ᮾ᪥ᮏ） 

（ᮏᩥ ��� 㡫） 
 

中ኸ区㸦௨ୗࠋ࠺࠸ࠖ⏥ࠕ㸧東᪥本㟁信㟁ヰᰴᘧ会♫�௨ୗࠕஎࠖࠋ࠺࠸㸧ࠊࡣ自↛災ᐖࡀ

Ⓨ生ࡓࡋሙ合ࡿࡅ࠾⏥ཬࡧஎの┦協力㛵ࠊࡋ⏥எ㛫࡚࠸࠾次のࡾ࠾協ᐃ㸦௨ୗࠕ本協

ᐃࠖࠋ࠺࠸㸧ࠋࡿࡍ⤖⥾ࢆ 

㸦目ⓗ㸧 

➨１᮲ 本協ᐃࠊࡣ災ᐖᑐ⟇ᇶ本ἲ㸦和３㸴ᖺἲᚊ➨２２３号㸧➨４２᮲➨１㡯のつᐃࡾࡼ

సᡂࡓࢀࡉ中ኸ区地ᇦ防災ィ⏬ᇶ࡙きࡣ⏥ࠊ区民➼の生・㈈⏘の保ㆤཬࡧ生άᨭのᙺ

ἲ➨２᮲➨１㡯ྠࠊࡋㄆ☜┦ࢆࡇ࠺ᢸࢆ㏻信㞀ᐖの᪩ᮇᪧのᙺࡣஎࠊࡇ࠺ᢸࢆ

つᐃࡿࡍ災ᐖࡀⓎ生ࡓࡋሙ合㸦௨ୗࠕ災ᐖࠖࠋ࠺࠸㸧ࡿࡅ࠾⏥ཬࡧஎの協力㛵ಀのᵓ⠏

㈨ࡿࡍ㡯ࢆᐃࠊࡵ地ᇦの᭦ࡿ࡞防災力ࢆ高ࢆࡇࡿࡵ目ⓗࠋࡿࡍ⤖⥾ 

㸦協力のせㄳ㸧 

➨２᮲ ⏥ཬࡧஎࠊࡣ災ᐖࠊ࡚࠸࠾㏻信㞀ᐖのᪧཬࡧ㏻信㞀ᐖሗの᪩ᮇᥦ౪㛵ࡋ協力

 ࠋࡿࡍのࡶࡿࡍせㄳࢆ協力┦ࠊࡣき࡞ᚲせࡀ

２ ๓㡯のつᐃࡿࡼせㄳูࠊࡣグ➨１号ᵝᘧࡿࡼᨭ協力せㄳ᭩㸦௨ୗࠕせㄳ᭩ࠖࠋ࠺࠸㸧

せࢆ協力ࡾࡼ➼㟁ヰࠊ口㢌ࠊࡣきࡿࡵㄆࡿࡍせࢆᛴ⥭ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍのࡶ࠺行ࡾࡼ

ㄳ࡛ࡀࡇࡿࡍきࠋࡿ 

３ ๓㡯ࡋࡔࡓ᭩のつᐃࡾࡼ協力ࢆせㄳࡓࡋሙ合ࠊࡣᙜヱせㄳの┦ᡭ᪉ᑐࠊࡋᚋ㏿ࡸ

せㄳ᭩ࢆᥦฟࡶࡿࡍのࠋࡿࡍ 

㸦協力ែໃのᵓ⠏➼㸧 

➨３᮲ ๓᮲のつᐃࡿࡼせㄳࠊࡣ⪅ࡓࡅཷࢆᴗᨭ㞀の࠸࡞⠊ᅖ࡚࠸࠾協力ែໃࢆᵓ⠏ࠊࡋ

┦ᡭ᪉のᣦ♧ᇶ࡙ࡃ協力ࢆ行࠺ࡼ࠺ດࡶࡿࡵのࠋࡿࡍ 

２ ๓᮲のつᐃࡿࡼせㄳࠊࡣ⪅ࡓࡅཷࢆせㄳࡓࢀࡉ内ᐜのࡕ࠺協力ྍ⬟ࡶ࡞のูࠊ࡚࠸ࡘグ

➨２号ᵝᘧࡿࡼ協力ྍ⬟㡯➼ᥐ⨨≧ἣ連絡᭩ࢆ┦ᡭ᪉ᥦฟࠋࡿࡍ 

㸦連絡యไ㸧 

➨４᮲ ⏥ཬࡧஎࠊࡣ災ᐖの連ᦠࢆᅗࠊࡵࡓࡿ┤㏻㟁ヰのタ⨨➼ࡾࡼ連絡యไࢆ☜立ࠋࡿࡍ 

２ ⏥ཬࡧஎࠊࡣ協議の上ࠊ⏥ཪࡣஎの⫋ဨࢆ┦ὴ㐵࡛きࡶࡿのࠋࡿࡍ 

㸦災ᐖのሗ連ᦠ㸧 

➨５᮲ ⏥ཬࡧஎࠊࡣ次のྛ号ᥖࡿࡆሗࢆ┦ᥦ౪ࡶࡿࡍのࠋࡿࡍ 

㸦１㸧災ᐖᪧࢆඃඛࡍき㔜せタ㸦ライフラインの㎿㏿࡞ᪧࡀồࡿࢀࡽࡵ㝔➼㸧の

リストཬྠࡧリストの᭦᪂ሗ 

㸦２㸧区民➼ࡀ㑊㞴ࡿ࠸࡚ࡋ地ᇦཬࡧ㑊㞴ᡤ㛵ࡿࡍሗ 

㸦３㸧㏻信㞀ᐖのⓎ生≧ἣࠊᪧぢ㎸➼㛵ࡿࡍሗ 

㸦４㸧道㊰㝗ἐࠊ水ἐࠊᅵ◁ᔂⴠࠊᶞ木ಽቯ➼ࡿࡼ道㊰ᑍ᩿ཬࡧᪧ㛵ࡿࡍሗ 

㸦災ᐖの┦協力㸧 

➨㸴᮲ ⏥ཬࡧஎࠊࡣ災ᐖࠊ次のྛ号ᥖࡿࡆ㡯࡚࠸ࡘ自ࡽ行࠺ᴗົᨭ㞀の࠸࡞⠊ᅖ

 ࠋࡿࡍ協力┦࡚࠸࠾

㸦１㸧⏥எタの⏝ࠊ㏻信㞀ᐖのᪧᨭ㞀ࡿ࡞㞀ᐖ≀➼の㝖ཤཪࡣᛂᛴᥐ⨨のᐇ 

㸦２㸧⏥ཬࡧஎࡀᡤ᭷ࡿࡍタࠊ㥔㌴ሙ➼の利⏝ 

㸦３㸧区民➼の㏻信㞀ᐖಀࡿሗ➼の࿘▱のࡵࡓのࠊ⏥の防災行政↓⥺ࠊⓏ㘓ไ࣓ールࠊ⥭

ᛴ࿌▱ラジ࢜➼の利⏝ 

㸦⣽目協ᐃの⥾⤖㸧 

➨㸵᮲ ⏥ཬࡧஎࠊࡣ本協ᐃᐃࡿࡵ⏥ཬࡧஎのᙺࠊලయⓗ࡞ᐇ㡯ࠊ┦利⏝ࡿࡍタ➼

 ࠋࡿࡍのࡶࡿࡵᐃࡾࡼ⣽目協ᐃูࠊ࡚࠸ࡘ

㸦㈝⏝の㈇ᢸ㸧 

➨㸶᮲ 本協ᐃಀࡿ㈝⏝の㈇ᢸࠊࡣ⣽目協ᐃᐃࡵの࠸࡞㝈ࠊࡾཎ則࡚ࡋ᪉࡚࠸࠾Ⓨ生

 ࠋ࠸࡞࡛ࡾの㝈ࡇࠊࡣሙ合ࡓࡵㄆ協議の上ᚲせࡀஎࡧཬ⏥ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍのࡶ࠸࡞ࡋ
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㸦ሗのᥦ౪㸧 

➨㸷᮲ ⏥ཬࡧஎࠊࡣ平ࡽ本協ᐃࡀ㐠⏝ࠊ࠺ࡼࡿࢀࡉ⏥எࡀࢀࡒࢀࡑ保᭷ࡿࡍ災ᐖᑐ

ᛂᣐⅬ一ぴࡵࡌࡽ࠶ࢆ┦ᡭ᪉ᥦ౪ࠊࡋ災ᐖഛࡶࡿ࠼のࠋࡿࡍ 

２ ๓㡯の災ᐖᑐᛂᣐⅬ一ぴኚ᭦ࡓࡗ࠶ࡀሙ合ࡸ㏿ࠊࡣ┦ᡭ᪉連絡ࡶࡿࡍのࠋࡿࡍ 

㸦⛎ᐦ保ᣢ㸧 

➨１㸮᮲ ⏥ཬࡧஎࠊࡣ本協ᐃᇶ࡙ࡃάືࢆ㏻ࡾ▱࡚ࡌᚓࡓ⛎ᐦࢆ人㛤♧ࠊࡋཪ࠸࠼₃ࡣ

 ࠋࡿࡍᵝྠࡓࡲࠊࡶ本協ᐃ⤊ᚋࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡋ

㸦連絡㈐௵⪅➼㸧 

➨１１᮲ ⏥ཬࡧஎࠊࡣ本協ᐃᇶ࡙ࡃ災ᐖの協力ࡸ㏿ࢆ㐙行ࠊࡵࡓࡿࡍ本協ᐃ㛵ࡿࡍ

㈐௵⪅㸦௨ୗࠕ連絡㈐௵⪅ࠖࠋ࠺࠸㸧ཬࡧ連絡㈐௵⪅ࢆ๓ᐃูࠊࡵグ➨３号ᵝᘧࡿࡼ

連絡㈐௵⪅➼名⡙ࢆ┦ᥦฟࡶࡿࡍのࠊࡋ連絡㈐௵⪅ཪࡣ連絡㈐௵⪅ኚ᭦ࡀ生ࡓࡌ㝿

 ࠋࡿࡍのࡶࡿࡍሗ࿌ᡭ᪉┦ࡸ㏿ࠊࡣ

㸦᭷ຠᮇ㛫㸧 

➨１２᮲ 本協ᐃの᭷ຠᮇ㛫ࠊࡣ⥾⤖の᪥ࡽ௧和㸴ᖺ３月３１᪥ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍ࡛ࡲ᭷ຠᮇ

㛫ࡀ‶１ࡿࡍ月๓ࠊ࡛ࡲ⏥ཪࡣஎྛࡀ┦ᡭ᪉ᑐࠊࡋ≉ẁのពᛮ⾲♧࠸࡞ࡋࢆሙ合ࠊࡣ

௨ᚋࠊࡋのࡶࡿࡍ᭦᪂࡚ࡗࡶࢆ௳１ᖺ㛫ྠ一の᮲᭦ࡽᮇ㛫‶の᪥の⩣᪥ࠊࡣの協ᐃࡇ

 ࠋࡿࡍᵝྠࡶ

㸦協議㸧 

➨１３᮲ 本協ᐃᐃࡵの࠸࡞㡯ཪࡣ⩏ࡀ生ࡓࡌ㡯ࡑࠊࡣの都ᗘࠊ⏥ཬࡧஎࡀ協議࡚ࡋᐃ

 ࠋࡿࡍのࡶࡿࡵ

 

ࠊグ名ᢲ༳の上ྛࢀࡒࢀࡑஎ⏥ࠊࡋసᡂࢆ本᭩２㏻ࠊࡵࡓࡿࡍドࢆの協ᐃࡇ  自１㏻ࢆ保᭷ࠋࡿࡍ 

 

௧和５ᖺ１２月２５᪥ 

 

⏥  東ி都中ኸ区⠏地一丁目１␒１号 

中ኸ区 

中ኸ区㛗   

 

எ  東ி都中ኸ区㖟ᗙඵ丁目２␒㸵号    

東᪥本㟁信㟁ヰᰴᘧ会♫ 

東ி༡ᨭᗑ㛗  
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���㸬つᶍ⅏ᐖࡿࡅ࠾㏻ಙ㞀ᐖࡢᪧ➼㛵ࡿࡍ༠ᐃ᭩（㹌㹒㹒ᮾ᪥ᮏ） 

（ᮏᩥ ��� 㡫） 
 

中ኸ区㸦௨ୗࠋ࠺࠸ࠖ⏥ࠕ㸧東᪥本㟁信㟁ヰᰴᘧ会♫�௨ୗࠕஎࠖࠋ࠺࠸㸧ࠊࡣ自↛災ᐖࡀ

Ⓨ生ࡓࡋሙ合ࡿࡅ࠾⏥ཬࡧஎの┦協力㛵ࠊࡋ⏥எ㛫࡚࠸࠾次のࡾ࠾協ᐃ㸦௨ୗࠕ本協

ᐃࠖࠋ࠺࠸㸧ࠋࡿࡍ⤖⥾ࢆ 

㸦目ⓗ㸧 

➨１᮲ 本協ᐃࠊࡣ災ᐖᑐ⟇ᇶ本ἲ㸦和３㸴ᖺἲᚊ➨２２３号㸧➨４２᮲➨１㡯のつᐃࡾࡼ

సᡂࡓࢀࡉ中ኸ区地ᇦ防災ィ⏬ᇶ࡙きࡣ⏥ࠊ区民➼の生・㈈⏘の保ㆤཬࡧ生άᨭのᙺ

ἲ➨２᮲➨１㡯ྠࠊࡋㄆ☜┦ࢆࡇ࠺ᢸࢆ㏻信㞀ᐖの᪩ᮇᪧのᙺࡣஎࠊࡇ࠺ᢸࢆ

つᐃࡿࡍ災ᐖࡀⓎ生ࡓࡋሙ合㸦௨ୗࠕ災ᐖࠖࠋ࠺࠸㸧ࡿࡅ࠾⏥ཬࡧஎの協力㛵ಀのᵓ⠏

㈨ࡿࡍ㡯ࢆᐃࠊࡵ地ᇦの᭦ࡿ࡞防災力ࢆ高ࢆࡇࡿࡵ目ⓗࠋࡿࡍ⤖⥾ 

㸦協力のせㄳ㸧 

➨２᮲ ⏥ཬࡧஎࠊࡣ災ᐖࠊ࡚࠸࠾㏻信㞀ᐖのᪧཬࡧ㏻信㞀ᐖሗの᪩ᮇᥦ౪㛵ࡋ協力

 ࠋࡿࡍのࡶࡿࡍせㄳࢆ協力┦ࠊࡣき࡞ᚲせࡀ

２ ๓㡯のつᐃࡿࡼせㄳูࠊࡣグ➨１号ᵝᘧࡿࡼᨭ協力せㄳ᭩㸦௨ୗࠕせㄳ᭩ࠖࠋ࠺࠸㸧

せࢆ協力ࡾࡼ➼㟁ヰࠊ口㢌ࠊࡣきࡿࡵㄆࡿࡍせࢆᛴ⥭ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍのࡶ࠺行ࡾࡼ

ㄳ࡛ࡀࡇࡿࡍきࠋࡿ 

３ ๓㡯ࡋࡔࡓ᭩のつᐃࡾࡼ協力ࢆせㄳࡓࡋሙ合ࠊࡣᙜヱせㄳの┦ᡭ᪉ᑐࠊࡋᚋ㏿ࡸ

せㄳ᭩ࢆᥦฟࡶࡿࡍのࠋࡿࡍ 

㸦協力ែໃのᵓ⠏➼㸧 

➨３᮲ ๓᮲のつᐃࡿࡼせㄳࠊࡣ⪅ࡓࡅཷࢆᴗᨭ㞀の࠸࡞⠊ᅖ࡚࠸࠾協力ែໃࢆᵓ⠏ࠊࡋ

┦ᡭ᪉のᣦ♧ᇶ࡙ࡃ協力ࢆ行࠺ࡼ࠺ດࡶࡿࡵのࠋࡿࡍ 

２ ๓᮲のつᐃࡿࡼせㄳࠊࡣ⪅ࡓࡅཷࢆせㄳࡓࢀࡉ内ᐜのࡕ࠺協力ྍ⬟ࡶ࡞のูࠊ࡚࠸ࡘグ

➨２号ᵝᘧࡿࡼ協力ྍ⬟㡯➼ᥐ⨨≧ἣ連絡᭩ࢆ┦ᡭ᪉ᥦฟࠋࡿࡍ 

㸦連絡యไ㸧 

➨４᮲ ⏥ཬࡧஎࠊࡣ災ᐖの連ᦠࢆᅗࠊࡵࡓࡿ┤㏻㟁ヰのタ⨨➼ࡾࡼ連絡యไࢆ☜立ࠋࡿࡍ 

２ ⏥ཬࡧஎࠊࡣ協議の上ࠊ⏥ཪࡣஎの⫋ဨࢆ┦ὴ㐵࡛きࡶࡿのࠋࡿࡍ 

㸦災ᐖのሗ連ᦠ㸧 

➨５᮲ ⏥ཬࡧஎࠊࡣ次のྛ号ᥖࡿࡆሗࢆ┦ᥦ౪ࡶࡿࡍのࠋࡿࡍ 

㸦１㸧災ᐖᪧࢆඃඛࡍき㔜せタ㸦ライフラインの㎿㏿࡞ᪧࡀồࡿࢀࡽࡵ㝔➼㸧の

リストཬྠࡧリストの᭦᪂ሗ 

㸦２㸧区民➼ࡀ㑊㞴ࡿ࠸࡚ࡋ地ᇦཬࡧ㑊㞴ᡤ㛵ࡿࡍሗ 

㸦３㸧㏻信㞀ᐖのⓎ生≧ἣࠊᪧぢ㎸➼㛵ࡿࡍሗ 

㸦４㸧道㊰㝗ἐࠊ水ἐࠊᅵ◁ᔂⴠࠊᶞ木ಽቯ➼ࡿࡼ道㊰ᑍ᩿ཬࡧᪧ㛵ࡿࡍሗ 

㸦災ᐖの┦協力㸧 

➨㸴᮲ ⏥ཬࡧஎࠊࡣ災ᐖࠊ次のྛ号ᥖࡿࡆ㡯࡚࠸ࡘ自ࡽ行࠺ᴗົᨭ㞀の࠸࡞⠊ᅖ

 ࠋࡿࡍ協力┦࡚࠸࠾

㸦１㸧⏥எタの⏝ࠊ㏻信㞀ᐖのᪧᨭ㞀ࡿ࡞㞀ᐖ≀➼の㝖ཤཪࡣᛂᛴᥐ⨨のᐇ 

㸦２㸧⏥ཬࡧஎࡀᡤ᭷ࡿࡍタࠊ㥔㌴ሙ➼の利⏝ 

㸦３㸧区民➼の㏻信㞀ᐖಀࡿሗ➼の࿘▱のࡵࡓのࠊ⏥の防災行政↓⥺ࠊⓏ㘓ไ࣓ールࠊ⥭

ᛴ࿌▱ラジ࢜➼の利⏝ 

㸦⣽目協ᐃの⥾⤖㸧 

➨㸵᮲ ⏥ཬࡧஎࠊࡣ本協ᐃᐃࡿࡵ⏥ཬࡧஎのᙺࠊලయⓗ࡞ᐇ㡯ࠊ┦利⏝ࡿࡍタ➼

 ࠋࡿࡍのࡶࡿࡵᐃࡾࡼ⣽目協ᐃูࠊ࡚࠸ࡘ

㸦㈝⏝の㈇ᢸ㸧 

➨㸶᮲ 本協ᐃಀࡿ㈝⏝の㈇ᢸࠊࡣ⣽目協ᐃᐃࡵの࠸࡞㝈ࠊࡾཎ則࡚ࡋ᪉࡚࠸࠾Ⓨ生

 ࠋ࠸࡞࡛ࡾの㝈ࡇࠊࡣሙ合ࡓࡵㄆ協議の上ᚲせࡀஎࡧཬ⏥ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍのࡶ࠸࡞ࡋ
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㸦ሗのᥦ౪㸧 

➨㸷᮲ ⏥ཬࡧஎࠊࡣ平ࡽ本協ᐃࡀ㐠⏝ࠊ࠺ࡼࡿࢀࡉ⏥எࡀࢀࡒࢀࡑ保᭷ࡿࡍ災ᐖᑐ

ᛂᣐⅬ一ぴࡵࡌࡽ࠶ࢆ┦ᡭ᪉ᥦ౪ࠊࡋ災ᐖഛࡶࡿ࠼のࠋࡿࡍ 

２ ๓㡯の災ᐖᑐᛂᣐⅬ一ぴኚ᭦ࡓࡗ࠶ࡀሙ合ࡸ㏿ࠊࡣ┦ᡭ᪉連絡ࡶࡿࡍのࠋࡿࡍ 

㸦⛎ᐦ保ᣢ㸧 

➨１㸮᮲ ⏥ཬࡧஎࠊࡣ本協ᐃᇶ࡙ࡃάືࢆ㏻ࡾ▱࡚ࡌᚓࡓ⛎ᐦࢆ人㛤♧ࠊࡋཪ࠸࠼₃ࡣ

 ࠋࡿࡍᵝྠࡓࡲࠊࡶ本協ᐃ⤊ᚋࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡋ

㸦連絡㈐௵⪅➼㸧 

➨１１᮲ ⏥ཬࡧஎࠊࡣ本協ᐃᇶ࡙ࡃ災ᐖの協力ࡸ㏿ࢆ㐙行ࠊࡵࡓࡿࡍ本協ᐃ㛵ࡿࡍ

㈐௵⪅㸦௨ୗࠕ連絡㈐௵⪅ࠖࠋ࠺࠸㸧ཬࡧ連絡㈐௵⪅ࢆ๓ᐃูࠊࡵグ➨３号ᵝᘧࡿࡼ

連絡㈐௵⪅➼名⡙ࢆ┦ᥦฟࡶࡿࡍのࠊࡋ連絡㈐௵⪅ཪࡣ連絡㈐௵⪅ኚ᭦ࡀ生ࡓࡌ㝿

 ࠋࡿࡍのࡶࡿࡍሗ࿌ᡭ᪉┦ࡸ㏿ࠊࡣ

㸦᭷ຠᮇ㛫㸧 

➨１２᮲ 本協ᐃの᭷ຠᮇ㛫ࠊࡣ⥾⤖の᪥ࡽ௧和㸴ᖺ３月３１᪥ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍ࡛ࡲ᭷ຠᮇ

㛫ࡀ‶１ࡿࡍ月๓ࠊ࡛ࡲ⏥ཪࡣஎྛࡀ┦ᡭ᪉ᑐࠊࡋ≉ẁのពᛮ⾲♧࠸࡞ࡋࢆሙ合ࠊࡣ

௨ᚋࠊࡋのࡶࡿࡍ᭦᪂࡚ࡗࡶࢆ௳１ᖺ㛫ྠ一の᮲᭦ࡽᮇ㛫‶の᪥の⩣᪥ࠊࡣの協ᐃࡇ

 ࠋࡿࡍᵝྠࡶ

㸦協議㸧 

➨１３᮲ 本協ᐃᐃࡵの࠸࡞㡯ཪࡣ⩏ࡀ生ࡓࡌ㡯ࡑࠊࡣの都ᗘࠊ⏥ཬࡧஎࡀ協議࡚ࡋᐃ

 ࠋࡿࡍのࡶࡿࡵ

 

ࠊグ名ᢲ༳の上ྛࢀࡒࢀࡑஎ⏥ࠊࡋసᡂࢆ本᭩２㏻ࠊࡵࡓࡿࡍドࢆの協ᐃࡇ  自１㏻ࢆ保᭷ࠋࡿࡍ 

 

௧和５ᖺ１２月２５᪥ 

 

⏥  東ி都中ኸ区⠏地一丁目１␒１号 

中ኸ区 

中ኸ区㛗   

 

எ  東ி都中ኸ区㖟ᗙඵ丁目２␒㸵号    

東᪥本㟁信㟁ヰᰴᘧ会♫ 

東ி༡ᨭᗑ㛗  
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���㸬つᶍ⅏ᐖࡿࡅ࠾ሗ㐃⤡ဨࡢὴ㐵㛵ࡿࡍ⣽┠༠ᐃ᭩（㹌㹒㹒ᮾ᪥ᮏ）  

（ᮏᩥ ��� 㡫） 

 

 中ኸ区㸦௨ୗࠋ࠺࠸ࠖ⏥ࠕ㸧東᪥本㟁信㟁ヰᰴᘧ会♫㸦௨ୗࠕஎࠖࠋ࠺࠸㸧ࠊࡣ௧和５ᖺ  

月  ᪥ࡓࡋ⤖⥾大つᶍ災ᐖࡿࡅ࠾㏻信㞀ᐖのᪧ➼㛵ࡿࡍ協ᐃ᭩㸦௨ୗࠕᇶ本協ᐃࠖ

ሗࠕの⫋ဨ㸦௨ୗࡵࡓࡿᅗࢆのሗ連ᦠ┦ࡿࡅ࠾災ᐖࠊᇶ࡙き㸧➨㸵᮲のつᐃࠋ࠺࠸

連絡ဨ 本協ᐃࠕ⣽目協ᐃ㸦௨ୗࡾ࠾次の࡚࠸࠾எ㛫⏥ࠊࡋ㛵㸧のὴ㐵ࠋ࠺࠸ࠖ 㸧ࠋ࠺࠸ࠖ

 ࠋࡿࡍ⤖⥾ࢆ

㸦目ⓗ㸧 

➨１᮲ 本協ᐃࠊࡣ災ᐖᑐ⟇ᇶ本ἲ㸦和３㸴ᖺἲᚊ➨２２３号㸧➨２᮲➨１号つᐃࡿࡍ災ᐖ

大つᶍ㏻信ࠊ࡚࠸࠾㸧ࠋ࠺࠸ࠖ➼災ᐖࠕሙ合㸦௨ୗࡿ࠶のࢀࡑ࠾ࡿࡍⓎ生ࡣཪࠊࡋⓎ生ࡀ

㞀ᐖࡀⓎ生ࠊࡋཪࡣⓎ生ࢀࡑ࠾ࡿࡍのࡿ࠶ሙ合ྠࠊࡣἲ➨４２᮲➨１㡯つᐃࡾࡼసᡂࢀࡉ

災ࠊ࡚࠸ࡘ災ᐖᪧάືࡧ災ᐖᛂᛴᑐ⟇άືཬ࠺行ࡀ⏥ࠊᇶ࡙き➼⏬中ኸ区地ᇦ防災ィࡓ

ᐖ➼ࡿࡅ࠾民㛫協力の一⎔ࠊ࡚ࡋሗ連絡ဨのὴ㐵㛵࡚ࡋᚲせ࡞㡯ࢆᐃࢆࡇࡿࡵ

目ⓗࠋࡿࡍ 

㸦協力内ᐜ㸧 

➨２᮲ ⏥ཬࡧஎࠊࡣ㏻信㞀ᐖのᪧせࡿࡍ㛫ࡀ㛗㛫ࡓࡋุ᩿ࡿࡓࢃきࠊࡣ災ᐖ

➼の連ᦠࢆᅗࠊࡵࡓࡿ⏥எ協議の上ࠊ⏥ཪࡣஎの⫋ဨࡀࢀࡒࢀࡑࢆᣦᐃࡿࡍሙᡤὴ㐵ࠊࡋ⏥

ཬࡧஎࢀࡒࢀࡑࡀᣢࡘሗのඹ᭷ࢆᅗࡿែໃࢆ☜立ࠋࡿࡍ 

２ ሗ連絡ဨのὴ㐵ࢆ行࠺ሙ合ࠊࡣ⏥ཬࡧஎࡸ㏿ࡣሗ連絡ဨࢆᡭ㓄ࢀࡒࢀࡑࠊࡋሗ連

絡ဨのཷධࢀᚲせ࡞ᇳົス࣌ースࠊఇ᠁ሙᡤ➼の‽ഛࠋࡿࡍࢆ 

３ ሗ連絡ဨのὴ㐵ࢆ行࠸࡞ࢃሙ合ࠊࡣᇶ本協ᐃ➨１１᮲つᐃࡿࡍ連絡㈐௵⪅➼ࢆ㏻ࠊ࡚ࡌ

ሗのඹ᭷ཬࡧせㄳࢆ行ࠋ࠺ 

４ ሗ連絡ဨのὴ㐵のゎ㝖ࠊࡣ࡚࠸ࡘ⏥எ協議の上Ỵᐃࠋࡿࡍ 

㸦ሗ連絡ဨのᙺ㸧 

➨３᮲ ሗ連絡ဨࠊࡣᚲせᛂࠊ࡚ࡌ⏥ཬࡧஎࢀࡒࢀࡑࡀ㛤ദࡿࡍ災ᐖᑐ⟇本部会議➼の会議

 ࠋ࠺ᢸࢆのᙺ࡚ࡋせㄳの❆口ࡧஎ㛫のሗ連ᦠཬ⏥ࠊࡋฟᖍ

２ ሗ連絡ဨࢆ㏻ࡌ⏥ཬࡧஎࡀඹ᭷ࡿࡍ࡞ሗࠊࡣ次のྛ号ᐃࠋࡿࡼࢁࡇࡿࡵ 

㸦１㸧⏥ࡀஎᥦ౪ࡿࡍሗࠊࡣ次ᥖࠋࡿࡍࡾ࠾ࡿࡆ 

  ア ▱ࡾᚓࡓ道㊰⿕ᐖཬࡧᶞ木ಽቯの≧ἣ୪ࡧ区民ࡽᥦ౪ࡓࢀࡉ㏻信㞀ᐖの≧ἣ㛵

 ሗࡿࡍ

  イ ㏻信㞀ᐖのᪧࢆඃඛࡍき㔜せタ㛵ࡿࡍሗ 

  ウ 道㊰ၨ㛤ཬࡧᶞ木ࠊᅵ◁➼の㝖ཤ≧ἣ㛵ࡿࡍሗ 

 ሗࡿࡍ㛵➼㑊㞴ሙᡤࠊ地ᇦࡿ࠸࡚ࡋ㑊㞴ࡀ住民 ࢚  

㸦２㸧எ⏥ࡀᥦ౪ࡿࡍሗࠊࡣ次ᥖࠋࡿࡍࡾ࠾ࡿࡆ 

  ア ㏻信㞀ᐖのⓎ生ࡓࡋ㛫ࠊ地ᇦࠊ௳ᩘཬࡧཎᅉ୪ࡧᪧసᴗの≧ἣཬࡑࡧのぢ㎸ࡳ

㛵ࡿࡍሗ 

  イ ▱ࡾᚓࡓ道㊰⿕ᐖཬࡧᶞ木ಽቯの≧ἣ㛵ࡿࡍሗ 

  ウ プレスリリースの内ᐜ㛵ࡿࡍሗ 

３ ➨１㡯つᐃࡿࡍᙺ௨እࠊࡣ࡚࠸ࡘ⏥எ協議の上ᨭ㞀࠸࡞ࡽ࡞⠊ᅖ࡛ᐇࡶࡿࡍの

 ࠋࡿࡍ

㸦ᦠ行ရ➼㸧 

➨４᮲ ሗ連絡ဨのᙺࢆ㐙行ࡵࡓࡿࡍᚲせ࡞≀㈨ࠊ㣗ᩱ➼ࠊࡣ࡚࠸ࡘሗ連絡ဨࡀᣢཧ

ࡿࡍ᭷ࡀஎࡣഃの⏥ཪࢀධཷࠊࡣሙ合ࡿࡵㄆᚲせࡀஎࡣഃの⏥ཪࢀධཷࠊࡀࡿࡍのࡶࡿࡍ

コࣆーᶵࠊフࢵクス➼のொჾࠊ㟁※➼の⏝࡛ࡀきࡶࡿのࠋࡿࡍ 

㸦㈝⏝の㈇ᢸ㸧 

➨５᮲ 本協ᐃ㛵ࡿࢃ㈝⏝の㈇ᢸࠊࡣ᪉࡚࠸࠾Ⓨ生ࡶ࠸࡞ࡋのࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍ⏥ཬࡧஎ

 ࠋ࠸࡞࡛ࡾの㝈ࡇࠊࡣሙ合ࡓࡵㄆ協議の上ᚲせࡀ
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㸦⛎ᐦ保ᣢ㸧 

➨㸴᮲ ⏥ཬࡧஎࠊࡣ本協ᐃᇶ࡙ࡃάືࢆ㏻ࡾ▱࡚ࡌᚓࡓ⛎ᐦࢆ人㛤♧ࠊࡋཪࡋ࠸࠼₃ࡣ

 ࠋࡿࡍᵝྠࡓࡲࠊࡶ本協ᐃ⤊ᚋࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚

㸦᭷ຠᮇ㛫㸧 

➨㸵᮲ 本協ᐃの᭷ຠᮇ㛫ࠊࡣ⥾⤖の᪥ࡽ௧和㸴ᖺ３月３１᪥ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍ࡛ࡲ᭷ຠᮇ㛫

ࡇࠊࡣሙ合࠸࡞ࡋࢆ♧⾲ẁのពᛮ≉ࠊࡋᑐᡭ᪉┦ྛࡀஎࡣཪ⏥ࠊ࡛ࡲ月๓１ࡿࡍ‶ࡀ

の協ᐃࠊࡣᮇ㛫‶の᪥の⩣᪥ࡽ᭦１ᖺ㛫ྠ一の᮲௳࡚ࡗࡶࢆ᭦᪂ࡶࡿࡍのࠊࡋ௨ᚋࡶ

ྠᵝࠋࡿࡍ 

㸦協議㸧 

➨㸶᮲ 本協ᐃᐃࡵの࠸࡞㡯ཪࡣ⩏ࡀ生ࡓࡌ㡯ࡑࠊࡣの都ᗘࠊ⏥ཬࡧஎࡀ協議࡚ࡋᐃࡵ

 ࠋࡿࡍのࡶࡿ

 

 

 ࠋࡿࡍ保᭷ࢆ自１㏻ྛࠊグ名ᢲ༳の上ࢀࡒࢀࡑஎ⏥ࠊࡋసᡂࢆ本᭩２㏻ࠊࡵࡓࡿࡍドࢆの協ᐃࡇ

 

 

 

௧和５ᖺ１２月２５᪥ 

 

⏥ 東ி都中ኸ区⠏地一丁目１␒１号 

中ኸ区 

中ኸ区㛗      

 

எ 東ி都中ኸ区㖟ᗙඵ丁目２␒㸵号 

東᪥本㟁信㟁ヰᰴᘧ会♫ 

東ி༡ᨭᗑ㛗    
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���㸬つᶍ⅏ᐖࡿࡅ࠾ሗ㐃⤡ဨࡢὴ㐵㛵ࡿࡍ⣽┠༠ᐃ᭩（㹌㹒㹒ᮾ᪥ᮏ）  

（ᮏᩥ ��� 㡫） 

 

 中ኸ区㸦௨ୗࠋ࠺࠸ࠖ⏥ࠕ㸧東᪥本㟁信㟁ヰᰴᘧ会♫㸦௨ୗࠕஎࠖࠋ࠺࠸㸧ࠊࡣ௧和５ᖺ  

月  ᪥ࡓࡋ⤖⥾大つᶍ災ᐖࡿࡅ࠾㏻信㞀ᐖのᪧ➼㛵ࡿࡍ協ᐃ᭩㸦௨ୗࠕᇶ本協ᐃࠖ

ሗࠕの⫋ဨ㸦௨ୗࡵࡓࡿᅗࢆのሗ連ᦠ┦ࡿࡅ࠾災ᐖࠊᇶ࡙き㸧➨㸵᮲のつᐃࠋ࠺࠸

連絡ဨ 本協ᐃࠕ⣽目協ᐃ㸦௨ୗࡾ࠾次の࡚࠸࠾எ㛫⏥ࠊࡋ㛵㸧のὴ㐵ࠋ࠺࠸ࠖ 㸧ࠋ࠺࠸ࠖ

 ࠋࡿࡍ⤖⥾ࢆ

㸦目ⓗ㸧 

➨１᮲ 本協ᐃࠊࡣ災ᐖᑐ⟇ᇶ本ἲ㸦和３㸴ᖺἲᚊ➨２２３号㸧➨２᮲➨１号つᐃࡿࡍ災ᐖ

大つᶍ㏻信ࠊ࡚࠸࠾㸧ࠋ࠺࠸ࠖ➼災ᐖࠕሙ合㸦௨ୗࡿ࠶のࢀࡑ࠾ࡿࡍⓎ生ࡣཪࠊࡋⓎ生ࡀ

㞀ᐖࡀⓎ生ࠊࡋཪࡣⓎ生ࢀࡑ࠾ࡿࡍのࡿ࠶ሙ合ྠࠊࡣἲ➨４２᮲➨１㡯つᐃࡾࡼసᡂࢀࡉ

災ࠊ࡚࠸ࡘ災ᐖᪧάືࡧ災ᐖᛂᛴᑐ⟇άືཬ࠺行ࡀ⏥ࠊᇶ࡙き➼⏬中ኸ区地ᇦ防災ィࡓ

ᐖ➼ࡿࡅ࠾民㛫協力の一⎔ࠊ࡚ࡋሗ連絡ဨのὴ㐵㛵࡚ࡋᚲせ࡞㡯ࢆᐃࢆࡇࡿࡵ

目ⓗࠋࡿࡍ 

㸦協力内ᐜ㸧 

➨２᮲ ⏥ཬࡧஎࠊࡣ㏻信㞀ᐖのᪧせࡿࡍ㛫ࡀ㛗㛫ࡓࡋุ᩿ࡿࡓࢃきࠊࡣ災ᐖ

➼の連ᦠࢆᅗࠊࡵࡓࡿ⏥எ協議の上ࠊ⏥ཪࡣஎの⫋ဨࡀࢀࡒࢀࡑࢆᣦᐃࡿࡍሙᡤὴ㐵ࠊࡋ⏥

ཬࡧஎࢀࡒࢀࡑࡀᣢࡘሗのඹ᭷ࢆᅗࡿែໃࢆ☜立ࠋࡿࡍ 

２ ሗ連絡ဨのὴ㐵ࢆ行࠺ሙ合ࠊࡣ⏥ཬࡧஎࡸ㏿ࡣሗ連絡ဨࢆᡭ㓄ࢀࡒࢀࡑࠊࡋሗ連

絡ဨのཷධࢀᚲせ࡞ᇳົス࣌ースࠊఇ᠁ሙᡤ➼の‽ഛࠋࡿࡍࢆ 

３ ሗ連絡ဨのὴ㐵ࢆ行࠸࡞ࢃሙ合ࠊࡣᇶ本協ᐃ➨１１᮲つᐃࡿࡍ連絡㈐௵⪅➼ࢆ㏻ࠊ࡚ࡌ

ሗのඹ᭷ཬࡧせㄳࢆ行ࠋ࠺ 

４ ሗ連絡ဨのὴ㐵のゎ㝖ࠊࡣ࡚࠸ࡘ⏥எ協議の上Ỵᐃࠋࡿࡍ 

㸦ሗ連絡ဨのᙺ㸧 

➨３᮲ ሗ連絡ဨࠊࡣᚲせᛂࠊ࡚ࡌ⏥ཬࡧஎࢀࡒࢀࡑࡀ㛤ദࡿࡍ災ᐖᑐ⟇本部会議➼の会議

 ࠋ࠺ᢸࢆのᙺ࡚ࡋせㄳの❆口ࡧஎ㛫のሗ連ᦠཬ⏥ࠊࡋฟᖍ

２ ሗ連絡ဨࢆ㏻ࡌ⏥ཬࡧஎࡀඹ᭷ࡿࡍ࡞ሗࠊࡣ次のྛ号ᐃࠋࡿࡼࢁࡇࡿࡵ 

㸦１㸧⏥ࡀஎᥦ౪ࡿࡍሗࠊࡣ次ᥖࠋࡿࡍࡾ࠾ࡿࡆ 

  ア ▱ࡾᚓࡓ道㊰⿕ᐖཬࡧᶞ木ಽቯの≧ἣ୪ࡧ区民ࡽᥦ౪ࡓࢀࡉ㏻信㞀ᐖの≧ἣ㛵

 ሗࡿࡍ

  イ ㏻信㞀ᐖのᪧࢆඃඛࡍき㔜せタ㛵ࡿࡍሗ 

  ウ 道㊰ၨ㛤ཬࡧᶞ木ࠊᅵ◁➼の㝖ཤ≧ἣ㛵ࡿࡍሗ 

 ሗࡿࡍ㛵➼㑊㞴ሙᡤࠊ地ᇦࡿ࠸࡚ࡋ㑊㞴ࡀ住民 ࢚  

㸦２㸧எ⏥ࡀᥦ౪ࡿࡍሗࠊࡣ次ᥖࠋࡿࡍࡾ࠾ࡿࡆ 

  ア ㏻信㞀ᐖのⓎ生ࡓࡋ㛫ࠊ地ᇦࠊ௳ᩘཬࡧཎᅉ୪ࡧᪧసᴗの≧ἣཬࡑࡧのぢ㎸ࡳ

㛵ࡿࡍሗ 

  イ ▱ࡾᚓࡓ道㊰⿕ᐖཬࡧᶞ木ಽቯの≧ἣ㛵ࡿࡍሗ 

  ウ プレスリリースの内ᐜ㛵ࡿࡍሗ 

３ ➨１㡯つᐃࡿࡍᙺ௨እࠊࡣ࡚࠸ࡘ⏥எ協議の上ᨭ㞀࠸࡞ࡽ࡞⠊ᅖ࡛ᐇࡶࡿࡍの

 ࠋࡿࡍ

㸦ᦠ行ရ➼㸧 

➨４᮲ ሗ連絡ဨのᙺࢆ㐙行ࡵࡓࡿࡍᚲせ࡞≀㈨ࠊ㣗ᩱ➼ࠊࡣ࡚࠸ࡘሗ連絡ဨࡀᣢཧ

ࡿࡍ᭷ࡀஎࡣഃの⏥ཪࢀධཷࠊࡣሙ合ࡿࡵㄆᚲせࡀஎࡣഃの⏥ཪࢀධཷࠊࡀࡿࡍのࡶࡿࡍ

コࣆーᶵࠊフࢵクス➼のொჾࠊ㟁※➼の⏝࡛ࡀきࡶࡿのࠋࡿࡍ 

㸦㈝⏝の㈇ᢸ㸧 

➨５᮲ 本協ᐃ㛵ࡿࢃ㈝⏝の㈇ᢸࠊࡣ᪉࡚࠸࠾Ⓨ生ࡶ࠸࡞ࡋのࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍ⏥ཬࡧஎ

 ࠋ࠸࡞࡛ࡾの㝈ࡇࠊࡣሙ合ࡓࡵㄆ協議の上ᚲせࡀ

  

- 462 - 

㸦⛎ᐦ保ᣢ㸧 

➨㸴᮲ ⏥ཬࡧஎࠊࡣ本協ᐃᇶ࡙ࡃάືࢆ㏻ࡾ▱࡚ࡌᚓࡓ⛎ᐦࢆ人㛤♧ࠊࡋཪࡋ࠸࠼₃ࡣ

 ࠋࡿࡍᵝྠࡓࡲࠊࡶ本協ᐃ⤊ᚋࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚

㸦᭷ຠᮇ㛫㸧 

➨㸵᮲ 本協ᐃの᭷ຠᮇ㛫ࠊࡣ⥾⤖の᪥ࡽ௧和㸴ᖺ３月３１᪥ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍ࡛ࡲ᭷ຠᮇ㛫

ࡇࠊࡣሙ合࠸࡞ࡋࢆ♧⾲ẁのពᛮ≉ࠊࡋᑐᡭ᪉┦ྛࡀஎࡣཪ⏥ࠊ࡛ࡲ月๓１ࡿࡍ‶ࡀ

の協ᐃࠊࡣᮇ㛫‶の᪥の⩣᪥ࡽ᭦１ᖺ㛫ྠ一の᮲௳࡚ࡗࡶࢆ᭦᪂ࡶࡿࡍのࠊࡋ௨ᚋࡶ

ྠᵝࠋࡿࡍ 

㸦協議㸧 

➨㸶᮲ 本協ᐃᐃࡵの࠸࡞㡯ཪࡣ⩏ࡀ生ࡓࡌ㡯ࡑࠊࡣの都ᗘࠊ⏥ཬࡧஎࡀ協議࡚ࡋᐃࡵ

 ࠋࡿࡍのࡶࡿ

 

 

 ࠋࡿࡍ保᭷ࢆ自１㏻ྛࠊグ名ᢲ༳の上ࢀࡒࢀࡑஎ⏥ࠊࡋసᡂࢆ本᭩２㏻ࠊࡵࡓࡿࡍドࢆの協ᐃࡇ

 

 

 

௧和５ᖺ１２月２５᪥ 

 

⏥ 東ி都中ኸ区⠏地一丁目１␒１号 

中ኸ区 

中ኸ区㛗      

 

எ 東ி都中ኸ区㖟ᗙඵ丁目２␒㸵号 

東᪥本㟁信㟁ヰᰴᘧ会♫ 

東ி༡ᨭᗑ㛗    
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���㸬つᶍ⅏ᐖࡿࡅ࠾㏻ಙ㞀ᐖࡢ⥭ᛴᑐᛂ㛵ࡿࡍ⣽┠༠ᐃ᭩（㹌㹒㹒ᮾ᪥ᮏ）  
（ᮏᩥ ��� 㡫） 

 

中ኸ区㸦௨ୗࠋ࠺࠸ࠖ⏥ࠕ㸧東᪥本㟁信㟁ヰᰴᘧ会♫㸦௨ୗࠕஎࠖࠋ࠺࠸㸧ࠊࡣ௧和５ᖺ  

月  ᪥ࡓࡋ⤖⥾大つᶍ災ᐖࡿࡅ࠾㏻信㞀ᐖのᪧ➼㛵ࡿࡍ協ᐃ᭩➨㸵᮲のつᐃᇶ

࡙きࠊ災ᐖࡿࡅ࠾㏻信㞀ᐖの⥭ᛴᑐᛂ㛵ࠊࡋ⏥எ㛫࡚࠸࠾次のࡾ࠾⣽目協ᐃ㸦௨ୗ

 ࠋࡿࡍ⤖⥾ࢆ㸧ࠋ࠺࠸本協ᐃࠖࠕ

㸦目ⓗ㸧 

➨１᮲ 本協ᐃࠊࡣ災ᐖᑐ⟇ᇶ本ἲ㸦和３㸴ᖺἲᚊ➨２２３号㸧➨２᮲➨１号つᐃࡿࡍ災ᐖ

ࡉసᡂࡾࡼἲ➨４２᮲➨１㡯のつᐃྠࠊ࡚࠸࠾㸧ࠋ࠺࠸災ᐖࠖࠕሙ合㸦௨ୗࡓࡋⓎ生ࡀ

災ᐖࡀஎࡧཬ⏥ࠊ࡚ࡋ⎔民㛫協力の一ࡿࡅ࠾災ᐖࠊᇶ࡙き➼⏬中ኸ区地ᇦ防災ィࡓࢀ

の⥭ᛴᑐᛂࢆ᪩ᛴᐇࠊࡵࡓࡿࡍసᴗᙜ࠺ࡼࡿࢀࡓᚲせ࡞㡯ࢆᐃࢆࡇࡿࡵ目

ⓗࠋࡿࡍ 

 㸦⥭ᛴᑐᛂᚲせ࡞ᶵჾのᥦ౪内ᐜ㸧 

➨２᮲ எࠊࡣ⏥のせㄳᇶ࡙きࡀ⏥ࠊᣦᐃࡿࡍᘬΏࡋሙᡤ≀㈨➼ࢆ㓄㏦ࡶࡿࡍのࡓࠋࡿࡍ

 ࠋࡿࡍのࡶࡿࡍ㓄㏦ࡀ➼の⫋ဨ⏥ࠊࡣሙ合࡞ᅔ㞴ࡀ㓄㏦ࡿࡼஎࠊࡋࡔ

２ எࠊࡣ⏥のせㄳᇶ࡙きࠊ⏥のᣦᐃࡿࡍሙᡤ࡚࠸࠾≀㈨➼⏥ࢆᘬΏࡶࡍのࡇࠋࡿࡍの

ሙ合ࠊ࡚࠸࠾๓㓄㏦㛫ࠊ㓄㏦ᩘ㔞➼ࢆ⏥எ᪉☜ㄆࡶࡿࡍのࠊࡋᘬΏࡋሙᡤ࠸࠾

ࠊㄆの上☜ࢆ➼㔞ᩘࠊရ目ࡀ㸧எ᪉ࠋࡌྠ࡚࠸࠾の㡯ࡇࠋࡴྵࢆ⪅ࡿࡍ㸦⏥のᣦᐃ⏥ࠊࡶ࡚

 ࠋࡿࡍのࡶࡿྲྀࡅཷࡀ⏥

３ ➨１㡯つᐃࡿࡍ≀㈨➼のᘬΏࡋሙᡤࠊࡣ⏥ཬࡧஎࡀ๓協議の上ᐃࡿࡵሙᡤࡓࠋࡿࡍ

 ࠋࡿࡍሙᡤ࡞⬟ྍࡀࡋࢁ㝆ࡳ✚ᛂᛴ≀㈨のࡿࡼクࢵトラࠊࡣሙᡤࡋᙜヱᘬΏࠊࡋࡔ

４ ๓㡯のつᐃࠊࡎࡽࢃ㏻㏵⤯ࡑののࢆࡴࡸᚓ࠸࡞ࡾࡼᅔ㞴࡛ࡿ࠶⏥ཪࡣஎ

 ࠋࡿࡍሙᡤࡿࡍஎのᣦᐃࠊࡣሙᡤࡋ㈨➼のᘬΏ≀ࠊࡣሙ合ࡓࡋุ᩿ࡀ

㸦協力ᴗົの内ᐜ㸧 

➨３᮲ எࠊࡣ⿕災≧ἣࢆ㚷ࠊࡳ次のྛ号ᥖࢧࡿࡆービス➼ࢆ㑊㞴ᡤ➼ᥦ౪ࡶࡿࡍのࠋࡿࡍ 

㸦１㸧⾨ᫍࢆ利⏝ࡓࡋ㟁ヰࢧービス 

㸦２㸧↓⥺ᶵჾࢆ利⏝ࡓࡋ㟁ヰࢧービス 

㸦３㸧㠀ᖖ⏝ྍᦙᆺ加ධ⪅⥺ᐜ⨨ࡿࡼ㟁ヰࢧービス 

㸦４㸧ᛂᛴᪧගࢣーࣈルࡿࡼ㏻信⎔ቃ 

㸦５㸧↓⥺⨨ࡿࡼ㹕㹧㸫㹄㹧࡛のインターࢵࢿト⎔ቃ 

㸦㈝⏝の㈇ᢸ㸧 

➨４᮲ 本協ᐃ㛵ࡿࢃ㈝⏝の㈇ᢸࠊࡣ᪉࡚࠸࠾Ⓨ生ࡶ࠸࡞ࡋのࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍ⏥ཬࡧஎ

 ࠋ࠸࡞࡛ࡾの㝈ࡇࠊࡣሙ合ࡓࡵㄆ協議の上ᚲせࡀ

㸦⛎ᐦ保ᣢ㸧 

➨５᮲ ⏥ཬࡧஎࠊࡣ本協ᐃᇶ࡙ࡃάືࢆ㏻ࡾ▱࡚ࡌᚓࡓ⛎ᐦࢆ人㛤♧ࠊࡋཪࡋ࠸࠼₃ࡣ

 ࠋࡿࡍᵝྠࡓࡲࠊࡶ本協ᐃ⤊ᚋࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚

㸦᭷ຠᮇ㛫㸧 

➨㸴᮲ 本協ᐃの᭷ຠᮇ㛫ࠊࡣ⥾⤖の᪥ࡽ௧和㸴ᖺ３月３１᪥ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍ࡛ࡲ᭷ຠᮇ㛫

ࡇࠊࡣሙ合࠸࡞ࡋࢆ♧⾲ẁのពᛮ≉ࠊࡋᑐᡭ᪉┦ྛࡀஎࡣཪ⏥ࠊ࡛ࡲ月๓１ࡿࡍ‶ࡀ

の協ᐃࠊࡣᮇ㛫‶の᪥の⩣᪥ࡽ᭦１ᖺ㛫ྠ一の᮲௳࡚ࡗࡶࢆ᭦᪂ࡶࡿࡍのࠊࡋ௨ᚋࡶ

ྠᵝࠋࡿࡍ 

㸦協議㸧 

➨㸵᮲ 本協ᐃᐃࡵの࠸࡞㡯ཪࡣ⩏ࡀ生ࡓࡌ㡯ࡑࠊࡣの都ᗘࠊ⏥ཬࡧஎࡀ協議࡚ࡋᐃࡵ

 ࠋࡿࡍのࡶࡿ
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 ࠋࡿࡍ保᭷ࢆ自１㏻ྛࠊグ名ᢲ༳の上ࢀࡒࢀࡑஎ⏥ࠊࡋసᡂࢆ本᭩２㏻ࠊࡵࡓࡿࡍドࢆの協ᐃࡇ

 

௧和５ᖺ１２月２５᪥ 

 

⏥ 東ி都中ኸ区⠏地一丁目１␒１号 

中ኸ区 

中ኸ区㛗    

 

எ 東ி都中ኸ区㖟ᗙඵ丁目２␒㸵号    

東᪥本㟁信㟁ヰᰴᘧ会♫ 

東ி༡ᨭᗑ㛗  
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���㸬つᶍ⅏ᐖࡿࡅ࠾㏻ಙ㞀ᐖࡢ⥭ᛴᑐᛂ㛵ࡿࡍ⣽┠༠ᐃ᭩（㹌㹒㹒ᮾ᪥ᮏ）  
（ᮏᩥ ��� 㡫） 

 

中ኸ区㸦௨ୗࠋ࠺࠸ࠖ⏥ࠕ㸧東᪥本㟁信㟁ヰᰴᘧ会♫㸦௨ୗࠕஎࠖࠋ࠺࠸㸧ࠊࡣ௧和５ᖺ  

月  ᪥ࡓࡋ⤖⥾大つᶍ災ᐖࡿࡅ࠾㏻信㞀ᐖのᪧ➼㛵ࡿࡍ協ᐃ᭩➨㸵᮲のつᐃᇶ

࡙きࠊ災ᐖࡿࡅ࠾㏻信㞀ᐖの⥭ᛴᑐᛂ㛵ࠊࡋ⏥எ㛫࡚࠸࠾次のࡾ࠾⣽目協ᐃ㸦௨ୗ

 ࠋࡿࡍ⤖⥾ࢆ㸧ࠋ࠺࠸本協ᐃࠖࠕ

㸦目ⓗ㸧 

➨１᮲ 本協ᐃࠊࡣ災ᐖᑐ⟇ᇶ本ἲ㸦和３㸴ᖺἲᚊ➨２２３号㸧➨２᮲➨１号つᐃࡿࡍ災ᐖ

ࡉసᡂࡾࡼἲ➨４２᮲➨１㡯のつᐃྠࠊ࡚࠸࠾㸧ࠋ࠺࠸災ᐖࠖࠕሙ合㸦௨ୗࡓࡋⓎ生ࡀ

災ᐖࡀஎࡧཬ⏥ࠊ࡚ࡋ⎔民㛫協力の一ࡿࡅ࠾災ᐖࠊᇶ࡙き➼⏬中ኸ区地ᇦ防災ィࡓࢀ

の⥭ᛴᑐᛂࢆ᪩ᛴᐇࠊࡵࡓࡿࡍసᴗᙜ࠺ࡼࡿࢀࡓᚲせ࡞㡯ࢆᐃࢆࡇࡿࡵ目

ⓗࠋࡿࡍ 

 㸦⥭ᛴᑐᛂᚲせ࡞ᶵჾのᥦ౪内ᐜ㸧 

➨２᮲ எࠊࡣ⏥のせㄳᇶ࡙きࡀ⏥ࠊᣦᐃࡿࡍᘬΏࡋሙᡤ≀㈨➼ࢆ㓄㏦ࡶࡿࡍのࡓࠋࡿࡍ

 ࠋࡿࡍのࡶࡿࡍ㓄㏦ࡀ➼の⫋ဨ⏥ࠊࡣሙ合࡞ᅔ㞴ࡀ㓄㏦ࡿࡼஎࠊࡋࡔ

２ எࠊࡣ⏥のせㄳᇶ࡙きࠊ⏥のᣦᐃࡿࡍሙᡤ࡚࠸࠾≀㈨➼⏥ࢆᘬΏࡶࡍのࡇࠋࡿࡍの

ሙ合ࠊ࡚࠸࠾๓㓄㏦㛫ࠊ㓄㏦ᩘ㔞➼ࢆ⏥எ᪉☜ㄆࡶࡿࡍのࠊࡋᘬΏࡋሙᡤ࠸࠾

ࠊㄆの上☜ࢆ➼㔞ᩘࠊရ目ࡀ㸧எ᪉ࠋࡌྠ࡚࠸࠾の㡯ࡇࠋࡴྵࢆ⪅ࡿࡍ㸦⏥のᣦᐃ⏥ࠊࡶ࡚

 ࠋࡿࡍのࡶࡿྲྀࡅཷࡀ⏥

３ ➨１㡯つᐃࡿࡍ≀㈨➼のᘬΏࡋሙᡤࠊࡣ⏥ཬࡧஎࡀ๓協議の上ᐃࡿࡵሙᡤࡓࠋࡿࡍ

 ࠋࡿࡍሙᡤ࡞⬟ྍࡀࡋࢁ㝆ࡳ✚ᛂᛴ≀㈨のࡿࡼクࢵトラࠊࡣሙᡤࡋᙜヱᘬΏࠊࡋࡔ

４ ๓㡯のつᐃࠊࡎࡽࢃ㏻㏵⤯ࡑののࢆࡴࡸᚓ࠸࡞ࡾࡼᅔ㞴࡛ࡿ࠶⏥ཪࡣஎ

 ࠋࡿࡍሙᡤࡿࡍஎのᣦᐃࠊࡣሙᡤࡋ㈨➼のᘬΏ≀ࠊࡣሙ合ࡓࡋุ᩿ࡀ

㸦協力ᴗົの内ᐜ㸧 

➨３᮲ எࠊࡣ⿕災≧ἣࢆ㚷ࠊࡳ次のྛ号ᥖࢧࡿࡆービス➼ࢆ㑊㞴ᡤ➼ᥦ౪ࡶࡿࡍのࠋࡿࡍ 

㸦１㸧⾨ᫍࢆ利⏝ࡓࡋ㟁ヰࢧービス 

㸦２㸧↓⥺ᶵჾࢆ利⏝ࡓࡋ㟁ヰࢧービス 

㸦３㸧㠀ᖖ⏝ྍᦙᆺ加ධ⪅⥺ᐜ⨨ࡿࡼ㟁ヰࢧービス 

㸦４㸧ᛂᛴᪧගࢣーࣈルࡿࡼ㏻信⎔ቃ 

㸦５㸧↓⥺⨨ࡿࡼ㹕㹧㸫㹄㹧࡛のインターࢵࢿト⎔ቃ 

㸦㈝⏝の㈇ᢸ㸧 

➨４᮲ 本協ᐃ㛵ࡿࢃ㈝⏝の㈇ᢸࠊࡣ᪉࡚࠸࠾Ⓨ生ࡶ࠸࡞ࡋのࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍ⏥ཬࡧஎ

 ࠋ࠸࡞࡛ࡾの㝈ࡇࠊࡣሙ合ࡓࡵㄆ協議の上ᚲせࡀ

㸦⛎ᐦ保ᣢ㸧 

➨５᮲ ⏥ཬࡧஎࠊࡣ本協ᐃᇶ࡙ࡃάືࢆ㏻ࡾ▱࡚ࡌᚓࡓ⛎ᐦࢆ人㛤♧ࠊࡋཪࡋ࠸࠼₃ࡣ

 ࠋࡿࡍᵝྠࡓࡲࠊࡶ本協ᐃ⤊ᚋࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚

㸦᭷ຠᮇ㛫㸧 

➨㸴᮲ 本協ᐃの᭷ຠᮇ㛫ࠊࡣ⥾⤖の᪥ࡽ௧和㸴ᖺ３月３１᪥ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍ࡛ࡲ᭷ຠᮇ㛫

ࡇࠊࡣሙ合࠸࡞ࡋࢆ♧⾲ẁのពᛮ≉ࠊࡋᑐᡭ᪉┦ྛࡀஎࡣཪ⏥ࠊ࡛ࡲ月๓１ࡿࡍ‶ࡀ

の協ᐃࠊࡣᮇ㛫‶の᪥の⩣᪥ࡽ᭦１ᖺ㛫ྠ一の᮲௳࡚ࡗࡶࢆ᭦᪂ࡶࡿࡍのࠊࡋ௨ᚋࡶ

ྠᵝࠋࡿࡍ 

㸦協議㸧 

➨㸵᮲ 本協ᐃᐃࡵの࠸࡞㡯ཪࡣ⩏ࡀ生ࡓࡌ㡯ࡑࠊࡣの都ᗘࠊ⏥ཬࡧஎࡀ協議࡚ࡋᐃࡵ

 ࠋࡿࡍのࡶࡿ
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 ࠋࡿࡍ保᭷ࢆ自１㏻ྛࠊグ名ᢲ༳の上ࢀࡒࢀࡑஎ⏥ࠊࡋసᡂࢆ本᭩２㏻ࠊࡵࡓࡿࡍドࢆの協ᐃࡇ

 

௧和５ᖺ１２月２５᪥ 

 

⏥ 東ி都中ኸ区⠏地一丁目１␒１号 

中ኸ区 

中ኸ区㛗    

 

எ 東ி都中ኸ区㖟ᗙඵ丁目２␒㸵号    

東᪥本㟁信㟁ヰᰴᘧ会♫ 

東ி༡ᨭᗑ㛗  
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���㸬つᶍ⅏ᐖࡿࡅ࠾≉タබ⾗㟁ヰࡢタ⨨ࠊ⏝➼㛵ࡿࡍ⣽┠༠ᐃ᭩（㹌㹒㹒ᮾ᪥ᮏ） 

（ᮏᩥ ��� 㡫） 
 

中ኸ区㸦௨ୗࠋ࠺࠸ࠖ⏥ࠕ㸧東᪥本㟁信㟁ヰᰴᘧ会♫㸦௨ୗࠕஎࠖࠋ࠺࠸㸧ࠊࡣ௧和５ᖺ 

月 ᪥ࡓࡋ⤖⥾大つᶍ災ᐖࡿࡅ࠾㏻信㞀ᐖのᪧ➼㛵ࡿࡍ協ᐃ᭩㸦௨ୗࠕᇶ本協ᐃ᭩ࠖ

࡚࠸࠾எ㛫⏥ࠊࡋ㛵➼⏝利ࠊ⨨タ公⾗㟁ヰのタ≉ࡿࡅ࠾災ᐖࠊᇶ࡙き㸧➨㸵᮲ࠋ࠺࠸

次のࡾ࠾⣽目協ᐃ㸦௨ୗࠕ本協ᐃࠖࠋ࠺࠸㸧ࠋࡿࡍ⤖⥾ࢆ 

㸦目ⓗ㸧 

➨１᮲ 本協ᐃࠊࡣ災ᐖᑐ⟇ᇶ本ἲ㸦和３㸴ᖺἲᚊ➨２２３号㸧➨２᮲➨１号つᐃࡿࡍ災ᐖ

ࡉసᡂࡾࡼἲ➨４２᮲➨１㡯のつᐃྠࠊ࡚࠸࠾㸧ࠋ࠺࠸災ᐖࠖࠕሙ合㸦௨ୗࡓࡋⓎ生ࡀ

タ≉ࡀஎࡧཬ⏥ࠊ࡚ࡋ⎔民㛫協力の一ࡿࡅ࠾災ᐖࠊᇶ࡙き➼⏬中ኸ区地ᇦ防災ィࡓࢀ

公⾗㟁ヰのタ⨨ࠊ利⏝➼ࢆ᪩ᛴᐇࠊࡵࡓࡿࡍసᴗᙜ࠺ࡼࡿࢀࡓᚲせ࡞㡯ࢆᐃࡵ

 ࠋࡿࡍ目ⓗࢆࡇࡿ

㸦≉タ公⾗㟁ヰの利⏝㸧 

➨２᮲ எࠊࡣ⏥のせㄳࡓࡅཷࢆきࠊࡣ≉タ公⾗㟁ヰの利⏝㛤ጞのุ᩿ࢆ行ࠋ࠺ 

２ எࡀ≉タ公⾗㟁ヰの利⏝㛤ጞࢆỴᐃࡓࡋሙ合ࠊࡣ⏥ࠊ࡚࠸࠾≉タ公⾗㟁ヰࡸ㏿ࢆタ⨨

 ࠋࡿࡍのࡶࡿࡵດ災⪅➼の㏻信☜保⿕ࠊࡋ

３ ๓㡯のつᐃࠊࡎࡽࢃ≉タ公⾗㟁ヰのタ⨨ሙᡤࡀ㑊㞴ᡤࡿ࡞ሙ合ࠊࡣ࡚࠸࠾⏥のุ

ࠊࡣ⏥ࠊ࡚࠸࠾のሙ合ࡇࠋࡿࡍのࡶࡿき࡛ࡀࡇࡿࡍ㛤ጞࢆ⏝タ公⾗㟁ヰの利≉ࠊࡾࡼ᩿

≉タ公⾗㟁ヰの利⏝ࢆ㛤ጞࡓࡋ㝿の≉タ公⾗㟁ヰのタ⨨ಀࡿタ⨨ሙᡤ㸦住ᡤࠊ地␒ཬࡧᘓ≀

名ࠋ࠺࠸ࢆ௨ୗྠࠋࡌ㸧ࠊタ⨨⟠ᡤ㸦タ⨨ሙᡤのᘓ≀内ࡿࡅ࠾≉タ公⾗㟁ヰࢆ利⏝ࡿࡍሙᡤࢆ

࠸タ⨨ሙᡤ➼ሗࠖࠕሗ㸦௨ୗ࡞ᚲせࡿಀ⨨タࡿࡍ㝶ࡽࢀࡇࡧ㸧ཬࠋࡌ௨ୗྠࠋ࠺࠸

▱㏻㸧ࠋ࠺࠸ࠖ➼⪅௵連絡㈐ࠕ連絡㈐௵⪅➼㸦௨ୗࡿࡍつᐃᇶ本協ᐃ᭩➨１１᮲ࢆ㸧ࠋ࠺

 ࠋࡿࡍのࡶࡿࡍ

４ ➨１㡯ཬࡧ๓㡯のつᐃࡾࡼ≉タ公⾗㟁ヰの利⏝ࢆ㛤ጞࡓࡋሙ合ࡣ⏥ࠊ利⏝⪅の㐺ษ࡞利⏝

 ࠋࡿࡍのࡶࡿࡵດ利⏝⪅のㄏᑟࡾ㝈࡞⬟ྍ࠺ࡼࡿࢀࢃ行ࡀ

㸦タ⨨ሙᡤཬࡧタ⨨⟠ᡤのỴᐃ㸧 

➨３᮲ ≉タ公⾗㟁ヰのタ⨨ሙᡤཬࡧ㟁Ẽ㏻信のᅇ⥺ᩘࠊࡣ࡚࠸ࡘ⏥எ協議の上ࠊஎࡀỴᐃࡍ

 ࠋࡿࡍのࡶࡿ

２ ≉タ公⾗㟁ヰのタ⨨⟠ᡤࠊࡣ࡚࠸ࡘ⏥எ協議の上ࡀ⏥ࠊỴᐃࡶࡿࡍのࠋࡿࡍ 

３ ๓２㡯のつᐃࡾࡼỴᐃࡓࡋタ⨨ሙᡤ➼ሗࠊࡣ⏥எ᪉࡛保管ࡶࡿࡍのࠋࡿࡍ 

㸦⛣㌿ࠊᗫṆ➼㸧 

➨４᮲ ⏥ࠊࡣ≉タ公⾗㟁ヰのタ⨨ሙᡤの㛢㙐ࠊ⛣㌿➼ཪࡣ᪂࡞ࡓタ⨨ሙᡤࡀⓎ生ࡓࡋሙ合ࠊࡣ

 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋሗ࿌ࡾࡼ᭩㠃எࢆの᪨ࡑࡸ㏿

２ タ⨨⟠ᡤの⛣ືಀࠊࡣ࡚࠸ࡘ⏝㈝ࡿ⏥の㈝⏝㈇ᢸ࡛行ࡶ࠺のࠋࡿࡍ 

㸦≉タ公⾗㟁ヰ㛵ࡿࡍタഛのタ⨨ཬࡧ㈝⏝㈇ᢸ㸧 

➨５᮲ ๓２᮲つᐃࡿࡍ≉タ公⾗㟁ヰのタ⨨ᚲせ࡞タഛのࠊࡕ࠺㓄管ࠊᘬ㎸ࡳᰕࠊ➃子┙ࠊ

㟁ヰᶵ➼の㏻信ᶵჾ➼ࡣ⏥の㈝⏝㈇ᢸ࡛タ⨨ࡶࡿࡍのࠊࡋᒇ内㓄⥺㸦ࣔジュラージャࢵクࢆ

 ࠋࡿࡍのࡶࡿࡍ⨨எの㈝⏝㈇ᢸ࡛タࡣ➼⥺㸧➼の㟁ヰᅇࠋࡴྵ

ࢆ➼㟁ヰᶵ࠺ࡼࡿ࡞ែ≦࡞⬟ྍ⏝利༶ᗙࡀタ公⾗㟁ヰ≉ࠊ࡚࠸࠾災ᐖのⓎ生ࠊࡣ⏥ ２

㐺ษ࡞ሙᡤ保管の上ࠊ管理ࡶࡿࡍのࠋࡿࡍ 

㸦利⏝の⤊㸧 

➨㸴᮲ ≉タ公⾗㟁ヰの利⏝の⤊ࠊࡣ࡚࠸ࡘ⏥எ協議の上ࠊஎࡀỴᐃࡶࡿࡍのࡇࠋࡿࡍの

ሙ合ࡸ㏿ࠊࡣ⏥ࠊ࡚࠸࠾≉タ公⾗㟁ヰࢆ᧔ཤࡶࡿࡍのࠋࡿࡍ 

２ ๓㡯のつᐃࠊࡎࡽࢃஎࡀ利⏝⤊ࢆ㏻▱ࡿࡍ๓ࠊ≉タ公⾗㟁ヰࢆタ⨨ࡿࡍ㑊㞴ᡤࢆ

㛢㙐ࡓࡋሙ合ࡸ㏿ࠊࡣ⏥ࠊࡣ࡚࠸࠾≉タ公⾗㟁ヰࢆ᧔ཤࡶࡿࡍのࡇࠋࡿࡍのሙ合࠾

 ࠋࡿࡍのࡶࡿࡍ▱㏻➼⪅௵連絡㈐ࢆタ⨨ሙᡤ➼ሗࡓࡋ᧔ཤࢆタ公⾗㟁ヰ≉ࠊࡣ⏥ࠊ࡚࠸

㸦タ⨨ሙᡤの公㛤㸧 

➨㸵᮲ எࠊࡣ災ᐖの㏻信☜保のࠊࡵࡓ≉タ公⾗㟁ヰのタ⨨ሙᡤ➼ሗ⏥ࠊ࡚࠸ࡘ協議

の上ࠊஎの࣍ー࣒࣌ージ上࡛公㛤ࡶࡿࡍのࠋࡿࡍ 
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㸦ᐃᮇヨ㦂のᐇ㸧 

➨㸶᮲ ⏥ཬࡧஎࠊࡣᖺ１ᅇࢆ目安ࠊ࡚ࡋ災ᐖⓎ生≉タ公⾗㟁ヰࡸ㏿ࡀタ⨨࡛きࡿ

 ࠋࡿࡍのࡶࡿࡍᐇࢆヨ㦂ࡿࡵᐃタ公⾗㟁ヰᐃᮇヨ㦂㡯目ࠖ≉ࠕ⣬１ูࠊ࠺ࡼ

㸦ᨾ㞀Ⓨぢのྲྀᢅ࠸㸧 

➨㸷᮲ ⏥ཬࡧஎࠊࡣ≉タ公⾗㟁ヰࢆタ⨨ࡿࡍ㟁Ẽ㏻信ᅇ⥺࡚࠸ࡘఱࡽの␗ᖖࢆⓎぢࡓࡋሙ

合ࡸ㏿ࠊࡣ┦☜ㄆࠊࡋᨾ㞀のᅇࡅྥ協力ࡶࡿࡍのࠋࡿࡍ 

㸦平ᖖのྲྀ組ࡳ㸧 

➨１㸮᮲ எࠊࡣ本協ᐃᇶ࡙ࡃ協力యไࡀ行ࠊ࠺ࡼࡿࢀࢃᚲせᛂࡀ⏥ࠊ࡚ࡌ行࠺防災

カ⦎➼協力࠺ࡼࡿࡍດࠋࡿࡵ 

２ ๓㡯の防災カ⦎➼ࠊࡣ⏝㈝ࡿஎの㈇ᢸࠋࡿࡍ 

３ ⏥ཬࡧஎࠊࡣ災ᐖࡿࡅ࠾≉タ公⾗㟁ヰの᭷ຠᛶࠊ࡚࠸ࡘ平ᖖ࡚࠸࠾ᗈሗάືດ

 ࠋࡿࡵ

㸦目ⓗእ利⏝の⚗Ṇ㸧 

➨１１᮲ ⏥２➨ࠊࡣ᮲つᐃࡿࡍ≉タ公⾗㟁ヰの利⏝ཬࡧ➨㸶᮲つᐃࡿࡍᐃᮇヨ㦂ࢆ㝖きࠊ

≉タ公⾗㟁ヰの利⏝ࢆ⚗Ṇࡶࡿࡍのࠋࡿࡍ 

２ எࡣ≉タ公⾗㟁ヰの利⏝≧ἣࠊ࡚࠸ࡘᐃᮇⓗ᳨ᰝࠋࡿࡍࡇࡿࡍ 

࠺ࡼ࠸࡞ࡋⓎ生ࡀ⏝ᙜヱ利ࡸ㏿ࠊࡣሙ合ࡓࡗ࠶ࡀ目ⓗእ利⏝のᐇ⦼のሗ࿌ࡾࡼஎࠊࡣ⏥ ３

ᥐ⨨ࢆㅮࡑࠊࡌの᪨ࢆஎሗ࿌ࡶࡿࡍのࠋࡿࡍ 

４ ๓㡯のᥐ⨨ࠊࡎࡽࢃ⏥の目ⓗእ利⏝ࡿࡍ⥆⥅ࡀሙ合ࠊࡣ⏥எ協議の上ᢤ本ⓗ࡞ᥐ⨨ࢆ

ㅮࡶࡿࡎのࡇࠋࡿࡍのሙ合ࠊ࡚࠸࠾≉タ公⾗㟁ヰの᧔ཤࢆ行ࡓࡗ࡞ࡇ࠺ሙ合ࠊࡣ᧔ཤ

ࡍのࡶࡿࡍ㈇ᢸࡀ⏥ࠊࡣศの利⏝ᩱࡓࡋⓎ生ࡾࡼ⏝目ⓗእ利ࡀ⏥ࡧᕤ㈝⏝➼ཬࡿࡍ㛵

 ࠋࡿ

㸦᭷ຠᮇ㛫㸧 

➨１２᮲ 本協ᐃの᭷ຠᮇ㛫ࠊࡣ⥾⤖の᪥ࡽ௧和㸴ᖺ３月３１᪥ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍ࡛ࡲ᭷ຠᮇ

㛫ࡀ‶１ࡿࡍ月๓ࠊ࡛ࡲ⏥ཪࡣஎྛࡀ┦ᡭ᪉ᑐࠊࡋ≉ẁのពᛮ⾲♧࠸࡞ࡋࢆሙ合ࠊࡣ

௨ᚋࠊࡋのࡶࡿࡍ᭦᪂࡚ࡗࡶࢆ௳１ᖺ㛫ྠ一の᮲᭦ࡽᮇ㛫‶の᪥の⩣᪥ࠊࡣの協ᐃࡇ

 ࠋࡿࡍᵝྠࡶ

㸦協議㸧 

➨１３᮲ 本協ᐃᐃࡵの࠸࡞㡯ཪࡣ⩏ࡀ生ࡓࡌ㡯ࡑࠊࡣの都ᗘࠊ⏥ཬࡧஎࡀ協議࡚ࡋᐃ

 ࠋࡿࡍのࡶࡿࡵ

 

 ࠋࡿࡍ保᭷ࢆ自１㏻ྛࠊグ名ᢲ༳の上ࢀࡒࢀࡑஎ⏥ࠊࡋసᡂࢆ本᭩２㏻ࠊࡵࡓࡿࡍドࢆの協ᐃࡇ

 

௧和５ᖺ１２月２５᪥ 

 

 

⏥ 東ி都中ኸ区⠏地一丁目１␒１号 

中ኸ区 

中ኸ区㛗    

 

எ 東ி都中ኸ区㖟ᗙඵ丁目２␒㸵号    

東᪥本㟁信㟁ヰᰴᘧ会♫ 

東ி༡ᨭᗑ㛗  
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���㸬つᶍ⅏ᐖࡿࡅ࠾≉タබ⾗㟁ヰࡢタ⨨ࠊ⏝➼㛵ࡿࡍ⣽┠༠ᐃ᭩（㹌㹒㹒ᮾ᪥ᮏ） 

（ᮏᩥ ��� 㡫） 
 

中ኸ区㸦௨ୗࠋ࠺࠸ࠖ⏥ࠕ㸧東᪥本㟁信㟁ヰᰴᘧ会♫㸦௨ୗࠕஎࠖࠋ࠺࠸㸧ࠊࡣ௧和５ᖺ 

月 ᪥ࡓࡋ⤖⥾大つᶍ災ᐖࡿࡅ࠾㏻信㞀ᐖのᪧ➼㛵ࡿࡍ協ᐃ᭩㸦௨ୗࠕᇶ本協ᐃ᭩ࠖ

࡚࠸࠾எ㛫⏥ࠊࡋ㛵➼⏝利ࠊ⨨タ公⾗㟁ヰのタ≉ࡿࡅ࠾災ᐖࠊᇶ࡙き㸧➨㸵᮲ࠋ࠺࠸

次のࡾ࠾⣽目協ᐃ㸦௨ୗࠕ本協ᐃࠖࠋ࠺࠸㸧ࠋࡿࡍ⤖⥾ࢆ 

㸦目ⓗ㸧 

➨１᮲ 本協ᐃࠊࡣ災ᐖᑐ⟇ᇶ本ἲ㸦和３㸴ᖺἲᚊ➨２２３号㸧➨２᮲➨１号つᐃࡿࡍ災ᐖ

ࡉసᡂࡾࡼἲ➨４２᮲➨１㡯のつᐃྠࠊ࡚࠸࠾㸧ࠋ࠺࠸災ᐖࠖࠕሙ合㸦௨ୗࡓࡋⓎ生ࡀ

タ≉ࡀஎࡧཬ⏥ࠊ࡚ࡋ⎔民㛫協力の一ࡿࡅ࠾災ᐖࠊᇶ࡙き➼⏬中ኸ区地ᇦ防災ィࡓࢀ

公⾗㟁ヰのタ⨨ࠊ利⏝➼ࢆ᪩ᛴᐇࠊࡵࡓࡿࡍసᴗᙜ࠺ࡼࡿࢀࡓᚲせ࡞㡯ࢆᐃࡵ

 ࠋࡿࡍ目ⓗࢆࡇࡿ

㸦≉タ公⾗㟁ヰの利⏝㸧 

➨２᮲ எࠊࡣ⏥のせㄳࡓࡅཷࢆきࠊࡣ≉タ公⾗㟁ヰの利⏝㛤ጞのุ᩿ࢆ行ࠋ࠺ 

２ எࡀ≉タ公⾗㟁ヰの利⏝㛤ጞࢆỴᐃࡓࡋሙ合ࠊࡣ⏥ࠊ࡚࠸࠾≉タ公⾗㟁ヰࡸ㏿ࢆタ⨨

 ࠋࡿࡍのࡶࡿࡵດ災⪅➼の㏻信☜保⿕ࠊࡋ

３ ๓㡯のつᐃࠊࡎࡽࢃ≉タ公⾗㟁ヰのタ⨨ሙᡤࡀ㑊㞴ᡤࡿ࡞ሙ合ࠊࡣ࡚࠸࠾⏥のุ

ࠊࡣ⏥ࠊ࡚࠸࠾のሙ合ࡇࠋࡿࡍのࡶࡿき࡛ࡀࡇࡿࡍ㛤ጞࢆ⏝タ公⾗㟁ヰの利≉ࠊࡾࡼ᩿

≉タ公⾗㟁ヰの利⏝ࢆ㛤ጞࡓࡋ㝿の≉タ公⾗㟁ヰのタ⨨ಀࡿタ⨨ሙᡤ㸦住ᡤࠊ地␒ཬࡧᘓ≀

名ࠋ࠺࠸ࢆ௨ୗྠࠋࡌ㸧ࠊタ⨨⟠ᡤ㸦タ⨨ሙᡤのᘓ≀内ࡿࡅ࠾≉タ公⾗㟁ヰࢆ利⏝ࡿࡍሙᡤࢆ

࠸タ⨨ሙᡤ➼ሗࠖࠕሗ㸦௨ୗ࡞ᚲせࡿಀ⨨タࡿࡍ㝶ࡽࢀࡇࡧ㸧ཬࠋࡌ௨ୗྠࠋ࠺࠸

▱㏻㸧ࠋ࠺࠸ࠖ➼⪅௵連絡㈐ࠕ連絡㈐௵⪅➼㸦௨ୗࡿࡍつᐃᇶ本協ᐃ᭩➨１１᮲ࢆ㸧ࠋ࠺

 ࠋࡿࡍのࡶࡿࡍ

４ ➨１㡯ཬࡧ๓㡯のつᐃࡾࡼ≉タ公⾗㟁ヰの利⏝ࢆ㛤ጞࡓࡋሙ合ࡣ⏥ࠊ利⏝⪅の㐺ษ࡞利⏝

 ࠋࡿࡍのࡶࡿࡵດ利⏝⪅のㄏᑟࡾ㝈࡞⬟ྍ࠺ࡼࡿࢀࢃ行ࡀ

㸦タ⨨ሙᡤཬࡧタ⨨⟠ᡤのỴᐃ㸧 

➨３᮲ ≉タ公⾗㟁ヰのタ⨨ሙᡤཬࡧ㟁Ẽ㏻信のᅇ⥺ᩘࠊࡣ࡚࠸ࡘ⏥எ協議の上ࠊஎࡀỴᐃࡍ

 ࠋࡿࡍのࡶࡿ

２ ≉タ公⾗㟁ヰのタ⨨⟠ᡤࠊࡣ࡚࠸ࡘ⏥எ協議の上ࡀ⏥ࠊỴᐃࡶࡿࡍのࠋࡿࡍ 

３ ๓２㡯のつᐃࡾࡼỴᐃࡓࡋタ⨨ሙᡤ➼ሗࠊࡣ⏥எ᪉࡛保管ࡶࡿࡍのࠋࡿࡍ 

㸦⛣㌿ࠊᗫṆ➼㸧 

➨４᮲ ⏥ࠊࡣ≉タ公⾗㟁ヰのタ⨨ሙᡤの㛢㙐ࠊ⛣㌿➼ཪࡣ᪂࡞ࡓタ⨨ሙᡤࡀⓎ生ࡓࡋሙ合ࠊࡣ

 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋሗ࿌ࡾࡼ᭩㠃எࢆの᪨ࡑࡸ㏿

２ タ⨨⟠ᡤの⛣ືಀࠊࡣ࡚࠸ࡘ⏝㈝ࡿ⏥の㈝⏝㈇ᢸ࡛行ࡶ࠺のࠋࡿࡍ 

㸦≉タ公⾗㟁ヰ㛵ࡿࡍタഛのタ⨨ཬࡧ㈝⏝㈇ᢸ㸧 

➨５᮲ ๓２᮲つᐃࡿࡍ≉タ公⾗㟁ヰのタ⨨ᚲせ࡞タഛのࠊࡕ࠺㓄管ࠊᘬ㎸ࡳᰕࠊ➃子┙ࠊ

㟁ヰᶵ➼の㏻信ᶵჾ➼ࡣ⏥の㈝⏝㈇ᢸ࡛タ⨨ࡶࡿࡍのࠊࡋᒇ内㓄⥺㸦ࣔジュラージャࢵクࢆ

 ࠋࡿࡍのࡶࡿࡍ⨨எの㈝⏝㈇ᢸ࡛タࡣ➼⥺㸧➼の㟁ヰᅇࠋࡴྵ

ࢆ➼㟁ヰᶵ࠺ࡼࡿ࡞ែ≦࡞⬟ྍ⏝利༶ᗙࡀタ公⾗㟁ヰ≉ࠊ࡚࠸࠾災ᐖのⓎ生ࠊࡣ⏥ ２

㐺ษ࡞ሙᡤ保管の上ࠊ管理ࡶࡿࡍのࠋࡿࡍ 

㸦利⏝の⤊㸧 

➨㸴᮲ ≉タ公⾗㟁ヰの利⏝の⤊ࠊࡣ࡚࠸ࡘ⏥எ協議の上ࠊஎࡀỴᐃࡶࡿࡍのࡇࠋࡿࡍの

ሙ合ࡸ㏿ࠊࡣ⏥ࠊ࡚࠸࠾≉タ公⾗㟁ヰࢆ᧔ཤࡶࡿࡍのࠋࡿࡍ 

２ ๓㡯のつᐃࠊࡎࡽࢃஎࡀ利⏝⤊ࢆ㏻▱ࡿࡍ๓ࠊ≉タ公⾗㟁ヰࢆタ⨨ࡿࡍ㑊㞴ᡤࢆ

㛢㙐ࡓࡋሙ合ࡸ㏿ࠊࡣ⏥ࠊࡣ࡚࠸࠾≉タ公⾗㟁ヰࢆ᧔ཤࡶࡿࡍのࡇࠋࡿࡍのሙ合࠾

 ࠋࡿࡍのࡶࡿࡍ▱㏻➼⪅௵連絡㈐ࢆタ⨨ሙᡤ➼ሗࡓࡋ᧔ཤࢆタ公⾗㟁ヰ≉ࠊࡣ⏥ࠊ࡚࠸

㸦タ⨨ሙᡤの公㛤㸧 

➨㸵᮲ எࠊࡣ災ᐖの㏻信☜保のࠊࡵࡓ≉タ公⾗㟁ヰのタ⨨ሙᡤ➼ሗ⏥ࠊ࡚࠸ࡘ協議

の上ࠊஎの࣍ー࣒࣌ージ上࡛公㛤ࡶࡿࡍのࠋࡿࡍ 
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㸦ᐃᮇヨ㦂のᐇ㸧 

➨㸶᮲ ⏥ཬࡧஎࠊࡣᖺ１ᅇࢆ目安ࠊ࡚ࡋ災ᐖⓎ生≉タ公⾗㟁ヰࡸ㏿ࡀタ⨨࡛きࡿ

 ࠋࡿࡍのࡶࡿࡍᐇࢆヨ㦂ࡿࡵᐃタ公⾗㟁ヰᐃᮇヨ㦂㡯目ࠖ≉ࠕ⣬１ูࠊ࠺ࡼ

㸦ᨾ㞀Ⓨぢのྲྀᢅ࠸㸧 

➨㸷᮲ ⏥ཬࡧஎࠊࡣ≉タ公⾗㟁ヰࢆタ⨨ࡿࡍ㟁Ẽ㏻信ᅇ⥺࡚࠸ࡘఱࡽの␗ᖖࢆⓎぢࡓࡋሙ

合ࡸ㏿ࠊࡣ┦☜ㄆࠊࡋᨾ㞀のᅇࡅྥ協力ࡶࡿࡍのࠋࡿࡍ 

㸦平ᖖのྲྀ組ࡳ㸧 

➨１㸮᮲ எࠊࡣ本協ᐃᇶ࡙ࡃ協力యไࡀ行ࠊ࠺ࡼࡿࢀࢃᚲせᛂࡀ⏥ࠊ࡚ࡌ行࠺防災

カ⦎➼協力࠺ࡼࡿࡍດࠋࡿࡵ 

２ ๓㡯の防災カ⦎➼ࠊࡣ⏝㈝ࡿஎの㈇ᢸࠋࡿࡍ 

３ ⏥ཬࡧஎࠊࡣ災ᐖࡿࡅ࠾≉タ公⾗㟁ヰの᭷ຠᛶࠊ࡚࠸ࡘ平ᖖ࡚࠸࠾ᗈሗάືດ

 ࠋࡿࡵ

㸦目ⓗእ利⏝の⚗Ṇ㸧 

➨１１᮲ ⏥２➨ࠊࡣ᮲つᐃࡿࡍ≉タ公⾗㟁ヰの利⏝ཬࡧ➨㸶᮲つᐃࡿࡍᐃᮇヨ㦂ࢆ㝖きࠊ

≉タ公⾗㟁ヰの利⏝ࢆ⚗Ṇࡶࡿࡍのࠋࡿࡍ 

２ எࡣ≉タ公⾗㟁ヰの利⏝≧ἣࠊ࡚࠸ࡘᐃᮇⓗ᳨ᰝࠋࡿࡍࡇࡿࡍ 

࠺ࡼ࠸࡞ࡋⓎ生ࡀ⏝ᙜヱ利ࡸ㏿ࠊࡣሙ合ࡓࡗ࠶ࡀ目ⓗእ利⏝のᐇ⦼のሗ࿌ࡾࡼஎࠊࡣ⏥ ３

ᥐ⨨ࢆㅮࡑࠊࡌの᪨ࢆஎሗ࿌ࡶࡿࡍのࠋࡿࡍ 

４ ๓㡯のᥐ⨨ࠊࡎࡽࢃ⏥の目ⓗእ利⏝ࡿࡍ⥆⥅ࡀሙ合ࠊࡣ⏥எ協議の上ᢤ本ⓗ࡞ᥐ⨨ࢆ

ㅮࡶࡿࡎのࡇࠋࡿࡍのሙ合ࠊ࡚࠸࠾≉タ公⾗㟁ヰの᧔ཤࢆ行ࡓࡗ࡞ࡇ࠺ሙ合ࠊࡣ᧔ཤ

ࡍのࡶࡿࡍ㈇ᢸࡀ⏥ࠊࡣศの利⏝ᩱࡓࡋⓎ生ࡾࡼ⏝目ⓗእ利ࡀ⏥ࡧᕤ㈝⏝➼ཬࡿࡍ㛵

 ࠋࡿ

㸦᭷ຠᮇ㛫㸧 

➨１２᮲ 本協ᐃの᭷ຠᮇ㛫ࠊࡣ⥾⤖の᪥ࡽ௧和㸴ᖺ３月３１᪥ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍ࡛ࡲ᭷ຠᮇ

㛫ࡀ‶１ࡿࡍ月๓ࠊ࡛ࡲ⏥ཪࡣஎྛࡀ┦ᡭ᪉ᑐࠊࡋ≉ẁのពᛮ⾲♧࠸࡞ࡋࢆሙ合ࠊࡣ

௨ᚋࠊࡋのࡶࡿࡍ᭦᪂࡚ࡗࡶࢆ௳１ᖺ㛫ྠ一の᮲᭦ࡽᮇ㛫‶の᪥の⩣᪥ࠊࡣの協ᐃࡇ

 ࠋࡿࡍᵝྠࡶ

㸦協議㸧 

➨１３᮲ 本協ᐃᐃࡵの࠸࡞㡯ཪࡣ⩏ࡀ生ࡓࡌ㡯ࡑࠊࡣの都ᗘࠊ⏥ཬࡧஎࡀ協議࡚ࡋᐃ

 ࠋࡿࡍのࡶࡿࡵ

 

 ࠋࡿࡍ保᭷ࢆ自１㏻ྛࠊグ名ᢲ༳の上ࢀࡒࢀࡑஎ⏥ࠊࡋసᡂࢆ本᭩２㏻ࠊࡵࡓࡿࡍドࢆの協ᐃࡇ

 

௧和５ᖺ１２月２５᪥ 
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���㸬つᶍ⅏ᐖࡿࡅ࠾ၨ㛤సᴗࡢ┦༠ຊ㛵ࡿࡍ⣽┠༠ᐃ᭩（㹌㹒㹒ᮾ᪥ᮏ） 

（ᮏᩥ ��� 㡫） 
 

中ኸ区㸦௨ୗࠋ࠺࠸ࠖ⏥ࠕ㸧東᪥本㟁信㟁ヰᰴᘧ会♫㸦௨ୗࠕஎࠖࠋ࠺࠸㸧ࠊࡣ௧和５ᖺ

１２月２５᪥ࡓࡋ⤖⥾大つᶍ災ᐖࡿࡅ࠾㏻信㞀ᐖのᪧ➼㛵ࡿࡍ協ᐃ᭩➨㸵᮲のつᐃ

⣽目協ᐃ㸦௨ࡾ࠾次の࡚࠸࠾எ㛫⏥ࠊࡋ㛵ၨ㛤సᴗの┦協力ࡿࡅ࠾災ᐖࠊᇶ࡙き

ୗࠕ本協ᐃࠖࠋ࠺࠸㸧ࠋࡿࡍ⤖⥾ࢆ 

 

㸦目ⓗ㸧 

➨１᮲ 本協ᐃࠊࡣ災ᐖᑐ⟇ᇶ本ἲ㸦和３㸴ᖺἲᚊ➨２２３号㸧➨２᮲➨１号つᐃࡿࡍ災ᐖ

ࡉసᡂࡾࡼἲ➨４２᮲➨１㡯のつᐃྠࠊ࡚࠸࠾㸧ࠋ࠺࠸災ᐖࠖࠕሙ合㸦௨ୗࡓࡋⓎ生ࡀ

ࡑࡧ道㊰ཬࡀஎࡧཬ⏥ࠊ࡚ࡋ⎔災ᐖの┦協力の一ࠊᇶ࡙き➼⏬中ኸ区地ᇦ防災ィࡓࢀ

の区ᇦのၨ㛤సᴗࢆ᪩ᛴᐇࠊࡵࡓࡿࡍసᴗᙜ࠺ࡼࡿࢀࡓᚲせ࡞㡯ࢆᐃࡇࡿࡵ

 ࠋࡿࡍ目ⓗࢆ

㸦┦協力㸧 

➨２᮲ 災ᐖࡿࡅ࠾ၨ㛤సᴗの┦協力ᙜࠊࡣ࡚ࡗࡓ道㊰ἲ㸦和２㸵ᖺἲᚊ➨１㸶㸮号㸧ࠊ

㟁Ẽ㏻信ᴗἲ㸦和５㸷ᖺἲᚊ➨㸶㸴号㸧➼のྛᡤ管ἲ௧のᐃࡵᚑ࡚ࡗᑐᛂࡶࡿࡍのࡍ

ࡍのࡶࡿࡍᇶ࡙きᑐᛂ災ᐖᑐ⟇ᇶ本ἲࠊࡣ࡚࠸࠾ἣ≦ࡿࡍせࢆᛴ⥭ᪧࠊࡋࡔࡓࠋࡿ

 ࠋࡿ

㸦ᑐ㇟区ᇦ㸧 

➨３᮲ 本協ᐃのᑐ㇟ࡿ࡞区ᇦࡀ⏥ࠊࡣ管理ࡿࡍ道㊰区ᇦࠊࡋၨ㛤సᴗᚲせࡓࢀࡉุ᩿

ሙ合ࠊࡣ道㊰ἲ➨４４᮲のつᐃᇶ࡙きᣦᐃࡓࢀࡉἢ道区ᇦࡶࡴྵࢆのࠋࡿࡍ 

２ ๓㡯のつᐃࠊࡎࡽࢃ┦の協力ࡀᚲせ࡞区ᇦࡀⓎ生ࡓࡋሙ合ࠊࡣ࡚࠸ࡘ⏥ཬࡧஎࡀ

協議の上ᚲせ࡞⠊ᅖ࡚࠸ࡘᐃࡶࡿࡵのࠋࡿࡍ 

㸦ᑐ㇟సᴗ㸧 

➨４᮲ ๓᮲つᐃࡿࡍ区ᇦ࡚࠸࠾行࠺本協ᐃのᑐ㇟ࡿ࡞సᴗࡀ⏥ࠊࡣ行࠺ၨ㛤సᴗ୪ࡧ

எࡀ行࠺ᪧసᴗのᨭ㞀ࡿ࡞ᶞ木ࠊᅵ◁➼の㝖ཤཬࡧ㏻信タഛの㞀ᐖ≀の㝖ཤసᴗࢆᑐ㇟

 ࠋࡿࡍ

㸦せㄳのᡭ⥆㸧 

➨５᮲ ⏥ࠊࡣၨ㛤సᴗの協力ཪࡣᪧసᴗのᐇࡀᚲせ࡞きࠊࡣஎᑐࡋ協力ࢆせㄳࡿࡍ

 ࠋࡿࡍのࡶ

２ எࠊࡣᪧసᴗの協力ཪࡣၨ㛤సᴗのᐇࡀᚲせ࡞き⏥ࠊࡣᑐࡋ協力ࢆせㄳࡶࡿࡍの

 ࠋࡿࡍ

３ ๓２㡯のつᐃࡿࡼせㄳูࠊࡣグ➨１号ᵝᘧࡿࡼせㄳ᭩㸦௨ୗࠕせㄳ᭩ࠖࠋ࠺࠸㸧ࡾࡼ

行ࡶ࠺のࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍ⥭ᛴࢆせࡿࡍㄆࡿࡵきࠊࡣ口㢌ࠊ㟁ヰ➼ࡾࡼ協力ࢆせㄳࡿࡍ

 ࠋࡿࡍのࡶࡿき࡛ࡀࡇ

４ ๓㡯ࡋࡔࡓ᭩のつᐃࡾࡼ協力のせㄳࡓࡋሙ合ࠊ࡚࠸࠾ᙜヱせㄳの┦ᡭ᪉ᑐࠊࡋᚋ㏿

 ࠋࡿࡍのࡶࡿࡍᥦฟࢆせㄳ᭩ࡸ

㸦道㊰区ᇦࡿࡅ࠾సᴗのᐇ㸧 

➨㸴᮲ ➨４᮲つᐃࡿࡍᑐ㇟సᴗࢆ行࠺ᙜࠊࡾࡓ⏥ཪࡣஎࡀ๓᮲➨１㡯ཬ２➨ࡧ㡯のつᐃ

 ࠋࡿࡍのࡶ࠺行ࢆ⠊ᅖ࡛సᴗ࠸࡞ᨭ㞀ののᴗົࡽ自࠺ᢸ災ᐖࠊሙ合ࡓࡅཷࢆせㄳࡿࡼ

ࠊࡎࡽࢃ↓のせㄳの᭷ࡽஎࠊࡣ㝿ࡓࡋุ᩿ࡍࡓきࢆᨭ㞀ၨ㛤సᴗ࡞㏿㎿ࠊࡣ⏥ ２

எ௦ࡾࢃ㞀ᐖ≀の㝖ཤసᴗࢆᐇ࡛ࡀࡇࡿࡍきࠋࡿ 

３ ๓㡯つᐃࡿࡍసᴗࢆᐇࡿࡍ㝿ࡣ⏥ࠊஎᑐࠊࡋ⌧ሙの安☜ㄆุ࡛᩿ࢆきࡿᢏ⾡ဨのὴ

㐵ࢆせㄳ࡛ࡀࡇࡿࡍきࠋࡿ 

㸦㈝⏝の㈇ᢸ㸧 

➨㸵᮲ ๓᮲のつᐃᇶ࡙きᐇࡓࢀࡉၨ㛤సᴗཬࡧ㏻信ᪧసᴗの㈝⏝㈇ᢸูࠊࡣῧ１ࠕ災ᐖ

ࡿࡅ࠾㞀ᐖ≀の㝖ཤ➼ಀࡿၨ㛤సᴗ・㏻信ᪧసᴗの㈝⏝㈇ᢸࠖᇶ࡙きࠊ⏥எ協議の

上ࠊ都ᗘᐃࡶࡿࡵのࠋࡿࡍ 

 ࠋࡿࡍのࡶࡿࡍỴᐃࠊஎ協議の上⏥ࠊࡋ‽ᇶࢆ㐺ṇ౯᱁ࡿࡅ࠾災ᐖⓎ生┤๓ࠊࡣ⏝㈝ ２
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���㸬つᶍ⅏ᐖࡿࡅ࠾ၨ㛤సᴗࡢ┦༠ຊ㛵ࡿࡍ⣽┠༠ᐃ᭩（㹌㹒㹒ᮾ᪥ᮏ） 

（ᮏᩥ ��� 㡫） 
 

中ኸ区㸦௨ୗࠋ࠺࠸ࠖ⏥ࠕ㸧東᪥本㟁信㟁ヰᰴᘧ会♫㸦௨ୗࠕஎࠖࠋ࠺࠸㸧ࠊࡣ௧和５ᖺ

１２月２５᪥ࡓࡋ⤖⥾大つᶍ災ᐖࡿࡅ࠾㏻信㞀ᐖのᪧ➼㛵ࡿࡍ協ᐃ᭩➨㸵᮲のつᐃ

⣽目協ᐃ㸦௨ࡾ࠾次の࡚࠸࠾எ㛫⏥ࠊࡋ㛵ၨ㛤సᴗの┦協力ࡿࡅ࠾災ᐖࠊᇶ࡙き

ୗࠕ本協ᐃࠖࠋ࠺࠸㸧ࠋࡿࡍ⤖⥾ࢆ 

 

㸦目ⓗ㸧 

➨１᮲ 本協ᐃࠊࡣ災ᐖᑐ⟇ᇶ本ἲ㸦和３㸴ᖺἲᚊ➨２２３号㸧➨２᮲➨１号つᐃࡿࡍ災ᐖ

ࡉసᡂࡾࡼἲ➨４２᮲➨１㡯のつᐃྠࠊ࡚࠸࠾㸧ࠋ࠺࠸災ᐖࠖࠕሙ合㸦௨ୗࡓࡋⓎ生ࡀ

ࡑࡧ道㊰ཬࡀஎࡧཬ⏥ࠊ࡚ࡋ⎔災ᐖの┦協力の一ࠊᇶ࡙き➼⏬中ኸ区地ᇦ防災ィࡓࢀ

の区ᇦのၨ㛤సᴗࢆ᪩ᛴᐇࠊࡵࡓࡿࡍసᴗᙜ࠺ࡼࡿࢀࡓᚲせ࡞㡯ࢆᐃࡇࡿࡵ

 ࠋࡿࡍ目ⓗࢆ

㸦┦協力㸧 

➨２᮲ 災ᐖࡿࡅ࠾ၨ㛤సᴗの┦協力ᙜࠊࡣ࡚ࡗࡓ道㊰ἲ㸦和２㸵ᖺἲᚊ➨１㸶㸮号㸧ࠊ

㟁Ẽ㏻信ᴗἲ㸦和５㸷ᖺἲᚊ➨㸶㸴号㸧➼のྛᡤ管ἲ௧のᐃࡵᚑ࡚ࡗᑐᛂࡶࡿࡍのࡍ

ࡍのࡶࡿࡍᇶ࡙きᑐᛂ災ᐖᑐ⟇ᇶ本ἲࠊࡣ࡚࠸࠾ἣ≦ࡿࡍせࢆᛴ⥭ᪧࠊࡋࡔࡓࠋࡿ

 ࠋࡿ

㸦ᑐ㇟区ᇦ㸧 

➨３᮲ 本協ᐃのᑐ㇟ࡿ࡞区ᇦࡀ⏥ࠊࡣ管理ࡿࡍ道㊰区ᇦࠊࡋၨ㛤సᴗᚲせࡓࢀࡉุ᩿

ሙ合ࠊࡣ道㊰ἲ➨４４᮲のつᐃᇶ࡙きᣦᐃࡓࢀࡉἢ道区ᇦࡶࡴྵࢆのࠋࡿࡍ 

２ ๓㡯のつᐃࠊࡎࡽࢃ┦の協力ࡀᚲせ࡞区ᇦࡀⓎ生ࡓࡋሙ合ࠊࡣ࡚࠸ࡘ⏥ཬࡧஎࡀ

協議の上ᚲせ࡞⠊ᅖ࡚࠸ࡘᐃࡶࡿࡵのࠋࡿࡍ 

㸦ᑐ㇟సᴗ㸧 

➨４᮲ ๓᮲つᐃࡿࡍ区ᇦ࡚࠸࠾行࠺本協ᐃのᑐ㇟ࡿ࡞సᴗࡀ⏥ࠊࡣ行࠺ၨ㛤సᴗ୪ࡧ

எࡀ行࠺ᪧసᴗのᨭ㞀ࡿ࡞ᶞ木ࠊᅵ◁➼の㝖ཤཬࡧ㏻信タഛの㞀ᐖ≀の㝖ཤసᴗࢆᑐ㇟

 ࠋࡿࡍ

㸦せㄳのᡭ⥆㸧 

➨５᮲ ⏥ࠊࡣၨ㛤సᴗの協力ཪࡣᪧసᴗのᐇࡀᚲせ࡞きࠊࡣஎᑐࡋ協力ࢆせㄳࡿࡍ

 ࠋࡿࡍのࡶ

２ எࠊࡣᪧసᴗの協力ཪࡣၨ㛤సᴗのᐇࡀᚲせ࡞き⏥ࠊࡣᑐࡋ協力ࢆせㄳࡶࡿࡍの

 ࠋࡿࡍ

３ ๓２㡯のつᐃࡿࡼせㄳูࠊࡣグ➨１号ᵝᘧࡿࡼせㄳ᭩㸦௨ୗࠕせㄳ᭩ࠖࠋ࠺࠸㸧ࡾࡼ

行ࡶ࠺のࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍ⥭ᛴࢆせࡿࡍㄆࡿࡵきࠊࡣ口㢌ࠊ㟁ヰ➼ࡾࡼ協力ࢆせㄳࡿࡍ

 ࠋࡿࡍのࡶࡿき࡛ࡀࡇ

４ ๓㡯ࡋࡔࡓ᭩のつᐃࡾࡼ協力のせㄳࡓࡋሙ合ࠊ࡚࠸࠾ᙜヱせㄳの┦ᡭ᪉ᑐࠊࡋᚋ㏿

 ࠋࡿࡍのࡶࡿࡍᥦฟࢆせㄳ᭩ࡸ

㸦道㊰区ᇦࡿࡅ࠾సᴗのᐇ㸧 

➨㸴᮲ ➨４᮲つᐃࡿࡍᑐ㇟సᴗࢆ行࠺ᙜࠊࡾࡓ⏥ཪࡣஎࡀ๓᮲➨１㡯ཬ２➨ࡧ㡯のつᐃ

 ࠋࡿࡍのࡶ࠺行ࢆ⠊ᅖ࡛సᴗ࠸࡞ᨭ㞀ののᴗົࡽ自࠺ᢸ災ᐖࠊሙ合ࡓࡅཷࢆせㄳࡿࡼ

ࠊࡎࡽࢃ↓のせㄳの᭷ࡽஎࠊࡣ㝿ࡓࡋุ᩿ࡍࡓきࢆᨭ㞀ၨ㛤సᴗ࡞㏿㎿ࠊࡣ⏥ ２

எ௦ࡾࢃ㞀ᐖ≀の㝖ཤసᴗࢆᐇ࡛ࡀࡇࡿࡍきࠋࡿ 

３ ๓㡯つᐃࡿࡍసᴗࢆᐇࡿࡍ㝿ࡣ⏥ࠊஎᑐࠊࡋ⌧ሙの安☜ㄆุ࡛᩿ࢆきࡿᢏ⾡ဨのὴ

㐵ࢆせㄳ࡛ࡀࡇࡿࡍきࠋࡿ 

㸦㈝⏝の㈇ᢸ㸧 

➨㸵᮲ ๓᮲のつᐃᇶ࡙きᐇࡓࢀࡉၨ㛤సᴗཬࡧ㏻信ᪧసᴗの㈝⏝㈇ᢸูࠊࡣῧ１ࠕ災ᐖ

ࡿࡅ࠾㞀ᐖ≀の㝖ཤ➼ಀࡿၨ㛤సᴗ・㏻信ᪧసᴗの㈝⏝㈇ᢸࠖᇶ࡙きࠊ⏥எ協議の

上ࠊ都ᗘᐃࡶࡿࡵのࠋࡿࡍ 

 ࠋࡿࡍのࡶࡿࡍỴᐃࠊஎ協議の上⏥ࠊࡋ‽ᇶࢆ㐺ṇ౯᱁ࡿࡅ࠾災ᐖⓎ生┤๓ࠊࡣ⏝㈝ ２



- 469 - 

 

 

㸦ᐇ㈐௵㸧 

➨㸶᮲ 㛵ಀᶵ㛵の࿘▱ࠊ➨三⪅ࡽのၥ合ࡏ➼のᑐᛂࠊࡣ⏥ཬࡧஎࡀ連ᦠ࡚ࡋ行ࠋ࠺ 

２ సᴗక࠸Ⓨ生ࡓࡋᨾཬࡧ災ᐖのᑐᛂࠊࡣసᴗࢆᐇࡀ⪅ࡓࡋ㈐௵ࢆᣢ࡚ࡗ行ࠋ࠺ 

㸦᭷ຠᮇ㛫㸧 

➨㸷᮲ 本協ᐃの᭷ຠᮇ㛫ࠊࡣ⥾⤖の᪥ࡽ௧和㸴ᖺ３月３１᪥ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍ࡛ࡲ᭷ຠᮇ㛫

ࡇࠊࡣሙ合࠸࡞ࡋࢆ♧⾲ẁのពᛮ≉ࠊࡋᑐᡭ᪉┦ྛࡀஎࡣཪ⏥ࠊ࡛ࡲ月๓１ࡿࡍ‶ࡀ

の協ᐃࠊࡣᮇ㛫‶の᪥の⩣᪥ࡽ᭦１ᖺ㛫ྠ一の᮲௳࡚ࡗࡶࢆ᭦᪂ࡶࡿࡍのࠊࡋ௨ᚋࡶ

ྠᵝࠋࡿࡍ 

㸦協議㸧 

➨１㸮᮲ 本協ᐃᐃࡵの࠸࡞㡯ཪࡣ⩏ࡀ生ࡓࡌ㡯ࡑࠊࡣの都ᗘࠊ⏥ཬࡧஎࡀ協議࡚ࡋᐃ

 ࠋࡿࡍのࡶࡿࡵ

 

 

 ࠋࡿࡍ保᭷ࢆ自１㏻ྛࠊグ名ᢲ༳の上ࢀࡒࢀࡑஎ⏥ࠊࡋసᡂࢆ本᭩２㏻ࠊࡵࡓࡿࡍドࢆの協ᐃࡇ

 

௧和５ᖺ１２月２５᪥ 

 

 

⏥ 東ி都中ኸ区⠏地一丁目１␒１号 

中ኸ区 

中ኸ区㛗    

 

எ 東ி都中ኸ区㖟ᗙඵ丁目２␒㸵号    

東᪥本㟁信㟁ヰᰴᘧ会♫ 

東ி༡ᨭᗑ㛗   
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㸦ᐇ㈐௵㸧 

➨㸶᮲ 㛵ಀᶵ㛵の࿘▱ࠊ➨三⪅ࡽのၥ合ࡏ➼のᑐᛂࠊࡣ⏥ཬࡧஎࡀ連ᦠ࡚ࡋ行ࠋ࠺ 

２ సᴗక࠸Ⓨ生ࡓࡋᨾཬࡧ災ᐖのᑐᛂࠊࡣసᴗࢆᐇࡀ⪅ࡓࡋ㈐௵ࢆᣢ࡚ࡗ行ࠋ࠺ 

㸦᭷ຠᮇ㛫㸧 

➨㸷᮲ 本協ᐃの᭷ຠᮇ㛫ࠊࡣ⥾⤖の᪥ࡽ௧和㸴ᖺ３月３１᪥ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍ࡛ࡲ᭷ຠᮇ㛫

ࡇࠊࡣሙ合࠸࡞ࡋࢆ♧⾲ẁのពᛮ≉ࠊࡋᑐᡭ᪉┦ྛࡀஎࡣཪ⏥ࠊ࡛ࡲ月๓１ࡿࡍ‶ࡀ

の協ᐃࠊࡣᮇ㛫‶の᪥の⩣᪥ࡽ᭦１ᖺ㛫ྠ一の᮲௳࡚ࡗࡶࢆ᭦᪂ࡶࡿࡍのࠊࡋ௨ᚋࡶ

ྠᵝࠋࡿࡍ 

㸦協議㸧 

➨１㸮᮲ 本協ᐃᐃࡵの࠸࡞㡯ཪࡣ⩏ࡀ生ࡓࡌ㡯ࡑࠊࡣの都ᗘࠊ⏥ཬࡧஎࡀ協議࡚ࡋᐃ

 ࠋࡿࡍのࡶࡿࡵ

 

 

 ࠋࡿࡍ保᭷ࢆ自１㏻ྛࠊグ名ᢲ༳の上ࢀࡒࢀࡑஎ⏥ࠊࡋసᡂࢆ本᭩２㏻ࠊࡵࡓࡿࡍドࢆの協ᐃࡇ

 

௧和５ᖺ１２月２５᪥ 

 

 

⏥ 東ி都中ኸ区⠏地一丁目１␒１号 

中ኸ区 

中ኸ区㛗    

 

எ 東ி都中ኸ区㖟ᗙඵ丁目２␒㸵号    

東᪥本㟁信㟁ヰᰴᘧ会♫ 

東ி༡ᨭᗑ㛗   
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